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平成２５年２月臨時会会議録 

 

 

平成２５年２月１４日 木曜日 午前１０時００分開会 

議 長 沼 澤 恵 一     副議長 小 嶋 冨 弥 

 

 出 席 議 員（１８名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ２番   伊  藤     操  議員 

  ３番   髙  橋  富 美 子  議員     ４番   佐  藤  卓  也  議員 

  ５番   石  川  正  志  議員     ６番   佐  藤  義  一  議員 

  ７番   奥  山  省  三  議員     ８番   沼  澤  恵  一  議員 

  ９番   平  向  岩  雄  議員    １０番   小  野  周  一  議員 

 １１番   小  嶋  冨  弥  議員    １２番   清  水  清  秋  議員 

 １３番   小  関     淳  議員    １４番   遠  藤  敏  信  議員 

 １５番   新  田  道  尋  議員    １６番   下  山  准  一  議員 

 １７番   山  口  吉  靜  議員    １８番   森     儀  一  議員 

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 伊 藤 元 昭 

教 育 長 武 田 一 夫  総 務 課 長 野 崎   勉 

総 合 政 策 課 長 荒 川 正 一  財 政 課 長 髙 橋 則 雄 

福 祉 事 務 所 長 小 野   享  健 康 課 長 伊 藤 洋 一 

農 林 課 長 齋 藤 彰 淑  都 市 整 備 課 長 星 川 俊 也 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 柳 橋   弘  総 務 主 査 高 木 祐 子 

主 査 川 又 秀 昭  主 事 八 鍬 貴 征 

 

議 事 日 程 （第１号） 

平成２５年２月１４日 木曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 会議録署名議員指名 
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日程第 ２ 会期決定 

日程第 ３ 市長の行政報告 

日程第 ４ 報告第１号平成２４年度新庄市一般会計補正予算（第８号）の専決処分の承認について 

日程第 ５ 議案第１号新庄市課設置条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第 ６ 議案第２号新庄市特別職の報酬等審議会条例等の一部を改正する条例の制定について 

日程第 ７ 議会案第１号新庄市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第 ８ 議会案第２号新庄市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について 

日程第 ９ 議会案第３号新庄市議会政務調整費の交付に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

日程第１０ 議会改革特別委員会中間報告について 

 

本日の会議に付した事件 

 

議事日程（第１号）に同じ 
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開      会 

 

 

沼澤恵一議長 ただいまの出席議員は18名でござ

います。 

  それでは、これより平成25年２月新庄市議会

臨時会を開会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付してあります議

事日程によって進めます。 

 

 

日程第１会議録署名議員指名 

 

 

沼澤恵一議長 日程第１会議録署名議員の指名を

行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第81条の規定に

より、議長において石川正志君、新田道尋君の

両名を指名いたします。 

 

 

日程第２会 期 決 定 

 

 

沼澤恵一議長 日程第２会期決定を議題といたし

ます。 

  議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長小野周一君。 

   （小野周一議会運営委員長登壇） 

小野周一議会運営委員長 おはようございます。 

  それでは、議会運営委員会における協議の経

過と結果について報告いたします。 

  去る２月７日午前10時から、議員協議会室に

おいて議会運営委員５名出席のもと、執行部か

ら副市長、関係課長並びに議会事務局職員の出

席を求め議会運営委員会を開催し、本日招集さ

れました平成25年２月臨時会の運営について協

議をしたところであります。 

  会期につきましては、このたびの提出案件は、

報告１件、議案２件と議会案３件でありますの

で、本日２月14日、１日と決定いたしました。 

  案件の取り扱いにつきましては、臨時会であ

りますので委員会への付託を省略して、直ちに

本日の本会議において審議をお願いいたします。 

  以上、議会運営委員会における協議の経過と

結果についての報告といたします。 

沼澤恵一議長 お諮りいたします。 

  今期臨時会の会期は、ただいま議会運営委員

長から報告ありましたとおり、本日２月14日、

１日にしたいと思います。これに御異議ありま

せんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

会期は２月14日、１日と決しました。 

 

 

日程第３市長の行政報告 

 

 

沼澤恵一議長 日程第３市長の行政報告をお願い

いたします。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 おはようございます。 

  それでは、私より行政報告をさせていただき

ます。 

  新庄市豪雪対策本部の設置についてでありま

す。 

  昨年末の段階で、平年を大きく上回る積雪深

だったことに加え、１月13日以降の連日の降雪

により、積雪深が130センチメートルを超え、

市民生活への影響が懸念されましたことから、

１月18日に副市長を委員長とする豪雪対策連絡

会議を設置しました。 
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  その後、一時的に一日の降雪量が53センチメ

ートルを記録し、最大積雪深も175センチメー

トルとなったことで道路事業の悪化など市民生

活に大きな影響を及ぼすおそれが出始めるなど、

雪害対策の総合的な推進を図る必要が生じたこ

とから、１月26日に副市長を本部長とする豪雪

対策本部を設置したところであります。 

  主な対策といたしましては、情報の収集、雪

おろし作業などの事故防止対策、道路の除排雪

対策の強化、高齢者世帯などの除排雪対策、水

上がり対策や空き家などの事故防止対策を実施

しているところであります。 

  豪雪対策本部の設置は３年連続となり、１月

28日以降水上がり対策、除排雪対策については

全課職員の動員体制により対応しているところ

であります。 

  これまで２月12日現在のところ、最大積雪深

は188センチメートルで、雪おろしなどの事故

発生件数は８件となっております。 

  また、水上がり対策出動件数は22件、空き家

の落雪事故防止などの応急措置１件となってお

り、雪おろし作業など事故防止広報を随時実施

しているところであります。 

  今後とも、降雪状況に応じて必要な対策を講

じてまいりたいと思います。 

  以上、行政報告とさせていただきます。 

 

 

日程第４報告第１号平成２４年度

新庄市一般会計補正予算（第８

号）の専決処分の承認について 

 

 

沼澤恵一議長 日程第４報告第１号平成24年度新

庄市一般会計補正予算（第８号）の専決処分の

承認についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、報告第１号平成24年度

新庄市一般会計補正予算（第８号）の専決処分

の承認について御説明申し上げます。 

  今年度も12月からの連続した降雪により、３

年連続の豪雪といった状況となりました。 

  そこで、市民生活などの安全、安心を確保し

ていくため、１月26日に新庄市豪雪対策本部を

設置し、各般にわたりその対応を図ってまいり

ましたが、道路や学校、保育所施設などの除排

雪総予算の執行率がおおむね９割から10割に達

するなど大きな伸びを示したことにより、適正

な事業執行において早期に補正を必要とする事

態と判断し、今月４日に専決処分をさせていた

だきました。 

  内容につきましては、この２月臨時会におけ

る補正予算成立まで間に合わず、急を要するも

のであることを予算計上の基準とし、総額１億

2,071万7,000円とするものであります。 

  具体的には、道路の除排雪業務費の１億

1,000万円や学校施設などのほとんどの分野に

及ぶ除排雪対策経費でございます。 

  専決予算の適切な執行などにより、市民生活

への影響を軽減し、安寧な市民生活を確保して

まいりたく進めておりますので、御承認賜りま

すようよろしくお願いいたします。 

沼澤恵一議長 ただいま説明のありました報告第

１号について質疑に入ります。質疑ありません

か。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

沼澤恵一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 素早く除排雪に力を入

れていただいていることには敬意を表します。 

  市民生活の中で、７ページの８の１で、道路

の除排雪業務費のことについてなんですが、特

に市道に力を入れていることはもちろんだと思

います。さらに、生活道と言われているところ

で、雪多いこともあって、よくかかれないまま
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高くなってしまって、車の通行が難しくなるぐ

らい高くなっているところもありまして、そう

いったところをどうしたらいいかと担当者や住

民に伺うと、ロータリーなどで一度入っていた

だいてよくかいていただくというか。しかし、

ロータリーが足りないという話がありました。 

  そういう意味では、できるだけロータリーに

入っていただくということも考えつつ、ロータ

リーをふやす必要がないのか、そういったこと

を考えていらっしゃるのか、お願いします。 

星川俊也都市整備課長 議長、星川俊也。 

沼澤恵一議長 都市整備課長星川俊也君。 

星川俊也都市整備課長 特に生活道路は狭隘道路

になりますので、大概が小型のロータリーで入

っているところでございます。 

  ただ、ずっと圧雪になってきますとロータリ

ーも下までかけないので、そういうようなとこ

ろでも生活道路上では高くなっているというお

話も伺います。 

  そういう場合については、小型のドーザー、

それを入れましてできるだけ面を低くするよう

にというような対応を随時とっているところで

ございます。 

  また、ロータリーをふやす計画でございます

けれども、今後そういう小型のロータリー、そ

ういうようなものをふやしながら、歩道それか

ら通学路、そういうようなものの除排雪の強化

に努めていきたいと考えております。 

沼澤恵一議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

報告第１号は討論を終結し、直ちに採決するこ

とに決しました。 

  これより採決いたします。 

  報告第１号平成24年度新庄市一般会計補正予

算（第８号）の専決処分の承認については、こ

れを承認することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

報告第１号はこれを承認することに決しました。 

 

 

日程第５議案第１号新庄市課設置

条例の一部を改正する条例の制定

について 

 

 

沼澤恵一議長 日程第５議案第１号新庄市課

設置条例の一部を改正する条例の制定につ

いてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第１号新庄市課設

置条例の一部を改正する条例の制定について御

説明申し上げます。 

  改正の理由といたしましては、議案末尾に記

載のとおり、新庄市まちづくり総合計画の推進

と効率的な市政運営を図るため行政組織の改編

を行うものであります。 

  改正の内容でありますが、現在の福祉事務所

を少子化子育て支援対策を一元的に所掌する子

育て推進課とその他の社会福祉に関する業務を

行う成人福祉課に分割することにより、多様化

する福祉需要に対応できる体制を構築しようと

するものであります。 

  この一部改正の施行期日は、平成25年４月１
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日からとし、この見直しにより関連する条例に

ついて改廃をそこで行っております。 

  なお、教育委員会、生涯学習課と生涯スポー

ツ課を統合し社会教育課とする組織再編は、教

育委員会の内部組織にかかわるものであります

から、教育委員会行政組織規則の改正による見

直しを行うものであります。 

  以上、議案第１号の説明であります。 

沼澤恵一議長 ただいま説明のありました議案第

１号につきましては、会議規則第37条第３項の

規定により委員会への付託を省略したいと思い

ます。これにご異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第１号は委員会への付託を省略することに

決しました。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第１号は討論を終結し、直ちに採決するこ

とに決しました。 

  議案第１号新庄市課設置条例の一部を改正す

る条例の制定については原案のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第１号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第６議案第２号新庄市特別職

の報酬等審議会条例等の一部を改

正する条例の制定について 

 

 

沼澤恵一議長 日程第６議案第２号新庄市特別職

の報酬等審議会条例等の一部を改正する条例の

制定についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第２号新庄市特別

職の報酬等審議会条例等の一部を改正する条例

の制定について御説明申し上げます。 

  改正の理由といたしましては、昨年９月に公

布された地方自治法の一部を改正する法律が３

月１日から施行されることに伴い、新庄市特別

職の報酬等審議会条例及び新庄市実費弁償条例

について必要な改正を行うものであります。 

  初めに、新庄市特別職の報酬等審議会条例に

つきましては、政務調査費の名称が政務活動費

に改められることにより改正するものでありま

す。 

  また、新庄市実費弁償条例につきましても、

このたびの改正により、議会の会議に出頭した

参考人等に対しても費用弁償を行うことができ

ることとなったことから改正するものでありま

す。 

  以上、御審議の上、御決定くださりますよう

よろしくお願いいたします。 

沼澤恵一議長 ただいま説明のありました議案第

２号につきましては、会議規則第37条第３項の

規定により委員会への付託を省略したいと思い

ます。これにご異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第２号は委員会への付託を省略することに

決しました。 
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  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第２号は討論を終結し、直ちに採決するこ

とに決しました。 

  これより、採決いたします。 

  議案第２号新庄市特別職の報酬等審議会条例

等の一部を改正する条例の制定については原案

のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第２号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第７議会案第１号新庄市議会

委員会条例の一部を改正する条例

の制定について 

 

 

沼澤恵一議長 日程第７議会案第１号新庄市

議会委員会条例の一部を改正する条例の制

定についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  議会運営委員長小野周一君。 

   （小野周一議会運営委員長登壇） 

小野周一議会運営委員長 それでは、私より、新

庄市議会委員会条例の一部を改正する条例の制

定について説明をしたいと思います。 

  議会案第１号新庄市議会委員会条例の一部を

改正する条例の制定について、地方自治法第

112条及び会議規則第14条第２項の規定により

提出を申し上げます。 

  提出者は私、議会運営委員会委員長小野周一

でございます。 

  改正の理由でございますが、議案末尾に記載

してありますとおり、地方自治法の一部が改正

されたことに伴い、委員の選任方法、在任期間

等につきまして法律で定めていた事項を条例で

定めることになったため、必要な改正を行うも

のであります。 

  施行期日につきましては、昨年９月５日に公

布されました地方自治法の一部を改正する法律

の議会に関する部分の施行期日が３月１日とな

ったことから、これに合わせ平成25年３月１日

にするものであります。 

  なお、御審議をいただき、御決定くださいま

すようよろしくお願いしたいと思います。 

沼澤恵一議長 ただいま説明のありました議会案

第１号については、会議規則第37条第３項の規

定により委員会への付託を省略したいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第１号は委員会への付託を省略すること

に決しました。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、
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議会案第１号は討論を終結し、直ちに採決する

ことに決しました。 

  これより、採決いたします。 

  議会案第１号新庄市議会委員会条例の一部を

改正する条例の制定については原案のとおり決

することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第１号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第８議会案第２号新庄市議会

会議規則の一部を改正する規則の

制定について 

 

 

沼澤恵一議長 日程第８議会案第２号新庄市

議会会議規則の一部を改正する規則の制定

についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  議会運営委員長小野周一君。 

   （小野周一議会運営委員長登壇） 

小野周一議会運営委員長 それでは、私より議会

案第２号の提案説明をさせていただきます。 

  議会案第２号新庄市議会会議規則の一部を改

正する規則の制定について、地方自治法第112

条及び会議規則第14条第２項の規定により御提

出申し上げます。 

  提出者は私、議会運営委員会委員長小野周一

でございます。 

  改正の理由でございますが、議案末尾に記載

しておりますとおり、地方自治法の一部が改正

されたことに伴い、本会議においても公聴会の

開催、参考人の招致をすることができるように

なったことから必要な改正を行うものでありま

す。 

  改正の内容といたしましては、第９節として

公聴会開催の手続規定に新たに７条を追加し、

以降の条文を繰り下げるものであります。 

  また、議会改革における会議の公開に関して、

会派代表者会を自治法上の協議または調整を行

うための場として位置づけしないことから、あ

わせて改正を行うものであります。 

  施行月日につきましては、地方自治法の一部

を改正する法律の議会に関する部分の施行期日

に合わせ、平成25年３月１日とするものであり

ます。 

  御審議をいただき、御決定くださいますよう

よろしくお願い申し上げます。 

沼澤恵一議長 ただいま説明のありました議会案

第２号につきましては、会議規則第37条第３項

の規定により委員会への付託を省略したいと思

います。これにご異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第２号は委員会への付託を省略すること

に決しました。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

沼澤恵一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） おおむねいいんですけ

れども、改正の理由のところで、議会改革にお

ける会議の公開に際してということで、会派代

表者会を自治法上の協議または調整を行うため

の場として位置づけないこととしたためという

改正の理由がありますが、議会改革といったと

きにはやっぱり会議が全面的に公開されるべき

だろうというのが議会改革の趣旨だと思うんで

す。 

  会派代表者会の会議を公開にしないというこ

とをここで言っているんでしょうか。 

小野周一議会運営委員長 議長、小野周一。 

沼澤恵一議長 議会運営委員長小野周一君。 

小野周一議会運営委員長 そのとおりであります。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

沼澤恵一議長 佐藤悦子君。 
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１ 番（佐藤悦子議員） 会派代表者会は実質ど

のような内容かと考えますと、やっぱり議会を

開く上での必要な調整などが行われている場だ

ろうと私は思います。そういう意味で、実質的

に議会をやる上での重要な調整が行われている

場だと、実質的に、そう私は理解しております

が、そうじゃないのでしょうか。 

沼澤恵一議長 佐藤悦子議員、もう一度質疑して

ください。よく理解されておりません。 

１ 番（佐藤悦子議員） 一応２回目と受け取っ

ていいですか。 

  会派代表者会をこの場で公開しないというこ

とをここで明記しているようなのですが、会派

代表者会の中身を考えてみますと、実質的には

議会の会議を行う上での調整を行う場になって

いると、私は思います。そうじゃないんですか

と聞いているんです。 

小野周一議会運営委員長 議長、小野周一。 

沼澤恵一議長 議会運営委員長小野周一君。 

小野周一議会運営委員長 あくまでも人事なり、

いろいろな本会議に諮る前の前段での中での話

し合いであります。それは人事等、やはり公に

することはできない部分もありますので、あく

までもこのような条項を設けた次第であります。 

  なお、一言つけ加えておきますと、この件に

つきましては議会基本条例の策定に当たって中

間的な説明の中で昨年の９月ですか、全議員に

このような趣旨のことを説明した経過がありま

すので、十二分に御理解をお願いしたいと思い

ます。 

沼澤恵一議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第２号は討論を終結し、直ちに採決する

ことに決しました。 

  これより、採決いたします。 

  議会案第２号新庄市議会会議規則の一部を改

正する規則の制定については原案のとおり決す

ることに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第２号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第９議会案第３号新庄市議会

政務調査費の交付に関する条例の

一部を改正する条例の制定につい

て 

 

 

沼澤恵一議長 日程第９議会案第３号新庄市

議会政務調査費の交付に関する条例の一部

を改正する条例の制定についてを議題とい

たします。 

  提出者の説明を求めます。 

  奥山省三君。 

   （７番奥山省三議員登壇） 

７ 番（奥山省三議員） 議会案第３号新庄市議

会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正

する条例の制定について、地方自治法第112条

及び会議規則第14条第１項の規定により提出申

し上げます。 

  提出は私、奥山省三、賛成者は清水清秋議員

と小野周一議員、会派代表者であります。 

  改正の理由ですけれども、議案末尾に記載し

てありますとおり、政務調査費につきまして名

称を政務活動費に改めるとともに政務活動費を
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充てることができる経費の範囲を条例で定める

こととなったため、必要な改正を行うものであ

ります。 

  また、議長は政務活動費の使途の透明性の確

保に努めることとされたため、その旨を明文化

した内容となっております。 

  施行月日につきましては、地方地自治法の一

部を改正する法律の議会に関する部分の施行期

日に合わせて平成25年３月１日とするものであ

ります。 

  御審議いただき、御決定くださいますようよ

ろしくお願い申し上げます。 

沼澤恵一議長 ただいま説明のありました議会案

第３号につきましては、会議規則第37条第３項

の規定により委員会への付託を省略したいと思

います。これにご異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第３号は委員会への付託を省略すること

に決しました。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

沼澤恵一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） この政務調査費を政務

活動費というふうに３月１日からなるというこ

となんですが、これについては今までの政務調

査費についてさまざま市民、国民の中から住民

監査請求とか訴訟などがいろいろあったと聞い

ております。そういうことを受けて、透明性が

必要だろうというのはそのとおりだと思います。

しかし、中身が住民から見て使われ方が、税金

の使われ方としてどうなんだという声があった

ことを受けたところがあります。 

  それで、全国的にというか、ほかの自治体の

議会では条例で中身の使い方を決めるというこ

とですので、使い方については早く決めないで

名前だけ変えておいて、中身は今までどおりに

しながら、市民の中にどういう使われ方、どう

いうものに使っていいと考えているか、悪いと

思っているかということでよく意見を聞く、そ

ういうことが必要だろうということで、条例の

中身、使い方をゆっくり考えましょうという議

会も出ていると聞いています。 

  そういう意味で、そんなに早くすぐ中身を広

げて出さなくてもいいのではないか。私は今ま

でどおりの中身で、使われ方で、名前だけ変え

て、どのように使っていったらいいのかという

ことで市民全体に意見を聞くというか、そんな

ことが時間をかけて行われる必要があるように

思うのですが、その点についてはどう考えてい

るんでしょうか。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

沼澤恵一議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 佐藤悦子議員の意見、

ちょっとよく私わかりませんけれども、これは

昨年の８月の国会で決められたものですので、

市民の意見はわかりますが、市民生活の福祉向

上に寄与するために、それは議員の活動をある

程度拡大というか、今までの調査研究プラス政

務活動費ですか、そういう内容になったものと

私は思っていますけれども、今の佐藤議員の意

見というか、ちょっともう少し詳しい内容とい

うか、ちょっとわからないというか、経緯とし

てはそういう内容だと思っています。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

沼澤恵一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 今までの政務調査費の

中身、使われ方が、今までの中で住民から見て

税金の使われ方としてどうなんだという住民訴

訟とか監査とかさまざま提起されてきておりま

した。そういう事例が出てきた中で、議員みず

から姿勢を正して信頼を回復するということで

やることが必要なのですが、そこが今までの住

民訴訟から免れるために、今まで認められなか

った部分を広げてやろうとすることにならない

のかということで、住民から見たときに理解が
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得られない可能性があるような気がするんです。 

  そういう意味で、政務活動費、名前は変えて

もこの使われ方、使い方を時間をかけて本当に

これでいいか、今までの使い方を広げてもいい

か、それとも今までどおりでいいのかというこ

とで、条例でこれは決められることになってお

りまして、法律で中身が決められているわけで

はないんです。 

  そういう意味で、住民の皆さんに時間をかけ

て聞く必要があるのではないかということなん

です。すぐ決めないでと思うのですが、どうで

しょうか。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

沼澤恵一議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 全国というのは、私よ

くわかりませんけれども、当市議会におきまし

ては、当新庄市では政務調査費、月5,000円と

なっています。 

  特に、私はこの件に関しては先ほど申し上げ

ましたように、市民の生活福祉の向上に寄与す

るために政務調査費というのは私はあると思っ

ていますので、特に問題はないと思っておりま

す。 

沼澤恵一議長 いいですか。ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第３号は討論を終結し、直ちに採決する

ことに決しました。 

  これより、採決いたします。 

  議会案第３号新庄市議会政務調査費の交付に

関する条例の一部を改正する条例の制定につい

ては原案のとおり決することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議あり」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 異議がありますので、起立採決を

行います。 

  議会案第３号について、これを可決すること

に賛成諸君の起立を求めます。 

   （起立多数） 

沼澤恵一議長 起立多数であります。よって、議

会案第３号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第１０議会改革特別委員会中

間報告について 

 

 

沼澤恵一議長 日程第10議会改革特別委員会に付

託中の件につきまして、会議規則第45条第２項

の規定により、当委員会より中間報告を行いた

いとの申し出がありますので、これを許可しま

す。 

  議会改革特別委員長小関 淳君。 

   （小関 淳議会改革特別委員長登壇） 

小関 淳議会改革特別委員長 議会改革特別委員

会の中間報告をいたします。 

  資料をごらんいただきながらお聞きいただき

たいと思います。 

  本特別委員会は平成23年６月定例会の最終日

に設置され、６月21日の第１回目の会議で委員

長互選が行われ、指名推選により委員長に私小

関 淳が、また副委員長に佐藤卓也委員が選任

されました。 

  本格審議は平成23年６月30日の第２回目から

開始し、報告書の３ページでございますが、平

成24年11月29日の第20回目を終えたところでご

ざいます。 
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  この間、基本条例の検討とは別に新庄市議会

として初の議会報告会を行うべく、委員による

議員懇談会を開催するなどして、昨年５月に第

１回目の議会報告会を実施するに至ったもので

ございます。 

  また、平成23年９月26日には特別委員のメン

バーにより酒田市議会に議会基本条例について

の先進地視察を行ったところであります。 

  さらに、報告書には記載してございませんが、

平成23年10月及び平成24年７月に開催した新庄

市議会議員研修会においては、それぞれ議会改

革の分野での権威ある方を講師としてお招きし、

議会改革についての研修会を行ったところでご

ざいます。 

  それでは、委員会審議の概要と途中経過につ

いて報告をいたします。 

  委員会の中では、まず条例制定までのスケジ

ュールを作成し、そして基本条例の考え方につ

いて具体的に論点を整理し、それに基づいて一

つ一つ特別委員会としての意思を形成していっ

たところであります。 

  具体的には、４ページをお開きいただきまし

て、４のこれまでの検討によって決定した主な

事項のとおりでありますが、これにつきまして

は平成24年９月20日に議員懇談会を開催いたし

まして、そこでいただいた御意見を踏まえて最

終的に修正した内容となっております。 

  これらの事項をもとにして議会基本条例の素

案を作成しているわけでございますが、この条

例素案につきましては、先月８日に開催いたし

ました議員懇談会において御検討をいただいた

ところでございます。 

  それでは、内容について御説明申し上げます

が、ここでは特に大きな議論となった部分を中

心に報告させていただきます。 

  初めに、１番の検討スケジュールにつきまし

ては以前に御協議いただきましたが、当初は本

年６月議会に条例を上程する予定でありました。

しかし、スケジュールの見直しを行い、本年12

月の上程を目指すこととしたものでございます。 

  このスケジュールに関連いたしまして次の２

番、条例制定への市民関与にも記載してありま

すが、５月の議会報告会にあわせて議会基本条

例の住民説明会を開催することとしております。

そこで、出された市民のさまざまな意見を取り

入れたり、その後パブリックコメントを実施し

たりしながら本年12月の制定を目指したいと考

えております。 

  ３番目の議会改革の目的につきましては、今

さら説明するまでもございませんが、市民とと

もに歩む議会、開かれた議会を目指すこととし

ているものでございますので、次の４番、会議

の公開にもありますように、全ての会議を公開

すること、さらには５ページの５番、６番、７

番目にありますとおり、議案の賛否や議長交際

費、行政視察の結果などの多くの議会の情報を

住民に対して公開していくこととするものでご

ざいます。 

  ９番目の議会報告会の実施については、昨年

初めて開催し、２回実施したところであります

が、今後は市民から出された多くの意見を集約

し政策に生かしていくための議員間での話し合

いのサイクル、いわゆる政策形成サイクルを構

築していかなければならないと考えております。 

  10番目の議員間自由討議につきましては、議

会基本条例の必須条件と言われる重要なものと

なっておりまして、この議員相互の自由討議を

新庄市議会の議会運営にどのように導入してい

くかが今後の検討課題になってくると思います。 

  ６ページ、14番、15番の一問一答方式、反問

権につきましても全国的に議会基本条例に規定

しているところが多いわけですが、これについ

ても新庄市議会として実施段階で具体的にどの

ような形で導入していくか、深い議論が必要に

なってくると思っています。 

  ７ページ、18番の議決事件の追加であります。



- 13 - 

これにつきましては、地方自治法の改正により

基本構想が議決事件から外れたことから、この

基本条例において議決事件とするべく追加する

ものでございます。 

  この議決事件には、各種計画等を追加したら

どうかということで委員会でもいろいろと検討

したところでございますが、余り多くの計画を

議決事件とすることは混乱を来すおそれがある

のではないかということから、基本構想に加え

て基本計画のみを議決事件として追加したいと

考えているところでございます。 

  19番の合意形成については、議員相互の議論

というのが議会改革の根幹をなす部分でありま

すので、十分な議論を尽くして合意形成に努め

るということが最も重要と考えております。 

  このため、次の20番、政策討論会についてに

なりますが、新庄市議会として重要な政策提言

をする場合には、議会としての合意形成を図る

ための政策討論会を実施していきたいとするも

のでございます。 

  ８ページ、26番の議員の政治倫理についてで

ありますが、議会基本条例とは別に議員の政治

倫理条例を単独で策定している議会も多いわけ

ですが、新庄市議会の場合は基本条例の条文に

基本的な規定を盛り込む形にしたいと話し合っ

ております。 

  最も重要な部分としては、私たち議員は市民

全体の奉仕者として市民の疑惑を招くおそれの

ある行為をしないように規定するものでござい

ます。 

  29番の最高規範性については、議会基本条例

を新庄市議会の最高規範として位置づけており

ます。また、条例の趣旨を議員に浸透させるた

め、一般選挙後に条例の研修を行うことを規定

しているものでございます。 

  以上、主な事項について御報告申し上げまし

たが、なお今後のスケジュールといたしまして

９ページに記載してございます。 

  現在、先ほど説明いたしましたが、市民にわ

かりやすく条例の説明ができるように各条文の

逐条解説を検討しているところでございます。

これができ上がりましたら、この内容について

３月中に全議員による懇談会で協議をお願いし

たいと考えております。 

  住民説明会では、市民の皆様から多くの意見

が出されることと思いますので、それらの意見

を取り入れながら、議会基本条例の12月制定に

向けて、さらに努力してまいりたいと考えてお

ります。 

  また、議会基本条例の策定に関連して条例規

則や申し合わせ内規などの規定で見直しが必要

になってくる部分が出てきますので、これらに

ついて引き続き検討を行っていきたいと思いま

す。 

  議会改革は基本条例を制定して終了となるも

のではありません。私たち議員が市民福祉の向

上と新庄市の発展のためにどのように具体的に

行動するかということが大変重要になってきま

すので、これからも立ちどまることなく積極的

に議会改革に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。 

  以上で本委員会の中間報告とさせていただき

ます。よろしくお願いいたします。 

沼澤恵一議長 中間報告でありますので、質疑に

ついては御了承願います。 

 

 

閉      会 

 

 

沼澤恵一議長 以上で今期臨時会の日程は全て終

了いたしましたので、閉会いたします。 

  本日は、どうも御苦労さまでございました。 

 

     午前１０時５０分 閉会 
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   新庄市議会議長  沼 澤 恵 一 

 

   会議録署名議員  石 川 正 志 

 

    〃    〃   新 田 道 尋 



- 15 - 

平成２５年３月定例会会議録（第１号） 

 

 

平成２５年３月４日 月曜日 午前１０時００分開会 

議 長 沼 澤 恵 一     副議長 小 嶋 冨 弥 

 

 出 席 議 員（１８名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ２番   伊  藤     操  議員 

  ３番   髙  橋  富 美 子  議員     ４番   佐  藤  卓  也  議員 

  ５番   石  川  正  志  議員     ６番   佐  藤  義  一  議員 

  ７番   奥  山  省  三  議員     ８番   沼  澤  恵  一  議員 

  ９番   平  向  岩  雄  議員    １０番   小  野  周  一  議員 

 １１番   小  嶋  冨  弥  議員    １２番   清  水  清  秋  議員 

 １３番   小  関     淳  議員    １４番   遠  藤  敏  信  議員 

 １５番   新  田  道  尋  議員    １６番   下  山  准  一  議員 

 １７番   山  口  吉  靜  議員    １８番   森     儀  一  議員 

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 伊 藤 元 昭 

総 務 課 長 野 崎   勉  総 合 政 策 課 長 荒 川 正 一 

財 政 課 長 髙 橋 則 雄  税 務 課 長 近 岡 晃 一 

市 民 課 長 荒 澤 宏 二  福 祉 事 務 所 長 小 野   享 

神 室 荘 長 信 夫 友 子  環 境 課 長 坂 本 清 一 

健 康 課 長 伊 藤 洋 一  農 林 課 長 齋 藤 彰 淑 

商 工 観 光 課 長 田 口 富士雄  都 市 整 備 課 長 星 川 俊 也 

上 下 水 道 課 長 沼 澤 利 明  会 計 管 理 者
兼 会 計 課 長 小山田   昭 

教 育 委 員 長 山 村 明 德  教 育 長 武 田 一 夫 

教 育 次 長
兼教育総務課長 柿 崎 憲 一  学 校 教 育 課 長 髙 橋 千 春 

生 涯 学 習 課 長 小 嶋 達 夫  生 涯 ス ポ ー ツ
課 長 高 木   勉 

 
監 査 委 員 髙 山 孝 治  監 査 委 員

事 務 局 長 安 食 敬 二 
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選挙管理委員会
委 員 長 矢 作 勝 彦  選挙管理委員会

事 務 局 長 森   隆 志 

農 業 委 員 会
会 長 星 川   豊  農 業 委 員 会

事 務 局 長 沼 沢 充 広 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 柳 橋   弘  総 務 主 査 高 木 祐 子 

主 査 川 又 秀 昭  主 事 八 鍬 貴 征 

 

議 事 日 程 （第１号） 

平成２５年３月４日 月曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 会議録署名議員指名 

日程第 ２ 会期決定 

日程第 ３ 市長の行政報告 

日程第 ４ 報告第２号新庄市土地開発公社の経営状況の報告について 

日程第 ５ 議案第３号新庄市教育委員会委員の任命について 

日程第 ６ 議会案第４号新庄市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第 ７ 平成２５年度施政方針の説明 

 

   （一括上程、提案説明、総括質疑） 

日程第 ８ 議案第４号新庄市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の設定につい

て 

日程第 ９ 議案第５号議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

日程第１０ 議案第６号新庄市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１１ 議案第７号新庄市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１２ 議案第８号新庄市市道の構造の技術的基準等を定める条例の設定について 

日程第１３ 議案第９号新庄市準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例の設定

について 

目程第１４ 議案第１０号新庄市営住宅設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

日程第１５ 議案第１１号新庄市定住促進住宅設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 

日程第１６ 議案第１２号新庄市障害程度区分判定審査会の委員の定数を定める条例の一部を改正する

条例の制定について 

日程第１７ 議案第１３号新庄市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を
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定める条例の設定について 

日程第１８ 議案第１４号新庄市指定地域密着型介護予訪サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準等を定める条例の設定について 

日程第１９ 議案第２１号平成２５年度新庄市一般会計予算 

日程第２０ 議案第２２号平成２５年度新庄市国民健康保険事業特別会計予算 

日程第２１ 議案第２３号平成２５年度新庄市交通災害共済事業特別会計予算 

日程第２２ 議案第２４号平成２５年度新庄市公共下水道事業特別会計予算 

日程第２３ 議案第２５号平成２５年度新庄市農業集落排水事業特別会計予算 

日程第２４ 議案第２６号平成２５年度新庄市営農飲雑用水事業特別会計予算 

日程第２５ 議案第２７号平成２５年度新庄市介護保険事業特別会計予算 

日程第２６ 議案第２８号平成２５年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計予算 

日程第２７ 議案第２９号平成２５年度新庄市水道事業会計予算 

日程第２８ 予算特別委員会の設置 

日程第２９ 議案・請願の予算特別委員会、各常任委員会付託 

 

   （一括上程、提案説明、質疑、討論、採決） 

日程第３０ 議案第１５号平成２４年度新庄市一般会計補正予算（第９号） 

日程第３１ 議案第１６号平成２４年度新庄市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

日程第３２ 議案第１７号平成２４年度新庄市公共下水道事業特別会計補正予算（第４号） 

日程第３３ 議案第１８号平成２４年度新庄市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第３４ 議案第１９号平成２４年度新庄市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

日程第３５ 議案第２０号平成２４年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号） 

 

本日の会議に付した事件  

 

議事日程（第１号）に同じ 
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開      会 

 

 

沼澤恵一議長 おはようございます。 

  定例会開会前に、財政課長より発言の申し出

がありますので、これを許可いたします。 

  財政課長髙橋則雄君。 

髙橋則雄財政課長 おはようございます。 

  お手元に配付しております平成23年度の財務

諸表でございますけれども、これにつきまして

は平成21年度分から複式簿記を取り入れました

企業会計的手法を用いた財務諸表を作成し公表

しております。このたびも昨年と同様の方式に

よりまして、普通会計から市全体さらには関係

団体と連結し作成しております。このたびの分

は平成23年度分の決算の諸表となります。予算

書または決算書の補完資料とされるなど御活用

いただければと思います。以上でございます。 

沼澤恵一議長 ただいまの出席議員は18名でござ

います。 

  これより平成25年３月新庄市議会定例会を開

会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程によって進めます。 

 

 

日程第１会議録署名議員指名 

 

 

沼澤恵一議長 日程第１会議録署名議員の指名を

行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定に

より、議長において佐藤義一君、遠藤敏信君の

両名を指名いたします。 

 

 

日程第２会 期 決 定 

 

 

沼澤恵一議長 日程第２会期決定を議題といたし

ます。 

  議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長小野周一君。 

   （小野周一議会運営委員長登壇） 

小野周一議会運営委員長 おはようございます。 

  議会運営委員会における協議の経過と結果に

ついて御報告いたします。 

  去る２月25日午前10時から、議員協議会室に

おいて議会運営委員６名出席のもと、執行部か

ら副市長、関係課長並びに議会事務局職員の出

席を求め議会運営委員会を開催し、本日招集さ

れました平成25年３月定例会の運営について協

議をいたしたところであります。 

  初めに、執行部から招集日を含め提出議案等

についての説明を受け、協議を行った結果、会

期につきましては、お手元に配付してあります

平成25年３月定例会日程表のとおり、本日から

３月15日までの12日間に決定いたしました。ま

た、会期中の日程につきましても日程表のとお

り決定いたしましたので、よろしくお願いいた

したいと思います。 

  このたび提出されます案件は、報告１件、議

案12件、議会案１件、平成24年度補正予算６件、

平成25年度予算９件、請願２件の計31件であり

ます。 

  案件の取り扱いにつきましては、本日、報告

１件の後、議案第３号及び議会案第４号につき

ましては、議案説明の後、委員会への付託を省

略し、直ちに審議をお願いしたいと思います。 

  議案第４号から議案第14号までの議案11件に

つきましては、本日の本会議において一括上程、

提案説明の後に総括質疑を行い、各常任委員会

に付託をし、審査をしていただきます。 

  議案第21号から議案第29号までの平成25年度
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予算９件につきましても、本日の本会議におい

て一括上程をし、提案説明をいただいた後に全

議員で構成する予算特別委員会を設置していた

だき、同委員会に付託をして審査をしていただ

きます。 

  議案第15号から第20号までの平成24年度補正

予算６件につきましては、本日の本会議におい

て一括上程し、提案説明をしていただいた後に、

会議規則第37条第３項の規定により委員会への

付託を省略して直ちに審議をお願いしたいと思

います。 

  次に、一般質問についてでありますが、今期

定例会の一般質問通告者は11名であります。よ

って、１日目６名、２日目５名に行っていただ

きます。なお、質問時間は、質問、答弁を含め

て１人50分以内といたします。質問者並びに答

弁者の御協力をよろしく特にお願いしたいと思

います。 

  以上、議会運営委員会における協議の経過と

結果についての報告といたします。 

沼澤恵一議長 お諮りいたします。 

  今期定例会の会期は、ただいま議会運営委員

長から報告ありましたとおり、本日から３月15

日までの12日間にしたいと思います。これに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

会期は３月４日から３月15日までの12日間と決

しました。 

 

 

平 成 ２ ５ 年 ３ 月 定 例 会 日 程 表 

 

会 期 月 日 曜 会 議 別 場 所 開議時刻 摘      要 

第１日 ３月４日 月 

本 会 議 議 場 午前10時 

開会。報告（１件）の説明。人事案

件（１件）の上程、提案説明、採

決。平成２５年度施政方針の説明。

議案（11件）、予算（９件）の一括

上程、提案説明、総括質疑。予算特

別委員会の設置。議案、請願の予算

特別委員会、各常任委員会付託。補

正予算（６件）の一括上程、提案説

明、質疑、討論、採決。 

予 算 

特別委員会 
議 場 

本 会 議 

終 了 後 
正副委員長の互選 

第２日 ３月５日 火 本 会 議 議 場 午前10時 

一般質問 

 奥山省三、佐藤義一、小嶋冨弥、

佐藤卓也、小関 淳、小野周一

の各議員 

第３日 ３月６日 水 本 会 議 議 場 午前10時 

一般質問 

 伊藤 操、佐藤悦子、新田道尋、

山口吉靜、髙橋富美子の各議員 
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会 期 月 日 曜 会 議 別 場 所 開議時刻 摘      要 

第４日 ３月７日 木 常任委員会 

産 業 厚 生

（議員協議

会室） 

午前10時 付託議案、請願の審査 

第５日 ３月８日 金 常任委員会 

総 務 文 教

（議員協議

会室） 

午前10時 付託議案審査 

第６日 ３月９日 土 
休      会  

第７日 ３月10日 日 

第８日 ３月11日 月 
予 算 

特別委員会 
議 場 午前10時 

平成２５年度一般会計、特別会計、

水道事業会計予算の審査 

第９日 ３月12日 火 
予   算 

特別委員会 
議 場 午前10時 

平成２５年度一般会計、特別会計、 

水道事業会計予算の審査 

第10日 ３月13日 水 
予 算 

特別委員会 
議 場 午前10時 

平成２５年度一般会計、特別会計、

水道事業会計予算の審査 

第11日 ３月14日 木 休      会 本会議準備のため 

第12日 ３月15日 金 本 会 議 議 場 午前10時 
予算特別委員長報告、採決。各常任

委員長報告、質疑、討論、採決。 

 

日程第３市長の行政報告 

 

 

沼澤恵一議長 日程第３市長の行政報告をお願い

いたします。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、ここで２件の行政報告

をさせていただきます。 

  初めに、豪雪対策についてであります。 

  １月26日に本市豪雪対策本部を設置し対策を

講じている点につきましては、さきの臨時議会

において御報告申し上げたところですが、その

後も降雪が続いており、引き続き雪害情報の収

集、雪おろし作業などの事故防止対策、道路の

除排雪対策の強化、高齢者世帯などの除排雪対

策、水上がり対策や空き家などの事故防止対策

を実施しているところであります。 

  ２月26日には208センチメートルの最大積雪

深を記録し、この数値は本市の観測史上３番目

の記録となっております。また、雪おろしなど

の事故発生件数は８件と前回の報告時から増加

はしておりませんが、住宅等の被害について住

宅の一部損壊１棟、非住宅の全壊２棟、半壊１

棟の計４棟の被害が発生しており、また水上が

り対策の出動件数は39件、空き家などの落雪事

故防止の応急措置２件を実施しております。水

上がり対策、除排雪対策においては、全課職員

の動員態勢により対応しており、今後とも降雪

状況に応じて必要な対策を講じてまいります。 

  また、災害救助法の適用につきましては、県

は２月26日に豪雪災害時における災害救助法の

適用として、県内では初めて尾花沢市に適用す

ることを決定しております。県は、昨年末に豪

雪災害時の同法の適用に関する運用基準を定め

ており、これによりますと積雪深が２メートル
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を超え、かつ過去30年の最大積雪深の平均値の

1.3倍程度に達していることなどを初め交通の

途絶により日常生活の維持が困難となった集落

が発生していること、雪崩による住宅崩壊のお

それがあることなどとしております。 

  本市の場合、積雪深については基準を満たし

ておりますが、災害救助法が適用されたといた

しましても適用後の経費しか対象にならず、既

に実施済みの費用は対象外であること、また今

後は気温も例年並みに戻るとの気象予報もある

ことから、今回は同法の適用の申請を見送るこ

ととしたものでありますので、御理解いただき

たいと思います。 

  次に、企業立地活動の状況についてでありま

す。 

  本年度の企業立地活動の状況ですが、まず本

年１月29日に横根山工業団地にある山形航空電

子株式会社の第８期増築工事の起工式が行われ

ました。同社は、スマートフォンなどのコネク

ター製造を手がけており、順調に業績を伸ばし

ており、工場の増設に伴い今後雇用も増加する

ものと見込まれます。 

  さらに、広島県に本社のある運送業の福山通

運株式会社が新庄中核工業団地へ進出すること

が決定し、先週の２月26日に用地譲渡契約を締

結しました。県外の企業が新庄中核工業団地に

進出するのは７年ぶりのことであります。 

  誘致に至る経過といたしましては、昨年10月

に同社による新庄中核工業団地の視察依頼があ

り、視察に当たっては副市長が立ち会い、当市

の持つ交通の要衝としての優位性をアピールし

てまいりました。その後も企業立地担当者が同

社を訪問し、誘致交渉を進めてまいったもので

あります。なお、同社から今後20人程度の雇用

を見込んでいるとお聞きしております。 

  これで今年度の新庄中核工業団地への進出は

市内企業１社、県外企業１社の２社となり、譲

渡区画は３区画、譲渡面積は１万3,195平米と

なりました。年度当初の未分譲地は14区画、面

積23.3ヘクタールでしたが、これで残りの２分

譲地は11区画、面積は22ヘクタールとなります。

今後も既存立地企業の支援や企業誘致に努めて

まいります。 

  以上、行政報告とさせていただきます。 

 

 

日程第４報告第２号新庄市土地開

発公社の経営状況の報告について 

 

 

沼澤恵一議長 日程第４報告第２号新庄市土地開

発公社の経営状況の報告についてを議題といた

します。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、報告第２号新庄市土地

開発公社の経営状況の報告について御説明申し

上げます。 

  この経営状況の報告は、地方自治法第243条

の３第２項の規定によりまして議会に報告する

ことになっております。 

  平成25年度新庄市土地開発公社事業計画及び

予算でございます。この平成25年度事業計画及

び予算につきましては、去る２月５日に開催い

たしました平成25年第１回土地開発公社理事会

におきまして承認をいただいております。 

  平成25年度の事業計画につきましては、土地

処分による土地造成事業として小桧室２期宅地

分譲用地の処分を行うことにしております。事

業の実施によりまして、平成25年度は701万円

の純利益を想定しております。 

  お手元の予算書の１ページから５ページまで、

新庄市土地開発公社の事業計画並びに予算の内

容を記載しておりますので、ごらんいただきた

いと思います。 



- 22 - 

  以上、平成25年度新庄市土地開発公社の経営

状況の報告とさせていただきます。よろしくお

願い申し上げます。 

沼澤恵一議長 本件は地方自治法第243条の３第

２項の規定による報告でありますので、御了承

願います。 

 

 

日程第５議案第３号新庄市教育委

員会委員の任命について 

 

 

沼澤恵一議長 日程第５議案第３号新庄市教育委

員会委員の任命についてを議題といたします。 

  ここで教育長武田一夫君の退席を求めます。 

   （武田一夫教育長退席） 

沼澤恵一議長 提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 議案第３号新庄市教育委員会委員

の任命について御説明申し上げます。 

  本案は、新庄市教育委員会委員のうち１名の

方が平成25年３月31日をもって任期満了となり

ますことから、新たに教育委員を任命するため、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４

条第１項の規定により御提案申し上げるもので

あります。 

  任命しようとする方は、武田一夫氏でありま

す。参考といたしまして経歴を添付しておりま

すが、本市の教育行政を推進していただく上で

まことにふさわしい方であると存じます。 

  御審議いただきまして、御同意賜りますよう

お願い申し上げます。 

沼澤恵一議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議案第３号は、会

議規則第37条第３項の規定により委員会への付

託を省略したいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 異議なしと認めます。よって、本

件は委員会の付託を省略することに決しました。 

  お諮りいたします。 

  本件は人事案件でありますので、質疑、討論

を省略し、直ちに採決したいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第３号は直ちに採決することに決しました。 

  これより採決いたします。 

  議案第３号新庄市教育委員会委員の任命につ

いては、これに同意することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第３号はこれに同意することに決しました。 

  暫時休憩します。 

 

     午前１０時１４分 休憩 

     午前１０時１５分 開議 

 

沼澤恵一議長 休憩を解いて再開いたします。 

  ただいま教育委員会委員に任命されました武

田一夫君に御挨拶をお願いいたします。 

   （武田一夫教育長登壇） 

武田一夫教育長 ただいまは教育委員に御同意を

いただき、まことにありがとうございます。 

  これまで以上ソフト・ハード両面にわたり教

育環境の整備に努めてまいりますので、議員の

皆様方、より以上の御指導、御支援をください

ますよう今後ともよろしくお願い申し上げます。 

 

 

日程第６議会案第４号新庄市議会

委員会条例の一部を改正する条例

の制定について 
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沼澤恵一議長 日程第６議会案第４号新庄市議会

委員会条例の一部を改正する条例の制定につい

てを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  議会運営委員長小野周一君。 

   （小野周一議会運営委員長登壇） 

小野周一議会運営委員長 それでは、新庄市議会

委員会条例の一部を改正する条例の制定につい

て説明させていただきます。 

  議会案第４号新庄市議会委員会条例の一部を

改正する条例の制定について、地方自治法第

112条及び会議規則第14条第２項の規定により

御提出申し上げます。 

  提出者は、私、議会運営委員会委員長小野周

一でございます。 

  改正の理由でございますが、議案末尾に記載

してありますとおり、４月１日からの行政組織

の変更に伴い、委員会の所管の名称を変更する

ため必要な改正を行うものであります。 

  施行月日につきましては平成25年４月１日と

するものでございます。 

  御審議をいただき、御決定くださいますよう

よろしくお願い申し上げます。 

沼澤恵一議長 ただいま説明のありました議会案

第４号につきましては、会議規則第37条第３項

の規定により委員会への付託を省略したいと思

います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第４号は委員会への付託を省略すること

に決しました。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 異議なしと認めます。よって、議

会案第４号は討論を終結し、直ちに採決するこ

とに決しました。 

  これより採決いたします。 

  議会案第４号新庄市議会委員会条例の一部を

改正する条例の制定については原案のとおり決

することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 異議なしと認めます。よって、議

会案第４号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第７平成２５年度施政方針の

説明 

 

 

沼澤恵一議長 日程第７平成25年度施政方針の説

明をお願いいたします。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、平成25年度の市政運営

に関しまして私の所信を申し上げ、議員各位を

初め広く市民の皆様の御理解と御協力を賜りた

いと存じます。 

  初めに、ギリシャの財政破綻に端を発したユ

ーロ圏全体の金融不安、中国、韓国との領有権

問題をきっかけとした外交問題、北朝鮮による

ミサイル発射、核実験問題など、今なお日本を

取り巻く世界情勢は混迷を続けています。 

  このような現状下、我が国においては自由民

主党への政権交代が行われ、そこで示された平

成25年度予算案は、緊急経済対策に基づく平成

24年度第１次補正予算と一体的なものとして15
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カ月予算の編成と称されています。この平成24

年度第１次補正一般会計予算総額は、緊急経済

対策を含め10兆2,000億円にも及んだため、本

市においても平成25年度予算の前倒し分約２億

6,000万円を含む３月補正予算案を上程してお

ります。 

  政権交代による平成25年度予算案については、

東日本大震災の復興事業に充てる復興特別会計

が今年度当初比で16.1％増の４兆3,840億円、

津波被害に遭った住宅地の移転事業などに充て

る復興交付金は約２倍の5,918億円が盛り込ま

れています。本市においてもいまだ避難生活を

余儀なくされている方々がおりますが、被災地

の復興が促進され、早く安心して帰郷できるこ

とを望んでおります。 

  また、雇用面では、地域雇用創出に対しては

41億円が計上されています。新たな就労場所の

創出や就労の安定化のため、地域の雇用を下支

えするプロジェクトや有効求人倍率の低い都道

府県が企業と一緒に雇用を生み出す新たな事業

の創出を目指すとしています。雇用情勢は上向

きとはいうものの、地方にとっては定住を下支

えするまでにはほど遠い状況であるため、平成

26年度まで延長するとした緊急雇用創出事業と

ともに国のさらなる対策を求めるものです。 

  一方で、地方交付税の地方自治体への配分総

額が今年度比3,921億円減と、６年ぶりの減額

となっています。そのため、本市の新年度予算

編成には工面を図り、財政規律を重んじた運営

に努めてまいります。 

  国内経済にあっては、安倍政権の経済政策、

いわゆる「アベノミクス」による成果への期待

が高まっており、政府は日銀による大胆な金融

緩和が行われることで早期に２％の物価安定目

標を達成しようとしています。このような中で、

地方の景気動向はグローバル経済の中にあって

日本の経済成長と直結する現状にありますので、

こうした金融政策が安定的で持続的な景気高揚

につながることを期待しております。 

  環太平洋パートナーシップ（ＴＰＰ）協定交

渉については、農業分野を初めとしたさまざま

な分野において受ける影響は少なくなく、我が

地域にとっては大きな関心事案であります。 

  また、政権の交代により地域主権の考え方は

地方分権に戻り、政府は平成25年度予算案にお

いて、平成23年度に創設され地方自治体の裁量

で自由に使える一括交付金を廃止するとともに、

今後これにかわる新制度を設けるとしています。

しかし、その制度設計についての具体的な中身

は不透明な状況であるため、地域特性の理念に

ついては今後も生かしていただくことを期待し

ております。 

  県内においては、吉村知事が再選を果たしま

した。２期目に向けた公約では「子育て支援・

人づくりの充実」「安全・安心な社会の構築」

「産業振興・雇用創出」「高い競争力を持つ農

林水産業の展開」「再生可能エネルギーの導入

促進」「災害に強い県土基盤の形成」の６つの

柱を掲げております。 

  高速交通網の整備については、東日本大震災

を教訓とした日本海側と太平洋側の代替機能の

強化、縦軸と横軸の整備促進としての東北中央

自動車道泉田道路、新庄酒田道路の早期整備と

石巻新庄道路の建設促進についても国に強く訴

えていただいており、本市も歩調を合わせて取

り組みを強化していきます。 

  政権が交代し、重要な課題も山積し、地方も

大きな影響が避けられない状況にありますが、

市民力を結集し知恵を出し合いながら地域課題

の解決に向け取り組んでいかなければなりませ

ん。地域の活力を高め、住みよい暮らしと定住

の基盤をより強固なものにしていきたいと考え

ております。 

  ２番目、市政運営の基本的な考え方。 

  以上のような本市を取り巻く社会経済情勢を

踏まえながら、平成25年度の市政運営の基本的
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な考え方について申し上げます。 

  私は就任以来、「人行きかうまち」「人ふれあ

うまち」「人学びあえるまち」をまちづくりの

基本理念として、新庄市の経済力、地域力、教

育力を強化し、３つの力を結合させた地域基盤

力を最大限引き出すまちづくりを進めてきまし

た。今後も引き続き次のように推進してまいり

ます。 

  「人行きかうまち」については、人口減少社

会の中で、人や地域の交流を図り、地域経済活

動を高め、市民所得を向上させる経済力の強化

を目指します。そのために、新庄まつり誘客

100万人構想、国の登録有形文化財となります

エコロジーガーデンの利用計画（第３期計画）

を推進していくとともに、魅力ある食による誘

客の促進、地元企業や起業される方への支援、

企業誘致の推進を図ってまいります。 

  「人ふれあうまち」については、３年連続の

豪雪を教訓に、さらに除排雪体制を強化すると

ともに、高齢社会における町内会活動など地域

コミュニティの活性化や助け合い意識を育て、

お互いに支え合い、結びつきが深い地域力の強

化を目指します。また、東日本大震災を教訓に

した地域の防災体制づくりを進めるとともに、

自助、共助、公助の意識づくりや地域での結び

つきを深めていきます。 

  「人学びあえるまち」については、特に子供

たちの地域に根差した学習活動を通してふるさ

とに誇りと愛着を持つ自立した人材の育成、さ

らに地域の産業を支える人材の育成に向けた環

境を整え、教育力の強化を目指します。 

  以上、３つの基本理念、３つの力による地域

基盤力を土台として、まちづくりの課題解決に

向けた施策を講じ、市民とともに自信と誇りを

持てるまちを実現していきます。そのためには、

従来の既成概念や画一的な行政手法にとらわれ

ず、広い視野と困難に挑戦する気概を持って幅

広い情報の収集と発信を行うことにより、本市

の資源を最大限に生かし、市民の皆様とともに

まちづくりに取り組みます。 

  ３といたしまして、市政運営の指針。 

  次に、市政運営の指針については、新庄市民

憲章にうたわれているように、先人の築き上げ

た伝統を重んじ、新庄市民であることに誇りを

持ち、愛する郷土を発展させることを基本に、

次の３つの計画に基づき、市政運営に取り組み

ます。 

  初めに、平成23年度にスタートした市政運営

の基本指針である第４次新庄市振興計画「新庄

市まちづくり総合計画」でありますが、目指す

将来像を「自然と共生 暮らしに活力 心豊か

に笑顔輝くまち 新庄」とし、その５つの基本

目標に、産業の振興、福祉、医療の充実、教育

の振興、社会生活基盤の整備、環境の保全を掲

げ、その計画を実現させるために協働によるま

ちづくりの推進を手法としています。 

  特に、暮らし、定住、未来創造という最も重

要な観点から、雇用・交流の拡大、安全・安心

の充実、子育て・人づくりの３つの重点プロジ

ェクトを設定し、経営資源の集中を図りながら

推進しております。計画期間の３年度目となる

平成25年度においても、引き続き基本目標の達

成に向け体系的に取り組むとともに、重点プロ

ジェクトを着実に推進してまいります。 

  次に、行財政改革ですが、透明・効率・協働

を改革の基本理念とした行財政改革大綱により、

市民参加・協働の推進、行政運営の効率化、財

政の健全化、機能的で活力のある組織の構築、

市民の信頼に応える職員づくりの５つに取り組

みます。 

  さらに、行政情報の公開により透明性を高め、

市民が行政運営に参画できる体制づくりを引き

続き進め、行政課題に対応する行政経営システ

ムの充実、将来を見据えた人材の育成、職員の

意識改革などにより市民サービスの向上と行政

の効率化を図ってまいります。 
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  また、財政再建プランの推進により実質公債

費比率が16.3％となり、市民の皆様の御協力の

もと着実に成果があらわれてきております。し

かしながら、景気の動向が不安定であることな

どにより地域経済の見通しが不透明な状況の中

で、市民の暮らしに直結する課題解決に的確に

対応し、市民の安全安心を確保していく必要が

あります。そのため、財政再建プランの最終年

度に当たる平成25年度は、さらに内部管理費の

削減や市債の抑制を基本としながら、手数料、

使用料等の適正化や市税収納率の向上などの財

源確保対策に取り組みます。 

  ４番目といたしまして、重要課題に対応した

平成25年度主要事業。 

  次に、まちづくり総合計画の３つの重点プロ

ジェクトに沿って平成25年度主要事業の概要を

申し上げます。 

  初めに、雇用・交流拡大プロジェクトですが、

最重要課題である雇用対策については、これま

で取り組んできた緊急雇用創出事業などにより

平成24年度までの４カ年で455人の失業者が雇

用されました。以前からの震災等緊急雇用対応

事業とともに、このたび緊急経済対策として新

設された起業支援型雇用創造事業及び最上総合

支庁、最上８市町村、商工会議所、郡内商工会

が一体となって取り組んでいる実践型地域雇用

創造事業についてもさらに推進してまいります。 

  また、新庄中核工業団地において用地取得費

助成の対象業種を拡大し、企業立地の推進、雇

用拡大につなげます。さらに、企業が市内にお

いて工場等を新設、増設、移設を行う場合にお

いて、新規の常用雇用者を創出する製造業者等

に対し雇用促進奨励金を交付し、雇用機会の拡

大と産業の振興を図ってまいります。 

  農業分野については、国の食と農林業の再生

のための基本的方針、行動計画を基本とし、新

庄農業振興地域整備計画に基づき地域農業の振

興を図り、経営所得安定対策の推進と人・農地

プランによる中心経営体への農地集積及び新規

就農者への支援を進めます。 

  園芸農業の担い手育成のため、若者園芸実践

塾「勇気塾」では本市の農業振興の一翼を担う

中核的リーダーの実践的養成に引き続き取り組

むとともに、活力ある園芸産地創出支援事業補

助金に市独自の重点振興品目を定めて補助金を

かさ上げし、銘柄産地化につなげていきます。

さらに、地域の農産物の加工や販売と組み合わ

せて農業所得の拡大を目指す６次産業化につい

ての方策を探っていきます。 

  交流の拡大については、平成26年度に開催さ

れる全国大型観光キャンペーン「山形デスティ

ネーションキャンペーン」に向けたプレキャン

ペーンとしてのイベントが平成25年度に数多く

実施されることから、新庄最上地域の魅力創出

と情報発信を図ってまいります。とりわけ「新

庄まつり百年の大計」で示している新庄まつり

100万人誘客実現に向けて、首都圏のほか県内、

近県地域への情報発信や、近隣温泉地との連携

による受け入れ態勢の拡充を図り、昨年好評を

得ました福興祭に続く後祭りの催事拡大により、

さらなる知名度向上と誘客促進のための方策を

進めます。 

  外国人旅行客の拡大を目指すインバウンド誘

致キャンペーンも引き続き実施いたします。台

湾からの旅行者向けに、地域の魅力を発信し、

受け入れ態勢の整備を進め、誘客促進を図って

まいります。 

  また、本市の貴重な歴史的産業遺産であり、

市民の憩いの場でもあるエコロジーガーデンを

市民、観光客、消費者、農業生産者など多くの

人々の交流の場として環境整備と利活用の展開

を図ってまいります。 

  さらに、本市を応援したいという方を広く募

り、ふるさと応援隊を立ち上げましたが、交流

人口のさらなる拡大を図り、これによる物産振

興にもつなげてまいります。 
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  次に、安全・安心充実プロジェクトですが、

本市の重要課題である雪対策については、機械

除雪の強化や流雪溝整備の促進など克雪システ

ムの確立により、冬期交通の安全確保を図って

まいります。特に流雪溝整備においては、常葉

町・住吉町地区における整備区域を拡大すると

ともに、流雪溝管理組合を育成し、協働による

雪対策を進めます。あわせて、高齢社会におけ

る除排雪のあり方についても検討します。 

  市道の整備については、泉田二枚橋線の防雪

柵整備、荒小屋泉田線、一本柳檜葉沢線、下田

３号線、角沢松本線の道路整備に取り組み、１

年を通し安全が確保される道づくりを目指しま

す。 

  学校施設の耐震化については、平成25年度は

現在着手している新庄中学校体育館改築工事に

加え、明倫中学校校舎、八向中学校体育館につ

いて耐震補強工事実施設計を行い、平成26年度

中には全ての小中学校の耐震化工事の完了に向

けて取り組みます。 

  その他の市有施設の耐震化についても、泉田

保育所の耐震化工事を行うほか、各施設の耐震

診断を進め、市有施設耐震化実施計画に基づき

早期耐震化の完了を目指し計画的に実施します。 

  一般住宅の耐震化については、平成24年度よ

り耐震改修補助を要件に加えた住宅リフォーム

総合支援事業が広く浸透し、多くの方に活用い

ただいていることから、平成25年度も継続する

ことで一般住宅の一層の安全性向上とともに住

宅投資の波及効果による地域経済の活性化を図

ってまいります。 

  防災体制については、引き続き自主防災組織

育成補助事業により地域での防災意識の向上と

組織化とともに、災害対策機材の整備、更新を

充実します。 

  防災拠点施設の充実としては、再生可能エネ

ルギー等導入地方公共団体支援基金事業におけ

る３カ年計画の２年度目として、山屋セミナー

ハウスに避難所の非常時電源確保のため、太陽

光などを活用した再生可能エネルギーによる発

電設備などの導入を進めます。 

  また、市民の健康を守るため、高齢者が肺炎

球菌ワクチンの接種を受けやすい環境を新たに

整備するなど、肺炎球菌による肺炎の発病及び

その重症化を予防し、高齢者を初め市民の健康

保持増進を図ってまいります。 

  新庄最上地域の拠点医療施設である県立新庄

病院の早期改築、医療体制の充実については、

今後とも関係機関、団体と連携を密にして市の

取り組みを強化していきます。 

  ３番目の子育て・人づくりプロジェクトです

が、子育て支援として、日新放課後児童クラブ

を移転開設するため、施設改修を行います。ま

た、萩野地区小中一貫教育校に併設する放課後

児童クラブの施設整備に着手するなど、子育て

環境の充実を図ってまいります。 

  経済支援としては、第３子以降の児童の保育

料免除の拡充、定住促進住宅の家賃を児童の人

数に応じて一定額低く設定するなど、子育て家

庭の負担軽減を図ってまいります。 

  さらに、不妊治療を受ける夫婦の経済的負担

の軽減を図るため、当該夫婦が受ける不妊治療

のうち体外受精及び顕微授精に要する費用の一

部について助成金を交付します。 

  また、少子高齢社会の中、地域コミュニティ

においても人とのつながりが希薄になるなどさ

まざまな課題を抱えている現状にあることから、

地域づくりを推進するためのリーダーの育成を

図ることを目的に、地域リーダー講座を開催し

ます。 

  なお、教育、保育及び子育て支援体制を強化

するため、福祉事務所で所管している児童福祉

部門と幼児に係る教育・医療部門を統合した子

育て推進課を設置します。 

  学校教育については、各学校に地域コーディ

ネーターを配置し、学校図書館の充実と、地域
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と学校の連携体制づくりを目指す学校支援地域

本部事業に継続して取り組みます。 

  県内初となる萩野地区の施設一体型小中一貫

教育校については、本市が進めている小中一貫

教育のモデル校として効果的にカリキュラムを

実現していくため、平成27年度開校を目指して

校舎の建設工事に着手します。 

  次に、３つの主要プロジェクトを推進するに

当たり、協働によるまちづくりを進めるものと

して、地域住民が互いに支え合い、協力し合え

る自治組織を目指し、地域コミュニティにおけ

るさまざまな課題に対応するため、地域づくり

支援モデル事業及び地域づくり推進交付金制度

を実施し、地域力の向上を推進してまいりま

す。 

  旧角沢小学校の跡地活用事業については、地

域を中心とした文化交流、憩いの場として、平

成25年度はトイレ、水屋の整備を行います。 

  また、新たに実態調査を行った空き家につい

ては、所有者、地域、民間事業者と連携し、利

活用に向けた取り組みに関し国の制度や先進事

例を参考に研究を重ねていきます。 

  以上の重点プロジェクトにかかわる主な事業

のほかに、平成26年度に市制65周年記念となる

ことから、新庄市名誉市民近岡善次郎氏の生誕

100周年記念展を開催したいと考えております。

平成25年度は作品の散逸を防ぐためにも作品購

入を実施します。また、国の史跡である新庄藩

主戸沢家墓所については、近年の豪雪による破

損に対応した改修を実施します。 

  平成20年度から始まりました新庄市まちづく

り応援寄附金「ふるさと納税」については、寄

附金累計が1,200万円を超えましたので、毎年

200万円を５カ年計画で寄附者から使途希望の

多かった各事業区分に加え、地域づくりや協働

推進事業などに活用します。平成25年度は、学

校図書購入、市立図書館機能強化事業及びふる

さと応援隊、自主防災組織、市民活動交流ひろ

ば、地域づくり支援事業での活用を行います。 

  また、活力ある職員集団をつくり上げ、市民

サービスの向上を図るため、人材育成基本方針

に基づき職員研修の拡充を図ってまいります。

職員の新たな発想力を引き出すべく昨年度から

開始した私と中堅職員との政策懇談会形式の研

修や職員の自主研修、研究活動への助成を引き

続き実施し、さらに今年で３年目となる職員の

民間企業への派遣研修も継続してまいります。 

  以上、まちづくり総合計画、行財政改革大綱、

財政再建プランの３つの計画を市政運営の指針

とし、平成25年度の主要事業の実施に当たって

は市民と行政の協働によるまちづくりを基本に

据えて取り組みます。さまざまな課題の解決に

向け、市民、町内会、ＮＰＯ、民間事業者と行

政が情報を共有し、信頼関係の上に役割を分担

しながら協働によるまちづくりを推進してまい

ります。 

  終わりに。 

  以上、新年度を迎えるに当たり、市政運営に

関しての基本的な考えと主な事業についての概

要を申し上げました。 

  新年度においては、新政権による東日本大震

災からの復興と日本経済の復活再生を期し、本

市においてはさまざまな取り組みを通して「元

気なまち新庄」を情報発信することで、雇用や

交流人口の拡大につなげ、ひいては郷土愛が育

まれる１年にしたいと思います。 

  本市には、美しく豊かな自然、歴史的文化遺

産、産業遺産などのほか、安全安心な農産物、

おいしく誇れる食文化、すぐれた才能ある人材

など数多くの地域資源があります。新庄独自の

良さを最大限に活用するため、「クールジャパ

ン新庄」として情報発信することにより交流の

輪を広げ、さらに磨き光らせていくことで、市

民、そして地域の自信と誇りにつながるものと

信じております。 

  誰もが住み続けたいと思えるまちづくりに向
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けて、多岐にわたる行政課題の解決を着実にな

し遂げ、市政運営の責務を果たすため、「市民

第一主義」の原則で職員一丸となって取り組ん

でいく決意を表明し、平成25年度の施政方針と

いたします。 

沼澤恵一議長 どうも御苦労さまでした。 

 

 

議案２０件一括上程 

 

 

沼澤恵一議長 日程第８議案第４号新庄市特別職

の職員の給与に関する条例等の一部を改正する

条例の設定についてから日程第27議案第29号平

成25年度新庄市水道事業会計予算までの20件を

会議規則第35条の規定により一括議題といたし

ます。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第４号新庄市特別職の職員の給与に関する

条例等の一部を改正する条例の設定についてか

ら日程第27議案第29号平成25年度新庄市水道事

業会計予算までの20件を一括議題とすることに

決しました。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第４号新庄市特別

職の職員の給与に関する条例等の一部を改正す

る条例の設定について、御説明申し上げます。 

  改正の理由といたしましては、本市の財政状

況を勘案し、市長、副市長及び教育長の給料に

ついて、現在削減策を講じているところですが、

これをさらに１年間延長するため必要な改正を

行うものです。 

  削減割合ですが、私が20％、副市長は10％、

教育長は８％となっております。 

  なお、この措置により１年間で約670万円の

職員給与費が削減される見込みであります。 

  次に、議案第５号議会の議員その他非常勤の

職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改

正する条例の制定について御説明申し上げます。 

  改正の理由といたしましては、地域社会にお

ける共生の実現に向けた新たな障害保健福祉施

策を講ずるための関係法律の整備に関する法律

が施行されることに伴い、地方公務員災害補償

法が改正されるため、必要な改正を行うもので

あります。 

  改正の内容につきましては、平成25年４月１

日から法律の題名が「障害者自立支援法」から

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律」に改称されること、また一

部の改正規定は平成26年４月１日から施行され

ることから、同法の規定を引用しているものに

ついて条項ずれの整備を行うため改正するもの

であります。 

  次に、議案第６号新庄市立学校設置条例の一

部を改正する条例の制定について御説明申し上

げます。 

  萩野地区に建設する小中一貫教育校にかかわ

りまして、萩野小学校、泉田小学校及び昭和小

学校の３校が統合して新たに設置します小学校

の名称及びその位置について定めるため改正す

るものでございます。 

  去る２月14日の全員協議会で選定経過等を御

説明申し上げましたが、統合して新たに設置す

る学校名称を「萩野小学校」とし、その位置は

現在の萩野中学校の場所、新庄市大字泉田字往

環東398番地の位置でございます。また、他の

各小中学校の位置について精査したところ、過

去における国土調査の成果や道路事業実施に関

連して合筆ないしは分筆したことにより現条例

に表示された位置と地番の相違するものが見ら

れたため、あわせて改正を行おうとするもので

あります。 

  なお、施行月日でございますが、精査に伴う
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位置などの見直し部分については公布の日から、

小中一貫教育校に関する部分については建設工

事が進捗し、開校スケジュールが具体化する平

成26年度中に規則に委任する形で施行するもの

であります。 

  次に、議案第７号新庄市都市公園条例の一部

を改正する条例の制定についてから議案第10号

新庄市営住宅設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例の制定についてまで御説明申し

上げます。 

  これらの議案は、地域の自主性及び自立性を

高めるための改革の推進を図るための関係法律

の整備に関する法律、いわゆる第１次、第２次

地域主権一括法が施行されたことに伴い、これ

まで国が法令で定めていたさまざまな基準につ

いて、法令で定める内容を基準としつつ、地域

の実情に応じて地方公共団体が条例で定めるこ

ととなったため、それぞれ提案するものであり

ます。 

  初めに、議案第７号新庄市都市公園条例の一

部を改正する条例の制定についてでありますが、

都市公園法及び高齢者、障害者などの移動等の

円滑化の促進に関する法律などの改正により、

都市公園の設置基準及び公園施設の設置基準並

びに特定公園施設の設置基準について条例で定

めることとなったため、必要な改正を行うもの

であります。 

  次に、議案第８号新庄市市道の構造の技術的

基準等を定める条例の設定についてであります

が、道路法の改正により、これまで国が道路構

造令で定めていた道路の構造の技術的基準につ

いて条例で定めることになったため、新たに条

例を制定するものであります。 

  次に、議案第９号新庄市準用河川に係る河川

管理施設等の構造の技術的基準を定める条例の

設定についてでありますが、河川法の改正によ

り準用河川に係る堤防などの河川管理施設の構

造の技術的基準について条例で定めることとな

ったため、新たに条例を制定するものでありま

す。 

  議案第10号新庄市営住宅設置及び管理に関す

る条例の一部を改正する条例の制定についてで

ありますが、公営住宅法の改正により市営住宅

の整備基準、入居収入基準等について条例で定

めることとなったため、必要な改正を行うもの

であります。 

  次に、議案第11号新庄市定住促進住宅設置及

び管理に関する条例の一部を改正する条例の制

定について御説明申し上げます。 

  改正の理由といたしましては、議案末尾に記

載のとおり、本市定住促進住宅の入居率の向上

と定住の促進を図るとともに、新庄市まちづく

り総合計画の重要プロジェクトの一つである子

育て支援の一環として定住促進住宅に入居する

子育て世代に対し支援を行うため、必要な改正

を行うものであります。 

  改正の内容につきましては、定住促進住宅の

入居者のうち中学生以下の子供がいる世帯に対

し子供の数に応じて新たに減額した家賃を設定

することで、子育て世帯の負担を軽減するもの

であります。 

  議案第12号新庄市障害程度区分判定審査会の

委員の定数を定める条例の一部を改正する条例

の制定について御説明申し上げます。 

  改正の理由といたしましては、議案第５号で

も説明いたしましたが、地域社会における共生

の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ず

るための関係法律の整備に関する法律が施行さ

れることに伴い、必要な改正を行うものであり

ます。 

  改正の内容につきましては、平成25年４月１

日から「障害者自立支援法」の題名が「障害者

の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律」に改称されること、また平成26年４

月１日から「障害程度区分」の文言が「障害支

援区分」に改められることにより、条例の題名
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及び委員会の名称を改正する必要があるため、

提案するものであります。 

  次に、議案第13号新庄市指定地域密着型サー

ビスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例の設定について及び議案第14号新

庄市指定地域密着型介護予訪サービスの事業の

人員、設備及び運営に関する基準等を定める条

例の設定について御説明申し上げます。 

  これらの議案も議案第７号から第10号までの

議案同様、地域主権一括法が施行されたことに

伴い、これまで国が法令で定めていた地域密着

型サービス事業及び地域密着型介護予防サービ

スについての基準について、新たに条例で定め

るものであります。 

  内容といたしましては、国の基準、県の独自

基準の内容等を参考に、人員に関する基準、設

備に関する基準、施設運営に関する基準などの

サービスにおける市の基準を定めるとともに、

夜間対応型訪問介護など現在利用されている介

護サービス以外のサービスについても基準を定

めるものであります。 

  以上、御審議いただきまして、御決定くださ

いますようお願いいたします。 

  次に、議案第21号から議案第29号までの一般

会計及び特別会計並びに水道事業会計の平成25

年度当初予算について御説明申し上げます。 

  国におきましては、昨年12月の政権交代や円

安などの影響に伴う景気動向の不透明さが地方

財政の運営に大きな影響を及ぼしております。 

  本市におきましても、市税の伸びが見られた

ものの、国の地方交付税や臨時財政対策債の削

減方針による地方交付税の落ち込みが懸念され

る状況の中、大規模事業の本格化などによる財

政規模の拡大から、本市当初予算の編成は非常

に厳しい状況となりました。このような状況の

中で、将来をより的確に見通していくためには

行財政改革の適切な推進が重要であると思いま

す。したがいまして、平成25年度予算は引き続

き財政再建プランを基本に、まちづくり総合計

画の着実な推進にふさわしい内容を重点プロジ

ェクトごとに配置するなど、市民の暮らしに直

結する事業を中心に編成したところであります。 

  その結果、一般会計の予算総額は151億1,300

万円となり、24年度と比較しますと11億2,800

万円、率にして8.1％の大幅な増となりました。

本市当初予算におきましては４年連続の増額予

算を組むことができ、地域経済への波及はさら

に効果的なものになると考えております。 

  主な事業内容といたしましては、小中一貫教

育校建設や、これに併設する放課後児童クラブ

の建設、荒小屋泉田線などの道路整備、沖の町

中山町線ほか流雪溝整備などの投資的事業、第

３子以降児童の保育料減免事業や特定不妊治療

費助成事業、旧角沢小学校跡地活用事業などの

子育て環境や地域づくりの推進、高齢者肺炎球

菌ワクチン予防接種事業などの健康福祉の推進、

新庄まつり100万人誘客拡大事業や交流人口拡

大、ふるさと応援隊の実施、また防災対策とし

ての市有施設耐震化事業、災害対策機材及び備

蓄品の整備や自主防災組織育成補助事業の拡充

など、広く市民生活の安寧に資することを基本

としたものでございます。 

  以上、当初予算編成の概要について御説明申

し上げましたが、一般会計の詳細及び７特別会

計については財政課長から、水道事業会計につ

いては上下水道課長から説明させますので、御

審議いただき、御決定くださいますようお願い

申し上げます。 

沼澤恵一議長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午前１０時５９分 休憩 

     午前１１時０９分 開議 

 

沼澤恵一議長 休憩を解いて再開します。 

  財政課長髙橋則雄君。 

   （髙橋則雄財政課長登壇） 



- 32 - 

髙橋則雄財政課長 それでは、議案第21号から議

案第28号まで一括して御説明申し上げます。 

  初めに、議案第21号平成25年度一般会計予算

案について御説明申し上げます。 

  １ページをお開きください。 

  一般会計の予算総額は、第１条にございます

ように、歳入歳出それぞれ151億1,300万円であ

ります。前年度比11億2,800万円の増、率にし

て8.1％の増となっております。 

  第２条及び第３条につきましては、後ほど説

明させていただきます。 

  第４条一時借入金につきましては、その最高

額を24年度と同額の15億円と定めますとともに、

第５条予算の流用につきましても人件費に関す

る部分に関して定めております。 

  ２ページから６ページまでの第１表歳入歳出

予算につきましては、後ほどごらんいただきた

いと思います。 

  ７ページの第２表債務負担行為は、萩野地区

小中一貫教育校内に併設、放課後児童クラブ建

設工事と萩野地区小中一貫教育校建設事業でご

ざいまして、いずれの事業も26年度までの事業

が円滑に遂行できるよう26年度分の事業費の限

度額を定めたものでございます。 

  ８ページ、第３表地方債につきましては、放

課後児童クラブ建設事業を初めとする12件で、

25年度に新たに起こす市債は臨時財政対策債の

６億1,500万円を含め総額14億4,160万円で、前

年度比５億2,800万円の増としております。 

  それでは、９ページからの歳入歳出予算につ

きまして御説明いたします。 

  歳入歳出ともに款ごとの予算額と前年度予算

の比較に関しまして、９ページと10ページの事

項別明細書に記載しておりますので、款別の説

明におきましてはその都度ごらんいただきたい

と思います。 

  まず初めに、歳入につきまして御説明申し上

げます。 

  １款市税でございますが、款の合計額は42億

7,799万円で、前年度比１億2,487万7,000円の

増でございます。 

  11ページからの計上にありますように、固定

資産税及び都市計画税は景況を反映しました評

価がえなどの影響により減額となっております

が、個人及び法人を合わせた市民税が１億997

万1,000円の増加となったほか、市たばこ税に

おきまして4,838万6,000円の増額となっており

ます。景気低迷の底を脱し、明るい兆しが見え

始めてきたものと思われます。 

  14ページ、２款地方譲与税から15ページ、９

款地方特例交付金までは、24年度の決算見込み

及び25年度の国の地方財政計画上での伸び率を

勘案し計上しております。 

  15ページの10款地方交付税は44億5,000万円

で、前年度比１億5,000万円の減額といたしま

す。国の地方財政計画では、24年度から２カ年

の時限的に実施しております国家公務員の給与

削減に基づき、地方公務員についても25年７月

から同様の給与削減を実施することを前提とし、

普通交付税における地方公務員給与費を全体で

9,000億円程度減額し、これをもって国では全

国防災事業費や緊急防災減災事業費並びに地域

の元気づくり事業費に充てることとしておりま

す。このような国の対策に加え、国の財政健全

化策などを考慮し、財源不足の補塡としての交

付税に関しては慎重な判断が必要との考えから、

普通交付税は前年度比１億5,000万円減とした

ところでございます。 

  16ページの12款分担金及び負担金は、前年度

比1,797万3,000円の減額とし、また13款使用料

及び手数料は473万7,000円の増と計上しており

ます。 

  19ページ、14款国庫支出金は、全体で16億

3,669万2,000円となり、前年度比４億4,969万

3,000円の増としております。増額の主な理由

は、１項１目民生費国庫負担金におきまして、
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障害者自立支援給付費及び生活保護費の伸びに

伴う負担金が合わせて前年度比8,627万円の増

となり、また１項２目教育費国庫負担金及び２

項５目教育費国庫補助金におきまして、小中一

貫教育校建設に伴う公立学校施設整備負担金１

億7,251万7,000円、学校施設環境改善交付金が

１億7,938万7,000円の新たな計上が影響してお

ります。 

  21ページ、15款県支出金は９億5,027万9,000

円で、前年度比1,280万9,000円の減となります。

１項１目民生費県負担金におきまして障害者自

立支援給付費負担金の増加や、２項１目総務費

県補助金におきまして、防災拠点施設、再生可

能エネルギー導入促進事業費補助金の新たな計

上があったものの、２項４目労働費県補助金に

おきまして国の雇用対策に基づく緊急雇用創出

事業、臨時特例基金事業費補助金の大幅な縮小

により減額に転じております。 

  26ページをお開きください。 

  18款繰入金は３億4,350万2,000円で、前年度

比１億9,200万円の大幅な伸びとなっておりま

すが、これは大規模事業や繰り出し関係におけ

る財源に充てるため財政調整基金繰入金の増額

計上をするとともに、まちづくり応援基金繰入

金を新たに計上したことによるものでございま

す。 

  20款諸収入は、款全体で７億3,182万2,000円

となりまして、881万2,000円の増で、産業立地

促進資金融資制度預託金元金収入の増額が主な

要因でございます。 

  また、28ページになりますが、４項５目雑入

の最上広域市町村圏事務組合事業費補正負担金

につきましても、昨年度と同程度の9,990万

7,000円を計上しております。これは、ゆめり

あ建設に係る地域総合整備事業債の元利償還金

が普通交付税に算入されていることにより、10

年の起債償還が終了していながらも交付税算入

が15年となっているため、建設費負担割合と同

じ割合で算入額の80％が本市に交付されるもの

でございます。 

  最後に、21款市債でございますが、総額は14

億4,160万円で、前年度比5,280万円の大幅な増

となりました。１項５目教育債におきまして、

小中一貫教育校建設事業債５億8,670万円を新

たに計上したことによるものが主な要因となり

ます。 

  以上、歳入について御説明申し上げましたが、

市税、地方交付税などの一般財源の総額は104

億1,372万7,000円となり、前年度より１億

4,630万3,000円の増となっております。 

  続きまして、30ページからの歳出につきまし

て御説明いたします。 

  １款議会費は１億9,420万7,000円で、前年度

比568万2,000円、率にして2.8％の減となって

おります。議会インターネット中継の導入経費

を新たに盛り込みましたが、議員年金制度の廃

止に伴う負担金の支出などが減となったことに

よるものでございます。 

  31ページの２款総務費は13億7,567万1,000円

となり、前年度比3,285万3,000円、率にいたし

まして2.4％の増でございます。 

  １項１目総務一般管理費は、24年度退職者と

25年度新規採用者との差額分で会計間の異動に

伴う職員給与費をここで措置しておりますが、

職員等の給与、社会保険料、また日々雇用職員

の賃金など人件費関連の増により、１目全体で

1,480万8,000円の増額となります。なお、一般

会計全体における人件費は、前年度比9,346万

7,000円の減となっております。 

  また、特別職、一般職の給与費につきまして

は、107ページ以降に記載してありますので、

後ほどごらんいただきたいと思います。 

  35ページ、７目企画費におきましては、新庄

コンピューター専門学校介護福祉学科設置負担

金の新設や地域づくり支援事業の拡充などによ

り848万7,000円の増となっております。 
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  次に、39ページ、２項２目賦課徴収費におき

ましては、税収と市民サービスの向上策といた

しまして、納税機会の拡充を図るため、まず軽

自動車税を対象としたコンビニ収納導入に係る

経費を計上し、その検証により税目の拡充につ

きましても検討してまいります。また、固定資

産の27年度評価がえに備え、その鑑定評価に係

る経費1,140万6,000円についても新たに盛り込

んでおります。 

  43ページからの４項選挙費につきましては、

新たに参議院議員通常選挙費2,200万円、新庄

土地改良区総代選挙費170万8,000円を計上して

おります。 

  45ページからは民生費になります。 

  ３款の合計は45億190万5,000円で、１億

6,711万1,000円、率にいたしまして3.9％の伸

びとなっております。 

  まず、１項１目社会福祉総務費でございます

が、47ページの国民健康保険事業特別会計繰出

金において国保会計の財政安定化を目的にした

特別支援臨時交付を含む2,656万5,000円の減額

分が反映されており、また48ページの４目障害

者自立支援費には、介護給付費、訓練等給付費

などの伸びによる大幅な増額も含まれておりま

す。52ページの８目介護保険事業特別会計への

繰出金を加えますと１項社会福祉費全体で

6,494万5,000円の大幅な伸びとなっております。 

  52ページからの２項児童福祉費は、この数年

間の子育て支援拡充策によりまして増額予算が

続いておりますが、今年度につきましても９歳

未満の児童が３人以上となる世帯の保育料の免

除に係る経費を新たに盛り込むとともに、萩野

地区小中一貫教育校に併設する放課後児童クラ

ブの建設や日新放課後児童クラブの移転に係る

経費を盛り込むなど、児童福祉の全ての目にわ

たり子育て支援のさまざまな施策展開に資する

予算を編成しております。 

  58ページからの４款衛生費は14億1,057万

8,000円で、1,361万7,000円、率で1.0％の増で

ございます。 

  まず、58ページの１項１目保健衛生総務費に

おきましては、少子化対策の一環といたしまし

て不妊治療を受ける夫婦の経済的負担を図るた

めの経費を新たに加え、２目予防費の高齢者肺

炎球菌ワクチン予防接種とともに保健予防の充

実化を進めてまいります。 

  また、61ページの６目環境衛生費におきまし

ては、元八向運動広場敷地内に公衆便所を設置

するための経費を盛り込んでおります。 

  なお、８目水道費の減額は、上水道高料金対

策費繰出金を主因とするものでございます。 

  62ページからの２項清掃費におきましては、

１目清掃総務費において増加し、２目塵芥処理

費において減少しておりますが、これは最上広

域の衛生施設の運営費等に係る分担金の増減が

主に作用しているものでございます。また、１

目に今年度も環境衛生の向上に資するよう合併

処理浄化槽設置費補助金を盛り込むほか、浄化

槽水環境保全推進事業費補助金を新たに盛り込

んでおります。 

  64ページの５款労働費は5,122万8,000円で、

33万2,000円、0.6％の減となっております。 

  次の65ページでございますが、６款農林水産

業費は７億641万4,000円で、2,147万9,000円、

3.0％の減でございます。 

  １項２目農業総務費の減額は、22年度から実

施してまいりました農業振興地域整備計画総合

見直し事業が24年度で完了したことにより、こ

の1,557万5,000円の減額分などが反映されてお

ります。 

  ３目農業振興費では、前年度に引き続き県で

推進しております補助事業を効果的に活用した

施策の展開を図るとともに、若者園芸実践塾事

業につきましても園芸経営の担い手育成を引き

続き進めるほか、農地集積や青年就農などの担

い手総合支援対策の拡充を図ってまいります。 



- 35 - 

  73ページからの７款商工費でございますが、

８億2,213万5,000円で、2,147万9,000円、率に

いたしまして7.8％の減となっております。 

  まず、１項２目商工振興費におきまして、工

業振興対策事業費、地元出身の人材育成を通じ

た市内製造業事業所等への人材定着を図ってま

いるための支援を継続してまいります。 

  次に、３目観光費につきましては、新庄まつ

り誘客100万人構想の推進のために、まず76ペ

ージに新庄まつり100万人誘客拡大事業実行委

員会負担金を盛り込むほか、山車ラッピングト

ラックの増強によりＰＲ活動の充実を図り、イ

ンバウンド誘致キャンペーン事業につきまして

も継続して実施してまいります。また、物産振

興対策事業費におきましても、農産物等を加え

た物産の振興を通した交流人口の拡大のため前

年度にスタートしたふるさと応援隊を継続して

まいります。 

  なお、３目観光費におきまして6,840万6,000

円の減額となっておりますが、これは最上広域

分担金のうち広域交流センター「ゆめりあ」公

債費平準化分担金の大幅な減額が起因しており

ます。 

  次に、78ページ、８款土木費でございますが、

13億6,480万3,000円の予算額でありまして、

999万4,000円、率にして0.7％の減でございま

す。 

  80ページの２項３目道路新設改良費は1,302

万8,000円の増で、新たに角沢松本線、下田３

号線の整備を加えております。 

  82ページ、４項１目都市計画総務費は、利用

が好調となっている住宅リフォーム総合支援事

業補助金を増加させております。 

  また、４目公共下水道費の公共下水道事業特

別会計への繰出金は、前年度比6,884万1,000円

の減となっております。 

  85ページ、６項１目除排雪費におきましては、

道路に係る除排雪業務委託料と除排雪車借上料

につきまして今年度と同額の２億4,000万円を

計上し、また流雪溝整備事業費及び水上がり対

策費を大幅に増加させたほか、生活道路排雪事

業費補助金を新たに盛り込んでおります。 

  86ページの９款消防費は５億8,524万9,000円

でございまして、5,707万8,000円、率にして

8.9％の減となりました。 

  減額分の主な理由は、１項１目常備消防費に

おきまして、消防署北支署改築事業及び高規格

救急車２台の整備に係る最上広域分担金の減額

が大きく反映しております。 

  また、２目非常備消防費におきましては、拠

点避難所の設定と災害対策資機材、備蓄品の整

備に係る経費を新たに盛り込むほか、自主防災

組織育成補助事業の拡充や衛星携帯電話の更新

に係る経費を計上しております。 

  89ページからの10款教育費は24億1,624万円

で、10億8,598万5,000円、率にいたしまして

81.6％の大幅な増となっております。 

  92ページの２項１目小学校の学校管理費にお

きましては、旧角沢小学校跡地を地域住民の健

康増進及び交流活動の場としての整備に係る経

費を新たに盛り込んでおります。 

  また、２目教育振興費におきまして、学校図

書室の電算化を図るための経費を新たに盛り込

むとともに、学校教材などに係る経費を増額計

上しております。 

  ４目学校建設費につきましては９億8,519万

6,000円の大幅な増額となりますが、萩野地区

小中一貫教育校建設事業が本格化することによ

るものであり、これに係る工事請負費や設計監

理業務委託料などを新たに盛り込んでおります。 

  次の３項１目中学校の学校管理費につきまし

ては、明倫中学校校舎及び八向中学校体育館の

耐震化へ向け実施設計委託料を計上するととも

に、耐震化工事等の実施に伴い授業等で生徒の

移動手段が必要となる新庄中学校など３校の送

迎に係る経費も盛り込むほか、２目教育振興費
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におきましては小学校と同様に学校教材などに

係る経費を増額計上しております。 

  続きまして、97ページからの社会教育費でご

ざいますが、４項全体では前年度より8,842万

3,000円の増、５億2,828万6,000円としており

ます。 

  その主な内容につきましては、まず100ペー

ジ、６目文化財保護費におきまして1,505万

5,000円の増額としておりますが、22年度の豪

雪に伴い施設の一部が破損した新庄藩戸沢家墓

所の改修経費1,463万円の新たな計上が主因で

ございます。 

  また、101ページからの８目ふるさと歴史セ

ンター費におきまして、26年に生誕100周年を

迎えられる名誉市民近岡善次郎氏の記念事業の

一環として近岡氏の作品購入などに係る経費を

新たに盛り込んでおります。 

  104ページ、12目体育施設費は3,110万円の増

でございますが、24年度より２カ年事業で実施

しております市民球場のスコアボード改修経費

3,000万円が大きく作用しております。 

  また、13目山屋セミナーハウス費におきまし

ては、再生可能エネルギー設備の整備に係る経

費3,850万円の新たな計上が作用し、4,112万

6,000円の増額となっております。 

  103ページ、12款公債費は16億6,456万5,000

円で、前年度比717万8,000円、率にして0.4％

の減でございます。 

  公債費の減少が続くことは、財政再建プラン

を基本に、新たな起債発行の抑制や公的資金の

繰り上げ償還、借りかえを継続的に実施してき

た成果であると考えております。 

  以上で歳出の説明を終わりまして、次に参考

資料118ページ、119ページをごらんいただきた

いと思います。 

  性質別経費調べについて、主な点を御説明申

し上げます。 

  １の人件費は合計25億9,367万4,000円で、職

員数の減などにより前年度比3.5％の減となり

ます。 

  ４の扶助費は、障害者自立支援給付費及び生

活保護費の伸びに伴いまして１億5,157万9,000

円、率にして7.2％の増、５の補助費等は最上

広域市町村圏事務組合分担金の減額に伴い

9,069万2,000円、率にして4.3％の減、11の繰

出金は下水道事業特別会計や国民健康保険事業

特別会計への繰出金の減額が作用し、１億360

万7,000円、率にして5.5％の減となっておりま

す。 

  また、６の投資的経費は、単独事業費が

5,782万2,000円の減に対し、萩野地区の小中一

貫教育校建設事業の本格化に伴いまして補助事

業分が13億1,644万1,000円の大幅な増となって

おります。 

  それでは、一般会計の説明を終わりまして、

特別会計に入らせていただきます。 

  123ページをごらんいただきたいと思います。 

  議案第22号国民健康保険事業特別会計の予算

総額は41億3,395万2,000円、前年度対比で

5,080万1,000円、率にして1.2％の減でござい

ます。 

  第２条一時借入金の限度額は１億円と定め、

歳出予算の流用は第３条の規定のとおり保険給

付費に限定するものでございます。 

  131ページからの歳入をごらんいただきたい

と思います。 

  １款国民健康保険税は10億6,121万3,000円を

計上し、前年度比112万5,000円、0.1％の増と

しております。 

  ３款国庫支出金は、療養給付費等負担金の減

額により3,486万9,000円の減となり、また５款

前期高齢者交付金が4,496万円の減となります

が、134ページには一般会計からのいわゆる財

源不足への充当となる法定外繰入金を含め３億

650万4,000円を繰り入れ計上しております。 

  歳出につきましては、137ページ、２款保険
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給付費におきましては26億5,385万2,000円とな

り、前年度比１億872万7,000円の減となりまし

た。 

  また、140ページ、介護保険制度維持のため

の６款介護納付金につきましては、前年度比

1,996万7,000円の増となっております。 

  続きまして、147ページ、議案第23号交通災

害共済事業特別会計の予算案を説明いたします。 

  予算の総額は695万2,000円となります。前年

度比22万5,000円、率にいたしまして3.1％の減

となります。歳入歳出の明細につきましては、

150ページから151ページに記載してございます

ので、編成内容等はほぼ前年度と同様となって

おります。 

  次に、153ページ、議案第24号公共下水道事

業特別会計の予算案に移ります。 

  歳入歳出の予算額は14億3,914万8,000円とな

り、前年度比２億667万3,000円、12.6％の減と

なります。 

  債務負担行為及び地方債につきましては、

156ページをごらんいただきたいと思います。 

  第２表債務負担行為は、毎年度行っている水

洗便所改造等資金利子補給でございまして、第

３表地方債につきましては、公共下水道事業の

限度額は４億8,570万円となっております。 

  158ページをごらんいただきたいと思います。 

  歳入につきましては、２款公共下水道事業使

用料ですが、24年７月の料金改定に伴い2,492

万9,000円の増とし、処理場建設事業の完了な

どに伴い３款国庫支出金を１億800万円の減、

４款一般会計繰入金を6,884万1,000円の減、７

款市債は6,140万円の減としております。 

  160ページからの歳出でございますが、162ペ

ージ、２款建設費は３億7,410万9,000円で、前

年度比26％の減でありまして、主に処理場建設

事業の完了に伴う減額分が要因となっておりま

す。 

  続きまして、173ページ、議案第25号農業集

落排水事業特別会計予算案でございますが、予

算の総額は歳入歳出それぞれ8,142万3,000円と

しております。前年度比29万3,000円、0.4％の

減となっております。 

  歳入歳出の明細につきましては、176ページ

から178ページに記載してございますが、編成

内容等はほぼ前年度となっております。 

  続きまして、181ページ、議案第26号営農飲

雑用水事業特別会計の予算案でございます。 

  歳入歳出の予算総額は3,045万円で、前年度

と同額となっております。 

  歳入歳出の明細につきましては、184ページ

から186ページに記載してございますが、これ

についても編成内容等はほぼ前年度と同様とな

っております。 

  次に、189ページをごらんいただきたいと思

います。 

  議案第27号介護保険事業特別会計の予算総額

は31億5,540万4,000円で、前年度比8,447万

1,000円、率にして2.8％の増となっております。 

  歳出予算の流用につきましては、国保会計と

同様に保険給付費内に限定するものとしており

ます。 

  平成24年度から実施の介護保険第５期計画に

伴い、制度的に施設活用のサービス量などが増

加しているため、これらに対応した予算の編成

を行っております。 

  したがいまして、まず197ページからの歳入

につきましては、４款国庫支出金、５款支払基

金交付金並びに８款繰入金のいずれも増額とし

ております。 

  これは、歳出におきまして202ページ、給付

サービス量が反映されるところの２款保険給付

費の合計が前年度比１億2,863万円、率にいた

しまして4.4％の増となっていることによるも

のでございまして、25年度を含め計画期間全体

における給付実態等を見据えた内容としており

ます。 
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  最後になりますが、213ページ、議案第28号

後期高齢者医療事業特別会計の予算について御

説明申し上げます。 

  予算総額は３億8,137万円で、前年度比1,764

万8,000円、率にいたしまして4.4％の減でござ

います。 

  218ページの歳入、１款保険料は特別徴収保

険料及び３款繰入金を減額とし、220ページの

歳出につきましては、その多くを占めます後期

高齢者医療広域連合納付金を4.6％の減と見込

み計上しております。 

  以上で平成25年度の一般会計及び特別会計予

算案の説明を終わらせていただきます。 

  御審議の上、御可決くださいますようよろし

くお願いいたします。 

沼澤恵一議長 上下水道課長沼澤利明君。 

   （沼澤利明上下水道課長登壇） 

沼澤利明上下水道課長 議案第29号平成25年度新

庄市水道事業会計予算案について御説明申し上

げます。 

  それでは予算書の１ページをお開き願います。 

  第１条、平成25年度新庄市水道事業会計の予

算は、次に定めるところによります。 

  第２条、業務の予定量は次のとおりとします。 

  給水件数１万2,715件、年間総給水量357万

4,000トンで80立米、１日平均給水量9,792立米、

主要な事業、建設改良事業費が３億3,519万

4,000円であります。 

  第３条、収益的収入及び支出の予定額でござ

いますが、収入の第１款水道事業収益は10億

2,883万3,000円で、前年度対比2,142万3,000円、

2.1％の減であります。 

  次に、支出の第１款水道事業費用は10億

2,830万6,000円で、前年度対比2,095万3,000円、

2.0％の減であります。 

  次に、２ページの第４条、資本的収入及び支

出の予定額でございますが、収入の第１款資本

的収入は7,738万4,000円で、前年度対比5,237

万6,000円、67.7％の増であります。 

  次に、支出の第１款資本的支出は５億4,296

万 5,000円で、前年対比9,166万 8,000円、

16.9％の増であります。 

  なお、資本的収入が支出額に対して不足する

額４億6,558万1,000円は、過年度損益勘定留保

資金等で補塡してまいります。 

  第５条、予定支出の各項の経費の金額を流用

することができる場合は、営業費用と営業外費

用との間とします。 

  第６条、議会の議決を経なければ流用するこ

とができない経費として、職員給与費5,732万

9,000円、交際費５万円とします。 

  第７条、他会計からの補助金として、高料金

対策等のため一般会計から水道事業会計へ補助

を受ける金額は9,482万8,000円とします。 

  第８条、棚卸資産の購入限度額を300万円と

します。 

  次に、予算実施計画に基づいて御説明申し上

げます。 

  ３ページをお開き願います。 

  初めに、収益的収入及び支出の関係でござい

ますが、第１款第１項の営業収益は９億2,199

万2,000円で、内容としましては給水収益、そ

の他の営業収益であります。 

  第２項の営業外収益は１億683万9,000円で、

内容としましては他会計補助金、負担金、加入

金等であります。 

  ４ページから７ページは支出でございます。

第１款第１項の営業費用は８億9,640万円で、

内容としましては原水及び浄水費、配水及び給

水費、業務及び総務費等でございます。 

  ６ページの第２項営業外費用は１億2,261万

円で、内容としましては支払利息、繰延勘定償

却、消費税等であります。 

  次に、7ページ、８ページの資本的収入及び

支出を御説明申し上げます。 

  収入の第１款第１項の工事負担金は4,805万
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9,000円で、内容としましては河川改修事業関

連、新庄市下水道事業関連による負担金であり

ます。 

  第２項の補助金は699万円で、内容としまし

ては緊急時給水拠点確保事業の国庫補助金であ

ります。 

  第３項の出資金は2,233万4,000円で、内容と

しましては旧簡易水道事業分の起債償還元金に

対する一般会計からの出資金であります。 

  次に、８ページは支出でございます。 

  第１款第１項の建設改良費は３億5,519万

4,000円で、工事及び設計業務委託費等であり

ます。 

  第２項の開発費は、水道台帳補正等の委託費

用であります。 

  第３項の企業債償還金は１億9,959万6,000円

であります。 

  なお、９ページには資金計画、10ページから

12ページには給与明細書、13ページは平成24年

度の予定損益計算書、14ページから17ページに

は平成24年度及び平成25年度の予定貸借対照表

を記載してございますので、ごらんいただきた

いと思います。 

  以上、平成25年度新庄市水道事業会計予算案

について御説明申し上げました。 

  御審議の上、御可決くださいますようよろし

くお願い申し上げます。 

沼澤恵一議長 これよりただいま説明ありました

議案20件のうち平成25年度予算９件を除いた議

案11件について、一括して総括質疑を行います。

質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

総括質疑を終結いたします。 

 

 

日程第２８予算特別委員会の設置 

 

 

沼澤恵一議長 日程第28予算特別委員会の設置を

議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  議案第21号新庄市一般会計予算から議案第29

号新庄市水道事業会計予算までの平成25年度各

予算を審査するため、委員会条例第６条第１項

の規定により予算特別委員会を設置したいと思

います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

予算特別委員会を設置することに決しました。 

 

 

予算特別委員会委員の選任 

 

 

沼澤恵一議長 これより、ただいま設置されまし

た予算特別委員会委員の選任を行います。 

  お諮りいたします。 

  予算特別委員会委員の選任につきましては、

委員会条例第８条第１項の規定により、議長に

おいて全議員を指名したいと思います。これに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

全議員を予算特別委員会の委員に選任すること

に決しました。 

  なお、委員会条例第10条第１項の規定に基づ

き、本日の本会議終了後、この議場において予

算特別委員会を開催し、正副委員長の互選を行

っていただきますので、御参集方よろしくお願

いいたします。 

 

 

日程第２９議案・請願の予算特別

委員会、各常任委員会付託 
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沼澤恵一議長 日程第29議案・請願の予算特別委

員会及び各常任委員会付託を行います。 

  議案・請願の委員会付託につきましては、お

手元に配付しております付託案件表のとおりそ

れぞれ所管の委員会に付託いたしますので、よ

ろしくお願いいたします。

平 成 ２ ５ 年 ３ 月 定 例 会 付 託 案 件 表  

 

付 託 委 員 会 名 件                名 

予 算 特 別 委 員 会 

議案（９件） 

〇議案第２１号平成２５年度新庄市一般会計予算 

〇議案第２２号平成２５年度新庄市国民健康保険事業特別会計予算 

〇議案第２３号平成２５年度新庄市交通災害共済事業特別会計予算 

〇議案第２４号平成２５年度新庄市公共下水道事業特別会計予算 

〇議案第２５号平成２５年度新庄市農業集落排水事業特別会計予算 

〇議案第２６号平成２５年度新庄市営農飲雑用水事業特別会計予算 

〇議案第２７号平成２５年度新庄市介護保険事業特別会計予算 

〇議案第２８号平成２５年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計予

算 

〇議案第２９号平成２５年度新庄市水道事業会計予算 

総 務 文 教 常 任 委 員 会 

議案（３件） 

〇議案第４号新庄市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改

正する条例の設定について 

〇議案第５号議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関

する条例の一部を改正する条例の制定について 

〇議案第６号新庄市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

産 業 厚 生 常 任 委 員 会 

議案（８件） 

請願（２件） 

〇議案第７号新庄市都市公園条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

〇議案第８号新庄市市道の構造の技術的基準等を定める条例の設定

について 

〇議案第９号新庄市準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的

基準を定める条例の設定について 

〇議案第１０号新庄市営住宅設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例の制定について 

〇議案第１１号新庄市定住促進住宅設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例の制定について 

〇議案第１２号新庄市障害程度区分判定審査会の委員の定数を定め

る条例の一部を改正する条例の制定について 

〇議案第１３号新庄市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備
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付 託 委 員 会 名 件                名 

及び運営に関する基準を定める条例の設定について 

〇議案第１４号新庄市指定地域密着型介護予訪サービスの事業の人

員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の設定について 

〇請願第１号ＴＰＰ交渉参加反対に関する件について 

〇請願第２号ＴＰＰ交渉参加反対に関する件について 

 

沼澤恵一議長 ただいまから１時まで休憩いたし

ます。 

 

     午前１１時５５分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

沼澤恵一議長 休憩を解いて再開します。 

 

 

議案６件一括上程 

 

 

沼澤恵一議長 日程第30議案第15号平成24年度新

庄市一般会計補正予算（第９号）から日程第35

議案第20号平成24年度新庄市後期高齢者医療事

業特別会計補正予算（第２号）までの補正予算

６件につきましては、会議規則第35条の規定に

より一括議題といたしたいと思います。これに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

日程第30議案第15号平成24年度新庄市一般会計

補正予算（第９号）から日程第35議案第20号平

成24年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計補

正予算（第２号）までの補正予算６件を一括議

題とすることに決しました。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 議案第15号から議案第20号までの

平成24年度一般会計及び特別会計の補正予算に

ついて御説明申し上げます。 

  補正予算書１ページ、議案第15号一般会計補

正予算でありますが、歳入歳出それぞれ６億

4,361万3,000円を追加し、補正後の予算総額を

156億5,780万6,000円とするものであります。 

  主な補正内容について御説明申し上げます。 

  歳入についてでありますが、市税は経済の回

復基調に合わせた市民税や市たばこ税の伸びな

どがあり、市税全体で対当初予算比約１億

5,000万円の増額補正を計上しております。 

  歳出につきましては、２款総務費、８款土木

費、10款教育費で大きな増額を計上しておりま

すが、まず３年連続となった大雪への対応とし

まして８款土木費や10款教育費を中心に道路や

学校施設などの除排雪経費の増額を盛り込んで

おります。さらに、10月26日に閣議決定された

緊急経済対策に基づく国の予備費の使用や、１

月11日に閣議決定された日本経済再生に向けた

緊急経済対策に基づく国の第１次補正予算に呼

応し、その効果的な補助制度や起債を活用した

Ｊアラート受信機と連携した緊急速報システム

の整備や、25年度の予算化を予定しておりまし

た新庄中学校体育館改修工事及び新庄小学校な

ど小中学校５校の体育館耐震補強工事などの前

倒し分に関し増額計上しております。 

  未曽有の大震災からほぼ２年が経過しようと

しておりますが、この２年間、新庄市も被災者、

被災地支援に努め、またみずからの防災対策に

も力を注いでまいりました。25年度予算からの

前倒し事業の中に市庁舎を含む６施設の耐震診

断に係る経費についても盛り込んでおりますが、
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これらの施設の耐震化などに係る経費に対応す

べき市有施設整備基金への積立金も盛り込んで

おります。 

  また、消費者の市内における消費喚起と拡大

を図り、地域経済の円滑な活動の推進を目指し、

プレミアム商品券発行への助成のための経費を

盛り込んでおります。 

  新年度の事業展開への円滑な移行のためにも

適切な対応を要する補正内容を組ませていただ

いておりますので、よろしくお願いいたします。 

  続きまして、35ページからの特別会計であり

ますが、議案第16号国民健康保険事業特別会計

補正予算から議案第20号後期高齢者医療事業特

別会計補正予算までの５特別会計につきまして

も、今年度のおのおのの事業の総括などを図る

ために必要な予算の補正を行うものであります。 

  私からの説明は以上でありますが、各会計の

詳細につきましては財政課長から説明させます

ので、御審議の上、御決定くださいますようお

願い申し上げます。 

沼澤恵一議長 財政課長髙橋則雄君。 

   （髙橋則雄財政課長登壇） 

髙橋則雄財政課長 それでは、議案第15号から議

案第20号まで一括して御説明申し上げます。 

  初めに、議案第15号一般会計補正予算（第９

号）について説明申し上げます。 

  １ページをお開きください。 

  一般会計補正予算は、歳入歳出それぞれ６億

4,361万３,000円を追加し、補正後の総額は156

億5,780万6,000円となります。 

  各款、各項の補正予算額並びに補正後の額に

つきましては、２ページから５ページまでの第

１表歳入歳出予算補正を御確認いただきたいと

思います。 

  次に、６ページでございますが、第２表債務

負担行為補正でございます。 

  今年度から25年度までの２カ年事業でありま

す新庄中学校体育館改築工事について、その工

事管理業務委託料の年度間の調整を行うもので

ございまして、25年度事業費分の限度額218万

4,000円に変更させていただくものでございま

す。また、農業経営基盤強化資金利子補給につ

きましては、当該利子補給制度の実施主体が財

団法人農林水産長期金融協会に変更となったこ

とにより、また暴風雨、豪雪被害施設復旧等緊

急支援資金利子補給につきましては当該資金の

利用がなされなかったことにより債務負担行為

を廃止させていただくものでございます。 

  次に、第３表地方債補正につきましては、変

更、廃止合わせて９本でございます。各款の事

業の事業費の確定によるものですが、７ページ

の１つ目、県営土地改良事業負担につきまして

は国の１次補正措置に呼応した広域農業用水適

正管理事業の財源措置370万円を含んでおりま

す。また、１つ下の地方道路等整備事業につき

ましても国の１次補正措置に呼応した荒小屋泉

田線整備事業費の財源措置920万円を、また３

つ下のロータリー除雪車整備事業には同じく国

の１次補正に呼応したロータリー除雪車購入費

の財源措置700万円を、８ページの２つ目、義

務教育施設改修事業には国の予備費使用に呼応

した小中学校５校の耐震化工事と国の１次補正

に呼応した新庄中学校体育館改築工事の今般の

補正予算化に伴う財源措置１億4,770万円を含

んだものでございます。 

  11ページからの歳入につきまして御説明いた

します。 

  初めに、１款市税ですが、１項市民税の個人

分が5,700万円、法人分が7,300万円、４項市た

ばこ税が1,900万円のいずれも増額の補正を組

ませていただいております。市税全体におきま

しては当初予算から初めての補正となりまして、

総額１億4,648万3,000円の増額となります。 

  次に、13ページ、14款国庫支出金１項国庫負

担金におきましては、子ども手当の負担金

1,079万6,000円の減、また生活保護費等負担金
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は1,939万円を増額し、生活保護世帯の増加に

対応してまいります。 

  ２項国庫補助金におきましては、４目と次の

ページの５目、６目に国の予備費使用並びに国

の１次補正予算に呼応した補助金を計上してお

ります。耐震改修等事業費補助金は、市庁舎、

市民文化会館、雪の里情報館、市体育館、武道

館、陸上競技場メーンスタンドの耐震診断業務

委託に、小学校、中学校の学校施設環境改善交

付金は新庄小学校、北辰小学校、本合海小学校、

明倫中学校、日新中学校の体育館の耐震補強工

事と新庄中学校体育館の改築工事に、また防災

情報通信設備整備事業交付金はＪアラート受信

システムと連携した緊急速報システムの整備に、

ほかに荒小屋泉田線社会資本整備総合交付金や

ロータリー除雪車整備費社会資本整備総合交付

金、市道舗装路面点検事業社会資本総合交付金

などを含め、おのおの効果的に活用し、事業の

推進を図ります。 

  次に、15款県支出金２項県補助金におきまし

ては、２目民生費県補助金に小規模多機能事業

所の新規開設に伴う施設開設準備経費助成特別

対策事業費補助金を、５目農林水産業費県補助

金に農林水産業創意工夫プロジェクト支援事業

費補助金の４次募集５件分の計上をしておりま

す。 

  16ページの17款寄附金につきましては、ふる

さと納税寄附金の増額のほかに、今般個人１名

の方より14万円の御寄附をいただいており、そ

の御意向により観光交流事業の振興のために歳

出予算のほうに当該予算を盛り込んでおります。 

  最後に、21款市債につきましては、第３表地

方債補正のところでも御説明申し上げましたが、

各款の事業費の確定等によるものを含め９種の

起債を掲げましたが、特に４目教育債のところ

では国の予備費使用や１次補正による緊急防

災・減災事業債を活用した新庄小学校、北辰小

学校、本合海小学校、明倫中学校、日新中学校

の体育館と新庄中学校体育館の耐震化を図る事

業への効果的な活用のための起債を含めており

ます。 

  今般予算計上させていただきました国の予備

費及び１次補正に呼応した事業の大半は、実際

には今年度内に終了するものではなく、いずれ

も25年度への繰越明許費として再度予算化を図

ることが必要となると考えておりますので、御

理解いただきたいと思います。 

  続きまして、18ページからの歳出について御

説明させていただきます。 

  まず、共通している事項といたしまして、大

雪寒冷対策として、２月の専決予算分のほかに

各施設関係の所要の除排雪経費につきまして、

除排雪業務委託料、除排雪車借上料、また燃料

費、光熱水費、それから指定管理料の中で増額

補正を組んでおります。また、２款総務費の冒

頭、710万円の職員給与費は、この冬の除排雪

業務への従事に係る職員の時間外手当の増額等

でございます。 

  18ページ、２款総務費についてでございます

が、まず１項４目財政管理費におきまして、今

後市庁舎などの施設の耐震化が必要となった場

合、その財源となる市有施設整備基金への積立

金１億5,000万円を計上するとともに、６目財

産管理費におきまして市庁舎の耐震診断業務委

託料1,578万7,000円を計上しております。 

  次に、19ページ、３款民生費についてでござ

いますが、１項５目老人福祉費におきまして、

国庫支出金を活用した小規模多機能事業所の建

設補助に関しまして特別加算分の県補助金を盛

り込んでおります。 

  21ページの３項生活保護費におきまして、医

療扶助の伸びに対応した増額を計上しておりま

す。 

  24ページでございますが、６款農林水産業費

につきましては、県の補助事業等を有効に活用

し事業展開を図ってきましたが、各事業費の確
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定や見込み額の精査等によりその増減分を計上

しております。１項３目農業振興費におきまし

て、県の４次募集に応募し採用となった５件へ

対応する農林水産業創意工夫プロジェクト支援

事業費補助金1,834万7,000円の増額を計上して

おります。また、５目農地費におきまして、国

の１次補正に呼応した上野地区経営体育成基盤

整備事業負担金1,210万円と広域農業用水適正

管理対策事業負担金378万円を盛り込んでおり

ます。 

  26ページでございますが、７款商工費におき

ましては、１項２目商工振興費に消費者の市内

における消費喚起と拡大を図るために「かむて

ん商品券」発行事業費補助金1,000万円を計上

しております。 

  次に、８款土木費についてでございますが、

国の１次補正に呼応した事業といたしまして、

２項２目道路維持費に舗装路面点検業務委託料

100万円、また３目道路新設改良費に荒小屋泉

田線整備事業費1,844万7,000円を、６目除排雪

費にロータリー除雪車購入費2,100万円を盛り

込んでおります。同じく６項１目除排雪費の道

路除排雪業務費といたしまして、先月の専決予

算の１億1,000万円に加えまして２億1,000万円

を追加計上しております。内訳は、除排雪業務

委託料１億円、除排雪車借上料１億1,000万円

でありまして、３年連続の大雪に対応するもの

で、市民の安心安全の確保を図るものでござい

ます。 

  次に、29ページ、９款消防費でございますが、

１項２目非常備消防費に922万5,000円を掲げて

おりますが、これは国の１次補正に呼応したも

ので、非常時においてＪアラート受信機に受信

した内容を市民の皆さんへ緊急速報として情報

を提供するシステムを備えてまいります。この

事業は、整備費の全額が国庫補助金として充て

られることになっております。 

  同じく29ページ、10款教育費におきましても、

学校施設を中心に除排雪経費等を盛り込み、大

雪と低温に伴う増加分として計上しております。 

  ２項１目における小学校管理運営事業費、ま

た３項１目における中学校管理運営事業費にお

きましては、おのおのの工事請負費に新庄小学

校、北辰小学校、本合海小学校、明倫中学校、

日新中学校の体育館の耐震補強工事分6,620万

円、新庄中学校体育館改築工事分として１億

7,935万円を計上しております。これは国の予

備費及び１次補正の重点項目である公立学校の

耐震化対策に基づく緊急防災・減災事業債を活

用するもので、従来の補助金のほかに起債充当

率や元利償還金の交付税算入率が通常より有利

であることにより、これを生かしつつ事業の効

率化を図ろうとするものでございます。 

  ４項社会教育費におきましても、32ページの

５目市民文化会館費、９目雪の里情報館費、12

目体育施設費に市民文化会館、雪の里情報館、

市体育館、武道館、陸上競技場メーンスタンド

の耐震診断業務委託料1,330万円を盛り込んで

おります。また、除排雪経費増額の指定管理委

託料などについても計上し、大雪、低温に対す

る適切かつ時宜にかなった予算化を行い、最後

まで市民生活の安心安全を確保してまいりたい

と考えております。 

  以上で一般会計を終わりまして、特別会計の

説明に入らせていただきます。 

  35ページをお開きください。 

  議案第16号国民健康保険事業特別会計補正予

算（第３号）でございますが、歳入歳出それぞ

れ１億1,269万円を減額し、補正後の予算総額

を42億377万8,000円とするものでございます。 

  40ページからの歳入は、特に国庫支出金など

の減額が大きく、歳出における保険給付費の精

査や共同事業拠出金の確定などによる補正を行

っております。 

  次に、45ページ、議案第17号公共下水道事業

特別会計補正予算（第４号）につきましては、
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歳入歳出それぞれ4,679万1,000円を減額し、補

正後の予算総額を15億7,709万1,000円とするも

のでございます。 

  これは事業の確定や精査等による建設費の減

額と、これによる地方債の減額補正、また市債

利子の減額等による所要の補正としております。 

  次に、51ページでございますが、議案第18号

農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）

につきましては、歳入歳出それぞれ125万円を

追加し、補正後の予算総額を8,670万円とする

ものでございます。 

  歳出の内容は、施設の除排雪業務委託料の増

額分となっております。 

  次に、55ページ、議案第19号介護保険事業特

別会計補正予算（第３号）は、歳入歳出それぞ

れ3,317万7,000円を追加し、補正後の予算総額

を32億3,895万6,000円とするものでございます。 

  事業の確定及び精査等による介護サービス諸

メニューの保険給付費の組み替え、調整を行う

内容の補正としております。 

  次に、63ページでございますが、議案第20号

後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２

号）は、歳入歳出それぞれ1,929万4,000円を減

額し、補正後の予算総額を３億7,811万9,000円

とするものでございます。 

  後期高齢者医療広域連合への納付金の減額が

主な補正内容となっております。 

  以上で一般会計及び特別会計の補正予算案の

説明を終わります。 

  御審議の上、御可決賜りますようよろしくお

願い申し上げます。 

沼澤恵一議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明ありました補正予算６件につき

ましては、会議規則第37条第３項の規定により

委員会への付託を省略したいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第15号から議案第20号までの補正予算６件

については委員会への付託を省略することに決

しました。 

  それでは、ただいま説明ありました平成24年

度補正予算計６件の審議に入ります。 

 

 

日程第３０議案第１５号平成２４

年度新庄市一般会計補正予算（第

９号） 

 

 

沼澤恵一議長 初めに、日程第30議案第15号平成

24年度新庄市一般会計補正予算（第９号）につ

いて、質疑ありませんか。 

１４番（遠藤敏信議員） 議長、遠藤敏信。 

沼澤恵一議長 遠藤敏信君。 

１４番（遠藤敏信議員） 補正の歳入１件、歳出

１件について質問いたします。 

  まず初めに、16ページ、17款１項２目ふるさ

と納税寄附金とありますけれども、189万4,000

円、この具体的な内容を御質問します。 

  あともう１点、26ページ、７款１項２目、か

むてん商品券発行事業補助金1,000万円、この

２点についてもう少し詳しく御説明をお願いし

ます。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

沼澤恵一議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 まず、ふるさと納税寄附

金の御質問に対してお答えいたします。 

  これにつきましては、毎回の定例の補正で予

算化していただいておりますが、最終段階にま

いりまして現時点の見込みをさらに精査いたし

まして、その額を実質に近づけた見込みという

ふうなことにしてございます。当初予算のほう

から９月補正、12月補正という中で、全体額を

見渡して不足している額というようなことで、

歳入歳出ともに寄附金あるいは基金への積立金
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というような形で差額を計上させてもらったと

いうようなことでございます。 

田口富士雄商工観光課長 議長、田口富士雄。 

沼澤恵一議長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 事業主体は商工会議所

でございます。先々月、１月23日に要望書がご

ざいまして、何とか年度がわりの時期に市中に

回したいというようなことで、プレミアム商品

券、名前が「かむてん」ですけれども、ぜひや

りたいので市に1,000万円ということでござい

ました。この時期にやることによってさまざま

な年度がわりの衣料とか学用品とか、食料品以

外の部分で小売店等々の需要を喚起できるので

はないかと、そんなことでございます。実際に

は15％のプレミアがつきます。ですから１万で

ちょうど１万1,500円、1,500円のプレミアです。

１人は３万円ということで、総額は7,000万円

で、来週の３月15日から発売を開始して、４月

いっぱい発売、有効期間は７月までということ

です。 

  なお、シルバー枠ということで、前回同様な

んですけれども、４月の年金の支給日、４月15

から17日までは特枠でシルバー枠1,000万円、

これをまた別に用意しているということであり

ます。 

  今後６つの商議所初め発売所でそれを取り扱

うということでございます。市報、チラシ、ポ

スター等々でセールスにかかるというような予

定になっております。以上でございます。 

１４番（遠藤敏信議員） 議長、遠藤敏信。 

沼澤恵一議長 遠藤敏信君。 

１４番（遠藤敏信議員） ふるさと納税寄附金に

ついては、わかりました。なお件数、そういう

ことが何件であるか、説明をお願いしたいと思

います。 

  もう１点のほう、かむてん商品券ですけれど

も、これ実は商工会議所で、この補正決定以前

に加盟店募集というふうな紙が回っているんで

すね。消費者の新庄市内における消費拡大と販

売促進を目的とし、新庄市のバックアップをい

ただき実施するものですというふうなことで、

募集期間、平成25年２月26日から３月８日とい

うふうなことで、本日の決定を見る前に回って

いるというふうなことは、新庄市と商工会議所

の間でどういうふうないきさつがあったのか。 

  従来ですとこういうプレミアム商品券の発売

があるというふうなときは少なくとも常任委員

会のほうに事前に説明があったんですね。そう

いう期間が、１月23日に商工会議所からこうい

うふうな申し入れをいただいたというふうなこ

とで検討した結果、補正に組んだというふうな

ことであれば、事前説明があってよかったので

はないかと思うわけですけれども、これについ

てはいかがでしょうか。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

沼澤恵一議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 ただいまふるさと納税の

ほうの件数というようなことがございました。

１月末時点で334件ということで、非常に大き

な伸びを示してございます。年度末までの間で

380件ほどというようなことを見込んでござい

ます。 

田口富士雄商工観光課長 議長、田口富士雄。 

沼澤恵一議長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 後ろのほうですけれど

も、委員会への配慮ということは大変順番がず

れてしまいまして、申しわけない、そういうふ

うに思っております。 

  あと、前回のリフォームのときもそうだった

んですけれども、実際今回年度がわりの時期に

合わせるということでは、さまざまな印刷、周

知等々を考えますと、必ずや御決定いただける

というような見込みのもとに若干の勇み足があ

ったということは事実でございます。申しわけ

ございません。 

１４番（遠藤敏信議員） 議長、遠藤敏信。 
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沼澤恵一議長 遠藤敏信君。 

１４番（遠藤敏信議員） こういうふうな特典つ

きの商品券を出して地域経済を潤滑に回すとい

うふうなことについては異を唱えるものではあ

りません。だから、市の予算、財政のゆとりあ

る限りそういうふうなことを利用して経済を回

すというふうなことについては何の異論もない

んですけれども、事前にこういうふうなことを

やりますよというふうなことの話ぐらいはあっ

たほうがいいんではないかと。見込みでもう回

っていて、締め切りが間もなく、あと３日で締

め切るわけですね、この加盟店というのは。だ

から、こういうふうに、何ていうか、行政と商

工会議所の信頼関係の中ででき上がっているの

もかもしれませんけれども、これはやはり決定

してからというふうな、そういうふうな段取り

を踏んでいただきたいと、そう思います。以後

よろしくお願いします。 

沼澤恵一議長 ほかにありませんか。 

１０番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

沼澤恵一議長 小野周一君。 

１０番（小野周一議員） 25ページの６款農林水

産業費５目農地費のこれは新しい事業だと思う

んですけれども、環境保全型農業直接支払交付

金973万9,000円とあるんですけれども、この内

訳、何戸の農家が面積どのくらいを該当なるの

か、わかれば教えていただきたいと思います。 

齋藤彰淑農林課長 議長、齋藤彰淑。 

沼澤恵一議長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 まず初めに、この補正の内容

でございますが、当初は負担金という形でまと

めて県のほうに納めて、そこから国の助成金、

10アール当たり8,000円の交付金なんですが、

そのうち国が4,000円、県が2,000円、市が

2,000円というふうな負担割合になってござい

ます。当初、負担金という形で10アール当たり

2,000円の予算化をしてございましたが、これ

は逆に補助金という形になりまして、県のほう

からの2,000円も市で受けて、合わせて10アー

ル当たり、県、市の分で4,000円交付するとい

ういうふうな事業に変わった関係上、負担金を

減額して、県の補助金を合わせて市から973万

8,800円を交付するというふうな予算の組み替

えでございます。 

  面積につきましては243.47ヘクタールという

ことでございまして、何件あるかという戸数に

ついては今掌握しかねてございますが、面積は

このような状態になってございます。大半はソ

バですね、転作ソバが主にこちらのほうに該当

しているというふうなことでございます。 

１０番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

沼澤恵一議長 小野周一君。 

１０番（小野周一議員） 実はこの事業恐らく、

課長は今ソバがほとんど該当と言ったんですけ

れども、水稲の機械費ですよね。あれもある程

度低農薬やっているんですけれども、それプラ

ス冬の間の湛水というか、水ためてした場合は

該当なると思うんですけれども、そういう水田

に関してはどのくらいの面積が対応なっている

のか、その辺わかれば、私は恐らくソバ以外に

も、つや姫とか、そういう関係の田にも該当し

ていると思うんですけれども、冬に例えば田ん

ぼに水を張ってした場合、その面積等わかれば

お聞きしたいと思います。 

齋藤彰淑農林課長 議長、齋藤彰淑。 

沼澤恵一議長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 つや姫については、特栽とい

うことで全ての面積が該当するというふうにな

ってございます。あと水稲の湛水ですか、いわ

ゆる優良微生物、これらを保護するということ

でも該当するようになってございます。 

  つや姫については、新庄市の面積では認定農

家204名で作付が約200ヘクタールほどあるんで

すが、この中で申請のあるものが該当するとい

うことになります。 

１０番（小野周一議員） 議長、小野周一。 
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沼澤恵一議長 小野周一君。 

１０番（小野周一議員） 確認なんですけれども、

つや姫の栽培は県の指針によって特別栽培米に

なっているんですけれども、それイコール環境

保全型直接支払いに該当はならないと私は思う

んですけれども、それプラス冬の間その水田に

水を湛水、ためた場合なるんじゃないですか、

それを組み合わせて。その辺どうですか、課長。 

齋藤彰淑農林課長 議長、齋藤彰淑。 

沼澤恵一議長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 県の栽培マニュアル、いわゆ

る特栽の栽培プラス冬期湛水ということで該当

するようになります。 

沼澤恵一議長 ほかにありませんか。 

１１番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

沼澤恵一議長 小嶋冨弥君。 

１１番（小嶋冨弥議員） 耐震関係のちょっとお

聞きしたいと思います。 

  18ページの財産管理費の中に市庁舎耐震委託

料1,500万円計上のほかに社会教育費関係の32

ページでいろんな耐震業務委託なっています。

陸上競技場も含めて体育館とか、特殊な建物と

申しますか、そんな気もしますけれども、委託

する場合、地元の業者というのは実際こういう

のをする業者がおるんでしょうか。それとも、

恐らく入札等やるんですけれども、この専門的

な知識がないとできないような気がしますけれ

ども、その辺はどういうふうな選定業者のほう

を考えているんでしょうか、お願いします。 

髙橋則雄財政課長 議長、髙橋則雄。 

沼澤恵一議長 財政課長髙橋則雄君。 

髙橋則雄財政課長 ３月補正で予定しております

耐震診断の施設については、学校施設、あと住

宅、あと児童施設が終わりますので、その後市

の所有の施設で残っている分について耐震診断

を行うということです。 

  それで、業者についてですけれども、市内業

者という形で学校耐震の部分で実績がございま

すので、業者数はある程度見込めるということ

で、入札にかけていきたいと思います。 

１１番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

沼澤恵一議長 小嶋冨弥君。 

１１番（小嶋冨弥議員） 地元新庄の業者で入札

を図るというようなお考えでいいわけですね。

わかりました。 

沼澤恵一議長 ほかにありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

沼澤恵一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 歳入の中で、地方交付

税とか国庫支出金、２ページの10款や14ページ

にあるんだろうなと思っているんですが、先ほ

ど国の補正予算を使ってということで、かなり

な事業があったように思います。この政府の補

正予算に盛り込まれたもので生み出される市の

財源というのは全体でどのぐらいになると見込

まれたんでしょうか。その中で、詳しくは、例

えば市債発行が抑えられる額は幾らと予想され

るかとか、一般財源が不用になる分なども産ま

れてくると思うんですが、そういったところは

どうなのか。 

髙橋則雄財政課長 議長、髙橋則雄。 

沼澤恵一議長 財政課長髙橋則雄君。 

髙橋則雄財政課長 このたび前倒しという形で上

げております事業につきましては、国の予備費

については前政権の経済対策ということになり

ます。それから、国の補正１号については現政

権の経済対策ということでございます。 

  先ほど予算の説明の中で施設について説明し

ておりますけれども、公共事業において補助金

の裏分というか、単独分というか、一般財源部

分について元気臨時交付金というのがございま

す。それについて国のほうでまとめまして、そ

の８割程度を元気臨時交付金という形で交付す

るということになりますけれども、その財政力

指数によってまた変わりますので、これについ

ての歳入につきましては25年度で補正させてい
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ただきます。 

  その金額については、こういう事情でござい

ますので、なかなか拾えないという事情がござ

います。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

沼澤恵一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 難しくてよく理解でき

ないところがあるのですが、市債発行が抑えら

れる額の予想が、例えば帯広市などは4.1億円

あったというふうに捉えていたし、また一般財

源として不用になる分というのが9,000万円に

なるだろうというような、ほかの市での国の補

正による自治体への影響というのが試算されて

いるようです。それでは新庄市でも試算できる

んだと思うんですが、してらっしゃらないんで

しょうか。 

  それから、18ページの２目市庁舎耐震診断費

というのがありましたが、これは先ほどから理

解できないんですが、この新庄市の市役所庁舎

の耐震診断もやるんでしょうか。市役所庁舎に

ついては耐震診断はされていたような気がする

んですが、それはどうなんでしょうか。 

  それから、同じく18ページの４で市有施設整

備基金積立金というのがありますが、これが現

在幾らになる予定なのか、お願いします。 

  それから、19ページの老人福祉費で840万円

がありますが、どのような施設なのか、お願い

します。 

  20ページで、老人福祉費で冬期生活支援とい

うことで委託料というのが出ていますが、どの

ような内容なんでしょうか。 

髙橋則雄財政課長 議長、髙橋則雄。 

沼澤恵一議長 財政課長髙橋則雄君。 

髙橋則雄財政課長 このたびの国の１次補正に伴

う効果ということでございますけれども、ざっ

くり試算はしております。臨時交付金につきま

しては全部で8,700万円ほどの補助金が来るの

ではないかなと考えております。 

  それから、市庁舎耐震診断業務委託料1,578

万7,000円につきましては、これについては本

庁舎並びに東庁舎、西庁舎の分でございます。 

  それから、市有施設整備基金積立金でござい

ますけれども、これにつきましては平成22年に

基金条例を採択していただきまして、22年度末

に１億円を積ませていただいております。それ

に加えてこのたび１億5,000万円を計上して合

計で２億5,000万円というふうな現在高になり

ます。 

  それから、市庁舎の耐震診断について、過去

にしているのではないかということでございま

すけれども、それについては簡易的なものでご

ざいまして、その耐震診断について耐震性があ

るかの判断については判断できないという形で

ございますので、正式にこのたび耐震診断をす

るものでございます。 

小野 享福祉事務所長 議長、小野 享。 

沼澤恵一議長 福祉事務所長小野 享君。 

小野 享福祉事務所長 私のほうから２点につい

てお答えいたします。 

  19ページ、老人福祉事業費の中の施設開設準

備経費助成特別対策事業費補助金でございます

が、これにつきましては前に御決定いただいて

おります小規模多機能型居宅介護施設というこ

とで、今回２施設、新庄市内に、本宮町ですけ

れども、それと中道町に新しく施設ができてお

ります。この施設の本体につきましては既に

1,600万円、１個掛ける２ということで3,200万

円の補助、決定いただいておるんですが、これ

に係る準備経費の補助金ということで、新たに

別途にそれぞれ420万円掛ける２ということで

840万円、県の決定、国の決定いただいており

ますので、新たに追加した補助金ということで

御理解いただきたいと思います。 

  続きまして、在宅老人福祉事業費の冬期生活

支援業務委託料の中身ということでございます

が、これにつきましては新庄市高齢者世帯冬期
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生活支援事業ということで、要支援者に対する

冬期の家の前の雪払い、それから雪おろし、こ

れを基本的に行う事業という中身の事業でござ

いまして、今回豪雪に伴い補正が必要だという

ことで計上させていただいたということでござ

います。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

沼澤恵一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 先ほど財政課長のほう

からざっくりして8,700万円の臨時交付金かと

ありましたけれども、これら国の補正によって

新庄市で前に補助などが必要だったものにもか

えてこれを使ってできるわけだし、前倒しでき

るし、あと市債充当率に対しては100％充当さ

れるということで、かなり新庄市にとってみれ

ば財政が使いやすいお金として出てくることが

予想されます。そういう意味では、ぜひ、前に

ほかの議員の方からも小中学校のエアコン設置

などというふうな、そういう要望がありました

し、そういった形で子供たちなど市民に本当に

必要だと言われている建設事業というか、事業

にぜひ充てていただきたいなと思いますが、そ

ういったお考えは、見通しといいますか、それ

はどうでしょうか。 

髙橋則雄財政課長 議長、髙橋則雄。 

沼澤恵一議長 財政課長髙橋則雄君。 

髙橋則雄財政課長 このたびの国の１次補正に伴

います臨時交付金が8,700万円ということでご

ざいますけれども、これについては平成25年度

で補正、歳入を見込むということになります。 

  その財源を利用して小中学校のエアコンとい

うことでございますけれども、財政としては予

算の組み方として、歳入と、あるいは歳出、予

算要求を受けながらそこで判断するということ

になりますので、ここでこの補助金について何

かに充当するということについては回答を控え

させていただきます。 

沼澤恵一議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第15号は討論を終結し、直ちに採決するこ

とに決しました。 

  これより採決いたします。 

  議案第15号平成24年度新庄市一般会計補正予

算（第９号）は、原案のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第15号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第３１議案第１６号平成２４

年度新庄市国民健康保険事業特別

会計補正予算（第３号） 

 

 

沼澤恵一議長 日程第31議案第16号平成24年度新

庄市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３

号）を議題といたします。 

  質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 討論なしと認めます。よって、討
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論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第16号は討論を終結し、直ちに採決するこ

とに決しました。 

  これより採決いたします。 

  議案第16号平成24年度新庄市国民健康保険事

業特別会計補正予算（第３号）は、原案のとお

り決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第16号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第３２議案第１７号平成２４

年度新庄市公共下水道事業特別会

計補正予算（第４号） 

 

 

沼澤恵一議長 日程第32議案第17号平成24年度新

庄市公共下水道事業特別会計補正予算（第４

号）を議題といたします。 

  質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第17号は討論を終結し、直ちに採決するこ

とに決しました。 

  これより採決いたします。 

  議案第17号平成24年度新庄市公共下水道事業

特別会計補正予算（第４号）は、原案のとおり

決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第17号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第３３議案第１８号平成２４

年度新庄市農業集落排水事業特別

会計補正予算（第２号） 

 

 

沼澤恵一議長 日程第33議案第18号平成24年度新

庄市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２

号）を議題とします。 

  質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第18号は討論を終結し、直ちに採決するこ

とに決しました。 

  これより採決いたします。 

  議案第18号平成24年度新庄市農業集落排水事

業特別会計補正予算（第２号）は、原案のとお

り決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第18号は原案のとおり可決されました。 
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日程第３４議案第１９号平成２４

年度新庄市介護保険事業特別会計

補正予算（第３号） 

 

 

沼澤恵一議長 日程第34議案第19号平成24年度新

庄市介護保険事業特別会計補正予算（第３号）

を議題といたします。 

  質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第19号は討論を終結し、直ちに採決するこ

とに決しました。 

  これより採決いたします。 

  議案第19号平成24年度新庄市介護保険事業特

別会計補正予算（第３号）は、原案のとおり決

することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第19号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第３５議案第２０号平成２４

年度新庄市後期高齢者医療事業特

別会計補正予算（第２号） 

 

 

沼澤恵一議長 日程第35議案第20号平成24年度新

庄市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第

２号）を議題といたします。 

  質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第20号は討論を終結し、直ちに採決するこ

とに決しました。 

  これより採決いたします。 

  議案第20号平成24年度新庄市後期高齢者医療

事業特別会計補正予算（第２号）は、原案のと

おり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第20号は原案のとおり可決されました。 

 

 

散      会 

 

 

沼澤恵一議長 以上で本日の日程を終了いたしま

した。 

  明日３月５日火曜日午前10時より本会議を開

きますので御参集願います。 

  本日は以上で散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後１時５４分 散会 
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平成２５年３月定例会会議録（第２号） 

 

 

平成２５年３月５日 火曜日 午前１０時００分開議 

議 長 沼 澤 恵 一     副議長 小 嶋 冨 弥 

 

 出 席 議 員（１８名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ２番   伊  藤     操  議員 

  ３番   髙  橋  富 美 子  議員     ４番   佐  藤  卓  也  議員 

  ５番   石  川  正  志  議員     ６番   佐  藤  義  一  議員 

  ７番   奥  山  省  三  議員     ８番   沼  澤  恵  一  議員 

  ９番   平  向  岩  雄  議員    １０番   小  野  周  一  議員 

 １１番   小  嶋  冨  弥  議員    １２番   清  水  清  秋  議員 

 １３番   小  関     淳  議員    １４番   遠  藤  敏  信  議員 

 １５番   新  田  道  尋  議員    １６番   下  山  准  一  議員 

 １７番   山  口  吉  靜  議員    １８番   森     儀  一  議員 

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 伊 藤 元 昭 

総 務 課 長 野 崎   勉  総 合 政 策 課 長 荒 川 正 一 

財 政 課 長 髙 橋 則 雄  税 務 課 長 近 岡 晃 一 

市 民 課 長 荒 澤 宏 二  福 祉 事 務 所 長 小 野   享 

神 室 荘 長 信 夫 友 子  環 境 課 長 坂 本 清 一 

健 康 課 長 伊 藤 洋 一  農 林 課 長 齋 藤 彰 淑 

商 工 観 光 課 長 田 口 富士雄  都 市 整 備 課 長 星 川 俊 也 

上 下 水 道 課 長 沼 澤 利 明  会 計 管 理 者
兼 会 計 課 長 小山田   昭 

教 育 委 員 長 山 村 明 德  教 育 長 武 田 一 夫 

教 育 次 長
兼教育総務課長 柿 崎 憲 一  学 校 教 育 課 長 髙 橋 千 春 

生 涯 学 習 課 長 小 嶋 達 夫  生 涯 ス ポ ー ツ
課 長 高 木   勉 

監 査 委 員
事 務 局 長 安 食 敬 二  選挙管理委員会

委 員 長 矢 作 勝 彦 
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選挙管理委員会
事 務 局 長 森   隆 志  農 業 委 員 会

会 長 星 川   豊 

農 業 委 員 会
事 務 局 長 沼 沢 充 広    

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 柳 橋   弘  総 務 主 査 高 木 祐 子 

主 査 川 又 秀 昭  主 事 八 鍬 貴 征 

 

議 事 日 程 （第２号） 

平成２５年３月５日 火曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 一 般 質 問 

１番 奥 山 省 三  議員 

２番 佐 藤 義 一  議員 

３番 小 嶋 冨 弥  議員 

４番 佐 藤 卓 也  議員 

５番 小 関   淳  議員 

６番 小 野 周 一  議員 

 

本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件 

 

議事日程（第２号）に同じ 
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平成２５年３月定例会一般質問通告表（１日目） 

 

発言 
順序 質問者氏名 質 問 事 項 答 弁 者 

１ 奥 山 省 三 

１．第３セクターについて 

２．空き家条例について 

３．インバウンド事業について 

市 長 

関 係 課 長 

２ 佐 藤 義 一 

１．空き家条例の効果を問う 

２．通学バスの運行について 

３．側溝管理について 

４．インバウンドに対する提言 

市 長 

関 係 課 長 

３ 小 嶋 冨 弥 

１．市政執行について 

２．新庄まつりについて 

３．新庄市民歌について 

市 長 

教 育 長 

４ 佐 藤 卓 也 

１．子育て支援の推進について 

２．新庄市エコロジーガーデン利用計画について 

３．交流人口拡大について 

市 長 

５ 小 関   淳 

１．人口減少が加速している現在、地域（集落）をどう維

持し、再生していこうとしているのか。 

２．災害時の地域情報をタイムリーに伝えるためのツール

はあるのか。 

３．市民協働や透明性の確保という意味で、職員採用の面

接官に民間人の登用を考えてはどうか。 

市 長 

６ 小 野 周 一 
１．街づくりについて 

２．農業振興について 
市 長 
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開      議 

 

 

沼澤恵一議長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名でございます。 

  なお、代表監査委員髙山孝治君より欠席届が

出ております。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第２号）によって進めます。 

 

 

日程第１一般質問 

 

 

沼澤恵一議長 日程第１一般質問。 

  これより一般質問を行います。 

  今期定例会の一般質問通告者は11名でありま

す。質問の順序は、配付しております一般質問

通告表のとおり決定しております。 

  なお、質問時間は、答弁を含めて１人50分以

内といたします。 

  本日の質問者は６名であります。 

 

 

奥山省三議員の質問 

 

 

沼澤恵一議長 それでは最初に、奥山省三君。 

   （７番奥山省三議員登壇）（拍手） 

７ 番（奥山省三議員） おはようございます。 

  １番目の開成の会の奥山です。よろしくお願

いします。 

  自民党の安倍政権にかわりましてはや３カ月

が過ぎようとしております。「アベノミクス」

の経済効果により以前よりは少し景気はよくな

っているように感じられますけれども、まだま

だのようでございます。これから春に向かって

だんだん暖かくなりますけれども、そのように

景気も上向いてほしいものでございます。 

  それでは、通告に従いまして一般質問させて

いただきます。 

  まず初めに、第三セクターについてお聞きし

ます。 

  平成21年のときもこれをお聞きしましたけれ

ども、そのときの答弁ではちょっと私、納得い

かないというか、ちょっと不明瞭というか、そ

のときの答弁、全然、そのときは２回質問した

んですけれども、その年、２回質問しましたけ

れども、何か納得がいかない返事でしたので、

今回改めてもう一回お聞きしたいと思います。 

  県の調査によりますと、当市には７社の第三

セクターがありますけれども、その経営内容に

ついてお聞きしたいと思います。 

  平成21年のときですけれども、いずれも損失

補償してないので公表は課題が多いという理由

で明確な説明はなかったのですけれども、この

第三セクターの中には市の指定管理者も、その

21年のときはなかったんですけれども、第三セ

クターに含まれている会社があります。明確に

答えをお願いしたいと思います。７社で4,625

万円の市民の税金が投入されているわけです。

それぞれの会社の概要とか経営状況について、

できれば明確に答えをお願いしたいと思います。 

  次に、25年１月から空き家等の適正管理の促

進に関する条例が施行されましたけれども、市

民からこれに関しての問い合わせなどはなくな

ったのでしょうか。緊急の場合の応急措置を行

った空き家などはあるのでしょうか。また、所

有者と連絡はとれたというか、どのような状況

になっているのかお聞きしたいと思います。 

  それから、次のインバウンド事業についてで

すけれども、今の日本の状態からすると余り期

待はできないように思われますけれども、一昨

年の震災や放射能の影響もあると思います。こ
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れからどのようにこのインバウンド事業につい

て具体策を示していくのかお聞きしたいと思い

ます。 

  以上、壇上からの質問を終わります。 

  御清聴ありがとうございました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは奥山市議の御質問にお答

えさせていただきたいというふうに思います。 

  初めに、第三セクターに関する御質問でござ

いますが、本市が出資しております会社のほう

につきましては、議員おっしゃるとおり第三セ

クターは７社であります。古くは昭和35年の設

立であり、最も新しいものは平成19年となって

おります。 

  現在、地方分権改革が推進される中にありま

して、地方公共団体においては行政改革のみな

らず、財政規律の強化を図ることも求められて

おります。第三セクターの経営状況が著しく悪

化し、出資者である地方公共団体に悪影響が生

じないように注意していく必要があります。第

三セクターそれぞれの本市の出資金額、出資割

合や利益、損益も異なっておりますが、共通し

ておりますのは全て以前申し上げたとおり損失

補償を行ってないということであります。 

  いずれにいたしましても、本市の出資する第

三セクターの経営状況につきましては、これか

らもその内容の把握を行うとともに、健全な企

業活動が行われるように努めてまいりたいとい

うふうに考えております。 

  その中で、御質問のございました出資割合の

ことでございますが、７社のうち新庄卸売流通

センターにつきましては出資割合が49.9％、

2,995万円、東北情報センター、出資割合が

13.9％、金額が1,060万円、新庄ＴＣＭ株式会

社、出資割合が3.1％、50万円、新庄青果、

4.0％、120万円、奥羽金沢温泉、10.3％、300

万円、最上物産協会、2.2％、50万円、バイオ

ソリッドエナジー、12.5％、50万円、合計

4,625万円というような状況であります。 

  次に、空き家条例についてでありますが、条

例施行後の空き家に関する市民からの問い合わ

せは、２月22日現在で42件ほどございます。３

年続きの豪雪ということもあって毎日のように

空き家の屋根雪などに関する苦情や要望があり、

その対応にかなり苦慮しているというのが現状

であります。今後だんだんと日が緩んでいくこ

とにより屋根からの落雪などが懸念されたり、

一部損壊した空き家などが明らかになっていく

ことにより新たな苦情や要望が寄せられるもの

と思われます。 

  その42件のうち所有者等が判明しましたのは

38件、残る４件のうち２件は相続放棄されてお

り、未登記家屋であったり空き家となって相当

の年月が経過しているため、現段階で所有者の

わからないものが２件ございます。また、所有

者等が判明した38件のうち所有者が雪おろしな

どの対応を行ったケースが22件、市が道路に落

雪した雪を緊急的に排雪したケースが３件、残

る対応を行わないというケース13件につきまし

ては、危険性が低いので状況を見ることにした

り、当面の危険回避措置として県や市でバリケ

ードを設置して注意喚起したケースもございま

すが、中には電話にも出ず、訪問しても出てこ

なかったり、費用がかかる、潰れても構わない

などの理由から対応を拒否するケースもござい

ます。また、緊急的な応急措置を行ったケース

は２件あり、相続放棄がなされて所有者などが

いないケースが１件、所有者は判明しても遠方

にいて意図的に連絡に応じないというケースが

１件という状況であり、来年以降もまた同様の

状況に陥ることが懸念されるところであります

ので、さまざまなケースを整理し、今後の対応

指針を協議してまいりたいと思います。 

  次に、インバウンド事業についてであります
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が、平成22年度から交流人口拡大に向けインバ

ウンド誘致の取り組みを行っております。交流

人口拡大事業は、まちづくり総合計画の柱の一

つでもありますが、国内旅行客の日帰りよりは、

宿泊国内旅行客よりは海外旅行客と経済効果が

顕著にあらわれる事業でもあります。 

  このインバウンド事業では、外国人の受け入

れに対する垣根を下げることを目的に、江戸家

老の一人である齋藤仁宏さんに講師をお願いし、

官公庁の施策でありますとか外国人のニーズな

ど初歩的な勉強会を２年にわたり６回行いまし

た。その中で、誘客戦略として親日的な台湾を

最優先に、次いで韓国、香港、上海、中国本国

へと拡大していくべきとのアドバイスをいただ

きました。 

  受け入れの条件整備として、会話ができれば

いいのですが、そうでなくとも対応できるツー

ルとして指さし対話カードやレストランのメニ

ューを最上地域雇用創造推進協議会の事業の一

環で作成しております。また、今までにはなか

った当地を紹介する観光パンフレットや歓迎の

横断幕、小旗なども用意してきました。 

  宮城県大崎地域、秋田県湯沢地域とともに26

万人という東アジア最大の入場者数を誇る台北

国際旅行博に参加し、誘客のためのＰＲを行っ

ております。また、観光雑誌や新聞記者、観光

エージェントなどの関係者を招聘し、新庄まつ

りや３地域を実際見ていただきました。その結

果、台湾で著名な月刊観光雑誌「トラベラー」

や台湾で一番の発行部数のある「自由時報」と

いう新聞で初めて取り上げてもらえるようにな

ってきました。今まで素通りしていた観光客が

ようやく歴史センターやゆめりあに立ち寄るよ

うになってきましたが、さらなる取り組みとし

て、台湾を最優先としながら東南アジアからの

誘客を目指して、政府観光局や県が主催します

各種商談会への積極的な参加、また観光エージ

ェントの招聘に取り組んでまいります。 

  今春には上海からの団体ツアーが新庄を含め

当地域に来ることが決定しております。この日

本での手配を本市にあります観光事業者が一手

に引き受けるまでになっております。さらに、

新庄観光協会主催の市民号が、第35回を記念し、

初めての海外として台湾に決定いたしました。

参加目標人数は100名を予定し、台北市に隣接

しています新北市新荘区との交流も行う予定と

なっております。 

  交流人口拡大のためにはインバウンドの誘致

は必須であり、経済効果も高く、市民号を契機

に文化交流、観光交流を継続していきたいと考

えております。 

  今は最上川舟下りや樹氷鑑賞のついでに立ち

寄る地域としての位置づけですが、３年後ぐら

いには行ってみたいと思わせる目的地になりた

いと考えております。その一つとして、本市に

縁のある漫画家の活用など、政府が進める日本

文化を海外に紹介し、誘客を進める「クールジ

ャパン」の施策とも相まって有効な手段である

と考えます。このような本市特有の強みを生か

していければ、外国人旅行客ばかりでなく、お

のずと国内旅行客も増加するものと考えており

ます。 

  壇上からの答弁を以上とさせていただきます。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

沼澤恵一議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 再質問させていただき

ます。 

  まず東北情報センターですけれども、第三セ

クターの県の調査で21年度、私、ネットでしか

見てませんので、21年度は520万円ぐらい収益

ありましたけれども、22年度では1,935万6,000

円の赤字、23年度で1,774万4,000円の赤字、さ

らに23年度ですけれども、1,057万3,000円の債

務超過になっています。これについて説明をお

願いしたいと思います。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 
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沼澤恵一議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 株式会社東北情報センタ

ーについてのお尋ねでございました。 

  県のほうの財政状況ということで、第三セク

ターのほうの専用の財政状況というふうな欄に

は県のホームページのほうに記載してございま

すが、今言われたとおり23年度決算におきまし

ては1,774万4,000円の損益マイナスということ

で、22年度につきましても△1,935万6,000円と。

21年度につきましては黒字だったわけでござい

ますが、22、23ということで、公表されておる

とおり損益マイナスということで生じてござい

ます。 

  23年度決算に集約されているわけなんですけ

れども、当会社におきましては景況をつかみな

がら主力商品の開発商品、開発した部分、ＩＴ

部分の商品開発の受注というようなものの増加

を狙ってきておるというような部分ではあるん

ですけれども、それがなかなかこの景況の中で

思うようにいってないというところを一つ決算

の中で説明しております。ただしながら、その

中で節減というようなことも人件費あるいは固

定的な事務費、全般にわたりまして節減を図っ

ておるというようなことも決算として説明がご

ざいます。いずれそういうような相殺の中で努

力は続けておるわけでございますけれども、結

果として２カ年、これもマイナスになっておる

というところでございます。 

  また、指定管理のほうの委託料につきまして

は、市のほうあるいは広域のほうでの決算にあ

らわれているとおりでございまして、非常に、

この辺ではプラスになってはございますけれど

も、総合的な形としては御指摘のとおり損とな

っているというようなことで、私どものほうで

は市として損失補塡のほうはやっておらないわ

けですけれども、今後とも公共団体、うちのほ

うに大きな影響がないような形の注視はしてい

かなきゃいけないというところであろうと思い

ます。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

沼澤恵一議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） この会社が指定管理者

になっているのはわかりますけれども、指定管

理者を選ぶ選定基準ですか、その中には多分あ

れですよね、選定基準の中に例えば透明性とか

公平性とかいろいろありますけれども、選定す

るときに例えば財務状況も関係すると思うんで

すよ。だから、そういうのをして選定基準に合

致して指定管理者として選ばれたのかどうか、

その辺のところをお願いしたいと思います。 

小嶋達夫生涯学習課長 議長、小嶋達夫。 

沼澤恵一議長 生涯学習課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫生涯学習課長 指定管理者として社会教

育施設、こちらのほうを２施設、指定管理とし

て受託をしております。 

  くだんの会社ですが、債務超過に陥った以前

には黒字ということでやっていたようですが、

その中で指定管理の応募の内容に関する書類の

提出がございます。会社更生法に基づく更生手

続の開始、申し立てをしている企業等または民

事再生法に基づく再生手続の開始申し立てをし

ていないことが条件にはなりますが、書類の中

で貸借対照表、損益計算または収支計算書とい

うことで、経理状況を明らかにする書類の提出

を求めております。くだんの会社については、

１年、平成23年10月28日に第２次審査というこ

とで指定管理の審査を受けておりますが、この

ときには債務超過の額というものは計上されて

おりませんでした。そのときは債務超過自体が

こちらのほうでは把握してないということです

が、これ自体が指定管理者制度における指定管

理者の適用要件を外すということではありませ

ん。また、現在債務超過というふうな状況にあ

りながらも、指定管理制度の中で適切な管理運

用しておいていただきますので、現在のところ

は特に何ら課題というものは出ていない状況に
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あります。以上でございます。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

沼澤恵一議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 平成23年８月の時点で

は問題はなかったということだというふうに解

釈していますけれども、これから４年後だか５

年後にまた選定の時期が来るわけですね。それ

まではそのまま続けていくということになると

思いますけれども、このままでいくと、この情

報センターは市長も取締役になってますよね。

市長とか、それからほかの市町村の例えば最上

町の町長とか、そうそうたるメンバーが取締役

とか監査役、信用金庫の井上洋一郎さんですか、

そういう方、あとは銀行さんも４行ほど出資と

かいろいろやってつくった会社ですけれども、

もちろん会社の総会に出て、市長は出てるはず

ですよ。決算書とか貸借対照表もちろん見てる

わけですけれども、特にこれについて、去年と

ことしについてどういうふうに感じているか、

その辺をお聞きしたいと思います。 

伊藤元昭副市長 議長、伊藤元昭。 

沼澤恵一議長 副市長伊藤元昭君。 

伊藤元昭副市長 おっしゃるとおり東北情報セン

ターにつきましては新庄市1,000万円、13％の

割合で出資しているわけです。その中において、

取締役として新庄市長がなっているわけですが、

市長不在の場合はかわりに私が取締役会等に出

席をさせていただいております。 

  その中で、先ほど総合政策課長、かなり細い

回答をさせていただきましたが、基本的には残

念ながら収益上は赤字になっているわけですが、

企業としてもいろんな企業努力をなさっている

ようです。人件費の削減、具体的に申し上げま

すと賞与等をほとんど支給してないような状況

あるいは取締役としての社長みずからの給料の

カット等を行っているようです。そういう努力

をしながらいろいろその債務超過を埋めようと

いう努力をしているわけですが、その中で先ほ

ど奥山議員おっしゃったように町村、最上の町

村としても全体で34.2％の出資をしているわけ

です。総額2,600万円ですが、しておりますが、

当然ながらいろんな地方公共団体が発注できる

ような、指定管理者での委託料もあるわけです

が、そのほかにも例えば得意とするデータの分

析等が当然、そこってことじゃないわけですけ

れども、当然入札等を行いながら東北情報セン

ターに発注するような努力をしながら、当然な

がら地元である出資している団体が好転するよ

うな企業の支援等を行っているという状況であ

ります。再度なりますが、決して赤字になった

から、じゃその分を損失補償するということは

行っておりませんが、やはりその経営状況は常

に注視をしていくというような状況です。 

  ただ、余り個別の状況、企業の状況を公の場

でこのような形で説明するというのは、せいぜ

い我々が知る範囲内での状況の御説明に控えさ

せていただきたいと思っております。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

沼澤恵一議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 損失補償というんです

か、前からずっとその言葉、平成21年のときも

何回も使われていますけれども、損失補償はし

てなくても取締役として法務局に名前載ってる

ことに間違いないわけです。法的責任あるわけ

です。だから、もし会社が倒産なんかしたら出

資金がパアになってしまうわけですから、これ

はやはり損失と言わないで何と言うのか私わか

らないんですけれども、その辺をどういうふう

に考えているのか。だから今回の説明も数字的

には全然なし。それで市民からすれば、市民の

目線から言わせたら、やはり何か課題があると

いうんじゃなくて、問題があるというか、市で

はお金をただ資本金のとき出資金だけはつぎ込

んで、あとは知らないふりというか、それでは

余りにも無責任だと思うんです。だから、そう

いう点をもう少し直して、今後どういうふうに
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考えていくのか、もう一回答弁をお願いしたい

と思います。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 公共団体が第三セクターに出資す

るというのは大変な状況、決断が要るわけで、

議会の同意を求めながら進めてきたという結果

であります。 

  当時、新庄地域に高等専門学校なるものの必

要性があるというようなことで、８市町村、新

庄コンピューター学校の誘致というような大き

な課題がございました。その卒業生の受け皿と

いうような形で事業を継続させていくという一

体感、それが求められ、広域全体で負担してい

こうというようなことになったわけです。どこ

かでそれを決断せねばならなかったという状況

にあります。当時はやはりコンピューターとい

うものは専門的な知識を必要とする状況の中で

行われてきたんですが、日進月歩、ふだんの一

般家庭においてもコンピューターが身近な問題

であるというような状況において、ここ20年の

間に大きな変化が生じているところであります。

そんな中で出資した最上広域全体といたしまし

ても、当然それがゼロにいち早くなってほしい

ということではありませんので、何らかの形で、

先ほど副市長が申し上げましたように、当然契

約でありますので入札と、公平な入札というよ

うな状況の中で参画していただける分には大変

歓迎しなければならないというふうに思ってい

るところであります。 

  また、社会教育課のほうにおいての聴取にお

いては、指定管理者として何らその債務超過に

よる負担ということは一切ないと、逆に市民の

ほうから指定管理者にかわって非常に使いやす

いという好評を得ているということもつけ加え

させていただきたいと思います。 

  大きな社会の流れの中で公的に判断した。こ

れについては今後本当に非常に慎重にやらなけ

ればならないことではありますが、地域の活性

化というようなことを背負ったときの大きな判

断であったと、当時はそういう判断であったろ

うというふうなことを認識しているところであ

ります。今すぐゼロ、取締役で債務負担が続け

ばやめなさいということになれば、そこに働く

人たち、また関係者が全部職を失ってしまうと

いう非常に厳しい判断も迫られるところであり

ます。債務超過につきましては、企業側が銀行

から借り、そして黒字化し、また新たな商品パ

ッケージをつくり、売り、そしてまた回収する

という作業の中でやられていると。特には企業

の中で全てが黒字でいったら大変ありがたいこ

とですが、なかなかそうはいかない浮き沈みの

中でその企業経営を努力しているということを

注視してまいりたいと考えております。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

沼澤恵一議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 今、市長の話ですが、

コンピューター学校の話が出てきましたから、

私ちょっと、東北情報センター、新庄コンピュ

ーター学校、関係は私もよくわからないんです

けれども、つながっていると思いますけれども、

このコンピューター学校、何か定員だと80人ぐ

らいのところを現在１、２年生入れて合わせて

17名しかいないというふうに聞いてますけれど

も、これではやはり大変だと思うんです。今回、

コンピューター学校については言うつもりあり

ませんけれども、17名しかいないって、これで

はやはり前に問題になった酒田短期大学、それ

とちょっと心配というか、思い出されますので、

この辺を新庄市としてはまずその生徒について

もちろん側面から応援しなきゃならないわけで

すけれども、どのように考えているかお聞きし

たいと思います。 

沼澤恵一議長 奥山議員、通告外になっています、

コンピューター専門学校は。変えてください。 

７ 番（奥山省三議員） 債務超過ということは
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負債が資産を上回っているという、債務超過の

ことをいいますけれども、自己資本で賄い切れ

ない赤字については借入金で補うと、今、市長

の説明ありましたけれども、返済の見込みがな

い借金ができてしまうわけです、債務超過とい

うことは。これは大変危険な状態ですけれども、

これはいつ倒産してもおかしくない状況にある

わけですけれども、それについて、ただ我々に

も、今言ったのただネットでというか、今言っ

た県の調査、それしか数字は出せない。本当に

どういう状況になっているのか説明できないっ

て、これは私ちょっと納得いかないというか、

市民から聞かれても私も返事できません。東北

情報センターどうなってんのやと聞かれても私

は説明できないような状況です。だから、それ

をどういうふうに説明したらいいのかお聞きし

たいと思います。 

伊藤元昭副市長 議長、伊藤元昭。 

沼澤恵一議長 副市長伊藤元昭君。 

伊藤元昭副市長 私、市長あるいは総合政策課長

のほうからも東北情報センターの経営状況につ

いて、こういう公の場で公表できる範囲内では

公表といいますか、答弁をさせていただいてい

るというふうに認識しております。ただ、個別

具体的にこの場合はこうなるというのは、ここ

は企業が企業として努力をしているわけです。

先ほど△分、いわゆる債務超過分は短期あるい

は長期の運転資金を借りながら、当然借りれば

返済ということになるわけですが、そういうこ

とを行いながら経営の上向きになる、経営状況

を上向きにするという努力はされているという

ことでぜひ御理解をいただきたいと思います。

だからといって市がまるっきり知らないよとい

うことでなくて、何回も繰り返しますが、その

経営状況は常に注視をしているという状況でご

ざいます。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

沼澤恵一議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 21年のときの質問に戻

りますけれども、市長は「公表の必要性は感じ

ている」との答弁でした。また、「運営主体の

理解が得られる範囲内で議会に報告」という答

弁をしております。だから、その後の３年間と

いうのは何もしてなかったふうに私は感じられ

ますけれども、その辺を私はどういうふうに理

解したらいいのか。これは充て職だから関係な

いというふうな言い方にしか私は、私の見方と

してはそういうふうに感じられますけれども、

責任がないというか、責任の曖昧さというか、

それなら初めから取締役にならないほうがいい

と思います。名目だけの取締役でも責任を免れ

ることができないと法律ではなってますので、

この辺のところどのように思われますか。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 21年の御質問を含めて、知り得る

範囲の中で経営状況についてお知らせすること

ができればという答弁をしたということでござ

いますが、公的な資金ではありますが、一旦役

所から出ていったお金は民法の取り扱いになっ

てしまうというふうに認識しております。その

中で、取締役会その他で報告を受けたことにつ

いて、しっかり頑張ってくださいというような

立場にいるということであります。末期的な状

況というふうに判断すれば、その整理について

もきちっと相談に乗らなければならないという

ふうに思っています。 

  現状としては、経営状況の中で、先ほど副市

長が申し上げましたように、長期、短期の借り

上げをしたり返済をしながらここずっと経営を

していると。また、現状としては、先ほど申し

上げました指定管理者制度そのものに対する影

響は全然ないというようなことで、行政に対す

る実質損害はないという状況であります。 

  こうしたことについては、先ほど申し上げま

したが、公的資金を入れるというようなこと、
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このことは過去に多くされてきたわけでありま

すけれども、今後については、このことについ

ては本当に慎重にやらなければならないという

ふうに考えているところであります。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

沼澤恵一議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 前にも市長は「公表マ

ニュアルで経営状況の良否の判断基準がなくて、

現段階での公表は課題が多く、できない」とい

うふうにも言っています。それはこんなに時間

たってもその状況は今も変わりないということ

になるんでしょうか。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 行政的な判断基準は持ち得ないと

いうことであります。会社の公表ということで

ありますので、個々の企業になると。お金は公

的な資金ではありますが、一株主というふうな

ことになります。会社の中の取り扱いについて

までは公表できないというふうに、一般的な会

社ではそういう取り扱いになっているというふ

うに御理解いただきたいと思います。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

沼澤恵一議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 第三セクター、第一セ

クターというのは行政で、第二セクターは民間

で、２つ合わせて第三セクターとも言っていま

すけれども、全国的にこの第三セクターについ

てはいろいろな問題が生じております。中には

破綻しているところもあります。自治体が頭を

抱えている場合が多いようでございます。不明

瞭な責任体制や事業計画の甘さ、危機意識の乏

しさ、問題の先送りなど、破綻していくケース

が考えられます。今後この当市の第三セクター

についても破綻などならないように目を光らせ

ていく必要があると思いますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

  次ですけれども、空き家、先ほど答弁で緊急

対応２件ほどあったというふうにお聞きしまし

たけれども、その２件の中身というか、ちょっ

と詳しいのをもう少し知りたいんですけれども、

教えていただきたいと思います。 

坂本清一環境課長 議長、坂本清一。 

沼澤恵一議長 環境課長坂本清一君。 

坂本清一環境課長 応急処理をした内容について

お答え申し上げます。 

  対応した件数は２件です。昨年12月議会で条

例を制定させていただきましたけれども、その

中にも応急措置の対応については記述されてい

るところでございますけれども、必要最小限度

のというようなことで、１件につきましては屋

根雪の一部の除去とおろした雪の排雪、それか

らもう１件につきましては、隣接する家がかな

り接近しているというようなことで、おろすこ

とによって影響が大きいというようなことで、

雪の一部を切り離してそれを除去したというよ

うなことの内容の２件でございます。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

沼澤恵一議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 今の話ですと１件は屋

根の雪をおろして排雪をするということですね。

それからもう一つは撤去というか、切り分ける

というか、接近しているのでという内容のよう

に感じましたけれども、最初の説明では42件の

うちで倒壊したという件数は１戸も含まれてな

いということですか。 

坂本清一環境課長 議長、坂本清一。 

沼澤恵一議長 環境課長坂本清一君。 

坂本清一環境課長 倒壊した件数でございますけ

れども、先ほど市長のほうからもお話あったか

と思いますけれども、倒壊した件数については

３件ございます。ただ、これについては直接近

隣への影響たるものというようなことについて

は察知しておりませんで、危険性のないものと

いうようなことで対処しておりました。それら

につきましては、倒壊したものについては道路
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に隣接するような建物については道路管理者の

ほうでの対処になりますので、そちらのほうに

ついては倒壊したものについては応急措置で対

処した事例ではございません。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

沼澤恵一議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 倒壊したのは３件とい

うことで、応急措置で対応したということじゃ

ないということですね。わかりました。これか

ら３月になって雪解けなって、また倒壊する住

宅もこれから出てくる、空き家も出てくると思

いますけれども、そのときは対応のほうをよろ

しくお願いしたいと思います。 

  次に、インバウンド事業についてですけれど

も、これは県でも行っているようですけれども、

新庄市が独自でやるというよりも、県が他市町

村とタイアップしてやるほうが効率がよいと思

いますけれども、その点についてはどういうふ

うにお考えかお聞きしたいと思います。 

田口富士雄商工観光課長 議長、田口富士雄。 

沼澤恵一議長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 実際にインバウンドに

取り組み始めたのは２年度目でありますけれど

も、実行委員会を組織しまして、さまざまなア

ピール、派遣等を行ってきたわけでありますが、

もちろん最上郡内の町村とも一緒に、また広域

連携ということで湯沢、それから大崎と歩調を

合わせてやっておりますし、また最上の観光協

議会等々また県の国際観光推進機構等々から助

成も受けておりますということで、実際今回も

最上町、また金山町等から職員にも協力してい

ただきましたし、派遣も実際に行っております

し、温泉地ということでは肘折とか瀬見温泉等

からの協力も頂戴しておりますということで、

当初から広域的に戦略的にやってきているとい

うことでございます。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

沼澤恵一議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 当市は他の市町村とい

うか、樹氷とか羽黒山とかいろいろほかの、米

沢の上杉とか、そういうのにしたら当市は観光

資源が少し少ないように感じられます。新庄ま

つりがメーンだと思いますけれども、ただこの

３日間だけで終わってしまうというのは、これ

は残念だというか、きのうも百年の祭りの大計

もありましたけれども、やはり本当に３日間だ

けというのが中心になってしまう感じがありま

す。それをもう少し何ていうか、日にちを延ば

すとか、もちろん歴史センターとか山車があり

ますけれども、ただやはり20台が全部そろうと

いうのはその３日間しかないわけですから、そ

の点をもう少し具体策をどのように打ち出して

いくのか、その辺の考えがないのかもう一度お

伺いしたいと思います。 

田口富士雄商工観光課長 議長、田口富士雄。 

沼澤恵一議長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 新庄市まつりに関して

の現況でございますけれども、インバウンドと

関係づけてでございますけれども、昨日、百年

の大計の第３期計画を御説明申し上げましたけ

れども、その中でもインバウンドというのは取

り込んだ形にして何とか拡大を図っていきたい

ということは今回答申を受けたわけであります。

また、特に２年前から台湾に照準、対象、協調

しまして取り組んできたわけでありますが、と

りわけ台湾の方々はこういった祭り好きだとい

うこともございますので、そこら辺のアピール

は十分にやってきております。 

  具体的に、例えば当初から台湾のほうのテレ

ビ局とかマスコミとかブログの方々とかを実際

にお祭りにお招きして見てもらおうということ

で、それを現地のほうで紹介していただいたと

いうふうな事例も実際にございますし、昨年12

月でございましたか、この新庄最上出身の方で

台湾で大きく事業を行っている方がございます

けれども、その方と市長との懇談がございまし
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て、その際にそこの会社の従業員の旅行でぜひ

新庄まつりツアーをお願いしたいというような

提言を行っているところでございます。 

  以上でございます。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

沼澤恵一議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） それから、さっき市長

の話もありましたけれども、受け入れ態勢がち

ょっと、例えばさっきも言葉の壁というか、そ

れが市に案内板とかそういうのが全然、中国語

とか韓国語はないわけですね。そういうのはこ

れからどのようにやっていくのか、受け入れ態

勢についてどのように考えているかお聞きした

いと思います。 

田口富士雄商工観光課長 議長、田口富士雄。 

沼澤恵一議長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 今おっしゃられました、

確かに受け入れ態勢、これは同時に進めていか

なければならないことだと思っております。さ

まざまパンフレット類も整備してきております

けれども、実際に目に見える形で、サイン類の

充実とか、あとは受ける立場にある人的な方々

の養成とか、また大事だというものはこの地域、

広域を取り込んだ形でのコースの造成、磨き上

げでしょうかね、そこら辺を総合的に絡み合わ

せて取り組んでいくべき事項だなというふうに

は考えております。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

沼澤恵一議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 受け入れ態勢ができて

ない状況ではやはり来ても、観光客に対しても

失礼になりますので、その案内板とかそういう

いろんな言葉も含めてこれからまずいろいろ研

修したり勉強したり対応して、インバウンド事

業がうまくいくようによろしくお願いしたいと

思います。 

  以上で終わります。 

沼澤恵一議長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午前１０時４４分 休憩 

     午前１０時５４分 開議 

 

沼澤恵一議長 休憩を解いて再開します。 

 

 

佐藤義一議員の質問 

 

 

沼澤恵一議長 次に、佐藤義一君。 

   （６番佐藤義一議員登壇）（拍手） 

６ 番（佐藤義一議員） 絆の会の佐藤義一であ

ります。おはようございます。 

  ことしも３年連続の豪雪に見舞われましたが、

市街地における道路維持、除雪には都市整備課

を中心とした職員の皆様の活躍により例年にな

く整備されているように感じました。大変御苦

労さまですと申し上げたいと思います。 

  その前に、実は先月、我が絆の会で参議院の

予算委員会を傍聴する機会に恵まれました。ち

ょうど安倍総理、麻生副総理、甘利さんと会い

まして、大変緊迫した参議院の予算委員会を傍

聴してまいりました。なれば私ども新庄市議会

もより緊張感を持って頑張りたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

  さて、質問でございますが、さきに質問して

いただきました奥山議員の発言とかなりダブる

部分がありまして、先を越された感じが否めま

せんが、一応私の質問としても御丁寧に御答弁

をいただきたいと思います。 

  さて、空き家の適正管理促進に関する条例、

通称空き家条例が本年１月１日より施行されま

したが、そのことへの効果等をお尋ねしたいと

思います。 

  昨年は空き家による隣家、道路等への不安、

相談が13件ほどあったと聞いておりますが、こ

としについてはどの程度あったんでしょうか。
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先ほど市長からも答弁ありましたけれども、改

めてお尋ねいたします。 

  また、適正化についての指示、勧告等の行政

指導はあったのでしょうか。また、あったとす

れば、その処理、結果についてもお尋ねいたし

ます。 

  また、さきには情報の交換ができないために

所有者の確認がとれていない空き家が多数ある

とのことでしたが、条例が施行された今、所有

者確認はどの程度把握されたのか、またもう少

し踏み込んで所有者の今後の所有あるいは処理

の意思確認は把握されたのかもあわせてお尋ね

いたします。 

  次に、児童生徒の通学に関してお尋ねいたし

ます。 

  スクールバス通学につきましては、まず基本

的に学校の統廃合による遠距離児童生徒の小学

生４キロ、中学生６キロが基準であるとお聞き

しましたが、ことしの冬に限らず冬期の通学は

夏期と違い危険が大変多いと思います。また、

踏み切りを越えて、また交通量の多い道路に沿

って通学せざるを得ない児童生徒を抱える集落

が多数あります。 

  とある集落から新庄小学校の正門まで、私、

自分の車でしたけれども、測定しましたところ

3.5キロありました。わずか0.5キロによって、

ある親御さんは「役所仕事ですね」と言われま

したけれども、４キロ未満ですので対象にはな

らないという考え方もわかりますが、夏場の通

学と冬場の通学は大きく違うと考えます。冬期

間についてはその基準を見直すことも必要では

ないかと考えます。夏場は緑の景色を眺めなが

らの通学も楽しいのでしょうが、冬場の白一色

の世界では、雪の吹きだまり、車のスリップ事

故、通学路沿いの並木からの落雪等、雪道での

通学は危険と隣り合わせです。その危険を避け

るため、家人、特に祖父母の送迎がふえてきて

いるようですが、スクールバスとまでは申し上

げませんが、冬期間のみでも、また朝の登校時

のみだけでもと考えている保護者が多くいるこ

とをお知りおきいただき、冬期間のみでも通学

バスの運行を考え、実現していただくことはで

きないものでしょうかとお尋ねいたします。 

  次に、住宅地における側溝管理についてお尋

ねいたします。 

  以前にも雨水側溝の管理に関して質問させて

いただきましたが、あのときは「側溝管理は地

域住民でしていただき、揚土あるいはごみ等は

市に連絡をいただければ市で回収いたします」

との回答をいただきましたが、現在も市内の住

宅地には土側溝が結構見られます。 

  私の住まう集落でも、河川愛護デーの河川の

清掃後に集落内の水路や堰を住民一同で整理い

たしております。確かに近隣住民がその水路を

利用し、田畑に使用していた時代は管理されて

いたと思いますが、その利用者が少なくなった、

また生活様式が変化してきた今日において、顧

みられない側溝、堰があることもまた事実であ

ります。夏には異臭がし、虫が発生し、生活環

境は悪くなっていきます。それは集落の管理責

任であると言うことは簡単ではありますが、市

民生活に不安を覚える現況に、Ｕ字溝を埋設す

る等の対策はとれないものかとお尋ねいたしま

す。 

  また、先ほど申し上げましたように、ことし

も雪にはみんな苦しみましたが、いつもは流れ

ている流水のある側溝が冬になると水が来なく

なる。上流でとめているのか、誰かが板を入れ

て自分たちのところにだけ流しているのだろう

かなどの苦情話をことしも何件か聞きました。

住宅地に限らず、新庄は雪を克服して生きてい

かなければなりません。昔のような水げんかで

住民感情をとがらせてはならないと考えます。

自分のところの側溝の流水はどこから来るのか、

そしてどこへ流下していくのか理解していただ

き、共有の財産である水の運用、利用を正しく
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といいますか、皆さんに利便性のある使い方を

していただきたいと考えますので、どのように

対策をとっておられるのかお尋ねします。 

  最後に、これも先ほどの奥山議員に質問され

てしまいましたけれども、インバウンド事業に

ついて提言をいたします。 

  昨年、私ども絆の会は、会派の政務視察にお

きましてインバウンド事業の先進地と言われて

いる秋田県仙北市を訪ねましたときに、報告書

に記載しましたように、英語はもちろん、ハン

グル、中国文字の説明、看板案内を何カ所かで

目にしております。 

  台湾の観光誘致に努力をしていらっしゃる中

で、ことしも旅行関係者を新庄まつり等に招待

し宣伝を広げようとする中で、受け入れ態勢を

アピールするためにも、目玉とすべき施設、市

役所、歴史資料館あるいは戸沢藩主の御廟所、

雪の里情報館等々に中国文字による案内板の設

置を考えてはいただけませんでしょうか。ここ

何年間、市内のスーパーなどで中国語を耳にす

る機会がふえております。職や学業を求めてい

らっしゃるのでしょうが、彼女らも帰国したと

きには新庄はこのようなところだと友人や家族

に話すでしょう。ローマ字の添え書きは見られ

ますが、中国文字を見ることはありません。旅

行関係者への受け入れ態勢の受けるイメージも

違うと思いますが、いかがでしょうか。お考え

いただきたいと思います。 

  以上で壇上よりの質問を終わらせていただき

ます。 

  御清聴ありがとうございます。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは佐藤市議の御質問にお答

えさせていただきたいと思います。 

  条例に基づいて市民から相談、苦情はどのよ

うにあったのかというようなことで、先ほど奥

山議員に答弁させていただきましたが、詳しく

というようなことでございますので、一部割愛

させていただくところもございますが、寄せら

れたのは42件の苦情であると。区長や議員を通

しての数もございますが、ほとんど空き家の隣

家や近隣の方で、御近所であっても連絡先がわ

からないというケースが多いようでありました。

市といたしましては早急に現地確認し、通報者

の話を聞きながら、危険性を確認するとともに、

空き家実態把握の調査情報や税務課の所有者情

報をもとに所有者の連絡先を聴取し対応してき

ております。 

  所有者が判明したのは38件、残る４件のうち

２件は相続放棄されており、未登記家屋であっ

たり、空き家となって相当の年月が経過してい

るため、現段階で所有者がわからないというも

のが２件ございます。 

  所有者が判明した38件のうち所有者が雪おろ

しなどの対応を行ったケースが22件、市が道路

に落雪した雪を緊急的に排雪したケースが３件、

残る対応を行わないというケース13件につきま

しては、危険性が低いので状況を見送ることに

したということであります。 

  連絡がとれたケースにつきましては、所有者

の多くの方が雪おろしなどの対応を行うという

回答でございましたが、高齢者であったり、施

設に入っていて自分では対応できない、費用的

な面で対応が難しい、相続放棄されている、相

続人がいるが連絡がとれない、自分で言えない

ので市で言ってほしいなど、そのケースは多岐

にわたっております。その都度試行錯誤しなが

ら対応しているのが現状であります。今後は整

理を行いながら次年度の対応指針を協議してま

いりたいと思います。 

  空き家条例の成果といたしましては、こうし

た所有者の判明であるとか今後の対応、どのよ

うな形に進めていくかという課題が浮き彫りに

なったということでは大変効果的であったとい
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うふうに思っています。 

  条例に基づく指導などの件についてですが、

今回の豪雪において近隣の苦情などにより公道

や近隣家屋への被害が切迫しており、口頭の指

導などにおいても処理がなされないもの２件に

ついては条例に基づく指導文書を送付しており

ます。全体的な指導、勧告の基準としては、空

き家等判定会議により審査された個々の老朽危

険度を参考にしたいと考えております。 

  昨年夏の調査などで判明した387件について、

附属する小屋、車庫なども含め現地調査を実施

しましたが、その調査において個々の空き家を

国の空き家に係る老朽危険度調査基準で４つに

区分し、その調査データをもとに宅建業界の会

員とともに６回にわたる空き家等判定会議を開

催し、４つの老朽危険度ランクの判断や今後の

方向性について審査してまいりました。 

  今後は、屋根雪などで課題が大きい空き家と

老朽危険度が高いと判断された空き家について

整理を行いながら、条例に定める指導、勧告な

どの対応を協議していきたいと考えております。 

  ３番目の質問にある所有者確認については、

税務課の所有者情報をもとに調査を行い、１月

中旬、空き家に係る意向調査書を発送したとこ

ろであり、返信のない約120件については２月

28日付で再度意向を確認しているところであり

ます。意向調査の内容につきましては、現在の

管理状況と今後の空き家の利活用等を中心にお

聞きしていますが、所有者、相続人にかかる電

話等の緊急連絡先を記載していただくとともに、

屋根雪等の処理について業者を紹介しながら空

き家の適正管理を促しております。 

  なお、送付しましても転居や死亡により送達

されない場合は、本籍地の市町村へ戸籍、現住

所の照会をし、必要に応じて判明した相続人の

戸籍を照会の上、現住所地を確認するなどの作

業を行っており、全容を把握するにはまだ時間

を要する状況となっております。 

  また、中には相続人が判明しても相続放棄し

ている旨の回答などもあり、危険性が大きく伴

うと判断された場合には連絡先を承知するため

家庭裁判所へ照会も行っております。 

  空き家等の適正管理の促進に関する条例は１

月に施行したばかりですが、制定前に３回にわ

たり市報に空き家の適正管理に関する特集記事

を掲載したことにより、自主的解体が34棟、再

利用が図られたものが21棟ありました。この55

棟分は今回の附属家なども含めた全調査対象

469棟の12％ほどとなります。また、屋根雪へ

の苦情に対し市が連絡先を調査し解決が図るこ

とができたケースも多々ありましたので、空き

家の適正管理に係る意識づけの促進には大きく

つながり、今後とも浸透が図られていくものと

思われます。 

  通学バスの運行につきましては、教育長に答

弁させますので、よろしくお願いいたします。 

  次に、土側溝の質問でありますが、住宅地内

の土側溝の解消に向けての考え方ということで

ありますが、市道の側溝のほとんどがＵ字溝整

備されていますが、昔からの水路で道路法や河

川法などの管理に関する法律の適用を受けない

もの、いわゆる法定外公共物の側溝の整備かと

思われますが、地方分権の推進を図るため、今

まで国の財産であった水路が平成17年３月末ま

でに市町村に譲与されました。これにより財産

管理、機能管理など、以前は県で行っていまし

たが、現在は市が行っております。しかし、全

ての法定外公共物を維持管理していくことや改

修することは予算や人員の面からも困難であり、

譲与を受けた土地については市が所有者となり、

管理は沿線の町内など、または利用者、関係者

にお願いせざるを得ない現状であります。 

  夏には異臭や虫が発生し、生活環境が悪くな

っていることも認識しており、このようなケー

スが最近特に多くなってきております。御提言

であるＵ字溝の埋設等も方法の一つとして視野
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に入れながら、害虫等の駆除や生活環境の改善、

後方地域の皆様や衛生組合長などと相談しなが

ら解決策を検討してまいりたいと考えておりま

す。 

  次に、冬期側溝の水についての御質問であり

ますが、冬期側溝の不安定な流水の原因は自然

取水されたものが複数経路により導かれ、気温、

降雪量の自然条件や経路途中における落雪など

から閉塞し、必要とされる地域に到達していな

い状況も考えられます。夏期の流水については

農業用水利権等の縛りもあり大きく変動しない

ものの、冬期においては少ない水のために御指

摘のように上流域での利用にとどまる水利も多

く存在いたします。今後、流雪溝整備の完了し

た地域においては最上川の水を送る導水施設整

備により安定的に水利用ができるよう進めてま

いります。 

  地域への流水の説明につきましては、問い合

わせのあった箇所ごと可能な範囲で現地を確認

し、説明をさせていただいています。今後にお

いても同様に対応してまいりたいと考えており

ますので、よろしくお願いいたします。 

  最後に、インバウンドに対する提言、先進地

の仙北市等のお話をいただきましたが、インバ

ウンドにつきましては非常に重要な誘客市場と

捉え、昨年度より実行委員会を設置し、ＰＲを

開始いたしました。昨年の新庄まつりに合わせ

て台湾の旅行エージェント及び大手新聞社記者

３名を招聘、当地域の視察をしていただきまし

た。また、６月に台湾の次に誘客対象となる韓

国と香港にて開催された旅行博と商談会及び中

国ハルビンで開催された山形フェアへ参加し、

さらに10月に開催された台北国際旅行博と現地

旅行会社との商談会へ参加し、地域をＰＲして

まいりました。今後はＰＲを充足させるととも

に、訪れた外国人に優しい地域となるよう受け

入れ態勢の整備も行っていかなければならない

と考えております。 

  既に市の観光パンフレットは韓国語版と中国

語繁体字版を作成し、旅行博などで活用してお

ります。また、最上地域雇用創造推進協議会が

作成いたしました指さし対話カードや最上地域

の観光パンフレット「あがらしゃれで最上」の

英語、韓国語、中国語簡体字、中国語繁体字表

記版の活用を進めております。そのほか御提言

いただきましたように、日本語、英語、韓国語、

中国語、中国語繁体字の５カ国語表記の案内看

板の設置や施設内の表記についても多言語化し

ていきたいと思っております。 

  看板等の設置場所については、その効果を考

慮しながら、ゆめりあや新庄ふるさと歴史セン

ター、松尾芭蕉関連の史跡などへの順次設置を

考えております。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

沼澤恵一議長 教育長、武田一夫君。 

武田一夫教育長 通学バスの運行について、私の

ほうからお答え申し上げます。 

  御質問の基準の見直しと冬期間の運行でござ

いますが、教育委員会では平成17年３月に策定

された新庄市長期教育プランに基づき、今後に

おける安全通学のあり方について同年９月にＰ

ＴＡ役員や学校長をメンバーとした安全通学プ

ラン検討委員会を組織し、基本的な理念や方向

性、施策の展開等を検討していただきました。

その検討成果として、平成19年２月に新庄っ子

の安全安心通学プランが答申され、現在ではス

クールバス６台を運行するまで地域拡大に取り

組んでまいったところであります。 

  プランでは、学校統廃合を要件とするスクー

ルバスのほかに、距離的には小学校おおむね３

キロメートル、中学校５キロメートルを目安と

して、通学条件が厳しく、将来的に通学用バス

等の必要な地域が検討されました。検討地域と

しては小学校と中学校合わせて20地域ほどとな

っておりましたが、山屋や前波、福宮など解消
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された地域もございます。平成27年４月には萩

野地区に小中一貫教育校が開校し、スクールバ

スを３台運行する予定でありますが、その時期

をめどにいわゆる通学用のバスを走らせる検討

を進めているところであります。 

  また、冬期間の運行については、通学条件の

厳しいところについてあわせて検討してまいり

たいと考えておりますので、御理解のほどよろ

しくお願いいたします。 

６ 番（佐藤義一議員） 議長、佐藤義一。 

沼澤恵一議長 佐藤義一君。 

６ 番（佐藤義一議員） 丁寧な御答弁、市長、

ありがとうございました。同じような話を二度

させまして、申しわけございません。 

  あえて質問させていただきます。 

  けさの山新に、山形市の花小路という、昔、

色街だった町の空き家の店舗から、屋根から雪

が落ちてきて道路を塞いだと、写真も載ってい

ましたけれども。その中で、山新の講評の中で

は、各市町村、その中に新庄市の記事も載って

ましたけれども、各市町村で空き家条例を制定

はしているけれども、市民に対する認知度がま

だ低いのではないかという、記事の最後、文末

にありましたけれども、それについては新庄市

においては先ほど市長も３度ほど市民に周知し

てあるので浸透していると判断しているという

お話ありましたけれども、それらについて周知

度は満足、満足という言葉が適当かどうかわか

りませんけれども、周知されているというふう

に考えてよろしいでしょうか。 

坂本清一環境課長 議長、坂本清一。 

沼澤恵一議長 環境課長坂本清一君。 

坂本清一環境課長 先ほど市長のほうからも答弁

ありましたとおり、市報等で、あるいは区長さ

んのほうに文書で条例の制定、その内容等につ

いて周知を図っているところでございますけれ

ども、施行して今月で３カ月目になりますけれ

ども、実際の雪等の危険性云々等で初めてその

内容を知った方もおられる状況にあります。そ

の面では完全にというふうなことは言えないか

と思いますけれども、ある程度周知されたのか

なというふうに思っておりますし、今後も雪だ

けでない、さまざまな問題、これから雪解けた

後も被害的な要素は多分にありますので、周知

そのものは継続してまいりたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

６ 番（佐藤義一議員） 議長、佐藤義一。 

沼澤恵一議長 佐藤義一君。 

６ 番（佐藤義一議員） どうもありがとうござ

います。 

  先ほど処理した件数が２件ほどありましたと。

これは費用については、所有者の確認をもらっ

て当然したと思うんですけれども、費用につい

ては市で立てかえあるいは本人負担、一時的に

は市から話行くので、業者に回ってくると思い

ますけれども、費用についてはどうなさいまし

たでしょうか。 

坂本清一環境課長 議長、坂本清一。 

沼澤恵一議長 環境課長坂本清一君。 

坂本清一環境課長 これまで対処した応急措置の

件数については、先ほど奥山議員のほうの質問

にもありましたとおり２件対処しております。

２件のうち１件については相続放棄をしている

というような現段階の情報をもとに緊急性が高

いというようなことで対処した事例が一つでご

ざいます。あともう一つについては、所有者は

判明しておりますが、電話等での対応の段階で

は本人とお話しすることができない状態での対

処でございます。当然所有者が判明している限

りは所有者のほうに請求いたしますし、また相

続放棄したというふうなものにつきましても、

その内容が真実といいますか、現状ではどうな

っているのかをさらに調査した上で、ただ最終

的に所有者が判明しないということであれば請

求先が特定できませんので、最初から放棄とい

うようなことはありませんけれども、最終的に
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は市のほうで負担せざるを得ない事態もあろう

かと思います。 

  なお、これまで２件で費用的な面では７万

8,500円ほどの経費がかかっております。なお

この作業については新庄建設クラブの皆さんの

多大な御協力をいただいております。以上です。 

６ 番（佐藤義一議員） 議長、佐藤義一。 

沼澤恵一議長 佐藤義一君。 

６ 番（佐藤義一議員） 釈迦に説法するような

話をしますけれども、相続放棄という言葉がさ

っきずっと出てますけれども、相続放棄という

のは相続登記をしてないから相続放棄ではなく

て、相続権が発生して90日以内に相続放棄の手

続をとらないと相続権は発生するわけですね。

相続放棄という言葉が、ただ「俺要らねわ」

「そんなもん要らねよ、そんな財産」と言って

「私は相続登記をしてないだけですよ」という

ことと混同はしてらっしゃいませんよね。 

坂本清一環境課長 議長、坂本清一。 

沼澤恵一議長 環境課長坂本清一君。 

坂本清一環境課長 確かにさまざまな法的な解釈

等もございますようです。確かにそういうふう

なことで現状ではそういうふうな状況であると。

ただし緊急に対処しなければならないというこ

とで対処した事例でございまして、その後もそ

の所有者については放置することなく所有者が

いないのかということは調査を継続してますし、

あと事例によっては裁判所等への照会を踏まえ

た上で調査を継続していきたいというふうに考

えています。 

６ 番（佐藤義一議員） 議長、佐藤義一。 

沼澤恵一議長 佐藤義一君。 

６ 番（佐藤義一議員） わかりました。釈迦に

説法のような話で申しわけございません。 

  ただ、最後に、空き家条例に関して最後の質

問をさせていただきますけれども、これからま

だまだ３月、さっき市長もおっしゃいましたけ

れども、３月以降になって雪解けが本格的に始

まってきたときに、さらに被害が発生する場合

が想定されるわけです。どうしようもなくて、

今みたいに７万8,500円の金を使わざるを得な

かったような状況ありますよね。空き家の雪の

撤去とかそういうことに関して、きのうの市長

のお話では災害救助法の適用は、申請は見送っ

たという話だけれども、そういうものに関して

災害救助法の適用はなされるんでしょうか。範

囲かどうか教えてください。 

坂本清一環境課長 議長、坂本清一。 

沼澤恵一議長 環境課長坂本清一君。 

坂本清一環境課長 災害救助法の絡みでございま

すけれども、空き家についても適用はできます。

ただし、要件的なものがございまして、災害救

助法で対処すべき件数が空き家以外のやつで５

件以上なければ災害救助法の申請は決定されま

せんので、そちらとあわせた上での判断をする

必要がございますし、また対応についても必要

最低限度というようなことでの要件、あるいは

空き家だけじゃなくて、要は空き家に伴う近隣

の方の被害が、危険性が明らかであることなど

の要件があれば対象にはなるというふうな判断

基準で示されております。 

６ 番（佐藤義一議員） 議長、佐藤義一。 

沼澤恵一議長 佐藤義一君。 

６ 番（佐藤義一議員） 対象の範囲になるとい

うことですね。わかりました。ありがとうござ

いました。 

  それから、空き家に関してはこれで終わりま

すけれども、先ほど条例をつくった成果はあっ

たと市長から答弁をいただきまして、主張して

きた者としては大変ありがたく承りました。こ

れからますますそういうものが出てくると思い

ます。こういう条例に基づいてやっていこうと

いう姿勢が市民に伝わっていけば、市民も協力

してくれるんじゃないかと思います。 

  続きまして、通学についてお尋ねいたします。 

  先ほども申し上げましたが、最近、遠距離通
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学、また風雪により通学が困難な児童生徒のた

めに家族による送迎がふえておりますが、家族

が迎えに来られない子供たちもいるわけです。

そういう子供たちは非常に不公平感を持ちます。

また、私どもも同じ集団下校、登下校をしまし

たときに、「あの雪道を６年間お互い通ったよ

な」という会話があるわけです。そのような連

帯感の欠落にもつながると思います。また、迎

えの家族が来られない子供もいるわけです、遠

距離で。そういう子供は、極端な話ですけれど

も、１人で遠距離を歩いて帰ることもある。例

えば迎えにきてくれるお母さん、私の家の前は

学校なもんですからよく話をするんですけれど

も、かわいそうだけれども、こういう時代だか

ら、よその子供を乗せていけないと、事故があ

ったときに責任の所在ということもあるので。

そういう話を聞いて、学校の先生方、現場のこ

れは先生の話です。遠くの集落から通っている

子供が１人で、車来られないんで、１人で歩い

ていかなきゃならない、そっちのほうを非常に

憂慮する、心配するという話です。確かに前、

御相談差し上げたときに、27年の小中一貫校の

開設に合わせて検討したいということですけれ

ども、小さな子供を持っている親は切実だと思

うんです。ことしやってくれとは言わないけれ

ども、来年度以降どうにか考えてもらえないか

という話が各小学校の評議員会等でも出されて

おりますので、教育長、ぜひもう一度再考して

いただけませんでしょうか。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 議長、柿崎憲

一。 

沼澤恵一議長 教育次長兼教育総務課長柿崎憲一

君。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 通学環境が厳

しい中での対応についてどうするのかというふ

うな御質問でございますけれども、現実に冬期

間でございますが、例えば昭和地区、塩野地区

におきましては通学距離的には要件にはならな

いわけですけれども、一部負担をいただきなが

ら冬期の往路を委託で走らせているという状況

がございます。現在の少子化の状況の中では、

やはり１人で通学しなければならないとか送迎

について家族で対応できない部分等があるかと

思います。そのようなところについては、今、

議員もおっしゃいましたけれども、27年４月を

めどに総合的に勘案していきたいなというふう

に考えております。 

  なお、昨年度と今年度、スクールバスを更新

しております。この更新した旧スクールバスに

つきましては、現在、耐震化事業をやっており

まして、その関係で中学校の授業等々の送迎に

活用しております。26年度までそれが終わりま

すので、27年度以降についてはそこの部分につ

いてその車両を活用して実施してまいりたいな

というふうに思っております。 

  なお、このスクールバスの運行につきまして

は、地区から保護者の方が出ていただきまして

協議会をつくっております。今、議員がおっし

ゃったような要望等がもし強くなってくるとす

れば、実施的なものも考えながら検討してまい

りたいというふうに思いますので、御理解のほ

どよろしくお願いしたいと思います。 

６ 番（佐藤義一議員） 議長、佐藤義一。 

沼澤恵一議長 佐藤義一君。 

６ 番（佐藤義一議員） ぜひ27年と言わずに、

要望が強ければということではなくて、行政が

市民に対して手を差し伸べるという方向、して

くれと言ったからするんだということではなく

て、こうあったら便利じゃないですかという手

を差し伸べるというスタンスも必要じゃないか

と思います。現に子供を送ってきて、親が車を

とめた。交通ルールに詳しくない子供は後部座

席で右側をあけてしまった。想定できますよね。

後続車がぶつかってしまう、こういう事故もあ

るわけです、通学の中で。ですから、少子化で

子供が少なくなっていく中で、親が送迎できる
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という状況は、それがあるからいいんだという

考え方をしないで、そういう事故を少なくしな

きゃいけない。 

  ただ、今、柿崎次長が27年度と言わず要望が

あれば前倒しで考えたいということで前向きな

言葉いただきましたので、それは検討していた

だきたいと思います。 

  最後になりますが、インバウンド事業につい

て提言という形でお話をしましたが、私ども、

先ほど申し上げましたが、絆の会で秋田県を政

務視察させていただいたときに、アメリカの旅

行者に会いまして、非常にブロークンな英語で

したけれども、写真を１枚撮らせてくれないか

という話をしましたら、すごいリラックスして

撮らせてくれました。その写真は政務報告書の

中に森議員と一緒に写っているアメリカ人の写

真を添付させてもらってますので、もしあれで

したらごらんいただきたいと思います。 

  そのアメリカ人が言うには、見知らぬ日本人

から声をかけられても全然リラックスしてる、

緊張感がない。それはなぜかという話をしまし

たら、どこに行っても英語の案内板があると、

我々の母国語である英語でちゃんと書いてある、

トイレもあるし、ここは何ですよというように

書いてあると。やはり我々は敬遠されていない、

歓迎されているんだという実感を持つというこ

とです。海外旅行して一番困るのはやはり会話

です。しかし、母国語での案内板や説明がなさ

れてあれば、私たちは歓迎されていると思う、

すごいリラックスできる。ですから、ターゲッ

ト、今、市長がおっしゃいましたように、台北

から始まって北京までターゲットとする相手国

の文字による案内板の設置をぜひお願いいたし

まして、最後に、この３月で退職される職員の

皆様には長い間御苦労さまでしたと申し上げて、

質問を終わらせていただきます。 

  終わります。 

沼澤恵一議長 ただいまから１時まで休憩します。 

 

     午前１１時３２分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

沼澤恵一議長 休憩を解いて再開します。 

 

 

小嶋冨弥議員の質問 

 

 

沼澤恵一議長 次に、小嶋冨弥君。 

   （１１番小嶋冨弥議員登壇）（拍手） 

１１番（小嶋冨弥議員） 御苦労さまです。 

  議席番号11番、絆の会の小嶋冨弥であります。

ひとつよろしくお願い申し上げます。 

  「冬来りなば春遠からじ」、そんな思いで過

ごした市民生活も心なしか春らしくなったきょ

う３月定例議会、一般質問初日、午後の睡魔に

誘われることのないように頑張って用意した質

問をしてまいりたいと思います。よろしく御答

弁のほどお願い申し上げます。 

  それでは発言通告に従ってお伺いいたします。 

  まず初めの発言事項の市政執行についてであ

ります。多岐にわたっておりますので、①から

順にお聞きいたします。 

  政府は、緊急経済対策を盛り込んだ総額13兆

1,054億円、大型補正予算を政府の原案どおり

１月26日、参議院本会議で成立いたしました。

補正の内容は、申すまでもなく東日本大震災の

復興、防火対策、復興加速に１兆5,865億、事

前防災・減災などに２兆2,024億円、成長によ

る富の創出に３兆1,373億円、内訳は民間投資

の喚起による成長力強化に１兆7,862億円、中

小企業小規模事業所、農林水産業対策費9,459

億円、企業の海外展開支援に1,390億円、人材

育成雇用対策に2,662億円、また暮らしの安

心・地域活性化に３兆1,024億円、内訳は暮ら

しの安心に7,789億円、地域の元気臨時交付金



- 74 - 

の創設に１兆3,980億円となっております。 

  市としては、これらの大型の補正をどのよう

に予算編成を図られたのか、まずお尋ねするも

のであります。 

  次に、②の質問であります。 

  昨年の衆議院選挙で政権交代がなされました。

そこで安倍政権になり、景気のてこ入れ、デフ

レ脱却、すなわち「アベノミクス」、財政出動、

金融緩和、成長戦略の３本の矢として92兆

6,000億円の一般会計予算を閣議で決めました。

地方公共団体の自治体の運営もこれらの計画に

沿うことになるわけですので、当初の予算案は

これらをどう判断し、健全な市政運営を図られ

るのかをお聞きするものでございます。 

  次に、③の政府の地方公務員の給与削減方針

の決定について、市の考えをお伺いいたすもの

であります。 

  国家公務員人件費は、東日本大震災の復旧財

源に充てるために給与を平均7.8％減額する特

例措置や退職手当の引き下げ、前年比総額の

４％削減を組み込みました。地方公務員も年度

初めの４月からでなく７月に先送りの方向で財

務省は調整を進めておるとしておりますが、ま

ず市としては職員の給料削減についてどう図る

のかをお尋ねするものであります。 

  次に、④の行政力の強化についての質問でご

ざいます。 

  全国において平成13年１月26日時点で自治体

の市町村は3,447でございました。その後、平

成の合併がなされ、ことしの１月１日現在、市

が789自治体、町が746自治体、村が184自治体

の合計で1,719の自治体となりました。それら

の地方公共団体は住民の福祉の増進を図ること

を基本とし、地域における行政を自主的かつ総

合的に実施する役割を広く担うのであります。 

  それらにおける一つとして、情報の発言力も

必要であります。全国で1,719の自治体は地域

の活性化や町おこしに食べ物や漫画やアニメで

観光誘致に知恵を絞っております。すなわち地

域間競争であると思います。 

  今、ブームになっておるゆるキャラを大々的

に生かす考えを提案いたすものであります。こ

としの市民の集いに冨樫義博さんのデザインの

「かむてん」が参加しておりましたが、各地の

取り組みに対して売り込み、ＰＲは不足してい

るのは否めません。 

  何といっても今や熊本県のゆるキャラ「くま

モン」、その関連商品が何と昨年の１月から６

月までの売上高が118億円以上になったと熊本

県は昨年12月15日に発表いたしました。この許

諾は熊本県に権利があるので、県の許諾を受け

た1,579業者を対象に調査し、回答のあった674

業者の売り上げを合計した数字であります。商

品の内訳は、食品が98億9,300万円と大半を占

め、グッズが11億9,100万円となっているそう

です。2011年度の通年の関連商品の売り上げは

25億円、約半年で前年１年分の５倍を超えたわ

けであります。さらに、後半になればこれ以上

の売り上げがあると予想されます。許諾を受け

た業者を対象に売り上げの効果を聞いたアンケ

ートでは、「大きな効果があった」が32％、「一

定の効果があった」58％で、合わせると90％が

効果があったとあります。県では１円のロイヤ

リティーもないそうです。 

  また、全国865体のゆるキャラが参加し、ネ

ットで投票する「ゆるキャラグランプリ」に県

内からは７つの団体が参加したが、総じて全国

の厚い壁にはね返されて、山形市の「はながた

ベニちゃん」が108位と昨年暮れの12月30日の

山形新聞で報じておりました。山形市のほか県

内参加は寒河江市の「チェリン」、米沢市の

「かねたん」、朝日町「桃色ウサヒ」、酒田市

「まめうさ」、長井の「バーニック・ナガイ」、

金山町の「米の娘ちゃん」です。米沢の「かね

たん」以外イメージがわかりませんが、取り組

む姿勢には感心いたします。 
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  私は平成22年の３月定例会においてゆるキャ

ラの作製創出を提案いたしましたが、議論の中

で新庄市の情報を全国に発信するということ、

この「かむてん」を一層活用するか、また新た

なキャラクターを創造していくのか、今後の議

論の分かれるところであり、いずれにしても魅

力の発信をしていかなければならない、このよ

うなやりとりをいたしたわけですが、今や町お

こしのイメージキャラクター「かむてん」をも

っとメジャーになるように取り組み、行政力の

強化の一つに考えてはいかがでしょうか、それ

についての質問でございます。 

  次に、⑤についてであります。 

  申すまでもなく、市の職員は行政執行の原動

力で、その一人一人が市の執行機関を構成する

重要な人材であり、また市民の一員である自覚

を持ち、市民の声を聞き、市民の立場を考え、

創意工夫をしながら職務を遂行いたすわけであ

ります。そのため、職員は常に職務に強い問題

意識を持ち、行政全般にわたる知識を蓄えるよ

うにしなければなりません。さらに、みずから

資質向上しなければなりません。市の職員意識

向上力は市民にも伝わります。市民生活の安全

安心の窓口である職員のスキルアップをどう展

開いたすのかお聞きいたします。 

  次に、⑥の行政と議会は車の関係に捉えられ

ますが、情報の共有化を図り、メール等を活用

し、議員に積極的に配信し、信頼の構築を進め

ることについてであります。 

  情報の伝達進歩はどんどん進んでおります。

私が申したいのは、市では非常に多くの情報が

あるわけですが、全ての情報をメールで提供申

し上げるのでなく、例えばことしのような大雪

の場合、１月18日は雪害対策連絡会議を設置し

ましたとか、１月29日は最上川から取水し河川

に放水をしたなどと、そのようなことからでも

メール発信してはいかがでしょうかとの提案で

ございます。もちろん希望する方にですけれど

も、市民の負託を受けた議員としてこれらの情

報を市民の方々にも伝達がタイムリーにできる

と思います。新しい情報の提供方法を考えては

いかがでしょうか、御所見をお伺いいたします。 

  ⑦につきましては、２月25日の全協でお聞き

いたしましたので取り下げます。公共団体同士

が６年間も裁判で争ってきた司法機関である裁

判所の判断を真摯に受け、終息したいとしたこ

とですから、質問を取り下げたいと思います。 

  次に、新庄まつりについてであります。新庄

まつり百年の大計の第３期計画の進捗状況とそ

れらの具現化について質問であります。 

  昨年の全協で第３期設定につきお聞きいたし

ました。昨年６月より本年２月末まで幾多の会

議を経てまとめた策定委員並びに事務局の皆様

方に敬意と感謝を申し上げます。 

  祭りも時代とともに変化していくのですが、

祭りのルーツをしっかり認識し、飢饉によって

亡くなられた方々の霊を弔い、しかも世直し、

五穀豊穣と地域の発展を願って連綿とつないで

きた先人の思いも忘れてなりません。 

  第３期の計画は、１期、２期の課題を解決さ

れず、継続の部分が多く見られ、これからが課

題解決の正念場ではないでしょうか。そこで、

第３期の基本目標、「人」、市民意識の高揚、運

営組織の強化と担い手の確保、「財」、財源の確

保と財政基盤の安定、「技」、技術と祭り文化の

伝承を期間中にこれらの目標をどう具現化いた

すかお尋ねするものであります。 

  発言事項３番目の新庄市民歌についてお伺い

いたします。 

  申すまでもなく、この市民歌は、昭和24年、

山形県で５番目、全国で229番目の市として誕

生したときに制定された歴史のあるものであり

ます。当時の人口は３万965人でありました。

当時の記録を見ますと、記念式典に向け新興都

市の象徴となる市民歌と市標を山形新聞社と市

が共催して募集、市民歌には県外から31編を含
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む271編の歌詞の応募があり、審査の結果、山

梨県から応募、安藤壮一さんの作品が入選し、

作曲はスポーツ県民歌を作曲した古関裕而氏に

依頼し、５月１日、祝賀式典を行い、その折、

今の新庄南高、当時の第二高校の生徒の合唱に

より市民歌が発表されたとあります。 

  作曲者の古関裕而さんは福島県の出身で、数

多くの曲をつくり、「鐘の鳴る丘」「君の名は」、

早稲田大学の「紺碧の空」、読売巨人軍「闘魂

こめて」「東京オリンピックマーチ」と数多く

の曲を残した方で、昭和44年に紫綬褒章、昭和

54年、福島市名誉市民第１号となり、平成元年、

80歳で亡くなられましたが、このような偉大な

方の作曲した新庄市民歌は市民の誇りでもある

わけです。 

  この誇れる市民歌を当時の新興都市を飛躍せ

んと意気込みを後世に伝えていくことも大切で

あり、市民歌を愛することも市勢発展につなが

るのではないでしょうか。多くの市民の方に理

解と普及を喚起し、そこから郷土愛を育てる一

つのツールとして市民歌の広がりを図ってはい

かがでしょうか。また、ふるさと教育の一環と

して、私立、市内公立の小中学校で市民歌の指

導を徹底してはいかがでしょうか。 

  昨年、明倫中学校の卒業式で全校生徒が市民

歌を合唱しました。すばらしく感動いたしまし

た。新庄中学でも披露したと聞きました。新庄

市の教育は命の尊厳を捉え、心の教育をしっか

り育ててきたわけです。これらも心の教育の一

つではないでしょうか。 

  以上、これらについての御所見をお伺いいた

します。 

  終わりに、この３月をもって退職なされる職

員の方々にはお世話になりました。人生の大半

を市民のために職務を遂行してまいりました議

場の課長さん、真摯な議論をさせていただきま

した。時には熱い思いも展開しました。それは

個人の否定、肯定でもなく、お互いによりよい

市政発展以外の何物でもないからであります。

退職後も健康に留意し、長年の経験をもとに大

所高所より新庄市のためお力をいただければあ

りがたいと思います。 

  以上で壇上からの質問といたします。 

  御清聴感謝申し上げ、御答弁のほどよろしく

お願い申し上げます。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは小嶋市議の御質問にお答

えさせていただきます。 

  第１点目の御質問についてでありますが、先

般の政権交代後、安倍政権におきまして１月11

日に閣議決定されました日本経済再生に向けた

緊急経済対策に基づいたこのたびの国の第１号

補正予算につきましては、事前防災・減災等関

連経費２兆2,000億円や成長による富の創出関

連経費２兆7,000億円、暮らしの安心・地域活

性化関連経費３兆1,000億円を中心とし、総額

で10兆2,000億円の増額補正予算となっており

ます。 

  この補正予算に基づく補助制度や地方債につ

きましては当初予算に基づくものよりも有利と

なることから、本市におきましても国の補正予

算に呼応した予算の補正を昨日の第９号補正予

算において提案させていただきました。 

  内容といたしましては、重複しますが、Ｊア

ラート受信機と連携した緊急速報システムの構

築や市庁舎を初めとする６施設の耐震診断、新

庄中学校体育館改築事業、荒小屋泉田線道路整

備事業、ロータリー除雪車購入など15件で、総

額にして２億6,734万7,000円となります。 

  また、今回限りの特別措置として、国の補正

予算に呼応して追加された公共投資の負担額に

応じて配分され、地域経済の活性化と雇用創出

を図るための地域の元気臨時交付金が交付され

ることとなりますが、今後国において各地方公
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共団体の予算措置状況を確認した後に交付限度

額が決定することとなるため、現金交付が４月

以降となる模様であることから、本市におきま

しては平成25年度の補正予算において対応する

こととしております。 

  次に、安倍政権における本市の予算の方向性

についてでありますが、本来次年度の当初予算

を編成する際には、毎年12月中に国が示す地方

財政対策において次年度の地方交付税や臨時財

政対策債などの方向性が示され、これに基づい

て歳入予算を見込み、歳出予算を組み立てるこ

ととなります。しかしながら、昨年12月の政権

交代直後に緊急経済対策の方向に力が注がれた

ことにより、地方財政対策につきましては１月

29日に大幅におくれての閣議決定となりました。

この時期には既に編成作業も完了する予定とな

っていたことから、当初予算の編成当初から地

方財政対策のおくれを見込み、県との連携のも

とに地方財政対策の方向性を探るための情報収

集に努め、最終的には地方財政対策の閣議決定

後に調整を図った上で当初予算案を編成してお

ります。 

  予算の執行におきましても、現政権において

決定された平成25年度の方向性に配慮しつつ、

財政健全化の推進の中、これまで以上に節減の

意識を持つとともに、市民生活の向上に資する

ことの基準に関し、その優先度や緊急度、また

政策的意図の観点から実施判断を行い進めてま

いることが適切であると考えております。 

  次に、政府の公務員の給与削減方針について

の本市の考え方でありますが、１月24日、公務

員の給与改定に関する取り扱いについて閣議決

定されました。この中で、東日本大震災を契機

として防災・減災事業へ積極的に取り組む必要

があること、また長引く景気の低迷を受け、一

層の地域経済の活性化を図ることが喫緊の課題

となっているため、平成25年度における地方公

務員の給与について、国家公務員の給与の改定

及び臨時特例に関する法律に基づく国家公務員

の給与減額支給措置を踏まえ、各地方公共団体

において国に準じて必要な措置を講ずるよう要

請されたものであります。 

  国家公務員の給与減額支給措置の主な内容で

ありますが、平成24年４月から平成26年３月ま

で、一般職については俸給月額の平均7.8％減

額や管理職手当の比率を10％減額など、また特

別職については国務大臣クラスで俸給月額20％

減額などとなっております。 

  これまでの本市の行財政改革の取り組みであ

りますが、組織のスリム化と効率化を進め、新

庄市定員管理計画に示した平成26年４月におけ

る職員数300名以下という目標を昨年４月の職

員数298名と２年前倒しで達成し、この10年間

で104名、約26％減少しております。また、給

与につきましても、一般職については現在管理

職手当を一律20％削減しており、また期末勤勉

手当の支給月数も国家公務員3.95月に対し本市

は3.75月と少ない状況であります。これら削減

措置は４月以降も継続していきますし、また私、

副市長、教育長の給与減額措置も本定例会へ条

例改正案を上程しましたように４月以降も継続

してまいる意向であります。 

  なお、参考までに申し上げますと、本市の一

般職の給料を国家公務員の給与削減措置前の給

料と比較した場合、ラスパイレス指数は98.3と

国家公務員より低い数字にあります。また、ラ

スパイレス指数は給料月額を比較する指標であ

り、本市が実施している手当の削減措置は反映

されておらず、これを加味するとさらに低い水

準にあるものと考えられます。 

  今後の給与の削減につきましては、これまで

の本市の行財政改革などの取り組み状況を踏ま

え、また県や他市町村の動向を勘案しながら対

応してまいりたいと考えております。 

  次に、地域情報の発信でありますが、議員が

おっしゃるとおり、地域情報の発信は十分大切
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であるというふうに認識しております。いわゆ

る全国的にも今ゆるキャラブームが確かに起き

ておりまして、情報発信にとどまらず経済的な

効果も相当大きなものとなってきております。

質問の中に熊本の「くまモン」、118億円の効果

があったということがありました。これは大変

な戦略性をもって進められているというふうに

認識しております。その登録業者からは無料で

「くまモン」の情報発信をしていただき、また

要請のあったところには熊本県がみずから出て

いって宣伝をするといったようなことで、大変

な効果があると。経済界からも一つの手法とし

て評価されているというふうに私も認識してお

ります。 

  当市におきましては、平成６年に新庄出身の

漫画家冨樫義博氏に依頼をしてイメージキャラ

クター「かむてん」を制作していただきました。

以来、グッズ、菓子、商店街フラッグ、御当地

ナンバー、各種イベントへの「かむてん」着ぐ

るみの出演など新庄市のいたるところにおいて

ＰＲ素材として活用してきております。しかし、

全国的な認知度等を考えますと弱い感じがする

のも否めないと思っております。 

  今後は有効な活用策をさらに探っていきたい

と考えておりますが、今年度、当市で行ってお

ります新庄市職員自主研修研究活動助成事業に

おいて、若手職員グループが冨樫義博作品によ

るまちづくり検討委員会を組織し、先進地視察

や活用検討会を行っているところであります。

そのあたりを起点といたしまして、冨樫義博氏

に協力を依頼することを視野に入れながら、幅

広い層を結集して構想を練っていき、平成25年

度以降、「かむてん」の商標登録も含めた形で

地域おこしに積極的に活用していきたいと考え

ております。 

  次に、職員のスキルアップについてでありま

すが、先ほどの情報発信など行政力の強化に関

する質問にも関連してくるものと考えておりま

すが、本市はまちづくり総合計画におきまして

計画に掲げる将来像の実現に向け、職員が市民

の皆さんや各団体、事業者などと協働で事業を

進めていくという考えを打ち出しております。 

  議員御指摘のゆるキャラ等の活用を通じた地

域情報の発信は、まさに行政だけの力でなし得

るものでなく、市民の皆さんや各事業者の方々

と連携し、より効果的な手法を探っていく必要

があると考えています。 

  このため、職員にはこれまで以上に企画力や

マネジメント力などが求められるものと考えて

おります。現在、職員には専門機関で実施され

る政策形成能力の向上を目的とした研修や協働

のまちづくりを学ぶ研修などを受講させており

ますが、さらに今年度より職員の新たな発想力

を引き出す目的で私と中堅職員との政策懇談会

形式の研修を開始したところであります。また、

民間のノウハウを吸収し、それを組織に活用す

ることを目的に、昨年度から株式会社電通への

派遣研修を実施しており、この派遣研修は４月

以降も継続してまいります。今後も職員のスキ

ルアップのため、研修のさらなる拡充を図って

まいりたいと考えております。 

  次に、行政情報の提供でありますが、議会に

おいての各常任委員会、協議会や全員協議会な

どでその都度連携を図りながら行ってきたとこ

ろであります。今後もこれまで同様、車の両輪

の例えのとおり、それぞれお互い尊重し合いな

がら市勢発展のために情報の共有化を図りたい

と考えております。 

  メールなどを活用した配信ということであり

ますが、メールについては同じ情報をその時々

において共有できる有効な手段だと思います。

また、豪雪、地震、台風による災害など市民に

直接被害が及ぶおそれがある場合などは迅速な

情報提供が必要不可欠であり、このような緊急

時についてもメールやその他媒体を活用するこ

とが考えられます。今後も互いに連携を密にし、
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信頼の構築に努めていきたいと思っています。

御提案のありました内容等の情報発信について

は、今後十二分に検討させていただきたいと思

います。 

  次に、新庄まつりについてでありますが、き

のうの全員協議会において申し上げましたが、

先人のつくり上げた新庄まつり、今後百年の大

計第３期計画の概要について御説明させていた

だいたところであります。 

  経過といたしましては、昨年６月から委員会

５回並びに幹事会10回にわたり審議を重ね、２

期計画の課題でもありました祭り週末開催、25

日の夜型化、新たな観覧場所の設置、後継者育

成・伝承などの４項目を慎重に協議、検討を行

ってきたところであります。２月８日から２月

22日までパブリックコメントを実施し、関係団

体、市民の方々の意見、要望等をいただいたと

ころであります。その結果、５件15項目にわた

る意見が寄せられ、それらの意見を参考に、先

月28日に最終の委員会を開催し、市民の誇りで

ある新庄まつりを格式ある伝統行事として次代

へ引き継いでいくための総合的な祭り振興策と

して３期計画の答申を受けました。 

  この３期計画につきましては、実施のための

３本柱として、御承知のとおり、第１に市民意

識の高揚、運営組織の強化と担い手の確保、第

２に財源の確保と財政基盤の安定、第３に技術

と祭り文化の伝承の基本目標を掲げ、運営と組

織、行事日程、伝統行事、基盤整備、将来像に

新たな施策として広報戦略を取り入れ、６つの

重点施策に取り組んでいくことといたしました。 

  今後、この計画に基づき第４次新庄市振興計

画、新庄市まちづくり総合計画にあります地域

資源を磨き、魅力ある観光産業を確立するため、

また新庄まつり誘客拡大100万人を目指すため

にも第３期計画を市民各位に広く周知するとと

もに、新庄まつり委員会、神輿渡御行列実行委

員会、新庄山車連盟、新庄囃子連盟等の関係団

体と連携を密にして計画の実現を図ってまいり

たいと考えております。第３期計画は、第２期

の検討から一歩、考え方を進めたと、今後は具

体的なことについてはこの10年間の中でさらに

進めていくことが大切であると考えております。 

  新庄市民歌につきましては、教育長より答弁

させますので、これで壇上からの答弁とさせて

いただきます。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

沼澤恵一議長 教育長、武田一夫君。 

武田一夫教育長 市民歌について、一般の新庄市

民における理解と定着度についての御質問です

が、市では市民の皆さんへ市民歌の浸透を図る

ため、これまでも新年の市民の集いや秋の市民

音楽祭など市主催の各種行事において可能な限

り市民歌の斉唱をプログラムに入れて努めてき

ております。平成22年度からは成人式の際にも

市民歌を歌い始めています。ただ、まだ歌える

新成人はいませんが、あと何年かすれば歌える

新成人があらわれるはずで、楽しみにしており

ます。 

  また、御案内のように、平成22年４月30日に

は新庄ロータリークラブが創立50周年を迎えた

ことを記念し、市民歌の歌碑を市役所駐車場の

花壇に寄贈してくださり、毎月の例会において

市民歌の斉唱を行っておりますし、商工会議所

女性会の新年会でも歌われるなど、関係機関や

団体の協力もいただきながら、まだ十分とは言

えない状況でありますが、少しずつ理解が広が

りつつあるのではないかと思っております。 

  さらに市民歌の周知を図るため、市民歌歌碑

の寄贈がありました平成22年度には市内各小中

学校に対して市民歌を吹き込んだＣＤを活用す

るなどして授業や学校行事などで市民歌を歌う

ことを奨励し、小中学生のときから市民歌に親

しみ歌えるよう指導を改めて依頼しているとこ

ろです。 

  このような依頼を受けて、例えば沼田小学校
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では毎月の歌の一つに市民歌を取り上げ、クラ

スごとに練習を行っておりますし、市内の全て

の中学校も参加する市民音楽祭では市民歌を歌

うプログラムがありますので、音楽の授業など

を活用し市民歌を練習するなどの取り組みを行

っています。 

  ただ、新指導要領の実施により授業時数が窮

屈になっていることなどもあり、その取り組み

に温度差が出てきていることも事実のようです。

新年度には市校長会などの場を通じて改めて市

民歌を歌えるよう指導してほしい旨を各校に依

頼したいと考えております。 

  また、市民歌の理解を図る取り組みと並行し

て、各校のふるさと学習の充実を通して、自分

たちが生まれ育っている新庄市に誇りを持ち、

市内外で活躍できる力と意欲を持った子供の育

成に努めてまいります。以上でございます。 

１１番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

沼澤恵一議長 小嶋冨弥君。 

１１番（小嶋冨弥議員） 御答弁いただきました。

ありがとうございます。 

  最初の市政執行の①と②に関しまして、25年

度の予算のポイントといたしまして、24年度の

補正予算と一体となった15カ月予算というもの

を財政支出しているわけです。その中で、日本

再生に向けてというようなことが政府の方針で

すけれども、一番大きいのは復興、防災なんで

すね。あと、さっき申し上げました成長による

富の創出、暮らしの安全安心、この辺の予算な

るわけですけれども、当然こういう見越して、

新たなまた補正予算を組むと言いますけれども、

やはりこの辺のインフラ整備、今回の補正を見

ますと耐震とか道路とか大変力入れてるんです

けれども、もっとこれからそういうものは国が

やれというふうな方針だと思うんです。この辺

の取り組み、いかが、どのように、もっと新庄

市のまちをよくするために、この辺を含めて、

今後補正予算を組むと言いますけれども、その

辺はどのような重点的にお考えか、ひとつお願

いしたいと思います。 

髙橋則雄財政課長 議長、髙橋則雄。 

沼澤恵一議長 財政課長髙橋則雄君。 

髙橋則雄財政課長 国の１次補正予算に対応した

予算については、このたびの３月補正で上程さ

せていただいております。ただいま申されまし

たように、平成25年度の予算と３月補正、国の

１次補正でございますけれども、15カ月予算と

いうことで、一体として考えて予算を執行する

ということになります。 

  新庄市におきましても、25年度に予定してお

りました事業につきまして２億6,000万円ほど

前倒しで、これについては15カ月のスパンで考

えた予算の措置ということになります。ただ、

25年度、国においてどういうふうな新たな政策

が出てくるかということ、その政策によって予

算、補正予算というのが出てくるかと思います。

今のところ新たな事業というのが見えてこない

ということで、それについてはちょっと答えら

れないということで御理解いただきたいと思い

ます。 

１１番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

沼澤恵一議長 小嶋冨弥君。 

１１番（小嶋冨弥議員） そのとおりだと思いま

すけれども、やはり情報アンテナを張って、適

した予算をとってまちづくりのためにひとつ御

尽力いただきたいと思います。 

  きょうの山形新聞ですが、一面に、佐藤義一

議員からもありましたけれども、給与カット前

提の交付税減税は、知事、政令市長、押しつけ

反対となっています。その中で、国が期限とし

ました７月まで減額に踏み切る自治体が多いと

いうようなことでなっています。やはり交付税

もこれに来るわけですので、新庄市も踏み切る

覚悟が大事ではないでしょうかね。 

  それともう一つ、ラスパイレスのこと、市長、

いただきました。新庄市は実質的には100を割
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っていると、算出方法にもいろいろあると思う

んですけれども。２月９日の山形新聞のラスパ

イレス、県、市町村の出てました。この中で見

ますと、県内平均105.3％に上昇、その中で新

庄市は12年度指数が106.3、前年比8.7と書かっ

てますけれども、市長が申された数字と開きが

あるんですけれども、一般の我々市民はこれを

見るとこういう評価かなと思うんですけれども、

市長が申した数字とこの差のギャップというの

は、どうしてこう差が出るんでしょうか。 

野崎 勉総務課長 議長、野崎 勉。 

沼澤恵一議長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 新聞報道でございました新庄

市のラスパイレス指数106.3、これにつきまし

ては、市長が先ほど申し上げた98.3、ここの

7.8％、削減した場合と削減しない状況との比

較でございまして、98.3といいますのは国公に

準じた7.8％削減をしなかった場合のラスパイ

レス指数ということで、失礼しました、逆でご

ざいます、7.8％削減しなかった場合の指数が

106.3、もしこの7.8％を国がしなかった場合に

は国との比較において新庄市は98.3ということ

で低いということでございます。 

  また、先ほど給与削減について７月まで何と

か決断しなくてはいけないのではないかという

ふうなお話でございましたが、全国市長会等の

主張でもございますとおり、地方自治に対する

国の市長会なんかはその不当な関与であるとい

うふうな言い方もしてございますし、みずから

が定めるものが給与であろうというふうな主張

でございます。一方で、交付税なんかが削られ

ながらみずからの給料削減を強制されていると

いう状況の中では、地方公共団体として地方の

自治権としていかがなものかというのが市長会

と地方６団体の主張のようでございます。そう

した流れもございます。 

  また、新庄市がこれまで取り組んできた行財

政改革、定員管理計画に基づく内部管理経費の

削減といった取り組みも今までやってきておっ

たわけでございますので、来年の７月まで何と

か結論を出しなさいということですので、それ

までについて山形県の動向、他市町村の動向な

どを踏まえながら判断してまいりたいというふ

うに考えてございます。以上です。 

１１番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

沼澤恵一議長 小嶋冨弥君。 

１１番（小嶋冨弥議員） 減らしてばかりいいも

んじゃないと思いますけれども、やはり東日本

災害のために事業をしてというようなことも考

えていかなければ多くの市民の理解も得られな

いんではないかなと思います。 

  ゆるキャラ、新庄市では「かむてん」という

のは私は大変有効なものじゃないかなと思って

います。先日、駅に行きました。駅に行ったら

駅前の商店街の方々が「かむてん」のゆるキャ

ラを知ってました。観光客、恐らく首都圏の方

だと思うんですけれども、やはりあそこで写真

撮ってました。山車だとどうしても高いんです

ね。山車の前に座って撮るよりも、「かむて

ん」がちょうど等身大で、ちょっと大きいこと

で、あそこでスキンシップのような、しながら

やってまして、やはり何ていうか、認知度はな

いが、やはり親しみやすいものだなと思ってお

ります。 

  ゆるキャラ、非常に経済波及は大きいわけで

して、きょうのまた新聞の話で大変恐縮ですけ

れども、朝日新聞の記事が載ってたんだけれど

も、Ｊ１、いよいよ始まりましたけれども、各

Ｊ１も競ってゆるキャラを導入して、お客さん、

観客を集めているというようなことなんですね。

そういったことで情報の発信の手段として、ぜ

ひ私は「かむてん」をいろんな機会のところに

取り上げていただきたいと思うんです。 

  ゆるキャラグランプリというのは御存じでし

ょう、商工課長。これインターネットで投票す

るやつなんですね。そうすると、山形新聞を見
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ますと、山形、やってんだけれども、鍵は地元

の応援と戦略しないと、ゆるキャラ、ちゃんと

ならないというんですね。これ優勝、「くまモ

ン」じゃないですけれども、すばらしい経済波

及が数十億から数百億円というようなことなん

です。そのため投票するにもいろいろ戦略、戦

術をやらないと、ただ出しただけではだめだと

いうんですね。金山さんが一生懸命、金山さん

頑張って、金山さんに負けてらんねという言葉

がいいか悪いかわからないけれども、そういう

やはり情報発信してスキルアップをひとつ職員

にしてもらいたいと思います。 

  スキルアップといいますと、佐藤運送さんの

あれですか、ラッピングですか、あれの発想は

職員から出たというようなことを聞いてますけ

れども、それは市長と何か若手の懇談会やった

席にそういうものが出たんでしょうか。そうい

ったことを中心に市長は若手といろいろ政策す

るというようなことなんですが、これは定期的

に行うことなんでしょうか、その辺、どういう

ふうなことで政策に反映するというような会は

定期的か、その辺どのような会か、ちょっと教

えていただければありがたいなと思います。 

田口富士雄商工観光課長 議長、田口富士雄。 

沼澤恵一議長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 ラッピングトラックの

件が出ましたけれども、常々観光交流事業につ

きましては攻めの姿勢でございますので、日ご

ろの市長も含めた形でいろんなアイデアを出し

つついろんな話を飛び交わす、それはいろんな

民間の方々も同じでありますが、そういった中

から必然的に生まれてきたというふうに御理解

をいただきたいと思います。 

  また、ゆるキャラに関しましては、直近の数

字で「くまモン」は293億円まで来ているとい

う話も来ております。「かむてん」に関しまし

ては正体がなかなかわからないというのが逆に

「かむてん」の魅力ではないかなというふうに

も思いますが、ただ実際にこれが平成６年から

ですから20年ぐらいなかなか活用が薄かったい

うのも事実であります。これが本格的に活用が

始まってきたのが23年度あたりからでしょうか

ね。一番の売りは冨樫義博先生がつくったとい

うことでありますので、とにかく活用の際には

必ずそれを明記していただくというようなこと

をぜひ呼びかけていきたいと思いますし、また

ちょうど昨日でしたけれども、中央のテレビ局

から著名人のデザインしたゆるキャラを集めて

番組をつくりたいというふうなオファーも来て

おりますので、これはすぐ乗りましたし、また

先ほどの議員のお話にもありましたように、日

本一のゆるキャラを決めるのは日本百貨店協会

でも実は始まっております。再来週ですか、３

月20日からネット投票が始まると。８月の頭に

は日本一が決まるというようなことがあります

ので、これも早速エントリーをいたしました。

とにかく新庄の「かむてん」から全国区へぜひ

出陣したいというふうに思っております。 

  以上でございます。 

１１番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

沼澤恵一議長 小嶋冨弥君。 

１１番（小嶋冨弥議員） 私だってインターネッ

トでゆるキャラを調べるといろいろな情報とれ

ますね。そういう時代ですね。職員もそういう

ものを非常にアンテナ張ってスキルアップ、そ

こなんですね、私、スキルアップを図っていた

だきたいというのは。そんなにかしこまらなく

ても日常の中でそういうものを養っていくよう

なことをしていけば頑張れるんじゃないかなと。

ただし、全部市の職員がやれといってもやはり

無理ですから、その部分を企画立案して軌道に

乗った場合は、次の民間の方々に伝えるような

こともしていかないとなかなか成功しないと思

いますので、その辺のスキルアップもぜひお願

いしたいなと思います。総務課長、よろしくお

願いします。 
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  あと、新庄まつりの第３期の具現化なんです

けれども、具現化しないとだめですよ。１期、

２期、３期、大体同じ提案とかやってますけれ

ども、例えば土日するとか夜型するとかという

ようなこともいつかはやらないとだめだと私も

思います。 

  それで、私はまずとりあえず３年後を思うと

新庄まつり260年なんですね。ぜひ260年を目指

して財政出動をやって、まず25日の本祭りを夜

型まつりに私はしたらいかがかなと思います。

そのために、100万人来れば１万人の定住人口

として同じぐらいの経済波及があるというわけ

ですので、ここで例を言っては悪いですけれど

も、１町内山車に100万、囃子に20万ぐらいの

財政出動やっていただいて、100万人を呼び込

めば、ゆるキャラと同じようにすばらしい経済

波及があると私は思いますので、ぜひこの３期

の間、どっちかやはり１つやっていただければ

大変いいんではないかなと。そうすれば策定委

員の方々の御苦労も私は報いられるような気が

しますので、ぜひ具現化をひとつお願いしまし

て、時間となりましたので終わります。ありが

とうございました。 

沼澤恵一議長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午後１時４９分 休憩 

     午後１時５９分 開議 

 

沼澤恵一議長 休憩を解いて再開します。 

 

 

佐藤卓也議員の質問 

 

 

沼澤恵一議長 次に、佐藤卓也君。 

   （４番佐藤卓也議員登壇）（拍手） 

４ 番（佐藤卓也議員） ４番目に一般質問をい

たします市民・公明クラブの佐藤卓也です。 

  市民の皆様と同じ視点から通告に従い順次質

問させていただきます。よろしくお願いします。 

  先月９日、10日に第42回新庄雪まつりがこと

しもにぎやかに開催されました。ことしの雪ま

つりのテーマは「雪にふれあい、雪をたのしみ、

雪であそぼう！～もがみのこころを育み、発信

しよう！みんなで作る雪まつり～」をスローガ

ンに開催され、子供たちからお年寄りまで十分

に楽しめた冬のイベントではなかったでしょう

か。３年連続の豪雪で毎日雪かきに苦しんでい

る大人ですが、子供たちは笑顔を見せながら大

いに雪を楽しんでいました。 

  ことしの雪まつりのテーマは、自衛隊の皆様

がつくり上げた巨大なメーン雪像と滑り台、各

企業や市役所の有志を初めといたしました皆様

が制作した一般参加雪像、雪と戯れ遊んだ雪上

大運動会、ことしは地元の枠を越え、県内外の

おいしい食文化を発信した食楽市場、御当地ヒ

ーロー「アジシャイン」と舟形町の「スマイル

マン」との夢の共演、夜にはキャンドルナイト

や巨大ちょうちんの打ち上げ、雪上花火などな

どたくさんのイベントが勢ぞろいし、地域の皆

様と一緒につくる雪まつりだったと感じており

ます。 

  冬のイベントとして定着してきた雪まつりを

祭りと雪のふるさと新庄をもっと県内外、全国

へ観光の目玉の一つとして発信し、新庄最上に

たくさんの方が訪れていただきたいと思います。 

  それでは１番目の質問をさせていただきます。 

  新庄市まちづくり総合計画の基本計画の一つ

として「みんな健康で笑顔あふれるまち」を掲

げており、その政策として子育て環境を充実し、

子供の健やかな成長を支援するとしております。

着実な施策の実施が求められる中、少子高齢化

が進行し、組織的に大きくなる福祉事務所の機

能の体制の強化や多様化する福祉事業のニーズ

に対応するために、平成25年４月より成人福祉

分野と子育て支援分野の２つに分けスタートさ
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せようとしております。 

  特に子育てに関しては、新庄市もさまざまな

施策を実施しているものの、保健、医療、保育、

教育など担当する分野ごとに複数分かれ支援を

行っており、利用する市民の皆様にとってはわ

かりにくかったものを窓口を一本化することに

より利便性が上がるものと思います。次代を担

う子供たちを安心して産み育てることができる

環境整備をするための推進体制や、それぞれの

ライフステージに応じた切れ目のない子育ての

支援に向け、各課や教育委員会、各関係団体と

の連携の推進がこれからは非常に大切だと感じ

ますが、市としてはどのように考え、推進体制

を整えていかれるのかをお伺いいたします。 

  また、子供の支援ニーズが多様化、複雑化し

ていく中で、子供一人一人に応じた支援が十分

であったのか、また切れ目がなく一貫した支援

が行われていたかなどと縦割りによる連携の課

題もあったのではないでしょうか。 

  我々会派市民・公明クラブが今回視察を行っ

た新潟県三条市では、三条市子ども・若者総合

サポートシステムを構築しております。このシ

ステムは、子供、若者という市民が乳幼児から

就労、自立に至るまで切れ目なく一貫して個に

応じた必要な支援を総合的に受けられるように

するため、市がその情報を可能な限り集約、一

元化するとともに、関係組織、機関と連携して

支援体制づくりを行うことにより支援するシス

テムのことです。対象年齢は乳幼児から35歳ま

でと幅広くサポートしており、支援の内容とい

たしましては、被虐待、全ての障害、不登校や

非行など主に学校関係における問題、また学校

卒業後の引きこもりなどその他支援が必要なも

のが対象となっております。このシステムを機

能させるため、行政機関と保護者をつなぐツー

ルとして子育てサポートファイル、別名スマイ

ルファイルというものを提供しております。こ

のファイルは、出生する全ての子供の保護者に

子供ごとにお渡しして、支援機会の拡大と質の

充実を図っております。 

  新庄市でもこのシステムを取り入れて、関係

機関との情報の共有に役立てるため、ぜひ取り

入れてはいかがでしょうか、お伺いいたします。 

  ２番目の質問です。 

  来年度より新庄市エコロジーガーデン利用計

画の第３期計画が策定されました。基本目標で

ある自然や人との触れ合いの中で豊かさが実現

できる場の実現としており、計画実現のための

３つの柱として、１、地域農業の振興、２、観

光交流の拡大、３、歴史文化遺産と景観の保全

としております。特に観光交流の拡大において

は、キトキトマルシェを初めとする市民団体の

方々が定期的にイベントを開催しております。

その中で、新庄市内外から多くの方々がエコロ

ジーガーデンに訪れ、新たな観光スポットにな

りつつあるのではないでしょうか。また、11カ

所の建築物などが登録有形文化財に登録される

見込みとなっており、新たな文化的な価値が広

がり、さまざまな可能性が生まれてきておりま

す。この第３期利用計画実現の本格的な実施に

向けて、今後どのように進めていかれるのかお

伺いいたします。 

  最後の質問です。午前中の奥山議員、佐藤義

一議員と重なりますが、よろしくお願いいたし

ます。 

  2001年より宮城県大崎市と秋田県湯沢市と広

域連携を組みながら新庄市はインバウンド誘致

に力を入れております。そのため、台北で開か

れる台北国際旅行博に参加し、京都や奈良、東

京などとは違った最上地域の魅力を売り込んで

きたものだと思います。山形県を訪れている外

国人旅行客の７割が台湾の方です。その旅行者

が最上地域に足を運んでいただくため、新庄最

上に行ってみたいと思ってもらうためにも積極

的に情報収集をし、広域連携によるまだ知られ

ていない地域の魅力発信をしていくようなしっ
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かりとした観光戦略を練らなければなりません。

これから市としてはどのように台湾を中心とし

たインバウンド誘致キャンペーンを行い、海外

に観光ＰＲをし、国、県、観光事業関係者や各

機関などとどのような連携を組み、戦略的な観

光政策を考えて、そしてそれを実行なされてい

くのかお伺いいたします。 

  また、新たな観光戦略として、コンベンショ

ン観光というものがございます。人を呼ぶ観光

の仕掛けづくり、コンベンション観光を考える

セミナーとして、２月４日、ゆめりあにおいて

セミナーが開催されました。コンベンションと

は、何らかの目的を持って大勢の人々が集まる

ことの総称のことです。学会、大会、会議や展

示会、見本市などを行うことで、会場やそこに

かかわる地域の人や物、情報など活発な交流が

行われ、それを通じて地域活性化を生み出すそ

うです。コンベンションが開催されますと物や

サービスに対する需要が高まり、その需要を満

たすために企業は生産活動を活発に行い、地域

経済の発展に大きくつながる経済的な波及効果、

市民公開講座などコンベンションを同時開催す

ることが多くあります。例えば、医学系の学会

などを併設的に行うと地域住民の方が健康相談

や地域医療の活発に一役買うなどの文化的な波

及効果、また県外から多くの人々が訪れること

で、交通基盤の整備などのハード面からのまち

づくり、地域住民のおもてなしの心が磨かれる

ソフト面の充実など、ハード・ソフト両面から

の暮らしやすいまちづくりが図られる社会的な

波及効果、３つの効果がございます。地域の発

展に大きく寄与できる新しい観光ではないでし

ょうか。この経済波及効果の高いコンベンショ

ン観光を取り組み、新庄最上地域でも新たに考

えてはいかがでしょうか、お伺いいたします。 

  以上、壇上からの質問を終わります。 

  御清聴ありがとうございました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは佐藤市議の御質問にお答

えさせていただきます。 

  初めに、雪まつりのお話をしていただきまし

たが、子供たちがにぎわう姿、本当に青年会議

所を中心とした活動に敬意を表したいなと思い

ます。広く新庄市の祭りの一つとして、四季を

飾る祭りとしての認識をしているわけですが、

今後ともぜひ拡大の方向でしていただければあ

りがたいなというふうに思っています。 

  初めに、子育て支援の推進についてでありま

すが、本市の子育て支援策は全ての子育て世代

を対象に、新庄市の地域に合った施策の方向性

と目標を定めた平成26年度までの新庄市次世代

育成支援地域行動計画に基づき取り組んでおり

ます。この次世代育成支援地域行動計画におい

ては、地域における子育ての推進、子供の心身

の健やかな成長に資する教育環境の整備など７

つの基本目標を定め、福祉、教育、健康を主と

する関係各課が連携しながら新庄市の子育て支

援に取り組んでおります。 

  昨年８月に、幼児期の学校教育、保育、地域

の子供、子育て支援を総合的に推進することを

目的とした子ども・子育て関連３法が施行され、

平成27年度からの本格施行に向け、国において

各制度の細部の検討が行われております。 

  市においても、来年度以降、地域における子

育て支援の課題や保育需要のニーズ調査を実施

し、それを受け、子育て支援団体、保育教育施

設関係従事者、有識者、保護者などから構成さ

れる子ども・子育て会議において事業計画など

の検討を行い、新庄市子ども・子育て支援事業

計画の策定を順次進めていく予定であります。 

  子ども・子育て関連３法においては、現在の

省庁別の子育て支援体制から省庁の枠組みを越

えた共通の仕組みの導入が主眼となっており、

例えば教育、保育を受けたい全ての保護者の申
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請に基づいた子供個々人における保育の必要性

の認定や、認定こども園、幼稚園、保育所につ

いて共通の財政支援が行われる制度の創設など

が予定されており、子育て支援を一元的に所管

する体制が必要となります。 

  ４月に設置する子育て推進課は、当面、保育

部門、教育部門、福祉医療部門の幼児期の子育

てに関する窓口の一本化を図りながら、この子

ども・子育て３法における新しい制度を推進し

ていくものであります。 

  御提案の新潟県三条市における三条市子ど

も・若者総合サポートシステムは、子供、若者

という三条市民が乳幼児から就労、自立に至る

まで切れ目なく一貫して個に応じた必要な支援

を総合的に受けられるために、教育委員会子育

て支援課がその情報を可能な限り集約、一元化

するとともに、関係組織、機関と連携し、支援

体制づくりを行うことにより支援するシステム

と承知しております。 

  25年度は、福祉事務所を成人福祉課と子育て

推進課の２課体制に組織改編し、これまで学校

教育が担当していた幼稚園の就園奨励費関係業

務を幼保での子育て支援の一元化を図り、子育

て推進課で担当することになります。 

  御質問にありますように、幼児期から引き続

く学校在学中、就学修了後の支援などの切れ目

のない支援体制の構築に関しましても、このた

び新しく設置する課の重要な課題と位置づけて

おります。 

  一つの例ではありますが、新庄市では平成18

年度から教育委員会教育相談室に設置したリス

タートクラスにおいて、義務教育修了後に引き

こもりがちで学校や社会との接点がない若者を

支援してきております。現在は市内を中心に周

辺町村からも何らかの支援を必要とする若者や

家族からの問い合わせが多くあります。リスタ

ートクラスの対象はおよそ15歳から25歳の青年

であるため、その後の他機関との連携を漏れな

く行う必要があります。このリスタートクラス

を連携の中核組織にして、各個人に応じ適した

関係機関につないでおります。 

  このような成果を踏まえながら、今後とも福

祉、教育、健康の各部署その他の関係機関との

連携強化、情報共有を図り、多様化、複雑化す

る子育て支援に対応してまいりたいと考えてお

ります。 

  次に、エコロジーガーデンの利用計画につい

て、今後の御質問でありますが、平成25年度か

ら平成29年度の５年間を計画期間とし、新庄市

エコロジーガーデン第３期利用計画を策定いた

ました。当施設は、新庄市エコロジーガーデン

原蚕の杜として平成14年９月に開園、開園と同

時に産直まゆの郷の開業や新庄バイオマスセン

ターの設置、新庄亀綾織工房などの市民団体の

活動の場としても活用されてきました。 

  市では平成19年３月に第１期、平成23年２月

に第２期の利用計画を策定し、バイオマス資源

や再生可能エネルギーなど環境保全や循環型社

会の実現に向けた事業や、有機農業の推進、農

業公園の整備を中心とした取り組みを実施して

まいりました。 

  開園から10年が経過し、昨年からエコロジー

ガーデン交流拡大プロジェクト実行委員会によ

るキトキトマルシェやワークショップの開催、

市民植栽活動などのイベント開催のほか、産直

まゆの郷の年間売り上げが１億円を超えるなど、

観光や体験、交流面での動きが拡大しておりま

す。また、昨年９月には国の文化審議会におい

て登録有形文化財の答申がなされ、市内外から

の幅広い層が集い交流する憩いの場として、よ

り一層施設整備や維持保存、有効的な利活用に

取り組んでいくことが期待されております。 

  御質問のとおり、第３期利用計画は第２期利

用計画の重点施策でありました農業振興や景観

保全のほか、新たな柱として観光交流の拡大の

視点で、より具体的な事業、施策を盛り込んだ
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利用計画となっております。計画の実施につき

ましては、施設の維持保存を基本に据えながら

さまざまな利活用に対応できるよう施設整備に

ついても順次進めてまいります。 

  今後も利用計画に基づき、施設の持つ特性や

魅力を最大限に引き出し、若者の力や各層の

方々の御協力をいただきながら交流人口拡大の

ための事業を継続して展開してまいります。 

  次に、交流人口拡大、インバウンド、コンベ

ンション等についてでありますが、平成22年よ

り２年間にわたり台湾からの訪日外国人誘致キ

ャンペーンを行ってきました。観光庁主催のビ

ジット・ジャパン事業により昨年10月に開催さ

れた台北国際旅行博の際、新庄まつり囃子が招

聘され、２日間で７回のステージを行い、新庄

まつりをアピールしてきました。その際には今

年度最上総合支庁で作成した最上地域の外国語

パンフレットを活用し、金山町や最上町ととも

に最上地域一体となった取り組みを行ってきた

ところであります。キャンペーンの取り組みに

より山形県や東北観光推進機構などによる旅行

エージェントやメディアの招請事業でも新庄市

や最上地域への訪問機会もふえており、徐々に

ではありますが、この地域が認知されてきてお

ります。 

  今後の課題は受け入れ態勢のさらなる整備が

あげられますが、外国人旅行客のみならず、観

光客を誘致するためには、年間を通した観光や、

その土地ならではの体験メニュー、郷土食の提

供などが不可欠となります。最初の段階として

は、中学生や高校生、留学生などを対象とした

教育旅行の受け入れも一つの有効な手段である

と考えております。また、海外からの個人旅行

客の多くは鉄道を利用することが多く、新幹線

のターミナル駅となっている新庄駅では乗降す

る外国人旅行客が現在も少なくありません。そ

ういった方々を案内するガイドの養成や２次交

通の整備、多言語表記の充実も急がなければな

らないと考えます。訪れた旅行客の記憶に残る

観光地となれるよう、新庄最上地域ならではの

おもてなしを用意し、山形県や宮城県大崎、秋

田県湯沢地域とも協同した取り組みを引き続き

行ってまいります。 

  次に観光コンベンションへの取り組みについ

てであります。 

  コンベンション、いわゆる各種大会の開催に

ついては、昨年開催された全国百円商店街サミ

ットや毎年開催されております新庄節全国大会

など既存の取り組みがあるわけであります。し

かし、遠方より来場された方々への案内などの

観光面での支援を充実させることで、さらなる

波及効果が期待されます。一度新庄に訪れた方

が新庄のファンとなり、再訪していただけるよ

う働きかけるためには、観光業ばかりでなく、

さまざまな業種の方々が一体となったコンベン

ションが必要と考えております。このコンベン

ションについては、２月４日に行われましたセ

ミナーで一定の糸口が見えてきたように思いま

すので、さらに研修を重ねながら当地域に合っ

た組織を模索していく考えであります。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

４ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

沼澤恵一議長 佐藤卓也君。 

４ 番（佐藤卓也議員） 御答弁ありがとうござ

いました。上のほうから順番に再質問させてい

ただきます。 

  今回新しく25年４月から子育て支援課が新し

くスタートするわけで、たまたまと言っていい

かわからないんですけれども、私たち会派とし

ても新潟の長岡市と三条市のほうへ行って勉強

してきたことがすぐさま市役所のほうの執行部

のほうですぐ取り入れていただいたというのは

非常にありがたいですし、自分たちが行ったこ

とがすぐ成果に結びつくというのは非常にいい

ことだと思います。それが市民の方々に返って

いく、組織的に強化されるということは非常に
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いいことだと思っております。 

  そして、これからこの体制がスタートするわ

けですので、これからの推進体制というんです

か、これからいろんな、多分新しくやることな

ので、いろんな課題が既に出てきていると思い

ます。その課題も一緒に解決しながら多分進ん

でいかれるのかなと思うんですけれども、一番

最初に思ったのが、思うというんですか、窓口

ですか、窓口が一元化することによっていろん

な情報が１つにまとまるということだと思うん

ですけれども、そこら辺を踏まえて組織体制を

もう一度お伺いしたいと思います。 

野崎 勉総務課長 議長、野崎 勉。 

沼澤恵一議長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 佐藤議員からは新潟県三条市

の取り組みについて事前に情報提供などもいた

だきながら検討させていただいたところでござ

います。その中で、新潟県三条市、人口10万ぐ

らいだったと思いますが、その規模的に大きい

という点等もございまして、その教育委員会部

門のほうに子育て推進課の一元化を図って、幼

児期ばかりではなくて青少年期まで含めた一元

的な子育て管理体制を構築したいと、するとい

うふうな取り組みのようでございました。 

  ただ、このたびの組織改編に当たって最初に

検討する面は、そういった一元化もさることな

がら、そういった課がどこにどう配置されるか

というふうなことも一つ我々としては考えなく

てはいけない面がございました。例えば教育委

員会のほうに子育て部門のところを特化して入

れてやった場合に他の福祉行政との関連がどう

なるのか、そういったこともございまして、こ

のたびについては先ほど市長の答弁にもござい

ましたとおり幼児期の子育て支援に関する窓口

の一元化を図ってきたというふうなところが基

本的な考え方でございまして、したがいまして

このたびは市長部局のほうに置かせていただい

たということでございます。 

４ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

沼澤恵一議長 佐藤卓也君。 

４ 番（佐藤卓也議員） とりあえず幼児期とい

うことなので、これからは少子高齢化というこ

ともございますので、子供は新庄市が支える、

そういったスタンスでこれからも強く言ってい

ただきたいでしょうし、ましてや市は、先ほど

言いましたとおり三条市が大きいからとかでは

なくて、小さくても、子育て、子供は新庄市が

しっかりサポートするという心づもりでしっか

り支えていっていただきたいなと思います。 

  その中でも１つ気になりますのは、子育て支

援において、三条市の例をとって言いますと、

家庭、学校、地域における連携が非常に強くな

っております。そこら辺の情報をどういうふう

に管理するか。三条市では全部情報を市役所が

法律も全部クリアして情報を一元化していると

いうことなので、これから行う幼稚園に対して

もその情報の一元化、これから行うことは、や

れるのかどうかもう一度お伺いします。 

小野 享福祉事務所長 議長、小野 享。 

沼澤恵一議長 福祉事務所長小野 享君。 

小野 享福祉事務所長 御質問にもありましたよ

うに、それぞれのライフステージに応じた切れ

目のない子育て支援というふうな部分につきま

しては、幼児期、就学時、それから就学後のそ

れぞれの情報を一貫して管理する組織なり部署

がやはり最終的には必要であろうというふうに

は考えております。具体的には、三条市の場合

ですと教育委員会の中で、子育て支援課の中で

受けているというふうなことでございますけれ

ども、最終的には成人になれば今度は福祉事務

所のほうに戻りまして、いわゆる障害者の総合

支援法なり、それから生活支援を行っていくと

いうふうな体制で、だからこそ全体的にそれを

一括して取り組むというふうな組織はなかなか

現状では最終的にはできていないというところ

が本当かと思われます。 
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  ただ、新庄市としても、現行として窓口一本

化なんですが、一定の部署を設定しながら、幼

児期、就学時、就学後一貫して個々のケースに

応じた指導を図れるような組織づくり、ほかの

市ですと例えば福祉事務所に一定の室を置きな

がら、発達障害の例ですけれども、子供の時代

から、それから大人になってまで、いわゆる適

切な指導を行っていくというふうなケースを、

室をつくっているというケースもございます。

ですから、そういうものに倣いながら新庄市と

しても、今回は一歩目の組織改正というふうに

考えておりますので、今後御指摘にあったよう

なライフステージに応じた指導体制をつくって

いくというふうな考えで取り組んでまいります

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

４ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

沼澤恵一議長 佐藤卓也君。 

４ 番（佐藤卓也議員） 取り組んでいただいて、

先のことに、今はここまでだということなんで、

これから先のことになりますけれども、これか

らは保育所、児童館、あとこれから来年度にで

きます放課後クラブ、そこの運営など、まして

や幼稚園、保育所、小学校の連携ですか、そこ

ら辺をもう少し確実にしていただいて、先ほど

も言ったとおり、切れ目のないしっかりしたも

のをつくっていただきたい。それをするために

はスタートが一番大事だと思いますので、ぜひ

ともそれに取り組んでいただいて、強固にして

いただきたいと思います。 

  そして最後、同じ子育て支援に対して、先ほ

どサポートシステム、さっきスマイルファイル

と言ったんですけれども、提示してなかったん

で、実際、私、三条市からいただいておりまし

て、多分課長にはお見せしたと思います。あの

ファイルがあることによって、１回見れば全て

がつながる、こういうこともありますので、そ

ういうものもあるということも覚えていただい

て、将来的に使うとなれば非常に役立てると思

いますので、それもぜひ取り組んでいただきた

いと思います。 

  ２番目に質問いたしましたエコロジーガーデ

ンの利用計画なんですけれども、この前配付し

ていただきました利用計画を見ますと結構具体

的なものも出ております。その中でも、なかな

かちょっと目立つものがなかなか正直見えなか

ったものですから、特に力を入れたいというこ

とがありましたら、商工観光課長、教えていた

だければなと思います。 

田口富士雄商工観光課長 議長、田口富士雄。 

沼澤恵一議長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 何よりもまず基本はあ

そこの維持保存だろうと。実際国から頂戴しま

して10年たったわけでありますけれども、なか

なか思うような手を入れることができなかった、

それは建物であり、それから植栽であり。とに

かくこれから長く守り伝えていくために、あそ

この維持管理が一番の基本であろうというふう

に思います。あともう１点は、このすばらしさ、

よさというものをとにかく皆さんに認識してい

ただくためのいわゆる広報戦略であろうと。そ

こに尽きるのではないかなというふうなことで

あります。 

  先月、皆様にエコロジーガーデンの利用計画

を御報告させていただきましたけれども、この

計画そのものがなかなか実際には知られていな

いだろうということで、まずはとにかく周知に

力を入れるべきだろうと。もちろん市報等々で

その概要はもちろんでありますけれども、計画

の全容、それからパブリックコメントに関しま

しても恐らく本日の夕方あたりまでには恐らく

ネットで流せるんではないかなと思っておりま

すし、またさまざまな関係団体がございますの

で、その関係団体の方々と話し合う機会を持っ

て、計画の中身を周知していただきたいと。そ

うすることによって、実際のエコロジーガーデ

ンの持つこれまでの歴史性、それからその重み、
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そして課題、さらには可能性、すばらしさです

よね、そういったものを共通認識していただけ

ると。その先にさまざまな活用というものが広

がってくるのではないかなと、こんなふうに現

段階では捉えております。 

４ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

沼澤恵一議長 佐藤卓也君。 

４ 番（佐藤卓也議員） 前回も言われたとおり、

新庄に１つしかないというか、全国に１つしか

ない施設ですので、これから維持保存が大事だ

と言っております。今回、市長の施政方針にも

ありましたとおり、エコロジーガーデンという

名前はしっかり出ております。それだけ市長も

エコロジーガーデンのほうには力を入れてくだ

さっているのかなと思います。となれば、エコ

ロジーガーデンはしっかりしたものをつくって

いかなければならないと私は感じております。 

  その中で、私も一般質問の中で必ず言ってる

んですけれども、市長部局ですか、執行部の方

は縦の連携はしっかりしております。しかし、

横の連携がなかなかうまくいかなくて、必ずど

こかで頓挫するというのが非常にあるのかなと

私は感じております。 

  その中でなんですけれども、全員協議会でも

出ましたトイレの問題とか、必ず、この前もい

ろんな、私たち全員、私たち議員の中でもトイ

レ問題というのは必ず問題出ておりました。そ

の中においても、さっきも言いましたとおり、

維持保存が大変だったと言われております。で

も、市長の施政方針にはしっかりエコロジーガ

ーデンと書いてるので、そこら辺の取り組む姿

勢はあるのでしょうけれども、だとすれば、横

の連携がうまくいってるのであれば上下水道の

関係はどうなってるのかなと私は不思議に思う

んですけれども、上下水道課長はこういうお話

は、エコロジーガーデンに関して質問とか相談

はなされて、商工観光課とうまく話をなされて

るのかお伺いします。 

沼澤利明上下水道課長 議長、沼澤利明。 

沼澤恵一議長 上下水道課長沼澤利明君。 

沼澤利明上下水道課長 下水道の北部方面の認可

区域の拡大については、平成23年４月１日で変

更認可なったんですけれども、この認可の申請

をする段階におきましてエコロジーガーデン一

帯の下水の接続について検討したところでござ

います。いろいろ種々検討した結果、エコロジ

ーガーデンのところまでには河川横断もあるし

というふうなことで、環境整備については見送

ったところでございます。そういう経過がござ

います。 

４ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

沼澤恵一議長 佐藤卓也君。 

４ 番（佐藤卓也議員） だとすれば、市全体で

取り組むんですから、そこら辺はもうちょっと

新庄市としてしっかり取り組んでいただければ

と思います。今回見送ったとかではなくて、市

長がそういうふうに施政で言ってるんですから

そこら辺は取り組まなければいけないのかなと

私は感じておりますので、そこら辺の横の連携

がうまくいかなければ１つのものに対してもな

かなか先に進まないのかなと思っております。

そこら辺はもう一度考えていただいて、しっか

り取り組んでいただきたいと思います。 

  あとそれと、さっきの維持保全をするために

上下水道はやはり建物をこれから保持するため

にも大変だと思いますので、そのために要は電

気一つ直すためにも具体的にここに何をつくる

かとわかれば、その電気をどういうふうに利用

するかということもあります。そうすれば、実

行するのにはすぐ実行できるのかな、井戸にし

ても水道にしてもそこら辺はある程度目的をこ

こに何があるということをしっかり立てていた

だいたほうがその工事なりもしやすいと思うん

ですけれども、そこら辺はどういうふうに考え

ておりますでしょうか。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 
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沼澤恵一議長 市長、山尾順紀君。 

山尾順紀市長 担当課長がかわっておりますので、

深いいきさつありましたが、上下水道課長から

答弁ありました23年の当初で、下水道の拡大に

当たって北部方面、神室荘あるいは北辰小学校、

エコロジーガーデンを含めた下水道計画を計画

するようにというようなことを指示したところ

であります。しかし、あそこの川を越えて下水

道、上水道を引っ張ることは現在もありますが、

管の拡充もしなければいけないと。下水道を引

っ張るというときに膨大なお金がかかるという

ようなことで、そのお金をかけるんであればト

イレをつくる金に振り向けられるというふうな

報告を受けたところであります。トイレだけの

補助金がないということが一つの大きなネック

であります。さまざまな手法を考えながら、ト

イレの設置に向けた、単独でやることは可能な

んですが、できる限り補助金をいただきながら、

また青山学院等の子供たちの提案などを受けな

がら慎重に図っているという状況で、決して横

の連携をやってないということではないことだ

けは御理解いただきたいと思います。 

田口富士雄商工観光課長 議長、田口富士雄。 

沼澤恵一議長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 先ほど申し上げました

けれども、まずはとにかく維持保存だというこ

とで、国から頂戴してからなかなか手を入れる

ことができなかったというありますけれども、

電気、水道等のライフライン、そういういわゆ

る基本的な部分が本当に弱っていると。これは

経年的なものでありまして、実際に電気関係な

ぞは20年以上経過しておるというふうな指摘を

受けておりますので、これから６年ほどかけて

順次それを補修していくということでありまし

て、また水に関しましても今年度だけでも４カ

所ほど実際に漏れてきているというような、ち

ょっと修繕ということになっておりますので、

まずは基本的な部分をとにかく手当てをしてい

くんだと。決して新しく整備するということで

はございませんので、その基本だということを

御承知いただきたい。また、ただいま市長から

トイレの話がありましたけれども、青学の皆さ

んからは今回そういったことも踏まえた上でさ

まざまな簡易水洗トイレとか大変現実的な御提

案を頂戴しておりますので、そんなこともこれ

からの計画、実施については参考にしていきた

いなというふうに考えております。 

４ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

沼澤恵一議長 佐藤卓也君。 

４ 番（佐藤卓也議員） 私が言いたいのは、こ

れから整備するんだよ、やる、必ずやらなけれ

ばいけないんですよね、いろんな壊れてますか

ら。それをするときに、後からここに物が、食

堂なりレストランができるとなれば、そこを目

指したような改築もできるのではないかなとい

うことだったんです。でなければ、１回つけた

ものをまた取り外したり取りつけたりという二

度手間かかればお金がかかる、なればある程度

目的、しっかりしたものがあればそこに最初か

ら電気なり水道なりがうまく整備できるという

ことをお伝えしたかったんです。ぜひともそう

いうことを、そういう目的をしっかりしたもの

をつくっていただいて、電気なり上下水道なり

をうまく整備していただいて、なるべくスムー

ズに作業が進むようにしていただきたいと思い

ます。 

  また、これからエコロジーガーデンが、交流

拡大に進むことによってなんですけれども、こ

れから広がることによって、これからは商店街

の方、新庄の中心商店街の方もうまく広げてい

ければなと思いますけれども、そういう考えは

ございますでしょうか、お願いします。 

  これから広がっていけば中心商店街の人も一

緒に巻き込んだまちづくりができるのではない

かなと私は考えていますけれども、そういう考

えがあるのかないのかお伺いいたします。 
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田口富士雄商工観光課長 議長、田口富士雄。 

沼澤恵一議長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 交流人口の拡大という

観点からはそれは一つの有力な選択だろうと思

います。町なかの商店街機能とあそこのエコロ

ジーガーデンの距離までは自転車でほんのわず

かであります。10分、15分のことでありますか

ら、ですから対外的にさまざまな方々を呼び込

む、あるいはこれは天気にもよりますけれども、

夏場、春、秋であれば町なかとエコロジーガー

デンの空間との行き来も十二分になされるのか

なと。そういった意味での例えば事業の連動と

か情報のさまざまな提供、共有などは有力な選

択肢だろうと思っております。 

４ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

沼澤恵一議長 佐藤卓也君。 

４ 番（佐藤卓也議員） これから進むことによ

って、そういった方々の連携を深めながら進ん

でいければいいと思います。それから中心商店

街じゃなくても、最上地域全体でしてあそこを

使っていければ、より広く交流拡大につながる

かと私は思っております。また、エコロジーガ

ーデンを使うことによって、特に商工課の方々

もエコロジーガーデンに行ったり、そして職員

の若い方々も一生懸命あそこに手伝って、土日

なんかも、今ですとウッドデッキをつくったり

もしてますよね、やっぱり。そういう方が、若

い方が積極的にあそこで活動して、何とか使お

うとするアイデアもございますので、そういう

方々が一生懸命つくって、それが外に出ていく

ようなことがあそこでは生まれている、それが

やはり横の連携がつながっていくのだと私は感

じております。ぜひそういう方々もうまく使っ

ていただいて、その才能を引き出すような形に

していければ、あそこの利用価値というのはさ

らに深まるのではないかなと思います。そうい

った意味でも、資金面でも、信用金庫さんから

多大なる御寄附もいただいていますし、ぜひと

もそこへ流用的に使っていただきたいと思いま

す。 

  最後になりますけれども、インバウンドに関

してお聞きいたします。 

  皆さん、私で３人目なんですけれども、それ

だけインバウンドに関しては皆さん関心持って

いただいてるのかなと思います。その中でです

けれども、何回も勉強会をなさっているという

話は聞いているんですけれども、とりあえず何

ていうんですか、発信力、資源を磨く、はっき

り言えば戦略ですか、戦略はどういうふうに考

えておられるのでしょうか。というのは、なか

なか、言葉ではいろいろ出るんですけれども、

具体的にこうだとか、観光ルート一つつくると

言われましても、なかなかその観光ルートが１

年前から進んでないとなれば、観光業界の方と

どのような取り組みしてるのかなかなか具体的

に見えてきませんので、そういうお話はなされ

てるのか、なされてないのか。もしなされたの

であればどういう考えを持っているのか。イン

バウンドに対しては非常に重要なことだと思い

ますけれども、どういうふうに考えているのか

お伺いいたします。 

田口富士雄商工観光課長 議長、田口富士雄。 

沼澤恵一議長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 背景はとにかく交流人

口の拡大でありますけれども、とにかくインバ

ウンドに関しては、この新庄最上地域は１周２

周おくれ、本当にゼロ以下からのスタートであ

ると、それだけ知られてなかったと。これはい

ろんな機会に申し上げてきたと思いますけれど

も、向こうの台湾がターゲットですけれども、

台湾のいわゆるマップ、地図、観光的なさまざ

まな情報のチラシにさえ本地域が全く載ってい

ない、記載がないわけであります。そこからの

スタートであります。ですから、こちらからの

さまざまなキャンペーン、アピールと当時に、

向こうの影響ある方々をお呼びして実際にこの
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地域を体験して、そしてさまざまルートを書い

てもらったり記事に紹介してもらったりと、ま

ずその周知から始まったわけですよね。しかも

それを広域的に取り組もうと。その３つ目は今

度はその受け入れ態勢の整理ということで、そ

こら辺を総合的にやっていく。 

  あとさらに大事なのは、先ほど議員がおっし

ゃられた、こちらのほうのさまざまな旅行コー

ス、商品の磨き上げ、この魅力のアップであろ

うと。さらに加えて言えば、さまざま関係機関

との関係の構築だろうと思います。東北観光推

進機構あるいは観光庁等々そういったところ、

また県はもちろんそうでありますけれども、そ

ういったいわゆるさまざま連携することによっ

て昨年の飛田の囃子の派遣という事業にもつな

がっておりますし、先月、２月でございますけ

れども、15日は、台湾との国交はないわけであ

りますけれども、いわゆるよその国では大使館

というようなところへ実は市長が参っておりま

して、そこの代表と親しく懇談をさせていただ

いて、今月は向こうのほうからホームステイの

学生まで来ていただけるというような格好にな

っておりますので、これのところを総合的にこ

れから展開していきたいとは思っております。 

４ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

沼澤恵一議長 佐藤卓也君。 

４ 番（佐藤卓也議員） そういった新たなる観

光スタイルというんですか、つくるにはアトラ

クションだったりオプションづくりが非常に大

切ですので、そこら辺も各関係団体の方と一緒

につくっていただかねば、なかなか、さっきま

で地図にも載ってない場所なんですから、アピ

ールするためにはより強固なものをつくってい

かなければいけないです。ましてや東京、さっ

きも言ったように、奈良、向こうのほうにはゴ

ールデンルートですよね、あるわけですから、

そこに負けないぐらいのものを出さなければい

けないです。市長も今回施政に言ってましたク

ールジャパン、まさにそこら辺も入ってくると

思います。ハード面でできないものはソフト面

で、そして私たち市民がおもてなしの心を非常

に持っていかなければなかなか進みませんし、

そこら辺をもうちょっと各団体の方とそれこそ

連携を密にして構築していければなと思います。 

  最後になんですけれども、インバウンド事業

によって新庄最上に来た人数はどのぐらいと把

握しているかお伺いします。 

田口富士雄商工観光課長 議長、田口富士雄。 

沼澤恵一議長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 全体では日本全土には

台湾から150万ほどは来ておりますけれども、

山形県には最盛期で、これは平成22年でありま

すけれども、８万ほど来ておりましたね。その

うち台湾ということで５万ほどなんですけれど

も、新庄最上地域では舟下りの方々がほとんど

だということで、そのときは4,000人ほどでし

たかね。ただ、新庄でカウントするまでには正

直なところいっていない。先ほどちらっと申し

上げたかもしれませんが、さまざまな招請事業

で来ていだたける観光関係者の方々とか、ある

いは観光協会が押さえている個人事業者、個人

旅行者ということでございましょうか。 

  先ほども午前中申し上げましたけれども、実

はこの４月にも、これは台湾でございませんけ

れども、上海ですけれども、30名ほどの方々が

宮城、秋田、そして本県という形でツアーをし

ていただけることになりました。もちろん新庄

にも来ていただけるということで、桜の時期で

ございますから大変楽しんでいただけるんじゃ

ないかと、そんなふうに思っております。 

４ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

沼澤恵一議長 佐藤卓也君。 

４ 番（佐藤卓也議員） なかなか人の人数では

はかれないと思いますけれども、ぜひともそう

いうしっかりしたものをつくって、自然環境や

食文化、祭りなどをしっかり、そういったしっ
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かりした地域観光を磨き上げて、新庄最上のた

めに、しかも観光交流を拡大するように頑張っ

ていただきたいと思います。 

  以上で私の質問を終わります。 

沼澤恵一議長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午後２時４９分 休憩 

     午後２時５９分 開議 

 

沼澤恵一議長 休憩を解いて再開します。 

 

 

小関 淳議員の質問 

 

 

沼澤恵一議長 次に、小関 淳君。 

   （１３番小関 淳議員登壇）（拍手） 

１３番（小関 淳議員） 本日５番目の質問をし

ます。 

  初めに、新庄市の人口減少が加速している現

在、その減少が特にあらわれている集落をどう

再生し、維持していこうとしているのかという

質問をします。 

  当市に限らず、全国的に地方の状況は少子高

齢化が進み、特に中山間地域集落は限界を通り

越し、消滅の危機さえ迎えようとしているとこ

ろが多くあります。 

  前回の一般質問でも、定住化を促進し、人口

減少を食いとめるための質問や提案をしました。

その際「足による投票」という言葉を使わせて

もらいましたが、それは通常の選挙のように期

間があるわけではありません。自治体が余り有

効な対策を打てない場合、「足による投票」は

静かに少しずつ、しかし確実に実行されていき

ます。特に容易に足を使い移動できる若い世代

などが農業などに見切りをつけ、公的支援や子

育て環境の充実した自治体を選択し転居してい

くことになるわけです。この冬も含め３年連続

の豪雪に見舞われた当市では、殊さらこのよう

な状況が加速するのではないかと危惧するわけ

です。 

  やはりこの豪雪都市新庄に住民が愛着を持っ

て定住してもらうためには、新庄まつりをより

盛り上げ、郷土愛という精神的な柱をつくるこ

とも非常に大切だと思います。しかし、住民が

生活していくための土台をがっしりと固めるよ

うな、そしてこの地域に未来への光が差し込む

ような将来性のある事業を積極的に支援する体

制が重要になってくるのではないでしょうか。

ということで、今回は特に集落の加速する人口

減少を何とか食いとめるため、どのように有効

な施策や事業を進め、再生維持しようとしてい

るのか市長に確認したいと思います。 

  これまで地域を支えるため、特に農業や産業

を支えるために国や県などのさまざまな補助事

業や助成事業が行われてきました。大抵の事業

はそれなりの効果はあったかと思います。しか

し、内外のさまざまな要因が重なり、現在のよ

うに将来に希望も夢も持てないような状況にな

っているわけです。 

  私は、やはり地域の条件に即した再生可能エ

ネルギーなどを積極的に導入し、それを直接農

業や産業に生かしていくことが土台固めの一つ

になるのではないかと考えます。つまり地域を

再生し維持するための自前のエネルギーをその

地域が獲得すること、それを積極的な公的支援

によって進め支えていくことが農業再生、集落

再生の鍵になるのではないかと、そういうこと

です。 

  例えば、小水力発電やバイオマス熱エネルギ

ーなどの再生可能エネルギーを地元農産物の加

工などの第６次産業に直接活用することで、石

油代や電気料などの価格に余り左右されない持

続可能な集落になるのではないでしょうか。繰

り返しますが、集落の再生維持には土台となる

自前のエネルギーが必要です。その土台があっ
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て初めて農業や産業が充実し、持続可能な地域

になっていくのではないかと思います。 

  また、最近にわかに脚光を浴びている藻を生

成して石油にする技術があります。休耕田など

を利用し、藻の生産を検討してはどうでしょう

か。まだまだ開発途上の技術ではあるようです

が、南の海で発見されたというオーランチオキ

トリウムという藻がこの豪雪地帯で生産できる

ものなのか、それも含めて他の自治体よりもい

ち早く研究や実証実験施設の誘致に名乗りを上

げてはいかがでしょうか。それこそ可能ならば

エコロジーガーデン構想の中に組み込んでもい

いのではないかと思いますが、いかがでしょう

か。 

  昨年11月、総務文教常任委員会で那須野ケ原

土地改良区連合の小水力発電施設を視察してき

ました。農業用水路の数カ所に発電所を設置し

ており、総発電量は毎時約1,000キロワットに

なっていました。もしその用水路に発電所が設

置されていなかったら、その電力1,000キロワ

ット、年間にすると870万キロワット、売電価

格にして２億円から３億円ぐらいは存在しない

のです。これからは用水路は利水、治水、環境

保全の役割を果たすだけでなく、そこにエネル

ギーという機能を付加させて多目的に利用して

いくべきではないでしょうか。 

  先日、県が主催する小水力発電の勉強会に参

加しました。そこで講師は農業用水路などの地

元の資源は地元が生かすことが地域の維持再生

には重要なことだと繰り返し述べていました。

実際来年度、尾花沢市の村山北部土地改良区で

は用水路の減圧水槽を活用し、毎時約150キロ

ワットの発電所の設置を予定しているそうです。 

  以前に同様の質問をした際、市長は「新庄に

は水が不足している」と、用水路などを利用す

る小水力発電事業にはいささか消極的な答弁で

したが、恐らくそれは農業利用できる水が不足

しているということを言っていたのではないか

と思います。 

  しかし、市内にも発電に適した水路は調査で

数カ所確認されています。山形県再生可能エネ

ルギー活用調査では、鳥越の１号幹線用水路に

発電所を設置した場合、毎時513キロワットの

発電が可能だという結果が出ています。このよ

うに市内には発電が可能な場所はあるのです。

現在それはただ水が流れているだけです。その

水のエネルギーを利用するだけで発電し、利益

が生まれるわけです。とはいえ、新庄市が事業

主体になることは困難だと思いますので、行政

として先進地の視察や勉強会を数多く主催する

など、土地改良区や農業団体、民間事業者の参

入などを積極的に支援してはどうでしょうか。 

  私は、以前から長い距離を移動するための道

具である自動車よりも高性能の蓄電装置を装備

する必要のない電気農耕機の開発が必要である

こと、その開発のために小水力発電で得た電力

を利用した研究開発拠点を新庄市に誘致しては

どうかということをさまざまな機会を捉えて提

案してきました。これについては残念ながら既

に農機具メーカー数社が秘密裏に開発を進めて

いるということが先日の講師によって明らかに

されましたので、もう遅きに失したかもしれま

せん。やはりこれからは当地に適した将来性の

ある企画がある場合、機会を逸することのない

よう新庄市が率先して企業と交渉をしていくと

いう姿勢も必要ではないかと思います。そのた

めの素地となるものが小水力発電などで得た自

前のエネルギーを持つことなのです。このよう

な地域の資源を地域が生かすことを支援してい

けば、地域の再生維持は決して不可能なもので

はなくなると思います。ぜひ前向きに考えてほ

しいと思いますが、市長の考えを聞かせてくだ

さい。 

  この再生可能エネルギーがようやく注目され

始めたのが、あの東日本大震災があり、福島第

二原発事故が起きてからのことではないかと思
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います。廃棄物の処理や管理に10万年もかかる

恐ろしく危険な原子力を利用する巨大発電所の

時代は卒業し、未来を生きる子供たちのために

も安全なエネルギーを利用できる社会にすべき

ではないでしょうか。 

  それでは、次に、災害時の地域情報をタイム

リーに伝えるためのシステムはあるのかという

質問に移りたいと思います。 

  あの大震災から今月の11日でちょうど２年に

なりますが、発生直後の市役所職員の活動を近

くで見ました。その後にさまざまな課題も浮き

彫りにはなりましたが、私は多くの職員、特に

担当課の職員がほとんど不眠不休で市民のため

に頑張っている姿を目の当たりにして、実に頼

もしく感じたことを今でも覚えています。 

  しかし、その大きな課題の一つとして、市民

がタイムリーで必要な情報がほとんど行き渡ら

なかったことがあげられると思います。被害状

況や復旧状況などの情報、そして生活に必要な

食料や物資調達の情報など市民の不安を少しで

も取り除くような情報がほとんど流されません

でした。あのときもしリアルタイムな情報がも

たらされていれば、多くの市民がほとんど経験

したことのない強い不安を少なからず払拭でき

たと思うのです。これからまたどのような災害

がいつ起きるかわかりません。そのときに備え、

市民にさまざまな情報をタイムリーに伝えるこ

とのできる何らかのシステムが私は必要だと考

えます。そのシステムにはどのようなものを考

えているのか、市長の考えを聞かせてください。 

  ここまで、衰退し続ける地方をどのように再

生し、安心して長く暮らせる地域にしていくの

か、そしていつ起きるかわからない災害にどの

ように備えていくのかという質問をしてきまし

た。これらのことは、たとえ厳しい市の財政状

況だからと後回しにすることは決してできない

ことです。やはり住民が地域に誇りを持ちなが

ら働き生計を立て、安心して暮らすための土台

をしっかりと固めることが最も重要なことでは

ないかと考えます。 

  最後に、それらを支える市職員の採用につい

ての質問をします。 

  新庄市では職員全員が住民の福祉向上に資す

るために人材育成基本方針を策定し、個々の能

力や組織力をより高めようとしています。その

最初の入り口となるのが職員の採用です。採用

では豊かで柔軟な発想を持って行動できる人材

をしっかり見きわめなければなりません。その

原石を発掘するためには多様な物差しが必要と

なってくるのではないかと思います。さらに、

市民協働や透明性の確保という意味でも、面接

官には多様な視点で評価できるような民間人の

登用を考えてはどうでしょうか。全国の自治体

では職員を採用する際、より有能な職員を獲得

するため、さまざまな取り組みが行われていま

す。面接官にも民間人を登用したりして成果を

上げている自治体も多くあると聞いています。

そこで、当市ではどのような有効な方法でほか

の自治体より有能な職員を採用しようとしてい

るのか聞かせてください。 

  これで壇上からの質問を終わります。 

  御清聴ありがとうございました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは小関市議の御質問にお答

えさせていただきたいと思います。 

  初めに、少子高齢化が進む中でどのように地

域維持再生をしていくのかというようなことで

ありますが、御指摘のように、全国的な少子高

齢化の中で、過疎化により中山間地などにおい

て高齢化が極度に進み、共同体としての機能の

維持ができなくなる限界集落の出現が懸念され

ております。集落機能の低下は、建物、道路な

どの生活関連施設の荒廃にとどまらず、耕作放

棄地の増大、森林の荒廃、それらに起因する災
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害の発生、景観の荒廃、地域文化の衰退など多

くの深刻な影響を及ぼすと言われています。 

  地域の活力は市の活力でありますので、本市

の歴史、文化を形成してきた集落が消滅するこ

とのないよう安全安心で暮らしやすい居住環境

を守りながら、地域特性を生かした市民主体の

地域づくりを支援していきたいと考えておりま

す。そのために、新年度から地域づくりへの支

援をさらに強化し、地域住民が互いに支え合い、

協力し合える自治組織を再構築し、地域力の向

上を図るため、地域づくり支援事業を実施して

まいります。 

  具体的には、地域内の課題の整理や資源の再

発見のため全世帯調査を行う地域づくり支援モ

デル事業、課題解決のために実施する事業に対

して交付金を交付する地域づくり推進交付金、

そして地域活動の担い手である地域リーダーの

育成のための地域リーダー講座を実施いたしま

す。地域の課題を住民が認識、共有し、課題解

決することを積み重ねていくことで、地域の自

立や活性化に結びつくことを期待しております。

また、町内会や自治体同士の交流や連携、より

広い地域エリアでの課題の共有により、人口減

少や高齢化の進んでいる地域の活性化を図って

まいりたいと考えております。豪雪都市、３年

連続における豪雪都市の住民が愛着を持って定

住してもらうためにというようなことで、職員

一丸となって豪雪対策、除雪には全力を挙げて

取り組んでいるところであります。 

  次に、自前エネルギーを直接６次産業化に活

用する考えはどうかとの御質問でありますが、

自前のエネルギーを持つことは、第６次産業の

みならず、他の産業、地域においても重要であ

ると認識しております。現在、国では農山漁村

再生可能エネルギーモデル構築事業による地域

資源を活用した再生可能エネルギーの取り組み

を支援しており、隣県では岩手、宮城、福島の

被災３県でモデル事業が展開されることから、

この成果や生産コストを注視していきたいと思

います。 

  オーランチオキトリウム、いわゆる藻を休耕

田などで栽培し生産できないかという御質問で

ありますが、この藻は光合成を行わず、有機物

を取り込んで生育し、体内でオイルを生成する

もので、熱帯から亜熱帯地域にかけてのマング

ローブ林や河口域などに存在すると伺っており

ます。国においては緑と水の環境技術革命プロ

ジェクト事業により藻類等の新規資源作物の利

用について調査研究を進め、2020年の実用化を

目指しているところであり、筑波大学、東北大

学と共同で下水処理施設の生活・産業廃水を利

用して研究開発が行われていると聞いておりま

す。 

  本市においては、調査研究の依頼があった場

合には農地法などの関係法令や生産調整等の取

り扱いを確認しての判断となりますので、御理

解のほどよろしくお願いいたします。 

  次に、農業用水路を利用した小水力発電につ

いてですが、本市は奥羽山脈下の盆地地形にあ

り、標高の高い山々に囲まれた水資源の豊富な

地域とは地域のエネルギー可採量に大きな差が

あるところであります。昨年３月に発表されま

した山形県エネルギー戦略においても、最上地

域の中小水力エネルギーは県内の他地域の５分

の１以下と極端に低く、最上川の水を農業用水

や消流雪用水として利用していることからも、

本市の水資源が決して豊富でないことがわかり

ます。しかしながら、平成21年度に市が行った

調査や23年度の県の調査では、水量や落差など

小水力発電の可能性があると見られる箇所が農

業用排水路の一部に見つかっております。これ

らの箇所については農業用排水路としての使用

目的があり、発電事業に活用するには許可水利

権の問題や送電、導入費用などの課題もありま

すが、農業用施設や用排水路の管理施設への活

用も考えられますので、施設を管理する土地改
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良区の取り組みを注視してまいりたいと考えて

おります。 

  次に、小水力発電を利用した電気農耕機につ

いてですが、小水力発電が実用的な電源として

農業生産の現場近くに設置され、その電力で農

耕ができるようになれば、大変夢のように広が

るものと思います。現在、電気農耕機について

は家庭菜園用などの小型の機種が幾つかのメー

カーから製造販売されており、農業生産のため

の農耕機も試作研究段階にあるようですが、農

作業に求められる堅牢性や連続作業時間などの

課題があるようであります。実用化のめどにつ

いては不透明でありますが、機器の開発拠点が

立地し、雇用にもつながり、本市の農業生産や

技術力の向上に結びつくのであれば、地域社会

への波及効果もありますので、今後可能性を探

ってまいりたいと思います。 

  次に、東日本災害時の情報でありますが、東

日本大震災の際は、市では広報車や区長、また

消防団の広報を通し情報を発信した経緯があり

ますが、冬期間だったことや家屋の密閉性など

から十分に聞き取れなかったといった課題も上

げられております。また、このほかマスコミな

どに随時情報発信を依頼し、ラジオなどから放

送された経緯もございます。 

  震災後、市では災害情報等を発信する手段と

して、平成24年４月に各携帯電話会社からの緊

急速報エリアメールを導入し、新庄市内にいる

方の各携帯電話へ一斉メールを配信できる体制

を整備しております。また、今年度の国の第１

次補正予算によりＪアラートから発信される緊

急情報を住民にダイレクトに伝達する設備の整

備も予定しているところであります。 

  このほか、市のホームページでも情報を発信

することにしております。新庄市のホームペー

ジのサーバーは県外にあるため、市が被災した

場合でもホームページの更新や情報の掲載が可

能であり、また友好自治体である茨城県高萩市

や秋田県仙北市間においても情報の代行発信に

ついて協定事項に追加しております。 

  携帯電話やホームページの閲覧といったもの

については、それらの機器を持っている人のみ

しか利用できないといったこともあるため、今

後は防災行政無線やＦＭコミュニティ放送の活

用などについても検討するとともに、地域担当

制を活用した情報収集、伝達といった体制を強

化してまいります。 

  最後に、職員の採用試験についてであります

が、御指摘のとおり行政サービスの向上を図る

ためにも力を入れていく必要があると考えてお

ります。このため、これまでの採用試験は９月

に行っている統一試験日の年１回でしたが、今

年度から行政、土木の上級職については優秀な

受験者を確保するために試験を前倒しし、７月

に実施しております。資格・初級職は統一試験

日の９月に、また初級土木の再募集として12月

にも試験を実施したところであります。この結

果、昨年度の行政職、土木職の受験者は76名で

したが、今年度は129名と53名の増、率にして

70％の増加となり、４月１日からの採用予定が

15名となったところであります。 

  よい人材を確保するためには２次試験がより

重要になってきますので、面接、作文、集団討

論の３つの試験を取り入れてまいります。面接

では、１名の受験者に複数の面接官で行う個別

面接で行っております。この面接官については、

私就任時、民間の方にお願いしておりますし、

また今年度から再び民間の方も含めて採用試験

を実施しております。 

  また、受験者同士が議論することで本人の適

性を見る集団討論試験についても、討論のテー

マや条件設定に工夫を凝らし、発想力、リーダ

ーシップ、協調性など、事務を遂行する上での

必要な資質を多方面から判断できるような内容

にしております。 

  今後におきましても、高校や大学への受験案
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内、広報の強化に努めながら、試験内容にも独

自性を出すことで、将来を担う優秀な人材の確

保に努めてまいりたいと考えております。 

  壇上からの答弁を以上とさせていただきます。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

沼澤恵一議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） では再質問をしたいと

思います。 

  新庄市内にも非常に人口が、世帯が減ってい

る集落はあるわけです。市としては、その集落、

コンパクトシティーというお話もずっと答弁の

中で聞いていますので、その集落が持続したほ

うがいいのか、それともコンパクトにまとまっ

たほうがいいのか、どのように考えているんで

しょうか。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

沼澤恵一議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 どのような地域にあって

も私たちと同じ両方市民でございますので、生

活の確保は当然のことながら、地域を守ってい

く、地域一つ一つの基礎単位、これを集落と呼

ぶならば、それを大切にして構築していく、こ

れがまちづくりの基本であろうと思います。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

沼澤恵一議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） 非常に頼もしいお言葉

をいただいたところでございます。ありがとう

ございます。 

  やはりほかの自治体の例等を見ますと、どん

どん集落の世帯が減っていく、あるところまで

減った時点で町なかに誘導していくというふう

な自治体が多く見られます。ぜひ地元集落の再

生と維持を前面に置いて、世帯数が減ることの

ないように策を講じていっていただきたいもの

だと思います。 

  小水力発電、再生可能エネルギーの中で小水

力発電にちょっと特化したようなところがあり

ますけれども、それで再質問をさせていただき

ます。 

  先ほど市長の答弁の中で用水路の許可水利権

の話が出ましたけれども、国交省では水利使用

許可申請書類等従来の山積みになるような書類

というのは必要ないよと、むしろ簡素化されて

非常に少ない書類で、従属発電というか、用水

路を利用した小水力発電についてはそういうふ

うに国のほうでもかなりハードルを低くしてき

ています。今までにそういう団体、管理してい

る団体と小水力発電と再生可能エネルギーにつ

いての議論は市としてなさったことはあります

か。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

沼澤恵一議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 市が積極的にかかわって

行ったというようなことは私自身は聞き及んで

ございません。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

沼澤恵一議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） これからは、それこそ

その団体にも、もちろん新庄市の職員の皆様に

も非常に優秀な方々というか、それこそ英知が

集まっているわけです。地域をどうしていくの

か、本当に英知を集めてぜひ垣根を越えてどん

どん議論していく機会を設けていってほしいな

と思います。 

  総務文教、先ほども申し上げましたように、

常任委員会で那須野ケ原の土地改良区連合に行

った際にも、歩きながらの話ではありましたけ

れども、星野さんという方が食料とエネルギー

は自分たちでつくりたいんだと。それで毎時

1,000キロワットもの発電をして、売電しかし

てないんですけれども、実際やってるわけです

ね。やはり可能なところであれば、本当にただ

流しておくだけではなくて、そこに装置を据え

て発電をすればいかがかなと思うわけです。 

  それで、県の調査の鳥越の１号幹線用水路、

そこの可能性が毎時513キロ、そこに設置した
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場合に513キロ、先ほど申し上げましたけれど

も、ちょっと固定価格全量買い取り制度の数字

を当てはめてみました。そうすると、キロワッ

ト当たり30.45円で計算すると時間にして１万

5,620円、１日ほとんど24時間、水力発電は稼

働しますから、そうすると１日37万円、１カ月

だと1,100万円、あくまで数字ですけれども、

年間にすると１億3,000万円になります。固定

価格全量買い取り制度の中では小水力の発電の

場合は20年間この値段でという、今のところは

そういう設定をしております。20年間でどれぐ

らいの数字になるか。売電金額にすると約26億

円になるわけです。この辺も考えて協議という

か、関係団体といろいろ話を進めてもらえれば

なと思います。 

  23年度の決算書を見ても、国営土地改良事業

費約１億9,700万円、新庄農業水利事業農家負

担軽減対策助成金約5,700万円、平成５年から

毎年数億円ずつ市が負担しているわけだそうで

す。受益者の方々も、農家の、受益農家の方々

も相当な負担なんじゃないかなと、幾ら軽減対

策助成金があったとしても。その辺を採算も考

えながらもちろん進めていければいいのかなな

んて思います。 

  集落がどんどんしぼんでいく状態を先ほど話

ししたわけですけれども、集落の方々と新庄市

の方々というか、職員の皆さんで、市長も含め

てですけれども、この地域に何が必要で、どう

やって維持していこう、維持再生していこうと

いうふうな議論はなさったことはありますか。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

沼澤恵一議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 今の件に関しましては、

継続してまちづくり会議とか、あるいはミーテ

ィング、いわゆる区長さん方を主役として、地

域の窓口として、市長との懇談を忌憚なくやり

たいというような機会をこれは充実させている

というようなつもりでございます。継続してこ

れをやることによって集落の環境整備、インフ

ラ整備というようなものにもつながっていきま

すし、それぞれその地域の中でリーダーシップ

をとっている方々、この人づくりにもつながっ

ていくのではないかと。新たな手法も先ほど市

長が申し上げましたとおり取り入れていきたい

というようなことでございます。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

沼澤恵一議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） ぜひそのような継続的

な動きをしていただければと思います。 

  どう考えても、その地域が例えば再生可能エ

ネルギーを利用したいとか、そういう発想とい

うか、そういうことを思っていない地域であれ

ばどうしようもないというか、と思うので、地

域の強い意思を酌み取ることができたら、やは

り支援する、サポートするという姿勢は大切か

と思いますので、ぜひお願いしたいと思います。 

  それでは、災害時のタイムリーな情報伝達に

ついて質問したいと思います。 

  広報車などで当時回ったということです。あ

とは、今流れているラジオ局を通じていろいろ

な情報を流したという御答弁をいただきました

けれども、ラジオについては非常に広域なわけ

です。広報車は余りにも聞く人の条件が左右さ

れるというか、そういうふうなものだと思うん

です。先ほど市長が答弁の中で言っていたコミ

ュニティＦＭということをおっしゃってました

けれど、私は地域が限定されたところでコミュ

ニティＦＭというのは非常に有効ではないかと

思うわけです。もちろん市が主体となってやる

ことは非常に困難かと思います。しかし、災害

等いろいろな情報を、地域の状況に合った情報

を流すためには非常にコミュニティＦＭという

のは有効ではないか、そういうふうに考えるん

ですが、その辺をどういうふうに思われている

か聞かせてください。 

坂本清一環境課長 議長、坂本清一。 
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沼澤恵一議長 環境課長坂本清一君。 

坂本清一環境課長 ただいま小関議員のコミュニ

ティＦＭ関係の御質問ですけれども、コミュニ

ティ放送については地域密着型てなことで大変

地域に密着した放送のようです。しかも災害発

生時につきましては的確な地域における被災の

状況なり情報発信ができるてなことで、その有

効性についてはこれまでも立証されているよう

な状況でございます。 

  これにつきましては、現在、全国で240を超

える放送局があると聞いております。東北では

24、県内では酒田、山形、米沢の３地域で開設

しているてなことでお聞きしておりますし、そ

の開局するに当たっての設備的な事業費で約五、

六千万の事業費を要するてなことで、当然地域

の企業なりなんなり関係するところとの協議の

もとにその放送たるもの等を勘案した上で必要

であるてなことで同意すればその方向に向かう

んだと思いますけれども、それについて今後は

検討してまいりたいと。 

  なお、災害発生時等の瞬時の情報の伝達てな

ことでは先ほど市長のほうから答弁ありました

とおり、緊急速報エリアメール、それから昨日

補正予算いただきました全国瞬時警報システム

を携帯電話に直結した形で自動で転送される仕

組みと災害時の発生の迅速な情報の提供てなこ

とでは順次整備しているところです。 

  ただ、もう一つだけ、このたびの東日本の災

害において、さまざまな設備あるけれども、実

際に効果が発揮できない、特に停電等の関係も

あります。情報の発信については、可能な限り

ありとあらゆる手法たるものがあれば、それを

構築するというようなことが好ましいんだと思

いますけれども、最終的に時間的なロスはある

かとは思いますけれども、現在市でやっており

ます職員の地域担当制、これの活用たるもの、

これも重要で、かつ手違いのない情報手段であ

るというふうに考えていますので、そちらのほ

うも一つの情報手段てなことで進めたいと思っ

ています。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

沼澤恵一議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） とにかく市民が安心し

て暮らせる地域にするために、いろんな議論を

して最良のシステムを設置していただければと

思いますが、私、コミュニティＦＭと今言った

んですけれども、あの施設というか、設備とい

うのは非常に大がかり、今、課長がおっしゃっ

たように、五、六千万、初期段階でかかってし

まいます。 

  以前、市民の団体というか、ミニＦＭという

のをやっていました。市も参加して広報なんと

かという、新庄とかというのも何か放送してた

時期もあったんですけれども、そのミニＦＭと

いうのは非常に機材が小さくて、もちろん電力

も必要なくて、本当に有効、災害時にも。電波

はどれぐらい飛ぶかというと、泉田の先まで、

赤坂まで飛びます。ただ、これは認可されてい

ないんですね、総務省のほうで。１回私も総務

省の方と話ししたことあるんですけれども、ど

れぐらいだと認可というか、クレームつけない

んですかとかって言ったら、それこそ子機ぐら

い、親子電話の子機ぐらいの電波であればいい

ですよと、そういうふうなことを言われたわけ

です。特区としてミニＦＭを使えるということ

になれば非常に災害時は有効だと思うんですけ

れども、そういうことはどうでしょう。 

坂本清一環境課長 議長、坂本清一。 

沼澤恵一議長 環境課長坂本清一君。 

坂本清一環境課長 その有効性、効果については

先ほど申し上げたとおりでございますけれども、

ただ通常の運営に際してどういうふうな形態で

やるのかというやつが大前提ではないかなとい

うふうに思っているところです。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

沼澤恵一議長 小関 淳君。 
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１３番（小関 淳議員） コミュニティＦＭとミ

ニＦＭが違うというのは御認識いただいている

と思うので、ミニＦＭは総務省が認可していま

せん。しかし、災害時には非常に有効なツール

であることは間違いないです、実証して。エリ

アに届かなかった場合はそこからまた周波数を

受けて、周波数を変えてその次のエリアまで飛

ばすことができるので、本当に災害時のみ使う

ということでも非常に有効な道具だと私は思っ

ていますので、それもあわせてトータルで考え

ていただけないかと。特区申請をしないと使え

ないらしいですから、そこの辺も考えていただ

ければいいと思います。 

  最後、職員の採用に民間人をということで、

答弁ではもう既に民間人を採用していると、面

接官に採用しているということですが、ここに

職員採用についてどういう人物を選抜したいか

ということが人材育成基本方針の中に書いてあ

ります。新庄市の新たな飛躍のため、市民とと

もに努力する人、時代を先取り、豊かな発想で

積極果敢に挑戦する人、市民の目線で考え行動

し、夢の持てる新庄市をつくる人と書いてあり

ます。このような人たちをどういうふうにして、

どういうふうな手法を使って発掘して採用して

きたんでしょうか。 

野崎 勉総務課長 議長、野崎 勉。 

沼澤恵一議長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 今年度の職員採用試験に当た

りましては、ただいま小関議員御指摘のように

人材育成基本方針、これに従って求める職員像

というふうなものを明確にその募集要項に記載

させていただいております。市民をつなぐ、未

来へつなぐ、成長につなぐといった標語のよう

なものですが、それぞれ市民の視点に立って考

えられる職員、それと時代の変化を捉えて的確

に行動できる職員、それから自己啓発に励み、

部下、組織の育成強化を図れる職員という、こ

の３つの視点に立った職員像、これが新庄市の

求める職員像であるというふうなことをまず募

集要項のほうにはっきり明示させていただいた

上で、このたびは積極的にその募集要項を各学

校、市内はもちろんのこと、首都圏、仙台、そ

ういったところにも郵送させていただきました

し、殊に県内の大学につきましては部下職員も

派遣しましてその説明をさせたというふうな積

極的なＰＲ活動を行ってきました。その結果、

先ほど市長の答弁のほうにもありましたが、大

幅な受験者増を得ることができたと。機会が多

くなったわけでございますので、その分優秀な

人材が確保できるのではないかというふうに期

待しているところでございます。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

沼澤恵一議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） わかりました。これか

らも優秀な人材を獲得するために、柔軟性のあ

る選抜の仕方をしていただければと思います。 

  終わります。 

沼澤恵一議長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午後３時４９分 休憩 

     午後３時５９分 開議 

 

沼澤恵一議長 休憩を解いて再開します。 

 

 

小野周一議員の質問 

 

 

沼澤恵一議長 次に、小野周一君。 

   （１０番小野周一議員登壇）（拍手） 

１０番（小野周一議員） ３月定例会１日目の最

後に一般質問させていただきます。市民・公明

クラブの小野です。よろしくお願いいたします。 

  ３月末で定年退職なさる職員の皆様方には本

当に長い間、職務とはいえ市の発展に長く御尽

力いただきまして、本当にありがとうございま
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した。今後は一市民としてさらなる市勢発展に

御指導のほどお願いするものであります。 

  それでは、通告に従いまして質問をさせてい

ただきます。 

  本市のまちづくりの将来の都市像として、豊

かな都市環境を育む田園都市を描いた都市マス

タープランは平成８年に策定され、最終年度で

ある平成27年度までの20年間と大変長い期間と

なっております。このマスタープランにおいて、

長期を見据えた計画であることから、中間年の

10年後には実情に即した見直しを図っていき、

また経済社会の動向などにより計画内容に大き

な変化を要する場合には状況に応じて適宜見直

すものとうたっております。今日までどうして

見直しがなされてこなかったのか、また本市の

まちづくりに特に土地利用として弊害はなかっ

たのか、あわせてお聞きするものであります。 

  20年間と大変長いまちづくりの計画期間中に

おいて、将来の本市が進むべき道を示した計画

が策定されてきたわけですが、あるべきまちづ

くりの方向性を見据えて都市計画時の用途、地

域の見直し、農業振興計画、下水道整備計画、

雪対策など適宜整合性が図られて調整がなされ

てきたのかお聞きします。やはりまちづくりは

各原課ばかりがやるんじゃなくて、全庁挙げて

これからも新庄市の進むあるべきを取り組むべ

き姿であると私は考えております。 

  第４次国土利用計画の土地利用の基本方向と

してコンパクトなまちづくりが推進され、まち

づくり総合計画にも町なか居住の促進策として

考え方が盛り込まれております。平成14年１月

に策定されたコンパクト交流、文化都市構想に

基づいてのまちづくりなのか、策定から10年が

過ぎていますが、どのような新庄市においての

コンパクトなまちの将来像を描いているのか具

体的にお聞きするものであります。 

  あわせて、国土利用計画に平成32年度までに

29ヘクタールの宅地増が見込まれていますが、

目標年度までの具体的な計画や都市計画との政

策についてはどうなのかお聞きします。 

  次に、本市の基幹産業である農業振興につい

てお聞きします。 

  なお、農業振興地域整備計画の総合見直しは

一番最後に質問しますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

  本市においても、前政権の民主党の目玉政権

である戸別所得補償制度の加入促進や、新規就

農者、認定農業者等を対象とした人・農地プラ

ンを推進しています。しかし、このごろ政府は

ＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）の交渉参加に

大変前向きであるようです。関税を撤廃した場

合、農林水産省の試算によりますと農林水産業

の産出額が４兆5,000億円の減、農業がだめに

なれば、農村、農業が８兆円とも言われる多面

的機能のうち３兆7,000億円分が失われるとい

う試算が示されました。 

  このような大変厳しい時期に、吉村県政２期

目の新しい目標として、県の農業産出額3,000

億円をさらに増加する取り組みに加え、今後４

年間で年間売り上げ1,000万円以上の農家数を

現在の1.5倍に当たる3,600にすると掲げており

ます。 

  本市においても、安定的な農業経営の基準と

して農業振興計画案に10年間を目標に年間農業

所得400万円程度を目標とする21の営農類型と

400の経営体を設定しております。今後４年間

の県、市、農業団体の連携を含めた取り組みを

お聞きするとともに、目標とする新庄市の農家

戸数についてお聞きしたいと思います。 

  全国的に環境保全や農産物の安全安心への取

り組みが当然のこととされるようになってきて

おります。農林省においても化学肥料や農薬の

低減、地球温暖化対策に取り組む農家を支援す

る環境保全型農業直接支援交付金の事業が新設

されましたが、本市においての取り組みと有機

農業の実態についてお聞きするものであります。 
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  平成23年に策定されました最上広域農業振興

計画にも最上地域全体を一つの農場と位置づけ

た環境保全型農業の推進を振興方針として位置

づけております。さらに、県においても平成22

年、全県エコエリア山形農業推進プランを策定

されてます。推進プランには、環境保全型農業

に取り組んでいる現在55％の農家数の割合を平

成26年度には70％、平成31年度は75％の数値目

標としておりますが、本市としても関係団体と

一体となった推進体制とその取り組みに協力を

求める必要があると思います。本市において県

内の市町村に先駆けてこれらの数値目標を達成

し、関係団体と一体となり新庄市内の全稲作農

家のエコファーマー化を推進し、環境に優しい

新庄市を全国的に発信すべきと考えるが、その

取り組む考えはあるのかないのかお聞きしたい

と思います。 

  最後の質問になりますが、農業振興地域整備

計画の総合見直しについてお聞きします。 

  現在、優良農地の確保、保全に最大限の努力

に努めながら26年ぶりに農業振興地域整備計画

の総合見直しがなされております。昭和60年策

定以来、社会情勢の変化、特に農業に関しては

いろいろと大きく施策が変化しております。こ

の見直しについては、今まで多くの議員がこの

壇上より質問し、議会からも政策提言として市

の基本的方針に定住促進を標榜しているのであ

れば、土地利用の大きな足かせになっている農

業振興地域の見直し、いわゆる農振除外を早急

に行うべきという提言をしてきた経過がありま

す。また、農用地区域の除外については、昭和

60年以来現在に至るまで26年間という大変長い

間、通常その都度軽微な変更による一般管理で

実施されてきております。 

  私は、総合見直しであれば、まして26年ぶり

の見直しであれば、新庄市全体の将来の土地利

用計画などに沿った形での都市計画との調整を

図りながら、通常その都度警備な変更で実施さ

れる一般管理ではなく、特別管理によるいわゆ

る総合見直しによる全体的な計画の見直しをす

るべきと思っております。やはり新庄市全体の

将来にわたる土地利用の計画に整合性を持たせ

て計画をするべきではなかったかと壇上より質

問して終わりたいと思います。 

  御清聴ありがとうございました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは小野市議の御質問にお答

えさせていただきたいと思います。 

  市の都市マスタープランにつきましては、平

成４年の都市計画法改正により市町村は都市計

画に関する基本的な方針を定めることになり、

市独自のマスタープランとして平成８年３月に

定めたものであります。都市マスタープランの

計画期間は20年間と長きにわたるものでありま

すので、策定時において中間年での見直しや計

画内容に大きな変更を要する場合は適宜見直す

ことを付記したところでありますが、もとより

都市マスタープランは市の振興計画や県の都市

計画区域マスタープランに即し定められている

ところであります。 

  御承知のように、第４次の振興計画はまちづ

くり総合計画として平成23年にスタートしたと

ころであり、また県のマスタープランは平成12

年を基準年に32年を目標年次として策定された

ものでありますので、そうしたことから市の都

市マスタープランを中間年である平成17年に見

直すに足りる大きな変更要因がなかったという

ことで見直しは行わないできたところでありま

す。しかしながら、ただいま申し上げましたと

おり、平成23年に第４次の振興計画もスタート

したところでありますので、県のマスタープラ

ンの見直しについての調整を図りながら、本マ

スタープランの目標年度である平成27年度に見

直しが可能なように関係機関と調整をしてまい
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りたいと考えておりますので、御理解のほどお

願いいたします。 

  次に、用途地域の見直しについてであります

が、都市マスタープランでは目標年度までに約

176ヘクタールの市街地拡大を想定いたしまし

たが、人口減少や経済活動の縮小、市街地の空

き地、空き家の増加という現実から、市街地拡

大のための用途の見直しや事業の展開ができな

いという中で今日に至っているわけでございま

す。当然、農業振興計画との関係につきまして

も、農業振興地域と用途地域とは表裏一体の関

係にありますので、そうした人口、経済等のフ

レームや現用途内の残存農地の問題もあり、市

街地拡大を想定できなかったわけでございます。

しかしながら、現在、農業振興地域の見直しが

行われているところでありますので、マスター

プランの見直しの際はそうした点も踏まえマス

タープランを見直し、その上で用途についても

必要な見直しを行ってまいりたいと考えており

ます。 

  下水道については、公共用水域の水質保全及

び雨水排水対策の強化を図ることを目的に、市

街地の下水道整備と普及、新市街地への計画的

な下水道区域の編入という方向性をマスタープ

ランに掲げ、実際の下水道事業を展開してきた

ところであります。 

  また、雪対策については、マスタープランに

おけるまちづくりの基本目標の一つに据え、市

街地における雪に強い道路や流雪溝の整備充実

を掲げ、事業を推進してきたところであります。

これら個別の事業については、引き続きマスタ

ープランに基づき取り組んでまいる考えでおり

ます。 

  なお、土地利用を規制する計画になります都

市計画、農振計画、またその上位計画である国

土利用計画につきましては、整合性のとれたも

のにしていくため、今回の都市計画の見直しに

ついては計画期間中間見直し時期を考慮してま

いりたいと考えております。 

  次に、まちづくり総合計画、国土利用計画に

共通しておりますのが目標年次を平成32年とし、

目標人口を３万7,000人としているところであ

ります。どちらの計画も平成22年度に見直しを

しておりますが、これまでの計画が人口増加を

想定した開発志向でもあったことから、人口減

少社会に対応したまちづくりを進めるため、こ

れまで形成してきた社会生活基盤の有効活用を

一つの方針としております。都市計画や農業振

興地域整備計画が見直しされる際には、この方

針に沿った見直しが図られることとなります。

市街地には都市機能を整備するため、街路や下

水道などこれまで多くの公共投資を行ってきま

した。 

  今後は、人口増加を見込むことは難しく、税

収の増加も期待できない中、無秩序な拡大はそ

の維持管理もままならなくなります。コンパク

トなまちづくりについては、持続可能な社会の

実現の向け、これまで整備してきた都市機能を

有効活用させることを基本として、用途地域及

びその周辺を市街地居住ゾーンとした展開を図

りたいと考えております。 

  まちづくり市民アンケートにおいては、市内

で転居したい人の理由の半分以上が市内の中心

部の便利なところで暮らしたいとなっておりま

す。これまで整備してきた都市機能であります

ので、質的向上を図りながら、子供からお年寄

りまで安全安心で快適に生活できるよう環境整

備をさらに進めてまいりたいと考えております。 

  また、これからの市の発展を考え、雇用ある

いは交流活動の拡大に可能性を持たせるため、

国土利用計画におきましては宅地についてはあ

る程度の増加を見込んでおります。計画策定時

のトレンドなどから住宅地については10年間で

新たに必要な規模を想定し増加を見込んでおり

ます。工業用地については、中核工業団地での

企業立地を目標に増加、そして事務所、店舗な
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どの増加も一定程度見込み、宅地全体として29

ヘクタールの増加としております。どこに何の

施設をといった計画ではありませんので、民間

活力による立地計画などにより増減は出てくる

ものと考えております。計画策定時からも宅地

は増加しており、幾分か地域経済が盛り返して

きた結果ではないかと考えておりますが、さま

ざまな動向を捉えながら計画に沿った定住のた

めの住みよいまちづくりを進めてまいりたいと

考えております。 

  今後の県と連携を含めた目標農家戸数につい

てでありますが、昨年末、再選出馬を前に吉村

知事は２期目の政策集「さらにプラスの山形

へ」を発表されました。その具体的な数値目標

として農業部門では年間売り上げ1,000万円以

上の農家を現状2,400戸から1.5倍の3,600戸に

拡大を目指すということでございました。この

現状ベースは平成23年の農業構造動態調査であ

ろうと思いますが、この調査は市町村ごとでは

公表されておらず、新庄市においての売り上げ

1,000万円以上の方がどれぐらいいらっしゃる

のかは平成22年の農林業センサスで公表されて

おります108戸、7.4％以外にその実数の掌握は

できてございません。知事の数値目標である

3,600戸は山形県全体の販売農家数の9.6％とい

うことにもなりますが、本市の認定農業者現

290名中更新された方の農業所得目標400万円を

達成した認定農業者は11.8％となっております。

また、現在変更を進めております新庄農業振興

整備計画策定に伴う農家意向調査結果によりま

すと、回答者の8.9％の方が年間農業所得400万

円以上と回答がございました。いずれの結果か

らも、本市の農業者は知事の数値目標にもかな

り近い線で頑張ってこられていると思っている

ところでございます。 

  平成24年を目標として県が実施してまいりま

した農林水産業元気再生戦略の重点プロジェク

トは、本市においてもこれを推進し、農業産出

額の拡大を目指してまいりました。今後は、現

在策定が進められている次期戦略におきまして

も県との連携を一層強め、６次産業化など農林

産業の有する可能性を発揮し、農林業を基点と

した農業産出額の拡大と認定農業者など中心的

経営体への面的な農地利用集積などによる効率

的かつ安定的な農業経営を目指したいと考えて

ございます。 

  また、現在策定中の農振計画変更案において

は目標認定農業者数を310戸としてございます

が、認定農業者の経営改善計画は全員400万円

以上の農業所得を目標としているところであり、

一人でも多くの方が目標達成できるよう市とい

たしましても支援してまいりたいと考えている

ところであります。 

  次に、全県エコエリア構想でありますが、畜

産堆肥などの有機性資源を活用した土づくりを

行いながら化学肥料や化学合成農薬を二、三割

以上減らした農産物の生産に県内全ての地域で

取り組むとする構想で、販売農家に占める環境

保全型農業を実施する農家数の目標を平成21年

の58％から平成26年には70％、目標年の平成31

年には75％とするとしております。この構想の

実現のため、耕種農家と畜産農家が連携した堆

肥需給調整の仕組みづくり、散布組織の育成、

堆肥や稲わらなど地域に存在する有機性資源を

活用した土づくりに取り組み、さらには生態系

に配慮した施肥、病害虫防除技術の研究開発、

市町村や農業団体などが中心となって行う地域

単位の活動のための条件整備、担い手となるエ

コファーマーの拡大について、関係機関一体と

なって推進するとしております。 

  本市における有機農業、環境保全型農業につ

いてでありますが、平成24年度の取り組み面積

は有機農業で約183ヘクタール、特別栽培で約

260ヘクタールとなっております。これにはつ

や姫の栽培面積の拡大と平成24年度から始まっ

た環境保全型農業直接支援対策によるところが
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大きく、今後も増加する傾向にあり、関係機関

と一体となり推進してまいりたいと考えており

ますので、御理解のほどよろしくお願いいたし

ます。 

  最後に、農業振興の全体的な計画の見直しで

すが、議員御指摘のとおり基本的には本市の国

土利用計画、都市計画、そして農業振興地域整

備計画のそれぞれが足並みをそろえ計画策定を

すべきであると言えます。ところが、各計画の

見直し年次が異なること、計画を管轄する県の

部署が異なり、必要とする変更の要件もそれぞ

れ異なることなどから、現実的にはなかなか思

うように取り組めないのが実情でございます。 

  農振の総合見直しにおける農用地区域からの

除外は、かつて道路のセンターラインから左右

数十メートルを行政側の判断で除外することが

できた時代もありますが、現在は総合見直しで

あっても優良農地の保全と活用の観点から、具

体的な利用目的と除外５要件に合致しない限り

除外は認められないとするのが県の取り扱いと

なっております。 

  このたび本市が行った農振の総合見直しの一

番の目的は、農業振興におけるマスタープラン

の見直しであり、農地利用計画にあってはデジ

タル地番図をもとにした一筆管理へ移行したも

のでございます。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

１０番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

沼澤恵一議長 小野周一君。 

１０番（小野周一議員） ありがとうございまし

た。 

  実は、今、答弁の中で、私もこのマスタープ

ランがあること自体、必要なかったと言えば大

変失礼なんですけれども、私が議員になる前の

マスタープランですよね。そして、あと２年残

っているわけです。本当に非常に長いマスター

プランなんですけれども、これが市長の答弁を

聞きますと中間年でのいろいろ起きた場合は見

直しをすることになっているんですけれども、

見直しをする用途がなかったという、ちょっと

市長としてはそういう社会情勢のそういういろ

いろな経済動向を把握してなかったのかなと、

私ちょっと今思いました。ということは、私、

議員になってから、恐らく平成15年ですか、市

の人口が減ってる中で、何とか最上郡から新庄

に人を呼び込もうということで、定住促進住宅

プロジェクトチームをつくりましたよね。あの

計画さえ恐らく途中で頓挫してるんじゃないか

と私は思っているんですけれども、そして今、

市長言いましたけれども、やはりいろいろな上

位法なり国土利用計画なり振興計画なり農振計

画なり、やはり設定する策定時の年度と目標年

度が、あとは県のそういう計画がずれてるもん

だからというお話ありました。やはり新庄の土

地利用のこれからの新庄をどうするんだという

こと、やはり原課だけじゃなくて、都市計画を

どうするんだ、農振計画をどうするんだ、下水

道の整備計画どうするんだ、雪対策はどうする

んだ、そういうやはり全庁挙げてかかって、そ

してその計画というものを、年度というものを

同じように進めれば、新庄市としてもこれから

なお一層すばらしいまちづくりになると私は思

うんですけれども、どうですか。 

星川俊也都市整備課長 議長、星川俊也。 

沼澤恵一議長 都市整備課長星川俊也君。 

星川俊也都市整備課長 全く議員のおっしゃると

おり、土地利用の規制に関する計画については

それぞれ省庁違った結果あるわけですけれども、

新庄市にとってみれば同じ土地なんで、それは

一緒の計画であるのが一番望ましいと思います。 

  なお、先ほど市長の答弁の中で、平成17年に

大きな要因、見直さなかったということについ

ては、都市計画につきましてそのときのいわゆ

る新庄市の振興計画、総合計画、それに沿うと

いうことでありますので、そのとき一番の今現

在の都市計画が合わないのは人口フレームです。
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27年まで５万3,000までふえるということで、

いわゆる住居地域、工場地域合わせて176ヘク

タール拡大するという、そういうような構想を

もとに、ただマスタープランの中にはいわゆる

高規格道路の整備とか下水道の整備とか、そう

いうのもあります。その内容については、マス

タープランのままで今現在でも進められており

ます。ただ、問題なのは農振と都市計画用途区

域が表裏一体だったと。そういう中で、片方の

土地利用規制が変更されるという状況の中で、

やはりその時点でも、あと23年にもそこで変わ

ったわけですけれども、その用途の切りかえの

時期がもう２年後で26年には基礎調査をやって

かえるという、そういうタイミングだったもん

ですから、17年にかえなかったのは第３次の振

興計画に縛られていたと。今回の見直しについ

ては、第４次の振興計画の中でマスタープラン

をつくりながらいろんな用途地域の見直しを図

っていき、なおかつ先ほど言いましたように土

地利用規制については国土利用計画の上位計画

に合わせた形で中間の見直しあるいは本来の見

直し、そんなものを図っていきたいというふう

に思っております。 

１０番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

沼澤恵一議長 小野周一君。 

１０番（小野周一議員） やはり大変長い26年と

いう期間であるので、いろいろなことがあった

と思います。そういう中で、原課だけのつなが

りでなくて、特にこれを扱うのは総合政策課の

分掌事務というのを見ますと市政運営の総合計

画に関することとかいろいろ書かってますよね。

その辺やはり総合政策課あたりで調整をなさっ

て、そして今後の新庄市のまちづくり、都市計

画でもやっていってもらいたいと思うんですけ

れども、課長、どうですか。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

沼澤恵一議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 きのうからきょうとさま

ざまな新庄市の冠がついた計画、出てまいりま

したけれども、きょう御指摘のまちづくり総合

計画、国土利用計画、都市計画、農振、非常に

基幹的な計画、市の大きな方向づけをする基幹

的な計画というような認識を持ってございます。

したがいまして、これらを中心としてやはり一

体的な計画なんだと、一体性を有するものなん

だというようなことの認識のもとに改めて関係

各課の中での協議を建設的に進めるというよう

なところではおっしゃるような形で私どものほ

うも立場上いなければいけないというようなこ

とは自覚したいと思います。 

１０番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

沼澤恵一議長 小野周一君。 

１０番（小野周一議員） やはりこれからの将来

の何ていうんですか、課長さんというか、職員

のためにも仕事がしやすいように、そのような

方向づけにやっていってほしいなというふうに

思っております。 

  また、私、常に思うんですけれども、これの

土地利用の弊害に、今、新庄市に３つの学校が

ありますよね。それは皆さん御承知のとおり、

やはりこの市内、空洞化なって、その周りが余

りにも規制が激しかったために、あるところは

マンモス校になっていて、市の中心となってい

る学校が減り続けております。そういう状態、

教育長、どう思われますか。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

沼澤恵一議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 ３つの学校というのは恐らく新

庄、沼田、日新でしょうか。新庄、明倫、日新、

中学校で。減っているというようなものについ

ては少子化というような部分で、それぞれ恐ら

く私が明倫時代は700弱、今が300ぐらい、新中

は1,200ぐらいいたのが今は265、日新は恐らく

同じぐらいだと思うんですけれども、今400と

いうことで。そういう中で一番と減り方が激し

いのはやはり新庄中学校かなというふうに思い
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ます。 

  これはやはりいろんな要素があると思うんで

すけれども、一番はやはり中心市街地の人口減

少というか、その部分が一番作用しているのか

なと。特に日新はふえたというのは、私なんか

はよく、陸羽西線がうちの前を通ってんですけ

れども、あれが南側を通ってたら北のほうにも

どんどん人口が来たのかなという、そういう思

いをずっと持っているんですけれども、そうい

う大正時代のまちづくりというのが南へ南へと

いうふうな形になって日新がふえてきたという

ふうなことかなというふうに思ってます。 

  じゃあ、ふえたから学区の再編をして生徒数

を等分にするということも非常に難しいので、

そういう今の現状の中で学校をつくっていかざ

るを得ないのかなというふうに思っています。 

１０番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

沼澤恵一議長 小野周一君。 

１０番（小野周一議員） 何もこっち学区聞いて

るわけじゃないんけれども、やはり市街地が空

洞化なって、その周辺の土地利用の26年間余り

にも規制が激しかったからこうなったんですよ

という意味で私言ったんです。学区云々て私言

いません。 

  次に、時間もあれですけど、最後の農業振興

整備計画でちょっとお聞きしたいと思います。 

  26年ぶりの農業振興計画総合見直しなんです

けれども、じゃ最初にお聞きします。総合見直

しと一般管理の違いはどうなんでしょうか。ま

ずお聞きします。 

齋藤彰淑農林課長 議長、齋藤彰淑。 

沼澤恵一議長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 お答えいたします。 

  かつて特別管理と言われていたものは、一定

期間、農振除外編入を凍結しまして、その期間

で農振整備計画を策定するというふうなことで

ございました。現在はその表現の仕方を総合見

直しというふうに表現しているようでございま

すが、県のほうに確認してみますと、やはりこ

こに来ていわゆる食料自給率の向上とかで優良

農地を確保保全しなさいという大きい大義名分

がございますので、行政としてその辺積極的に

除外編入できる要素としましては、例えば山間

部に農地開発、昭和50年代、60年代、農地開発

ということで山林のほうに相当農地、農用地の

設定をしましたが、このような状況の中で開発

可能地が開発予定がなければそれは若干下げて

も、里山のほうを下げていいとか、あるいは沢

田、中山間地において圃場整備の計画がなけれ

ば、その辺については農用地区域から外しても

いいよと、そのような取り扱いができるという

ふうに聞いてございます。以上です。 

１０番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

沼澤恵一議長 小野周一君。 

１０番（小野周一議員） 話がちょっとずれてる

みたいですけれども、26年間どうしてその都度

軽微な簡単な農用地からの除外をしてきたとい

うと、やはりそれだけ都市計画との新庄市との

まちづくりとの兼ね合いがなかったからそうな

ってきたんじゃないんですか。だから農業振興

地内にある白地のほうに住宅が建っていって、

用途も何も関係なくだかだかだかだかとうち建

てていったんじゃないですか。だから去年、お

ととし、本来ならば用途地域に下水道が行くの

を余りにも白地のほうにも行くもんですから、

そういうところの下水道のほう、白地のほうの

下水道のほうにも都市計画税を賦課したんじゃ

ないですか。余りにも計画性がないと私は思う

んですよね、全体的な。だから先ほど都市整備

課長にお願いしたのは、全庁を考えた計画の年

度を決めてくださいと言ったのはそういうこと

を私言ったんです。 

  今、課長、県からの云々と言いましたけれど

も、それは24年ですか、44年ですか、農業地域

整備計画のそういう法律できたのは。恐らく大

きく変わってはいないと私思うんです。どうし
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て26年間軽微な細い除外しかしなくて、26年ぶ

りに総合見直しをした場合でもこの３年間一般

管理でやってきたのか。だから、それは農林課

だけの話であって、全庁挙げて話を詰めてこな

かったからこのような結果になったと私は思う

んです。それまでスケジュール表を見ると総合

政策課なり下水道課なり都市整備課なりそうい

う方々の会議を何回となくしておりますよね。

本当26年間、本当に新庄市の農用地の持ち方ど

うだったんですか、本当に。恐らく山形県で平

成に入ってしなかったのは私は新庄市だけだと

思います。それだけ優良農地を守れば一番でご

ざいます。しかしながら、先ほど言いましたけ

れども、町の空洞化なり、その近辺の開発する

のを余りにも規制を激しくしたおかげでこのよ

うな状態になったのじゃないかと思っておりま

す。そういうこともあって、先ほど課長言いま

したけれども、これは農振だけじゃなくて、農

林課だけでなくて、全庁挙げてやはり目標年度

を決めて、あすの新庄をどうするんだというこ

とをどうかお願いをする次第であります。 

  あと、農業振興に戻りますけれども、今回も

吉村知事も大変厳しい中、今の産出額を1,000

万以上の農家を1.5倍にするという公約が出ま

した。そういう中で、そういう農業産出額を上

げるがための手だてとして創意工夫プロジェク

トとか園芸チャレンジ事業とか、あと畜産部門

がありますよね。そういう中で、きのう市長の

施政方針の中で新庄の重要品目についてはかさ

上げをしますよという話がありました。本当に

これは今までは新庄市は財政がないから市単独

のかさ上げはできませんよと言われてきました。

しかし、郡部を見ますと創意工夫なり園チャレ

はもちろん、畜産に関しても産出額を上げるた

めに何らかの工夫をしてやってるわけなんです

よね。ことしは園チャレになったようですけれ

ども、来年以降も、すぐとは言いませんけれど

も、ほかの町村並みに上げてもらえれば、やは

りこの新庄市、新庄市農協、新庄もがみですか、

２つの農協あって、その中に新庄市、舟形町、

最上町とあるわけですよね。その中に入ってい

る組合員の方々が困惑してると言うんですよね。

同じ事業しても同じ組合の組合員が、新庄市に

入っている組合員は今までだったら県単独の３

分の１しかもらわなかった、恐らく来年からこ

としなると思うんですけれども。ほかの地域は

大体半分ぐらいなんですからね。そういう意味

でいろいろな絡みがあると思うんですけれども、

ことしは園チャレのほうにつけていただきまし

たけれども、かさ上げ、きのうの施政方針で初

めて私わかったんですけれども、来年、再来年

でもいいですから、どうか創意工夫にも畜産の

ほうにも農業全体の産出額を上げるための手段

としてそういう応援をしてもらえる気ありませ

んか、お聞きします。 

齋藤彰淑農林課長 議長、齋藤彰淑。 

沼澤恵一議長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 やはり農業が元気になること

はまちが元気になることだというふうに考えて

おりまして、このたび久々でございますが、財

政との交渉の中でいわゆる施設集約型の農業に

ついて品目を絞ってかさ上げをしたいというふ

うなことで、平成25年度予算編成においては園

活のほうに予算要求させていただきました。今

後も振興していく作目、品目を定めながら、所

得の増大に結びつく部分について支援できるか

どうかを周辺町村あるいは県内あるいはＪＡ等

と協議していきながら、そのような方向で協議

していきたいなと思っております。 

１０番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

沼澤恵一議長 小野周一君。 

１０番（小野周一議員） ちょっと言い忘れまし

たけれども、農業振興計画の見直しの際は、農

業委員会の会長もおりますけれども、最高議決

機関はあれですよね、促進協議会が一番の最高

議決機関ですよね、違いますか。じゃいいです
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けれども、私の見間違いかもしれませんけれど

も、それで我々に12月ですか、９月ですか、こ

のような資料をもらいましたよね。農振に関す

る農用地からの除外要望箇所、農用区域からの

除外するために行う農用地区区域の変更等にす

ることの判断についてと、この判断について恐

らく今回も宮内地区の外したと思うんですけれ

ども、この判断基準は今後とも生きるんですよ

ね、それ確認したいと思います。 

齋藤彰淑農林課長 議長、齋藤彰淑。 

沼澤恵一議長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 農用地利用計画については、

県知事の同意を要する協議が必要となってござ

いますが、最終的には決定を公告して有効とな

ります。それで、新庄市としての判断としまし

て、いわゆる農振法13条第２項の１から５号ま

であるんですが、この５号各号まで該当すると

いうことの判断で市としては一応決定させてい

ただいたと。ただし、ただいまもお話ししまし

たように、県知事との協議をして同意をもって

市の決定となりますので、今後具体的に県との

協議がありますので、その中で県がどういうふ

うにこの除外５要件を判断するかということに

なりますので、市としては除外適当というふう

な判断で協議をしたいというふうなことでござ

います。 

１０番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

沼澤恵一議長 小野周一君。 

１０番（小野周一議員） 最後になりますけれど

も、用途が今新庄市に11ぐらいの用途がありま

すけれども、今回の農振地内の外した白地です

よね。これからそういう方向づけで開発すれば

必ず、よく役所で言う参酌的な開発が行われる

と私は思うんですけれども、重々そういう虫食

い状態のならないような開発をしてくださるよ

うにお願いをいたしまして、私の質問にかえさ

せていただきたいと思います。 

  どうもありがとうございました。 

 

 

散      会 

 

 

沼澤恵一議長 以上で本日の日程を終了いたしま

したので、散会いたします。 

  明日６日午前10時より本会議を開きますので、

御参集願います。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後４時４９分 散会 
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平成２５年３月定例会会議録（第３号） 

 

 

平成２５年３月６日 水曜日 午前１０時００分開議 

議 長 沼  澤  恵  一     副議長 小  嶋  冨  弥 

 

 出 席 議 員（１７名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ２番   伊  藤     操  議員 

  ３番   髙  橋  富 美 子  議員     ５番   石  川  正  志  議員 

  ６番   佐  藤  義  一  議員     ７番   奥  山  省  三  議員 

  ８番   沼  澤  恵  一  議員     ９番   平  向  岩  雄  議員 

 １０番   小  野  周  一  議員    １１番   小  嶋  冨  弥  議員 

 １２番   清  水  清  秋  議員    １３番   小  関     淳  議員 

 １４番   遠  藤  敏  信  議員    １５番   新  田  道  尋  議員 

 １６番   下  山  准  一  議員    １７番   山  口  吉  靜  議員 

 １８番   森     儀  一  議員 

 

欠 席 議 員（１名） 

 

  ４番   佐  藤  卓  也  議員 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 伊 藤 元 昭 

総 務 課 長 野 崎   勉  総 合 政 策 課 長 荒 川 正 一 

財 政 課 長 髙 橋 則 雄  税 務 課 長 近 岡 晃 一 

市 民 課 長 荒 澤 宏 二  福 祉 事 務 所 長 小 野   享 

神 室 荘 長 信 夫 友 子  環 境 課 長 坂 本 清 一 

健 康 課 長 伊 藤 洋 一  農 林 課 長 齋 藤 彰 淑 

商 工 観 光 課 長 田 口 富士雄  都 市 整 備 課 長 星 川 俊 也 

上 下 水 道 課 長 沼 澤 利 明  会 計 管 理 者
兼 会 計 課 長 小山田   昭 

教 育 委 員 長 山 村 明 德  教 育 長 武 田 一 夫 

教 育 次 長
兼教育総務課長 柿 崎 憲 一  学 校 教 育 課 長 髙 橋 千 春 

生 涯 学 習 課 長 小 嶋 達 夫  生 涯 ス ポ ー ツ
課 長 高 木   勉 
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監 査 委 員 髙 山 孝 治  監 査 委 員
事 務 局 長 安 食 敬 二 

選挙管理委員会
委 員 長 矢 作 勝 彦  選挙管理委員会

事 務 局 長 森   隆 志 

農 業 委 員 会
会 長 星 川   豊  農 業 委 員 会

事 務 局 長 沼 沢 充 広 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 柳 橋   弘  総 務 主 査 高 木 祐 子 

主 査 川 又 秀 昭  主 事 八 鍬 貴 征 

 

議 事 日 程 （第３号） 

平成２５年３月６日 水曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 一 般 質 問 

１番 伊 藤   操  議員 

２番 佐 藤 悦 子  議員 

３番 新 田 道 尋  議員 

４番 山 口 吉 靜  議員 

５番 髙 橋 富美子  議員 

 

本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件 

 

議事日程（第３号）に同じ 
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平成２５年３月定例会一般質問通告表（２日目） 

 

発言 
順序 質問者氏名 質 問 事 項 答 弁 者 

１ 伊 藤   操 
１．地域包括支援センターについて 

２．市民の健康づくりについて 
市 長 

２ 佐 藤 悦 子 

１．住み続けるなら新庄市と言えるような、福祉施策の充

実について 

２．ごみ袋について 

３．雪対策について 

４．教育とスポーツに体罰と暴力の指導は根絶すべきでは

ないか 

市 長 

関 係 課 長 

 

３ 

 

新 田 道 尋 １．再生可能エネルギーの導入に関して 
市 長 

教 育 長 

４ 山 口 吉 靜 

１．市女性職員を幹部に登用することについて 

２．小・中学校の英語活動の現状と課題について 

３．ＬＥＤ照明で明るく節電・コスト削減について 

４．電線類地中化について 

５．高齢者の入浴等について 

６．教職員の体罰について 

市 長 

教 育 長 

５ 髙 橋 富美子 

１．防災・減災対策について 

２．学校耐震化について 

３．学校給食のアレルギー対応について 

市 長 

関 係 課 長 
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開      議 

 

 

沼澤恵一議長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は17名でございます。欠

席通告者は佐藤卓也君１名であります。 

  なお、農業委員会会長星川 豊君より欠席届

が出ております。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第３号）によって進めます。 

 

 

日程第１一般質問 

 

 

沼澤恵一議長 日程第１一般質問。 

  本日の質問者は５名であります。これより２

日目の一般質問を行います。 

 

 

伊藤 操議員の質問 

 

 

沼澤恵一議長 それでは最初に、伊藤 操君。 

   （２番伊藤 操議員登壇）（拍手） 

２ 番（伊藤 操議員） おはようございます。 

  本日、最初に質問の壇に立たせていただきま

す会派開成の会の伊藤でございます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

  ３年続きの豪雪で、冬がこんなにも過酷であ

るものかと改めて感じるところでございます。

積雪に加えてふぶく日も多く、除雪に困難を来

した日もあり、市民生活には多大な影響があっ

たことと思われます。とある高齢者世帯の方か

ら、「もうここには住めない」と悲嘆にくれた

言葉をかけられた日がありました。「春はもう

すぐだから頑張りましょう」と、ありきたりの

返事しかできませんでしたが、地域と行政の連

携した支え合いがますます大切になってくると

感じたところです。 

  それでは、通告に従いまして幾つかの質問を

させていただきます。 

  まず、新庄市地域包括支援センターについて

お伺いいたします。平成18年に介護保険法の改

正により、介護給付の抑制策の一端として全国

の各自治体に設置が義務づけられました。その

地域包括支援センターが、地域の生活圏におい

て十分な役割を果たしているのかが現在全国的

な問題となっております。当センターは非常に

多忙化しており、本来の地域における在宅支援

のためのネットワークづくりがなかなか進まず、

予防プランニングの作成に追われ、ある場所で

は介護予防プラン専用のセンターとなっている

ようです。本市新庄地域包括支援センターは、

介護予防支援事業所と兼務で運営されておりま

すが、予防マネジメントのみに引きずられてい

ないか、その運営の状況をお伺いいたします。 

  次に、地域包括支援センターに配置している

社会福祉士、主任介護支援専門員、保健師の業

務についてお伺いいたします。利用者の個々の

相談について、それぞれの専門性を発揮し、連

携して地域での在宅支援に当たるというのが本

来の姿ですが、本市の場合はどうでしょうか。 

  続きまして、地域ケア会議についてお伺いい

たします。市内の介護関連の事業所より、看護

師、介護福祉士、サービス提供責任者及び介護

支援専門員などが参集し、困難事例の検討会議

が年数回開催されております。各専門職の意見

を聞くことにより大きな成果につながっている

ものとは思いますが、では、地域の連携や地域

資源の活用などを区長、民生委員、町内会の代

表などと話し合う、横につながる会議は開催さ

れているのかをお伺いいたします。 

  次に、ボランティア、ＮＰＯなどとの連携に
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ついてお伺いいたします。地域包括支援センタ

ーにかかわるいわゆる対象者のことですけれど

も、主に要支援１・２の介護度がついている方

が大半ではないかと思います。中には、１人で

通院している方、またはひとり暮らしの方も多

いようです。特に本年のような大雪に見舞われ

た場合には、不安を抱えながら日々過ごしてい

るようです。こういう場合は、包括支援センタ

ーの職員がどのような努力をしても追いつかな

いと思います。そこで、ボランティアや住民団

体、ＮＰＯとの連携は必須と考えられます。ど

のようなアプローチで協力を得ているのかをお

伺いいたします。 

  続きまして、現在の地域包括支援センターの

規模と設置場所についてお伺いいたします。高

齢人口6,000人に１カ所の設定となっており、

新庄市の人口規模では２カ所の設置となってお

ります。財源の関係もあり、１カ所にまとめて

機能の強化を図っているのだろうと推察されま

すけれども、市の中心部で果たして地域の生活

実態やそのほかの実情の把握ができるものなの

でしょうか。社会福祉協議会に委託した事業で

はありますが、同一の場所に設置しなければな

らない理由があるのかお伺いいたします。 

  次に、県において開発された花の山形！しゃ

んしゃん体操についてお伺いします。市内にお

いても、この体操の普及員は数十名確保されて

おります。高齢者にとってはなじみの深い音楽

で、山形の県民性に合った動きで、しかも簡単

です。けれども、それでも拡大しなかったとい

うのが現状です。県では、再度この体操を広く

推進しようという動きが既にあります。本市で

はどのようにお考えなのか、お伺いいたします。 

  次に、市民の健康づくりについて伺います。

現在、日本人の平均寿命は、男性でおおむね79

歳、女性で86歳と言われております。世界的な

長寿国家で、医療と食事の高水準がうかがえ、

まことに喜ばしいことではあります。しかし、

懸念事項も存在します。それは、健康寿命とは

数年の隔たりがあるということです。健康寿命

とは、介護を受けたり病気で寝たきりにならず

に、自立して健康で生活できる期間を言います。

男性では70歳、女性で73歳と平均値がそうなっ

ております。そうすると、男性では９年間、女

性では13年間もの長い間、何らかの痛みや病気

の症状を抱えての生活を余儀なくされるという

ことになります。 

  将来にわたり健康を維持するためには、幅広

い世代で自身の健康に対する意識づけが必要と

なります。少しでも平均寿命と健康寿命のギャ

ップを埋めることが、人としての幸福につなが

るのではないかと思います。来るべき高齢化社

会に備えて、若年層への健康に関する啓蒙活動

をさらに活発にしていく必要を感じますが、市

のお考えをお伺いいたします。 

  最後に、近年注目されてきたロコモティブシ

ンドロームについて伺います。ロコモティブシ

ンドロームとは、筋肉や関節、骨などの運動器

官が衰え、歩行困難になり、いずれ寝たきりな

どの要介護リスクの高い状態になることを言い

ます。運動器症候群とも言います。メタボに続

く国民病とも言われております。初期症状は40

代ころから始まり、約３人に１人が発症する可

能性があり、改善に力を入れている自治体も次

第にふえてきております。 

  本市においては、他の地域と比較し、若年層

の特に30から50代の方の健康意識はそう高くな

いように見受けられます。生産年齢であること

も一因ではあると思いますけれども、先ほど述

べた健康寿命を延ばすという目的においては、

合致する部分が多いと思われます。スポーツな

どだけではなく、日常生活の中においても改善

の方法は幾らでもあるとのことです。本市では、

この改善に向けてどのように考えているのかを

お伺いいたします。 

  以上をもちまして、私からの質問とさせてい
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ただきます。御清聴に深く感謝申し上げます。

（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、伊藤市議の御質問にお

答えさせていただきたいと思います。 

  新庄市地域包括支援センターは、高齢者の方

が住みなれた地域で安心して暮らせるように、

介護や福祉、健康や医療など生活の安定のため

に必要な援助、支援をさまざまな面から総合的

に行う中核機関として、平成18年４月に設置さ

れました。開設以来、困り事や心配事が気軽に

相談できる機関として、今まで多くの市民の方

に利用されております。 

  地域包括支援センターでは、社会福祉士、主

任介護支援専門員、いわゆるケアマネジャーと

保健師が中心となり、介護予防ケアマネジメン

ト業務、総合相談支援業務、権利擁護業務、包

括的・継続的ケアマネジメント支援業務を行い、

高齢者の総合的な支援を行っております。 

  介護予防ケアマネジメント業務は、介護が必

要となるおそれのある高齢者及び要支援の方に、

介護予防ケアプランの作成を行います。総合相

談支援業務は、高齢者やその家族の皆さんが抱

える介護や保健、医療や福祉に関する悩みや心

配事などに対応します。権利擁護業務は、高齢

者の皆さんが安心して暮らせるよう、さまざま

な権利を守ります。例えば、高齢者虐待の早期

発見や成年後見制度の紹介、消費者被害対応な

どを行っております。包括的・継続的ケアマネ

ジメント支援業務は、高齢者の状態の変化に対

応し、包括的かつ継続的サービスが提供される

ように、地域の多様な社会資源を活用したケア

マネジメント体制の構築を支援します。 

  現在、相談事の内容も多様化、困難化してお

り、問題解決まで長期化することもふえてきて

おります。最初の御質問にございますように、

本市の地域包括支援センターも多忙化している

状況にはありますが、予防プランの作成に追わ

れ、本来の業務がおろそかになっているような

状況にはなっていないと報告を受けております。 

  次に、職員の専門性についての御質問ですが、

社会福祉士は、地域の高齢者の実態把握や虐待

への対応などを含む総合的な相談支援業務及び

権利擁護業務を担当し、主任介護支援専門員は、

高齢者の状態の変化に対応した長期継続的なケ

アマネジメントの後方支援を行う包括・継続的

ケアマネジメント業務を担当しております。介

護予防事業については、通所介護予防事業とし

て対象者が通所という形で通いながら、運動器

の機能向上と口腔機能向上を組み合わせたプロ

グラムを規格化し、市が適当と認める施設に委

託業務として取り組んでおります。各職種の職

員が専門性をフルに活用し、関係機関やおのお

のが連携を図りながら、チームとして業務に当

たっております。 

  続いて、地域ケア会議についての御質問です

が、現在国が進めている埼玉県和光市方式での

会議開催には至っておりませんが、和光市方式

を参考にした形でのケア会議を試験的に実施し

ております。ケア会議開催に向けて、多職種、

各医療専門職などのへ費用弁償の問題など、国

による見解や指針がまだ示されておらず、今後

の動向を見ながら対処していく必要があると思

います。 

  また、平成25年度には、県による多職種協働

推進等事業として、地域包括ケアシステムの構

築に向けた広域医療介護等連携チームの運営、

地域ケア会議を開催する市町村への専門家の派

遣が予定されており、今後の動きに注目してい

きたいと考えております。 

  次に、ボランティア、ＮＰＯ等へのアプロー

チについての御質問ですが、各種相談内容によ

り関係団体等への働きかけや協力依頼を行い、

地域における多様な社会資源のネットワークを
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活用し、問題の早期解決を図っております。 

  続いて、現在の地域包括支援センターには、

社会福祉士、主任介護支援専門員、保健師それ

ぞれ２名ずつが配属になっております。市の基

準では、65歳以上の１号被保険者数がおおむね

3,000人以上6,000人未満ごとに１名ずつと定め

ておりますが、平成24年４月１日現在の１号被

保険者数は１万209人で、２名ずつの配置は妥

当のものと判断しております。 

  また、市内の中学校区ごとの相談窓口として

３カ所の在宅介護支援センターが設置されてお

り、各地域での介護保険サービス利用などにつ

いて、地域包括支援センターと連携を図りなが

ら業務に当たっております。 

  最後に、花の山形！しゃんしゃん体操につい

ての御質問ですが、この体操は平成18年度に県

立保健医療大学の協力を得て開発されました山

形県オリジナルの介護予防体操でございます。

花笠音頭に合わせて体を動かし、誰でも、いつ

でも、どこでも楽しくできて、長く続ければ体

も心も健やかにいられることが特徴でございま

す。当市においても、ふれあいサロンなどで実

践した経緯がございますが、体操の種類が多く

覚えられないといった状況であったために、現

在では健康運動指導士が考案した、より簡単な

体操へと移行しております。 

  介護予防事業が効果を発揮するためには、効

果的なプログラムの実施と参加率の向上が課題

となっております。参加率の向上には、高齢者

の参加意欲を刺激するような魅力的なプログラ

ムの開発と、参加する際の交通手段の確保等、

環境整備が不可欠でございます。今後も、より

効率的、効果的に介護予防事業を実施できるよ

うなプログラムを考えていきたいと考えており

ます。 

  次に、市民の健康づくりについての御質問に

お答えします。 

  初めに、健康寿命を延ばすための啓発活動の

活発化についてでありますが、健康寿命とは、

介護を受けたり病気で寝たきりになったりせず、

自立して健康に生活できる期間を示すものであ

ります。平成22年に厚生労働省が算出した日本

人の健康寿命を見ますと、男性が70.42歳、女

性が73.62歳であり、平均寿命は79.55歳と

86.30歳ですので、その差が男性で9.13歳、女

性では12.68歳となっております。 

  市では、平成25年度に、新庄市「いきいき健

康づくり新庄21」の第２次計画を策定する予定

であります。健康づくり計画の第１次計画は、

平成25年度までの10カ年計画として平成16年度

に策定しており、計画の主な内容は生活習慣病

の予防に主眼を置き、食生活改善と運動を最重

要課題として位置づけたものであります。第２

次計画におきましても、健康寿命の延伸を策定

の主眼として位置づけ、計画を策定する予定で

あり、この中で市民の健康寿命を算出いたしま

す。 

  これからの健康づくりに求められるのは、健

康で障害のない生活の継続いわゆる健康寿命の

延伸であり、また、生活の質の向上であります。

その中心となるのが、食生活、運動、休養など

の生活習慣の改善による疾病予防であると考え

ております。生活習慣病やその原因となる生活

習慣の改善における課題を克服するために、こ

れにかかわる関係者のみならず、市民も共通認

識を持つことが重要であると考えております。

計画の策定に当たり市民アンケートを実施する

ことにより、市民の健康意識や生活実態を把握

し、世代ごとの課題を抽出し、計画の基本目標

に掲げてまいりたいと考えております。 

  また、第４次新庄市振興計画の目標である

「みんな健康で、笑顔あふれるまち」の実現の

ため、自分自身が健康であると感じる市民をふ

やすことを目指したいと考えております。来年

度は、地域リーダーを育成するための地域リー

ダー講座を主要事業の一つとして実施いたしま
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すが、「健康づくりは地域から」という理念の

もとに、地域の健康づくりをテーマに全４回の

構成で、地域の役員を対象にワークショップ形

式で開催する予定でおります。これらの新しい

取り組みに加え、出前講座など地域における健

康教育や広報などを活用し、これまで以上に健

康寿命の意識啓発を図ってまいります。 

  次に、ロコモティブシンドローム、ちょっと

発音が練習しないとできなかったのですが、ロ

コモティブシンドロームいわゆる運動器症候群

についての御質問でありますが、これは日本整

形外科学会が提唱した概念で、運動器の障害に

よる要介護の状態や要介護リスクの高い状態を

あらわす新しい言葉と言われています。 

  本市の取り組み状況ですが、運動習慣の定着

を図るため、新庄21地域スポーツクラブのメニ

ューとして、働き盛りの年代を対象としたスッ

キリ健康クラブ、主に高齢者を対象としたいき

いき健康クラブを開催しております。また、県

接骨師会と地区公民館の共催事業として、運動

機能向上を目的とした教室を開催しております。

各地域での出前健康講座や地域ふれあいサロン

におきましても、健康づくりや疾病予防、転倒

防止対策などの講話に合わせ、楽しく体を動か

す体操や手足の運動を実施しております。健康

福祉推進員との協働による健康講座の開催も進

めております。 

  ことしはさらに、年齢や能力に応じて多くの

市民に継続的に取り組んでいただけるように、

エビデンスいわゆる科学的根拠に基づいたスト

レッチングや筋力トレーニングなどの周知に努

めてまいりたいと考えています。また、運動だ

けでなく、生活習慣の改善もロコモ予防には重

要で、食生活に気を配り、ビタミンやカルシウ

ムなどバランスよく摂取することで、体の器官

や組織の衰えを防ぐことができますので、食事

と栄養の指導にもこれまで以上に取り組んでま

いります。 

  さきに申し上げましたとおり、平成25年度に

策定する健康づくり計画では、健康寿命の延伸

がメーンテーマであります。自立した生活を長

く続けていくためにはロコモ予防が重要な課題

でもありますので、アンケート調査により市民

の運動と食事、栄養の実態を把握し、その結果

を踏まえて改善策を次期計画に盛り込んでまい

りたいと考えております。 

壇上からの答弁を以上とさせていただきます。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

沼澤恵一議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） 懇切丁寧な答弁をいた

だきましたが、さらにお伺いいたします。 

  まず、市民の健康づくりについて伺います。 

  市民の健康意識は高くなりつつあるも、さら

に啓発する必要性は大きいと認識しております。

問題は、運動は疲れる、体がかたい、腰が痛い、

運動するのが面倒だ、こういうことを言い敬遠

する方が多いというのも事実です。確かに運動

は最初のうちは大変なんですけれども、運動に

対する認識の間違いというのも広く知れ渡って

おるようです。殊に若い世代の方は、ましてや

30代の方に介護予防のための運動をしましょう

と言ってもくらいついてくるはずがないんです。

介護予防という名前は、高齢者の方に限った言

葉なのかなと思います。 

  そこで、ほかの自治体では介護予防という名

前を使わず、フィットネスとかそういう横文字

で啓発活動を続けて結果を出しているというこ

とがあります。どうしても私も介護福祉士なも

のですから、介護に重点を置いた言葉が多く使

われてしまうのですけれども、若年層に対して

の啓発活動は、現在のままだとちょっと不備だ

と思うのですけれども、今後どのようにお考え

なのかをお伺いいたします。 

伊藤洋一健康課長 議長、伊藤洋一。 

沼澤恵一議長 健康課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一健康課長 健康に対する周知ということ
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でございますが、これから力を入れていきたい

と思っているところでございます。新潟県の調

査ということでありましたが、運動をしていな

いし、やる気もないという方が５割いたそうで

す。その方に対して、健康に関する情報を収集

しているかと伺ったところ、それもしていない

ということがありました。そこで、そうした健

康情報に関する資料をお上げすることにしたと

ころ、運動や身体活動を行う人が増加したとい

う資料がございました。私のほうでも来年度、

健康に関する情報を数多く出して、半ば半強制

的にでも目を通すような活動ができないものか

と思っております。 

  25年度予算についてはわずかではございます

が、こちらからお送りしている健康の医療費通

知そういったものを送る際に、今までははがき

形式で送っておりましたが、来年度予算として

封書で送るという予算を提案しております。封

書で送る際に、そういった健康に関する情報を

一緒に入れて送れるようにという、わずかな金

額でありますが、そういった予算も提案してお

ります。そういったことを通して若い人に対し

ても、この間、学校教育課長とお話をさせてい

ただきました。小学校、中学校のお知らせに、

そういった健康情報に関するちょっとした考え

方をお知らせしてはどうかなということで相談

をさせていただきました。そういうことを通し

ながら、健康に関する情報をなるべく多くの方

が目にするような施策に取り組みたいと思って

おります。以上です。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

沼澤恵一議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） 半ば強制的にという言

葉は私も大好きでありまして、ぜひやってほし

いと思います。 

  ただ、ここで問題なのが、受け皿をどうする

かということです。若い世代の方は、どうして

も日中働いている方が多いです。夜は疲れる。

そうすると、土日に何かイベントや講座を必要

とするという話も多く聞かれます。そこで、今

現在、新庄市にあるスポーツクラブでも、土日

のプログラムが全くないというのが現状です。

ほかのスポーツクラブにおいても、やはり土日

のものが少ない、そういうふうに少ないものが

はっきりしておいて、要求も土日に何かあれば

子供と一緒にやりたい、そういう声も多く聞か

れます。 

  そこで、受け皿のほうを拡大するというのも

一つの手だと思います。周知は頑張ってやって

くれるようでありがたいのですが、受け皿がな

い分には、たとえ周知しても、それでは何しよ

うと。市で何もしてくれないのではないかとい

うような話も聞こえてはきております。土日だ

と職員対応というわけにもいきませんので、ボ

ランティアや運動指導員の拡大とかをこれから

積極的に行えば問題は解決するのかなと思いま

すが、そういう受け皿への整備はどのようにお

考えでしょうか。 

伊藤洋一健康課長 議長、伊藤洋一。 

沼澤恵一議長 健康課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一健康課長 健康スポーツに対する受け皿

ということでございますが、土日なかなか今の

若い子供さんを持っているお父さんたちは忙し

いというのも事実だと思います。ですが、その

人たちを健康に何とか引っ張り出さないと健康

寿命が延びないということであるとすれば、そ

ちらのプログラムが必要であるとは思っており

ます。 

  以前私が参加した中では、ウオークラリーと

いうのがございました。ウオークラリーですと、

子供も参加して、また親も一緒についてこない

といけないということで、参加者が結構いたわ

けでありますが、また、新潟県のほうでは糖尿

病ウオークラリーということもやっておりまし

た。糖尿病を予防するために歩いて、歩いた後

に、例えば減塩のみそ汁とかそういったものも
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紹介しながら健康づくりをしていただこうとい

う企画のようでございました。健康については、

運動だけではなくて食事も重要な項目に入って

きますので、今後そうした運動と食事を一緒に

取り入れたメニューも考えて実施していきたい

と思っております。よろしくお願いします。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

沼澤恵一議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） ありがとうございます。

ぜひ積極的に取り入れてほしいと思います。 

  次に、ロコモティブシンドロームのことにつ

いてです。 

  今、健康診断では、メタボのことに関しては

保健師のフォローがあります。しかし、ロコモ

の場合は非常にわかりづらいという問題があり

ます。そこで、チェック項目というか検査方法

というか、これは自宅で容易にできるようなこ

とですので、これを一般市民に向けて広く周知

してはどうかと思いますけれども、具体的な今

後の取り組みもあるようですけれども、もう少

し詳しく教えていただきたいと思います。 

伊藤洋一健康課長 議長、伊藤洋一。 

沼澤恵一議長 健康課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一健康課長 今、わくわく新庄と萩野地区

公民館のほうで、そういった介護予防の健康教

室を開催しております。転ばない体操教室とい

うのと貯筋骨々体操ということであります。こ

れにつきましては、山形県の接骨師会とタイア

ップをしましてやっております。 

  それについて私がいいなと思っているのが、

最初と一番最後と個別の評価をするということ

でございました。始める前にどのくらいしかで

きなかったのが、終わった後にはこのぐらいで

きたというふうな評価でございます。そういっ

たことは非常に重要なことではないかなと思っ

ておりますが、評価項目としては、体前屈、あ

と片足の開眼立ち、あとは歩行の速度、あとは

ファンクショナルリーチテストというそうなん

ですが、立ったまま体を伸ばして、どのくらい

遠くまで手を伸ばせるかという測定の４項目な

んだそうですが、それを実際にやる前とやった

後で、成果が目に見えるようになっているとい

うことでした。こうしたことも広めながら、非

常にいい取り組みでありますので、そうしたこ

とを広めながら進めていきたいと考えていると

ころです。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

沼澤恵一議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） ありがとうございます。

モニタリングストレッチもとても重要なことで

すので、今後とも積極的に続けてほしいと思い

ます。 

  続きまして、新庄市地域包括支援センターに

ついてお伺いいたします。 

  全国的な問題としてプランニングの問題があ

りますが、それに追われて、本市では本来の相

談業務についても一生懸命やっているというこ

とをお伺いしました。しかし、残念ながら本市

においても多忙に紛れておりまして、相談業務

のほうは一生懸命やっていますけれども、介護

予防プランニングが自立支援に生かされていな

い、そういう指摘も事実あります。これは、利

用者の要望に沿うだけという形になっているこ

とが多いと思います。この実態については把握

しているでしょうか。 

小野 享福祉事務所長 議長、小野 享。 

沼澤恵一議長 福祉事務所長小野 享君。 

小野 享福祉事務所長 ただいまの包括支援セン

ターの業務内容についての御質問でございます

が、基本的に指定介護予防支援事業、それから

本来の包括支援、いわゆる地域包括ケアシステ

ムを推進するための業務につきましては、原則

として１対９の割合で案分しているというふう

な現状でございます。ですから、１が御指摘の

ケアプラン作成の業務、それから９が本来の地

域包括ケアシステムに対する取り組みの業務と
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いうことで、現在、予算的にも、それから業務

的にもそういう中でお願いしているというふう

な状況がございます。 

  ですから、逆に言いますと、ケアプランの作

成については１割の中でお願いしていると。そ

れについては介護報酬が出るというふうな関係

で、１対９という割合の設定をしているわけで

ございますけれども、そういう中で一定程度の

制限が出るという中で、いろいろな御指摘のよ

うな状況があるというふうなことは可能性とし

ては出てくるかと思います。 

  ただ、その部分が、１の部分が５になったり

６になったり、本来の包括ケアシステムの推進

に向けて障害になっているというふうな部分に

ついては別な話となりますので、まず御理解い

ただきたいという部分がございますし、今のケ

アプランの問題については、包括支援センター

内での取り組み、それから、まだまだケース検

討、ケース会議、後で地域ケア会議のことも出

るかと思われますが、そういう部分でのスキル

アップがまだまだ果たされていないというふう

な部分も一つの要因としては考えられますので、

それについては今後課題として受けとめて、協

議して進めていきたいというふうには考えてお

ります。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

沼澤恵一議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） わかりました。そこで、

今１対９の割合でやっていると。そして、相談

内容を一生懸命頑張ってやっているということ

はよくわかりますが、それでは地域の連携とい

うものはどうでしょうか。今現在、新庄市社会

福祉協議会に２つの機能を持ち合わせて、在宅

支援にかかわる業務、相談業務をやっておりま

す。地域包括支援センターという限りにおいて

は、地域の中に入っていかなければ、その地域

の実情は私はわからないと思うのです。今の状

態であれば、地域ではなくて基幹型の包括支援

センターと言われるような形になっているので

はないかと思うのです。 

  在宅介護支援センターが３カ所あるようです

けれども、それと地域包括支援センターの業務

は似て非なるものです。地域で連携を組んで、

あくまでも介護の予防を推進する、介護給付を

抑制するという目的においては、社会福祉協議

会の中に２つの機能を強化して１カ所に入れる

というのは、ちょっと体制としては間違ってい

るのではないかなと私は個人的に思うのですけ

れども、地域の実情の生活圏のニーズの把握に

ついては、どのように今なっているのかお伺い

いたします。 

小野 享福祉事務所長 議長、小野 享。 

沼澤恵一議長 福祉事務所長小野 享君。 

小野 享福祉事務所長 基本的に包括支援センタ

ーの業務につきましては、今お話ありましたよ

うな総合相談支援事業、それから権利擁護事業、

それから包括的・継続的ケアマネジメント支援

事業ということで、御指摘のように地域に根差

したケアをやっていくというところが一番大き

な前提かと思われます。ただ、現状として地域

包括支援センター単体でやれるのかというふう

なところを考えれば、全市町村同じ状況でなか

なか難しいのかなというふうには思っておりま

す。 

  基本的には、委託している新庄市、いろいろ

な関係団体もございますけれども、そのいろい

ろなネットワークを活用しながら始めて、地域

包括支援センター、社会福祉協議会が生きてく

るのかなというふうには考えております。です

から、単体で地域に行って、どうだというふう

なことには当然なりませんので、新庄市におき

ましては民生委員の方々にいろいろな活動をお

願いしておりますけれども、そういう形、それ

から区長さんもいろいろお願いしておりますの

で、そういう情報交換を通じながら地域の課題

を包括支援センターで協議していく、消化して
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いくというふうなことが今一番大切な課題かと

思われます。 

  御指摘のように、残念ながら地域包括支援セ

ンターと委託側の関係がうまくいっていないと

いうケースが往々に見られまして、俗に丸投げ

というふうな形になっているような状況もござ

います。ですから、新庄市としてはそういうふ

うにならないように、市の持てる資源と、それ

から地域包括支援センターが本来やるべき業務、

それをリンクさせながら、本来の地域包括ケア

システムを推進していきたいというふうに考え

ておりますので、御指摘のように課題は山積み

になっております。ですから、それを一つ一つ

クリアしていくというふうな方向で頑張ってま

いりますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

沼澤恵一議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） 利用者にとっては、例

えば医療機関にかかる場合は、ドクターのほう

から、症状が改善して通院回数や服薬の回数が

減ったといえば誰でも喜ぶことです。しかし、

介護保険に関しては、介護度が改善されてよく

なったというのは、利用者にとっては非常に困

るという現状があります。どうしてかといいま

すと、担当のほうではわかると思うのですけれ

ども、介護度の改善はサービスの切り捨て、こ

ういうふうな状況になりまして、そうしますと、

例えば要支援２から１に改善したといっても、

自立のためのＡＤＬが改善しているということ

であっても、不安に駆られるというような場合

が多々あります。ただどころか、改善するのが

怖いという方もいらっしゃいます。それでは何

のための介護予防なのかと。 

  結局は、改善しても不服申請を提出されまし

て、また介護度を戻してサービスの回数を減ら

すことができずにいる、そういう方が多々おり

ます。本来であれば、地域でそういう方を見守

る体制ができているのであれば何も不安に考え

ることもないんですけれども、地域との連携が

まだ構築されていないということで、実際そう

いうことがこの間もありました。介護度を戻し

てほしいと。そこで、ケアマネジャーが困って、

ドクターに申請して再度調査というそういう悪

循環もかなりあります。それは、地域とネット

ワークがきちんと結ばれていれば改善できるこ

とだと思うのです。今後はそういう方が出ない

ように、地域が見守り体制をきちんと構築でき

ているというそういうふうなことで、安心して

在宅生活を送れる、そういうふうに持っていっ

てほしいと思うのですが、具体的には包括支援

センターはどのように今後進めていくつもりな

のか、具体的にお願いいたします。 

小野 享福祉事務所長 議長、小野 享。 

沼澤恵一議長 福祉事務所長小野 享君。 

小野 享福祉事務所長 ただいまの、介護度の回

復によって本人が非常に不安になると。ちょっ

と悲しい現象ではありますけれども、実際そう

いうふうなお話は聞いております。根本として、

自分の生活を営んでいけるのかというふうな部

分での心配から、そういうふうな御相談に走る

というふうなケースが多いようでございますけ

れども、現在、地域包括ケアシステムは平成24

年度に改正されまして、現在取り組んでいる状

況としては、医療と介護の連携という部分が非

常に重要視されております。 

  現状としては、特に認知症の部分について重

点的に今後政策を図ることになりますが、広域

医療・介護等連携チームというふうなチームが

平成25年度から結成されまして、いわゆる認知

症の方が病院から出る出ないその判断と、地域

でどういうふうに見守っていくのかというふう

な部分について、医療の関係者とそれから介護

の関係者がそれぞれお話し合いをして、スムー

ズな移行を図っていくというふうな、まず一つ

の取り組みはございます。 
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  あともう一つ、これに関連しては、地域ケア

会議について、これも同じような形で協議され

るわけですけれども、先ほどの介護度とそれか

ら生活支援というふうな問題につきましては、

地域ケア会議の中で大きな部分で、つまり民生

委員の方、それから区長さん、それから地域の

方々、この方々に入っていただいて、どういう

ふうに取り組んでいくのかというふうな部分を

ケア会議の中でお話ししましょうというふうな

ことが、具体的に今度提案されることになりま

す。ですから、今御心配のような個々のケース

については、それぞれのケアマネジメントの中

で処遇していくというふうな部分はございます

が、全体的に地域ケア会議の中で一人一人を見

ていくと。その不安を解消していくような形で

の協議期間を今度25年度以降は持っていくとい

うふうには考えておりますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

沼澤恵一議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） 今、医療と介護の連携

ということが話に上がりましたので、このこと

についても１つだけお伺いいたします。 

  今、医療関係者のほうから、在宅支援にかか

わることで褥瘡の改善がうまくいっていないと

いうことが現在あります。医療チームが、知識

が医療と介護は違いますから、褥瘡の改善は入

院患者に対しては進んでいますけれども、施設

や在宅支援においては褥瘡の改善が見られない、

そういうことが医療関係者のほうから出ていま

す。そこの問題に関しても、地域包括支援セン

ターが、職員の実地の訓練というか研修という

か、そういうペーパーによる研修だけではなく、

もう少し訓練のようなことをやってほしいとい

うような話もあります。これも在宅支援という

限りでは、地域包括支援センターが中心となっ

て広げる必要があると思います。ケア会議も、

もちろん重要事例の検討とかで大変だと思いま

すけれども、こいう実地の研修のようなものも、

先立って地域包括支援センターが行うというの

は、これはできるというか、進めることは可能

なのかお伺いいたします。 

小野 享福祉事務所長 議長、小野 享。 

沼澤恵一議長 福祉事務所長小野 享君。 

小野 享福祉事務所長 包括支援センターの23年

度の事業の中で、介護サービス事業分科会とい

うのがございまして、この中で事業所関係の

方々と、研修、情報交換を行っております。具

体的内容としては訪問介護が主になりますが、

訪問入浴とか医療にかかわる部分についても、

介護の医療的な部分にかかわる問題についても、

研修会的なものを情報交換しながらスキルアッ

プしているというふうな状況はございます。 

  ですから、現在は包括支援センター単体での

研修内容ということになりますので、先ほど言

いましたように、医療・介護の連携チームの中

で、今言ったような課題が当然出るというふう

には思われます。ですから、相互の問題点のや

りとりというふうなところで問題点が出されれ

ば、現在問題点が出されておりますので、今後

そういうふうな形で進めるというふうなことは

可能かと思われます。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

沼澤恵一議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） ありがとうございます。 

  最後の問題になります。県のデータによりま

すと、介護保険制度が開始された平成12年から

24年までの期間、要支援２と要介護１の軽度の

介護度の方ですけれども、この伸び率が153％

になっております。ほかは余り変わらず100％

未満で抑えてあるところがあるんですけれども、

このデータによりますと、予防の段階で改善で

きる可能性が高い、この介護度において153％

というのはちょっと異常な伸び方だなと思うの

です。それで、予防の強化というのは、何度も

繰り返すようですけれども、これの数字を少し
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でも改善する必要があると思うのです。その数

字自体、153％をどのように市では考えますか。 

小野 享福祉事務所長 議長、小野 享。 

沼澤恵一議長 福祉事務所長小野 享君。 

小野 享福祉事務所長 要支援１・２、介護度に

至る前の方々が非常にふえていると。これは、

新庄市についても若干傾向的には似ております。

一つは、介護保険制度が普及したと、いわゆる

認識が高まったという部分も大きな原因かと思

われます。介護認定されたくないというふうな

方々が昔結構いらっしゃったわけですから、そ

れに対する抵抗感が大分薄れまして、制度を使

いながらよりよい生活を送っていこうというふ

うな認識も大分ふえたという部分で、要支援の

認定がふえたのかなという感じはいたします。 

  現実に、新庄市でも新しく要支援の方を対象

とした介護施設ができまして、そこで運動機能、

いわゆる介護に至らないように運動させるとい

うふうな施設ができましたけれども、今回そこ

を使って機能訓練したいというふうな方も結構

ふえておりまして、そこを使いたいということ

で要支援認定を受けるというふうな方も人数的

には結構いらっしゃいますので、個人の考え方

と、それから周りの施策の状況が大分変わって

きて、それらの結果で要支援１・２の方々が大

分ふえてきているのかなというふうには思って

おります。 

  ただ、本来から言えば、要支援１・２の方は、

その前段で健康なうちで生活していただければ

一番いいわけですから、我々としてもかねがね

お話ししておりますように、いろいろな形で早

目の対策をとりたいというふうには考えており

ます。ただ、現状としては、介護予防、一次予

防につきましては、ある程度の年齢の対象の

方々というふうになってしまいますので、我々

のできる範囲としては、その要支援１・２の

方々の対策をきちんと行いながら、早く健康な

体に戻していくというふうなことは一つの考え

かと思います。ただ、以前の方々、例年の方々

につきましては、いわゆる健康課、生涯スポー

ツ課と連携しながら、可能な限り早目の対策を

とれればというふうには考えております。以上

でございます。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

沼澤恵一議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） 丁寧な答弁ありがとう

ございます。介護保険は３年ごとに見直しがあ

ることもありまして、非常に課題が多いと思い

ますけれども、これからもどうぞ市民の健康の

ために頑張ってほしいと思います。 

  以上で終わります。 

沼澤恵一議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午前１０時４８分 休憩 

     午前１０時５８分 開議 

 

沼澤恵一議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

佐藤悦子議員の質問 

 

 

沼澤恵一議長 次に、佐藤悦子君。 

   （１番佐藤悦子議員登壇）（拍手） 

１ 番（佐藤悦子議員） 日本共産党を代表いた

しまして一般質問を申し上げます。 

  きょうは小学生の皆さんが来てくださいまし

て、本当にうれしく、また頼もしく、私個人と

してはどきどきしながら質問いたします。 

  まず第１に、住み続けるならば新庄市と言え

るような福祉施策の充実を行っていただきたい

ということです。 

  今、働く人の賃金の低下と労働条件の悪化に

歯どめがかかりません。平均賃金が最高だった

のが1997年です。それより、昨年は率にして
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12％、金額で約70万円も減っています。非正規

雇用、臨時雇用が労働者の３人に１人、若者と

女性では２人に１人にまで広がり、年収が200

万円にも満たない労働者が1,000万人を超えて

います。この10年余りの間に、平均で月収の２

カ月分も収入が減ったのです。賃金が長期にわ

たって連続的に減り続けている、こんな国は先

進国でも日本だけです。最低賃金は、購買力平

価で比べても先進国で最低水準です。年2,000

時間働いても年収は150万円以下です。 

  こうした全国の状況と比べて、新庄市ではさ

らに賃金が低く抑えられています。かつては、

若い世代が高齢者を支えていました。しかし、

支えられなくなっています。賃金も下げられ、

年金も高齢者は下げられ、介護保険だと、また

後期高齢者保険だと、取られるのもふえており

ます。そして、ことしのこの豪雪で、市民は新

庄市に住み続けられるのだろうかと震えており

ます。 

  新庄市としては、財政がよくなってきており

ます。そして、市長の給与は５割削減だったの

を２割削減へと少なくして、給与そのものは引

き上げております。議員報酬も５％削減という

のがありましたが、これがなくなりました。住

み続けるならば新庄市と言えるような福祉施策

の充実で、市民の皆さんに還元すべきだと考え

ます。 

  その第１は、①として、80歳以上の方へのタ

クシーの助成券の発行についてです。80歳ごろ

から自力で買い物や病院へ通院することができ

にくくなり、閉じこもりがちになります。これ

に対して舟形町では、現在80歳以上の方に基本

料金の助成券を年24枚、タクシー券を発行して

います。若あゆ温泉にそれを持って通う方もお

られます。新庄市でもかつて、80歳以上の方へ

タクシー券を発行して喜ばれたことがありまし

た。高齢者の閉じこもりを防止して、高齢者の

生きがいにもつながるのではないでしょうか。 

  ②として、福祉タクシー券の拡大についてで

す。新庄市では、現在、身体障害者２級の方に

基本料金の約半分の330円分の助成券を年12枚、

身体障害者１級の方や療育手帳Ａ所有者また精

神障害１級の方には年間15枚発行しています。

真室川町ではどうかといいましたら、身体障害

者１級から５級の軽い方まで基本料金分、新庄

市の２倍です。その助成券を年24枚発行してい

ます。新庄市でも、対象と助成の拡大に取り組

むべきではないでしょうか。 

  ③として、灯油の値上がりが市民を襲ってい

ます。石油ストーブの火をできるだけすぼめ節

約を図る方、ストーブをつけないで我慢する方

も出ています。福祉灯油券の発行を行うべきで

はないでしょうか。真室川町では、身体障害者

５級の方まで10リットル分の券を年12枚発行し

ているそうです。さらに、この２月になって町

長が先決で、独断のような形ですが、先に決め

ることですが、高齢者世帯、障害者世帯、ひと

り親世帯延べ338世帯に5,000円の福祉灯油券を

発送したそうです。尾花沢市でも福祉灯油券の

発行を行っています。新庄市でもぜひ行うべき

ではないでしょうか。 

  ④として、紙おむつの支給の拡大についてで

す。尾花沢市では、介護度２の方にも１カ月

2,000円券を支給しています。村山市では、市

民税非課税の世帯には8,000円分チケットか、

それとも現物か選べるようになっています。紙

おむつを必要とする所得の少ない世帯に手厚く

する制度にすべきではないでしょうか。 

  ⑤として、はり・きゅう・マッサージの件に

ついてお聞きします。新庄市でもかつてこれを

発行していた、助成券を発行したことがありま

した。今でも舟形町では、65歳以上に１枚

1,000円の助成券を４枚発行しています。お医

者さんを受診しなくても、自分の判断ではり・

きゅう・マッサージを受けやすくなっており大

変喜ばれております。必要な人が、その後お医
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者さんに保険適用などを頼みやすくなっていま

す。高齢者の判断で利用しやすいようにしてや

るべきではないでしょうか。 

  ⑥として、医療費の窓口負担の無料の制度が

去年から始まりました。新庄市では、活用状況

はいかがでしょうか。入院が無料になるとのこ

とですが、入院の前に通院しなければ、入院が

必要かどうかわかりません。まず、通院からも

必要な方が無料制度を使えるように拡大が必要

ではないでしょうか。 

  ⑦として、生活保護基準以下の収入で暮らす

高齢者がおられました。「生活保護は絶対受け

ない」などとおっしゃって頑張っておりました。

梅干しをおかずにという生活そのものでした。

こういう方の介護保険料は、申請すれば免除で

きるようにすべきではないでしょうか。 

  大きな２つ目の質問として、ごみ袋について

お聞きします。 

  ①として、新庄市ではごみ袋が高いです。そ

のため低所得の世帯の方は、所得の少ない方は

ごみを出しづらくなっているように思います。

不法投棄をして見つかった方がおられました。

その方は無年金の方でした。不法投棄防止のた

めにも、料金を引き下げてやるべきではないで

しょうか。 

  ②として、紙おむつを利用している方の燃や

せるごみ袋の利用度がかなり大きく、負担の軽

減が必要ではないかと思います。例えば山形市

では、紙おむつを行政が支給するときに、燃や

せるごみ袋も一緒に差し上げております。新庄

市でも行ってはどうでしょうか。 

  ３つ目の質問は、雪対策についてお聞きしま

す。 

  ①として、高齢者宅前の、高齢者の家の前の、

週２回までの玄関前除雪や屋根の雪おろし補助

制度は今行われていますが、高齢者を励ます大

変よい制度だと思います。これをシルバーに頼

むようにしているわけですが、それだけでなく、

近所の方にお願いした場合も使えるようにして

はどうでしょうか。 

  ②として、社会的弱者と言われる高齢者や障

害者などですが、その家の入り口に、道路除雪

の雪、機械除雪の雪を置かない対策を強化して

いただきたいということです。新庄市では、お

聞きしたところ、市内約70世帯の道路前に除雪

の雪を置かないように配慮しているとのことで

した。村山市では、約200世帯に配慮している

とのことでした。これを強化していただきたい

なと思います。 

  ③として、生活道路の排雪の補助の効果はど

うでしょう。ことしから３万円の補助が出るよ

うになったわけですが、どうでしょうか。効果

はどうでしょう。補助額をふやす必要があるの

ではないでしょうか。尾花沢市では、生活道路

の排雪を市の責任で行っています。 

  ４つ目の大きな質問として、教育とスポーツ

に体罰と暴力の指導は根絶すべきではないかと

いう質問です。 

  全日本女子柔道選手15人が、監督やコーチに

よる暴力行為について告発しました。勇気ある、

人間の尊厳を守るとうとい行動です。そもそも

スポーツとは、オリンピズムという言葉で表現

されていますが、世界の平和と発展に寄与し、

フェアプレーの精神、差別を許さず、不正にひ

るまない力を養うものとのことです。15人の行

動は、その精神にのっとったものだと思います。 

  体罰を多少容認してもいいのではとの意見を

持つ方がおられますが、バルセロナオリンピッ

ク女子柔道銀メダリスト、現在フランスの柔道

指導者の国家資格を持ち、フランスでナショナ

ルチームのコーチをしているという溝口紀子さ

んは、きっぱり体罰を否定しています。自分に

は５歳の子供がいる。子育てをしていると、叱

っても言葉が通じないことがあって、かっとな

ることもある。それでも、どこまでも言葉で言

い聞かせていく。時間もかかるし面倒くさいけ
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れど、それが人間の尊厳を守り育てることだと

実感している。指導者は暴力ではなく、指導方

法を理論と言葉で納得できるように説明する責

任があるとおっしゃっています。 

  言葉で理解させることのできない、指導力の

ない者が行う行為が体罰であり、暴力です。教

育や科学的、合理的指導とは無縁のものです。

だから、学校教育法で体罰が禁止されています。

体罰と実力に科学的根拠はありません。新庄市

内の学校やスポーツ指導において、体罰や暴力

がなかったか聞き取り調査をし、暴力一掃の機

会にしていただきたいと思いますが、いかがで

しょうか。 

  御清聴ありがとうございました。壇上からの

質問を終わります。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、佐藤市議の御質問にお

答えさせていただきたいと思います。 

  福祉施策の充実についての御質問であります

が、初めに、高齢者及び障害者向けの福祉タク

シー券に関する御質問でございますが、現在当

市においては、御存じのとおり支給対象者を身

体障害者手帳１級と２級をお持ちの方々、療育

手帳Ａ、精神福祉手帳１級の方々としており、

いわゆる重度障害をお持ちの方々を対象として

おります。助成額は１枚につき御存じのとおり

330円で、身体障害者手帳２級の方が年間12枚、

そのほかの方には年間15枚支給しております。

高齢者及び障害者の方々の移動手段の確保につ

いては、市内交通網の整備も課題と捉えており

ますが、タクシー券の給付の取り扱いについて

は、制度の趣旨と財政上のバランスを考慮し、

現在の制度を維持していきたいと考えておりま

す。 

  次に、福祉燃料券の発行についてであります

が、この冬の灯油単価の値上がりにつきまして

は、新政権の政策の影響を受けた円安基調によ

る影響と言われておりますが、今後の灯油価格

の動向は不明であり、現時点での市単独の給付

は想定しておりません。３年連続の豪雪となっ

たことしの冬は、市民にとって殊さら長く厳し

いものとなっておりますが、原油高騰による国

県の緊急対策として検討される可能性もござい

ますので、その時点で検討してまいりたいとい

うふうに考えております。 

  次に、紙おむつ支給についてでございますが、

現在当市では、低所得者であり、かつ介護によ

り多くの手間がかかる世帯の負担を軽減するた

めの事業として実施しております。低所得者向

け対策であるため、所得税非課税世帯であるこ

とを要件とし、介護度３以上で常時失禁状態の

方を対象としております。本事業は、介護保険

を使った事業でありますので、支給対象を拡大

することにより介護保険料にも影響するため、

現時点での支給対象の拡大等は行わず、現在の

取り組みを継続してまいります。なお、本事業

は、使用する方がより使用しやすいよう、紙お

むつのサイズ、種類を細分化し、さらには現物

を自宅へ配達する方式を採用しており、介護者

の手間を省くよう配慮した事業として取り組ん

でおります。 

  次に、はり・きゅう・マッサージ券について

でございますが、平成16年度に対象範囲、事業

効果を考慮し、事業を廃止しております。福祉

に関する全体の給付バランスを考え、現時点で

の事業の復活は考えておりません。 

  次に、国民健康保険被保険者の一部負担金の

徴収猶予及び減免等の取り扱いにつきましては、

厚生労働省保険局長からの通知に基づき、新庄

市国民健康保険条例施行規則の一部改正と新庄

市国民健康保険一部負担金免除及び徴収猶予に

関する要綱を制定し、平成24年７月より施行い

たしました。 

  その内容ですが、被保険者世帯が災害などで
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身体または資産に重大な損害を受けたときや冷

害などにより農作物の不作、事業の休廃止や失

業などで収入が著しく減少した場合に、一部負

担金の免除または徴収猶予を受けることができ

るというものであります。 

  まず、免除についてですが、入院する場合で、

当該被保険者世帯の収入や預貯金が厚生労働大

臣の定める生活保護適用の基準以下のとき、申

請日から起算して３カ月を限度として免除をす

るものであります。なお、３カ月を超えて免除

の必要がある場合は、さらに３カ月の範囲内で

延長が可能となっております。徴収猶予は、当

該世帯の被保険者の収入状況が免除の場合と同

様に生活保護の適用基準以下であれば、申請日

から起算して６カ月を限度として一部負担金の

徴収を猶予するものであります。 

  制度創設からこれまで、免除、徴収猶予とも

適用の実績はありませんが、相談を受けた事案

が１件あり、その結果、生活保護を決定いたし

ました。今後とも、一部負担金の免除などを初

めとする国保制度の被保険者への周知について

は、市広報紙などの活用を図りながら理解を深

めていただけるよう一層努力してまいります。 

  免除制度の通院への拡大につきましては、現

状においては現行制度の利用を原則として考え

ております。それぞれの個別ケースについては、

関係課と連携しながら適切な制度運用を図って

まいります。 

  次に、介護保険料についてお答えします。 

  介護保険料は、被保険者及び世帯の所得によ

り段階分けしており、所得が低い場合には保険

料負担も低くなる仕組みとなっており、新庄市

においても所得の低い階層に配慮した段階設定

と保険料設定になっております。介護保険料の

減免につきましては、災害などによる所得の著

しい減収の場合、条例により減免することはで

きるようになっておりますが、低所得者という

事由だけで減免し、一般財源で補塡することは

考えておりません。当市の介護保険制度につい

ては、当市の実情に即し、保険制度の趣旨を踏

まえた運営に取り組んでおりますことを御理解

いただきたいと思います。 

  次に、ごみ袋の不法投棄防止のためにも料金

を引き下げるべきではないかという御質問です

が、平成11年４月からごみ袋の有料化を実施し、

市民の意識は定着したものと考えます。不法投

棄防止と料金の引き下げは連動するものとは断

定できず、現在のところ料金の引き下げは考え

ておりません。 

  次に、紙おむつ利用者のごみ袋の利用度がか

なり大きく、負担の軽減が必要ではないかと思

われるがどうかという御質問ですが、ごみ袋に

つきましては可燃ごみ、不燃ごみの違いによっ

てしております。特定のごみの確認が不可能で

あり、負担軽減はなじまないものと考えており

ますので、御了解いただきたいと思います。 

  次に、高齢者世帯冬期生活支援事業に関して

の御質問でございますが、現在市が行っている

除雪サービスは、シルバー人材センターと新庄

市建設クラブへの委託業務で対応しております。

この冬も除雪作業中の事故が多発しております

が、作業中の事故を防ぐために、シルバー人材

センターでは会員を対象に安全な作業について

の講習会を毎年実施し、事故を未然に防ぐ準備

を行い作業に当たっており、今年度は担当会員

を増員しながら早期の除雪に対応しております。

また、シルバー人材センターの会員では、危険

で対処できない箇所については、高所作業の経

験と実績のある新庄建設クラブにより対応して

おり、現在まで無事故で経過しております。 

  御質問にあります近所の方にお願いする場合

は、万が一事故が起こった場合の責任や業務の

確実な履行について心配されるところでありま

す。高齢者世帯などに対する除雪援助のあり方

は、当市の重要課題の一つと捉えておりますの

で、市全体の除雪対策の中で効果的な方法を考
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えてまいりたいと考えております。 

  また、市道除雪において、除雪した雪を玄関

前などの出入り口に置かないでほしいとの声を

いただいておりますが、限られた時間内で通勤

や通学路の確保が必要なため、沿線住民の方々

に御理解と御協力をお願いしているところであ

ります。しかし、冬期生活支援事業利用者など

配慮が必要な方々に対しては、極力除雪した雪

を置かないよう委託業者に指示しているところ

であります。 

  生活道路の排雪の補助については、12月に要

綱を定めて、制度の紹介を広報紙やホームペー

ジに掲載しており、積雪量の増加とともに制度

に関する問い合わせが増加しております。生活

道路の排雪の補助の効果につきましては、制度

制定の初年度であり、現在も交付申請機関とな

っておりますので、利用実績や利用者の御意見

などを積み重ねて、効果の分析や補助増額の必

要性などの有無を今後判断してまいりたいと思

っております。重ねて、高齢社会における除雪

体制のあり方は、市全体として今後十分に検討

してまいりたいと思います。 

  私からの答弁は以上とさせていただきます。 

  体罰に関することにつきましては、教育長よ

り答弁させますので、よろしくお願いいたしま

す。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

沼澤恵一議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 教育とスポーツに体罰と暴力に

よる指導は根絶すべきではないかという御質問

ですが、新聞やテレビなどで報道されていると

おり、柔道女子ナショナルチームの問題を初め、

教育やスポーツの現場において暴力を行使する

事案が明るみに出てきておりますが、こうした

ことは絶対あってはならないことであり、大変

遺憾に思っているところであります。 

  議員がおっしゃるとおり、学校教育法では体

罰は厳格に禁止されており、児童生徒の心を深

く傷つけ、相互の信頼を欠いてしまう行為であ

ります。スポーツにおいても、心身の健全な発

達、健康及び体力の保持増進のために行われる

ものであり、暴力とは相入れないものと考えて

おります。 

  残念ながら、市内学校で過去３年間おいて、

スポーツ指導ではありませんが、毎年１件ずつ

体罰の事故報告があり、当該教諭を厳しく指導

しております。今年度については、２月に文部

科学省より県を通じて、「体罰禁止の徹底及び

体罰に係る実態把握について」という依頼文書

があり、より強化した形で、現在、教職員等、

児童生徒、保護者へのアンケート調査を実施中

であります。また、日本体育協会からも、「ス

ポーツ指導における暴力根絶への対応につい

て」という依頼文書があり、加盟団体に通知し

たところであります。今後とも体罰の禁止の趣

旨を周知徹底し、各学校の教職員並びにスポー

ツ指導者の意識向上が図られるよう指導してま

いります。以上でございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

沼澤恵一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 再質問したいと思いま

す。 

  最初のところで、タクシー券のことで、市と

しては財政上からも現在のままでいきたいとい

う厳しい答えがありました。しかし、財政的に

は新庄市はかなりよくなっているというのが皆

さんに言っている内容だと思います。かつては、

一番厳しい借金の指数が30％とかということも

ありましたが、それが16％にまでなりまして、

かなり財政がよくなっているということになっ

ています。そういう意味では、市民に対して、

かつてやっていた福祉などを復活させる、ある

いはもっと充実させる、ほかの市から劣ってい

るというようなことを言われないように充実さ

せていくことが必要と思います。 

  尾花沢市では、福祉タクシー券についてです
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が、身体障害者１級から４級の方に、基本料金

の９割を助成するタクシー券を年36枚発行して

おります。村山市では、同じく身体障害者１級

から４級の方に、同じように９割助成するタク

シー券で年24枚です。新庄市は、タクシー券で

いいますと基本料金の半分。しかも、枚数も、

今言った尾花沢市や村山市と比べても半分、半

分以下、新庄市と余りにも違う手厚い施策が尾

花沢市あるいは村山市はされていると感じませ

んか。 

小野 享福祉事務所長 議長、小野 享。 

沼澤恵一議長 福祉事務所長小野 享君。 

小野 享福祉事務所長 福祉給付に関しての御意

見いただいておりますが、福祉的給付の対象拡

大または復活をお願いしたいというふうな内容

かと思いますが、何点か要望いただいておりま

す。ただ、全てに共通して言えることでござい

ますけれども、現在、福祉的給付に関しては、

市全体の財政バランスを考えながら決定してい

るというふうなところでございます。 

  ちなみに民生費に関しましては、この何年間

増加傾向続いております。これから御審議いた

だく次年度の予算に関しましても、民生費につ

きましては45億円、全体の29.8％、昨年に比べ

ますと額にして１億7,000万円、率にして3.9％

伸びております。ですから、福祉的施策に関し

ては、かなり力を入れながら予算配置している

というふうなことをまず御理解いただきたいと

思います。さらに、この５年間の推移を見まし

ても、予算ベースでございますけれども、平成

20年度につきましては民生費33億円の予算でご

ざいました。ということでございますので、こ

の５年間で12億円の増加を見ているというふう

なことでございます。 

  介護保険会計につきましても、平成20年度24

億円規模というふうになっておりますが、25年

度予算の中では31億円規模ということで、いわ

ゆる福祉に係る多面的な部分に予算配置してい

ると、予算状況しているというふうなことをま

ず御理解いただきたいというふうに思います。 

  かつて行っていた給付を一旦打ち切っている

というふうな状況でございますが、平成24年度

からは人工透析通院交通費の支給を復活してい

るというふうな状況もございますし、福祉・健

康の全ての分野において需要が高まっている現

状でございます。ですから、このように市とし

てこれらに力を注いでいるという現状をまず御

理解いただきたいということと、それから事業

の選択に関しましては、これは全体の需要が増

加する中で、一般会計、特別会計全体のバラン

スを考えながら施策を決定しているというふう

なことをまず御理解いただきたいというふうに

思います。以上です。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

沼澤恵一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） バランスという点では、

福祉全体が膨らんでいるというのは多分新庄市

だけでなくて、ほかの市町村も同じように高齢

化が進んでいるわけですし、福祉に係る、介護

保険に係るそういうお金は大体同じようにふえ

ているんだと思うんです。しかし、同じように

ふえているけれども、市独自、町独自でやって

いる施策にすごく違いがある。 

  タクシー券で見たら、舟形だとか尾花沢だと

か村山だとか真室川町とかそういったところに

いる方々が、かなり新庄市の倍ぐらいも手厚い

施策を受けているというのは、ほかの議員の方

もおっしゃっていましたが、新庄市は何だかよ

くないなって、住みづらいなって、ほかの市は

こうなのになというようなことの比べられるも

のの一つだなというふうに感じられておりまし

て、そういう意味では、新庄市に、ここに住み

続けていただきたいと本当に真剣に考えるなら

ば、少し財政がよくなった分を市民に、高齢者

あるいは福祉が必要な身体障害者のタクシー券

の拡大などで使っていくべきではないかなと感
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じます。その差の違いをどう感じるのか、もう

一回お聞きします。 

小野 享福祉事務所長 議長、小野 享。 

沼澤恵一議長 福祉事務所長小野 享君。 

小野 享福祉事務所長 まず、基本的に現在の施

策の状況をどのように考えるかという部分につ

いては、いろいろな見解がございますので直接

お答えはできませんが、施策の選択としては、

何回も申しますが、全体の財政のバランスと施

策の必要性、それから需要、それを考えながら

現在それぞれ決定しているという状況でござい

ます。 

  特に、財政状況がよくなったというふうな表

現がございますけれども、根本としてはまだい

ろいろな仕組みや措置を続けておりますし、そ

ういう中での財政運営をされているというふう

な前提で、まず我々としても民生費関係の予算

を組んでおります。ですから、最低必要な分は

きちんと組んでおりますし、そのほかの市単独

の部分についても、先ほど御説明しましたよう

に、人工透析の部分など必要な部分については

復活していく、もしくは配置していくというふ

うな考えでございます。ですから、御要望いた

だいているようなタクシー券、それからはりき

ゅうのマッサージ券、それらの取り扱いにつき

ましても、それぞれの財政状況で判断しながら

取り組んで、または考えていくというふうに考

えておりますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

沼澤恵一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 安倍首相が首相になっ

たわけですけれども、アベノミクスと言われて、

たくさんのお金を地方によこしてくれるようで

す。そういう意味では、それらのお金を必要な

建設事業は先にやれるようにしながらも、一般

財源という形で市で使えるお金がふえることは

間違いないと言われています。そういう意味で

は、今こそそれらを利用して、生活に苦しんで

おられる弱者と言われる方々に、少しでもタク

シー券の手厚い助成などをして生活を補ってや

る。そのことができる時代に、今ですけれども、

なってきていると思いますので、ぜひ御検討を

お願いしたいということにしたいと思います。 

  次に、医療費の窓口負担無料の制度について

なんですが、これは全員が使えるわけではなく

て、本当にお金がなくて困っているという方、

医者にかかれないという方のためのものです。

新庄市内でも、３月まで生活保護があったのに、

４月から子供が高校を出て就職したということ

をきっかけにして生活保護が切られた方がおら

れます。そうすると、高齢者であるおばあちゃ

んは、お金がないために、孫が勤めたといって

もそんなにお金を出せるわけではないので、医

者に通院することを控えておられます。病気を

抱えて薬を飲まねばならないのに、お金がない

からといって医者に行けない、薬を飲まれない

ために夜眠れない、食べることもできないとお

っしゃっていました。こういう方が通院から、

この方は別に入院はまだ必要ではないかもしれ

ません。通院からしやすくするような、無料制

度が通院から使えるようにしてあげられれば、

このおばあちゃんがお医者さんに行けるのにな

と感じております。どうでしょうか。 

伊藤洋一健康課長 議長、伊藤洋一。 

沼澤恵一議長 健康課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一健康課長 医療費の窓口負担無料化の制

度でございますが、基本的にこの制度は福祉の

制度ではございません。例えば所得が少ないか

らといって、全ての方が使えるような制度では

ございません。所得の大幅な変動があった場合

に、入院のような大きなお金を必要とした場合

に係る制度でございますので、例えば生活保護

でなくなったために医者に行けないといった方

に対する適用の制度ではないということを御理

解いただきたいと思います。 
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１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

沼澤恵一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） この制度をつくっても

らいたいと言ってきた、私もずっと言ってきた

わけですけれども、言ってきたのは、お金がな

いために医者に通院することができない方がお

られるからそういう制度をつくってくれという

ふうにお願いしてきて、ようやく形になってき

たわけです。ところが、全然使えない。はっき

り言って、全くできているのに使えない。なぜ

なのかって考えてみれば、入院から無料という

ことだから、通院がなければ入院はないと思う

のです。通院してみて、あなたは入院しなくて

いけないって医者から言われて初めて入院する

状態でありまして、通院に行く前にお金がない

ので行かれない、薬が飲めない、そういう方も

使えるように改善しなければ、この制度は使わ

れないのではないかと思うのです。どうですか。 

伊藤洋一健康課長 議長、伊藤洋一。 

沼澤恵一議長 健康課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一健康課長 先ほども申し上げましたよう

に、これは福祉の制度ではございません。例え

ば、災害、火災といった大きな災害等ありまし

た場合に、その方が加えて入院したような場合

に対処するという制度の内容になっております

ので、御理解いただきたいと思います。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

沼澤恵一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） それでは、今、全体的

に収入が少なくて苦しんでいる市民が多いわけ

なんですが、そういう方々が本当にお金がなく

て行かれないんだというときに、使えないよう

なものになっているというのは私はおかしいな

って思うのです。そういう意味では、災害、火

災に遭わなくても、お金がないのは政治災害で

はないかと私は思います。そういうお金がない、

仕事につけない、賃金が低い、生活費が少ない、

年金が少ない、これは政治災害だと。人災みた

いなものです。そういう方々が、お金がないん

だから医者に行かれない、そのまま死ぬしかな

いのかみたいな、こういう状態ではだめだと思

うので、私はそういう方々が相談すれば、それ

ではこれも使えるかなって市の健康課から言わ

れれば、市役所の存在が非常にありがたいもの

に変わってくると思うのです。そういうふうに

使えるように改善してほしいなということを私

は要望したいと思います。 

  次に、生活保護基準以下の収入で暮らしてい

る方の生活保護を受けないで頑張っている方に

対して、介護保険料を申請によって免除できる

ようにということに対して、できないという答

えでしたけれども、生活保護を受けておられる

方の介護保険料は基準の0.5になっています。

続いて、その次の段階の市民税非課税世帯の場

合も基準の0.5の保険料です。生活保護を受け

ておられる場合は、生活保護の生活費のほかに、

介護保険料が上乗せして支給されているのでは

ないですか。さらに、介護保険の利用の場合、

生活保護の世帯は利用料も上乗せされているの

ではないですか。 

小野 享福祉事務所長 議長、小野 享。 

沼澤恵一議長 福祉事務所長小野 享君。 

小野 享福祉事務所長 議員の御指摘のとおりの

制度になっております。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

沼澤恵一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） そうなりますと、生活

保護基準以下の生活費しか年金をもらえない方

が、介護保険料もそこの中から取られる。介護

を受ければ利用料も払わねばならない。そうな

ったら、生活保護世帯よりもはるかに厳しい生

活だと言えるのではないですか。 

小野 享福祉事務所長 議長、小野 享。 

沼澤恵一議長 福祉事務所長小野 享君。 

小野 享福祉事務所長 まず一つの考え方として、

生活保護を受けている受けていないの区分で一
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つ判断されるということに対しては、我々とし

ても理解できない部分があるかと思います。つ

まり、介護保険制度につきましては、当然、保

険料納付とそれから保険の給付という２つの部

分がございますけれども、保険料に関しまして

は保険制度でございます。ですから、国民一人

一人が保険制度を維持していく、この場合は一

定年齢以上の方ということになりますが、それ

らが相互扶助で保険料を納めていただくという

ふうな制度でございます。 

  ですから、今回の介護保険料の改定に当たっ

ても、いわゆる低所得者対策として、従来の段

階を８段階までに広げてこの低所得者対策を行

っておりますし、保険給付におきましても、低

所得者の方々に対しましてはほとんど安いとい

いますか軽減されるような形で、保険給付の減

免制度なりいろいろな利用制度があるというよ

うなことをまず御理解いただきたいと思います。 

  ですから、生活保護制度を適用するしない、

その部分についてはちょっとお答えできない部

分ございますので、制度の内容としてはそのよ

うな形で保険料の考え方、それから保険給付に

関しては低所得者対策を行っているというふう

なことをまず御理解いただきたいと思います。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

沼澤恵一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 収入が生活保護基準よ

りも少ない方なんです。その方が、その中から

さらに、生活保護になっていれば保険料がそれ

に上乗せになるし、利用料も上乗せになるしと

いう形で全体収入が多くなっていくんですが、

生活保護を受けないと頑張った限りは、その少

ない年金の中から介護保険料の0.5を取られ、

基準の0.5を取られ、生活保護と同じように取

られ、利用すればさらに利用料を取られ、食べ

るお金がないというような状況なんです。そう

いう方は、介護保険料を申請で免除できるよう

にすべきではないかって言っているんです。 

小野 享福祉事務所長 議長、小野 享。 

沼澤恵一議長 福祉事務所小野 享君。 

小野 享福祉事務所長 まず、生活保護を受ける

受けないは個人の判断であるというふうなこと

が一つございますし、生活保護を受ける権利も

当然憲法に規定されておりますいわゆる生活権

を保障しておりますが、その適用についてはあ

くまでも個人の判断ということがまず前提とな

ります。 

  先ほど申し上げましたように、保険制度の考

え方としては、あくまでも全員が相互扶助を行

うというふうな現行の保険制度を新庄市として

は運営していきたいというふうに考えておりま

す。ですから、御指摘のような形での市の保険

制度以外からの繰り入れを行うような、その部

分についての対策というのは現行では考えてい

ないというふうなことでございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

沼澤恵一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 考えていないというの

は本当に残念だなと思います。生活保護を受け

る受けないは確かに権利だし、それを決めるの

も本人です。決めてくださった方は、はっきり

言って市民のお金を使わない形になっているわ

けです。それだけ貢献して頑張っているわけな

んです。そういう頑張っている方に対して、介

護保険料は免除するよと。そうすると利用もし

やすくなるわけだし、そういうことを言っても

いいのではないかなって私は思います。また、

続けてこれからも言っていきたいと思っており

ます。 

  次に、ごみ袋についてです。ごみ袋について、

引き下げは考えていないということでした。新

庄市のごみ袋はセットで1,000円とかというこ

とになるわけなんですが、例えば尾花沢市では、

ごみ袋小・中のうちの中かなと思いますが、１

枚30円、10枚セットで300円です。それから、

山形市の場合ですが、燃やせるごみは10リット
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ル入りが10枚入って100円、20リットル入りが

10枚入って200円、35リットル入りが10枚入っ

て350円、60リットル入りが10枚入って600円、

この燃やせるごみを見ただけでも安く感じませ

んか。 

坂本清一環境課長 議長、坂本清一。 

沼澤恵一議長 環境課長坂本清一君。 

坂本清一環境課長 ごみ袋の料金のことですけれ

ども、手元に詳しい資料を持ち合わせていない

ので申しわけないのですが、容量については、

新庄市の場合、小・中・大が燃やせるもの、そ

れから可燃ごみ、それから粗大ごみの特大とい

うようなことで設定しておりますけれども、最

上管内は同じなんですけれども、他市、尾花沢

市、今山形市さんのお話が出ましたけれども、

必ずしも容量、入れる量たるものが異なってい

る場合もございますので、うちのほうとして高

いというようなことは思っておりません。 

  あと、セットでというようなお話がありまし

たけれども、そのセットの内容を詳しくはわか

らないのですけれども、あくまでも市の場合は

１枚幾らというようなことで販売していただい

ております。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

沼澤恵一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） ごみ袋を小さいのから、

10リットル10枚ずつみたいな形から、小さく小

分けにするというのもいいのではないかと思う

し、それはどう考えますか。 

坂本清一環境課長 議長、坂本清一。 

沼澤恵一議長 環境課長坂本清一君。 

坂本清一環境課長 確かに、枚数について１枚売

りというよりは、10枚とかの単位で１袋に何枚

か入っております。もしそういうふうな御要望

が強いのであれば検討させていただきますけれ

ども、現状ではそういうふうな実態たるものに

ついては聞いておりませんので、現在のところ

はそういうふうなことは考えておりません。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

沼澤恵一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） ごみ袋の、尾花沢市も

調べたり山形市も調べたり、いろいろ考えてみ

る必要はあると思うのです。例えば不燃ごみの

袋を見てもかなり大き過ぎるような、大きいも

のがあればいいですけれども、大き過ぎるかも

しれない。今、不燃ごみは余りないということ

もありまして。それから、燃やせるごみも余り

出さないようにしているとか、小規模の世帯だ

ったり、あるいは異動が多いとかとなったら、

少な目に小さいものがあったほうがいいかもし

れない。そういうことを検討してみてはいかが

かなと思うわけです。どうですか。 

坂本清一環境課長 議長、坂本清一。 

沼澤恵一議長 環境課長坂本清一君。 

坂本清一環境課長 来年度ですけれども、伊藤 

操議員のほうから、手で持てる仕組みのやつの

袋、特に高齢者あるいは若干体の弱い方という

ようなことでの御要望がございましたので、そ

れについては来年度製作するというようなこと

で現在考えております。 

  また、個々の需要というか要望についてはい

ろいろあるかと思いますけれども、種類をふや

すのもいいかとは思うのですけれども、それぞ

れの製作の単価たるものへの影響等もございま

すので現状では考えておりませんが、なお、そ

の辺の御要望等々については調査してみたいと

思います。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

沼澤恵一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） ごみ袋について、大人

の紙おむつというのはかなりの量になるという

感じはしませんか。 

坂本清一環境課長 議長、坂本清一。 

沼澤恵一議長 環境課長坂本清一君。 

坂本清一環境課長 ごみの処理をする部署のほう

からの意見というか回答というようなことで御
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理解いただきたいと思いますけれども、私のほ

うでは、その袋の中に入っている内容物が何で

あるというふうなところまでは区分確認はして

おりません。 

沼澤恵一議長 ただいまから１時まで休憩いたし

ます。 

 

     午前１１時５０分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

沼澤恵一議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

新田道尋議員の質問 

 

 

沼澤恵一議長 次に、新田道尋君。 

  新田さん、ちょっとお待ちください。 

  代表監査委員の髙山孝治君から、午後欠席と

いうことで届けが出ております。 

  新田道尋君お願いします。 

   （１５番新田道尋議員登壇）（拍手） 

１５番（新田道尋議員） 本日午後一番、皆さん

のおなかが満腹なところで、ひとつ頑張って、

まぶたが仲良くならないように御協力いただき

たいというふうに思います。 

  今回の質問は、再生可能エネルギーというこ

とで質問事項を１つに絞りまして、この件に関

して執行部の考えをお伺いしたいので、よろし

くお願いしたいというふうに思います。 

  内容は、大別しますと、１つは、再生可能エ

ネルギーをどういうふうに市では捉えているか

ということであります。２つ目は、市としてこ

のエネルギー導入の計画があるかないか、有無

ですね。それから、３つ目は、国県の導入促進

に対する対応をどのように今後とっていくかと

いうことであります。４番目は、今年度７月着

工予定の萩野地区小中一貫校への再生可能エネ

ルギーの取り入れ関係であります。それから、

５番目が、当最上地域の再生可能エネルギー協

議会を立ち上げましたが、それとのかかわりを

どのように持っていくかという５点であります。 

  2011年３月11日、あと４日で丸２年となりま

すが、この日発生いたしました東日本大震災が

もたらした原発を初めとした日本のエネルギー

問題は、喫緊の国家的課題として対処しなけれ

ばならず、できるだけ早く可能な限り脱原発、

化石燃料からの転換を推進すべきであると考え

ます。 

  将来に向かって、最も安全で安心な自然エネ

ルギーとして、風力、太陽熱、バイオマス、中

小水力、雪氷熱、地下水、廃棄物、火力、地熱

等が挙げられますが、これら数ある中で、当地

で最も有効的なのは木質バイオマスエネルギー

であろうというふうに私は思います。 

  申し上げるまでもなく、近くには豊富な森林

資源が眠っているからであります。現在、最上

郡内で設備稼働しているボイラーの燃料として

使われているのは、木質チップ、ペレット及び

バークであります。国はもちろん、県も追随し

て事業を積極的に推進するために、補助事業と

して大々的に打ち出しております。まず、スタ

ートは全国各自治体の公共施設からということ

で事業展開していることは、既に皆様も御承知

のことと思います。 

  平成25年度県予算の重点施策として、再生可

能エネルギー熱利用加速化支援事業費5,077万

円が計上されております。内容は、木質バイオ

マス活用の熱エネルギー利用促進であります。

さらに、大型風車、メガソーラー発電の設計計

画を立てているところであります。 

  民間におきましても、きのうの山形新聞に載

っていましたが、東京に本社があるチノーとい

う会社が、皆さんも新聞ごらんになったと思う

のですが、３億円の予算で出力732.8キロワッ

トのメガソーラーを建設すると。出力が77万
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5,000キロワットということで、民間の売電額

が3,000万円、こういうふうに載っています。

もう一つは、長井の那須建設で、これは出力が

1.9メガワット、こちらは大変容量があるんで

すが、年間発電量で166万キロワット、事業費

が５億円ということで建設が始まります。この

ように、民間も相当この再生可能エネルギーと

いうことを重視しまして、国とあわせてこれか

ら建設に向かっていくというふうな状況を呈し

ているところであります。 

  県の支援対象熱は、バイオマス、太陽光、地

中熱、温泉熱、雪氷熱となっており、国の支援

事業に上乗せする取り組みであります。３・11

の天災と原発事故の後に、自然エネルギーを利

用する社会に早く移行すべきだと考える人が急

速に増加しております。県企業局は、25年度に

おいてメガソーラー建設事業に５億2,997万円、

浄水場小水力発電設備事業に４億2,940万円、

それから地元の神室ダム発電所建設には2,433

万円の予算をつけ、再生可能エネルギーを活用

した発電量アップの取り組みを強化いたします。 

  一方、参考までに海外にちょっと目を向けま

すと、ＥＵ主要国における再生可能エネルギー、

主に木質バイオマスでありますが、2020年の目

標値は、最も高い国はスウェーデンで49％、次

はフィンランドで38％、第３位がオーストリア

34％となっております。いずれも非常に森林が

多い森林国であり、森林面積率がスウェーデン

は65.9％、これに対して日本は世界第３位で

64％となっております。積極的に取り入れるこ

とによって、ＣＯ２削減による地球温暖化防止

に大きく寄与するのであります。 

  卒原発提唱の吉村県政は、再生可能エネルギ

ーの開発量100万キロワットを打ち出しました。

この数字は原発１基分の発電量に相当し、県内

消費量の約25％を賄うという壮大な計画であり

ます。100万キロワットの内訳は、電力開発87

万キロワット、木質バイオマスと熱源換算のエ

ネルギーが13万キロワットで、電力の主力は風

力45万8,000キロワット、太陽光30万5,000キロ

ワットで、住宅用太陽光発電設備６万個の整備

で達成できるという計算であります。 

  最上郡内においては、木質チップボイラーの

新規導入３件ございまして、金山町のホットハ

ウスカムロ400キロ、これは今月中に火入れ式

があるということで、もう完成しております。

それから、真室川町の温泉売電の450キロワッ

ト、最上総合支庁は総予算２億8,000万円、庁

舎の冷暖房のための建物と熱交換機の新規購入

が25年度中に完成いたします。 

  以上、国県、各自治体の取り組みと世界の状

況を簡単に申し上げましたが、さて、我が新庄

市はどのような方向で今後歩んでいこうとして

いるのか、その計画をお聞かせいただきたいと

いうふうに思います。 

  申し上げたいことは、この世の中から原子力

というふうなものをなくしていかなければなら

ないというふうなことが根底にあります。その

かわりをするのが、自然から出るエネルギーを

十分に利用しようと、しなければならないとい

うことであります。それには、一番手っ取り早

いといいますか大きいのが、全国的に見ても取

り入れが進んでいるのが風力発電、それから、

バイオマスは余り、燃料が木材ですからそう大

きい数字は出せません。そんなことで風力が主

になります。環境問題もいろいろありますが、

そこは曲げて、原子力をなくすために今後取り

扱っていかなければならないのではないかとい

うふうに思われるわけでございます。 

  ほかには、世界をずっと眺めますと、再生可

能エネルギーで消費の約半分まで持っていこう

というふうな国が存在するわけですから、やれ

ばできるということであります。太陽光と風力

をまぜまして、やはり日本もそれに近いような

政策を打ち出しながら、国民が協力し合って達

成していくべきだというふうなことを思ってい
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るところであります。 

  以上、壇上からの質問を終わります。 

  よろしくお願い申し上げます。ありがとうご

ざいました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、新田議員の御質問にお

答えさせていただきたいと思います。 

  一昨年前の３月11日の東日本大震災を引き金

とした福島第一原発の事故で、いまだその地域

に戻れない多くの方々がいる。その原子炉の安

全性というものが問われ、今後、国民総意の中

で、脱原発というような国民総意、基本的には

そういう方向にあるのであろうというふうに私

も確信しております。 

  エネルギーは国策と。国の政策の中で今後ど

のようにしていくのかという一方で、今は再生

可能エネルギーの導入についてという御質問で

ありますが、今後の方向性と基本的な考えとい

いますのは、いかに安全性を確保しながら、国

民生活を支える経済を維持、安定させていくの

かが国民的議論の大きな焦点となり、今後もな

っていくのだろうというふうに思っております。 

  現在、国内で稼働している原子力発電所は１

カ所のみであり、これもいずれとまるであろう

というようなことが今新聞紙上で出てきている

わけであります。将来的な方向性等は、国内で

供給できる再生可能エネルギーの普及を促進し、

日本海沖など埋蔵が確認されているメタンハイ

ドレートなどの新たなエネルギー開発を進めな

がら、旧エネルギーと新エネルギーとの適正な

組み合わせにより、エネルギーが持続的に安定

供給されることが求められているのだというふ

うに思っています。そのためには、再生可能エ

ネルギーを活用するためのさらなる技術革新が

必要であり、送電網の整備や法規制の課題など、

諸条件の整備とともに諸エネルギー対策にも引

き続き取り組んでいく必要があると思っていま

す。 

  このような中で、本市においては、現在、国

の補助事業を活用して公共施設への再生可能エ

ネルギー導入を進めているところですが、市単

独事業としては、導入維持コストや利用技術の

確立などにおいて不確実な面もあることから、

最適な導入時期を慎重に判断してまいりたいと

考えております。 

  次に、情報収集についてですが、先進視察は

特に行っておりませんが、これまで小水力発電

の可能性調査を行い、また、先進地や研究者な

どによる講演会などに積極的に参加し、先進的

な取り組みや補助制度などについて逐次情報収

集を行っているところであります。先進市と本

市とでは、気象や地形など地理的条件が異なる

ことが多いため、先進事例を参考にしながらも、

導入に当たっては、実際の条件下での活用エネ

ルギーのシミュレーションを行っていく必要が

あります。 

  次に、市の具体的な事業計画についてですが、

国の補助事業に基づく県基金補助事業を活用し、

防災拠点施設の機能強化を図るため、避難所な

どとなる公共施設の再生可能エネルギー設備の

導入による電源確保対策を進めております。平

成24年度から26年度までの３カ年計画により、

今年度は市民プレザへ導入が間もなく完了しま

すが、25年度は山屋セミナーハウス、26年度は

萩野地区小中一貫教育校へ、太陽光発電設備と

蓄電池等を導入していきたいというふうに考え

ております。 

  また、木質バイオマスの利用というようなこ

とで、熱源というような形で先進的な取り組み

としては、新庄ではＶＳＥのソリッドエナジー

があるわけです。下水道汚泥を木質チップによ

る乾燥をさせて、それを再生エネルギーとする

先進的な取り組みを既にやっておるわけですが、

現実的には非常に木質の含水量の多さであると
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か器具機械の性能の都合であるとか、そうした

ことがいまだ確かな検証が行われていないとい

う状況にあることも御理解賜りたいというふう

に思っております。 

  再生可能エネルギーの導入の小中一貫校につ

いては教育長に説明させますので、よろしくお

願いいたします。 

  また、最上地域の再生可能エネルギー協議会

についてでありますが、協議会はバイオマスも

がみの会が中心となりまして、地域主導による

再生可能エネルギー導入の推進を目的として今

年１月に発足され、県や最上広域市町村圏事務

組合、東北芸術工科大学、森林組合、土地改良

区、ＮＰＯ団体、企業などにより構成されてお

ります。本市は直接的な会員ではありませんが、

これまで講演会や協議会へオブザーバー的な立

場で参加しております。 

  本市のエネルギーとして活用できる森林資源

は、近隣町村と比べて決して多くはありません

が、地域主導型の事業であれば地域経済への波

及や雇用の場の創出が期待されますので、今後

も協議会と情報を共有しながら、地域経済に波

及するような内発型の事業展開について模索し

ていきたいと考えております。 

  また、小水力発電につきましては、土地改良

区のほうで昨年11月に量水計を設置しておりま

す。１年間どのぐらいの水量が確保できるかに

よって、農林水産省の補助事業を対象として小

水力発電の計画を立ててみたいという話もいた

だいているところでございます。関係機関と連

絡を密にしながら、適宜・適時なときを選びな

がら判断してまいりたいというふうに思ってお

ります。 

  壇上からの答弁を以上とさせていただきます。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

沼澤恵一議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 萩野地区小中一貫教育校への再

生可能エネルギーの活用の検討についての御質

問でございました。 

  再生可能エネルギー活用については、先ほど

御説明しました避難所としての電源確保を目的

として設置する太陽光発電、蓄電池とは別に、

主に冷暖房設備機器への導入を検討してきまし

た。具体的には、地中熱利用ヒートポンプ、生

チップボイラー、雪冷熱利用冷房について、こ

れらのイニシャルコスト、ランニングコスト及

び設備更新等を含めた30年間のライフサイクル

コストを算出し比較し、そのほかにボイラーで

発生する廃棄物の処理など人的管理を必要とす

ることや、複数の熱源を重ねることによって管

理が複雑化することなど、諸課題も考慮しなが

ら検討してまいりました。 

  特に、生チップボイラーにつきましては、そ

の特質上、24時間稼働している施設への導入で

は有効でありますが、それ以外では立ち上がり

に半日の時間を要するようなこともあって、灯

油等を熱源とするバックアップボイラーが必ず

必要となります。それらのことで、学校施設へ

の導入には課題が多いようであります。 

  結果として、コストと管理の面から、全体的

な設備への導入については、チップボイラー等

の導入を見送ることとしましたが、太陽光発電

を主として再生可能エネルギーの活用をしてい

きたいと考えておりますので、よろしくお願い

いたします。 

１５番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 

沼澤恵一議長 新田道尋君。 

１５番（新田道尋議員） 大体のこれからの歩み

方、全く手をこまねいているわけではないとい

うことを言いたいんだというふうには思います。

実現化はしていないけれども、話はやっている

んだというふうな市長の答弁に私はとりました。 

  それで、もう少しよそを眺めますと、もう進

んでいるわけです。さっき私が申し上げました

とおり、郡内でももう既に最上町なんかはチッ

プボイラーをやってから５年経過しているわけ
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です。それで、それなりの実績を上げている。

今では方々から視察も来て、来たお客さんを観

光のほうに結びつけてチラシまで出している。

宿泊は町内の旅館にしてくれというふうな呼び

かけのもとにやっています。団体を無料でなく

て有料制にして、食事をさせたりいろいろな方

法でかなりの人数がそれでも見学に来ていると

いうふうな話です。 

  ボイラー装置を取り入れることによって、年

間金額にして2,000万円というふうな大変大き

な削減ができたというふうなデータももらって

います。そんなことで、高上りになるんだった

らこれは誰もちょっと考えるんですが、経費節

減になるということであれば、これは率先して

やっていかなければならないのではないかとい

うふうに私は思うわけです。 

  一番の問題は、一番問題として私が申し上げ

たいのは、今教育長が言った回答の中で、いろ

いろやったけれども、結果として電熱によるヒ

ートポンプの暖冷房と。どうもこの辺が私は納

得できないところであります。それで、ホーム

ページ、教育委員会のやつ、去年の23年６月か

らずっと引っ張り出して見ているんですけれど

も、その協議を委員会の中でやったという会議

録が出てこないのです。今言ったことが、教育

長の言ったことがどこで話し合いになったのか、

その辺をお答えいただきたいというふうに思い

ます。 

  それから、これは電気で暖冷房ヒートポンプ

を温めてやるという非常に昔から誰も考えられ

る最低限の方法で、今の時代にそぐわないので

ないかというふうに思います。これだけ日本だ

けでなく世界が、自然のエネルギー、再生可能

エネルギーを取り入れようというふうな方向で

進んでいるときに、電気を主とした暖冷房、そ

れでいいのかどうか私は非常に疑問に思う。電

気はそれでは何からできるのか。原発が今とま

っています。市長が言ったとおり、54のうち１

カ所しか。これも全部とまります。来年には間

違いなく。そういうふうに言っていますので。 

  再稼働は安全が確保されたところからやると、

きのうですか安倍総理がそんなことを言ってい

ましたが、安全が確認されても原発は稼働させ

るべきではないというふうに私は思う。現実と

して福島第一原発の事故があって、これを処理

するには一般的に40年かかるというふうに皆さ

んも聞いていると思うのですが、きのうのテレ

ビを見ていても、瓦れきの処理はまだできてい

ないし、それから汚染水を冷やした水のやり場

もない、タンクもないと言っているのです。ど

ういうふうにこれやるかわからないんですけれ

ども、施設が間に合わないとも言っていました。

途方に暮れるような状況です。ですから、絶対

的な原子力に対する知識がないんです。日本そ

のもの。 

  その中で、これだけ多くの原発を抱えていく

には非常に危険が高いわけです。万が一、何か

のあれでもう一回事故が起きたら日本全体がだ

めになるでしょう。住めない場所になるのです。

その周辺の人は、帰れるかどうかわからないよ

うな状況になっているのです。私は直接被害が

ないからそんなにも感じないと思うのですが、

毎日のように温度を下げている。ああいう状況

を見たときには、原発はとめるべきだというふ

うに誰しもが思うと私は思うのです。 

  日本中みんながこれは心配していると思うの

です。今、避難生活で戻れない。かわいそうで

はないですか。自分の身と入れかえて考えてみ

なさい。それをまた許す。きのうの安倍総理の

発言は、どうも私は賛成できないですね。自民

党の古い体質がまた出てきた。大きいけがをし

なければいいとは思うのですけれども。どこに

一国の総理が、目の前にそういうふうな危険な

ものを事実知りながら、また稼働させるという

言葉を発するというのが全く許されない。私は、

ああいうことは。皆さんはどう思うか、私はあ
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ってはならない。これからは稼働すべきでない。

今建設中のやつも私だったらストップする。や

めます。可能性はあるんですから。そう思いま

せんか。私だけかな、そう思うのね。そんなこ

とで、ヒートポンプ、教育委員会もう一回考え

ていただきたい。 

  これは、原発をとめれば電力は何でつくるか、

電気を何でつくるか。では、石油ですよね。そ

れしかないんです。今のところ。とすれば、環

境汚染につながっていく。だから、決してクリ

ーンなエネルギーではないはずです。電気だけ

を考えればそこはいい、使ったところはいいけ

れども、それをつくるところ。何で電気を発生

させるかといえば、もう油しかないんだから。

あと水力は限界があるし。それよりも、余計発

電量を上げるなんていうことは水力はできない

わけですから。ソーラーといってもすぐにはで

きない、風力もできないとすれば、もう石油を

たくしかない。 

  だから、東北電力から値上げ申請あったでし

ょう。いつですか、今月の14日です。経産省に

値上げ申請した。家庭向けの電気が11.41％、

企業向けが17.74％に申請したでしょう。これ

上げざるを得ないのです。油が高くなっている

から。円安でどんどんどんどん石油製品が、輸

入するものが全て上がっていく。将来にわたっ

てエネルギーも下がる要素がないでしょう。無

尽蔵でないし、石油でも50年というふうなうな

期限を切られているのです。そんな中で、石油

製品を使うというのは、これも限度があるから

やめなければならない。かえていかなければな

らない。代替をしていかなければならないとい

うことではないですか。最終的に決めた。教育

委員が市長の許可をもらって。会議録を見ると

出てくるのです。私らが決めたのではない。最

終は市長が決めた。オーケーを出したから、こ

ういうふうな方向に進んでいくというふうに言

っているんです。 

  今まで申し上げたことから、私は電気による

ヒートポンプの冷暖房はすべきでない。まだつ

くっていないから、やる気だったらかえること

はできる。いいか合庁だって、今から、さっき

言ったとおり２億8,000万円かけてやるという

のです。あの建物に。かえるのですよ、ボイラ

ー。重油から。できないことないでしょう。今

何だかんだ言ったって、これ面倒くさいからか

な。早い話が。処理が楽でない。いろいろなも

のを取り入れると非常に煩雑だ。多少の労力、

手間暇がかかっても、そういうふうな方向に私

は持っていくべきだというふうに思いますが、

教育長と市長から答弁もらいたいのですが、私

はこれをやめてチップボイラーにすべきだとい

うふうに思いますが、その辺どうですか、お答

えいただきたい。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

沼澤恵一議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 新田議員がおっしゃる再生可能

エネルギーを導入する、しなければならないと

いうような部分については全く同感でありまし

て、再生可能エネルギーを今後どんどん積極的

に、そのケースに応じて使っていくというよう

なことは大切なことかというふうに思っており

ます。 

  なぜ小中一貫教育校にそれを導入しないのか

という部分については、先ほど来から説明して

おりますけれども、今回一貫校に導入しようと

する生チップボイラーの能力は550キロワット

です。それに必ず灯油のバックアップボイラー

が、それが950キロワットのバックアップボイ

ラーが必要だというふうなことで、その辺を見

ただけでも、チップボイラーというのは今本当

に学校に適応するような技術革新が進んでいる

のかなという、そういう疑念もありました。そ

ういう中で、まだまだ今の時点では、それを導

入するには早いのかなというふうな判断をした

ところであります。 
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  これは、教育委員会の会議録の公開を行って

おりますけれども、教育委員会の会議について

は公開をしておりますけれども、教育委員会は

大体３時間から４時間近く協議をしていますけ

れども、その３分の２ぐらいは委員会の協議会、

いわゆる常任委員会の協議会のような形ですけ

れども、その協議会で議論を進めています。そ

の中で、かなりの回数、その部分について議論

をさせていただいて、こういうふうな結論に至

ったというふうなことでございます。以上でご

ざいます。 

１５番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 

沼澤恵一議長 新田道尋君。 

１５番（新田道尋議員） 今、教育長から、市長

は後で答弁いただきますが、バックアップボイ

ラーの燃料を使うというふうなことを言われま

したんですが、最上町では使っていないとは言

いませんが、この施設ウェルネスプラザで使っ

ているんですが、全然使わないということはな

い。使っておりますけれども、重油の消費量が

とにかく全然話にならないぐらい減っているわ

けです。44万9,028キロリットルのやつが、使

った年は削減効果ということで16万8,661キロ

リットル減っているわけです。それで、そうい

うふうなことをずっと足していきますと、年間

に、ガスも使っていたやつをこれは使わなくて

もいいということで、2,000万円の差額が出て

くるというふうな計算です。チップボイラーと

重油と、これは両方やっているんです。最上町

で。それを足しても金額にして2,034万3,265円

というふうな減額値が出てくるんです。 

  ですから、今言ったような、教育長がどこか

らもらったデータか知らないのですが、私が最

上町からいただいたデータにはそういうふうに

書かれています。経費が余計かかるのではなく

て、こういうふうに減りますよということを言

っているわけです。当然、高くなれば誰もやら

ないわけだから、安くなるからというふうなこ

とで始めているのは間違いないというふうに思

います。 

  それで、電気の問題ですけれども、夜間電力

３割減。一般的にオール電化住宅というのがか

なり進んでいて、今、建築戸数の約半分ぐらい

はオール電化となっているのです。聞きますと、

３割減って安いからいいのではないかと言いま

すけれども、逆に使わないところは一般的な家

庭の約５倍ぐらい電気を使うのです。特に、夏

場は暖房が要らないから電気は使わないけれど

も、冬はかなりの量の電力を使っていると。使

っている人が言っているんだからね。だから、

その辺の計算はどういうふうに。学校に使えば

学校の暖房は必ず必要なんだから、全館暖房み

たいになってくるでしょう。床暖房もかなりす

るし、そこら辺の経費をどういうふうに計算し

ているのか。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 議長、柿崎憲

一。 

沼澤恵一議長 教育次長兼教育総務課長柿崎憲一

君。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 さまざまな設

備の比較検討でございますけれども、これまで

の策定委員会、検討部会並びに議員の皆様にも

全員協議会等でいろいろ御説明しながら、その

中でいろいろな設備の導入について御指摘いた

だきました。さまざまな手法について、設計事

務所に具体的、専門的に検討していただいたと

ころでございます。 

  先ほど教育長のほうから申し上げました、い

わゆる30年間におけるイニシャル、ランニング、

更新の費用を比較検討した結果でございますが、

現在取り入れております電力によるヒートポン

プ、それから夜間電力使用による蓄暖等のイニ

シャルコストにつきましては、全館で１億

1,000万円、ランニングコストにつきましては

１年間535万円、それから更新費用につきまし

ては、30年の中でちょうど中間年の15年に１回
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更新する必要があるということで、この費用が

3,500万円、ランニングコスト30年間分を足し

ますと全体としては３億600万円ほどになりま

す。 

  比較検討した手法につきましては、蓄暖、地

中熱ヒートポンプ、それから全館の電気による

ヒートポンプ、それから地中熱ヒートポンプと

土壌の蓄熱の手法、それから今御質問いただい

ています生チップボイラーを活用しての手法、

それから雪冷熱を活用しての手法というふうな

ことで、６つの手法を比較検討しております。 

  先ほど、現在検討している実施設計で検討し

ている手法については、トータルコストが３億

600万円と申し上げましたが、生チップボイラ

ーを活用した場合は、イニシャルコストが約倍

近い２億1,200万円、ランニングコストが、こ

れについては生チップの価格の変動等々あろう

かと思いますけれども、現在検討しております

手法535万円に比べて706万円。これ年間です。

それから、更新費用でございますが、これにつ

いては15年に１回更新する部分が出てきます。

ボイラー自体は、当初の額よりもそんなに高く

ない部分ございますけれども、更新費用が１億

1,100万円、30年間トータルしますと５億3,500

万円という額となっております。ですから、現

在検討している額と比較しますと２億3,000万

円ほどのコストがかかるというふうなことでご

ざいます。 

  なお、技術的な革新が進んでまいりまして、

今後、学校施設についても改築等々もう出てく

るかと思います。その折には、今回検討した手

法等々を再度検討して、導入が可能なのかどう

か、その辺のところは見きわめていきたいとい

うふうに考えておりますので、御理解のほどを

よろしくお願いしたいと思います。 

１５番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 

沼澤恵一議長 新田道尋君。 

１５番（新田道尋議員） 今、次長の説明で、逆

に高くなると。何で新庄だけが高くなるんです

か。よそでやっていて。高くなるんだったら誰

もやらないでしょうが。おかしいんだ。どこか

らデータもらったんですか、それ。計算の基礎

が間違っているんでないの。電卓が壊れたので

はないですか。だって、安いからってみんな始

めているのに、何で新庄だけが高くなっている

のか考えられないね。 

  あともう一つ、電気を使わないでチップをも

し仮に使ったならば、産業が生まれてくるわけ

です。そこに雇用が出てくる。当然。最上町だ

って、あれだけの３つのボイラーを回している

んだって、１年間に６人も使っているのです。

６名。山形県のエネルギーの支出が、農業販売

額に匹敵するぐらい払っているのです。だから、

これが再生可能エネルギー、油を使わないとす

れば、できたとすれば、それを支払うことがな

い。外に出ていかないのです。県内にその金が

とどまる。2,000億円が。そこに雇用が出てく

る。経済の活性化にもなるというふうな、裏に

はあるのです。数字に出てこないやつが。一生

懸命１年間農家の方々が稼いだその金が、全部、

重油、灯油、ガソリン、電力でみんななくなっ

ていくのです。ゼロ。大体同じぐらいかかるの

です。重油が30万キロワットで240億円、灯油

が540億円、ガソリンが630億円、電力に至って

は1,000億円、電源開発促進税28億円、これで

2,438億円出ていくんです。だから、その出し

入れだけでなく、裏にはそういうものがあると。

雇用の場がなくて今困っているんでしょう。こ

の新庄・最上が。働く場がないということで。

市長も一生懸命その辺を考えながら活躍してい

ますけれどもね。こういうこともあると。 

  それで、次長も言ったそのデータ、数字は全

く信用できない。どこからもらったデータだか。

そんなことになりっこない。誰もやらないって、

あんな逆になったら。金山だって真室川だって、

計算上安いからって始まったんですよ。年間
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200万円浮くと。聞いてみなさい。私が聞いた

んだから。最上町は３基で2,000万円。ちゃん

と出しているんだから。ここにあるんだ、デー

タ。何で新庄が逆なの。逆計算になるの。 

  それで、何かあるたびに、私だけでなく、再

生可能エネルギーを議場で質問していますけれ

ども、そのたびに執行部の皆さんが、これから

いろいろ検討するというふうな答弁を繰り返し

てやっているのです。23年６月の議会、石川議

員の質問に対して教育長答弁。忘れていないで

しょう、自分がやったんだから。言っているん

です。「このたびの東日本大震災で長時間の停

電が発生した。非常時にも、学校施設のみなら

ず各施設において、自家発電及び蓄電池また自

然エネルギーの活用というのは、有効かつ重要

であると痛感しました」と言ってあるのではな

いですか。 

  「萩野地区小中一貫校における新エネルギー

等の活用につきましては、環境負荷の低減や自

然エネルギーの活用、また、化石燃料にかかわ

る林業資源から成る新しい燃料などの活用も視

野に入れて今年度基本設計を進めていく。それ

ら議員が言われたとおり、子供たちの学習にも

つながるような学校づくりを検討していきた

い」というふうに答弁しているんではないです

か。この言ったことはどういうことなんですか。 

  小水力に関しても、小関議員も質問していま

すけれども、同じように「これを検討したい」

「取り入れたい」と市長も言っているし、あな

たも言っているんです。それでは、市長はどう

いうふうにこのエネルギーに対して……、学校

問題を絡めて。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 再生エネルギーにつきましては、

先ほどの答弁の中でも、今後、必要なエネルギ

ーの一つであるというようなことは話していま

す。ただし、技術的な問題がまだまだあるとい

うふうに思っております。そうした中で、一般

的なものに導入するというようなものに関して

は、積極的な支援を今後考えていかなければな

らないと思いますが、特にチップボイラー等に

つきましても、ＶＳＥという先駆的な取り組み

をまだ検証が終わっていないという事実もある

ということを先ほど申し上げました。そういう

意味では、決してやっていないということでは

ないわけです。 

  それぞれの目的、関心というのはそれぞれ異

なるわけであります。しかし、それはバランス

的に進めていかなくてならないというふうに思

っています。特にエネルギー政策というのは、

大変難しい問題だというふうに思っております。

原子力の今稼働率が、東北電力の場合は１％で

あるというふうに言われています。これまでも

全体的な中で、最高に再生エネルギーを使った

場合でも10％を賄えるだろうかというような、

学者の計算上からいくとそういうふうな状況に

なっておるわけです。そうなりますと、化石燃

料及び石炭というようなことの火力発電という

ことに頼らざるを得ない。それでいけば、当然

ＣＯ２がどんどんと発生してしまという、この

エネルギー問題の抱えた問題というのは、単に

コスト的なものだけではなく、ＣＯ２削減とい

った問題、相当広い問題まで私はあるというふ

うに考えております。 

  その中で、今回、萩野地区についても、私か

ら教育委員会のほうに、ボイラーその他全てに

ついて点検し、設置可能であるかどうか調べな

さいということを申し上げ、再三報告を受けて

きたところであります。 

  先ほどお答えいただきました真室川は、温泉

施設に入れるというようなことで、ボイラーを

たいて……。チップボイラー、当然、真室川に

はそういう業界があるというようなことで、業

界とタッグマッチができると。金山もホットハ

ウスカムロ、当然森林組合があるというような
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ことであります。 

  また、最上町の流れというのは非常に歴史が

古くて、以前の中村町長からお話を聞かせてい

ただいたことがございます。国有林を民有林に

払い下げてもらったということで、何が何でも

民有林を活用しなければならないというような

大前提があるというようなことで、そのために

国有林から一人一山運動ということを数十年前

に行って、大部分の国有林を、鉄道沿線上の森

林を民間に払い下げたという事実があります。

その話を中村町長さんからお聞きしたときに、

この林業ということ、この最上町という立場を

考えたときには、ここで生活していくためにこ

れをぜひ生かしていかなければならないという

ような政策があったということをお聞きしてお

ります。その流れの中で、福祉政策のウェルネ

スプラザに対してもそれを導入しながら、国の

補助を得ながら、そして現在その雇用も進めて

いるというお話も聞いております。 

  先ほどの答弁の中で申し上げましたが、新庄

市内における周りを見ますと全部山だらけなん

ですが、業界としての、森林に対する業界とい

うのは必ず周りの町村を一体化しなければ、そ

のチップの導入ができないという実情もござい

ます。トータル的な判断の中で、何といっても

24時間燃やし続けるような施設においては、当

然活用は非常にすばらしいものであると思いま

すが、長期間の休暇等、冬休み等を考えますと、

また施設の観点からいきましても、今回は諦め

ざるを得なかったというようなことを御理解賜

りたいというふうに思います。 

沼澤恵一議長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午後１時５０分 休憩 

     午後２時００分 開議 

 

沼澤恵一議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

山口吉靜議員の質問 

 

 

沼澤恵一議長 次に、山口吉靜君。 

   （１７番山口吉靜議員登壇）（拍手） 

１７番（山口吉靜議員） 皆様御苦労さまでござ

います。絆の会の山口吉靜でございます。それ

では、発言通告に従いまして一般質問をさせて

いただきます。 

  まず、佐藤悦子議員の体罰について一部重な

る点があると思いますので、よろしくお願いし

ます。また、小嶋議員とも、新庄まつりの中で

一部重なる点があるかもわかりませんので、よ

ろしくお願いいたします。 

  次の６点について質問をさせていただきます。 

  まず、１点目は、市女性職員を幹部に登用す

ることについてであります。本市の女性管理職

の登用について、女性は仕事と家庭生活の両立

が難しい、あるいは女性職員が望んでいないと。

職場における男性偏重とか固定観念、先入観な

どの古い考えなどを要因に挙げた人が多いわけ

ですが、女性職員推進を具現化するために、人

材の育成と登用、女性職員の不安の解消、女性

自身の意識改革など、総合的に女性管理職を

30％ぐらいは登用できないかということをお伺

いいたします。 

  次に、２点目は、小・中学校の英語活動の現

状と課題についてであります。英語活動でのコ

ミュニケーション、または小学校と中学校の英

語とのつながり、いわゆる小中連携はどのよう

に考えておられるのか。また、小学校担任が心

がけること、できることはどんなことかという

ことをお伺いいたします。また、絵本を利用す

る授業についてもあわせてお伺いいたします。 

  次に、３点目は、ＬＥＤ照明で明るく節電・

コスト削減についてであります。ＬＥＤ照明は

蛍光灯の約４倍の長寿命で、また、交換の手間
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が省けると。発熱が少なく、有害物質を含まな

い、紫外線がほとんど出ないと。また、虫が寄

ってきにくいという多くのメリットがあります。

市街地への街灯の導入についてをお伺いいたし

ます。 

  次に、４点目は、電線類地中化についてであ

ります。電線地中化、裏配線、軒下配線、無電

柱化。現在、駅前から直線は無電柱化。安全で

快適な通行空間を確保し、景観の向上、安定し

たライフラインの実現、商業地域を主な整備対

象としており、無電柱化を進めれば、特に新庄

まつりで屋台・神輿渡御行列、高さも20メート

ル以上のけんらん豪華な20台の屋台が鮮烈な色

彩を放って、屋台行列の豪華と迫力は圧巻であ

ります。青森ねぶたまつりは、８月２日から７

日までの５日間にわたって開催されました。新

聞報道によりますと、期間中の観客数は276万

人で、３日間として計算しますと、単純にしま

すと165万人であります。山尾市長が申されて

おる100万人誘客も十分可能であります。電線

地中化についてをお伺いいたします。 

  次に、５点目は、高齢者の入浴などについて

であります。高齢者の死亡事故で、交通死より

はるかに多い入浴事故。市では、お知らせ版２

月22日では、「入浴中の事故に注意。安全な入

浴を心がけるよう」と載っておりますが、従来

どおりでは事故は減らないと思いますので、何

か従来と異なる事故防止について市民に力強く

周知されることをお伺いいたします。 

  次に、６点目は、教職員の体罰についてであ

ります。現在、教育現場は混乱しております。

市として、体罰など、特に体育関係についての

教育はどのように指示、指導されているかにつ

いてお伺いいたします。 

  以上で壇上での私の質問を終わりますけれど

も、このたび定年退職される課長の方々には、

長い期間、市勢発展に尽くされました御功績に

感謝申し上げます。今後とも、本市発展のため

に折に触れ御指導よろしくお願いします。また、

私どもを忘れないで、時には顔を見せていただ

きたいと思います。 

  御清聴ありがとうございました。御答弁よろ

しくお願いします。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、山口議員の御質問にお

答えさせていただきたいと思います。 

  女性管理職の登用につきましては、2008年３

月に策定されました「第２次男女共同参画基本

計画」において、2020年までに管理職などの指

導的立場に占める女性の割合を30％程度にする

という目標が設置されました。この計画の趣旨

を受け、これまで女性職員の登用を行ってきた

ところであります。 

  計画が策定された2008年３月と今年度の役職

数に占める女性職員の割合を比較しますと、管

理職は１名と変わりありませんが、室長、担当

主査以上は10％から29％に上昇しており、県内

平均の13％を大幅に上回っております。主査以

上につきましても32％と、３割を上回っており

ます。 

  女性職員の人材育成については、千葉市にあ

る市町村アカデミーなどで行う女性職員向けの

ブラッシュアップ研修や人事異動により、さま

ざまな部署を経験することで、能力や意欲を引

き出すことが重要と考えております。女性の役

付職員は、一般に職場における気配りやチーム

ワーク形成に積極的であると言われています。

今後においても女性職員を積極的に登用し、管

理職などの指導的立場に占める女性の割合を高

め、女性職員の意欲と能力を引き出し、活力あ

る職場づくりに努めてまいります。 

  小・中学校の英語活動につきましては、教育

長のほうに答弁をさせますので、よろしくお願

いいたします。 
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  次に、ＬＥＤ照明に関する御質問でございま

すが、議員の御指摘のとおり、ＬＥＤ灯は従来

の白熱灯や蛍光灯に比べ省エネルギーや二酸化

炭素排出量の削減にすぐれ、地球環境に配慮し

た照明として知られております。また、従来の

ものより電球の寿命が長く、低誘虫性にすぐれ

ていることから、町内の電球交換に係る費用負

担や農作物などへの虫による被害を軽減するな

どのメリットもございます。このため市では、

町内会の要望に基づく防犯灯の新設に当たって

は、平成23年度以降全てＬＥＤ灯を採用し、年

間およそ10灯設置しております。 

  昨年の９月議会でも御説明申し上げましたが、

新庄市には現在およそ3,800灯の防犯灯があり、

その大部分がＬＥＤ以外の電球を使用しており

ます。ＬＥＤに切りかえた場合の費用は、本体

の代金に東北電力やＮＴＴへの手数料などを含

めると１灯当たり５万円程度かかるため、仮に

3,000灯を市費で設置した場合１億5,000万円の

経費がかかることになります。しかしながら、

ＬＥＤ灯に対する町内からの要望は今後ますま

すふえていくものと思われ、環境負荷を軽減す

るためにもＬＥＤ灯へ交換していく必要がある

と考えております。来年度さまざまな効果の検

証を実施するとともに、新エネルギー分野の補

助事業の活用やモデル地区設定などの検討調査

を行い、計画的な事業実施に取り組んでまいり

たいと考えておりますので、御理解のほどをよ

ろしくお願いいたします。 

  電線類の地中化についてでありますが、新庄

市における電線類地中化済み路線は、新庄駅前

通りであります主要地方道新庄停車場線の延長

約500メートルの両側であり、平成16年度から

19年度までの４年間において、道路管理者であ

る山形県が実施した事業であります。また、新

庄市が実施した事業は、駅前通りに接続する市

道新庄停車場松本線の約50メートルを、平成20

年度に主要地方道新庄停車場線の関連事業とし

て実施したものであります。電線類地中化事業

に際しては、山形県無電柱化推進調整会議を経

て、地方ブロック無電柱化協議会における協議

により無電柱化対象の要件を総合的に判断され、

実施予定箇所の計画が取りまとめられます。こ

のため、計画策定においても、関係機関との合

意形成の可否や費用対効果の検討が不可欠であ

り、現在のところ新たな電線類地中化事業は考

えておりませんが、通行区間を確保していくこ

とは、電柱類の相互化などの手法によっても可

能と思われます。 

  次に、入浴事故の防止についての御質問です

が、最上広域市町村本部の調査によりますと、

最上地域では、平成23年度の１年間に47件の入

浴に関する事故が発生し、そのうち17名の方が

死亡しております。これは、交通事故死の約

2.4倍であります。同調査によりますと、事故

件数の約66％が11月から３月の気温の低い冬の

時期に起きており、年代別で見ますと60歳以上

の割合が約90％と高くなっております。その原

因の多くはヒートショックと言われるもので、

暖房のきいた部屋と風呂場など室内の寒暖の差

が大きくなると血圧が急激に上昇し、心疾患や

脳血管疾患を引き起したり、入浴して体が温ま

ったことで血管が拡張して起こる血圧の低下に

よって意識を失うことなどが主な要因でありま

す。 

  ことしの冬におきましても、入浴事故などヒ

ートショックが疑われる最上地域の救急搬送件

数は、１月半ばまでに18件、そのうち死者５名

を数えております。県では庄内保健所が中心と

なり、ホームページや啓発ポスター、リーフレ

ットなどを作成し、入浴死・入浴事故を防ぐ取

り組みを実施しております。本市におきまして

も、老人クラブでの健康づくり教室や出前講座

などで、県作成のリーフレットを活用し啓発に

努めており、２月お知らせ版にも掲載したとこ

ろでありますが、今後も広報などで周知に努め
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たいと思っています。 

  教職員の体罰については教育長に答弁させま

すので、以上私からの壇上からの答弁とさせて

いただきます。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

沼澤恵一議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 それでは、小・中学校の英語活

動の現状と課題についてお答え申し上げます。 

  平成23年度より小学校で、主に英語活動を扱

うところの外国語活動が第５、６学年で実施さ

れています。その目標は、外国語を通じて言語

や文化について体験的に理解を深め、外国語の

音声や基本的な表現になれ親しませながら、コ

ミュニケーション能力の素地を養うとなってお

ります。 

  また、中学校第１学年の指導の配慮事項に、

「小学校における外国語活動を通じて、音声面

を中心としたコミュニケーションに対する積極

的な態度などの一定の素地が育成されることを

踏まえ」と明記されていますので、小学校の外

国語活動はいわゆる教科ではないといえ、中学

校の英語科につながる時間であることは明らか

です。 

  小学校教員が指導上留意すべきこととして、

中学校の英語科で豊かな心情、言語や文化を尊

重する態度、国際協調の精神等をいずれ身につ

けさせることを念頭に、楽しく聞く話すことを

体験させつつ、基本表現ができるように導くこ

とが求められます。ある程度の英語の英会話力

や補助教材、英語ノートの有効活用力、グルー

プ単位の楽しいゲームをコーディネートする力

も求められます。 

  新庄市では、平成18年度から小・中連携教育

に取り組み始めて以来、機会は頻繁ではありま

せんが、中学校英語教師が同学区内の小学校６

年生に行う乗り入れ授業を実施しています。現

在策定している萩野地区小中一貫教育校におけ

る外国語活動英語科のカリキュラムでは、小学

校５年から中学校３年生までの学習において、

学習した成果を英語で発表したり交流したりす

る機会を各学年で年間３回程度行い、英語学習

への意欲が高まるような計画を工夫していると

ころです。 

  また、外国語活動新設にあわせて、平成23年

度より２名のＡＬＴを配置して、目の前で実際

の外国人が話す生の英語を聞き、それに反応し

て自分も英語表現をまねたり対話したりする体

験は、とても重要な学習となっています。 

  また、外国語の絵本については各学校の図書

館に数冊ずつあり、一定期間、紹介コーナーで

目立つように展示する取り組みをしている学校

もあります。外国語活動の授業では、それらの

絵本を用いることは余りありませんが、担任と

ＡＬＴが授業で用いる教材を相談する中で、子

供が視覚的に捉えやすいピクチャーカードとい

うものを活用しています。これは、挨拶の場面

が絵であらわされているものや、果物や日用品

など英単語が絵であらわされているものです。

ストーリー性があり、テーマが明確な外国の絵

本や紙芝居などの活用が図れれば、外国語を通

じて外国語の文化や生活をより深く理解するこ

とができると思われますので、今後の授業での

活用を働きかけることを検討していきたいと考

えております。 

  教職員の体罰についてであります。佐藤悦子

議員からも同じような質問がありましたので、

重なることがあるかと思いますけれども、お答

えいたします。 

  学校における体罰については、学校教育法で

禁止されている決して許さない行為であり、被

害に遭った児童・生徒の心を深く傷つけ、相互

の信頼を欠いてしまう行為であるという認識を

持つことを教職員にも繰り返し指導していると

ころです。もちろんこれは、学校管理下で行わ

れている体育の授業や部活動においても同様で

す。 
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  学校における体罰の根絶について、教育委員

会では、国の教育関連法規や通知などを踏まえ

て、綱紀の保持に向けた高い倫理意識を持った

取り組みを行うよう指導してきております。今

年度も、昨年11月には山形県教育委員会から、

校内研修資料を含む「体罰のない学校を目指し

て」のリーフレットが送付されたところですし、

１月の市校長会でも、各校で実態の把握の上に

立って、体罰の絶無を期すよう指導したところ

です。 

  また、このたび文部科学省の依頼を受けて山

形県教育委員会から、「体罰禁止の徹底及び体

罰に係る実態把握について」という調査依頼が

あり、早速市内各校に周知し、実態調査を行っ

ているところです。この県教委による体罰に関

する実態調査は、子供や保護者、部活動の外部

コーチ、そして教職員に改めて体罰の絶無につ

いて周知を図る機会となるものと捉えておりま

す。 

  今後も子供や保護者との信頼を大切にした、

体罰に絶対頼らない、心に届く指導をもって子

供を育てていくよう、教職員と確認していきた

いと考えております。以上でございます。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

沼澤恵一議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） 答弁まことにありがと

うございました。再質問をさせていただきます。 

  １番の市女性職員を幹部に登用することにつ

いてですけれども、女性市職員の管理職登用に

ついて、男女雇用機会均等法も改正し施行され、

定着し、男女の均等は雇用の機会だけでなく、

勤務している間の処遇もさまざま条件あると思

いますが、ある範囲の中では均等でなければな

らない。女性が指導的立場に進出して、女性の

政策、方針、決定過程の参画を拡大し、その能

力と個性が十分発揮できるよう、行政としても

積極的に実践していく必要があると考えます。 

  男女共同参画社会の実現の観点から、指導的

立場に女性が進出し、女性パワーを市政に反映

させるためにも、先ほど市長から、室長が10か

ら29％、主査が３割と御説明いただきましたけ

れども、女性職員を課長職にもっと登用すべき

と考えますが、この点はどうでしょうか、お尋

ねいたします。 

野崎 勉総務課長 議長、野崎 勉。 

沼澤恵一議長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 女性職員の幹部職への登用と

いうことでございます。行政職の職員数の割合

で申し上げますと、行政職職員264名中、女性

が101名ということで、約39％の割合というこ

とになります。その中で、主査以上の職員につ

いては、先ほど市長の答弁にもございましたと

おり32％ということでございまして、県内各市

の状況からいっても相当登用が進んでいる。そ

ういう面では登用が進んでいますし、男女比率

からしてもバランスがとれた登用の形になって

いるのかなというふうに考えているところでご

ざいます。 

  ただ、山口議員御指摘のとおり、課長職にあ

っては女性職員は現在１名でございます。その

点については、今後とも女性の方の意識を高め

るためのさまざまな研修、例えば市長答弁にも

ございました女性のブラッシュアップ研修等、

その他さまざまな研修に男女の区別なく参加し

ていただくような環境の整備を行いながら、女

性の持つ能力をより一層高めてまいりたいとい

うふうに考えてございます。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

沼澤恵一議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） どうもありがとうござ

いました。 

  今のところは女性の課長職も１名といわずに、

もう少しふやしていただきたいということをお

願いして、次に進みたいと思います。 

  次に、小・中学校の英語活動の現状と課題に

ついてですけれども、先ほど御説明いただきま
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したが、絵本のメリット、言語習得、言語教育

における絵本のメリットについては、幼少のと

きに絵本の読み聞かせをしてもらう量が、読解

力の向上にプラスに働くと報告されております。

絵本を使った英語活動の取り組み、最終的にグ

ループごとに絵本を読んで発表するところまで

到達することが望ましいと言われております。

現在の小学校英語活動カリキュラムは、挨拶、

数、天気、動物などや概念を中心としたものが

多いのですが、そこに絵本という素材を位置づ

けることで、子供の既存の知識や経験との関連

性や意味の世界を知ることができます。絵本の

読み聞かせとその関連活動が、小学校英語に新

たな広がりを与えてくれる素材ではないかと考

えますが、その点についてはいかがでしょうか、

もう一度お伺いいたします。 

髙橋千春学校教育課長 議長、髙橋千春。 

沼澤恵一議長 学校教育課長髙橋千春君。 

髙橋千春学校教育課長 今の御質問にお答えした

いと思います。 

  外国語活動に絵本を導入した場合のメリット

等についてということだと思いますけれども、

先ほど教育長の答弁にございましたように、残

念ながら学校訪問させていただいて、絵本を実

際の小学校の外国語活動に取り入れている学校

を見ることは今年度はございませんでした。た

だ、絵本を活用する授業についてということで

今回御質問をいただいたわけですが、調べてみ

ますと、あちこちで実践はなされているようで

す。 

  長所として、絵本ですので短い時間で授業の

中に取り入れることができるということもあり

ますし、あるいは指導者側、小学校の教員は英

語の免許を持っておりませんので、教材研究を

しながら授業をするような形になりますので、

余り専門的な英語の知識とかそういうふうな資

格がなくてもある程度活用できるというような

こと、それから絵本そのものが、例えば中学校

でも絵本の読み聞かせなんていうことをやりま

すので、どの学年にも、学年を問わずそれを導

入して楽しむことができるというようなことが

あります。 

  また、内容的には、これは山口議員がおっし

ゃったところなわけですけれども、小学校の英

語活動というと、英語の単語とか数字とか断片

的な学習になってしまいがちなんですが、教育

長の答弁にもあったストーリー性のあるものを

使うことで、そういうふうなものを統合して子

供たちが身につけることができる、理解するこ

とができるというようなことの効果が期待され

るということがあるようです。 

  また、次年度、今年度は見ることができなか

ったわけですが、授業としては英語活動の授業

を見ることが何回かございました。多分、来年

度もそういった場があると思うのですが、そう

いうふうな場を利用しまして、今御指摘いただ

きました絵本のメリットと活用のメリット等も

紹介させていただきながら、小学校の外国語活

動を充実できるように指導していきたいなと思

っております。 

  あわせて、絵本ということが出ましたので、

今年度も学校支援について、本部事業の財源で

確保していただきました地域コーディネーター、

来年度も予算でお願いしているところです。そ

この各学校で１名ずつ地域コーディネーターが

おりますので、その地域コーディネーターとも

協力というか連携していただきながら、図書館

の絵本等の活用、英語の外国語活動についても、

そういうような活用をしながら、いい授業がで

きるようにということの指導もあわせて行って

いきたいと思っております。以上です。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

沼澤恵一議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） どうもありがとうござ

いました。 

  次に、３番目なんですけれども、ＬＥＤ照明
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の補助金について、平成24年度のＬＥＤ照明の

補助金など、わかればお知らせいただきたいの

ですが。 

坂本清一環境課長 議長、坂本清一。 

沼澤恵一議長 環境課長坂本清一君。 

坂本清一環境課長 24年度については、ＬＥＤ灯

について特別な補助というようなことはやって

おりません。ただ、ＬＥＤを含めた防犯灯の電

気料については、町内単位で30％の補助をして

おります。 

  なお、先ほど市長の答弁の中にありましたと

おり、来年度防犯灯のＬＥＤ化を進める上で、

さまざまＬＥＤ化に当たっての事業費なりある

いは維持管理のあり方、それから電気料の現在

の補助制度のあり方等の調査研究と、あと他市

の状況を踏まえまして、年次的な計画に基づい

て、早ければ26年度以降から段階的にＬＥＤ化

をしていこうというようなことで、現在検討し

ているところでございます。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

沼澤恵一議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） これはあれですか、申

請すれば幾らか補助金はもらえるのでしょうか。 

坂本清一環境課長 議長、坂本清一。 

沼澤恵一議長 環境課長坂本清一君。 

坂本清一環境課長 先ほど忘れました。ＬＥＤ灯

を利用した防犯灯ですけれども、補助金の交付

規程には、町内単位で10灯以上を設置した場合

の補助事業があるんですが、24年度、市直営の

形での防犯灯17基を設置しておりますけれども、

これについては全てＬＥＤ灯を利用したものと

いうようなことで対応しております。 

  国の補助制度の要素ですけれども、現在調査

中でございます。なお、ＬＥＤ灯については、

防犯灯というような観点よりは、環境負荷への

効果というような観点から推進すべきものかな

というようなことも考えております。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

沼澤恵一議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） 要するに、補助金は申

請すれば幾らかもらえるのですか。 

坂本清一環境課長 議長、坂本清一。 

沼澤恵一議長 環境課長坂本清一君。 

坂本清一環境課長 国の補助金についてはござい

ませんし、ＬＥＤ灯に対する市の補助というよ

うなことについては24年度はございません。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

沼澤恵一議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） どうもありがとうござ

いました。国から補助金がどんと出るのかなと

思って。 

  それでは、電線地中化のメリットについてで

すが、景観の改善とか歴史的、伝統的な町並み

がよみがえることで地域経済が活性化されると。

住宅地としての資産価値やブランド価値の向上

もあって、また、台風や地震といった災害のと

きには、電柱が倒れたり、垂れ下がった電線類

が緊急用車両の通行の邪魔をするといった危険

がなくなることであります。これらのメリット

がありますので、その効果というか、その辺は

どのように考えているかお伺いします。 

田口富士雄商工観光課長 議長、田口富士雄。 

沼澤恵一議長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 電線の地中化なんです

けれども、実は「新庄まつり百年の大計第１期

計画」に提言されておった事項でありまして、

今も引き続いている、そういう事項であります。

先ほど市長が申し上げましたように、駅前通り

の500メートル、メーンの通りでありますけれ

ども、これは地中化が済んでおりますし、また、

駅前から大正町までの通りにつきましては、標

識類が回転式になっておりまして、それで屋台

が通る場合には何も支障がないというようなこ

とで、大変そういう意味では、屋台そして観覧

者等々には利便性が高まっているということで

もあります。 
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  ただ、先ほど申し上げしたように、新しい分

に関しましては、実際に関係調整とか経費の問

題がありまして難しいのかもしれませんが、一

方で、電線上げなどは、あの道具、景観も相ま

って、一つのお祭りの文化というようなことで

も皆さん認識されているのではないかなと、そ

んなふうに思います。ですから、伝統と、それ

から改善というようなことは、今後とも両面に

らみながら新庄まつりを盛り上げていきたいな

というふうにも思っております。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

沼澤恵一議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） どうもありがとうござ

いました。 

  次に、高齢者の入浴などについてですけれど

も、冬の入浴事故が注目されておるのですけれ

ども、入浴事故は寒い日に自宅で高齢者が事故

に遭いやすいという特徴があるわけです。高齢

者が自宅などで入浴中に意識障害を起こして溺

れたり、脳卒中や心筋梗塞を発症したりして急

死するとされます。入浴関連死が、全国で年間

１万7,000人に上ると言われております。急な

体温の変化を避けるために住宅そのものを暖め

ること、半身浴を心がけること、脱水を避ける

ことなどいろいろあると思うのですけれども、

それで、徹底した力強い事故防止の周知は、何

かこれだということはないのか改めてお伺いし

ます。注意事項というか周知することは何かな

いか、改めてお伺いいたします。 

伊藤洋一健康課長 議長、伊藤洋一。 

沼澤恵一議長 健康課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一健康課長 高齢者の入浴中の事故でござ

いますが、先ほど午前中、伊藤市議への答弁に

も申し上げましたが、健康情報に関する広報活

動につきましては、来年度強化してまいりたい

と思っているところでございます。 

  先日ある食堂へ行きましたところ、テーブル

の上に小さなメニューを書いてあるような立て

札がございました。それは何かというふうに見

ましたら、最上保健所のほうでつくりました高

齢者の入浴中の事故予防の広報でございました。

神室産業高校の生徒がデザインしてつくったも

のでありまして、カラーの色刷りできれいに仕

上げてございました。確かに、今回の広報につ

いては余りインパクトがなかったかなとは思い

ますが、広報誌という性格上、余りインパクト

があるというのもどうかとは思いますが、広報

誌全体のデザインということもあるところでご

ざいますので、広報担当と相談し協議の上で、

もう一工夫加えてお知らせすることを検討した

いと思っております。よろしくお願いします。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

沼澤恵一議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） どうもありがとうござ

いました。 

  あと教職員の体罰についてですけれども、体

罰は学校教育法第11条によって禁止されており

ます。許されざる行為であり、断固処罰せねば

なりません。愛のむちでは済まされない犯罪行

為であります。また、新聞では、長井南中男子

バレー部顧問が、体罰は２年ほど前にもあり、

体罰が常態化していたとの情報もあり、教頭と

顧問が生徒の自宅を訪れて謝罪したと新聞に載

っておりました。また、体罰は選手を恐怖に陥

れ、自分の考えを持っていない、指導者のいな

いロボットをつくると言われております。した

がって、体罰の定義と行為を具体的に示して、

いかなる場合でも暴力は許されないとの意識を

教育現場に浸透させていく必要があると思いま

すけれども、市教育委員会としての見解をお伺

いいたします。 

髙橋千春学校教育課長 議長、髙橋千春。 

沼澤恵一議長 学校教育課長髙橋千春君。 

髙橋千春学校教育課長 御質問にお答えいたしま

す。２点ございました。１点目が体罰について

の定義のところ、２点目が教育委員会の絶無に
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関しての指導というようなことだったと思いま

す。 

  １点目の御質問ですが、体罰とはどんな定義

をしているかということなんですが、今回、県

のほうで調査をかけました。子供のほうにも、

それから保護者のほうにも、それから部活など

の外部の指導者なんかにもアンケートを配った

わけですが、そのアンケートに、こういうふう

なものが体罰ですよというようなところが示さ

れてあります。それを読ませていただければな

と思います。 

  体罰とは、身体への侵害、肉体的な苦痛を加

える行為であり、例えば次のような行為ですと

いうふうに書いてあります。１つ目は殴る、た

たくなどの行為、それから２つ目が蹴る行為、

３つ目が長時間にわたって正座をさせる行為、

これがいわゆる肉体的苦痛を加える行為に入る

のかなと思います。４つ目が長時間にわたって

直立をさせる行為、５つ目がトイレに行くこと

を許さない行為、６つ目が食事時間を過ぎても

食べ終わるまで長くとめ置く行為、こういうよ

うなものが体罰ですよというようなことで示さ

れてあります。これを見て、今回、子供たちと

か保護者がアンケートを出している状況です。 

  ただし、肉体的苦痛を与えるものというよう

なところでなんですけれども、次の行為は体罰

に当たりませんというようなことで、放課後等

教室に残すこと、それから授業中教室に立たせ

ること、特別に学習課題などをさせること、特

別に掃除などをさせること、それから当番など

の仕事を多く割り当てること、こういうような

ものは体罰に当たりませんというようなことが

示されています。これが、今回というか学校の

教職員のほうも、体罰とはどういうものかとい

うようなところの考え方、定義的に捉えている

ところです。 

  それから、２つ目の委員会での体罰の絶無を

期しての指導というようなことでは、先ほど教

育長のほうからあったとおりでございます。特

に校長会の指導とか、あるいは学校での倫理委

員長を呼んで、いわゆる倫理委員長会議なんて

いうようなことも年間２回しておりますが、体

罰に限らずいろいろな非違行為というのですか、

例えば交通違反とかそういうようなものも含め

て、そういうようなことの根絶を図ることがで

きるようにというようなことで指導をしてきて

いるところです。 

  今回の全部に網をかける調査なんですが、意

識を改めるというか新たにするいい、いいとい

うふうに言っていいかどうかわからないのです

が、いい機会になるのではないかなというふう

に思っております。学校では今までこういうふ

うな指導を続けているんですが、一人一人の先

生に、先生方も校長も含めてですけれども、ア

ンケートを書きます。それから、子供たちも小

学校４年生から高校生までアンケートを書きま

す。小学校１、２、３年生は、さすがにアンケ

ートも書けないだろうということで、学校で説

明して、何かそういうようなところがあれば、

保護者にもアンケートを渡していますので、保

護者のほうに、お父さん、お母さんにそういう

ようなことがあったことを伝えて、お父さん、

お母さん方から学校のほうに教えてほしいとい

うようなところのアンケートをしております。

そういうようなところで、本当に保護者も子供

たちも教職員も、そういうふうなところで意識

を新たにする機会になるのかなというふうに思

っているところです。 

  あと最後になりますけれども、新庄市のほう

では、もちろん心の教育というようなことを進

めてきています。それは、子供に対して、そう

いうふうな自分も相手も大事にするような心を

持つようにというようなところの心の教育なわ

けですが、指導者のほうも当然一人一人の子供

を大事にして指導するというようなところ、そ

れが本当の心の教育そのものだと思いますので、
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そういうようなところもあわせて、今回また教

職員とともに確認したいと思っております。以

上です。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

沼澤恵一議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） どうもありがとうござ

いました。体罰なしで全国優勝させたという指

導者や学校もたくさんをあります。褒めて褒め

て長所を伸ばすと、短所を選手自身が自覚して

解決していくと。スポーツは国境のない外交で

あり、友好親善の場として世界平和へとつなが

っていくというふうに思っておりますので、ひ

とつ新庄市の体罰に対してはよろしくお願いし

たいと思います。 

  最後に、ＬＥＤ照明で明るく節電され、蛍光

灯の約４倍の長寿命で、発熱が少なく、有害物

質を含まない、紫外線がほとんど出ない、また

虫が寄ってきにくいという多くのメリットがあ

りますＬＥＤ照明でありますが、電柱類地中化

すればすばらしい中心商店街となります。そし

て、市長がおっしゃっている100万人誘客も可

能であります。ＬＥＤ照明とか電柱類地中化と

いうのは、市長は余り望んでおらないようです

けれども、100万人誘客も可能でありますので、

ぜひそれを可能にすれば全国から山尾市長宛て

に視察が来られると思いますので、考え直して、

ＬＥＤ照明とあわせて電柱類地中化することを

さらに検討していただきたいということをお願

いしまして、終わります。 

沼澤恵一議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午後２時４３分 休憩 

     午後２時５３分 開議 

 

沼澤恵一議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

髙橋富美子議員の質問 

 

 

沼澤恵一議長 次に、髙橋富美子君。 

   （３番髙橋富美子議員登壇）（拍手） 

３ 番（髙橋富美子議員） ３月定例会最後に一

般質問をさせていただきます。市民・公明クラ

ブの髙橋です。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

  女性が、生涯を通じて健康で明るく充実した

日々を自立して過ごすことを総合的に支援する

ため、厚生労働省は３月３日のひな祭り、３月

８日の国際女性の日を含む３月１日から８日ま

でを毎年女性の健康週間と定め、女性の健康づ

くりを国民運動として展開することとしていま

す。家庭にあっても職場にあっても地域社会に

あっても、健康を守るキーパーソンは女性であ

ると言っても過言ではありません。そして、女

性自身が、生涯を通じて身も心も健康で元気で

あることが、社会全体の元気の源と言われてお

ります。 

  昨年、地域における男女共同参画を推進し地

域課題を解決していくため、県が実施した最上

地域の女性団体ネットワーク構築事業「ふるさ

とを元気に！～女性から輝く最上の地域づくり

はじめの一歩～」に参加いたしました。皆さん

本当に元気で、各地域で活躍をされておりまし

た。そして、このたび、各種女性団体メンバー

が中心となって地域づくり応援団が組織化され

ました。しなやかな女性の力が社会に地道に生

かされていくことが、「自然と共生 暮らしに

活力 心豊かに笑顔輝くまち 新庄」の実現に

つながると確信いたします。 

  それでは、通告に従いまして一般質問をさせ

ていただきます。 

  初めに、防災・減災対策についてであります。

１点目に、東日本大震災から間もなく２年とな

りますが、防災に対する基本的な姿勢は、震災
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以前、以後と比べどのように改善されたのかお

伺いいたします。 

  ２点目に、職員の危機意識の向上は、どのよ

うに図られたのかをお伺いいたします。 

  ３点目に、市民の避難誘導について、誰もが

わかりやすく、より安全にかつ迅速に、適切な

避難場所に誘導するための具体的な方策につい

ては、どのように検討されたのかをお伺いいた

します。 

  ４点目に、防災会議の開催について、また防

災委員の選任についてですが、昨年３月の定例

会においても同じ質問をいたしました。その際、

市長より、「防災会議の開催についてでありま

すが、現在着手している地域防災計画見直し案

がまとまった段階での開催を考えております。

また、防災会議への女性の登用という御意見に

つきましては、地域防災計画見直しの際に、登

用も含め、女性の視点から具体的な提案が得ら

れるよう、防災会議の開催を検討してまいりた

いと考えております」との前向きな御答弁をい

ただきました。早いもので１年が経過いたしま

した。その後の進捗状況についてお伺いいたし

ます。 

  次に、学校耐震化についてお伺いいたします。 

  学校施設は、子供の学習、生活の場であると

ともに、災害時には地域住民の応急避難場所と

しての役割を果たすため、その安全性の確保は

極めて重要であります。学校施設の耐震化につ

いては、文科省において、平成27年度までので

きるだけ早い時期に耐震化完了を目指すという

目標を掲げております。さきの東日本大震災の

教訓も踏まえれば、当市においても早急に取り

組むべき課題であると思います。 

  今回の国の平成24年度補正予算では、公立学

校の耐震化や老朽化対策、非構造部材の耐震対

策等に対応するため1,884億円が計上されてお

り、今回の補正予算は、各自治体が耐震化を進

めるに当たっては十分な額と聞いております。

国の補正予算を最大限に活用し、平成25年度以

降に計画している耐震化等の事業を可能な限り

前倒しして実施すべきと考えますが、いかがで

しょうか。 

  最後に、学校給食のアレルギー対応について

お伺いいたします。 

  昨年12月に、東京都内の市立小学校で女子児

童が、給食が原因とされる食物アレルギーの重

篤な症状、アナフィラキシーショックで亡くな

った問題を受け、文部科学省は、学校給食での

食物アレルギーによる事故を防ぐための取り組

み強化に乗り出すと新聞の見出しにありました。

昨年末の事故では、アレルギー原因食材のチェ

ック体制や緊急時の対応のあり方などが課題と

して指摘されています。このため、文科省は来

年度予算案に、専門家らで構成する学校給食の

アレルギー対応検討会議の設置に1,200万円を

盛り込んだとありました。検討会議の設置につ

いては、公明党アレルギー疾患対策プロジェク

トチームが、昨年12月、専門家による委員会を

立ち上げ、徹底した事故の検証と今後の対策に

力を入れるべきだと強く要請をしてきました。 

  文科省が全国の公立学校の児童・生徒約

1,280万人を対象に実施した調査、これは2007

年発表ですが、食物アレルギーがあるのは

2.6％、食物アレルギーなどに伴う急性症状の

アナフィラキシーショックを起こしたことがあ

る児童が0.14％に上っている。こうした状況を

踏まえ、アレルギー疾患のある子供への対応指

針をまとめたガイドラインが、小・中・高校、

幼稚園向け、保育所向けにそれぞれつくられて

いるとありました。このガイドラインが十分活

用されているのか、また、給食事故を未然に防

ぐためにどのような取り組みを図られているの

かをお伺いいたします。 

  以上で壇上からの質問を終わらせていただき

ます。御清聴ありがとうございました。（拍

手） 
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山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、髙橋市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  平成23年３月11日に発災しました東日本大震

災では、行政の防災体制の不十分さや情報収集、

伝達方法、燃料、電力等のライフラインの確保

などさまざまな課題が挙げられました。これら

を踏まえまして、本市では、まずもって、大規

模災害に備えた災害対策本部機能の確保と緊急

応急対策の強化を優先とした対策を講じてまい

りました。これまで、災害対策本部の機能の確

保や諸証明発行のための非常用電源確保のため

の発電機等の導入、避難所となる学校等の耐震

化、市民等への速やかな情報発信のための携帯

電話による緊急速報「エリアメール」の導入、

自主防災組織の育成強化、職員の危機管理意識

の向上などの整備と取り組みを実施してまいり

ました。 

  防災対策の基本的姿勢としては、災害の発生

を未然に防ぐことは難しいものがあり、災害対

策のあらゆる分野で、予防対策、応急対策、復

旧・復興対策等の一連の取り組みを通じて、で

きるだけ被害の最小化を図る減災の考え方を基

本として、自助・共助・公助のそれぞれの役割

と連携を踏まえた防災対策を講じる必要がある

と考えております。 

  今後も防災対策に当たっては、災害対策本部

機能の充実強化と防災設備、資機材等の整備な

どに努めてまいりますが、自助・共助の役割の

重要性から、自主防災組織のさらなる育成強化

を図るとともに、市民一人一人がみずからの身

の安全はみずからが守ることが防災対策の基本

であると考えておりますので、市民の防災意識

や知識の高揚を強く推進してまいりたいと考え

ております。 

  また、大地震、土砂災害などの災害において

は、高齢者の安否確認、避難所の立ち上げなど

に対処するため、危機対応能力と危機管理意識

が重要になります。このため東日本大震災の際

には、地域担当性を活用し、区長と民生委員の

方と一緒に高齢者の安否確認などを行い、これ

らの対応を通して職員の危機管理意識を確認し

ております。このほか、地震、豪雨などの災害

が発生した場合、その対応方法などを検証し、

修正すべき部分があれば関係職員に周知するな

ど、危機管理能力の向上にも努めてまいります。

さらに、全職員を対象とした災害対応の研修、

新規採用職員を対象とした危機管理の研修を実

施することで、危機管理意識の向上を図ってい

るところであります。 

  次に、避難誘導についての御質問ですが、大

規模な災害が発生した場合につきましては、自

治体による今後への細やかな対応には限界があ

りますので、まずは自分の身は自分で守らなけ

ればならないという意識を持つことが必要とな

ります。避難場所までの道については、大規模

災害発生時は、迅速かつ円滑な避難活動に努め

るルートを確保する計画になっておりますが、

災害の規模や状況によって決まったルートでの

避難とならない場合が考えられますので、日ご

ろより自主防災組織などを中心として、地域で

の災害時の支援者の確保や地域の方同士のコミ

ュニケーションをとりながら、複数の避難ルー

トの確認や協力が得られる体制も図っていただ

ければと思います。 

  次に、防災会議の開催、委員の選任について

の進捗状況についてですが、防災会議開催には

至っておりませんが、委員の構成などについて、

現在、役職だけの枠にとどまらず幅広い範囲か

ら、特に女性の視点を生かした防災対策は大変

重要なことでありますので、条例の改正を踏ま

えた積極的な登用を考えておりますので、御理

解くださるようお願い申し上げます。 

  耐震化並びに学校給食のアレルギー対応につ
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きましては教育長より答弁させますので、私か

らは、壇上から以上の答弁とさせていただきま

す。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

沼澤恵一議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 それでは、学校耐震化について

お答え申し上げます。 

  本市の学校施設耐震化事業につきましては、

一昨年11月に、平成21年度に策定した年次計画

の見直しを行い、早期完了を目指し推進してい

るところでございます。見直し後でも、総計10

億円を超える事業費が必要となり、財源の確保

が要点となっておりますが、昨年度は国の補正

予算を活用し、沼田小学校体育館耐震補強工事

及び新庄中学校体育館改築工事の初年度分を前

倒しで実施しております。 

  さらに、今年度、国の第一次補正予算で、新

庄中２年度目の工事及び本合海小学校や日新中

学校など、５校の体育館の工事も同様に前倒し

で進めることとしております。財源的にも有利

な補正予算債を活用することができるとともに、

来年度耐震化工事量がピークとなり、年度末の

耐震化率は76.1％と大きく改善され、26年度中

には耐震化工事全てが完了する見込みでありま

す。 

  また、建物構造体そのものの耐震化が先行し

ておりますが、議員御指摘のとおり、国におい

ても天井や壁、照明器具等の非構造部材の耐震

化について調査・研究を行っているところであ

り、遅くない時期に具体的な対策が示されるこ

とと捉えております。 

  現状としては、昨年９月の一般質問でもお答

えしておりますが、学校職員による日常的な点

検と教育委員会職員による随時の点検や建築基

準法に基づく定期調査報告により危険箇所を察

知し、状況に合わせて対応をしてまいりたいと

考えております。 

  学校給食のアレルギー対応についてお答え申

し上げます。 

  議員がお話しになった東京都での事故報道で

ありますけれども、学校も保護者も注意してい

たにもかかわらず事故を防げなかったというこ

とで、改めて食物アレルギーの恐さと対応の難

しさを実感しているところであります。 

  平成24年度における新庄市内小中学生の食物

アレルギーの実態ですが、市内全小中学生中98

名が何らかの食物アレルギーを持つと届け出が

あり、これは市内全児童生徒数の2.9％に当た

り、議員よりお話のあった2007年の2.6％の全

国の調査よりも若干高い割合というふうに言え

ると思います。この98名の子供たちがアレルギ

ーを起こす食品としては、牛乳、卵、エビ、ナ

ッツ、そばなど23品目と多くの食材にわたって

います。 

  また、市内14校中11校に食物アレルギーの子

供が在籍している現状です。食物アレルギーに

よる事故から子供を守る手だてといたしまして

は、学校ごとに工夫して対策を立てているとこ

ろですが、まず、アレルギーを持つ子供の実態

把握を確実に行うということです。各校では、

小学校入学時の調査表や毎年の保健調査表で、

除去する食材等の確認を行っており、程度によ

っては、かかりつけの医師の診断書を提出して

いただいております。 

  続いて、この情報を教職員、学級の子供にも

知らせ共有します。これに基づいて、給食メニ

ューを見ながら、前月には翌月の代替食や除去

食について保護者に連絡します。職員室に代替

食や除去食の日程を張って、全職員に周知しま

す。当日は、学年、組、名前が張られた別容器

が学級に届きますので、名前を確認して子供に

届くシステムになっております。該当の子供が

実際に食べるまでには、調理前の確認、検査時

の確認、配膳後の確認など、幾重もの確認をし

ております。 

  しかし、このようなチェック体制にもかかわ
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らず、先日、誤って食べるということが起きて

しまいました。幸いにも子供に異常はありませ

んでしたが、ミスは起こり得るという前提のも

とで、養護教諭などの担当者が本人及び保護者

と面談を行い、そのアレルギー反応の症状、対

処方法について確認を行い、緊急対応体制など

全職員でその情報を共有しており、それが機能

したものと思っております。 

  また、今年度は、市内では食物アレルギー反

応で重篤な症状のあらわれる子供はおりません

ので、保護者から学校が薬を預かったり、アナ

フィラキシーショックを和らげる自己注射薬で

あるエピペンを準備したりという学校はありま

せん。 

  このように、食物アレルギーのある子供への

対応については、文部科学省から2008年度に示

された指針をもとに各学校ごとに決めておりま

すが、学校に対応の格差がないように、今後、

市全体で食物アレルギー対応のマニュアルの策

定を検討しているところでありますので、よろ

しくお願い申し上げます。以上です。 

３ 番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

沼澤恵一議長 髙橋富美子君。 

３ 番（髙橋富美子議員） ありがとうございま

した。それでは再質問させていただきます。 

  初めに、学校給食におけるアレルギー疾患の

対応についてですけれども、ただいま教育長の

ほうから、市内で98名のアレルギー疾患のお子

さんがいらっしゃるということを聞いて本当に

驚きました。私も先日、以前調理師さんをされ

ている方とお話をしたんですが、学校給食の際

は、先ほどお話にありましたように、本当に神

経を使って、調理師の皆さん、また学校関係者

の皆さんも対応しているんだという話を伺った

わけです。去年のこの事故を受けて、すぐに何

らかの教育委員会としての会議とかは開かれた

のでしょうか。 

髙橋千春学校教育課長 議長、髙橋千春。 

沼澤恵一議長 学校教育課長髙橋千春君。 

髙橋千春学校教育課長 会議そのものは開いてお

りません。先ほど教育長のほうからあったよう

に、年度末というようなこともありましたので、

来年度そういうような会議というか、対策の会

議を開こうというふうなことは相談しておりま

す。 

  ただ、その事故があったときに各学校のほう

には、いわゆる給食室中心にですけれども、そ

ういうようなところを注意するようにというよ

うなことの、外部の委託業者も含めて連絡はさ

せていただいたところです。 

３ 番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

沼澤恵一議長 髙橋富美子君。 

３ 番（髙橋富美子議員） この間、テレビの報

道であったんですけれども、例えば牛乳がだめ

なお子さんには豆乳とかそういうあれで対処し

ているのかと思うのですけれども、全国どこか

の学校でだと弁当とかを持参しているなんてい

うところも出ていたんですけれども、新庄市内

においてはそういうことはないんですよね。 

髙橋千春学校教育課長 議長、髙橋千春。 

沼澤恵一議長 学校教育課長髙橋千春君。 

髙橋千春学校教育課長 新庄のほうでは、アレル

ギーの原因を除いて調理をする除去食と、それ

からまるっきりそういうふうな対応ができない

子供については、まるっきり別のものを１品か

わりのものを与えるというようなところの代替

食の２つで対応しているところです。 

３ 番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

沼澤恵一議長 髙橋富美子君。 

３ 番（髙橋富美子議員） これからいろいろ対

応していただけるということで教育長さんから

話あったんですけれども、ある自治体での対応

の仕方がこの間掲載されていたんですけれども、

学校給食の食物アレルギーの事故を受けて、学

校とか学童クラブ、また、子育て施設に従事す

る職員に対する食物アレルギーの疾患対応の研
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修会を実施したという自治体の紹介がありまし

た。 

  初めに、学校現場での具体的なＤＶＤの映像

を通して、45分くらいだったそうですけれども、

それを鑑賞して、その後、小児科医の方がデモ

機を使いながら学校での対応について提案説明

するというものでした。そのＤＶＤには、給食

時に友達から、食べていたパンに悪気はなかっ

たんですけれどもピーナツバターを塗られ、少

しだけならってその子が一口食べた。小学校５

年生の男の子が突然じんま疹が出て、それから

体中のかゆみ、そして腹痛、また呼吸困難と症

状が悪化していく様子があったということで、

見ていただけでも冷や汗が流れたという声でし

た。 

  参加した学校の課長さんは、そのＤＶＤを各

学校に配布して、もう順次全ての学校職員に研

修させたい。また、現在の対応としては、アレ

ルギー疾患の児童・生徒のいるクラスの担任や

養護教諭、栄養士だけではなく、全職員への研

修会の実施に加え、次のような事故を防止する

ため、この間の事故では、突然おかわりをして、

その中にチーズがほんの１グラム程度だったの

にもかかわらず亡くなってしまわれたというこ

とだったということで、おわかりをそのあれで

は認めない。かわりに、通常の1.5倍の量を最

初から食器に盛るようにしているなど。 

  あと、今後の対応策として、先ほどありまし

たけれども、クラスメートに対しても食物アレ

ルギーについて学習させる。また、加えて当該

児童生徒に対しても、いじめなどの問題が起き

ないように人権教育の指導も行うなどというよ

うなことが載っておりましたので、ぜひ参考に

していただいて、先ほどありました一人の方が

前回あったんですか、そういう話を伺いました

ので、本当に命にかかわることだと思うので、

皆さんでしっかりと対応のほうをお願いしたい

と思います。 

  なお、エピペンについて、そういうお子さん

はいらっしゃらないということなんですけれど

も、もしかして出てきた場合のことを想定する

と、そういうアドレナリンというかエピペンも

必要になると思うのですけれども、それは子供

さん自身が準備されるということなんでしょう

か。学校のほうに常備するとかというのはない

のでしょうか。 

髙橋千春学校教育課長 議長、髙橋千春。 

沼澤恵一議長 学校教育課長髙橋千春君。 

髙橋千春学校教育課長 今年度はそういうふうな

お子さんがいらっしゃらないので準備というよ

うなことをしていないのですが、多分このガイ

ドライン等を見ると保護者のほうで準備してい

ただいて、お薬もそうですけれども、お薬も預

かっているような子供さんはいませんけれども、

学校のほうにも備蓄というか置いておくと、そ

ういうような対応になるのかなというふうに思

っております。委員会のほうで、学校のほうで

別に買って準備するということではないと思い

ます。 

３ 番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

沼澤恵一議長 髙橋富美子君。 

３ 番（髙橋富美子議員） わかりました。エピ

ペンなんですけれども、実際に打ったり、例え

ば小さいお子さんだと自分でできないというこ

とも聞いておりますので、そういう場合は、教

職員の方とか近くにいらっしゃる方が多分対応

されると思うのですけれども、そういうところ

は小児科医の方とかに来ていただいて、実際そ

ういう場面をあれしていないと、いざとなった

ときに打てなくて、もしかしたらお子さんが亡

くなってしまうとかそういうのがあると思いま

すので、その点もしっかり先生方、また、かか

わる皆さんにはそういうものを共有していただ

きたいなと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

  それでは、続きまして、防災・減災対策につ
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いてです。先ほど市長さんからいろいろ詳しく

御説明をいただきました。職員の危機意識の向

上の中に、地域担当制という話をしていただい

たんですけれども、実際にこの地域担当制とい

うのはどのような形で、現場のほうといったら

いいか、地域に話をされているんでしょうか。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

沼澤恵一議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 東日本大震災の場合につ

きましては、早々に配布物とか連絡物というよ

うなものをまとめまして、区長さん方のほうに

出向きました。情報収集をというようなことで、

その延長線上で高齢者の安否確認等々を含めて

確認したというようなことでございますけれど

も、今後どのような形かというようなことを考

えていった場合には、地域担当制の意義を見て

いった場合に、市民との信頼関係が構築されて

いれば非常に役に立つ制度になっていくという

ようなことにもなりますので、地域の中で、例

えばことしの雪のような状況があるとすれば、

どのような状況になっているのかというような

ところも含めて訪ねていけるような体制が構築

できれば、信頼関係の一つ一つ積み重ねができ

ていくのかなということで、有事の場合にはも

っと役に立つような制度に発展していくという

ようなことを考えておりますので、その辺も含

めて具体的に構築していきたいなというふうに

も思っております。これまでのあり方、あるい

は職員の方々の意見も取り入れながら、まとめ

ていけたらいいなというふうに思います。 

３ 番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

沼澤恵一議長 髙橋富美子君。 

３ 番（髙橋富美子議員） このたびの雪害に対

しても、職員の皆さんが地域で一生懸命にいろ

いろな面で手伝っていただいたり、本当に頼も

しく思っているところなんですけれども、地域

担当制ということで私たちの地域にも市の職員

の方がいらっしゃいます。何かあればすぐ来て

くださるのはもちろんあれですけれども、大勢

の中でのさまざまな災害に対して、本当に隅々

までというのはなかなか大変だと思いますけれ

ども、よろしくお願いしたいと思います。 

  また、昨年秋に私たちの町内でも初めて避難

訓練を行いました。早朝にもかかわらず多くの

方が参加して、組長さんが一軒一軒安否確認と

かを手際よく報告してスムーズに流れたんです

けれども、これはあくまでも避難訓練というこ

とで、実際に起きたときにはどうなんだろうと

いうことを私自身感じました。これから何が起

こるかわかりません。それで、先ほど自主防災

組織の構築とかさまざま話があったんですけれ

ども、まだまだ啓発というか、そういう避難訓

練のこともそうですし、自主防災組織の推進な

どについて、もっともっと具体的にしていかな

ければならないと思いますが、その辺もう一度

具体的な方策ありましたらお願いしたいと思い

ます。 

坂本清一環境課長 議長、坂本清一。 

沼澤恵一議長 環境課長坂本清一君。 

坂本清一環境課長 防災対策につきましては、現

状あるいは重要視する事項については市長のほ

うから答弁ありましたけれども、特に東日本大

震災を踏まえまして緊急に対応する必要がある

ものというようなことで、当然防災計画はもと

よりなんですが、東日本を踏まえた上で、まず

は災害対策本部機能の確保をどうやっていくか。

これについては、課題として、電源あるいは燃

料等の不足を来したというふうな経緯を踏まえ

た機能の確保対策、それから避難所の関係につ

きましては、避難所となり得る大多数の施設が

学校である、あるいは市の市有施設であるとい

うようなことで、その避難所が安全であるかと

いうような観点から、早急に優先課題として避

難所の耐震化たるものを進めてきました。 

  それから、情報の伝達の関係でも同報系の無

線云々たるものもありますけれども、現状では
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というようなことで、より多くの方に的確な情

報というようなことで、現段階では緊急速報

「エリアメール」、それから補正予算での対応

の全国瞬時警報システムを利用して、住民とい

いますか、最終的には携帯電話のほうにその情

報を直接送るシステムの構築を進めております。 

  また、減災の要素からすれば、まず自分の身

は自分で守る、それから地域との共助の関係で

の自主防災組織の役割たるものについては、減

災を図る上では大変重要な役割を果たすものと

いうようなことで、これまでも育成強化に努め

てきたところでございます。 

  この自主防災組織以前に、先ほど答弁ありま

したように、個々の住民の防災に対する心構え

と災害が起きた場合の対応、この意識たるもの

をいかに高めていくかというのが基本的に一番

重要なことではないかというようなことで、こ

の３月の市報に、自助の部分の災害に備えた対

応に関する記述、記事を特集で掲載することに

しております。 

  それから、先ほどありました職員、対応する

さまざまな情報の伝達、あるいは情報を収集す

る上でも重要な役割を果たす職員の防災意識の

向上、それから避難所開設・運営する際の最低

限の避難所の整備と、それに伴う避難所に必要

な物品の確保というようなことで、これまで緊

急課題的な事項を優先した形で進めてまいりま

した。以上です。 

３ 番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

沼澤恵一議長 髙橋富美子君。 

３ 番（髙橋富美子議員） ありがとうございま

す。 本当にいろいろ市民のためにという思い

で検討いただいていると思います。 

  最後になりますけれども、新庄市の防災会議

の運営規程の第３条に、「防災会議は、必要に

応じ開催するものとし、会長がこれを招集す

る。」とあります。東日本大震災より２年がた

とうとしておりますが、会議の必要性について

はどのように考えておられますか。 

坂本清一環境課長 議長、坂本清一。 

沼澤恵一議長 環境課長坂本清一君。 

坂本清一環境課長 通常、防災会議の招集につい

ては、防災計画の見直しを図る際、あと重大な

災害が起きた場合の対応等についてというよう

なことで開催するというようなことで対応して

おります。 

３ 番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

沼澤恵一議長 髙橋富美子君。 

３ 番（髙橋富美子議員） それでは、過去に防

災会議というのが開催されたことはあるんです

か。 

坂本清一環境課長 議長、坂本清一。 

沼澤恵一議長 環境課長坂本清一君。 

坂本清一環境課長 防災計画については、過去２

回ほど大きな見直しをやっております。その際

には、防災会議に諮った上で計画を承認してい

ただいております。 

３ 番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

沼澤恵一議長 髙橋富美子君。 

３ 番（髙橋富美子議員） 先ほど市長から、女

性の登用ということで条例の改正とかというお

話がありました。市民を守るということで本当

に大事な部分だと思いますので、これからも安

心・安全を心がけて、新庄市がどこよりも本当

に、何回も言いますけれども、いいまちだと言

われるようにともどもに頑張っていきたいと思

いますので、どうぞよろしくお願いします。あ

りがとうございました。 

沼澤恵一議長 以上で、今期定例会の一般質問を

終了いたします。 

 

 

散      会 

 

 

沼澤恵一議長 お諮りいたします。 
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  今期定例会の本会議をあす３月７日から３月

14日まで休会したいと思います。これに御異議

ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 異議なしと認めます。よって、今

期定例会の本会議をあす３月７日から３月14日

まで休会し、３月15日午前10時より本会議を開

会いたしますので、御参集願います。 

  本日は以上で散会いたします。 

  大変御苦労さまでした。 

 

     午後３時２８分 散会 



- 165 - 

平成２５年３月定例会会議録（第４号） 

 

 

平成２５年３月１５日 金曜日 午前１０時００分開議 
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開      議 

 

 

沼澤恵一議長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名でございます。 

  なお、代表監査委員髙山孝治君より欠席届が

出ております。 

  それでは、これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第４号）によって進めます。 

 

 

予算特別委員長報告 

 

 

沼澤恵一議長 日程第１議案第21号平成25年度新

庄市一般会計予算から日程第９議案第29号平成

25年度新庄市水道事業会計予算までの議案９件

を一括議題といたします。 

  本件に関し予算特別委員長の報告を求めます。 

  予算特別委員長山口吉靜君。 

   （山口吉靜予算特別委員長登壇） 

山口吉靜予算特別委員長 おはようございます。 

  予算特別委員会における審査の経過と結果に

ついて報告いたします。 

  予算特別委員会は全議員をもって構成されて

おりますので、要点のみ御報告させていただき

ます。それでは、御報告申し上げます。 

  予算特別委員会に付託された案件は、議案第

21号平成25年度新庄市一般会計予算から議案第

29号平成25年度新庄市水道事業会計予算までの

計９件であります。予算特別委員会は３月11日、

12日、13日の３日間にわたり活発な議論のもと

に慎重な審査が行われたところであります。 

  初めに、議案第21号平成25年度新庄市一般会

計予算につきましては、各委員より数多くの質

疑があり、活発な議論が交わされました。討論

に入り、佐藤悦子委員より反対の討論、佐藤義

一委員より賛成の討論があり、起立採決の結果、

賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 

  次に、議案第22号平成25年度新庄市国民健康

保険事業特別会計予算、議案第24号平成25年度

新庄市公共下水道事業特別会計予算、議案第27

号平成25年度新庄市介護保険事業特別会計予算

及び議案第29号平成25年度新庄市水道事業会計

予算の４件につきましては、質疑を行いました

が討論はなく、採決の結果、いずれも全員異議

なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第23号平成25年度新庄市交通災害

共済事業特別会計予算、議案第25号平成25年度

新庄市農業集落排水事業特別会計予算及び議案

第26号平成25年度新庄市営農飲雑用水事業特別

会計予算の３件につきましては、いずれも質疑、

討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案の

とおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第28号平成25年度新庄市後期高齢

者医療事業特別会計予算につきましては、質疑

を行いましたが討論はなく、起立採決の結果、

賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 

  以上、予算特別委員会に付託された案件、議

案第21号平成25年度新庄市一般会計予算から議

案第29号平成25年度新庄市水道事業会計予算ま

での９件については、いずれも原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  議長よりよろしくお取り計らいいただきます

ようお願い申し上げ、予算特別委員会における

審査の経過と結果についての報告といたします。 

沼澤恵一議長 お諮りいたします。 

  予算特別委員会は全議員をもって構成されて

おり、質疑、討論は終わっておりますので、直

ちに採決したいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 



- 169 - 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

直ちに採決することに決しました。 

  これより採決いたします。 

  初めに、委員長報告のうち、質疑、討論があ

り、起立採決の結果、賛成多数で可決すべきも

のとした議案１件について採決いたします。 

  議案第21号平成25年度新庄市一般会計予算に

ついては、委員長の報告のとおり決することに

賛成諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

沼澤恵一議長 起立多数であります。よって、議

案第21号は委員長報告のとおり可決されました。 

  次に、委員長報告のうち、質疑を行いました

が、討論はなく、全員異議なく可決すべきもの

とした議案４件について採決いたします。 

  議案第22号平成25年度新庄市国民健康保険事

業特別会計予算、議案第24号平成25年度新庄市

公共下水道事業特別会計予算、議案第27号平成

25年度新庄市介護保険事業特別会計予算、議案

第29号平成25年度新庄市水道事業会計予算の議

案４件については、委員長報告のとおり決する

ことに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第22号、議案第24号、議案第27号、議案第

29号の議案４件は、委員長報告のとおり可決さ

れました。 

  次に、委員長報告のうち、質疑、討論はなく、

全員異議なく可決すべきものとした議案３件に

ついて採決いたします。 

  議案第23号平成25年度新庄市交通災害共済事

業特別会計予算、議案第25号平成25年度新庄市

農業集落排水事業特別会計予算、議案第26号平

成25年度新庄市営農飲雑用水事業特別会計予算

の議案３件について、委員長報告のとおり決す

ることに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第23号、議案第25号、議案第26号の議案３

件は、委員長報告のとおり可決されました。 

  次に、委員長報告のうち、質疑を行いました

が、討論はなく、起立採決の結果、賛成多数で

可決すべきものとした議案１件について採決い

たします。 

  議案第28号平成25年度新庄市後期高齢者医療

事業特別会計予算については、委員長の報告の

とおり決することに賛成諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

沼澤恵一議長 起立多数であります。よって、議

案第28号は委員長報告のとおり可決されました。 

 

 

総務文教常任委員長報告 

 

 

沼澤恵一議長 日程第10、議案第４号新庄市特別

職の職員の給与に関する条例等の一部を改正す

る条例の設定についてから、日程第13平成24年

請願第７号危険な垂直離着陸輸送機オスプレイ

の配備及び低空飛行訓練計画の撤回を求める意

見書の提出を求める請願までの計４件を一括議

題といたします。 

  本件に関し、総務常任委員長の報告を求めま

す。 

  総務文教常任委員長小関 淳君。 

   （小関 淳総務文教常任委員長登壇） 

小関 淳総務文教常任委員長 おはようございま

す。 

  私から、総務文教常任委員会の審査の経過と

結果について御報告申し上げます。 

  当委員会に付託されました案件は、議案３件

と、継続となっている請願１件であります。 

  審査のため、３月８日午前10時より、議員協

議会室において委員９名全員出席のもと担当課

の職員の出席を求め審査を行いました。 

  議案第４号新庄市特別職の職員の給与に関す
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る条例等の一部を改正する条例の設定について

は、総務課職員の出席を求め、審査を行いまし

た。 

  担当課より、本案は本市の財政状況を鑑み、

市長、副市長、教育長に支給する給料について、

平成24年度に引き続き平成25年度についても削

減するもので、その削減額は約670万円となる

との説明がありました。 

  審査に入り、委員から質疑はなく、この議案

に関して採決した結果、議案第４号は全員異議

なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第５号議会の議員その他非常勤の

職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改

正する条例の制定についても、総務課職員の出

席を求め、審査を行いました。 

  担当課より、本案は新たな障害保健福祉施策

を講ずるための関係法律の整備に関する法律の

改正に伴い、条文の整備をするものであるとの

説明がありました。 

  審査に入り、委員から質疑はなく、この議案

に関して採決した結果、議案第５号については

全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

  議案第６号新庄市立学校設置条例の一部を改

正する条例の制定については、教育総務課職員

の出席を求め、審査を行いました。 

  担当課より、本案は校舎の増改築、国土調査

等の理由により変わってしまった地番を正しい

ものに改めるものであるとの説明がありました。 

  審査に入り、委員から、各学校の位置表記に

ついて、なぜ今になって改正になったのかとの

質疑があり、担当課より、小中一貫校の敷地に

ついて確認をしたところ、農道の整備によって

地番が変わっており、他の学校についても確認

したところ改正が必要であったとの説明があり

ました。 

  また、委員から、第２条の校名について、公

募した校名に「桜」の字を使った校名が多くあ

ったが重要視されていないとの質疑があり、担

当課より、桜に対しての思いは地元の多くの方

が持っていることがあるが、地域の歴史や伝統

などを捉えながらも、萩野地区に１つとなる小

学校としての名称がどうあるべきかというよう

なことも考え合わせて、策定委員会及び教育委

員会が判断したとの説明がありました。 

  また、委員からは、策定委員会に任せている

のだから委員会の協議を尊重すべきではないか

との意見がありました。 

  この議案に関して採決した結果、議案第６号

については全員異議なく原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

  継続審査となっている、請願第７号危険な垂

直離着陸輸送機オスプレイの配備及び低空飛行

訓練計画の撤回を求める意見書の提出を求める

請願については、委員同士による自由討議によ

って審査を行いました。 

  審査に入り、委員から、継続審査をしてきた

が、安全保障という点で日本全体が協力してや

るという方向であればやむを得ない。また、委

員から、周辺諸国が強力な武力体制をとってい

る状況の中で、国防上からいえばやむを得ない

との意見がありました。 

  また、委員から、まだ安全性には不安があり、

訓練の飛行内容をもう少し見る必要があるので

継続審査にしてはどうかとの意見がありました。 

  継続審査とすることに関して採決した結果、

可否同数により、委員長判断で継続審査すべき

ではないと決し、その後請願第７号について採

決をした結果、賛成少数で不採択とすべきもの

と決しました。 

  以上で、総務文教常任委員会に付託されまし

た案件の審査の経過と結果についての報告を終

わります。よろしくお願い申し上げます。 

沼澤恵一議長 ただいまの総務文教常任委員長報

告に対し、質疑に入りますが、議案３件と請願

１件を分けて、質疑、討論、採決を行います。 
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  初めに、議案第４号から議案第６号までの議

案３件に対し、質疑に入ります。質疑ありませ

んか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。これより

採決いたします。 

  初めに、議案第４号新庄市特別職の職員の給

与に関する条例等の一部を改正する条例の設定

については、委員長報告のとおり決することに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第４号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第５号議会の議員その他非常勤の

職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改

正する条例の制定については、委員長報告のと

おり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第５号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第６号新庄市立学校設置条例の一

部を改正する条例の制定については、委員長報

告のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第６号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、平成24年請願第７号危険な垂直離着陸

輸送機オスプレイの配備及び低空飛行訓練計画

の撤回を求める意見書の提出を求める請願につ

いて、質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

沼澤恵一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 不採択ということにな

ったことについては、納得がいかないなと思い

ます。 

  その審議の中で、安全保障とか国防上とかと

いうことから賛成のような中身の意見が出てい

るようですが、国民の安全ということを守るこ

とが私たち一番大事だと思うんですが、オスプ

レイはアメリカ国内でも低飛行訓練禁止あるい

は配備禁止となった地域が出ているわけです。

アメリカでさえも、住民から、こんな危険なも

のは自分たちの地域に置いてもらっては困る、

飛んでもらっては困るということで、アメリカ

でも飛行ができないような状態に置かれている

ものだと聞いていますが、そういったことにつ

いては、話し合いはなかったんでしょうか。 

  それから、２つ目は、沖縄全体でオスプレイ

の配備については反対ということになって、つ

い最近も東京まで来て、沖縄知事を先頭に、こ

ういったことをやめていただきたいという声を

上げて、集会などがあったと聞いております。

私たち新庄市は、広域的に沖縄と連携というか

そういったことをやっている、交流をやってい

る市であります。それでは、そういった交流を

行っている沖縄の住民の立場に立ったと思える

のかということ。 

  それから、３つ目に、今防災ヘリあるいはド

クターヘリということで、県内でも独自の住民

の立場で緊急に飛ばねばならない貴重な飛行が

あるわけです。それらと接触するとか、あるい

は落ちてくるとか、そういったことがあるとな

りますと、市民、県民にとっても重大な問題の

あるものだなと思うのですが、そういった話し
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合いはなかったのか、お願いします。 

小関 淳総務文教常任委員長 議長、小関 淳。 

沼澤恵一議長 総務文教常任委員長小関 淳君。 

小関 淳総務文教常任委員長 ただいま報告をし

た内容のとおり、やむを得ないという委員の言

葉が報告の中にあったかと思います。ある程度

の危険性は十分認識していながらやむを得ない

というスタンスで、真摯な議論を進めていった

のでございます。 

  新庄市を含めた広域で沖縄と友好的な関係が

あるのになぜかということだと思うんですけれ

ども、それについても十分頭に入れながらの審

議でございました。 

  あと、防災ヘリについての議論はなされませ

んでした。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

沼澤恵一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） オスプレイだったかち

ょっとはっきりしていなかったんですけれども、

こういったアメリカ軍による飛行訓練によって、

自治体で出している防災ヘリとかドクターヘリ

などとあわや接触かということで、防災ヘリや

ドクターヘリの運航に大変な支障を来したとい

うことが最近起きております。そういうことな

ど考えますと、話し合わなかったということで

は許されないというか、市民の命にかかわる重

要なことだったので、もう一度戻して話し合う

べきではないかと思うのですが、どうでしょう

か。 

小関 淳総務文教常任委員長 議長、小関 淳。 

沼澤恵一議長 総務文教常任委員長小関 淳君。 

小関 淳総務文教常任委員長 最初もお答えしま

したとおり、委員の皆様は、やむを得ないとい

う気持ちを持って議論しておりました。そこを

御理解いただければと思います。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

沼澤恵一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） オスプレイを、アメリ

カ国内でさえも、こんな危険なものは飛行して

もらっては困ると、私たちの地域を飛行しても

らっては困るという運動が住民の中から非常に

高まっておりまして、ろくに飛行できないんで

はないかと思われる。アメリカ国内ですけれど

も。 

  そういうものを、日本であれば住宅地であろ

うがどこであろうが危険だと言われているもの

を飛ばそうという、そういう日米安保条約です

か、そこから来ているんでしょうけれども、そ

れは余りにも卑屈な、アメリカが日本を同じ人

間とは見ていないのではないかと私は思われる

し、日本に対してひどいなと思います。それを

受け入れる日本の政治というか、やむを得ない

というふうに言ってしまうというのは、余りに

も卑屈な姿勢、住民の命を守るというよりもア

メリカが優先されるという、そういう意識が非

常にあって非常に残念だなと私は思います。 

  住民の命を守る議員であれば、こういうもの

はいかがなものかと言ってやるべきだと私は思

います。やむを得ないということではないので

はないかと思いますが、どうでしょうか。 

小関 淳総務文教常任委員長 議長、小関 淳。 

沼澤恵一議長 総務文教常任委員長小関 淳君。 

小関 淳総務文教常任委員長 委員会の中では、

やむを得ないという声もありましたし、しかし

安全性の確認はまだいまだにとれていないとい

う趣旨で継続審査をという声もありましたので、

その辺も御理解をいただきながらお願いしたい

と思います。 

沼澤恵一議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 ほかにないようですので、質疑を

終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 討論なしと認めます。よって、討
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論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。これより

採決いたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午前１０時２５分 休憩 

     午前１０時２６分 開議 

 

沼澤恵一議長 休憩を解いて再開いたします。 

  平成24年請願第７号危険な垂直離着陸輸送機

オスプレイの配備及び低空飛行訓練計画の撤回

を求める意見書の提出を求める請願について、

委員長報告は不採択でありますが、平成24年請

願第７号については原案のとおり採択すること

に賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

沼澤恵一議長 起立少数であります。よって、平

成24年請願第７号は不採択とすることに決しま

した。 

 

 

産業厚生常任委員長報告 

 

 

沼澤恵一議長 日程第14議案第７号新庄市都市公

園条例の一部を改正する条例の制定についてか

ら日程第23請願第２号ＴＰＰ交渉参加反対に関

する件までの計10件を一括議題といたします。 

  本件に関し、産業厚生常任委員長の報告を求

めます。 

  産業厚生常任委員長遠藤敏信君。 

   （遠藤敏信産業厚生常任委員長登壇） 

遠藤敏信産業厚生常任委員長 おはようございま

す。 

  ただいまから、産業厚生常任委員会の審査の

経過と結果について御報告申し上げます。 

  当委員会に付託されました案件は、議案８件、

請願２件であります。 

  審査のため、３月７日午前10時より、議員協

議会室において委員８名全員出席のもと担当課

の職員の出席を求め審査を行いました。 

  初めに、議案第７号新庄市都市公園条例の一

部を改正する条例の制定についてから、議案第

10号新庄市営住宅設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例の制定についてまでは、改

正理由が同じであることから、一括して都市整

備課から補足説明を受けた後、審査を行いまし

た。 

  初めに、議案第７号新庄市都市公園条例の一

部を改正する条例の制定については、都市整備

課の説明によれば、都市公園法及び高齢者、障

害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律な

どの改正により、都市公園の設置基準及び公園

施設の設置基準等について条例で定めることと

なったとのことでありました。 

  主な内容といたしましては、都市公園の設置

基準については、街区公園の敷地面積の標準や

近隣公園の敷地面積の標準など従来法令で定め

られていたものを、そのまま新庄市の条例で定

めるというものでした。 

  審査に入り、委員からは、法令と条例で内容

が変わったところは何かといった質問があり、

また担当課からは、特定公園施設の通路の勾配

について、法律は５％であるが、市の条例では

４％と緩やかにしているとの説明がありました。 

  その他質疑等ありましたが、採決の結果、議

案第７号については全員異議なく原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第８号新庄市市道の構造の技術的

基準等を定める条例の設定については、都市整

備課の説明では、道路法の改正により、これま

で国が道路構造令で定めていた道路の構造の技

術的基準について条例で定めるものとの説明が

ありました。 
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  内容としては、道路の幅員関係、線形、勾配、

排水施設、安全施設等の標識関係など、新たに

新庄市の条例で定めるというものでありました。

法令と条例で内容が変わったところもなく、基

本的には法令と同じ内容であるとの説明であり

ました。 

  審査に入り、委員からの質疑はなく、採決の

結果、議案第８号については全員異議なく原案

のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第９号新庄市準用河川に係る河川

管理施設等の構造の技術的基準を定める条例の

設定については、都市整備課の説明では、河川

法等の改正により、準用河川に係る堤防などの

河川管理施設の構造の技術的基準について条例

で定めるものとの説明がありました。 

  内容としては、新庄市で管理している準用河

川８河川の堤防、底どめ、堰、水門、樋門など

について、従来政令で定められている基準を基

本として、そのまま条例化した内容になってい

るとの説明がありました。 

  審査に入り、委員から、準用河川を整備する

経費の負担についての質問があり、担当課から

は、準用河川については８河川あるが、災害等

発生した場合は災害査定を受けて国から補助を

得ており、今回条例を定めたからといってそれ

がなくなるということではないといった説明が

ありました。 

  また、国において定められているダムや揚水

機場など準用河川に関係のない部分については、

山形県においても省いており、同じく本条例で

も省いているとの説明がありました。 

  その他質疑がありましたが、採決の結果、議

案第９号については全員異議なく原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第10号新庄市営住宅設置及び管理

に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いては、都市整備課の説明では、公営住宅法の

改正により、市営住宅の整備基準、入居収入基

準等について条例で定めることとなったため、

必要な改正を行うものとの説明がありました。 

  内容といたしましては、整備基準について、

現行の安全管理や利用者が便利で快適な方法、

また建設維持管理費の縮減などといった整備基

準を設定しているとの説明でした。 

  審査に入り、委員からは、法令と条例で内容

が変わったところは何かという質問があり、担

当課からは、住宅整備に当たり積雪等を考慮し

て整備するよう努める規定を盛り込んでいると

の説明がありました。 

  その他質疑はなく、採決の結果、議案第10号

については全員異議なく原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

  次に、議案第11号新庄市定住促進住宅設置及

び管理に関する条例の一部を改正する条例の制

定については、都市整備課から補足説明を受け

た後、審査を行いました。 

  都市整備課の説明では、定住促進住宅の入居

率の向上と定住促進を図るとともに、子育て支

援の一環として、定住促進住宅に入居する子育

て世代に対して支援を行うため必要な改正を行

うものとの説明がありました。 

  改正の内容といたしましては、定住促進住宅

の入居者のうち、中学生以下の子供がいる世帯

に対し、子供の数に応じて減額して家賃を設定

し、子育て世代の負担を軽減するというもので

ありました。 

  審査に入り、委員から、高校まで該当させる

考えはどうかという質問があり、担当課からは、

子ども手当の制度と合わせた年齢ということで

設定しているとの説明がありました。 

  その他質疑等ありましたが、採決の結果、議

案第11号については、全員異議なく原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第12号新庄市障害程度区分判定審

査会の委員の定数を定める条例の一部を改正す

る条例の制定については、福祉事務所から補足
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説明を受けた後、審査を行いました。 

  福祉事務所の説明では、障害者自立支援法の

名称が、障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律に変わったため改正す

るものと説明がありました。 

  内容といたしましては、第１条について、法

の名称を障害者自立支援法から障害者の日常生

活及び社会生活を総合的に支援するための法律

に変更するというもので、この施行日が平成25

年４月１日。それから、第２条については、条

例中の障害程度区分という文言が、障害支援区

分に変わるという内容で、ただしこの部分の施

行月日については平成26年４月１日からとなる

という説明でありました。 

  審査に入り、委員から、新たに難病を加える

とあるが、これは何項目入るのかという質問が

あり、担当課からは、現行で通達が来ているの

は100近い名称の病名が認定されているという

説明がありました。 

  その他質疑はなく、採決の結果、議案第12号

については全員異議なく原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

  次に、議案第13号新庄市指定地域密着型サー

ビスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例の設定について及び議案第14号新

庄市指定地域密着型介護予防サービスの事業の

人員、設備及び運営に関する基準等を定める条

例の設定については、同じ改正理由であること

から一括して福祉事務所から補足説明を受けた

後、審査を行いました。 

  福祉事務所の説明では、地域主権一括法に伴

う改正であり、介護保険法が改正されたことに

伴い、新庄市が指定する地域密着型サービスも

しくは介護予防サービスというメニューの中の

施設に関して、人員、設備、及び運営に関する

基準を定めるものとの説明がありました。基本

的には、国、県の基準に基づいてサービス内容

を定めているという内容でありました。 

  審査に入り、人員配置や居室面積の基準につ

いての質問があり、担当課からは、基本的に３

人に１人という国の基準を準用しているという

説明がございました。 

  その他質疑等がありましたが、採決の結果、

議案第13号及び議案第14号については全員異議

なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、請願第１号ＴＰＰ交渉参加反対に関す

る件について及び請願第２号ＴＰＰ交渉参加反

対に関する件については、同じ内容であること

から、請願第１号の紹介議員及び農林課の職員

の出席を求め、一括して審議を行いました。 

  初めに、請願の紹介議員より、請願の趣旨に

ついて、現在特に農産物に関してはあらゆる物

品850品目相当が関税で守られている状況であ

り、関税が撤廃されることになれば、請願提出

者のみならず多くの人が大打撃を受けることに

なるため、何としても阻止しなければいけない

との説明がありました。 

  審査に入り、委員からの質疑はなく、採決の

結果、請願第１号及び第２号は全員異議なく採

択すべきものと決しました。 

  以上で、産業厚生常任委員会に付託されまし

た案件の審査の経過と結果についての報告を終

わります。よろしくお願いします。 

沼澤恵一議長 ただいまの産業厚生常任委員長報

告に対して質疑に入りますが、議案８件と請願

２件を分けて、質疑、討論、採決を行います。 

  初めに、議案第７号から議案第14号までの議

案８件に対し、質疑に入ります。質疑ありませ

んか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 討論なしと認めます。よって、討
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論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。これより

採決いたします。 

  初めに、議案第７号新庄市都市公園条例の一

部を改正する条例の制定については、委員長報

告のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第７号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第８号新庄市市道の構造の技術的

基準等を定める条例の設定については、委員長

報告のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第８号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第９号新庄市準用河川に係る河川

管理施設等の構造の技術的基準を定める条例の

設定については、委員長報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第９号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第10号新庄市営住宅設置及び管理

に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いては、委員長報告のとおり決することに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第10号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第11号新庄市定住促進住宅設置及

び管理に関する条例の一部を改正する条例の制

定については、委員長報告のとおり決すること

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第11号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第12号新庄市障害程度区分判定審

査会の委員の定数を定める条例の一部を改正す

る条例の制定については、委員長報告のとおり

決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第12号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第13号新庄市指定地域密着型サー

ビスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例の設定については、委員長報告の

とおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第13号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第14号新庄市指定地域密着型介護

予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準等を定める条例の設定については、委

員長報告のとおり決することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第14号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、請願第１号及び請願第２号については、

件名、内容が同じ請願でありますので、一括し

て質疑、討論、採決を行います。 

  それでは、請願第１号及び請願第２号ＴＰＰ

交渉参加反対に関する件について、質疑ありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 別に質疑なしと認めます。よって、
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質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。これより

採決いたします。 

  請願第１号及び請願第２号ＴＰＰ交渉参加反

対に関する件については、委員長の報告のとお

り決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

請願第１号及び請願第２号は委員長報告のとお

り採択されました。 

  ここで、暫時休憩いたします。 

 

     午前１０時４６分 休憩 

     午前１０時５６分 開議 

 

沼澤恵一議長 休憩を解いて再開いたします。 

  ただいまから10分間休憩いたします。 

 

     午前１０時５６分 休憩 

     午前１１時０６分 開議 

 

沼澤恵一議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日程の追加 

 

 

沼澤恵一議長 追加案件が出ておりますので、こ

こで議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長小野周一君。 

   （小野周一議会運営委員長登壇） 

小野周一議会運営委員長 それでは、議会運営委

員会における協議の経過と結果について報告い

たします。 

  本日午前10時46分から、議員協議会室におい

て議会運営委員６名出席のもと、執行部から副

市長、関係課長並びに議会事務局職員の出席を

求めて議会運営委員会を開催し、本日の本会議

における議事日程の追加について協議をいたし

たところであります。 

  協議の結果、議案第30号平成24年度新庄市一

般会計補正予算（第10号）、議会案第５号ＴＰ

Ｐ交渉参加反対を求める意見書の提出について

の議案１件、議会案１件及び閉会中の継続調査

申し出についてを、本日の議事日程に追加をし

ていただくことになりました。 

  以上、議会運営委員会における協議の経過と

結果についての報告といたします。 

沼澤恵一議長 お諮りいたします。 

  ただいま議会運営委員長から報告がありまし

た議案１件、議会案１件及び閉会中の継続調査

申し出についてを本日の議事日程に追加するこ

とに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案１件、議会案１件及び閉会中の継続調査申

し出についてを本日の議事日程に追加すること

に決しました。 

  ここで、追加日程を配付するため暫時休憩い

たします。 

 

     午前１１時０８分 休憩 

     午前１１時１０分 開議 

 

沼澤恵一議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日程第２４議案第３０号平成２４

年度新庄市一般会計補正予算（第
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１０号） 

 

 

沼澤恵一議長 それでは、追加日程に入ります。 

  日程第24議案第30号平成24年度新庄市一般会

計補正予算（第10号）を議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、最終日に当たり、議案

第30号平成24年度一般会計の追加補正予算とな

りますが、今般の除排雪及び雪害対策の急を要

する事項と、国の１号補正などに伴う繰越明許

費などを主な内容としております。このことに

つきまして御説明申し上げますので、御理解賜

りたいと思います。 

  補正予算書１ページ、議案第30号一般会計補

正予算でありますが、歳入歳出それぞれ２億

959万9,000円を追加し、補正後の予算総額を

158億6,740万5,000円とするものであります。 

  まず、繰越明許費につきましては、３ページ

から計上しておりますが、合わせますと18事業

ございまして、このうち国の１号補正に伴うも

のは11事業で、国の予備費使用に伴うものが５

事業となっております。 

  ７ページ、歳入についてでありますが、新庄

中学校体育館改築工事に係る国庫補助金と起債

の調整を図り、また除排雪経費の追加費用に対

しまして、追加交付されました普通交付税や特

別交付税、財政調整基金繰入金などを充てて対

応してまいります。 

  また、９ページの歳出につきましては、道路

などの排雪業務を中心とした経費の計上であり

ます。除排雪経費につきましては、今月４日に

分野全般に及ぶ補正予算を可決していただきま

したが、このたびの追加補正は、低温の長期化

などにより降雪の累積量が予測を超える状況に

至り、到来する春の社会活動などへの影響が懸

念されることから、道路などの排雪を遅滞なく

進めていくための所要の経費として追加計上さ

せていただくものであります。 

  私からの説明は以上でありますが、詳細につ

きましては財政課長から説明させますので、御

理解の上、御決定賜りますよう、よろしくお願

いいたします。 

沼澤恵一議長 財政課長髙橋則雄君。 

   （髙橋則雄財政課長登壇） 

髙橋則雄財政課長 それでは、議案第30号一般会

計補正予算（第10号）について御説明申し上げ

ます。 

  補正予算書１ページをお開きください。 

  一般会計補正予算は、歳入歳出それぞれ２億

959万9,000円を追加いたしまして、補正後の総

額は158億6,740万5,000円となります。 

  各款、各項の補正予算額並びに補正後の額に

つきましては、２ページの第１表歳入歳出予算

補正を御確認いただきたいと思います。 

  次に、３ページからの第２表繰越明許費につ

いて御説明いたします。 

  一般会計の繰越明許費は18事業でございます。

このうち、10款教育費の新庄小学校体育館耐震

補強事業から日新中学校体育館耐震補強事業ま

での５事業が国の予備費に対応する事業でござ

います。 

  次に、７款商工費のかむてん商品券発行事業

費補助金及び８款土木費の沖の町・中山町地区

流雪溝整備事業の２事業を除いた残りの市庁舎

耐震診断業務委託などの11事業が国の１号補正

に伴うものでございます。 

  ４ページをごらんいただきたいと思います。 

  第３表地方債補正でございますが、義務教育

施設改修事業におきまして、限度額を2,020万

円減額するものでございます。これは、新庄中

学校体育館改築事業におきまして、国庫補助金

の増額により地方債を減額補正するものでござ

います。 
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  それでは、このたびの一般会計補正予算の歳

入歳出の内容について御説明いたします。 

  ３年連続の豪雪のため、今議会初日に分野全

般にわたります除排雪対応経費を含んだ補正予

算につきまして御可決いただいておりますが、

２月中旬以降の積雪２メートルを超える大雪に

より、累積の積雪量は予測を超える状況となり

ました。この大雪に対応するため、このたび道

路等の除排雪経費を中心に所要経費を追加計上

させていただくものでございます。 

  まず初めに、９ページからの歳出について御

説明いたします。 

  ３款民生費１項３目及び５目におきまして、

除雪サービス等の利用者の増加に対応する経費

を増額しております。 

  また、６款農林水産業費１項３目農業振興費

におきましては、農地の融雪遅延対策といたし

まして、県補助金を活用し、融雪剤購入に係る

補助金を計上しております。 

  次に、８款土木費には、このたびの大雪対応

と到来する春の社会活動へ円滑に移行できるよ

う道路等の除排雪経費として２億500万円を追

加計上しております。 

  10ページの10款３項１目学校管理費は、地方

債補正で御説明いたしました新庄中学校体育館

改築工事において、国庫補助金の増額により財

源の調整を行っております。 

  ７ページに戻りまして、このたびの補正の財

源となる歳入について御説明いたします。 

  除排雪経費の追加に伴いまして、10款の普通

交付税、特別交付税、それから16款の財産収入

並びに18款の財政調整基金繰入金の増額計上に

より対応することといたします。 

  次に、15款２項５目の雪害対策事業費補助金

につきましては、前年度に引き続きこの補助金

の活用により融雪遅延対策を図るものでござい

ます。 

  また、14款２項５目の学校施設環境改善交付

金の増額決定により増額計上しておりますが、

これに伴いまして、８ページの21款の市債にお

いて、学校教育施設改善事業債を減額しており

ます。 

  以上で、一般会計の補正予算案の説明を終わ

ります。よろしく御審議をいただき御可決賜り

ますようお願い申し上げます。 

沼澤恵一議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明ありました議案第30号は、会議

規則第37条第３項の規定により委員会への付託

を省略いたしたいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第30号については委員会への付託を省略す

ることに決しました。 

  それでは、ただいま説明ありました議案第30

号について質疑に入ります。質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

沼澤恵一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） ９ページの３款民生費

の３目、５目で除雪サービス事業がふえた、利

用がふえたということなんですが、災害救助法

適用ということで尾花沢市や大石田町が受けた

わけです。新庄市でも実際は２メートルを超え

たということで、県の基準の平均降雪量に対す

る1.3倍以上ということで、新庄市ははるかに

それを超えておるわけで、それは検討はしたけ

れどしなかったということでありましたが、も

しこれが災害救助法適用を申請してなっていれ

ば、こういったお金は全額県や国が出してやる

ということができたのではないかなと思うんで

すが、どうなんでしょうか。 

坂本清一環境課長 議長、坂本清一。 

沼澤恵一議長 環境課長坂本清一君。 

坂本清一環境課長 災害救助法の件につきまして

は、本定例会冒頭で市長から豪雪対策について

というようなことで御報告があり、その中でも



- 180 - 

御説明しておりますけれども、確かに基準的に

は県の示した基準に照らし合わせれば救助法の

適用になる基準ではございましたけれども、適

用後の経費しか対応にならないことなどから、

既に２月末の要素であったことなどから、実施

済みの費用等についてはほぼ基準を満たす以前

に実施されたことなどから、その後の天候等も

加味した上で新たな業務的なものというような

ことでは対象になり得ない要素の内容が多かっ

たことから見合わせたというようなことでござ

います。 

  なお、今後についてはさまざまな初めての基

準を示された経過がございますので、それの対

応についてはよりさまざまな面で、角度から、

本年度の対応について検討してまいりたいと思

いますので、よろしく御理解をお願いしたいと

思います。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

沼澤恵一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 早目に災害救助法を適

用してほしいというふうに声を上げることがで

きれば、もっと多く、実施済みになる前に、必

要な方に声をかけて使えたんではないかなと思

いますので、早目に適用を考えるようにしてい

ただきたいと思います。 

沼澤恵一議長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第30号は討論を終結し、直ちに採決するこ

とに決しました。 

  これより採決いたします。 

  議案第30号平成24年度新庄市一般会計補正予

算（第10号）は原案のとおり決することに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第30号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２５議会案第５号ＴＰＰ交

渉参加反対を求める意見書の提出

について 

 

 

沼澤恵一議長 日程第25議会案第５号ＴＰＰ交渉

参加反対を求める意見書の提出についてを議題

といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  産業厚生常任委員長遠藤敏信君。 

   （遠藤敏信産業厚生常任委員長登壇） 

遠藤敏信産業厚生常任委員長 それでは、御提案

申し上げます。 

  議会案第５号ＴＰＰ交渉参加反対を求める意

見書の提出について。 

  上記の議案を別紙のとおり会議規則第14条第

２項の規定により提出いたします。平成25年３

月15日。新庄市議会議長沼澤恵一殿。提出者、

新庄市議会産業厚生常任委員会委員長遠藤敏信。 

  ＴＰＰ交渉参加反対を求める意見書。 

  平成24年12月26日、自公連立による第２次安

倍内閣が発足しました。自民党は「聖域なき関

税撤廃を前提とする限りＴＰＰ交渉参加に反対

する」との政権公約を掲げたものの、自公連立

政権の政策合意では、ＴＰＰについて「国益に

かなう最善の道を求める」とし、「反対」や

「国民的議論」といった交渉参加に慎重な姿勢

を示す文言は盛り込まれませんでした。 
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  ＴＰＰは、関税撤廃の例外を認めない完全な

自由貿易協定です。農業生産に壊滅的な影響を

与え、安全・安心な国民の暮らし、医療など、

我が国の根幹にかかわる制度が変えられ、地域

経済、社会を崩壊に導くことは必至です。 

  また、ＴＰＰの手本とされている韓米ＦＴＡ

において、韓国は畜産農家や果樹農家の廃業の

増加、健康保険制度や地産地消による学校給食

の崩壊、遺伝子組み換え食品等の安全に関する

規定の米国基準への緩和など、極めて大きな不

利益をこうむる実態となっています。 

  このようなＴＰＰへの交渉参加には断固反対

であり、到底認めることはできません。 

  よって、国においては事前協議を含め一切の

ＴＰＰ交渉参加に向けた取り組みを断念するよ

う、強く要望します。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書

を提出します。 

  提出先、内閣総理大臣宛、財務大臣宛、外務

大臣宛、厚生労働大臣宛、農林水産大臣宛、経

済産業大臣宛、経済再生担当大臣宛。 

  以上でございます。 

沼澤恵一議長 ただいま説明のありました議会案

第５号ＴＰＰ交渉参加反対を求める意見書の提

出については、産業厚生常任委員会提出の議会

案でありますので、会議規則第37条第２項の規

定により委員会への付託を省略し、直ちに審議

に入ります。 

  質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議会案第５号ＴＰＰ交渉参加反対を求める意

見書の提出については、原案のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第５号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２６閉会中の継続調査申し

出について 

 

 

沼澤恵一議長 日程第26閉会中の継続調査申し出

についてを議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  議会運営委員会及び各常任委員会の活動につ

いて、各委員長より閉会中の継続調査の申し出

がありますので、申し出のとおり決することに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

閉会中の継続調査については、各委員長の申し

出のとおり決しました。 

 

 

閉      会 

 

 

沼澤恵一議長 ここで、市長より御挨拶がござい

ます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 ３月議会、市民全般にわたる当初

予算あるいは議案等、議員の皆さんには慎重審

議賜りまことにありがとうございました。 
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  思い出しますと、一昨年、予算委員会の途中

大きな揺れを感じ、急遽議会を縮めていただき、

そして災害復興、また市民生活に急遽当たらせ

ていただいたことを思い出しながら、この議会

に臨んだところでありました。 

  あの東日本大震災で多くの犠牲者が出、また

福島第一原発の事故によって多くの避難者が今

いるという状況、この復興ということを改めて

心から願うものでありますし、そうしたことの

風化のないようにしっかりと支援していかなけ

ればならないんだなと肝に銘じているところで

あります。 

  一方、本市におきましては３年連続の大雪と

いうようなことで、大変市民生活に及ぼす影響

は多大なものがありました。特に、今後高齢社

会における雪対策のあり方について、真剣に取

り組んでいかなければならない。老後も安心し

て暮らせるというようなまちにするために、職

員とともにさまざまなアイデアを出しながら、

しっかりとした雪対策に臨んでいきたいと思っ

ております。 

  私の基本理念であります「人行きかうまち」

「人ふれあうまち」「人学びあえるまち」その

基本理念のもとに、第４次振興計画を着実に進

めてまいりたいと思っております。 

  しかしながら、急激な社会変化にも十二分に

対応できる柔軟な姿勢も保ちつつ、平成25年度

の市政全般を職員とともに運営してまいりたい

と思いますので、議員の皆様には何とぞよろし

くお願いいたします。 

  また、今般で、３月で退職する職員の皆様に

は、長い間市民生活のもととなる行政を執行し

ていただき、本当にありがとうございました。 

  特には、職員としての後半、財政再建という

真っただ中をなし遂げていただきましたこと、

大変な成果が出たことに関しましては後世に残

る役割を果たしていただいたものだと思ってお

ります。 

  今後、第２の人生におかれましては、それぞ

れの思いがあるかと思いますが、健康に十二分

に留意され、市民の一人としてまた御活躍いた

だけることを望んでおります。 

  今議会、本当に平成25年度の大事な議会、議

員の皆様には重ねて慎重審議賜りましたことを

御礼申し上げ、３月議会終わりましての挨拶と

させていただきます。ありがとうございました。 

沼澤恵一議長 以上をもちまして、平成25年３月

定例会の日程を全て終了いたしましたので閉会

いたします。 

  大変御苦労さまでした。 

 

     午前１１時３２分 閉会 

 

 

   新庄市議会議長  沼 澤 恵 一 

 

   会議録署名議員  佐 藤 義 一 

 

    〃    〃   遠 藤 敏 信 
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予算特別委員会記録（第１号） 

 

 

平成２５年３月４日 月曜日 午後１時５８分開議 

委員長 山 口 吉 靜     副委員長 佐 藤 卓 也 

 

 出 席 委 員（１８名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  委員     ２番   伊  藤     操  委員 

  ３番   髙  橋  富 美 子  委員     ４番   佐  藤  卓  也  委員 

  ５番   石  川  正  志  委員     ６番   佐  藤  義  一  委員 

  ７番   奥  山  省  三  委員     ８番   沼  澤  恵  一  委員 

  ９番   平  向  岩  雄  委員    １０番   小  野  周  一  委員 

 １１番   小  嶋  冨  弥  委員    １２番   清  水  清  秋  委員 

 １３番   小  関     淳  委員    １４番   遠  藤  敏  信  委員 

 １５番   新  田  道  尋  委員    １６番   下  山  准  一  委員 

 １７番   山  口  吉  靜  委員    １８番   森     儀  一  委員 

 

 欠 席 委 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 伊 藤 元 昭 

総 務 課 長 野 崎   勉  総 合 政 策 課 長 荒 川 正 一 

財 政 課 長 髙 橋 則 雄  税 務 課 長 近 岡 晃 一 

市 民 課 長 荒 澤 宏 二  福 祉 事 務 所 長 小 野   享 

神 室 荘 長 信 夫 友 子  環 境 課 長 坂 本 清 一 

健 康 課 長 伊 藤 洋 一  農 林 課 長 齋 藤 彰 淑 

商 工 観 光 課 長 田 口 富士雄  都 市 整 備 課 長 星 川 俊 也 

上 下 水 道 課 長 沼 澤 利 明  会 計 管 理 者
兼 会 計 課 長 小山田   昭 

教 育 委 員 長 山 村 明 德  教 育 長 武 田 一 夫 

教 育 次 長
兼教育総務課長 柿 崎 憲 一  学 校 教 育 課 長 髙 橋 千 春 

生 涯 学 習 課 長 小 嶋 達 夫  生 涯 ス ポ ー ツ
課 長 高 木   勉 

監 査 委 員 髙 山 孝 治  監 査 委 員
事 務 局 長 安 食 敬 二 
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選挙管理委員会
委 員 長 矢 作 勝 彦  選挙管理委員会

事 務 局 長 森   隆 志 

農 業 委 員 会
会 長 星 川   豊  農 業 委 員 会

事 務 局 長 沼 沢 充 広 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 柳 橋   弘  総 務 主 査 高 木 祐 子 

主 査 川 又 秀 昭  主 事 八 鍬 貴 征 

 

本日の会議に付した事件 

 

委員長の互選 

副委員長の互選 
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開      議 

 

 

平向岩雄臨時委員長 ただいまから委員会条例第

10条第１項の規定に基づき予算特別委員会を開

き、委員長の互選を行います。 

  なお、委員会条例第10条第２項の規定により、

委員長が互選されるまでの間、私、平向岩雄が

臨時に委員長の職務を行いますので、よろしく

お願い申し上げます。 

  ただいまの出席委員は17名です。 

  これより予算特別委員会を開きます。 

 

 

委員長の互選 

 

 

平向岩雄臨時委員長 これより特別委員会条例第

９条第２項の規定により委員長の互選を行いま

す。 

  お諮りいたします。 

  委員長の互選の方法につきましては、会議規

則第126条第５項の規定により指名推選による

こととし、臨時委員長において指名したいと思

います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄臨時委員長 御異議なしと認めます。よ

って、臨時委員長において指名することに決し

ました。 

  委員長に山口吉靜委員を指名いたします。 

  ただいま指名いたしました山口吉靜委員を委

員長の当選人と定めることに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄臨時委員長 御異議なしと認めます。よ

って、山口吉靜委員が委員長に当選されました。 

  御協力ありがとうございました。 

  ここで暫時休憩いたします。 

 

     午後２時００分 休憩 

     午後２時０１分 開議 

 

山口吉靜委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  ただいま予算特別委員長に当選いたしました

山口吉靜でございます。皆様の御協力をよろし

くお願いいたします。 

 

 

副委員長の互選 

 

 

山口吉靜委員長 これより委員会条例第９条第２

項の規定により副委員長の互選を行います。 

  お諮りいたします。 

  副委員長の互選の方法につきましては、会議

規則第126条第５項の規定により指名推選によ

ることとし、委員長において指名したいと思い

ます。これに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 御異議なしと認めます。よって、

委員長において指名することに決しました。 

  副委員長に佐藤卓也委員を指名いたします。 

  ただいま指名いたしました佐藤卓也委員を副

委員長の当選人と定めることに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 御異議なしと認めます。よって、

ただいま指名いたしました佐藤卓也委員が副委

員長に当選されました。 

  佐藤卓也副委員長、よろしくお願いいたしま

す。 

 

 

散      会 
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山口吉靜委員長 それでは、３月11日月曜日午前

10時より予算特別委員会を本議場において開催

いたしますので、御参集お願いいたします。 

  本日は以上で散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後２時０４分 散会 



- 187 - 

予算特別委員会記録（第２号） 

 

 

平成２５年３月１１日 月曜日 午前１０時００分開議 

委員長 山 口 吉 靜     副委員長 佐 藤 卓 也 

 

 出 席 委 員（１８名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  委員     ２番   伊  藤     操  委員 

  ３番   髙  橋  富 美 子  委員     ４番   佐  藤  卓  也  委員 

  ５番   石  川  正  志  委員     ６番   佐  藤  義  一  委員 

  ７番   奥  山  省  三  委員     ８番   沼  澤  恵  一  委員 

  ９番   平  向  岩  雄  委員    １０番   小  野  周  一  委員 

 １１番   小  嶋  冨  弥  委員    １２番   清  水  清  秋  委員 

 １３番   小  関     淳  委員    １４番   遠  藤  敏  信  委員 

 １５番   新  田  道  尋  委員    １６番   下  山  准  一  委員 

 １７番   山  口  吉  靜  委員    １８番   森     儀  一  委員 

 

 欠 席 委 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 伊 藤 元 昭 

総 務 課 長 野 崎   勉  総 合 政 策 課 長 荒 川 正 一 

財 政 課 長 髙 橋 則 雄  税 務 課 長 近 岡 晃 一 

市 民 課 長 荒 澤 宏 二  福 祉 事 務 所 長 小 野   享 

神 室 荘 長 信 夫 友 子  環 境 課 長 坂 本 清 一 

健 康 課 長 伊 藤 洋 一  農 林 課 長 齋 藤 彰 淑 

商 工 観 光 課 長 田 口 富士雄  都 市 整 備 課 長 星 川 俊 也 

上 下 水 道 課 長 沼 澤 利 明  会 計 管 理 者
兼 会 計 課 長 小山田   昭 

教 育 委 員 長 山 村 明 德  教 育 長 武 田 一 夫 

教 育 次 長
兼教育総務課長 柿 崎 憲 一  学 校 教 育 課 長 髙 橋 千 春 

生 涯 学 習 課 長 小 嶋 達 夫  生 涯 ス ポ ー ツ
課 長 高 木   勉 

監 査 委 員 髙 山 孝 治  監 査 委 員
事 務 局 長 安 食 敬 二 
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選挙管理委員会
委 員 長 矢 作 勝 彦  選挙管理委員会

事 務 局 長 森   隆 志 

農 業 委 員 会
会 長 星 川   豊  農 業 委 員 会

事 務 局 長 沼 沢 充 広 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 柳 橋   弘  総 務 主 査 高 木 祐 子 

主 査 川 又 秀 昭  主 事 八 鍬 貴 征 

 

本日の会議に付した事件 

 

議案第２１号平成２５年度新庄市一般会計歳入歳出予算 
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開      議 

 

 

山口吉靜委員長 おはようございます。 

  未曽有の被害をもたらした東日本大震災から、

２年がたちました。 

  犠牲になられました多くの方々の御冥福をお

祈りし、黙禱をささげたいと思います。 

  皆さん、御起立お願いいたします。 

  黙禱。 

   （黙禱） 

山口吉靜委員長 黙禱を終わります。 

  ありがとうございました。 

  ただいまの出席委員は18名です。 

  これより、予算特別委員会を開きます。 

  本特別委員会に付託されました案件は、議案

第21号平成25年度新庄市一般会計予算から議案

第29号平成25年度新庄市水道事業会計予算まで

の９件であります。 

  審査に入る前に、審査及び本委員会の進行に

関しての主な留意点を申し上げます。 

  特別委員会は３日間にわたり開催されますが、

本日と明日12日火曜日の審査につきましては、

午後４時ごろをめどに進めてまいりたいと思っ

ております。 

  質疑につきましては、一般会計は歳入と歳出

を分けて行います。また、特別会計及び水道事

業会計は歳入歳出を一括して行います。 

  会議は、おおむね１時間ごとに10分間の休憩

をとりながら進めてまいります。 

  質問は、最初に必ずページ数、款項目、事業

名などを具体的に示してから質問されるようお

願いします。 

  また、会議規則第116条第１項に、「発言はす

べて、簡明にするものとして、議題外にわたり

又はその範囲を超えてはならない」と規定して

おりますので、これを遵守願います。 

  ただいま申し上げました点について特段の御

理解と御協力をお願いいたしまして、ただいま

から審査に入ります。 

 

 

議案第２１号平成２５年度新庄市

一般会計予算 

 

 

山口吉靜委員長 初めに、議案第21号平成25年度

新庄市一般会計予算を議題といたします。 

  一般会計の審査につきましては、歳入と歳出

を分けて質疑に入ります。質疑は、答弁を含め

歳入と歳出それぞれ１人30分以内といたします。 

  それでは、質疑に入ります。一般会計の歳入

について質疑ありませんか。 

５ 番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

山口吉靜委員長 石川正志委員。 

５ 番（石川正志委員） おはようございます。 

  それでは、一般会計歳入のほうから３つほど

お伺いいたします。 

  初めに、一般会計の予算書11ページ、第１款

第１項市民税についてでございます。 

  今年度の予算は前年度と比較してプラス１億

900万の増となっておりますけれども、これは

市民所得がふえたと捉えるのか、あるいは前、

近岡税務課長のほうから説明いただきましたけ

れども、扶養控除が廃止されたという点もお伺

いしました。その辺のところをもう一度詳しく

御説明いただければというふうに思います。 

近岡晃一税務課長 委員長、近岡晃一。 

山口吉靜委員長 税務課長近岡晃一君。 

近岡晃一税務課長 市民税の関係で１億900万ほ

どふえてございますが、これは個人市民税の分

で4,400万ほど、また法人市民税で6,500万ほど

ふえてございます。 

  個人市民税の増についてですけれども、これ

は、先ほど委員が言われたとおり、16歳未満の
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年少扶養控除の廃止に伴いまして増になった分

が一番大きいかなというふうに考えてございま

す。昨年の３月に、今年度の予算のときに御説

明申し上げておりますけれども、年少扶養控除

の増分を8,700万ほど見込むというふうにして

ございます。特別徴収の繰り入れ分が3,000万

ほどあるんで、伸びは5,700万ほどございます。

３月の補正予算に上程させていただいておりま

して、個人市民税で5,400万、退職所得で300万

円の増とさせていただいております。 

  内容については、これは、農業の戸別所得補

償もあったとは思いますが、大きな要因は、先

ほど委員が言われたとおりの年少扶養控除の廃

止、それが予算に反映したということになろう

かと思います。 

  また、法人市民税にあっては、総体的に建設

業関連が伸びておるというふうな気がしてござ

います。また、一部製造業の関係で、通信機器

または自動車関連が伸びておるようでございま

すけれども、業種的にこの業種が一番伸びてい

るというよりは、個々の企業によって差が生ま

れつつあるというふうな気がしてございます。 

  個人市民税にあっては所得がふえたという実

感はしてございませんので、やはり扶養控除と

いうふうな見方をしてございます。以上です。 

５ 番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

山口吉靜委員長 石川正志委員。 

５ 番（石川正志委員） ありがとうございまし

た。ということは、市民の所得がふえて、暮ら

しが少しずつでもよくなればというのが私ども

の共通の願いでございますが、安易に市民の所

得がふえたという捉え方はできないという考え

方でよろしいですね。 

近岡晃一税務課長 委員長、近岡晃一。 

山口吉靜委員長 税務課長近岡晃一君。 

近岡晃一税務課長 税制改正による部分が一番大

きいということで、実体感としては、所得がふ

えたという感覚はございません。 

５ 番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

山口吉靜委員長 石川正志委員。 

５ 番（石川正志委員） 続きまして、予算書17

ページ、13款第１項の使用料ということですが、

これは、市長の平成25年度施政方針の中にも、

抜粋してですが、たしか使用料及び手数料に関

しては適正化を図っていくという旨の内容がご

ざいました。それで、使用料と申しましても、

目でいきますと１から６目まで６種類ありまし

て、担当する課長さん方はそれぞれ違うとは思

いますけれども、これは全体的な捉え方として、

できれば財政課長のほうから、どのような方向

で適正を図っていくのかというところを教えて

いただければというふうに思います。 

髙橋則雄財政課長 委員長、髙橋則雄。 

山口吉靜委員長 財政課長髙橋則雄君。 

髙橋則雄財政課長 使用料、手数料の見直しとい

う御質問でございますけれども、財政課といた

しましては全体を見てということになります。 

  それで、毎年歳入確保対策委員会というのを

開催しますけれども、その中で使用料、手数料

について議題になることがあります。それで、

これからでございますけれども、消費税の値上

げということがございますので、まずそこら辺

で１回見直しというか再検討ということになる

かなと思います。それ以外の理由で値上げとか

値下げとかという話も出てくると思いますけれ

ども、その中で検討して、原課で検討を加えて

いくということになるかと思います。 

５ 番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

山口吉靜委員長 石川正志委員。 

５ 番（石川正志委員） 使用料に関して申し上

げれば、言い方はちょっと語弊あるかもしれま

せんが、福祉的な部分もかなりあると。その中

で、引き上げする場合は、十分な市民への周知

が必要かと存じますけれども、基本的に税の公

平性の観点から申し上げれば、これら使用料は

全市民が使用するわけでもないということで、
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市民協働という観点から申し上げれば、ある程

度市民のほうも御負担いただいて、その施設の

適正な維持管理費に充てられるというのが大原

則だとは思いますので、その辺のところも十分

にお気をつけて、変更する旨あれば、繰り返し

になりますけれども、丁寧な市民への周知とい

うことで、よろしくお願いいたします。 

  続きまして、歳入、最後の質問でございます。 

  28ページ、21款１項市債に関してでございま

す。 

  昨年９月の決算特別委員会においても監査委

員のほうから、あるいはこのたびの25年度施政

方針の中で山尾市長のほうからも、財政のバラ

ンスを考えるという点で起債はある程度抑えて

しかるべきであるということでございますが、

今年度、予算書を拝見いたしますと、小中一貫

校の建設に合わせたものが大体５億ですね、そ

の辺で前年度に対してふえてしまったと。これ

もまた先日、原課のほうにお伺いして、起債の

中には後ほど交付税措置されるものがあってと

いう件を伺いました。行政用語に関しましては、

私どもも非常に理解しづらい部分もあると、当

然市民の方々もわかりづらいのかなといった面

で、例えば市債の種類によっては違うとは思い

ますけれども、例えば小中一貫校にかかわる部

分の市債、この後から交付税措置される部分に

関して、できれば市民の皆様にもわかりやすい

御説明をいただければというふうに思うんです

が。 

髙橋則雄財政課長 委員長、髙橋則雄。 

山口吉靜委員長 財政課長髙橋則雄君。 

髙橋則雄財政課長 市債についての御質問でござ

いますけれども、小中一貫教育校建設事業の部

分で説明いたしますと、起債総額が５億8,670

万ということになります。それで、充当率が、

補助分については90％、それから単独分につい

ては75％ということになりますけれども、補助

分について交付税措置がございます。それにつ

いて、補助分90％については、５億8,670万の

うち３億70万が該当するというふうになります。 

  それで、その中身でございますけれども、通

常分75％、それから財対分として15％というこ

とで、合わせて90％というふうになります。 

  それで、通常分については70％が交付税措置

になるということで、金額にいたしまして１億

7,540万8,000円というふうになります。それか

ら、財対分につきましてはその50％が交付税措

置になるということで、約２億5,000万という

ことで、合わせて２億40万ほどになります。 

  それで、補助分について３億70万ということ

で、そのうち２億が交付税措置、元金部分だけ

でございますけれども、２億になると。それか

ら、利息についても交付税措置がありますけれ

ども、ちょっと今のところ計算していないとい

うことで御理解いただきたいと思います。 

５ 番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

山口吉靜委員長 石川正志委員。 

５ 番（石川正志委員） わかりました。以上で

終わります。 

山口吉靜委員長 ほかにございませんか。 

１５番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

山口吉靜委員長 新田道尋委員。 

１５番（新田道尋委員） 15ページの10款１項１

目の地方交付税の１億5,000万の減額について。 

  説明をいただきまして、職員の給与の減額と

いうことで、国の指示に従って今年度減額した

ということでありましょうが、国では希望とし

て７月から引き下げてほしいというふうな要請

があるわけですけれども、これ、何月、どの程

度減額するのかどうか。程度といいますと、ラ

スパイレス指針からいけば8.7ポイントだけ国

家公務員と比較して高くなっているわけですけ

れども、その辺を何％引き下げるのかどうか、

この１億5,000万の内容についてお知らせをい

ただきたい。 

髙橋則雄財政課長 委員長、髙橋則雄。 
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山口吉靜委員長 財政課長髙橋則雄君。 

髙橋則雄財政課長 平成25年度の普通交付税につ

いて、今年度より１億5,000万減というふうな

ことにしております。 

  この中身については、国の交付税3,900億円

の減額分につきまして１億円を見ております。

それから、5,000万については、通常、前政権

における地方財政計画にのっとった形での

5,000万ということで、１億5,000万を減額して

おります。 

野崎 勉総務課長 委員長、野崎 勉。 

山口吉靜委員長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 国家に準じた職員給与の引き

下げについてでございますが、いつ、どの程度

するのかというふうな御質問でございます。 

  この件については、新田委員御承知のとおり、

国のほうでは、遅くとも７月までに地方におい

て国に準じた措置をとってくださいというふう

な要請が参ってございます。ただ、その要請も

２月の下旬に参ったばかりであるというような

ことと、それから先ほど財政課長のほうからあ

りました財政面での国のほうの方針が示された

のも２月の下旬というようなことで、地方それ

ぞれ今どういうふうな対応をしようかというふ

うなことを検討しているさなかでございます。 

  我々としても、どうするのか今検討している

さなかでございますが、国のほうではラスパイ

レス指数、新庄市は106.3ということになって

ございます。少なくともこの106.3が100を切る

ような数値にしてくださいというお話でござい

ますので、もしするとすればそうなりますし、

その点について、どのような方向に行くのか、

県、他市町の動向を踏まえながら今後しっかり

検討してまいりたいというふうに思っています。 

１５番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

山口吉靜委員長 新田道尋委員。 

１５番（新田道尋委員） ラスパイレスを100を

切るようにという今課長のお話があったんです

けれども、これは何も地方が下げなければなら

ないというふうな内容的に理由はないわけです

ね。災害のために国家公務員を下げるんだとい

うことからおってきて、地方もそれに準じても

らいたいというふうなことから、こういうふう

になってきているんですね。前から比べれば

8.7ポイント下げなきゃならないというふうな

ことで、100にするには6.3多いんだよという今

課長のお話、そのとおりだと思うんですが、景

気低迷という大きな日本の問題があるわけです、

経済的に。金融緩和しただけでは経済は戻らな

いんじゃないかと私はいつも考えているんです

けれども。 

  今現在、新庄市を眺めてみますと、非常に産

業が停滞しています。きのうも二、三人に聞い

たんですけれども、セメントがもう７割しか入

ってこないというふうな状況がずっと前から続

いているそうです。安倍内閣になってから金融

緩和を進めて、経済の再生だということでやっ

てるんですが、全然影響はないんだと、末端の

企業に来ると、全然その効果がないというふう

なことを言っていました。こんなところに給料

を逆に下げるということは、もっと状況を悪化

させるんじゃないかなというふうに思っていま

す。やはり個人所得がふえないと、非常にこれ

が好影響を及ばさないということであろうとい

うふうに思いますが。私は、6.3オーバーして

いるとはいいますけれども、余り下げない方向

でこれは検討していただきたい。財政上、前も

あったんですが、調整したことあるんですが、

余りやはり下げるということは芳しくないと私

個人では思っています。 

  そんなことで、内部的な調整をいろいろこれ

からされると思うんですが、なるたけ下げない

方向で検討していただきたいなというふうに思

います。 

  これは、冷え切ってしまうと、どうにももと

に戻せなくなるんですね。ですから、所得は下
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げない、個人でやはり消費に使ってもらうとい

うことで、逆に下げるよりも私は上げるべきだ

というふうな考えを持っています。 

  そんなことで、一番固定的に余り上下がない

公務員の給料、これがやはり生活を、経済を支

えているんだというふうに私は思っています。

ですから、下げないで、上げることによって活

性化が出てくるんじゃないかというふうに……。

事業はやっぱり浮き沈み必ずございますんで、

なかなか調整難しいし、出るとしても、それに

見合った利益が生まれるというようなことは余

り比例するものでもないというふうに思います

ので、そんなことを考えながら、ひとつ対応を

ぜひお願いしたいなというふうに思います。 

  次に、17ページの13款１項４目に農村環境改

善センター使用料と昭和活性化センター使用料。

農林課担当だと思うんですが、ここに使用料の

収入がありますけれども、これの裏に、例えば

環境センターは60万の使用料が入るということ

の予想ですけれども、また、支出のほうをちょ

っと眺めますと313万1,000円というふうな経費

をかけている。それから、その下の昭和のほう

は、15万の収入に対して222万7,000円。これ、

前から私はちょっとやり方を変える必要がある

んじゃないかと思うんですよね。 

  簡単に言えば、これだけの収入を得るのに、

逆に何百万と高額の経費をかけてやるわけで、

このやり方、方法がもっと何かあるんじゃない

かなと私なりに考えていますが、何かございま

せんか。普通でしたらば、一般の人でしたらこ

んなことはやらないわけですから、自治体だか

ら、そんなこと、プラス・マイナスばり言って

られないんで、やむを得ないということでずっ

とこういうふうにやってきたんでしょうけれど

も、その管理運営を見てますと、無駄なところ

が随分ここだけじゃなく見受けられるんです。

だから、改善することによって財政のやはりプ

ラスになる部分が私は出てくるんじゃないかと

いうふうに思いますけれども、何かございませ

んか。なければないでいいんですけれども、い

ろいろ検討してもらいたいということなんです

が、あったらばお答えいただきたい。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

山口吉靜委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 お答えいたします。 

  この両施設につきましては、農業経営の研修、

スポーツ等の場の提供、こういった目的で農村

総合整備モデル事業によって建設された建物で

ございます。現在の利用実態を見ますと、ほと

んどスポーツサークル、あるいはスポーツ少年

団、あるいは地域の会合、こういったものにい

ろいろ使われてございます。 

  歳入の中で、農村環境改善センターの使用料

につきましては、これまでの使用実績、月平均

５万円、これに12カ月ということで60万円を使

用料として計上させてもらっています。また、

昭和活性化センターにつきましては、月平均１

万2,500円の実績ですが、これに12カ月という

ことで15万円の使用料を見込んでございます。 

  いずれにしましても、両施設につきましては

営利を目的とした施設ではございませんので、

そういう収支バランスにつきまして、歳出に見

合うだけの使用料を賦課するというふうな考え

はございません。以上です。 

１５番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

山口吉靜委員長 新田道尋委員。 

１５番（新田道尋委員） 私の求めているのは、

その営利を目的とした施設じゃないからという

のは、そんなものは最初から重々わかっている

んですけれども、管理の仕方を変えることによ

ってこの経費を削減できるんじゃないかという

私の思いがあるもんですから質問したわけです。 

  市長の25年度の施政方針でも申されましたん

ですが、管理経費の削減を目指すんだと言って

いましたね。そういうことから、いろいろこれ

を検討することによって、私は管理経費を下げ
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ることができるというふうに見ておるもんです

から、こういう質問をして、何か具体的に考え

ていないかなということをお伺いしたところで

あります。 

  それから、さっきも石川委員から質問あった、

手数料、使用料ですね。使用料の合計金額が前

年度比で440万8,000円ふえている。それから、

手数料においては32万8,000円の増ということ

になっていますが、その適正化というところで、

来年度においてはどこをどういうふうに適正化

することによって増額になるか、それをお答え

いただきたい。 

髙橋則雄財政課長 委員長、髙橋則雄。 

山口吉靜委員長 財政課長髙橋則雄君。 

髙橋則雄財政課長 使用料、手数料の適正化とい

うことでございますけれども、先ほど石川委員

の御質問にもお答えしましたけれども、市の中

に歳入確保対策委員会というのがございます。

それが唯一全体的な歳入の部分を検討する部門

でございます。その中で、使用料、手数料につ

いての見直しがあればということで、その中で

検討していくということになります。 

  先ほども述べましたけれども、消費税の値上

げの部分で、必ず来年度は見直しの部分で検討

が入るということになります。その中で、各課

の施設についての課題等があれば、その中で検

討していくということになるかと思います。以

上でございます。 

１５番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

山口吉靜委員長 新田道尋委員。 

１５番（新田道尋委員） 先ほどと同じような話

になるんですが、石川委員も申されましたんで

すが、この使用料、手数料というのは直接市民

に影響を及ぼす部分でございますね。ですから、

これを引き上げるということは、非常にいろん

なもので、施設とか何とかですね、手数料だっ

たら高くなるの誰も好んでないんでね。それか

ら、使用料に対してはなるべく低い使用料で利

用したいというのが市民の一般的な望みだと思

うんですよ。それで、上げることによって、そ

の施設の利用者がいなくなったとすれば、これ

は逆の効果になるわけですから、私は、使用料

に対してはなるたけゼロに等しいようにだんだ

んだんだん改定していくのがやっぱり市のやり

方だと。財政状況によって使用料を取らないと

いうような施設が生まれてきてもいいんじゃな

いかというふうに思っています。利用者の応分

の負担、受益者負担ということから、使う人が

納めるんだということで堂々と使用料を市では

もらっているんですが、私は、公共的な施設な

んていうのは誰が使っても無料で使えるという

ふうな姿にもっていくのが、やっぱり市のやり

方といいますか、基本的な考えでいかなきゃな

らないんじゃないかというふうに思います。 

  そんなことで、徐々にですけれども、財政状

況が好転した時点で、上げるんじゃなくて、下

げるほうをひとつぜひ検討していただきたいと

いうふうに思います。 

  それから、管理運営。結局運営費が上がって

いけば、どうしても使用料を余計いただきたく

なるんですね、これは誰でも同じですけれども。

ですから、さきに申し上げたとおり、管理経費

というものを削減の方向で十分に検討していく

と。例えばさっき言い忘れましたんですが、昭

和みたいな公民館的な要素なんですね、活性化

センターといっても、公民館と同じような使い

方をやってるんで、スタートはやってたんです、

今また違う方法でやってるんでね。地元の人に

任せて、ただ使ってるんだから、私だったらこ

う言いますよ、「あなた方が管理してくれ」と。

いうふうなことをすれば、こんな200万もかけ

ないであそこを管理運営できるんではないかと

私は考えます、単純に考えてですね。もとをず

っとたどってみると、そういうふうなことをや

ってましたんで、これまではね。そんなことで、

いろんな方法を考えながら、ぜひ削減の方向を
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検討していただきたいなというふうに思います。 

  それから、もう一つ、これは直接市民に大き

く影響を及ぼすんですが、28ページの20款４項

５目の雑入の部分で、がん検診の個人徴収金と

いうのが2,143万5,000円、これありますけれど

も、今、がん検診、どのぐらいのパーセントで

検診を受けてるんですか。平均よりもずっと数

字のほうは、検診率が低いはずなんですね、ち

ょっと数字忘れましたんですが。 

  ここのですね、大変な金額を市民からもらっ

ているんですが、これは国民健康保険の利用者

だと思うんですが、この金額を上げると受診率

が下がる、反比例してますね。私の望みは、こ

れをもっと引き下げて受診率を上げるというふ

うにもっていくべきじゃないかなというふうに

思います。高い安いとかは別にして、他の自治

体なんていうのは、関係してないということは

ないんですけれども、いいんですけれども、な

るべくこれも取らないようにして……。私が課

長だったら１年間ゼロで、何も負担なしでゼロ

でやって、どのぐらいの受診者がふえるか、ま

たはこれを逆に倍にしたときはどうなるか、そ

れほど大体なところは読めるんですが、極端な

ことをいうと、そんなことをやってみたらどう

か。要するに私は受診率を上げていただきたい

んですよ。上げるためにはどうするかというこ

とですね。 

  これは間違いなく、この受診率、パーセント

が上がってくれば、健康維持に対する個人の認

識、こういうのも必ず上がってくるんですよ。

自分の姿を直接見ることによって、いろんなこ

とをやっぱり自分自身で考えると、健康は自分

で守っていくしかないんです、他人任せにはで

きないんでね。それを自覚させるために、覚え

させるために、余計やっぱり受けるようにしむ

けていかないとならないんじゃないかと。 

  最近、長寿日本一ということで発表ありまし

て、男女とも長野県が１位ですね、沖縄を越し

てトップになった。中身は何だかというと、や

っぱり健康診断です、受診率です、恐らくそう

です。それから、年寄りに対しては、介護にな

らないように予防的なことを徹底してやらせる

ということが功を奏したと言ってました。その

とおりだと思うんです。私も前々からそう言っ

てるんですが、とにかく年老いたら運動を欠か

さないようにするようにしていかないと、必ず

病気が早くついてくるんですね。寿命と健康と

いうのはやっぱり同じですんで、どっちかが上

がればどっちが上がると、健康であれば当然、

病気しなければ寿命は延びていくんですから。

ですから、病気にかからないような方法をとっ

ていかなきゃならない。 

  ですから、健康保険41億も単独で特別会計で

あるんですが、町村のように年間の一般会計を

増すような相当な金額を費やしているわけです

から、ここをやっぱり下げるには、やはり全市

民に声をかけて自分の健康管理というものを徹

底していくというのが一番の大きな事業だと私

は思うんですよね。そんなことで、市としての

考えですね、これから上げる考えか、それとも

下げて受ける率を上げていくか、どっちか、ど

う考えているかお答えいただきたい。 

伊藤洋一健康課長 委員長、伊藤洋一。 

山口吉靜委員長 健康課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一健康課長 がん検診、健康ということで

ございますが、昨年の３月も新田委員のほうか

ら、「健康なうちに病気のことは考えない。そ

れでは逆なんだ。健康なときほど病気のことを

考えて検診を受けないといけない」という趣旨

の発言がございました。そのとおりだと思って

おります。一般質問のときも御答弁いたしまし

たが、来年度、特に職員のほうに言っておりま

すのは、職員の頭にある健康の情報を全部原課

に出してくれと言っております。それを市民の

方に知らせることで、自分の健康に対する意識

を高めていこうということで話をしております。 
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  そういったことで進めてまいりたいと思いま

すが、がん検診につきましては、一応無料のク

ーポンもございます。ただ、無料のクーポンに

ついても受診率が余り上がっていないという事

実もございます。そういったこともありますが、

一応がん検診の個人の助成金については下げる

方向では検討しておりますが、財政状況等を勘

案しながら見ていきたいと思っております。 

  健康は、運動、食事、そのほか禁煙と検診と

いうふうに思っております。強化していきたい

と思っておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

山口吉靜委員長 ほかにございませんか。 

１０番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

山口吉靜委員長 小野周一委員。 

１０番（小野周一委員） ２つほどお聞きします。 

  １つは、13ページの１款市税、たばこ税につ

いてお聞きします。 

  実はことしも昨年度よりも4,800万ほどふえ

ているわけなんですけれども、やはり今、健康

についてお話があったんですけれども、たばこ

そのものはやはりいいことはないと私も思いま

す。しかしながら、今の市の状態を見ますと、

たばこを吸っている方がいると思うんですけれ

ども、何人ぐらいの職員の方が吸っているか把

握しておられますか。 

野崎 勉総務課長 委員長、野崎 勉。 

山口吉靜委員長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 喫煙者が何人いるのか、また、

勤務を離れて喫煙される方、勤務時間や休み時

間等を利用して吸われる方、いろいろな形態あ

ろうかと思いますが、統一して調査をしたこと

もございませんので、はっきりと申し上げるこ

とはできませんが、二、三割程度なのかなとい

うふうな印象を持っております。 

１０番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

山口吉靜委員長 小野周一委員。 

１０番（小野周一委員） やはり吸う場所を見ま

すと、自転車置き場所とか、あとキャッシュコ

ーナーの裏のほうに潜っていって吸ってるとか

って、非常に見づらいわけですよね。別に悪い

ことしてるわけでないですよ、別に全面市役所

の敷地内禁煙って決めたわけでもないんですか

らね。やはり４億ぐらいですか、お金が入って

いるとすれば、やっぱり吸う人の権利があって

もしかるべきだと私は思うんですけれども。 

  私は吸ってませんよ、たばこは。やはり、よ

く行政視察なんか行くと、それなりの施設をつ

くって分煙してますよね。新庄市が、市長が、

新庄市ではたばこだめなんですよって、たばこ

税は要りませんよって新庄市が、そういう強い

思いがあれば、やはり敷地内全面禁止するか、

もしくは、今３割から４割くらいの職員、もし

くは不特定多数の市民の方々も、市役所を利用

してるわけですよね。本当に恥ずかしいですよ。

昔で言うと、ほっかぶりかぶって、隠れてたば

こを吸うみたいです。自転車置き場とかキャッ

シュコーナーの裏で、立って吸って。 

  やっぱりはっきりそういう制度的な全面禁煙、

それができないとすれば、ずるずるべったりし

てなくて、しっかりとしたたばこを愛する方々

のためにもそういう施設をつくっていく考えは

ないかお聞きしたいと思います。全面禁煙する

のか、それともそういう施設をつくるのか、お

願いしたいと思います。 

野崎 勉総務課長 委員長、野崎 勉。 

山口吉靜委員長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 喫煙につきましては、今のと

ころ考えてございますのは、喫煙者自身の健康

もさることながら、受動喫煙ということで、そ

の喫煙者以外の方々がその害を受けるというこ

とが一番まず、それを防がなくちゃいけないと

いうふうなことを第一に考えてございます。 

  そういったことがございまして、とにかく本

庁舎での喫煙は今のところは御遠慮願いたいと

いうふうなことで、庁舎内ではなくて、裏のそ
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ういう自転車置き場というところを今指定させ

ていただいておるわけですが、そこに分煙とい

う形でさせていただきながら、その受動喫煙を

防ぎたいというふうな思いで今のところ考えて

ございます。 

  この施設について、もう少しお金をかけて立

派にしたらどうだという御提案だと思います。

これにつきましても、その安全衛生委員会とい

う庁内の中に職員でつくっている、そういった

健康面での話とかございますが、その中でも検

討するべき事項として上がってございます。そ

ういった、そこの中で上がっておりますのは、

逆に健康に留意すれば、もう少し全面禁煙する

のも考えたらいいんではないかというふうな御

意見だったり、そういった意見も聞きながら、

今後検討してまいりたいというふうに考えてお

ります。 

１０番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

山口吉靜委員長 小野周一委員。 

１０番（小野周一委員） たばこを吸わない委員

からの質問ですので、よろしくお願いします。 

  あと１点お願いします。25ページの16款財産

収入１目財産貸付収入の中の土地建物貸付収入

323万4,000円とありますけれども、この中身に

ついてお聞きしたいと思います。 

髙橋則雄財政課長 委員長、髙橋則雄。 

山口吉靜委員長 財政課長髙橋則雄君。 

髙橋則雄財政課長 財産収入、土地建物関係につ

いての御質問でございますけれども、普通財産

について、土地建物の収益というか財産管理で

収入を得るということでやっております。それ

で、件数でいきますと30件ございます。 

  中身につきましては、行政財産で用途廃止に

なったもの、あるいは国・県から払い下げとい

いますか受けたもの等がございます。その中で、

し尿処理場跡地というのがございますけれども、

その施設について、民間等にそれぞれ３件ほど

貸しております。そのようなものがいろいろご

ざいまして、30件ということでなっております。 

１０番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

山口吉靜委員長 小野周一委員。 

１０番（小野周一委員） ちょっと本来なら決算

書を持ってきて、それぞれわかるんですけれど

も、今、財政課長の話によると、30件ほどの市

の土地を貸しているということなんですけれど

も、普通財産の中に、例えばですよ、市内に限

定してなんですけれども、無償で貸している普

通財産ってありませんか。 

髙橋則雄財政課長 委員長、髙橋則雄。 

山口吉靜委員長 財政課長髙橋則雄君。 

髙橋則雄財政課長 無償貸し付けということでご

ざいますけれども、市内において、住吉町の公

民館がございますけれども、その駐車場という

か、その敷地について無償の部分がございます。 

１０番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

山口吉靜委員長 小野周一委員。 

１０番（小野周一委員） どうしてこのようなこ

とを質問させてもらったかというと、先ほどわ

ずかでも市に対してお金が入るように要求する

べきでないかという話であります。そういう中

で、確認しますけれども、住吉町の駐車場に関

する１件だけですね。私は後から調べさせても

らいますけれども。 

  例えば使用料とか利用権の設定というのは、

契約する場合に何年をめどにやってるんですか。

ただ、３年とか５年とか半永久的とか。そうい

う契約のやり方というのは一定していますか。 

  あと、その使用料の料金はその地域の、例え

ば不動産屋の価格に沿ってやってるとか、路線

価で取ってるとか、いろいろあると思うんです

けれども、その比較するものはどういうものを

比較してやっておりますか。 

髙橋則雄財政課長 委員長、髙橋則雄。 

山口吉靜委員長 財政課長髙橋則雄君。 

髙橋則雄財政課長 詳しい資料ございませんけれ

ども、まず、賃借料につきましては、公有財産
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規則の中で規定されております。固定資産評価

の100分の４だったかどうかです。規定がござ

いますので、それに従って賃貸借契約を結ぶと

いうふうになります。 

  それから、期間につきましては、役所という

のは単年度、１年ごとになります。ただ、相手

方によって、営林署とかあるいは県関係につい

ては、複数年契約というのがございます。 

１０番（小野周一委員） ありがとうございまし

た。 

山口吉靜委員長 ほかにございませんか。 

１２番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

山口吉靜委員長 清水清秋委員。 

１２番（清水清秋委員） 私のほうから３点ほど。 

  まず、先ほど石川委員からありましたが、11

ページ、第１款第１項市民税。 

  さきの税務課長の答弁では、個人税は子ども

手当の支給によって扶養控除が受けられなくな

って所得税がこういうふうに発生したというよ

うな内容かと思いますが、やはりこれね、国策

だって言っても、我々から見ればこの辺盲点な

んですね、やはり国民から見ると。子ども手当

やるから、どうぞ受け取ってください。これを

もらうところの扶養控除は外れてできなくなる

と、そういうふうな関連してこういうふうな税

金が増額になってきていると、そういうふうに

私は受けとめている。これは国策だからって言

われればそれまでなんですが、こういうばらま

き的なやり方、国では。そしてまた内需拡大と

いうような意味合いで我々にはそういうふうな

方針を示してやっているわけなんですが、これ

は国策だから、市長、この辺をどういうふうに

受けとめているのかなと。これ、所得税が納め

られたからいいんだよと、財政がそれなりに戻

ってきてるんだからという捉え方だけでいいの

か。これは慎重でもって我々もこれから議論し

ていかねばならないのかなと思っています。こ

ういうばらまきで、そしてまた内需拡大、逆に

所得税を納める人が多くなってきている。一方

ではそういうふうな物事が起きてて、内需拡大

をふやそうとか、そういうふうな何ていうのか

な、我々から言えばこういうふうなやり方は矛

盾と言うんです。それは国策だから、市長、そ

の辺どういうふうに見ているか、ひとつ市長の

見解を聞きたい。 

  あと、法人税ね、これ、私も気になっている。

6,500万昨年度より見てるわけなんですね、い

わゆる。我々から見ると、これはデフレ脱却で

景気が浮上してくるという行政の見方かなとい

う思いでいるんですが、その辺、税務課長、ど

ういうふうな、この6,500万何がしを前年度よ

り見積もったということ、その辺を内容も聞か

せていただきたい。 

  あと、28ページの21款市債、民生費、放課後

児童クラブ建設事業債。これについてはいろい

ろ、小中一貫校にちなんで、専用の教室という

か施設をつくるというような説明を聞いておる

んですが、これ、本当に必要なのかなという疑

問が出てきたんです。これはなぜかというと、

去年あたりから、ほかの児童クラブ建設、これ

は事業は厚生労働省、そしてまた去年あたりか

ら出てやってきている放課後子ども教室推進事

業、これは文部科学省、同じようなこの放課後

児童を対象とした事業なんです。これ、この資

料をもらったことに関しては、市民評価委員の

選定理由というので、委員の方の御意見は、

「放課後の児童に関して同じような事業がある

と感じた。その関連や連携のあり方について議

論したい」と。そういうふうな評価委員のコメ

ントというか、委員会で話になったというから、

この資料もいただいているんですが。これ、や

っぱり真剣に考えるべきじゃないかなと。 

  内容を比べてみたら、１つだけ例によって言

えば、放課後児童クラブのほうは有料だと。今

度、今やっている放課後子ども教室推進事業、

これは無償だ。同じ放課後児童を預かるにして
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も。この辺の放課後子ども教室推進事業は、公

民館とか、基本的には学校とかってあるらしい

んだけれども、いろんな施設、社会生涯学習施

設を利用できると、そういうふうな物事で事業

が今、萩野だか、今やってるわけなんで、今度

本合海でやるというような話を聞いたんですが。

一方ではこういうふうな新しい統合の学校を建

てるにちなんで、併設して建てる、この辺の精

査はきちっと慎重にやってのことだかな。この

子供、保護者から見れば選択できるわけですか、 

そういうふうなこと。そういうあれだと、子供

が選択できるようなあり方で、こういうふうな

放課後児童子供対策というのはもっていってい

いのかなと私は思う。私が質問しているこの市

債のこの放課後児童クラブ、これはなぜ建てな

きゃいけないのか、これ、ちょっと市長、その

辺説明してもらえればありがたい。 

近岡晃一税務課長 委員長、近岡晃一。 

山口吉靜委員長 税務課長近岡晃一君。 

近岡晃一税務課長 初めに、個人市民税関係の、

子ども手当の新設により扶養控除を廃止し、そ

して税分の増になると、これは矛盾であるとい

うことは、これは私どものほうから、税制改正

がよかったか悪かったかそれは別にしましても、

そのような結果になるというようなことで、こ

れはいたし方ない部分があろうかと思いますが、

やり方とすれば余り好ましいやり方ではないと

いうふうに考えます。 

  もう一点、法人税の関係ですけれども、これ

は11月の調定の時点で、来年度、25年度部分を

見るわけなんですけれども、やはり委員もお感

じのとおり、実体感が本当にない中で伸びてい

るという部分をどう捉えるかということでは、

私どももちょっと悩むところなんですが、やは

り税務関係、少々聞いてみますと、やはり建設

関連が伸びているという見方は、これは十分に

あろうかと思います。また、先ほどと繰り返し

になりますけれども、業種によっては、言葉的

にどうかわかりませんが、勝ち組と負け組がは

っきりしてきたと、その差が大きくなってきて

いると。そのようなことで、やはり法人税のほ

うでも、下がっているものもあれば、ぐっと伸

びている企業もあります。そういう形であらわ

れたのかなと。ただ、補正の中でも、３月補正

でも増額してございますので、その３月補正の

中と総体的に24年度の予算状況と比べてみます

と減になっていると。これは法人税の改正で法

人税率が引き下げられるということで、それほ

ど見込めないということになろうかと思います。 

小野 享福祉事務所長 委員長、小野 享。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長小野 享君。 

小野 享福祉事務所長 ただいま放課後児童クラ

ブ建設事業債にかかわりまして、放課後の子供

の対策に関して御意見なり御質問をいただいた

ところでございます。 

  御質問の内容につきましては、国が進めてお

ります、いわゆる放課後子どもプラン、これは

平成19年度から実施されておるところでござい

ますけれども、基本的に、今御意見もありまし

たように、文部科学省と厚生労働省が、いわゆ

る両者、予算は違うんですが、一緒になって放

課後の子供対策を行うというふうなプランが平

成19年度から実施されております。 

  具体的に申しますと、福祉サイドで担当して

おりますいわゆる放課後児童健全育成事業なん

ですが、その部分でいわゆる保育に欠ける子供

をいかに見ていくかという部分での考え方でご

ざいます。ですから、学童保育所が結局これに

該当するというふうな形になります。ですから、

先ほどの有料の部分、いわゆる保育料をいただ

きながら導入していると。 

  それから、もう一つ、現在教育委員会のほう

で進めております放課後子ども教室、これが文

部科学省が推進しておりますいわゆる教育の部

分、いわゆる未就学児童で申しますと、幼稚園

と保育所という関係に相当するかと思いますが、
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やはり教育部分を念頭に置きまして放課後子ど

も教室を推進しております。基本として、この

２つの施設をリンクするという形にはなります

が、各学区でそれぞれ設置しましょうというふ

うな提案が19年度から進んできているわけです。 

  ですから、今回の放課後児童クラブの建設事

業債に係りましては、日新の学童保育所につい

ては新たな改修というふうな中身になりますが、

北部地域におきます小中一貫校につきましては、

併設という形で新しく北部に学童保育所を設置

すると。いわゆる新しい学区に１つ学童保育所

を設置するというふうなスタンスで、いわゆる

学区に一つ一つ置きたいというふうなことの１

つの手法でございます。 

  ただ、八向地区につきましては、現在、具体

的に学童保育所がございませんので、児童館を

御利用させていただきながら、それに類する対

応も行っているというふうなところでございま

す。 

  今回、教育委員会のほうの歳出のほうで八向

地区に新しく放課後子ども教室をつくりたいと

いうふうなことで予算要求しておりますが、こ

れにつきましても同じような考えでございまし

て、現在、萩野地区に１カ所しかございません

ので、これを全学区に広めていきたいというふ

うなところで、いずれは、何年後になるかどう

かわかりませんが、いわゆる全学区において学

童保育所、いわゆる保育を担当する部門と、そ

れから教育を担当する部門の放課後子ども教室、

それぞれを設置していきたいというふうに考え

ております。 

  ただ、先ほど御意見にありました市民会とい

いますかその政策評価の中で御指摘いただいた

部分でございます。いわゆる放課後子どもプラ

ンという中でも、市民にとってちょっとわかり

づらいんだというふうなところでございます。

要するに同じようなことをやっている、なぜ２

課でやっているのか、いわゆるそういうふうな

御指摘をいただいております。ただ、先ほど御

説明申し上げましたように、保育と、それから

教育という部分での異なる施設であるというこ

とをまず御理解いただきたいと思います。 

  ただ、やはりその前提として、対外的には似

たようなことをしているというのはやっぱり御

指摘はいただくのかなというふうには思ってい

ます。ですから、保育と教育という部分でそれ

ぞれ分かれるんですが、やはり一緒に運営する

といいますか、大分似通った部分、例えば学童

につきましては保育部分だけなんですが、それ

を放課後子ども教室の教育部分とリンクさせな

がら、いわゆる相乗効果を上げていくというふ

うな方策が必要だろうということで回答させて

いただいたこともございます。 

  ですから、今回の児童クラブの建設事業債の

配置につきましては、学区ごとの学童保育所の

整備を進めていくというふうな意味でまず御理

解いただきたいということと、それから、放課

後子ども教室の絡みで言えば、いずれはお互い

にリンクさせながら相乗効果を持つというふう

なことで、その役割はそれぞれ違うんですが、

連携しながら取り組んでいきたいというふうに

考えておりますので、よろしくお願いします。 

１２番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

山口吉靜委員長 清水清秋委員。 

１２番（清水清秋委員） 税務課長、これはやっ

ぱり本来ならば、これは国策だから、やらない

ほういいとかやったほういいとかじゃなくて、

市長がどういう受けとめ方をしているかなとい

うことを私は聞きたかったの。これは国策だか

ら、しないわけにいかないわけだから、これは。

だから、それはそれでいいんだけれども、そう

いうふうな国策をどういうふうに市長は受けと

めているかということを聞いてるわけ。そうい

うふうなばらまきをやったり、内需拡大をやる

んだよと言ったって、片方で税金で持っていか

れて、片方で子ども手当もらって、そういうふ
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うな不公平、矛盾したみたいな物事というのを

やったって、国策が本当に中身のあるもので成

果が出るかというと、私は出ないと思う。 

  だから、これをやるんだったら、やっぱり低

所得者対策なんですよ。やっぱりきちっと見定

めて、低所得者に対しては子ども手当をやりま

すよとか、そういうふうなめり張りのある国策

を私は望んでるの。だから、市長の見解がどう

だと、そういうことをどういうふうに受けとめ

てるかなということを聞きたかったの。まあい

いけども。 

  あと、今、福祉事務所長の答弁。これね、や

はり、両方今やろうとしてやってる。我々から

見ると、これだってまだ市民評価委員の方々は

議論をしたいと言ってる。そういう中で、我々

から見れば、同じような放課後児童対策だから、

どっちか一方の密度を濃くして、やれる方策と

いうのは、そういうふうな方向で進んでもらえ

れば、どっちがやれとかどっちがするなとかっ

ていうのでなくて、同じ放課後児童に対応する

ということは、これはいいことだけれども、片

方は小学校１年から３年まで、この事業債のや

つは。片方は１年から３年まで対象と、４年以

上も対象枠をいいんだぞというような部分があ

るんだけれども、もう片方の事業は、全然年齢

も制約されていない、そういう事業だからね。

片方は全学年を対象としたものは無償、片方は

有償。そういうふうな同じ放課後児童を何とか

面倒を見るというか、何とか対応したいという

自治体の、行政のあり方は別に非難するわけじ

ゃないんだけれども、これ、どうもそういうふ

うな同じような似通った事業をこれからやろう

としているというのは、もう少し考えたほうが

いいんじゃないか。この建物を建てるというこ

の事業債は、もう少し議論すべきじゃないかと

いうことなんだけど、その辺、お考えをお聞き

したい。 

山口吉靜委員長 ただいまから10分間休憩いたし

ます。 

 

     午前１１時０５分 休憩 

     午前１１時１５分 開議 

 

山口吉靜委員長 休憩を解いて再開いたします。 

小野 享福祉事務所長 委員長、小野 享。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長小野 享君。 

小野 享福祉事務所長 先ほどから御質問いただ

いております放課後子どもプランに関する事業

のうち、私のほうから放課後児童健全育成事業、

いわゆる学童保育所に係る部分についてお答え

いたしたいと思います。 

  先ほど年齢制限のお話がございました。今回、

子ども・子育て３法絡みの中で、27年度から、

いわゆる学童保育所の年齢につきましても小学

生の高学年までを対象とするというふうな方向

で現在取り組んでおります。ですから、年齢制

限が違うというふうな部分については、何年間

のうちには解消されるというふうな形になりま

す。ただし、学童保育所につきましては、御存

じのように夏休み等も含みましてかなりの多く

の日数を保育に充てていると。基準日数として

は250日以上開設するようにというふうな指導

もございまして、いわゆるそういう保育に欠け

る子供たちを放課後いかに見ていくかという部

分での事業であるというふうにまず御理解いた

だきたいと思います。 

  先ほど申しましたように、その子ども・子育

て３法の中では、やっぱり幼保一体化というふ

うな形もありますように、厚生労働省、それか

ら文部科学省の部分の統合が図られているとい

うふうな状況もございまして、放課後こどもプ

ランにおきましても、その性質の違いからなか

なか事業が統合されないというふうな指摘をや

っぱりいただいておるところでございます。で

すから、こういうふうな流れにございますので、

いずれ委員の御指摘にありますような、その放
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課後の子供対策という部分での抜本な見直しと

いいますか、大幅な取り組みの改善というふう

な部分については、検討する、もしくは改善さ

れていくのではないかなというふうには思って

おります。以上です。 

小嶋達夫生涯学習課長 委員長、小嶋達夫。 

山口吉靜委員長 生涯学習課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫生涯学習課長 放課後子ども教室、生涯

学習課、教育委員会サイドでやっておりますが、

先ほどの福祉事務所長の答弁の中と大きく違う

部分がございます。 

  開催日の日数ですけれども、先ほど250日と

いうふうな規定でお話しされましたけれども、

放課後子ども教室については、ある程度融通が

ききまして、現在ですと週２日の開催をやって

います。萩野地区は週２日。25年度当初から予

定しております本合海小学校区で実施します放

課後子ども教室については、当初月２回で予定

しておりますので、よろしくお願いします。 

１２番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

山口吉靜委員長 清水清秋委員。 

１２番（清水清秋委員） 福祉事務所長、これ、

私言ってるのは、もう少し議論しても、時間を

とってやってもいいんでないかと。いいとか悪

いとか言ってるんじゃないのよ。もう少し議論

したいと評価委員の方々も言ってるし、私も、

同じような事業だからもう少し話しして、やっ

ぱりどっちか、物事とすれば、そういうふうに

して事業を……。やっぱり市だって、コンパク

ト化とかって言ってるけれども、どういうふう

な物事をコンパクト化と考えているのかなとい

う、何かその辺も疑問に思ってきてるもんだか

ら、同じ事業、二重行政みたいな、私は捉え方

したもんだからな。 

  この内容を見ると、厚生労働省でやろうとし

ている内容と文部科学省でやろうとしている中

身の、制約しているというか要綱はそれなりに

違った形というか、してるのはいいけれども、

我々受けとめるのは、同じ放課後子どもだべと。

だから、どっちかに、制度を利用しやすくて、

放課後児童に対して有効なものを、両方やらな

くてもいいんでないかなと私は思う。いいほう

をとって、今やらんねば、あとこれから２、３

年後、同様に取り組まれる方向に持っていくと

か、そういうふうな何らかの手だてもないわけ

じゃない。そういうふうな議論というのは、ま

だ道半ば、途中半ばでないかなと私は受けとめ

たもんだからね。今、これは事業債で建設する

ということは時期尚早じゃないかなと。 

  行政のほうで何としてもやりたいんだという

方向でこういうふうに予算化してきたとは思う

んだけれども、その辺をやっぱり市民、子供た

ち、保護者、それを利用する人たちにわかりや

すく、混乱しないように、どっち選択したらい

いか、片方は有料、片方は無償、んで無償のほ

ういいわってなる可能性もあるんだ。中身をき

ちっとやっぱり、利用する方々、そしてこれに

対応する方々に理解されるように説明して進め

てもらえればありがたい。答弁は要りません。 

  あともう一つ、17ページの13款５目土木使用

料、これの中の公営住宅家賃。滞納繰越分、こ

れは毎年出てきている、予算書を見るとそのよ

うなもんだけれども、これはどのぐらいの世帯

がいるのかなと、定住促進も含めて。 

  そしてまた、この滞納している方々、駐車場、

これは納められている、こういう繰り越しがな

いということだから。駐車場料金の払いは済ん

でいると、こういうふうな見方にとるんだけれ

ども、この辺の行政の対応というのは、家賃の

滞納、それなりの理由があって滞納されている

方はあるかと思うんだけれども、一方では駐車

場はそれなりに……。この辺の市の対応はどう

いうふうに捉えているのかなと。まして、公営

住宅に入居する方々は、その申し込みあった

方々は、事前に適正か何か審査する審査会を設

けているわけだ。その中で適正な人だよという



- 203 - 

ことで、大丈夫だよということでここに入居さ

せているわけだから、その辺の審査会の方々は、

入居する方々が適正かあれだかということを見

て、それだけしか仕事がないのか、こういうふ

うな物事が起きた場合、その評価委員の義務的

な物事とか、そういうののかかわりは出てこな

いのか、ちょっとお聞かせいただきたい。 

星川俊也都市整備課長 委員長、星川俊也。 

山口吉靜委員長 都市整備課長星川俊也君。 

星川俊也都市整備課長 それでは、まず、滞納の

状況からお知らせいたします。 

  公営住宅につきましては、延べ件数で33世帯

が滞納してございます。金額につきましては

423万9,100円というような形の現在の滞納額が

ございます。 

  それから、定住につきましては、10世帯が滞

納をされております。金額につきましては88万

1,000円ということで、当初予算のいわゆる滞

納分の収入の調定につきましては、そのうちの

何十％の収入を見込むということでの当初予算

化しております。 

  それから、駐車場につきましては、それぞれ

の公営住宅に駐車場の管理組合を設けておりま

す。１区画1,050円ですか、その駐車料金を管

理組合が徴収して、それを納めるという形で、

今のところ駐車場については滞納がないという

ことであります。 

  それから、審査会につきましては、いわゆる

その審査会では公営住宅に入る基準、それを審

査会に諮るということで、つまり例えば公営住

宅を募集しますと、やはりかなりの応募が来ま

す。そういう応募の中で、いわゆる優先順位、

どんな形でつけたらいいのかというような形の

ものを審査会で諮るということでございます。 

１２番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

山口吉靜委員長 清水清秋委員。 

１２番（清水清秋委員） 駐車場関係は、それは

管理組合の中で使用料が支払われているという

ことであります。いずれにしろ、滞納の解消と

いうのは当然図っていかなきゃならないわけで、

その辺の、一方で、同じ使用料、同じというか、

そこに入居している方々が、片方の使用料を払

っている、片方は滞納している、その辺はやっ

ぱり行政指導というか、それなりの指導をしな

がらやっていかないと。両方とも納められない

ような状況がなぜあるかということになれば、

また別かもしれない。片方は支払われている。

駐車場料金は安いからというか、そういうふう

なものもあるかもしれないが。そういうふうな

方向でまず行政の指導というのをこれから仰い

で、解消の方向へ向けてもらいたいと思います。

よろしくお願いします。終わります。 

山口吉靜委員長 ほかにありませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） まず最初に、９ページ

の10で、地方交付税が大幅に削減されておりま

す。地方公務員の給与を削減し、地域の元気づ

くりの事業などに回すという話でありますが、

先ほどほかの委員からも、地方公務員の給料、

人件費削減はやめるべきだという御意見があり

ました。私も同じ意見です。 

  理由は、地域経済に深刻なダメージになると

いうふうに私も同じ意見です。そういう意味で、

そういう理由もあります。 

  それから、２つ目の理由としては、給与削減

を強制するっていう国のやり方は、地方自治の

根幹にかかわる大きな問題でありまして、地方

自治への介入ということになるのではないか、

これは問題でないかと思いますが、どうでしょ

うか。 

  また、もう一つは、本当は財源というのは、

地方に対する財源確保の責任は国の責任でやる

べきなんですが、それを投げ出すことになるん

でないかと、こういう３つの問題があると思い

ますが、どうでしょうか。 
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野崎 勉総務課長 委員長、野崎 勉。 

山口吉靜委員長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 国庫に準じた7.8％の削減に

つきましては、全国市長会等においても、例え

ば国における地方の人件費、みずから自主的に

決めるべき人件費のところに交付税という形で

強制させられてくるのはいかがなものかという

御意見が確かにございます。また、先ほど地方

経済に与える影響もあるんではないかというふ

うなことではございます。 

  ただ、一方ではやはり、先ほど財政課長のほ

うからもこのたびの地方交付税において１億円

の削減、そのような金額を見込んでいるという

ふうな中身もございます。それと、従来新庄市

は県の給与の改定に倣ってこれまで給与改定を

行ってきたという経過もございます。そういっ

た経過も踏まえながら今後慎重に検討してまい

りたいんだというふうなことを先ほど申し上げ

たものでございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 慎重に、本当に慎重に

考えていただきたいし、できれば削減はやめる

べきと思います。 

  経済の深刻なダメージも具体的なことなんで

すけど、労働総研の試算では、公務員賃金を

10％引き下げたときの影響力は626万人に及び

まして、ＧＤＰは３兆円減少して、税収で

5,000億円のマイナスとなるというふうにして

おります。これは全国的なことですけど、新庄

市も同じようになるだろうと思います。デフレ

脱却に逆行することになってしまうと思います

が、そういう御認識でどうでしょうか。 

野崎 勉総務課長 委員長、野崎 勉。 

山口吉靜委員長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 ただいまのところ、例えば給

与削減をやるかやらないかも含めて検討してい

る最中でございまして、この公務員の、まして

や新庄市の人件費を幾ら削るとどのくらいの地

方経済に影響を与えるかというふうなことにつ

きましては、詳細に我々まだ検討している段階

ではございませんので、今のところ答弁を差し

控えさせていただきたいというふうに思います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 国のやり方というのが、

やっぱり地方自治を破壊するようなやり方では

ないかということです。 

  というのは、自治体の給与の考え方は、今ま

でも法律で、労使の交渉を経て、そして議会で

決めていくというやり方で決めるべきものです。

これを、事実上国の強要ということになるわけ

で、こういったやり方は地方自治への介入だと

いうことで強く市長から国に対して意見を言っ

ていただきたいなと思いますが、どうでしょう

か。 

野崎 勉総務課長 委員長、野崎 勉。 

山口吉靜委員長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 国に対する要望等につきまし

ては、先ほど来、全国市長会及び地方６団体を

通じまして、さまざまな意見を国のほうにお伝

えしてございます。お伝えした上で、国のほう

がそのような要請を今のところしているという

ことでございます。今後につきましても、全国

市長会等を通じまして、必要な御意見は申し上

げたいというふうに思います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） ぜひ、今後このような

ことがないように、できれば撤回して、補塡す

るような方向になるように運動を強めていただ

きたいなと思います。そして、職員の給与削減

はやめる方向で検討をお願いしたいなと思いま

す。 

  次に、19ページの14の１の６で、生活保護費

等負担金２億2,251万2,000円というのが出てい
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ますが、国はこの８月から３年で７％余りの生

活保護費の支給の削減を行うという話になって

いるようですが、そのことについて詳しくお願

いします。 

小野 享福祉事務所長 委員長、小野 享。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長小野 享君。 

小野 享福祉事務所長 生活保護基準の見直しと

いうことで既にマスコミ等ではいろいろ流され

ているようですが、実際のその基準改定のあり

方につきましては現在まだ明確に示されており

ません。ただ、いわゆる生活扶助の基準を見直

すという部分でございまして、その他の扶助、

いろいろな教育扶助とかございますが、その部

分については従来どおりのといいますか、基本

的な算定方法は変わらないというふうなことで

聞いております。 

  具体的には、説明会がこれから、３月の末か

らというふうなことになっておりますので、ま

だ我々としてもどういうふうな形でその基準の

見直しが行われるかというところについては情

報が入っていないというふうな状況でございま

す。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 現在の生活保護を受け

ている方々の生活実態というのは、決して楽な

ものではないというふうに私は思います。この

たび、国のほうでやろうとしているのは、特に

子供を持つ世帯で減少幅が大きくて、月１万円

から２万円も削られるとのことです。現在でも

子供が小学生と中学生の２人いる母子世帯では、

聞いてみますと１週間7,000円の食費で暮らす

工夫をしていると。部活のユニホームも買えな

い、高校のこれからの制服や教科書代を考える

と、切り詰めて備えなければとても出せないと、

服は一切もらいもの、風呂は週２回、保護費が

削られてくれば週7,000円という食費をさらに

削るしかないんじゃないかということで、食べ

盛りの子供を思うと切ないと、非常に苦しい世

帯の消費実態と比較する形でゆがみを正すとい

うのは、本当に政治がゆがんでいるんでないか

なと思います。 

  本当は生活保護費の引き上げが、その苦しい

と言われた消費実態の最低の世帯の人たちへの

しっかりとした支援策が必要ではないのか。貧

困の解決に逆行するようなこのたびの生活保護

基準の引き下げの中止を求めるべきではないか

なと思いますが、どうなんでしょうか。 

小野 享福祉事務所長 委員長、小野 享。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長小野 享君。 

小野 享福祉事務所長 今回生活保護基準を見直

すというところにつきましては、全国的にふえ

ている生活保護の受給者、この増加傾向に対し

て、いわゆる適正化を図るというふうなことで

お聞きしております。 

  生活保護の現状としましては、全体的に医療

扶助が非常にふえているというふうな状況もご

ざいますし、この辺では余り聞かないお話です

けれども、やはり不正受給の問題も全体の２％

ほどあるというふうなこともお聞きしておりま

す。ですから、そういう面での今回の改定が主

になっておりますので、生活保護基準につきま

しても、いわゆる全体の適正化の中の一つの方

策だというふうには考えております。 

  現行で、先ほどお話あった母子世帯の場合で

すと、大体生活保護基準としては、子供お二人

になりますと、大体15万から16万程度が今のと

ころ生活保護基準というふうになりますので、

これが適正かどうかというところにつきまして

は、やはり一定の国の判断、それから地方の給

与水準、生活水準、いろいろかかわってまいり

ますので、我々としてはそれが適当かどうかと

いう部分については、この場ではちょっとお答

えできないのかなというふうには思っています。

以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
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山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 先ほど15万、16万とい

う生活扶助の基準ということのようですが、想

像してみても、１人暮らすのも15万、16万で大

変厳しい生活だろうと思います。それが子供２

人いる母子世帯、３人で暮らすことを考えたら、

本当に食費を相当削ってるだろうなということ

は目に見えるわけです。それらから１万円もさ

らに削っていくということになったら、本当に

子供たちの栄養バランスとか考えられなくなっ

て、今も考えられない状態かもしれませんが、

厳しい状況になるだろうなと思うんです。そう

いう意味では、生活保護基準の引き下げはやめ

ていただきたいと機会あるごとに言うべきでな

いかなと思います。 

  また、老齢加算が前はありました。それが削

られてなくなってしまった結果、高齢者世帯で

は、特に今、つき合いができないという声が上

がっております。最低限度の生活が守れない生

活保護でよいのかということが、今回８月から

の引き下げが行われれば、そういうことになっ

てしまうわけです。しかも生活保護の基準が下

げられるということは、住民税非課税限度額と

も連動してるんではないでしょうか。 

近岡晃一税務課長 委員長、近岡晃一。 

山口吉靜委員長 税務課長近岡晃一君。 

近岡晃一税務課長 今、住民税の非課税限度額と

いうことでございますけれども、当然そちらの

ほうも今後お話になると思われます、としかお

答えできません。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） なるということで、生

活保護の基準額が下がれば、これまで非課税だ

った低所得者にも課税ということになってまい

ります。これは、保育料や健康保険税、介護保

険料の基準額などにも影響するんじゃないです

か。 

小野 享福祉事務所長 委員長、小野 享。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長小野 享君。 

小野 享福祉事務所長 今回、生活保護基準の見

直しに伴いまして生じる影響に関する対応方針

ということで、２月に政府のほうでは、その生

じる影響について、全閣僚でどういうふうに対

応するかという部分について確認しているとい

うところでございます。 

  その中の基本的な方向としては、先ほど個人

住民税の非課税限度額等について御質問いただ

いた部分については、次年度以降の税改正の中

で対応されるというような話をお聞きしており

ますが、そのほか、生活扶助基準の見直しに直

接影響を受ける国の制度、お話ありましたよう

な就学援助、保育料免除、それから児童養護施

設の運営費、これらが非常にかかわってくるわ

けですけれども、基本的にはそれぞれの制度の

趣旨、目的、実態を十分考慮しながら、できる

限りその影響が及ばないよう対応することを基

本的考えとするというふうな国の考えでござい

ます。 

  ですから、それが具体的にどうなるかという

ことにつきましては、先ほどの生活保護基準の

見直しと同様まだ全然示されておりませんが、

全体的な流れとしては、そういうふうに、なる

べく影響を及ぼさないというふうなことで国の

ほうでは考えているというふうな状況を御報告

申し上げます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 及ぼさないようにとい

う国の考えはあるということでありますが、そ

の対策ということでは出てないような、余りは

っきり絶対に影響を及ぼさないようにするため

にお金を出すと言っているわけではないんです。

そういう意味で、非常に市民全体、低所得者世

帯などを中心にして負担が重くなるようなこと

になっていくというのが生活保護基準の見直し
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であり、実は安倍政権の経済政策の非常に問題

なんだろうと私は思います。 

  そういう意味で、こういう低所得世帯への問

題、それからしわ寄せをしていく問題、また、

公務員の給料を下げて地域経済を冷え込ませる

問題がある中身の経済政策になっているという

ことで、こういった問題については、これでは

決して景気回復にならないということをはっき

り市長会などで言う必要があるのではないかと

思うんです。市長として、どうお考えなのでし

ょうか。 

小野 享福祉事務所長 委員長、小野 享。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長小野 享君。 

小野 享福祉事務所長 生活保護基準の見直しに

かかわって、ほかのところも踏まえながら、要

は改悪というふうな表現になるかどうかわかり

ませんが、そういうふうな方向について意見表

明せよというふうな御意見でございました。 

  先ほど総務課長のほうからお話がありました

ように、こういう部分に関しましては全国市長

会のほうで常に御提言申し上げている状況でご

ざいますし、そういうふうな対応を行っている

ということを御理解いただきながら、実際の

我々の取り組みとしては、やはり生活保護に関

して申せば、基準の見直しだけではなく、全体

的な運用のあり方が問われているというふうな

部分でございます。さらに、その低所得者対策

をどういうふうに進めていくのかというふうな

部分についても、これからやはり大きな検討課

題というふうには考えております。 

  ですから、そういう国の制度に伴って、地方

もなかなか難しい状況になっておりますが、

我々としてもその低所得者対策を抜かりなく進

めていきたいというふうには考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 機会があるたびに、こ

ういう低所得者に対するお金を削ってくるやり

方は、決して景気対策にならないんだというこ

とを言っていただきたいということでお願いし

ます。 

  続いて、市長の施政方針についてお話を伺い

たいと思います。 

  １ページなんですが、領土問題や北朝鮮問題

について市長のほうで触れておられます。これ

について、混迷というような言い方だったよう

に思いますが、これは私は、領土問題の解決は

憲法９条を守る立場で話し合いによる解決しか

ないというふうに思います。どうでしょうか。 

  もう一つ、北朝鮮の問題についてもはっきり

しておりまして、全ての国の核兵器廃絶と話し

合い外交による核兵器…… 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員、歳入についての

質問をお願いいたします。款項目とページもお

っしゃってください。 

１ 番（佐藤悦子委員） これは歳出になるんで

しょうか。施政方針というのは歳入に大きくか

かわるなと私は思っているんですけれども。 

山口吉靜委員長 款項目とページをおっしゃって

ください。 

１ 番（佐藤悦子委員） 施政方針について。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 領土問題については何

かしゃべれないそうなので、残念ですが……。 

  県支出金の中で、23ページの５目で農林水産

業ということで、かなり県知事先頭に農業を活

発にしたいという、農業県・山形県を守るんだ

という姿勢が感じられる補助金がたくさんござ

います。この姿勢については本当に敬意を表す

るし、この姿勢で頑張っていただきたいという

ふうに思うわけですが、これらが、ＴＰＰ交渉

を進められていきますと御破算になるというか、

この努力が無になってしまうような気がするん

ですが、これについてどう見ておられるかとい

うことでお聞きしたいんです。 
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山口吉靜委員長 佐藤悦子委員、どの部分が影響

ありますか。 

１ 番（佐藤悦子委員） もう一回言わせていた

だきますが、農林水産業費県補助金というので、

このたび大幅なまた増額がありまして、県の農

業費で補助金が上乗せなって、新庄市にも農業

を頑張らせたいという県知事の思いというか、

感じられるわけです。そういう立場に立って市

でも頑張るわけなんですが、このことが国との

関係で、ＴＰＰ交渉参加という方向に今向かっ

ております。これでは、問題というか、農業を

活発化しようというのに逆行することになるん

ではないかということです。 

山口吉靜委員長 まだその参加も表明していない

し……。佐藤悦子委員、まだ参加も正式に表明

しているわけでないんですけどね。佐藤悦子委

員。 

１ 番（佐藤悦子委員） ＴＰＰ交渉参加による

地域への影響をどう見ておられるかお聞きしま

す。 

山口吉靜委員長 ちょっと質問を変えていただけ

ませんか。歳入のね。佐藤悦子委員、風邪引い

ているところ大変でしょうけど、歳入のほうで

質問を変えていただけませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 何と言えばなるのかわ

かりませんが、農業を中心に新庄市も山形県と

力を合わせて、山形県あるいは新庄市の農業を

再興というか立て直していきたいというふうに

頑張っているわけなんです。それを感じられる

予算だということはよくわかるんです。 

  しかし、一方で、ＴＰＰ交渉ということも今

話題になって、市長はこれについては大きな関

心事案というふうに見ておられるわけです。私

は大きな関心事案のその中身をどういうふうに

見ておられるのか聞きたいというふうに思って

おります。交渉によって地域は大きな影響を受

けてしまうんでないかと、参加についてはやめ

るべきだと考えるべきではないかということで

お聞きしたいと思っています。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員、歳入について御

質問いただけませんか。お願いいたします。 

  佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 歳入だと思うんです。

国からの農業支援だったり県からの支援だった

り、農業に対しての支援があるんですが、これ

らが、実際にやっている政策でもしも交渉に入

っていったら、全て農家の再建につながらない

ものになってしまうという、そういう御認識は

ないかということなんです。 

山口吉靜委員長 仮定のお話ですね。佐藤悦子委

員、仮定の答弁はちょっとできないということ

です。 

  佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 仮定っていうか、今現

在、政府では交渉参加という方向に向かってい

ることが重要なことだと私は思います。実際に

二、三日前、国会で話し合われた内容を言いま

すと、新たに交渉参加する国は、今、日本が交

渉参加かと言われてきておりますが、「９カ国

が合意したものに従わないといけない。交渉を

打ち切る権利は、おくれて交渉入りした国には

認められない」というのがＴＰＰです。交渉に

参加したら大変なことになるということが明ら

かだと思うんです。そういう意味で、このたび

も請願が出て議会に意見書を上げてくれって出

てますが、市長としての御見解を私はここでお

聞きしておきたいと思います。 

山口吉靜委員長 佐藤委員、申しわけないんだけ

れども、歳入のことについて質問いただきたい

んですけれども。 

伊藤元昭副市長 委員長、伊藤元昭。 

山口吉靜委員長 副市長伊藤元昭君。 

伊藤元昭副市長 佐藤委員からは、今国がＴＰＰ

交渉に参加をしたいという意向の中でいろいろ

調整されているというのは報道で承知しており

ますが、現実的に全ての関税撤廃なのかどうか
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等も含めて国でもいろんな調整を行っている段

階で、市長の施政方針の中では、特に我が地域

において農業分野を初めとするいろんな分野へ

の影響は大きいだろうと、それについては重大

な関心を持って見守っていきたいというふうな

記載をしているわけで、将来どうなるかという

自体がまだ決まってないわけですから、ここで

反対か賛成かというよりも、当然ながら重大な

関心を持って見守っていくというようなことに

なろうかと思います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 副市長、答弁ありがと

うございます。 

  今、影響は大きいだろうって。決まってしま

ってからでは、交渉に入るとなってしまってか

らでは、もう大変なことになるということが今

明らかになっているんです。そういう意味で、

議会としても、私たちはこれを入るなというこ

とで出したいと思って先日も常任委員会があり

ましたが、市長としてもいち早く、交渉に入っ

てはだめだという立場で声を上げるべきではな

いかなと思うんです。いち早く、交渉に入って

しまっては大変なことになるという内容だと思

うんです。そういう御認識はないかということ

なんです。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員、予算委員会の趣

旨に従って質問していただきたいんですけれど

も、お願いします。 

  佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 農業を守りたい、市民

の安全を守りたい、市長とその気持ちでは私た

ちは一緒だと思います。そういう意味で、この

たびの国政の問題、ＴＰＰの問題など、特にい

ち早く声を上げていかなければ、入ってしまっ

てからではだめなんだと思うんです。そういう

意味で、歳入の面で農業に力を入れようとして

いる県知事と一緒になって市長としてもやって

いただけないかなということで質問をしている

わけです。 

山口吉靜委員長 これから１時まで休憩いたしま

す。 

 

     午前１１時５７分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

山口吉靜委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  なお、代表監査委員髙山孝治君と農業委員会

会長星川 豊君より、午後から欠席届が出てお

ります。 

  一般会計の歳入について、質疑ありませんか。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

山口吉靜委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） じゃあ、２点ほど。 

  まず、13款１項使用料のところの５目土木使

用料、17ページ。公営住宅家賃のところですけ

れども、定住促進もそうですが、ここの障がい

を持っている方はどのぐらいお住まいかわかり

ますか。特に車椅子等を使用している障がいを

持たれた方。 

星川俊也都市整備課長 委員長、星川俊也。 

山口吉靜委員長 都市整備課長星川俊也君。 

星川俊也都市整備課長 大変申しわけないんです

けれども、手元に資料がないので、今、人数わ

かりません。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

山口吉靜委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） 後ほど教えていただけ

ればと思います。 

  そうしましたら、障がい者向けの部屋という

か、そういうところはありますか。何カ所とい

うか、何部屋というか。 

星川俊也都市整備課長 委員長、星川俊也。 

山口吉靜委員長 都市整備課長星川俊也君。 

星川俊也都市整備課長 これもちょっと確かなこ

とではないんですけれども、たしか５部屋はあ
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ると思います。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

山口吉靜委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） ５部屋ほどあるという

ことですね。そこに今入居なさっている方とい

うのはわかりますか。わからなければ、次の質

問に……。 

星川俊也都市整備課長 委員長、星川俊也。 

山口吉靜委員長 都市整備課長星川俊也君。 

星川俊也都市整備課長 障がい者用といいますか、

車椅子に対応する部屋ということで、１階部分

に設けているわけですけれども、なおかつ住宅

のスロープをつけ、トイレ等についてもそれな

りの配慮した部屋を設けております。 

  ただ、その部屋にじゃあ確実にそういう方が

入っているかというふうになりますと、本来な

らその方に入ってもらいたいということはある

んですけれども、実際に入居の募集をした際に、

例えばその部屋が空いていて、そういう方がい

ればそういう方が優先として入るんですけれど

も、いなかった場合についてもその部屋を割り

当ててしまうということがございます。ですか

ら、障がい者用の部屋にいる方が全てそういう

ふうな方ではなくて、一般の方も現在入居して

いるという状況でございます。 

  やはりそういうふうなことで、実際に車椅子

を使う入居者といいますか、それ以外の部屋に

入っている人もいるわけです。ですから、そう

いう方についても、いわゆる住みかえといいま

すか、移ってもらえないかというふうな御相談

ももらっております。ですから、私どものほう

としては、お話はしますけれども、強制的にっ

ていいますか、その方に別の部屋に移ってくだ

さいって言うわけにはいかないんで、ですから、

例えば入退居といいますか、そのものを見なが

ら、今現在の問題を解決したいと思いますし、

また将来的に、やはりそういう部屋というのは

準備しておく必要があるんだろうということで、

空き部屋というのは非常に公営住宅としては困

るんですけれども、やっぱり２つぐらいは常に

準備しておく必要があるんだろうというふうに

考えて、来年度はそんな形で方向性を考えてい

きたいと思います。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

山口吉靜委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） 今課長から、一般の方

も実際その対応している部屋に入居していると

いうことも言っていただきましたし、今後は障

がい者の方々のために確保していきたいという

答弁もいただきましたので、結構なんですが、

非常にありがたいんですけれども、私はやはり、

私も含めて、こちらにいらっしゃる方々も含め

て、皆いつ何があるかわからないという世の中

で生きているわけでございます。やっぱり突然

何らかの事故、不慮の事故で下半身が動かなく

なったと、体が動かなくなったという場合は、

誰にでも当然起こり得ることなわけです。比較

的高い収入を得られている市民は、それなりの

家に住まれて、そういうリフォームをすること

ができると思いますけれども、そうでない市民

の方も少なからずいらっしゃるかと思います。

ぜひやっぱり、入居率というところで非常に苦

心なさっている部分もあるとは思いますが、い

つ何どきそういう方が手を挙げてくるかわから

ないので、そういう障がい者の方、あと弱者の

方のために、ぜひ確保しておいていただいて、

それで、今うまく対応できていない部屋があれ

ば、そこは予算をかけていただいて、せめてお

風呂とかトイレとか自力で車椅子で行けるよう

な改装をしていただくようなことはできないも

のでしょうか。 

星川俊也都市整備課長 委員長、星川俊也。 

山口吉靜委員長 都市整備課長星川俊也君。 

星川俊也都市整備課長 いわゆる障がい者用につ

くった部屋というのは、やはりスペースも大き

いです、お風呂場とかトイレ等も。ところが、
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やっぱりそれ以外ですと小さいものですから、

それを無理に改造するというのがなかなか困難

であるというところが現状でございます。です

から、そういう方については、お話を聞きます

と、自分でポータブルのトイレを使ったりとか

っていう話も聞いております。やはりそれは改

善していかなきゃないのかなと思いますけれど

も、ですから先ほど言いましたような形で何と

か今後改善していきたいというふうに思ってお

ります。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

山口吉靜委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） 本当に市民の中では少

ない数になるとは思うんですけれども、その方

も間違いなく市民でございますので、ぜひいい

方向で検討していただければと思います。 

  ２点ほどと申しましたけれども、３点になり

ますね。 

  次に、18ページ、13款使用料の、これは教育

使用料のところです。市民スキー場の使用料が、

使用料というかその予算が520万から480万に減

っていますが、これはどういうことで減額なさ

ったんでしょうか。 

高木 勉生涯スポーツ課長 委員長、高木 勉。 

山口吉靜委員長 生涯スポーツ課長高木 勉君。 

高木 勉生涯スポーツ課長 23年度、24年度と

520万の予算でしたけれども、この３年間、非

常に大雪、豪雪で、３年連続して収入が減って

おります。それらを勘案しまして480万とした

ところです。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

山口吉靜委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） 今課長が、大雪が主な

要因で減っているということですけれども、私

は何度も申し上げておりますが、非常に競合す

るスキー場が最上町と金山町にあるわけです。

非常に施設も整っている、スロープも中・上級

者向けのコースもあると。やっぱりそこは最上

広域全体で、全体のプラスになるような方向も

これからは探っていかなければいけないのでは

ないかなと。財政がいい方向に向いてはいます

けれども、そう安定してきたというわけでもな

いと思いますので、そこを考えてほしいと思い

ます。 

  次に、最後です。29ページ、市債のところで

す。そこの６目臨時財政対策債６億1,500万と

数字が出ていますが、毎年６億、５億、それぐ

らい借りているという表現が適切かどうかわか

りませんが、借りているわけです。地方交付税

が、先ほどの話にもありましたように、国のほ

うで減額していく方向がこれからも続くんでな

いかなと私は思うわけです。今後、こういうふ

うに臨時財政対策債を借りていくとして、満額

算入されるというふうに考えていてこの制度を

使っているわけでしょうか。 

髙橋則雄財政課長 委員長、髙橋則雄。 

山口吉靜委員長 財政課長髙橋則雄君。 

髙橋則雄財政課長 臨時財政対策債についての御

質問でございますけれども、これにつきまして

は、地方財政の財源不足を補塡するということ

で、第２の交付税という形で借りるものでござ

いますけれども、この元利償還金については、

基準財政需要額に全額算入されるということに

なりますので、いわゆる交付税措置のないもの

について比較すれば、補償されるということに

なるかと思います。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

山口吉靜委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） 今、課長から補償され

るということですけれども、何年か後に補償さ

れて、そのお金が算入されるわけですけれども、

その確認というのはどういう形でやっているん

でしょうか。 

髙橋則雄財政課長 委員長、髙橋則雄。 

山口吉靜委員長 財政課長髙橋則雄君。 

髙橋則雄財政課長 交付税につきまして、算定し
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ます。その中に臨時財政対策債に係る元利償還

金というのをいわゆる市の需要額に盛り込むと

いうことで、その分について算定されるという

ことになります。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

山口吉靜委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） 確認ができるかという

とこだったので、確認をするすべを教えていた

だきたかったんですけれども。何年度に六億数

千万を対策債で借りたと。どういうふうに具体

的に確認をするのかということを教えてくださ

い。 

髙橋則雄財政課長 委員長、髙橋則雄。 

山口吉靜委員長 財政課長髙橋則雄君。 

髙橋則雄財政課長 ただいまの質問でございます

けれども、交付税の算定におきまして、需要額

の計算に、その元利償還金について何年度分、

何年度分というような積算がありますので、そ

れについて算定されるということになります。

それがカットされるということはございません。 

星川俊也都市整備課長 委員長、星川俊也。 

山口吉靜委員長 都市整備課長星川俊也君。 

星川俊也都市整備課長 先ほど御質問いただきま

した、いわゆる家族に障がいのある世帯ですけ

れども、精神に障がいを持っている家族がいる

世帯、これが10世帯であります。それから、身

体に障がいのある家族がいる世帯、これが26世

帯、合計36世帯ということになります。 

  それから、私、先ほど、いわゆる身体に障が

いのある世帯に対応できる部屋、５つほどと言

いましたけれども、玉の木に２つ、小桧室に４

つ、野際に２つということで、全部で８室準備

されております。以上です。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

山口吉靜委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） 財政課長の御答弁に対

してですけれども、臨時財政対策債というのは、

やっぱり国にとっても地方にとっても非常にお

互いのメリットがありそうな感じはするわけで

ございます。しかし、これ、借金ですよね。 

髙橋則雄財政課長 委員長、髙橋則雄。 

山口吉靜委員長 財政課長髙橋則雄君。 

髙橋則雄財政課長 臨時財政対策債、これについ

ては借り入れをするということですので、借金

になります。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

山口吉靜委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） 全国の自治体でも臨時

財政対策債についてのいろいろな議論がなされ

ています。やはりあくまで借金であると。その

借金は市の裁量に任されているわけだそうでご

ざいます。財政がやっぱり必ずしも今いい状態

ではないというならば、やはりその辺も考えな

がらこの制度を使っていく必要があると思うん

です。 

  三重県の松阪市長、すごく若い37歳の市長な

んですけれども、この間、東京でお話を聞く機

会があったんですけれども、もう「臨財債は紛

れもなく借金である」、声を大にしておっしゃ

っていました。ぜひその辺も考えながら、市民

福祉の向上ももちろん一番に考えなくてはいけ

ないんですけれども、本当に最少の経費で最大

の効果というのが地方自治の一番大切なところ

だと思いますので、ぜひそのことを考えて市民

福祉向上のために頑張っていただければと思い

ます。終わります。 

山口吉靜委員長 ほかにありませんか。 

４ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

山口吉靜委員長 佐藤卓也委員。 

４ 番（佐藤卓也委員） 私から２点ほど質問さ

せていただきます。 

  皆さん再三質問されているところなんですけ

れども、11ページ、１款市税の１目個人、２目

法人のところなんですけれども、収入率のとこ

ろなんですけれども、来年度に当たりまして、

その徴収率を上げるためにどのような努力をな
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さっていくのかを１点お聞きいたします。 

近岡晃一税務課長 委員長、近岡晃一。 

山口吉靜委員長 税務課長近岡晃一君。 

近岡晃一税務課長 収納率の向上対策、こちらの

ほうは相当数ございますが、基本としては、一

つは啓発活動の強化、もう一つは納めやすい仕

組みの検討ということで、コンビニの自動車税

の収納等、来年度行いますけれども、また、収

納体制として預金調査など財産調査も行って、

アップしていきたいというふうに考えています。 

４ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

山口吉靜委員長 佐藤卓也委員。 

４ 番（佐藤卓也委員） 公平性のためにもぜひ

とも、100％納めるのが国民の義務、市民の義

務でございますので、その啓発活動をもう少し

やっていただいて、その収納率の向上を図って

いただきたいと思います。 

  また、来年度よりコンビニ収納が始まると思

うんですけれども、それを行うことによって一

応どのぐらいアップするか、どのくらい期待さ

れているのか教えていただきたいと思います。 

近岡晃一税務課長 委員長、近岡晃一。 

山口吉靜委員長 税務課長近岡晃一君。 

近岡晃一税務課長 来年度、コンビニ収納を予定

しておりますのは軽自動車税でございます。も

ともと収納率は高い、23年度決算で97.92％と

高いもんですから、収納率、コンビニ収納をし

たからといってそれほどの効果はない。25年度

の収納率予測では98％と、金額にしますと６万

6,900円ほどの増にはなりますが、このコンビ

ニ収納の部分については納税環境の整備という

のが一番の目玉でございまして、納めやすい、

いつでもどこでもという感じで納めやすい部分

をつくるというのが、この目標、目的でござい

ますので、コンビニを利用する方の見込みです

が、約2,000人が利用するであろうと思ってお

りますので、2,000人の方が利用されるわけで

すから納めやすい仕組みが整えられるというふ

うな考えでおります。 

４ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

山口吉靜委員長 佐藤卓也委員。 

４ 番（佐藤卓也委員） これが、私とすれば、

皆さんが納めやすく収納率が上がっていただく

のが一番だと思いますので、それも入るのかな

と思ったんですけれども、そういう答弁ではな

かったものですから。もしコンビニ収納で納め

る方がふえるとなれば、これはよりよい制度だ

と思いますし、それがほかのところでも、要は

今回は軽自動車税だけだったんですけれども、

ほかのところへ、収納率がアップするとなれば、

コンビニ収納ということをもう少し範囲を広げ

るという考えはあるのでしょうか、ないのでし

ょうか、お願いします。 

近岡晃一税務課長 委員長、近岡晃一。 

山口吉靜委員長 税務課長近岡晃一君。 

近岡晃一税務課長 このコンビニ収納を始めるに

当たりまして、昨年の３月に税務課長が答弁し

ていると思うんですけれども、１つは「全税目

に拡大することを念頭に置きながら、試しとし

てやらせていただきたい」ということでお話し

申し上げたと思います。ただ、これは他市でや

はりやっておる市もございますが、収納率の向

上には直接的には結びついてはいないというよ

うな観念で捉えていらっしゃると。 

  なぜそれを行うかということは、納める時間

がないとか、なかなか行けないというようなお

話が、コンビニ収納をすることによって、365

日24時間ですから、その納める機会がない、時

間がないというのを覆せると、それが一番大き

なメリットであるというような話も伺ってござ

います。 

  なお、当然全税目へ拡大することを念頭に置

きつつ始めたわけなんですけれども、手数料の

関係がございます。今、銀行・郵便局でこうい

う手数料って１件当たり大体10円、コンビニに

しますと56円かかります。現在、銀行関係では
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４万3,000件ほど取り扱ってございますので、

手数料だけでは約200万円ほどの歳出増となる。

そして、周辺機器、コンピューター並びにその

ソフトを導入する、そうした場合それ以上かか

るわけですから、その費用対効果も踏まえなが

ら、私はこの全税目へ広げるというのは、後発

の利ということで、そんなに急ぐ必要もないん

ではないかと、じっくり財政的なものも考えさ

せて進めるべきだというふうに考えてございま

す。 

４ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

山口吉靜委員長 佐藤卓也委員。 

４ 番（佐藤卓也委員） だとすれば、啓発はも

っとしてもいいのかなと思いますので、そこら

辺を鑑みながら、その収納率、市税が入ること

によって……お金が入らなければ市も運営でき

ませんので、そこら辺の強化をぜひよろしくお

願いしたいと思います。以上です。 

山口吉靜委員長 ほかにありませんか。ほかにご

ざいませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、歳入について、質疑を終結します。 

  次に、一般会計の歳出について、質疑ありま

せんか。 

１８番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

山口吉靜委員長 森 儀一委員。 

１８番（森 儀一委員） それでは、私のほうか

ら歳出の質問をさせていただきます。 

  平成25年度の主要事業の概要、これをもとに

して質問したいと思いますが、委員長、これで

いいですか。 

山口吉靜委員長 いいですよ。 

１８番（森 儀一委員） 事業の概要をもとにし

て、５ページの放課後児童クラブ整備事業。２

番目に、新庄まつり100万人誘客拡大事業、こ

れは９ページです。次に、道路新設改良事業、

これは11ページです。次に、４番目は、旧角沢

小学校跡地活用事業。概要をお尋ねするのは、

このまず４点をお聞きいたします。時間があれ

ば予算書からも出したいと思います。 

  最初に、５ページの放課後児童クラブ整備事

業、これは担当は福祉事務所、この中の日新放

課後児童クラブ新設改良事業についてでござい

ます。 

  日新学区の学童保育所を、旧県立新庄農業高

等学校の寄宿舎を借り受けて改修して移転する

事業でございますけれども、一部を借りて改修

すると聞いておりますけれども、これはお聞き

したいことは、管理は全体を市で行うのかとい

うことが１つと、これほど予算を盛り込んでお

りますので、改修するに当たって、期間は何十

年ぐらいお借りできるのかということをお聞き

したい。県としては長く使ってもいいと言われ

ているということをお聞きしておりますが、こ

れもお聞きしたいと思います。 

  それから、先ほど清水委員の質問にもありま

したが、これは10歳をめどに３年までと言われ

ていますが、この施設は今までより広くなると

聞いておりますので、せめて４年あるいは５年

生まで入れることはできないのかということを、

この法の縛りなどでできないと、平成27年度ぐ

らいにはこれが見直されるのではないかと言わ

れているということを所長から答弁いただいた

んですけれども、これは市独自で変えることは

できないのかということ、まずその３点をお聞

きいたします。 

小野 享福祉事務所長 委員長、小野 享。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長小野 享君。 

小野 享福祉事務所長 放課後児童クラブ整備事

業のうち、日新放課後児童クラブ開設開所事業

について御質問いただきました。 

  まず、管理のあり方ということで御質問いた

だきましたが、今回、４月から県財産をお借り

するというふうな形になりましたが、まず借り

る用地につきましては、基本的にその遊び場を
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確保するというふうな建前から、旧農業高校の

星芒寮の用地、グラウンドも含めまして全体を

借り受けすると。ただし、その建物につきまし

ては、口頭で申しますが、旧男子寮、それから

管理棟、旧食堂、それから旧女子寮という、結

構大きな建物でございますが、具体的に申しま

すと、そのうち管理棟と旧食堂、それから旧女

子寮ということで、おおむね３分の１からちょ

っとそれを超えるぐらいの面積をお借りすると

いうふうな予定になっております。 

  ですから、県に関しましては、その貸す部分

については当然市の管理というふうなことで進

めていただきたいということですが、残る部分

につきましては、当然県有財産ということです

ので県が管理するというふうなことになります。

ただ、実際細かい部分についてはいろいろあり

ますので、基本的にはそれを前提としながら、

市と県、協議しながら、その建物及び用地の維

持管理については進めていきたいというふうに

考えております。 

  それから、借り受けの期間でございますが、

今御質問にもありましたように、県有地、なる

べく長く使ってもらいたいというふうな文言は

いただいておりますが、やはりその建物自体が、

耐震のほうはクリアしておるんですが、いわゆ

る利用可能な期間というふうなのがございます

が、これがおおむねあと10年から15年……15年

ぐらいかと思うんですが、そのぐらいまで期間

は見込まれるというふうな相手方の判断でござ

います。ですから、今回、平成25年度から改修

して、それ相当の期間と、いわゆる建物の使え

る期間は長期使用を前提に許可したいというふ

うなことでございます。ただ、事務的に目的外

使用という形になりますので、１年更新しなが

ら進めていくという条件ではございますが、

内々にはそういう利用可能な期間は貸し付けし

ますというふうなことで県のほうの了解並びに

知事の了解もいただいているというふうなとこ

ろでございます。 

  それから、定員に関しましては、現在、日新

の学童保育につきましては65名の定員になって

おります。あと２年後に小学校の高学年まで定

員をふやすというふうな、使用可能だというふ

うな形になるわけですが、現実に学童保育所に

つきましては75名の定員が一つの基準となって

おりまして、75名未満ということで補助の区分

が変わってまいります。基本的には75名以上の

施設になりますと補助が出ないという現在の国

の考え方になっておりまして、基本的に小さな

学童保育所を学区ごとにつくっていただくとい

うのが前提として進めているというふうな状況

でございます。ですから、市独自で定員を変え

るということは可能なんですが、これは補助の

関係もございまして、なるべく大きく使ってい

ただくというふうなことが前提ではございます

が、そういう要件も勘案して、定員の見直しに

ついては考えていきたいと思っております。以

上でございます。 

１８番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

山口吉靜委員長 森 儀一委員。 

１８番（森 儀一委員） 耐震のほうは調べてい

るということでございますが、以前、小嶋委員

でしたか、一般質問でですか、あの場所の質問

をやった場合は、もう老朽化してて、見込みは

ないような答弁をいただいたんですけれども、

この予算の中でその耐震のほうも含まれている

のですかということが１つ。 

  それから、３分の１をお借りして学童保育所

にして、あとの３分の２は県で管理するという

けれども、この大雪で、例えば雪なんか積もっ

た場合、それは、あなたのほうは屋根のほうは

半分ですから私のほうは半分ですとか言ってや

るんですか。関連して潰れたりなんかしたりす

ると大変でしょう。その辺どうなんですか。 

小野 享福祉事務所長 委員長、小野 享。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長小野 享君。 
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小野 享福祉事務所長 今、２点御質問いただき

ました。 

  耐震につきましては、既に県のほうで耐震化

基準をクリアしているというふうな状況でござ

いますので、今回の工事の中で耐震化工事を行

うというふうな予定はございません。全て改修

費ということでお考えいただきたいと思います。 

  それから、今おっしゃられました雪の問題と

か細かな維持管理につきましては、何分その貸

すというふうなところが決まったのが、年が明

けてぎりぎりというふうな状況もございまして、

やはりその細かい部分ということで先ほど申し

上げましたけれども、雪の対応とか、そういう

ふうな部分については、これから詰めるという

ふうな状況もございますので、もう少しお時間

をいただければというふうに思っております。 

１８番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

山口吉靜委員長 森 儀一委員。 

１８番（森 儀一委員） わかりました。 

  それで、学童保育所では、これは民間のほう

では６年生まで入所できると聞いておりますが、

これは本当ですかということが１つ。 

  それから、保護者から随分、せめて４年生ま

でということを大変言われているということも

お聞きしましたので、市独自ではできかねると

いうことでございますので、時期を待つという

ことですね。 

  そして、ちょっと先日、日新学区の学童保育

所に私ちょっと行く機会があって、行って見学

させていただきましたけれども、所長初め４名

の女性の職員で対応しているということでござ

いました。子供たちは48名ですか。元気に勉強

やら遊びやらしておりましたけれども、所長、

あの建物の雪を見たことありますか、ことしの

雪。あれ、私行ってびっくりしましたよ、あの

雪の積もっているところで。まだ１週間、10日

ぐらい前ですかな。それで、あそこで「この雪

は誰が管理しておろすんだ」って、「おろすよ

うにしてくれ」ということをお聞きしたところ、

「いや、実は福祉事務所のほうにお願いして、

そしておろしていただいている」と。ことしは

おろしましたか。 

小野 享福祉事務所長 委員長、小野 享。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長小野 享君。 

小野 享福祉事務所長 民間の学童保育所の入所

年限につきましては、現実的に施設者の判断で

既に６年生なり一定の高学年まで入所は可能に

なっておりますが、やはり小規模でございます

ので、人数的にはそれほどいないという状況か

と思われます。 

  あと、現行の日新学童保育所の雪おろしとい

うことでございますが、あの建物につきまして

は、基本的に雪おろしはいまだかつてしたこと

はございません。それに耐え得る施設というこ

とで今まで措置しておりますが、ただ、周りの、

いわゆる雪庇なり張り出した部分については適

宜取り除いておると、いわゆる安全確保を行っ

ておりますので、そういう対策は行っていると

いうことで御理解いただきたいと思います。 

１８番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

山口吉靜委員長 森 儀一委員。 

１８番（森 儀一委員） わかりました。 

  実は産業厚生常任委員会のほうで以前にあそ

こを見学することがございました。そのときに、

玄関から入って、ずっと向こうのほうに非常口

が取りつけてあって、これが大変、何かあった

場合、冬場なんかストーブを使うときに逃げ道

に大変これはいいなと思ってお話ししてきたと

ころでしたが、この雪でぴっちりと塞がって、

暗くなってるような程度でございました。屋根

の雪は、それは耐えるということでございます

が、非常口は全然開放できないような状態でご

ざいました。でも、要請してやるのか、それと

もこちらからやっぱり順次そういう連絡を取り

合って見てきていただいているのですか。その

辺、非常口対策というのはあれで大丈夫なのか。
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中には40名の子供たちが遊んでいるということ

でございますが、実は漏れも、あっちこっちか

ら漏ってくるということでございます。ことし

の雪は峠も越して、来年からは向こうのほうに

入るということでございますが、それは我慢す

ればできると思いますけれども、その辺ちょっ

と。 

小野 享福祉事務所長 委員長、小野 享。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長小野 享君。 

小野 享福祉事務所長 冬季の安全確保につきま

しては、除雪対策も含め非常口等の対応も含め

て施設管理者並びに児童支援室と連携をとりな

がら進めているところでございます。 

  ただ、非常に降雪量が多かったという状況も

ございまして、御指摘をいただくような状況で

あったかとは思います。今後、施設の管理者並

びに福祉事務所と連携をとりながら安全確保を

行っていきたい、新しい施設につきましても同

様の体制をとっていきたいと考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

１８番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

山口吉靜委員長 森 儀一委員。 

１８番（森 儀一委員） あの場所は大変日新学

区の方々も望んでいるというか、いいところだ

と言っておりますし、また、保護者のみならず

地域の皆さんもいいところにしてもらったなと

いう声が聞こえてきますので、どうかひとつ安

全を第一に考えて、そして、安心してお母さん

たちが働けるような、そんな施設に改修してい

っていただきたいなとこのように思います。よ

ろしくお願いします。 

  次に、これは９ページの新庄まつり100万人

誘客拡大事業でございますけれども、この中で、

商工観光課でございますけれども、（仮称）燦

踊祭ですか、新庄まつりの最終日に県外の優秀

な祭り団体を招聘し、地元の伝統の踊りを披露

していただいて、そして各団体の踊りパレード

を実施して祭りの交流を図られると、そういう

狙いだと思いますが、予定していた団体を見ま

すと140人ほどになると思われますが、お聞き

したいことは、まず１点は、この団体の方々は、

当日または前日に市内あるいは郡内などに宿泊

などの予定はあるのかということを１つお聞き

します。 

  それから、もう一つは、新庄市内の団体の皆

さんの踊りパレードなどへの参加の予定はある

のかないのかということの２点についてまずお

聞きします。 

田口富士雄商工観光課長 委員長、田口富士雄。 

山口吉靜委員長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 燦踊祭、具体的には、

盛岡のさんさ踊り、それから仙台のすずめ踊り、

そして高萩、これはよさこいソーランでござい

ます。それから沖縄エイサーですよね、これが

広域のほうでお呼びします。ちょうど今140人、

そのとおりでございますけれども、先ほどの３

団体に関しましては、その日においでいただい

て、その日に帰ると。こっちのほうからお迎え

に上がるわけですけれども、日程の関係で、そ

ういった形で。ですから、ちょうど26日、あと

祭りの10時から昼まで踊りを披露していただき

まして、それからその後、昼に交流をさせてい

ただくということで、今回は残念ながら宿泊と

いうところまでは至っておりません。 

  あともう一点、市内の踊り団体ということで

ございましたけれども、ずっと数年前まで踊り

パレードというのが初日、宵祭りの山車の行列

の前でやってございましたけれども、最近見か

けませんけれども、これは、その踊る主体の

方々がもう実際に構成できなくなってしまった

と、これは、参加団体の減、踊る方々の減でご

ざいますので大変寂しい思いをしておったんで

すけれども。例えば本年こんな形で踊りがきら

びやかにということで燦踊祭というような名前

をつけさせていただいたわけでありますけれど

も、そんな形で、盛り上げれば、また若い方々
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の間から、では私も私もということで踊りの輪

が出てくるのではないかなというような、ちょ

っと期待度もございます。以上でございます。 

１８番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

山口吉靜委員長 森 儀一委員。 

１８番（森 儀一委員） 本当に、盛り上がって、

大変大成功になっていただければよいなと思っ

ておるところでございます。 

  それから、新庄まつり、百年の大計の中で、

第３期計画、その中に新たな媒体による宣伝活

動なども検討すると盛り込まれておりますが、

米沢市などでは米織の着物姿で議会に出たり、

それからニット製品の盛んな山辺町では、町で

製造されたニット製品をまとって議会に出たり

しております。また、南陽市でも新酒やワイン

などを議場に飾って地元産をＰＲしているとい

うことを新聞やテレビなどに掲載されておりま

すが、我が新庄市でも、祭りの宣伝というか、

そういう活動の一環として、例えば祭りのはっ

ぴ姿で１日議会とか、それから議場にミニ山車

を飾って１日ぐらいはやるとか、そういうこと

も大事ではないかなと思われますけれども、新

庄まつり100万人誘客の拡大に一役買って議員

の意気込みなども態度であらわす、そんなこと

も大事かと思われますが、そういうことについ

て、どうお考えですか。 

田口富士雄商工観光課長 委員長、田口富士雄。 

山口吉靜委員長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 大変うれしい提案を頂

戴しました。新庄まつり100万人、昨年は52万

人でございましたけれども、平成32年までには

何とか100万人というのは４次の目標でござい

ますけれども、そのためにはまず周知の拡大、

そしてさまざまな実際の事業を起こすと。あと

は、中身の充実ということでしょうかね。です

から、周知の拡大というのは本当に大きな提案

だろうかと思います。 

  今、具体的な話がございましたけれども、ち

ょうどおととしから、議員の皆様方も本祭りの

ときに行列に参加していただきましたものです

から、あれが、もし議会ということを示すよう

な皆さんがはっぴであれば、なおさらアピール

効果は大きいのではないかなと。また、これが

議会においてもそんなことがなされれば、本年

からネットでのＰＲといいますか、お知らせな

んかもできるはずでございますから、効果は絶

大だろうというふうに思いますので、最大限の

期待を込めて御期待申し上げます。私は、次の

計画は無理でございますので、ネットでそれを

ぜひ拝見したいなと思うところでございます。 

１８番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

山口吉靜委員長 森 儀一委員。 

１８番（森 儀一委員） よろしくお願いします。 

  時間もちょっと迫ってきておりますので、ち

ょっと急いで、祭りのほうはこれで終わります。 

  次に、11ページでございます。これは、担当

は都市整備課でございますけれども、事業名が

道路新設改良事業の中ほどの、角沢松本線整備

事業です。角沢虫森から松本の中島地域間の道

路整備ということでございますが、これ起点と

終点はどの辺になるのかというのが１つ。 

  それから、また、総延長では何メートルぐら

いになるのかというのが２番目。 

  それから、平成25年から28年まで測量設計と

ございますが、実際に完成、そして供用できる

のは何年ぐらいがめどになるかということをひ

とつお願いします。 

星川俊也都市整備課長 委員長、星川俊也。 

山口吉靜委員長 都市整備課長星川俊也君。 

星川俊也都市整備課長 図面はあるんですけれど

も、起点・終点の地名と言われますとちょっと

あれなんですけれども。 

  要は、旧松本団地の脇に農道ございますよね。

そこをずっと行って、中島地内の市道にぶつけ

るというふうな路線でございます。 

  それから、総延長でございますけれども、総
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延長は510メーターでございます。 

  計画としましては25年から28年度までという

ことで、総事業費として概算で考えていますの

は１億1,000万円。25年度でいわゆる測量設計

を行いまして、その間に土地改良区等々といろ

いろな調整もございますけれども、26年度から

事業を始めまして、28年度までで終わらせたい

と。ですから、28年度もしくは29年度の頭ぐら

いで供用させたいというふうに考えております。 

１８番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

山口吉靜委員長 森 儀一委員。 

１８番（森 儀一委員） 私もこの道路について

は、以前から何回となく一般質問などで地域の

皆さんの声として要望やらお願いをしておりま

した。利便性はもちろんでございますが、先ほ

ど申しました旧松本団地をかすめる将来有望な、

そして重要な道路でございますので、いち早く

着工完成するようにお願いしたいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

  それから、13ページの教育総務課、旧角沢小

学校跡地活用事業でございます。これには角沢

小学校の跡地を活用して、地域住民の健康増進、

それから交流の場としての整備が目的だと言わ

れておりますけれども、852万2,500円ですか。

25年度はトイレ及び水屋等の整備と思いますけ

れども、解体実施の際のタイルですか、の撤去

がまだ済んでいないということで私、一般質問

したときに聞いておりますが、撤去作業の費用

などはこの予算の中に含まれているのか含まれ

ていないのか、まずそれをお聞きします。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 委員長、柿崎

憲一。 

山口吉靜委員長 教育次長兼教育総務課長柿崎憲

一君。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 撤去経費につ

きましては、この予算の中には含まれておりま

せん。別個に約400万ほど予算措置しておりま

す。 

１８番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

山口吉靜委員長 森 儀一委員。 

１８番（森 儀一委員） はい、わかりました。 

  公園的な整備の方向性を検討しているという

ことでございますが、本当に私としてもよかっ

たなと思っているところでございます。雪がち

らついて大変こう、春まだ遠いんですけれども、

自分のふるさとをちょっと自慢するのは何か笑

われるような気もしますが、あの場所は大変こ

う環境に恵まれているところでございまして、

本当に杢蔵山のやはり雪解け水が新田川を使っ

て流れてくるということで、その川から吹いて

くる風が夏には非常に涼しくて、そして安らぎ

の場所が大変跡地にはよいということでござい

まして、公園にはもってこいではないかなと、

このように思われます。 

  また、校庭から見る月山から葉山連峰ですね、

秋にはやっぱり夕日が沈むのが非常にいい、こ

うきれいな風景を醸し出してくださいますので、

これもまたいいところでございますし、また春

には桜の並木ですか、桜回廊も一望できるとい

うところがございます。そんなわけで、地域の

皆さんの健康増進や、それから安らぎの場ばか

りでなく、これは新庄市一円の人たちがやはり

あそこで戯れるような、そんな子供たちから大

人の、お年寄りまで戯れ、そしてあそこで健康

増進や、そういう集会、あるいは散策などでき

るような、そんな公園にぜひしていただきたい

と心からお願いいたしまして、私の質問を終わ

りたいと思います。 

山口吉靜委員長 ほかに質疑ありませんか。 

１０番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

山口吉靜委員長 小野周一委員。 

１０番（小野周一委員） それでは、３点ほどお

聞きします。 

  34ページの２款総務費の６の財産管理費、ネ

ットワーク構築機器等借上料の974万何がしと、

61ページ、第４款衛生費１項保健衛生費の６目
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の環境衛生費、公衆便所管理運営事業費2,790

万5,000円。最後に、85ページ、これは今回の

平成25年度の主要事業にも載っておりますけれ

ども、８款土木費６項雪対策費の２目の雪総合

対策費についてお聞きしたいと思います。 

  最初に、34ページのネットワーク構築機器等

借上料974万3,000円についてお聞きします。 

髙橋則雄財政課長 委員長、髙橋則雄。 

山口吉靜委員長 財政課長髙橋則雄君。 

髙橋則雄財政課長 ネットワーク構築機器等借上

料についてでございますけれども、その内訳で

ございますが、ネットワーク機器借り上げとい

うことで、これは電話交換関係の予算でござい

ます。これが619万5,420円ということで、役務

費になります。 

  それから、公舎借上料ということで３件ござ

いまして、電通に派遣している職員の借上料、

それからＡＬＴ２名おりますけれども、その公

舎・アパート代の借上料が132万円でございま

す。それから、もう一件は、公舎借上料という

ことで、副市長の宿舎ということで96万円、そ

れから情報通信関係の回線借上共架料というこ

とで、本合海にデジタルデバイドという形で整

備いたしました光ファイバーケーブルの借上料

でございますけれども、これについては、総合

政策課のほうに入っておりますので、この中に

は入っておりません。 

  以上がネットワーク構築機器等借上料でござ

います。 

１０番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

山口吉靜委員長 小野周一委員。 

１０番（小野周一委員） 実は、私聞きたかった

のは、ネットワーク機器借り上げとか情報回線

の光ケーブルですか、その類いのものではなく

て、この公舎管理規程によって何人の職員の

方々が借りておられるかなということを聞きた

かったわけなんですけれども、やはりこの公舎

賃料って調べても、どこに入っているかわから

なかったんです。ネットワーク何だかにまざっ

て新庄市の官舎的なものの借上料がそこに入っ

ていると。 

  値段がそんなに云々というんじゃなくて、や

はり改めて聞きますけれども、電通の方につい

ては１名ですね。次に、もう２人。あと副市長

さんとで、じゃあ４名ということですね。４名

が対象になっているということですが、公舎管

理規則による借上料によると。そうですね、４

名ですね。さっきしゃべったのは。 

髙橋則雄財政課長 委員長、髙橋則雄。 

山口吉靜委員長 財政課長髙橋則雄君。 

髙橋則雄財政課長 公舎借上料ということで予算

化しております人数は、電通派遣１名、それか

らＡＬＴ２名、あと副市長が１名ということで、

４名分になっております。 

１０番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

山口吉靜委員長 小野周一委員。 

１０番（小野周一委員） 管理規則によれば、５

分の１をその方々が負担をして、それ以外のも

のは役所で借上料として支払うと。それは大変

私はいいと思います。ただ、私が気になるのは、

今だって、副市長に私申し上げるんですけれど

も、副市長は山形からこちらに転任になって来

てるんですけれども、今まで下田地区にお住ま

いになっているわけですね。やはりこの新庄市

の危機管理をもう少し重要視したいということ

で、この庁舎内の近くにそういう住居、官舎を

持ち、住みたいということで予算に計上された

わけだと思うんですけれども、今後とも在任期

間中は、この管理規則をお使いになってやられ

るわけですね。 

野崎 勉総務課長 委員長、野崎 勉。 

山口吉靜委員長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 財産管理としての担当は財政

課でございますが、公舎に関しての運用につい

ては総務課と協議することで決まることになっ

てございますので、この件、私のほうから答弁
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させていただきますが、確かに副市長公舎につ

きましては今年度から予算化したものでござい

ます。小野委員おっしゃるとおり、今、危機管

理というふうな面もございます。もう一方では、

このような公舎制度があるということでござい

ますので、この公舎制度を粛々と運用してまい

りたいというふうに考えてございますので、予

算化した以上、任期中といいますか副市長がお

られる間、運用していきたいというふうに考え

てございます。 

１０番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

山口吉靜委員長 小野周一委員。 

１０番（小野周一委員） この危機管理のために

この庁舎の近くに官舎を位置づけしまして、十

分に危機管理その他にお働きになってほしいと

思いますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

  次に、61ページの４款衛生費１項保健衛生費

６目の環境衛生費の中の公衆便所管理運営事業

費2,790万5,000円についてお聞きします。 

山口吉靜委員長 ただいまから10分間休憩いたし

ます。 

 

     午後２時０３分 休憩 

     午後２時１３分 開議 

 

山口吉靜委員長 休憩を解いて再開いたします。 

坂本清一環境課長 委員長、坂本清一。 

山口吉靜委員長 環境課長坂本清一君。 

坂本清一環境課長 公衆便所管理運営事業費の御

質問でございます。予算書にございますとおり、

総額で2,799万5,000円でございます。そのうち

大きいのが、来年度、旧八向運動公園のほうに

公衆トイレを設置するというようなことで、測

量設計業務委託料86万5,000円、それから浄化

槽での公衆トイレを設置するということでの工

事請負費2,462万1,000円、あと施設管理業務委

託料というようなことで172万8,000円ございま

すけれども、既存の公衆トイレ７カ所と、新た

に設置する八向運動公園のところの公衆トイレ

を含めた施設の維持管理業務委託料172万8,000

円というような内容の予算でございます。 

１０番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

山口吉靜委員長 小野周一委員。 

１０番（小野周一委員） あれですか、課長、間

違って言っていたらすいませんけれども、あの

旧八向地区運動広場は普通財産ですよね、あそ

こね。それから、そこに公衆便所を設置すると

すれば、その公衆便所はそれから除外になって

行政財産になるわけですかね。違いますか。 

坂本清一環境課長 委員長、坂本清一。 

山口吉靜委員長 環境課長坂本清一君。 

坂本清一環境課長 普通財産そのままというよう

なことで……。 

１０番（小野周一委員） トイレですよ。 

坂本清一環境課長 土地そのものはなんですけれ

ども、トイレについては環境課の施設になるか

と思います。 

１０番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

山口吉靜委員長 小野周一委員。 

１０番（小野周一委員） では、最後までちょっ

と質問すると、私の聞き間違いかもしれません

けれども、施設管理業務委託料が172万何がし

なんですけれども、これはまとめて云々と言っ

たんですけれども、どこかの業者に、多分入札

するなり何かするとかって新たにどこか業者に

これするんですか。それとも市で単独でやるん

ですか、これ。管理委託料では違いますな。ど

こかの場所の公衆便所の同じ会社に委託するわ

けですか。 

坂本清一環境課長 委員長、坂本清一。 

山口吉靜委員長 環境課長坂本清一君。 

坂本清一環境課長 委託先でございますけれども、

既存の公衆便所については、本年度は、商店街

にあるものについては商店街あるいはシルバー

人材センターのほうに委託してやっております
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けれども、八向運動公園のほうの委託先につい

ては現在まだ決定しておりません。 

１０番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

山口吉靜委員長 小野周一委員。 

１０番（小野周一委員） どうしてこの質問をす

るかということは、やはりここの施設は本当に

利用者が多いわけですよね。何か話によると、

青森あたりからも野球しに来たり、あと天童、

東根あたりからも女性の方々がサッカーすると

かって、いろんな方々があそこを利用している

という形態があります。それは、去年から始ま

ったんではなくて、前々から始まって、しかし

やっぱり一番ネックなのは、特に、今なでしこ

ブームであって、女の人たちのトイレの使用が

大変だからって、松本とか福宮あたりまで、コ

ンビニまで行ってしてくるというケースが多々

あったそうです。それは新庄市内の方々でなく

て、ほかからあそこに来た父兄の方々が、そう

いう情報というのはやっぱりいろいろあるもの

ですから聞いてたんですけれども。実際にこの

2,700万をして公衆便所を設置するわけですけ

れども、この二、三年でどのくらいの利用団体

なり利用者を調べるというか調査してますか。

するに当たって。 

坂本清一環境課長 委員長、坂本清一。 

山口吉靜委員長 環境課長坂本清一君。 

坂本清一環境課長 利用者の観点でございますけ

れども、確かに、私、升形に住んでいるもんで

すから、土日になりますとかなりの応援の声が

聞かれます。利用しているのはサッカー、それ

から少年野球等々で利用者は多いと思いますけ

れども、ただ、実際の利用者数については把握

しておりません。 

１０番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

山口吉靜委員長 小野周一委員。 

１０番（小野周一委員） 私、最初に言ったのは、

やっぱり普通財産であるから、市民誰が使って

もいいんですけれども、やはりこのくらい、外

から見ても、やっぱり野球したり何々したり、

県外からも来てやってるわけですよね。もう二、

三年前からやってもらえれば、なおさらあそこ

の広場の利用価値というものが、本当に新庄市

以外のほうにも、いや、新庄市大したもんだな

という、そういう評価が出てきたところです。

今後とも恐らくサッカーばりでなくて野球関係、

あとほかの地区からも、あそこできたら恐らく

もっと何かしてほしいとか、そういう声があり

ましたら、やはり十分にそういう要請なりに応

えていって、お知らせをもちましてこの質問を

終わらせていただきたいと思います。 

  次に、85ページの、今年度の主要事業にも上

がっております雪総合対策事業についてお聞き

します。 

  まずもって、第２期の雪総合対策事業は、来

年１年、平成26年度で短期の計画が終わるわけ

なんですけれども、整備率というのはどのくら

いいってるんでしょうか。 

  といいますのは、この雪、特に流雪溝対策に

ついては、毎年市民アンケートを行っておりま

すよね。それによりますと、雪に対する思いと

いうものは市民が本当に強く望んでいるわけで

あります。そして、雪があればこそ、やはりそ

の害によりこの新庄市から離れていく住民が多

いというのも一つの原因となっています。この

雪対策に対する流雪溝対策は、やはり我々新庄

に住む人々の、まして行政の、ソーシャル事業

の最も優先順位の高い事業にしていかなければ

ならないと私は思うんですけれども、来年度で、

この流雪溝対策の平成16年度から始まりました

事業の最終が26年度でありますよね。来年度も

相当予算をつけてるんですけれども、来年度、

計画においての整備設計の整備率はどのくらい

になっておりますか。 

星川俊也都市整備課長 委員長、星川俊也。 

山口吉靜委員長 都市整備課長星川俊也君。 

星川俊也都市整備課長 流雪溝整備の現在の進捗
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状況という御質問でございますけれども、現在

につきましては、整備延長４万7,619メートル

ですから47.61キロメートルでございます。そ

れで、第２次雪対策につきましては、総延長に

つきましては91.91キロメートルを予定してお

りますので、単純に割り算しまして51.8％とい

うことでございます。短期計画としまして26年

度までで一応短期を設けておりまして、その中

で57.47キロメートルほどを予定していました

けれども、実際的には47.61と。来年度も施工

するわけですけれども、現在予定していますの

が500メーター程度なんで、そんなに計画どお

りいってないというのが現状でございます。 

１０番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

山口吉靜委員長 小野周一委員。 

１０番（小野周一委員） やっぱりそうですよね。

平成16年から始まって39年までで総延長で91キ

ロ910メーターですか、そのうちのやっぱり今

課長が言われたとおり51.8％しか、半分ちょっ

としか整備率がいってないわけですよね。16年

から割ってみますと、間違いなかったら、年間

大体410メーターぐらいしか流雪溝の整備なっ

てないわけですよね。でも、この流雪溝の整備

というのは、先ほども市民アンケートでもそう

なんですけれども、本当に皆さんが待ってるん

ですよね。流雪溝ばりでなくて、恐らく水源の

確保もあると思いますけれども、そこはやっぱ

り行政としては本当にこう優先順位の高い位置

に持ってやっていかなければ、いつになったら

できるんだろうって、そういう市民が、特に市

内にいる方は思っているんじゃないですか。ま

してことしも３年連続の豪雪です。これ何とか

優先順位を上げて、もっともっと早い整備率、

整備計画ですか、上げる必要は、方法はありま

せんか。恐らくトップの判断だと私は思うんで

すけれども、これは水の近くにいる人はいいで

すよ、流れるところは。もう平成16年度から、

その前からやってるんですよね。その前からや

ってるのは、もう壊れてきてるんですよ、完全

に。 

  また、新庄市のまちづくり、都市づくりの定

住対策の優先順位は何ですかと、だからやっぱ

り質問して聞くんですけれども、皆総花的な考

えでやってほしくはないなとつくづく思います。

やはり優先順位を設けていただきましてやって

ほしいなという思いがしますので、どうかこれ

からも雪に強いまちを目指してやってほしいと

思います。終わります。 

山口吉靜委員長 ほかに質疑ございませんか。 

５ 番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

山口吉靜委員長 石川正志委員。 

５ 番（石川正志委員） それでは、歳出に関し

て、私のほうからも５点ほど質問いたします。 

  初めに、予算書68ページ、６の１の農業振興

費に関してです。あとは予算書77ページ、７の

１の４企業誘致に関しまして。それから、予算

書80ページ、８の２の道路維持費の中から長寿

命化橋梁点検業務委託料。ただいま小野委員の

ほうからもございましたけれども、関連して、

85ページ、８の６の２雪対策総合政策費。あと

は、最後の質問ですが、これは予算書104ペー

ジ、10の４の２番、体育施設費の中から質問い

たします。 

  それでは、予算書68ページ、農業振興費の中

の担い手総合支援対策事業費の中で、活力ある

園芸、園チャレに関して、本定例会一般質問初

日において、これもまた関連した質疑がござい

ましたけれども、新庄市のかさ上げ部分という

ところで、予算書の中には851万3,000円とござ

いますが、そのうちの新庄市かさ上げ部分は幾

らなのかということをまず最初に教えていただ

きたいというふうに思います。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

山口吉靜委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 御質問の果樹園芸振興事業費

のうちの活力ある園芸産地創出支援事業につき
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まして、この中でのかさ上げ部分の総事業費と

しましては、末端事業費ベースで約1,700万円

ほどの事業を予定しております。 

  内容につきましては、ニラとかネギなどの栽

培管理用機械ということで、このうちのかさ上

げにつきましては、12分の１ということで、約

140万円ほどのかさ上げをお願いしてございま

す。 

５ 番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

山口吉靜委員長 石川正志委員。 

５ 番（石川正志委員） このかさ上げに関して

は、同僚議員のほうからもございましたけれど

も、非常に感謝申し上げていると、第一歩をよ

うやく越えてくださったなという思いで、非常

に感謝を持って考えてはおります。 

  そのほかに、ちょっと前後するんですが、こ

のたびはある程度作物数、例えば園芸品目に絞

った新庄市のかさ上げということでした。ちょ

っとこれは要望的な質問にもなりますけれども、

前ページの67番、創意工夫プロジェクト、いず

れにしろこの園チャレ等含め県単独で３分の１

を県が助成して、このたびは園芸に限って収支

が、今課長が言われたように12分の１出しても

らうと。そうすると、この大体件数、事業内容

によって異なるとは思いますけれども、これは

個人農業者に対してあれですか、それとも、例

えば農協と生産団体が申請したものにはこのた

びはこれ該当なるかどうか、お聞かせください。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

山口吉靜委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 67ページにございます農林水

産業創意工夫プロジェクト支援事業費補助金に

つきましては、これは事業主体、個々の農家も

対象となってございます。 

  その前に御説明いたしました活力ある園芸産

地創出支援事業につきましては、これはあくま

でも共同の組合、組織体、あるいはＪＡ等にな

ってございます。 

  なので、市としましてのかさ上げの要件とし

ましては、個人あるいは集団というふうな特定

は考えてはございませんが、昨年11月29日に新

庄市農業振興協議会、これはＪＡ土地改良区、

共済組合、農業委員会、あと私のほうと、そう

いった農業関係機関で構成しています協議会に

諮った結果、対象品目としましては、現在のと

ころ野菜につきましては振興作物としてネギ、

ニラ、アスパラガス、花卉につきましてはトル

コギキョウ、リンドウ、山菜につきましては、

ウルイ、タラノメ、ミツバ、フキノトウ、ワラ

ビ、果樹については黄桃、それから農産加工に

つきましては加工用機械ということで、基本的

にこれらの品目について振興を図っていこうと

いう考えでございます。あくまでも農業の産出

額を現時点よりも高めていくための直接栽培管

理に係る機械施設というふうな基準を考えてご

ざいます。 

  なので、創意工夫プロジェクトとなりますと、

例えば農地の流動化を進めるために15ヘクター

ル以上の農地を集約した場合に、将来15ヘクタ

ール以上の水稲を行っていくというふうな、そ

ういった意欲ある農業者に対してコンバインと

か堆肥などの助成もございますが、これはあく

までも農地が集約されるということで、新庄市

全体の農業生産額が上がるわけではないと。た

だ、生産コストとしては下げられることはある

んですが、産出総額としましては、それが増大

するというものではございませんので、そうい

ったものについては、かさ上げについては考え

たくないというふうなことでございます。あく

までも農業産出額を高めていくための絞った振

興品目、これらについてかさ上げをしていきた

いと。 

  ただし、やはり限られた財政でございますの

で、今回、25年度予算要求につきましては、こ

の園活の事業の中で、特に市町村がかさ上げす

るものについてはさらに県もかさ上げするとい
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うことで、基本的には３分の１の助成なんです

が、市町村がかさ上げした場合には、さらに県

が12分の１かさ上げしますよという部分につき

まして、新庄市については、まず第１番目とし

ましてこの部分についてかさ上げ助成をお願い

したいというふうな内容でございます。以上で

す。 

５ 番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

山口吉靜委員長 石川正志委員。 

５ 番（石川正志委員） 非常に詳しい説明をい

ただきまして、ありがとうございました。 

  とりあえず当初予算でまた先ほどの園チャレ

に話を戻しますと、見込みで1,700万とござい

ましたけれども、過去の事例、まだ23年度の決

算額もお済みでないのに申しわけないんですが、

恐らく当初予算の想定される額が1,700万であ

ると。そうすると、これから６月なり９月なり

の補正で事業費が膨らんでくる可能性があると

いう中で、例えば今現在把握している中で、こ

の事業の大体最終年度、来年の３月時点での予

想できる金額があれば教えていただきたいんで

すが。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

山口吉靜委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 25年度当初予算につきまして

は、５事業主体に対する事業でございます。24

年度の実績を拾い上げますと、大まかな事業費

ベースで3,200万円ほどになります。このベー

スで推移するとすれば、最終的には12分の１の

かさ上げとなりますので、市の持ち出しとして

は260万円ほどの予算ということで、当初は140

万ですので、約倍近い予算になっていくのかな

というふうな読みはしてございますが、ただ、

あくまでもこれは財政との協議をして許される

範囲ということでございますので、御承知おき

いただきたいと思います。以上です。 

５ 番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

山口吉靜委員長 石川正志委員。 

５ 番（石川正志委員） 先ほどの歳入の質問に

絡んでですね、楽観できる財政状態でもなくて、

市民ベースにおいてもちょっと向上がまだ見ら

れていないという中でこういう質問をすると、

財政課長の顔色がちょっと変わるかもしれませ

んけれども。 

  想定する中で、この園チャレで今年度やった

として260万と。260万の金額の多寡を問わせて

いただければ、私は、先ほど課長答弁にもござ

いましたけれども、新たな園芸あるいは加工ま

で取り組むことによって、新庄市の農業が持っ

ている生産額、産出額が上がるということは、

これは確実なわけでございますので、もう少し、

基幹産業が農業であるという観点を踏まえると、

ある程度ですね、10倍までとは言いませんが、

金額ベースで500から1,000万ぐらいこれは予算

化すべきではないのかなというふうに感じてお

りますけれども、課長、また同じ答弁になるか

もしれませんけれども、お聞かせいただけませ

んか。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

山口吉靜委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 金の多寡ではないというふう

に感じております。いかに一人でも多くの農業

者が、やはりその意欲を持って所得を上げてい

くんだというふうな、そういう機運が一番大事

かなと思います。そのための一つの策としてか

さ上げ補助ということであるかと思いますので、

市全体の農業産出額を高める上では、やはり土

地利用型農業に走る、向かっていく方もいるで

しょうし、施設園芸に向かっていく方もいるで

しょうし、助成金の多寡ではなくて、いろんな

多面的な面から審議しながら、できる範囲で農

業所得が高まるよう、農業が元気になるように

努力してまいりたいと思います。 

５ 番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

山口吉靜委員長 石川正志委員。 

５ 番（石川正志委員） あと、同じ項目の中で
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ございますが、青年就農給付金と。予算書の中

には開始型のみに予算化されておりますけれど

も、このたびの25年度の中で、若者園芸塾、２

名の方が参加される予定だと、勉強される予定

だとお伺いしました。その方々に準備型の部分、

年間120万がマックスだったと思うんですけれ

ども、それを活用させる考えはなかったのかど

うかお伺いします。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

山口吉靜委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 ただいまの青年就農給付金の

準備型についての質問でございますが、当新庄

市におきまして現在該当しているのは県立農業

大学校の施設のみということでございます。前

回もたしかお話ししたかと思うんですが、市長

が昨年、全国市長会のほうで要望して、勇気塾

がその準備型に該当ならないかというふうな協

議をした経過がございます。この件につきまし

ては、山形県がいわゆる勇気塾をそういう青年

就農のための育成の機関であるというふうな位

置づけになれば、それは該当しますよというよ

うなことでの協議は終わっているんですが、現

在、山形県におきましては、その農業大学校と

か山形県就農支援センター、ここだけではやは

り担い手を育成する機関としては数が少ないと

いうふうなことでもって、現在どういった条件

をクリアすればそういった準備型の施設になる

かというふうな要綱、要領を作成中というふう

に伺ってございます。当然そのできた要綱、要

領につきまして、その勇気塾が該当するように、

私どもも、いわゆる指導のカリキュラムである

とか年間のスケジュールをきちんとつくりなが

ら、希望があれば塾生が準備型に何とか該当で

きるようにしていきたいなと考えてございます。 

５ 番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

山口吉靜委員長 石川正志委員。 

５ 番（石川正志委員） 平成24年度の総合政策

課の企画政策室で行いました実施政策評価とい

うことで、今申し上げた担い手総合対策支援事

業、あるいは人・農地プランという中が優先順

位が非常に高いという事業です。ですから、新

庄市の農林課といたしましても、県との連絡、

もう少し強く言って、何とか新庄市の農業のた

めに努力していただきたいなというふうに思い

ます。 

  続きまして、予算書77ページ、商工費の中の

企業誘致ということで、今定例会に山尾市長の

ほうから行政報告がございました。工業団地に

運送会社の方が進出してくれたということで、

非常にありがたいということで捉えております。 

  企業誘致に関しては、本当に雇用の場創出と

いう観点から非常に優先順位の高い事業である

かというふうに認識しておりますが、総額で

264万円と。額が適正であるのかどうかと。私

はもう少し思い切った予算措置が必要なのかな

と存じますけれども、田口課長、いかがお考え

ですか。 

田口富士雄商工観光課長 委員長、田口富士雄。 

山口吉靜委員長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 昨年度、たしか一昨年

度も何かそのような旅費に関してもお話を頂戴

した記憶がございますけれども、23年度当初か

ら見ますと倍増、これでも倍増でございます。

特に旅費の増が多いのは大変ありがたいと思っ

ております。 

  また、今、石川委員おっしゃられましたよう

に、ここの協議会の予算も２つほど書いており

ます。そこら辺の予算もある意味では総合的に

活用できると。特にここの工業団地の企業誘致

促進協議会、これに関しましては、今年度事務

局を商工会議所から新庄市のほうに移したとい

うこともありまして、この辺の活用も十分含め

た形でやっていっておるし、また、組織という

ことでは金融専門の室が立ち上がっております

ので、そこの専門の職員も３名ほど実際に配置

されておるということで、環境的にはここ数年
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の場合から比べれば大分戦力が増してきたとい

うことが言えるかと思います。 

  また、経済状況からしましても、特に１年ぐ

らい前からは企業のさまざまな情報が飛び交っ

ておりまして、その現地の視察等々も多くなっ

ておりますし、また有効求人倍率に関しまして

も、この地域は昨年の夏以降はほとんど0.9前

後をキープしておりますので、そんなこともあ

る意味では追い風になっているのかなというこ

とでございます。 

  ただ、そうそう簡単には事はなし得るもので

はございませんので、これからも重点的に企業

立地及び既存企業の支援等々に関しましては力

を入れていきたいというふうに考えております。 

５ 番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

山口吉靜委員長 石川正志委員。 

５ 番（石川正志委員） ちょっと繰り返しにな

りますが、このたび運送会社さんが進出された

という背景を考えますと、これもまた山尾市長

の25年度の施政方針という中で道路インフラに

かかわる部分の説明がございました。つまり縦

のラインと横のラインの強化ということで、事

業促進のためにいろんな働きかけを行っていく

ということでございました。 

  新庄市は、歴史的に見ても、前までは交通の

要所であったと。前の場合は鉄道だったと思う

んですが、このたび東日本大震災を経験したこ

とによりまして、私どもの日本海側のほうの交

通網の高速化ということも国のほうで積極的に

考えていただけるようになりました。それを背

景に、縦のラインと横のラインを早期に機能強

化あるいは高速化にすることによって、我が地

域の持っている地域の特質上、例えば大きな企

業が進出ならなくても、ストックヤード的な物

流の拠点地域みたいな、そんな位置づけの企業

の進出がもう少ししやすくなるような環境がで

きてくるのかなという認識を私は持っているん

ですが、その辺はいかがですか。 

田口富士雄商工観光課長 委員長、田口富士雄。 

山口吉靜委員長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 今回の運送会社の進出

がまさにそのことをあらわしているのかなとい

うことを、改めてそのことを、優位性を再確認

した次第でございますけれども、中核工業団地

だけでも、運送業者だけでも数社あるというこ

とで、さらに１社これでふえたわけです。特に、

ですから委員おっしゃられるように、横、東西

のライン、この強化だろうというふうに強く思

っておりますし、また、地盤が安定していると

いうことからしますと、いわゆるデータセンタ

ーというような点もかなり有力かなと。これは

総務省のほうでも、つい最近なんですけれども、

地方分散という、こういう方針を出しておりま

すので、そこら辺のアプローチも、早速今週、

総務省のほうに参る予定でおりますけれども、

強めていきたいなというふうには考えておりま

す。 

５ 番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

山口吉靜委員長 石川正志委員。 

５ 番（石川正志委員） ありがとうございます。 

  続きまして、今度は都市整備のほうに行きま

す。予算書80ページ、８の２道路維持費の中で、

長寿命化と、施設の長寿命化ということだとは

思うんですが、橋の点検業務が予算上830万と

ございますが、市内にはたくさんあるとお伺い

しておりますけれども、今年度だけでは多分で

きないのかなということで、この事業の概要、

詳細をお伺いできればというふうに思います。 

星川俊也都市整備課長 委員長、星川俊也。 

山口吉靜委員長 都市整備課長星川俊也君。 

星川俊也都市整備課長 長寿命化事業につきまし

ては、いわゆる全国の橋が全て一斉につくられ

て老朽化していくと。そういう中で、いろんな

点検をしながら、ある程度補修をし続けて、そ

して長持ちさせると。今回、国におきましては、

この長寿命化の点検、点検に基づいたいわゆる
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修繕計画、それに基づいたものを補助対象とし

て扱いますよというふうな内容でもって、平成

22年度からこの点検業務につきましては行って

おります。 

  新庄市内には新庄市が管理する橋118橋あり

ます。そのうちの１橋が泉田橋でございます。

泉田橋につきましては、今後使わないという方

針なんで、117橋につきまして、22年度から24

年度で全て点検は終わると。25年度のこの長寿

命化の点検事業の内容につきましては、この３

年間の117橋の点検した結果に基づいて、いわ

ゆる５年程度の修繕計画、それを策定する業務

だと、それが800万だというふうな形で明記し

てございます。 

５ 番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

山口吉靜委員長 石川正志委員。 

５ 番（石川正志委員） 本当にインフラに関し

ては、長寿命化というよりも経過年数が大変過

ぎて、例えば橋でなくても、この前の高速道路

のトンネル事故というひどい事故もありました。

ですから、新しく新設というのはもう非常に難

しい時代であるという流れで、何とか修繕費と

いうことで、事業費も新設よりはかからないの

かなと思いますけれども、これは市民の安全・

安心につながるということですので、よろしく

お願いいたします。 

  次に、85ページの雪総合対策費ということで、

このたびも、これは主要事業にも載っておりま

したけれども、光熱水費ということで1,200万、

恐らく電気料かとは思うんですけれども、この

1,200万で該当する水のくみ上げる期間、これ

は大体何日分相当になりますか。 

星川俊也都市整備課長 委員長、星川俊也。 

山口吉靜委員長 都市整備課長星川俊也君。 

星川俊也都市整備課長 雪の降る状況とか、ある

いは水位、温度によって違いますけれども、今

年度につきましては、１月29日から２月28日ま

で、およそ30日間を予定しております。 

５ 番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

山口吉靜委員長 石川正志委員。 

５ 番（石川正志委員） 平成25年度は私も、こ

の３年大雪となりましたけれども、残念ながら、

余り降らないことを祈るしかないんですが、せ

っかく今大体、先ほどの質問にもございました、

流雪溝本体の整備の進捗率が昨年度よりも上が

ったと、進んでいると。あとは流す水の量。こ

れは水利権がそんなたやすくとれるものではな

いという流れであると思いますけれども、市民

の要望としては、ある程度、指首野川の日数が

下がれば、末端まで行く水量が少ないと、１回

空の水路に雪が入ってしまうと、再度流すに当

たっては当分時間が余計かかってしまうという

こともございますので、できるだけくみ上げる

期間の前倒しといいますか。本当に25年度は雪

が少ないことを祈りながら、これは要望でござ

います。 

  あと、ちょっと予算書のどこを見るかちょっ

とわからないんですが、これも市長の施政方針

の中でございました。雪にかかわりまして、各

流雪溝組合の育成というところがございまして、

その辺をどうやってやっていくのかと。 

  あと、もう一つなんですが、今の市道の除雪

体制。機械除雪100％でいけるところであれば

混乱はないんですが、例えばこれまでの消雪道

路、ことしも１月、２月、地下水が下がると出

づらいといったところで、それぞれの町内会ご

と、路線ごとの除雪の方針、それが市民にはま

だ十分に行き届いていないのかなということで、

本体整備では本当に非常にめちゃくちゃな時間

と予算がかかりますけれども、地域との触れ合

い、あるいは行政側からの市民への周知のよう

なことは、今の職員の中でも、冬期間は無理で

も夏の間にやれるというような感じでおります

けれども、もう少しきめの細かな行政側からの

働きかけが必要かと思いますが、課長、どのよ

うにお考えですか。 
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星川俊也都市整備課長 委員長、星川俊也。 

山口吉靜委員長 都市整備課長星川俊也君。 

星川俊也都市整備課長 まず、１点目のいわゆる

最上川からの取水なんですけれども、来年度か

ら32年ぐらいまでかかると思います。それで、

それが0.2トンということで、今0.6トンで更新

してますけれども、25年度で、もう0.2トンふ

やして0.8トンの更新で今、協議しているとい

うことでございます。 

  それから、取水期間ですけれども、やはり去

年の例もありますので、早い時期から雪が降る

ということで、12月の早い時期からということ

で改良区とも協議しましたけれども、いわゆる

改良区のほうでも機械のストックマネジメント、

そのものもやっておりまして、いわゆる完成検

査とか、そういうことに時間がかかるというこ

とで、やはり時期的にはお正月明けからしかで

きなくなったということもあります。 

  そんなところから、そういうふうな状況、条

件が許せば、やはり冬というのは恐らく、３年

連続と言いますけれども、ひょっとしたら来年

もということもあり得ますので、そういうふう

な状況に応じて、また関係機関と調整しながら

柔軟に考えていきたいと思います。多分それを

やれば、当然電気料も上がりますし、いろいろ

と上がるということもありますけれども、やは

り雪に対しては前向きに取り組んでいきたいと

思っております。 

  それから、流雪溝組合の育成ということでご

ざいますけれども、やはり現在、各町内あるい

は町内連携で流雪溝組合をつくっていただいて

おります。そういう中で、私ども担当としても

中に入っていろんな協議もさせてもらってます

けれども、実際的に今年度、ことしの冬の流雪

に関してどうこうするというやつが４組合ほど

あったということで、それ以外についてはまだ

まだ議論されていないということ、その裏返し

で言えば、もっともっと私どもが中に入ってい

く必要があるのかなというふうには思っており

ます。 

  その意味から、今委員がおっしゃられました

ように、いわゆる夏場から、やっぱりそういう

ふうないろんな流雪溝の周知、いわゆる流雪溝

がどういうふうに入っているのか、どこから水

が流れてくるのかと、やっぱり町内の皆さんが

理解してもらえれば、今よりはルールといいま

すか、そんなものを守ってもらえるのかなと。

そういうふうなところでの、いわゆる手法とい

いますか、そんなものを夏場ぐらいから使って

いきたいというふうに今、考えているところで

ございます。 

山口吉靜委員長 ほかに質疑ありませんか。 

６ 番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

山口吉靜委員長 佐藤義一委員。 

６ 番（佐藤義一委員） それでは、手短に３点

ほどお願いします。 

  最初ですね、57ページの民生費の中でですけ

れども、扶助費についてお尋ねいたします。 

  ２億9,900万、前年対比13％ほどの伸びを示

していますけれども、実は最初一般質問のとき

に農水省に行って勉強してきましたって、その

前に厚労省に行ってまいりまして、そこの保健

課の30歳のキャリアですね、30歳で課長補佐で

したので。彼女とも話をして、そのときに出た

話題なんですけれども、生活扶助費受給者の中

で医療費扶助、医療費が免除になっている方が

大変いらっしゃると。その人方の中には、数件

の通院、病院をかけ持ちしている人がいると。

要するに無料なわけですから。Ａ医院に行って、

それで無料だし暇だし、ということでＢ医院に

行くと。中にはＣ医院にも行く人もいると。そ

のＡ、Ｂ、Ｃの中で、大きい総合病院であれば、

どの薬をやってるかわかるんで危険性はないん

ですけれども、別々の病院なもんですから、危

険な薬の組み合わせも中にはあると。それが非

常に心配だという話があるんです。当新庄市の
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中でも、そういうかけ持ちをなさっている方は

いらっしゃらないかと思いますけれども、その

ようなチェックはどうなってますんでしょうか、

お尋ねします。 

小野 享福祉事務所長 委員長、小野 享。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長小野 享君。 

小野 享福祉事務所長 生活保護の医療扶助にお

けますチェックの内容でございますけれども、

今お話にありましたのが生活保護受給者の医療

機関を受ける際の重複受診並びに、それにかか

っている薬の適正な受診といいますか、診断を

受けているかどうかというふうなことでござい

ますが、新庄市におきましては、ほかの市町村

も同様なんですが、現在、医療専門員という形

で、医療扶助にかかわっての内容を精査する専

門員を配置しております。17年ぐらいたつかと

思いますが。この方の役割としては、医療券給

付が一つ大きな役割でございますけれども、そ

れにあわせてレセプト点検、それから重複受診

のチェック、それから診療内容が適切かどうか

というふうな判断をするという役割がございま

す。ですから、レセプトについては２カ月後に

戻ってくるという形になりますが、個々のレセ

プトを見ながら、同じ、狭い新庄市の中でござ

いますし、一人一人がどこの医療機関に、どう

いう形で、どういう病名でかかったかというの

が資料として出ますので、それを全てチェック

して、もし重複受診、今お話にあったような行

為があれば、すぐに適正化するというふうな対

応をとっております。ですから、現状におきま

して、重複受診については件数がないというふ

うな形になります。 

  それから、薬に関しましてですけれども、御

指摘のように、やはり組み合わせの関係で非常

に危険だというふうな状況もあるかと思われま

す。特に睡眠薬等については非常に危険だとい

うふうに言われておりますし、特に医療機関が

かわってしまいますと、先生方の情報交換がな

ければわからないというふうなことがございま

す。 

  ですから、２カ月おくれということはござい

ますが、レセプトの中にも調剤券が当然出てま

いりますので、そういう薬物関係に注意しなが

ら、危険があれば適正に指導、これはケースワ

ーカーが行うわけですけれども、そういう指導

を現在行っているという状況でございます。以

上です。 

６ 番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

山口吉靜委員長 佐藤義一委員。 

６ 番（佐藤義一委員） 所長のお答えのとおり

で、一番心配されるのはその睡眠薬投与、要す

るに鎮痛剤、トランキライザーもそうですけれ

ども、そういうのをＡ医院で出していると。Ｂ

医院に行ったら、「先生、私眠れなくて」って

言って「少し睡眠導入剤やりましょうね」って

いうときに、Ａ医院からもらっているとダブっ

てしまうと。死としては至らないかもしれませ

んけれども、危険な状態になるということで、

非常に心配な部分がありますので、今、所長の

お答えのように専門員がいるということで、２

カ月おくれのレセプトであるけれども、それは

チェックはされているということで、大変安心

しました。以後もお気をつけていただきたいと

思います。 

  ただ、それに関してちょっとあれですけれど

も、その扶助費の中で生活扶助費と医療扶助費

が２億3,000万、もう約９割近い数字で出てる

わけです。それで、大変いい話ばかり聞かない

もんですから、扶助費の世帯の中では。それで、

あえて嫌らしい質問をいたしますけれども、生

活扶助をいただいている世代、年代別の世帯数

というのは大体把握できますでしょうか。 

小野 享福祉事務所長 委員長、小野 享。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長小野 享君。 

小野 享福祉事務所長 世帯数、年代別のという

ことでございますが、人員でお答えいたします
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と、現在の段階、きょうの段階で申しわけない

んですが、269名の生活保護の受給者がいらっ

しゃいます。大枠に分けますと、19歳未満の方

が32名、それから20歳から49歳、いわゆる稼働

世代になりますが、この方々が37名、50歳から

64歳、65歳未満という形で、ちょっと高年齢の

方になりますが、この方々が78人、そしていわ

ゆる高齢者という形の65歳以上になりますと

122名いらっしゃいます。ですから、逆になり

ますが、65歳以上の方々は45％を占めておりま

すし、50歳から64歳の方ですと29％、20歳から

49歳の方ですと13％、20歳未満、19歳以下の方

ですと12％ということで、生活保護の受給世代

の中も非常に高齢化といいますか、高齢の状況

だというふうなことでございます。 

６ 番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

山口吉靜委員長 佐藤義一委員。 

６ 番（佐藤義一委員） びっくりするような話

ばっかりで、さっき佐藤委員が質問されたとき

に、隣の石川委員と私ここでしゃべってたんで

すけれども、一般的に子供２人の世帯の中では

大体扶養手当が十五､六万円だと。もっともっ

と少ないところで暮らしている人はいっぱいい

るわけです、働きながら。「十五､六万あれば俺

ら食っていけるよな」って石川委員としゃべっ

たんですけれども。 

  そういうことを頭に入れまして、その受給者

の中から過去に、近年、ここ二、三年でもいい

です、言葉は悪いですけれども、脱却されて、

自立された方というのはどのぐらいいらっしゃ

いますでしょうか。あるいは、生活扶助を受け

られることによって就労意欲がなくなると、別

に何もしなくたって十五､六万入ってくるんだ

から、もう就職なんか今さらして朝から晩まで

働くのはもう嫌だという方はいらっしゃらない

かとは思いますけれども、中には俺みたいなや

つがいるかもしれません。ですから、その脱却

された方、脱却という言葉が悪いか別にしても、

そこから抜けられた方、あるいはそこからその

人方を減らそうと、自分で就労しましょうとい

う努力を市でやってらっしゃるのか、その２点

あわせてお尋ねいたします。 

小野 享福祉事務所長 委員長、小野 享。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長小野 享君。 

小野 享福祉事務所長 いわゆる生活保護から廃

止もしくは辞退というケースに関しての御質問

ということなんですが、生活保護に関しまして

は、施設に入って廃止するというケースもござ

いますし、いろいろございますので、ちょっと

脱却という表現が適当かどうかわかりませんが、

就労に結びついて、本人が辞退届を出して、そ

の生活保護をいわゆる脱却という表現を使って

適当かどうかわかりませんが、ことし５件ござ

いました。この方も本来は生活保護という形に

なるんですが、就労に結びついたということで、

自分で頑張りたいということで辞退届をいただ

いて、生活保護は廃止するというふうな形にな

りますが、そういうケースは実際ございます。 

  あと、普通どおり要否判定を行って廃止する

ケースもございますので、年間出入りで30件ぐ

らい廃止したり新規でふえたりというケースが

現在続いておりますが、最近はなかなか、先ほ

ど申しました世帯状況もございまして、高齢者

で生活保護を受給するということになりますと、

なかなか抜け出せないというふうなことがござ

いますので、なかなか厳しいのかなというふう

に思っております。以上です。 

６ 番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

山口吉靜委員長 佐藤義一委員。 

６ 番（佐藤義一委員） 大変詳しく説明いただ

きましてありがとうございました。 

  ただ、これ、後であえてお尋ねしますけれど

も、19歳という形の中でもいらっしゃるという

のはちょっと驚きましたけれども、後で詳しく、

課長にお尋ねいたします。 

  続きまして、90ページの教育総務費の中の通
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学バス運行業務委託料200万2,000円、通学手段

確保対策事業費の中で1,651万円、その中の通

学バス運行業務委託料ですけれども、これらに

ついての内訳を教えていただけませんでしょう

か。 

山口吉靜委員長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午後３時０８分 休憩 

     午後３時１８分 開議 

 

山口吉靜委員長 休憩を解いて再開いたします。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 委員長、柿崎

憲一。 

山口吉靜委員長 教育次長兼教育総務課長柿崎憲

一君。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 御質問のあり

ました通学手段確保対策事業費のうちの通学バ

ス運行業務委託料200万2,000円でございますけ

れども、これにつきましては、スクールバスの

うち前波・福宮地区を走ります６号車、こちら

のほうの民間バス運行事業者への委託料でござ

います。 

  内容的には、スクールバスでございますので、

約210日程度の運行回数ということになります。

以上でございます。 

６ 番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

山口吉靜委員長 佐藤義一委員。 

６ 番（佐藤義一委員） 今、お聞きしました前

波から運ぶ民間業務委託。それで、民間委託で

ないスクールバスは今、何台御所有ですか。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 委員長、柿崎

憲一。 

山口吉靜委員長 教育次長兼教育総務課長柿崎憲

一君。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 そのほか、５

台、ここの予算の中に日々雇用職員賃金がござ

いますけれども、こちらで直接雇用している運

転手が運行するものが５台ございます。 

  あと、いわゆる古くなって買いかえまして、

現在進めております耐震化工事、こちらのほう

の児童生徒の送迎のために使っております旧ス

クールバス、これが２台ございます。以上でご

ざいます。 

６ 番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

山口吉靜委員長 佐藤義一委員。 

６ 番（佐藤義一委員） 前日の一般質問の中で

もスクールバスのほかに耐震化工事による子供

たちの体育館等への送迎で使っていますという

ことで理解させていただきましたけれども、う

まく活用すると、体育館に通う授業というのは

朝の８時、７時ってないわけですから、それら

をうまく使えば、さきに話をさせていただきま

した朝だけでも延長して子供たちの通学に使え

るのではないかということで、何台御所有かお

尋ねしたんですけれども。 

  要するに、今統合した山屋小学校の子供たち

とか、そういうのは使っているわけですね、ス

クールバス。あと、柏木山とか使ってる。今、

２台を耐震化に伴う使用をしていると。これを

うまく使って、１年でも早く親の不安、子供た

ちの不安を解消していただきたいと思います。

これは要望としてお伝えしますので、よろしく

お願いします。 

  最後になりますけれども、86ページの８款土

木費の雪対策費の中の生活道路排雪事業費補助

金が100万というふうにございますけれども、

これは、２月の末ぐらいでしたか、ある集落の

方から「うちのところは生活道路で、除雪をお

願いしているけれども」と。私も行って見てき

ましたけれども、市道に隣接していると、こう

ぶつかってる。戸数は１軒、２軒、３軒、４軒

だけ。そこで、生活道路ということで除雪をし

てもらうのだけれども、「来るのが遅い」と。

「それはしようがないんだ」と話しました。

「通学路あるいは幹線道路を優先するわけだか

ら、そこはまず同じ市民としてもなるんだけれ
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ども、やっぱり行政は優先順位を持ってるんだ

から」という話を差し上げましたところ、子供

たち、一丁前の子供だけど、通勤しなきゃなら

ないと。そうすると、農家なもんですからバケ

ットでそこを全部排雪するんだと、自分たちで、

どうしようもないから。来ないから。それで車

で出ていくんだと。その排雪全部終わった後に

業者の車が来て除雪していくと。「それでは何

もならないべ」と、「その業者に、おまえら市

役所で金払ってるんだべや」という話になった

んです。確かにそうですということで。「それ

は無駄じゃないか」ということで、それでもう

一回、そこは条件が悪いんですけれども、ちょ

っと高見の家で下が田んぼになってるんですけ

れども、そこにハウスがあるわけですよ。その

業者は一切そういうこと関係ないもんですから、

どうっと押してきて、「ハウスの中も少し見て

みろ」って言われて、もう少しでハウス潰れる

寸前なんですよ。「ここは俺たち知ってるわけ

だから、ここの除雪を俺たちにさせてもらえな

いか」という話なんです。それで、その業者の

ような何万円とは言わないけども、適正価格で

したいし、あるいは燃料代だけの助成だけでも

いいと。そういうふうにしてもらえれば、自分

たちで、４軒だけですから、皆さん４軒とも同

じ農家ですので、持ってるんですよ、バケット

をトラクターにつけて。それで排雪するから、

「そういうふうな制度は考えられないのか」と

いう話があったので、お尋ねいたします。 

星川俊也都市整備課長 委員長、星川俊也。 

山口吉靜委員長 都市整備課長星川俊也君。 

星川俊也都市整備課長 雪対策事業にはいろんな

メニューがございます。特に生活道路等の除雪、

それをみずからその地域の人方がしますよと。

そういった場合につきましては雪に強いまちづ

くり支援事業というのがございます。その内容

としましては、１メートル当たり200円で５万

円を限度としてということで、みずからが除雪

するという内容でございます。 

  現在この制度を使っている地域が１カ所ござ

います。ですから、審議評価委員からも言われ

たわけですけれども、いわゆる市役所の、こう

いうふうないろんなメニュー、それが余り市民

に周知されてないんじゃないかというところが

やっぱり一つの一番大きな原因だと思います。 

  ですから、今年度も雪の特集ということで広

報も組みまして、こういうふうな内容もお知ら

せしているところですけれども、できるだけこ

ういうふうな内容を皆様にお知らせして、その

地域の実情に合った形のものが、地域でメニュ

ーが選択できるようにしていきたいというふう

に思います。 

６ 番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

山口吉靜委員長 佐藤義一委員。 

６ 番（佐藤義一委員） 早速今の課長のお話を

議会終わったらつなぎたいと思いますので、あ

えてもう一度お尋ねします。 

  その５万円というのは、１シーズン５万円と

いうことでよろしいでしょうか。 

星川俊也都市整備課長 委員長、星川俊也。 

山口吉靜委員長 都市整備課長星川俊也君。 

星川俊也都市整備課長 はい、１シーズンで５万

円です。 

６ 番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

山口吉靜委員長 佐藤義一委員。 

６ 番（佐藤義一委員） ３年越しの大雪の中で、

やっぱり市民も当然どうやったら暮らしがよく

なるのかということを考えるわけです。さっき

課長から、私も今、課長から初めて教えられて、

初めて知ったんですけれども、そういうさまざ

まなメニューがあるということであれば、やっ

ぱりそういうメニューもお知らせしたほうがい

いんじゃないかと思います。やっぱり我々は機

械持ってないですけれども、恐らくそこだけで

ないと思いますよ。自分たちで排雪してると、

あるいはラッセル持って飛ばしてるとか、結構
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集落あると思うんです。そういう人方はやむを

得ないと思って諦めてそれもやってる方もいら

っしゃるかもしれませんので、そういう制度が

あるんだと、助成する制度がありますよという

ことを知らせてくれたら、かえって業者よりは

安上がりになると私は思いますので、市民と行

政と一緒になって雪を克服してるんだという、

そういう信頼感も生まれると思いますので、よ

ろしくお取り計らいいただきたいと思います。 

  以上で終わります。ありがとうございました。 

山口吉靜委員長 ほかに質疑ございませんか。 

１５番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

山口吉靜委員長 新田道尋委員。 

１５番（新田道尋委員） まず初めに、36ページ

の２款１項７目にあります地域づくり支援事業

費ですけれども、2,318万9,000円のその下は、

６万円というのはこれは委員の報酬ですね。謝

金というのは、これは区長の謝金ですか、手当。

ただ謝金っていってもわからないんですけれど

も。これを教えてください。 

荒川正一総合政策課長 委員長、荒川正一。 

山口吉靜委員長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 お答えします。 

  謝金は1,397万円ということでございますが、

大きく分けまして２つございます。１つは、委

員おっしゃったとおりの区長手当というふうな

ことで、1,389万円。あと残り８万円につきま

しては、主要事業のほうにも上がっております

が、地域づくり新事業の中の地域リーダー講座、

こちらの講師謝金というようなことの８万円と

いうことでございます。 

１５番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

山口吉靜委員長 新田道尋委員。 

１５番（新田道尋委員） ２つまざってるという

ことだな。本来だば、これやってるほうは、執

行部の皆さんは皆わかっててやってるからそう

いう答えも出てくるんですけれども、我々、こ

の謝金なんて言われても、誰にやる謝金かなと

いうふうになってくるんですね。前にも申し上

げたとおり、もう少し何かわかりやすいように、

この備考の説明の欄にやっていただけないのか

なと思うんですよ。 

  ここだけちょっと抽出して言ったんですけれ

ども、ずっとこれ予算書を見ると、そういうと

ろがいっぱいあるんですね、一々聞かないとわ

からない、理解できないというのが。いろんな

字句の理解できないようなもの、さっきもあっ

たんですが、その中にいろんなものが包括され

ているというふうなことで、非常に我々がもう

やりにくいんですね。理解できなくなってくる

んですね。それはそれとして、なるべくならば

わかりやすいように、今、一々説明を求められ

なくとも理解できるような何か説明欄の記載と

いうものを考慮していただければありがたいと

いうふうに思います。 

  それで、地域づくりの支援ですけれども、主

要事業の中の２ページにございますね。ミック

スして計上したということですが、地域づくり

の交付金というのはどういうふうな内容ですか。

64万円ですね。 

荒川正一総合政策課長 委員長、荒川正一。 

山口吉靜委員長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 主要事業の中にも合計で

1,319万円、地域づくり支援事業というふうに

させてもらっています。その三本立てのうちの

１つが、今おっしゃられた地域づくり交付金と

いうふうなことで64万円。地域づくり支援事業

の中の新しい部分というようなことでございま

すが、地域の中でやはり、区長を初め町内会役

員の方々がこのごろ高齢化になってきて、さま

ざまな活動に支障を来しておる。この地域活動

の中で非常に大きな役割を果たしているという

ようなことで、地域リーダーをもう少しお互い

に勉強し合いながら高めていかなきゃいけない

というようなことも……。 

  すいません。事務費合計131万9,000円です。
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すいません。間違えましたが、その中で地域づ

くり交付金64万円というようなことで、このリ

ーダーを育成していくとともに、地域の中でさ

まざまな課題を整理していただいて、その中で

新たな課題を乗り越えていくための方策を見つ

けていただくというようなことでございまして、

その中で、最初のその課題の整理をするための

支援を行う、これが地域づくり支援モデル事業

の47万3,000円でございますが、それを踏んで、

次の解消を具体的に進めていく場合に、さまざ

まな形で必要とされる費用が出てきた場合、認

められる範囲内の中でこれを交付金という形で

交付差し上げて、課題解決に向けた動きを促進

することができるようにというようなことの趣

旨でございます。 

１５番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

山口吉靜委員長 新田道尋委員。 

１５番（新田道尋委員） 中身については、ここ

に内容として書いてあるように、第１の段階で、

まず地域の人が、「全世帯」と書いてあります

ので、皆さんが集まっていろんなことを、話し

合いの中で決まったことを、第２の段階でそれ

を具体化したものに対する交付金が64万ですよ

と、こういうことですね。そうじゃないですか。

これが１年のうちに皆こなすことができるんで

すかね。ちょっと私は不安なところがあるんで。

初年度にそういうものをつくって次年度に交付

するというのだったらば、ある程度期間がある

からできるんじゃないかなというような気がす

るんですけれども、１年のうちにこの事業が完

成できるかとか、その辺ちょっと不安なところ

があるんです。 

  それはいいとして、地域づくりでございます

が、その中で、49ページに敬老会という事業が

ありますね。それから、その後に老人クラブの

活動助成事業費補助というふうな予算が載って

ますが、この地域づくりの一環に老人クラブの

活動も当然入ってくるわけですよ。今現状を見

てみますと、私のところなんかは老人クラブを

解散したところが多いんですね。なぜこれ解散

したかとなっていきますと、この補助金をなく

したんですよね。それで、活動しなくなった。

できないじゃなくて、しなくなったんです。活

動助成が、まだ来年度は98万4,000円というふ

うに載っていますが、ほとんどないに等しい。

ぐっと下げて今、１つのクラブにどのぐらいで

すか、二、三万ですか、ちょっとわからないん

ですが、もう少し昔はあったんですよね、もと

はね。財政再建ということで、あらゆる補助金

をカットしていった、それをまだ全然もとに戻

してないんですよ、どの補助も。 

  ですから、これからまちづくりが重要である

というようなことであれば、この辺も検討して

やらないと、地域のコミュニティー、市長が施

政方針で打ち出しましたこのコミュニティーが、

周囲のコミュニティーね、つながりというのが

生まれてこないということになるんで、この地

域づくり支援事業もおのずと影が薄くなってく

る可能性がある。みんな地域の人が集まるとい

うふうなくせが消えていってるんですね。組織

もみんな解体して、なくなって。青年団、婦人

会、そういう昔あったものがほとんど地域には

もう存在しなくなっている。だから、この地域

づくりというのは、もう一回やっぱりフォロー

すべきだというのが考えだと思ってこの地域づ

くり事業というのを出したんだと私は思ってる

んです。私は賛成ですけどもね。 

  ですから、一部だけでなくて、こういうもの

をやっていかないと、老若男女みんながやっぱ

り集会できて、いろんなものを提案していく形

をとっていかないと、地域づくりがこのまま言

葉のとおり希薄になって崩壊していくというふ

うになるんじゃないかなというふうに思うんで、

今後こういうふうな、特に老人クラブの活動費

助成というものをどういうふうに考えていらっ

しゃるか。 
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小野 享福祉事務所長 委員長、小野 享。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長小野 享君。 

小野 享福祉事務所長 地域づくりに関連して、

老人クラブの活動費の助成に関しての御質問を

いただいておりますが、現行の助成の方式とし

ましては、クラブ単位として1,750円の十二月

分、先ほど委員がおっしゃられた大体２万円程

度ということになるかと思います。あとは、会

員割ということで、１人40円にしかなりません

けれども、その部分を交付しているというふう

な状況もございます。 

  ただ、全体的な助成の金額としては、老人ク

ラブのそのクラブ数がまず減ってきていると。

さらに、構成率も、65歳以上に占める老人クラ

ブに加入されている方々のいわゆる構成率につ

きましては、新庄市は残念ながら下のほうから

数えたほうが早いという、十何％の状況なもん

ですから。そういう部分で老人クラブの活動全

体が非常に厳しいというふうに言われていると

いう状況がございます。老人クラブ自体の中で

も、会員拡大、それから先ほどおっしゃったよ

うな地域に向けての老人クラブの活動づくりと

いうふうなことはいろいろお話、検討されてい

る状況ではございますけれども、なかなか実を

結んでいかないというふうな状況にはあるよう

です。 

  ただ、やはり我々としても、その老人クラブ

の活動につきましては、地域づくりという観点

もございますし、かねてから言われております

健康づくりという面では非常に大きな役割を果

たしていただいております。健康教室、それか

ら運動も含めてみんなで集まっていろいろ活動

していただきながら、健康に留意した生活を送

る取り組みを行っていただけるクラブがほとん

どでございます。 

  ですから、我々としても老人クラブの範囲を

広げていくというふうな建前からは、その活動

費のあり方についてはいま少し再検討すべきで

はないかなというふうには思っておりますが、

やはり何分その全体的な財政のバランスもござ

いますので、それらも勘案しながら、いわゆる

地域づくり、健康づくりにつながるような活動

を応援する体制をつくっていきたいというふう

には考えております。以上です。 

１５番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

山口吉靜委員長 新田道尋委員。 

１５番（新田道尋委員） 同じようなことをいつ

も何回も何回も申し上げているようなんですが、

私の持論でなくて、やはりいつどんな場合でも、

いろんな面から聞いても、情報として上がって

くるのは、今所長が何か濁されましたように、

高齢化時代をどうやって乗り切っていくかとな

れば、とにかくうちに引きこもるような状態を

なくすよというふうなことを努力していかない

と、荷物になるんですね、重荷になる。高齢化

というのは、やっぱり荷物の部分が高齢化にな

ってくるんですね。これが元気な老人であれば

高齢化と言わなくてもいいはずなんですよ。そ

うすると少子化のほうにもつながっていくわけ

なんですが。結局重いから高齢化がクローズア

ップされたというふうなことになってくるんじ

ゃないかなと私はいつも思ってるんですよ。 

  ですから、地域づくりも、やはりそういうも

のを活性化することによって、動きやすいよう

にある程度の資金は出すべきだと私は思うんだ

よ。２万円っていうと、ないよりもましだって

いうふな金額ですね、１年間ですから。もっと

あったんですよね。私がするには10万ちょっと

あったんじゃなかったかなと思うんです、聞い

た話ではね。そうすると、それをもとにしてみ

んなが出し合って、１年間集まってきて、いろ

いろなことをしゃべって、また行動もして、あ

るときには社会奉仕の日とかっていう旗をつく

って、そっちの掃除したりなんだりして、花見

をやったり、秋には芋煮会をやったして、老人

クラブというのはずっと続かってきたんですよ。
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それが、市のほうで補助を減額したために解散

したと私は捉えているんですよ。マイナスのこ

とをやってるんですね。 

  だから、出すことによって何かプラスが大き

く、要するに費用対効果があらわれてくるよう

であれば、減らすんでなくて、ふやしたほうが

もっともっと得な面が出てくる。得っていいま

すか、財政的にいい面が私はあらわれてくるん

でないかというふうにいつも思っているわけで

すね。 

  ですから、今後はどういうふうな方向でする

かね、その地域づくりということでやっていく

とすれば、そんなことも十分に考慮に入れなが

ら対応をこれから検討していくべきだというふ

うに思うわけであります。 

  その次、ついでに、今所長がおっしゃいまし

たんで、福祉のことに対して続けて、49ページ

ですね。49ページの特別養護老人ホーム建設整

備費。ちょっと聞き漏らしたようで、この内容

をちょっと教えてください。 

小野 享福祉事務所長 委員長、小野 享。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長小野 享君。 

小野 享福祉事務所長 予算書の49ページ、特別

養護老人ホーム建設整備費補助金について御説

明申し上げますが、この補助金に関しては、平

成15年に建設しました、新庄かつろく会が建設

した、かつろくの里に関しての特別養護老人ホ

ーム、附属するデイサービスセンター、それか

ら介護支援センター、これら建設時のいわゆる

借入金について、当時協定を結びまして、その

元利償還金のうち当該法人の負担となる額を補

助金として毎年支出しているわけでございます。 

  この補助金につきましては、平成15年から35

年までということで、債務負担行為として毎年

議決をいただいておりますが、当時の建設費に

係る償還金を現在補助していると、元利償還金

のうち当該法人の負担となる分ということで御

理解いただきたいんですが、こういう補助金の

内容でございます。以上です。 

１５番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

山口吉靜委員長 新田道尋委員。 

１５番（新田道尋委員） では、次に、51ページ

の３款１項６目の老人福祉施設費の説明の中に

工事請負費3,573万1,000円、これについて内容

をお知らせください。 

信夫友子神室荘長 委員長、信夫友子。 

山口吉靜委員長 神室荘長信夫友子君。 

信夫友子神室荘長 21年度から改修工事が入って

いるんですけれども、その25年度分として管理

棟の中の集会室、静養室、医務室、食堂の改修

工事、それとあわせて玄関の工事費、請負費に

なります。 

１５番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

山口吉靜委員長 新田道尋委員。 

１５番（新田道尋委員） 連続して次に、これは

改修しているというのは理解できるんですが、

以前にはこの神室荘は別のところに移転して新

築するんだというふうな話があったわけですね。

今現在はその構想は消えたわけですね、改修を

ずっと続けてるということはね。市の方針を聞

かせてください。 

信夫友子神室荘長 委員長、信夫友子。 

山口吉靜委員長 神室荘長信夫友子君。 

信夫友子神室荘長 21年度からの延命措置という

か、大規模改修によって現施設を延命させると

いう議会の御理解をいただきまして、これから

26年度まで改修工事が続くわけですけれども、

立地場所、今の現施設を利用して、この施設が

まだ約20年ぐらいはもつんじゃないかという耐

用年数がありますものですから、そこを利用し

て、一番問題になっていた今までの改修につい

ての問題を解決したという時期になりますので、

これを受けて今後これから、前に委託という話

もありましたので、その検討に入っていく時期

ではないかなと思っているところです。 

  それで、この委託についても、やはり十分な
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時間をかけて、利用者にとって一番いい方法と

いうところを検討するべきではないかなと思い

ますので、来年度に向けては、内部での十分な

検討をする必要があるんだということを引き継

いでいきたいと思っているところです。 

１５番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

山口吉靜委員長 新田道尋委員。 

１５番（新田道尋委員） かなり古い話で、もう

記憶が薄れてきてるんですが、当初は移転新築

で委託というふうな、全て一本化にするという

ふうなことであったんですが、今の荘長の話を

聞きますと、修理をやって委託をこれから検討

していくということが今話し合われているとい

うことですね。そうすると、移転というのは、

もう消えたわけですね、完全に。移転新築が消

えた、ただ委託だけが残ると、こういうことで

よろしいですね。 

  次に、また福祉に戻りますが、53ページの３

款２項１目の第３子以降児童の保育料の免除事

業ということで864万、この主要事業のほうに

載っていますが、対象児童ということ、９歳未

満の児童が３人以上いる世帯の保育所等に入所

する第３子以降が対象だということを書いてあ

るんですが、この９歳というのは、どうして９

歳なんですか。９歳という年齢を決めたのは、

どこから来てるんですか。 

小野 享福祉事務所長 委員長、小野 享。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長小野 享君。 

小野 享福祉事務所長 主要事業の概要の中でも

御説明申し上げておりますが、９歳未満の児童

ということで一定のラインを設けておりますが、

当初は、いわゆる18歳未満とか、いろんなライ

ンがやっぱりあるわけです。ただ、相応の年齢、

いわゆる第３子までを構成する世帯状況の中を

見ますと、そんなに上まで延ばしても意味がな

いだろうということで、いわゆる小学校の中学

年、これらの年齢であります９歳という年齢を

一定のラインとして、その中で、第３子まで、

まだ小さい子供さんがいらっしゃる家庭に対し

てこの保育料を免除したいというふうな制度で

ございますので、この９歳というラインがどう

いう理由で出たかという部分につきましては、

今申し上げましたような、その小学校中学年と

いうふうな一定のラインという言い方しかでき

ませんが、そういう家族構成を考えた場合の年

齢というふうに御理解いただきたいと思います。 

１５番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

山口吉靜委員長 新田道尋委員。 

１５番（新田道尋委員） 子育て支援事業の一環、

大変日本の社会全体の問題であって、先ほども

申し上げましたとおり、少子高齢化、これを何

とか解消していかなきゃならないというふうに

国全体でこれは思っているわけで、国がやらな

くとも、やはり新庄市の人口問題を考えたとき

には、少子のほうをもっと検討して、独自の支

援をしながら人口減に歯どめをかける一端とし

てこれを私は事業化していくべきじゃないか。 

  そうすると、この第３子以降はいいんですけ

れども、第３子がやはりある程度高卒するぐら

い、18歳ぐらいになるまでは第３子のみでも支

援を続けるべきじゃないかというふうに思うん

ですよ。９歳で切られたんでは、その先じゃあ

どうするんですか。費用対効果というのが、効

果が出てこないというふうに思うんですよ。一

番難しいのが第３子ですね、考えていたとおり、

誰しもがそう思うと思うんです。第２子までは

何とか皆さん頑張るようですけれども、３子と

なりますと首をかしげるんです。大体そうです。

ですから、ここをもう少し楽になるように子育

てに手助けを私はすべきだと、制限をしないで。

18歳ぐらいまでやっぱりやれば、じゃあという、

協力してくれる人も出てくるんじゃないですか

な。と思いますな。 

  前にもいろいろな補助金が第３子にあったん

ですけれども、それも全部財政上でカットして

しまったし、もう残っているものがなくなって
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るんですよね。ですから、もう少し見直しして、

せっかく第３子が出てきたんですから、そうい

うふうな方向で検討できないですか。私が言っ

てることわかりますね。制限しないで、３歳未

満なんていうことをしないで、とにかく第３子

を何とか育てていくんだという、新庄市独自の

考えでできませんか。そんなこと考えられませ

んか。 

小野 享福祉事務所長 委員長、小野 享。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長小野 享君。 

小野 享福祉事務所長 多子世帯に対する保育料

の軽減・減免につきましては、県・市ともに今

まで取り組んでおります。今回の第３子に関し

ましては、市が先行して進めるというふうな形

になっておりまして、対象としては、現状とし

て25年度見込みでございますけれども、公立保

育所の中では20人程度、それから認可外保育所

の中でも16名程度、第３子、３歳未満という条

件はつきますけれども、そういう方がいらっし

ゃいます、９歳未満という条件でございますけ

れども。 

  今回、やはりその制度を運用するに当たり、

その制度をどういうふうに運用するかという部

分についてはいろいろ検討してきたわけですが、

やはり一定の基準の中で、まずこのラインでや

ってみて、その効果はどうかという部分の検証

は必要かと思います。 

  ですから、委員のおっしゃるように、実際９

歳以上まで需要がやはりあるんだというふうな

部分について確認されれば、やっぱりその時点

で制度を見直ししながら、多子世帯に対する保

育料軽減についてはやっていくというふうな方

向では新庄市で確認しておりますので、そうい

う御意見を参考にしながら進めていきたいとい

うふうには思っております。 

１５番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

山口吉靜委員長 新田道尋委員。 

１５番（新田道尋委員） 人口の定住化の一つの

事業の目玉として、やはり行政独自の、新庄に

住みよい、言葉ではしょっちゅう出てくるんで

すが、そういうふうに福祉が充実しているとか、

老人に対する手当てがいいとか何とかかんとか、

よその自治体よりもいいところを出すことによ

っても人が集まるんじゃないかなと思います。

雪対策もそうですけれども、そういうものを総

合的に合わせて何より定住人口を確保するとい

うふうな施策を講ずるべきじゃないかなという

ふうに思うんで、国がどうであろう、県がどう

であろうって余り考慮に入れないで、これは、

子供に対する支援なんていうのは先行投資です

ね、間違いなく新庄のためにこれは稼いでくれ

るんです、間違いなく。私は、何か言葉は悪い

んですけれども、年寄りに金かけるより子供に

金かけたほうがいい。極端ですけども、そうで

しょう。投資ですよ。ですから、私は惜しみな

くこういうものはやるべきじゃないかなという

ふうに申し上げているんですよ。 

  ですから、さっきも、逆なことを言いますけ

れども、年寄りは元気に生きて長生きしてもら

わなきゃだめなの。そのための政策は、さっき

も言ったとおり老人クラブにもう少し補助金を

前みたいにアップして、そういうふうな地域づ

くりの一環に協力していただくというふうな方

向にもっていくと、そうすれば負担が少なくな

るというふうな理屈になるわけですね。 

  ですから、そういうふうな政策をもう少し変

えて、住みよい新庄というのは総合的なまちづ

くりというふうに私だったらば考えますけどね、

そういうふうにぜひやっていただきたい。終わ

ります。 

 

 

散      会 

 

 

山口吉靜委員長 本日と明日12日火曜日の審査に
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つきましては午後４時ごろをめどに進めたいと

申し上げましたが、以上をもちまして本日の審

査を終了いたします。 

  次の予算特別委員会は、明日12日火曜日午前

10時より再開いたしますので、御参集願います。 

  本日はこれで散会いたします。 

  どうも御苦労さまでした。 

 

     午後３時５７分 散会 
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予算特別委員会記録（第３号） 

 

 

平成２５年３月１２日 火曜日 午前１０時００分開議 

委員長 山 口 吉 靜     副委員長 佐 藤 卓 也 

 

 出 席 委 員（１８名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  委員     ２番   伊  藤     操  委員 

  ３番   髙  橋  富 美 子  委員     ４番   佐  藤  卓  也  委員 

  ５番   石  川  正  志  委員     ６番   佐  藤  義  一  委員 

  ７番   奥  山  省  三  委員     ８番   沼  澤  恵  一  委員 

  ９番   平  向  岩  雄  委員    １０番   小  野  周  一  委員 

 １１番   小  嶋  冨  弥  委員    １２番   清  水  清  秋  委員 

 １３番   小  関     淳  委員    １４番   遠  藤  敏  信  委員 

 １５番   新  田  道  尋  委員    １６番   下  山  准  一  委員 

 １７番   山  口  吉  靜  委員    １８番   森     儀  一  委員 

 

 欠 席 委 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 伊 藤 元 昭 

総 務 課 長 野 崎   勉  総 合 政 策 課 長 荒 川 正 一 

財 政 課 長 髙 橋 則 雄  税 務 課 長 近 岡 晃 一 

市 民 課 長 荒 澤 宏 二  福 祉 事 務 所 長 小 野   享 

神 室 荘 長 信 夫 友 子  環 境 課 長 坂 本 清 一 

健 康 課 長 伊 藤 洋 一  農 林 課 長 齋 藤 彰 淑 

商 工 観 光 課 長 田 口 富士雄  都 市 整 備 課 長 星 川 俊 也 

上 下 水 道 課 長 沼 澤 利 明  会 計 管 理 者
兼 会 計 課 長 小山田   昭 

教 育 委 員 長 山 村 明 德  教 育 長 武 田 一 夫 

教 育 次 長 兼
教 育 総 務 課 長 柿 崎 憲 一  学 校 教 育 課 長 髙 橋 千 春 

生 涯 学 習 課 長 小 嶋 達 夫  生 涯 ス ポ ー ツ
課 長 高 木   勉 

監 査 委 員
事 務 局 長 安 食 敬 二  選挙管理委員会

委 員 長 矢 作 勝 彦 
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選 挙 管 理 委 員
事 務 局 長 森   隆 志  農 業 委 員 会

会 長 星 川   豊 

農 業 委 員 会
事 務 局 長 沼 沢 充 広   

  

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

事 務 局 長 柳 橋   弘  総 務 主 査 高 木 祐 子 

主 査 川 又 秀 昭  主 事 八 鍬 貴 征 

 

本日の会議に付した事件 

 

議案第２１号平成２５年度新庄市一般会計歳入歳出予算 
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開      議 

 

 

山口吉靜委員長 おはようございます。 

  ただいまの出席委員は18名です。 

  なお、代表監査委員髙山孝治君より欠席届が

出ております。 

  これより、３月11日に引き続きまして予算特

別委員会を開きます。 

  初めに、審査に入る前に、３月11日にも申し

上げましたが、再度確認のため、審査及び本委

員会の進行に関しての主な留意点を申し上げま

す。 

  会議は、おおむね１時間ごとに10分間の休憩

をとりながら進めてまいります。 

  質疑は、答弁を含め１人30分以内といたしま

す。 

  質問の際は、必ずページ数、款項目、事業名

などを具体的に示してから質問されるようお願

いします。 

  また、会議規則第110条第１項に、「発言はす

べて、簡明にするものとして、議題外にわたり

又はその範囲を超えてはならない」と規定して

おりますので、これを遵守願います。 

  以上、ただいま申し上げました点について、

特段の御理解と御協力をお願いいたしまして、

これより審査に入ります。 

 

 

議案第２１号平成２５年度新庄市

一般会計予算 

 

 

山口吉靜委員長 初日の審査に引き続き、議案第

21号平成25年度新庄市一般会計予算を議題とい

たします。 

  それでは、一般会計の歳出について質疑あり

ませんか。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

山口吉靜委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） おはようございます。 

  ２日目、一番手、よろしくお願いいたします。 

  それでは、私のほうから、先にページ数等を

申し上げます。 

  35ページ、２款総務費１の７、企画費、この

関係。企画費の中の小項目は、町村会の負担金

とコンピューター専門学校の絡みです。 

  ２つ目が、ページ数38ページ、同じく２款総

務費の１の10、交通安全対策費、この関係です。

交通安全指導員関係です。 

  それから、３番目が85ページ、８款土木費、

６の１、除排雪費の予算の組み立てについてで

す。 

  それから、主要事業の７ページ、高齢者の肺

炎球菌ワクチンに関係したことです。 

  とりあえずこの４つにしたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

  それでは、初めに、７目の企画費のうちの最

上地方町村会負担金、ここに95万4,000円とい

う金額が載っていますが、これはどのような形

の負担金なのか、これを説明お願いします。 

  それから、２つ目の新庄コンピューター専門

学校ですね、ここに介護福祉学科設置負担金

500万、このように計上されていますが、この

内容についてまずお願いいたします。 

荒川正一総合政策課長 委員長、荒川正一。 

山口吉靜委員長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 おはようございます。よ

ろしくお願いいたします。 

  まず、町村会の負担金というようなことでご

ざいますが、95万4,000円。これにつきまして

は、町村会というふうなところに新庄市長とい

うことで、特別会員というふうな形で入ってご

ざいますが、これにつきましては最上郡内管内

における８市町村の共通課題を鋭意協議いたし
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まして、それに対する対応策、さまざまな形で

それを具現化していくための会議でございます

が、今年度で申し上げますと、春になりますが、

県立新庄病院の改築あるいは医療関係のほうの

充実ということで要望活動を行いましたが、仕

切りとしての事務局もこの町村会にあったもの

でございまして、負担金が２種類ございますが、

一般の負担金、あと系統町村会の負担金という

ふうなことがございますが、そのうちの前者、

一般のほうの負担金というのみへの支出という

ことになりますが、平等割・人口割・財政力割

ということで、それぞれ２割・４割・４割の計

算のもとに一般の負担金、都合合計603万1,000

円のうちの応分の割合ということでの95万

4,000円ということでございます。 

  ２つ目のコンピューター専門学校介護福祉学

科設置負担金というようなことにつきましては、

少し長くなるんですけれども、昭和62年に当時

開校いたしました。これは今の町村会のくくり、

８市町村の地域発展計画にのっとって高等教育

機関を設置したいというようなこちらの働きか

けもありまして開校してもらったというような

ことになりますが、当時、建設等々の８市町村

の応分の負担というようなこともありましたが、

その後も数年間、そのような形の支援を行って

まいりましたが、やはり昨今の学生の応募が非

常に少ないということで推移しておりまして、

特に今年度などは在校生が18名というようなこ

とでございまして、情報系学科の中でこの地域

への貢献を続けていくのは今の学科のままでは

難しいのではないかということで、地域への期

待に応えるためにはどうしたらいいかというよ

うなことを学校側のほうでさまざま苦心した結

果、姉妹校にもなっておりますところで介護福

祉学科を運営していると。人口減少社会の中で、

これからますます介護の手が在宅のほうからと

られていくというようなことも鑑みまして、施

設・在宅、両方、介護の現場で地域貢献を果た

し続けることが適当ではないかというふうなこ

との名のもとに介護福祉士に着目いたしまして、

社会福祉及び介護福祉法の27年からの改正に合

わせて、国策として介護福祉士を重点化・重要

視していくというような方向性に合わせて介護

福祉士を養成していくというようなことが一番

望ましいのではないかというようなこともあわ

せて、介護福祉学科の設置をして貢献を続けて

まいりたいというようなことで、町村会のほう

に協議、依頼をお願いされたと。そこにおいて

慎重に吟味されて、昨年の11月に25年度の開設

準備、26年から30年までの運営支援、さらには

開校に合わせた学生の募集へのバックアップと

いうようなことの要請について受け入れを行う

というようなことを決したということに基づき

まして今般、25年度分は500万円の開設整備費

の支援というようなことで計上させてもらった

ところでございます。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

山口吉靜委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） まず先に、町村会関係

ですけれども、特別会員だと、こういうふうな

今説明をお聞きいたしました。これだけの金額

を出して、特別会員、町村会のほうに新庄市が

まぜてくださいよと言っているような形のよう

な気がいたします。そうじゃなくて、私から言

わせていただければ、市町村会というふうなき

ちんと「市」も入った名前にしたほうがわかり

やすいんじゃないかなと。以前、９年、10年前

にこのような形があったようなことも聞いてい

ますけれども、「市」は取られたと。町村会の

中に市がまぜてもらっているということは理解

していますけれども、その辺、今後、町村とい

うふうに区切りをつけず、市も入った中で何ら

かの活動をしたほうがすっきりすると、こうい

うふうに思うんですが、その辺いかがでしょう

か。 

  それから、次のコンピューター専門学校です
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けれども、これについては来年度は４月からの

開校だというふうに今お聞きしましたが、ここ

に入る学生といいますか、生徒といいますか、

これは日本国籍だけでなくてもいいのか、その

辺の絡みですね。あと、卒業後の就労というの

はどちらほうに主に行くような構想を描いてい

るのか。地元で働くという形になるのが多いの

か、その辺の見通しというのはいかがなもので

しょうか。 

荒川正一総合政策課長 委員長、荒川正一。 

山口吉靜委員長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 前後いたしますが、コン

ピューター専門学校のほうから申し上げさせて

もらいますと、今介護の現場にはインドネシア

とかそういうふうなところから入ってきて、国

家試験をというふうなことが出てきております

ので、確認はしてございませんが、その辺の門

戸は閉ざすというような理由にはないのかなと

いうふうに思っております。 

  あと、若者定着というふうなこともコンピュ

ーター専門学校のほうでは狙っているところで

ございますので、今この養成をする施設が県内

には２校しかないんですね。25年度当初からも

う１校ふえてやっと３校ということなんですが、

実態としては介護福祉士の養成施設を経て、今

は卒業すれば資格が出るんですが、27年からは

さらに試験が必要になってくると。しかしなが

ら、一番手っ取り早いところの中で施設の中で

養成を図るとなるとしますと、市外もしくは県

外に出ているというような状況になってござい

ますので、今地元でこれを設置することの意義

は、地元で卒業した人は地元で採用というよう

な形の方向づけができるというようなことで、

若者の定着化を狙っているものも一つございま

す。 

山尾順紀市長 委員長、山尾順紀。 

山口吉靜委員長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 沼澤委員から、市町村会がいいの

ではないかな、オブザーバーというような形で

はなくてというようなことがございます。 

  町村会は全国町村会の系列というのがござい

まして、また全国市長会という系列がある中で

組織統合をどうするかという非常に難しい問題

があります。先日もそうしたことを町村会の中

で互いに忌憚のない意見を述べ合うという機会

がございました。一方では、広域のほうに町村

会を入れるというような動きもあったわけです

けれども、それは非常に無理があるというよう

なお話もさせていただきました。 

  また、議長会という組織がございまして、そ

の任務も大変町村会の事務局として大きな負担

になっていると。市町村会となりますと、議長

会の取り扱いをどうするかというようなことで、

議長選出のところの、例えば現在ですと金山議

長が地区の議長会の会長になっていますので、

そこが事務局を全て任務し、市町村会の事務は

また別個にするよとなると、人員的に２名配置

すること、金山では議会が１人の行政職員と臨

時でやっているというようなことで、とてもで

はないけどできないというようなことがござい

まして、今ちょっと流れを確認しているところ

であります。 

  市町村会ということをわざわざ必ずつくらな

くても、市町村全体にかかわることについては

広域の理事会等において話すこともできるので

はないかということも言われております。そう

した意味で、委員のおっしゃるとおり市町村会

という形で、多くのざっくばらんな形で市・最

上郡を語る場をつくればという御提案は本当に

一つの方法ではあるかなと思いますが、今、そ

の進め方について内部で協議しているというふ

うに御理解いただきたいと思います。 

  ちなみに、特別会員は、最上町の人口と同じ

負担率というようなことでございます。主な一

番、法令外負担金の取り扱いというのは、広域

全体でなかなか難しいところがありますので、
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その法令外負担金をどうやって決めるかという

ようなこととか、そうしたことが中心になって、

あと地域、新庄最上開発協議会、それらを町村

会で代表していると。行くときには、どちらか

というと会長を市長だということで立ててくれ

るというような状況にあります。内部において

は、町村会は町村会の全国町村会の系列がある

というようなことを今調整しているというふう

に御理解いただけれは大変ありがたいなと思い

ます。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

山口吉靜委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） 市長言われたことは、

そんなことだろうと思います。 

  私も広域で２年間お世話になりまして、町村

首長から、最上は１つなんだよと、もう一回考

え直してくれないかというような話が何回かご

ざいました。それらを踏まえた場合、何か１つ

にまとまるものがないのかなという発想を持っ

たわけでありましてきょう質問いたしました。 

  確かに町村会あるいは市長会、あるいは議会

のほうもそうですね、きちっと市議会議長会、

分かれています。町村議会も分かれております。

そこを全部一緒に丸めるということはいろいろ

なことがあろうかとは思いますが、１つ申し上

げたいことは、やはり最上郡は１つという基本

理念を何らかの形でまとめていただきたいなと

いう思いで申し上げました。よろしくお願いい

たします。 

  次のほうに進めさせていただきます。 

  交通安全指導員関係ですね、38ページ、総務

費の１の10、交通安全指導員、この件につきま

しては９月のとき、私がちらりと質問したこと

にも触れますが、指導員関係がここに予算とし

て交通安全指導員報酬あるいは専門員報酬と２

つに分かれております。多分専門員というのは

３人程度だと思うんですけれども、この中身の

違いですね、簡単で結構ですからちょっと説明

してください。 

坂本清一環境課長 委員長、坂本清一。 

山口吉靜委員長 環境課長坂本清一君。 

坂本清一環境課長 まず、交通指導員でございま

すけれども、これは新庄市交通指導員の設置に

関する規則に基づきまして、主に学童、園児等

の通学の際の交通秩序の保持と交通事故防止と

いうようなことで、市指導員を選任した上で立

哨をしていただいているものでございます。 

  あと、交通安全指導専門員でございますけれ

ども、これについては県のほうの決まり事に基

づきまして、市の場合については専門指導員を

設置するものというようなことで、金額、若干

ですけれども、県のほうの補助金をいただいた

上で高度な専門知識を持った上で交通安全指導

に当たるというようなことで、市の場合につき

ましては３名というようなことでの設置する要

件がございます。市のほうでなく、県のほうの

規則で３人というような定めがございまして、

現在、３人を配置しているところでございます。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

山口吉靜委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） ２つの違いがわかりま

した。そのうち交通指導員の報酬がここで409

万4,000円、かなりシビアな数字で出ておりま

す。この予算を組むときどのような根拠でシビ

アな金額を出されたのか、そこをお聞きしたい

と思います。 

坂本清一環境課長 委員長、坂本清一。 

山口吉靜委員長 環境課長坂本清一君。 

坂本清一環境課長 交通指導員の報酬につきまし

ては現在、時間当たり原則としては1,100円の

単価で算定しております。この単価につきまし

ては、最低賃金なり一般の単価よりは高い単価

ではございます。ただ、早朝７時半から、要は

小学校の生徒の通学に合わせたというようなこ

とでの早朝の対応であり、あるいは365日、学

校のないときは休みですけれども、さまざまな
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催事・行事にも参加していただく等々、かなり

楽でない業務であるというようなことから、市

のほうの関係する日々雇用あるいは嘱託等々の

賃金単価等との兼ね合いもございまして、一応

協議した上でこの単価を設定させていただいて

おります。以上です。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

山口吉靜委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） この予算は、今年度と

全く同じ金額なんですね、照らし合わせてみま

したら。409万4,000円。定数が前回９月の決算

のときお聞きしたんですけれども、25名という

ふうに聞きました。今現在、多分十四、五名か

五、六名ぐらいかなと思われるんです。この人

数に合わせられた今の予算じゃないのかなと、

こういうふうに思います。９月のときはやはり

単価の問題もありましたが、人数が定数割れし

て、いるべきところに指導員がいない、あるい

は少ないということを認めなさって、まず増員

をすると、頑張りますというような言葉をいた

だいたんですけれども、何らこれと変わりなく、

もう減った定数の定数を見るんであればわかり

ます。ところが現状のままの数字で全く同じ金

額を来年度に計上されている。これはちょっと

私から見ると納得できない。頑張りようもない、

もう予算がないんですから、ふやしようがない

と、補正すればそれまでだとなるのかもしれま

せんけれども、ここの考え方がいまいち私はわ

からないのですが、何か理由があったんでしょ

うか。 

坂本清一環境課長 委員長、坂本清一。 

山口吉靜委員長 環境課長坂本清一君。 

坂本清一環境課長 まず、定員の関係でございま

すが、交通指導員の設置に関する規則では、定

数については25名以内とするというふうな定め

がございまして、現在、14名の方にお願いして

おりまして、これまで３年の間、お一人指導員

の互助会の会長が亡くなられたというようなこ

ともありまして、現在14名ですけれども、この

予算については何とか２名を今も募集はしてお

りますけれども、16名分の予算の額でございま

す。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

山口吉靜委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） 計算することそんなこ

とになりますね。ひとつね、大変だということ

はもう認めてられるし、そのとおりなんです。

指導員の年齢ももう60歳を過ぎた平均年齢です

けれども、その方々が朝決まった時間に、雨が

降ろうが雪が降ろうが必ず街頭指導していると

いう姿を見ますと、１時間1,100円というふう

に計算になりますが、月２万円ですね、ちょう

ど２万円です。この金額で、私は高いとか安い

というあれじゃないんですけれども、頑張って

いらっしゃるんです、一生懸命頑張っています。

その中には少し頑張り過ぎて「あの人ちょっと

よ」というふうに、車が入るのに「だめだって

叫ぶ」というふうに言う人もいらっしゃるよう

ですが、そこはちょっと別にしましても、大半

の方は、十何名でしたか、16名の15名というの

は一生懸命頑張っております。この人数で決し

て足りるということではないんですね。ですか

ら16名じゃなくて、プラス一人でも二人でも多

くまず採用すると、この努力をしていただきた

い。そうしないと「もうやめたいわ」と私のと

ころに２人来ています。地元の方ですが、「い

や、まず頑張ってけろや」というふうに頼んで

います。「何か不満あるのか」と言うと、そう

じゃなくてやっぱり決まった時間が絶対抜けら

れないと、ここがひどいと、こういうふうに言

っています。お金のことは言わなかったんです

けれども、やはり何があったって出ると、出な

くてはならないと、こういうふうなことがきつ

いというようなことで、年もとってきたしやと

いうこともあるようです。 

  そんな関係で、ぜひここはもう一度、環境課
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を中心に努力していただいて、でき得れば、も

う少しお若い方に携わっていただけるような仕

組みを考えていただきたいなと思います。それ

があえて子供の安全につながるわけですので、

よろしくお願いしたいと思います。 

  時間もなくなりましたが、次、85ページの雪

対策、１目の除排雪費です。ここでこの予算が

どうだということじゃなくて、予算の組み方に

ついてお聞きしたいんです。実質、この決算を

見ますと、23年度は７億9,200万、22年度は７

億9,200万、22年度は５億8,900万、それから21

年度は２億9,600万というふうに、すごい金額

が22、23、出ております。多分、今年度も恐ら

く７億台、補正があったんですけれども、もし

かすると８億になるのかなというふうな心配も

されるんですが、予算書を見ますと、これはま

ず毎年同じく２億9,000ないし３億前後で計上

されています。雪が降れば除雪費が膨らみます

ので、その都度補正というふうに入ってきます

が、これは何か理由があって低い予算措置をさ

れるのか、歳入が少なくて予算組みができなく

てこういうふうにされているのか、この理由が

わからなかったものですからお聞きするわけで

す。ちょっとそこをまず教えてください。 

髙橋則雄財政課長 委員長、髙橋則雄。 

山口吉靜委員長 財政課長髙橋則雄君。 

髙橋則雄財政課長 除排雪経費の予算の組み方と

いうことでの御質問でございます。 

  沼澤委員のおっしゃるとおり、この３年、４

年については３億を超えるということで、去年

については７億、その前が５億というふうな形

になっておりますけれども、委員のおっしゃる

とおり、予算の組み方ということで、当初予算

を組む場合に歳入の部分がございますので、そ

れの調整といいますか、２億4,000万という形

で例年どおり組んでいくということでございま

す。それで雪のぐあいによって財源を見ながら

補正していくというふうな形をとらせていただ

いております。当初から５億から６億というふ

うな予算を組みますと、ほかの予算について財

源がなくなるということですので、当初２億

4,000万という形で計上させていただいるとこ

ろでございます。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

山口吉靜委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） 多分、歳入不足という

か、財源がないからやむを得ずということは前

からやっていますね。私から言わせますと、こ

こはやっぱり頑張りどころじゃないのかなと思

うんです。何といいますか、人口減の歯どめは、

やはり雪というのが大いに絡んでまいりますの

で、市民の安心のためにも除排雪費、雪対策と

いうのは予算いっぱいありますよと、こういう

ふうな気張りがあって、市民に、何といいます

かね、新庄はいいところとはずばり申し上げて

どうなんでしょうかということはあるんですけ

れども、こういうふうなことで雪に対しては一

生懸命というふうな姿が予算にあらわしたほう

がいち早くわかるんじゃないでしょうかなと、

こういうふうに思うんです。 

  よく聞かれるんです、「新庄は何ぼ予算ある

や」と。「いやいやいや、雪が降らないときと

同じ平均の予算を持っているので、約３億ぐら

いですよ」と。「ああ、だけれども、去年、お

ととし見ていると、７億も６億もかかっている。

どげすんなや」「それは頑張って、何とか酌み

上げて、そして市民の皆さんに迷惑がかからな

いように、住みよいまちづくりのためにも何と

か頑張ってつくっているんです」と言うと、や

はりそれはおかしいんじゃないかと、安心でき

ないんやということを耳にいたします。確かに

財政課長言われるように、ほかの事業ができな

くなる可能性があると。ここに大きな予算をぽ

んととっておくことは不合理だと。もし雪が降

らなかったらどうなんだということもわかりま

すが、でもこういうふうに３年続けて、来年は
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じゃ絶対安心かと言われると、私はそうでもな

いような気がいたします。ですので、できれば

その辺を酌み取っていただき、この次、しっか

りした予算を組んでいただきたいなという要望

を申し上げまして終わります。 

山口吉靜委員長 ほかに質疑ありませんか。 

４ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

山口吉靜委員長 佐藤卓也委員。 

４ 番（佐藤卓也委員） それでは、２番目、私

のほうから質問させていただきます。 

  ページ数のほうが66ページ、６款農林水産業

費１項農業費３目農業振興費の新庄そばまつり

実行委員会負担金についてお尋ねします。 

  25年度は去年と同じふうにするのか、また違

ったふうにやるのかをお尋ねいたします。去年

と同じような予算がついていますので、そこら

辺も詳しくお願いいたします。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

山口吉靜委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 第４回目の新庄そばまつりに

つきましては、新年度になって早々に実行委員

会を立ち上げまして協議をしていく予定になっ

てございます。先月末に精算の実行委員会を経

ましたけれども、第３回目も好評のうちに無事

成功したというようなことで評価を受けてござ

います。 

  特に待ち時間の解消につきましては、相当ス

タッフの連携を密にしたことによって、12時半

ぐらいのピークを読んでいたんですが、実際の

ところ11時半のピークを過ぎて、12時半にはほ

とんど待たずに食べられたというようなことで、

来場者についても約1,000名、食数についても

1,300食強の振る舞いができました。 

  また、おかげさまで新庄そばガールズも全国

デビューというようなことで、非常に情報発信

できたのかなということで大変うれしく思って

おります。 

  来年度につきましては、会場をどうするかと

いうところもありますけれども、基本的には現

在のセミナーハウスを基本としながらも、どう

いうふうにしていくかというようなことは今後

実行委員会の委員の方々の意見を伺いながら実

行委員会の中で決めていきたいなと考えてござ

います。 

  また、情報発信につきましても、おくれるこ

となく、そばまつりの開催日をまず決めていた

だく、場所と日時を決めていただいてすぐＰＲ

活動に入っていきたいなと、このように考えて

ございます。以上です。 

４ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

山口吉靜委員長 佐藤卓也委員。 

４ 番（佐藤卓也委員） ぜひとも、先ほど言わ

れたとおり、情報発信は早目に。ましてや予算

が一緒ですから、そこら辺はアイデアを出して、

うまくここら辺をつないで新庄のそばという魅

力をアピールしていただきたいと思います。 

  次に同じ３目なんですけれども、67ページに

なります。エコロジーガーデン推進事業費につ

いてですけれども、ここも一般質問でさせてい

ただきましたけれども、修繕費のほうについて

もう少し詳しく教えていただきたいと思います。 

田口富士雄商工観光課長 委員長、田口富士雄。 

山口吉靜委員長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 委員が一般質問のとき

にも申し上げたと思いますけれども、基本的な

部分の修繕だということで、ここにも765万

3,000円でございますけれども、大きなものは

３点でございます。水関係ですよね、給水設備、

これをまず全面的な交換をいたしたいというの

が１点です。もう１点は電気系統でございます

けれども、これは６年ぐらいかけまして、その

うちの一部をやると。あとはさまざまな緊急修

繕、あそこにいろいろなトラクターとかがござ

いますが、それの修繕関係ということで組ませ

ていただいております。以上でございます。 

４ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 
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山口吉靜委員長 佐藤卓也委員。 

４ 番（佐藤卓也委員） また、この設備を修繕

するに当たって、一般質問でも言わせていただ

いたんですけれども、二度手間にならないよう

に、ましてやしっかりとした目標を立てて、こ

こに何ができる、ここにこうできるというもの

があれば２度同じことをしなくても済むのかな

と思いますけれども、そういうことを考えてこ

れから発注とかなさるんでしょうか、そこら辺

もお願いします。 

田口富士雄商工観光課長 委員長、田口富士雄。 

山口吉靜委員長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 今回３期のという形で

利用計画を策定させていただきましたものです

から、それに基づきまして、なおかつ皆様方の

さまざまな関係者の方々の御意見、あと周知を

図りながらそういった手順に従ってもちろんや

っていくということでございます。 

４ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

山口吉靜委員長 佐藤卓也委員。 

４ 番（佐藤卓也委員） ぜひとも、これからは

修繕のほうにも少し予算がかかるということな

ので、そこら辺は、何度も言うようですけれど

も、しっかりしたものをつくっていただいて、

それから、あそこは観光交流の場の一つとなり

得る施設だと思いますので、そこら辺の具体的

なものをしっかりと立てていただいて前に進め

ていただきたいと思います。 

  次、３番目に移らせていただきます。 

  同じところなんですけれども、次の68ページ

ですか、若者園芸実践塾事業費なんですけれど

も、これも一般質問させていただいたんですけ

れども、人数というんですか、去年もなかなか

人が集まらなかったということなので、そこら

辺の検証はどういうふうになさって、ことしは

どういうふうにやっていくのかというところを

教えていただきたいと思います。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

山口吉靜委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 若者園芸実践塾につきまして

は、現在募集を一旦締め切りまして、この前、

面接を終えたわけですが、24年度の検証としま

しては、やはり月４万円の支援金は非常に少な

いんじゃないかなというふうなところがありま

して、25年度の募集につきましてはハウスの設

置助成と２つ考えて24年度はやったんですが、

なかなか月々の支給金をふやすというふうなこ

とで、トータルの予算の中からいわゆるハウス

支援金と合わせまして月10万円の支援金という

形で募集をさせていただきました。やはり今回

の２月いっぱいで締め切った段階では40歳の女

性１名、それから大学を卒業して種苗会社の研

修所に２年入られた男性１名、22歳ですか、の

２名というふうな状況でございます。これにつ

きましても市報、農業だより、ホームページ等

で追加募集しながら、何とか５名の塾生を確保

したいというふうなことで今取り組んでいると

ころでございます。 

  また、青年就農給付金の準備型につきまして

もきのう御質問いただきましたが、県立大学校

と同等に準備型が対応できるように、今後もそ

の辺が県としてそういうふうな認定されれば塾

としてのそういう魅力も出てきますので、それ

もあわせて並行して進めながらやっていきたい

なと思っております。 

  また、並行して県下をエリアとしまして、拓

土塾のほうも昨年度に引き続き募集してござい

ます。この辺は将来的には、エコロジーガーデ

ンにつきましてはいわゆる園芸を学ぶ場所、そ

れから最上の有機の里を推進するというふうな

位置づけのもとに、その辺、最上郡内の市町村

あるいはＪＡとお話し合いをしながら有機と園

芸の両方を学べるシンボリックな場所というよ

うな形で持っていけないかなというふうなこと

を25年度については協議してまいりたいと、こ

のように考えてございます。以上です。 
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４ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

山口吉靜委員長 佐藤卓也委員。 

４ 番（佐藤卓也委員） 昨年度も広報について

はなかなかうまくいっていなかったんですけれ

ども、25年度の、ことしもまだ２名しかという

んですか、５名のうちまだ２名しかまだ募集が

来ていないということなので、広報に対しては

もう少し力を入れたほうがいいのではないかな

と私は思うんですけれども、５名を集めるにつ

いて、25年度の広報をどういうふうにやるとい

う、戦略的な広報をやるというのはどういうふ

うに考えていますでしょうか。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

山口吉靜委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 いろいろ広報の仕方はあると

思うんですが、やはり市報となると誌面が非常

に限られているというようなことで、ＪＡ等の

営農部署といろいろ話をしながら、そういった

潜在的な若者について一人一人当たっていく方

法もあるでしょうし、できるかどうかわからな

いですが、例えばハローワークのほうにこうい

うふうなことで農業をやりたいような方はいま

せんかとか、そういうふうなチラシを置くとか、

いろいろそれはできるのかなと。 

  いずれにしても、あと全戸配布的な市報の使

送日にそういうふうな農家でない方でも農業を

やる意欲があればこういった塾がありますよと

いうふうなチラシをつくって入れるというふう

なことも可能かなというふうなことで、いずれ

にしても、農業だより、市報、ホームページの

ほうにもいろいろ広報の仕方を考えていきたい

なと考えてございます。 

４ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

山口吉靜委員長 佐藤卓也委員。 

４ 番（佐藤卓也委員） ぜひとも、最上郡内で

なくて、県内・県外からも新庄に来ていただけ

るような広報もあるでしょうし、もしそれでも

集まらなければ、わざわざこのような多額の金

額をかけてやる必要もなくなるのではないか、

私はそこら辺も思っております。やっぱり５名

も集まらなければ難しいのか。だとすれば、拓

土塾もあるわけですから、これは市と県の事業

は違うわけでしょうけれども、同じようなもの

は２つあっても仕方ないのかと私は思います。

ぜひとも、でもこれがやりたいとなれば、必ず

５名は入ってもらうような周知をするべきでは

ないでしょうか。そして最上に定着していただ

く方が、そして園芸ないし農業をやってくれる

方がふえるようなことをしなければわざわざや

る事業ではないかなと私は思いますので、ぜひ

とも、最低限度５名を超えるぐらい、そのぐら

いいい事業ですよということをアピールしてい

ただきたいと思います。ぜひともよろしくお願

いいたします。 

  次の質問に移らせていただきます。 

  ページ数が75ページ、７款商工費１項商工費

３目の観光費、観光地環境整備事業委託料の詳

しい説明をよろしくお願いいたします。 

田口富士雄商工観光課長 委員長、田口富士雄。 

山口吉靜委員長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 緊急雇用事業の一つで

ありまして、実はもう既に始まっております。

ですから24年、今年度から来年度、具体的には

ことし１月から12月までのものだということで、

これは現在やっておりますガイドスイーパーの

事業と皆事業が重なります。ですから、市内の

観光地、さまざまな名所等々のいろいろな清掃

とか案内とかをやっていただくということで、

具体的には観光協会のほうにお願いすると、こ

んな事業でございます。 

４ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

山口吉靜委員長 佐藤卓也委員。 

４ 番（佐藤卓也委員） はい、わかりました。

ガイドスイーパーは、まちをきれいにしていた

だいて、いろいろなところにいろいろなお祭り

関係で掃除していただきますので、ぜひともう



- 252 - 

まく活用していただいて、新庄市のきれいなま

ちづくりのためにも利用していただきたいと思

います。 

  次のページ数が76ページになります。同じ項

目なんですけれども、インバウンド誘致キャン

ペーン実行委員会負担金のところで質問させて

いただきます。 

  今年度も主要事業に詳しく載っていますけれ

ども、ここに載っていないようなことを何かや

るのかやらないのか。実際はやるんですけれど

も、このやるに対して観光協会ないし、要は観

光業者とどのような連携をとっておられるのか、

そこら辺もちょっと詳しく教えていただければ

と思います。 

田口富士雄商工観光課長 委員長、田口富士雄。 

山口吉靜委員長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 ３年目に入ります事業

でございますけれども、当初から観光事業者、

さまざまな宿泊関係とか交通関係とか、あとは

広域的にも連携をとってやってきておりますけ

れども、１年目が本当にあいさつ部隊でござい

ましたけれども、２年目からはそれを本格的に

稼働したということで、３年目に関しましてさ

らにそれを重点化すると。ＩＴＦがことしは10

月17日でしょうか、行いますが、そこにまず精

鋭部隊を送り込みたいと。ついては、今まで東

北観光推進機構、こちらのほうのブースをお借

りしておったんですけれども、今度は新庄市独

自のブースでやってみたいということでありま

す。 

  また、市長がたびたび申し上げておりますけ

れども、11月の６、７、８、９、10と市民号が

ございますけれども、これでもう100名単位で

新北との交流ができるだろうと。 

  あとは受け入れの準備でございますけれども、

さまざまな向こうにアピールできるだけのパン

フレットとかこちらのほうの受け入れ体制の整

備、一般質問のときにもサインの充実というよ

うな話がございましたけれども、そんなところ

も視野に入れてございます。以上でございます。 

４ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

山口吉靜委員長 佐藤卓也委員。 

４ 番（佐藤卓也委員） この戦略は長期にわた

ると思うんですけれども、大体どのぐらいの期

間をめどにやろうとしておられるのか、そして

その期間、どのぐらいの要は予算を組まれよう

としているのか、そこら辺もよろしくお願いし

ます。 

田口富士雄商工観光課長 委員長、田口富士雄。 

山口吉靜委員長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 この新庄・最上地区は

本当にゼロ以下からのスタート、出発であった

ということが言えるかと思いますけれども、初

年度からいい形で、かなりの反応、手応え、成

果、アピール効果が出てきておりますので、ま

さか大仙市のように20年とは申しませんけれど

も、本当にもう数年先にはこちらのほうにお客

様方をお連れできるんではないかなと。 

  ちなみに、これも一般質問のときに申し上げ

たかと思いますけれども、この４月には上海の

ほうからも30名の皆様方がおいでいただけると。

それはこちらのほうの業者がさまざまなプロデ

ュースをやっていると、これは実例もございま

すので、期待度は大きいと思っております。 

４ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

山口吉靜委員長 佐藤卓也委員。 

４ 番（佐藤卓也委員） 繰り返しになりますけ

れども、大体何年ぐらいを考えておられるのか、

もう一回お聞かせください。 

田口富士雄商工観光課長 委員長、田口富士雄。 

山口吉靜委員長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 遅くとも七、八年ぐら

い後には向こうからのお客様がたびたびやって

きていただけるだろうと。その徴候が事業開始

後数年後にはということですから、ことしが３

年目でございますから、４年目、５年目、来年、
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再来年ぐらいには実際のお客様方がおいでいた

だけるのではないかなということでございます。

ですから、それまではある程度の資金投入、こ

れが必要だろうというふうに考えております。 

４ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

山口吉靜委員長 佐藤卓也委員。 

４ 番（佐藤卓也委員） 七、八年後ぐらいのス

パンでやるということなんですけれども、大体

新庄市ではどのぐらいの方がここ新庄市に来ら

れるという目標を設定しておられるのかお聞き

します。 

田口富士雄商工観光課長 委員長、田口富士雄。 

山口吉靜委員長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 県内が昨年、年度では

なく年なんですけれども、若干落ち込んでいま

して４万弱ぐらいでしょうか。そのうちの、で

きれば３割ぐらいまでは新庄・最上地区で受け

入れたいと。ですから、４万のうちの１万

2,000というふうな、そこら辺が目標になろう

かとは思っています。ただ、これが必ずしも新

庄だけに来て、新庄だけで全てが消化ではござ

いませんので、あくまでも新庄・最上、もちろ

んですけれども、宮城、それから秋田との連携

の中でそれはなされるものだと、こういうふう

なひとつ御理解をいただきたいと思います。 

４ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

山口吉靜委員長 佐藤卓也委員。 

４ 番（佐藤卓也委員） これを広域連携を組む

ことでやるんで、実際、人数をどのぐらい呼ぶ

か、期間をどのぐらいをかけてやるのか、正直

まだわからなかったものですから、聞かせてい

ただきました。 

  その中で、１万2,000人ぐらいいたというこ

とを初めて聞きましたのでわかりました。 

  その中でもいろいろなセミナーをやっている

ことなんですけれども、これでも観光ルートが

なかなか確立していないというんですか、ゴー

ルデンルートまでいかないとここにも書いては

おりますけれども、ルートが一度定着しますと、

継続的に商品化につながるということになって

いますし、観光的、観光ルート確立することが

戦略の一つだと思っていますけれども、そうい

う戦略を既に持たれているのか持たれていない

のか。それをすることによってインバウンドで

も観光に来ていただけるということは、今は通

過型から滞在型に変わっていますので、そうい

うルートを新庄市とも一緒に観光業界の方と考

えているのか。強い、戦略的なことをもう少し

考えていらっしゃるのか。市はどういうふうに

考えていらっしゃるのかをよろしくお願いしま

す。 

田口富士雄商工観光課長 委員長、田口富士雄。 

山口吉靜委員長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 委員がおっしゃるよう

な方針のもとに、初年度から、実際に今、台湾

に照準を絞っておりますけれども、台湾の関係

者、いろいろな旅行業者、雑誌の関係者、最初

はブロガーでございましたけれども、実際にお

いでいただいて、新庄まつりを含むさまざまこ

ちらのほうの観光ルートを体験していただいた

ということで、その成果が早速いろいろな雑誌

のグラビアに出るとか、ブログで発信されると

か、旅行商品造成されるとか、初年度から出て

おったわけですよね。そういったことを２年目、

３年目ももちろん継続してまいりますし、実際

に向こうにＩＴＦ行きまして、業者との話し合

いの中でこちらの観光業者が一番感じてきたと

いうのはいわゆる具体的な商品、これの提示だ

ということがございますので、今回はぜひそれ

を磨きまして10月17日に臨みたいと、こんなふ

うな考えでございます。 

４ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

山口吉靜委員長 佐藤卓也委員。 

４ 番（佐藤卓也委員） ぜひともインバウンド

誘致にキャンペーンにこれからするとなれば、

そういうことをしっかりとしたものを持ってい



- 254 - 

っていただいて、観光客を呼んでいただいて、

なるべく早目に、七、八年かけて１万2,000人

ではなくて、すぐさま出るようなことをどんど

ん仕掛けていっていただきたいと思います。 

  次、最後になりますけれども、ページ数が90

ページ、10款教育費１項教育総務費２款２目に

なりますか、通学手段確保対策事業費について

お伺いいたします。 

  その中の日々雇用職員賃金の中に通学バスの

校外授業のことが入っていると思うんですけれ

ども、年々増加になっておりますけれども、そ

こら辺ははっきり言えば部活動に対してスクー

ルバスを結構使っていただいているのかなと思

います。その中でも年々微増とはなっているん

ですけれども、もう少しふやしてもいいのかな

と私は思うんですけれども、この予算について

はどういうふうにお考えでしょうか。特にスク

ールバスの賃金についてなんですけれども、よ

ろしくお願いします。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 委員長、柿崎

憲一。 

山口吉靜委員長 教育次長兼教育総務課長柿崎憲

一君。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 通学手段確保

対策事業費の日々雇用職員賃金857万4,000円で

ございますけれども、これにつきましては、い

わゆるスクールバス直営部分の運行の運転手の

賃金のほかに、今委員がおっしゃいました校外

学習等を進めるための授業の運転手の賃金等々

ございます。 

  校外学習等につきましては、直営の部分とし

て今年度は400時間分ございます。昨年度は380

時間、その前が290時間でしたか、ということ

でだんだん強化はしてきてまいります。また、

そのほかに、各小中学校のほうでそれ以外に校

外学習等々で使う部分、それから市の各課の授

業でいわゆる青少年の対象事業といいますか、

森林学習ですとかあと生涯学習関係の青年の事

業関係、こちらのほうでスクールバスを活用す

る場合に使う等々の事業での運転手の賃金がご

ざいます。これにつきましては1,160時間とい

うふうなことで盛っておるわけでございますけ

れども、ここの部分につきましてもそれぞれ各

校の校外学習の内容に応じて活用しているとい

う状況でございます。 

  直営の部分につきましては、今後とも充実で

きるような形で検討してまいりたいというふう

に思っておりますけれども、現在、活用する形

態としましては、いわゆる小学校、中学校の合

唱祭とか県体連等々、いわゆるスポーツ関係の

大会、この県内の大会等々については活用して

いるという状況でございます。ただ、部活動に

つきましては、今回の新中の体育館の工事関連

で使うというふうな状況がございますけれども、

これを幅広く拡大しますとなかなか整理がつか

ないという部分がございますので、これにつき

ましてはいわゆるスクールバス以外の通学バス

の活用のあり方も検討する中で、今後どういう

ふうにしていくか状況を見ながら考えてまいり

たいというふうに思っております。以上です。 

４ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

山口吉靜委員長 佐藤卓也委員。 

４ 番（佐藤卓也委員） ぜひとも柔軟な考えで、

しかも部活なり合唱祭なり文化活動の方々も広

く使われますし、そこら辺、もう少しやわらか

くしていただいたほうが使いやすいのかな。特

にこれからは部活なんかは少子、子供さんが少

なくなっておりますので、そういった形で体を

使う、頭を使う、そして音楽に触れ合うという

ところが広く使えれば、市内だけではなくても、

県外は行けないでしょうけれども、米沢、鶴岡

あたりまでゆっくりできれば使いやすいでしょ

うし、もっと子供さんたちが使える、保護者が

行かなくてもできるような形がよりよいのかな

と私は思っておりますので、そこら辺がうまく

予算に反映して、あるいは学校１校当たりの時
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間配分がもう少しできれば柔軟にできるのかな

と思っております。それに対してなんですけれ

ども、その連絡が学校の先生たちにうまく伝わ

っているのか伝わっていないのか、要はといい

ますと、校長先生、教頭先生ぐらいまでおさま

りまして、学校の部活の先生までになかなか行

っていなくて、申請の仕方がわからないという

ところもまだちょっとあるのかなと思いまして、

使い方がわからないという正直、現場の声もご

ざいますので、そこら辺をもう少し周知徹底し

ていただいて、もう少しうまくスクールバスを

使っていただいて伸びやかに、子供たちがうま

く使えるようなことにしていっていただければ

なと私は思っております。 

  以上で質問を終わります。 

山口吉靜委員長 ほかに質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 57ページの３の２で、

生活保護事業費があります。この中で聴覚障害

世帯というのは何世帯ぐらいあるのでしょうか。

わかりましたらお願いします。 

山口吉靜委員長 ただいまから10分間休憩いたし

ます。 

 

     午前１０時５９分 休憩 

     午前１１時０９分 開議 

 

山口吉靜委員長 休憩を解いて再開いたします。 

小野 享福祉事務所長 委員長、小野 享。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長小野 享君。 

小野 享福祉事務所長 ただいま生活保護世帯に

おける障害者世帯の御質問ございました。 

  25年２月時点におきまして、全体195世帯、

生活保護世帯いらっしゃいますが、そのうち障

害者世帯につきましては合計16世帯という形に

なります。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） その中で耳の聞こえな

い障害の方などはいらっしゃいますか。 

小野 享福祉事務所長 委員長、小野 享。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長小野 享君。 

小野 享福祉事務所長 障害者の種類につきまし

ては多々ございますが、そのうち聴覚障害とさ

れる方につきましては２名いらっしゃるという

ふうな状況でございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） その方で火災報知機は、

聴覚障害者世帯用の火災報知機はついていらっ

しゃるようでしょうか。 

小野 享福祉事務所長 委員長、小野 享。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長小野 享君。 

小野 享福祉事務所長 世帯的には聴覚障害者用

の火災報知機は設置していないというふうに思

っております。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 聴覚障害者の火災にお

ける被災者というのが、亡くなった人数などを

調べた統計があるんですが、聞こえる人用に比

べて割合が２倍だそうです、被災率は、焼死し

ている人の人数なんですが。それは聴覚障害の

方がなかなか耳が聞こえないことがあって火災

状況をつかみにくいということであるようです。 

  消防庁予防課で、今年度、聴覚障害者世帯用

の火災報知機について、生活保護世帯を対象に

無料設置を実施したということでありました。

聴覚障害の方なので、一般の火災報知機に比べ

て全然違うので、音ではだめなので光とか振動

とかなのかにおいなのか、非常に高額なような

んです。そういう意味で、法律化されていても

買えない世帯、生活保護世帯などはそうかと思

いますので、そういう方には無料設置というこ

とがやられているようですので、ぜひこれを受
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けて、新庄市でも聴覚障害世帯の方に聴覚障害

者向けの火災報知機をつけてやるべきだなと思

うんですが、どうでしょうか。 

小野 享福祉事務所長 委員長、小野 享。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長小野 享君。 

小野 享福祉事務所長 ただいま無料設置の情報

をいただいております。現実に、聴覚障害者２

名の方につきましては同居の家族もいらっしゃ

るというふうな状況もございまして、その支給

の要件が細部で、単身もしくは同居世帯、そう

いう条件があるかどうかは判定しておりません

が、改めてそういう中身につきまして確認させ

ていただいて、該当するものであれば、こちら

のほうで適宜申請もしくは受給するというふう

な形で進めたいと思います。以上でございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 生活保護世帯でこうい

う状況でありますので、一般の生活保護になっ

ていない世帯での聴覚障害者用の火災警報機が

どういう設置状況なのか調べて、できればそう

いう方々に、一般よりもかなり高額なので普及

しにくいとも言われておりますので、対策など

を考えていただく気持ちはないか。どうでしょ

うか。 

小野 享福祉事務所長 委員長、小野 享。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長小野 享君。 

小野 享福祉事務所長 聴覚障害者の方に対して

のいわゆる火災報知機の設置ということでござ

いますが、現在、要援護者に対していわゆるや

すらぎ電話ということで、単身もしくは、障害

者の方も含まれますが、何かあった場合にコー

ルセンターに緊急通報して消防署もしくは医療

機関のほうに連携をとって措置するというふう

な電話がございますが、これにつきましてはい

わゆる聴覚障害者の方もわかるように、光を発

しながら緊急時を通報するようなシステムには

なっております。 

  ただ、そのほかのいわゆる同居されるような

方々もいらっしゃるような状況で、要援護者と

いうふうな範疇から外れる方々の状況について

はまだ現実には把握しておりません。ただ、や

はりそういうふうな危険な状況があるというこ

とであれば、我々としても早目の対策というふ

うなことは必要かと思われますので、全体的な

制度を改めて確認させていただきながら進めて

いくといいますか、低所得者対策も含めまして

検討させていただければというふうに思ってお

ります。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 次に、95ページの10の

４で、小中一貫校建設事業工事請負費10億

6,873万3,000円についてです。これで２つお聞

きします。県産木材の利用はどう考えておられ

るでしょうか。また、地元業者へ発注及び分離

発注でできるだけ直接受注して仕事をもらえる

業者をふやす工夫はできないか、お聞きします。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 委員長、柿崎

憲一。 

山口吉靜委員長 教育次長兼教育総務課長柿崎憲

一君。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 まず、第１点

目の県産木材の活用についてでございますけれ

ども、いわゆる県独自でそのような補助事業

等々はございません。ただ、文部科学省のほう

で改築等を行う場合の制度としてあるようでご

ざいます。 

  平成23年に学校施設の整備にかかわる法律と

しまして、環境教育等による環境保全の取組の

促進に関する法律、この中でいわゆる環境・エ

ネルギー教育の教材として活用できる学校施設

の整備推進を目的として新たな事業が立ち上が

っております。事業名称としましてはエコスク

ールパイロット・モデル事業というふうなこと

でございまして、文部科学省ほか林野庁、経産
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省、国土交通省等がそれぞれタイアップしてと

いいますか、それぞれの事業でもって活用する

ような内容でございます。 

  この事業につきましては、今年度24年度から

５カ年間ということでございますけれども、先

ほど申し上げました環境・エネルギー教育の教

材として活用できる、そのような学校の整備と

いうふうなことで、それを目的とした基本計画

を策定することが要件となっております。 

  事業のタイプとしましては、太陽光発電等々

のほかに、委員おっしゃいました木材利用に関

して木材利用型というふうなものがございます。

この内容につきましては、確かに地域材の利用

を内装等々に活用するというふうなことになり

ます。 

  新年度から工事にかかるわけでございますけ

れども、これらの事業の内容を精査しながら基

本計画策定して、いわゆる目的に合致したもの

であるかどうか、その辺のところも検討しなが

ら進めてまいりたいなというふうな形で考えて

おります。 

  ただ、基本計画を策定して認定を受けること

が要件になっておりますので、そこの部分につ

いては今後検討してまいりたいというふうに考

えております。 

  それから、２点目の地元業者への考え方でご

ざいますけれども、新年度になりまして補助の

申請関係等々、また建築確認申請等々を進める

わけでございますが、実際の工事の発注につき

ましては、内部的には指名審査委員会で発注の

方式、形態等を決めまして進めることとしてお

ります。 

  確かに、現在の状況でございますれば、やは

り地元の経済の活性化というふうなことがござ

いますので、その辺の視点も捉えながら進めて

まいりたいと思います。 

  なお、今回の学校建設につきましては、校舎

部分と体育館部分を同時に立ち上げて建設する

という手法でございます。そんなことで、工事

そのものの進捗がスムーズにいくような、そう

いうふうな部分もございますので、それも考え

合わせながら、とりわけ地元の経済の活性化と

いう部分を捉えて進めてまいりたいというふう

に考えておりますので、御理解のほどをよろし

くお願いしたいと思います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） わかりました。 

  次に、92ページの10の５で、小中一貫教育推

進費ですが、これが大幅に増になっております。

実施計画策定委員などの報酬、３倍ぐらいにな

っているし、謝金では16倍になっております。

内容はどうでしょうか。 

髙橋千春学校教育課長 委員長、髙橋千春。 

山口吉靜委員長 学校教育課長髙橋千春君。 

髙橋千春学校教育課長 ただいまの質問にお答え

します。 

  まず、策定委員の報酬のところですが、今年

度、24年度のものを踏まえて来年度も引き続き

実施計画の策定を２年目、やっていくわけです

が、やはり回数そのものを若干多目にしており

ます。あわせて、話し合いを進めていく中で、

作業部会、例えば制服等を検討していく作業部

会なんかも新たに立ち上げるというようなこと

もしておりますので、その外部の委員のための

報酬等が増額になっております。 

  それから、謝金についてですが、24年度と来

年度を比べて大きくふえているのは、小中一貫

教育校の校歌について、作曲者、作詞者につい

ての専門家というか、そういう方の依頼も視野

に入れておりまして、その方への謝金をお一人

30万計上させていただいています。あわせて校

章のデザインについても１人30万計上させてい

ただいていますので、合わせて３名分というこ

とで90万、これが謝金の主なところの金額にな

っているところです。 
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  それと、もう一つが自動車借上料ということ

で、金額がふえているところですが、これにつ

いては小中一貫にかかわって交流の授業をして

いくということで、萩野中学校区を中心に小学

校同士の交流、それから小学校・中学校の交流

もしていく。あわせて、これは萩野中学校区だ

けではなくてほかの中学校区でも使える予算で

すので、そういうふうな交流の活動のためのバ

スのためのお金というふうになっております。 

  以上が増額になっているところの主な内訳に

なっております。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） いろいろ詳しく頑張っ

ていらっしゃることがわかりました。 

  小中一貫教育の問題なんですが、東京都の品

川区というところが小中一貫校づくりで一生懸

命やっているところです。 

  そこで実は24年の２月、小学校６年生の女子

児童が線路に朝５時に横たわって自殺したとい

う事件がありました。また、実はその同じ学年

で続いて自殺が７月、９月と起きております。

こういったことに対して、なぜこのようなこと

になったのかという理由などを把握しておられ

たらお願いします。 

髙橋千春学校教育課長 委員長、髙橋千春。 

山口吉靜委員長 学校教育課長髙橋千春君。 

髙橋千春学校教育課長 今ほどの御質問ですが、

そこら辺把握しておりませんし、その理由等も

存じておりません。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） その理由として、学校、

最後９月なんですけれども、それに対しては学

校としていじめがあったのではないかというふ

うに言っているようです。その前に、実は同じ

９月の亡くなった子が、４月、５月に担任に、

シャープペンシルなどを壊されて困ったと相談

していたそうです。担任は、全体指導はしたそ

うです。しかし、加害者を特定しての個別指導

はしなかったそうです。その間に言葉による暴

力、また暴行もあったようで、それらを先生方

が把握できなかったというふうに言われており

ます。 

  それで、実は小中一貫校についてはタイタニ

ック号のようだと、このように現場の先生が言

っているとも言われています。そういう意味で

は、小中一貫校の教育的な効果は検証されてい

ないと言われております。先生方は、子供にと

ってよいのかわからないと否定的だと言われて

おります。そういう意味では、緩やかな連携に

とどめるべきであって、子供と先生がこういっ

たいじめ死などが起きないようにじっくりと話

し合いをし、対応ができるような学校環境をつ

くることにこそ教育委員会としては力を入れる

べきではないかな、そういうことに予算を使う

べきでないかなと思いますが、どうでしょうか。 

髙橋千春学校教育課長 委員長、髙橋千春。 

山口吉靜委員長 学校教育課長髙橋千春君。 

髙橋千春学校教育課長 小中一貫教育校のそもそ

もの運営というか進め方に関しての御質問とい

うふうに捉えておりますけれども、昨年の議会

等でも答弁というかさせていただいているとこ

ろなんですが、本市で進めようとしている一貫

校については、本当に品川のような大きい学校、

あるいは内容についてもどんどんカリキュラム

なんかも前倒しでしていくとか、そういうふう

なものではなくて、ほとんど実質的にはいわゆ

る実態に応じた穏やかなというか緩やかな連携

を進めたようなものです。そういうようなとこ

ろを進めようとしております。そういうふうな

ための実施計画づくりであり、校舎づくりなの

かなというふうに思っております。 

  昨年12月にですけれども、練馬区の大泉桜学

園という小中一貫教育校に行ってまいりました。

規模的にも萩野よりちょっと大きいような学校
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で、今年度２年目になっているんですが、そこ

のところの視察を行って、北部の校長先生方と

行ってきたんですが、大体お話をお聞きした後

で、帰り際なんですが、バス停まで送ってもら

ったときにそこの練馬区の統括指導主事という

方が道すがらこういうふうにおっしゃっていま

した。昨年はさすがに統合１年目ということで

先生方も忙しかったようなんだけれども、今年

度２年目になって、先生方自身が統合してよか

ったや、統合というか、一貫校にしてよかった

というふうなことをおっしゃっていると、そう

いうようなところが本当に委員会としても救い

というか、よく捉えているというふうなところ

をお聞きしたところです。訪問させていただい

て、一番よかったありがたい情報だったなとい

うふうに捉えています。予算とはちょっと離れ

ましたけれども、以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） くれぐれも、一貫校を

やったために子供たちが大変なことになった、

人格形成に大きな影響を与えてしまったなどと

いうことのないように、教育委員会としては本

当に緩やかな、穏やかな楽しい学校になるよう

にしていただきたいと願っております。 

  それから、次に94ページの10の３で学校給食

地元産米負担金65万9,000円で、前年比１万

3,000円、若干減りました。これについてお願

いします。 

髙橋千春学校教育課長 委員長、髙橋千春。 

山口吉靜委員長 学校教育課長髙橋千春君。 

髙橋千春学校教育課長 学校給食地元産米差額負

担金65万9,000円についての御質問です。 

  この負担の補助の内容等については変わって

おりません。小中学校の給食で地元産米の一等

米を出すと、そのための補助金ということで30

キロごとに30円の補助金を出しております。 

  ただ、補助の内容は同じなんですが、子供の

数と食数の関係で来年度、子供の数が減ります

ので、そういう関係で１万3,000円の減という

ふうになっております。子供たちが食べる質が

落ちたとか地元産米の一等米が食べられないと

か、そういうふうなところではございません。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 食材の地産地消を広げ

るために何が必要だと考えておられますか。 

  委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） よくわからないような

ので。 

  私としては、まずこの地域は米ですので、米

飯をふやすということが地産地消の一番のまず

第一なことじゃないかなと思うんです。それに

ついてどうお考えなのか。 

  また、もう一つはＢＳＥということで、アメ

リカ産牛肉で４例目が発見されたと聞いており

ます。そういう意味では、検査はアメリカ産牛

肉は全頭検査でなくて0.1％なんです。それで

４例目が発見されたと言われておりますので、

全頭検査であれば1,000頭見つかるようなこと

になってまいります。そういう意味では、子供

たちの安全・安心を考えたときにはなるたけ地

元産を、アメリカ産牛肉が入っているかもしれ

ない加工は使わないとかそういったことで地元

のものを使う、なるべく地産地消を広げていく、

そういうことが大事だと思うんですが、そうい

う点でどのような対策を25年度は考えておられ

るのかということでお聞きします。 

髙橋千春学校教育課長 委員長、髙橋千春。 

山口吉靜委員長 学校教育課長髙橋千春君。 

髙橋千春学校教育課長 学校給食の米飯にかかわ

ってお答えさせていただきます。 

  ただいまのところ、今年度なんですが、米飯

が、御飯が出るのが週４日になっております。

５日のうちの週４日ということで、もっとふや
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すとなると毎日御飯という形になります。それ

はそれでいいのかもしれませんが、子供たちは、

やはりたまにパンとか麺類とか、そういうふう

なものも食べたいというようなところが子供た

ちの本当の声かなというふうに思っております。

そういうようなところで今のところ、予算もそ

もそも週４日分しかとっていませんけれども、

今のところはこれをさらにふやすというような

ことは考えておりません。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） たまに食べたいという

のはそのとおりだと思います。そういう意味で

は５日に全部しなくても4.5とか、そういうこ

とも考えられるわけです。4.7とか８とか。た

まにというふうにするようにして、米飯をふや

すという方向で少しでも地元のものを食べる子

供たちを育てていきたいというか、安全のため

にもそういう方向にしていただきたいなという

ことをお願いしたいんです。 

  次に、119ページの１のハに職員給というの

があります。14億8,000万で、前年と比べます

とマイナス7,841万円減です。 

  そこで、25年度の正職員数は何人か、また嘱

託職員、日々雇用の人数は何人かお願いします。 

  続いてもう一つは、99ページの10の４に図書

館の指定管理委託料が載っております。3,600

万ということで、去年より703万円ふえていま

す。この指定管理の人件費などが変わってきた

と思われますが、その内容についてお願いしま

す。 

野崎 勉総務課長 委員長、野崎 勉。 

山口吉靜委員長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 平成25年度の職員数につきま

しては、退職者20名、新規採用者15名というこ

とで、今のところそうなってございまして、５

名の減ということになります。したがいまして、

現在298名の職員でございますので、４月１日

には293名の職員体制になろうかと思います。 

  それから、嘱託職員の数でございますが、昨

年度より２名ふえまして、当初予算ベースです

が、98名を今のところ予定してございます。 

  それから、日々雇用職員でございますが、

日々雇用職員については後ほどまた答弁させて

いただきます。大変申しわけございません。 

小嶋達夫生涯学習課長 委員長、小嶋達夫。 

山口吉靜委員長 生涯学習課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫生涯学習課長 図書館の指定管理料の増

額ということでの御質問でございます。 

  委員がおっしゃるように人件費の分の増額が

ございますが、24年度と25年度を比較しまして

図書館の司書の人数を１人増員してございます。 

  これにつきましては業務内容、それから事業

量について当初比較した場合と相当な開きがあ

りまして、今回、業務量の調整、人員比収支の

影響ということで、業務の影響が大きかったと

いうことで１名増員しております。 

  それに加えまして、これまで生涯学習課の中

で行っておりました図書館における図書の購入

費、こちら300万、図書館のほうで購入をする

というふうに移しております。含みまして703

万2,000円の増額で指定管理料、24年度対比で

すね、703万2,000円の指定管理料委託としてお

りますので、よろしく御理解お願いします。 

野崎 勉総務課長 委員長、野崎 勉。 

山口吉靜委員長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 大変申しわけございません。

日々雇用職員の数でございますが、緊急雇用の

創出事業などもほぼ終了したというようなこと

でございまして若干減ってございまして、87名

を予定してございます。 

山口吉靜委員長 ほかに質疑ございませんか。 

３ 番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

山口吉靜委員長 髙橋富美子委員。 

３ 番（髙橋富美子委員） それでは、初めに39

ページ、２款総務費１項総務管理費14目市民相
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談費の中の消費者行政活性化事業費189万7,000

円とありますけれども、この内容を教えてくだ

さい。 

荒澤宏二市民課長 委員長、荒澤宏二。 

山口吉靜委員長 市民課長荒澤宏二君。 

荒澤宏二市民課長 消費者行政活性化事業費の内

容でございます。主に消耗品がほとんどでござ

いますが、毎年いろいろな悪質商法とか未然防

止、それから被害者の相談、そういったことを

行っているわけですけれども、その悪質商法等、

消費者行政に係る消費者、市民の啓発物品とし

まして毎年いろいろな啓発物品を全戸配布して

おりますが、25年度の予定といたしまして、消

費者啓発物品といたしましてクリアファイル、

これを全戸配布しまして、消費者被害の発生防

止、それから拡大防止の啓発を行っていく予定

であります。あわせまして、市民相談室のほう

に消費者啓発パネルも用意いたしまして、さま

ざまな消費者、悪質商法等にひっかからないよ

うなそういった啓発を進めていくということで、

このような予算を組んでおります。 

３ 番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

山口吉靜委員長 髙橋富美子委員。 

３ 番（髙橋富美子委員） わかりました。あり

がとうございます。 

  それでは、続きまして59ページ、４款衛生費

１項保健衛生費１目保健衛生総務費で今回妊婦

健診の助成金、また女性においては特定不妊治

療費の助成金を今回していただきまして、大変

うれしく思います。 

  あと、がん検診のほうをちょっとお伺いした

いんですけれども、毎年、この間も質疑あった

んですけれども、せっかくの無料クーポンがあ

るんですけれども、なかなか受診率につながら

ないというお話がありました。その点について

再度どういった啓発というか取り組みをこれか

ら行っていくのかということを１点と。 

  それから、女性に対しては子宮頸がん、また

は乳がん検診の補助があるんですけれども、男

性の方においては前立腺がんということで取り

組まれているというお話を聞きました。前立腺

がんについては、山形県の中でも新庄市と長井

市ということで、新庄市においては平成16年度

から取り組まれているというお話を先日お伺い

したんですけれども、そちらのほうは毎年どれ

ぐらいの方が受診されているのか。２点お伺い

したいと思います。 

伊藤洋一健康課長 委員長、伊藤洋一。 

山口吉靜委員長 健康課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一健康課長 初めに、がん検診の周知とい

うことでございますが、一般質問の際にも御答

弁差し上げました健康に関する情報、いろいろ

入ればそれに行動が結びつくという調査がござ

いました。ことしについては本当にいろいろな

情報、細かいところから情報提供して、市民に

対して健康に対する意識を高めようと思ってお

ります。 

  基本的には、一番簡単にできる自己啓発とし

ては体重をはかることかなと思っております。

自分の体重も知らない、例えば子供の体重も知

らない、そうなれば例えば医者に行ったときに

薬の量も違ってくるものですから、自分の体重、

子供の体重、そういった簡単なところからの啓

発も必要ではないかなと思っております。もち

ろんがん検診につきましても広めて受診率を高

めていくことはもちろん重要なことだと思って

おりますが、そういった身近なところからの周

知が重要ではないかなと思っております。 

  あと、前立腺がんの受診率につきましては、

ちょっとお時間をいただいて調べたいと思いま

すので、よろしくお願いします。 

３ 番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

山口吉靜委員長 髙橋富美子委員。 

３ 番（髙橋富美子委員） 前立腺がんというと、

余り耳にすることがないということなので、身

近な病気とは思えないかもしれませんが、本当
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に命にかかわることもある深刻な病気というふ

うにありました。大体50歳以上の中高年の男性

に多いと言われているということなんですが、

若い男性でも発病することもあるそうです。そ

れで定期的に検査をするよう促すことも必要と

思われますが、その点についてはいかがでしょ

うか。 

伊藤洋一健康課長 委員長、伊藤洋一。 

山口吉靜委員長 健康課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一健康課長 前立腺がんということで、平

成16年度から新庄市は取り組んでおりますが、

前立腺がんにつきましてはなかなか症状が進ま

ないということがございました。そのため検診

と予防、例えば死亡者を減らすということがな

かなか結びつきにくい、急に症状が進めばがん

発見によって助かる命というのはあると思うん

ですが、発症から例えば死亡に至るまで時間が

かかるということでございました。早期発見・

早期治療になればいいことだとは思いますが、

ちょっとある程度進んだ段階でもその後の進行

が少ないということでしたので、そういったこ

とからなかなかほかの市町村での取り組みが少

ないということかなと思っております。 

  それから、前立腺がんの検査でありますが、

24年度につきましては360人の方が検査を受診

しております。以上でございます。 

３ 番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

山口吉靜委員長 髙橋富美子委員。 

３ 番（髙橋富美子委員） ありがとうございま

した。せっかく県内にも先駆けてこの取り組み

を行われているということで、新庄もすごいな

と私自身は思いました。今後ともよろしくお願

いしたいと思います。 

  最後になりますけれども、主要事業の概要の

８ページ、防災対策推進事業ということで、今

回529万8,000円、事業費をつけていただきまし

て、本当に今まで心配していたことが１つ小さ

いことなんですけれども、本当に安心につなが

ったかなというふうには思います。 

  それで、まだまだ内容的にはこれからだとは

思うんですけれども、ほかの地域にもまたこれ

から広がっていくということの可能性の部分と、

それから自主防災組織の育成事業補助金、５地

区で今回は100万円というふうになっておりま

す。たしか前年度は50万円だったと思いますが、

その辺のところを再度お伺いしたいと思います。 

坂本清一環境課長 委員長、坂本清一。 

山口吉靜委員長 環境課長坂本清一君。 

坂本清一環境課長 髙橋委員のほうからは、一般

質問でも、またこれまでについても防災対策に

ついて貴重な御提言等いただいておりまして感

謝を申し上げます。 

  主要事業関係の８ページに防災対策推進事業

というようなことで載せさせていただいており

ます。総額529万8,000円です。これについては

昨年度、県が山形県災害に強い地域づくり市町

村総合支援事業費補助金というようなことで、

防災対策を強化するための補助制度を設けてお

ります。これらを活用した上で、主に３つを大

きな柱として事業を計画しております。 

  １つとしては通信手段というようなことで衛

星携帯電話の整備、それから拠点避難所の設定

と災害対策資機材の整備、それから自主防災組

織育成補助事業の充実というようなことで、３

本柱で事業展開しようというふうに考えており

ます。 

  なお、県のほうの補助金については、これは

全てが対象になるものではございませんが、衛

星携帯電話と拠点避難所の非常用発電、それか

ら自主防災組織の育成に関する事項については

補助対象というようなことになっています。 

  これまでも自主防災組織の育成強化の観点で、

育成、組織化をする上で何が一番大事かという

ようなことでさまざま対応たるものを考えてお

りましたけれども、その中で一つは自主防災組

織内の資機材の整備。これについてはこれまで
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２分の１の補助というようなことでやってきま

したけれども、県のほうの補助事業を受けて最

終的には組織の自己負担たるものがなくても整

備できるようにというようなことで拡充したも

のでございます。その関係で自主防災組織育成

補助事業費補助金というようなことで、一応５

地区で100万円の事業を計画しているものでご

ざいます。以上です。 

３ 番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

山口吉靜委員長 髙橋富美子委員。 

３ 番（髙橋富美子委員） ありがとうございま

す。 

  自主防災組織の５地区とあるんですけれども、

今年度、予定されている地区とかはありますか。 

坂本清一環境課長 委員長、坂本清一。 

山口吉靜委員長 環境課長坂本清一君。 

坂本清一環境課長 本年度の自主防災組織の設立

の関係ですけれども、７地区ほど設立に向けた

取り組みをしていただいております。ただ、い

ずれも３月末ころまでになるかと思いますけれ

ども、要するに町内会での承認を得る必要があ

るというようなことで、正式な設立にはなって

おりません。 

  またもう一つ、来年度から新たな、今言った

ような自己負担なしでの防災資機材等々の整備

もできるというようなことから、若干設立の年

次をずらしたいというふうな意向のところもあ

ります。24年度中については今の段階で正式な

設立ということにはまだ至っておりません。 

３ 番（髙橋富美子委員） 委員長、髙橋富美子。 

山口吉靜委員長 髙橋富美子委員。 

３ 番（髙橋富美子委員） 県内でも何回も言わ

れていますけれども、組織率の低下ということ

が毎回上がってきますので、これからも自主防

災組織の育成に向けてなお一層取り組んでいた

だきたいと思います。 

  以上で終わります。 

山口吉靜委員長 ただいまから１時まで休憩いた

します。 

 

     午前１１時５３分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

山口吉靜委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  質疑ございませんか。 

２ 番（伊藤 操委員） 委員長、伊藤 操。 

山口吉靜委員長 伊藤 操委員。 

２ 番（伊藤 操委員） それでは、私から幾つ

かお伺いいたします。 

  93ページ、10款教育費の教育振興費、小学校

のほうですね、要保護事業援助費と準要保護児

童援助費。これと関連して、96ページに中学校

の保護生徒援助費があります。これは昨年と比

べて増加傾向にあります。この援助内容と全体

の人数比と申しますか、そこら辺を詳しくお願

いいたします。 

髙橋千春学校教育課長 委員長、髙橋千春。 

山口吉靜委員長 学校教育課長髙橋千春君。 

髙橋千春学校教育課長 要保護児童援助費のこと

について御質問いただきました。小中あわせて

ということですけれども、まず、要保護のほう

ですけれども、小学校のほうが３人、想定して

おります。要保護のほうは医療費と修学旅行費

というようなことで合計で４万4,600円。中学

校のほうは５人を想定しております。これも医

療費と修学旅行費ということで24万6,800円予

定しております。 

  前年度比なんですが、要保護のほうは24年度

７名ということで、今年度も大体同じくらいの

人数を、今年度というか25年度も想定しており

ます。 

  それから、準要保護についてですけれども、

来年度についてはこれは166人というような人

数を想定して、1,417万3,610円の小学校のほう

の事業費、中学校のほうは102人を想定してお

りまして、1,311万4,970円を想定しております。 
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  準要保護のほうも、昨年度よりは多目に予定

しておるところです。 

  ここに特別支援教育関係の就学奨励費も含め

ていわゆる扶助という形になっているんですが、

24年度、今年度については３つ合わせて、小中

合わせて288名の生徒を補助しております。全

体の人数については8.6％になるかなと思いま

す。来年度については若干多目ということで、

300人を想定しての予算の計上をしているとこ

ろです。これも若干今年度よりはふえて、９％

の割合の子供さんが援助を受けるような形にな

ります。以上です。 

２ 番（伊藤 操委員） 委員長、伊藤 操。 

山口吉靜委員長 伊藤 操委員。 

２ 番（伊藤 操委員） ありがとうございます。 

  準要保護の件なんですけれども、これは就学

奨励費のことだと思うんですけれども、世帯の

収入とかの基準はどのようになっていますか。 

髙橋千春学校教育課長 委員長、髙橋千春。 

山口吉靜委員長 学校教育課長髙橋千春君。 

髙橋千春学校教育課長 これは基準のところは、

判定の基準が教育扶助基準に生活保護基準、加

えて生活扶助基準の、私も詳しくはわからない

んですが、２類というようなところ、それに冬

季の加算、住宅基準を加えてそれを需要額とい

うようなことで、それを算定の基礎にしている

ところです。以上です。 

２ 番（伊藤 操委員） 委員長、伊藤 操。 

山口吉靜委員長 伊藤 操委員。 

２ 番（伊藤 操委員） 今年度は300人を想定

しているとのことで、やはりこれは今回の議会

だよりのほうにも、前回載っていまして、経済

的な理由により就学困難と認める者とあります。

学用品等の必要な費用を援助するというふうに

なっておりますけれども、これは一応年に１回

という想定で、例えばですけれども、小学校の

低学年のときにこういう援助を受けて、次第に

援助が不要になったというような場合もあろう

かと思います。逆に、やっぱり家族が不幸に遭

ったとか経済的な理由で途中からそういうふう

なものが必要になったという場合も想定される

と思うんですけれども、そういう想定内のこと

に関してはどのようにお考えでしょうか。 

髙橋千春学校教育課長 委員長、髙橋千春。 

山口吉靜委員長 学校教育課長髙橋千春君。 

髙橋千春学校教育課長 これは今年度こういうふ

うに前年度のうちに予算は計上しますけれども、

年度途中で新たに該当するような子供さんがあ

れば、その都度その都度審査をして、適当であ

ればこれを与えるというような形、システムに

なっております。 

２ 番（伊藤 操委員） 委員長、伊藤 操。 

山口吉靜委員長 伊藤 操委員。 

２ 番（伊藤 操委員） わかりました。 

  学校に上がることで不安を抱えているお母さ

ん、お父さんもいると思いますので、手厚い援

助をしてほしいと思います。 

  続きまして、49ページ、３款民生費、社会福

祉費の成年後見制度利用支援事業費についてお

伺いいたします。 

  山形県の中では、成年後見制度の実績がゼロ

という市町村もかなりあります。新庄市にとっ

ては果たして実績はどのようだったかお伺いい

たします。 

小野 享福祉事務所長 委員長、小野 享。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長小野 享君。 

小野 享福祉事務所長 24年度の実績ということ

になりますが、成年後見の制度利用はございま

せんでした。 

２ 番（伊藤 操委員） 委員長、伊藤 操。 

山口吉靜委員長 伊藤 操委員。 

２ 番（伊藤 操委員） この制度は、地域包括

支援センターの地域支援事業だと思うんですけ

れども、実績がもしないのであれば、そこの事

業の中で行えるべきところだと思うんですけれ

ども、この予算の使用目的というか、それはど
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ういうふうなことでこの数字が挙がっているの

でしょうか。 

小野 享福祉事務所長 委員長、小野 享。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長小野 享君。 

小野 享福祉事務所長 ただいまの49ページの障

害者自立支援費の中の成年後見制度利用支援事

業費につきましては、障害者の方の成年後見制

度でございます。包括支援センターのほうで担

当しておりますのがいわゆる権利擁護、高齢者

の権利擁護部分ということでございますので、

これに関しましては介護保険特別会計の中で予

算を計上しているというふうな形になっており

ます。 

２ 番（伊藤 操委員） 委員長、伊藤 操。 

山口吉靜委員長 伊藤 操委員。 

２ 番（伊藤 操委員） わかりました。 

  それでは、続きまして50ページ、同じ民生費、

社会福祉費の高齢者による健康増進自主活動支

援事業費補助金、これについてお伺いいたしま

す。 

  これの金額は昨年と同様だと思います。この

議場の中でも再三話題になったと思うんですけ

れども、高齢者の自主的な運動、例えばリーダ

ー育成もそうなんですけれども、健康寿命を延

ばして寝たきりを予防するということではこう

いう事業は拡大すべきだと思うんです。介護保

険に関してもそうなんですけれども、やはり予

防ということに関しては予算をかけなければな

らないようなところがあります。この事業は、

公民館で恐らくリーダー育成とかそういうもの

の中身だと思うんですけれども、拡大し、健康

を延ばすということでは、今回はこういう数字

ですけれども、今後はどのような見通しを立て

ていますか。 

小野 享福祉事務所長 委員長、小野 享。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長小野 享君。 

小野 享福祉事務所長 ただいま高齢者による健

康増進自主活動に関する補助金に関して御質問

をいただいておりますが、その上の老人クラブ

活動助成事業費補助金がございます。高齢者対

策ということで、基本的にこの２つがセットで

考えられているということで、基本的に老人活

動クラブ費については上の補助金で出しており

ますが、これに関して、さらにクラブ等で独自

に教室を開く、それからふれあいサロンという

のがございまして、独自に健康づくり、もしく

は健康教室といいますか、そういうものを開催

したところに対しての助成というふうなことで

現在支出しているというところでございます。 

  今、お話にありますように、老人クラブの活

動と健康づくりの問題に関しましては非常に現

在、密接に結びついているというふうに思って

おります。老人クラブの活動の中にも既に健康

づくりをしながらやはりみんなで一緒にやって

いくというふうな方針を立てているクラブもご

ざいますし、我々のほうからお願いしながら健

康教室を開催しているというふうなところもご

ざいます。ですから将来的に、老人クラブとい

う名前自体がどうかという問題もございますけ

れども、65歳以上の方が一定の条件の中という

ことになりますけれども、健康づくり、健康維

持、健康増進の取り組みのためにはこういうふ

うな補助金を適切に補助しながらやっていくと

いうことが一つの大きな鍵になりますので、そ

の辺についてはやはり将来的なそういうふうな

重要な課題を抱えているという認識でおります

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

２ 番（伊藤 操委員） 委員長、伊藤 操。 

山口吉靜委員長 伊藤 操委員。 

２ 番（伊藤 操委員） ありがとうございます。

ぜひ拡大のために力を注いでほしいと思います。 

  最後の質問ですけれども、48ページ、同じ民

生費、社会福祉費ですけれども、障害者自立支

援費、この中の介護給付費・訓練等給付費５億

5,485万4,000円です。これの金額、昨年は４億

3,700万で、伸びが幅広いなと思うんです。手
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厚い給付でありがたいんですけれども、この伸

びに関して説明をお願いします。 

小野 享福祉事務所長 委員長、小野 享。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長小野 享君。 

小野 享福祉事務所長 障害者自立支援給付に関

してのそのうちの介護給付費・訓練等給付費に

関しての御質問でございますが、確かに昨年か

らかなりの伸びを見せております。これの一番

大きな原因としては、結論から申せば、いわゆ

る相談事業が充実しまして、その給付に関して

適切なケアマネジメントといいますか、適切な

扶助を受けられるようになったということが一

番大きいかと思います。平成24年から障害者自

立支援法の中で相談支援事業、これを全市町村

で取り組めというふうなことになりまして、新

庄市におきましても２カ所、障害者を対象とし

ました相談センターがございます。その中で、

４月からでございますが、いろいろ障害者の方

が実際に相談に行く、もしくは電話等もござい

ますが、その中で自分に合ったメニューは何な

のかということを、介護保険で言えばケアマネ

ジャーの方ということになりますけれども、そ

ういう指導される方がメニューの中から適切な

ものを選んで、選択しながら市と連携して給付

もしくは扶助を行うというふうな形になってお

ります。ですから、本人が知らなかった制度に

ついても適宜給付するというふうな状況もござ

いまして、やはり全般的に適用するメニューが

ふえたということですので、障害者的には非常

によい制度かなというふうには思っております。 

  ただ、やはり全般的に負担がふえていると、

いわゆる給付費がふえているということになり

ますので、その辺に関しては評価はどうかとい

うふうな部分はございますけれども、状況とし

て額がふえているというふうなことに関しまし

ては相談支援事業の充実によりましてメニュー

の適用が図られているというふうなことで御理

解いただきたいと思います。 

２ 番（伊藤 操委員） 委員長、伊藤 操。 

山口吉靜委員長 伊藤 操委員。 

２ 番（伊藤 操委員） わかりました。 

  それでは、訓練というのが訓練給付、これに

関しての説明をお願いします。 

小野 享福祉事務所長 委員長、小野 享。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長小野 享君。 

小野 享福祉事務所長 題名としまして介護給付

費、それから訓練等給付費というふうにござい

ますが、主要施策等でもお示ししておりますが、

いわゆる障害者自立支援法に基づくメニューと

いうのが20メニューほどございます、いわゆる

自立支援部分に関しては。例えば居宅介護から

始まりましていろいろな給付部分ではそうなん

ですが、訓練給付といいますと、いわゆる就労

支援、Ａ型、Ｂ型とか、いわゆる就労指導、職

親も含みますが、そういう自立支援に向けた就

労体制を援助するというふうなメニューが何メ

ニューかございます。ですから、いわゆる訓練

等給付費というふうな部分についてはそういう

意味の名称だということで御理解をいただきた

いと思います。 

２ 番（伊藤 操委員） 委員長、伊藤 操。 

山口吉靜委員長 伊藤 操委員。 

２ 番（伊藤 操委員） わかりました。懇切丁

寧な説明、どうもありがとうございます。これ

で終わります。 

１４番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

山口吉靜委員長 遠藤敏信委員。 

１４番（遠藤敏信委員） それでは、私のほうか

ら数点。 

  ページ46、シルバー人材センター運営費補助

金。それから、ページ50、老人クラブ活動助成

事業費補助金及び先ほど伊藤 操委員が高齢者

による健康増進自主活動助成事業というふうな

ことがありましたけれども、関連しまして。 

  それから、ページ66、６款１目３項農業費振

興費、そばまつり実行委員会負担金。同じくペ
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ージ77、７款１項地域特産品開発事業委託料。

それからページ80、８款２目２項、長寿化橋梁

点検業務委託料についてお伺いいたします。 

  まず初めに、シルバー人材センター運営費補

助金、638万7,000円とありますが、現在何名の

方が登録されているのか。また、新庄市及び他

市町村、郡内の方が登録されていると思うんで

すけれども、その割合。それから、どのような

職種を担っているのか。就労による事業収益は

どのくらいかを伺います。 

小野 享福祉事務所長 委員長、小野 享。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長小野 享君。 

小野 享福祉事務所長 基本的に新庄・最上地域

シルバー人材センターにつきましては公益法人

ということでございますので、市の直轄の団体

ではございません。ですから、基本的には我々

とはまた別途の団体ということになりますが、

状況的にわかる部分だけ御報告いたします。 

  昨年の４月の段階で申しわけありませんが、

会員数としては668名というふうな報告をいた

だいております。そのうち新庄市在住の方につ

きましては406名、ですから大体６割ぐらいと

いうふうな状況でございます。 

  あと、職種につきましては、いわゆる外の作

業、それから筆耕も含めまして中の作業、かな

り多岐にわたったものを受注しているというふ

うなことでございますので、高齢者の方のそれ

ぞれの特性、いわゆる技能を生かすような職種、

かなり多岐にわたって活用させていただいてい

るというふうなことで御報告させていただきた

いと思います。 

  あと、就業率につきましては88.4％というこ

とでございますので、ほぼ新庄市内といいます

か、新庄市内での受注率が非常に高いというふ

うなこともお聞きしております。以上でござい

ます。 

１４番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

山口吉靜委員長 遠藤敏信委員。 

１４番（遠藤敏信委員） 例えばどのくらいの額

として事業を行っているかというふうなことま

ではわかりませんか。 

小野 享福祉事務所長 委員長、小野 享。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長小野 享君。 

小野 享福祉事務所長 受注額ということでお答

えいたしますと、23年度実績ということになり

ますが、11億8,827万円というふうに出ており

ます。受注額でございます。以上です。 

１４番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

山口吉靜委員長 遠藤敏信委員。 

１４番（遠藤敏信委員） いやいやいや、かなり

大きな額の仕事をしているなということで改め

て思いました。そうした場合、果たして638万

万という運営費補助金というふうなことをあえ

て出す必要があるのでしょうかというふうな疑

問に突き当たったところです。 

小野 享福祉事務所長 委員長、小野 享。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長小野 享君。 

小野 享福祉事務所長 大変失礼申し上げました。

先ほどの額、ちょっと桁を間違っておりまして、

１億1,882万円でございました。１億円規模の

状況でございましたので、若干評価が変わるか

と思いますが、今のあえて支出するかどうかの

疑問に対しては、シルバー人材センターにつき

ましては公益法人ということで、公益性、非常

に高くなった団体でございます。その中で利益

を求めないというものが一定の広域法人、社団

法人というふうに位置づけられておりまして、

むやみに受注できないと。とにかく利益につい

ては地域に還元していくというふうな状況でご

ざいます。ですから、その運営に当たっては現

在、国・県・市、それから町村もまざっており

ますけれども、それぞれの分担に応じて運営費

を出しているというふうな状況でございます。

ですから反面、高齢者の労働に関して一定の拡

大を図るというふうな目途もございますので、

やはりそういうふうな全体的な運営費、今回示
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しております638万円の中には新庄市として498

万円、県として140万と一緒の額が入っており

まして、新庄市分としては498万というふうな

額になっております。国はこれに加えて789万

円という額が全体の人口割、もしくは面積割で

交付されているというふうな状況でございます

ので、そういうルールでまず補助させていただ

いているというふうなことが一つと。 

  やはり先ほど言いました公益法人としての役

割、公益性を重んじた団体になったということ

もありますので、この辺に関してはやはり継続

すべきものかというふうに思っております。以

上です。 

１４番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

山口吉靜委員長 遠藤敏信委員。 

１４番（遠藤敏信委員） はい、わかりました。 

  やっぱり必要だとは思います。ただ、利益を

求めないというふうなことで、頼むほうにとっ

ては頼みやすいのかもしれませんけれども、い

わゆる業者の方がいると、いわゆる民業の方々

との競合の中で、そっちのことを圧迫するよう

なことになってはうまくないんでないかなとい

うふうな思いもしたものですから質問した次第

であります。 

  続いて、きのう新田委員が質問し、ただいま

伊藤 操委員が質問したんですけれども、老人

クラブ活動助成補助金、50ページです。それと

高齢者による健康増進自主活動支援事業費補助

金、きのう来、地域づくり・健康づくりの観点

からも非常に有効、存在は重要と、有効なもの

とのことで論議されているわけですけれども、

実は昨年の10月29日、毎年、社会福祉協議会が

主催して輪投げ大会というものをやっています。

去年の場合、第21回というふうなことで51チー

ム、342名の高齢者の方々が東山体育館に集っ

て競い合ったわけでした。寒河江の社会福祉協

議会からも非常に新庄での輪投げ大会が好評と

いうか、その事業をまねしたいというふうなこ

とで視察の方が来ておられました。先ほども申

しましたけれども、地域づくり・健康づくりの

上で非常に有効だなというふうな思いを私もし

たものですから、寝たきりのお年寄りがふえる

よりも元気なお年寄りがふえたほうがいいんじ

ゃないかというふうな観点から、最近いわゆる

老人クラブの数が減少しているというふうなこ

とがあるわけですけれども、再び組織化に結び

つくような、集ってお互いを啓発することがで

きるような関係づくりを進められてはいかがか

というふうなことの思いで質問したところです。

お願いします。 

小野 享福祉事務所長 委員長、小野 享。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長小野 享君。 

小野 享福祉事務所長 今、老人クラブの再編成

といいますか、加入者の増加に向けての取り組

みというふうなことかと思われますが、現状で

老人クラブと健康づくりの関連の中では、老人

クラブの中で各クラブごとに例えば健康・うつ

の学習会とか、運動を取り組んだ事業を行って

いる、そういうふうなケースが結構ございます。

参加人数としては年間で196人、11団体行って

いるというふうなところもございますし、栄養

相談とかそういうふうなところも含めていろい

ろやはり工夫しながら行っていただいていると

いうところでございます。 

  ただし、毎回老人クラブの総会には出席させ

ていただいておりますが、やはり毎年少しずつ

縮小していくと。どうしたらいいかというふう

なことは、いろいろ総会の中でも話題になって

いるところでございます。市としてもやはり一

つの契機としては健康づくり、もしくは地域づ

くりのお話もございましたが、そういうふうな

ところと地域における高齢者の役割を明確にし

て、そして地域の方々と一緒に取り組む部分と、

それからみずからの健康を考えていくと。そう

いう部分でクラブの一つの目標、今までは親睦

を深めるということが非常に大きな問題でした
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けれども、地域にどういうふうに還元していく

かというふうな部分での取り組みがあれば非常

に参加しやすいのかなというところはあるかと

思います。 

  やはり全体的に高齢化している、つまり同じ

趣味もしくは意識の方々が固まりがちなもので

すから、それを広げていくためには一定の広い

意味での公益性が一つ出てくると。となれば、

それに対しての補助もしやすいというところに

ございますので、そういう方向で少し老人クラ

ブの活性化については当然団体が考えるという

ことが第一義的な問題ですけれども、市の方策

としてもそういうふうになっておりますので、

一緒に考えていきたいというふうには思ってお

ります。以上でございます。 

１４番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

山口吉靜委員長 遠藤敏信委員。 

１４番（遠藤敏信委員） 昨年の11月に産業厚生

常任委員会で北区を視察してきました。割と高

齢化率が高いんでしたっけな。高齢化率が高い

ということを逆手にとって「長生きするなら北

区」というふうなキャッチコピーを使いまして、

元気なお年寄りをサポートするという活動を盛

んにやっていたというふうなことでありました。

体操なんかもあるんですけれども、その一つに

食事会というふうなものを毎月開催していると。

800円程度の昼食を用意してもらうんだそうで

すけれども、400円をお年寄りで負担してもら

って、400円の差額を区で補助するというふう

なことらしいんです。どこで食事するかという

とお店なんですね。お店の協力を得て、その協

力店を各地につくっておいて、例えばきょうは

Ａというところとやったら、次はまた別なとこ

ろでやるということで回っていくというふうな

ことでした。一つのアイデアだなということで

思ってきたところです。だから、何かそういう

ふうなことがあれば、そういうことをメニュー

の一つに加えたものでも試してみたらいかがか

というふうなことで申し上げたところでありま

す。 

  次に移ります。 

  ページ66、そばまつりなんですけれども、先

ほど佐藤卓也委員のほうから質問がございまし

た。私もそばまつりの中にはちょっと打ち手と

してかかわっているんですけれども、１回、２

回、３回と非常に好評だったというふうなこと

です。ただし場所について、山屋のセミナーハ

ウスで開催してきたわけですけれども、シャト

ルバスに乗りかえて行かなければならないとい

う、ここに、例えば足のない人はそれでもよい

かもしれませんけれども、車で行って車で帰っ

てきたいという方がいるんですね。これは実行

委員会でこれから決めていくわけですけれども、

例えば山屋セミナーハウスでした場合は駐車場

をどこかに確保できないかというふうなこと。

でなければ、例えばですけれども、駅の東のほ

うのすぽーてぃあ、あの辺とかそういうふうな、

実行委員会の決定に従うわけですけれども、そ

ういうふうなことをしたほうがいいのではない

かという声がありましたので、申し上げたとこ

ろであります。 

  ところで、そばまつりは非常に好評なんです

けれども、そばの価格が非常に暴落していると

いうふうなことで、農林課長、今どのような状

況になっているかお伝え願えれば。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

山口吉靜委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 まず、そばまつり第４回目の

会場につきましては、やはり先ほどもお話しし

ましたように、いろいろな面の御意見をちょう

だいしていますので、賛否両論ございます。そ

の辺については年度明けての第４回目に向けた

実行委員会、あるいは小委員会のほうで十分協

議しながらいい方向に持っていきたいなと思っ

てございます。 

  それから、今年産のそばの価格をどう見てい
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るかというふうなお話でございますが、平成24

年度産のそばということで、全国の作付面積が

６万1,000ヘクタールほどとなっておりまして、

10年前に比べますと約28％ほど面積が増加して

いるというふうなことでございます。 

  収量につきましては４万4,400トン、国内の

流通しているそばの量が約12万トンということ

で、そのうちの国産そばは３割だそうです。残

り７割につきましては中国産・北米産というこ

とで、こちらほうから輸入されているわけでご

ざいますが、中国産につきましては１俵という

ことで申し上げますが、45キロ換算で3,500円

から4,000円で入ってきているそうです。それ

から北米産につきましては6,000円から7,000円

というふうな値段で取引されているようでござ

いまして、この部分につきまして即、国産に置

きかえられないかというふうなことになろうか

と思いますが、やはり貿易の協定の中で３年、

５年というふうな期間の契約でもっていわゆる

輸入されているものですから、いきなり国産の

ソバが豊作だからといってすぐに置きかえるわ

けにはいかないというふうな内容だそうでござ

います。 

  ちなみに、ことしのＪＡ新庄もがみの収穫量

につきましては約3,200俵、昨年が3,800俵とい

うことで若干落ちていますが、御存じのように

10月後半からの長雨と暴風によりまして大分収

穫が落ちましたが、単価にしましては平均

1,250円というふうな、残念ながらそのような

値段になっています。 

  同様に、ＪＡ新庄市におきましても1,800俵

ほどの収穫ということで、前年が2,400俵とい

うことでございましたので、量的にはやはり落

ちているんですが、全国的な過剰傾向というこ

とで、やはり１俵当たりの単価も1,000円から

1,200円というふうな状況になっております。 

  やはりこの問題につきましては最上管内の市

町村、ＪＡとの集まりの中でもいろいろ問題視

されておりますが、ＪＡの考えとしましては、

現在、農業者戸別所得補償、こちらのほうで10

アール当たり２万円、あるいは数量払いという

ことで一等から規格外まで差はありますが、そ

の販売数量に見合った数量払いということで、

１万2,000円から１万6,000円ぐらいの加算があ

るというふうなことで、その辺の交付金がある

中ではいたし方ないというふうなことを考えて

おりますが、また、やはり販売面におきまして

も積極的な活動を展開してほしいというふうな

要望も十分聞いてございます。 

  そのようなことで、来年産におかれましては、

やはりどういうふうに推移するかわかりません

が、状況は状況ということで、そのようなこと

で報告させていただきます。以上です。 

１４番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

山口吉靜委員長 遠藤敏信委員。 

１４番（遠藤敏信委員） 玄そばの１俵45キロ、

22.5キロ２つで１俵なんですけれども、１俵で

で1,000円と、今の相場が1,000円だと、ちょっ

と驚くような低価格。戸別所得補償制度による

それがあるからこそ何とか農家収益は補塡され

るわけですけれども、1,000円。例えば農家戸

別所得補償制度の中間報告というふうな農業再

生協議会の資料が郵送されてきたわけですけれ

ども、ここで言うところの、例えば１反歩45キ

ロ収穫した場合、その45キロを収穫するために、

例えばコンバインで刈り取りを依頼した場合

5,000円かかりますね。そこで45キロのものを

売った場合1,000円。1,000円のものを収穫する

ために5,000円かけると、そういうふうな状況

になっているということだけ認識していただき

たいと思います。 

  そばまつり、大いに盛り上げて結構なんです

けれども、農協のほうに話を聞いたところ、こ

のような状況の中では、生産調整、転作は勧め

られないということで、長期的に見てどうなの

かわからないけれども、加工米のほうに誘導せ
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ざるを得ないというふうなことを言っておりま

した。これに関しては以上でやめます。 

  それから、77ページ、７款１項、地域特産品

開発事業委託料321万1,000円というふうなもの

の内容、説明をお願いします。 

田口富士雄商工観光課長 委員長、田口富士雄。 

山口吉靜委員長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 これは緊急雇用事業で

ございまして、今年度から引き続いているもの

でありまして、１月から12月までだということ

で、地域色の濃い特産品、これを開発して商品

化までつなげようと、こういった事業でござい

ます。 

  具体的には10月10日に新庄の新しいおみやげ

コンテストを実施したいということで、これま

でつくる方、売る方、あと顧客等とのさまざま

な調査を行ってきまして、４月１日に県の合庁

と共同で駅前に事務所を設けるということで、

そこから実際やる方、実践者の掘り起こしとか

準備を進めていくということでありまして、そ

の期間中にさまざまな試行の商品販売等々を行

って10月10日の本番まで持っていくということ

であります。具体的には様々なニラとか、今で

すとウルイとか山菜類、花のトルコギキョウと

か場合によってはラズベリーとかさまざまな素

材があろうかと思いますけれども、そういった

ものを例えば菓子あるいは加工品に加工してい

くというようなことで、新しいものを何とか生

み出したいということでございまして、最後は

10月10日のコンテストまでつくりたいというこ

とでございます。これは言い方はちょっと失礼

なんですけれども、つなぎのいわゆる緊急雇用

の事業ではありますけれども、その後の展開を

考えますとかなり持続性の高い事業ではないか

なというふうな捉え方をしております。以上で

ございます。 

１４番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

山口吉靜委員長 遠藤敏信委員。 

１４番（遠藤敏信委員） そうすると、これは募

集をかけるというようなことですか。例えばさ

まざまなグループとか、改善グループとかそう

いうふうなところに募集をかけるというふうな

ことなんでしょうか。それとも、委託した人、

された方がさまざまなところから収集して提案

するというふうな性格のものなんでしょうか。 

田口富士雄商工観光課長 委員長、田口富士雄。 

山口吉靜委員長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 委託先は物産協会でご

ざいますので、そこから広く呼びかけていくと。

物産振興会議なんかも共同しましてやっていく

ということです。ですから、いろいろな業種の

方々はもちろんなんですけれども、ＮＰＯとか、

場合によっては高校生とか対象は幅広く広げて

いきたいなというふうな考えでございます。 

１４番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

山口吉靜委員長 遠藤敏信委員。 

１４番（遠藤敏信委員） ここで新庄市の特産品

が生まれるといいなと期待しています。 

  それから、80ページ、きのうも出たような気

がしたんですけれども、長寿命化橋梁点検業務

委託料というふうなことで、泉田橋を除いて

117基があるというふうなことでの説明がござ

いました。 

  ７月に河川愛護デイがあるわけですけれども、

私、鳥越の新田橋付近、あの辺の草刈りなんか

毎年やるわけですが、真ん中にある橋脚が腐食

しまして、鉄筋がむき出しになっている状況が

あるんですね。これ見ろやというふうなことで、

何回か私も、自分の目で確認している上にさら

に「見たか、見たか」というふうなことでよく

言われているんですけれども、点検業務をこれ

からやるのか、やっていたのか、あるいはこれ

からどうするかというふうなことをまず伺いた

い。 

星川俊也都市整備課長 委員長、星川俊也。 

山口吉靜委員長 都市整備課長星川俊也君。 
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星川俊也都市整備課長 長寿命化橋梁点検業務委

託につきましては、こういうような建築物につ

いては今後老朽化がどんどん進んでいくと。そ

ういうものについて新たに更新とかそういうも

のを一斉にやったら莫大な費用がかかるという

ことで、そういうようなものを点検し、なおか

つ修繕等かけかえに係る費用の縮減を図るとい

う、そういう目的でこの事業をやっております。 

  点検業務につきましては、22年度から行って

おります。22、23、24と３カ年で117基を24年

度で全て終わったということで、25年度は今度

はその117基を点検した中では、内容的には今、

遠藤委員が言ったように、鉄のさびとか、ある

いは舗装の割れとか、そういうものを目視によ

って点検しまして、そういう中でＡ、Ｂ、Ｃ、

Ｄ、Ｅというふうなものを結果項目がつきます。

Ａランクは大丈夫だと、Ｅランクは危ないと。

そんな中の調査項目が終わりましたので、それ

に基づきまして、今度５カ年程度をめどにしま

して全体の修繕計画、それを立てていくと。国

においては修繕計画、策定したものについて、

いろいろな支援策を講じるというふうな仕組み

になっております。 

山口吉靜委員長 ほかに質疑ございませんか。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

山口吉靜委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） じゃ、私から。 

  まず、32ページの２款総務費で、一般管理費

の市職員競争試験委託料と職員研修事業費など

についてまず質問したいと思います。 

  一般質問で職員採用についてさせていただき

ましたこの市職員競争試験委託料のほかに採用

試験、これは採用試験のことですよね。ほかに

予算はとられていないんですか。職員採用とい

うことに関しての予算。 

野崎 勉総務課長 委員長、野崎 勉。 

山口吉靜委員長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 職員採用につきましては、統

一試験等の設定の中で行ってございますので、

この委託料55万円、これのみでございます。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

山口吉靜委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） 私が一般質問のときに

申し上げたかったのは、やっぱり原石を発掘す

る、新庄市民の福祉向上に貢献できる優秀な人

材を発掘するという意味では非常に大切な部分

だと思うんです。 

  ここにちょっとおもしろい資料があって、１

人の市職員というか、公務員の職員の採用から

退職までの経費というのが約３億円だそうです、

１人。そういうふうに言われているそうです。

やっぱりそれだけ市民の血税というかそういう

ものを１人の職員が３億円も使って福祉向上に

努めなければいけないわけですよね。それでし

たらやっぱり、ここに今のニセコ町長が書いて

いる文章があるんですけれども、「自治体が有

能な職員を採用するためにお金をかけないのは

旧態依然としたおかみの発想で組織としての怠

慢な行為だとさえ思っている」ということを書

いているんですね。なぜ職員採用にもう少し予

算をかけないのか理由を聞かせてください。 

野崎 勉総務課長 委員長、野崎 勉。 

山口吉靜委員長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 先ほど職員採用については委

託費のみのこの金額と申し上げましたが、面接

試験員の謝金等もございます。これは２万

4,000円。そのほか、別に分けてはございませ

んが、募集要項等の郵送料等なんかも相当踏み

込んだ形で盛り込んでおりますが、いずれにい

たしましても小関委員のおっしゃる大きな金額

というのとはちょっと違う中身になっているの

かと思いますが、採用試験につきましてはやは

り公明・公平な観点からの採用が一番重要なこ

とだろうと思っています。そういった中で、県

の統一試験、そういった制度を活用しながらこ

れまで採用を行ってきたわけでございます。今
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後についても、我々としてはその観点に立って

公明・公平な採用試験を行いながら一人でも優

秀な多くの人材を確保したいというふうに考え

ているところでございます。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

山口吉靜委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） 今、課長がおっしゃっ

た一人でも優秀な人材を確保したいと。本当に

みんなのそれは思いだと思いますので、ぜひ実

現するように頑張っていただきたいと思います。 

  金額の、私は多寡の話をしているわけではな

くて、もう少し本当にどういう人材を確保した

いのかということを前面に広くアピールしてい

くということが、新庄市の職員になりたいと手

を挙げる若者たちがふえる、そういうきっかけ

になると思うんですね。ぜひそこを考えていた

だいて、金額の多寡ではないですよ、もう少し

本気でいい人材を確保するというところを構築

して、そういうシステムを構築していただけれ

ばと思います。 

  次に、その下の職員研修事業というところで

す。金額がどんどん大きくなっているというの

で私は、本気で研修をして組織力なり個人の能

力を高めていきたいんだなという思いは非常に

この数字から感じることができます。しかし、

この数字ではわかりますけれども、前年と比べ

て比較してというか、どういう研修を充実させ

たという部分がここではちょっとわからないの

でそこをちょっと。 

野崎 勉総務課長 委員長、野崎 勉。 

山口吉靜委員長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 今年度の研修費202万5,000円

を計上させていただいております。昨年度当初

予算での計上が174万8,000円ということで、27

万7,000円ほどの増というこのたびの予算計上

ということになってございます。 

  その増の内訳でございますが、一つは職員の

自主研修、研究活動費への助成金10万円、これ

については１件５万円の２件に充てたいという

ふうに考えてございます。 

  それから、研修機関への派遣に伴う研修負担

金、これが10万円ほど増にしてございますが、

中でもこのたび技術職員研修の新設、機関での

新設を行いまして、派遣研修費13万円、宿泊負

担金２万9,000円等、新しいものとしてはこう

いったものを盛り込んでおります。そのほか、

これまで平成24年度当初と同じように研修の基

本体系はそのまま維持していった上で、新たな

試みをこのたびやっていきたいというふうなこ

とでございます。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

山口吉靜委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） 少しでも優秀な職員を

より市民福祉の向上につなげていけるような道

筋をしっかりつくってほしいと思います。 

  いずれにしても、やっぱり市職員の質の向上

というか、より質を高めていくというのは市政

の土台だと思うんです。そこがしっかりしてい

ないとなかなかうまくいろいろな事業や施策が

進められていかないんじゃないかなということ

であえて言わせていただきました。 

  あと、研修なんですけれども、少しだけ言わ

せていただきたいんですけれども、民間の企業

に出かけて研修をするというところもほかの自

治体等ではやっています。こちらでも電通にと

いうことで派遣しているわけですけれども、私

は、市民文化会館の運営の仕方というか、スタ

ッフの人たちの機敏な動きというか、いろいろ

なことに機転をきかせた動きをするというか、

そういうのを見ていると、「何だ、中にすごい

研修の材料になる場所があるじゃないか」と本

当に思ったわけです。この間、落語のイベント

があったわけですけれども、それで行かれた方

はいっぱいいらっしゃると思いますけれども、

あのスタッフの動きというのは非常にすばらし

かったですよね。総務課長も行かれていました
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けれども、非常にお客様に配慮した動き、こう

いうことを思っていらっしゃるんじゃないかと

いうと、そこに手が届くようなことをするわけ

ですよ。ああいういい例がすぐ近くに、中にあ

るわけですよね。ぜひその辺でも研修をする、

指定管理者だからという何かがあるんだったら

そんなところは捨てていただいて、本当に学ん

でいただければと思います。 

  次に、きのう小野委員が質問していたところ

なんですけれども、34ページ、総務費の２款１

項６目財産管理費の中のネットワーク構築機器

等借上料とあります。この説明の題名というか、

これを見て市民の方というか、ここに公舎の借

上料が含まれていると思える、理解できると思

っていますか。どなたか。 

髙橋則雄財政課長 委員長、髙橋則雄。 

山口吉靜委員長 財政課長髙橋則雄君。 

髙橋則雄財政課長 ネットワーク構築機器等借上

料ということで、内訳が公舎借り上げも含んで

いるということでわかりづらいんじゃないかな

というお話でございますけれども、恐らく市民

の皆さんもこれではわからないなとは思います。

ただ、借上料という形で１本にまとめていると

いうことで、従来よりこのような形でやらせて

いだたいております。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

山口吉靜委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） 当議会では議会改革の

中で議会基本条例を今作成をしているというこ

とは皆さんおわかりだと思います。その基本条

例の、これは策定途中ですけれども、その中の

第10条というところに、予算及び決算における

政策説明という項目が上程の予定の部分である

んですけれども、議会は予算や決算について十

分な調査、検討をするために市長にわかりやす

い説明を行うように……（「みんなに言ってな

いんだぞ」の声あり）いや、中身はみんなこう

いうことを議論しているということを言ってい

るので……（「決まっているの」の声あり）決

まっていないですけれども、こういうことを言

っているんで、議会改革の中にも、ちゃんと私

も説明していますから、中間報告でも説明して

いるはずですから、何も言わないでいただきた

いと思います。そういうことを策定して議会改

革を進めていこうと思っているわけです。今後

どういうふうに、こういうふうな説明を続けて

いくおつもりですか。 

髙橋則雄財政課長 委員長、髙橋則雄。 

山口吉靜委員長 財政課長髙橋則雄君。 

髙橋則雄財政課長 午前中に謝金の関係でも質問

ありましたけれども、わかりづらいということ

はわかります。ただ、わかりやすくするという

か、これですと全部上げますとこの容量ではお

さまらないということで、代表的な名称で、

何々等謝金とか借上料というふうな表現をさせ

ていただいて、中身については後で聞いていた

だくというふうなことで御理解をいただきたい

と思います。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

山口吉靜委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） 従来どおりの説明にさ

せてもらいたいということでよろしいですね。 

髙橋則雄財政課長 委員長、髙橋則雄。 

山口吉靜委員長 財政課長髙橋則雄君。 

髙橋則雄財政課長 わかりづらいという部分がご

ざいます。それはわかりましたので、改善でき

るところは改善していきたいと思います。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

山口吉靜委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） そのお言葉を待ってお

りました。ぜひ改善していただければと思いま

す。 

  では、次に66ページ、６款１項３目、ほかの

委員の方々も何度も質問をしておりますけれど

も、そばまつりの負担金についてでございます。 

  課長から、好評だったということでしたけれ
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ども、そばまつりのそもそもの目的というのは

どういうものであったのかということをちょっ

と聞きたいと思います。 

山口吉靜委員長 ただいまから10分間休憩いたし

ます。 

 

     午後２時０１分 休憩 

     午後２時１１分 開議 

 

山口吉靜委員長 休憩を解いて再開いたします。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

山口吉靜委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 質問の内容は、そばまつりの

意義というか目的ということでございました。 

  新庄に今、ソバの作付は約300ヘクタールご

ざいます。というようなことで、玄そばの生産

拡大、消費拡大、そしてそばどころ新庄を売っ

ていく、ひいては全国に新庄はそばどころだと

いうことで、そばを食べに来るお客さんを誘客

すると、こういう３つの目的を持ってやってい

るところでございます。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

山口吉靜委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） わかりました。 

  先ほど遠藤委員からも非常にそばの価格が下

落というか、暴落に近いようになっているとい

うことで、私は何度も申し上げているように、

そばを打つことだけじゃなくて、そばクッキー、

そばケーキ、そば何とかというものを、そば粉

を使う製品をどんどんどんどんそこで生み出し

ていくことがそばの振興になるんじゃないかと

申し上げていたんですけれども、何かもうそば

を打って食べていただくというそばまつりに特

化しているというのが非常に気になっているわ

けです。 

  新年度早々、この準備に取りかかるというこ

とですけれども、人的なコストというか、そこ

にかかわる職員はどれぐらいになるわけですか。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

山口吉靜委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 準備にかかる担当は、職員１

名はそばまつりのイベントの主担当ということ

で、ほかの業務も兼務してございますけれども、

まず１名ということで考えております。 

  本番当日につきましては、概算ですけれども、

さまざまなスタッフということで、市職員につ

きましては80名ぐらいですか。あと民間という

ことで60名。この民間の力としまして新庄そば

工房、新庄・最上そば道楽会、ＪＲ、観光協会、

会議所、元気にする会、県立農業大学校、地元

山屋の連合会、物産協会、両ＪＡ、産直、これ

らの方々約60名の協力を得ましてそばまつり本

番を行っているというふうなことで、非常に民

間の協力につきましては大変感謝しているとと

もに、やはり職員としてもそういった方々との

交流も得て、さまざまな事業の潤滑油にもなっ

ているんじゃないかなというふうな捉え方もし

てございます。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

山口吉靜委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） 潤滑油になっているの

でしたらいいのですが、それが職員の負担にな

っていれば少しは改善していくという方向もあ

ってもいいのではないかと思います。 

  やはり職員が当日は80名と、民間の方々が60

名、お客様も含めてそこにかかわる全ての人が

来てよかったと、開催してよかったと思えるよ

うなイベントでないと長続きはしないのかなと。

３回目ですから、そういう心配も要らないのか

なと思いますが、そういう全ての参加する人の

輪がしっかり整ってこそいいイベントになって

継続していくのかなと思いますので、ぜひその

辺も考えながら進めていただければと思います。 

  次に、７款１項２目、74ページ、商業振興対

策費とかありますけれども、私が一般質問等で、

新しい大型商業施設も来るということで、まち
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をどうするんだという質問をしたときに、市長

は、まちなか総合暮らしのエリアということで、

その考えを持ってまちなかを再生・維持してい

くというふうなことを語られていましたけれど

も、その予算についてはどこに載っているんで

しょうか。予算なしでどういうふうな進め方を

するんでしょうか。 

田口富士雄商工観光課長 委員長、田口富士雄。 

山口吉靜委員長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 ただいま委員がおっし

ゃられました74ページに１つ、手数料、29万で

すけれども、これはかむてんの著作ということ

の特許のやつですけれども、もう一つは、その

下のほうの緊急雇用の事業ですけれども、空き

店舗・交通量調査等々230万2,000円でございま

すが、これなども、その次のページの75ページ

の空き店舗等出店補助金50万、これをさらに活

用していただきたいというための空き店舗、あ

るいは交通量調査ということでございますので、

この２つが今回の場合ですと新しいといいます

か。ただ、昨年と比しますと74ページの修繕料、

これは北本町の笠地蔵通りの修繕等々に係るも

のでございますから、これがふえたのかという

ことでございます。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

山口吉靜委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） 私がお聞きしたいのは、

まちなか総合暮らしのエリアということの予算

がどこに盛り込まれているのかということを聞

いています。 

田口富士雄商工観光課長 委員長、田口富士雄。 

山口吉靜委員長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 基本的には、とにかく

まちの中をにぎやかにすると、それで人を呼び

込むんだということに尽きるかと思いますので、

こういった個々の事業を通して、またさまざま

な市以外の部分でもいろいろな動きが出てきて

おります。かむてんの活用もその一つでありま

すし、商議所の昨年５月26日に設置しました

「ひと休み・いっぷく」、あそこら辺も一つで

ありますし、そういった動きと連動しながらさ

まざま探っていきたいなと。あと市の若手職員

でございますけれども、さまざまなまちおこし

の仕掛けを、例えばアニメによるものとか動き

始めておりますので、こういったものと全て連

動する形で少しずつ盛り上げていきたいなと、

こんな考えでございます。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

山口吉靜委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） 私が申し上げているの

は、市長の答弁の中にこういうふうな構想で進

めていきたいとはっきり市議会だよりにも載っ

ているわけですね、もちろん答弁していますか

ら。そういうことがありながら予算の説明のと

ころに全く載っていないというのは、そういう

姿勢なんだろうなととられても仕方ないのじゃ

ないかなと思って、そういう姿勢じゃなくてや

っぱり本気で取り組んでほしいんですよ、本気

で。やっぱり商業地として再生・維持していく

にはかなりハードルが高いと思います。今の状

況を皆さんごらんになってもわかると思います

けれども、そうではなくて、市長もおっしゃっ

ていましたけれども、いろいろなものをはめ込

んで再生していく、本気で考えていただけない

かなと強く思うわけでございます。どうでしょ

うか。 

田口富士雄商工観光課長 委員長、田口富士雄。 

山口吉靜委員長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 ただいま74ページの商

業振興対策費でございましたけれども、これは

まちなかのにぎわいはこの対策費のみではござ

いませんので、観光事業におきましてもさまざ

まな交流関係の事業を新規でも、あるいは拡充

という形でも盛り込んでおりますので、そうい

った全体的な総合的な膨らみの中で、まちのに

ぎわいがかなえられればと。これは一般質問の
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ときでございましたが、エコロジーガーデンと

の連動、まちなかの連動というようなお話も出

てまいりましたので、この圏域まで広く捉えた

形にして新庄のまちなかを盛り上げていきたい

なと、そんなふうな基本方針でございます。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

山口吉靜委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） 次の課長もそのように

考えてやっていただければと思います。今まで

ありがとうございました。 

  次、85ページ、８款６項、これは１目の道路

の除排雪のあたりですけれども、これはちょっ

と提案に近いのかもしれませんけれども、除雪

の際のいろいろな道路、除雪しなければいけな

い道路が非常に長過ぎるということで、なかな

か市民の皆様の除雪に期待しているレベルと業

者が時間に追われてやらなくてはいけないレベ

ルが非常にラグがあるわけですよね。そこを少

しでも理解してもらうために何かお話とかは業

者となさっているんでしょうか。協議会とかそ

ういう。 

星川俊也都市整備課長 委員長、星川俊也。 

山口吉靜委員長 都市整備課長星川俊也君。 

星川俊也都市整備課長 毎年ですけれども、うち

の場合は除雪は全部業者のほうに業務委託して

おります。そのために業者の会といいますか、

いわゆる建設クラブと毎年、除雪終了後、５月

か６月ごろですか、前年度の除雪の内容、それ

から来年度に向けてどうするかということをま

ず話し合います。それから10月ぐらいですか、

今年度の除雪体制、工区の割り当てとかあるい

は機械の保存状況がどうなのかという情報交換

ですね、そういうものをやりながら毎年度、除

雪に向けて体制づくりをやっているところでご

ざいます。 

  また、今、委員がおっしゃったように、オペ

レーターがかわったり、あるいは熟練のオペレ

ーターがやめまして若手のオペレーターが来た

場合に、やっぱり技術の差というのはあります。

ですから、そういうようなところで問題になっ

た地域もあります。そういう中ではオペレータ

ー、会社の中と地域の方と入って一緒に話し合

いしながら進めていきたい。今後もそういうふ

うにしてやっていきたいと思います。 

山口吉靜委員長 ほかに質疑ございませんか。 

１１番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

山口吉靜委員長 小嶋冨弥委員。 

１１番（小嶋冨弥委員） 私から何点かお伺いい

たします。 

  まず、最初に質問するページを申し上げます

ので、よろしくお願い申し上げます。 

  まず、53ページ、３款民生費の第２項児童福

祉費に関してでございます。 

  次は、ページ76の７款商工費１項商工費でお

願いいたします。これは主要概要の９ページに

もございますので、お願いいたします。 

  次、100ページ、10款の教育費第４項社会教

育費、文化財保護費、主要概要の16ページにご

ざいます。 

  次、下がりますけれども、ページ88、９款の

消防費第１項消防費、主要事業概要の７ページ

でございますので、これらに従ってお聞きした

いと思います。 

  まず、児童民生費の放課後児童クラブ整備費

でございます。昨日も我が会派の森委員から質

問がございまして、大変地元からも要望が上が

ってきてよかったというようなことで、時宜を

得た事業だなと私は思うんですけれども、この

件に関して私は、森委員もおっしゃいましたけ

れども、平成18年の６月に、学童保育の日新学

童が学校から離れているということで、旧農高

の星茫寮を移転できないかと、または今の現状

でスクールバスの対応はというようなことでお

聞きした経緯がございます。そのときに当時の

福祉事務所長は、星茫寮は新庄北高に移管され

て定時制生徒の給食調理に使用され、移転は困
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難であるというようなことでございました。 

  私ども、学童保育に関しては、子育て支援の

大切なことで、うちの会派で昨年、研修として

ずっと学校から学童保育所まで市の職員の方に

案内してもらって現地を見て、そしてその当時

子供さん方と一緒に経過したことで大変だなと

いうようなことで、大変心配しておりましたけ

れども、ようやく事業化がされたということは、

過去のいきさつは別としても非常に時宜を得た

のではないかと思うんです。 

  そこで現在、今使われておるあそこの建物、

それは今後どうなるんでしょうかね。 

  あともう一つは、私もこのとき懸念しておっ

たんですけれども、中央学童保育所が沼田学区

と新庄小学校区が一緒になって、あそこの河原

町ですか、旧河原町ですか、あそこになってい

るんですけれども、あそこの建物も大変老朽化

して心配しておる建物なんですね。泉田と今度

日新が学区ごとになるという見通しで非常に進

んでおるわけですけれども、その跡地と、中央

学童を今後どのように整備なさるかというよう

なことでまずひとつお聞きしたいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

小野 享福祉事務所長 委員長、小野 享。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長小野 享君。 

小野 享福祉事務所長 学童保育所の建設に係っ

て、日新学童保育所、現用地の扱いと、それか

ら中央学童保育所の扱いがどうなるかというふ

うな御質問でございます。 

  基本的に今回、日新学区の学童保育所につき

ましては、来年の11月ころをめどに供用したい

というふうには考えております。ですから、そ

れまでは現施設を利用するという形になります

ので、現在の建物につきまして旧東朋寮という

ことで、東高の寮でございました。昔、広域事

務組合の建物だったという時期もございますけ

れども、かなり古い建物でございます。ただ、

面積的にも結構用地としてはある、さらに玉の

木団地という結構良好な土地にもございますの

で、その辺も踏まえながら、基本的には財産の

処分に関しましては、高校用地の処分に関する

委員会がございますので、その中でいろいろ検

討されるかとは思うんですが、基本的には現在、

行政財政であるものを普通財政に戻して、売却

または団地等々うまくリンクして使用するかと

いうふうな形になるかとは思われます。ただ、

これはあくまでも想定でございますので、状況

としてはそういう形で検討させていただきたい

ということでございます。 

  続きまして、中央学童保育所についての御質

問でございますが、今回、日新学区は改修とい

うことで整備されます。それから北部地区につ

きましては、萩野学童保育所というふうになる

かわかりませんが、いわゆる学区としては１つ

学童保育所が設置されるということになります。 

  問題が中央学童保育所でございますが、現在、

沼田それから新庄、一緒の学区でやっていただ

いております。ということで、前からの御指摘

いただいておりました老朽化ということも一つ

ございますし、学区が重なっているということ

で、手狭であるというふうな御指摘をいただい

ておりました。ですから、今回の学童保育所の

再編の中では、北辰の学童保育所の設置から始

まって、学区ごとに整理したいという考えはご

ざいますので、中央学童保育所につきましても

沼田学区、それから新庄小学校の学区において

それぞれ１つ学童保育所を持てないかというこ

とで、現在、並行して検討させていただいてお

ります。 

  具体的に議会の中でも御提案したことがござ

いますが、旧友愛園、現在、新庄市の普通財産

という形で存在しておりますが、あそこも耐震

化されている建物でございますので、ある程度

の使いやすいというふうな建物でございます。

ただ、そこを使うにしても、現在の中央学童保

育所をどうするかというふうな問題は当然残り
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ますので、当面まず日新、それから北部の学童

保育所について25、26の中で整備を行うわけで

すけれども、中央学童保育所につきましては、

そういう先ほど申しましたような構想をもとに

27年度以降という形にはなりますが、早期に整

備を進めて安心・安全を確保したいというふう

には考えております。以上です。 

１１番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

山口吉靜委員長 小嶋冨弥委員。 

１１番（小嶋冨弥委員） 今、山形新聞、いろい

ろ見ますと、各年度の予算というようなことで

グラフかなんかに出ていますけれども、見ます

と大体類似した、寒河江とか東根を見ますとや

はり子育て支援、自治体間競争と言ったらおか

しいですけれども、やはり子育てを充実するこ

とによって定住人口もふえるというような、施

策的にはやっぱり力を入れているんですね。そ

ういった意味で、学童保育なんていうのは最た

る一つの子育て支援のシンボル的なもので、や

はり安心・安全で預けて働ける新庄に住みまし

ょうかというようなことで非常に大きな政策な

んですね。優先順位、いろいろあると思うんで

すけれども、その中でやはり早急に、中央学童

保育はもう何年来の課題ですので、やはりそこ

は本腰を入れてきちっとお示ししていってもら

いたいなと思います。 

  あと、あそこの跡地もやはり近々に活用する

ことが、普通財産になっても余り財産をたがわ

ないでスリムなような行政運営を私はしていく

べきだなと思いますので、早急に対策を講じて

ひとつ政策的にやってもらえばありがたいなと

思います。 

  次に、76ページの新庄まつり主要事業なんで

すけれども、大変私もいろいろおまつりに関し

てはさせていただいていますけれども、一つ名

前ですね、仮称なんですけれども、燦踊祭とい

う名前はどういうふうに。仮名になっています

から読めますけれども、なかなか読めないと。

このネーミング、去年も福興祭なんていうのは

非常にハイカラな名前で、ただの復興じゃなく

て福を呼んで興すというような、26日の後まつ

りのネーミングですけれども、燦踊祭という名

前の由来というのはどういうふうな感じでして

いくか。私もわかりませんので、教えていただ

ければ意味合いがわかると思います。 

  あと、この事業の中を見ますと140人の参加

者が来るといいますけれども、来るのは参加者

だけでなく、いろいろな付き添いとかいっぱい

来ると思うんです、140人。昨年の相馬野馬追

いとか、すずめとか、氷上の来たけれども、演

出するほかにいろいろな方々が交流で来るわけ

です。その中で感じたのは、交流祭に参加する

ことができました。非常に交流祭というのは参

加者たちと我々が味わってお互いに交流をする

という意味合いが強いんですけれども、これは

もっとフラットに参加できるようなことができ

ないでしょうかね。見ますと、やっぱり各団体

の方々だけが新庄から参加して、私も副議長な

んていう役職があったから参加できたと思うん

ですけれども、そうでなくてもっとみんなフラ

ンクにやっていくような交流をするとやはり交

流人口にも私はプラスになる、せっかくのこの

イベントが生きてくると思うんですけれども、

そのことに関してはどのようなお考えでしょう

か。ひとつ御見解をお願いしたいと思います。 

田口富士雄商工観光課長 委員長、田口富士雄。 

山口吉靜委員長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 燦踊祭でございますけ

れども、大変難しい漢字を使ってしまったんで

すけれども、燦はきらびやかなといいますか、

名曲の「愛燦々」というわけじゃないんですけ

れども、今回４地区から踊りの皆様方140名が

おいでいただくと。特に盛岡のさんさに関しま

してはミスさんさが５名ほど含まれるというこ

とがございますので、本当に華やかな、にぎや

かな、きらびやかな、そういった祭りだろうと
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いうことで、また、燦の「さん」は賛美の「さ

ん」というふうなことにもつながるのかなとい

うふうな思いでありますので、そういった思い

を込めて、本当にきらびやかな踊りが繰り広げ

られる祭典というようなことで燦踊祭と。これ

は造語でございますので、辞書にはございませ

んけれども、そんな名前に設定したいなという

考えでございました。 

  また、交流でございますが、ここがやはり肝

心であろうかなというところでございます。昨

年もいい形で福興祭の皆さん方との交流をなし

遂げましたけれども、今後もこういった交流事

業においでになる方々、特にことしは友好自治

体、高萩で10月26日に行うわけでありますけれ

ども、それを契機にして、友好自治体間の祭り

交流というのをやろうかなというふうに思いま

すので、できるだけ広い方々を参集してのそう

いった祭り交流ができればなと。その場合、ど

うしても部屋の中は閉鎖空間ですと、ある程度

人数に限りが出てきますので、祭りの屋台、あ

るいははやしの音が聞こえるような屋外での会

場設定が肝要かなというふうには感じておりま

す。以上でございます。 

１１番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

山口吉靜委員長 小嶋冨弥委員。 

１１番（小嶋冨弥委員） わかりました。きらび

やかの意味だと。新庄まつりの風流も言ってみ

ればきらびやかというような意味もあるそうで

すので、大変いいネーミングではないかと思っ

ていますけれども、毎年名前を変えるようなこ

となんでしょうかね。もしこれが定着すれば、

その都度その都度変えるのも方法かなと思うん

ですけれども、この辺は今ここで言ってもしよ

うがないし、検討ではないかなと思います。 

  やはり今、交流なんですね。せっかく新庄ま

つりにおいでになってやるわけですので、やっ

ぱりホテルの、雨のことも想定するんでしょう

けれども、それ以前に閉ざされた空間でなくて

人がいっぱいでにぎやかな祭りの風情の中で交

流会ができるような方法が私は合うのではない

かな。そしてなるべくフラットに参加できて交

流するというような、仕掛けも大変なんでしょ

うけれども、ひとつそういった方向もぜひ検討

してもらえば、新庄まつり100万人誘客構想の

お金が私は生きてくると思いますので、ぜひひ

とつお願いしたいと思います。 

  あと、第３次新庄まつりの百年の大計計画、

説明いただいたんですけれども、曜日といろい

ろ問題提起、課題もありましたけれども、一般

質問の中でもさせていただきました。あと３年

思うと、新庄まつり260年という節目の年が来

るわけですので、ぜひ夜型化を進めてもらえた

らいかがでしょうか。要望にも、計画の中にも

随分宵まつり化というようなことを提案なさっ

ているようですので、これから向けて、本まつ

りの夜型化というのは具体的に進めるお考えが

あるかないのか、ひとつ。予算は別としても、

方向づけはどうなんでしょうか、ひとつお聞か

せ願えればありがたいと思います。 

田口富士雄商工観光課長 委員長、田口富士雄。 

山口吉靜委員長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 百年の大計は３期の計

画の御説明のときにもお話ししておったと思い

ますけれども、本まつりの夜型化に関しまして

はいわゆる継続事項だという御説明でございま

した。計画書の中にも、本まつりの夜型化につ

いて具体的に検討すると、具体的という表現を

使っておりますので、現実的にさまざまな問題

が起きている、事象が起きているからこそこう

いった問題が出てくるわけでございます。委員

がおっしゃられるように、260年祭のときに例

えば試行を試み的にやってみるとか、そういっ

たことも一つの案ではないかなというふうな捉

え方はしております。 

１１番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

山口吉靜委員長 小嶋冨弥委員。 



- 281 - 

１１番（小嶋冨弥委員） やはり１期、２期、３

期の計画を具現化することが一つの百年の大計

の中で求められるものと私は思いますので、ぜ

ひ検討を重ねてもらえればなと思います。 

  次に、88ページの９款消防費第１項消防費で

ございます。８ページですか。 

  さっきも髙橋委員が発言、質問なされました

けれども、自主防災補助金事業の中で具体的に

どのぐらい数あるかというような質問の中で、

今のところ７つだというようなことで、これも

やっぱり町内会の総会とかいろいろな中で流動

性があるというようなことなんですけれども、

予算が５地区なようですけれども、もし７地区

になった場合はどういうふうに扱うんですか、

これは。もう少し待ってくれとかというような

ことでなくて、せっかく新庄は防災組織率が低

いというようなことが懸念、マスコミ等でも言

われているわけですので、その場合の対応はい

かようなお考えなんでしょうか。 

坂本清一環境課長 委員長、坂本清一。 

山口吉靜委員長 環境課長坂本清一君。 

坂本清一環境課長 補助の内容ですけれども、県

のほうの要件として、事業区分については先ほ

ども髙橋委員のほうに御答弁しましたけれども、

自主防災組織関係として避難所の関係ございま

すけれども、自主防災組織については、現在、

設立に向けて７つほどあります。ただ、補助金

の要件として、とにかく市町村の段階でまず50

万円以上の事業費というようなことでの制約が

ございます。それに市のほうの予算等々も合わ

せた上でですけれども、ただ、一定の時期まで

にこの事業の前に組織化できるかできないかも

ありますけれども、それとともに装備したい事

業等々を事前に協議した上で、一定の期間内で

あればある程度全部の組織、組織化したところ

については配慮したいなというようなことで考

えております。 

  なお、細いところについては今詰めていると

ころでございます。 

１１番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

山口吉靜委員長 小嶋冨弥委員。 

１１番（小嶋冨弥委員） ぜひですね、そういう

積極的にかかわりある地域を育ててもらえばあ

りがたいなと思っています。 

  この主要事業の８ページの内容の中で、拠点

避難所の設定と災害対策資材備品等の整備の中、

５つの中学校区に１カ所というような、やって

いますけれども、よその市はよその市なんでし

ょうけれども、寒河江の場合を見ますと、分団

の部に提供していると。これは新聞の報道の中

なんですけれども、発電機が66台、20リットル

入りガソリン携帯缶が66缶、拡声器37台、高さ

を調整できる投光機132台、ライフジャケット

370着が37部に配置されたというようなことな

んです。安全・安心をするためには新庄市の場

合これでいいかなというような私、気がするん

です。これは新庄市の予算といろいろなことな

んでしょうけれども、これで新庄市の防災の備

蓄ありというのはまあまあという感じですか、

足りないという感じでしょうか。その辺いかが

なんでしょうか。 

坂本清一環境課長 委員長、坂本清一。 

山口吉靜委員長 環境課長坂本清一君。 

坂本清一環境課長 万全だというようなことは言

えないと考えておりますし、現在、さまざまな

課題を集約しておりまして、その課題の中で

近々に対応するもの、しなければならないもの

というようなことで事業たるものを計画してお

ります。 

  主要事業の概要の中にございます非常用発電

機、非常用投光機の関係につきましては、発電

機については県のほうの災害に強い地域づくり、

市町村総合支援事業の補助対象にはなりますが、

これ以外のもの、自主防災組織のやつを除いて

ですけれども、衛星電話、投光機、毛布、石油

ストーブ、これについては補助対象にならない
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というようなことで、それから当面の避難所機

能の確立というようなことで、現在64カ所主要

避難所を指定しておりますけれども、現実的に

大きな災害が起きた場合、一気に64の施設たる

ものを市職員でもってあけられるかというよう

なことが大きな課題でございます。そういうよ

うなことから、一時的に必ずあける指定の避難

所というようなことで、現在、数的には少ない

んですけれども、各中学校単位に最低１つの避

難所については状況を見て即座に開設・運営す

る避難所をとりあえず指定すべきだというよう

なことで、来年度については最低限の明かりの

類いの発電機・投光機、それから中に、数的に

は少ないんですけれども、毛布、石油ストーブ

の類い、これを年次的に継続した形で整備して

いくというようなことでの予算でございます。 

１１番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

山口吉靜委員長 小嶋冨弥委員。 

１１番（小嶋冨弥委員） ありがとうございます。

国も15カ月予算というようなことで、防災・減

災というようなことではかなり予算の傾斜配分

もあると思いますので、その辺を的確にひとつ

活用してもらえばありがたいなと思っています。 

  次に、主要事業の16ページの新庄藩墓所の改

築事業でございます。これは傷んでおりますけ

れども、これは３号棟と。３号棟は４代の正勝

さんというお殿様の御廟所だと思います。あと、

西山の桂嶽寺は、これは２代の正誠さんの墓所

だと私は思いますけれども、ここ７号、かなり

あるわけですので、今回だけで足りないと思う

んですけれども、傷みがあると思うんですけれ

ども、今後の展開はどのように、ほかの御廟所

に対してもどんなものでしょうか。 

小嶋達夫生涯学習課長 委員長、小嶋達夫。 

山口吉靜委員長 生涯学習課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫生涯学習課長 ３号棟につきましては、

ただいま委員申されましたように25年度、26年

度の改修事業ということで取り扱っていきます。

これにつきましては、本年入れまして３年続い

た雪害による当初からの傷みということで、

国・県の補助をいただきながらやるということ

でなりますが、文化財の確認、巡回があります。

県との合同での巡回があります。そのときに文

化財の傷みとか経年の劣化とかそういうものを

確認しますので、今後につきましては、そうい

うものの結果を踏まえながら検討するというこ

とで御了承いただきたいと思います。 

１１番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

山口吉靜委員長 小嶋冨弥委員。 

１１番（小嶋冨弥委員） やはり大事な新庄の文

化財政だと思いますので、大事に保存していか

なければならないなと思います。 

  また、この瑞雲院はエコロジーガーデンと非

常に関係あって、今後の観光スポットに私はな

ると思うんですけれども、瑞雲院の中で1696年

におさめられた十六羅漢があるわけです。その

辺、認識あると思うんですけれども、羅漢が非

常に傷んで保存に困るというようなお話が一部

ございました。この辺やはり文化財、直接では

ないんでしょうけれども、新庄市においてもい

ろいろな関連、やはりお墓に関連することなん

ですので、その辺の十六羅漢に対する市として

はそういう傷みとか修理に関してはどのような

お考えなのか、お聞かせ願えばありがたいと思

います。 

小嶋達夫生涯学習課長 委員長、小嶋達夫。 

山口吉靜委員長 生涯学習課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫生涯学習課長 瑞雲院の所蔵している木

造の十六羅漢像、これにつきましては所有者が

瑞雲院ということでして、また物そのものが宗

教に関連するということでございますので、現

在の時点ですと新庄市が直接ということでかか

わりを申し上げるということにはないと思いま

す。ただし、瑞雲院のほうから手持ちのものに

ついて何とか対応する方法ないですかというふ

うな相談があれば、こちらのほうで学校機関と
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か研修所とかそういうところでそういうものの

技術的な向上を狙って手がける部分もあります

ので、そういうところは情報提供しながら協力

はできるのかなというふうな気はします。 

１１番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

山口吉靜委員長 小嶋冨弥委員。 

１１番（小嶋冨弥委員） なかなか一般の人は入

りにくいようなことなんですけれども、あそこ

の十六羅漢はかなりのもので、観光スポット、

観光にも新庄市の宝のような気がしますので、

ぜひそういったことで行政と一体となって、観

光開発も含めてひとつ何らかの形でやってもら

えれば大変いいのではないかなと思いますので、

よろしくお願いして終わります。 

山口吉靜委員長 ほかに質疑ございませんか。 

９ 番（平向岩雄委員） 委員長、平向岩雄。 

山口吉靜委員長 平向岩雄委員。 

９ 番（平向岩雄委員） それでは、私のほうか

らまず最初に36ページ、２款総務費１項総務費

の７目の企画費でございますが、コミュニティ

の助成事業補助金500万と、こういうふうなこ

とでございますけれども、これの申請箇所と申

しますか、申請されました地域が何カ所ぐらい

あったのかお伺いしたいと思います。 

荒川正一総合政策課長 委員長、荒川正一。 

山口吉靜委員長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 コミュニティ助成事業助

成金ということで、25年度分の応募団体７件ご

ざいます。 

９ 番（平向岩雄委員） 委員長、平向岩雄。 

山口吉靜委員長 平向岩雄委員。 

９ 番（平向岩雄委員） わかりました。 

  次に、50ページでございますが、３款民生費

でございます。１項社会福祉費でございますが、

５目老人福祉費。これはきのうもきょうも老人

クラブ等につきまして質問があったわけでござ

いますけれども、老人クラブの活動助成事業費

なんですけれども、これは前年とほとんど変わ

っていないというふうなことで、と申しますの

は、昨年の３月でございましたけれども、一般

質問して、老人クラブの運営がうまくいってい

る県内の地域を探して、そしていいものは新庄

市にも導入したいというふうな御答弁をいただ

いておりますけれども、その先進老人クラブの

研究調査というふうなものがいかようになされ

たかお伺いいたします。 

小野 享福祉事務所長 委員長、小野 享。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長小野 享君。 

小野 享福祉事務所長 老人クラブの活動に関し

ての調査ということでございますが、現在、事

務局は新庄市で持っているというわけではござ

いませんので、老人クラブの連合会のほうと新

庄市のほうで、いわゆる活性化についていろい

ろ意見を交換しているというふうな状況です。

ただ、先進地視察については具体的にどこに行

ったということはございませんが、状況的にや

はり、先ほどから申し上げておりますように、

やはり従来の活動の枠にとらわれず、健康づく

り、それから地域づくりという視点でクラブを

運営していくというふうな部分が非常に大事だ

というふうにはお互い、老人クラブの連合会と

新庄市のほうでは考え方を一致しております。 

  ただ問題は、やはり組織のあり方というとこ

ろも一つの大きな課題というものがございます

ので、先進地視察、それも一つの重要な課題か

と思われますが、やはり根本的な組織のあり方、

これも踏まえて今後とも検討させていただきた

いというふうに思っております。 

９ 番（平向岩雄委員） 委員長、平向岩雄。 

山口吉靜委員長 平向岩雄委員。 

９ 番（平向岩雄委員） 所長の答弁、なるほど

なという気もいたすわけでございますが、やは

り健康で老人の方で過ごしていただきたいとい

うふうなことから、これも老人クラブというの

は自主的な組織ですから、行政主導でやるとい

うものではないというふうなことは理解してお
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ります。しかしながら、かなり県でも老人クラ

ブの育成につきましては力を入れているという

ふうな現状を鑑みまして、新庄市といたしまし

てもそういう県の方針なりあるいは先進地の運

営のあり方、老人クラブの組織がピーク時から

見ますと３分の１にも満たないような組織にな

っていると、こういうふうなことでございます

から、それが健康管理にこれは必ず幾らかは影

響するはずなんです。やっぱり多くの人が集ま

って、そしていろいろなことをお話しするとい

うふうなことは、これは健康管理上も非常に大

切なことだというふうに私は理解しているもの

ですから、昨年の３月に一般質問の一つの項目

と捉えて申し上げて、そのときの市長の答弁は、

先進地のいろいろな調査をやって、そしていい

ものは本市にも自主的な組織であるんだけれど

も、それが栄えるような対策を講じたいという

ふうな、そういう答弁であったものですからお

伺いをしたわけでございます。この点につきま

して所長、どう考えておりますか、これからの

ことにつきまして。 

小野 享福祉事務所長 委員長、小野 享。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長小野 享君。 

小野 享福祉事務所長 先進地視察ということで

いろいろ御回答された経過もございますが、現

状としては、やはり情報提供としてはインター

ネットもございますし、いろいろな先進地の活

動事例も出ております。そういうのを踏まえな

がら事務局と新庄市のほうで協議をしていると

いうふうな経過もございます。ですから、やは

りその中で特に活用してもいいのではないか、

参考にしてもいいのではないかというふうな部

分があればお互いの話し合いの中で、いわゆる

先進地視察となるかどうかわかりませんが、具

体的な行動として移していきたいというふうに

は考えております。以上です。 

９ 番（平向岩雄委員） 委員長、平向岩雄。 

山口吉靜委員長 平向岩雄委員。 

９ 番（平向岩雄委員） はい、お願いします。 

  それでは、同じく３款の民生費の２項でござ

いますが、児童福祉費の３目の保育所関係でご

ざいます。ことしの平成25年度の修繕料86万

1,000円というふうなことが記載されているわ

けでございますけれども、この修繕費の箇所数

なり、あるいはどこをどの程度の修理をするか

というふうなことをまず説明願いたいと思いま

す。 

小野 享福祉事務所長 委員長、小野 享。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長小野 享君。 

小野 享福祉事務所長 保育所の修繕費に関しま

しては、基本的に箇所づけについては大まかな

部分はございますが、総枠としての修繕費とし

て各所に配置しておりますので、この場でどこ

どこというふうな部分については特に申し上げ

られませんが、ただ、泉田保育所に関しまして

は、耐震化診断においては耐震措置を行うよう

にというふうな指示がございましたので、それ

に伴って耐震化工事を行うというふうな予算は

計上しております。 

９ 番（平向岩雄委員） 委員長、平向岩雄。 

山口吉靜委員長 平向岩雄委員。 

９ 番（平向岩雄委員） 今、所長のほうから泉

田の保育所というふうな名前が出ましたもので

すから、それに関連づけて申し上げますけれど

も、泉田の保育所、厨房に雨漏りしているとい

うふうな話を聞いておりますか。これは何年も

前からいろいろ広間、広場ですか、そこにも雨

漏りがいたしまして、いまだに改善されていな

いというふうな、そういう地域の保護者のほう

から苦情が私のほうにまいっております。その

実態をどう把握しておりますか、お伺いします。 

小野 享福祉事務所長 委員長、小野 享。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長小野 享君。 

小野 享福祉事務所長 泉田保育所の雨漏りとい

いますか、屋根の修繕に関しましては、かねて

より課題ということでお聞きしております。た
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だ、今申しましたように耐震化診断が一つ前提

としてございまして、それに伴って屋根の修繕

をどうするかというふうな一応の判断もあった

ところがございました。ということで、23、24

年度の中におきましては、暫定的な雨漏り措置

は行っておりまして、今申し上げましたように、

耐震化診断を踏まえた工事を行うかどうかの判

断がこの前出ましたので、今回の耐震化工事と

あわせて屋根の修繕を行うということでござい

ます。ですから、雨漏りについてはその工事が

終われば改善されるというふうに思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

９ 番（平向岩雄委員） 委員長、平向岩雄。 

山口吉靜委員長 平向岩雄委員。 

９ 番（平向岩雄委員） わかりました。よろし

くお願い申し上げます。 

  続いて、59ページでございますが、４款衛生

費１項保健衛生費でございますが、２目の予防

費でございます。予防接種の業務委託料8,450

万8,000円というふうなことを計上されており

ますが、この中で肺炎球菌のワクチンがどの程

度を占めているのかお伺いしたいと思います。 

伊藤洋一健康課長 委員長、伊藤洋一。 

山口吉靜委員長 健康課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一健康課長 高齢者肺炎球菌のワクチン予

防接種事業でございますが、主要事業概要にも

ございますように、歳出のほうでは699万2,000

円ということを予定しております。 

９ 番（平向岩雄委員） 委員長、平向岩雄。 

山口吉靜委員長 平向岩雄委員。 

９ 番（平向岩雄委員） 主要事業のほうを見な

いで申しわけございませんでしたけれども、主

要事業のほうでは１人に対して3,000円の助成

と、こういうふうなことでございますが、郡部

のほうの話なんか聞いてみますと1,300円ぐら

いでやられているというふうな近隣の町村もあ

るわけでございまして、ことしは初めてだから

これは3,000円でも仕方ないと思いますけれど

も、将来的に見て改善する考えはありますか。 

伊藤洋一健康課長 委員長、伊藤洋一。 

山口吉靜委員長 健康課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一健康課長 1,300円というのは個人負担

でしょうか。（「個人負担」の声あり）個人負担、

なるほど、わかりました。 

  高齢者の肺炎球菌、新庄市以外の市町村全部

実施しているわけでありまして、ここに資料一

覧表あります。大体6,000円から9,000円、大体

8,000円ぐらいというところかなというふうに

は思っております。 

  それで、各市町村の状況を見れば3,500円の

補助から4,000円ぐらいの補助が多くございま

す。新庄市については当初ということで、今回

3,000円ということで御提案申し上げておりま

すが、今後のほかの市町村の状況もございまし

て、新庄市ではほかの市町村が後発隊でありま

すので、徐々に上げていきたいと思っておりま

す。よろしくお願いします。 

９ 番（平向岩雄委員） 委員長、平向岩雄。 

山口吉靜委員長 平向岩雄委員。 

９ 番（平向岩雄委員） ありがとうございます。 

  次に、66ページでございますが、６款農林水

産費の１項の第３目農業施策振興費の中に、山

形県のグリーン・ツーリズムの推進協議会の負

担金８万円というふうなことでございますが、

このグリーン・ツーリズムの実態というものは

新庄市においてどのようになっているのか。こ

れは一つの交流人口の拡大のためにも極めて大

切なことではないかなというふうに私個人は考

えているわけでございますが、一向にして本市

のグリーン・ツーリズムがこうあったというふ

うな話はほとんど耳にしていないというふうな

状況でございまして、まず最初に、実態がどの

ようになっているか。そして今後、グリーン・

ツーリズム推進協議会も負担金も出しているわ

けですから、協議会でどう新庄市に対応してい

るのか、その中身についてお伺いしたいと思い
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ます。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

山口吉靜委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 この負担金は、最上郡内で組

織している協議会のほうに負担している予算で

ございます。 

  グリーン・ツーリズムが叫ばれてから久しく、

私的にも何十年もたっているのかなというふう

な感触を持っています。 

  そもそもグリーン・ツーリズムというのは、

都会から田舎に来ていろいろな体験をしたり、

あるいはふるさと・食を楽しんだりとか、いろ

いろそういうふうな交流をしながら都会からそ

ういった方々を呼び込もうというふうなことで、

さまざまな体験メニューとか食メニューをつな

げていっていろいろルートをつくっております。 

  最上郡内ですと、やはり金山の栗田さんとか

いろいろな工房がパンフレット等に載っており

まして、新庄市だとそば打ち体験とかそういっ

たものがございます。なかなか歯がゆい部分が

ありまして、私もグリーン・ツーリズムプラス

農家民泊的な、そういったもので都会から癒し

系で滞在型の観光と農の振興というものを何と

かやっていきたいなとは思っておりますが、実

態としてはなかなか形になっているものは新庄

市においては正直なところ、ないというふうに

認識してございます。以上です。 

９ 番（平向岩雄委員） 委員長、平向岩雄。 

山口吉靜委員長 平向岩雄委員。 

９ 番（平向岩雄委員） ただ観光するものがあ

るとかないとかというふうなよりも、最近にお

きましては非常に減反政策で田んぼを休耕して

いる土地なんかもあるわけでございまして、そ

してさらにまた、空き家などというふうなこと

もありまして、この２つを合体しまして１つの

体験農場というと大げさになりますけれども、

体験するための何かそういうふうな方策なんか

もあると思うんです。ただグリーンツーリズム

で新庄市に遊びに来るというような簡単なもの

でなくて、やっぱり新庄市のよさというふうな

ものを、ないから何もしないというんじゃなく

て、そのよさをつくってＰＲするというふうな

ことが非常に大切ではないかなと思うんですけ

れども、「言うはやすく行うはかたし」という

ふうなことわざがございますが、大変でしょう

けれども、そういうふうな考えは将来的にお持

ちですか、お伺いしたいと思います。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

山口吉靜委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 ただいまのお話につきまして

は、非常に可能性は秘めていると思います。 

  例えば昨年、ネットワーク農園さんが田植え

ツアーから始まって山菜収穫体験とか、秋には

稲刈りツアーとかいろいろそういう仕掛けをし

ながら、行政も支援的な形ではタイアップした

わけでございますが、そういったところにつき

ましては非常に奥の深い味のある可能性を秘め

ていると思います。 

  そのようなことでグリーンツーリズム、長く

言われて、これといったものがなかなか言えな

いところではございますが、方向性としては農

家民泊とか空き家の活用とか都市との交流も絡

めながら、非常に可能性のある分野であると思

いますので、この辺は観光ともタイアップしな

がら、農と観光とのタイアップで何とかそうい

う方向に持っていけないかなというふうに考え

ていきたいと思います。以上です。 

９ 番（平向岩雄委員） 委員長、平向岩雄。 

山口吉靜委員長 平向岩雄委員。 

９ 番（平向岩雄委員） この民宿というのは大

変法にも規制されているわけでございまして、

容易ではございませんけれども、かなりグリー

ンツーリズムで交流人口をふやしている自治体

もあるというふうな話を聞いているわけでござ

いますので、大変でしょうけれども、将来を展

望してこういうふうな一つの基礎づくりをやっ
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ていただきたいというお願いをしておきたいと

思います。 

  それから、68ページでございますが、青年就

農給付金、3,750万というふうなことでござい

ますが、これは現在のところの申込者数がどの

程度になっているか。そして国全体といたしま

しては、経営開始型といたしまして240億円の

予算化というふうなことでございますけれども、

これらの国策を十分に活用いたしまして青年の

就農というふうなものをやって、やっぱり新庄

市の基幹産業というのは何といいましてもこれ

は農業に変わりないわけでございますので、今

現在、何人ぐらい申し込みになっているかをま

ずお伺いしたいと思います。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

山口吉靜委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 当初予算では、この3,750万

の内訳としまして25名の予算をお願いしてござ

います。現在のところ11名の方が年度初めに交

付、12月で決定しまして１月半年分を支出した

方が７名、それから１月決定しましてこの３月

に支出予定が１名、それからこの３月に決定が

なされば来月には支払われるだろうという方が

１名ということで、24年度実績としましては現

在11名の方が青年就農給付金の経営開始型の該

当者となってございます。 

  今後の見通しとしましては、今冒頭に申しま

したように25年度におきましては25名の方を見

込んで予算化をお願いしたところでございます。

以上です。 

９ 番（平向岩雄委員） 委員長、平向岩雄。 

山口吉靜委員長 平向岩雄委員。 

９ 番（平向岩雄委員） 今、25名を見込んだと、

こういうふうなことでございますが、これは単

純に人数、頭割りで3,750万を割るわけにはい

かないと思いますけれども、最高何ぼ、最低幾

らというふうな給付金の額がおおよそ計画の時

点であるかと思いますけれども、どのような内

容になっていますか。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

山口吉靜委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 １名、年額150万円というこ

とで、これが半年単位で交付されます。それが

今月認定になれば来月という形で階段方式で75

万前払いという形でいきますので、最終的にい

ただける額は年額150万ということになります

ので、階段方式でずれていけばその分は残る形

になりますけれども、予定としましては延べ人

数で25名ということで、若干ふえても階段方式

で給付されていきますので、その辺は最終的に

は年度末で調整をさせていただきたいなと、こ

のように思います。以上です。 

９ 番（平向岩雄委員） 委員長、平向岩雄。 

山口吉靜委員長 平向岩雄委員。 

９ 番（平向岩雄委員） わかりました。 

  最後にですが、10款教育費、97ページでござ

います。４項社会教育費でございますが、１目

の社会教育総務費で、地域公民館の整備費助成

というふうなことで助成金が100万円ほど計上

されておりますが、これは地域公民館ですから、

各集落にある公民館を指しているのだと思いま

すけれども、これは既に整備の申し込みなんか

の集計を計上したのかどうか、そのことからお

伺いしたいと思います。 

小嶋達夫生涯学習課長 委員長、小嶋達夫。 

山口吉靜委員長 生涯学習課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫生涯学習課長 委員がおっしゃったとお

り、これは各地区にあります地域公民館の整備

に対する補助金でございます。現在のところ25

年度については電話で相談しているのが１件、

ただしそれについては改築したいということで

したので、まだ部落に諮っていないけれどもと

いうふうな、前の段階での相談の話です。これ

が１件ございます。そのほかにはございません

ので、区長会議の席でまた御案内しながら年間

の事業を進めたいというふうに考えております。
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（「終わります。ありがとうございました」の

声あり） 

 

 

散      会 

 

 

山口吉靜委員長 以上をもちまして、本日の審査

を終了いたします。 

  次の予算特別委員会は、明日13日午前10時よ

り再開いたしますので、御参集願います。 

  本日はこれで散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後３時１５分 散会 
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予算特別委員会記録（第４号） 

 

 

平成２５年３月１３日 水曜日 午前１０時００分開議 

委員長 山 口 吉 靜     副委員長 佐 藤 卓 也 

 

 出 席 委 員（１８名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  委員     ２番   伊  藤     操  委員 

  ３番   髙  橋  富 美 子  委員     ４番   佐  藤  卓  也  委員 

  ５番   石  川  正  志  委員     ６番   佐  藤  義  一  委員 

  ７番   奥  山  省  三  委員     ８番   沼  澤  恵  一  委員 

  ９番   平  向  岩  雄  委員    １０番   小  野  周  一  委員 

 １１番   小  嶋  冨  弥  委員    １２番   清  水  清  秋  委員 

 １３番   小  関     淳  委員    １４番   遠  藤  敏  信  委員 

 １５番   新  田  道  尋  委員    １６番   下  山  准  一  委員 

 １７番   山  口  吉  靜  委員    １８番   森     儀  一  委員 

 

 欠 席 委 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 伊 藤 元 昭 

総 務 課 長 野 崎   勉  総 合 政 策 課 長 荒 川 正 一 

財 政 課 長 髙 橋 則 雄  税 務 課 長 近 岡 晃 一 

市 民 課 長 荒 澤 宏 二  福 祉 事 務 所 長 小 野   享 

神 室 荘 長 信 夫 友 子  環 境 課 長 坂 本 清 一 

健 康 課 長 伊 藤 洋 一  農 林 課 長 齋 藤 彰 淑 

商 工 観 光 課 長 田 口 富士雄  都 市 整 備 課 長 星 川 俊 也 

上 下 水 道 課 長 沼 澤 利 明  会 計 管 理 者
兼 会 計 課 長 小山田   昭 

教 育 委 員 長 山 村 明 德  教 育 長 武 田 一 夫 

教 育 次 長 兼
教 育 総 務 課 長 柿 崎 憲 一  学 校 教 育 課 長 髙 橋 千 春 

生 涯 学 習 課 長 小 嶋 達 夫  生 涯 ス ポ ー ツ
課 長 高 木   勉 

監 査 委 員 髙 山 孝 治  監 査 委 員
事 務 局 長 安 食 敬 二 
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選挙管理委員会
委 員 長 矢 作 勝 彦  選 挙 管 理 委 員

事 務 局 長 森   隆 志 

農 業 委 員 会
会 長 星 川   豊  農 業 委 員 会

事 務 局 長 沼 沢 充 広 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

事 務 局 長 柳 橋   弘  総 務 主 査 高 木 祐 子 

主 査 川 又 秀 昭  主 事 八 鍬 貴 征 

 

本日の会議に付した事件 

 

議案第２１号平成２５年度新庄市一般会計歳入歳出予算 

議案第２２号平成２５年度新庄市国民健康保険事業特別会計予算 

議案第２３号平成２５年度新庄市交通災害共済事業特別会計予算 

議案第２４号平成２５年度新庄市公共下水道事業特別会計予算 

議案第２５号平成２５年度新庄市農業集落排水事業特別会計予算 

議案第２６号平成２５年度新庄市営農飲雑用水事業特別会計予算 

議案第２７号平成２５年度新庄市介護保険事業特別会計予算 

議案第２８号平成２５年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計予算 

議案第２９号平成２５年度新庄市水道事業会計予算 
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開      議 

 

 

山口吉靜委員長 おはようございます。 

  ただいまの出席委員は18名です。 

  それでは、これより３月12日に引き続き予算

特別委員会を開きます。 

  初めに、審査に入る前に、昨日も申し上げま

したが、再度確認のため、審査及び本委員会の

進行に関しての主な留意点を申し上げます。 

  会議は、おおむね１時間ごとに10分間の休憩

をとりながら進めてまいります。 

  質疑は、答弁を含め１人30分以内といたしま

す。 

  質問の際は、必ずページ数、款項目、事業名

などを具体的に示してから質問されるようお願

いします。 

  また、会議規則第109条第１項に、「発言はす

べて、簡明にするものとして、議題外にわたり

又はその範囲を超えてはならない」と規定して

おりますので、これを遵守願います。 

  以上、ただいま申し上げました点について、

特段の御理解と御協力をお願いいたしまして、

ただいまから審査に入ります。 

 

 

議案第２１号平成２５年度新庄市

一般会計予算 

 

 

山口吉靜委員長 昨日の審査に引き続き、議案第

21号平成25年度新庄市一般会計予算について議

題といたします。 

  それでは、一般会計の歳出について質疑あり

ませんか。 

７ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

山口吉靜委員長 奥山省三委員。 

７ 番（奥山省三委員） おはようございます。

よろしくお願いします。 

  まず、38ページの総務管理費の11番の市民生

活対策費の空き家応急措置業務委託料41万

3,000円ですけれども、昨年は一般質問のとき

にお聞きしましたけれども、２戸ほど応急対策

をしたようでございますけれども、その数字か

らこの41万3,000円という数字になったのかお

聞きします。 

坂本清一環境課長 委員長、坂本清一。 

山口吉靜委員長 環境課長坂本清一君。 

坂本清一環境課長 空き家対策の応急措置に伴う

予算でございますけれども、ただいま委員申さ

れたとおり、ことしの冬については現在まで２

件対処しておりますが、予算上については５件、

これについてはその状況たるものを見なければ

実際の経費たるものはわからないかと思います

けれども、予算上につきましては１件８万

2,000円掛ける５件分というようなことで予算

化をお願いしております。 

７ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

山口吉靜委員長 奥山省三委員。 

７ 番（奥山省三委員） 今の説明ですと５件と

いうことで、１件当たり８万2,000円というこ

とになりますけれども、まだことし雪が完全に

消えたわけではなくて、４月というか、まだ３

月の半ばですけれども、これから雪解けになっ

て、初めてこれから出てくるというか、そうい

うのがまだ２件しかなっていませんけれども、

そういうことが考えられますけれども、その点

は全然ないということで、去年より２件プラス

３件イコール５件という数字でしょうか。 

坂本清一環境課長 委員長、坂本清一。 

山口吉靜委員長 環境課長坂本清一君。 

坂本清一環境課長 応急措置につきましては、あ

らかじめ実施するというようなものじゃなくて、

危険たるものが大きく緊急に対処しなければな

らない、そういうふうな事態になった段階での
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措置でございますので、あらかじめこことここ

をするというようなものではございません。そ

の状況に応じた危険性の回避をするものでござ

います。 

７ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

山口吉靜委員長 奥山省三委員。 

７ 番（奥山省三委員） わかりました。これか

らそういうものがない、そういう状況が起きな

いこと願って質問にいきます。 

  次は41ページの徴税費の総務管理費の賦課徴

収費ですけれども、賦課徴収費で固定資産税事

務２億2,649万6,000円、これですけれども、手

数料が1,221万2,000円とありますけれども、こ

の内容をお願いしたいと思います。 

近岡晃一税務課長 委員長、近岡晃一。 

山口吉靜委員長 税務課長近岡晃一君。 

近岡晃一税務課長 手数料については種類がござ

いまして、まず26年度の固定資産税を課税する

ための鑑定評価業務として、25年度に価格の修

正を行うための委託料が１件でございます。ま

た、27年度の固定資産の評価がえに伴います土

地の価格評価について、25年度中に実施してお

かなければなりませんので、その評価がえに関

する不動産鑑定士の土地の価格評価を行ってい

ただくと。また、それに伴いまして、土地精通

者の意見聴取などを伴って決定するわけでござ

いますので、その分が入ってございます。あと

は車検代行手数料、あとはごみ処理の手数料と

いうふうな４種類に分かれてございます。 

７ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

山口吉靜委員長 奥山省三委員。 

７ 番（奥山省三委員） 済みません、私がこれ

を聞いた理由は、昨年ですと、去年は74万しか

計上されていないんですが、ことし、だから特

別に金額アップしていますので、その固定資産

税に関してだけですけれども、それでちょっと

どこが違うのかという意味でお聞きしたわけで

す。もう一回お願いしたいと思います。 

近岡晃一税務課長 委員長、近岡晃一。 

山口吉靜委員長 税務課長近岡晃一君。 

近岡晃一税務課長 違いは、平成27年度の評価が

えに伴います宅地価格の鑑定の手数料、これが

全て増額の要素となっているということでござ

います。 

７ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

山口吉靜委員長 奥山省三委員。 

７ 番（奥山省三委員） 要するにもうちょっと

詳しく説明をお願いしたいと思います。 

近岡晃一税務課長 委員長、近岡晃一。 

山口吉靜委員長 税務課長近岡晃一君。 

近岡晃一税務課長 23年度の固定資産の評価がえ

に伴いまして、標準宅地を選定したりして道路

等の評価がえに関する価格調査を行うんですけ

れども、標準宅地については173カ所の調査を

いただきまして、この予算が1,035万4,000円。

道路等の調査でございますけれども、こちらの

ほうは３万2,550円、管理路線価等をつけます

業務が６万5,100円、宅地見込み地の評価、こ

れが６万5,100円となってございます。また、

宅地価格の標準化補正、時点修正を加えますの

で、地価公示価格に対します調査修正が５万

9,850円、地価調査価格に対しますのが８万

3,790円、標準田畑・山林価格、こちらのほう

は22年調査いたしまして68万5,262円となりま

す。 

７ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

山口吉靜委員長 奥山省三委員。 

７ 番（奥山省三委員） よくわかりませんけれ

ども、私からすると、だから去年とことし、ど

こが違うか、それだけ言ってもらえればいいん

ですけれども。 

近岡晃一税務課長 委員長、近岡晃一。 

山口吉靜委員長 税務課長近岡晃一君。 

近岡晃一税務課長 昨年との違いは、今申し上げ

ていますとおり、平成27年度の評価がえに伴い

ます不動産鑑定手数料、これが先ほど申しまし
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た細かい数字を並べましたけれども、その部分

が違うということでございます。 

７ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

山口吉靜委員長 奥山省三委員。 

７ 番（奥山省三委員） でも、仕事の業務は同

じ業務をやっているわけだと私思いますけれど

も、だからことし特に手数料の分、去年が70万、

ことしは1,200万という数字、10倍以上ですけ

れども、それのだから今言った説明ありました

けれども、いまいち聞いてもよくわからないん

です。だから、こことここが違うという点だけ

ちょっと教えてほしいんです。 

近岡晃一税務課長 委員長、近岡晃一。 

山口吉靜委員長 税務課長近岡晃一君。 

近岡晃一税務課長 固定資産税の27年の評価がえ

に伴いまして、25年度中に各土地の不動産鑑定

を行う費用としてその部分が増額になっている、

1,000万以上の増額になったと。それ以外は変

わってございません。 

７ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

山口吉靜委員長 奥山省三委員。 

７ 番（奥山省三委員） すると、固定資産税の

分で不動産鑑定支払い分が金額的に増加したと

いうことに理解するということにしておきます。 

  それから、44ページですけれども、５の統計

調査費の１、統計調査費、住宅・土地調査費と、

これは毎年上がっていますけれども、ことし

339万ということは５年目の年に当たるという

ことでしょうか、その点お聞きします。 

荒川正一総合政策課長 委員長、荒川正一。 

山口吉靜委員長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 住宅・土地統計調査費と

いうようなことでございますが、国の基幹調査

ということで、５年に１度の調査でございます。

昨年度の予算もありますけれども、昨年度につ

きましては、この分の調査費は36万円というこ

とで、調査区のための調査事務というようなこ

との金額になっておりますので、ことしにつき

ましては339万ということで大きな膨らみがあ

りますが、本調査の年は25年度というようなこ

とになりますので、調査期日の10月１日に合わ

せて年度を通じての本調査の金額ということで、

昨年度に比して多くなっているというようなこ

とでございます。 

７ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

山口吉靜委員長 奥山省三委員。 

７ 番（奥山省三委員） 統計調査員というのは

何名ぐらいいて、給与といいますか、賃金とい

きますか、時間給どのぐらいというか、ちょっ

とその辺お聞きしたいと思います。 

荒川正一総合政策課長 委員長、荒川正一。 

山口吉靜委員長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 調査員として登録されて

いる方々は全体で240名おりまして、それぞれ

の調査の規模が、あるいは性質が違うものです

から、それぞれ国の基幹調査ごとに調査員の人

数というのは変わってきます。登録されている

240人の中から、新庄市の統計調査員協議会の

ほうに加入している方々の中からまず第１順番

として推薦をして調査に当たってもらうという

ことになりますが、240人の中で加入していら

っしゃる方々が今157名ということでございま

して、その調査規模に合わせてこの中から選抜

というような形になってございます。住宅・土

地統計調査の場合には指導員ということで８名、

調査員ということで50名を前回の実績に比して

計上しているというようなところでございます

が、時給のほうはちょっと把握してございませ

んが、報酬としての年間としての単価、これは

指導員報酬としては３万7,000円、調査員とし

ては５万2,000円というようなことになってご

ざいます。 

７ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

山口吉靜委員長 奥山省三委員。 

７ 番（奥山省三委員） 次に、47ページで、社

会福祉費の民生費の国民健康保険事業特別会計
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繰出金、ことし３億650万4,000円というふうに

なっていますけれども、その算出根拠というか、

昨年より3,000万ほど減っていますけれども、

その根拠を。 

伊藤洋一健康課長 委員長、伊藤洋一。 

山口吉靜委員長 健康課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一健康課長 国民健康保険事業特別会計繰

出金でございますが、この３億650万について

は項目として６項目ございます。そのうち１つ

目が、税の軽減分を補塡する保険基盤安定制度

の税軽減分でございます。これが１億3,100万

円の見込みでございます。 

  また、同じ保険基盤安定の保険者支援分とい

うのがございます。低所得者の数や収納額によ

り補塡される分でありますが、これが2,873万

6,000円でございます。 

  また、出産育児一時金でございますが、出産

育児一時金につきましては支出分の３分の２を

一般会計から補塡することになっておりますの

で、その分として1,400万を見込んでおります。 

  また、特別会計で使う事務費になりますが、

事務費分として2,556万円、55万6,000円ですね、

あと税の負担能力ですとか過剰の病床数、年齢

構成を勘案しまして交付税措置されるものがご

ざいます。それを国保特会に繰り入れる分とし

て財政安定化事業ということでございますが、

それが890万円の予算化しております。 

  また、加えまして法定外の繰り入れというこ

とでございますが、昨年度は１億1,700万の、

今年度は１億1,700万ということでございまし

たが、今年度につきましては9,830万というこ

とでお願いしております。減額については、法

定外繰り入れの減額分が大きいものとなってお

ります。以上です。 

７ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

山口吉靜委員長 奥山省三委員。 

７ 番（奥山省三委員） この国民健康保険につ

きましては、ことし値上げになったわけですけ

れども、これから、来年ですか、平成25年度は

この数字でいくと思いますけれども、これから

２年後ですか、また上がる予定になっているよ

うですけれども、その点についてどのように考

えているかちょっとお聞きしたいと思います。 

  次、いきます。 

  60ページの保健衛生費１の診療所費ですけれ

ども、状況について、夜間休日診療所管理運営

事業費ですけれども、その現況について、スタ

ッフとか現状、どういうふうになっているのか。

それから患者とかの増減とか、その点お聞きし

たいと思います。 

伊藤洋一健康課長 委員長、伊藤洋一。 

山口吉靜委員長 健康課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一健康課長 夜間休日診療所につきまして

は、平成19年３月から運用開始しております。

この支出の主なものとしましては、医療業務に

対する委託料、診療所における医師、お願いし

ている医師に対する報酬になりますが、それが

主なものとなっております。 

  この事業につきましては、県立病院の救急患

者についてその負担を減らそうということで始

まったものでございます。昨年度は4,700人を

超える患者さんが見えられました。時間につい

ては７時から９時半までということで、その分

の県立新庄病院の救急患者を減らす効果を見て

おります。 

  あと、嘱託の看護師が２人おります。通常、

常勤の看護師２人でありますが、そのほかに日

がわりで日々雇用の看護師を委託しております。

それが５名が順番に回っておりまして、２人体

制になるような日曜日・祝日になっております。 

  それからでございますが、今年度につきまし

ては手数料のほうで増加、4,000円ほどを見込

んでおりますが、レセプトオンライン、直接レ

セプトのオンラインの請求しておりますもので

すから、その接続用の電子証明書の発行手数料

等あります。 
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  歳出のほうも歳入のほうもありますが、大体

4,700人前後が分岐点になっておりますが、本

年度途中までは増加傾向でございましたが、イ

ンフルエンザの終息が早かったということで大

分減ってきているようでございます。しかしな

がら、インフルエンザにつきましては、村山の

ほうでまた新たにＢ型のほうが流行の兆しがご

ざいます。油断はできないものと思っておりま

すが、患者がふえれば収入はふえるわけでござ

いますが、なるべく患者がふえないようにして

いきたいものだと思っております。以上です。 

７ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

山口吉靜委員長 奥山省三委員。 

７ 番（奥山省三委員） 続きまして、同じ61ペ

ージですけれども、保健衛生費の環境衛生費の

中の地下水位観測業務委託料、15万と、その下

に水質調査等業務委託料、多分これ一緒だと思

いますけれども、この調査業務というか、どこ

を調査地点にしてはかっているのか、例えば場

所とか、あと年何回とか、どのような方法でや

っているのかちょっとお聞きしたいと思います。 

坂本清一環境課長 委員長、坂本清一。 

山口吉靜委員長 環境課長坂本清一君。 

坂本清一環境課長 環境調査にかかわるものにつ

きましては４つほどございまして、まずは酸性

雪の水質分析、あるいは河川等々ございます。

酸性雪につきましては、冬期４回で１カ所、そ

れから河川等の水質調査につきましては市内の

河川11カ所、それからそのほかにも工業団地等

の排水の調査あるいはゴルフ場の排水調査等が

ございます。 

  それから、地下水の観測業務でございますけ

れども、これについては３カ所で毎月調査を委

託の形でお願いして実施しております。 

７ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

山口吉靜委員長 奥山省三委員。 

７ 番（奥山省三委員） 地下水の関係ですけれ

ども、最近も地下水、水位が下がっているとい

うふうに建設関係の業者なんか言っていますけ

れども、その点について、市では井戸を掘削す

る工事についてはどこまで掘ってもいいという

かそういう許可というか、その点についてお聞

きしたいと思いますけれども。 

坂本清一環境課長 委員長、坂本清一。 

山口吉靜委員長 環境課長坂本清一君。 

坂本清一環境課長 地下水の観測の調査の結果だ

け私のほうからお伝えしておきますけれども、

地下水の観測業務については３カ所、萩野中学

校敷地、福宮公民館敷地、それから市民文化会

館敷地で水位観測をしておりますけれども、季

節によって若干変動はございますけれども、こ

こ数年における数値については大きな変動はな

いと思います。 

  地下水の許可云々については、別の部署から

お願いします。 

山口吉靜委員長 暫時休憩いたします。 

 

     午前１０時２４分 休憩 

     午前１０時２７分 開議 

 

山口吉靜委員長 休憩を解いて再開いたします。 

伊藤元昭副市長 委員長、伊藤元昭。 

山口吉靜委員長 副市長伊藤元昭君。 

伊藤元昭副市長 地下水のいわゆる掘削に対する

許可という権限は新庄市にはございません。し

たがって、新庄市として規制をかけるというこ

とはございません。ただ、県のほうでは一定の

地域、例えば米沢、山形等では規制といいます

か、許認可なのか届け出なのか、ちょっとその

辺は確認しておりませんが、そういう意味では

規制はあるようです。当市ではないということ

でございます。よろしくお願いいたします。 

７ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

山口吉靜委員長 奥山省三委員。 

７ 番（奥山省三委員） 多分市にはないと思い

ます。それで私、地下水をくみ上げると、例え
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ば大きいホテルとか会社になりますと、将来、

地盤沈下のもとになりますので、規制が必要だ

と思います。許可は市ではなくても、県のほう

にできれば要望していただきたくて申し上げた

次第でございます。 

  それから、68ページの農業費の安心・安全な

産地づくり事業委託料、302万1,000円の内容を

教えていただきたいと思います。 

田口富士雄商工観光課長 委員長、田口富士雄。 

山口吉靜委員長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 これは緊急雇用の事業

でありまして、そして、既にほかの事業と同じ

ように本年１月から続いておりまして、12月ま

での事業であります。まゆの郷が委託先という

ことで、農業生産工程管理、要するにＧＡＰな

んですが、その制度導入を図って安心・安全な

産地、これを目指すためのものということでご

ざいます。 

７ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

山口吉靜委員長 奥山省三委員。 

７ 番（奥山省三委員） 次に、73ページ、農林

水産業費の林業費の森のめぐみ王国やまがた支

援事業費157万5,000円について、内容をお願い

いたします。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

山口吉靜委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 お答えいたします。 

  この事業は、県のめぐみ王国やまがた支援事

業補助金をいただきまして、ブナシメジを生産

している組合のタイヤショベル導入に関する補

助金でございます。３分の１の補助金でござい

ます。以上です。 

７ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

山口吉靜委員長 奥山省三委員。 

７ 番（奥山省三委員） ただいまの説明で、ブ

ナシメジの栽培をやっている農家といいますか、

これは当市には何戸ぐらいあるのでしょうか。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

山口吉靜委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 把握している数では、３戸か

４戸ぐらいというふうにしてございます。 

７ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

山口吉靜委員長 奥山省三委員。 

７ 番（奥山省三委員） 81ページの河川の関係

で、河川費の河川維持費156万4,000円ですけれ

ども、予定箇所というか、そこをお聞きしたい

と思います。 

星川俊也都市整備課長 委員長、星川俊也。 

山口吉靜委員長 都市整備課長星川俊也君。 

星川俊也都市整備課長 この河川維持費の中で毎

年２回やっておりますけれども、河川清掃事業

を行うものでございます。そのためにこの中で

の予算的に33万6,000円の保険料というのが河

川清掃時のいわゆる１日保険といいますか、そ

ういう保険料にかかわるもの。それから草刈り

業務委託料については、升形川の草刈り業務と

いうことで、県との協定でうちのほうで草刈り

をするというふうな形で30万2,000円を計上し

ているところでございます。 

７ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

山口吉靜委員長 奥山省三委員。 

７ 番（奥山省三委員） 終わります。 

山口吉靜委員長 ほかに質疑ございませんか。 

１６番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

山口吉靜委員長 下山准一委員。 

１６番（下山准一委員） 私のほうから質問させ

ていただきます。 

  まず最初に、ページ38、２款総務費１項総務

管理費１目市民生活対策費、町内の街路灯電気

料補助金に関して質問させていただきます。 

  25年度は400万ということで計上されており

ます。結構各町内では電気料がかなり負担にな

っていると思うんですよね。ですから３割程度

でもこうやって補助いただけるのは大変ありが

たいんですが、今一番問題なのは、老朽化した

街路灯を交換したいというところが結構あるん
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じゃないかなと思うんです。うちの町内でも電

気料が大体年間７万円ぐらい負担していますけ

れども、修繕料も結構かかるんですよね。大体

電球交換するだけで業者頼みますので、１万

5,000円から２万円ぐらいかかります。ですか

ら、毎年３灯から４灯分ぐらい予算化していま

すけれども、何とか新しいものにかえていきた

いなと思って、実は例規集を見ました。この中

に新庄市街路灯設置及び街灯料補助金交付規定

というのがあります。昭和55年９月にできてい

ますよね。平成18年に一部改正されていますが、

その第２条の中で新設事業30％補助、それから

整備事業30％補助ということになっているんで

すが、どうも使い勝手が悪いような気がします。

条件として単年度で10灯以上、しかも白熱灯か

ら蛍光灯にかえることという条件がついている

んですね。今は蛍光灯からもっといいやつにか

えたいと思っているんでこれは使いづらい。ち

ょうど山口委員長が一般質問でＬＥＤ化どうだ

という質問されていましたけれども、市長は、

市内30基あるから、なかなか大変だよという答

弁だったのかな。課長のほうでは、何とか平成

26年から取り組みたいというふうな答弁されて

いたと思うんですが、例えば26年からやるとす

れば、25年度中にある程度検討しなければなら

ない。だから、検討してある程度形ができてか

ら我々に提示されても直しようがないので言っ

ておきますけれども、まず、新設というのは、

宅地造成とかしたときのため用にこれ多分つく

られたと思うんですが、何とか整備事業のほう、

交換のやつ、まず白熱灯から蛍光灯にかえるな

んていうのはもうなしにしていただいて、単年

度で10灯以上というのもなくしていただきたい。

ＬＥＤにかえると１基５万円かかるというわけ

ですよね。そうすると補助が30％だから１万

5,000円、地元は３万5,000円かかるわけですよ。

これを10灯以上ということは35万、これはなか

なか町内では難しいんですよ。だからせめて２

灯とか３灯ぐらいにしていただいて、特にＬＥ

Ｄ化した場合は30％じゃなくて40％とか50％ぐ

らいの補助をつけるぐらいの形でとれないでし

ょうかね。そのあたり25年度から検討するんで

しょうけれども、そこら辺の考え方を教えてい

ただけますか。 

伊藤元昭副市長 委員長、伊藤元昭。 

山口吉靜委員長 副市長伊藤元昭君。 

伊藤元昭副市長 山口委員長の一般質問でもＬＥ

Ｄ化についてという御質問がありまして、全市

内、全部で約4,000灯弱あるわけです。基本的

には今、下山委員おっしゃったように約四、五

万かかると。ただ、年々安くなっているような

んです。先発的な山形市あたりではもうほとん

ど終わったと。来年度からも多分、今年度から

かな、天童あたりも取り組むというような話も

聞いております。 

  今おっしゃった電気料の補助の交付規定、中

でもやっぱり今の時代にそぐわないような条項

になっているのもそのとおりかなと今お聞きし

まして感じました。したがいまして、基本的に

はなるべく町内の負担が少ないような形でＬＥ

Ｄ化を図っていきたいと思いますが、いかんせ

ん、数が多いので一挙にというわけにいきませ

ん。ただ、正直申し上げて、順番決めもどうす

るか、あるいは例えばＬＥＤ化になると電気料

が極端に安くなります。そこをじゃ今までどお

り３分の１の補助をやっていくのかどうかなど、

いろいろな課題が多いということもありますの

で、25年度中にはそれらを詰めて、26年度には

何とか、一部ということになるでしょうが、設

置者を仮に町内だとすれば、その後の負担をど

うするかなんかも含めまして検討を行いまして、

市がある一定の負担を行いながらＬＥＤ化を進

めていきたいというふうに考えております。 

  したがいまして、今、下山委員おっしゃった

町内、四、五灯を修繕するという部分について

もＬＥＤ化も含めてその辺、片方は市がほとん
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ど出して、片方は町内の負担ということが出て

くるという可能性もありますので、その辺全般

的な公正・公平さを図りながら、極力明るい新

庄市にするためにもＬＥＤ化を図っていきたい

というふうに考えておりますので、御理解いた

だきたいと思います。 

１６番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

山口吉靜委員長 下山准一委員。 

１６番（下山准一委員） 前向きな答弁でありが

たいなと思うんです。若干の維持管理とか電気

料の負担は地元もしようがないというふうには

思っていますけれども、余りにも過重な負担に

なりますと、やっぱり町内の運営にもね。私の

ところだけではないと思うんですよね。あちこ

ち見るとまだ古い蛍光灯、取りかえたりしてい

るんで、何とか早急に対策を講じていただきた

いなというふうに思っています。 

  次、ページ46、３款民生費１項社会福祉費の

１目社会福祉総務費、民生委員についてお聞き

いたします。 

  平成22年12月に改選をされていますよね。任

期が３年ということで、一応実績を見ますと80

名となっていますが、定数は80名なんですか。 

小野 享福祉事務所長 委員長、小野 享。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長小野 享君。 

小野 享福祉事務所長 民生委員の定数というこ

とでございますが、81名でございます。 

１６番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

山口吉靜委員長 下山准一委員。 

１６番（下山准一委員） これは厚生労働省大臣

の委嘱ということで、市としては人選をして推

薦会を開くわけですよね。そうすると、まず推

薦会の委員はどういう方がやられるのか。そし

てまた、推薦会にある程度人選して、福祉事務

所のほうで人選して、この方がこの地域を担当

してもらうのにどうですかということで挙げる

わけですよね。どうやって人選を福祉事務所の

ほうでやられるのか、まずこの２点お伺いいた

します。 

小野 享福祉事務所長 委員長、小野 享。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長小野 享君。 

小野 享福祉事務所長 現在の推薦委員会の委員

の構成につきましては、区長協議会、それから

議員の代表の方々、それからそれに関係する福

祉関係団体の人方という形で、約10名ほど委員

としては選考しております。 

  現在の委員の任期は25年の10月いっぱいまで

ということになりますが、その前に終わってい

ますが、新しい任期の委員に関しましては新し

く推薦委員会を選定しながら審査を行うという

形になります。 

  選定の方法につきましては、基本的に今申し

上げましたように、各団体からの選出をお願い

しているという関係がございますので、一応各

団体に諮りながら、そこから推薦をいただきな

がら推薦委員会を構成していくというふうなこ

とになるかとは思われます。以上でございます。

（「推薦委員会という人選はどうやってやって

いるのかという。推薦委員会の委員じゃなくて

民生委員の」の声あり） 

小野 享福祉事務所長 委員長、小野 享。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長小野 享君。 

小野 享福祉事務所長 申しわけありません。今

申し上げたのは推薦委員会の委員の推薦のこと

でございまして、民生委員の推薦のことでござ

いますが、現在、各地区で選出されている民生

委員の選出方法につきましては、いろいろな地

区の経過もございまして、一つは区割りされて

いる地区の中で、具体的に申しますと区長方で

まず調整していただいて、区で持ち回りしなが

ら民生委員を選出していくという方法がまず一

つございます。 

  あと、やはり区ではなかなか選出できないと、

要するに何地区もまたがりますと、お互いにち

ょっとというところもございまして、現実には

福祉事務所が入りながら調整を図りながら民生
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委員、適当な方を選ぶという形になりますが、

ただ、それに当たっても現行の民生委員、それ

から現行の区長、この方々の意見を十分に尊重

しながらといいますか、推薦をいただきながら

調整を図り、各地区の民生委員を推薦していく

というふうなことで現在進めております。以上

です。 

１６番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

山口吉靜委員長 下山准一委員。 

１６番（下山准一委員） 人の話によりますと、

やめられる方は次の方を選んで推薦しろと言わ

れるとかという話もありますけれども、私も実

は区長をしていますけれども、一回も相談を受

けたことはありません。区長方で相談をしなが

らと。うちの町内から出ている民生委員はすば

らしい方なので、私相談に乗るまでもなかった

んですけれども、だからもうちょっと地元にお

ろして人選を進めるとか、もう形をきちっとつ

くってくださいよ。余りにもケース・バイ・ケ

ースで、この地区だったら今やっている人に聞

いてみて、だめなとき、かわりの人を推薦して

もらうとか、こっちの地区に行けば区長方で相

談して、今回はどっちだ、あっちだとやらなく

て、きちっとした形をつくっていただければい

いんじゃないかな。 

  特に民生委員の方は報酬ないんですよね。謝

金という形で出ているのかな。一部経費負担み

たいな形になるんでしょうけれども、どういう

ものが謝金として支払われているのか、ちょっ

と例を出していただけますかな。例えばガソリ

ン代とか電話代とか、そういう形で若干見てく

れているとは思うんですけれども、大体どうい

うものが該当してお支払いしているのかちょっ

と教えていただきたいと思います。 

小野 享福祉事務所長 委員長、小野 享。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長小野 享君。 

小野 享福祉事務所長 民生委員の費用弁償とい

いますか、報酬という形でなっておりますが、

基本的にはいわゆる活動費ということで、個々

人にまずお上げする部分と、それから各地区で

地域民協、地区民協ございますので、地区民協

に対する補助金。それと、そのほかの細かい部

分で連合体に対する補助金ということで３つに

分けております。 

  ですから、ただ個人に渡ります補助金といい

ますか、報酬といいますか、この件につきまし

ては本当の気持ちといいますか、申しわけない

んですが、そういう額になっておりまして、年

間４万とかそういう形の額しかなりません。た

だ、それも活動経費で皆さんに支弁するという

形になりますので、ほとんどがボランティアと

いう気持ちの中で活動していただいているとい

うふうな状況でございます。 

１６番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

山口吉靜委員長 下山准一委員。 

１６番（下山准一委員） 平成23年の実績でいき

ますと、活動日数が述べて8,000日超えていま

すよね。だから80人で割れば大体１人100日は

活動しているということになりますので、でき

るだけカバーできるものを見つけてやっていた

だきたいなというふうに思っています。 

  それから、平成23年、大震災の後に災害時要

援護者支援事業というのが国からお金が来てや

りましたよね。名簿をつくった。その成果とし

て昨年の２月ですか、各区長とかにその名簿が

配られましたよね。去年の３月の予算委員会で

聞いたんですが、24年度は予算化になっていな

いけれども、どうするんですかと聞いたらば、

民生委員の活動の中でやるというふうな前の福

祉事務所長の話があったんです。頑張ってやっ

てくださっているとは思うんですが、24年度に

はどれぐらいの名簿ふえたのか、ちょっと教え

ていただけますか。 

小野 享福祉事務所長 委員長、小野 享。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長小野 享君。 

小野 享福祉事務所長 ただいま災害時要援護者
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支援計画推進事業ということで、それにかかわ

っての御質問になりますが、具体的に予算的に

は当然出てこないわけです。民生委員の活動の

中で新規とかいろいろな御相談をいただきなが

ら進めているというふうな状況でございますが、

平成23年度末まで申請いただいた件数につきま

しては、高齢者の方が648名、障害者の方が210

名、合計858名の方が23年度末の登録者数でご

ざいました。24年度の当初に民生委員の高齢者

調査がございますので、これに合わせまして新

規の要援護者の確認、それから現状で申請され

ている方の状況確認も踏まえて改めて再調査を

行ったところでございます。その結果、大体６

月程度に判明したんですが、大体20世帯ぐらい

ふえているというふうな状況でございます。 

  ですから、先ほど世帯数は722という形にな

るんですが、大体750弱の世帯の方が現在平成

24年度の中では登録されているというふうな状

況で、24年度の業務としましては、こちらの市

側としては、要援護者の方の地図を電子マップ

のほうに落としましてこれから管理していくと

いいますか、支援に役立てていくというふうな

現在手だてをとっております。これからまた年

度末になりましたので、来年の４月に向けて民

生委員の御協力をお願いしながらまた調査を行

うというふうな段取りになっております。 

１６番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

山口吉靜委員長 下山准一委員。 

１６番（下山准一委員） 余り数ふえていないで

すよね。何か、喉元過ぎれば熱さ忘れるみたい

な感じで、大体ひとり暮らしの老人世帯とか老

人夫婦世帯だけでも千七、八百世帯ぐらいあり

ますよね、新庄で。だからそれから見るとちょ

っと少ないのかな。それだけ自信があるのかな

というふうに思うんですけれども、私のところ

の町内でもひとり暮らしの女性の方、結構いる

んですよ。でも、実際に登録というんですか、

あれがたった２人、２世帯しかないんですよね。

だから心配ではいるんですけれども、なかなか

個人情報がどうのこうのと言われますと勝手に

行きにくいですし、できるだけ市からの配布物

あるときに、わざと「元気だか」というふうな

形で入っているようにはしていますけれども、

何かもっと、自分の身は自分で守るのはいいん

ですけれども、やっぱり助けてもらうとか、助

けてもらいなさいよみたいな形でもうちょっと

広げていただきたいなと。その分、民生委員の

方には大変御苦労をかけるんでしょうけれども、

福祉事務所と一緒になってどんどん進めていた

だきたいなというふうに要望しておきます。 

  それから、もう１点、民生費に関しまして、

２項の児童福祉費２目児童母子措置費、母子自

立支援員報酬等、それから家庭児童相談員報酬

と載っているんですが、これは嘱託職員１名ず

つですか。そしてまた、何か資格必要なんでし

ょうか。 

小野 享福祉事務所長 委員長、小野 享。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長小野 享君。 

小野 享福祉事務所長 ただいま54ページの児童

福祉費の中の措置費のうち、母子自立支援員報

酬とそれから家庭児童相談員報酬に関しての御

質問でございましたが、基本的には嘱託という

ことで、特に専門的な知識は必要とされており

ません、資格としては。ただし、こちらからお

願いしているのはやはり福祉に関して心が厚い

方といいますか、そういう気持ちが深い方をお

願いしているというふうな状況でございます。

以上です。 

１６番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

山口吉靜委員長 下山准一委員。 

１６番（下山准一委員） 過去の相談件数をちょ

っと見てみたんですが、母子自立支援員の方は

婦人相談員も兼ねていますよね。そうすると、

23年度の実績で見ますと両方合わせますと840

件ぐらいの相談件数があります。家庭相談員の

ほうは471件ですか。これ１日に直すと３件以
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上ぐらいに平均してあるわけですよ。そうする

と本当に１人で大丈夫なのかなというふうな気

がします。そこら辺、何か増員するような考え

とかあるんでしょうか。 

小野 享福祉事務所長 委員長、小野 享。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長小野 享君。 

小野 享福祉事務所長 大変御心配いただいてあ

りがとうございます。実際現状として児童、特

に小さい子供さんになりますが、をめぐる生活

状況なり教育状況は非常に厳しいものがござい

ます。要保護児童という、こちらで協議会をつ

くりまして対策を行っているわけですけれども、

ここにおける件数、児童数もだんだんふえてお

りますし、その内容もなかなか厳しいのかなと

いうふうに思っております。 

  現状としては、件数はとにかく別にしまして

も、いわゆる母子自立支援員とそれから家庭児

童相談員、それから当然この方々にすべてお任

せしているわけではございませんので、新庄市

の福祉事務所の児童支援室の中で担当がござい

ますので、全員でそれぞれ割り振りしながら応

援といいますか、全員で要保護児童に対する支

援は行っていると。さらに難しいケースにつき

まして、当然県の家庭児童相談室がございます

ので、ここと協議を図りながら行っているとい

う現状でございますので、件数的にはなかなか

大変な状況ではございますが、周りはそれぞれ

サポートしながら現在進めているというふうな

状況でございますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

１６番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

山口吉靜委員長 下山准一委員。 

１６番（下山准一委員） 周りと連携をとりなが

らうまくやっているということなので、安心は

しておりますが、もし大変なときはやっぱり重

要な問題を抱えていますので、増員なんかも少

し考えながらやられたほうがいいんじゃないで

しょうかと思います。 

  次にページ82、８款土木費４項の都市計画費

の中で３目公園費ですか、たしか去年、おとと

しと老朽化した遊具とか危険な遊具を撤去され

ました。危ないんだから撤去するのは当然なん

ですが、若干公園の中は寂しくなっていますよ

ね。ですから、25年度に新たに遊具を設置され

るのかどうか、その点お聞きしたいと思います。 

星川俊也都市整備課長 委員長、星川俊也。 

山口吉靜委員長 都市整備課長星川俊也君。 

星川俊也都市整備課長 お答えします。 

  公園の遊具につきましては、毎年いわゆる遊

具を点検する専門業者に対しまして点検を行っ

ております。その中でやはり使用すると危険な

もの、そういうようなランクが出てきます。そ

ういうものについてはやはりすぐ撤去すると。

撤去した後で、要は修繕できれば修繕するんで

すけれども、修繕もできない場合は撤去すると、

そしてまた新規につけるというふうな方策をと

っております。 

  25年度につきましては、工事請負費としてこ

こに480万ほどのせております。内容につきま

しては７公園で遊具は８遊具ということで、こ

れらにつきましては24年度に撤去した部分、そ

れについて改めて設置するというふうな工事の

内容でございます。 

１６番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

山口吉靜委員長 下山准一委員。 

１６番（下山准一委員） なかなか今、子供さん

方、表遊びしなくなっていますのでね、ぜひ遊

んで楽しい公園づくりというんですか、それに

努めていただきたいなというふうに思います。 

  最後にもう１点お聞きいたします。 

  ページ36の２款総務費１項総務管理費７目企

画費ですか、この中に使送業務委託料あります

が、これは市からシルバー人材センターに行っ

て、区長来て、あと各個人という形をとられる

と思うんですが、今、個人宛ての配布物は２種

類ですよね。検診の申込書と、それから交通災
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害共済の申込書。 

  例年、区長方にその業務をしてもらうのはい

いんですが、大変なのが部屋番号の載っていな

いアパートとか寮があるんですよね。配りよう

がない。その都度、市のほうへ返却するか、い

ろいろやって、うちの町内だけではないと思う

んですが、特に職員寮関係はまず番号が全然載

っていない。寮長に頼むんですが、寮長、まめ

な方ならいいんです。行くと郵便受け、もう市

報から議会だよりから山積みになっているんで

すよ。そこに入れてくるのがおっかない、どう

なるかわからないのでね。だから逆に言うとも

う最初から市のほうで直接、郵送する手だては

とれないのかなというふうに思っています。 

  このたびの交通災害のやつも資料来ましたら、

裏のほうに、あなたの町内のこの方は直接送り

ますよというのが載っている。個人からお願い

される分にはいいんだけれども、区長の依頼等

というのもあるので、これは区長が、この方は

直接やってくださいよという基準みたいなのは

あるのかな。それをちょっとお聞きしたいと思

います。 

荒川正一総合政策課長 委員長、荒川正一。 

山口吉靜委員長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 最近、アパート等々ふえ

ている中で、そういうような問題も顕在化して

きているという場面を多々聞く部分があります

けれども、まちづくり会議の中でも御発言いた

だくという場合もあります。 

  基本的には地域の中で顔の見える形の中で、

特に転入・転出の方々、激しい場面ありますの

で、区長方とフェース・ツー・フェースの中で

やっていってもらうということが基本と考えて

おりますので、基本的には区長方を経由してや

ってもらえるように。 

  アパートに入る方々に対しましても、今年度

の何月からだったでしょうか、市民課のほうに

もチラシを置くような形にして、入ってこられ

た方々については地域の中に入っていってもら

うように、会費も納めてもらうことにもつなが

るような形の中で協力を願うような形のチラシ

を置いてきております。特段、目立った基準と

いうようなものは設けてございませんけれども、

基本姿勢としてはそういうような形をとって、

また、ケース・バイ・ケースでなくて、最大公

約の中で改善していくべきところがあればまた

別の方策をというようなことも考えなければい

けないのかなというふうには思っております。

非常に難しい問題ですし、区長方も非常に悩ん

でいるところもございますので、大きな改善を

要する部分であろうかなという、現在進行形に

思っているところでございます。 

１６番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

山口吉靜委員長 下山准一委員。 

１６番（下山准一委員） 普通の配布物ならいい

んですけれども、何ぼでも区長方、頑張ってや

ると思うんですけれども、やっぱり個人情報を

扱う場合、本当に神経使うんですよね。だから

その点、何か方策を考えていただければありが

たいかなというふうに思います。 

  以上で終わります。 

山口吉靜委員長 ただいまから10分間休憩いたし

ます。 

 

     午前１１時０３分 休憩 

     午前１１時１３分 開議 

 

山口吉靜委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  他に質疑ありませんか。 

１２番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

山口吉靜委員長 清水清秋委員。 

１２番（清水清秋委員） 歳出、委員の最後の質

問になるかと思いますが、相当疑問なところを

お聞きしたいなとあるものですから、執行部の

方々も答弁、簡潔にそして自信を持ってやって

いただきたいと思います。 
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  まず一つは、この間、先般うちのほうの本合

海小学校が傍聴に、一般質問させていただいた

ところですが、終わってから市長からも記念撮

影とかいろいろ協力をいただいて、子供たちも

楽しくというかうれしく帰ったようでありまし

た。市長にはお礼を申し上げるところでありま

すが、ただ、これがちょっと、これはしようが

ない、傍聴に来た方々の気づいた点を私にもお

話しされましたので、ここで申し上げなければ

ならないということで手短に申しますが、一つ、

ページ31の２款１項１目総務の一般管理費に当

たるかと思いますが、職員の方、帰るときだか

な、傍聴でな、職員とすれ違ったときに、校長

が真っ先に挨拶をしたそうです。そして今の子

供たちは皆、挨拶は半端なく上手なものだから、

子供も一緒になって挨拶をした。ただ、残念な

ことにその職員は、聞こえなかったか忙しかっ

たかわからないんだけれども、全然反応がしな

かったと、こういうことでありました。これは、

この辺のことをどうまず市長、総務課長でもい

いんだけれども、どういうふうに受けとめられ

るかなということで１つお聞きしたいと、この

ように思います。 

  そしてまた、これはこれでいいんですが、も

う一つ、ページ61の４款１項６目、これは小野

周一委員からも公衆便所管理運営事業費という

ことで質問あったわけですが、私のほうからも、

これは私の八向地区管内のところへ設置される

トイレでありますので、この辺の予算に盛り込

まれたということは本当にありがたく思ってお

ります。 

  ただ、環境課長の答弁が、小野周一委員の質

問に対して、どのぐらいの利用者数だか把握し

ていないというようなことを言われましたんで

すが、これは財政課とかそういうところに、石

川議員が本当に汗かいていろいろ御相談申し上

げたところでありますが、ちゃんと利用者数は、

それなりに年間の利用者数はお話ししておりま

すので、環境課長、把握していなかったらそっ

ちのほうからお聞きしてもらえばわかるわけで

あります。ひとつよろしくお願いしたいと思い

ます。これぐらいの質問は別に答弁は要らない。

最初のことに対してまず答弁を、簡単に。 

野崎 勉総務課長 委員長、野崎 勉。 

山口吉靜委員長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 職員の接遇、挨拶ということ

だと思います。現にそういうことがございまし

たら大変申しわけないというふうに思いますが、

職員の接遇、挨拶につきましては職員研修等を

毎年その研修を重ねてございまして、そういっ

た意味においては、最近の市職員の対市民に対

する挨拶等につきましては市民の方々の意見か

らも御評価をいただいているという面もござい

ます。ただ、一部にそういったことでたまたま

何か考え事をされておったのか、もしくは忘れ

たところがあったのか、そういうところがあっ

たとすれば、大変これは申しわけないというこ

とで、なお一層、今後研修のほうで周知徹底を

図ってまいりたいというふうに思います。 

１２番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

山口吉靜委員長 清水清秋委員。 

１２番（清水清秋委員） そういうことで、子供

たちのこともありますので、今後そういうふう

な状況が起こらないように、お互いに挨拶その

ものは職員モラルそのものでありますから、ひ

とつよろしくお願いしたいと思います。 

  また、これと同じページなんですが、職員の

採用に当たって、今現在、職員数、採用試験も

毎年あるわけですが、ことしの採用はどのぐら

い行われようとしているのか、そしてまた、今

現在、職員数が正確にはわからないんだけれど

も、一般職員では280何名とか、また企業局と

かいろいろなもので三百六、七十人になるんじ

ゃないかなという感じで、これは条例定数です

ね。今現在どういう状況であるのか。 

  これは財政再建、平成16年、17年から職員の
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定数削減を図ってきて、70名ほど削減の目標を

立てたわけです。恐らくこれはもうクリアして

いる段階じゃないかと思っております。しかし

ながら、まだ定数が図っておられるんじゃない

かと私なりに受けとめておりますので、その辺、

今後の職員定数をどういうふうに図ろうとして

いるのかお聞かせいただきたいと思います。 

野崎 勉総務課長 委員長、野崎 勉。 

山口吉靜委員長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 職員定数に関しましては、定

員管理計画のもとに平成16年から今年度まで、

平成16年当時392人の職員数でございました。

これが平成24年４月１日現在でございますが、

298人ということで、100名近い職員の減という

ことになってございます。 

  今後の、来年度の職員採用につきましても、

行政職の確保をしながら進めたいというような

ことで考えておりました。そういったことで、

きのうの質問に対する答弁でも、採用について

は来年度15名ということで、退職者が20名いら

っしゃいますので、差し引き５名、来年度は減

ということになります。したがいまして、来年

の４月１日現在では293名ということになろう

かと、今のところの想定でございますが、そう

思っています。 

  その後のことでございますが、やはり定員管

理計画のもとで100名近い職員を減らしながら

も、一方では仕事がなかなか減らないという状

況もございます。そうした中で行政職の職員数

もある程度確保しながら進めてきたわけでござ

いますが、今後の行政需要の拡大等を考えます

と、これ以上、今までのペースで削減していく

のはなかなか困難、これは行政サービスの維持

という面からも難しい面があろうかというふう

に考えてございます。 

  そういったことで、目標でございます平成26

年度300人以下という点に関しては、これにつ

いては既にその数に到達したわけでございます

ので、平成26年度以降の新たな定員管理計画を

これからつくらなくてはいけないわけですが、

当面この290から300の間というふうなところは

何とか維持していきたいというふうに考えてお

りますし、今後もそういったことで職員採用を

していきたいというふうに考えておりますが、

１つ不安定な要素がございますのが、年金の支

給開始年齢の引き上げに伴う就労の場所の措置

でございますが、現在のところ再任用制度とい

うふうなことが国のほうでは考えておるようで

ございます。これの動向次第によっても今後の

定員管理計画はいかにするか考えないかなくち

ゃいけないのかというふうなことも１つ考える

べき要素ではございますので、それらをあわせ

考えながら、今後の定員管理計画について検討

してまいりたいというふうに考えてございます。

以上です。 

１２番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

山口吉靜委員長 清水清秋委員。 

１２番（清水清秋委員） 職員定数というのはや

はり市民サービスに本当にかかわってくる重要

な職員採用でいってもらわないとならないわけ

でありますが、この定数そのものよりも、削減

が図られるとやはりいろいろな支障が出てくる

かと思います。そうしたことを、ということは

職員数を減らして、課長はこれ以上減らさない

ということで、減らした場合、嘱託職員とか以

前にあったんです。職員は減らした、嘱託職員

はふえたりしたものだから、そういうふうな状

況は起きないように、ひとつ今後適正な市民何

人に職員が１人、そういうふうなある程度の基

準というか、そういうふうなものもあるわけだ。

あるわけでというか、市の考え方、そういうふ

うな形で市民サービス、当然落とさないように

ひとつやっていただきたいなと思いますので、

適正な職員数をやっていただきたい。377人と

いうような条例は今、さっき条例集見てきたば

かりなものだからわかるんだけれども、そうい
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うふうなことがあるんですが、そういうことも

条例は条例でいいとしても、そういうふうな方

向で考えていただきたい。 

  次に移ります。 

  106ページ、11款１項１目から２目ですね。

ことしの豪雪、本当に各課挙げて大変（「ペー

ジ数」の声あり）106ページでないか。105だな。

大変失礼しました。11款、105の農林水産施設

災害復旧費、これについて。 

  このたびの豪雪に対していろいろな被害がこ

れから恐らく出てくるかと思います。そういう

物事を考えると、災害復旧、当然農林課サイド、

いろいろなハウスとかまた豪雪・融雪対策、こ

の辺の捉え方は農林課のほうではどう捉えて今

後やろうとしているのか、考えがあればお聞か

せいただきたい。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

山口吉靜委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 対策としましては２つあるの

かなと思います。１つは、いわゆる豪雪対策と

いうことでの融雪促進。それから、雪解けが進

みますと果樹等の枝折れとかハウス等の倒壊、

これらが出てくると思います。この２本立てで

考えていたいなと考えていますが、融雪促進に

つきましては、現在各ＪＡ、集荷業者を通じま

してその辺の需要見込み額を把握中でございま

す。現在、167ヘクタールについて融雪促進対

策をしたい、いわゆるこれはハウス育苗、水稲

の育苗ハウスですとか園芸施設用地、それから

露地野菜等、あるいは樹園地、この辺の融雪促

進ということで、現在積算して167ヘクタール

と、これについて今県の助成が発動されました

ので、10アール当たり600円、うち県が450円、

市町村が150円という負担ですが、この辺につ

いて今後予算の補正をお願いしたいなと考えて

いるところでございます。 

  それから、施設災害、あるいは農地災害等は

雪解けを待たないとなかなかそれは把握できな

いと思いますので、新年度対応ということで、

その辺は迅速に現地調査、聞き取りを進めなが

ら支援対策を講じていきたいというふうに考え

てございます。以上です。 

１２番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

山口吉靜委員長 清水清秋委員。 

１２番（清水清秋委員） ぜひひとつ市のほうで

対策とれる方向で考えていただければありがた

いと思います。よろしくお願いしたいと思いま

す。 

  豪雪というか、雪に対しての質問をもう少し

やりたいと思います。 

  85ページ、８款６項１目除排雪費等なんです

が、ことしはこれまでどのぐらいの除排雪費が、

これからも排雪とかいろいろまだあるわけなの

で、どのぐらいの費用がかかっておられるのか、

その辺をお聞かせいただきたいと思います。 

  そしてまた、このページの中で消雪電源操作

業務委託料というのがあるんだけれども、これ

は市内に何カ所ぐらい設置されているのか。そ

してまた、これに伴う管理、市の職員が当たっ

ておられるのか、また地域のほうにお願いをし

て管理というか、そういうものをされているの

か、この辺お聞かせいただきたいと思います。 

星川俊也都市整備課長 委員長、星川俊也。 

山口吉靜委員長 都市整備課長星川俊也君。 

星川俊也都市整備課長 まず、１点目の除雪費で

ございますけれども、この３月補正もさせてい

ただきました。なおかつ定例会で追加補正とい

う形でもお願いしたいと今考えております。総

額で約７億円を使う予定で、今それなりの事業

費がかかっているということでございます。 

  それから、消雪電源操作業務委託ですけれど

も、これにつきましては22カ所の電源操作盤、

それについて業務委託をしている内容でござい

ます。これにつきましては雪の状況によりまし

て、午前３時から午前５時までの間に２名ほど

がパトロールとともに電源操作を入れるという
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ふうな内容でございます。 

１２番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

山口吉靜委員長 清水清秋委員。 

１２番（清水清秋委員） 操作委託料、これはど

こに委託されているのか。どういうふうにこれ

を操作したり調整したりやっているか、その辺

わかれば。 

星川俊也都市整備課長 委員長、星川俊也。 

山口吉靜委員長 都市整備課長星川俊也君。 

星川俊也都市整備課長 業者名につきましては、

ちょっと手元に資料ないんですけれども、いず

れにしても業者委託です。 

１２番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

山口吉靜委員長 清水清秋委員。 

１２番（清水清秋委員） じゃ詳しいことは後で

お聞きいたしますので、その辺ぐらいにしてお

きます。 

  あと一つ、施政方針の８ページ、市長が新規

雇用創出する製造業に対する雇用促進奨励金を

交付し、雇用機会の拡大と産業の振興を図って

いきたいと、この辺の内容なんですが、雇用促

進奨励金、これは予算書にはないわけですが、

どういう形で今後進めようとしておられるのか

お聞かせいただきたい。 

田口富士雄商工観光課長 委員長、田口富士雄。 

山口吉靜委員長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 雇用の確保拡大は企業

誘致だけでなくて、既存企業の支援という、こ

の点が大きいと思いますので、ですから実績と

いう形をとりたいと思います。具体的には、さ

まざまな企業の拡大、移転とかそれに伴って新

しく３名以上雇用する場合、しかもそれは１年

以上ということであります。その要件は中小企

業であれば、300万以上であれば１人30万、

3,000万円以上投資した場合には１人50万とい

うのを、１年の実績をもって、それでそこに資

金をしたいと、こんな制度でございます。です

から、25にはかかってこないと。４月１日から

施行するものですから、ですから早くても26年

度以降という形になろうかと思います、出てく

るとすればですけれども。 

１２番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

山口吉靜委員長 清水清秋委員。 

１２番（清水清秋委員） なるほど。今年度その

ものではないような話なんですが、やはりマス

コミ、新聞等でちらっと見たんだけれども、新

規雇用に対して国策で年間投資、常用した場合、

企業のほうへたしか60万ほどやりますよという

ような、新聞に載っていたのを見たんですよ。

その辺の事業を活用するのかなと思ったものだ

から、ちょっと聞いたものです。26年度から、

そういうふうな考え方になるようでありますが、

ぜひひとつこういうふうないい事業を考えてい

るわけですから、ひとつ雇用促進するためには

やはり積極的に市のかかわりというか、市のバ

ックアップ体制、フォロー、これはあってしか

るべきで、そうでないとやっぱりこういうふう

な雪国には余り会社もなかなか来ない。そうし

たことを考えると、こういうふうなやはり行政

の協力というか、それから支援というか、そう

いうものは当然欠かせないものだと思いますの

で、よろしくひとつお願いしたいと。 

  あともう一つ、主要事業の10ページのインバ

ウンドキャンペーン、これは議員方から一般質

問やら予算委員会等でも質問なされております

が、この中で、他地域の秋田県の雄勝とか宮城

県の大崎、こういうまちと共同してやると、そ

ういうことは２年前、ことし３年目の主要事業

に載っているわけですが、その辺の大崎、雄勝

等のまちの動きがさっぱり見えてこない。どう

いう形で共同してこれまでやって、いこうとし

ているのか、その辺お聞かせいただければあり

がたい。 

田口富士雄商工観光課長 委員長、田口富士雄。 

山口吉靜委員長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 インバウンド、25で３
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年目になるわけでありますけれども、当初、第

１回目のときから実は大崎、大崎は別でありま

したけれども、また、湯沢は同時でありました

けれども、訪問団を結成して一緒に行っており

ます、実際にですね。あと受け入れの場合にで

も必ず宮城、それから秋田、山形と３県でコー

スを設定するというのがある意味での定番みた

いになっておるものですから、そういう意味で

のさまざまな関係者を招いての試行ツアーとい

いますか、訪問の受け入れツアーみたいなもの

を実際にやって、踏み込んでいるといいますか、

そんな実態はございます。 

  今後向こうのほうから受け入れる場合も、そ

ういうコースをつくる場合において秋田あるい

は仙台あたりにおいでになる方々もこちらのほ

うに逆に引き込むような、そういうふうなコー

ス設定も含めた形にしてこれから連携をぜひ強

力に組んでいきたいというふうには考えており

ます。 

１２番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

山口吉靜委員長 清水清秋委員。 

１２番（清水清秋委員） 課長よ、何か、もう３

年目なんだね、この主要事業に盛り込んで。そ

れが今の状態の説明だとちょっと、本当にイン

バウンド、この事業が台湾から誘客、果たして

いつできるのかなという感じでおります。そう

いったことでなくて、現実に今、新庄市で観光

協会で台湾、市民号を企画して35周年というこ

とで事業を今進めている。それは市長もいろい

ろなアドバイスを受けたりしてやっておる事業

でありますが、市長からもあったんですが、こ

ういうやっぱりもっと積極的にこっちから向か

っていく。観光協会は35年やっているんですよ、

そういうふうな観光交流というのを。34年か、

ことしで。ことし35年だから34年やって、そう

いう交流事業をやっているんですよ。そしてこ

のたびは台湾へインバウンド、こういう事業が

行政で事業化しようとしているということで、

市長にも何回か観光協会の会長のほうからもお

話しされていると思うんですが、そういう具体

的にもう運ばれるような状態をつくっていかな

いと、いつになるのかなというような感じで

我々は受けとめて、いろいろな議員方も質問が

かなりあっているわけだけと思います。積極的

に、具体的に交流が図られるようにひとつお願

いしたい。 

  最後に、これは佐藤卓也委員から質問あった

中で若者園芸塾、これの答弁ね、もう時間もな

いんですが、今、申込者が２名、これからハロ

ーワークを通して募集、そういう問題なのかな

というか、この事業は、最初は若者園芸塾、勇

気塾は地元の産地、地元のグルメというか、そ

ういうものをつくり上げたいという意気込みで

市長から説明あった、サマーティアラとかイチ

ゴ、そういうふうな特産品をつくり上げたいと

いうような事業かと我々は思ってずっときたん

だ。ところがここに来て、そういうふうな、い

ないからといってハローワーク、そういう物事

の運びはやっても余り成果というか、出ないよ

うな気がする。もうことしはそういうふうな事

業化、予算化もしているわけ。 

山口吉靜委員長 清水清秋委員、もう時間です。 

１２番（清水清秋委員） やめます。 

星川俊也都市整備課長 委員長、星川俊也。 

山口吉靜委員長 都市整備課長星川俊也君。 

星川俊也都市整備課長 先ほど清水委員のほうか

ら質問ございました業者名でございますけれど

も、平成24年度につきましては矢口興業に業務

委託しております。 

山口吉靜委員長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、歳出についての質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論の通告がありますので、討論の発言を許

可します。 



- 308 - 

  初めに、反対討論として、佐藤悦子委員。 

   （１番佐藤悦子委員登壇） 

１ 番（佐藤悦子委員） 平成25年度一般会計予

算に反対討論を行います。 

  初めに、安倍自公政権は、大胆な金融緩和で

物価を人為的に上げようとしていますが、国民

の家計が温まる保証はありません。国債増発に

よる不要不急の公共事業拡大や規制緩和で喜ぶ

のはゼネコン、大企業だけです。このような財

政政策では財政は悪化するだけです。 

  長引く不況の原因は、国民の家計が低迷して

いるからです。景気回復の実現は、賃上げと雇

用の拡大です。大企業がため込んだ内部留保の

１％を使うだけでも働く人の月給を１万円以上

上げることができます。社会保障の負担増や消

費税増税をやめて、雇用の安定と賃金アップで

景気回復を図ることが求められていると思いま

す。家計を温める施策が必要です。 

  住民税年少扶養控除の廃止、生活保護の基準

額の引き下げ、職員給与の引き下げの押しつけ

を狙った地方交付税の引き下げなど、家計消費

を冷え込ませる国の予算編成となっています。 

  新庄市では、23年度決算において実質公債費

比率が16.3％と大きく改善されました。国から

の地方交付税が21年度から２億円ずつ２年連続

ふえたことによってです。地域住民の暮らしを

守るために地方自治体から国に対して声を上げ

ていくことが非常に大切だと思います。 

  さて、今年度の新庄市の予算で評価できると

ころは、私なりには住宅リフォーム事業の継続

拡大です。また、学校の耐震化を26年度中に完

了を目指すという点、また、市有施設の耐震化

を、まず手始めとして泉田保育所に実施すると

いうことです。また、再生可能エネルギーによ

る発電設備の導入、また高齢者の肺炎球菌ワク

チンの補助、また第３子以降の保育料の免除、

不妊治療への助成、学校図書館の充実のために

人を配置していること、また国保への法定外繰

入金9,830万円で予定していた連続値上げを抑

えたことなどです。 

  では、反対の理由ですが、第一に小中一貫教

育推進の問題です。緩やかな小中連携は誰も否

定しません。一貫校における４・３・２の体制

は小学高学年としての活動を保証できない、小

６の卒業式がないなどの問題があります。また、

一貫教育を進めるための会議がふえ、交流時間

がふえ、提出書類に追われ、先生方は超多忙、

長時間労働に心身を壊し、児童生徒と接する時

間を削られています。いじめがあっても見逃し

てしまうことが心配です。子供の自殺の原因が

わからないという学校も出ております。 

  東京都品川区の小中一貫校では、平成24年２

月、小６の女子児童が線路に朝５時に横たわっ

て自殺、７月には中１生徒がマンションから飛

び下り自殺、９月には中１男子が自殺と、同じ

学年で自殺が相次いでいます。９月の子の場合

は、４月、５月に担任に、シャープペンシルな

どが壊されたと相談しているそうです。担任は、

クラスでの全体指導はしたが、加害者を特定し

ての個別指導はしなかったそうです。「うざい」

「消えろ」「ばか」などの暴言、さらに多数に

よる殴る蹴るの暴行を受けていたようですが、

先生方は把握できなかった。この小中一貫校に

ついて、現場の先生は、タイタニックのような

学校だと言っておられるそうです。巨大な船が

今にも沈みそうだということです。 

  小中一貫校の教育的効果は検証されていませ

ん。先生方は、子供にとってよいのかわからな

いと否定的です。緩やかな連携にとどめて、子

供と先生がじっくりとかかわれる学校環境づく

りに力を入れていただきたいと思います。そし

て、子供が学校に行きたいと、喜んで行くよう

な楽しい学校づくりになるように力を入れてい

ただきたいと思います。 

  ２番目の理由は、指定管理者制度の問題です。

働く人の人件費の算定を25年度、市の支出を引
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き上げたとのことをお聞きしましたが、このこ

とはよかったと思います。全国の最低生活費試

算調査で、単身世帯で月額23万円、時給にして

約1,500円が必要との結果が出ています。都会

とこの山形県あるいは新庄市では違いがないの

です。 

  指定管理では、将来にわたり何度も雇用主が

かわる可能性があり、そのたびに雇用不安、賃

金引き下げなどが現実化してまいります。労働

者の雇用を守るためにも、公の施設を直営に戻

すべきではないかと思います。 

  また、指定管理を続けるという立場であれば、

公契約条例の制定などで労働者の適正賃金のチ

ェックも行えるようにすべきと思います。 

  ３番目の理由は、定員管理の問題です。25年

４月１日現在で正職員は293人を予定している

とのことです。嘱託職員は98人、日々雇用職員

は87人で、臨時職員をふやして仕事をカバーし、

人件費の抑制を図っているようです。働く貧困

層を市役所でふやしては、定住促進につながら

ないと思います。臨時職員の賃金見直しも行っ

て改善をしていただきたいと思います。 

  行財政改革の計画では、25年度、300人以下

としております。24年度で298人、25年度で293

人ということで、退職者が計画を上回ってふえ

ています。仕事はふえているのに人が減り、責

任が重くなり、心身を壊す状態になっているの

ではないかと心配されます。 

  臨時職員では、家族を持つ展望が持ちにくい

です。正職員をふやして、市民のために安定し

て働けるようにすべきだと思います。公務を支

えているのは人です。その専門性は担い手であ

る労働者の知識、経験として蓄積されます。そ

して職場内訓練などを通じて長期的に蓄積され

ていくもので、あえてそれを中断させるのは税

金の無駄遣いです。公務の質を維持向上させる

ためには、その担い手が誇りを持って安心して

働き続けることのできる賃金、労働条件を保障

すべきだと思います。 

  ４番目として、安倍政権の経済対策によって、

市にとっては補助事業の前倒しなどが行われて

おります。25年度は、市の一般財源に余裕が出

ることが見通されております。積立金は、今の

予算では25年度末では約10億円となる見通しで

す。土地開発公社の現金預金は今年度末約2.4

億円です。使用料、手数料の引き上げを抑え、

雪対策、人件費の改善を進めながら市独自の温

かな福祉サービスの復活や充実を進めていただ

きたいと思います。費用は約1,800万円ぐらい

でできると思われます。国保税のこれ以上の値

上げを抑えるために法定外繰り入れの増額、介

護保険料、利用料の減免などに向けていくこと

もできると思います。 

  以上で反対討論を終わります。 

山口吉靜委員長 次に、賛成討論として佐藤義一

委員。 

   （６番佐藤義一委員登壇） 

６ 番（佐藤義一委員） それでは、議案第21号

平成25年度新庄市一般会計当初予算の賛成討論

を行います。 

  ２年前に発生しました東日本大震災、そして

それを追うように発生したリーマン・ショック

等の世界的な金融不安などが、回復の兆しを見

せ始めていた我が国経済を不安定なものとしま

した。しかしその後は、復興需要の表面化とと

もに、政府の経済発生に向けた取り組みの強化

によって、ここに来てようやく明るい兆しを見

せてきたようです。 

  国においても、みずからの財政健全化を図り

つつも、経済再生に向けた緊急経済対策を重視

し、25年度予算の継続をもにらんだ、24年度第

１号補正予算の編成を行いました。このことに

より、経済再生に向けた動きが今後色濃くなっ

ていくものと思われます。 

  このような中、本市の財政状況を見てみます

と、21年度決算において実質公債費比率が基準
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内となり、23年度決算ではさらに大きな改善が

見られましたが、これは行政と市民・住民とが

一丸となった継続的な取り組みのあかしと言え

ます。 

  しかしながら、これからは懸案の大規模事業

が本格的に展開され、財政規模を大きく膨らま

せます。したがいまして、今こそ後戻りするこ

とのないよう、財政再建プランに基づく健全化

の精神を堅持していかなければいけないと思い

ます。 

  また、新年度となる25年度の予算は、もちろ

んこの財政健全化を一層進めつつ、第４次振興

計画を推進する意義ある内容でなければならな

いものと考えます。 

  予算案を見ますと、総額が対24年度比で11億

2,800万の大幅な増で、４年連続の伸びを示し

ております。我が市を取り巻く情勢を見たとき、

この伸びは内外への発信についてまことに明る

い材料になるものと言えます。 

  歳入においては、国における地方財政対策か

ら交付税を抑えた形にならざるを得ない状況で

すが、それを補う形で市税の伸びが見られまし

た。また、大規模事業の本格化に伴い、国庫支

出金や市債に大幅な増額が見られるとともに、

これらの財源補塡のための財政調整基金繰り入

れを増額するという形の編成となっているよう

であります。 

  歳出については、我が市を取り巻く諸状況を

よく認識し、国・県の動向を踏まえるという予

算編成方針にのっとり、全般的に第４次振興計

画の３つの重点プロジェクトの計画的推進など

のために限られた財源を効果的に活用すること

を基本として編成することも見て取れます。総

じて健全な財政運営を基本に据えることはもち

ろん、市民生活の向上と地域経済の進展のため

に必要性や緊急性の高い事業を主とし、明るい

展望を含む内容のものも多く、評価できる予算

であると思います。 

  また、４年連続増の予算を組むことができま

したのは、一致結束した財政再建の旗のもとに

貴重な努力を続けてきたたまものであり、この

点も評価に値するもと思います。 

  また、このたびの予算特別委員会におきまし

ては、全委員の真摯な姿で予算編成に取り組ん

できた執行部に対する質問、要望等もございま

して、今後ともこの歩みをとめることなく、ま

た、市民や議会の意見等によく耳を傾けられる

とともに、創意工夫や改善の努力を惜しまず事

務作業に当たっていただきますよう御期待申し

上げ、平成25年度一般会計当初予算の賛成討論

といたします。終わります。 

山口吉靜委員長 ほかに討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 ほかに討論なしと認めます。よ

って、討論を終結し、直ちに採決したいと思い

ます。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第21号平成25年度新庄市一般会計予算に

ついては、反対討論がありましたので、起立採

決をいたします。 

  議案第21号について、原案のとおり決するこ

とに賛成の委員の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

山口吉靜委員長 起立多数であります。よって、

議案第21号は原案のとおり可決するべきものと

決しました。 

  ただいまから１時まで休憩いたします。 

 

     午後０時００分 休憩 

     午後１時００分 開議 

 

山口吉靜委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  なお、代表監査委員髙山孝治君より、午後か

ら欠席届が出ております。 
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議案第２２号平成２５年度新庄市

国民健康保険事業特別会計予算 

 

 

山口吉靜委員長 次に、議案第22号平成25年度新

庄市国民健康保険事業特別会計予算を議題とし

ます。 

  なお、本件を含む特別会計につきましては、

歳入と歳出を一括して質疑を行います。質疑あ

りませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 131ページの１の１で、

一般被保険者の国民健康保険税が前年比で247

万8,000円ということです。24年度の収納状況

はどうでしょうか。 

近岡晃一税務課長 委員長、近岡晃一。 

山口吉靜委員長 税務課長近岡晃一君。 

近岡晃一税務課長 一般被保険者国民健康保険税

の減についてですけれども、これは納税義務者

の方が前年に比べまして374名減るであろうと

いうことと、収納率ですけれども、こちらのほ

うが24年度当初より低下、低く見込んでおりま

すことから減額になったということになります。 

  また、収納関係ですけれども、一般被保険者

国民健康保険税の部分では３月に補正してござ

いますけれども、そちらで89.2％ほどと見込ん

でございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 24年度よりも収納率が

低くなるのではないかと見込んでおられるよう

です。 

  24年度、大幅値上げをしたわけですが、被保

険者の国保税についての意見など、反応などあ

りましたら、把握しておられたらお願いします。 

近岡晃一税務課長 委員長、近岡晃一。 

山口吉靜委員長 税務課長近岡晃一君。 

近岡晃一税務課長 被保険者の方の反応というこ

とでございますが、やはり税の申告時とか、国

民健康保険税の納付書を発送して、その後、さ

まざまな御意見がございますけれども、前の議

会でも申し上げたように、高くなったんだよね

という方はいらっしゃいますし、大変社会保険

料が国民保険だけではなく上がっておるという

こともございまして、苦しいという方もいらっ

しゃいますけれども、私どものほうで誠心誠意

御説明いたしまして、この保険制度の必要性に

ついては十分御認識いただいております。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） わかりました。 

  同じくなんですが、24年度のことでお聞きし

たいんですが、社会保険から国民健康保険に加

入した世帯の状況などは、把握しておられたら

お願いします。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員、本委員会は平成

25年度予算についての審議でありますので、そ

の質疑をお願いいたします。先ほど24年と申し

ましたよね。25年度。 

１ 番（佐藤悦子委員） はい。 

  では、25年度の予算、これを立てるに当たっ

て、社会保険から国民健康保険へ加入した世帯

など、加入する世帯などはどう見込んでおられ

るのかお願いします。 

近岡晃一税務課長 委員長、近岡晃一。 

山口吉靜委員長 税務課長近岡晃一君。 

近岡晃一税務課長 保険税の算入に当たりまして

は、確かに年間でどのような異動があるかとい

うこともございますけれども、年度途中で変わ

られる方もいらっしゃるということで把握はし

てございません。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 
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１ 番（佐藤悦子委員） 今のことに関してです

が、把握していないということでありますが、

社会保険に入っていた方が非自発的な退職者と

して申請減免を行えば減免になる制度が出てき

ております。そういった世帯が出てきた場合、

どのようにしてお知らせするように考えておら

れるのかお願いします。 

近岡晃一税務課長 委員長、近岡晃一。 

山口吉靜委員長 税務課長近岡晃一君。 

近岡晃一税務課長 非自発的失業という方に対し

てどのようなお知らせをしているかということ

でございますけれども、国民健康保険税、これ

は納付書を発行した際に、その後に非自発的失

業に至ったという方であると思いますけれども、

その至った方が誰であるのかというのは私ども

で特定できませんので、やはり国民健康保険税

のお支払いの際に、苦しいと、ちょっときつい

なという方は納税相談に応じて、納税相談のほ

うで御相談をいただいている方がいらっしゃい

ます。ただ、制度としては当初、国民健康保険

税のお知らせと、周知のときにその制度は載せ

ているということでございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 例えば24年度はそうい

う方々が何世帯ぐらいおられたのでしょうか、

納税相談などで。 

近岡晃一税務課長 委員長、近岡晃一。 

山口吉靜委員長 税務課長近岡晃一君。 

近岡晃一税務課長 国民健康保険税だけの納税相

談というふうな数値は押さえてございません。

ただ、納税相談の関係では、全部の、全税合わ

せてでございますけれども、納税相談、電話対

応、窓口対応では今年度４月１日から１月31日

までの現在で2,640名の方が納税相談にいらっ

しゃっているということでございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） その納税相談の中で、

社会保険だったのが非自発的退職者だったとい

うことが明らかになって減免に至った世帯など

は何人ぐらい、何世帯ぐらいおられたんでしょ

うか。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員、再度申し上げま

すけれども、質問はページ数、款項目、事業名

などを具体的に示して質問してください。お願

いします。 

１ 番（佐藤悦子委員） 131ページの１の１と

いうことで、一般被保険者国民健康保険税にか

かわっての予算として組む場合のどういう中身

で組まれたのかという意味でお聞きしているわ

けでありまして、同じ款項目だと思っておりま

す。 

近岡晃一税務課長 委員長、近岡晃一。 

山口吉靜委員長 税務課長近岡晃一君。 

近岡晃一税務課長 私のほうで減免の実績という

ことでお答えさせていただきます。 

  24年度３月７日現在で所得皆無となられた方

の減免件数はゼロでございます。また、社会保

険離脱による件数は３件ございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） わかりました。３件と

いうことで、意外に少ないような気がいたしま

す。 

  最近、私の周りでも会社のいろいろな都合で

３月で切られるとか、それが割りかし短い期間

のうちになる方も見られるということで、本当

に驚くような、本当に不安定なんだなというこ

とをつくづく考えさせられております。そうい

う意味では、そういう制度があるということを

なるたけ本人に伝わるようにお知らせをお願い

したいなと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

  今の款項目にかかわってなんですが、国保加

入世帯の中で、会社勤めをしていて、本来社会
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保険加入であるべきだなと思われる方がおられ

るように思いますが、そういう義務、社会保険

加入義務などを会社などに伝えたりして、社会

保険に加入していただくほうが、本当は市とし

ては、本人にとってもありがたいと思うんです

けれども、そういったことなどはどう考えてお

られるでしょうか。 

近岡晃一税務課長 委員長、近岡晃一。 

山口吉靜委員長 税務課長近岡晃一君。 

近岡晃一税務課長 実際、税務相談等を通じまし

てそういう方がいらっしゃることは委員おっし

ゃるとおりでございます。そういう方には御説

明しながら、世帯の中のどなたかの社会保険に

加入したらいかがですかというような相談も申

し上げていますし、ただ、さまざまな世帯がご

ざいまして、私は国民健康保険の中でやってい

くんだと、医療費ぐらいは自分できちんと国民

健康保険税を払ってやっていきますよという方

もいらっしゃいますので、そういう方々の気持

ちに応えるためにも、うちのほうでは公正に取

り扱っていきたいというふうに考えております。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 今のは、その方の世帯

の中での異動のような話なんですけれども、私

としては、会社に対して、会社が社会保険加入

義務があるんでないかというふうに働きかけは

できないかということなんです。そのことはど

うでしょうか。 

近岡晃一税務課長 委員長、近岡晃一。 

山口吉靜委員長 税務課長近岡晃一君。 

近岡晃一税務課長 会社のほうで勤めている方の

世帯の方で社会保険に入れたらいいんではない

かというようなことも確かに相談の中ではござ

います。しかしながら、会社のほうにつけるか

つけないか、これは御本人の問題もありまして、

さまざまな相談を通じている中ではそのように

いかないケースもございます。会社のほうに入

ったらと言っても、本人は入らないというケー

スもありますので、それぞれケース・バイ・ケ

ースで対応させていただいております。一律に、

それは企業で働いている、社会保険に入ってい

る方がいらっしゃいますから、社会保険に入れ

というような強制的なことはいたしていないと

いうことです。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） わかりました。強制は

できないというのは残念だと思いますが、でき

るだけ、会社があって、社会保険加入義務があ

るなと感じた場合はそうなるように働きかけな

どできればいいのではないかなと思います。 

  実は市民の方で、きのうの方ですけれども、

23年度と24年度で大幅な国民健康保険税の増税

で本当に苦しくてどうしたらいいかという相談

を受けたところでした。具体的に言いますと２

人世帯です。お子さんの所得が23年度は54万円

でした。一緒に住んでいる親の方は障害年金で

した。これに対して23年度は所得54万に対して

６万7,200円の国保税でした。率にしますと、

所得に対する国保税は12.4％でした。これは何

とか払ったんです。ところが24年度を見ますと、

がんと上がってしまいました。娘さんの所得は

61万ちょっとでした。それに対して24年度は12

万円です。12万200円の国民健康保険税でした。

率にしてみますと、その世帯の所得に対して

19.6％。所得の増は７万1,047円ふえたんです

けれども、国保税は５万3,000円ふえました。

何といいますか、所得がふえたと思われる金額

がそのまま真っすぐに国保税増税ということで、

所得がふえたのは本人、喜んだかもしれません

が、国保税がそれの比にして物すごい値上がり

で、23年度は何とか毎月5,000円だったか6,000

円だったのが、6,000円かな、6,000円ずつ毎月

払うことで頑張ったらしいんですが、ほとんど

同じような世帯状況なのに、24年度は１万
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5,000円ずつか１万円ずつですか、ということ

で倍ぐらい払わねばならないということは、こ

れはやっぱり無理だろうなと、私は本当にその

苦しい世帯の気持ちがわかるような気がして、

こういう高い国保税は、この方だけではなく、

市民全体にいっているわけなんですが、こうい

う方を救う方法といいますか、低所得者対策を

強める必要はないのか、どうお考えなのか。ど

うでしょうか。 

近岡晃一税務課長 委員長、近岡晃一。 

山口吉靜委員長 税務課長近岡晃一君。 

近岡晃一税務課長 今、例に出していだたきまし

た世帯の方、確かに大変お苦しいとは存じます

が、ただ、その方々だけが今回の税率改正によ

ってそのような形になったとは思えないところ

がございます。上がるには、保険料ですね、が

高くなった分については高くなったなりの理由

があろうかと思います。所得だけでなくて資産

割等もございますので、一つ一つのケースを見

ないと今のことについてコメントはできかねる

と。もしそういう方がいらっしゃれば、委員御

承知であれば、納税相談なりにぜひ行っていた

だけるよう御指導願いたいなと思います。 

  低所得者対策ということですが、これも前か

ら言っておりますけれども、国保税の７割・５

割・２割軽減、または前年度の所得で自己都合

でやめられた方、先ほど申し上げましたけれど

も、そのような方々についても軽減措置がとら

れているわけです。やはり減免措置というのは

条例の中で特に必要と認められるような場合で

ございます。ましてや、今、国民健康保険につ

いては維持していくと、維持しなければならな

い制度だと。やはり市民の皆さん、大変お苦し

いのはわかりますけれども、みんな頑張ってい

らっしゃるので、そのような方々の考え方も聞

いていただかないと、片面だけを見てお話をな

されるというのはいかがなものかと。頑張って

いる方もいらっしゃるので、そのような方々に

も委員のお耳を傾けていただきたいと思います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） この世帯は、資産がな

い世帯なんです。そういう中でこういう状態で

す。 

  23年度は５割軽減だったようです。それでこ

の金額でした。24年度は、所得が54万円から61

万円にふえたということで２割軽減になってし

まったんです。そういうこともあります。わず

かで、そのわずか７万円ぐらいの所得が上がっ

たことで軽減が厳しくなってしまったこともあ

ります。 

  払いたくているんです。23年度頑張って分割、

納税相談させてもらいながら11カ月、12カ月ぐ

らい、毎月支払いできるようにさせてもらって

払ったようです。でも、24年度について行き詰

まっているということで、こういうことになっ

ているようなんです。そういう意味では、維持

しなければならない制度だと御本人も本当に思

っているし、私もそう思っております。そうい

う中で、このように収入が少ない世帯が何とか

払えるようにするということで、もう少し申請

で軽減できるような制度もつくっていただけれ

ば市への信頼も高まってくることは間違いない

と思うんですが、どうなんでしょうか。こうい

う方々にもう少し払いやすいようにする、申請

によって減免もできるということをちょっと広

げていただけるような、市長として、特別に必

要な場合はというところに広げていただけるよ

うな工夫はできないか、お願いします。 

近岡晃一税務課長 委員長、近岡晃一。 

山口吉靜委員長 税務課長近岡晃一君。 

近岡晃一税務課長 委員のおっしゃられた方につ

いては大変ありがたいなと、頑張っていただい

ているということで感謝申し上げるわけですけ

れども、ただ、これは制度ですので、５割と２

割軽減の境目をどうするか。確かに収入がその
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ラインでプラス１万円になったから、△１万円

になりましたからと、５割と２割と移るという

ことはあり得ることです。ただ、それが以下ど

こまでの金額か、どこまでするかというのは今

度は裁量になってくる。そのようなことでは制

度が成り立たなくなってくる。やはり５割軽減、

２割軽減というきちっとしたラインの上でやっ

ていかざるを得ないというふうな形でないとこ

の制度及び行政としての責任が問われますので、

ここはしっかりやっていかなければいけない。

ただ、そういうふうな方で大変であればやはり

相談いただいて、それなりのお話の中で納めや

すい方法、それはともに考えていけるような体

制では取り組んでおります。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 丁寧な相談を引き続き

お願いをしたいなと思います。 

  また、ぜひ低所得ということで、このような

低所得のどこまでというふうに考えたときには、

私考えるにやっぱり生活保護基準かなというふ

うに思うんです。それらの基準とあわせて見て、

この世帯は車を持っているために生活保護は絶

対だめなようだけれども、でも軽減できるかな

というような、そういう優しさが必要な気がす

るので検討していただきたいなと思うんです。 

  それから、国保について、広域化ということ

が言われております。広域化というのは、自治

体の独自の繰り入れをなくすものだと私は見て

おります。24年度、独自繰り入れをした自治体

がふえていると聞いておりますが、これがなく

なったらさらなる大幅引き上げをせざるを得な

いということになるのではないかと思いますが、

どうでしょうか。 

伊藤洋一健康課長 委員長、伊藤洋一。 

山口吉靜委員長 健康課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一健康課長 国保の広域化の御質問でござ

いますが、県単位化する話し合いが行われてい

ますが、そうなれば市町村独自の繰り入れがで

きなくなるという趣旨の御質問かと思いますが、

現在75歳以上の高齢者の医療をつかさどってお

ります山形県の後期高齢者広域連合、県単位で

運営しておりますが、これにつきましては国・

県・広域連合の３者で基金の積み立てを行って

おります。その基金の積み立てを２年に１度の

利用率改正の際に取り崩しをしながら利用率の

アップを抑えているという実態もございます。

ですから、広域化すれば必ず市町村の法定外の

支援がなくなるかという趣旨の御発言かと思い

ますが、そういった制度を整えていけば税率改

正についても抑えることも可能なのではないか

なと思っております。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 何か、私としてはごま

かされたような気がしますが、よく考えてみま

すと、そういうことは市でやってきたわけです、

今まで、基金ということで。努力して値上げし

ないように基金をためてきたわけです。どの市

町村もその立場でやってきて、基金というのが

国民健康保険に関してありました。しかし、そ

の基金がなくなってしまった。それで市町村独

自の繰り入れをせざるを得なくなって、それで

してはみたけれども、それでもまだ国保税が上

がっていくということで、市民が苦しみ、担当

者も苦しんでいるところだと思います。そうい

う意味では、広域連合を見て、基金があるから

何とか抑えられるんじゃないかというのは、ち

ょっとそれは考えられないんでないかなと思う

んです。むしろ後期高齢者のことを考えてみれ

ば、お医者さんに行かざるを得ない方をふえる

年齢でもありますし、それを中心に回そうとし

ている保険ですから値上げせざるを得ないだろ

うと思います。国保も、弱い立場の方々が中心

でありまして、そういう国保の会計を考えたと

きにはやっぱりそうせざるを得ないというか、
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市の独自繰り入れなしということに持っていか

れれば、基金だけではとてもできないというの

は目に見えて、今後の大幅な値上げが予想され

るのではないかと思いますが、もう一度お願い

します。 

  また、資格証の発行状況についてもお願いし

ます。 

伊藤洋一健康課長 委員長、伊藤洋一。 

山口吉靜委員長 健康課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一健康課長 初めに、資格証明書の発行状

況でございますが、25年の２月末現在で、短期

証が291世帯、資格証明書交付世帯が34世帯で

ございます。 

  それから、先ほどの広域連合、広域化の話で

ございますが、広域化してもそういった工夫で

市町村からの独自の支援で税率を上げなくても

いい方法があるのではないかという例えで後期

高齢者の広域連合の取り組みを御説明したとい

うことでございますので、御理解いただきたい

と思います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 広域化によって国民健

康保険税が私はさらに上がるのではないかとい

うふうに思うんだけれども、その点どうでしょ

うか。 

  もう一つは、国民健康保険証の発行の時期な

んですが、再発行などするときに、とめ置きと

いうことがあるのではないかと思います。相談

のために滞納者に対してすぐ郵送しないでいる

ということがあるような気がします。そういう

ことをしないで、一旦まずとめ置きしないで、

みんなと同じように発送した上で、滞納世帯へ

の訪問、聞き取り、相談で対策を打つべきでは

ないかと思いますが、どうでしょうか。 

伊藤洋一健康課長 委員長、伊藤洋一。 

山口吉靜委員長 健康課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一健康課長 初めに、広域化で保険料が上

がるのではないかという御質問でございます。 

  保険料といいますのは、国保税独特の算定方

法がありまして、歳出を押さえてから歳入を計

算するという方法でございます。歳出の保険給

付費等を計算しまして、それから国・県の支援

等を計算した上で、足りない分を国保税で補う

という形にしてございます。ですから、まだ保

険給付の伸びというのがどうなるかわからない

状況で、必ず上がるというふうなお話はできな

いものかとなと思っております。 

  また、保険証のとめ置きということでござい

ますが、これについては短期証明書の方のこと

かなと思っております。短期証明書の交付対象

者の方については、こちらでお送りをしないで

確かに市役所のほうにとめておきます。納税相

談の上で交付するということにしております。

それでも来られなかった対象者の方については、

１カ月ぐらいをめどにして送っているというの

も事実でございます。 

  こちらのほうとしましては、納税者の各状況

について変動もありますものですから、そのと

きそのときの状況をお聞きした上で納税相談と

いうものを行っていかないといけないというふ

うに思っておりますので、そうしたことをして

いるという状況でございます。 

山口吉靜委員長 ほかに質疑ありませんか。 

１５番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

山口吉靜委員長 新田道尋委員。 

１５番（新田道尋委員） それでは、３点御質問

申し上げます。答弁が簡単なところでございま

すので、安心して聞いていただきたい。 

  ページ137の２款１項１目と２目、ここに保

険給付費、一般被保険者の療養と、それから退

職者の保険者等の療養費というふうに給付費が

ありますけれども、これは人数によって概算で

予算を立てられたというふうに思いますが、24

年度は前年に比較しまして224名が減ったと、

逆に退職者が91名ふえたというふうな説明がご
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ざいました。これも今回のどういうふうな人的

影響があるかということでお知らせをしていた

だきたい。 

  それから、その陰の138ページも同じような

ことでございますけれども、今年度が２の２の

１ですけれども、高額医療ということで、ここ

は2,293万5,000円がふえていると、これの要因

ですね、そこをお知らせいただきたい。 

伊藤洋一健康課長 委員長、伊藤洋一。 

山口吉靜委員長 健康課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一健康課長 初めに、人数でございますが、

来年度の一般被保険者の想定人数１万258人で

算定しております。昨年度の当初予算ではたし

か１万953人ということで計算していたかと思

いますが、１月末までの平均が１万594名とい

う実態がありますので、そこから算定しまして、

25年度につきましては１万258名で算定してお

ります。 

  また、退職被保険者数につきましては、来年

度977人で算定しております。これにつきまし

ても24年度当初については996名ということで

算定しておりましたが、減の予定でしておりま

す。 

  また、高額療養費の増でありますが、24年度、

今年度も補正でお願いしておりましたが、高額

療養費、今年度、前年度に比較しまして８％を

超える伸びを示しております。高額療養費の限

度額というのは所得で決まることになっており

ますが、例えば高額の所得を得ている方が後期

高齢者へ移行したような場合は、診療の内容が

変わらなくとも限度額が下がるということがご

ざいます。限度額が下がれば当然高額の療養費

としてはふえるという状況でもございます。ま

た、そういう点もありますが、高額療養費につ

きましては医療の高度化が主な要因だとは思っ

ておりますが、毎年増加傾向を示しているとい

うことでございます。 

１５番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

山口吉靜委員長 新田道尋委員。 

１５番（新田道尋委員） ただいま御質問申し上

げところは、給付費が25年度は１億2,500万、

トータルで369万下がるというふうな大変あり

がたい部分が出てきているものですから、これ

の要因がただ単なる被保険者の減でなくて、私

が希望するのは、何かの要素があって下がって

いったなというふうなことがないかなという思

いがあるわけでございますね。それから高額も

そうですけれども、ふえることを抑える方法が

何かないかなというふうに、私はいつもそうい

うふうに考えて質問をしているわけでございま

す。 

  それから、全体を言ってから総合的に申し上

げますが、142ページの８款の２項の１目の保

健衛生普及費、ここに健康づくり推進事業費と、

127万3,000円というのが予算化されています。

ここをずっと眺めていきますと、前々からやっ

ていた事業をくまなく前年度とおりに事業化し

ているというところで、かわりばえないような

事業というふうに、口が悪いんですけれども、

言わざるを得ない。 

  それで、私は３件、今質問申し上げた中で総

合的に申しますと、執行部が出した予算の主要

事業の中に米印で出てくるような事業がないか

なというのが一番のお伺いしたい目的です。健

康課が中心になって、市民の健康を預かってい

るベテランのプロの方々が勢ぞろいして、総勢

26名ですか、職員がおるようでございますけれ

ども、その中で課長１人ではなくて、全体的に

こういうことをやったらばもう少し給付費が下

がるんじゃないかとか、市民がこうやったらも

う少しいい方向に行くんじゃないかというふう

な話が、意見が、提案があるかないか、その辺、

出てくるようであれば一番結構なんですが、

我々は素人で中身までわかりませんので、やっ

ぱり役所の皆さんは毎日それを扱っているわけ

ですから、何らかのあれが出てくるんじゃない
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かなというふうに私いつも考えているんですよ。

ですから、心待ちにこの主要事業、いつも関心

を持って見ているんですが、手っ取り早い話は、

３万8,000人の市民が健康であれば、この総合

的な保険が、特別予算が下がってくるわけです

ね。41億ですか、ずっと41億台で、人口が減っ

てもずっと経緯をたどっているわけで、本来な

らばこれは下がってこなければならないですね、

総予算が。じゃないですか。さっき課長が言っ

たように、高度医療もいろいろな要件が絡んで

上がってくるんだということなんですが、こう

いう部分が全体的に下がるような政策を打って

いかないとならんじゃないかなというふうに思

いまして、やはりこれ以上健康保険税が上がる

ようなことをしないような政策というのが望ま

れるというふうに思っているわけです。 

  具体的に25年はスタートするわけで、これに

予算化しろと言っても無理なんですが、何かそ

ういうふうな具体的なこういう方法というのが

今のところあるかないか。それから市全体の問

題でございますので、総合政策課として市民の

健康をいかに考えているか。前後の適切な事業

があるとすれば、なければいいです、あるとす

ればお知らせいただきたい。 

伊藤洋一健康課長 委員長、伊藤洋一。 

山口吉靜委員長 健康課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一健康課長 大変な貴重な意見を伺ったと

思っております。主要事業の中には、高齢者肺

炎球菌と特定不妊治療ということで、健康課か

らは２つ載せさせていただいております。しか

し、そういったことではなくてということだと

は思いますが、給付費の下がるような取り組み

ということでございますが、一般質問のときに

も御答弁させていただきましたが、自分の体の

状況を本人に知っていただきたいというのが私

の気持ちでございます。例えば体重を毎日はか

るといった行為もそういったことにつながるの

かなと思っておりますので、そうしたことの有

効性をどんな形にしろ市民の方に周知していき

たいと思って、わずかではございますが、高額

医療費通知について、はがきではなくて封書で

送るという予算を組んでおります。そうしたこ

とを送付する際に、健康に関するいろいろな情

報を入れてやれればなと思っております。医療

費通知につきましては２回に分けて行いますが、

全部で１万世帯弱に届くようになっております

ので、そうしたものも活用したいと思っており

ます。 

  それから、来年度の特定健診の申し込みでご

ざいますが、これについては検診センターのほ

うからこの間情報がございましたが、今年度と

比べて来年度の健診申し込みが200名ふえたと

いう報告をいただきました。そうしたことにつ

きましては連日、担当の職員が申込書をどうや

ったら見やすくできるかというような検討もし

た結果だと思っております。そうした地道な努

力にはなりますが、そうしたことを積み重ねて

いって健診率を向上させて市民の健康につなげ

ていきたいと思っております。以上です。 

荒川正一総合政策課長 委員長、荒川正一。 

山口吉靜委員長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 市民の健康というような

ことでの私の認識のほうは、やはり市民が元気

でないとまちも元気にならないというようなこ

とは当然のことでありまして、このまちを形成

している個々の地域、町内、ここはやはり市民

一人一人の健康あってこそまちづくり、地域づ

くりができるものであろうというようなことが

まず第１番目でございまして、そのためにはや

はりさまざまな形の中で絡めていかなければい

けないのかなと。まちづくり総合計画の中でも

「健康で、笑顔あふれるまち」ということで基

本目標の一つに掲げておりますが、これをやっ

ていくためにも、特に安全・安心、あるいは子

育て、人づくりというふうなプロジェクトの面

から、やれる範囲のものはまずはやっていこう
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という形の中で、財政との折り合いをつけなが

ら、要望にもさまざま応えながら施策を展開し

てまいりたいという中で、今、健康課長が言わ

れたような形の部分もありますけれども、地域

からの側面というふうなことで、地域の中であ

って話をまずさまざま聞く中で展開ができない

かというふうなことを一つ思いまして、主要事

業の中にも１つ入れてございますが、２つ目の

ページになりますでしょうか。地域づくり事業

という中でひとつ押さえておきたい部分があり

ますけれども、地域を構成している重要な市民、

この方々一人一人まで意識を広めていきたい。

例えば受診の向上も一つであることになるわけ

ですが、健康意識がなければそれは高まらない

ということにもなりますので、地域の方々に影

響のある例えば区長さん方とかあるいは町内会

役員、老人クラブの代表者の方とか健康福祉推

進員、こういう方々に集まってもらった中で、

さまざまな地域課題に取り組んでいくことの前

段として、25年度は健康づくりにテーマを当て

て、まちづくり専門の関係の先生なんかもお世

話していただく中で、うちのほうの庁内の中の

健康づくり関係の担当も入ってざっくばらんな

形で意見の交換を行いながら、具体的な形の方

向を模索していくとともに、地域でリードして

いく方々の意識づけを図ってまいりたいという

ようなことを思ってございます。 

  先ほど来、継続というようなことがあります

けれども、今までも少しなりともやってきたん

でしょうけれども、改めてここでもう一回アピ

ールすることが地域の方々への説明というよう

なことにもなっていくと思いますので、これを

継続をまずしていきたいというようなところか

ら出発したい。認識等、まず１つの地域の中で

の具体化策と申し上げればこのようなことかな

というふうに思ってございます。 

１５番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

山口吉靜委員長 新田道尋委員。 

１５番（新田道尋委員） 先ほど高額療養という

ことで質問申し上げましたんですが、一般会計

の中でも質問したように、がん検診による個人

徴収金というのが2,143万5,000円あったわけで、

ここと、この高額療養の給付、療養費というの

は関係なくはないわけですね。私は関係あると

思っています。ですから、個人徴収をする部分

を引き下げることによって高額療養が減ってく

るというふうに私は思っているんですが、この

辺は課長はどういうふうに考えますか。 

伊藤洋一健康課長 委員長、伊藤洋一。 

山口吉靜委員長 健康課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一健康課長 個人徴収金を引き下げること

がすなわち高額療養費のアップに歯どめをかけ

るかということに関しましては、非常に遠い話

かなと思っているんですが、がんになれば当然

医療費が高くなりますので、高額療養費の範囲

に入ってくるかとは思っております。そういっ

たことを抑えるためのがん検診であり、ならな

いためのがん検診でありますので、そういった

意味からすれば、がん検診イコール高額医療費

を抑えることにつながるという認識では思って

おります。そのため、がん検診の取り組みにつ

いては受診率をアップできるようにいろいろな

情報を提供してまいりたいというのが先ほどか

ら言っています来年度の強化したい点でござい

ます。 

山口吉靜委員長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  ただいまのところ、討論の通告はありません。

討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 
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   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第22号平成25年度新庄市国民健康保険事

業特別会計予算は、原案のとおり決することに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第22号は原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 

 

議案第２３号平成２５年度新庄市

交通災害共済事業特別会計予算 

 

 

山口吉靜委員長 次に、議案第23号平成25年度新

庄市交通災害共済事業特別会計予算を議題とい

たします。 

  本件につきましては、歳入と歳出を一括して

質疑を行います。質疑ございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 別に質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。 

  ただいまのところ討論の通告はありません。

討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第23号平成25年度新庄市交通災害共済事

業特別会計予算は、原案のとおり決することに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第23号は原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 

 

議案第２４号平成２５年度新庄市

公共下水道事業特別会計予算 

 

 

山口吉靜委員長 次に、議案第24号平成25年度新

庄市公共下水道事業特別会計予算を議題といた

します。 

  本件につきましては、歳入と歳出を一括して

質疑を行います。質疑ありませんか。 

１０番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

山口吉靜委員長 小野周一委員。 

１０番（小野周一委員） 162ページの２款建設

費１項下水道建設費の工事請負費なんですけれ

ども、この地区の区域面積と、何年をめどに整

備計画を計画しているのか、それをお聞きした

いと思います。 

沼澤利明上下水道課長 委員長、沼澤利明。 

山口吉靜委員長 上下水道課長沼澤利明君。 

沼澤利明上下水道課長 お答えいたします。 

  工事請負費につきましては、管渠建設事業費

の中で国の補助対象となる部分と、それから単

独事業と、それから全く起債も伴わない純単独、

この３つの構成から成ります。それで、25年度

におきましては今回の認可区域の拡大の一つで

あります太田地区荒小屋、太田方面の、この面

積が34.7ヘクタールございます。ですから、そ

のほかにもあるんですけれども、まず市街地の

北部、すなわち上流部にあります比較的公共施

設の多いところからまず今年度は着手するとい

うことで、まず一番ネックになりますＪＲ奥羽

本線の踏切の推進、横断ですね、これの工事に

かかります。これにつきましては、当然下水道

プラス水道も入ります。それから、ＮＴＴ回線、
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それから光ファイバー等の通信網も入っていま

すので、かなり難工事というか、工事が難しい

というふうなことになろうかと思いまして、こ

れには6,262万2,000円ほどの予算を立てており

ます。 

  そのほかに、もう既に24年度におきまして実

施設計のできております西町小栄町地区、これ

を延ばしていきたいと思います。それからあと、

そのほかに円満寺町、金沢新町といったような

ところも予定してございます。これが補助の該

当事業でございます。 

  それから、単独工事費としましては、清水川

町とか金沢、あるいは私道関係、要望箇所がご

ざいますところに対応していくと、こういう予

算も組み入れてございます。 

  それから、全く純単独というふうなところに

つきましては、先ほど言いました補助事業外で

行うところの太田の推進工のところで、ここを

補助事業該当にならない部分も出てきますので、

そこを純単独事業で行うと。 

  いずれにしましても79ヘクタール、今回拡大

しておりますので、これを向こう30年度を目標

に順次予算を確保しながら、今、公債費の適正

比率の制約もございますので、その辺、財政当

局とも相談しながら、計画を立てながらやって

いきたいと思います。 

  そして計画を、協議が済んで、道路管理者と

かあるいは交通管理者とかあるいは地下埋設物

の所有者とも協議を重ねて、協議が調った段階

から早目に地域住民に説明をしていきたいと、

このように考えております。以上でございます。 

１０番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

山口吉靜委員長 小野周一委員。 

１０番（小野周一委員） 実はこの太田地区も恐

らく23年度事業、24年の３月に新しく認可区域

になったわけですね。この区域は一番新しい認

可区域なんですけれども、何年度大体、今30年

度と言ったんですけれども、北新町のあの区間

ですよね。大体何年であそこをでかすのか。と

いうことは、認可区域に指定するとすれば、お

のずと合併浄化槽のそういう市の補助金等が受

けられませんよね。やはりある程度そういう整

備計画というものは地元に周知徹底をしていか

ないと、やはり家庭のいろいろな生活設計って

私なれていないと思うんですよね。だから24年

３月に新しく77ヘクタールが認可区域に指定に

なったんですけれども、その区域の、例えば太

田とあともう１カ所あるんですけれども、例え

ばその区域の区長さんでもいいですよ。今回、

太田とすれば、その住民の方々にどのような事

業の整備計画の周知の徹底をなされているのか。

まず２点、何年度で北新町のあそこをでかすの

かというか、終了するのか。周知徹底の件と２

点、お願いします。 

沼澤利明上下水道課長 委員長、沼澤利明。 

山口吉靜委員長 上下水道課長沼澤利明君。 

沼澤利明上下水道課長 ここは補助事業、幹線沿

いにつきましては県道泉田新庄線なんですけれ

ども、幹線沿いにつきましては推進工の工事を

平成25年度に終了させましてから、平成26年度

以降、北のほうに取っかかっていくというふう

なことになろうかと思います。 

  ただ、今回、浄化センターのほうの工事が一

応平成24年度で完了しました結果、約１億

5,000万円の単独市費増額できて、管渠整備に

これを使わせていただくことになるんですが、

平成26年度以降につきましては浄化センターの

長寿命化計画に基づく整備計画が入ってきます

ので、果たして幾ら回せるか、そこら辺は読み

づらいところなんですけれども、いずれにしま

しても起債制限等の補助の絡みもありまして、

補助・単独合わせまして、管渠につきましては

２億の工事というふうなこと、そういう予定に

なっておりますので、何年度までに全部でかす

というふうなことは今のところ試算が立たない

というか、そういう状況でございます。でも、
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できるだけ早期に北部方面については整備を図

っていきたいと思います。 

  それから、あと周知関係につきましては当然

自分の家の排水計画、これ皆さん、排水計画を

立てるためには大変重要なことだと思いますの

で、事業が明確になったところは早目に御説明

申し上げます。というふうな、平成25年度事業

につきましても早急に、区長さんも交えた形で

説明会を実施してまいりたいと、かように考え

ております。 

１０番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

山口吉靜委員長 小野周一委員。 

１０番（小野周一委員） 実は新庄市の公共下水

道、恐らく30年ぐらいたっていますよね。そう

いう中で、この間、資料をもらってきたんだけ

れども、やはり整備率が66．幾らで県平均より

も20％ぐらい低いわけですよね。そうしますと、

県内の市町村の中でも下から２番目ですよね。

このくらいやはりいろいろな今までの財政事情

もあったんですけれども、今回第５期の恐らく

認可区域が23年度事業でふえたんです、70何ヘ

クタールですね。やっぱりそういう事業が、認

可区域がふえたとすれば、先ほど言いましたと

おりその区域の区長さんなり住民にお知らせを

して入れますよというぐらい周知しないと、せ

っかくいい事業が来たのがあだになるんじゃな

いかと私思うんですよね。そこに認可区域に網

をかけられた結果、せっかく新庄市で、先ほど

言いました復活した合併浄化槽の補助金もいた

だけない、県の関係の補助金もいただけない。

だとすれば、認可区域に指定したら、何年をめ

どに下水道がそこに行きますよと、その辺まで

整備計画を立てていかないと、どうしても最後、

最後に認可区域に当てられた住民のやはり協力

というのが得づらいと、そういう感じが私する

わけですよね。だから、今、課長言ったとおり

国の補助金とかいろいろあろうとは思いますけ

れども、やはりプロですから、あなた方は本当

に、金がない中でも知恵を絞ってある程度の年

次計画を立てていただければ、大変、認可区域

になられた住民にとっては本当に自分たちの生

活設計が立てられるということなんですけれど

も、再度伺います。特に今回、平成24年度３月

に認可区域に指定されました２カ所について、

あくまでも平成30年度まででかすのか、それと

もある程度、５年以内に持っていきたいのか、

その辺、お聞きしたいと思います。 

沼澤利明上下水道課長 委員長、沼澤利明。 

山口吉靜委員長 上下水道課長沼澤利明君。 

沼澤利明上下水道課長 この拡大した部分につき

まして、今までは直近にならないとなかなかお

示しできないというふうなこともあったので、

室全体である程度のエリアをくくって年次的な

計画できないかというふうなことで検討を前に

指示したところでございまして、今検討させて

いるところでございます。 

  あとそれから、普及率、当然新庄市、平成元

年からというふうなことになるので、やっぱり

遅く着工したということもあってなかなか進ま

ないというふうな。あとは全体計画の中でやは

り普及率が低いと。公共下水道の区域において

はもう既にかなり高い位置にあるんですが、全

体的な計画についてやっぱり進んでいないとい

うようなことで、これは関係課全部含めないと

解決できないことでありますので、その辺を連

携を密にしながらこれから推進していきたいと、

かように考えております。 

１０番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

山口吉靜委員長 小野周一委員。 

１０番（小野周一委員） 実はここに昨年度の下

水道課の事務事業の評価事業があるんですけれ

ども、今後、取り組みたいということで、農集

のことがありますね、山屋地区の。それを公共

下水道に接続したいと。だとすれば、ある程度

の年次計画を立てていかないと進まないと思う

んですよ、これね。せっかく知恵を出し合って
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も絵に描いた餅になるんでないかと私思うんで

すよね。せっかく内部でこのように詰めて詰め

て今後の取り組みというものを出したんですか

ら、何回も言うんですけれども、今までと違っ

た年次ごとの整備計画というのを立てれば本当

に地区住民の生活設計が立てるということにな

りますから、まずよろしく、国の補助金なりい

ろいろな絡みがあると思うんですけれども、そ

の辺、今までと違った前向きな整備計画を立て

ていただきたいと思います。 

  これで終わります。 

山口吉靜委員長 ほかに質疑ございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 別に質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第24号平成25年度新庄市公共下水道事業

特別会計予算は、原案のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第24号は原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

  ただいまから10分間休憩いたします。 

 

     午後２時０２分 休憩 

     午後２時１２分 開議 

 

山口吉靜委員長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

議案第２５号平成２５年度新庄市

農業集落排水事業特別会計予算 

 

 

山口吉靜委員長 次に、議案第25号平成25年度新

庄市農業集落排水事業特別会計予算を議題とい

たします。 

  本件につきましては、歳入と歳出を一括して

質疑を行います。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 別に質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第25号平成25年度新庄市農業集落排水事

業特別会計予算は、原案のとおり決することに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第25号は原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 

 

議案第２６号平成２５年度新庄市

営農飲雑用水事業特別会計予算 

 

 

山口吉靜委員長 次に、議案第26号平成25年度新

庄市営農飲雑用水事業特別会計予算を議題とい

たします。 
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  本件につきましては、歳入と歳出を一括して

質疑を行います。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 別に質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第26号平成25年度新庄市営農飲雑用水事

業特別会計予算は、原案のとおり決することに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第26号は原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 

 

議案第２７号平成２５年度新庄市

介護保険事業特別会計予算 

 

 

山口吉靜委員長 次に、議案第27号平成25年度新

庄市介護保険事業特別会計予算を議題といたし

ます。 

  本件につきましては、歳入と歳出を一括して

質疑を行います。質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） では、197ページの１

の１の保険料のところで滞納繰越についてお聞

きしますが、滞納者の人数と状況はどうでしょ

うか。 

近岡晃一税務課長 委員長、近岡晃一。 

山口吉靜委員長 税務課長近岡晃一君。 

近岡晃一税務課長 滞納繰越237万円でございま

すけれども、これにつきましてはちょっと人数

が……済みません、少々お待ちください。 

  失礼いたしました。23年度分の滞納繰越とし

て340人ほどございます。24年の現在ですけれ

ども、24年分としましては２月20日現在363名

の方が今滞納となってございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 363人で237万円、あわ

せて比べてみますと、１人当たり１万円にもな

らないわけですけれども、滞納者の方々の年金

の状況はどのぐらいの方々なんでしょうか。 

近岡晃一税務課長 委員長、近岡晃一。 

山口吉靜委員長 税務課長近岡晃一君。 

近岡晃一税務課長 年金が幾らかというとり方は

してございません。所得が幾らかということで

あれば、まだ24年度分、滞納が決まっているわ

けではございませんので、23年度時の決算値で

御説明させていただきますと、所得金額にして

80万円未満の方が69.23％となってございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 所得が80万未満という

と、80万円というふうに聞くと、所得が80万円

ということはというふうに考えると、ちょっと

そんなに「えっ」と思わないかもしれませんが、

実際には年金では滞納になる方々というのは１

万5,000円以下ということではないんですか、

月の年金というのは。 

近岡晃一税務課長 委員長、近岡晃一。 

山口吉靜委員長 税務課長近岡晃一君。 

近岡晃一税務課長 年金といいますか、委員のお

っしゃっているのはやはり年金の特徴にかから

ない方、年金で特徴にかかっている方は100％

納入という形になりますので、結果的には。た
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だ、先ほど言われたのは、年金のうち普通徴収

の方ということでございますので、多分そのと

おりであろうかと思います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 普通徴収というとなか

なかぴんとこないわけですが、つまり納付書に

よる介護保険料を集められる、取られる方々と

いうことなんですが、そういう年金、月１万

5,000円以下の方が普通徴収になって、そこに

払えない方がふえているだろうというのが目に

見えるような、明らかに見えるような、そうい

う状況でないかなって思います。そういう方に

対して私としては、集められない方々に話に行

って、払えないという話になったときに、金額

にして237万円ぐらいなわけですから、一般会

計から補塡もできるぐらいの金額でないかなと

いうふうに思うわけです。そういう意味では全

部とは言わなくても、市として免除できる、余

りにも年金少ないために苦しんでおられる方は

申請で市で面倒見ますというような制度があっ

ていいんでないかなという気がするんですけれ

ども、どうなんでしょうか。 

小野 享福祉事務所長 委員長、小野 享。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長小野 享君。 

小野 享福祉事務所長 介護保険料の申請免除の

取り扱いにつきましては一般質問等でもお答え

しておりますけれども、やはり介護保険制度、

保険制度ということで、加入される皆さんの相

互扶助でまず運営するということが大原則でご

ざいます。したがって、全ての方が均等――均

等にという言い方は申しわけないんですけれど

も、原則として納めていただきながら、当然所

得に応じて現在も低所得者対策を行っておりま

すし、それらの範疇の中で納付していただくと

いうことがまず大原則でございます。 

  したがって、もし枠を超えて免除なり繰り入

れということになりますと、保険料自体の取り

扱いが変わってまいりますので、いわゆる保険

料の値上がりにつながるかということがまず第

１点と。 

  それから、市の繰り入れにつきましても当然

税金から入るという形になりますので、保険制

度からちょっと離れた考えになってしまうとい

うことになりますので、現状としては介護保険

制度の趣旨を重んじた運営で今後とも考えてお

りますので、御理解のほどをお願いしたいと思

います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 保険制度の前に、私は

社会保障だというふうに考えるべきでないかな

と思うんです。社会保障の大きなところは、最

低限度の生活を国民に保障するというのが政治

の責任だというところで行われていて、一番は

生活保護ですが、そのほかの社会保障全体もそ

ういう立場で本当は行われるべきだろうと思い

ます。 

  それで、今の保険料についてなんですが、そ

ういった本当に払えないほどの年金の滞納の、

払えないというか、もっと払えない人はいると

思うんです、保険料は。しかし、年金が少ない

中でも天引きされている方々の中でも同じよう

に苦しんでおられる方がおられると思っており

ます。先ほど所長のほうから低所得なりに納め

ていただくというのがこの制度なんだというこ

とですが、生活保護世帯と同じ保険料になって

いる市民税非課税世帯の被保険者の保険料につ

いて、本当は申請によって免除できるようにす

べきでないかなと私は思いますが、その世帯の

人数、市民税非課税世帯の被保険者の人数は全

体で何人になっているでしょうか。 

近岡晃一税務課長 委員長、近岡晃一。 

山口吉靜委員長 税務課長近岡晃一君。 

近岡晃一税務課長 今、委員がおっしゃったのは、

多分介護保険料の第１段階、第２段階に属する
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方の人数ということだと思います。1,778名ご

ざいます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 第１段階が生活保護世

帯で、第２段階が市民税非課税世帯ということ

で私は捉えておりまして、それを合わせて

1,778名ということになるんだなと思いますが、

その中の方々、第２段階までの方々で、これら

の方は年収80万円以下の年金というふうに捉え

ております。そういう方が、私の試算で介護保

険で３万円は取られると。さらに介護度２など

になって、ひとり黙って暮らせませんので介護

保険の利用を行うわけです。その利用料を払う

と。さらに家を持っている場合、家にひとり暮

らしだと見た場合、固定資産税を払う。さらに、

この豪雪の中で家の除排雪費を最低でも10万円

はかかったかと思いますが、そういったお金を

払うと。そうなったときにやっぱり食事を削ら

ざるを得ない。本当は高齢者ですから、健康に

なりたいと考えているわけですし、それなりの

バランスのとれた食事をとりたいと思っている

と思うんですが、しかしお金がなければそれも

できないわけですので、削ることになると思い

ます。そういうようなことを想像してみますと、

市民税非課税世帯の中で必要と認められるよう

な減免が必要な、あるいは免除が必要な、そう

いう世帯があるというふうに見るべきじゃない

かと思うんです。生活保護は頑張って受けてい

ない方もおられるわけです。そういう意味では、

免除ということもできるようにする制度が必要

なんでないかなと思うんですが、市長としては

どう考えになりますか。 

小野 享福祉事務所長 委員長、小野 享。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長小野 享君。 

小野 享福祉事務所長 繰り返しの御回答という

ことになりますが、基本的に今お話しありまし

たように、第１段階につきましては通常の平均

保険料の半額、0.50という賦課率になっており

ます。ただ、逆に言えば、その上の段階の方に

つきましてはその部分を負担していただいてい

ると。つまり最高第８段階につきましては1.50

という案分で多目に払っていただいている。つ

まりこれが本来の相互扶助ということになるわ

けです。ですから、そういう本来の保険制度の

趣旨を運用しながらやっていくというのが新庄

市の立場でございますので、よろしく御理解を

お願いしたいと思います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 残念ながら非常に、簡

単に言いますと、冷たいような気がいたします。

生活費を考えたときに1.50ぐらい払う方も確か

に厳しいかもしれませんが、その方々の食費と

かに使えるお金は大きいわけです、確実に。生

活保護よりも厳しいかもしれない、市民税非課

税世帯の、生活保護を受けていない方々の保険

料というのは、食費を削り、利用しなければい

けない介護保険の利用も削らざるを得ない、そ

ういう中で払わせられているかもしれない、そ

ういうものだと思うんです。それを考えたとき

に、割合だけでは言えない、低所得者の全体の

収入そのものが大変に低いことを考えたときに

は、相互扶助という考え方ではなく、その人の

生活を保障する社会保障という気持ちで私は市

全体で補塡してやる必要があるんでないかなと

思うんです。それについて、そういう考えはな

いのか。今のただの相互扶助だという言い方は

切り捨て的な、社会保障という考えがないよう

な、弱いものいじめというか、そんな言葉にな

ってしまわないのか。もう一度お願いします。 

  もう一つは、202ページの２の１で、居宅介

護サービス給付費で、4,794万8,000円というの

がプラスになっていますが、その内容について

お願いします。 

小野 享福祉事務所長 委員長、小野 享。 
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山口吉靜委員長 福祉事務所長小野 享君。 

小野 享福祉事務所長 まず、介護保険料の取り

扱いに関してですが、介護保険制度を限定すれ

ば、やはり今言ったような保険制度の趣旨を運

用して考えていくというふうなことになるかと

思います。ただ、社会保障という観点から見れ

ばいわゆる生活支援、いろいろな施策があるわ

けですから、福祉事務所としても生活困難な方

に対しては相談を受け付けておりますし、いろ

いろな施策を提供しながら進めているというふ

うな状況でございます。ですから、介護保険料

につきましては現行のままで取り扱うというふ

うな形で考えておりますけれども、やはり生活

支援という部分について、また違う社会保障制

度のあり方という部分については福祉部として

も応援していく並びに相談に応じていくという

ふうな考えには変わりございませんので、よろ

しく御理解をお願いしたいと思います。 

  それから、202ページの居宅介護サービス給

付費に関してですが、基本的には介護保険のサ

ービスにおける居宅介護の部分のサービス給付

という形になります。内訳としましては、算定

の根拠としましては、今年度の介護認定の伸び

率、それから現行の居宅介護のいろいろな施設

の利用率の増の状況を見ながらこの中で計上さ

せていただいているということで、今回増額と

いうことで計上させていただいております。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 今年度からだったかと

思いますが、サービスの内容が時間が削られた

という経過があったように思いますが、そのこ

とに対する利用者の声、ケアマネジャーとかヘ

ルパーが一番聞いているのかもしれません。そ

ういったことなどを聞いていないのか。聞いて

いることなどがありましたらお願いします。 

小野 享福祉事務所長 委員長、小野 享。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長小野 享君。 

小野 享福祉事務所長 ただいま佐藤委員が申さ

れたことは、今年度、24年度の４月に介護保険

報酬が改定されまして、その中のヘルパーのい

わゆる介護費が時間短縮になったと。通常です

と60分の部分が45分までその単価で切り詰めら

れたというふうな状況で、現状として60分必要

な人もいるので、45分では厳しいとか、それか

らいろいろな弊害が出るというふうなことで去

年の春あたりにいろいろお話しされたかと思い

ます。 

  ただ、現状としてケアマネの会議とかいろい

ろな我々の情報交換する場がございますけれど

も、これらの時間短縮に伴って特に支障が出て

いるというふうな部分の御意見はこちらでは確

認しておりません。さらに、45分につきまして

も状況に応じて当然延長はできるというふうな

形になりますので、十二分にいわゆる現場でケ

アマネも含めて対応していただいているものと

いうふうに思っております。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 現場で実際にヘルパー

派遣を受けている方々が一番話をするのはやっ

ぱりヘルパーにだと思うんですよ。またその次

がケアマネジャーなんです。そこで話はします。

あなたのは今度申しわけありませんが削らして

もらいますという説明を一生懸命やっているわ

けで、それらを聞いた利用者のほうは、国が決

めたことだと言われれば「そうか」というふう

にか言えないわけですが、しかしそれはやっぱ

り不満だというのはヘルパーに一番ぶつかると

言わざるを得ないというか、現場で大変苦労な

さっているのはヘルパーだしケアマネジャーで

す。しかし、それが法律で決められたことだか

らということで、それが個人で完全にできるこ

とは本当にほとんどないみたいな状態なので、

仕方なくそれを伝え、のんでもらうしかないと

いうふうにやっていらっしゃったんだなという
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ふうに思います。 

  そこで、一番結果、何が出てくるかというと、

時間短縮になったために、急いでとにかく走り

回って、掃除やら今までやっていたことをやら

なければいけないわけですから、必要なことは

そんなに減らないので、結局しゃべる時間がな

くなる、お話を聞く時間がなくなる、お互いに

話をしたいことがあったり聞かなければいけな

いことがあるんでしょうけれども、そういうこ

とが減ってしまうことによるヘルパーと利用者

との間の一番大事なコミュニケーションが減ら

されるということが一番お互いにつらいことだ

ということを言われていると聞いております。

それは利用者にとっても寂しいことだろうし、

あるいは不満が高まることだろうし、ヘルパー

としても御意見を十二分に聞けないのでつらい

ことだろうと思います。そういった現状などあ

るということをぜひつかんでいただきたいなと

思いますし、聞くようにしながら国のほうにも

改善をするようにというか、言っていただけれ

ばありがたいと思います。 

  それから、次に206ページの２の１で、特定

入所者介護サービス費、マイナス230万9,000円

となっていますが、この理由はどういうことな

んでしょうか。 

小野 享福祉事務所長 委員長、小野 享。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長小野 享君。 

小野 享福祉事務所長 特定入所者の介護サービ

スの件でございますが、最近の介護保険の利用

の現状の特徴としまして、デイサービス、それ

からショートステイ部分の利用が非常にふえて

いるということでございます。その反面、ホー

ムヘルプが若干減少しつつあるということと、

それに伴っていわゆる老人３施設ですが、特老、

それから老人保健施設、養護老人ホームを含め

て、それらの利用率が若干落ちているという現

状が新庄市においてはございます。というのは、

老人保健施設につきまして一定の期間しか入所

できないということもあって、真室川に新しく

24年度にできておりますけれども、新庄市とし

ても40床は確保していただきたいということで

運営しておるんですけれども、そこが保健施設

という現状もあってなかなか長期に入れないと

いう前提がございますので、全体的に入所数が

伸びていないという現状があるようです。です

から、そういう状況を踏まえまして、新庄の特

老につきましては現況としては満杯という形で

すけれども、それらに付随する老人保健施設の

入床率が思うように伸びていないということい

うふうなことから逆算して、今回特定といいま

すのは老人３施設を指しますが、ここに入って

いる方についてはいわゆる減額してサービスを

給付するという制度がございますけれども、そ

の部分についても減額したというふうなことで

ございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） それにかわって、多分

グループホームというのか、小さな介護施設が

新庄市で大変ふえております。しかし、利用者、

市民の側から言わせますと、利用料が年金を超

えたりする、あるいは家族負担ということで非

常に重いものがありまして、年金のいい方だと

そんなことは心配する必要はないんでしょうけ

れども、国民年金だとか少ない年金の方はその

家族、関係者はやっぱり非常に悩んで、入れた

いけれども、どうしたらいいんだろうかなと悩

むことが多くて、本当に願っているところは特

別養護老人ホームのように比較的軽減できると

いうか、利用を、そういう施設をやっぱり多く

望んでいると思います。そういう意味では、特

別養護老人ホーム建設がもっと必要だと思うん

ですが、待機者の現状などつかんでおられたら

お願いします。 

小野 享福祉事務所長 委員長、小野 享。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長小野 享君。 
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小野 享福祉事務所長 待機者の状況と特老の関

係でございますが、一つ待機者についてお答え

します。 

  第５期の介護保険事業計画策定するに当たり

まして、待機者の算定を行っております。待機

者につきましては、いわゆる軽度の方を除く、

つまり介護度４・５の方を対象として現在、在

宅介護を行っている方という条件で抽出してお

りますが、この時点では120名、この時点とい

いますのは23年度の２月時点ですね、この時点

では120名いらっしゃったということになりま

す。24年３月です、済みません。その時点で、

先ほど申しました真室川の保健施設とかあとは

鮭川とか、いろいろな施設が大分その当時増設

されたものですから、その中で大体40人ぐらい

は吸収されるということで、24年の４月時点で

は大体80名程度だろうと想定しております。た

だし、その４・５の方の認定率が上がってくる

わけですから、いわゆる介護保険期間、24、25、

26、３年間の中では20名から30名の増を見込ん

でいるということで、このままでいけば26年度

の末には大体100名をちょっと超えるぐらいの

待機者になるのかなというふうに思っておりま

す。 

  ということで、第５期の保険事業計画の中で

は特別養護老人ホームの建設を何とか１所、80

床でございますが、見込んで保険計画を立てて

おります。ただし、やはり一番経費がかかるの

は老人保健３施設でございます。入所負担金は

安いんですが、一番経費がかかるというふうな

状況もございまして、いわゆる費用と負担のバ

ランスをいかに図っていくかという一番課題に

なる施設かというふうに思っております。です

から、待機者を減らしてなるべく皆さんに在宅

の苦労をかけないというふうなところの原則は

あるんですが、そのかわりに負担がふえてしま

うというふうなところもございますので、この

辺の建設につきましては、今回まだ１つの80床

ということの数字を示しておりますが、将来的

な考え方についても全体的な給付のバランスと

保険料のところを勘案しながら進めていくとい

うふうに考えております。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 80床を見込む計画とい

うのは、いつごろになる予定と考えておられる

のかということと。 

  あと、今のお話を伺ってもわかるように保険

料が今限界ぐらいに高くなっている中で、もっ

と高くなることに予想されるわけです。それは

やっぱり利用しなければいけない人たちにとっ

ても市全体にとっても大変な市民全体が苦しい

ものになっていきますので、これは介護施設、

特別養護老人ホームなどのような必要な施設建

設は国に別途責任をとってもらうような運動が

必要だと思うんです、保険料で賄うということ

ではなくて。そういう運動などは考えておられ

ないのか、お願いします。 

小野 享福祉事務所長 委員長、小野 享。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長小野 享君。 

小野 享福祉事務所長 特老の施設がいつできる

かというお話でございますが、第５期の事業計

画中、26年度末まではオープンさせたいという

ふうな現在の福祉法人の計画になっております

ので、そういうことでまず御理解いただきたい

と思います。 

  それから、施設建設に当たっての費用負担と

いうことでございますが、現在、国の施策とし

ては小規模・多機能、そういう施設に資金を投

入していると、補助金を出していわゆる地域包

括ケアシステムを運営していこうというふうな

中での補助システムになっております。ですか

ら、大きな特老、それから養護も含めましてな

かなか採択にはならないというふうな現状がご

ざいます。ですから、いわゆる規模が大きくな

れば採択されるという可能性はございますが、
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現状としては小規模・多機能型施設の優先とい

うふうなことになっておりますので、我々とし

てもそういう流れの中で施設設備を進めていく

という考えではありますが、御意見のような、

我々としても補助があればつくりやすいという

部分もございますので、その辺についてはお考

えをお聞きしながら進めさせていただきたいと

思います。 

山口吉靜委員長 ほかに質疑ございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。 

  ただいまのところ、討論の通告はありません。

討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第27号平成25年度新庄市介護保険事業特

別会計予算は、原案のとおり決することに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案議案第27号は原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

 

 

議案第２８号平成２５年度新庄市

後期高齢者医療事業特別会計予算 

 

 

山口吉靜委員長 次に、議案第28号平成25年度新

庄市後期高齢者医療事業特別会計予算を議題と

いたします。 

  本件につきましては、歳入と歳出を一括して

質疑を行います。質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 218ページの１の２の

２、滞納繰越分についてですが、121万1,000円

あります。この方々の年金状況はどうなってい

るのか、また対策はどう考えているのか、差し

押さえもあるのかということについて。 

  あと、短期保険証の発行の状況、資格証のこ

となどありましたらお願いします。 

近岡晃一税務課長 委員長、近岡晃一。 

山口吉靜委員長 税務課長近岡晃一君。 

近岡晃一税務課長 滞納繰越分の年金状況という

ことでございますけれども、こちらのほうは普

通徴収保険料の上に特別徴収保険料ということ

で、こちらは年金の方の保険料でございまして

100％入ってございますが、その他、普通徴収

保険料については、年金の滞納されている方の

年金がどうであるかということは把握してござ

いません。 

  なお、23年度の決算時において滞納されてい

る方は76人、平成25年２月末の状況ですけれど

も150人おりますが、これから納めていただけ

る方も多くいらっしゃると思いますので、23年

度決算並みにはなるのではないかと、そのよう

にはしたいというふうに考えてございます。 

  また、差し押さえの関係ですけれども、こち

らについては後期高齢医療事業自体が県の後期

高齢医療連合において進められておりますので、

滞納状況についてはわかりますけれども、差し

押さえ等については、そちらのほうが事業主体

でございますので、そこまでは私どもの市とし

ては、新庄市はしていないということでござい

ます。 

伊藤洋一健康課長 委員長、伊藤洋一。 

山口吉靜委員長 健康課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一健康課長 短期被保険者証と資格証明書
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ということでございますが、短期証明書の交付

対象者は１月９日現在で15名でございます。資

格証明書についてはございません。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 今のお答えについてな

んですが、差し押さえは連合がやっているから

市は把握していないというお話でした。 

  普通徴収で滞納になっている方々の年金は、

たしか先ほどと同じく、月にすると１万5,000

円以下の年金の方々が中心になっていると思わ

れます。そういう方々に対して差し押さえとい

うことになっては、差し押さえがもしあるとし

たら本当にそういうことっていいと思っていら

っしゃるかどうか。年金を差し押さえることに

なるかと思いますが、そういうことについてど

う思われますか。あってはならないと、私は言

っていただきたいということなんです。 

近岡晃一税務課長 委員長、近岡晃一。 

山口吉靜委員長 税務課長近岡晃一君。 

近岡晃一税務課長 後期高齢者医療につきまして、

年金からの徴収ということでございますが、１

万5,000円と委員おっしゃりますけれども、こ

れは介護保険料と後期高齢者保険料を足して、

年金額の２分の１以内であれば特別徴収となり

ますけれども、本人の希望によって普通徴収に

してくださいということであれば普通徴収にで

きますので、必ずしもそういうことではないん

でないかというふうに思います。 

  また、差し押さえは後期高齢者連合でやって

いるというようなニュアンスで私が申し上げた

ようでございますけれども、それは後期高齢者

医療連合のほうでもやってございませんし、事

業主体が後期高齢者医療連合でございますので、

この滞納がありますよ、この滞納金額について

差し押さえてくださいよということも私どもに

来ておりませんので、それは差し押さえはしな

いというだけでございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） では、差し押さえはな

いというふうに把握してよろしいんですか。 

近岡晃一税務課長 委員長、近岡晃一。 

山口吉靜委員長 税務課長近岡晃一君。 

近岡晃一税務課長 新庄市では、ないということ

です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 今後のこともあります

ので、差し押さえなどはやるべきではないとい

う立場でぜひお願いしたいと思います。 

  高齢者の後期高齢者医療保険に入っておられ

る方というのは75歳以上です、皆さんの御存じ

のとおり。特に医療が必要な方が確実にふえる、

一番多い年齢の方々です。こうした方々に対し

て、短期保険証ではなくて本当の保険証を前は

渡していたと思うんです。そういう立場から本

当の保険証にかえるべきではないかと思うんで

すが、どうでしょうか。 

伊藤洋一健康課長 委員長、伊藤洋一。 

山口吉靜委員長 健康課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一健康課長 短期保険証といって６カ月の

有効期限になりますが、それについては、医療

にかかるという点から見れば普通の保険証と何

ら変わりある状況ではございません。ただ、保

険料の滞納ということがあることから、納税相

談、納付相談を行うための一つの手段と思って

おります。医療にかかる状況については何ら変

わりはないということを御理解いただきたいと

思います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 滞納にあるということ

が結局短期保険証になるわけで、短期保険証を

持たせられている方は「お前は滞納があるよ」

と言われていることであります。その方々の年
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金状況といったら決して豊かな年金でないこと

は明らかなわけです。豊かな方々がわざわざ滞

納するということはありませんよね。豊かな年

金を持っている方が滞納しているということは

あると思いますか。ありましたか。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員、質問の意味とい

うか内容がわからない。 

１ 番（佐藤悦子委員） 医療が必要な高齢者に、

これをみんなが必要だということがわかってい

る方々に対して、お前は金がないんだぞと、だ

から保険証も短期なんだぞというふうに見せし

めのようにやられる、これは病気がちな高齢者

にとって非常につらいものがあると思うんです。

そんな冷たい、日本全体で非常に経済力が高い

と言われる日本の中で、今まで働いてきた、税

金をたくさん納めてきただろう高齢者に対して

そういう冷たい、病気がちな高齢者、年金の少

ない高齢者にそういう思いをさせなければいけ

ないこの制度というのは私は直ちに廃止すべき

ではないかと思うんです、本当は。廃止すべき

じゃないかと思うんですが、どうでしょうか。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員、予算のどの部分

で。 

１ 番（佐藤悦子委員） 滞納繰越分のこの状況

について、市民の生活、あるいは滞納の方々の

思いというか、そういう方々を代弁して私は言

っているつもりであります。 

  そういう意味で、後期高齢者医療保険料は、

本当は民主党などが政権をとるときにやめろと、

中止だということを公約に掲げてやったにもか

かわらず、そのままずるずると続けることにな

ってしまっています。 

  また、この制度というのは、この制度ができ

たと同時に若い方々の国民健康保険料なんかを

見たときに、必ず後期医療を支えるような別の

お金が取られるわけです。そうやって高齢者を

差別する制度だと私は思うんです。そういう意

味では、市長らとはこの広域、後期…… 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員に申し上げます。

ただいまの質問は本予算の質疑と違います。質

問を変えていただければと思います。佐藤悦子

委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 後期高齢者医療保険料

についても、私は低所得者対策ということで免

除できるようなことも必要だし、短期保険証で

はなく本保険証で、普通の保険証を渡すように

すべきだと思いますが、もう一度お願いします。 

近岡晃一税務課長 委員長、近岡晃一。 

山口吉靜委員長 税務課長近岡晃一君。 

近岡晃一税務課長 委員の御質問は、短期保険証

を持っておりますと滞納をしているというふう

に思われると、それでは酷ではないかというの

が趣旨かと思いますが、これは確かにそういう

ふうなこともございますし、また短期保険証か

ら一般保険証にかわる方もいらっしゃいます。

時折そういう方もいると。いつもそうではない

ということなんです。さまざまいらっしゃいま

すものですから、短期保険証は短期保険証とし

て制度の中でやっていかなければいけない。 

  この制度については、先ほど来から介護保険

の中でも福祉事務所長が言っておりますけれど

も、制度として定められた以上、制度をきちん

と公平に、適正に運営するのが私どもでござい

ますので、そちらのほうはきちっと行政として

の立場を理解していただきたいと思います。

（「そうだ」の声あり） 

山口吉靜委員長 ほかに質疑ございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 別に質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 
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   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第28号平成25年度新庄市後期高齢者医療

事業特別会計予算は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 御異議がありますので、起立採

決いたします。 

  議案第28号は、原案のとおり決することに賛

成の委員の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

山口吉靜委員長 起立多数であります。よって、

議案第28号は原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 

 

議案第２９号平成２５年度新庄市

水道事業会計予算 

 

 

山口吉靜委員長 次に、議案第29号平成25年度新

庄市水道事業会計予算を議題といたします。 

  本件につきましては、歳入と歳出を一括して

質疑を行います。質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 13ページの３の⑸に加

入金というのがあります。592万4,000円という

のがあります。これは24年度ということになり

ますが、１世帯５万2,500円の加入金だと思い

ますが、加入世帯の特徴はどうだったのかとい

うことで、何世帯か、また特徴はということで

お願いします。 

沼澤利明上下水道課長 委員長、沼澤利明。 

山口吉靜委員長 上下水道課長沼澤利明君。 

沼澤利明上下水道課長 新規の加入のデータはち

ょっと今持ち合わせておりません。後からお答

えしたいと思います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 済みません。申しわけ

ありません、迷惑かけておりますが、私なりに

なぜ水道に入ってくる方が出ているかというこ

とで考えてみますと、３年続いた豪雪です。こ

れで井戸水が枯れた方などが出ております。ま

た、そういう方など、あと砂防ダムによる沢水

の汚れ、こういうこともあったと思います。沢

水が使われなくなってしまったというのがあり

ました。それから、地震による停電で井戸が使

えなくなったという体験をした方、「ああっ」

と、こう思ったわけです。また、地下水の汚染

の心配なんかも出てきていると思います。前に

工業団地で地下水汚染というようなことも起き

たことがありますが、そういったことなどもあ

ったかと思います。総じて困っているというか、

それまでは井戸水は安いというか、余りお金が

かからなくて大変いいということで、ずっとそ

れらで暮らしてきた方が、いよいよやっぱり水

道でないとだめだといって加入することになる

ようなんです。そのときの加入金が私は高いの

でないかなと思うのでした。生活保護世帯のあ

る方が水道に加入したいと、水道工事したいと

なったときにどのぐらい施設補修費で出るもの

なのか、お願いします。 

山口吉靜委員長 ただいまから10分間休憩いたし

ます。 

 

     午後３時０２分 休憩 

     午後３時１２分 開議 

 

山口吉靜委員長 休憩を解いて再開いたします。 

沼澤利明上下水道課長 委員長、沼澤利明。 

山口吉靜委員長 上下水道課長沼澤利明君。 

沼澤利明上下水道課長 大変失礼しました。先ほ

どの御質問にお答えいたします。 
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  まず、13ページの加入金の592万4,000円の件

数幾らあるかという、112件でございます。 

  それで、予算書の３ページをごらんになって

いただきたいと思いますけれども、これの営業

外収益の中に５目として加入金、735万を見積

もっています。これの内訳は140件で見込んで

おります。以上でございます。 

小野 享福祉事務所長 委員長、小野 享。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長小野 享君。 

小野 享福祉事務所長 生活保護世帯における水

道管布設における経費の支弁の関係ですが、住

宅扶助の中で給付、支弁できるという扶助、で

きるという形になっております。額にしまして

は、基本的に住宅扶助費は割と低い額で設定し

ておりますが、特別な上限額がございまして、

11万8,000円までは見ることができるというふ

うな制度になっております。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 上下水道課長にお聞き

したいんですけれども、この112件の中で、11

万8,000円内でおさまるような工事、加入金を

入れてですね、加入金を入れて工事費、加入す

るときの本人の負担、これでおさまるような工

事が何件かあったでしょうか。大体平均すると

どのぐらいの金額になるかとか、大体でいいん

ですけれども。 

沼澤利明上下水道課長 委員長、沼澤利明。 

山口吉靜委員長 上下水道課長沼澤利明君。 

沼澤利明上下水道課長 トータルで見ているので、

個々の資料等については若干ここではわかりま

せん。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 福祉事務所長に、最近

の生活保護世帯で水道に加入なさった方などの

工事費負担など、加入金を入れてどのぐらいに

なっているのがあったかというのを把握してお

られたらお願いします。 

小野 享福祉事務所長 委員長、小野 享。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長小野 享君。 

小野 享福祉事務所長 最近の被保護世帯の状況

としては、アパート関係の方が非常に多いとい

うふうな状況でございまして、水道関係につき

ましては既に布設済みといいますか、供用済み

の方がほとんどでございまして、直近で水道に

係る住宅扶助を支出したという経過はございま

せん。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 実は最近、私に相談あ

った方なども聞いてみますと、実はあったんで

す。これまでは井戸が非常に安くていいと、こ

れ以上いいものはない、よく出ると思っていた。

ところが、この豪雪で出なくなってしまって大

変な思いをなさったということから、やっぱり

水道を引かなければだめかなと考えて見積もり

をとったりなんだりして、生活保護を受けてい

る御家庭ですけれども、やって見積もりをいた

だきました。そうしたら24万円とかだったりし

まして、生活保護で出るお金って非常に低いも

のですから、加入金のほうは絶対払わなければ

いけないということもあって大変苦労なさって、

諦めるかみたいな話になったりしたような場面

をお聞きいたしました。この加入金を下げれば

もっといいかもしれないし、あるいは生活保護

のほうで水道加入の場合など入れるようにもう

少し上げてあげることとか、そういったことを

両方必要なような気がしますが、どうでしょう

か。 

沼澤利明上下水道課長 委員長、沼澤利明。 

山口吉靜委員長 上下水道課長沼澤利明君。 

沼澤利明上下水道課長 加入金につきましては、

やはり納めていただくということになります。

しかし納め方について個別に御相談をいたしま

して、分割納付で払っていく方法も選択できる
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相談に乗っていきたい、このように考えており

ます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 分割ということで非常

に温かいお言葉をいただきまして、ほっとする

ようなものもありますが、しかし全体を見ます

と、別のページで14ページの２の⑴、現金預金

というのがございます。13万4,510万円、これ

は24年度です。16ページの２の⑴も見ていただ

きたいんですが、現金預金が13億625万円で、

これは25年度の予定です。今まで水道料金とし

て市民からたくさんいただいてきた、それから

市の税金で工事を行ってきた。こういう結果と

してこのように現金預金があるということで市

民の財産だと思うんです。これを加入したいな

と思っていても加入金がちょっと大きい。工事

はもちろんかかるわけですし、それで入れない

なと思っている方が少しでも減ってもらえるよ

うに加入金の引き下げ、それから水道料金の引

き下げということで市民に還元していただきた

いと思うんです。どうでしょうか。 

沼澤利明上下水道課長 委員長、沼澤利明。 

山口吉靜委員長 上下水道課長沼澤利明君。 

沼澤利明上下水道課長 今、平成24年度の予定貸

借表と平成25年度の予定貸借表の数値を言って

くれましたんですけれども、平成25年度の16ペ

ージの予定貸借表、そのうちの、ずっといきま

して資本の部の17ページ、その中の７の剰余金

の下の⑵利益剰余金、(ア)減債積立基金、建設

改良積立基金、それから当年度未処分利益剰余

金、利益剰余金合計というふうにこの欄がござ

います。この(ウ)の当年度未処分利益剰余金と

いうところに１億4,869万5,220円という数値が

ございますけれども、これは平成24年度の予定

貸借表と比べますと5,135万2,000円ほど減額に

なっております。これが減額になっているとい

うことは、ここは内部留保と言われている部分

なんですけれども、これは使途が限定されてい

る積立金でありますけれども、これが減ってい

るということは取り崩しが行われたということ

で、建設改良として充てていると、それを見込

んでいるという数値でございまして、このよう

にどんどんとこれから本格的な黒沢の浄水場の

更新事業、これをやって10年間で55億円見込ま

れるというふうに私ども見込んでおるんです。

それで今後、ここの取り崩しが行われて目減り

していくというふうなことの内容でございます

ので、この額が今度16ページの２の流動資産の

中の現金預金、13億625万8,255円、この中に入

っているんです、この３億4,200万ほどの金が。

ですから、まずそれを差し引きますと９億

6,300万円ほど、これが要するに水道を経営す

る運転資金というふうなことになります。そし

てその中で給水収益、これは８億8,000万、約

９億あるんですけれども、これぐらいの資金を

持って回していかないと安定的な水道経営とい

うものを確保するのがなかなか難しいと言われ

ているので、そういった健全度を保ちながらそ

して建設改良工事をこれから進めていって、安

定的な経営と安定的な安心な上水を提供してい

きたい、そのように考えておりますので、こう

いうふうな資金活用するというふうなことで、

経営に対しての水道料金の引き下げというもの

は今のところ考えていないところでございます。

以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） １年間で、今もお聞き

したところをまとめますと約９億円の水道料金

が入ると。そこで９億6,000万円ぐらいの運転

資金はいつも用意しておかなければいけないん

だと、結論としてはそういうことを言いたいん

だと理解いたしました。 

  しかし、一般的に社長などをしていらっしゃ

る方、自営業などをしていらっしゃる方いらっ
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しゃると思います。新庄市として一つとして自

営業みたいなものだと考えても、１年分の収入

に当たる金額を剰余金として持っているという

ような会社というのはかなり超優良企業であり

まして、そんなに楽なところはないと言っても

いいぐらい、めったにない優良企業だろうと思

うんです。これは実は水道というのは企業会計

ではありますが、中身は公の仕事ですので、で

きれば市民にそれを還元する仕組みを少し持っ

ていてもいいのではないか。加入金のことを考

えていただきたいし、また、少量利用者への引

き下げも考えて、環境に優しく生きている方が

いらっしゃるわけです。これは何度も言ってい

ますが、余り水を利用しないようにしている、

高齢者に多いと思いますが、そういう方々に対

して環境にエコ的な生活をしているというふう

に見て、もっと安く、水を節約するということ

はこの地球を守っているわけですから、そうい

う意味ではそれを奨励する意味でももっと安く

できるような設定もあってもいいのではないか

と思うんです。これは前の課長が検討するよう

な話を前言っていたように思うんですが、どう

なんでしょうか。 

沼澤利明上下水道課長 委員長、沼澤利明。 

山口吉靜委員長 上下水道課長沼澤利明君。 

沼澤利明上下水道課長 お答えします。 

  これぐらいの、先ほどの答弁、ちょっと訂正

させていただくところがありますけれども、内

部留保資金というのは企業の、企業債の償還金

とか建設資金、それからあとはそういうふうな

ものに充てるお金でございまして、経営をする

ものではないと、そういうふうなことでお答え

しておきたいと思います。 

  それからあと、会社がこれだけのお金を持つ

ということはやっぱり会社では考えられないと

思います。そういうふうなお金があればほかに

設備投資をしまして、またさらに余計利益を上

げていくというふうな仕組みをつくっていくと

思います。しかし、私どもは公営企業というこ

とで水道法できちっと安定した給水を行うとい

うことが義務づけられておりますので、その趣

旨に立って経営健全を図るためにそういうお金

を用意するものでございます。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 設備投資という点では

やっぱり安全な水道をしてもらうためには古く

なった管を改善したり浄水場を改善したりとい

うのは常にやらなければならないし、大いに期

待するところです。それをお願いしたい。 

  聞いた話では、旭川で漏水して相当損したと

いうような話もあったように思いますし、そう

いったことのないように日ごろから建設を更新

というか、古くなったところをしていただくと

いうのは本当に大事なことだと思います。ぜひ

やっていただきたいと思います。 

  しかし、あわせて、お金がこんなにあるわけ

ですので、わずかな加入金、あるいは少ない利

用で頑張っている方への応援といいますか、エ

コ生活を応援するというか、そういう考えは持

ってもいいんじゃないかと思うんです。どうで

しょうか。 

沼澤利明上下水道課長 委員長、沼澤利明。 

山口吉靜委員長 上下水道課長沼澤利明君。 

沼澤利明上下水道課長 さっき漏水のことを言わ

れましたんですけれども、実は当市においても

２年前の大震災以降、漏水が散見されるように

なったんで、平成24年度から、今までは漏水あ

ったところの修繕だけやっていたんですけれど

も、そうではなくて新庄市の新しく整備された

ところを除きまして、旧市街地につきまして７

つの区域に分けまして５カ年ほどで漏水調査を

やっていくということで、ことしも実施する予

定でございます。それで積極的に漏水を見つけ

まして、そして修繕を行っていくと、こういう

ことも考えておりますので、これも建設改良資
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金を使うというようなことで、この辺も支出が

出てくるものというふうに考えております。 

山口吉靜委員長 ほかに質疑ございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 別に質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第29号平成25年度新庄市水道事業会計予

算は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第29号は原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 

 

閉      議 

 

 

山口吉靜委員長 以上をもちまして、本予算特別

委員会に付託されました全ての案件についての

審査を終了いたしました。 

  ここで、予算特別委員長として一言御挨拶申

し上げます。 

  平成25年度予算９件の審査につきましては、

ふなれな議事進行にもかかわらず、各委員の活

発な質疑のもとに審査を終了することができま

した。委員の皆様、執行部の皆様の御協力に感

謝申し上げます。 

  執行部におかれましては、本委員会において

出された意見などにつきましては十分精査され

まして、今後の市政運営、行財政運営、事務事

業の執行に最大限生かされるよう要望いたしま

す。 

  それでは、これをもちまして予算特別委員会

を閉会いたします。 

  ３日間、大変ありがとうございました。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後３時２９分 閉議 

 

 

    予算特別委員会委員長 山 口 吉 靜 
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開      会 

 

沼澤恵一議長 ただいまの出席議員は18名でござ

います。 

  なお、教育次長兼教育総務課長柿崎憲一君よ

り欠席届が出ております。 

  それでは、これより平成25年５月新庄市議会

臨時会を開会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付してあります議

事日程によって進めます。 

 

 

日程第１会議録署名議員指名 

 

 

沼澤恵一議長 日程第１会議録署名議員の指名を

行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定に

より、議長において奥山省三君、小関 淳君の

両名を指名いたします。 

 

 

日程第２会 期 決 定 

 

 

沼澤恵一議長 日程第２会期決定を議題といたし

ます。 

  議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長小野周一君。 

   （小野周一議会運営委員長登壇） 

小野周一議会運営委員長 おはようございます。 

  それでは、議会運営委員会における協議の経

過と結果について報告いたします。 

  去る５月８日午前10時から、議員協議会室に

おいて議会運営委員６名出席のもと、執行部か

ら副市長、関係課長並びに議会事務局職員の出

席を求め議会運営委員会を開催し、本日招集さ

れました平成25年５月臨時会の運営について協

議をいたしたところであります。 

  初めに、執行部から提出議案等について説明

を受け協議を行った結果、会期につきましては、

このたびの提出案件は報告２件、議案２件の外、

議会の役職選任に関する事項でありますので、

本日５月15日、１日と決定いたしました。 

  案件の取り扱いにつきましては、臨時会であ

りますので委員会への付託を省略して、直ちに

本日の本会議において審議をお願いいたします。 

  また、本会議における議事の日程については、

議案等の審議に先立ち、常任委員及び議会運営

委員の選任を行っていただくことにいたしまし

た。 

  以上、議会運営委員会における協議の経過と

結果についての報告といたします。 

沼澤恵一議長 お諮りいたします。 

  今期臨時会の会期は、ただいま議会運営委員

長から報告ありましたとおり、本日５月15日、

１日にしたいと思います。これに御異議ありま

せんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

会期は本日５月15日、１日と決定しました。 

  ここで暫時休憩いたします。 

 

     午前１０時０８分 休憩 

     午前１０時１５分 開議 

 

小嶋冨弥副議長 休憩を解いて、再開いたします。 

  なお、地方自治法第106条第１項の規定によ

り、これより私が議長の職務を行います。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 

 

日 程 の 追 加 
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  それでは、追加案件が出ていますので、議会

運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長小野周一君。 

   （小野周一議会運営委員長登壇） 

小野周一議会運営委員長 それでは、議会運営委

員会における協議の経過と結果について報告い

たします。 

  午前10時10分から議員協議会室において議会

運営委員６名出席のもとに本委員会を開催し、

本日の本会議における議事日程の追加について

協議をしたところであります。 

  協議の結果、沼澤恵一君より副議長宛てに議

長の辞職願が出されておりますので、議長辞職

の件を本日の議事日程に追加していただくこと

になりました。 

  なお、議長辞職の件は本日の本会議における

議事日程第２会期決定に続く日程とし、常任委

員の選任以降の日程については順次繰り下げる

ことにいたしますので、御了承のほどをお願い

申し上げます。 

  以上、よろしくお取り計らいいただきますよ

うにお願い申し上げ、議会運営員会における協

議結果についての報告といたします。 

小嶋冨弥副議長 お諮りいたします。 

  ただいま議会運営委員長から報告ありました

とおり、議長辞職の件を本日の議事日程に追加

することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥副議長 御異議なしと認めます。よって、

議長辞職の件を日程に追加することに決しまし

た。 

  ただいま本日の議事日程に追加し、議題とす

ることに決しました議長辞職の件につきまして

は、あらかじめ議事日程として配付する余裕が

ありませんでしたので、会議規則第20条ただし

書きの規定に基づき、報告をもって議事日程の

配付にかえさせていただきます。 

  それでは報告いたします。 

  ただいま日程に追加することに決まりました

議長辞職の件につきましては、配付しておりま

す本日の議事日程第２会期決定に続く日程第３

にいたします。 

  なお、このことにより、常任委員の選任以降

の日程については順次繰り下げることになりま

すので、御了承願います。 

 

 

日程第３議長辞職の件 

 

 

小嶋冨弥副議長 日程第３議長辞職の件を議題と

いたします。 

  地方自治法117条の規定により、沼澤恵一君

の退席を求めます。 

   （８番沼澤恵一議員退席） 

小嶋冨弥副議長 それでは、事務局長に議長の辞

職願を朗読させます。 

高木 勉事務局長 朗読いたします。 

  辞職願。今般、市議会申し合わせにより議長

の職を辞することについて、許可されるようお

願いいたします。平成25年５月15日、新庄市議

会副議長小嶋冨弥殿。新庄市下金沢町５番43号、

沼澤恵一。 

  以上でございます。 

小嶋冨弥副議長 沼澤恵一君の議長の辞職を許可

することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥副議長 御異議なしと認めます。よって、

沼澤恵一君の議長の辞職を許可することに決し

ました。 

  暫時休憩いたします。 

   （８番沼澤恵一議員復席） 

 

     午前１０時２０分 休憩 

     午前１０時２１分 開議 
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小嶋冨弥副議長 休憩を解いて、再開いたします。 

 

 

日 程 の 追 加 

 

 

小嶋冨弥副議長 お諮りいたします。 

  ここで、議長の選挙を本日の議事日程に追加

し、選挙を行いたいと思います。これに御異議

ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥副議長 御異議なしと認めます。よって、

議長の選挙を日程に追加することに決しました。 

  ただいま本日の議事日程に追加し、議題とす

ることを決しました議長の選挙につきましては、

あらかじめ議事日程とし配付する余裕がありま

せんでしたので、会議規則第20条ただし書きの

規定に基づき、報告をもって議事の配付にかえ

させていただきます。 

  それでは報告いたします。 

  ただいま日程に追加することに決まりました

議長の選挙につきましては、先ほど本日の議事

日程第３として追加しました議長辞職の件に続

く日程第４にいたします。 

  なお、このことにより、常任委員の選任以降

の日程については順次繰り下げることになりま

すので、御了承願います。 

  ここで暫時休憩いたします。 

 

     午前１０時２３分 休憩 

     午前１０時２４分 開議 

 

小嶋冨弥副議長 休憩を解いて、再開いたします。 

 

 

日程第４議長の選挙 

 

 

小嶋冨弥副議長 日程第４議長の選挙を行います。 

  選挙は投票により行います。 

  なお、投票の記載は記載所で行っていただき

たいと思います。 

  ここで議場の閉鎖を命じます。（「動議があり

ます」の声あり） 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥副議長 佐藤悦子議員。 

１ 番（佐藤悦子議員） 今から、すぐ投票に入

ろうとしていると思うんです。しかし、聞くと

ころによると何人か議長に立候補したいという

方が複数以上おられるとお聞きしております。

そういう意味で、正副議長に手を挙げた方は、

思いがあって立候補なさっていると思います。

その考えを私どもにも示していただきたいと思

います。本人の考えを私たちが知る権利がある

と思います。考えなくしてただやりたいだけで

はいけないと思います。目的があってやらない

と機能しなくなると思います。ただ職をとれば

いいというわけではないと思います。市の職に

当たる人は、その職に全うしなければならない

と思います。スタートから自分の考えを表明す

る時間をとっていただきたいと思います。ほか

の市ではやっているところもあります。議会と

して開かれた議会をというふうに議会基本条例

などもつくろうと今、しているわけですが、開

かれた議会にするという意味でも、正副議長に

立候補なさっている方はどのような方で、どの

ような気持ちを持ってやろうとしているのかと

いうことを、正々堂々とみんなの前で話してい

ただいた上で選挙に入るべきだと思うので、そ

ういう時間をとっていただきたいと思います。 

小嶋冨弥副議長 暫時休憩いたします。 

 

     午前１０時２６分 休憩 

     午前１０時２６分 開議 
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小嶋冨弥副議長 休憩を解いて、再開いたします。 

  ただいまの件につきましては、先般の議会運

営委員会にも議題となりましたけれども、今回

は時期尚早と申しますか、そういうことで今回

は見送るというようなことで、議会運営委員会

に決定したようなことでございますので、御了

承いただきたいと思います。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥副議長 佐藤悦子議員。 

１ 番（佐藤悦子議員） どういう理由で今回見

送るということになったのでしょうか。議会の

基本条例をつくるというこの要約を読ませてい

ただいたわけですが、そういう本の中で議会改

革を進める条例とともに、議会を変えていく、

開かれた議会にするということを掲げた限り、

一緒に変えていく、そういうことを並行してや

っていかないと議会改革は進まない、本当にな

っていかないんじゃないかということが本に書

いてあったように思います。 

  そういう意味では条例をつくればいいという

ことではなくて、今は現実の起きている議会を

少しずつ変えていくというか、そういう実行と

ともに条例が進められて初めて本当に開かれた

議会になっていくというふうに書いてあったよ

うに思います。 

  そういう立場から、私はこの次の選挙後では

なくて、今から議会の改革をしていきたいとい

う、その思いは私はすばらしいと思いますし、

その思いを実行していく場としてここからやっ

ていくべきだと私は思います。そういう方々の

会派を超えた議会運営委員会に参加していない

方々も、あるいは参加している方々も、どちら

がいいか、賛成なのか反対なのかということで、

ここではっきりしてから進めていただきたいと

思います。 

小嶋冨弥副議長 先ほど申しましたけれども、そ

の制度は今回は時期尚早だというようなことで

行った経過がございますので、そのように御理

解していただきたいと思います。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥副議長 佐藤悦子議員。 

１ 番（佐藤悦子議員） 理由はどういうことだ

ったんですか。 

小嶋冨弥副議長 先ほども申しましたけれども、

今回は時間的準備等々周知も不可能であろうと

いうようなことで、議会運営委員会ではそのよ

うに決したわけでございますので、ぜひ今回は

今のような議事日程で進めたいと思いますので、

よろしく御理解のほどお願いしたいと思います。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥副議長 佐藤悦子議員。 

１ 番（佐藤悦子議員） 立候補なさっている

方々は、それぞれに考えがあって立候補してい

ると思うんです。短くてもいいですし、そうい

うことを話す時間というのは、私はそんなに時

間もかからないし準備も要らないことだと思い

ます。休憩時間などをとって、話したいこと、

やりたいこと、立候補の方々に言っていただく

というのは簡単なことだと思います。 

   （議場閉鎖） 

小嶋冨弥副議長 ただいまの出席議員は18名であ

ります。投票用紙を配付いたします。 

   （投票用紙配付） 

小嶋冨弥副議長 投票用紙の配付漏れはありませ

んか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥副議長 配付漏れなしと認めます。 

  投票箱を改めさせます。 

   （投票箱点検） 

小嶋冨弥副議長 異状なしと認めます。 

  念のため申し上げます。投票は単記無記名で

あります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の

上、点呼に応じて順次投票願います。 

  事務局長に点呼を命じます。 

   （事務局長点呼、投票） 

小嶋冨弥副議長 投票漏れはございませんか。 
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   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥副議長 投票漏れなしと認めます。 

  投票を終了します。 

  議場の閉鎖を解きます。 

   （議場開鎖） 

小嶋冨弥副議長 これより開票を行いますが、会

議規則第31条第２項の規定により、立会人に佐

藤卓也君、石川正志君、奥山省三君を指名いた

します。よって、３名の方の立ち会いをお願い

いたします。 

   （開  票） 

小嶋冨弥副議長 選挙の結果を報告いたします。 

  投票総数18票、これは先ほどの出席議員数に

符合しております。そのうち有効投票13票、無

効５票、白票であります。 

  有効投票中、小嶋冨弥君 １０票 

        新田道尋君  ３票 

  以上のとおりであります。 

  なお、この選挙の法定得票数は５票でありま

す。よって、私が議長に当選いたしましたので、

一言就任の御挨拶をさせていただきます。 

  このたびの議長選挙に当たりましては、皆様

方の御支援、御厚情をいただき当選させていた

だきましたことを心より感謝と御礼を申し上げ

ます。本当にありがとうございます。 

  もとより浅学非才ではありますが、公平・公

正な議会運営はもとより、地方自治法による議

長の職務は議場の秩序維持、議事整理、議会事

務のとおりの職務等々であります。これらを円

滑に遂行してまいります所存でありますので、

議員各位の御支援、御協力のほどお願い申し上

げまして、御挨拶といたします。どうかよろし

くお願い申し上げます。 

 

 

日 程 の 追 加 

 

 

小嶋冨弥議長 それでは、お諮りいたします。 

  副議長に欠員が生じましたので、ここで副議

長の選挙を日程に追加し、選挙を行いたいと思

います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

副議長の選挙を日程に追加することに決しまし

た。 

  ただいま本日の議事日程に追加し、議題とす

ることに決しました副議長の選挙につきまして

は、あらかじめ議事日程として配付する余裕が

ありませんでしたので、会議規則第20条ただし

書きの規定に基づき、報告をもって議事日程の

配付にかえさせていただきます。 

  それでは報告いたします。 

  ただいま日程に追加することに決まりました

副議長の選挙につきましては、先ほど本日の議

事日程第４として追加いたしました議長の選挙

に続く日程第５にいたします。 

  なお、このことにより常任委員の選任以降の

日程については順次繰り下げることになります

ので、御了承願います。 

  ここで暫時休憩いたします。 

 

     午前１０時４５分 休憩 

     午前１０時４６分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて、再開します。 

 

 

日程第５副議長の選挙 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第５副議長の選挙を行います。 

  選挙は投票により行います。 

  なお、投票の記載は記載所で行っていただき

たいと思います。 

  ここで議場の閉鎖を命じます。 
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   （議場閉鎖） 

小嶋冨弥議長 ただいまの出席議員は18名であり

ます。投票用紙を配付します。 

   （投票用紙配付） 

小嶋冨弥議長 投票用紙の配付漏れはありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 配付漏れなしと認めます。 

  投票箱を改めさせます。 

   （投票箱点検） 

小嶋冨弥議長 異状なしと認めます。 

  念のため申し上げます。投票は単記無記名で

あります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の

上、点呼に応じて順次投票願います。 

  事務局長に点呼を命じます。 

   （事務局長点呼、投票） 

小嶋冨弥議長 投票漏れはございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 投票漏れなしと認めます。 

  投票を終了いたします。 

  議場の閉鎖を解きます。 

   （議場開鎖） 

小嶋冨弥議長 これより開票を行いますが、会議

規則第31条第２項の規定により、立会人に佐藤

卓也君、石川正志君、奥山省三君を指名します。

よって、３名の立ち会いをお願いいたします。 

   （開  票） 

小嶋冨弥議長 選挙の結果を報告いたします。 

  投票総数18票、これは先ほどの出席議員数に

符合いたしております。そのうち、有効投票17

票、無効投票１票、白票であります。 

  有効投票中、小野周一君 １１票 

        遠藤敏信君  ５票 

        佐藤悦子君  １票 

  以上のとおりであります。 

  この選挙の法定得票数は５票であります。よ

って、小野周一君が副議長に当選されました。

当選された小野周一君が議場におられますので、

本席から会議規則第32条第２項の規定によって

告知します。 

  当選された小野周一君に御挨拶をお願いいた

します。 

   （小野周一副議長登壇） 

小野周一副議長 ただいま副議長に選任されまし

た、市民・公明クラブの小野でございます。議

員歴12年という浅学非才な身ではございますけ

れども、議長を補佐しながら市民に理解される

ように、開かれた議会を目指していきたいと思

いますので、何とぞ議員各位の御指導、御協力

のほどをお願いしたいと思います。今後ともよ

ろしくお願いいたします。 

小嶋冨弥議長 当選されました小野周一君、副議

長就任まことにおめでとうございます。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

  ただいまから、10分間休憩いたします。 

 

     午前１１時００分 休憩 

     午前１１時１０分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて、再開いたします。 

 

 

日程第６常任委員の選任 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第６常任委員の選任を行いま

す。 

  常任委員の選任については、委員会条例第８

条第１項の規定により議長より指名いたします。 

  総務文教常任委員に髙橋富美子君、石川正志

君、沼澤恵一君、小野周一君、清水清秋君、小

関 淳君、新田道尋君、下山准一君及び私、小

嶋冨弥の９名を指名いたします。 

  産業厚生常任委員に佐藤悦子君、伊藤 操君、

佐藤卓也君、佐藤義一君、奥山省三君、平向岩

雄君、遠藤敏信君、山口吉靜君、森 儀一君の
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９名を指名いたします。これに御異議ございま

せんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

ただいま指名いたしました諸君をそれぞれの常

任委員に選任することに決しました。 

  なお、ただいま選任されました常任委員の任

期は来る５月19日からとなりますので、御了承

願います。 

  また、本市議会では議長の職にある者は常任

委員を辞任することを申し合わせておりますの

で、小職は常任委員を辞任したいと思いますが、

御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議長の常任委員の辞任は許可されました。 

  それでは、これより各常任委員会の正副委員

長の互選をお願いいたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午前１１時１２分 休憩 

     午前１１時３６分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて、再開いたします。 

  それでは各常任委員会の互選の結果が議長の

手元に参っておりますので、報告いたします。 

  総務文教常任委員会委員長、石川正志君、副

委員長、髙橋富美子君、産業厚生常任委員会委

員長、奥山省三君、副委員長、佐藤義一君、以

上であります。 

 

 

日程第７議会運営委員の選任 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第７議会運営委員の選任を行

います。 

  議会運営委員の選任については、委員会条例

第８条第１項の規定により議長より指名いたし

ます。佐藤卓也君、石川正志君、奥山省三君、

清水清秋君、小関 淳君、下山准一君、以上６

名の諸君の指名をいたします。これに御異議あ

りませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

ただいま指名いたしました諸君を議会運営委員

に選任することに決しました。 

  なお、ただいま選任されました議会運営委員

の任期は来る５月19日からとなりますので、御

了承願います。 

  それでは、これより議会運営委員会の正副委

員長の互選をお願いします。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午前１１時３８分 休憩 

     午前１１時４７分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて、再開いたします。 

  それでは議会運営委員会における正副委員長

の互選の結果が議長の手元に参っておりますの

で、報告いたします。 

  議会運営委員会の委員長、小関 淳君、副委

員長、佐藤卓也君、以上であります。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午前１１時４８分 休憩 

     午前１１時５２分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて、再開いたします。 

 

 

日 程 の 追 加 

 

 

小嶋冨弥議長 ここで、追加案件が出ていますの

で、議会運営委員長の報告を求めます。 
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  議会運営委員長小野周一君。 

   （小野周一議会運営委員長登壇） 

小野周一議会運営委員長 それでは議会運営委員

会における協議の経過と結果について報告いた

します。 

  午前11時50分から議員協議会室において議会

運営委員６名出席のもとに本委員会を開催し、

本日の本会議における議事日程の追加について

協議をしたところであります。協議の結果、本

市議会選出の最上広域市町村圏事務組合議会議

員の方々から同事務組合議会議長宛てに辞職願

が提出され、許可されましたので、最上広域市

町村圏事務組合議会議員の選挙を本日の議事日

程に追加をしていただくことになりました。 

  なお、最上広域市町村圏事務組合議会議員の

選挙の件は、本日の本会議における議事日程第

８、議会運営委員の選任に続く日程とし、報告

第３号新庄市市税条例の一部を改正する条例の

専決処分の承認について以降の日程については、

順次繰り下げることにいたしますので御了承の

ほどをお願い申し上げたいと思います。 

  以上、よろしくお取り計らいいただきますよ

うお願いを申し上げ、議会運営委員会における

協議結果についての報告といたします。 

小嶋冨弥議長 お諮りいたします。 

  ただいま議会運営委員長から報告がありまし

たとおり、最上広域市町村圏事務組合議会議員

の選挙を本日の議事日程に追加することに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

最上広域市町村圏事務組合議会議員の選挙を日

程に追加することに決しました。 

  ただいま本日の議事日程に追加し、議題とす

ることに決しました最上広域市町村圏事務組合

議会議員の選挙につきましては、あらかじめ議

事日程として配付する余裕がありませんでした

ので、会議規則第20条ただし書きの規定に基づ

き、報告をもって議事日程の配付にかえさせて

いただきます。 

  それでは報告いたします。 

  ただいま日程に追加することに決まりました

最上広域市町村圏事務組合議会議員の選挙につ

きましては、先ほどの議会運営委員の選任に続

く日程第８にいたします。 

  なお、このことにより報告第３号新庄市市税

条例の一部を改正する条例の専決処分の承認に

ついて以降の日程については、順次繰り下げる

ことになりますので御了承願います。 

 

 

日程第８最上広域市町村圏事務組

合議会議員の選挙 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第８最上広域市町村圏事務組

合議会議員の選挙を行います。 

  お諮りいたします。 

  選挙の方法につきましては、地方自治法第

118条第２項の規定により指名推選にいたした

いと思います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

選挙の方法は指名推選にすることに決しました。 

  お諮りいたします。 

  指名の方法につきましては、議長において指

名することにいたしたいと思います。これに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議長において指名することに決しました。 

  最上広域市町村圏事務組合議会議員に佐藤卓

也君、佐藤義一君、小関 淳君の３名を指名い

たします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議長において指名いたしました諸君
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を当選人とすることに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

ただいま指名いたしました３名の諸君が最上広

域市町村圏事務組合議員に当選されました。 

  ただいま当選されました諸君が議場におられ

ますので、本席から会議規則第32条第２項の規

定により告知いたします。 

  なお、議長は当該事務組合規約により議員に

なっておりますので、御了承願います。 

  ここで、私が就任しております議会改革特別

委員会についてでありますが、私が議長となり

ましたので、委員会条例第14条の規定により特

別委員を辞任したいと思いますので、ここで報

告申し上げます。 

  なお、欠員の補充は行いませんのでよろしく

お願い申し上げます。 

  ただいまから１時まで休憩いたします。 

 

     午前１１時５９分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて、再開いたします。 

 

 

日程第９報告第３号新庄市市税条

例の一部を改正する条例の専決処

分の承認について 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第９報告第３号新庄市市税条

例の一部を改正する条例の専決処分の承認につ

いてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、報告第３号新庄市市税

条例の一部を改正する条例の専決処分の承認に

ついて御説明申し上げます。 

  平成25年度税制改正の大綱の内容を盛り込ん

だ地方税法の一部を改正する法律が３月30日に

公布され４月１日から施行されたことに伴い、

本市の市税条例の改正について３月30日に専決

処分を行いましたので、これを報告し議会の承

認をお願いするものであります。 

  主な改正の内容についてでありますが、独立

行政法人森林総合研究所に係る固定資産税及び

特別土地保有税の特例措置などを廃止するもの

です 

  また、地方税法の一部改正に伴う条項ずれに

よる条文の整備もあわせて行ったものでありま

す。 

  ただいま御説明申し上げました件につきまし

ては、地方自治法第179条第１項の規定により

専決処分を行いましたので、御承認を賜ります

ようお願い申し上げます。 

小嶋冨弥議長 ただいま説明のありました報告第

３号について質疑に入ります。質疑ありません

か。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子議員。 

１ 番（佐藤悦子議員） 独立行政法人森林総合

研究所のことで改正があったようですが、例え

ば新庄市においてはこれに該当するような、前

ですが、あったのかなかったのか、今後は考え

られるのか、お願いします。 

佐藤信行税務課長 議長、佐藤信行。 

小嶋冨弥議長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 独立行政法人森林総合研究所

に関する御質問でございますけれども、今回の

条例改正はこの森林総合研究所が行います特定

の事業に係る固定資産税及び特別土地保有税の

特例措置を廃止するものでございますけれども、

本市におきましては該当する事業がございませ

んので、条例改正に伴う影響がございません。 

小嶋冨弥議長 ほかにありませんか。 
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   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  報告第３号新庄市市税条例の一部を改正する

条例の専決処分の承認については、これを承認

することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

報告第３号についてはこれを承認することに決

しました。 

 

 

日程第１０報告第４号新庄市国民

健康保険税条例の一部を改正する

条例の専決処分の承認について 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第10報告第４号新庄市国民健

康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分

の承認についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、報告第４号新庄市国民

健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処

分の承認について御説明申し上げます。 

  地方税法の一部を改正する法律が３月30日に

公布され４月１日に施行されたことに伴い、本

市の国民健康保険税条例の改正について３月30

日に専決処分を行いましたので、これを報告し

議会の承認をお願いするものであります。 

  改正の内容といたしましては、国民健康保険

から後期高齢者医療に移行した者が属する世帯

の国民健康保険税について、既に講じられてい

る移行後５年目までの世帯別平等割額の２分の

１の軽減措置に加え、６年目から８年目までの

間においても世帯別平等割額の４分の１の軽減

措置を講ずるため、必要な改正を行ったもので

あります。 

  また、地方税法の一部改正に伴う条項ずれに

よる条文の整備もあわせて行ったものでありま

す。 

  ただいま御説明申し上げました件につきまし

ては、地方自治法第179条第１項の規定により

専決処分を行いましたので、御承認賜りますよ

うお願い申し上げます。 

小嶋冨弥議長 ただいま説明のありました報告第

４号について質疑に入ります。質疑ありません

か。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子議員。 

１ 番（佐藤悦子議員） 後期高齢者が入ってい

る世帯が少し軽減なるのを６年から８年という

ことで、継続、長くなるというか、少し軽減を

広げてあげるということで、いいような中身だ

と思いますが、こういう特定継続世帯というの

がこれだと思うんですが、こういう世帯は何件

ぐらい、何世帯ぐらいあるんでしょうか。 

伊藤洋一健康課長 議長、伊藤洋一。 

小嶋冨弥議長 健康課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一健康課長 特定継続世帯の数でございま

すが、まずは３月31日現在で押さえた数字しか

ございませんが、それでいきますと291世帯が

該当なるというものでございます。ただ、当初

課税、７月の課税までにはまだ日数がございま

すので、その間に異動がありますと軽減の継続

はないという状況でございます。以上です。 
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小嶋冨弥議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し直ちに採決したいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  報告第４号新庄市国民健康保険税条例の一部

を改正する条例の専決処分の承認については、

これを承認することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

報告第４号についてはこれを承認することに決

しました。 

 

 

日程第１１議案第３１号新庄市固

定資産評価員の選任について 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第11議案第31号新庄市固定資

産評価員の選任についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第31号新庄市固定

資産評価員の選任について御説明申し上げます。 

  固定資産評価員は固定資産を適正に評価し、

かつ市長が行う価格の決定を補助するという責

務の性格上、本市におきましては市の税務課長

の職にあるものが最も適任であるとし、選任し

てきたところであります。去る４月１日をもっ

て佐藤信行君を新たに税務課長に任命いたしま

したので、同君を固定資産評価員に選任するた

め、地方税法第404条第２項の規定によりまし

て議会の同意をお願いするものです。よろしく

お願いいたします。 

小嶋冨弥議長 お諮りいたします。 

  ただいまの説明にありました議案第31号につ

いては、会議規則第37条第２項の規定により委

員会の付託を省略したいと思います。これに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第31号につきましては、委員会の付託を省

略することに決しました。 

  お諮りいたします。 

  議案第31号は人事案件でありますので、質疑、

討論を省略し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって議

案第31号は採決することに決しました。 

  これより採決いたします。 

  議案第31号新庄市固定資産評価員の選任につ

いては、これを同意することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第31号についてはこれを同意することに決

しました。 

 

 

日程第１２議案第３２号新庄市職

員互助共済制度に関する条例の一

部を改正する条例の制定について 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第12議案第32号新庄市職員互

助共済制度に関する条例の一部を改正する条例
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の制定についてを議題としたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第32号新庄市職員

互助共済制度に関する条例の一部を改正する条

例の制定について御説明申し上げます。 

  改正の理由といたしましては、県内35市町村

及び一部事務組合等で組織する山形県市町村職

員互助会の事業が、平成25年４月１日に設立さ

れた一般社団法人山形県市町村職員互助会へ移

行したことに伴い、必要な改正を行うものであ

ります。 

  この互助会制度につきましては、地方公務員

法に基づき、健康管理などの福利を向上するこ

とで職員の公務の能率を向上することを目的に

人間ドック助成などの事業を実施しております。

これまで法人格を有しないいわゆる任意団体と

して事業を行ってきましたが、運営の透明性を

これまで以上に高めていくことを目的に、一般

社団法人を設立し事業を移行したものでありま

す。 

  以上、御審議いただき御決定くださいますよ

うお願い申し上げます。 

小嶋冨弥議長 ただいま説明のありました議案第

32号について質疑に入ります。質疑ありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第32号新庄市職員互助共済制度に関する

条例の一部を改正する条例の制定については、

原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第32号は原案のとおり可決されました。 

 

 

閉      会 

 

 

小嶋冨弥議長 以上で、５月臨時会の日程は全て

終了いたしましたので閉会いたします。 

  本日はどうも御苦労さまでした。 

 

     午後１時１２分 閉会 

 

 

   新庄市議会議長  小 嶋 冨 弥 

 

   新庄市議会前議長  沼 澤 恵 一 

 

   会議録署名議員  奥 山 省 三 

 

    〃    〃   小 関   淳 
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平成２５年６月定例会会議録（第１号） 

 

 

平成２５年６月７日 金曜日 午前１０時００分開会 

議 長 小 嶋 冨 弥     副議長 小 野 周 一 

 

 出 席 議 員（１８名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ２番   伊  藤     操  議員 

  ３番   髙  橋  富 美 子  議員     ４番   佐  藤  卓  也  議員 

  ５番   石  川  正  志  議員     ６番   佐  藤  義  一  議員 

  ７番   奥  山  省  三  議員     ８番   沼  澤  恵  一  議員 

  ９番   平  向  岩  雄  議員    １０番   小  野  周  一  議員 

 １１番   小  嶋  冨  弥  議員    １２番   清  水  清  秋  議員 

 １３番   小  関     淳  議員    １４番   遠  藤  敏  信  議員 

 １５番   新  田  道  尋  議員    １６番   下  山  准  一  議員 

 １７番   山  口  吉  靜  議員    １８番   森     儀  一  議員 

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 伊 藤 元 昭 

総 務 課 長 野 崎   勉  総 合 政 策 課 長 荒 川 正 一 

財 政 課 長 髙 橋 則 雄  税 務 課 長 佐 藤 信 行 

市 民 課 長 荒 澤 宏 二  成 人 福 祉 課 長
兼福祉事務所長 小 野   享 

子育て推進課長
兼福祉事務所長 板 垣 秀 男  環 境 課 長 小 嶋 達 夫 

健 康 課 長 伊 藤 洋 一  農 林 課 長 齋 藤 彰 淑 

商 工 観 光 課 長 東海林   智  都 市 整 備 課 長 松 坂 聡 士 

上 下 水 道 課 長 髙 橋   弘  会 計 管 理 者
兼 会 計 課 長 近 岡 晃 一 

教 育 委 員 長 山 村 明 德  教 育 長 武 田 一 夫 

教 育 次 長
兼教育総務課長 柿 崎 憲 一  学 校 教 育 課 長 髙 橋 千 春 

社 会 教 育 課 長 森   隆 志  神 室 荘 長 伊 藤 忠 志 

監 査 委 員 髙 山 孝 治  監 査 委 員
事 務 局 長 冨 樫 雄 二 
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選挙管理委員会
委 員 長 矢 作 勝 彦  選挙管理委員会

事 務 局 長 武 田 清 治 

農 業 委 員 会
事 務 局 長 浅 沼 玲 子    

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 高 木   勉  総 務 主 査 三 原   恵 

主 査 川 又 秀 昭  主 事 八 鍬 貴 征 

 

議 事 日 程 （第１号） 

平成２５年６月７日 金曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 会議録署名議員指名 

日程第 ２ 会期決定 

日程第 ３ 市長の行政報告 

日程第 ４ 報告第５号平成２４年度新庄市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について 

日程第 ５ 報告第６号平成２４年度新庄市一般会計事故繰越し繰越計算書の報告について 

日程第 ６ 諮問第１号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

日程第 ７ 議案第３３号新庄市監査委員の選任について 

日程第 ８ 議案第３４号新庄中学校体育館改築工事の内建築工事請負契約の締結について（平成２４

年議案第４２号）の一部変更について 

 

   （一括上程、提案説明、質疑） 

日程第 ９ 議案第３５号新庄市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の設定につ

いて 

日程第１０ 議案第３６号新庄市市税条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１１ 議案第３７号新庄市地域ふれあい交流広場設置及び管理に関する条例の設定について 

日程第１２ 議案第３８号新庄市体育施設設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

日程第１３ 議案第３９号新庄市新型インフルエンザ等対策本部条例の設定について 

目程第１４ 議案、請願の各常任委員会付託 

 

   （上程、提案説明） 

日程第１５ 議案第４０号平成２５年度新庄市一般会計補正予算（第１号） 

 

日程第１６ 議員派遣について 
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本日の会議に付した事件  

 

議事日程（第１号）に同じ 
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開      会 

 

 

小嶋冨弥議長 ただいまの出席議員は18名であり

ます。 

  農業委員会会長星川 豊君より欠席届が出て

おります。 

  それでは、これより平成25年６月新庄市議会

定例会を開催いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付してあります議

事日程によって進めます。 

 

 

日程第１会議録署名議員指名 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第１会議録署名議員の指名を

行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定に

より、議長において沼澤恵一君、清水清秋君の

両名を指名いたします。 

 

 

日程第２会 期 決 定 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第２会期決定を議題といたし

ます。 

  議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長小関 淳君。 

   （小関 淳議会運営委員長登壇） 

小関 淳議会運営委員長 おはようございます。 

  それでは、議会運営委員会における協議の経

過と結果について御報告いたします。 

  去る５月31日午前10時から、議員協議会室に

おきまして議会運営委員６名出席のもと、執行

部から副市長、関係課長並びに議会事務局職員

の出席を求め議会運営委員会を開催し、本日招

集されました平成25年６月定例会の運営につい

て協議をいたしたところであります。 

  初めに、執行部から招集日を含め提出議案等

についての説明を受け、協議を行った結果、会

期につきましては、お手元に配付してあります

平成25年６月定例会日程表のとおり、本日から

６月18日までの12日間に決定いたしました。ま

た、会期中の日程につきましても日程表のとお

りと決定いたしましたので、よろしくお願い申

し上げます。 

  なお、このたび提出されます案件は、報告２

件、諮問１件、議案７件、補正予算１件、請願

１件の計12件でございます。 

  案件の取り扱いにつきましては、本日、報告

２件の後、諮問第１号及び議案第33号、議案第

34号につきましては、提案説明をいただき、委

員会への付託を省略して、本日の本会議におい

て審議をお願いいたします。 

  議案第35号から議案第39号までの議案５件に

つきましては、本日の本会議で提案説明をいた

だいた後、各常任委員会に付託し、審査をお願

いいたします。 

  補正予算１件につきましては、本日は提案説

明のみにとどめ、委員会への付託を省略して、

６月18日最終日の本会議において審議をお願い

いたします。 

  次に、一般質問についてでありますが、今期

定例会の一般質問通告者は６名であります。よ

って、１日目３名、２日目３名に行っていただ

きます。なお、質問時間は、質問、答弁を含め

まして１人50分以内といたします。質問者並び

に答弁者の御協力を特にお願いいたします。 

  以上、よろしくお取り計らいくださいますよ

うお願い申し上げ、議会運営委員会における協

議の経過と結果についての報告といたします。 

小嶋冨弥議長 お諮りいたします。 
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  今期定例会の会期は、ただいま議会運営委員

長から報告のありましたとおり、本日から６月

18日までの12日間にしたいと思います。これに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

会期は６月７日から６月18日までの12日間と決

しました。 

 

 

 

平 成 ２ ５ 年 ６ 月 定 例 会 日 程 表 

 

会 期 月 日 曜 会 議 別 場 所 開議時間 摘      要 

第１日 ６月７日 金 本 会 議 議 場 午前10時 

開会。行政報告。報告（２件）の説

明。諮問（１件）の上程、提案説

明、採決。人事案件（１件）の上

程、提案説明、採決。議案（１件）

の上程、提案説明、採決。議案（５

件）の一括上程、提案説明、質疑。

議案、請願の各常任委員会付託。補

正予算（１件）の上程、提案説明。 

第２日 ６月８日 土 
休       会  

第３日 ６月９日 日 

第４日 ６月10日 月 本 会 議 議 場 午前10時 

一般質問 

 小関 淳、山口吉靜、石川正志の

各議員 

第５日 ６月11日 火 本 会 議 議 場 午前10時 

一般質問 

 奥山省三、伊藤 操、佐藤悦子の

各議員 

第６日 ６月12日 水 常任委員会 

総 務 文 教 

（議員協議

会室） 

午前10時 付託議案の審査 

第７日 ６月13日 木 常任委員会 

産 業 厚 生

（議員協議

会室） 

午前10時 付託議案、請願の審査 

第８日 ６月14日 金 休      会 本会議準備のため 

第９日 ６月15日 土 
休      会  

第10日 ６月16日 日 

第11日 ６月17日 月 休      会 本会議準備のため 
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会 期 月 日 曜 会 議 別 場 所 開議時間 摘      要 

第12日 ６月18日 火 本 会 議 議 場 午前10時 

常任委員長報告、質疑、討論、採

決。補正予算（1件）の質疑、討

論、採決。 

 

 

 

日程第３市長の行政報告 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第３市長の行政報告をお願い

いたします。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 おはようございます。 

  一雨が欲しいなと思っていたときに、本当爽

やかな雨になって、作物にも大変いい雨になっ

たんではないかなと思います。 

  それでは、ここで行政報告をさせていただき

ます。 

  26年ぶりとなりました新庄農業振興地域整備

計画の総合見直しにつきまして、平成22年度よ

り作業を進め、昨年度促進協議会の総括を得て、

市議会産業厚生委員協議会並びに全員協議会で

御協議をいただいたところでございますが、農

用地利用計画の変更案につきまして、去る４月

４日から１カ月間の公告縦覧、さらに15日間の

異議申し立て期間を経まして、山形県知事に対

しまして本協議を行ったところでございます。 

  先般５月27日、山形県知事より農用地利用計

画の変更案に同意をいただき、５月28日決定公

告を行い、翌29日山形県知事に決定公告完了の

報告を行うとともに、山形県を経由し、農林水

産大臣に変更後の農業振興地域整備計画の写し

を提出いたしました。これによりまして、農業

振興法上の総合見直しに係る一連の手続が完了

し、今後はこの計画に基づき農地利用を進めて

まいります。 

  改めて、これまでの御審議及び御協力に御礼

申し上げ、御報告とさせていただきます。 

  次に、中核工業団地に対する企業立地の動向

について御報告させていただきます。 

  初めに、本日６月７日に東舗工業株式会社が、

市内栄町から新築移転し、竣工式がとり行われ

ます。また、同社の用地には、大和運輸株式会

社新庄中央センターも市内鳥越から新築移転し、

５月30日から営業を開始しております。新庄中

核工業団地において、新たに２社の営業が始ま

ったということで、これまで以上に活気ある工

業団地になるものと思われます。 

  続きまして、新たな企業進出について御報告

いたします。 

  仙台市に本社のある医薬品、医療機器、検査

試薬等の卸売業の株式会社バイタルネットが、

市内金沢にある新庄支店を新庄中核工業団地に

新築移転することが決定いたしました。購入す

るのは一区画面積3,799平方メートルです。昨

年度の３区画に引き続く分譲となり、これで未

分譲地は10区画、未分譲面積は21.6ヘクタール

となりました。 

  ２月に福山通運株式会社の進出が決定し、こ

のたびの大和運輸新庄中央センターのオープン

と、バイタルネットの移転進出など、高速交通

網の整備が着実に進む中、新庄中核工業団地の

交通の利便性が注目されているのではないかと

感じております。 

  また、真室川町に本社のある株式会社山形メ

タルが旧エムテックの空き工場を取得する予定

であります。計画では、現在の真室川本社工場

と新庄工場とを移転・集約し操業するとお聞き

しております。旧エムテック工場は、新庄中核
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工業団地の入り口近くに所在しているため、山

形メタルが移転進出すれば、工業団地のアピー

ル力が高まるとともに、昼間人口の増加による

市内経済への波及効果も期待されます。 

  また、第４次振興計画で目標指標としている

製造品出荷額の増加にも大きく寄与するものと

思われます。既に、県に対して企業立地促進資

金の認定に係る事前協議を行っており、市でも

ふるさと融資に係る相談を受けております。 

  今後、正式に空き工場を取得した場合には、

市としても対応してまいりたいと考えておりま

す。 

  以上、報告２件させていただきます。 

小嶋冨弥議長 ありがとうございました。 

 

 

報告２件一括上程 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第４報告第５号平成24年度新

庄市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告につ

いて及び日程第５報告第６号平成24年度新庄市

一般会計事故繰越し繰越計算書の報告について

の報告２件を一括して報告したいと思いますの

で、これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  よって、報告第５号平成24年度新庄市一般会

計繰越明許費繰越計算書の報告について及び報

告第６号平成24年度新庄市一般会計事故繰越し

繰越計算書の報告についての報告２件を、一括

して報告いたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、報告第５号平成24年度

新庄市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告に

ついて及び報告第６号平成24年度新庄市一般会

計事故繰越し繰越計算書の報告について御説明

申し上げます。 

  去る３月の定例会におきまして、平成24年度

予算の一部を平成25年度に繰り越して使用する

補正予算の御決定をいただきましたが、これら

の事業につきまして、地方自治法の規定に基づ

く繰越明許費繰越計算書の報告及び平成23年度

から平成24年度への繰越事業であります新庄中

学校体育館改築事業に係る事故繰越し繰越計算

書の報告をするものであります。 

  初めに、報告第５号平成24年度新庄市一般会

計繰越明許費繰越計算書の報告についてであり

ますが、国の一次補正に伴う市庁舎耐震診断業

務委託や新庄中学校体育館改築事業、荒小屋泉

田線整備事業など11件及び国の予備費使用に伴

う新庄小学校体育館耐震補強事業など５件を含

め事業数は合計18件となりまして、その繰越総

額は３億4,889万9,000円となります。 

  財源の未収入特定財源のうち、国県支出金に

つきましては、学校施設環境改善交付金、社会

資本整備総合交付金などであり、また地方債に

つきましては、学校施設耐震化事業に充当する

学校教育施設改修事業債などであります。 

  一般財源につきましては、前年度繰越金を充

当するものであります。 

  次に、報告第６号平成24年度新庄市一般会計

事故繰越し繰越計算書についてでありますが、

これは平成23年度から平成24年度に明許繰越い

たしました新庄中学校体育館改築事業でありま

して、さきの東日本大震災により被災した宮城

県などの３県での復興事業の影響によって作業

員の確保が難しく、年度内の事業の完了が困難

となったために、その一部を事故繰越するもの

であり、総額繰越は6,483万3,000円であります。 

  財源といたしましては、未収入特定財源とし

て国庫補助金、義務教育施設改修事業債を充当

いたします。 

  一般財源につきましては、前年度繰越金を充
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てるものであります。 

  以上につきまして、地方自治法施行令第146

条第２項及び第150条第３項の規定により御報

告するものであります。 

小嶋冨弥議長 ただいま報告のありました２件は、

地方自治法施行令第146条第２項の規定による

報告でありますので、御了承願います。 

 

 

日程第６諮問第１号人権擁護委員

の推薦につき意見を求めることに

ついて 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第６諮問第１号人権擁護委員

の推薦につき意見を求めることについてを議題

といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、諮問第１号人権擁護委

員の推薦につき意見を求めることについて御説

明申し上げます。 

  御提案申し上げますのは、平成25年９月30日

をもって任期満了となります本市の人権擁護委

員１名につきまして、山形地方法務局長より候

補者の推薦依頼がありましたので、その推薦に

当たり、人権擁護委員法第６条第３項の規定に

より、議会の意見を求めるものであります。 

  推薦する方は、押切喜美子さんであります。

参考といたしまして経歴を添付しておりますが、

人権擁護委員として人格、識見から適任の方で

あると存じますので、御審議いただき、御意見

賜りますようお願い申し上げます。 

小嶋冨弥議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました諮問第１号は、会

議規則第37条第３項の規定により委員会への付

託を省略したいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

本件は委員会の付託を省略することに決しまし

た。 

  お諮りいたします。 

  本件は人事案件でありますので、質疑、討論

を省略し、直ちに採決したいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

諮問第１号は直ちに採決することに決しました。 

  これより採決いたします。 

  諮問第１号人権擁護委員の推薦につき意見を

求めることについて、これに同意することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

諮問第１号はこれに同意することに決しました。 

 

 

日程第７議案第３３号新庄市監査

委員の選任について 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第７議案第33号新庄市監査委

員の選任についてを議題といたします。 

  地方自治法第117条の規定により、山口吉靜

君の退席を求めます。 

   （山口吉靜議員退席） 

小嶋冨弥議長 提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第33号新庄市監査

委員の選任について御説明申し上げます。 

  提案理由にありますように、議員のうちから

選任した監査委員より辞職願が提出されました

ので、去る５月15日付で議会議長宛てに後任の
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監査委員につきまして議会の推薦をお願い申し

上げましたところ、山口吉靜議員の御推薦をい

ただきました。 

  この推薦に基づきまして、山口吉靜議員を監

査委員に選任いたしたく、地方自治法第196条

第１項の規定により、議会の御同意をお願い申

し上げるものであります。 

  山口吉靜議員は、平成11年に市議会議員に初

当選以来、連続当選され、現在４期目でござい

ます。その間、産業建設常任委員長初め議会改

革特別委員などの要職を歴任され、経験豊富な

方でございます。 

  何とぞよろしく御審議いただき、御同意賜り

ますようお願い申し上げます。 

小嶋冨弥議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議案第33号は、会

議規則第37条第３項の規定により委員会への付

託を省略したいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

本件は委員会の付託を省略することに決しまし

た。 

  お諮りいたします。 

  本件は人事案件でありますので、質疑、討論

を省略し、直ちに採決したいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第33号は直ちに採決することに決しました。 

  これより採決いたします。 

  議案第33号新庄市監査委員の選任については、

これに同意することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第33号はこれに同意することに決しました。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午前１０時３２分 休憩 

     午前１０時３４分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

  ただいま監査委員に選任されました山口吉靜

君に御挨拶をお願いいたします。 

   （山口吉靜監査委員登壇） 

山口吉靜監査委員 ただいま御紹介いただきまし

た山口吉靜でございます。 

  地方自治において監査の重要性をよく考えま

して、今後微力ではありますが、誠実、公正に

職務を行ってまいりますので、よろしく御指導、

御鞭撻のほどをお願い申し上げまして、一言御

挨拶といたします。どうもありがとうございま

した。 

 

 

日程第８議案第３４号新庄中学校

体育館改築工事の内建築工事請負

契約の締結について（平成２４年

議案第４２号）の一部変更につい

て 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第８議案第34号新庄中学校体

育館改築工事の内建築工事請負契約の締結につ

いて（平成24年議案第42号）の一部変更につい

てを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第34号新庄中学校

体育館改築工事の内建築工事請負契約の締結に

ついて（平成24年議案第42号）の一部変更につ

いて、御説明申し上げます。 

  昨年、市議会６月定例会において御可決いた

だきまして、着手し建設を進めておりました新

庄中学校体育館改築工事につきまして、契約内
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容について変更する必要が生じたため、議会の

議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に

関する条例第２条の規定により御提案申し上げ

るものであります。 

  変更する内容でありますが、契約金額につい

て667万6,950円を増額いたしまして、４億

1,092万6,950円とするものであります。 

  主な要因は２点ございまして、第１点目は外

壁の仕上げにおいて、コンクリート打ちっぱな

しの一部に木質の外壁材を張りつけ、最上公園

に隣接する施設として景観上の調和を図るため

変更するものであります。 

  ２点目は、アリーナのステージ回りについて、

どんちょう、一文字幕、袖幕などの一式を増工

するものであります。限られた予算の中で、必

要性と機能の充実を図るためのもであります。 

  以上、御審議の上、御可決賜りますようお願

い申し上げます。 

小嶋冨弥議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議案第34号は、会

議規則第37条第３項の規定により委員会への付

託を省略したいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

委員会への付託を省略し、これより質疑に入り

ます。 

  質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子議員。 

１ 番（佐藤悦子議員） 理由ということで挙げ

られましたのは、それだけならそうか、という

感じがしますが、言われていることでちょっと

気にかかるのは、材料代の値上がりとか、物価

の値上げとか、あるいは作業員不足ということ

は先ほど出ておりましたが、そういったことな

どは全く影響ないのでしょうか。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 議長、教育次

長兼教育総務課長柿崎憲一。 

小嶋冨弥議長 教育次長兼教育総務課長柿崎憲一

君。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 材料代、それ

から作業員の賃金等でございますけれども、こ

の工事につきましては、昨年の春に昨年の６月

定例市議会で御可決いただきまして、契約した

工事でございます。 

  当然、契約時点での内容で工事を進めるとい

うことになりますので、その範囲内の中におい

て施工していただいていると理解しております。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） わかりました。 

  このことについては、材料代の値上がりや物

価の値上がり、作業員不足などはないと聞いた

のですが、それでよいのか。 

  また、もう一つは、これからの本年度予定さ

れている工事への、今、先ほど言ったようなこ

との影響は考えられるかどうかなどありました

らお願いします。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 議長、教育次

長兼教育総務課長柿崎憲一。 

小嶋冨弥議長 教育次長兼教育総務課長柿崎憲一

君。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 資材の値上が

り、それから作業員の賃金等々でございますけ

れども、物価の建設単価等々でいきますと、こ

としの３月まではそれほどでもなかったという

ことで、とりわけ４月以降ということで聞いて

おります。そのようなことで、今回議案に上げ

ています部分については、十分やっていけると

いうことかと思います。 

  ただ、今後等につきましては、全体の中でど

う推移するのかということがございますので、

その辺のところを注視しながら対応してまいり

たいなと考えております。 

小嶋冨弥議長 ほかに質疑ありませんか。 
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   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  ただいまのところ討論の通告はありません。

討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第34号新庄中学校体育館改築工事の内建

築工事請負契約の締結について（平成24年議案

第42号）の一部変更については、原案のとおり

決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第34号は原案のとおり可決されました。 

 

 

議案５件一括上程 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第９議案第35号新庄市一般職

の職員の給与に関する条例等の一部を改正する

条例の設定についてから日程第13議案第39号新

庄市新型インフルエンザ等対策本部条例の設定

についてまでの５件を会議規則第35条の規定に

より一括議題といたしたいと思いますが、これ

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第35号新庄市一般職の職員の給与に関する

条例等の一部を改正する条例の設定についてか

ら議案第39号新庄市新型インフルエンザ等対策

本部条例の設定についてまでの５件を一括議題

とすることに決しました。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第35号新庄市一般

職の職員の給与に関する条例等の一部を改正す

る条例の設定について御説明申し上げます。 

  新型インフルエンザなど感染症対策の強化を

図り、国民の生命と健康を保護することなどを

目的とした新型インフルエンザ等対策特別措置

法が平成25年４月13日に施行されました。 

  この法律の施行により地方自治法が改正され、

職員へ支給する手当として新型インフルエンザ

等緊急事態派遣手当が追加されたため、一般職

の職員の給与に関する条例及び企業職員の給与

の種類及び基準を定める条例について必要な改

正を行うものです。 

  改正の内容についてでありますが、新型イン

フルエンザなどの感染症の発生に伴い、本市が

他自治体等へ職員の派遣を要請し派遣を受けた

場合、その職員に対し当該手当を支給するもの

であります。 

  次に、議案第36号新庄市市税条例の一部を改

正する条例の制定について御説明申し上げます。 

  平成25年度税制改正の大綱の内容を盛り込ん

だ地方税法等の一部を改正する法律が平成25年

３月30日に公布され、そのうち４月１日から施

行する部分につきましては３月30日に専決処分

を行い、さきの５月臨時会で御承認いただきま

したが、平成26年度以降に施行させる部分につ

きまして、必要な改正を行うため提案するもの

であります。 

  主な改正の内容についてでありますが、１点

目として現在の低金利の状況を踏まえ、国税の

見直しに合わせ延滞金及び還付加算金の利率を

引き下げるものであります。 

  次に、市民税に係る部分といたしまして、平

成26年４月から導入が見込まれております消費
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税引き上げに伴う影響を平準化する観点から、

特例的な措置として住宅借入金等特別税額控除

の適用期限を４年間延長するものであります。

また、東日本大震災によって被災された居住用

財産の敷地について、譲渡期限を延長するもの

であります。 

  このほか、地方税の一部改正を伴う条項ずれ

などにより、条文の整備もあわせて行ったもの

であります。 

  以上の改正につきまして、施行日が一様でな

いことから、附則においてその期日を定めてお

ります。 

  次に、議案第37号新庄市地域ふれあい交流広

場設置及び管理に関する条例の設定について御

説明申し上げます。 

  平成18年４月に日新小学校に統合し閉校とな

りました旧角沢小学校の教室棟や体育館につい

ては、昨年の秋まで地域の皆さんに活用してい

ただいておりましたが、昭和56年以前の設計に

よる建物であるため、耐震基準を満たしていな

いと想定され、新たな行政目的を持ち耐震診断

を行い補強工事をして活用するまでに至らない

と判断し、昨年秋に建物全部を解体いたしまし

た。この間、角沢地区の区長初め地域の皆さん

と協議を重ね、グラウンドや公園的な憩いのス

ペースなど、広場の公民館的な機能を備えた施

設として利活用していこうという方向性を見出

してきたところでございます。 

  このような協議を踏まえまして、７月１日か

ら角沢ふれあい交流広場として供用を開始する

ため、本条例を制定するものであります。 

  今後におきましても、老人クラブのグラウン

ドゴルフや子供たちの遊びの広場として幅広い

利用を図ってまいります。また、現在広場の活

用における全体構想の取りまとめと、附帯施設

としてのトイレ、水屋及び用具庫の設計を行っ

ておりまして、早急に整備し供用してまいりた

いと考えております。 

  次に、議案第38号新庄市体育施設設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて、御説明申し上げます。 

  平成23年10月にオープンいたしました山屋セ

ミナーハウスは、これまでスポーツ少年団の合

宿や青年層における研修、友好自治体である高

萩市との児童交流事業など、各種団体から利用

いただき、大変好評を得ております。 

  しかし、開業後初の夏季利用となりました昨

年は、猛暑が続く中、冷房設備がない状況での

利用となり利用者の皆様に御不便をおかけいた

しました。そのために、今年度研修施設として

快適な環境を提供するために、冷房設備の工事

を実施したところであります。 

  この整備により、７月１日から山屋セミナー

ハウスの冷房設備の使用を開始することに伴い、

新たに冷房使用料金を設定するため、必要な改

正を行うものであります。 

  最後に、議案第39号新庄市新型インフルエン

ザ等対策本部条例の設定について、御説明申し

上げます。 

  病原性の高い新型インフルエンザなどの発生

時において、その及ぼす影響が最小となるよう

に定めた新型インフルエンザ等対策特別措置法

が４月13日に施行されました。 

  この法律は、新型インフルエンザなどが国内

で発生し緊急事態宣言がなされた場合には、直

ちに市町村対策本部を設置しなければならない

こととされ、当該対策本部について必要な事項

は、市町村の条例で定めることとされておりま

す。そのため、本市が設置する新型インフルエ

ンザ等対策本部に関し必要な事項を定めるため、

本条例を設定するものであります。 

  内容につきましては、特別措置法の規定を受

けて対策本部の組織や会議などに関する規定を

定めるものでございます。 

  以上、御審議の上、御可決賜りますようお願

い申し上げます。 
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小嶋冨弥議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議案５件について、

総括質疑を行います。質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議案36号の新庄市市税

条例の一部を改正する条例の制定についてで、

先ほど市長から、理由の中に低金利に合わせて

延滞金の利率を下げるとあったように思うんで

すが、このことを詳しくというか、丁寧に教え

ていただければと思います。 

佐藤信行税務課長 議長、税務課長佐藤信行。 

小嶋冨弥議長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 それでは、延滞金の割合等の

特例について、もう少し詳しく御説明申し上げ

たいと思います。 

  まず、最近新聞紙上でも投書欄などでよく見

受けられるのでありますが、全体的に金利が大

変下がっている状況の中で、延滞金が14.6％と

いうのは大変高い水準ではないかと、これも合

わせるべきではないかという声が上がっており

ました。 

  これに伴うものなんですが、国内銀行の貸出

約定平均金利というのが現在１％と設定されて

ございます。これに１％を加算した合計２％と

いうのが特例基準割合ということで、今回の改

正分の中ほどにも出てくる用語になりますけれ

ども、これを使って今回の改正を行っておりま

す。 

  これまで本則14.6％であったところは、この

特例基準割合２％に7.3％を加えまして、9.3％

に下げると。それから、これまで本則7.3％で

あった、これは納期限後１カ月以内ということ

で使われる割合ですけれども、7.3％の本則で

ございますけれども、特例では4.3％でござい

ました。これをさらに特例基準割合の２％に

１％を加えまして３％。この３％に下げるとい

うのが、今回の延滞金の割合の変更ということ

になってございます。 

  以上でございます。 

小嶋冨弥議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、総括質疑を終結いたします。 

 

 

日程第１４議案、請願の各常任委

員会付託 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第14議案、請願の各常任委員

会付託を行います。 

  議案、請願の常任委員会付託につきましては、

お手元に配付してあります付託案件表により、

それぞれの所管の委員会に付託いたしますので

よろしくお願いいたします。 

 

平 成 ２ ５ 年 ６ 月 定 例 会 付 託 案 件 表 

 

付 託 委 員 会 名 件                名 

総 務 文 教 常 任 委 員 会 

議案（４件） 

〇議案第３５号新庄市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を

改正する条例の設定について 

〇議案第３６号新庄市市税条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

〇議案第３７号新庄市地域ふれあい交流広場設置及び管理に関する
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付 託 委 員 会 名 件                名 

条例の設定について 

〇議案第３８号新庄市体育施設設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例の制定について 

産 業 厚 生 常 任 委 員 会 

議案（１件） 

請願（１件） 

〇議案第３９号新庄市新型インフルエンザ等対策本部条例の設定に

ついて 

〇請願第３号ＴＰＰへの参加に反対する請願 

 

 

日程第１５議案第４０号平成２５年 

度新庄市一般会計補正予算（第１号） 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第15議案第40号平成25年度新

庄市一般会計補正予算（第１号）についてを議

題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第40号平成25年度

新庄市一般会計補正予算（第１号）について御

説明申し上げます。 

  補正予算書１ページ、議案第40号一般会計補

正予算でありますが、歳入歳出それぞれ１億

3,586万6,000円を追加し、補正後の予算総額を

152億4,886万6,000円とするものであります。 

  主な補正内容について、８ページから歳出を

中心に御説明申し上げます。 

  まず、３年連続の豪雪により損傷した施設の

修繕等に係る経費を２款総務費、３款民生費、

６款農林水産業費、８款土木費、10款教育費に

計上しております。 

  ６款農林水産業費には、県が推進しておりま

す農業再生を目的とする各種補助金に対応しま

した経営者の設備投資等への補助支援等に資す

る経費を、また５款労働費と６款農林水産業費、

７款商工費には、県の緊急雇用創出事業臨時特

例基金事業に呼応し、市内における雇用の促進

を図るための経費を計上しております。 

  これらにつきましては、記録的な豪雪の影響

を早期に解消するとともに、本市の今年度事業

が効果的に展開できるよう国県の動きに呼応す

るなど、適切な対応を要する補正内容を組ませ

ていただいております。 

  私からの説明は以上ですが、詳細につきまし

ては財政課長から説明させますので、御審議の

上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 

小嶋冨弥議長  財政課長髙橋則雄君。 

   （髙橋則雄財政課長登壇） 

髙橋則雄財政課長 それでは、議案第40号平成25

年度新庄市一般会計補正予算（第１号）につい

て御説明申し上げます。 

  １ページをお開きください。 

  一般会計補正予算は、歳入歳出それぞれ１億

3,586万6,000円を追加し、補正後の総額は152

億4,886万6,000円となります。 

  各款各項の補正予算額並びに補正後の額につ

きましては、２ページから３ページまでの第１

表歳入歳出予算補正を御確認いただきたいと思

います。 

  それでは、６ページからの歳入につきまして

御説明いたします。 

  初めに、14款国庫支出金でございますが、２

項の国庫補助金におきまして、生活保護基準の

見直しに係る電算システムの改修のため、セー

フティーネット支援対策等事業費補助金を１目

民生費国庫補助金に計上しております。 

  次に、15款県支出金でございますが、２項の
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県補助金におきまして、まず市内における雇用

促進に資するための緊急雇用創出事業臨時特例

基金事業費補助金を４目労働費県補助金に計上

しておりますが、本補助金を活用した事業につ

きましては、歳出予算におきまして５款労働費、

６款農業費、７款商工費に盛り込んでおります。 

  また、５目農林水産業費県補助金におきまし

ては、意欲ある農業経営者に対し、設備等の導

入の際に支援する戦略的園芸産地拡大支援事業

費補助金や、食産業王国やまがた推進事業費補

助金、畜産生産拡大支援事業費補助金などの増

額。また、６次産業化の推進に資する補助支援

を含め、農林水産業関係で4,574万2,000円の増

額補正としております。 

  次に、16款財産収入につきましては、萩野小

学校の学校林の有効活用を図るため伐採に伴う

収益を盛り込んでおりますが、萩野小学校区の

地域づくりのために歳出予算に当該予算を盛り

込んでおります。 

  また、19款繰越金につきましては、このたび

の予算補正の財源の一部といたしまして、

3,007万3,000円の増額補正としております。 

  最後に、20款諸収入につきましては、３年連

続の豪雪によって被害を受けました施設の建物

総合損害共済災害共済金を盛り込んでおります。 

  続きまして、８ページからの歳出について御

説明いたします。 

  まず、２款総務費についてでございますが、

１項６目財産管理費におきまして、８月に開催

されます東北中学校卓球体育大会に向け、東山

スポーツハウス跡地の駐車場整備に係る費用

434万7,000円を盛り込んでおります。 

  次に、３款民生費につきましては、２項４目

児童館費に、このたびの豪雪により被害を受け

た施設の修繕経費を盛り込むとともに、３項１

目生活保護総務費におきまして、生活保護基準

の見直しに係る電算システムの改修のための経

費94万5,000円を盛り込んでおります。 

  次の５款労働費につきましては、県の緊急雇

用創出事業臨時特例基金事業費補助金を活用し、

介護分野での雇用促進を図るため、介護分野へ

の就労支援と福祉サービスの充実事業委託料

2,861万3,000円を盛り込んでおります。 

  次に、９ページから10ページにかけまして、

６款農林水産業費を計上しております。 

  １項農業費におきまして４つの目を、２項林

業費においては１つの目を掲げておりますが、

主なものといたしましては、まず１項３目農業

振興費と１項４目畜産業費におきまして、農業

振興や果樹園芸、畜産振興のための多くの補助

金を組んでおります。これは、広く農業振興へ

の意欲の高い経営者が新たな設備投資等を図る

場合に、県補助金を活用し重点的に支援を行う

ためのもので、新年度に入ってからの県の支援

の強化に呼応したものでございます。 

  また、５目農地費におきましては、豪雪等に

より被災した農業用施設などの国県補助の対象

とならない部分の改良事業への助成に係る費用

を盛り込んでおります。なお、補助金の名称の

変更及びその拡充に伴う補正もあわせて行って

おります。 

  次に、10ページ下段からの７款商工費でござ

いますが、１項２目商工振興費や３目観光費に、

県の緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費補助

金を活用した雇用促進事業を盛り込んだほか、

新庄まつりにおけるＰＲ強化と被災者支援のた

めの経費を盛り込んでおります。 

  次に、11ページをごらんください。 

  まず、８款土木費でございますが、２項２目

道路維持費及び４項３目公園費に、豪雪により

被害を受け復旧を図らなければならない市道や

公園施設の修繕などの費用を計上しております。 

  また、６項２目雪総合対策費につきましては、

昨冬における水上がり被害の大きい箇所につい

て、水上がり被害を抑制化させるための流雪溝

改修経費を計上しております。 
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  次に、10款教育費につきましては、まず１項

５目小中一貫教育推進費におきまして、学校林

の売却収益を活用した萩野小学校区における地

域づくりのための経費を盛り込んでおります。 

  また、12ページからの２項小学校費、３項中

学校費、４項社会教育費の中におのおの修繕料

や原材料などを盛り込んでおりますが、これは

このたびの豪雪によって被害を受けた施設の修

繕や破損した雪囲い材料の補充などを行うため

のものであります。 

  以上で、一般会計の補正予算案の説明を終わ

ります。 

  御審議をいただき御可決賜りますよう、よろ

しくお願いいたします。 

小嶋冨弥議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました補正予算につきま

しては、会議規則第37条第３項の規定により委

員会への付託を省略したいと思います。これに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第40号については委員会への付託を省略し、

６月18日定例会最終日の本会議において審議い

たします。 

  ただいまから10分間休憩いたします。 

 

     午前１１時０４分 休憩 

     午前１１時１４分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日程第１６議員派遣について 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第16議員派遣についてを議題

といたします。 

  議員派遣につきましては、地方自治法第100

条第13項及び会議規則第167条の規定に基づき、

お手元に配付しております名簿のとおり、全議

員を山形県市議会議長会主催の議員研修会に派

遣したいと思います。これに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

山形県市議会議長会主催の議員研修会に全議員

を派遣することに決しました。 

 

 

散      会 

 

 

小嶋冨弥議長 以上で本日の日程を終了いたしま

した。 

  ８日、９日は休会であります。６月10日月曜

日午前10時より本会議を開きますので、御参集

願います。 

  本日は以上で散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

     午前１１時１４分 散会 
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平成２５年６月定例会会議録（第２号） 

 

 

平成２５年６月１０日 月曜日 午前１０時００分開議 

議 長 小 嶋 冨 弥     副議長 小 野 周 一 

 

 出 席 議 員（１８名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ２番   伊  藤     操  議員 

  ３番   髙  橋  富 美 子  議員     ４番   佐  藤  卓  也  議員 

  ５番   石  川  正  志  議員     ６番   佐  藤  義  一  議員 

  ７番   奥  山  省  三  議員     ８番   沼  澤  恵  一  議員 

  ９番   平  向  岩  雄  議員    １０番   小  野  周  一  議員 

 １１番   小  嶋  冨  弥  議員    １２番   清  水  清  秋  議員 

 １３番   小  関     淳  議員    １４番   遠  藤  敏  信  議員 

 １５番   新  田  道  尋  議員    １６番   下  山  准  一  議員 

 １７番   山  口  吉  靜  議員    １８番   森     儀  一  議員 

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 伊 藤 元 昭 

総 務 課 長 野 崎   勉  総 合 政 策 課 長 荒 川 正 一 

財 政 課 長 髙 橋 則 雄  税 務 課 長 佐 藤 信 行 

市 民 課 長 荒 澤 宏 二  成 人 福 祉 課 長
兼福祉事務所長 小 野   享 

子育て推進課長
兼福祉事務所長 板 垣 秀 男  環 境 課 長 小 嶋 達 夫 

健 康 課 長 伊 藤 洋 一  農 林 課 長 齋 藤 彰 淑 

商 工 観 光 課 長 東海林   智  都 市 整 備 課 長 松 坂 聡 士 

上 下 水 道 課 長 髙 橋   弘  会 計 管 理 者
兼 会 計 課 長 近 岡 晃 一 

教 育 委 員 長 山 村 明 德  教 育 長 武 田 一 夫 

教 育 次 長
兼教育総務課長 柿 崎 憲 一  学 校 教 育 課 長 髙 橋 千 春 
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事 務 局 長 武 田 清 治 

農 業 委 員 会
会 長 星 川   豊  農 業 委 員 会

事 務 局 長 浅 沼 玲 子 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 高 木   勉  総 務 主 査 三 原   恵 

主 査 川 又 秀 昭  主 事 八 鍬 貴 征 

 

議 事 日 程 （第２号） 

平成２５年６月１０日 月曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 一 般 質 問 

１番 小 関   淳  議員 

２番 山 口 吉 靜  議員 

３番 石 川 正 志  議員 

 

本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件 

 

議事日程（第２号）に同じ 
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平成２５年６月定例会一般質問通告表（１日目） 

 

発言 
順序 質問者氏名 質 問 事 項 答 弁 者 

１ 小 関   淳 

１．中心商店街の再生維持について 

２．若者や子育て世代の定住化について 

３．インバウンド事業の効果について 

市 長 

２ 山 口 吉 靜 

１．生活保護について 

２．市の障害者福祉について 

３．子ども子育て支援について 

４．ごみ出しが困難な高齢者について 

５．小中学校の教育環境について 

６．市道の安全環境について 

７．待機児童解消について 

市 長 

関 係 課 長 

３ 石 川 正 志 
１．市内北部（泉田川土地改良区）非灌漑期の生活用水の

確保について 
市 長 
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開      議 

 

 

小嶋冨弥議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名であります。 

  欠席通告者はありません。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第２号）によって進めます。 

 

 

日程第１一般質問 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第１一般質問。 

  これより一般質問を行います。 

  今期定例会の一般質問通告者は６名でありま

す。質問の順序は、配付しております一般質問

通告表のとおり決定しております。 

  なお、質問時間は、答弁を含め１人50分以内

といたします。 

  本日の質問者は３名であります。 

 

 

小関 淳議員の質問 

 

 

小嶋冨弥議長 それでは、最初に小関 淳君。 

   （１３番小関 淳議員登壇）（拍手） 

１３番（小関 淳議員） おはようございます。 

  それでは、６月定例会最初の一般質問をした

いと思います。 

  先月初旬、新聞各紙やテレビで、東根市にオ

ープンした「ひがしねあそびあランド」の報道

を目にしました。 

  東根市は「子育てするなら東根市」というキ

ャッチフレーズで、特に若者や子育て世代の定

住化を促進しようと本腰を入れています。 

  新庄市も、４月から福祉事務所を成人福祉課

と子育て推進課に分け、子育て推進に力を注い

でいこうという覚悟が感じられる体制になりま

した。そして、小中一貫教育を通して子供の精

神的・身体的な発達の変化に合わせた教育体制

にしていこうとしています。これらの動きによ

って子供を大切に育てるまち、子育て世代を支

援していくまちを本当に実現できれば、子育て

世代の転出する動きが鈍くなると思います。ぜ

ひ実効性のある事業や施策を積極的に進めてい

ただきたいと思います。 

  では、通告書に沿って質問をいたします。 

  最初は、中心商店街の再生維持についての質

問です。 

  市内の中心商店街には相変わらず空き地や空

き店舗が目立ち、市が進めてきたさまざまな活

性化事業はほとんど効果が見られない現状とな

っています。商店街の疲弊は市民の目には見え

ないもっと深いところでさらに進んでいるよう

に感じるのは私だけではないと思います。今、

建設中の、あるいは計画中の大規模商業施設が

矢継ぎ早に開業すれば、商店街が壊滅的になる

ことは誰にでも予想できることだと思います。

そうなれば、中心商店街にある店舗は激減し、

空き地や空き店舗だらけになるわけです。これ

は地域全体にとってＴＰＰ問題に匹敵するほど、

それほどの大問題ではないでしょうか。 

  しかし、残念ながら今年度の市長の施政方針

の中には、中心商店街や市街地をどうするかに

ついては全く触れられていません。その市政運

営の基本には、「人行きかうまち」「人ふれあう

まち」「人学びあえるまち」を基本理念として

据えています。しかし、地域基盤力を充実させ

る中にはもう商店街は含まれていません。では、

「人行きかうまち」とは、人々がどの場所で行

き交うことをイメージしているのでしょうか。 

  以前の一般質問などの答弁で、市長は街なか
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の暮らし総合エリア構想を口にしています。し

かし、それを実現するためには、街なかでイベ

ントなどを開催したり、新庄まつり誘客100万

人構想を進めるだけでは本来の中心市街地の再

生とはならないと思います。やはり現状を、惨

状と言ってもいいと思いますが、しっかりと把

握し、ハード・ソフト両面から充実させていく

ような先を見据えた街なかの暮らし総合エリア

構想に仕上げていくべきだと考えます。 

  大型商業施設の相次ぐ新設が計画されている

中、本当に市街地を再生し、持続可能なエリア

にしていくためには空き地、空き店舗の利用が

欠かせないのではないでしょうか。 

  そこで市長は、中心商店街を含む市街地全体

をどのように再生し、どう維持させていこうと

しているのか聞かせてください。 

  次に、若者や子育て世代の定住化について質

問をします。 

  冒頭でも言いましたように、東根市では人口

減少を食いとめるため、「子育てするなら東根

市」のキャッチフレーズでさまざまな定住化の

施策や事業を進めています。その効果は、県内

で唯一人口が増加した自治体として数字として

あらわれています。しかし、新庄市では人口減

少の対策はとられているものの、なかなかその

速度を抑制するまでには至っていません。 

  現在、市の人口は３万8,000人ほどですが、

間もなく３万7,000人台へ突入しようとしてい

ます。市長はこの数字をどのように捉えている

のでしょうか。 

  このような厳しい状況の中で、新庄市では毎

年、まちのにぎわいなどを創出しようと、味覚

まつりやそばまつりなどのイベントを開催して

います。市のデータによれば、味覚まつりでは

毎年３万人前後、そばまつりでは1,000人を超

える人出となっています。しかし、それらのイ

ベントから地域に波及するはずの経済的な効果

や市内外への広がりがよく見えてきません。こ

れらのイベントの集客エリアはどの辺までを想

定しているのか。また、何を目標にして地域に

どのように波及させ、どのような経済効果を上

げようとしているのかを教えていただきたいと

思います。 

  私は、その目的や効果がはっきりしないよう

であれば、これらの事業を原点から見直しする

必要があると考えます。財政はもとより、市職

員のマンパワーも厳しい中で、それらのベクト

ルをどの事業に向ければ市民の豊かな将来につ

ながっていくのかを今こそ真剣に考えていくべ

きではないでしょうか。 

  そして、若者や子育て世代に照準を合わせ、

継続的な雇用の創出や新庄市独自の新たな補

助・助成制度などを検討し、新庄市の現状に合

った実効性ある定住促進策を構築していくべき

ではないかと考えますが、市長の考えを聞かせ

てください。 

  最後に、インバウンド事業の効果について質

問をします。 

  全国の自治体では、それぞれの観光地や名所、

特色などを磨き上げ、観光インバウンド事業を

展開しています。当市でも今年度の主要事業と

してインバウンド誘致キャンペーン332万5,000

円が予算化されており、台湾に限定して旅行者

を呼び込もうとしています。 

  しかし、当市には新庄まつり以外に全国的に

名の通った観光地や名所などは今のところあり

ません。また、旅行者を受け入れるための施設

整備やさまざまな準備もなされていない状況で

す。現在、経済戦略の一つとして、国も積極的

に進めており、全国の名だたる観光地を抱える

自治体が積極的にインバウンドに対応した準備

を進めています。 

  その中で、新庄市はどのように勝ち残り、イ

ンバウンド・観光事業を定着させようとしてい

るのでしょうか。 

  また、年間を通してどのように旅行者ニーズ
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を満足させ、地域にどれだけの経済効果をもた

らすと予想して事業を進めようとしているので

しょうか。今後の具体的な計画とあわせて市長

の考えを聞かせてください。 

  以前、一般質問の中で私は、足による投票と

いうことを言いました。改めて言いますが、選

挙による投票が手による投票ならば、足による

投票とは、福祉・教育・インフラ整備などの充

実した自治体へ住民が移り住むことで意思を示

すことです。この先、そのような市民が増加し

ないような将来に希望の持てる答弁をお願いし

て壇上からの質問を終わりたいと思います。あ

りがとうございました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、小関議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

  冒頭、新聞各紙やテレビで「ひがしねあそび

あランド」の御紹介をいただきましたが、４月

には100円商店街がＮＨＫで全国放送になると、

また先月の５月中旬にはＴＢＳで100円商店街

が紹介されるなど、大変ないい場面も全国に放

送されているということを御紹介したいという

ふうに思います。 

  また、わらすこ広場におきましては年間４万

5,000人以上するということで、現状ですが、

これまでの大型スーパーの再開発ということで、

議会の訪問あるいは視察など途切れない状況も

お伝えしておきたいというふうに思います。 

  国や県の事業を活用した中心商店街の活性化

が見えてこないといった御指摘ですが、昨年度

は国の施策として緊急雇用制度を利用しました

全国100円商店街サミットを開催し、100円商店

街発祥の地として新庄市を全国にアピールでき

たと考えております。 

  また、今年度は商店街活性化アドバイザー育

成事業を行うこととしております。これは地元

地域の商店街やまちづくり会社などと連携を図

り、商店街活性化事業、例えば100円商店街の

開催、バルという地域やまちの飲食店の活性化

を目的とした大型の食べ・飲み歩きイベント、

また、まちゼミというお店の存在・特徴を知っ

てもらい、お店とお客さんのコミュニケーショ

ンの場から信頼関係を築くことを目的とする事

業などの実施を考えております。 

  その結果、この事業の実施により地元経済の

活性化を図るとともに、その事業のノウハウを

学ぶことにより、商店街活性化のためのアドバ

イザーを育成していくことを目的としておりま

す。 

  中心市街地につきましては、街なかの暮らし

総合エリアのイメージといたしましては、以前

お答えしましたとおり、商工業エリアといった

一面と、文化・医療・福祉・教育などを総合的

に含んだ形を考えております。具体的には、昔

語りの聞こえる道づくり事業、健康増進や子育

て支援・交流の場「わらすこ広場」、100円商店

街の開催における市街地の活性化、かむてんの

活用による情報発信を考えております。 

  また、空き店舗などにつきましては、現在行

っております新庄市商業地域空き店舗交通量調

査事業によるデータ収集を行い、市街地内の動

向を把握し、さらに地域内の分析などを行った

上で将来のまちづくりのイメージを構築してい

きたいと考えております。 

  空き店舗の所有者の意向調査等も含めまして、

空き店舗補助事業と連動させ、中心市街地の活

性化を図ってまいりたいと考えております。 

  このような事業を中核として商店街を活性化

するまちづくりを商業者・商業団体・関係機関

と連携を密にして構築していきたいと考えてお

ります。 

  次に、若者や子育ての定住化ということであ

りますが、味覚まつり、そばまつりとも新庄の

伝統的な個性的な食を通して物産の振興、地域
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間交流の促進を図ることを目的に開催しており

ます。 

  味覚まつりは、市内の商店街を会場に、過去

５回の開催で14万人の来場者があり、趣向を凝

らしたイベントを同時開催してまいりました。

そばまつりは、山屋セミナーハウスを会場に、

過去３回の開催で4,000食を提供してまいりま

した。 

  どちらも、市民だけでなく東日本大震災被災

地からの出店や参加、近隣地域へのＰＲ効果に

よる参加・視察など広域的な広がりも見せてお

ります。歴史の浅いイベントであり、改善すべ

き点はありますが、お客様からは好評で、新庄

の食を市の内外に大きくアピールすることがで

きたと考えております。 

  特に味覚まつりは、100円商店街とともに商

店街にとってにぎわいを創出する大変重要なイ

ベントであり、今後とも商店街の方々と協力し

合いながらより多くの集客ができるように努力

してまいります。 

  このように、各種イベントで地域の活性化を

図っております。それと同様に、定住化等も非

常に重要な課題となっております。そのため、

地元の若者の雇用対策、人材育成対策として、

昨年度から市の費用負担により最上育英会の奨

学金に新庄市枠を設けております。市内在住の

高校生が大学の理工系学部に進学した場合に月

額４万円の奨学金を無利子で貸与するもので、

卒業後に市内の製造業企業に就職した場合には

奨学金の償還を半額免除することで優秀な人材

の市内への定住をつなげていくものであります。 

  また、今年度から雇用奨励金制度を創設させ

ていただきました。これは市内企業が設備投資

を行い、新たに一定の常用雇用者を１年間雇用

した場合に、そのうちの市民の雇用者に対し市

が奨励金を交付するもので、雇用拡大を図る企

業を積極的に後押ししていく考えであります。 

  雇用の場の創出には、企業の誘致や立地企業

の拡大などが重要であると考えておりますので、

今後も努めてまいりたいというふうに考えてい

ます。 

  インバウンド事業の効果についてであります

が、少子高齢社会、人口減少社会の中で、１人

当たりの旅行消費額が大きいと言われるのが外

国人旅行者であります。全国で今、インバウン

ドに取りかかっているところであります。それ

に乗りおくれることなく進めていきたいという

思いで始まったばかりの事業でありますが、こ

としで３年目を迎えるわけであります。 

  県内外国人旅行者の６割を超える台湾からの

旅行者をメーンターゲットに、これまで台北国

際旅行博への参加や台湾のマスコミ、旅行関係

者の招聘など事業を展開し、新庄まつりだけで

なく、雪国体験や農業体験などの地域の体験メ

ニューや郷土食の提供などの食文化を情報発信

し、新庄・最上全体の魅力を「クール新庄」と

してアピールしております。 

  今年度は、さらなる知名度向上と観光産業の

活性化を図るため、旅行者の視線に立ち、旅行

商品造成の支援を創設しました。海外の旅行会

社が企画する旅行商品のうち新庄市の観光ＰＲ

を行うことを条件に、市内の観光施設や店舗へ

の立ち寄り、飲食を伴うものに対し一定額を助

成する内容としております。 

  さらには、11月には新庄市市民号で台湾訪問

し、参加予定100名で台北市に隣接します新北

市新荘区での昼食交流会を行う予定となってお

ります。人や文化の交流を深める大きな一歩に

なると期待しております。 

  台湾からの旅行者につきましては、雪や日本

の原風景、田舎での生活体験の志向があるとの

データも出ております。農家民泊などの滞在型

の旅行企画を検討しております。インバウンド

誘致へのはずみとなります支援制度と市民号に

よる訪問を生かし、地域の経済効果の波及と活

性化につなげてまいりたいというふうに考えて
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います。 

  また、その中におけるその範囲についてであ

りますが、新庄まつりはことし土日というよう

なことで大変な状況というのは、宿泊施設がと

れないという状況があります。そういうことも

想定しながら湯沢地域、あるいは大崎市の鳴子

の温泉、また近隣の東根・天童、そうした業界、

誘客の温泉地等との連携を進めてきているとこ

ろであります。この地域における宿泊人数は

4,000名前後ということでありますので、以前

にもお答えしましたが、周りの近隣を全部合わ

せて対応し、新庄まつりを盛り上げていきたい

というふうに考えています。 

  その目的でありますが、インバウンド等、あ

るいは新庄まつりの効果につきましての経済効

果でありますが、今、ゆめりあにおきます物産

館の売り上げが年２億円ほどであります。新庄

に新幹線が来まして11年ほどになるわけですけ

れども、10年間の新幹線による新庄の来新者は

1,000万人、年間100万人というふうになってお

ります。その100万人を、売り上げを２億円か

ら４億円にするためには200万人にする必要が

あるわけです。そういうような意味で、新庄ま

つり100万人構想を立て来客が多くなれば地元

の売り上げが上がるというようなことを信じて

いるところであります。 

  同じように、そばまつり、味覚まつりにおい

ては今始まりましたところですが、新庄まつり

以外の名所づくりを進めているところでありま

す。一つはエコロジーガーデンにおける

kitokito MARCHE、先月は駐車場が満杯でとま

るところがないと、また、多くの市民からはこ

ういう場所があったのかということで、非常に

歓迎されている場面もございます。 

  また、先日３月には台湾の学生４名ほどが新

庄を訪れまして１泊し、次に最上町でスキーを

行い、そして大蔵村で温泉をやったと。来るお

客さんにつきましては１カ所にとどまらないと

いうことがございますので、やはり広域的に進

めていかなければならないというふうに考えて

おります。 

  そんな中で、新庄市にはスキー場がございま

す。日本一なだらかなスキー場に、私はすばら

しいリフトがあると、これは絶対売り物になる

と、初心者の台湾の方々にぜひリフトに乗って

いただきたいという呼びかけを今しているとこ

ろであります。 

  台湾の情報の中では、新庄からばかり来てい

ただいてもらって気の毒であると。いずれ交流

事業に進めていきたいと。しかし、まだまだ台

湾と日本との経済格差があり、そこをどう埋め

るかというようなことの情報も得ている。しか

し、人と人とのつながりを大事にしていくとい

うことが交流人口にとって私はとても大事だと

いうふうに思っております。 

  またさきに戻りますが、人口減少対策に対応

するために、交流人口が必要だという１点をま

ず原点において進めていることをご理解いただ

きたいというふうに思います。 

  壇上からの答弁を以上とさせていただきます。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） では、再質問をさせて

いただきます。 

  市長の答弁の中で、100円商店街を非常に内

外にインパクトがあるイベントであるというこ

とを言っていただきました。 

  私は、100円商店街も味覚まつりもそばまつ

りも、イベントを否定しているわけではないで

す。ただ、そのイベントというのが年間を通し

てやっぱり行われるわけではないというところ

が私は非常に引っかかるわけです。やっぱりこ

の地域で商業を営んでいる人、住んでいる人、

365日商売を営み、生活をしているわけです。

そこを何とかしなくてはいけないのではないか

という、そういう意味の私は今回一般質問の内
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容にしているわけです。商業も大切、イベント

も大切、全て大切なんですけれども、365日生

活をしているんだということを認識して、その

生活自体をよくしなければ、それこそ何度も申

し上げますが、足による投票がどんどんどんど

ん加速するんじゃないかということを私は、そ

ういう思いを込めて質問をしているわけでござ

います。決してイベントを否定しているわけで

ございません。年間を通した実効力のあること

を今こそしなければいけないのではないかとい

うことを言っているわけでございます。御理解

をいただきながら答弁をお願いしたいと思いま

す。 

  施政方針の中に、「人行きかうまち」という

のがあって、市長もたびたびいろいろなところ

でそれをおっしゃっているわけですが、「人行

きかうまち」ってどこをイメージしてそういう

ふうに施政方針に入れたんでしょうか。まちづ

くり総合計画の中にも入っていますけれども、

それを答えてください。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

小嶋冨弥議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 背景といたしますのは、

やはり人口減少というものが如実になっている

というようなことがあります。その中で、それ

を背景としたまちづくり総合計画というものを

総合的にやってきましょうと、市の総合力を発

揮しましょうという中での一番手に来るところ

が「行きかうまち」でございまして、人がいな

ければ税も落ちない、活性力にもつながってい

かない、地域コミュニティの担い手の問題も出

てくるというようなことがありますので、「人

行きかうまち」が市内部の中でも域内、市街地

でも農村部の中での交流も行き交う、あるいは

外部との行き交うということもできるでしょう

というような意味合いも含めての一つのキャッ

チフレーズというような形になってございます

が、まず人づくり、子育て人づくりというふう

にかかわってもくる部分でありますけれども、

安全な魅力あるまち、地域づくりを行って、そ

この中で、市内部の中での人の行きかう、交流

できる、あるいはそれが地域間に広がって、地

域と地域との交流へ輪を同心円状に広げていく、

そういうふうなまちづくりを目指すというよう

な意味合いを込めておるものであると理解して

おります。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） 市内全域を想定して考

えていると、つくり上げたということですね。 

  先ほども申し上げましたように、中心商店街

は、皆さんも御存じのように大変な状態になっ

ているわけですよね。そこも含めて「人行きか

うまち」という看板を掲げているんであれば、

もう少し施政方針の中にも中心商店街をどうし

ていきたいのかという中身も入れてほしかった

なと思います。でも、先ほど市長の答弁の中で、

中心商店街でイベントを中心にいろいろやって

いくんだという姿勢も見えましたので、その辺

については評価させていただきたいと思います。 

  ただ、現実問題として、空き家、空き店舗、

空き地はどんどんふえているわけです。そこを

どういうふうにしていくか、ちょっと聞きたい

と思います。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 空き家、空き店舗の活

用につきましての御質問でございます。 

  現在、空き家、空き店舗の調査をしておりま

す。交通量のいわゆる車、それから人の流れも

含めました調査を今しているところでございま

す。平日、休日等の区分をつけての調査をして

おります。その結果を見て、やはりもう少しこ

の調査をまずやって、その結果を見て対応をし

ていきたいというふうに考えているところです

けれども、例えば空き店舗といいましてもやは
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り傷みの激しいといいますか、使えそうにない、

あるいはちょっと手を加えれば十分使えるとい

った店舗を今、色分けしております。その辺の

所在を明確にしながら計画をつくっていきたい

というふうに考えているところです。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） 調査中ということで、

調査も必要だと思います。しかし、調査しなく

ても明らかにわかるという現実がそこにありま

す。ぜひ、なるべく早目の施策や事業を構築し

ていただければと思います。 

  それに関連してですけれども、駅前通りの空

き地なんですけれども、何十年も草が生え放題

になっているところ、皆さん御存じだと思いま

すけれども、駅前通りと中の川が交差するとこ

ろ、旧丸久、郷野目のビルがあって、そこの向

かい側、田中寺とかそういうところの手前、御

存じだと思いますけれども、何十年もひどい状

況になっていますが、その辺の調査はなさって

いますか。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 御指摘の土地につきま

しては、こちらのほうでも承知しておりまして、

以前、御質問があったということで調査をさせ

ていただいた経過がございます。 

  土地の所有者等も一応調べてはおります。た

だ、あそこの土地につきましては非常に地盤が

低いものですから、道路と同じような高さまで

土地を盛らなければならないという状況がござ

います。土地を例えば購入して、さらに造成し

て活用するということになりますと、多大な事

業費がかかるものと想像されます。今現在、そ

こも含めましてどのような形で進めるのかとい

うことを全体的に計画する予定でございますの

で、事業効果も含めまして考えますので、検討

しているというところでございます。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） 柔軟に検討してほしい

と思います。あそこの土地自体が低い。低けれ

ば、あの形状を生かしたような利用の仕方も考

えられると思います。とにかく柔軟にいろいろ

なことを考えて、住民の方と商店街の方と相談

しながらよりよいものをあの辺に据えるという

か、そういうことも考えていただきたいと思い

ます。 

  なぜそう言うのかというと、今まで質問して

きた内容も含めてですが、あそこの中の川の流

域の方々がほとんど毎月のように川の掃除をし

ていることを御存じですか、執行部の方。朝、

もう５時、６時ぐらいからやっておりますね。

ごみ箱みたいなんですよ、あそこ。何でここに

ビールの空き缶とかいろいろなものが捨ててあ

るんだろうなと私ずっと思っていましたけれど

も、あの空き地がネックになっていると思いま

す。ぜひ早急に柔軟な頭脳で何かをつくり上げ

ていただきたいと思います。 

  中心商店街についてはいろいろお願いしたい

ことというか、あるんですが、また次の機会と

いうことにしたいと思います。 

  それでは、若者や子育て世代の定住化につい

ての質問に移りたいと思います。 

  交流人口というか、いろいろ市長も頑張って

いらっしゃることは先ほどの答弁でわかりまし

た。いろいろなイベントを開催して、とにかく

交流人口を図ろうという姿勢もわかりました。

しかし、やっぱり住む人をふやす、ここが一番

の重要なポイントじゃないかなと私は思うわけ

です。 

  東根市のことを私ずっと言いますけれども、

やっぱり気になります。タントクルセンターか

ら先ほどのあそびあランドから、とにかく子供

に照準を合わせているというところで非常に、

表現はどうかわかりませんが、恐怖感を覚えて
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います。そのぐらい非常にコアな政策と感じて

おります。でも、それぐらいのことをしないと

人口減少の抑制はまず無理なんじゃないかなと。

特化していかないと。もちろんお年寄りのこと

も大切です。もちろん大切ですが、やはり子育

て世代、子供、そういうところに特化して施策

や事業を進めていくべきなんじゃないかなと。

それが人口減少に対応できる恐らく唯一のこと

じゃないかと思うような感じもするわけです。 

  先ほど、100円商店街、いろいろなイベント

ごとを言っていますけれども、いろいろことを

なさっているのはわかります。評価もある程度

しますけれども、何というか、もう土台をどう

するかということを言いたいわけで、そういう

ことを考えて答弁をお願いしたいです。 

  ３万8,000人ですね、今、３万八千何百人。

間もなく３万7,000人台に突入しますが、それ

をどういうふうに受けとめていますか、市長。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 人口減少については、全国市長会

等、東北市長会に行きましても一極集中だとい

うようなことで、九州では福岡がひとり勝ちと

いうことで、それぞれの県が大変な状況に陥っ

ていると。18歳から24歳までの方々の移動率が

大変高いと。福岡に行けば何とかなるというよ

うな社会状況、国全体がそういう方向にあると

いうようなこと、全てが、どこかに行けば解決

できる。 

  新庄市においては、何もない、何もないとい

うようなことの歴史があったというふうに以前

私も答弁させていただきましたが、新庄市にも

すばらしい企業があると。この企業をやはりし

っかり応援していくということが雇用の場につ

ながる。雇用の場につながるということは、地

域経済の波及効果もあるというふうに私は信じ

ているところでございます。 

  そうした意味で、基本的に教育委員会にお願

いしているのは、ふるさと教育をお願いしたい

と。地域のふるさとを愛する子供たちをお願い

したい。その中の一環として、新庄まつりを中

心とした、また雪まつり、ふるさと全体のこと、

味覚も含めて、地域のものをしっかりと磨き上

げて伝えていただきたいと。 

  また、今回、中学・高校におきましてはイン

ターンシップというようなことで、企業訪問を

行うようにしております。現在では、ことし新

庄神室産業高校の校長先生とじかにお話ししま

して、工業高校の先生方が地域の企業を知って

いるかというようなことを提案させていただき

ました。全て子供たちを、県外の要請があるか

らそちらのほうに優先的に今までどおり就職を

あっせんしたと、おかしいんではないかという

ようなことを申し上げました。今、毎月、先生

方が交代で市内の企業回りを行うようになりま

した。そのことを各先生方に言って、やはり自

分の尊敬する先生が市内の地元の企業はすばら

しい企業だと、ぜひ大学なりに行ってそれを学

んで地元に貢献してほしいというようなことを

先生方が言っていただければ子供たちの励みに

なると、今まではそれさえもなかったというよ

うなことで考えていると思います。そうしたこ

とも含めて地域の教育力を上げなくてはいけな

いというようなことで、３番目に「人行きか

う」「ふれあうまち」、また「人学びあえるま

ち」、ふるさと教育と人材教育をしなければい

けないということで図書の充実を今図っている

ところであります。現場のほうからは図書館、

今、地域支援制度でありますが、図書館の支援

制度が起きたことで子供たちの読書量が数倍に

ふえているということも、私は地域における子

育てのための大事なことだというふうに思って

おります。 

  全て、また東根のことを取り上げて言ってお

りますが、東根は企業誘致に向けた人材育成を

数十年前から仕掛けてきていたという歴史がご
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ざいます。我々もそれをしっかりと次の時代の

世代の子供たちを育て、地域に残る人材を育て

ていくというのが我々の役割だということで今、

施策を組んでいるということを御理解いただき

たいというふうに思います。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） 長い答弁をありがとう

ございました。私は３万8,000人が間もなく３

万7,000人台に突入する、この数字をどう捉え

ていますかという質問をしたんですが、すばら

しく長い答弁になってしまって、残念でござい

ます。 

  では次に、いろいろなイベントをやっている

わけですが、先ほども申し上げましたように、

市職員の力がなければそのイベントは成立しな

いわけです。市の職員のマンパワーというか、

やっぱり今イベントに向けなければいけないん

でしょうか。そこをちょっと聞かせてください。

今この状況のときにイベントにマンパワーを向

けるべきなのかどうか、そこを。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

小嶋冨弥議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 マンパワーは、思います

に、市職員だけでなくて市全体でというような

意味合いがこれは必要だろうと。先ほども総合

力と申し上げましたが、市職員だけではイベン

トは企画できません、実施もできません。やっ

ぱり市民との協働というような名のもとで実態

に即して進展せしめなければ成功への道という

ものはないというふうに思っております。先ほ

ど市長も申し上げましたように kitokito 

MARCHE、あれが一つ大きな例でございまして、

昨年度から２年度目になりまして、メディアで

も大きく取り上げてございます。これを今月号

の市報にも表紙として飾るということで、市民

にも情報をよくよく発信させていただくという

ような手段をとってございますが、市職員だけ

ではなくて、あそこも同じように民間とともに

うちらのほうもブラッシュアップしながらとも

に仕上げていくと、この繰り返しが必要なのか

なというふうに思うところでございます。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） わかりました。本当に

限られたマンパワー、限られた財政だと思いま

すので、ぜひ効率のよい活用の仕方をしていた

だければなと思います。 

  地方自治法第２条14項にもありますけれども、

最少経費で最大の効果をというのが自治のベー

スですよね。ぜひそこを考えていただいて、頭

に入れていただいて、いいベクトルを持った施

策を進めていただきたいと思います。 

  では、インバウンドのところにいきたいと思

います。 

  県内に来る台湾の旅行者の６割と言ったのは、

外国人旅行者の６割が台湾の方だということで

すね。そういうデータもあるんですけれども、

私が見つけたデータは、台湾の方からのアンケ

ートを、旅行者への認知度アンケートですけれ

ども、北海道を知っているかという質問に対し

ては83％から89％ぐらい、東京を知っているか

も大体同じくらい、中部地方の飛騨高山で27％

から32％、認知度ですよ。じゃ東北全体をどれ

ほど知っているか、台湾の旅行者のアンケート、

15％から20数％、こんな数字が出ています。台

湾から日本に入ってくる旅行者は年間90万人か

ら140万人、差はありますけれども、そこの10

数％、20数％、その中の山形の新庄に来る人と

いうのを頭に入れながら進めていただきたいと

思います。 

  全国で、それこそ世界的に有名な観光地が今、

「用意スタート」みたいに思い切り事業を進め

ています。大きな予算を持って事業を進めてい

ます。その中に参入するんであれば、例えば京

都も大阪もそれこそ松島も全てがライバルにな
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るわけです。そこをぜひ頭に置いていただいて、

ライバルをしのぐような動きをしていただけな

いかと。それができないならば、やっぱり見直

すべきではないかと私は考えるわけでございま

す。 

  日本政府観光局で「インバウンド事業の心

得」みたいなものを出していますが、やはり勝

ち残るマーケティング戦略が必要だと。あと施

設・環境整備が必要だと言い切っております。

やるんであれば本気でやっていただければと思

います。どのような感じでおやりになるつもり

ですか、答えてください。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 インバウンドについて

の御質問でございますが、やはり知名度は今の

ところは低いです。それは十分に認識しており

ます。ただ、台湾の旅行者は、有名な観光地だ

けを狙っているのではなくて、雪とか田舎とい

った、田舎の生活みたいなところに非常に憧れ

ている。「おしん」効果みたいなものもあるん

ですが、そういうことがアンケートとして非常

に多く出ております。その点、新庄は非常にタ

ーゲットを組みやすいというふうに考えておっ

て、今は台湾をターゲットにしているというこ

とでございます。 

  いろいろ御指摘もございましたので、マーケ

ティングを組んで今旅行業者とタイアップして

いるところでございます。 

小嶋冨弥議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午前１０時５０分 休憩 

     午前１１時００分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

山口吉靜議員の質問 

 

 

小嶋冨弥議長 次に、山口吉靜君。 

   （１７番山口吉靜議員登壇）（拍手） 

１７番（山口吉靜議員） 皆様、御苦労さまでご

ざいます。絆の会、山口吉靜でございます。 

  生活保護の受給者は、昨年12月で約215万人

に上り、1950年に今の制度が始まって以来の最

多であります。こうした人たちが自立できるよ

うにどう支援していくかが大きな課題であり、

問題であります。 

  政府は、今年度から生活保護の基準額を段階

的に引き下げる。夫婦と小中学生がいる世帯で

月約２万人の扶助費減となる場合があるとされ、

これから景気がよくなるならば、受給者が減っ

ていくのに物価も上がっている、むしろ受給額

をふやす展開にならないか。言っていることと

やっていることが矛盾していると思います。子

供に悪影響が及ばないように十分な配慮が必要

であります。 

  それでは、発言通告に従いまして一般質問を

させていただきます。 

  次の７点について質問させていただきます。 

  まず１点目は、生活保護についてであります。 

  生活保護とは、憲法の定めに基づいて、国が

生活に困っている全ての人々に対しまして、そ

の困っている状況と程度に応じて健康で文化的

な最低程度の生活を保護するとともに、一日も

早く自分自身の力で生活できるように手助けす

ることを目的としております。収入を得ながら

申告せず、生活保護費を不正に受給したとして

山形市が市内の生活保護法違反の疑いで県警に

告訴しておりました。 

  当市での生活保護費の不正受給を認知した例

についてお伺いいたします。 

  次に、２点目は、市の障害者福祉についてで

あります。 
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  障害がある方が地域で自立して生活していけ

るよう、さまざまな支援を実施し、地域で快適

に暮らせる仕組みの確立を目指すことですが、

相談支援事業についてどのような理念、施策、

事業内容かお伺いいたします。 

  次に、３点目は、子ども・子育て支援につい

てお伺いいたします。 

  子ども・子育て支援法の制定により、全自治

体が事業計画を策定しなければならないが、策

定の検討状況について伺います。 

  子ども・子育て関連３法とは、１つには子ど

も・子育て支援法、２つ目は認定こども園法の

一部を改正する法律、そして関係法律の整備な

どに関する法律でありますが、市の事業計画の

策定検討状況の対策、また本市ではどのような

考えに基づき子育て支援の充実に取り組まれて

いるかについてお伺いいたします。 

  次に、４点目は、ごみ出しが困難な高齢者に

ついてであります。 

  ごみ出しが困難な高齢者のごみ収集について、

市としては高齢化・核家族化が進む中で、高齢

者世帯や障害者世帯に対するごみ収集サービス

のあり方については課題の一つとして認識し、

収集効率や費用対効果、さらに対象者の条件設

定など多くの課題があります。今後、制度化に

ついて、また家庭ごみの個別収集についてお伺

いいたします。 

  次に、５点目は小中学校の教育環境について、

夏期の猛暑対策への配慮についてですが、現在

取り組んでいる学校対策について検討されてい

るものは。また、過去３年間における熱中症で

救急搬送された人数及び真夏日、猛暑日の日数

についてなどお伺いいたします。 

  新庄市教育委員会では、新庄市長期教育プラ

ンに基づき、当市小中学校ＩＣＴ教育環境の整

備状況についてお伺いいたします。 

  次に、６点目ですが、市道の安全環境につい

てであります。危険箇所の安全確認はしており

ますか。現状はどうか。通学路に危険箇所はあ

るか。また、具体的な通学路の安全対策につい

て、危険箇所の把握など、どのような道路管理

をされているかについてお伺いいたします。 

  次に、７点目は、待機児童解消についてお伺

いいたします。 

  待機児童は、親の就労、求職や病気などで認

可保育所に入るための要件を満たしているのに

定員超過などで入所できない乳幼児。 

  横浜市の待機児童対策のポイントは、１つに

は民間企業の参入促進、２番目には市独自の基

準を満たす認可外施設の積極活用、そして市役

所に専門相談員を配置する。 

  また、厚生労働省によりますと、2012年４月

現在の全国の待機児童は２万4,825人と公表さ

れましたが、本市についての保育所待機児童の

現状、今後はどうかにつきましてお伺いいたし

ます。 

  以上で壇上での私の質問を終わります。御清

聴、まことにありがとうございました。御答弁

よろしくお願いします。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、山口市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  初めに、生活保護の不正受給に関する御質問

でございますが、生活保護の申請に当たっては、

収入や預金、活用できる資産、扶養義務者の援

助の可能性を調査、審査した上で保護が決定さ

れますが、申請時に虚偽の申告や収入隠蔽が判

明した場合は不正受給とみなされ、生活保護法

第78条に基づく保護費の返還が求められます。 

  また、生活保護受給後における新たな就労収

入や年金改定、資産処分などによる所得を隠蔽

もしくは過少に申告した場合も同様に不正受給

とみなされ、保護費の返還が求められます。悪

質なケースは、生活保護の廃止処分となります
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し、被保護者などが保護費の返還に応じない場

合は、生活保護法による罰則が適用され、告訴

されることとなります。 

  本市においては、過去に、被保護者の生活保

護制度に対する理解不足による報告のおくれな

どによる処分事例はございますが、最近、新聞

やテレビで報道されている悪質な意図を持った

不正受給の事例はこれまでのところ発生してお

りません。 

  今後とも適正な生活保護制度の運用に努めて

まいりたいと考えております。 

  続きまして、障害者福祉に関する御質問です

が、平成24年４月に改正自立支援法が施行され、

障害福祉サービスを利用する際に、サービスな

ど利用計画案の作成が義務づけられました。こ

の改正の趣旨は、障害者の方々が自立した日常

生活や社会生活を営むことができるようにする

ため、相談支援体制を整え、個々の利用状況に

応じた利用計画を作成し、サービス提供を行う

ことを目的としたものであります。 

  このサービス等利用計画案を作成するのが特

定相談支援事業所であります。４月１日現在、

当市では５カ所を指定しており、うち新庄市が

委託する２カ所、友愛園と福祉サポートセンタ

ーですが、特定相談支援事業所の相談支援実績

は2,068件でありました。これらの事業所では、

利用計画案の作成のみでなく、計画作成後も障

害福祉サービスが利用者にとって適当なものか

どうか利用状況の検証を行い、利用者の希望に

沿えるよう継続したサポートを行っております。

このほか生活上での悩み、就職相談など一般的

な相談や、各種申請の補助などにも応じており、

行政や関係機関と一体となった支援に取り組ん

でおります。 

  今後も相談支援事業所と連携を図り、障害者

の希望を踏まえた障害者施策を進めてまいりま

す。 

  次に、子ども・子育て関連３法に伴う市の事

業計画の策定の質問についてであります。 

  子ども・子育て支援法を初めとする関連３法

が昨年８月に成立し、子ども・子育て支援法に

より、市町村子ども・子育て支援事業計画の策

定が全市町村に義務づけされております。 

  計画策定に当たりましては、国の基本方針を

踏まえ、地域での子ども・子育てにかかわるニ

ーズを把握した上で、管内における新制度の給

付、事業の需要見込み量、提供体制の確保の内

容及びその時期を盛り込むことになっており、

計画期間を平成27年度から５年を１期として、

平成26年度末までに策定することとなっており

ます。 

  国の基本計画の策定については、去る４月26

日に、国において子ども・子育て会議が設置さ

れ、現在、協議がなされているところでありま

す。また、支援法では、市町村においても同様

に地方版子ども・子育て会議を設置し、計画策

定に当たるものとされており、幼稚園・保育所

関係者、子供の保護者、有識者などから成る会

議、仮称ではございますが、新庄市子ども・子

育て会議の設置条例を９月に提案したいと考え

ております。 

  具体的な支援事業については、この会議で検

討されることになりますが、少子化や核家族化

が進む中で、安心して産み、育てられる環境を

社会全体で構築するため、今後、保護者を対象

に行うニーズ調査をもとに、地域に合った支援

策を講じてまいりたいと考えております。 

  次に、ごみ出しが困難な高齢者の対応・対策

についてでありますが、ごみ集積所は各町内に

約770カ所設置されております。１ステーショ

ンにつき15世帯程度が対象となり、距離的にも

ある程度不便のない状況と考えております。 

  ごみ出しが困難な高齢者全般に対し、当市に

おいては直接的なごみ収集のサービスは提供し

ておりませんが、訪問介護サービスの生活援助

の中でごみ出しも行っている場合もございます
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が、これもヘルパーサービスの時間帯に合わせ

て行うこととなります。 

  東日本大震災後、全国的に防災への取り組み

も含め、地域コミュニティの見直しが図られて

おります。町内会においては、ひとり暮らしの

高齢者のごみ出しなどを手伝うなどの事例も見

られます。 

  このように、ともに支え合う共助の精神を育

てていくことも地域力の重要な役割になってき

ていると考えます。ごみ出し困難な高齢者の状

況については、今後、区長会を通じて把握して

いきたいと考えております。 

  小中学校の教育環境については教育長より答

弁させますので、よろしくお願いいたします。 

  次に、市道の安全環境についてでありますが、

道路を適切に保全し、安心・安全な道路交通を

確保するためには、常に道路の安全点検を実施

することは非常に重要と考えております。 

  現在、市道の延長は301キロメートル、路線

数は596路線となっており、道路状況の確認に

当たっては、日ごろ職員が行っているパトロー

ルや、通行者・付近住民からの通報などにより

危険箇所の把握に努め、事故を未然に防止して

いるところであります。 

  また、教育委員会、警察、地区住民の参加に

よる通学路点検を実施しており、これらの点検

の内容としましては、側溝、ガードレールや側

面の段差など危険箇所を確認し、計画的な安全

対策を実施しております。 

  橋梁につきましては、長寿命化対策として平

成22年度から専門の業者による点検を実施し、

平成25年度には補修計画を策定し、平成26年度

以降、順次補修工事を予定しております。 

  なお、道路において一般交通に障害が生じる

おそれや、緊急の場合は危険性を回避するため、

バリケードなどによる交通規制を実施して安全

確保をしております。 

  今後とも道路における危険箇所の把握に努め、

事故を未然に防ぐよう努力してまいりたいと考

えております。 

  最後に、本市における保育所待機児童の現状

についてでありますが、現在、本市においては

認可保育所が市立保育所が３所、民間立保育所

が２所となっております。４月１日現在の入所

定員595人に対し入所児童は561人となっており、

待機児童は発生しておりません。 

  新庄市においては、少子化により就学前児童

数が減少傾向であるにもかかわらず、産休明け

の女性の就労や共働き世帯の増加など、特に３

歳未満の保育に欠ける児童がふえてきておりま

す。 

  これまでの対策として、平成22年度に、中部

保育所の３歳以上児の保育室を２歳児室に変更

し、18名の定員増を行いました。また、親の就

業形態の多様化により、認可保育所では対応で

きない保育ニーズに柔軟に対応していただいて

いる認可外保育施設について、安心して子供を

預けられる環境整備を行うため、平成14年度か

ら市独自基準による認証保育所制度の創設や運

営費の補助を行い、認可保育所における３歳未

満児の保育需要の増加を補完する役割も担って

いただいております。 

  今後も、多様化する保育ニーズに対応できる

よう努めてまいりたいと思います。 

  壇上からの答弁を以上とさせていただきます。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

小嶋冨弥議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 私のほうからは、小中学校の教

育環境についての御質問にお答え申し上げたい

と思います。 

  まず最初に、学校の夏期猛暑対策でございま

すが、昨年の夏は近年になく暑い日が続き、各

校とも子供たちの健康、体調管理に十分に目配

りをして対応したところでございます。 

  まず、湿度並びに体感温度を下げるため窓を

極力開放し、換気対策を行うとともに、気温上
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昇ぐあいを見ながら教室内に設置している扇風

機を回すなど暑さ対策を施しました。また、脱

水症状を防ぐため、子供たちに水筒を持参させ、

小まめに水分補給をさせるなど、子供たちみず

から考え、行動するよう指導もしております。 

  気分が悪くなったらすぐ申し出るよう声がけ

もしており、昨年はかなりの猛暑であり、熱中

症などが懸念されましたが、保健室で静養した

ケースはあったものの、救急車で搬送されると

いう事例はございませんでした。 

  東北地方の３カ月予報では、ことしも気温が

平年よりも高いと予想される率が40％であり、

昨年同様にソフト面で対策を講じてまいりたい

と考えております。 

  なお、ハード面では、４月に小中学校空調設

備についての調査及び実施設計を発注したとこ

ろでございます。来年度以降、優先すべき保健

室、図書室、職員室などを計画的に整備してま

いりたいと考えております。 

  また、過去３年間における熱中症で緊急搬送

された人数及び真夏日、猛暑日の件でございま

すけれども、22年度から24年度までに熱中症で

救急搬送されたのは23年度の２件のみで、体育

の授業中及び部活動終了後の下校中にぐあいが

悪くなり救急搬送された事例がございます。22

年度、23年度ともに35度以上の猛暑日はなく、

30度以上の真夏日はともに15日でありました。

24年度は真夏日が22日、猛暑日も３日ありまし

たが、重篤な症状の子供は出ておりません。 

  また、学校のＩＣＴ環境の整備の状況でござ

いますけれども、平成22年度にスクールニュー

ディール構想が国から示されまして、公立学校

だけでも１兆1,000億円を超す額の整備がござ

いました。そこにいち早く手を挙げまして、教

職員の業務用パソコン１人１台、校内ＬＡＮの

整備率100％、また電子黒板、ノートパソコン

等を導入して現在学校で使っております。また、

昨年度から図書室の本のデータベース化なども

図られまして、読書環境の整備等々にもＩＣＴ

を活用しているところでございます。以上でご

ざいます。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

小嶋冨弥議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） 御答弁まことにありが

とうございました。 

  それでは、再質問をさせていただきます。 

  まず、１番に、生活保護についてですけれど

も、前年度と比較して生活保護受給者数をお伺

いいたします。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、小

野 享。 

小嶋冨弥議長 成人福祉課長兼福祉事務所長小野 

享君。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 昨年と比

較した生活保護受給者数ということでございま

すが、平成24年、昨年の４月時点では162世帯、

222名の受給者数でございました。ことしの４

月、25年４月時点の世帯数、受給者数でござい

ますが、世帯数が196世帯、人数が270名となっ

ております。この間の開始・廃止の出入り等は

ございますが、34世帯、48名の増加というふう

な現状でございます。以上です。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

小嶋冨弥議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） どうもありがとうござ

いました。 

  生活保護費の受給額についてお伺いいたしま

す。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、小

野 享。 

小嶋冨弥議長 成人福祉課長兼福祉事務所長小野 

享君。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 生活保護

費の支給額についての御質問でございますが、

これも昨年と比較してお答えしますが、平成23

年度におけます支給額につきましては２億
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7,258万円でありました。平成24年度における

支給額につきましては３億2,882万円となって

おります。先ほど申し上げました保護世帯の増

加により5,624万円増加したというふうな現状

でございます。以上です。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

小嶋冨弥議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） どうもありがとうござ

いました。 

  次に、県内市町村で保護率が最高と最低の市

町村、わかりましたらお伺いいたします。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、小

野 享。 

小嶋冨弥議長 成人福祉課長兼福祉事務所長小野 

享君。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 県内市町

村での保護率の状況ということでございますが、

市段階での状況をお答えいたします。 

  24年度になりますが、最高は米沢市の1.1％、

最低が寒河江市の0.18％でございます。ちなみ

に新庄市の保護率でございますが、同時点では

0.87％というふうな状況になっております。以

上です。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

小嶋冨弥議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） どうもありがとうござ

いました。 

  生活保護から脱却するために福祉事務所が行

っている支援策等についてお伺いいたします。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、小

野 享。 

小嶋冨弥議長 成人福祉課長兼福祉事務所長小野 

享君。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 生活保護

からの自立更生に向けまして担当課、成人福祉

課が行っている支援策についてでございますが、

自立更生に向けましては、やはり一番基本的に

考えられるのが就労支援でございます。これに

つきましては継続的な対策をとっておりますが、

この支援に当たっては公共職業相談所と連携を

とりながら進めております。さらに最上総合支

庁、新庄市、公共職業相談所で構成します自立

支援協議会、これを設置いたしまして、常に情

報交換を行っているという状況でございます。 

  さらに、このたびの生活保護の見直しに伴い

まして、平成24年度からは市と公共職業安定所

の間で生活保護受給者等就労自立促進事業、こ

れを新たに進めることとしておりまして、協定

を結んでおります。これに基づきまして、効果

的・効率的な就労指導を進めていきたいという

ふうに考えております。以上でございます。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

小嶋冨弥議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） どうもありがとうござ

いました。 

  次に、市の障害者福祉についてですけれども、

本市における障害別の手帳所持者数などをお伺

いいたします。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、小

野 享。 

小嶋冨弥議長 成人福祉課長兼福祉事務所長小野 

享君。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 障害別の

手帳の所持者数ということの御質問でございま

す。 

  障害者手帳につきましては、身体、それから

知的、それから精神、これら３つの事由に基づ

きまして交付されておりますが、平成25年３月

末時点の手帳所持者数についてお答えいたしま

すと、身体障害者手帳の交付者が1,957人、そ

れから知的障害を理由とします療育手帳の交付

者が236人、それから精神障害を事由といたし

ます精神障害者保健福祉手帳がございますが、

この交付が140人というふうな状況になってお

ります。以上でございます。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 
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小嶋冨弥議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） どうもありがとうござ

いました。 

  次に、本市における自立支援医療申請者数を

お伺いいたします。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、小

野 享。 

小嶋冨弥議長 成人福祉課長兼福祉事務所長小野 

享君。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 障害者に

係りまして自立支援医療制度というのがござい

まして、基本的には特定の障害を持っている

方々の医療費の負担を軽減するというふうな制

度でございます。 

  理由としましては、身体障害、もう一つ精神

疾患を理由とした２つのケースがございますが、

昨年度の状況でございますが、身体障害を理由

とした受給者数が36名、それから精神疾患を理

由とした受給者数が325名というふうな状況で

ございます。以上でございます。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

小嶋冨弥議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） どうもありがとうござ

いました。 

  それでは、あと市障害者福祉計画の計画の改

定時期などについて、わかればお伺いいたしま

す。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、小

野 享。 

小嶋冨弥議長 成人福祉課長兼福祉事務所長小野 

享君。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 障害者に

かかわる福祉計画の策定時期というふうな御質

問でございますが、現行で障害者を対象としま

す福祉計画としまして、新庄市障害者計画、こ

れと新庄市障害福祉計画、大変似通っておりま

すが、この２つの計画がございます。このうち

新庄市障害者計画というのが基本計画となりま

して、これが平成27年度までの現在の策定期間

となっております。 

  また、それに基づく個別計画になります新庄

市障害福祉計画、これにつきましては平成26年

度までの計画年次というふうになっております

ので、したがってそれは年次の前年度、もしく

はその段階で改めて次期計画を策定するという

ふうなことを想定しております。以上です。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

小嶋冨弥議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） どうもありがとうござ

いました。 

  次に、子ども・子育て支援についてですけれ

ども、子ども・子育て関連３法の本格施行に向

けた今後のスケジュールについてお伺いいたし

ます。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 議長、

板垣秀男。 

小嶋冨弥議長 子育て推進課長兼福祉事務所長板

垣秀男君。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 子ど

も・子育て関連３法の本格施行に向けた今後の

スケジュールということでございます。 

  先ほど市長からも申し上げましたとおり、国

におきましてことしの４月26日に第１回目の子

ども・子育て会議が開催されております。また、

５月８日には、第１回目になりますが、子ど

も・子育て会議の基準検討部会というものが開

催されております。 

  昨年度、法律が施行されたということなんで

すが、実際の制度設計についてはこれからが本

番を迎えるというようなことでございます。ま

た、財源となります消費税の改正、そういった

ものの動きなど、今後国の動向を注視しながら、

子ども・子育て支援新制度に対応していくとい

うようなことになろうかと思います。 

  市のスケジュールといたしましては、子ど

も・子育て支援事業計画策定の核となります子
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ども・子育て会議、仮称では新庄市子ども・子

育て会議となる予定ですが、その設置条例をこ

としの９月に上程させていただく予定になって

ございます。また、その会議につきましては、

今年度３回程度実施される予定になってござい

ます。 

  あわせまして、今年度ですが、子育て世代へ

のニーズ調査というものを実施したいというふ

うに考えてございます。それに基づきまして、

計画の基礎となります必要とされるサービス、

そういったものの数値目標などを設定していき

たいというふうに考えてございます。 

  また、子ども・子育て支援新制度でございま

すが、こちら国の方向では、早ければ27年の４

月に施行されるというようなことになってござ

います。それに合わせまして、支援計画につき

ましては平成26年度中に策定する必要があると

いうことになります。また、それに伴いまして、

平成25年度につきましてはその準備、それから

制度改正等に伴う新システムへの移行準備とし

て、現在の条例ですとか、そういったものの改

廃の検討を行っていく予定になってございます。

以上です。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

小嶋冨弥議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） どうもありがとうござ

いました。 

  次に、本市ではどのような考えに基づいて子

育て支援の充実に取り組まれるのかお伺いした

いと思ったんですが、今の答弁と大体重なりま

すから、これはいいです。どうもありがとうご

ざいました。 

  次に、小中学校の教育環境についてですけれ

ども、過去３年間における熱中症で救急搬送さ

れた人数、さっきお伺いしましたね。これも結

構です。 

  次に、教育環境整備として、確かな学力を育

む教育、社会性や道徳性の育成、健やかな体の

育成、健康教育の推進についてどのように考え

ておられますか、お伺いいたします。 

髙橋千春学校教育課長 議長、髙橋千春。 

小嶋冨弥議長 学校教育課長髙橋千春君。 

髙橋千春学校教育課長 大きな質問というか、い

ただきましたけれども、まず、最後のほうの健

やかな健康というふうなところでも御質問をい

ただいたわけですけれども、年度当初の校長会

等で学校のほうの指導をしているわけですけれ

ども、大きくは心の教育を大前提に進めていく

というようなことをしているところです。 

  健康についても、体育の授業などを基本にし

ながら、なるべく個々の学校での対応になりま

すけれども、運動量をふやす等の対応をしなが

ら健康づくりを進めていくというようなことを

しております。 

  それから、学力についても、これもこれまで

も取り組んできておりますが、授業の充実、授

業の改善というようなことを進めてきておりま

す。 

  最近の学校での取り組みの特徴としては、学

び合いを進めていくと。いわゆる従来の、どち

らかというと一斉指導の授業ではなくて、生徒

同士がお互いに学び合ってそして力をつけてい

く、そういうふうなところの取り組みを進めて

きております。これについては我々指導主事の

学校訪問ももちろんですし、学校によっては大

学の教授等も招聘しながら授業改善に努めてき

ているところです。 

  それから、一番大事な心の教育というところ

なわけですが、これもずっと平成５年以来取り

組んできているところでありますけれども、心

の教育のアクションプランというものを各学校

で経営計画等に位置づけながら心を育てるとい

うようなことを進めてきております。 

  昨年度、明倫中なんかでも年間を通して進め

てきているんですが、昨年は１月12日だったで

しょうか、全部のクラスで道徳の授業をすると、
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それに基づいて午後からは今度は全校の集会を

すると、そういうふうな取り組みをしている学

校もあります。 

  あと、ほかの学校なども道徳とかお互いの触

れ合いというか交流を大事にした行事等で年間

を通じて、もっと言うと小学校、中学校含めて

９年間で心を育てていく、そういうふうな取り

組みも進めてきているところです。以上であり

ます。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

小嶋冨弥議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） どうもありがとうござ

いました。 

  次に、市道の安全確認についてですけれども、

民地から道路上への倒木などについて、道路管

理者としての考えをお伺いいたします。 

松坂聡士都市整備課長 議長、松坂聡士。 

小嶋冨弥議長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 民地から道路上への倒木

について、道路管理者としての考えというふう

な御質問でございました。 

  道路管理者の責務といたしましては、道路を

常時良好な状態に保ち、一般交通に支障を及ぼ

さないようにというふうなことで法で定められ

ております。このため、気象条件により、突風

などにより隣地からの倒木等、通行者が安全確

保できないような緊急性の場合につきましては、

早急な通行確保の観点から道路管理者で安全対

策や障害物除去を行っているところでございま

す。しかし、道路への障害が予想される場合、

危険性回避のため、樹木の所有者へ伐採等のお

願いをしている状況でございます。以上でござ

います。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

小嶋冨弥議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） どうもありがとうござ

いました。 

  あと、通学路に危険箇所は今現在はないと思

いますが、ありますか。また、具体的な通学路

の安全対策について、どのように考えておられ

るかお伺いいたします。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 議長、柿崎憲

一。 

小嶋冨弥議長 教育次長兼教育総務課長柿崎憲一

君。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 通学路の危険

箇所があるかということと、それから通学路の

安全対策についてでございますが、昨年度、緊

急点検ということで53カ所、各校から申し出が

ありました。その中から13カ所、実際に教育委

員会、学校、それから各道路管理者、警察が集

まりまして現地を確認して対策を施したところ

でございます。 

  昨年の事例で申し上げますと、学校としては

児童への横断歩道での横断方法の再指導、また

国・県・市の道路管理者としては側溝へのふた

かけなどによる路側帯の拡幅、また斜線内に速

度抑制ドットラインや注意喚起、路面標示の設

置などを行っております。警察の公安の対策と

しては、横断歩道及び停止線の再標示や交通取

り締まりの強化等々を行ったところでございま

した。 

  今年度でございますけれども、昨年度に引き

続きというふうなことで、学校のほうからは35

カ所の危険箇所というようなことで申し出がご

ざいます。 

  先日、教育委員会と道路管理者等で下見を行

いましたけれども、12カ所ほどですが、その中

から６カ所について合同点検を今年度も行う予

定になっております。以上でございます。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

小嶋冨弥議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） どうもありがとうござ

いました。 

  次に、待機児童解消についてなんですけれど

も、保育所に入れない待機児童の問題は新庄市
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の場合はゼロだということなんですけれども、

今後、昨日の新聞によりますと、新庄市の待機

児童が2012年は２名であったが2013年は０名と

ありましたが、減少の経緯について、差し支え

なければお伺いいたします。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 議長、

板垣秀男。 

小嶋冨弥議長 子育て推進課長兼福祉事務所長板

垣秀男君。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 待機児

童減少の経緯というふうな御質問でございます

けれども、待機児童につきましては、過去６年

間を振り返ってみますと、前回を含めて２回ご

ざいました。そのいずれもが３歳未満児、いわ

ゆるゼロ歳から２歳までのお子さんの待機とい

うようなことでございました。 

  今年度、待機児童がゼロというふうなことで

ございますけれども、特に何か、例えば定員を

ふやしたとかそういったことはございません。

ただ、前年の３歳未満児のお子さんが、特に２

歳児ですが、そのお子さんが３歳のほうに進級

すると。そこであいた部分について、ゼロ歳か

ら２歳のお子さんが翌年に入ってくるというよ

うなことでございまして、その繰り返しになっ

てございます。今のところ、特にこちらのほう

で定員をふやしたとかはないんですけれども、

そういったサイクルの問題で今回、待機児童が

いないというようなこともございます。 

  また、あわせまして、認可外保育所等でいわ

ゆる未満児の子供さんをより多く扱っていただ

ける体制ができてきておるというようなことも

ございまして、今回のゼロというふうなものに

つながったのではないかというふうに考えてお

ります。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

小嶋冨弥議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） どうもありがとうござ

いました。 

  県子育て支援課は、厳しい経済状況のため、

保育環境が整えば共働きを希望される親御さん

は出てくると思いますので、継続的な対策が必

要と分析されております。さらなる対策が必要

かと思いますが、その点について最後にお伺い

いたします。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 議長、

板垣秀男。 

小嶋冨弥議長 子育て推進課長兼福祉事務所長板

垣秀男君。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 さらな

る対策というふうな御質問でございます。 

  御存じのとおり、新庄市におきましても核家

族化とか高齢化、それから地域での人間関係の

希薄化などによって家庭や地域での子育て力と

いうのが低下しているというような現状にあり

ます。そういった地域の保育ニーズに対応して

いくというようなことで、多様な子育て支援の

充実というのが必要になってくると思います。 

  また、保護者の方の働く状況、さまざまな状

況があるわけなんですけれども、その状況の違

いにかかわらず、質の高い幼児期の教育ですと

か保育、そういったものを提供していくという

ような体制づくりも当然必要になってこようか

と考えますので、今後これからニーズ調査等を

行うことにあわせましてそういったことの検討

をしていきたいというふうに考えてございます。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

小嶋冨弥議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） どうも御丁寧な御答弁

ありがとうございました。 

  以上で再質問を終わります。どうもありがと

うございました。 

小嶋冨弥議長 ただいまから１時まで休憩いたし

ます。 

 

     午前１１時４５分 休憩 

     午後 １時００分 開議 
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小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開します。 

 

 

石川正志議員の質問 

 

 

小嶋冨弥議長 次に、石川正志君。 

   （５番石川正志議員登壇）（拍手） 

５ 番（石川正志議員） 議席番号５番、絆の会

の石川でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

  それでは、発言通告書に基づき一般質問をい

たします。 

  全体的な課題として市内北部、言いかえます

と、泉田川土地改良区が管理する地域の非かん

がい期、すなわち冬期間の水をどうやって確保

していくのかという問題でございます。 

  周知のとおり、新庄市は地理的条件により水

が少なく、先人たちの御苦労により最上川・泉

田川から取水し、農業用水を確保してまいりま

した。 

  農業用水のかんがい期間は５月７日から９月

７日までとなっており、河川からの取水量と合

わせて国交省河川局からの規制も厳しくなって

おり、農家にできるだけ不便をかけないよう、

農業用水を管理している土地改良区も難儀して

いるのが現状でございます。 

  そこで、第１点目でございます。これまで担

当課に伺い、話をしてきたところ、市内北部へ

泉田川から取水して、地域用水の一つでありま

す消流雪用水として水利権を取る考えはないと

のことでした。今後このような考えを見直す計

画はあるのか、市長の見解をお伺いいたします。 

  次に、防災上の観点から伺います。 

  市内には、火災など有事の際に使用するため

防火水槽や消火栓が設置されておりますが、自

然水利、これは堰や道路側溝になると思います

が、自然水利と併用しないで、これら防火水槽

や消火栓だけで有事の際に足りるのかという質

問でございます。市長の考えをお伺いいたしま

す。 

  なぜこのような質問をするかといえば、残念

なことですが、昨年12月、泉田地区で火災が発

生いたしまして、消火のため地元消防団が水を

確保するため、遠くの防火水槽や消火栓から中

継し、難儀されたとお聞きしたからであります。 

  ３番目の質問です。農村及び周辺町内の生活

環境向上を図る上で、水路には常に水が流れて

しかるべきと考えられますが、市長はどのよう

にお考えかお聞きいたします。 

  ２番目、３番目の質問の背景としまして、慣

行水利権がない地域の苦しい実情があります。

平成24年11月に、土地改良区を指導する西奥羽

農政局からの指示で、これまで非かんがい期に

慣行水利権を有する仁田山地区からの残水の通

水が規制され、塩野、横根山、柏木原、そして

泉田地区の一部へ水が一滴も流せなくなってし

まいました。同地域では、これまで冬期間の間、

山菜類の促成栽培やその他、生活用水の一部と

してこれらの水を有効に利用してきた経緯があ

ります。 

  最後の質問になります。 

  第１点目の項目と重なりますが、今後、新庄

市として新たに水利権を取る計画はあるのか市

長の見解を伺います。河川からの水利権は一度

取得できれば未来永劫の権利となることから、

国交省河川局の規制は非常に厳しいものとなっ

ております。実際、河川の水量観測を初めとし

て取水の目的、取水量、水を流す施設の整備な

ど、事務量と経費は現在、雪総合対策室の仕事

ぶりを拝見しましても膨大であり、職員も苦労

されているというふうに認識しております。 

  しかしながら、今以上の市民生活にかかわる

地域用水が確保できれば、それだけ居住環境と

生活環境の向上が図られると思いますので、前
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向きな答弁をいただければ幸いでございます。 

  以上、壇上からの質問を終わります。御清聴

ありがとうございました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、石川議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

  １点目から４点目まで、水に関する一点集中

主義というようなことで、本当に私もいろいろ

なお話を聞いている中で、仁田山、塩野地区、

また北部地域の皆さんの冬期間の水不足という

ことについてはお話を聞いているところであり

ます。 

  また、市内においても当然水のことに対する

要望が強いというようなことであります。現状

についてお話しさせていただきたいというふう

に思います。 

  泉田川から消流雪用水としての水利権取得の

是非、新たな水利権取得についてですが、３年

続きの豪雪は、より市民の皆様と連携した雪対

策の必要性を改めて感じたところであります。

そのための手段として、流雪溝整備の推進を今

後とも継続してまいりたいと考えています。 

  市内北部の取水については、平成16年の第２

次新庄市総合雪対策基本計画策定時に既存水量

の調査を実施し、十分な取水量を確保できない

ことを確認しており、そのため最上川に水源を

求め、国営新庄農業水利施設を活用した流雪溝

整備事業を進めてまいりました。特に冬期間に

おいては伏流水が非常に底になるという、乾く

ということで、当時の調査としては冬期間、非

常に難しいと。それなどもありまして、神室ダ

ムの建設にもなったと。それまでは泉田川から

取水していましたが、市内全域、地域が広範に

住宅が広がったことにより、水を取水する量が

足りないと。特に黒沢地域からでは鳥越に水を

上げることはできないというようなことで、神

室ダムに投資し、県から取水しているというよ

うな現状であります。 

  また、水利権につきましては、今後におきま

しても消流雪、流雪溝整備の進捗状況に合わせ

て３年ごとに水利権申請を行使し、目標である

毎秒３トンの取得を目指しております。現在は

0.6トンというようなことで、側溝の完成の距

離に応じて３年ごとに取水量を上げていくとい

う方針であります。 

  ただし、このことから、水利権の取得につい

ては今後ともさまざまな関係機関と調整し、情

報収集しながら、見逃すことなく、タイミング

よく水利権の確保を図っていくための情報収集

を今後とも図ってまいりたいというふうに考え

ております。 

  次に、火災の際の防火水槽、泉田の件をお話

ししました。その後、本合海でも何本かつない

で消火したという事例があり、担当課と協議し

ているところであります。 

  消防水利の基準は、消防法に基づいて市町村

の消防機関が消防活動をするために必要とする

最小限の水量を定めたものだということ。消火

栓、防火水槽のほか河川、池などの自然流水に

ついても消防水利として指定されております。 

  本市の既存の消防水利は、消火栓699基、防

火貯水槽247槽、消防車両で活用できる河川や

側溝水、池などの自然水利については約200カ

所を最上広域消防本部で把握して消火活動に活

用しております。 

  また、市消防団においては小型動力ポンプ95

台を所有していることから、実際の消火活動で

は、消火栓のほか動力ポンプによる河川や側溝

水、池なども活用しており、水利に対応した消

火活動を行っているのが現状であります。 

  地域の要望に基づいて設置している消防水利

ではございますが、新たな宅地化や道路の新設

などにより状況が変わっている地域もあります

ので、今後も地域の要望に基づきながら消防水
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利の整備を進めていきたいというふうに考えて

おります。 

  また、生活環境を図る上で、水路の水の重要

性でありますが、冬期間だけでなく夏の水も欲

しいというようなことは承知しております。雨

水がそこにたまって非常にボウフラが湧き、環

境的にくさいというような話も聞いて、たまに

降った水がそれを流してくれているというのが

現状であります。それらがたまっていると生活

環境が悪いというのが当然だというふうに思っ

ています。生活環境の維持向上という観点から、

夏場も欲しいところではあるんですが、冬期間

の水利権は持っているわけですが、夏期につい

ては土地改良区における水の管理に任せざるを

得ないということが現状であります。 

  こうした水源、水利権に関しても、今後とも

情報収集を進めながら、市民の皆さんとともに

生活環境の向上に努めてまいりたいというふう

に考えています。 

  水利権に関しては大変厳しい、非常に難しい

ものではありますが、訴え続けなけば来ません

ので、今後とも何度となく足を運んで当局のほ

うに実情を説明しながら、水利権の確保に努め

てまいりたいというふうに考えております。 

  壇上からの答弁は以上とさせていただきます。 

５ 番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

小嶋冨弥議長 石川正志君。 

５ 番（石川正志議員） 懇切丁寧な答弁いただ

きました。 

  ただいま主に都市整備と環境課という観点で

御答弁いただいたと思いますけれども、再質問

という形で、農林サイドからの確認というか答

弁いただきたいので、質問させていただきます。 

  農村環境の向上を図る上で、今市長の答弁で

も触れましたけれども、触れていない部分もあ

わせて、地下水と圃場の生物多様性、圃場に限

らず水路でも同じなんですが、その観点から伺

います。 

  水路に限らず、圃場に水が存在するというこ

とは、生物多様性と周辺の地下水の上昇など、

農村環境の向上に大きく貢献していくものと考

えられますが、農林サイドからはこれらの問題

に対してどのように考えているのかお示しいた

だければというふうに思います。 

齋藤彰淑農林課長 議長、齋藤彰淑。 

小嶋冨弥議長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 生物多様性につきましては、

昨年、国が環境保全型直接支払交付金という制

度を立ち上げました。 

  この中身につきましては、一つは慣行の化学

肥料・農薬、この使用の回数・量を半分以下に

減らしつつ、冬期湛水ということで、２カ月以

上、雪が降っている期間を除いて水をためるこ

とによって、そこの微生物と昆虫、幼虫類が生

息すると。それを鳥類が食べてそこで循環する

と、そういうふうな視点からこの制度ができ、

今年度もありますけれども、このような制度が

立ち上った背景にはやはり環境保全という意味

で、冬期湛水においてはそれなりの効果がある

というふうな結果を踏まえたことでの交付金制

度かなというふうに認識してございます。 

  それから、地下水の上昇につきましては、確

かに農業用水利ということで、井戸水をくみ上

げている地域においては、その上流部において

田んぼに水が張られるとようやく地下水がくみ

上げられるというふうな結果が出てございます

ので、当然、水田に水が張られていれば地下水

が上昇するということは認識してございます。 

５ 番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

小嶋冨弥議長 石川正志君。 

５ 番（石川正志議員） また、今回の地域用水

の問題と農業用水の問題は本来であれば混同す

べきではございませんが、農業用水の一部は地

域用水、市民の皆様が暮らすための生活用水と

して活用されている現状がありますので質問し

ますけれども、今、市長答弁の中でも、関係機
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関と協力しながらという答弁をいただいたので、

それ以上の答弁はお答えしにくいかと思います

が、もう一回農林課長にお伺いしますが、既に

改良区としては農業用水の取水期間、ですから

５月７日から９月７日までと、取水量とも増加

してほしいという旨の要求は国にはしてきたわ

けです。この議場の中でも、恐らくつや姫が導

入されたことによって、これまでは10月の初旬

までで終わっていた稲刈りですが、おくて品種

の普及によって約１週間ぐらい収穫期間が延び

ると。そのような観点から、改良区としては国

に対して陳情なり要望をしてきたと。新庄市の

農林行政としては、そのような土地改良区中心

の動きになろうかとは思いますが、これまでど

ういったかかわりを持たれてきたのか。 

  またあるいは、今、私の質問を通して皆様が

水の必要性を十分に考えていただければ幸せな

んですが、今後、そうした水の必要性を認識し

た上で、新庄市農林行政としてそのような改良

区などの関係機関とどのようにかかわりを持っ

ていくのかお示しいただきたいというふうに思

います。 

齋藤彰淑農林課長 議長、齋藤彰淑。 

小嶋冨弥議長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 これまでの改良区とのかかわ

りにつきましては、事業をやるごとに当然相談

があって、その対応をしてきたというふうに聞

いております。ここ二、三年、つや姫のデビュ

ーということで、落水時期を少しおくらせない

といい米がとれないというようなことがありま

して、さらに加えて、昨年、その前と２年連続

の猛暑というふうになってくると、やはり水が

必要であるというようなことで、このような場

合には、河川局と１週間程度延ばしていただく

というふうな暫定的な協議はして対応してきた

というふうなところでございます。 

  今後の農林行政としてのどういうことをなさ

れるのかというふうな質問でございますが、や

はり皆さん御存じのように、新庄盆地は山は見

えても山の懐が浅いというということで、昭和

52年に国営新庄水利事業を初めとして、とにか

く水源を最上川に求めてきたと。それに先立ち、

泉田川土地改良区におきましては金山との境に

桝沢ダムをつくって、泉田川上流から水を入れ

込みながら、昭和27年から工事が入って、昭和

42年までの国営泉田川農業水利事業によってダ

ムあるいは幹線水路、あるいは頭首工というも

のが整備されてきました。 

  しかしながら、国営新庄水利事業ともあわせ

て、最近、基幹水利等につきましては、20年、

30年、40年経過したものが多々ありまして、基

本的に老朽化が著しくなってきているというふ

うなことで、泉田川土地改良区、新庄土地改良

区合わせながら、この新庄全体の基幹水利の問

題、あるいはダムの問題、頭首工の問題、こう

いった一連の農業用水利施設のいわゆる長寿命

化というか、改修も含めて今後どうしていくの

かということも考えていかなければならないわ

けですし、もともと泉田川につきましては、御

存じのように夏の間、特に水が一滴も流れてい

ないような非常に水量不足の河川でございます

ので、用水の再編という観点からいろいろ再編

構想を立てながら、今後の新庄市の水について

研究していく必要があるんではないかなと思い

ます。 

  桝沢ダムにおきましては、当時675万トンの

貯水量というふうな設計でございますが、これ

までの土砂堆積等によりましてどれだけダムが

埋まったのかというようなこともありますし、

理論的に計算しても、１日12万トン放水します

と56日ぐらいでなくなるというふうな、雨が降

らない場合ですが、このような小さなダムでご

ざいますので、今後どれだけの水が必要なのか、

反復水が利用できないのか、あるいは河川から

もう少し水がとれないのかとか、あと機能診断

してどれだけ改修費がかかるのか、こういった
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ものを洗いざらい今後調査が必要ではないかな

というふうに認識してございます。以上です。 

５ 番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

小嶋冨弥議長 石川正志君。 

５ 番（石川正志議員） 非常に丁寧な説明を頂

戴したと思っております。 

  今後とも農林行政としても、農業用水と本当

に暮らす部分の地域用水との色分けはほぼ不可

能な状態ですが、そこを何とか前向きに、農村

と都市の共生と、よく私どもの森議員がいつも

おっしゃいますけれども、お互いさまであると

いうことで、でも、それなんかでも水がない中

でやはりどうにかしなければいけないという御

苦労、まず農林課長、先頭を切ってプランをぜ

ひお示しいただきたいなというふうに思います。 

  私のほうではこれが最後の再質問となります。 

  市長の答弁の中で、国交省河川局に訴え続け

ると。本当に一度許可を得てしまえば未来永劫

となる権利ですので、非常に大きいと。その分

だけハードルも高いんですが、そこにしか多分

答弁はないと思いますけれども、私は総合的な

観点からの将来性という点で、ぜひ荒川課長か

ら御見解をお伺いしたいんですが、河川からの

地域用水として許可水量を獲得する場合、これ

までお話ししてまいりましたけれども、目的が

かなり限定されて、しかも河川から河川への移

動が原則的な考えであるというふうに伺ってお

ります。 

  当該地域、すなわち北部においては、くだん

の泉田川とあとほかの自然河川がないわけでご

ざいまして、非常に名目が立ちづらいという中

で、あと目的も、私ども暮らす人にとってはち

ょっとした水があれば本当に満足がありまして、

水を得るためにわざわざ水路の入れかえまでは

考えてございませんが、そうなると、やはりど

うしても総合的な視点で捉えて新しい発想のも

と、都市整備あるいは農林課の調整がこれから

必要になろうかとは存じますけれども、その辺、

荒川課長のご見解をいただければというふうに

思います。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

小嶋冨弥議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 大変難しいことを求めら

れているというふうに認識しております中で、

水問題につきましては、やはり適切な分析のも

とに市民のコンセンサスが得られなければ、こ

れは使い得ない、長期にわたる貴重な資源の活

用というふうに思います。 

  その根拠を見出すならば、やはり市民ととも

につくり上げてまいりましたまちづくり総合計

画、その中で土地の利用の基本構想、これがあ

りまして、それに基づく高度利用計画に立脚す

るしかないのかなというふうに思います。その

中では、水の役割・大切さについてさまざま訴

えておりますが、一番は水資源、これを涵養し

ている森、森林ですね、ここを大切にしなけれ

ばならないということを代表として自然環境を

まず保全するために使わなくてはいけないんだ

と。もう一つは、私たちの生命維持というよう

なことが来まして、これは動植物もみんな入っ

てくるんでしょうけれども、まず一番大きく、

誰しもがかけがえのない水を使うために目的と

されるものはこの２つであろうと。 

  次が、今さまざまな形の中で利活用されてい

る農業用水、今も相まってという形で生活用水

もお話しされておりましたけれども、その辺が

くるというふうな形になろうかと思います。 

  あとは等々、親水公園がありますけれども、

忘れてならないのは、やはり防災利用というよ

うな観点の部分が先ほどさまざま指摘されてお

りましたが、こう考えてまいりますと非常に使

い道が多く、やはり私たちの生活が維持されて

いく上ではかけがえのない資源なんだというよ

うなことが再認識されるところでありますので、

一つは、先ほど農林課長からもありましたが、

具体の構想が出てきましたならば、今、雪対策
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室のほうでさまざま難しいと。難しい状況でや

っているというようなこともありましたけれど

も、その目的が必要性が高いのか低いのか、優

先順番的なものからしても。あと、長期的な活

用からすれば、きちっとした設備投資も必要と

なってきますので、その設備投資が引き上げな

ければいけなくなるような使い方ではまずいと

思いますので、しっかりとした調査を、ある程

度の時間を含めた形の中で長丁場でやらなけれ

ば正しい分析も出てきませんし、したがって市

民のコンセンサスも得られてくるのではないか

なというふうに思っているところでございます

ので、総括的に見れば、大切なかけがえのない

水を今言った形の順番が立脚しているまちづく

り総合計画でうたっておりますので、そこに基

づいて進めるべきだろうというふうに思います。 

５ 番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

小嶋冨弥議長 石川正志君。 

５ 番（石川正志議員） 非常に難しい質問をい

たしまして、私も原稿書くのに一苦労しました。 

  今回、私の一般質問を通じまして、本当にか

けがえの水と、これが今あるところとないとこ

ろがあるというところでございます。ぜひ議場

の同僚議員全18名の方々も同じ自分のところと

いうふうに認識していただいて、また市長には

リーダーシップをとっていただきまして、断固

とした決意で、何年かかっても北部地域の住民

のために水利権を取るんだという御覚悟を決め

て物事に当たっていただきたいということを要

望いたしまして終わります。 

 

 

散      会 

 

 

小嶋冨弥議長 以上で本日の日程を終了いたしま

したので、散会いたします。 

  あす11日午前10時より本会議を開きますので、

御参集願います。 

  本日は御苦労さまでした。 

 

     午後１時２４分 散会 
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開      議 

 

 

小嶋冨弥議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名でございます。 

  なお、代表監査委員髙山孝治君及び農業委員

会会長星川 豊君より欠席願が出ております。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第３号）によって進めます。 

 

 

日程第１一般質問 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第１一般質問。 

  本日の質問者は３名であります。これより２

日目の一般質問を行います。 

 

 

奥山省三議員の質問 

 

 

小嶋冨弥議長 それでは、最初に奥山省三君。 

   （７番奥山省三議員登壇）（拍手） 

７ 番（奥山省三議員） おはようございます。 

  開成の会の奥山です。よろしくお願い申し上

げます。 

  通告に従いまして一般質問させていただきま

すけれども、きのうの小関議員と重なる部分も

かなりあると思いますので、よろしくお願いし

たいと思います。御容赦願います。 

  それでは、質問に入らせていただきます。 

  市政運営の基本的な考え方として「人行きか

うまち」「人ふれあうまち」「人学びあえるま

ち」とありますけれども、新庄のまち中をきの

うの昼間歩いたんですけれども、ほとんど人と

会いませんでした。まして夜なんかは、ほとん

ど人っ子一人いないというのが現状のようです。

なぜでこんなに人が少なくなったというか、若

い人がいないというか、ますます加速する人口

減少につきまして、どのように考えているのか

お聞きしたいと思います。 

  この状態を打破するような手だてはどのよう

に考えているのか。やはり若者は少なくなって

いるように思います。働くところもなければ遊

ぶところもないので、人口減少に歯どめがきか

ないのではないでしょうかというふうに私は思

っていますけれども、市長の考えをお聞きした

いと思います。 

  他の市町村と同じように少子高齢化の波の中

にのまれていってしまうのでは困ります。人口

減少に伴って地域に与える影響についてはどの

ように考えているのかもお聞きしたいと思いま

す。 

  22年の国勢調査では、県内唯一、東根市だけ

が人口増加していました。県下で一番勢いのあ

るまちであることが証明されています。最近の

新聞報道ですけれども、新庄市は2040年には人

口が２万7,000人と報道されております。現在

よりも約30％の減少です。さらにですけれども、

65歳以上の高齢者の割合は約40％になるとして

います。４人に１人が65歳以上ということにな

ります。 

  少子高齢化が進むことで働き手が少なくなり、

労働生産性や活力の低下につながるほか、若者

が減少することで地域コミュニティや相互扶助

による社会保障システムの維持に支障が生じる

おそれがあります。子供の数が少なくなり、人

間関係や社会性の発達にゆがみが生じる教育上

の問題等も懸念されます。これらは市の財政に

直結することであり、過度な人口減少が続けば

深刻な財政破綻に陥る危険性もあります。人口

増加対策のプロジェクトを組んで検討していく

必要があると思いますが、いかがですか。 
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  地域観光で交流人口をふやすことも大切です

けれども、人口減少問題の根本的な解決にはな

らないと思います。どのようにお考えですか。 

  定住人口から子供が生まれなければ人口増加

はあり得ないと思います。これから人口減少、

高齢化に伴って産業構造の変化もあらわれると

思いますが、この点についてはどのように考え

ていますか。 

  新庄市のこの地域の未来のために方向を転換

する時期に今来ているものと思います。これら

についてどのように取り組んでいくのかお聞き

したいと思います。 

  次に、空き家の除却についてお伺いします。 

  昨年の調査では、全体の空き家件数381戸の

うち既に倒壊とみなされる空き家が23戸という

ふうな結果が出ていますけれども、老朽危険空

き家の除却について今後どのように対応してい

くのか、お考えをお聞きしたいと思います。 

  このような空き家は景観が悪いだけではなく

て、害虫などの発生源にもなっている状態です

ので、近隣に迷惑を及ぼしています。現時点で

の条例では、倒壊した空き家を集落の全体で片

づけることすら今できないという状況です。保

有者が不明の空き家についても今後どのように

対処していくのかお伺いします。 

  以上で壇上からの質問を終わります。御清聴

ありがとうございました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、奥山市議の御質問にお

答えさせていただきたいと思います。 

  人口減少についてどう思うかというようなこ

とは、これは国中の問題、日本国全体の問題と

して今取り組まなければならない問題だと、新

庄だけではないというふうに思っております。

その即効薬があればそれはすばらしいことであ

りますが、即効薬が見つからないということで、

今国全体で大きな問題化しているというふうに

私は思っております。 

  全て生まれてから高校まで全部を無料化にす

るというような方針も最近文科省等で出てきて

いるというようなことで、その背景にはやはり

子育てに大変大きな費用がかかるという不安も

あるというようなこと。さらには、それで豊か

な生活の表現力として子を多く持たないと。ま

た、労働環境の成長に伴い、それぞれの賃金が

上がったことにより、ひとりで暮らせるという、

そんな社会背景があるのかなというふうに思っ

ております。 

  本市の住民基本台帳人口は、確かにことし３

月末現在の総人口３万8,308人、毎年減り続け

ているわけです。この減る率をどうやって抑え

ていくかということが今我々に与えられた課題

だというふうに認識しているところであります。

前年同期より331人減少したわけですが、内訳

としては、お亡くなりになられて、また生まれ

てくるという、自然的な減少が３分の２という

こと。あと社会的な減少、大学等進学、あるい

は就職、さらには転勤などの方々が３分の１と

いうふうな状況になっております。 

  先ほど申し上げましたように、人口構造の推

計、2040年度のことがありましたが、国全体の

問題だということをどう捉えていくか。また、

他の国では移民政策を取り入れて人口をふやし

ていっていますが、日本の同一民族・同一言語

という国家観の中でどういうふうにして受け入

れが可能なのかと。これについても社会的なテ

ストというか試験が今後必要であるというふう

に思っております。 

  人口減少に伴い地域に与える影響ということ

ですが、当然減少においては経済力が縮小して

いくということがございます。経済力が縮小す

るということは税収が減少し、財政に及ぼす影

響も当然出てくると、御指摘のとおりでありま

す。この中におきまして、何とか人口減少の率
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を下げ、そして活力ある地域をつくり出してい

くためには交流人口を基本的にふやしていくと

いうことが現状での最大の政策の一つだという

ふうに捉えているところであります。 

  人口交流のやり方はさまざまあるかと思いま

すが、今のところは新庄まつりで100万人とい

うような構想を掲げ、何とかこれを一点突破し、

さらにその波及効果を狙っていきたいというふ

うに思っているところであります。 

  その脇役ではありませんが、それぞれ主役で

はありますが、年間を通してカド焼きまつりで

あるとか、あるいは秋になかった味覚まつり、

そばまつりなどを交流をふやしながら、そして

経済の活性化につながるような形にしていきた

いと。また、これは長期的な中で継続すること

によって地域のブランド化が図られるというよ

うなことを期待しているところであります。 

  またさらには、ことし６月15日からデスティ

ネーションキャンペーンのプレが始まるわけで

すけれども、先日、最上葛麓会のほうに行って

宣伝をしてまいりました。今回の観光博のパン

フレットを見て、向こうのふるさとを思う皆さ

んがこれだけ一堂に会したパンフレットを初め

て見たということで、８市町村の本当に力の入

れよう、全員が力を合わせて、産学官民挙げて

新庄最上地域の魅力を発信していきたいという

思いの詰まったパンフレットに大変なお褒めの

言葉をいただいたところであります。 

  実際に新庄まつりに行きたいというようなお

話をいただきましたが、ことしは土曜日という

ことで宿泊場がないと。補うこと、これについ

てはやはり地域連携、湯沢、あるいは大崎、庄

内、また近隣の尾花沢、東根、村山、そうした

ところの宿泊施設を連携しながら受け入れ体制

の整備にしていかなければならないというふう

に思っているところであります。 

  クールジャパン新庄推進室をことし設置した

わけですが、何といっても他と違う表現力を使

ってこの地域の魅力を磨き上げていくというと

ころがクールジャパンの思い入れだというふう

に御理解いただければありがたいというふうに

思います。 

  また、さまざまな情報提供を行っていくこと

により、やはり新庄市内で先日の奥羽本線、新

庄以北の新幹線誘致活動におきましても、秋田

から来られる方がそれぞれ新庄市内の持つラー

メンであるとかそばであるとか、そういうこと

に対して大変興味を持って食されているという

こと、これも一つの宣伝効果であり、交流の成

果だというふうに思っているところであります。 

  また、人口減少、高齢化の進行による産業構

造の変化という点でありますが、その状況によ

り、今、今回刻々とさまざまなニーズが発生し

ているわけですけれども、例えば女性や高齢者

の雇用機会をふやすことや、介護産業の進展が

求められているというふうに感じております。 

  そうしたことから、最上広域コア学園、コン

ピューター専門学校ですが、来年度新たに介護

福祉士養成学科を新設する予定でおります。介

護分野の担い手の育成を目指し、今後とも地域

の要望に応えられるような雇用の場の確保を進

めるということも、産業構造の変化を予測しな

がら、ニーズに対応した方向づけを今後とも進

めてまいりたいというふうに考えております。 

  また、子供たちから、ものづくり、中核工業

団地、それぞれの団地の皆様との懇談会を通し

て、やはりものづくりに興味のある子供たちの

育成を進めてほしいというようなことの要請が

ございました。そういう意味で、教育センター

が理科教育に特化し、そして今、先生方が学校

訪問し、理科や科学の授業、具体的な実験教室

に力を入れているところであります。 

  また、神室産業高校においては、きのうもお

話ししましたが、子供たちに地域の優秀なすば

らしい会社があるということも知っていただい

て、新庄から離れてもぜひもう一度新庄の企業
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に就職していただくというような、そういうふ

うな政策も行いながら今現在進めているところ

であります。その地域のニーズにマッチした、

そんなことの常に情報を得ながら、的確に対応

できるような体制をとっていきたいというふう

に思っております。 

  最後の、地域の未来についての方向性につい

てでありますが、転換するべきではないかとい

うことでありますが、平成23年度に第４次振興

計画、市民の皆様方から集約していただき、そ

してこの議会で認めていただいた新たな第４次

振興計画、平成32年までの10年の中で総意とし

てこれをなし遂げていくということが私の役割

だというふうに思っております。始まったばか

りですぐ結論は出ない部分もありますが、長期

にわたって人材育成などを図っていかなければ

ならないというふうに思っているところであり

ます。そうしたまちづくり総合計画の着実な実

施こそが、元気なまち新庄をつくる政策だと信

じているところであります。 

  何といってもまた、本市の最大の課題は雪対

策であるということは、これまで何十年、新庄

の課題だということがありました。これにも果

敢に挑戦し、そして雇用・交流の拡大を図り、

そして安全・安心の充実、子育て・人づくりの

３つの重点プロジェクトを設定し、鋭意取り組

むことによって減少率を何とか食いとめていき

たいというふうに思っているところであります。 

  最初に申し上げましたが、お亡くなりになる

方が年間大体500人近く、生まれる方が300人弱

というような状況であります。10年たてば黙っ

ていても2,000人から2,500人減少していくとい

う、これは日本中の今課題なわけであります。 

  また、雇用の拡大や空き対策、子育て支援な

ど、まちづくりを行う上で主要な事業を組み合

わせ、一歩一歩着実に市政運営に努めてまいり

たいというふうに思います。 

  それから、空き家についてでありますが、空

き家に関する24年度の苦情・要望は51件。その

うち雪害に関するものが48件で、雪により全壊

に至ったものは１件、一部損壊が３件、ほかに

も廃屋状態で危険性が高いという通報が４件ご

ざいました。 

  平成25年度に入ってからの苦情・要望は５月

末現在で９件。そのうち、４月７日から８日に

かけての暴風により屋根トタンが剝がれたり破

損したり損壊した空き家の一部が飛散したケー

スが５件、ほかには、雪が消えて離れた場所に

ある小屋の倒壊が判明したり、損壊した建物の

撤去要望や廃屋状態などでいつ暴風時に空き家

の一部が飛散するかわからないなどの通報があ

り、飛散した屋根・トタンなどを市で撤去した

ケースもございます。 

  これらの危険空き家につきましては、あくま

でも個人の財産でありますので、所有者または

管理者の責任において対応するのが原則であり

ます。そのため、市の対応といたしましては、

所有者などの所在を明らかにして、適正管理を

指導するのが基本と考えています。指導により

実際に撤去がなされたり、できる限り早い対応

を行うという回答があったケースもございます。

しかしながら、所有者が判明しても遠方にいて

全く連絡がとれない、所有者が亡くなっても相

続すべき人がいない、相続がなされて対応すべ

き人がいないとのケースもあり、これらのケー

スにつきましては、他の自治体に照会しながら

住所地を調査し、文書で指導を行ったり、戸籍

をたどって相続関係を明らかにしながら、家庭

裁判所に相続放棄の照会を行うなどの作業を進

めておりますが、時間もかかるため思うように

進んでいかないという現状もございます。 

  また、調査により対応すべき人が明らかとな

ったといたしましても、撤去費用の面で対応で

きないというケースもございます。今年１月か

ら施行した空き家条例におきましては、市の助

言、指導、勧告、命令、公表により適正管理を
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促すとしており、現時点では行政による代執行

までは考えておりませんが、施行されてまだ５

カ月という状況もございます。今後も引き続き

調査や解決に向けた対応を進めてまいりますが、

全国的な問題と捉えて、国や県に対し法整備の

必要性も訴えてまいります。 

  また、所有者不明の空き家については今後ど

のように対処していくのかという点ですが、３

月31日現在で市が把握している空き家件数は

387件、そのうち宛て先不明で返送されたもの

が45件、返送はされていないが意向調査の回答

がないものが61件ございます。これらにつきま

しても引き続き住所地の調査を行うとともに、

意向調査の回答がなかったものについては再度

調査書を送付するなどの対応を進めてまいりま

す。 

  その中で、所有者などが判明しない空き家が

切迫した状態に陥った場合、市の応急措置を必

要とするケースが出てくる可能性がありますが、

所有者等が判明しなくても負債者がいるケース

などもありますので、法的な面で債権者への対

応が必要かどうかについても専門家等の助言を

得ながら対応してまいりたいと考えております

ので、何とぞ御理解を賜るようお願いいたしま

す。 

  壇上からの答弁を以上とさせていただきます。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 答弁ありがとうござい

ました。 

  まず、新庄市では限界集落、65歳以上の住民

が50％以上、それは多分ないとは思いますけれ

ども、これに準ずるような地域は新庄市にはあ

るのでしょうか。その辺お聞きしたいと思いま

す。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

小嶋冨弥議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 限界集落というようなこ

とでございますが、限界集落としての調査があ

るわけでもありませんが、同類の調査が過去に

ございまして、２年ほど前だったと思うんです

けれども、そのときには65歳以上が町内人口の

過半数を占め、かつ、そのような状況によって

町内コミュニティによる活動が停滞していると

いうような定義に該当するところについてはご

ざいませんが、過半数を超えているというふう

なところは２町内ございましたが、現在では２

町内のうち１つが減っておりまして、１町内に

なっております。ただ、この１町内につきまし

ても農村集落部分ではありませんで、市街地の

中に存在するという状況でございます。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） ただいま２町内あった

ところが今１町内になったという話ですけれど

も、そこの市民生活というか住民生活の影響と

いうか、２町内が１町内になったということは

よくなったというふうに考えていいわけですか。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

小嶋冨弥議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 見方によってはさまざま

だとは思いますが、これが集落、あるいは山村

部、山間部に展開する状況になるとすれば、非

常に今後の展開についても将来的に不安な要素

が出てくるというふうには思われますが、まち

の中というようなことがありますので、山村環

境とはまた違うというふうなことに思います。 

  ただし、コミュニティの中でやはり活動をし

ていくには、担い手として不足していくという

こともありますので、過半数に至らない形の中

で新陳代謝が続いていくならばというふうには

思います。ただ、２つが１つに減っているとい

うようなことについては、傾向としては悪くは

ないというふうには考えられるのではないかと

いうふうに思います。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 
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小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） さっき市長の答弁です

と、これは国と政府というか、全国的な問題だ

からということですけれども、新庄市独自とい

いますか、新庄市としてもやっぱり人口減少に

対して国と政府にだけお任せするのではなくて、

ある意味でプロジェクトというか、そういうこ

とを考えてやっていけばなと私は思っています

けれども、その点についてはどのように考えて

いますか。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

小嶋冨弥議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 市長がるる申し上げまし

たとおりでございますが、国を挙げての問題と

いうふうに申しますのは、例えば人口減少、少

子高齢化を乗り越えたというふうに言われてい

るフランスの場合ですと、合計特殊出生率もこ

の間報道されたばかりでございますが、日本の

合計特殊出生率は1.41、一番高いところの都道

府県で沖縄が1.9。2.07を超えないと人口は伸

びないとされている中で、日本の状態はそのよ

うな状況でございます。その中で、フランスが

2.0を超したというふうにこの間、報道ありま

したが、それは約１世紀かかっているというよ

うなことでございます。市長が再三、長期的に

継続して、市民総意のものでのこの計画を地道

に一歩一歩着実にと申し上げているのはそのよ

うなところもあろうかと思います。 

  ただし、例えば議員がおっしゃられているよ

うに、東根との差がというふうになってくると

すれば、新庄市の場合につきましては城下町、

あるいは雪が多いがゆえに水がうまい、ある程

度豊富にあるというようなこともありますので、

そういう差別化をもって独自性を出していける

というようなものがさまざまな、例えば安心な

まちづくり、あるいは魅力あるまちづくり、そ

の中で展開できるものかなというふうには思い

ます。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 私が今言ったことは、

新庄市が独自の考え方でプロジェクトチームを

組んで、人口減少の状況に対して人口が増加す

るように、例えば環境の整備ですね、今回も子

育て３法とかいろいろやっているようですけれ

ども、子育てをしやすいような環境を整備する

ような、市内で独自にプロジェクトチームをつ

くって市で行政で応援していくような考えはあ

るかというふうにお聞きしたんですけれども、

ちょっと違うような答えを今伺ったんですけれ

ども、その点もう一回お願いしたいと思います。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

小嶋冨弥議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 子育て環境につきまして

は、子育て支援策とともに環境整備が大事であ

るというようなことは大事なことながら、ソフ

ト・ハードの面で重要性、これは非常に認識さ

れるところでございますけれども、今おっしゃ

られた子ども・子育て関連３法につきましても、

昨年８月の成立を受けまして、今後国の詳細な

提示があって、それを受けた形で全国的に展開

される。その中でも一つ、子育て環境の整備・

充実ということも入ってこようかと思います。 

  子育てにつきましては、例えば今言ったよう

な形のものが将来的に期待できる部分でもござ

いますし、新庄市独自の政策におきましても、

医療面の助成とか子育て家庭の負担軽減とかと

いった面で保育料もしくは家賃、そういう面で

も環境整備を行っていると。これも一つの新庄

市独自の子育て支援、環境整備というようなこ

とが言えるのではないかというふうに思います。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 去年の12月にも一応こ

の質問をしたんですけれども、そのときの市長

の答弁ですと、雇用・交流の拡大、安全・安心
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の充実、子育て・人づくりの３つの重点プロジ

ェクトに取り組み、人口減少を抑制し、定住で

きるようまちづくりの推進をしているとの説明

ですけれども、これらについて具体的には何を

言っているのか、具体策が見えないといいます

か、その点についてお伺いしたいと思います。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

小嶋冨弥議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 まちづくり総合計画の戦

略上の３大プロジェクトというような部分でご

ざいますが、まず１つ目には雇用・交流拡大と

いうものがございます。交流人口、さらには雇

用の問題を抱えてその対策という部分ですけれ

ども、産業振興や働く場の確保というところか

ら見て雇用促進の助成支援、例えば市長が申し

上げましたように工業振興面で、例えば団地の

中に入ってくる部分としての人材の確保のため

の奨学金、あるいは今走り始めました、今度雇

用事業主への正規雇用の場合の奨励金の支援、

こういうふうなものについては８市町村全体で

地域、管内で取り組んでいくというようなこと

もあります。 

  あるいは農業就業者の確保につきましての分

野というようなことにもなりますが、この辺に

つきましても新規就労者のために、今回６月補

正でも出しておりますが、６次産業化での地域

の素材を活用した商品開発、研究といったもの

の分野等々入ってまいりますし、あと交流のほ

うにつきましては、観光客誘致あるいは魅力あ

る地域づくりのためのということで、エコロジ

ーガーデンの活用とかあるいは地域資源、さら

にはその地域資源として角沢小跡地も入ってく

ると思いますし、近岡先生、奥山先生の作品活

用というところも入ってこようかと思います。 

  例えば一つ雇用・交流拡大というふうなプロ

ジェクトを申し上げても、くくりだけでこのよ

うな形の大きな広がりを持って主要事業として

今年度も出発しておるわけでございます。 

  この次には２番目として、安全・安心充実プ

ロジェクトというものも、さまざまな形で防災

面から雪対策、高齢者の健康向上まであるわけ

でございますので、３つ目に子育て・人づくり

プロジェクトというようなものが入ってまいり

ます。保育環境の整備、教育環境の整備も含め

てやっておりまして、さらに、この３つのプロ

ジェクトを支えて市民とともに、市民の最も求

めているところを簡潔に入れながらというふう

なことのために、協働の手法を使って地域づく

りもやろう、リーダーづくりもやろうというよ

うなところのコンセプトで今年度出発している

部分でございますので、今、３大プロジェクト

のほうが中身は少しわからないというような形

の御指摘の部分につきましては、このような形

であらゆる分野で一つ一つ総合計画に基づいて

そのタイミングを見計らって着実に進めている。

これが一つ一つ交流人口の拡大、さらに定住人

口に結びつくというようなことを期しているわ

けですので、どうか御理解のほどをお願いした

いというふうに思います。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 荒川課長の言うことも

わかりますけれども、私が言っているのではな

くて、専門部署をつくって人口減少に対応して

いく気持ちがあるのかないのか、その辺をお聞

きしたいのでした。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 今回、福祉事務所におきまして、

成人課と子育て推進室とに分けたというような

こと、地域のニーズに対応していくというよう

なことを捉えたところであります。 

  教育委員会との連携につきましては、前段の

プロジェクトを内部につくっております。お互

いの情報交換をするということが基本的に大事

だと。また、子育てに関するさまざまな手だて
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は、議員の皆さんからも御意見をいただいたり、

あるいは質問をいただきながら、財政が厳しい

中でも徐々に支援は拡大してきているというふ

うに思っております。 

  女性あるいは子供の医療費の問題、他の地域

から見れば中学までという要望がありますが、

県と同等の形ぐらいには支援しているというよ

うな状況であります。そんな意味で、表立った

独自プロジェクトということではありませんが、

地域の課題であるということは認識し、今回の

組織改正になったこと。また、９月に条例提案

いたします子ども・子育て支援会議につきまし

て、市民ニーズをしっかり捉えて、さらなる支

援策あるいは施策を結びつけていきたいという

考えでおります。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 市長の考えは、今の福

祉事務所を２つに分けて、課を２つにして、そ

してこれから総合的に人口減少対策をやってい

るんだというふうに、私はそういうふうに受け

とめたんですけれども、そのような受けとめ方

でいいのか、私もよくわからないんですけれど

も、ただ、専門部署というか、本当に人口増加

するためにどうすればいいかということを念頭

に入れて、今の市長の総合的なじゃなくて、専

門にそれだけをやるというか、そういうような

部署を持っていく考えはないのかお聞きしたい

と思います。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 総合的ではなく部分的にというふ

うな考えになるかなと思いますが、先ほども申

し上げましたように、秋に提案する条例の中で、

ここを急いで市民ニーズを捉えて、子ども・子

育ての民間保育所、幼稚園、有識者を交えた形

で支援体制等を考えていきたい。 

  また、私の今、立場における基本力というの

は、まちの元気が何といってもこの地域に住む

力になるというふうに信じてやっているところ

であります。まちに元気がなければ何が始まる

かと。これまでの新庄市の歴史の中で大人の会

話は何だったかと。「何もない」から始まって

きたと。何もない、だからこんなところに住む

なという教えがあった、その言葉を聞いて私は

愕然ときました。大変悔しかったです。という

ことで、やはりこれもある、あれもあるという

ようなことで挑戦していく、そういう今、行政

としては元気なまちづくりに挑戦していると。

総合的にやらなければ、一部分だけを取り上げ

ていくことはできないというふうに私は信じて

おります。一部ずつを積み上げた中で総合力だ

というふうに感じております。そうした意味で、

まちづくり総合計画、底辺をきちっと進め、元

気なまちにすることがこの地域を愛する子供た

ち、青少年、将来を築く子供たちへの魅力、あ

るいはそういうものをやっぱりしっかりと根づ

かせていくということが大切だというふうな底

辺のもとで考えていることも御理解賜りたいと

いうふうに思います。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 第４次のまちづくり総

合振興計画の中にも少子高齢化社会、人口減少

社会が本格的に到来するという文も載っていま

す。それで、消費型社会から循環型社会へ転換

しなければならないという趣旨も述べておりま

すけれども、今までの大量生産・大量消費・大

量廃棄の社会にかわって、資源を有効に活用し

て永続的に維持できるような社会をつくってい

くことが急務というふうに言われていますけれ

ども、その点について市としては今後どのよう

に対策を考えているのか、その辺、もう１点お

聞きしたいと思います。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

小嶋冨弥議長 総合政策課長荒川正一君。 
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荒川正一総合政策課長 例えば循環型社会という

ようなことで、すぐ出てくるのはエネルギー転

換という部分であろうと。例えばエネルギービ

ジョンは新庄市において平成15年度策定してい

る部分で、その中から循環型社会というものを

訴えてきている部分ではございます。底辺には、

この自然環境が豊かな新庄市の中で人と自然が

共生していく、これが大命題でございますので、

おっしゃる点は非常にまちづくり総合計画の中

にも生きている部分でございまして、例えばエ

ネルギー政策などは今、グリーンニューディー

ルの部分の国・県とのタッグを組みながら進め

ている部分もございますので、方向づけとして

はそこをしっかりと見きわめながら進めなけれ

ばいけないとは思います。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） これから人口減少がだ

んだんと加速していって、経済活動も縮小、コ

ミュニティ機能の低下、行政サービス縮小とい

うふうになってきますと、自治体そのものがだ

んだんと崩壊していくとさえ感じられます。こ

のような状況におきまして、これをどのように

立て直していくのか、今から新庄市として考え

ていかないと、住民がいなくなって自治体が残

るという結果になると思います。そのようなこ

とになったら困りますので、今からちゃんと考

えて、これから未来の子供たちのためにやって

いただきたいと思いますので、よろしくお願い

します。 

  以上で終わります。 

小嶋冨弥議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午前１０時３８分 休憩 

     午前１０時４８分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

伊藤 操議員の質問 

 

 

小嶋冨弥議長 次に、伊藤 操君。 

   （２番伊藤 操議員登壇）（拍手） 

２ 番（伊藤 操議員） おはようございます。 

  本日、２番目に質問させていただきます会派

開成の会の伊藤です。どうぞよろしくお願いい

たします。 

  山合いにはまだ冬将軍の忘れ物のように雪が

残っておるようですが、初夏の緑がまぶしい爽

やかな季節を迎えました。しかし、気分とは裏

腹に、けさの山形新聞の紙上には、山形県は国

から要請を受けている地方公務員の給与削減を

受け入れ、当新庄市におきましても削減の方向

にあると載っておりました。国による地方への

不当な介入は到底受け入れることができず、か

つ、地域経済にどのようなプラスを働かせるの

か疑問を持つこの国の要請に対してはさらに議

論を重ねていただきたいと願いながら、通告に

従いまして私から幾つかの質問をさせていただ

きます。 

  まず初めに、全国的な子供の体力、運動能力

の低下の問題について、４つの項目に分けて伺

います。 

  文部科学省による全国体力テストによります

と、山形県では全国平均を超えており、一安心

できそうな気がいたしますが、全国水準と比較

をするより、親世代と比べてどうかとの視点の

ほうが体力向上に有効であるとの説があります。 

  文部科学省では、体育の年間授業時間をふや

すなどの大幅な改訂がありました。 

  そこで、１つ目の質問として、本市の子供の

体力、運動能力の程度をお伺いいたします。 

  次に、全く運動しない児童生徒の体力の底上

げにはどのような対策を現在講じているのでし
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ょうか。少子化が進み、地域に遊び相手がいな

いという現実があります。家庭への啓発も重要

と捉えておりますが、どのようにお考えなのか

お伺いいたします。 

  次に３つ目、学校の統廃合によりスクールバ

スの通学児童がふえる傾向にあります。最近の

交通事情や社会上の安全に配慮したバスの運行

は、保護者の方にも安心できるよい方法ととて

も歓迎しておりますが、その反面、歩くことを

制限されることによる体力の低下が懸念されま

す。それらを補う何らかの対策はどのように講

じているのかお伺いいたします。 

  次に４つ目、体力の低下によりけがや疾病、

そして体幹部のゆがみによる姿勢の悪化などの

症状が見られる児童生徒が増加傾向にあります。

関節炎、膝の変形、猫背による肩凝りや腰痛も

若年層からふえております。これらの状態から、

将来にわたり医療機関にかかる回数も多くなる

であろうと容易に予測ができ、医療費の増加が

懸念されるところであります。改善策を講じる

必要があると思いますが、市としてはどのよう

にお考えなのかお伺いいたします。 

  続きまして、障害者支援について２つほどお

伺いいたします。 

  初めに、企業に義務づけられている障害者の

法定雇用率が４月より1.8％から2.0％に引き上

げられ、対象となる企業も、従業員数56人以上

から50人以上に拡大いたしました。その背景に

は、ここ数年で軽作業や裏方が中心だった障害

者の働く場がさまざまな業種に拡大していると

いうことが挙げられます。しかし、実際はどん

な仕事を任せてよいのかと受け入れに二の足を

踏む企業も多いと聞きます。 

  法定雇用率は５年ごとに見直しがなされ、今

後も上昇の可能性があります。しかし、一般の

方でさえも就労先を見つけることに難儀する今

この状態で、障害者となるとさらに困難かと思

われますが、新庄市内の企業においてはどのぐ

らいの達成率となっているのかお伺いいたしま

す。 

  また、正規職員として知的障害者を採用して

いる自治体もあります。新庄市では、身体に障

害のある方の採用は行われているようですけれ

ども、軽度な知的障害の方の採用などは今後考

えてはおられないのでしょうか。 

  新庄市内には、新庄養護学校があります。最

近では一般就労の可能な生徒も入学しています。

例えばの話ですけれども、卒業後に自治体で採

用となると、新たな希望が生まれ、本人にとっ

ても保護者にとっても相当なモチベーションの

向上につながると予測されます。これは障害者

支援としては非常に大きな効果があると思いま

すが、どのように考えているのかお伺いいたし

ます。 

  続きまして、２つ目の項目として、障害のあ

る児童生徒が放課後、企業などで働く「ぷれジ

ョブ」という活動が全国的な広がりを見せてお

ります。特別支援の必要な小学５年生から高校

３年生までの生徒が週１回、１時間程度仕事を

体験するという活動です。障害のある子は、学

校と自宅を往復するだけで、社会体験の機会が

少なく、卒業してからも学校と社会のギャップ

に悩み、自信をなくしてしまう場合が多くあり

ます。このようなぷれジョブのような活動は、

就労だけではなく、地域と障害者とのつながり

が強化され、社会全般にわたり障害者への理解

が深まると思われます。 

  一般的にはこのような活動はＮＰＯやボラン

ティアが中心となっているものですけれども、

行政の協力も必要です。山形県内には残念なが

ら定着している活動ではありませんが、新庄市

としては障害者支援をもう一歩積極的に進める

という意味で支援策を講じてもよいのではない

かと思いますが、いかがなものでしょうか。 

  次に、今後の介護保険の制度について、２つ

の項目に分けてお伺いいたします。 
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  まず１つ目、厚生労働省では、高齢化が進む

現状を踏まえ、介護給付抑制の必要性を掲げて

おります。特に軽度の要支援１・２を将来的に

は介護保険制度から外すことが検討されている

とのことです。介護の現場からは、軽度者の切

り捨てとの意見も根強くあります。重度者向け

のサービスの財源を確保するために要支援者の

給付を見直すというのは、重度者に制度が重点

化しているように見受けられます。要介護度の

高い方へのサービスの充実は、それは当然のこ

ととは思いますが、しかし、だからといって予

防を軽視するというのは非常に大きな問題があ

ります。実際は、見守りや家事支援を行うこと

で重度化を防いで安全な在宅生活を送ることが

できているのです。介護度は、生活習慣病が原

因とされる場合が多く、これは予防の段階で大

きく改善することができます。 

  そこで、新庄市におきましては、要支援者向

けのサービスが仮に変更になった場合、利用者

の日常生活や身体状況の悪化が懸念されること

がないのかお伺いいたします。 

  また、地域支援事業に移行した場合、市が独

自にサービスを実施することになると思われま

すけれども、その受け皿の整備は進んでいるの

でしょうか。そのためにはＮＰＯやボランティ

ア、支援団体とのさらなる連携も必要と思われ

ます。いかがなものでしょうか。 

  次に、２つ目の項目、市では、前回の保険料

改定においても、高額所得者の負担決定には相

当の議論がなされていたとの報告が前回の議会

でなされていたことを記憶しております。高額

負担該当者はおおむね200人程度で、その人数

では、全体の保険料の引き下げにはほとんど効

果がないとのことで、過度の負担は見合わせた

というのが経緯でした。 

  今回、国では所得の大きい方に負担増を求め

る案を出してきております。市では、前回の経

緯を踏まえ、所得の高低のラインの引き下げを

今後どのように検討するのかお伺いいたします。 

  ちなみに、県の試算によりますと、2025年、

13年後ですけれども、介護保険料は基準額で

8,200円になる見込みとのことです。現在、新

庄市では、保険料は県や国の平均よりも高く設

定しております。 

  以上で壇上からの質問を終わります。御清聴

に深く感謝申し上げます。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、伊藤市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  質問の中の子供の運動能力低下等につきまし

ては教育長より答弁させますので、よろしくお

願いいたします。 

  感想で言いますと、確かに子供たちの遊ぶ声

が本当に聞こえなくなったなというようなこと、

現状だなというふうに認識します。 

  さて、先ほどの御質問にございました障害者

支援についてでありますが、障害者雇用の促進

等に関する法律におきましては、事業主に対し、

雇用する労働者に占める身体障害者・知的障害

者の割合を一定率、いわゆる法定雇用率以上に

なるように義務づけております。 

  障害者雇用の状況は毎年、県の労働局が調査

を行っており、直近の平成24年６月時点の新庄

公共職業安定所管内の雇用状況は、雇用率が

3.0％、雇用達成企業の割合が58％となり、こ

れを前年同期と比較しますと、雇用率で1.44ポ

イント、達成企業率は13.32ポイント向上して

おります。 

  この要因としましては、障害者自立支援法に

基づく就労継続支援のための施設である就労継

続支援事業、Ａ型事業所が新たに報告対象事業

主に加えられたことが大きく、障害者雇用が進

んだ結果とは必ずしも言い切れないものがあり

ます。本地域の雇用率3.0％は、県平均の
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1.64％に比べますと高い数値となっております。 

  今後も障害者雇用の促進等に関する法律の趣

旨に沿って、新庄公共職業安定所を初めとする

関係機関と連携し、障害者雇用が促進されるよ

う努めてまいります。 

  また、次に新庄市職員の雇用状況についてで

ありますが、平成24年度に実施した職員採用試

験におきましては障害のある方の採用枠を設け、

２名を採用しております。また、嘱託職員など

としても雇用することで法定雇用率を達成して

おり、地域にある公共団体として障害のある方

の雇用に取り組んでいるところであります。 

  御質問の知的な障害のある方の雇用につきま

しては、一部に先進的な取り組みも見られます

が、まだまだ一般的な広がりまで至っておらず、

研究すべき課題であると捉えております。 

  今後におきましても、知的な障害のある方の

公共部門における雇用のあり方について研究し

ながら、障害をお持ちの皆さんの雇用に取り組

んでまいりたいと考えております。 

  続きまして、障害のある児童生徒の支援に関

する御質問でありますが、障害児等の自立支援

対策といたしましては、障害児通所給付事業が

あり、この中で未就学の児童を対象として日常

生活における基本動作の習得、集団生活への適

応のための訓練を行う児童発達支援給付と、就

学中の児童を対象として放課後や夏休みなどの

長期休暇中に生活能力向上のための訓練を行う

放課後などデイサービスを実施しております。

この障害児通所給付事業には市内３事業所が指

定を受けており、障害児等の生活能力の向上、

社会との交流の促進支援が図られております。 

  就労支援に関しましては、市内中学校におい

て実施されている３学年の生徒を対象とした職

場体験に障害のある生徒も一緒に参加しており、

就労を目指す生徒に対しては、各学校の進路指

導の先生が中心となり、最上障害者就業・生活

支援センターや各相談支援事業所と連携を図り

ながら支援を行っております。 

  ぷれジョブは、特別な支援を必要とする子が

多くの職場を体験することにより、その子の持

っている可能性をゆっくり引き出し、地域社会

の構成メンバーとして地域で生きていけるよう

にするとともに、地域の人がジョブサポーター

としてその子にかかわり、その子とのかかわり

を通して企業も地域社会も変わっていく活動で

あると認識しております。 

  ぷれジョブの活動の実施団体、山形県ではま

だありませんが、全国では21都府県で実施され

ているようであります。障害のある児童に対す

る支援のあり方として一つの可能性を示してお

り、今後参考にすべき活動と考えております。 

  続きまして、今後の介護保険制度についての

御質問でございますが、平成25年３月末現在の

新庄市の要介護認定者数は1,947人であります。

そのうち要支援認定者数は405人であり、要介

護認定者全体の約21％を占めております。前年

同月との比較では、全体の要介護者認定者数は

９％増加しておりますが、要支援認定者数のみ

の比較では約24％の増加となっており、要支援

者数の増加傾向は全国的なものとなっておりま

す。要支援者405人のうち、約63％の256人がデ

イサービスやホームヘルプサービスなどの居宅

介護サービスを受けており、地域における自立

した生活の支えとなっております。 

  厚生労働省の諮問機関であります社会保障審

議会の中での軽度者への給付の見直しに関する

議論に関して、要支援者への給付を介護保険の

対象から除外する検討がなされていることは確

かでございますが、一方で、軽度の高齢者の自

立した生活を支えるのが介護であり、この層を

支えることによって将来の重度化を防ぐ効果が

あるのではないかとの意見もあり、現在のとこ

ろ、審議会を初めとする国の見解も分かれてい

る現状であります。 

  厚生労働省は、平成24年度より、地域支援事
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業の１類型とし、要支援者と虚弱高齢者に対す

るサービスである日常生活支援総合事業を創設

しておりますが、サービス提供者や財源などの

課題も多く、山形県内ではまだ実施している市

町村はありません。 

  今後の対策といたしましては、山形県や新庄

市地域包括支援センターと連携し、要支援者に

対する支援のあり方について調査研究を行い、

老人クラブやシルバー人材センター、フィット

ネスクラブ、ＮＰＯなど地域の社会資源や地域

住民と連携を図りながら、要支援者に対する効

果的な支援を行ってまいりたいと考えておりま

す。 

  続きまして、介護保険料についての御質問で

ございますが、介護保険料の設定については、

世帯及び本人の課税状況及び所得状況によって

基準額を６段階に分散させるのが原則でありま

す。所得状況を加味して、低所得者については

保険料率を下げ、高所得者については保険料率

を上げることができるようになっています。こ

れに基づき、第４期の介護保険料の設定は７段

階の基準額であったものを、第５期においては

所得の低い階層の段階を新たに設け、８段階と

いたしました。基準額の1.5倍の保険料となる

第８段階の対象者は約830人、その所得金額は

190万円以上と設定をしておりますが、この

方々の介護保険料負担については、さらに所得

区分を細分化し負担いただくケースを試算しま

したが、全体の保険料の引き下げには効果が薄

かったこともあり、現行の保険料設定とさせて

いただいたところであります。 

  平成27年度からの第６期介護保険料設定に関

する国の基本的な考え方はまだ示されておりま

せんが、新庄市としては第５期における検討と

同様に、被保険者の負担能力に応じたきめ細か

い保険料負担段階を検討してまいりたいと考え

ております。 

  私からは以上、壇上からの答弁とさせていた

だきます。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

小嶋冨弥議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 それでは、私のほうからは、子

供の運動能力低下問題について答弁させていた

だきます。 

  まず最初に、本市の子供の状況についてです

が、文部科学省では、子供の体力が低下してい

る傾向が続いていることで、全国的な状況を把

握・分析し、その改善を図るために、平成20年

度からは抽出で全国体力・運動能力調査を行っ

ています。 

  平成24年度の山形県全体の全国での位置づけ

として、議員のほうからも県は全国よりも上だ

というようなお話がありましたけれども、小学

校５年男子が全国31位、小学校５年女子が19位、

中学校２年男子が18位、中学校２年女子が13位

という結果でした。 

  御質問の新庄市の小中学生の結果についてで

すが、小学校５年男子は、市内９校中３校の抽

出調査ではありますが、全国平均及び県平均よ

りも高く、小学校５年女子は全国平均・県平均

よりも若干低い成績でした。中学校２年生につ

きましては、市内５校中２校の抽出ですが、男

女とも全国平均及び県平均よりも若干低いとい

う成績でした。 

  このように、本市の子供たちの状況としては、

小学校５年男子を除きますと全国や県平均より

は体力面や柔軟性が若干劣るという結果であり

ますが、全ての運動競技に通じる総力が問われ

ます最上地区中体連の駅伝競走大会や陸上競技

大会では、市内の学校は優勝を含む上位を占め

る活躍が見られており、小学校からの体力づく

りの成果が若干出てきているのではないかと感

じているところです。 

  ２点目の御質問では、全く運動しない子供へ

の対策というようなお話でしたけれども、比較

的そういう児童生徒が多い文化部系の児童生徒
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について、置きかえて答弁させていただきます。 

  新庄・最上地区の小中学校では、一般的に文

科系の活動に興味を持ち、この部活動やクラブ

に所属する子供たちの割合は運動部系の部活動

に比べて少ない傾向にあります。その中には、

どちらかというと運動を苦手とする子供たちが

所属しているケースもあるようです。このよう

に、入部した子供たちはどうしても運動量が少

なく、体力も比較的、運動部に所属する子供に

比較して若干劣る傾向があるようです。このよ

うな状況でもありますので、文化部系の児童生

徒の体力向上のためには、学校全体の子供たち

を対象とした教科体育の授業や中間休みなどの

遊び指導など、教科外活動の指導の充実によら

ざるを得ないということになります。 

  ただ、小学校の合唱部や中学校の吹奏楽部で

は、毎日の部活動の中で腹筋やランニングを部

活動のメニューに取り入れ、合唱や演奏に耐え

る体力や精神力を養っているケースも多くある

ようです。 

  ３点目のスクールバスでの影響というような

ことでございますけれども、学校統合により通

学範囲が広がり、新しくスクールバスが運行す

る地区の子供が歩く距離が短くなることで体力

が低下するのではないかとの指摘が一部あるこ

とも事実です。 

  子供の体力低下の原因につきましては、この

ようなスクールバス利用に起因する原因に限ら

ず、その根源には家庭での車の利用など、生活

の利便性や生活様式の変化が日常生活における

体を動かす機会の減少を招いていることが大き

いと言われております。 

  萩野地区小中一貫教育校開校に際して、一部

拡大されるスクールバス運用に際しては、子供

の安全確保の面とともに、このような子供の体

力低下に対する懸念についても、保護者・地区

の方々の代表から成る実施計画策定委員会の場

で協議する必要があると感じております。 

  遠野市立遠野北小学校では、スクールバスを

校門手前数百メートル離れたところでとめ、そ

こで子供を降車させ、少しでも多く歩かせるよ

うな指導を行っておりますし、徳島県では県内

の小学校５・６年全員に歩数計を持たせ「プラ

ス1000歩チャレンジ」という運動により子供の

歩数増加に成功した事例もあり、参考にしてい

きたいと考えております。 

  また、これもスクールバスを利用する子供だ

けを対象にしての指導ではありませんが、学校

によっては近距離徒歩通学生の安易な自家用車

による送迎の増加の現状に対して、子供の体力

とたくましさを育てるために、校長がＰＴＡ総

会などの場で、日常的な自家用車での送迎を控

えて自力登校をさせてほしいと訴えている例が

何校もあります。このように、家庭での指導も

含めて、保護者や関係の方々に理解と協力をい

ただく必要もあると感じております。 

  ４点目の体力低下等によるけがや疾病等に対

して、本市での改善はどのようにするのかとい

うような御質問でございますけれども、全国的

に子供の体力低下が叫ばれてから久しくなりま

すが、その低下傾向も平成10年度以降、少しず

つ改善傾向にあります。 

  子供の体力低下の直接的な原因については、

学校外の学習活動や室内遊びの時間の増加によ

る外遊びやスポーツ活動の減少、少子化や学校

外の学習活動などによる仲間の減少に加え、空

き地や生活道路といった子供たちの手軽な遊び

場の減少などの影響も指摘されております。 

  このような状況の改善を図るためには、引き

続き子供を取り巻く大人が課題を共通理解し、

連携を図りながら、その体力・運動能力向上に

努めていく必要があります。 

  初めに、学校教育の面ですが、議員が最初に

御指摘されたように、学習指導要領の改訂によ

り小中学校のほとんどの学年において教科体育

の授業時数が年間約15時間ずつふえ、指導を充
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実させております。この小中学校の教科体育で

は、柔軟性と体力を高めることを狙いとした体

づくり運動の単元がどの学年にも位置づけられ

ています。また、どの学校においても、マラソ

ン記録会など運動関連行事に向けても体育授業

で取り組んでおります。このために校舎回りに

マラソン用コースの整備も行ってきており、活

用しているところです。 

  さらには、文部科学省の体力・運動能力調査

結果を踏まえた活用シートなども利用し、運動

量を確保し、楽しさを伴う技能の伸びを目指す

体育の授業改善に努めているところです。 

  加えて、日常的な運動量をふやす体育の授業

以外での指導として、小学校では中間休みでの

遊具を使った外遊びの奨励や、同じく中間休み

などでのチャレンジ持久走などにも取り組んで

いる学校も多くございます。 

  ２つ目は、家庭・地域・学校の連携した健

康・体力向上のための取り組みの一つとして、

地区の小中高校校長会によるノーテレビ・ノー

ゲーム・ノー携帯デーの取り組みは、ゲームな

どに興ずる時間を減らし、結果的に外遊びを推

奨させ、運動量を確保し、限られた種目ではな

くさまざまな基本動作を習得する体験を積ませ

ることにつながるいい取り組みであると認識し

ております。保護者が遊び環境への関心を持ち、

自分の子供を遊びに連れ出し、一緒に体を動か

すような取り組みを心がけるような働きかけを

市の関係課とも連携を図りながらさらに進めて

いきたいと考えております。以上でございます。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） 丁寧な答弁、ありがと

うございました。学校教育に関しては子供の実

情を実によく理解しているものと思います。 

  そこで、再度質問させていただきます。 

  山梨大学の調査によりますと、30年前の子供

と現代の子供を比較すると、現代の小学校３・

４年生、９歳から10歳の子供の動作が30年前の

５歳児と同等との結果が出ております。そして、

体力は低下をしていますけれども、体格につい

ては身長・体重ともに上回っておるそうです。

しかるに、体格が大きいのに動作が低下してい

るというのはやっぱり30年の長きにわたって培

ってきた問題だと思います。こういう問題に対

しては今からでも対策をとても急ぐべきと思う

んですが、どのように思われているかお伺いし

ます。 

髙橋千春学校教育課長 議長、髙橋千春。 

小嶋冨弥議長 学校教育課長髙橋千春君。 

髙橋千春学校教育課長 今、御質問いただいた件

ですけれども、伊藤市議がおっしゃったとおり

で、文科省の継続的な調査の結果にもその傾向

があらわれているところです。市議おっしゃっ

たところと別の資料だと思うんですが、現在の

子供の体力・運動能力の結果をいわゆる今の子

供の親世代と比べたデータがございます。親世

代の30年前のところのデータも文科省のほうに

ありますけれども、比べると、ほとんどの項目

で子供の世代が親の世代、30年前の子供のとき

のデータを下回っていると、そういうふうな状

況です。その割に身長・体重などの体格は親を

上回っている状況ということで、本当にそうい

うところの課題意識を持って、文科省のほうの

今学校とかでの体力・運動能力向上のための取

り組みの指導があるというふうに捉えておりま

す。 

  そういう状況は今わかったようなところでも

ありませんので、60年をピークでどんどん体力

が下がってきているという状況がずっとありま

すので、体育の授業の充実を基本にしながらい

ろいろな教科外の運動の能力の向上の取り組み

を進めてきているところです。基本的には、こ

れも分析にあるわけですけれども、体力・運動

能力向上のためには運動の量をふやすしかない

というような、そういう簡単な結論なんですが、
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そのためにいろいろなところの状況、体育の授

業とか教科外の授業とか取り組みとかを使いな

がら、あるいは教育長の答弁にもありましたけ

れども、家庭・地域の理解もいただきながら、

短い時間も使いながら運動する時間をふやして

いくというような取り組みが今までもされてき

ておりますし、これからもそういうふうな指導

を、市としても学校のほうを中心に関係課とも

連携をとりながら進めていきたいというふうに

思っているところです。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） ありがとうございまし

た。 

  運動を奨励するというのはとても大事ですけ

れども、子供の自主性や動作の多様性を求める

には遊びを奨励するのが有効とのこともありま

す。今の子供は殊に猫背で、膝もＯ脚であった

たりＸ脚であったり、子供の学校の昇降口の靴

を見るとよくわかるのですが、かかとの減り方

とか歩き方による障害が今から発生するのじゃ

ないかと、そういう懸念もあります。体力的な

問題に関しては、まさに高齢者と同等というデ

ータも実は出ております。18歳でありながら体

力年齢が80代という、そういう驚異的な数字も

見られます。そのためには子供の時代からのそ

ういう運動に対しての啓発がとても必要と思わ

れますので、今後も取り組みを強化してほしい

と思います。 

  それでは、次に障害者支援についてお伺いい

たします。 

  先ほどの市長の答弁では、主に身体障害のこ

とが答弁の中にあったのだと思うんですけれど

も、私が思うには、知的障害の方の雇用の促進

をどうお考えかということです。知的障害の場

合には採用も慎重にならざるを得ない、そうい

うのは十分わかるのですけれども、庄内の地方

では公立の保育所、そして国立大学の管理施設

などに養護学校の知的障害のある生徒が卒業と

同時に採用となっております。 

  ちなみに、新庄市内においても、原付と車の

免許を猛勉強して取得して、そして現在はヘル

パー２級として介護施設で働き、行く行くはケ

アマネジャーを目指しているという二十の男性

の職員が今おられます。その子も養護学校の生

徒です。 

  知的障害があっても十分社会に適応する能力

を持っている子が、これから潜在的にたくさん

いますのに、その子にとって目的となる指針が

示されればいいと私は思います。そこで、新庄

市としてももう少し協力体制を強化できないか

とお願いしたいところですが、いかがなもので

しょうか。 

野崎 勉総務課長 議長、野崎 勉。 

小嶋冨弥議長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 新庄市の事業所としての取り

組み方についての御質問と理解して答弁させて

いただきます。 

  御指摘のとおり、新庄市市役所では雇用達成

率、雇用率ですが2.3、民間の場合は2.1なんで

すが、市町村においては2.3の雇用率が義務づ

けられております。新庄市でも確かにその雇用

率を達成してございます。 

  その中で、御指摘の知的障害の方の雇用につ

きましてですが、まだ新庄市では雇用した例が

ございません。御指摘のとおり県内他市におい

て正職というお話でしたが、私が知っている限

りでは、嘱託雇用、臨時雇用という形で３年か

ら５年の間で雇用されているのを山形市の例と

して承知してございます。ただ、これにつきま

しても、平成23年度に初めて県内でとられた例

であるというふうなことで、雇用自体、その方

を雇用するとともに、その方を指導する方も一

緒に雇用しなけくてはいけないといったことの

例などもございまして、なかなか県内全体の市

町村のほうに広がっていないというのも実情で
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あろうと思っています。 

  その中で伊藤議員御指摘のとおり、今後どの

ような問題があって、どのような職種がいいの

かというふうなこともまだまだ不明な点もござ

いますので、その点は十分、我々としてよく研

究させていただきたいというふうに思っていま

すし、先ほど御指摘のように、仮に運転免許を

所持できる、そういうことであれば、そういっ

た方々はどのような業務が適しているか、よく

よく研究させていただきたいというふうに思っ

ています。以上です。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） 前向きにお願いしたい

と思います。 

  続きまして、介護保険についてです。 

  市長答弁には丁寧にありましたけれども、要

支援１・２を仮に制度から外した場合の受け皿

となるものをもう少し詳しくお伺いしたいと思

います。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、小

野 享。 

小嶋冨弥議長 成人福祉課長兼福祉事務所長小野 

享君。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 要支援の

方々を介護保険制度の給付から外して、地域支

援事業に移してはどうかというふうな議論が今

なされているわけですけれども、その受け皿と

いうふうな御質問でございますが、まず基本的

に現在の地域支援事業に関しましては平成18年

度から導入されております。この導入の契機と

なったのが、平成12年からの介護保険制度の導

入に伴って介護給付費が非常に増加したと。18

年度の時点でいわゆる介護予防、それから地域

包括支援センターを設立しながら、介護給付費

の抑制を試みようということで、現在まで６年

ほど経過しております。その地域支援事業はこ

の２つ、介護予防、それから地域包括支援セン

ターに対する給付というふうな形でしておりま

すが、介護保険制度の全体の給付費の３％程度

まで、国の補助率をよくしながら、いわゆる見

てもいいですよというふうな制度になっており

ます。 

  新庄市の場合ですと、現行で介護保険におけ

る地域支援事業については大体6,000万円程度、

5,400万円なんですが、介護予防に大体1,000万

円、それから地域包括支援センターにその残り

の額ということで、合わせて大体5,400万円程

度の額となっております。 

  現在、要支援１・２の方々に対するいわゆる

給付費なんですが、１億2,000万円という状況

でございます、概算ですが。このうち1,000万

円は自己負担１割、ほぼいただいておりますの

で、30億円中、大体１億円が要支援の方々に対

する給付費として現在充てられていると。 

  現在審議されているいわゆる生活援助的な給

付、居宅介護サービスになりますが、これにつ

いてはそのうち大体６割程度と推測しますと、

6,000万円が介護保険の対象から外してもどう

かというふうな、新庄市に置きかえた場合です

が、この計算になります。ですから、先ほど申

しました、この6,000万円の額を地域支援事業

に移すということになりますと、現行の5,000

万何がしと6,000万何がしというふうな額が当

然はまらないわけです。ですから、現行で考え

られるのが、いわゆるそういう給付を打ち切る

のか、もう一つはボランティア、無償か有償か

はまた別になりますが、そういう形でやってい

けるのかどうかというふうなことの論議がされ

ているというふうな状況でございます。ですか

ら我々として、金銭的な受け皿がないとすれば、

当然ボランティアなり地域支援団体にお願いす

るというふうな形になりますが、基本としては

社会福祉協議会、そういうふうな団体を念頭に

しながら、地域における支援団体を構築しなが

ら進めていくというふうな考えはございますが、
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現実的にやれるのかどうかというふうな部分に

ついては非常に厳しいだろうと思っております。

ですから、審議会の中の論議におきましても実

際担当する市町村ができるのかどうかというと

ころが一番大きな議論となっております。 

  昔の論議ですと、要支援１の方に対する現在

は切り離しというふうなお話がされております

が、かつて2010年度における厚生労働省の考え

としては、いわゆる負担率を１割から２割に上

げると。それから高額所得者に対する負担金も、

例えば年収320万円以上の高齢者の利用料を倍

増するとか、そういうふうなもともとの計画で

あったものが、今回の協議会によってはもとも

と要支援１・２の対象者を外すというふうな方

向の意見が現在、取り交わされているというふ

うな状況でございます。 

  ただ、いずれにしましても、先ほど申しまし

た厚生労働省の案につきましても、次期、平成

27年度以降の介護保険事業計画の中には何らか

の形で盛り込まれるだろうと。ですから、介護

保険制度自体、給付の見直しを図らないと保険

制度自体がなかなかやっていけないだろうとい

う認識は皆さん既にお持ちだろうというふうに

は思っております。ですから、それがどのよう

な形で出てくるのかという部分についてはまだ

はっきりしない部分もございます。ですから、

それについては余り詳しくお話しはできません

が、受け皿という部分に関しましてはやはり社

会福祉協議会、それから地域のボランティア団

体の育成、これらを念頭に置いているというこ

とでお考えいただきたいと思います。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） ありがとうございまし

た。 

  たびたび同じことを申し上げるようですけれ

ども、介護保険の制度については、一番大切な

のは健康寿命を延ばす取り組みというのも念頭

に置いていただきたいと思います。 

  今後も利用者がふえる一方で、財源の確保は

大変だと思いますが、しっかりした議論を重ね

ていただきたいと思います。 

  これで終わります。ありがとうございました。 

小嶋冨弥議長 ただいまから１時まで休憩いたし

ます。 

 

     午前１１時３２分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

佐藤悦子議員の質問 

 

 

小嶋冨弥議長 次に、佐藤悦子君。 

   （１番佐藤悦子議員登壇）（拍手） 

１ 番（佐藤悦子議員） 日本共産党を代表いた

しまして一般質問を申し上げます。 

  １番として、賃金破壊とサービスの劣化にス

トップをかけるために質問いたします。 

  今の市民の声ですが、収入が長期にわたって

落ち続けています。仕事がない、年金が下がっ

ているなどです。だから物を買わない、お金を

使えないということです。 

  これに対してアベノミクスは、市民の所得を

ふやす矢が一本もない状況です。市民の暮らし

を壊す毒矢だけのようです。安倍首相は、10年

で国民の年収を150万円ふやすというようなこ

とを演説したそうですが、うそとごまかしを振

りまくことは許されないと厳しい批判が起こっ

ております。 

  政府の成長戦略でふやすのは１人当たりの国

民総所得です。これには企業の海外でのもうけ

が含まれており、国民総所得がふえても国民の

所得・年収がふえるとは限りません。現に、小
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泉内閣時代、５年間で国民総所得は１人当たり

18万円ふえましたが、１人当たりの賃金・年収

は16万円も減りました。国内の人件費を抑え、

企業が利益を確保し、海外でもうけたのです。

「成長戦略」の中身は、解雇の自由化、残業代

ゼロの合法化、ＴＰＰの推進、原発の再稼働で

あり、財界と大企業さえもうければよいという

中身になっています。さらに、消費税大増税、

社会保障の大改悪をかぶせ、市民の所得を奪う

政策です。そういう政治から、国民の、市民の

賃金、収入をふやし、安定した雇用へ転換させ

ることが必要だと私は思います。 

  そこで１つ目は、公共事業の入札の際にダン

ピングとも言われるような低価格の受注が広が

って中小企業の経営を圧迫し、労働者の賃金が

14年間で３割も低下していると言われています。

低価格競争が住民を脅かす例も見られます。 

  山陽新幹線のトンネルや高架のコンクリート

の崩落は、人手不足と資材不足の中での突貫工

事で、コンクリートの砂に安価な海砂を使い、

十分な塩抜きがされなかったとの指摘もありま

す。中央高速道路の笹子トンネルで天井板が約

130メートルも落下し、走行中の車両が巻き込

まれ、死傷者が出るという事故も去年の12月、

起きました。この場合も天井板の設置方法に問

題があったと指摘されています。住民の安全・

安心にかかわるものについて品質を重視し、建

設にかかわる労働者が安心して仕事に取り組め

る入札改善についてお考えをお聞きいたします。 

  ２つ目として、市内の老人保健施設などの福

祉施設の調理師が過労により自殺するという痛

ましい事件が起きました。４月からの給食の委

託交代、なれた人が一人もいない状態で低賃金、

なれない仕事のために長時間残業を強いられた

ことが原因です。公共性が高く、恒常的に維持

されるべき公共サービスは直営で行われるべき

ではないでしょうか。指導ができないのでしょ

うか。 

  ３つ目に、営利を目的としない事業団体につ

いては、競争入札ではなく住民福祉の推進を基

本に適正な運用による随意契約も検討すべきで

はないでしょうか。 

  ４つ目に、随意契約の活用で、地元零細事業

者の仕事確保を進めてはどうでしょうか。 

  ５つ目に、公契約の際に労働者の適正な労働

条件を確保することにより、業務の質を向上さ

せる公契約条例の制定はどうでしょうか。 

  大きな２つ目の質問です。沼田小学校建設及

び改善についてです。お聞きします。 

  １つ目は、沼田小学校の早期全面改築を進め

るべきではないでしょうか。沼田小学校は、水

道に塩化ビニルの剝がれたものがまじるような

ひどい状態です。一応白いキャップをつけて対

応しているものの、頻繁に交換が必要ですし、

子供は口をつけて飲む場合もあります。また、

トイレが詰まって使えなくなっているところが

見られ、配管の工事が必要だと言われています。

壁の結露がひどく、３階の教室のランドセルを

入れるロッカーの壁がぬれてしまい、ランドセ

ルもぬれてしまう、壁はカビだらけで黒くなっ

ております。子供の健康に影響が心配されます。

そのほか本当に大変な古い状態で、早く改築し

てほしいと地元からも要望が出ておりますので、

早期全面改築に取り組むべきだと考えます。 

  そして２つ目として、すぐに一、二年で解決

できるというか改善できる、改築できるとは思

いませんので、子供の健康・安全のために改築

までの緊急改善をどのようにしようとしている

のかお聞きいたします。 

  大きな３番目の質問は、子育て支援について

です。 

  １つ目は、子供の医療費無料化を小学校卒業

まで拡大を図ることについてお聞きします。 

  郡内の町村は、ほとんど中学校３年生まで通

院が無料となってきております。個人的にです

が、私の子供、おかげさまで小学校１年生にな
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りました。虫歯などがあって医者に通わせるこ

とになってしまいましたが、それも回数がかか

り、またその後、二度と虫歯にならないと親子

決意しまして、先生と相談して毎月１回、通院

させていただくような状態です。それは無料だ

ということで、本当に親としてこんなにありが

たいものなんだなということをつくづく感じさ

せられております。無料でなかったらやっぱり

5,000円ぐらい持っていかなければいけないだ

ろうかと毎回心配しなければいけないわけです。

そういうことなく医者にかかれるというのは、

子供を持つ親にとっては本当にありがたいもの

だと感じております。 

  ２つ目に学童保育についてです。 

  保育料の低所得者対策を県で進めていると聞

きました。これは新庄市でどのように考えてい

るのかお聞きしたいと思います。 

  ４番目の質問は、生活に困っている人の支援

を強化すべきではないかということです。 

  １つ目は、生活保護の切り下げに反対すべき

ではないでしょうかということです。８月から

生活扶助基準の切り下げ強行となりました。子

育て中の世帯、夫妻に複数以上の子供がいる世

帯が最も下げ幅が大きく、３年間で７～８％、

その他の世帯も大幅な削減です。デフレによる

物価下落を口実にしていますが、デフレと言わ

れる中身はテレビやパソコンの価格下落です。

それらの下落が生活保護世帯の生活を楽にした

と言えるのか。全く関係ないものの数字が切り

下げの理由にされてしまっているのではないか

と思っております。 

  生活保護基準が、健康で文化的な最低限度の

生活を保障しているのでしょうか。全日本民主

医療機関連合会が、1,482人に３月に聞き取り

調査を行いました。結果は、食事は３人に１人

が１日２回以下に抑え、18歳以下の子供も２回

以下が17％と厳しい状態です。妻は１食、高齢

の夫は３食、２人が３食とるとやっていけない。

弁当のおかずを２回に分けてと70代の単身者。

１日の食費は1,000円未満が46％。子供のいる

世帯でも７割が食費月５万円未満（総務省の統

計の２人世帯は、食料支出は平均月５万8,000

円でした）でした。入浴回数は、週２回以下が

47％。１年間の被服・履物の購入回数がゼロが

13％、64％が２回以下。金額も5,000円以下が

49％でした。地域とのかかわりでは、74％が

「地域の行事に全く参加しない」と答え、「冠

婚葬祭には全く参加しない」が51％もありまし

た。教養娯楽費は32％が０円と答えました。全

日本民医連事務局長は「利用者が孤立している

状態が見えてきた。生活保護基準の引き下げは

深刻な生活困難を拡大し、孤立死や餓死がさら

に続くと予想される。引き下げは中止すべき

だ」と話しています。市長の御見解をお聞きい

たします。 

  ２つ目に、生活保護の切り下げに関連して、

就学援助、住民税の非課税基準、国保税、介護

保険料の負担増などが所得の低い方に直撃して

くるのではないでしょうか。負担増とならない

ように支援が必要ではないでしょうか。 

  以上、壇上からの質問を終わらせていただき

ます。よろしくお願いします。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、佐藤市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  初めの御質問の低価格に対する入札の改善に

ついてでありますが、地方自治法上、最少の経

費で最大の効果を上げるという基本原則があり、

公共事業の発注や物品の調達に当たっては、競

争入札による透明性と競争性が求められている

ところであります。 

  本市におきましては、費用の積算に基づく適

正な予定価格により入札を行い、一般競争入札

については、平成20年度から対象工事を1,000
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万円以上に広げ実施しているところであります。

一方で、低価格での入札に対しては、公正な取

引の秩序を守るため低入札価格調査制度を設け

ております。最低入札価格が低入札調査基準価

格を下回った場合には、契約の内容に適合した

履行がなされないおそれがないか、賃金の支払

いを含めた労働基準の遵守、現場の安全確保対

策などについて調査した上で落札を決定してお

ります。 

  また、低入札での落札工事については、履行

状況等の確認をより厳格に行い、粗雑工事、不

正または不誠実な行為などがあれば指名停止の

対象としております。平成20年度から調査制度

の対象工事を2,000万円以上から200万円以上に

拡大し、厳正に運用しているところであります。 

  次に、福祉施設における雇用に関する御質問

ですが、福祉施設における給食提供は、原則と

して施設内に調理室を設け、当該調理室で調理

した給食を提供することとなっており、直接雇

用であるか委託となるかは設置者の判断に任さ

れております。 

  山形県によれば、当地域における福祉施設で

は、多くが施設で雇用した調理員による給食提

供を行っているとのことであります。また、地

域密着型介護施設を除いた福祉施設の運営に関

する指導権限、監督責任は山形県にありますの

で、よろしくお願いいたします。 

  次に、３番目の随意契約についての御質問で

すが、本市における契約は、契約の種類と金額

に応じて競争入札と随意契約の基準を設け運用

しており、入札の場合は市に指名参加申請して

登録された方々を対象としております。この指

名登録制度は、契約の確実な履行を確保するた

め、指名登録の要件として資本金、建設業の許

可、経験年数などにある程度の条件を求めてお

ります。営利を目的としない事業団体について

も市への登録が可能でありますし、実際に建築

関連業種などの登録者が少ない業種の発注に当

たっては地域性、信用性、公平性を考慮しなが

ら、見積もり対象者として参加できるよう運用

しております。 

  また、地方自治法施行令の定めにより、シル

バー人材センターなどの特定の事業者とは随意

契約ができることとされており、履行の安全性

の確保、地域福祉の向上等の観点から適正に運

用しているところであります。 

  次の地元の零細業者との随意契約についてで

ありますが、これまで申し上げましたように、

公共事業等の発注には競争入札による透明性と

競争性が求められており、工事または製造の請

負であれば130万円を超えないもの、財産の買

い入れであれば80万円を超えないものなど一定

の基準のもとで随意契約による発注を行ってい

るところであります。 

  地域経済の循環や地域特性に適合した工事発

注などの観点からは、一般競争入札においては

新庄市あるいは最上郡内に本社または営業所な

どがあることなどの条件づきとし、指名競争入

札においても、地元業者が優先的に指名するこ

となどにより地元業者の受注確保を図っている

ところであります。 

  次に、公契約の際に労働者の適正な労働条件

を確保することにより業務の質を向上させる公

契約条例の制定はどうかということでございま

すが、公契約とは国や自治体が公共工事や委託

事業を民間に発注することでありますが、ここ

に自治体独自の労働者の賃金などに制限などを

設けるのが公契約条例であります。この公契約

条例の制定は、千葉県野田市が全国で初めて制

定したわけでございますが、公契約に係る業務

の質や労働環境の確保及び向上を図り、市民が

安心して暮らすことができる地域社会を実現す

るという目的は理解できるところであります。 

  しかしながら、本市の公共事業の発注に当た

っては、賃金、就労時間などの労働基準の遵守

を基本としており、これまで不正な労働条件に
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関する情報も寄せられておりません。したがい

まして、現在のところ公契約条例の制定につい

ては考えておりません。 

  沼田小学校の件につきましては、教育長より

答弁させます。 

  子育て支援の子供医療費無料化の質問につい

てでありますが、この件につきましては、昨年

の12月議会においても同様の質問をいただいて

おりますが、昨年７月、山形県医療給付事業の

制度改正により、助成対象となる子の親への所

得制限を廃止し、所得制限で適用外となってい

た子供についても子育て支援医療制度による給

付が受けられるようになり、対象者の拡大が図

られたところであります。これに合わせて、市

単独の制度になりますが、小学３年生までの外

来診療分の窓口負担についても助成対象とする

拡充を行ったところであります。 

  小学生の外来診療に対する医療費助成につい

ては、県の医療給付事業の補助対象とならない

ため、全額、市の財源から支出となっており、

さらに医療費助成事業の実施によって国民健康

保険の国庫補助が減額されるという財政運営へ

の影響も勘案しなければなりません。 

  子供への医療費助成の制度化については、昨

年10月、東北市長会が国へ制度創設の要望と財

政支援を求めているところであり、さらなる対

象者の拡大に関しては、昨年拡充した事業費と

のその効果を十分精査した上で判断してまいり

たいと考えております。 

  次に、学童保育料の低所得者の軽減対策につ

いてでありますが、現在、新庄市の学童保育所

につきましては、新庄市立が３カ所、幼稚園や

認証保育所が実施している民間立７カ所の合計

10カ所となります。 

  利用状況につきましては、児童数が減少して

いる中においても利用率に大きな変動はないこ

とから、ニーズは増加していると思われます。 

  学童保育料につきましては、公立学童保育所

は県内でも低い水準を維持しておりますが、民

間立学童保育所については経済状況の影響を受

けやすいことから、平成21年度から運営費の補

助を行い、安定的な運営と保育所の一定の水準

の確保を努めております。 

  また、昨年度から収入の少ない家庭の保育料

負担軽減を目的に、民間立を含めた市内全ての

学童保育所を利用する小学校就学援助費受給対

象世帯について、学童保育料を半額とする支援

事業を実施し、32世帯を対象に約120万円の支

援を行っております。 

  平成27年度から予定されている子ども・子育

て新システムの中において放課後児童クラブも

重要な位置づけとなっていることから、今後の

国・県の動向を注視しながら、利用しやすい制

度となるよう努めてまいりたいと考えておりま

す。 

  最後に、生活に困っている人の支援を強化す

るに関する御質問でありますが、このたびの生

活保護制度の改正は、就労・自立支援対策、不

正・不適正受給対策、医療扶助の適正化を主眼

として進められており、８月１日からは、生活

扶助基準の適正化の観点から新しい生活保護基

準に見直されることとなります。 

  生活保護制度は、国の政策として実施するも

のであり、新庄市としては制度改正の趣旨を踏

まえ、適切な運用を図りながら被保護者の自立

更生につなげていく考えであります。 

  次に、生活保護基準の見直しに伴う他制度で

の対応に関してでありますが、基準改正により

影響が出るとされている就学援助などの制度や

住民税の非課税基準を参照する介護保険や医療

保険などの自己負担限度額に対しては、生活保

護基準改正による影響が及ばないような対応策

を順次検討していくとの説明を現在受けている

段階であります。 

  このたびの検討の中で、他制度にできる限り

影響が及ばないようにするという全閣僚による
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対応方針が２月に確認されているところでもあ

り、各制度の今後の対応はこの方針に沿って進

められるものと思っております。 

  以上、壇上から私の答弁とさせていただきま

す。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

小嶋冨弥議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 それでは、私のほうから沼田小

学校建設及び改善について答弁させていただき

ます。 

  子供たちが安心して学べる環境を保つことは

最も基本的な部分であり、現在、最優先課題と

して耐震化事業に取り組んでいるところでござ

います。 

  沼田小学校は、平成22年度に校舎教室棟を、

昨年度に体育館の補強工事を完了し、震度６強

の地震に対しては倒壊を免れる程度まで安全性

を高めましたが、校舎及び体育館は昭和38、39

年に建築された建物であり、築後約50年が経過

し、電気設備や給排水設備などの老朽化対策が

重要課題の一つであると捉えております。 

  このような状況の中で、昨年12月に沼田小Ｐ

ＴＡ会長並びに沼田学区区長一同の連名で、早

期全面改築の要望書が提出されたところでござ

いました。電気設備や給排水設備については、

ふぐあいが出た都度に点検、修繕等を行い、改

善対策を講じてきたところではありますが、建

築後の年数を考えますと、配管の布設がえなど、

全体的な確認の必要性も当然考えられるところ

でございます。構造体は耐震補強をしておりま

すので、設備や内外装について大規模改修を行

い長寿命化を図るのか、耐用年数の経過度合い

から改築を計画していくのか、慎重に判断して

まいりたいと考えております。 

  また、現在、教育分野の柱に小中一貫教育を

据えておりますので、この視点での検討も加え

る必要があろうと考えております。 

  いずれにしましても、現在進めている萩野地

区小中一貫教育校建設事業が数年後に完了いた

しますので、その後についても各学区での学

校・保護者・地域の皆さんの御意見をいただき

ながら計画的に進めてまいりたいと考えており

ます。 

  なお、緊急修繕等については遅滞なく対応し

てまいりたいと考えておりますので、御理解の

ほどをよろしくお願いいたします。以上でござ

います。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 再質問を行わせていた

だきます。 

  まず、１番の①について、総合評価方式とい

うのはどう考えておられるのか。例えば東京都

の日野市では、価格以外の評価について、技術

力の評価とともに公共工事の設計、労務単価の

80％以上の賃金が確保できることとし、賃金台

帳の提出も求めて履行の確認を行うとしていま

すが、そういった考えはないかお聞きします。 

髙橋則雄財政課長 議長、髙橋則雄。 

小嶋冨弥議長 財政課長髙橋則雄君。 

髙橋則雄財政課長 ただいまの質問でございます

けれども、総合評価方式ということだと思いま

す。 

  これにつきましては、価格だけではなくて、

その企業が持っている技術的な要素、あるいは

品質、施工方法、あるいは企業の社会貢献など

も加えて総合的に評価をするものでございまし

て、これにつきましては時間と事務量が増大す

るということで、例えば新庄市におきましては

こういうふうな総合評価方式はなかなか難しい

のかなと思っております。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） ありがとうございます。 

  実際に市民の皆さんのほうから、ダンピング

について、非常につらいというかひどいという
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か、そういうような声も聞かれております。そ

れはやっぱり業者の経営を圧迫するだろうし、

働く人の賃金なども思ったように出せないとい

う、そういうつらい状況になるということであ

りますので、例えば山形県の入札方法も学んで

いただきたいという声があるんです。2008年に

公共調達基本条例が山形県でつくられて、その

前にいろいろな問題があったからでありますが、

改善が図られております。それに学ぶ気持ちは

ないか、お願いします。 

髙橋則雄財政課長 議長、髙橋則雄。 

小嶋冨弥議長 財政課長髙橋則雄君。 

髙橋則雄財政課長 ただいまの御質問についてで

ございますけれども、これは山形県の公共調達

基本条例ということだと思いますけれども、こ

れにつきましては、入札契約制度の運用におけ

る基本理念ということで、これに従って改善を

図っていこうということだと思います。 

  新庄市におきましても、入札についてはいろ

いろ検討あるいは改善をしているところであり

ます。いろいろなことを参考にしながら、これ

からも改善に努めてまいりたいと思っておりま

す。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） その山形県の条例の結

果ですけれども、中をよく聞いてみますと、

75％以下は失格とか、あるいは乱数表という聞

いたことがないことでありますが、その利用な

どで低価格競争に歯どめをかけているというこ

となんです。幾らでも低ければいいというわけ

ではないというような形で業者をいじめないと

いいますか、余り低価格競争に走らせないよう

に抑えているといいますか、そういうことだと

思うんですが、それがいいんじゃないかという

御意見があったんですが、どうですか。 

髙橋則雄財政課長 議長、髙橋則雄。 

小嶋冨弥議長 財政課長髙橋則雄君。 

髙橋則雄財政課長 ただいまの質問の内容につい

ては非指名制度ということで、例えば低落とい

うか、いわゆる一定の基準を下回った価格を何

回か重ねた場合については次から指名をしない

というふうな制度かなと思っております。ただ、

新庄市におきましては低落と言われる入札もご

ざいます。ただ、低落を行った業者についても

市内の業者でありまして、市の中で雇用を確保

しようと、あるいは持っている資機材を何とか

使って会社を存続させようということで、やむ

なくということだとは思います。ということで

非指名制度については理解しているところでご

ざいますけれども、採用ということは考えてお

りません。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） さまざま入札のやり方

については、山形県の担当者にお聞きすると、

いろいろと考えて、これでいいというものでは

ないのかもしれないというふうにおっしゃって

いました。でも、よりよい、市内の業者の皆さ

ん、働く皆さんの賃金引き下げなどにストップ

をかけるためにも、余りに低くてはだめだとい

うふうになるように考えていただきたいなと思

うんです。ということで、次にいきます。 

  １の②の再質問ですが、ほかの市内の老人保

健施設や特養ホームでは、法人の職員による直

営給食を提供していました。なれた調理師が６

人くらいで残業もなく、交代で給食づくりがで

きているそうです。 

  給食をつくる調理師は住民の命を守っており

ます。直営で雇い、人として大切にされるべき

ではないでしょうか。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、小

野 享。 

小嶋冨弥議長 成人福祉課長兼福祉事務所長小野 

享君。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 福祉施設
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における職員の雇用に対する基本的な考えとい

うことでございますので、佐藤議員のおっしゃ

るとおりだと思います。以上です。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） これは、先ほど指導は

県にあるというふうに市長のほうからいただい

たわけですけれども、亡くなった人は市民であ

りましたし、またその福祉施設はやっぱり市内

にあって利用者も市民がほとんどだと思うわけ

です。そういう中で、働く人が守られないよう

な、そういうことが行われたことが現にあった

ような気がするんです。そういう意味では、今

回この話をこの場で初めて聞いたかもしれませ

んけれども、県に対して、こういう事実があっ

たということで、どう考えているのか、市民の

働く人を守るような運営あるいは利用者の命を

守るためにもそういうことが必要じゃないかと

いうふうに言っていただきたいと思うんですが、

どうですか。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、小

野 享。 

小嶋冨弥議長 成人福祉課長兼福祉事務所長小野 

享君。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 佐藤議員

のおっしゃられた事実に関しては新庄市では確

認しておりませんので、この場でお答えするこ

とはできません。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） ぜひ聞くようにしてい

ただきたい、県に聞いてもいいし、その施設、

関係者に、市内には老人施設はそんなにないわ

けでありまして、それぞれに聞いてみてもいい

んじゃないかと思いますので、ぜひ聞いていた

だきたいと思いますが、どうですか。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、小

野 享。 

小嶋冨弥議長 成人福祉課長兼福祉事務所長小野 

享君。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 市長答弁

でもお話ししておりますように、各施設での指

導権限、監督権限については、県それから市で

それぞれ分担を決めながらやっているという現

状でございます。ただ、その施設でいろいろな

条件があれば、市・県ともに連携をとりながら

問題の解決を進めるという前提になっておりま

すが、今お話しされている問題につきましては

いわゆる労務条件、労働基準に関する問題でご

ざいますので、一つまた福祉施設の管理とは違

うというふうな状況でこちらとしても考えてお

りますので、こちらから積極的にというふうな、

現状では現在のところは考えておりません。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） このたびの施設のこと

は、老人施設関係でありましたけれども、考え

てみますと、保育所とかそういうところも同じ

ように変えたりして、調理師などの使い捨てと

いいますか、そのようなひどい労働条件などに

なってしまう可能性が私はあるような気がして

ならないんです。市民の使い捨てが、働く人の

使い捨てが行われているような気がして、本当

にひどいというふうに思いますので、そういう

ことのないように、私は目配せ、ほかの施設に

ついてしていただきたい。給食という、保育所

であれば子供のものです。子供の命にかかわる

ものをつくっている人たちの命が守れずして子

供の命を守ることはできないだろうと思うんで

す。そういう意味では、働く人が大事にされて

いるのか、そういうことも私は福祉関係の施設

として必要だと思いますので、今後、気を配り、

目を配り、見ていただきたいなと思います。 

  次に質問します。１の③に関連してですが、

委託や指定管理の現場では、発注単価の低下と

業務自体が有期契約であることから、賃金の低
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下とともに非正規労働の広がりと雇用の不安定

化が進み、必要な研修が十分行われず、専門的

な技術や熟練が軽視されるという事態が広がっ

ていると言われていますが、新庄市ではどう見

ておられるでしょうか。 

野崎 勉総務課長 議長、野崎 勉。 

小嶋冨弥議長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 指定管理に係る御質問のよう

でございますので、私のほうから答弁させてい

ただきますが、指定管理における指定管理者の

中の従業員の研修等につきましては、今年度予

算でもその指定管理団体のほうに必要な研修に

ついては盛り込むようにというふうな指導もさ

せていただいております。また、よく佐藤議員

のほうから御指摘されますように、低賃金だと

いう御指摘に対しましても、徐々にではござい

ますがその改善を図ってまいってきております。

そのようなことで、指定管理者制度自体につき

まして御指摘のような事例はないかと思ってお

るところでございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 大阪市の地下鉄の清掃

業務では、2008年11月、一般競争入札で落札率

48％で受託されました。働く人は時給760円、

時間外勤務を含む月収約14万円、社会保険や交

通費などを引くと手取りで９万円余りでした。

それで、生活保護保護基準より低いということ

で、低い金額２万4,000円を市から生活保護と

して支給してもらうようになさったということ

です。 

  そんなことになる前に、必要水準の賃金を保

障するほうが本当はこういうのは合理的である

のではないかと思うんです。実際に一人一人の

働く人たちの市から仕事をもらった、指定管理

であり、あるいは委託業務であれ公共事業であ

れ、働く人たちの賃金の中を見たときに、こう

いう低い賃金の方がおられると私は見ておりま

す。たまたま新庄市は車を持っている人が多い

ので、車がないと仕事場に行けないというのが

現実ですから、そういう意味では車があるとい

うことで生活保護申請には至っていないかもし

れませんが、ひとりで暮らすにはとても生活保

護でもしてもらわなければならないような厳し

い賃金で働かされている方がおられるんでない

かと思うんです。そうならないように、私は一

人一人の賃金まで見てやっていくというような

ことが必要でないかなと思うんですが、どうで

すか。 

野崎 勉総務課長 議長、野崎 勉。 

小嶋冨弥議長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 賃金のお話でございますが、

山形県の定めている最低賃金、これも勘案しな

がら、我々といたしましても、この数年間かけ

徐々にその改善を図ってきているというところ

でございます。その中で、やはりその時間、働

いていただく時間、業務の内容等を勘案しなが

らの賃金設定を考えてございますので、その点

よろしく御理解いただきたいというふうに思っ

ております。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） ありがとうございます。

今後とも生活できる賃金を保障する、生活保護

基準よりも低いよりも生活になるようなことに

ならないように、ぜひ丁寧に賃金を見ていただ

くような方向に考えていただきたいなとお願い

したいと思います。 

  次に、沼田小学校の建設及び改善についてで

す。 

  教育長のほうからは、大規模改修でいくか、

新築か、慎重に考えたいと。小中一貫教育の面

からも検討ということであります。そういう意

味では、萩野小中一貫校後にというような話も

あったように思います。萩野小中ができるまで

あと２年以上あるわけですが、その間、遅滞な
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く対応したいということですが、その内容はど

のように考えているんでしょうか。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 議長、柿崎憲

一。 

小嶋冨弥議長 教育次長兼教育総務課長柿崎憲一

君。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 先ほどの御質

問の中に塩化ビニルですか、水道から出てきた

というようなことがございますけれども、これ

につきましては、昨年の１月、そのような状況

が出まして、その後、ことしまでかけて、例え

ば給水ポンプの修繕、給水ポンプというのは２

台ございますので、交互運転するわけですが、

片方がちょっと動作が不良だというようなこと

でそういうふうな修繕を行っております。 

  また、１月には厨房の混合水栓の修繕、３月

にはこれも給水ポンプの修繕なんですけれども、

給水ポンプ２台のオーバーホール等々、部品の

交換等も行っております。それ以後、この水の

部分については問題等の報告はございません。

ということで、今申し上げましたように、先ほ

ど教育長もお答えしているんですけれども、ふ

ぐあいが出た都度に早急に対応したいと、緊急

修繕ということで対応しておりますので、その

ようなことで御理解いただきたいと思います。 

  また、教育環境につきましては、今年度当初

予算で空調設備の調査、設計等の予算をつけて

おりまして、これについても既に発注しており

ます。来年度以降、そういうような環境整備に

ついても進めてまいりたいというふうに考えて

おります。以上のようなことで御理解いただき

たいと思います。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） カビの件なんですけれ

ども、カビというのがいろいろ子供たちに悪影

響を及ぼさないかなとすごく心配なんですが、

その点についてはどのように考えているんでし

ょうか。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 議長、柿崎憲

一。 

小嶋冨弥議長 教育次長兼教育総務課長柿崎憲一

君。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 先ほどの御質

問の中に壁の結露の問題、子供の教室のロッカ

ーが結露によってぬれると、かばんがぬれると

いうようなことがございました。 

  こういうふうな内容につきましては、当然教

育委員会の担当の者がその都度お伺いしながら

状況を確認しております。また、毎年度当初予

算の編成の前に各学校から修繕等、設備の改良

の要望等もいただいております。それらの要望、

かなりの数になるわけですけれども、その中で

どれを優先的にすべきなのか、その辺のところ

も学校の御意見もいただきながら判断してまい

りたいというふうに考えております。 

  なお、カビの部分については、なかなか断熱

というふうなことがございますので、軀体部分

のかかわりもございます。その辺につきまして

は具体的にどういう対策があるのか、その辺も

あわせて検討してまいりたいというふうに考え

ております。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 次に質問します。生活

保護についてなんですが、大阪北区で、28歳の

母親と３歳の子供の遺体が発見されました。死

後３カ月以上経過でした。昨年の10月に入居し

たそうですが、電気もガスもとめられていたと

いうことです。ライフラインの情報を市がつか

んでいればとめられたのではないか、こんなこ

とにならなかったのではないかと言われていま

す。 

  当市では、こういったライフラインについて

の連携はどうでしょうか。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、小
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野 享。 

小嶋冨弥議長 成人福祉課長兼福祉事務所長小野 

享君。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 ただいま、

大阪府北区での孤立死のお話がございました。

たしか一旦別の区、守口区で相談を受けながら

孤立死に至ったという状況でございまして、大

変痛ましい事故だったというふうに思っており

ます。 

  山形県に関しましては、ライフラインに関連

した見守りということで、昨年度からいわゆる

民間業者と県との地域の見守り活動に関する協

定を締結しております。具体的には、新聞配達

に従事される業者、それからいわゆるライフラ

イン、現状ですと郵便局、それからＬＰガス協

会、新聞社につきましては山形新聞社というこ

とでお願いしておりますが、これらの業者の

方々と事業所と協定を結びながらライフライン

にかかわる見守りということでやっております

が、具体的には日常業務の中で、いわゆる住民

の方の異変に気づいた場合、市町村に、我々の

ほうに連絡が来ると。緊急時には直接、警察・

消防に連絡が行くということになりますが、

我々が連絡を受けた場合には担当の民生委員、

それから地域の社会福祉協議会、この部署にそ

れぞれ連携とりながら見守り、もしくは救出と

いいますか、援助を行っていくという今協定を

結んでおりますので、現在はその中で見守りを

行っているということでございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 安心しました。ありが

とうございます。 

  もう一つは、生活保護制度の周知を図るべき

ではないかということです。制度や相談窓口を

知らせるポスターをコンビニに張るなどして、

「御飯が食べられなかった」ということのない

ように、「おにぎりが食べたかった」というよ

うなことのないように、そういう人たちに手を

差し伸べることができるというような、そうい

うポスターをコンビニに張るというのはどうで

しょうか。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、小

野 享。 

小嶋冨弥議長 成人福祉課長兼福祉事務所長小野 

享君。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 生活困窮

者に対する支援策としての生活保護制度がある

わけですので、生活保護がどうかという問題で

はございませんが、いわゆる生活困窮者に対す

る援助策としては、平成25年度からは新たに相

談支援事業所ということで各市町村に設置が義

務づけられる、正式には27年度からなんですが、

モデル事業として25年度から早くは導入される

可能性がございます。ですから、そういう相談

事業所におきまして相談が受けられるというふ

うな状況については情報提供していくというこ

とでございますし、あとやはり市のホームペー

ジもございますので、そういう状況を踏まえな

がら、できる限りの中で情報提供はしていきた

いというふうには考えております。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） アベノミクスによって

物価が上がっています。来年の消費税増税分も

含めて、生活保護費の引き上げこそ求めるべき

ではないでしょうか。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、小

野 享。 

小嶋冨弥議長 成人福祉課長兼福祉事務所長小野 

享君。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 このたび

の生活保護制度の改正の中では、生活基準の改

正というのは一部の問題でございます。全体で

は就労支援、それから医療支援の問題、いろい

ろな部分の中の一つの状況としてまず御理解い
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ただきたいというふうに思います。ですから、

全体の保護制度を効率的もしくは適正に運用し

ていくためには、現行の保護制度を我々の中で

適正に用いていくというふうなことで考えてお

りますので、よろしくお願いしたいと思います。 

小嶋冨弥議長 以上で、今定例会の一般質問を終

了いたします。 

 

 

散      会 

 

 

小嶋冨弥議長 今期定例会の本会議をあす12日か

ら17日まで休会したいと思います。これに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 異議なしと認めます。よって、今

期定例会の本会議を12日から17日まで休会し、

６月18日午前10時より本会議を開会いたします

ので、御参集お願いします。 

  本日は以上で散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後１時５０分 散会 
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平成２５年６月定例会会議録（第４号） 

 

 

平成２５年６月１８日 火曜日 午前１０時００分開議 

議 長 小 嶋 冨 弥     副議長 小 野 周 一 

 

 出 席 議 員（１８名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ２番   伊  藤     操  議員 

  ３番   髙  橋  富 美 子  議員     ４番   佐  藤  卓  也  議員 

  ５番   石  川  正  志  議員     ６番   佐  藤  義  一  議員 

  ７番   奥  山  省  三  議員     ８番   沼  澤  恵  一  議員 

  ９番   平  向  岩  雄  議員    １０番   小  野  周  一  議員 

 １１番   小  嶋  冨  弥  議員    １２番   清  水  清  秋  議員 

 １３番   小  関     淳  議員    １４番   遠  藤  敏  信  議員 

 １５番   新  田  道  尋  議員    １６番   下  山  准  一  議員 

 １７番   山  口  吉  靜  議員    １８番   森     儀  一  議員 

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 伊 藤 元 昭 

総 務 課 長 野 崎   勉  総 合 政 策 課 長 荒 川 正 一 

財 政 課 長 髙 橋 則 雄  税 務 課 長 佐 藤 信 行 

市 民 課 長 荒 澤 宏 二  成 人 福 祉 課 長
兼福祉事務所長 小 野   享 

子育て推進課長
兼福祉事務所長 板 垣 秀 男  環 境 課 長 小 嶋 達 夫 

健 康 課 長 伊 藤 洋 一  農 林 課 長 齋 藤 彰 淑 

商 工 観 光 課 長 東海林   智  都 市 整 備 課 長 松 坂 聡 士 

上 下 水 道 課 長 髙 橋   弘  会 計 管 理 者
兼 会 計 課 長 近 岡 晃 一 

教 育 委 員 長 山 村 明 德  教 育 長 武 田 一 夫 

教 育 次 長
兼教育総務課長 柿 崎 憲 一  学 校 教 育 課 長 髙 橋 千 春 

社 会 教 育 課 長 森   隆 志  神 室 荘 長 伊 藤 忠 志 

監 査 委 員 髙 山 孝 治  監 査 委 員
事 務 局 長 冨 樫 雄 二 
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選挙管理委員会
委 員 長 矢 作 勝 彦  選挙管理委員会

事 務 局 長 武 田 清 治 

農 業 委 員 会
会 長 星 川   豊  農 業 委 員 会

事 務 局 長 浅 沼 玲 子 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 高 木   勉  総 務 主 査 三 原   恵 

主 査 川 又 秀 昭  主 事 八 鍬 貴 征 

 

議 事 日 程 （第４号） 

平成２５年６月１８日 火曜日 午前１０時００分開議 

 

   （総務文教常任委員長報告） 

日程第 １ 議案第３５号新庄市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の設定につ

いて 

日程第 ２ 議案第３６号新庄市市税条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第 ３ 議案第３７号新庄市地域ふれあい交流広場設置及び管理に関する条例の設定について 

日程第 ４ 議案第３８号新庄市体育施設設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

 

    （産業厚生常任委員長報告） 

日程第 ５ 議案第３９号新庄市新型インフルエンザ等対策本部条例の設定について 

日程第 ６ 請願第３号ＴＰＰへの参加に反対する請願 

 

日程第 ７ 議案第４０号平成２５年度新庄市一般会計補正予算（第１号） 

 

本日の会議に付した事件 

 

議事日程（第４号）のほか 

日程第 ８ 議案第４１号新庄市職員の給与の臨時特例に関する条例の設定について 

日程第 ９ 議会案第６号新庄市議会議員の議員報酬の特例に関する条例の設定について 
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開      議 

 

 

小嶋冨弥議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名でございます。 

  欠席通告者はありません。 

  それでは、これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第４号）によって進めます。 

 

 

総務文教常任委員長報告 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第１議案第35号新庄市一般職

の職員の給与に関する条例等の一部を改正する

条例の設定についてから、日程第４議案第38号

新庄市体育施設設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例の制定についてまでの４件を

一括議題といたします。 

  本件に関し、総務文教常任委員長の報告を求

めます。 

  総務文教常任委員長石川正志君。 

   （石川正志総務文教常任委員長登壇） 

石川正志総務文教常任委員長 おはようございま

す。 

  私から、総務文教常任委員会の審査の経過と

結果について御報告申し上げます。 

  当委員会に付託されました案件は、議案４件

であります。 

  審査のため、６月12日午前10時より、議員協

議会室において委員８名全員出席のもと担当課

の職員の出席を求め審査を行いました。 

  まず、議案第35号新庄市一般職の職員の給与

に関する条例等の一部を改正する条例の設定に

ついては、総務課職員の出席を求め、審査を行

いました。 

  担当課より、本案は地方自治法の改正に伴い、

新型インフルエンザ等特別対策のため本市に派

遣された職員に対し、新型インフルエンザ等緊

急事態派遣手当が支給されることになったこと

に伴い、関係条例について必要な改正を行うも

のであるとの説明がありました。 

  審査に入り、委員から、派遣要請の仕方はど

ういうやり方でやるのかとの質疑があり、担当

課より、インフルエンザ等緊急事態の宣言があ

れば当市で本部を設置し、それから県の本部、

国の本部というぐあいに派遣を求める流れにな

ると思うとの説明でした。 

  その他質疑等ありましたが、この議案に関し

て採決した結果、議案第35号については全員異

議なく原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

  続きまして、議案第36号新庄市市税条例の一

部を改正する条例の制定については、税務課職

員の出席を求め審査を行いました。 

  担当課より、本案は、平成25年度の税制改正

の大綱の内容を盛り込んだ地方税法の一部を改

正する法律の交付により、必要な改正を行うも

のであるとの説明がありました。 

  審査に入り、委員から、延滞金の利率の引き

下げということだが、払いたくても払えない人

と悪質な延滞者といるわけだが、理由によりし

んしゃくするということはできないのかという

質疑があり、担当課より、理由によってしんし

ゃくするということは原則、法律で決まってい

ることなので実施しないとの説明がありました。 

  その他質疑はなく、この議案に関して採決し

た結果、議案第36号については全員異議なく原

案のとおり可決すべきものと決しました。 

  続きまして、議案第37号新庄市地域ふれあい

交流広場設置及び管理に関する条例の設定につ

いては、教育総務課職員、社会教育課職員の出

席を求め審査を行いました。 

  担当課より、本案は旧角沢小学校跡地を新た
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な施設として活用するために管理条例を設定す

るものであるとの説明がありました。 

  審査に入り、委員から、日常的な管理を地元

の方々にお願いするのかとの質疑があり、担当

課より、日常管理の業務委託ということで町内

会にお願いしたいと思っているとの説明があり

ました。 

  また、委員から、地元の方がこの広場で山菜

を販売しようというようなときは料金はかかる

のかとの質疑があり、担当課より、不特定多数

の人を相手にして営利目的で販売するというこ

とになれば料金はかかることになるとの説明が

ありました。 

  そのほか質疑等ありましたが、この議案に関

して採決した結果、議案第37号については全員

異議なく原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

  続きまして、議案第38号新庄市体育施設設置

及び管理に関する条例の一部を改正する条例の

制定については、社会教育課職員の出席を求め、

審査を行いました。 

  担当課より、山屋セミナーハウスにエアコン

を設置することにより冷房の使用料を徴収する

ために必要な改正を行うものであるとの説明が

ありました。 

  審査に入り、委員から、冷房設備の使用料は

どの程度のものになるのかとの質疑があり、担

当課より、現在の暖房使用料よりも若干低い価

格で設定になると思う。冷房使用料をいただい

ている文化会館や市民プラザ等の施設を参考に

しながら検討していくとの説明がありました。 

  その他質疑等ありましたが、この議案に関し

て採決した結果、議案第38号については全員異

議なく原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

  以上で総務文教常任委員会に付託されました

案件の審査の経過と結果について報告を終わり

ます。よろしくお願いいたします。 

小嶋冨弥議長 ただいまの総務文教常任委員長報

告に対し、質疑に入ります。 

  初めに、議案第35号新庄市一般職の職員の給

与に関する条例等の一部を改正する条例の設定

について質疑を行います。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第35号新庄市一般職の職員の給与に関す

る条例等の一部を改正する条例の設定について

は、委員長報告のとおり決することに御異議あ

りませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第35号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、日程第２議案第36号新庄市市税条例の

一部を改正する条例の設定について質疑を行い

ます。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第36号新庄市市税条例の一部を改正する

条例の制定については、委員長報告のとおり決

することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第36号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、日程第３議案第37号新庄市地域ふれあ

い交流広場設置及び管理に関する条例の設定に

ついて質疑を行います。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第37号新庄市地域ふれあい交流広場設置

及び管理に関する条例の設定について、委員長

報告のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第37号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、日程第４議案第38号新庄市体育施設設

置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

の制定について質疑を行います。質疑ありませ

んか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第38号新庄市体育施設設置及び管理に関

する条例の制定について、委員長報告のとおり

決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第38号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

 

 

産業厚生常任委員長報告 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第５議案第39号新庄市新型イ

ンフルエンザ等対策本部条例の設定について及

び日程第６請願第３号ＴＰＰへの参加に反対す

る請願の２件を一括議題といたします。 

  本件に関し、産業厚生常任委員長の報告を求

めます。 

  産業厚生常任委員長奥山省三君。 

   （奥山省三産業厚生常任委員長登壇） 

奥山省三産業厚生常任委員長 おはようございま

す。 

  私から、産業厚生常任委員会の審査の経過と

結果について御報告申し上げます。 

  当委員会に付託されました案件は、議案１件、

請願１件です。 

  審査のため、６月13日午前10時より、議員協

議会室において委員９名全員出席のもと担当課

の職員の出席を求め審査を行いました。 
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  初めに、議案第39号新庄市新型インフルエン

ザ等対策本部条例の設定については、健康課か

ら補足説明を受けた後、審査を行いました。 

  健康課の説明では、この条例は新型インフル

エンザ等対策特別措置法が４月13日に施行され

たことに伴って制定するもので、新型インフル

エンザ等が国内で発生し、政府対策本部による

緊急事態宣言がなされた場合に直ちに市町村対

策本部を設置しなければならないことから、必

要な事項を定めるものとの説明がありました。 

  審査に入り、委員から、対策本部を設置する

場合、積極的に薬の確保に努めるとかはしない

のかといった質問があり、健康課から、ワクチ

ン等の確保については市町村の対策本部ではな

く国の対策本部の仕事になるとの説明がありま

した。 

  その他、質問等がありましたが、採決の結果、

議案第39号については全員異議なく原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  次に、請願第３号ＴＰＰへの参加に反対する

請願につきましては、請願の紹介議員の出席を

求め、審議を行いました。 

  審査において委員から、聖域なき関税撤廃が

前提でないことが明確になったということに対

しては、相手はアメリカだけでなくオーストラ

リアやカナダ、ニュージーランド、メキシコな

どの国々であり、そのような国々の反対があれ

ばやはり聖域というのは存在しなくなるのでは

ないかと、早急に市議会としては意見書を出す

べきだという意見がある一方で、ＴＰＰに参加

の意思を表明しているということもあるので、

もう少し国の動向なども注視して判断すべきで

あり、継続審査とすべきであるといった意見が

出されました。 

  そのほか委員間で討議をした後、継続審査と

することに関して採決した結果、可否同数とな

り、委員長決裁により継続審査すべきものと決

しました。 

  以上で、産業厚生常任委員会に付託されまし

た案件の審査の経過と結果についての報告を終

わります。よろしくお願い申し上げます。 

小嶋冨弥議長 ただいまの委員長報告に対して質

疑に入ります。 

  初めに、議案第39号新庄市新型インフルエン

ザ等対策本部条例の設定について質疑を行いま

す。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第39号新庄市新型インフルエンザ等対策

本部条例の設定について、委員長報告のとおり

決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第39号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、請願第３号ＴＰＰへの参加に反対する

請願について質疑を行います。質疑ありません

か。 

１２番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

小嶋冨弥議長 清水清秋君。 

１２番（清水清秋議員） 私のほうから、ＴＰＰ

参加に反対する請願、継続審査となったという

ことでありますが、この前、農業団体からＴＰ

Ｐ反対請願、このものには請願を可決していた

だいたという形であったわけですが、今回、継

続審査。 
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  委員長から内容説明を聞いたんですが、どう

もどの辺が継続なのか、もう少し詳しく説明し

ていただければなと。 

  そしてまた、この請願の文書の中での中段、

「そして日米の事前協議」とずっとあって、

「事前協議で国益をことごとく明け渡した政府

が」とあるわけです。この辺の国益をことごと

く明け渡したその内容、どういうものがそうい

うふうな国益を明け渡した内容、その辺、審査、

審議なされたのか。これは非常に重要な物事だ

と私は捉えておりますので、どのように審議な

されたのか、なされなかったのか、この辺を継

続審議とするのか、その辺をお聞かせいただき

たいと思います。 

奥山省三産業厚生常任委員長 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 産業厚生常任委員長奥山省三君。 

奥山省三産業厚生常任委員長 先ほど報告にもあ

りましたように、政府としてはＴＰＰに参加の

意思を表明しているわけです。それで、３月に

も農業団体２つから請願が出ているわけです。

それも一応国のほうに要望というか、提出して

いるわけでございますけれども、それを受けま

して、もう少しこれから国の動きなども注視し

て、それから判断してもよいのではないかとい

うふうに私、委員長としては判断いたしました。 

  それから、先ほど清水委員からありました項

目の検討ですか、それにつきましては、紹介議

員からある程度説明がございましたけれども、

その点については委員からは余り意見は出ませ

んでした。以上です。 

１２番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

小嶋冨弥議長 清水清秋君。 

１２番（清水清秋議員） 今、11カ国参加して協

議しているわけです。それに反対の請願ですね、

これ。やっぱり参加そのものに反対の請願だと

いうような内容であるわけですので、これは継

続になったというものですと、どうも伝わりが

我々にはぴんとこない。特に今、私が指摘した

国益をことごとく明け渡した、その内容をやは

り、国益をことごとく明け渡したとなれば当然、

今、安倍首相が言っている国益をもたらす物事

での参加交渉というものにはならないわけで、

継続審査になった物事だとすれば、ぜひひとつ

この辺も十分に踏まえて請願の審査をしていた

だければなと思いますが、委員長の考えをお聞

かせいただきたいと思います。 

奥山省三産業厚生常任委員長 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 産業厚生常任委員長奥山省三君。 

奥山省三産業厚生常任委員長 ただいま国ではＴ

ＰＰの参加の表明はしているわけです。ただ、

交渉拡大というか、それには入っていないわけ

です。それで、まだこの委員会ではこれから継

続審査してもっと調べるというか、そういうふ

うな意見が多数を占めたということになりまし

たので、以上の結果でございます。 

１２番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

小嶋冨弥議長 清水清秋君。 

１２番（清水清秋議員） ＴＰＰ参加に反対だか

ら、今、参加するかしないかという協議してい

るという委員長の話なんですが、それはそれと

いたしまして、継続審査になったわけですから、

先ほど指摘した国益をことごとく明け渡したと

いう件をやはり十分に検討していただきたい、

審査していただきたい。そしてまた、これを次

の会議のときにぜひ委員長のほうから報告して

いただければありがたいと思いますので、よろ

しくひとつお願いしたいと思います。 

小嶋冨弥議長 答弁、求めますか。委員長の答弁、

もらいますか。 

１２番（清水清秋議員） 検討するというか、審

査するということの答弁やってもらいたい。や

るかやらないかということ。 

奥山省三産業厚生常任委員長 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 産業厚生常任委員長奥山省三君。 

奥山省三産業厚生常任委員長 検討します。よろ

しくお願いします。 
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１５番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 

小嶋冨弥議長 新田道尋君。 

１５番（新田道尋議員） 今、委員長報告で継続

審査というふうに伺ったんですが、来月の15日

から25日というふうなこと、決まっているんで

すね。日本がそこへ初めて参加ができるという

予想です。これはアメリカの審議が23日の午後

に終わるということで、恐らく通るんじゃない

かという予想のもとに、そういうふうに政府で

は言っているわけです。 

  今回７月のやつは参加、23日ですから、24日、

１日延長しまして25日になったということです。

２日間で日本が会合に参加できると。２日間で

どのぐらい日本の言い分を言うことができるか

ということが非常に問題になってきまして、今

まで３年間かけて17項目にわたって審議された、

既に決まった部分が相当数あるわけです。まだ

残っているのがあとは４項目というふうに報道

されております。そんなことで、初めて参加す

る来月の24日。この請願はＴＰＰに参加すべき

でないと、頭から参加してはならないという請

願なんです。ということは、今まではいろいろ

な情報の中で、日本の国益を守るということが

さっぱり表面に出ていないということが一番問

題で、直近では農業問題は一番ですが、漁業の

補助も禁止すべきだというアメリカの意向があ

るというふうなことを報道されております。 

  そんなことで全体を眺めてみても、聞いても、

情報を得た限りでは、さっきも申し上げました

が、日本に対するプラス面が全然ないんだとい

うふうなことが言われています。特に新庄市の

重要産業である農業に対しては、申すまでもな

く完全撤廃されたとすれば相当数の被害が出る

わけで、概算ですけれども、３兆円という日本

の全体では言われています。プラスマイナス計

算しても、総合的に見てもプラスになるものは

一つもないんだということを言われています。 

  今、既に終わった合意書、それは日本が幾ら

申し入れをしても翻ることは、撤回するという

ことはあり得ない。昨年の12月に参加した国も、

全部前の決定した事項をのんで了承することに

よって参加を認められたというふうな経緯があ

るわけで、日本だけ特別扱いになるなんていう

ことはあり得ない。900ページにわたる合意書

があるということで、これは見させてもらうこ

とはもちろん全然できないわけで、そんなこと

で、日本は参加するにしても大変不利な立場に

立たされるということから、やはり国民に知ら

されている部分が多いということで、もう少し

時期をずらすとか次回にするとか、まだ参加し

ていない国だって、中国・韓国だってやってい

ないんだから、何も慌てて途中から入っていく

必要が私はないんじゃないかというふうに思い

ます。 

  そんなことで、非常に隠れた部分が多いこの

会合には参加しないようにというふうな請願の

内容でございますので、もう少し委員会として

掘り下げて、よく検討して、これは日本の国益

というか将来を左右する大変重要な問題でござ

いますので、もっと真剣に慎重に、目の前に置

かれた直前の会合に参加しないようにというふ

うなことなので、それをもう少し慎重に内容を

検討して委員会としてはすべきだというふうに

思いますので、私はもう一回やり直していただ

きたいなというふうに申し上げますが、委員長、

どうでしょうか。 

奥山省三産業厚生常任委員長 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 産業厚生常任委員長奥山省三君。 

奥山省三産業厚生常任委員長 委員会としては十

分に一応審議を尽くして、あと採決の結果、継

続審査というふうになったのであります。以上

です。 

１５番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 

小嶋冨弥議長 新田道尋君。 

１５番（新田道尋議員） これ継続しても４月25

日で１回目の初めての会合が終わるんですよ。
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それが終わってから委員会でまた恐らく再審査

するとすれば９月になるんでしょうけれども、

それでは全く意味ないわけですね。だから要す

るに請願の趣旨というのをもう少し深く掘り下

げて慎重に扱うべきであろうと私は思いますけ

れども、お祭りが終わってから採択、不採択、

どっちにしてもこれは何も意味をなさなくなる

と私は思うんですが、どうですか、その辺。 

奥山省三産業厚生常任委員長 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 産業厚生常任委員長奥山省三君。 

奥山省三産業厚生常任委員長 委員会で一応可否

同数になって、委員長の決裁というふうになっ

て、先ほど説明しましたように国としては参加

の意思を表明しているわけです。だからこれか

ら国の動きをもう少し見て判断してもよいとい

うふうに私は判断させていただきました。以上

です。 

１５番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 

小嶋冨弥議長 新田道尋君。 

１５番（新田道尋議員） 私も委員会に説明を求

められて出席しまして、そのときも７月と９月

にＴＰＰの会合が予定されているんだというふ

うに説明をいたしました。それで、準備として

はこれから４月、９月終わりますと、10月には

基本合意ございまして、年内には交渉の妥結を

見るんだというふうな順番になっていますね。

もう間近、全部が決まるわけですので、やはり

言うべきものは言っていくべきであるというふ

うに思いますね。それで、言うチャンスが絞ら

れてきたということで、途中からでも勇気を持

って、参加をしないというふうなことが一番日

本にとってはいいんじゃないかというふうに思

うわけです。その辺を十分に審査したとは思え

ないですけれども、繰り返し繰り返し内容を報

告するにすぎないようでございますのでやめま

すけれども、次回もし機会がありましたら、そ

の辺をよく掘り下げて、日本のためになるかな

らないか、その辺が一番重要ですので、よく審

査をしていただきたい。終わります。 

小嶋冨弥議長 答弁要りますか。 

１５番（新田道尋議員） 要りません。 

小嶋冨弥議長 ほかにございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別になしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  請願第３号ＴＰＰへの参加に反対する請願に

関する件は、産業厚生常任委員長より継続審査

の申し出がなされておりますので、継続審査と

したいと思います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 異議がありますので、起立採決い

たします。 

  請願第３号は、委員長報告のとおり決するこ

とに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

小嶋冨弥議長 起立多数であります。よって、請

願第３号は委員長報告のとおり継続審査となり

ました。 

 

 

日程第７議案第４０号平成２５年

度新庄市一般会計補正予算（第１

号） 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第７議案第40号平成25年度新

庄市一般会計補正予算（第１号）を議題といた
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します。 

  本件に関しましては既に説明が終わっており

ますので、直ちに質疑に入ります。質疑ありま

せんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） ８ページの３、民生費

の１で、生活保護総務費がありますが、この生

活保護運営対策事業費の内容についてお願いし

ます。 

  それから、次に10ページの７款２目で、商店

街活性化アドバイザー育成事業委託料について、

内容はどのようになっているのかお願いしたい

と思います。 

  それから、３つ目ですが、11ページの８款土

木費２目で、雪総合対策事業費で修繕料、水上

がり被害抑制の流雪溝改修ということですが、

どこなのかお願いします。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、小

野 享。 

小嶋冨弥議長 成人福祉課長兼福祉事務所長小野 

享君。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 ８ページ

の民生費、生活保護運営対策事業費、電算シス

テム改修業務委託料というふうになっておりま

すが、これにつきましては歳入の６ページにご

ざいます民生費、国庫補助金になりますが、セ

ーフティネット支援対策等事業費補助金、これ

に基づく内容になっております。つまり、今回

生活保護基準の見直しがございます。８月１日

をもって改正というふうに予定されております

が、これに合わせてシステム改修が必要になり

ますので、これに対する歳入それから歳出を今

回計上させていただいているというところでご

ざいます。 

  中身としましては、セーフティネット支援対

策事業費というものにつきましては、通常の生

活保護の枠とはちょっと外れまして、別途に生

活支援、それからいろいろな相談事業に対して

の100％国庫補助の補助金なんですが、これを

用いまして今回システム改修を行うというふう

になっております。 

  システム改修の内容につきましては、８月か

ら改正ということになりますが、今回、生活保

護基準の改正につきましては、３年後、27年度

を目指して保護基準を低減、下げていくという

ふうな形の取り扱いになります。ですから、単

純に考えれば、３年後に10％を上限として削減

するという中身になっておりますので、それを

３年間かけて下げていくというふうなシステム

の中身になっております。ですから、それに対

応する今回、電算システムの改修を行うという

ことでございますので、よろしくお願いいたし

ます。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 補正予算10ページ、７

款の商店街活性化アドバイザー育成事業委託料

につきましての御質問でございますが、この件

につきましては、財源が県の補助金がございま

して、予算書で申しますと６ページ、15款２項

４目労働費県補助金の緊急雇用創出事業臨時特

例基金事業費補助金が全額充当されるものでご

ざいます。 

  内容につきましては、商店街を活性化する方

策としまして、今現在、商店街活性化の三種の

神器と呼ばれるものがございます。１つには

100円商店街、それから２つ目はバルというも

のです。それからまちゼミという３つのものが

ございまして、100円商店街につきましては新

庄市が発祥地ということで全国から認めていた

だいているわけですけれども、バルというもの

につきましてはスペインが発祥の地と言われて

おりまして、会員となる商店街、飲食店等で共

通チケットを発行しまして、食べ歩き、飲み歩

きをするという方策でございます。それから、
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まちゼミと申しますのは、店の人が講師役みた

いな形になりまして、商品の知識あるいは技術、

食べ方のコツなどをゼミ形式で説明して活性化

を図るというものでございます。この２つ、バ

ルと呼ばれるものとそれからまちゼミと呼ばれ

るもののアドバイザーを育成して商店街の活性

化に役立てていきたいという内容でございます。 

松坂聡士都市整備課長 議長、松坂聡士。 

小嶋冨弥議長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 それでは、私のほうから

御説明申し上げます。 

  11ページ、８土木費、雪総合対策費、それの

修繕料でございますけれども、ここにつきまし

ては水上がり箇所の解消というふうなことでご

ざいまして、末広町地区になります。平成24年

度、このたびの雪で７回ほど水上がりになって

いまして、それを早期に解消するということで、

市道31号線の部分の流雪溝を改修するものでご

ざいます。延長は大体80メートルほどを予定し

てございます。以上でございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） ありがとうございます。 

  さて、一番最初の生活保護の改正に合わせて

ということですが、これは内容は生活保護費の

引き下げということだと思います。ところで、

生活保護の引き下げをやろうとしていますけれ

ども、捕捉率というのがあると思います。生活

保護基準よりも低い生活を余儀なくされている、

低所得でありながら受けている人が今少ない、

２割程度と言われておりますが、捕捉率の低い

状態の改善こそ必要でないかと思うんですが、

そういったことなど、どうでしょうか。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、小

野 享。 

小嶋冨弥議長 成人福祉課長兼福祉事務所長小野 

享君。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 ただいま

捕捉率の改善についての御意見といいますか、

御質問いただいておりますけれども、いわゆる

捕捉率、日本の場合の生活保護制度に対しての

捕捉率が非常に低いのではないかというふうな

指摘がかなりされております。一つ大きな原因

としては、生活保護制度の中で、現状としては

資産の保有が制限されているというふうな部分

がございます。車の保有、それから住宅ローン、

これがあれば生活保護申請には該当しないとい

うふうないわゆる事業設計の制限があるという

ことが一つ大きな要因としてあるというふうに

は認識しております。 

  それともう一つ、他国の制度と違うのは、社

会保障の負担率が大分違うというところでござ

います。ほかの国ですと60％から70％ぐらいま

で、税も含めて負担されている国もございます。

日本の場合ですと40％程度しかまだ負担率が達

していないというふうな状況の中で、生活困難

な方々に対する支援策はどうあるかということ

に対しては検討すべき余地はあると思いますが、

やはり総体的な中での現状をまず認識されなが

ら話を進めていくということが前提になるかと

思われますので、現状としてはそういう認識で

いるというところでよろしくお願いしたいと思

います。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 社会保障の負担率とい

うお話でありましたけれども、そこについては

もう少しいろいろ調べていただきたいなと思い

ます。というのは、確かに消費税率だけで見た

ときには、ほかのヨーロッパ、先進資本主義国

が高いように見えますけれども、実際そこに行

って詳しい資料などを見ますと、医療費、介護

などが無料であったりして、さらに住宅も手当

てもされ、年金も高いということだし、消費税

そのものについても食料品が非課税ということ

で、低所得の方から見たらずっと負担が低いと
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いうふうにも言われております。そういう点な

どを見て、本当に国民の負担率、社会保障の負

担率が日本が高いのか。実はヨーロッパが高く

ない、日本のほうが負担率が高いとも言われて

おりますので、そういったところをぜひ見なが

らやっていただきたいし、捕捉率を上げるよう

に、必要な方が受けられるようにする方向でや

ることこそ必要だと思いますし、生活保護費そ

のものも決して高くないので、内容も憲法25条

の精神に沿って、健康で文化的な生活を全国民

に国として保障するという憲法がありますが、

その条項に沿って生活を保障するような生活保

護であり、社会保障であってほしい、そういう

中身になるように見ていただきたい、国に対し

て物を言っていただきたいというふうに思いま

す。 

  それから、次にですが、商工振興対策費に関

係して、アドバイザー育成ということで、この

お金がついております。しかし本当にこれで商

工振興になるのかということで、きのうも市内

の商店の方から言われました。大型店がまたふ

える。こういう中で商店街と言われても厳しく

て、やめるか、店を畳むかと今本当にその瀬戸

際で苦しんでいる状態で、市でこの商店を守る

ために何ができるかということで、市民から言

われたのは、大型店、大きい店に独自に市で課

税できないのかという一つありました。それは

どうなのか。 

  それから、２つ目に商店のリフォーム助成と

いうのを高崎市でやっておりました。商店、一

つ一つ頑張っているところに最高100万の助成、

半分市で助成だったと思いますが、そういう形

で一つ一つの店を魅力的なものに変えて利用し

たい気持ちにさせていくというか、その応援を

市で行うのはどうなのか。 

  それから、３つ目に固定資産税を安くするこ

ともできないのか、そういったことで商店街の

振興対策ということで、そういう点など考えら

れないのかお聞きしたいと思います。 

小嶋冨弥議長 佐藤議員、固定資産税はちょっと

解釈になっていますので、その辺、絞ってやら

ないと論点定まりませんので、論点を絞ってひ

とつ御質問をお願いしたいと思います。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 商店街活性化の方策に

ついての御質問でございますけれども、このた

びアドバイザー育成ということでバル、あるい

はまちゼミということで企画しております。そ

のほかにも味覚まつりとかさまざまな形でイベ

ントを組みながら活性化策を十分やっていると

思いますので、また、大型店とのすみ分けも既

になっているのではないかというようなことを

考えておりますので、今後このような事業を進

めながら取り組んでまいりたいと思います。 

  それから、リフォームの助成につきましてで

ございますけれども、今現在は考えておらない

んですけれども、少し勉強させていただきたい

と思います。以上です。 

小嶋冨弥議長 ほかにありませんか。 

１２番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

小嶋冨弥議長 清水清秋君。 

１２番（清水清秋議員） 私のほうから二、三質

問させていただきます。 

  きょうは観光協会の会長、常任理事も来てい

る中で、観光振興、10ページの３目観光費につ

いてお伺いいたします。 

  11ページの新庄まつり業務委託料、21万何が

しあるわけなんですが、これは市長はかねがね

新庄まつり100万人交流、誘客、そういうよう

な数字を掲げておるわけなんですが、それもこ

の一環だと思いますが、どこにこういうふうな

まつりツアーの委託をされるのか、まずお聞か

せいただきたい。 

  そしてまた、新庄まつり全体の一貫的に捉え

て物事を申し上げさせてもらうと、新庄まつり、
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今のやり方では到底100万人なんて夢物語だと

私は思います。なぜかというと、これは新庄ま

つりそのものが全体的に一体感が出ていない、

私はそう思っています。つくる人、はやし、そ

して特に見る側になったまつりがなっていない。

今、40万から50万も見に来られているという中

で、見る人が座ってゆっくり見れるというのは

ある意味、観覧席しかない。あとはどういう観

覧の場所、そしてどういう物事で見ているかと

いうと、皆、道路沿いに立って、市長、山車１

台や２台じゃないですね、20台だ。20台全部見

るとしたら２時間はたっぷりかかる。こういう

状況を考えるにつれ、かねがね私は思っていた

んですが、そういうふうな一体感が生まれない

ようなまつりを市長はどう捉えて100万人を誘

客するのか、中身がまだ見えてこない。今、行

政サイドでその100万人に見てもらえるように

といろいろ検討しているようでありますが、ぜ

ひひとつ、ここら辺で新庄まつりの見直し、そ

ういうふうなものをきちっと検討に入って、い

ろいろなことがありますよ、課題点。宵まつり

を２日間やったほうがいいじゃないか、あとは

町内ごとの協賛金というか御祝儀のもらい方、

こういうものだって市民からいろいろ問われて

いる。そういう問題・課題を解決する方向で今

本当に歩んできているのか、私には見えてきて

いないんですね。やっぱり見る側に立って新庄

まつりを興行していただきたい。 

  これにはいろいろな問題・課題があることは

聞いております。神輿渡御の皆さんの意見。し

かしながら、行政サイドで、今こういうような

補正とかも出てきているわけですね、まつりに。

全体で去年あたりでどれぐらいの予算を新庄ま

つりに投資というか計上しているのか、その辺

も踏まえてお知らせいただきたいと思います。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 １点目につきましては、

補正予算の11ページになりますが、新庄まつり

ツアー業務委託料21万についての御質問かと思

います。 

  これにつきましては、１点目の狙いとしまし

ては、震災復興の絡みもございまして、昨年度

までお呼びしておりましたように仙台の若林区、

それから石巻、こちらの被災地の方々をお呼び

して新庄まつりなどを見ていただくということ

を考えておりまして、これは市内の業者のほう

に委託しているものです。当然震災復興でお呼

びするということだけでなくて、新庄まつりを

ＰＲするために、100万人構想の一環としてま

つりを見に来る人の拡大のためにという２つの

目的を持ちましてツアーを組んだというところ

でございます。 

  それから、まつりの全体的なことにつきまし

て御質問がございましたけれども、観覧席の問

題につきましては、やはりアビエスの観覧席等

につきましては、キャパシティーとしてはあれ

以上整備をするということになりますと大変な

問題が出てくるのではないかと思います。やは

りもう少しあそこを拡大するのか、それからも

う少し通路での観覧席をどうするのかといった

問題につきましていろいろ御議論がございます

ので、新庄まつり百年の大計につきましても第

３期計画が４月からスタートということでござ

いまして、その策定をする段階でもさまざまな

意見があったということで検討事項として早急

に対応しなければならないと、結論を出してい

かなければならないというふうに考えておりま

す。 

  それから、奉賛金の御意見もございましたけ

れども、やはり奉賛金をもらうべきではないと

いう御意見と、それがあるから新庄まつりなん

だという御意見もありまして、委員会の中でも

まだ統一がなされていないのではないかという

ふうに考えております。百年の大計の３期がス

タートしたばかりでございまして、その内容で
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も検討という、検討事項ということになってお

りますので、もう少し議論しながら結論を出し

ていきたいというふうに考えております。 

１２番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

小嶋冨弥議長 清水清秋君。 

１２番（清水清秋議員） 先ほど質問した全体的

な市の行政費、どのぐらい年間出しているのか、

わからなければ後ででもいいんですが。という

ことは、今、観覧席の物事、今回あのチケット

を販売して、その日のうちに４時ごろ完売だと

いう話も聞いております。特にことしは土曜日

に宵まつり、その辺も重なったからかなと思い

ますが、ただ、１日で完売したから喜んでいる

問題じゃないんですよ。それだけ新庄まつりを

見たいというお客さんがいるということでしょ

う。そうしたら、もっといる状況なわけですよ。

それに幾らかでも応えてやろうという姿勢が見

えてこないのよ。大変だ、大変だ。座って見せ

なければ、20台の屋台は見られないべや。そう

思いませんか。２時間も立って。旅行会社、新

庄まつりツアーで来て、バスからおりてもらっ

て、どこで見るかわからない。終わったらまた

バスの東口まで来てくださいよと。これじゃ、

そういう体制で100万人、連れてこられるなら

連れてきてくださいよ、市長。やはり観覧席、

それ相当のを設けてやるとか、ゆっくり見てく

ださいよとか、そういうふうな物事を考えられ

ないんですか。実行委員会あるでしょう、新庄

まつり実行委員会、いろいろな方々がそこに行

ってお話ししている。しかしながら、どうなん

ですか、その話の協議の内容。私の耳にも入っ

てきております。うまく調和とれた話になって

いない、ならない、そういうことも聞いており

ます。一方で、市では格別何とも言いがたいと、

そういうような物事では、せっかく市長が100

万人に来ていただいて、新庄まつり、あれを見

ていただきたいというような構想がいつになっ

たらできるの。いいですか。やはり協賛金をい

ただくにも、市民がどういうふうな目線で見て

いるか、ああいうふうな今の姿では俺も好まし

くないと思っています。そうしたら、どういう

ふうになる。 

  ましてや文化財でしょう。行政がこれだけ

2,000万、恐らく全体でそれ以上出しているん

じゃないですか。出して悪いとは言わない。だ

としたら、今、町内会で非常に苦労しながらあ

のすばらしい立派な屋台を製作している。そう

したらやはり、これまで文化財とかいろいろな

形で行政が引っ張ってきたりフォローしてやっ

たりしてきたわけでしょう。じゃここでもう一

踏ん張りして、町内会に対して、囃子連盟に対

して本腰を入れてやっぱりそれなりの予算も考

えてやるべきだと。そういう考えはどういうふ

うに市長は捉えていますか。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 大変ありがたい質問だというふう

に思っています。100万人というような目標を

掲げたおかげでこうした議論が進んでいるとい

うこと、大変うれしく思います。これまでは役

所が何をしてくれるんだというふうな議論の中

が中心だったと。全国のお祭りの中で、誰が主

体になるのかということが非常に大きなそれぞ

れのお祭りの課題であります。 

  実は昨日、台東区にて、お祭りのこれまで携

わってきた人のお話を聞きたいということで、

上野公園まつり、浅草まつり、全て民間団体で

やると、行政は手を出さないというようなお話

がございました。しかし、これまでの新庄市の

お祭りの伝統的な流れからして、行政がこれか

ら手を外すと、ただ単にお金を出し支援すると

いうことだけでいいのかというようなことに葛

藤を覚えてきたところであります。また、さま

ざまな状況の中で神事が入るという問題もござ

います。しかし、それは文化財ということでク

リアできたというふうに思っております。 
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  今後、これだけ市民の皆さんが自慢の新庄ま

つりを外へ出していきたいと、この議論の中で

もそこまで大きくする必要ないというお祭りの

関係者もおるわけです。そういうふうなことで、

それらの意見を調整しながらお聞きし、あくま

でも私の場合は顧問という形でありまして、実

行委員会は別途あるわけです。実行委員会から

さまざまな要望・要求が出て初めてこの場に予

算化し、議員の皆さんに討論していただいて、

それが是か非かというようなことになるのかな

というふうに思っております。心構えとしては

常にそういう思いでおります。 

  ですから、お祭りを見る方々をどうするのか

という問題、このことについて行政が全て「は

い、やります」というようなことでいいのかと

いう問題もございます。山車連盟、囃子連盟、

そしてみこしの皆様方が見させたくないと、あ

れは市長が勝手に言っていることだというので

あればそれまでだというふうに思っています。 

  ただし、地域の中で人を交流させていくとい

う大きな目的が行政にはございます。人口減少

の中で「人行きかうまち」をすると、一つの材

料として新庄まつりがあると。それを補完的に

行政が支援し、そしてそれが大きくなり、さま

ざまな形で経済活動が起きないだろうかという、

そういうような側面もあるということを思って

おります。 

  今後、きょう清水議員からありましたように、

各界からさまざまな御意見が出ることが行政に

とってもさらなる進歩、支援につながるものだ

というふうに思っております。全てに行政が出

過ぎてはいけないということも一方にはありな

がら、100万人という非常に矛盾する形ではあ

りますが、行政の守備範囲というものとの整合

性をとりながら進めていきたいというふうに思

います。 

  きょうの議論、御意見、大変ありがたく思い

ます。今後ともそうした各界から御意見が出る

ことをぜひお願いしたいなというふうに思って

おります。 

１２番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

小嶋冨弥議長 清水清秋君。 

１２番（清水清秋議員） 市長、私なりに物事を

捉えて言わせてもらいましたが、やはりお祭り

は見る人があってこそ雰囲気、祭りの盛り上が

りが出てくるんです。囃子連盟の方々だって、

新庄駅前に行けばいっぱい人がいてやる気が出

てくる。だけれども、25日の昼間はどうもいた

だけないなというような声が伝わってくるんで

すよ。やっぱり見る人が沿道にあふれんばかり

に出てきてもらって見ていただければ、物すご

く活気が出てきている。こういうまつりを俺は

市長が想像して100万人構想というのを持った

んだべなという感じでいるんです。ぜひひとつ

観覧式のものでゆっくり見せる、これなんか早

急に取り組んでもらいたいと思っているんです。

大変だ、大変だとばかり言わないで、やはり初

めてやることは皆大変だね。だから、そういう

ようなことでひとつぜひ、新庄まつりが「新庄

の新庄まつり変わったな」と言われるようにこ

れから構想をきちっと立てていただければあり

がたいと思います。市長からも前向きな答弁を

いただきましたので、まずこれ。どうもありが

とうございました。 

小嶋冨弥議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午前１１時０７分 休憩 

     午前１１時１７分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

  ほかに質疑ありませんか。 

４ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

小嶋冨弥議長 佐藤卓也君。 

４ 番（佐藤卓也議員） それでは、補正予算書

の９ページ、６款農林水産業費１項農業費３目
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農業振興費のエコロジーガーデン推進事業費の

ことについてお尋ねします。どういう事業なの

でしょうか。よろしくお願いいたします。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 ９ページの農業振興費

のエコロジーガーデン推進事業費、神室の国食

遊館活性化事業委託料の件について御説明いた

します。 

  エコロジーガーデンの中で農家レストラン、

あるいはエコロジーガーデンに限らず農家レス

トラン的なものを農村部のほうでぜひ行いたい

というふうに考えております。その手がかりと

しまして、今現在 kitokito MARCHE、人気を博

しておりますけれども、そこで食を提供してい

る方が出ております。kitokito MARCHE は毎月

１回なわけですけれども、できれば毎週週末ぐ

らいにエコロジーガーデンの中でまずレストラ

ン的なものをやってみたいというふうに考えて

おります。ですから、kitokito MARCHE で出店

している、食を提供している店の方々に一回そ

ういう形で毎週、できれば週末ぐらいにレスト

ラン的なことをやっていただいて、問題点とか

方策について検討したいというのが目的でござ

います。 

４ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

小嶋冨弥議長 佐藤卓也君。 

４ 番（佐藤卓也議員） はい、わかりました。

ぜひやっていただけるんだったら、そこら辺も

十分活用していただいて、また予算のときも私

申し上げたんですけれども、施設の問題とかも

多々ありますので、そこら辺は十分、有形文化

財になりましたので検討していただきながら進

めていっていただきたいと思います。ぜひうま

くいくように願っております。 

  続きまして、ページ数で言いますと11ページ、

７款商工費１項商工費のところでございますけ

れども、そこら辺の神室山麓地域再生プロジェ

クト委託料と、その下の神室の宝流通対策事業

委託料の２点について、御説明よろしくお願い

いたします。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 予算書11ページ、神室

山麓地域再生プロジェクト事業委託料、それか

ら神室の宝流通対策事業委託料につきまして御

説明いたします。 

  これは財源につきましては、先ほどのエコロ

ジーガーデンの食遊館活性化と同じように、県

の緊急雇用創出事業の補助金が全額充当される

ものでございます。 

  事業の内容といたしましては、まず神室山系

の地域再生プロジェクトにつきましては、神室

山という自然豊かな地域でとれる農産物という

ことをアピールポイントといたしまして、その

農産物と加工品の販路を開拓する方策を探るも

のでございます。この再生プロジェクトにつき

ましては、主に首都圏のアンテナショップの流

通を狙ったものでございます。その流通という

のは大変効果的と考えておりまして、さまざま

なアンテナショップがございますが、どこを狙

えばいいのかということとともに、そこにかか

わる流通業者の方とのかかわりが大変重要でご

ざいますので、その結びつけるアドバイザーを

選びながらアンテナショップを開拓していくと

いう方策でございます。 

  それから、その下の宝流通対策事業委託料に

つきましては、今の前のものとセット的なもの

ではございますが、要するに農産物とその加工

品をどういうふうに売るかということでござい

まして、ＰＲ、それから販売手段としてイベン

トに参加して対面販売するという方策も大変重

要であるというふうに考えております。 

  それからまた、ネット販売というものも非常

に普及しておりますので、これらの方策を組み

合わせて販路拡大を目指すというものでざいま
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して、この２つの事業につきましては観点・対

象は違いますが、農産物の販路拡大と加工品の

販売、食品のＰＲといったことを狙っているも

のでございます。 

４ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

小嶋冨弥議長 佐藤卓也君。 

４ 番（佐藤卓也議員） 県の緊急雇用のお金を

使ってやるわけなのでというわけではないでし

ょうけれども、ここは非常に重要な場面ではご

ざいますので、自分たちも銀座なりアンテナシ

ョップに行っていても、なかなか最上のものが

少ない。ましてや、同じものがあっては手にと

ってもらうまでが大変なので、そこら辺をかな

り重要視してこれから取り組んでいっていただ

きたいと思います。以上です。 

小嶋冨弥議長 ほかに質疑ありませんか。 

１０番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

小嶋冨弥議長 小野周一君。 

１０番（小野周一議員） それでは、今、佐藤卓

也議員の質問に関連しまして、11ページの商工

費の神室山麓地域再生プロジェクト、これに関

して質問したいと思います。 

  今、課長の答弁によりますと、都内にアンテ

ナショップ的なもの、アドバイザー的な人を選

ぶとかいろいろなものを新庄・最上の農産物を

持っていくためにしたいという事業なんだとい

う大筋の説明があったんですけれども、じゃ、

私、お聞きしますけれども、ことしの３月31日

でおやめになりました北区の新庄市の今までア

ンテナショップがありましたよね。あれの検証

というのはどのようにやられておりますか。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 東京、北区のアンテナ

ショップにつきましては、大通りのほうから少

し外れているというところがございまして、お

客さんの入りが思ったほど伸びなかったという

状況があるようでございます。それで同じよう

な条件の中で、世田谷のほうのアンテナショッ

プを今活用しながらやっている状況でございま

す。 

１０番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

小嶋冨弥議長 小野周一君。 

１０番（小野周一議員） では、新たに世田谷の

ほうに新庄市のアンテナショップを設立したい

という考え方ですね。 

  実は我々会派でもそうですし、３回、４回く

らい北区のほうに行ったんですけれども、あそ

こに出品されている方はまゆの郷ですよね。あ

と、駅のゆめりあの物産、新庄物産館ですか、

それから株式会社最上ですね。あともう一つは

ネットワーク農園ですか、そういう団体がある

んですけれども、そういう団体がまとまって農

産物をアンテナショップにやっているという形

態は見られませんよね。個々に大抵やっている

んですよね。そういう今までの失敗とは言いま

せんけれども、我々も東京に行きますと本当に

目立ちます、銀座に行ってもどこに行っても、

沖縄のアンテナショップに行っても。しかし、

多くあるのは、やはり加工製品ですね。酒とか

いろいろな賞味期限の長いやつですよね。果た

して新庄から農産物を持って行った場合、アン

テナショップにどのような農産物を持っていく

かわかりませんけれども、どのようなものを選

定なされるのか。そして、今までいろいろ携わ

ってきたネットワーク農園とか株式会社最上と

か産直まゆの郷とか、そういう組織づくりです

よね。そういうことからしていかないと、また

新たに一からするということが私はいかがなも

のかなと思うんですけれども、やはり今までの

を検証しまして、そういう生産組織の組織化を

図ることが大事だと思うんですけれども、その

辺のことをお聞きしたいと思います。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 今、小野議員のほうか
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ら御指摘ありましたように、まだまだ商品も足

らない部分もあろうかと思います。それから、

取り組み方も統一性に欠いているという状況は

認識してございます。ですから、今現在提供し

ている組織をもう少しまとめて、さらに農産物

あるいは加工品の種類もふやしてやっていかな

ければならないというふうなことを考えてこの

事業を予定しているものでございます。ですか

ら、単に加工品もつくって出すということだけ

では今はやはり、先ほどもありましたように手

にとってさえもらえない時代になってきており

ます。ですから何を売るのか、あるいはその商

品に対するセンス、物語、こういったものが必

要になってきますので、その辺もあわせて組織

化とともに取り組んでいくというところが今回

の狙いでございますので、よろしくお願いしま

す。 

１０番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

小嶋冨弥議長 小野周一君。 

１０番（小野周一議員） 世田谷にアンテナショ

ップという、そういう店を設けるとすれば、や

はり課長わかるとおり、地域間の競争が非常に

激しいわけですよね。県のアンテナショップに

しても、新庄市から出品される加工品とかそう

いうものは本当に探さなければ見つからない状

態ですね、庄内とか置賜は多いんですけれども。

世田谷にそういうアンテナショップを設けると

すれば、新庄でもこのような、ほかの地域に負

けないようなうまいもの、安全・安心なものが

あるんだという、そういうアンテナショップを

目指してやってもらいたいと思います。終わり

ます。 

小嶋冨弥議長 ほかに質疑ございませんか。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） ８ページの５款労働費

の介護分野への就労支援と福祉サービスの充実

事業委託料、この事業を詳細にお願いします。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 勤労者福祉対策事業費

の介護分野への就労支援と福祉サービスの充実

事業委託料につきまして御説明いたします。 

  これにつきましても、財源といたしましては

緊急雇用の補助金が100％充当されるものでご

ざいます。事業内容といたしましては、今現在、

介護サービス事業に従事する方につきましては

介護福祉士の資格を持っている方、あるいは介

護職員研修課程を修了した方がなるというふう

な方向で検討されているようでございます。 

  今回の予定する事業につきましては、介護職

員の研修課程を修了していただいて、その施設

で働いていただく方を確保したいという目的な

んでございますが、介護施設での実習を伴う研

修がございまして、その研修を業者に委託して

施設での介護職員として働いていただくという

ことを狙った目的とする事業でございます。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） これは介護福祉士の育

成とヘルパー２級、これに限定しているのでし

ょうか。今現在、家族で介護している方がいら

っしゃいます。それの家族支援とは別な事業だ

とは思うんですけれども、知識としては、介護

というのはそういう職員に限定すべきものだと

は私は捉えておりません。そのことで施設に入

るのを前提にしているような話なんですけれど

も、訪問で行っている事業、そういう方につい

ても研修制度は必要だと思います。そのことに

ついてはどのようにお考えですか。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 このたびの財源となり

ます緊急雇用の補助金につきましては、起業型

の補助金というふうになっておりまして、新た

な雇用を生むことは当然ですが、それとともに
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この事業で言えば研修した内容を生かして就労

するということが目的でございます。確かに在

宅の方々につきましての支援といいますか、対

策ということは当然あるわけですけれども、こ

のたびの緊急雇用を財源とする事業といたしま

しては、就職、職につくという、そういう事業

でございますので、在宅事業につきましてはま

た別の観点のほうから支援があるのではないか

というふうに考えております。 

小嶋冨弥議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第40号平成25年度新庄市一般会計補正予

算（第１号）は原案のとおり決することに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第40号は原案のとおり可決されました。 

  ここで、暫時休憩いたします。 

 

     午前１１時３３分 休憩 

     午前１１時４３分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日程の追加 

 

 

小嶋冨弥議長 追加案件が出ておりますので、議

会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長小関 淳君。 

   （小関 淳議会運営委員長登壇） 

小関 淳議会運営委員長 それでは、議会運営委

員会における協議の経過と結果について御報告

いたします。 

  本日午前11時35分から、議員協議会室におい

て議会運営委員６名出席のもと、執行部から副

市長、関係課長並びに議会事務局職員の出席を

求めて議会運営委員会を開催し、本日の本会議

における議事日程の追加について協議をいたし

たところでございます。 

  協議の結果、執行部から提出のありました議

案第41号新庄市職員の給与の臨時特例に関する

条例の設定についてを本日の議事日程に追加し

ていただくことにいたしました。 

  以上、議会運営委員会における協議の経過と

結果について御報告いたします。よろしくお願

いします。 

小嶋冨弥議長 お諮りいたします。 

  ただいま議会運営委員長から報告のありまし

たとおり、議案１件を本日の議事日程に追加す

ることに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案１件を本日の議事日程に追加することに決

しました。 

  ここで、追加日程を配付するため、暫時休憩

いたします。 

 

     午前１１時４５分 休憩 

     午前１１時４６分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 
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日程第８議案第４１号新庄市職員

の給与の臨時特例に関する条例の

設定について 

 

 

小嶋冨弥議長 それでは、追加日程に入ります。 

  日程第８議案第41号新庄市職員の給与の臨時

特例に関する条例の設定についてを議題といた

します。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第41号新庄市職員

の給与の臨時特例に関する条例の設定について

御説明申し上げます。 

  本案につきましては、給与削減法案が平成24

年２月に成立し、国家公務員については同年４

月から給与の削減措置がとられているところで

あります。また、これらの措置を踏まえ、地方

公務員においても日本の再生に向けて、国と地

方が一丸となってあらゆる努力を結集する必要

があるとして、交付税が減額される中、地方も

同様の措置を実施するよう閣議決定がなされ、

総務大臣から要請されているところであります。 

  本市におきましても、これまで熟慮を重ねて

まいりましたが、交付税が削減される中、この

要請を受けざるを得ないと判断し、給与の削減

を行うものであります。 

  条例の主な内容でありますが、私、副市長、

教育長の給料月額については、現行の削減率に

7.5％を上乗せして削減を行います。また、一

般職につきましては、１級から３級までの職員

の給料月額は4.1％の削減、４級から６級まで

の職員は7.1％を削減するものであり、これに

よって平均6.14％の減となります。 

  手当につきましては、この削減率に合わせ、

給料と連動する地域手当や時間外手当などは削

減し、期末勤勉手当については削減しないこと

といたします。 

  これらの実施期間は、平成25年７月１日から

平成26年３月31日までの９カ月間であります。 

  削減の影響額は、特別職の給料で約150万円、

一般職員の給料と手当で約5,470万円、合計で

5,620万円であります。 

  これまで職員には、財政再建を進める中で、

平成15年度からの給料削減を含めさまざまな協

力をいただいてきたところであります。このよ

うなことから、この要請を受けるにつきまして

は私といたしましても苦渋の判断となりました。

求められる削減率を圧縮するなど、必要最小限

の給与を削減させていただきたいと考えており

ます。 

  以上、御審議をいただき、御決定くださいま

すようお願い申し上げます。 

小嶋冨弥議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議案第41号は、会

議規則第37条第３項の規定により委員会への付

託を省略したいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第41号については委員会への付託を省略す

ることに決しました。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） 今回の地方公務員の給

与削減について、苦渋の選択だったということ

は理解します。しかし、国の要請に応じるとは

言いながらも、このような職員のみならず、そ

の家族にまで波及する大きな問題を追加で出さ

れるということにまず疑問を持ちます。 

  そこで、もっと深い議論が必要だったと思わ

れるこの件について、職員についての説明は一

体どのように行ってきたのか、その経緯からお

伺いいたします。 
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野崎 勉総務課長 議長、野崎 勉。 

小嶋冨弥議長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 このたびの御提案申し上げて

おります職員の給与削減についてでございます

が、御承知のとおり、このたびの削減は国のほ

うから１月の閣議決定を受けまして、総務大臣

を通じ、事あるたびに市町村、都道府県のほう

に強く要請されておったという事情がございま

す。その中で、全国的な問題でもございますし、

非常に職員に対する負担も大きいというふうな

ことから、県内、都道府県、そういった全国的

な動きをこれまでずっと情報を把握しながら検

討を重ねてまいったところであります。 

  そうした中で、５月の下旬、５月21日でござ

いましたが、総務大臣のほうから、47都道府県

中35団体が何らかの受け入れをいたしますとい

うふうな情報提供がございました。この時点で

我々としても何らかの対策が必要だというふう

なことを考える中、県においてはまだその時点

でどういった対応をするのか、方向性が定まっ

ていなかった、少なくとも公表はされておらな

かったということでございます。 

  そうした中で、当市の６月定例会の会期末が

本日６月18日であるということで、相当数の会

期末も迫っている中で、市としての対応を判断

しなくてはいけないという場面がまいりまして、

このことについて先ほど市長が申し上げました

とおりラスパイレス指数の関係、交付税削減の

関係から対応が必要だという苦渋の判断をさせ

ていただきながら、６月３日に労働組合のほう

に文書で協議の申し入れをさせていただいてお

ります。６月４日に労働組合と第１回目の交渉

を行っております。第１回目の際には、議員お

っしゃるとおり大変な職員の給与、給料に、生

活にかかわる問題だというふうなことから、到

底納得できない問題だと。組合のほうには６月

定例会の最終日提案に向けて協議してまいりた

いというふうな申し入れも行ってございました

ので、６月定例会での提案は見送るようにとい

うふうな労働組合のほうの要請でございます。 

  その後、６月12日に第２回、６月13日に第３

回の協議を経てまいりました。しかしながら、

労働組合と我々とでこのたびの件について合意

に至ることができなかったというふうなことは

事実でございます。その中でも、我々としては

このたび苦渋の判断だというふうなことで、市

長も申し上げておりますが、国の要請されてい

る削減率を、このたびは必要最小限度の範囲の

中で圧縮して御提案させていただいている点に

ついても、組合のほうからは一定の理解が得ら

れているのではないかというふうに理解はして

ございますが、そういったことで、また組合の

ほかにも、全職員にも関係課長会議を通じまし

て市長のただいまの思い、また文書にいたしま

して全職員にお知らせしているというふうな状

況でございます。以上です。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） このような労働条件の

変更についてはまず労使の合意が前提であると

いうのは、課長からも今お伺いしましたけれど

も、合意なくしてのこのような上程は私は納得

いかないんです。労使の間で十分な議論が不足

していると思いますが、今後もこのような議論

は合意が得られるまで続けるべきと思いますが、

いかがお考えですか。 

野崎 勉総務課長 議長、野崎 勉。 

小嶋冨弥議長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 我々といたしましても、労働

組合との合意を得られるよう再三にわたり努力

を重ねてきたわけでございます。ただ、もう一

方では、国の要請が７月１日から実施するとい

うことの大きな期限があるというようなことも

ございまして、どうしてもこの６月定例会の中

で提案申し上げないと御決定いただけないとい

うふうなこともございました。我々としてもそ
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の点は苦渋の判断であるというふうなことで、

ただ、労働組合との交渉期間、これもある程度

とらなくてはいけないというようなことから、

交渉につきましてもある程度配慮して６月４日

からの１回目の交渉をしたというふうなことも

御承知おきいただきたいというふうに思います。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） 説明は実によくわかる

んですけれども、今回のことは労働組合法の不

誠実な団体交渉、こういうのに当てはまってし

まうと思います。そのようなことは、新庄市に

とっても私は不名誉だと思います。そのことで

も再度申し上げますが、交渉は合意を得るまで

徹底して行うべきと思います。いかがでしょう

か。 

野崎 勉総務課長 議長、野崎 勉。 

小嶋冨弥議長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 議員おっしゃられるとおり、

職員のほうからも納得いただいた上で提案でき

れば一番よろしいというのは事実、本当のとこ

ろでございます。 

  ただ、一方で市民理解というふうなことを考

えますと、ラスパイレス指数が国の水準を上回

っている、106.3ということでございますので、

新庄市は国の水準を6.3ポイント上回っている

状況にございます。また、交付税の削減措置が

一方では国のほうからとられているという状況

の中で、市民の皆様へ行政の責任として果たす

べき役割としてどうしてもこの決断はせざるを

得ない状況であったというふうに考えておると

ころでございます。 

  以上で御理解いただきたいというふうに思い

ます。 

小嶋冨弥議長 ただいまから１時まで休憩いたし

ます。 

 

     午前１１時５９分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

  ほかに質疑ありませんか。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） 少し質問をさせてもら

います。 

  一般質問の際にも私申し上げましたけれども、

中心商店街が大変な状態になっている。それで、

これから先も悲惨な状態が予想されると。そう

いう流れがあると。そういうところを頭に置い

てお聞きいただいて御答弁いただきたいんです

けれども、今は削減をする時期ではないのかな

と私は思います。公務員の処遇に対してはいろ

いろ私も考えがあるわけで、決してこのままで

いいとは思っていない。しかし、今なのかとい

うと、そうではないと私は思います。幾ら復興

予算に回すからとか、幾ら日本の再生に向けて

という筋書きがあろうとも、新庄市のこのよう

な状況の中で、先ほども申し上げたとおり大変

な状況の中で、本当にこういう、例えば削減と

いうものを選択していいのかと。じゃ地方分権

って何なんだと、地方自治って何なんだと。い

ろいろな影響を考えて、市民に及ぼす影響を考

えて最良の選択をしていくべきではないと思う

わけです。本当に国が地方の、その中の新庄市

の惨状を理解できているのか。私は理解できて

いないと思います。やはりそれぞれの地域の状

況を国は十分に把握した上で地方に協力を求め

ることは求めていくと、そういう姿勢が国には

必要だと私は思うわけです。それよりも、優先

順位が本当に地方公務員の削減なのかと、公務

員の給与削減なのかと。優先順位１番ではない

はずですね。本当に復興予算に回す、あとは日

本再生に向けて何とか予算を捻出したい。気持

ちはわかりますけれども、最優先されるべきこ

とではないと私は考えます。そのようなところ
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をまずどのように考えてこういう議案を出して

きたのか答えてください。 

野崎 勉総務課長 議長、野崎 勉。 

小嶋冨弥議長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 今、この地域経済の中で出す

べき提案ではないんじゃないかというふうな御

質問、御趣旨だと思います。 

  その中で、最初にまず国が昨年度から進めて

いた国家公務員の給与削減につきましては、御

指摘のとおり復興予算に充当するというふうに

話をしておるようです。それで、このたび地方

に求めているのは復興予算というよりも、地域

の防災・減災事業、もしくは地域の元気づくり

のための事業、これに充てるための経費節減と

して国のほうが地方に求めているというふうな

ことで、若干まず国と地方に対する、国が考え

ている予算の配分の方法が若干違っているとい

うふうなことをまず念頭に置いていただきたい

というふうに思います。 

  その上で、地域経済に対する影響がどうなの

かというふうな１点、そういうところにあるん

だろうと思いますが、確かにこのたび９カ月間

で5,600万ほどの給与削減をするわけでござい

ますので、相応の影響があることについては十

分承知してございます。何回も申し上げますが、

ただし、その一方で、やはり今現在、国が一方

的に下げたとはいえ7.8％の削減を行って、結

果として新庄市のラスパイレス指数が106.3に

なっている。国の給与水準を6.3ポイント上回

っている状況にある。一方で、交付税の削減措

置がもう既にとられていると。７月１日からに

なりますが、これについては間違いなくとられ

る。 

  こういった状況の中で地域経済、確かに影響

は大きいですが、そのためにこのたびの削減を

しないということの理由としては、国に対して

もそうですし、市民各位の御理解についてもな

かなか得られないのではないかというふうに考

えてございます。そういった意味からも、決し

て好んでやるわけではございませんが、必要や

むを得ない措置だというふうに考えているとこ

ろでございます。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） 先ほどから何度も苦渋

の決断という表現を用いて一生懸命御説明いた

だいているんですが、わからないでもない。し

かし、やっぱり何度も言いますが、地方経済に

与える影響というか、私はそこを本当に心配す

るわけです。経済というか、地域の民間企業に

とっても少なからず影響が出てくると私は思い

ます。まさに地域経済のデフレスパイラルの中

にもう入り込んで大変な状況になるんじゃない

かなと。それはつまり、どうなるかというと、

税収減につながっていってしまうと。そうでは

ないですか。そういうふうな状況になると予想

されるものを選択すべきではないんではないか

なと思うわけです。 

  では、執行部が考える地方分権って何ですか。

どう考えるんですか。こういう状況だからこそ、

地方が独自で地方の状況を把握しながら、理解

しながら、選択をしていくべきなんじゃないで

すか。市民にしっかりした説明をしていく、そ

ういう行為が必要なんじゃないですか。どうで

すか。 

野崎 勉総務課長 議長、野崎 勉。 

小嶋冨弥議長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 確かに地方分権改革が自民党

政権になってから地域主権から変わったという

ふうなことでございますが、地方分権、そのと

おりみずからのことはみずからで決めるんだと

いうふうなことがその根底にあるんだろうと思

っています。 

  このたびの国からの要請につきましては、御

承知のとおり平均7.8％の給与削減、期末勤勉

手当9.77％の削減、それと管理職手当について
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は一律10％の削減というふうな内容でございま

す。ラスパイレス指数につきましても7.8％、

国が削減しなかった場合との比較の数値まで数

値を下げろということでございますので、現実

に申し上げれば106.3から新庄市は98.3になる

わけですけれども、そこまで下げろというのが

国の最初の要請でございます。 

  そうした要請の中で、当市といたしましては

ぎりぎりの判断として、これはまさに新庄市独

自の判断としてでございますが、要請にぎりぎ

り応えられる範囲ということで、ラスパイレス

指数100を目指した削減率を設定したと。その

一方で、期末勤勉手当につきましては国よりも

先んじて0.2カ月、年間支給ベースで低いわけ

でございます。国は戻りますけれども、市は国

が戻った後も0.2カ月低いままでいきますので、

そういったことも勘案しまして、期末勤勉手当

についてはこのたび削減をしないという決定を

しているわけです。 

  そうした中で、新庄市として必要な最低限の

措置をとったというふうなことと考えてござい

ます。以上です。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） わかりました。 

  先ほどからラスパイレス指数のことをおっし

ゃっていますが、ラスパイレス指数というのは

私が考えるところではマジックというか、数字

的に非常にフェアでないような数値の出し方を

しているような感じがします。というのは、国

家公務員は官僚の方を含めて40過ぎて50手前で

別のところにどっと移っていく。地方公務員は

60歳定年ですから、ほとんど退職は60歳で退職

する。そういう国家公務員と地方公務員との退

職の仕方というか、勤め方が違うんではないか

なと。そこでラスパイレス指数というものを出

してきて、地方の給与と国家公務員の給与は違

うと。やっぱりその辺の説明もしっかりしない

と市民の方は誤解してしまうんじゃないかなと。

新庄市の職員給与は106.3になるということで

すね。でも、これは今申し上げたようなことが

あるので、実質は97.何ぼですよというふうな

説明もできるようにしながら、新庄市のしっか

りした意思を持たないと本当に地方分権も何も

なくなってしまうのではないか、それこそアク

セサリーみたいなものになってしまうのじゃな

いかなと私は思うんです。ラスパイレス指数の

そういうことについて、どのように考えていま

すか、どういう認識を持っていますか。 

  そして、市の税収に、先ほど言いましたよう

につながっていく、影響を及ぼすということに

ついても答えてもらえますか。私は今、削減を

すべきではないと。いずれ削減をする時期が来

ると思いますが、そういうこともあると思いま

すが、今削減をすれば新庄市の経済に大変な打

撃を及ぼすと、そういう意味で質問させていた

だきました。答えてください。 

伊藤元昭副市長 議長、伊藤元昭。 

小嶋冨弥議長 副市長伊藤元昭君。 

伊藤元昭副市長 先ほど伊藤議員並びに小関議員

から同じような質問があり、総務課長も似たよ

うな答弁をしているわけですが、私も基本的に

は同じような答弁になるかと思いますが、まず

ラスパイレス指数の考え方ということですが、

小関議員おっしゃるとおり、国家公務員の基準

の中で市町村、地方公務員の基準を当てはめな

がら国の国家公務員と地方公務員との比較する

一つの数値であるということはおっしゃるとお

りでございます。 

  その中で、国が削減をした結果106.3になっ

たということで、国家公務員よりも現実的には

6.3、新庄市の職員の指数が高いという状況に

なっているということでございます。 

  そういう中で6.14、新庄市独自の地方分権と

おっしゃいましたけれども、ほかの団体がどの

ような削減をするかはわかりませんが、国家公
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務員については平均7.8％の削減をしなさいと

いうような要請だったわけですが、新庄市独自

の考え方として、まず6.3を何とか埋めようと、

削減幅を圧縮した形で今回提案をさせていただ

いております。 

  なおかつ、期末勤勉手当については、平成15

年以降、新庄市の職員においては非常に財政状

況が苦しい中で、まさしく独自削減ということ

をお願いし、大変な御協力をいただいたという

経過もございます。それらを踏まえまして、今

回はしないというような結論に達したというこ

とでございます。 

  議員おっしゃるとおり平均6.1、約5,600万、

１人当たり約18万ぐらいになろうかと思います、

の削減が来年の税収にどうなるかというと、御

案内のとおり所得が減れば当然納める税金も減

るというのはそのとおりであります。 

  しかし、新庄市、市民の協力あるいは職員の

協力を得ながら財政再建を乗り越えて、何とか

人並みになってきたという財政状況の団体では

ありますが、まだまだ決して裕福でないという

状況の中でラスが国よりも高い、あるいは現実

的に地方財政計画というマクロの財政計画の中

で、地方交付税が７月から９カ月間、国に準じ

て削りなさいというような形で交付税も削られ

るという中で、交付税減、ラスが高いという中

で、我々給与をそのままでいいのかということ

で、それは市民の皆さん、いわゆる市民サービ

スということから考えれば、やっぱり削らざる

を得ないんだろうと。何回も同じ答弁をしてお

りますが、我々としても断腸の思いで非常に忍

びないんですが、苦渋の判断をさせていただい

たということでございます。 

小嶋冨弥議長 ほかにありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） まず、国のほうが下げ

たということで、人事院勧告ということがどう

なっていたのかということが問題になったよう

ですが、今回、人事院勧告との関係はどうなっ

ているのでしょうか。 

  それから、今、副市長がおっしゃった今回１

人18万円くらい下がるということですが、こう

なったときに、その人一人ずつが住宅ローンな

どを抱えていたりしていらっしゃるかもしれま

せん。それは今までの賃金などを基礎にして考

えておられるわけで、それへの影響などはどう

なるのか。 

  それから、国に対して意見書を上げるべきで

はないかなというふうに思うんです。やっぱり

地方に押しつけるというやり方は間違っている

ということを含めてどうでしょうか。 

  それから、民間企業の賃上げこそ必要ではな

いのかなと思うんです。本当はそれは可能では

ないのか。民間企業の賃上げ、できるんではな

いか。人事院勧告などで比較されるところの民

間企業の賃金ですけれども、そういったことな

どどう見ておられるのか、お願いします。 

野崎 勉総務課長 議長、野崎 勉。 

小嶋冨弥議長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 人事院勧告のことからですが、

昨年までですと、我々としては県人事委員会勧

告を尊重しながらやってきたわけでございます。

このたびの国からの要請は、人事院勧告とはま

た別の次元での要請でございます。ことし秋に

でも予定されている人事院勧告、それによって

どうなるのかというのは、国においては昨年度、

実施しないといったところもございますが、今

のところどう対応していくべきなのか、またど

ういう勧告がされるのかもわからない状態でご

ざいますので、それはその時々で判断というこ

とになろうかと思います。 

  それから、平均18万円の削減について、これ

は職員の生活設計上、本当に大変なことであろ

うというふうなことでございますが、それは議

員御指摘のとおり、小さなものというふうには
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考えてございません。９カ月間で18万、月額２

万円ということになりますので、相当の御難儀

をおかけすることになるわけでございます。こ

の点、本当に職員の皆様にはよろしく御協力い

ただきたい、御理解を願いたいというふうに思

うところでございまして、９カ月間、とにかく

御理解願いたいということになります。 

  それから、国に対して意見・要望すべきでは

ないかというふうなことでございますが、既に

１月の国の閣議決定以後、地方６団体を通じて、

これまでも相当国に対しては意見等を申し上げ

てきたわけでございます。そうした国との意見

のやりとりの中で、当初国は４月からの実施を

言っておったわけですが、その中からやはり７

月というぐあいに開始時期をおくらせたという

ふうなこともございます。今までもそのような

取り組みをしてきてございますので、十分にそ

ういうことは国においてももう承知の上であろ

うというふうに認識しております。 

  それから、民間企業の賃上げについてどうだ

というふうなお話でございますが、これはまさ

に企業における自主的な判断のもとに決定され

るべき問題でございまして、我々のほうですべ

きだ、すべきでないというふうなことを言う立

場にはないというふうに思っています。以上で

す。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） まず、人事院勧告につ

いてなんですが、このたびの国のあり方という

のは全く人事院勧告と無関係にやっているとい

うことです。実は、公務員の労働基本権という

のがあるんですが、それを奪って、その代償と

して人事院勧告というのがつくられてきたと思

うんです。そういう意味では、そういう基本権、

労働基本権もないわ、さらに代償としての人事

院勧告も全く無視して賃下げを強行したという

のは二重の意味で憲法に違反するものではない

かなと思いますが、その点についてどう考えて

いるのか。 

  また、国家公務員の給料そのものは、今、今

回の削減などで1999年と比べまして２割の引き

下げとなると言われております。新庄市の場合、

月２万円下がるというこの中身は、今まで給料

を見てきて大体何年ぐらい前まで戻ったのか、

戻ることになるのか。別の自治体では昭和38年

代に戻るというふうな試算もあったんですけれ

ども、新庄市の場合はどうなんでしょうか。 

野崎 勉総務課長 議長、野崎 勉。 

小嶋冨弥議長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 このたびの国の要請が人事院

勧告制度を無視した憲法違反ではないかという

御指摘でございます。 

  これも法律違反かどうかということになるわ

けですが、地方公務員に関しては地方公務員法

という法律がございます。その中では均衡原則

というふうなことで、地方公務員法の24条３項

のほうには地方公務員の給与については、国や

他の地方公共団体、民間の給与等の事情を考慮

して定めなければならないというふうな１項が

ございます。もちろんそういったこともござい

まして勧告制度があるわけですが、一方で国の

ほうとの給与バランス、これも当然考えなけれ

ばいけない、それが一つ法上の義務でもござい

ます。そういったことからしまして、直ちに今

回のやり方、仕方が法律違反になるのかどうか

ということに、そういう議論にはならないのか

なというふうに考えてございます。 

  それから、月例給で２万円下げるといつごろ

の時点になるのかというふうなことでございま

すが、行政職の平均給与が約32万円でございま

す。これが30万円に平均給与がなるということ

でございますが、これがいつの時点かというふ

うなことになると、いつごろの平均給与に該当

するのか手元のほうに資料がございませんので

明確な答弁ができない状況でございますが、い
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ずれ最近、近年では給料の引き上げ等余り行っ

ていない状況もございますので、大分前にはな

るだろうと。ただ、昭和30年代というのは少し

さかのぼり過ぎかなというふうな感じを持って

います。以上です。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 新庄市の職員の給料引

き下げということが民間の給料引き下げにつな

がっていく、悪循環を招くものとなるというふ

うに認識はしていらっしゃらないのか、お願い

したいと思います。 

  それと、先ほど小関議員もおっしゃったとお

り、地域で使うお金が減るわけですから、やっ

ぱり物が売れなくなるということに確実につな

がり、働く業者の皆さんの収入減、あるいは税

収減につながっていくということは明らかだろ

うと思います。ということで。 

野崎 勉総務課長 議長、野崎 勉。 

小嶋冨弥議長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 民間給与に影響しないのかと

いうふうな御質問でございます。 

  確かに、人事院勧告等に基づいて給与の改定

を行う等については、近隣の民間企業の方々の

影響があるというふうな例は承知してございま

す。 

  ただ、このたびの件につきましては、恒久制

度というよりは限定的、もしくは非常に期間の

定まったものでございます。国が地方に対して

行った要請でございまして、いわば国・県・地

方公共団体との間の話でございまして、このた

びについては民間は全く関係のない、異質のも

のでございます。そういった意味で、民間は民

間において、みずからの意思において賃金を決

定していただけるものというふうに考えてござ

います。 

小嶋冨弥議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論の通告がありますので、討論の発言を許

可します。反対討論として、伊藤 操君。 

   （２番伊藤 操議員登壇）（拍手） 

２ 番（伊藤 操議員） 今回提出された追加議

案について、苦渋の選択であったことを理解し

ながらも反対の立場から意見を申し上げさせて

いただきます。 

  2012年12月に発足した自公政権、安倍内閣は、

連合、公務労協から再三の申し入れや地方６団

体からの強い反発、与党内部の議員からの懸念

にもかかわらず、国家公務員で行われている給

与の臨時削減を地方公務員にも要請することを

閣議決定しました。この要請は、自民党の政権

公約である５年間で公務員給与２兆円削減を実

行するためのものであり、具体的には地方交付

税の削減という措置で自治体に強制されること

になったと思います。 

  この政府の考え方には、問題点として大きく

４点を指摘することができます。１つ目は、地

方自治の本旨に反していること。２つ目として、

自治体における労使自治への不当な介入である

こと。３つ目として、この10年間の国をはるか

に上回る地方の行財政改革の努力を全く評価し

ていない措置であること。そして４つ目として、

地域経済に対してマイナスの影響をもたらすこ

と。 

  地方公務員給与は、各地方自治体が地方公務

員法の規定に基づき、みずからが決定するもの

であります。国が自治体に対して、その職員の

給与削減を強要するようなことはあってはなら

ないと考えております。よって、議案第41号新

庄市職員の給与の臨時特例に関する条例を設定

することについて反対いたします。（拍手） 

小嶋冨弥議長 ほかに討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 
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小嶋冨弥議長 ほかに討論なしと認めます。よっ

て、討論を終結し、直ちに採決したいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第41号新庄市職員の給与の臨時特例に関

する条例の設定について原案のとおり決するこ

とに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

小嶋冨弥議長 起立多数であります。よって、議

案第41号は原案のとおり可決されました。 

  ここで、暫時休憩いたします。 

 

     午後１時３０分 休憩 

     午後１時３４分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日程の追加 

 

 

小嶋冨弥議長 追加案件が出ておりますので、議

会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長小関 淳君。 

   （小関 淳議会運営委員長登壇） 

小関 淳議会運営委員長 それでは、議会運営委

員会における協議の経過と結果について御報告

いたします。 

  本日午後１時31分から、議員協議会室におい

て議会運営委員６名出席のもと、議会事務局職

員の出席を求めて議会運営委員会を開催し、本

日の本会議における議事日程の追加について協

議をいたしたところであります。 

  協議の結果、議会案第６号新庄市議会議員の

議員報酬の特例に関する条例の設定についてを

本日の議事日程に追加することにいたしました。 

  以上、議会運営委員会における協議の経過と

結果について御報告いたします。 

小嶋冨弥議長 お諮りいたします。 

  ただいま議会運営委員長から報告のありまし

たとおり、議会案１件を本日の議事日程に追加

することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案１件を本日の議事日程に追加することに

決しました。 

  ここで、追加日程を配付するため、暫時休憩

いたします。 

 

     午後１時３６分 休憩 

     午後１時３８分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日程第９議会案第６号新庄市議会

議員の議員報酬の特例に関する条

例の設定について 

 

 

小嶋冨弥議長 それでは、追加日程に入ります。 

  日程第９議会案第６号新庄市議会議員の議員

報酬の特例に関する条例の設定についてを議題

といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  清水清秋君。 

   （１２番清水清秋議員登壇）（拍手） 

１２番（清水清秋議員） 私のほうから、新庄市

議会議員の議員報酬の特例に関する条例の設定

について、議会案第６号として提案説明をいた

します。 

  議会案第６号新庄市議会議員の議員報酬の特

例に関する条例の設定について、地方自治法第

112条及び会議規則第14条第１項の規定により
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御提出申し上げます。 

  提出者は、私、清水清秋。賛成者は、奥山省

三議員、下山准一議員でございます。 

  提案の理由でございますが、議案末尾に記載

してありますとおり、長引く景気の低迷を受け、

一層の地域経済の活性化を図ることが喫緊の課

題となっておりますことから、さまざまな地域

の課題に迅速かつ的確に対応するため、公務員

の給与改定に関する取り扱いについての要請も

考慮し、議員報酬を減額するため提案を行うも

のでございます。 

  削減する期間につきましては、平成25年７月

から平成26年３月まででございまして、報酬月

額の7.5％を減額するものでございます。 

  施行月日につきましては、平成25年７月１日

とするものであります。 

  以上、皆様、よろしく御審議をいただき、御

決定くださいますようよろしくお願い申し上げ

ます。 

小嶋冨弥議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議会案については、

会議規則第37条第３項の規定により委員会への

付託を省略したいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第６号については委員会への付託を省略

することに決しました。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議会案第６号新庄市議会議員の議員報酬の特

例に関する条例の設定については原案のとおり

決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第６号は原案のとおり可決されました。 

 

 

閉      会 

 

 

小嶋冨弥議長 ここで、市長より御挨拶がござい

ます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 ６月定例会、まことに御苦労さま

でございました。 

  最後は職員の給与に関するさまざまな御意見

をいただいたところであります。そんな中で、

地方交付税が減額というような状況を何とか避

けたいということで、市民生活への影響を最小

限にとどめたいというようなこと、そんなこと

の思いがあり、苦渋の決断をさせていただいた

ところであります。 

  議員の皆様の御意見のとおり、アベノミクス

自体が地方まで波及してきている状況でないこ

とは重々承知しているわけでありますが、一方

で被災３県への財源というようなことを総務省

から提示されると。それに対しても「知らな

い」ということもできないというようなことも

ございました。また、総務省における財源確保

ということで、さまざまな復興予算の中で総務

省自体の財源の確保という苦渋の選択もしなけ

ればならない状況にあるということも再三、総

務大臣のほうから要請されてきたところであり
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ます。 

  一方、地方６団体におきましても、地方主権、

地方分権という形で申し上げましたが、今回は

時限立法というようなことで、３月までと、そ

れ以後は認めないというようなことで交渉した

結果がございます。 

  そんな中で、やはり６月議会という、３月議

会の後の議会というようなことで、本当に必要

に迫られた内容の審議をしていただき、本当に

ありがとうございます。 

  今後これからは、また９月からはインターネ

ットによる配信ということで新たな議会がスタ

ートするということで、我々職員、執行部のほ

うも一段と気を引き締めながら地域の活性化の

ために努めてまいりたいというふうに思ってお

ります。 

  ６月議会の慎重審議に対し感謝申し上げ、御

礼の言葉とさせていただきます。ありがとうご

ざいました。 

小嶋冨弥議長 以上をもちまして、平成25年６月

定例会の日程を全て終了しましたので閉会とい

たします。 

  大変御苦労さまでした。 

 

     午後１時４５分 閉会 

 

 

   新庄市議会議長  小 嶋 冨 弥 

 

   会議録署名議員  沼 澤 恵 一 

 

    〃    〃   清 水 清 秋 
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平成２５年７月臨時会会議録 

 

 

平成２５年７月２６日 金曜日 午前１０時００分開会 

議 長 小 嶋 冨 弥     副議長 小 野 周 一 

 

 出 席 議 員（１７名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ２番   伊  藤     操  議員 

  ３番   髙  橋  富 美 子  議員     ４番   佐  藤  卓  也  議員 

  ５番   石  川  正  志  議員     ６番   佐  藤  義  一  議員 

  ７番   奥  山  省  三  議員     ８番   沼  澤  恵  一  議員 

  ９番   平  向  岩  雄  議員    １０番   小  野  周  一  議員 

 １１番   小  嶋  冨  弥  議員    １３番   小  関     淳  議員 

 １４番   遠  藤  敏  信  議員    １５番   新  田  道  尋  議員 

 １６番   下  山  准  一  議員    １７番   山  口  吉  靜  議員 

 １８番   森     儀  一  議員 

 

 欠 席 議 員（１名） 

 １２番   清  水  清  秋  議員 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 伊 藤 元 昭 

総 務 課 長 野 崎   勉  総 合 政 策 課 長 荒 川 正 一 

財 政 課 長 髙 橋 則 雄  子育て推進課長
兼福祉事務所長 板 垣 秀 男 

教 育 長 武 田 一 夫  教 育 次 長
兼教育総務課長 柿 崎 憲 一 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 高 木   勉  総 務 主 査 三 原   恵 

主 査 川 又 秀 昭  主 事 八 鍬 貴 征 
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議 事 日 程 

平成２５年７月２６日 金曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 会議録署名議員指名 

日程第 ２ 会期決定 

日程第 ３ 市長の行政報告 

日程第 ４ 議案第４２号萩野地区小中一貫教育校建設工事の内主体工事請負契約の締結について 

日程第 ５ 議案第４３号萩野地区小中一貫教育校建設工事の内機械設備工事請負契約の締結について 

日程第 ６ 議案第４４号萩野地区小中一貫教育校建設工事の内電気設備工事請負契約の締結について 

 

本日の会議に付した事件 

 

議事日程に同じ 
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開      会 

 

小嶋冨弥議長 ただいまの出席議員は17名でござ

います。 

  欠席通告者は清水清秋議員の１名でございま

す。 

  それでは、これより平成25年度７月新庄市議

会臨時会を開会いたします。 

  なお、クールビズですので、上着着用は御自

由になさっていただきたいと思います。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程によって進めます。 

 

 

日程第１会議録署名議員指名 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第１会議録署名議員の指名を

行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定に

より、議長において平向岩雄君、小野周一君の

両名を指名いたします。 

 

 

日程第２会 期 決 定 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第２会期決定を議題といたし

ます。 

  議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長小関 淳君。 

   （小関 淳議会運営委員長登壇） 

小関 淳議会運営委員長 おはようございます。 

  それでは、議会運営委員会における協議の経

過と結果について御報告いたします。 

  去る７月19日午前10時から、議員協議会室に

おきまして議会運営委員６名出席のもと、執行

部から副市長、関係課長並びに議会事務局職員

の出席を求め議会運営委員会を開催し、本日招

集されました平成25年７月臨時会の運営につい

て協議をいたしたところでございます。 

  会期につきましては、このたびの提出案件は

議案３件でありますので、本日７月26日、１日

と決定いたしました。 

  案件の取り扱いにつきましては、臨時会であ

りますので委員会への付託を省略して、直ちに

本日の本会議において審議をお願いしたいと思

います。 

  以上、議会運営委員会における協議の経過と

結果についての報告を終わります。 

小嶋冨弥議長 お諮りいたします。 

  今期臨時会の会期は、ただいま議会運営委員

長から報告のありましたとおり、本日７月26日、

１日にしたいと思います。これに御異議ありま

せんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

会期は７月26日、１日と決しました。 

 

 

日程第３市長の行政報告 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第３新庄市長の行政報告をお

願いいたします。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 おはようございます。 

  それでは、私のほうから行政報告をさせてい

ただきます。 

  太平洋高気圧の影響による７月８日の大雨で

は、市街地を中心に床下、車庫への浸水や生活

道路の冠水などの被害が発生しております。 

  その後、15日にかけてのたび重なる大雨の影
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響により、地盤の緩みが予想される中、７月18

日午前１時42分に大雨警報及び洪水注意報が発

表されました。さきの期間における大雨により

増水した最上川の水位も下がり切っていなかっ

たことから、市民生活に被害を出さないよう、

午前２時から職員を配備し、警戒・監視体制に

入りました。 

  水位上昇による最上川の氾濫及び本合海地区

における集落への浸水に備えた主な対応といた

しましては、午前７時30分に水防団待機水位

3.8メートルを超過したため、地元消防団が待

機いたしました。午前７時34分に洪水警報が発

表され、午前８時20分には氾濫注意水位4.8メ

ートルを超過したため、本合海地区の内水排水

の必要性があると判断し、ポンプ２台発電機２

台により、地元消防団及び業者が排水を開始し、

さらにポンプ２台を増設し、合計４台のポンプ

で排水を行った結果、大事に至らなかったもの

でございます。 

  また、最上川の増水により、本合海大橋の

上・下流域及び畑地区の最上川と国道47号の間

の水田のほとんどが冠水し、人家についても５

世帯に対して浸水対策として土のう155袋を運

搬しましたが、床上浸水１件、床下浸水３件と

いう被害が発生しております。 

  この間、浸水した家屋の住民の安否及び避難

の意向の確認を行いましたが、全ての世帯にお

いて避難する意向がないことを確認したことに

加え、午後10時10分には大雨警報が注意報に切

りかわり、翌日午前０時過ぎには目に見えて水

位が下がってきたため、午前１時に消防団の現

地対策本部を解散しております。 

  この雨による農林関係の被害につきましては、

７月24日現在22件報告がございます。その主な

内容といたしましては、本合海の畑地区、鶴の

子地区における大規模な水田の冠水、山林の崩

落が８件、水田ののり面崩落が５件、農業用排

水路等の一部損壊が６件という状況でございま

す。このほか、市内において５件ほど水上がり 

等がございましたが、間もなく解消しており、

この豪雨の中にあって人的被害や家屋損壊等の

大きな被害がなかったことは不幸中の幸いと考

えております。今後とも、大雨・洪水・強風等

の情報に留意し、監視体制を強めながら対処し

てまいりますので、議員各位にも御指導、御協

力をお願いし、報告とさせていただきます。 

  なお、県内豪雨による各市の断水への災害支

援として、日本水道協会山形県支部の要請によ

り、当市では７月19日から７月25日まで延べ５

日間、管工事組合とともに給水支援を行ってお

りますので、あわせて報告とさせていただきま

す。 

  次に、風疹予防接種助成事業についての御報

告をさせていただきます。 

  現在、全国風疹感染の報告が急増しておりま

す。従来の発症年齢は小学校低学年までとされ

ていましたが、今回の流行は予防接種を受ける

機会が少なかった20歳代から40歳代が多くを占

めているのが特徴であります。症状は子供では

比較的軽く済みますが、風疹に対する免疫のな

い妊婦がかかると、赤ちゃんに難聴や心疾患、

緑内障などの先天性風疹症候群が起こることが

あります。そこで、妊娠を予定または希望する

女性が風疹ワクチンの予防接種を受けやすい環

境を整備し、先天性風疹症候群の発生を予防す

るため、予防接種費用に対する助成事業を行う

ことといたしました。 

  対象は、妊娠を予定または希望する18歳から

50歳までの女性並びに免疫が十分でないと確認

された妊婦の夫及び同居家族とし、７月16日か

ら受け付けを開始しております。また、予防接

種を行う前に風疹に対する免疫能力を確認する

抗体検査を行うこととし、この検査費用につい

ても助成の対象といたします。 

  助成する金額は、抗体検査及び予防接種に要

する費用の全額とし、４月以降に既に接種した
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方についても、領収証等確認した上で助成する

ことといたしております。 

  周知につきましては、ホームページや広報誌

等の活用のほか、医療機関等においてもお願い

しているところであります。今後とも、機会を

捉えて周知してまいりたいと考えております。 

 以上、風疹の予防接種に対する助成事業につ

いての行政報告とさせていただきます。 

 

 

議案３件一括上程 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第４議案第42号萩野地区小中

一貫教育校建設工事の内主体工事請負契約の締

結についてから日程第６議案44号萩野地区小中

一貫教育校建設工事の内電気工事請負契約の締

結についてまでの議案３件を会議規則第35条の

規定により一括議題としたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第42号萩野地区小中一貫校建設工事の内主

体工事請負契約の締結についてから議案第44号

萩野地区小中一貫教育校建設工事の内電気工事

設備工事請負契約の締結についてまでの議案３

件を一括議題とすることに決しました。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第42号萩野地区小

中一貫教育校建設工事の内主体工事請負契約の

締結についてから議案第44号萩野地区小中一貫

教育校建設工事の内電気設備工事請負契約の締

結についてまでは、いずれも萩野地区小中一貫

教育校建設工事にかかわる請負契約でございま

すので、一括して御説明申し上げます。 

  この３案件につきましては、特定建設工事共

同企業体を組んでの条件付一般競争により去る

７月11日に入札に付したもので、議案書記載の

内容にある工事請負契約を締結するため議会の

議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に

関する条例第２条の規定により御提案申し上げ

るものであります。 

  契約の内容でございますが、議案第42号につ

きましては、工事名萩野地区小中一貫教育校建

設工事の内主体工事。契約金額は20億5,800万

円。契約の相手方は沼田建設・新庄・鈴木・柴

田組・升川建設特定建設工事共同企業体。代表

者は新庄市大字鳥越1780番地１、沼田建設株式

会社代表取締役社長金田孝司。工期は着工が御

審議の上議決をいただきました後、きょう平成

25年７月26日、完成が平成27年１月30日であり

ますが、この工期につきましては、３案とも同

じであります。 

  次に、議案第43号につきましては、工事名萩

野地区小中一貫教育校建設工事の内機械設備工

事請負工事。契約金額は２億7,195万円。契約

の相手方は弘栄・黒澤特定建設工事共同企業体。

代表者は新庄市小田島町５番11号、弘栄設備工

業株式会社新庄営業所長早坂美貴夫であります。 

  続いて、議案第44号につきましては、工事名

萩野地区小中一貫教育校建設工事の内電気設備

工事。契約金額は２億6,250万円。契約の相手

方はユアテック東北電化工業特定建設工事共同

企業体。代表者は新庄市大字福田字福田山711

番地66号、株式会社ユアテック新庄営業所長菅

原孝であります。 

  工事の内容でありますが、これまでも節目節

目で御説明申し上げておりますが、県内初の施

設一体型小中一貫教育校の建設であり、一部体

育館の鉄骨造を含む鉄筋コンクリート造３階建

て延べ床面積は１万1,113平方メートルであり

ます。校舎棟と体育館棟を同時に立ち上げてい

く工程でありまして、特徴といたしましては、

一貫教育の基本としております４、３、２のブ
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ロックのエリア分け、教科教室の導入、安全で

衛生的な屋上プールの配置、１年生から９年生

までの対応、また社会開放を考慮した２つの体

育館、市内では初となる柔道場など、多くの視

点で新たな取り組みを盛り込んでございます。

また、放課後の児童が学び、活動する場として

の学童保育所を併設するとともに、校舎棟、体

育館棟に地域交流スペースを設け、地域に開か

れた学校を目指してまいります。 

  以上でございますが、御審議の上、御可決賜

りますようお願い申し上げまして、提案とさせ

ていただきます。 

小嶋冨弥議長 ただいまの説明に対し、質疑に入

ります。 

初めに、議案第42号萩野地区小中一貫教育校

建設工事の内主体工事請負契約の締結について、

質疑に入ります。質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 分離発注といいますか、

できるだけ地元の企業に直接負ってもらうよう

にしたい。なるだけ分けてそういうふうにした

ほうが地元の企業育成のためにもいいのではな

いかなということで、前の議会のときにお話し

して、できるだけ分離発注ということになった

ような気がするんですが、今まで以上に分離発

注になったかどうか。その努力をしたのか、で

きなかったのか。できなかったわけなどあった

らお願いしたいと思います。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 議長、柿崎憲

一。 

小嶋冨弥議長 教育次長兼教育総務課長柿崎憲一

君。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 分離発注につ

いての御質問でございますけれども、学校の建

設工事につきましては、さまざまな工種ござい

ますけれども、これまでのやり方と同じように

建築部分の主体工事、それから機械設備、電気

設備ということで、３種類に分けて発注してお

ります。これについては、やはりそのくくりご

とにスムーズに施工するというふうな意味合い

でこれまでと同様に３つの工事に分けて発注し

ております。なお、実際に施工する上でのいわ

ゆる各業者間の協力といいますか、当然地元の

業者についても協力できる部分は協力するとい

うふうな形で施工されていくものと思っており

ます。そんなことで、工期が27年の１月までと

なっておりますが、そこまでにスムーズに施工

していくための区分としては、やはり今回は校

舎・体育館を一体的に整備していくと、建築し

ていくというふうなことも含めまして、３つの

工事に分けて施工することとしております。以

上でございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 聞くところによれば、

金額も大きいということで、企業体というか、

企業と合わせてやることになるわけなんですが、

どうしても一番最初に上がっている名前の建設

会社が中心になって、あとは下請的になってい

くという話も聞いております。であれば、やは

り直接負わせてもらったほうがいいわけで、例

えば本体建設、校舎本体と体育館とを分けてや

ることなどをやれば別の企業にまた直接仕事を

してもらうような仕事も考えられたのではない

かなと思うんですが、その点、考えられないの

か、絶対できないのかということをお聞きしま

す。 

  それから、今、地元業者も協力できる部分は

すると思われるというふうに言いましたけれど

も、もちろんそうだと思います。地元の業者に、

思われるだけでなくて、行政のほうからなるだ

け地元を使うように、下請してもらうときには

なるべく地元、市内の業者を使うようにという

ことも必要ではないか。待っているのではなく

て、必要ではないかと思いますが、どうでしょ
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うか。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 議長、柿崎憲

一。 

小嶋冨弥議長 教育次長兼教育総務課長柿崎憲一

君。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 ただいまの質

問の中に、校舎棟と体育館棟、これの分離発注

ということもございます。その辺については、

やはり今回先ほど市長が説明申し上げましたけ

れども、体育館棟と校舎棟、これを一体的に立

ち上げていくというふうな意味合いで、検討は

しましたがやはり今回のような３区分でやるの

がベストだという判断で今回御提案申し上げて

いるところでございます。なお、電気設備、基

本的な電源の設備等々の部分ですが、これにつ

いては体育館棟のほうに設置する形になってお

ります。そんなこともございまして、やはり一

緒に立ち上げていかないとなかなか今回の建設

工事については難しいのかなというふうなこと

で、体育館棟、校舎棟を合わせた３つの工事区

分で施工していきたいということでございます。 

  それから、下請等々についてでございますけ

れども、今回、特定共同企業体で構成しており

ます７社の会社がスムーズに調整してやってい

くというふうな部分については、やはりそれぞ

れ下請のところもお願いしてやっていくという

ことになるかと思います。当然、自分のところ

で全部賄うということはできないわけですので、

その部分については当然地元の業者のほうにお

願いするということになってくるかと思います。

以上でございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 立ち上げが、体育館と

校舎と分離について検討されたということであ

りました。検討されただけでもありがたいわけ

ですけれども、でも私はそれであっても一緒で

なければならないというわけは、どうも納得が

いかないような気がします。校舎とほかの第43

号、44号それぞれですが、別の会社にお願いし

ますが、それでもそれは全部一体です。全て一

体なんだけれども何とか分けてお願いしたいわ

けです。それを校舎の場合、２つに分けられな

い、校舎と体育館を分けられない理由が納得で

きないなと思うんですが、もう少しできない理

由をもう一度お願いしたいと思います。 

  それから、下請、お願いすると思うというこ

とではなくて、下請、必ず地元を使ってもらい

たいというふうに言っていただけないか。お願

いします。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 議長、柿崎憲

一。 

小嶋冨弥議長 教育次長兼教育総務課長柿崎憲一

君。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 まず、校舎棟

と体育館棟を分けることができないのか。何で

一体的にというふうなことでございますけれど

も、やはり７つの共同企業体なので構成してい

る７社、これを調整してやっていくと。分けた

場合、当然その数が14社ということになります。

工事を進める上では、やはりもととなる建築主

体工事の代表となる会社が最終的には全部調整

してやっていくということになろうかと思いま

すが、今回の案件のように校舎棟と体育館棟が

非常に連携してやっていかなければならないと

いうものについては、やはり分けないでやって

いくのがベストであって、当然工期も限られて

いますので、その中で調整してやっていくとい

うことになるかと思います。 

  それから、工事施工上のいわゆる下請の問題

ですけども、そこの部分につきましては、当然

共同企業体の構成要員としての条件として、や

はり地元に本社または営業所がある会社として

の共同企業体でございますので、当然地元の業

者との連携ということが十分図られていくので

はないかなというふうに思っております。当然
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ほかの新庄以外のところからいろんな部分を調

達するということになりますと、経費がかさむ

わけですので、今回請け負っていただいた３つ

の共同企業体においては、下請等の部分につい

ては当然その辺のところは考えていただいてい

ると思っております。以上でございます。 

小嶋冨弥議長 ほかにありませんか。 

１４番（遠藤敏信議員） 議長、遠藤敏信。 

小嶋冨弥議長 遠藤敏信君。 

１４番（遠藤敏信議員） 主体工事の件について

伺います。20億5,800万円で契約されたと議案

書にも書いてありますし、市長も言いました。

市のホームページの入札執行結果というのを見

ましたところ、入札予定価格が19億6,187万

7,000円となっていました。それに対して入札

額が19億6,000万円というふうな数字が出てい

ました。これはどちらが正しいのでしょうか。 

  ホームページの数字で落札額から入札予定価

格の何％かというふうなことを計算しましたと

ころ、99.9％。余りにも近過ぎるというか、見

事に近いというか。この辺の経過について。 

  それから、この共同企業体、もう１社入札に

参加したわけですが、途中辞退というふうなこ

とが記載されておりました。これらについても

ちょっと経過説明をお願いしたいと思います。 

髙橋則雄財政課長 議長、髙橋則雄。 

小嶋冨弥議長 財政課長髙橋則雄君。 

髙橋則雄財政課長 入札契約に関する事務につい

て、財政課で担当しておりますので、私のほう

から御説明申し上げます。 

  まず初めに、主体工事の予定価格、それから

入札金額、あと契約金額の関係でございますけ

れども、入札予定価格19億6,187万7,000円に対

しまして、入札額が19億6,000万円ということ

で、落札率が99.90％ということになっており

ます。それで、議案の20億5,800万円とこの入

札額でございますけれども、入札額に消費税を

上乗せした結果が20億5,800万円というふうな

金額になります。 

  それから、予定価格についてでございますけ

れども、予定価格と入札額が非常に近いという

ことでございますけれども、予定価格につきま

しては事前に公表しておりますので、当然それ

を目安にして入札するということになろうかと

思います。それから、最近他市におきまして入

札不調というふうな話を聞いております。そう

いう事態にならなくてほっとしているというと

ころでございます。以上でございます。 

１４番（遠藤敏信議員） 議長、遠藤敏信。 

小嶋冨弥議長 遠藤敏信君。 

１４番（遠藤敏信議員） それでは、沼田建設・

新庄・鈴木・柴田組・升川建設特定建設工事共

同企業体というふうなＪＶを組織して工事に当

たるわけですが、工事完成後例えばメンテナン

スが必要になってくるとか、ふぐあいが出てき

たとかいう場合の責任の所在というのはどこに

いくのか。つまり、工事が終われば解散するわ

けですね、これらは。そうすると、責任の所在

というのはどこにいくのか。そいういうふうな

ことをちょっとお伺いします。 

髙橋則雄財政課長 議長、髙橋則雄。 

小嶋冨弥議長 財政課長髙橋則雄君。 

髙橋則雄財政課長 ただいま責任の所在というこ

とで御質問ありましたけれども、先ほどの御質

問でちょっと１点漏れましたので、ここで説明

させていただきます。 

  主体工事に申し込みのありました業者でござ

いますけれども、沼田建設・新庄・鈴木・柴田

組・升川建設特定建設工事共同企業体と、もう

１社が山形建設・ヤマムラ・オオバ特定建設工

事共同企業体の２社でございます。 

それで、辞退ということで、その理由でござ

いますけれども、入札辞退届というのを出して

いただいております。それによりますと、技術

者がほかの工事に従事するということで、専任

で配置できないということで、辞退となってお
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ります。 

  それから、工事完了後の責任の所在というこ

とでございますけれども、あくまでも共同企業

体ということで、この３社になります。それで、

その代表が沼田建設ということになっておりま

すので、沼田建設が窓口になってこの３社、３

組の会社が共同して責任を負うということにな

ります。 

小嶋冨弥議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第42号萩野地区小中一貫教育校建設工事

の内主体工事請負契約の締結については、原案

のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第42号は原案のとおり可決されました。 

次に、議案第43号萩野地区小中一貫教育校建

設工事の内機械設備工事請負契約の締結につい

て、質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） この弘栄と黒澤という

会社は、どこに本社がある会社なんでしょうか。 

髙橋則雄財政課長 議長、髙橋則雄。 

小嶋冨弥議長 財政課長髙橋則雄君。 

髙橋則雄財政課長 弘栄・黒澤特定建設工事共同

企業体のこの２社についての本社の所在につい

ての御質問でございますけれども、この２社と

も山形市にございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） ２億7,000万円という

巨額なお金の中心になる仕事がどちらも山形側

に本社があるというのはとても残念なような気

がします。できれば、地元の業者になぜできな

かったのだろうかと。分けてでも地元の業者に

私はやらせたかったなと思うわけなんですが、

なぜ山形のになってしまったのか、その理由な

ど。どう考えておられるのでしょうか。 

髙橋則雄財政課長 議長、髙橋則雄。 

小嶋冨弥議長 財政課長髙橋則雄君。 

髙橋則雄財政課長 市内に本社がある業者になぜ

発注できないのかということでございますけれ

ども、指名競争入札の登録において、市内業者

の定義でございますけれども、市内に本店ある

いは営業所等が所在する業者については全て市

内業者として扱っておりますので、市内に本店

のある業者との区別はしておりません。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） でも、考えてみれば、

法人の税金とか、本店というか、本社があると

ころにやはり税金は利益が上がれば多くおりる

ことは間違いないと思うんです。そういうふう

に考えたときに、これほど巨額の公共工事を本

店が山形にあって山形に利益が吸い上げられる

のかなと思うと、私としては納得いかないよう

な、おもしろくないような、市内の公共工事な

のになと考えるわけなんです。ほかの市内の業

者で、入札の状況など参加してどうだったのか。

全く市内業者が入れなかったのか。そこら辺に

ついて、入札の状況などお願いします。 

髙橋則雄財政課長 議長、髙橋則雄。 

小嶋冨弥議長 財政課長髙橋則雄君。 
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髙橋則雄財政課長 機械設備工事の入札申し込み、

その結果についてでございますけれども、共同

企業体ということで募集をしました。その結果、

２つの共同企業体の申し込みがございまして、

１つが弘栄・黒澤特定建設工事共同企業体、も

う一つがヒラタ・日本衛生特定建設工事共同企

業体ということで、この２社による一般競争入

札というふうな結果になっております。という

ことで、市内業者も当然参加しております。市

内業者というか、市内に本店のある業者も参加

しております。以上でございます。 

小嶋冨弥議長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第43号萩野地区小中一貫教育校建設工事

の内機械設備工事請負契約の締結については、

原案のとおりに決することに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第43号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第44号萩野地区小中一貫教育校建

設工事の内電気設備工事請負契約の締結につい

て、質疑に入ります。質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 先ほどと同じなんです

が、ユアテック、それから東北電化のそれぞれ

の本社はどこなのか、お願いします。 

髙橋則雄財政課長 議長、髙橋則雄。 

小嶋冨弥議長 財政課長髙橋則雄君。 

髙橋則雄財政課長 電気設備工事の落札業者の本

店の御質疑でございますけれども、ユアテック

につきましては、宮城県の仙台市、東北電化工

業につきましては、山形市に本店がございます。

以上でございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 私は全く素人で、素人

なのに何かしゃべるのはちょっと足りないかも

しれませんが、先ほどの機械設備にしても電気

設備にしても、私はもう少し分けられたのでは

ないかのではないかというふうに思う。例えば、

厨房設備備品とか、厨房関係１つ、あるいは給

排水１つ、そして冷暖房・空調１つ、機械と電

気とどこから分けるのか私はわかりませんが、

43号、44号ともにそのような３つに分けたりす

れば、１つ当たり１億何がしずつに分けられる

かもしれない。１億前後に。そうすれば、市内

の業者が直接請け負う仕事が、とれる仕事があ

って、下請ではない、下請はやっぱり削られて

仕事をさせられるような傾向がありますし、直

接労働賃金がまともな賃金というか、それで仕

事ができる直接請負、こういう仕事を私は市内

の業者にやってもらいたかったなと思うわけな

んです。そういう意味で、今言ったような３つ

に分けるとか、機械と電気とどこまでどう分け

るのかわかりませんが、３つぐらいに区分けで

きなかったのか。どうなんでしょうか。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 議長、柿崎憲

一。 

小嶋冨弥議長 教育次長兼教育総務課長柿崎憲一

君。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 工事を区分で

きないかということなんですけれども、先ほど

の主体工事のところで御説明申し上げましたが、
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やはりトータルとしてきちっとしたものをつく

っていくという考え方の中では、工事の区分と

しては今回３工事で区分させていただいたとい

うふうなことでございます。当然、共同企業体

を構成している会社が全部全て自前の従業員と

か、自前で調達するというようなことにはなり

ません。当然、機器等について外注するという

ふうなこともございます。そういう意味では、

やはり市内に本店、営業所を持つ地元の業者で

ございますので、地元の業者の協力を得ながら

というふうなことで現実には当然進めていかれ

るものと思っております。以上でございます。 

小嶋冨弥議長 ほかに質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） そうなると思うという

ことであれば、全く責任なく私も言えることだ

し、誰でも言えることだろうと思います。そう

なるだろう、地元の業者に協力してもらうだろ

う、お願いすることになるだろう、それは全く

行政としての責任のない話のような気がします。

私たち行政関係というのは、市民の皆さんに仕

事をなるべく多くしていただく、まともな金額

で生活できる金額になるようにしながら、赤字

なく仕事をできるようにしてもらいたい。私た

ちはそう願っていると思うんです。そういう意

味から、行政としては市のお金を使うわけです

から、地元の業者に下請はできるだけお願いし

てほしい、使ってほしいと直接言って表明する

べきだと思うんですが、その表明する気持ちは

あるか。お願いする気持があるか。地元の公共

事業なんです。地元の業者、地元の人たちが仕

事を直接負えるようにしてもらう、まともなお

金で。そういうことを行政としてやっていく、

言う必要があると思うんです。なるだろうでは

なくて。お願いしたいというふうに言っていた

だきたいと思うんですが、どうですか。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 議長、柿崎憲

一。 

小嶋冨弥議長 教育次長兼教育総務課長柿崎憲一

君。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 今回、この契

約が議決いただきまして、実際に着手されるわ

けですけれども、やはり契約をしたということ

については、あとは契約を受けた側での判断で

それぞれやっていくというふうなことになろう

かと思います。その辺のところお願いできない

のかというふうなことになりますけれども、そ

こまで関与することは適当ではないというふう

に判断しております。当然、新庄市の一大事業

でございますので、受けた業者におかれても、

その辺のところは十分判断されて施工されてい

くものというふうに思っております。以上でご

ざいます。 

小嶋冨弥議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第44号萩野地区小中一貫教育校建設工事

の内電気設備工事請負契約の締結については、

原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第44号は原案のとおり可決されました。 

 

 

閉      会 
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小嶋冨弥議長 以上で、７月臨時議会の日程は全

て終了いたしましたので閉会いたします。 

  本日はどうも御苦労さまでした。 

 

     午前１０時４５分 閉会 

 

 

   新庄市議会議長  小 嶋 冨 弥 

 

   会議録署名議員  平 向 岩 雄 

 

    〃    〃   小 野 周 一 
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平成２５年９月定例会会議録（第１号） 

 

 

平成２５年９月９日 月曜日 午前１０時００分開会 

議 長 小 嶋 冨 弥     副議長 小 野 周 一 

 

 出 席 議 員（１８名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ２番   伊  藤     操  議員 

  ３番   髙  橋  富 美 子  議員     ４番   佐  藤  卓  也  議員 

  ５番   石  川  正  志  議員     ６番   佐  藤  義  一  議員 

  ７番   奥  山  省  三  議員     ８番   沼  澤  恵  一  議員 

  ９番   平  向  岩  雄  議員    １０番   小  野  周  一  議員 

 １１番   小  嶋  冨  弥  議員    １２番   清  水  清  秋  議員 

 １３番   小  関     淳  議員    １４番   遠  藤  敏  信  議員 

 １５番   新  田  道  尋  議員    １６番   下  山  准  一  議員 

 １７番   山  口  吉  靜  議員    １８番   森     儀  一  議員 

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 伊 藤 元 昭 

総 務 課 長 野 崎   勉  総 合 政 策 課 長 荒 川 正 一 

財 政 課 長 髙 橋 則 雄  税 務 課 長 佐 藤 信 行 

市 民 課 長 荒 澤 宏 二  成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 小 野   享 

子育て推進課長 
兼福祉事務所長 板 垣 秀 男  環 境 課 長 小 嶋 達 夫 

健 康 課 長 伊 藤 洋 一  農 林 課 長 齋 藤 彰 淑 

商 工 観 光 課 長 東海林   智  都 市 整 備 課 長 松 坂 聡 士 

上 下 水 道 課 長 髙 橋   弘  会 計 管 理 者   
兼 会 計 課 長 近 岡 晃 一 

教 育 委 員 長 山 村 明 德  教 育 長 武 田 一 夫 

教 育 次 長 
兼教育総務課長 柿 崎 憲 一  学 校 教 育 課 長 髙 橋 千 春 

社 会 教 育 課 長 森   隆 志  神 室 荘 長 伊 藤 忠 志 

監 査 委 員 髙 山 孝 治  監 査 委 員 
事 務 局 長 冨 樫 雄 二 
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選挙管理委員会 
委 員 長 矢 作 勝 彦  選挙管理委員会 

事 務 局 長 武 田 清 治 

農 業 委 員 会 
会 長 星 川   豊  農 業 委 員 会 

事 務 局 長 浅 沼 玲 子 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 高 木   勉  総 務 主 査 三 原   恵 

主 査 川 又 秀 昭  主 事 八 鍬 貴 征 

 

議 事 日 程 （第１号） 

平成２５年９月９日 月曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 会議録署名議員指名 

日程第 ２ 会期決定 

日程第 ３ 市長の行政報告 

日程第 ４ 報告第７号新庄市土地開発公社の経営状況の報告について 

日程第 ５ 報告第８号平成２４年度新庄市健全化判断比率及び資金不足比率の報告について 

日程第 ６ 諮問第２号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

日程第 ７ 議会案第７号地方税財源の充実確保を求める意見書の提出について 

 

   (一括上程、提案説明、総括質疑) 

日程第 ８ 議案第４５号延滞金の割合の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の設定について 

日程第 ９ 議案第４６号新庄市子ども・子育て会議条例の設定について 

日程第１０ 議案第４７号市道路線の認定及び廃止について 

日程第１１ 議案第４８号平成２４年度新庄市一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第１２ 議案第４９号平成２４年度新庄市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第１３ 議案第５０号平成２４年度新庄市交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第１４ 議案第５１号平成２４年度新庄市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第１５ 議案第５２号平成２４年度新庄市農業集落排水事業特別会計歳人歳出決算の認定について 

日程第１６ 議案第５３号平成２４年度新庄市営農飲雑用水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第１７ 議案第５４号平成２４年度新庄市介護保険事業特別会計歳人歳出決算の認定について 

日程第１８ 議案第５５号平成２４年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

日程第１９ 議案第５６号平成２４年度新庄市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 

日程第２０ 決算特別委員会の設置 

日程第２１ 議案、請願の決算特別委員会、各常任委員会付託 
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   （一括上程、提案説明） 

日程第２２ 議案第５７号平成２５年度新庄市一般会計補正予算（第２号） 

日程第２３ 議案第５８号平成２５年度新庄市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第２４ 議案第５９号平成２５年度新庄市公共下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第２５ 議案第６０号平成２５年度新庄市農業集落排水事案特別会計補正予算（第１号） 

日程第２６ 議案第６１号平成２５年度新庄市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第２７ 議案第６２号平成２５年度新庄市水道事業会計補正予算（第１号） 

 

本日の会議に付した事件  

 

議事日程（第１号）に同じ 
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開      会 

 

 

小嶋冨弥議長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名でございます。 

  欠席者の通告はありません。 

  これより平成25年９月新庄市議会定例会を開

会いたします。 

  会議の前でありますが、市においてはクール

ビズを行ってますので、今定例会中は議場に入

るときは上着を着用し、着席後は各自の御判断

で上着をお脱ぎになっても結構であります。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第１号）によって進めます。 

 

 

日程第１会議録署名議員指名 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第１会議録署名議員の指名を

行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定に

より、議長において佐藤悦子君、森 儀一君の

両名を指名いたします。 

 

 

日程第２会 期 決 定 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第２会期決定を議題といたし

ます。 

  議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長小関 淳君。 

   （小関 淳議会運営委員長登壇） 

小関 淳議会運営委員長 おはようございます。 

  それでは、議会運営委員会における協議の経

過と結果について御報告いたします。 

  去る９月２日午前10時から、議員協議会室に

おいて議会運営委員６名出席のもと、執行部か

ら副市長、関係課長並びに議会事務局職員の出

席を求め議会運営委員会を開催し、本日招集さ

れました平成25年９月定例会の運営について協

議をいたしたところであります。 

  初めに、執行部から招集日を含めて提出議案

等についての説明を受け、協議を行った結果、

会期につきましては、お手元に配付してありま

す平成25年９月定例会日程表のとおり、本日か

ら９月20日までの12日間に決定いたしました。

また、会期中の日程につきましても日程表のと

おり決定いたしましたので、よろしくお願い申

し上げます。 

  なお、このたび提出されます案件は、報告２

件、諮問１件、議案３件、議会案１件、平成24

年度決算の認定等９件、補正予算６件、請願２

件の計24件であります。 

  案件の取り扱いにつきましては、本日、報告

２件の後、諮問第２号の人事案件及び議会案第

７号につきましては、提案説明をいただき、委

員会の付託を省略して本日の本会議において審

議をお願いいたします。 

  議案第45号から議案第56号までの議案12件に

ついて、本日、本会議に上程し、提案説明の後、

平成24年度決算の認定等９件を除いた議案３件

につきましては、総括質疑を受け、常任委員会

に付託をし、審査していただきます。平成24年

度の決算の認定等９件につきましては、本日、

全議員で構成する決算特別委員会を設置してい

ただき、同委員会に付託をして審査をしていた

だきます。 

  議案第57号から議案第62号までの補正予算６

件につきましては、本日は提案説明のみにとど

め、委員会への付託を省略して、９月20日最終

日の本会議において審議をお願いいたします。 

  次に、一般質問についてでありますが、今期
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定例会の一般質問通告者は７名であります。よ

って、１日目４名、２日目３名に行っていただ

きます。なお、質問時間は、質問、答弁を含め

て１人50分以内といたします。質問者並びに答

弁者の御協力を特にお願いいたします。 

  以上、議会運営委員会における協議の経過と

結果についての報告といたします。 

小嶋冨弥議長 お諮りいたします。 

  今期定例会の会期は、ただいま議会運営委員

長から報告のありましたとおり、本日から９月

20日までの12日間にいたしたいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

会期は９月９日から９月20日までの12日間と決

しました。 

 

平 成 ２ ５ 年 ９ 月 定 例 会 日 程 表 

 

会 期 月 日 曜 会 議 別 場 所 開議時間 摘      要 

第１日 ９月９日 月 

本 会 議 議 場 午前10時 

開会。行政報告。報告（２件）の説

明。諮問（１件）の上程、提案説

明、採決。議会案（１件）の上程、

提案説明、質疑、討論、採決。議案

（３件）及び決算（９件）の一括上

程、提案説明、総括質疑。決算特別

委員会の設置。議案、請願の決算特

別委員会、各常任委員会付託。補正

予算（６件）の一括上程、提案説

明。 

決 算 

特別委員会 
議 場 

本 会 議 

終 了 後 
正副委員長の互選 

第２日 ９月10日 火 本 会 議 議 場 午前10時 

一般質問 

 佐藤卓也、伊藤 操、佐藤義一 

 小関 淳の各議員 

第３日 ９月11日 水 本 会 議 議 場 午前10時 

一般質問 

 山口吉靜、佐藤悦子、髙橋富美子

の各議員 

第４日 ９月12日 木 常任委員会 

産 業 厚 生 

（議員協議

会室） 

午前10時 付託議案の審査 

第５日 ９月13日 金 常任委員会 

総 務 文 教 

（議員協議

会室） 

午前10時 付託議案、請願の審査 
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会 期 月 日 曜 会 議 別 場 所 開議時間 摘      要 

第６日 ９月14日 土 
休      会  

第７日 ９月15日 日 

第８日 ９月16日 月 休      会 （敬老の日） 

第９日 ９月17日 火 
決 算 

特別委員会 
議 場 午前10時 

平成２４年度一般会計及び特別会計

決算の審査、水道事業会計利益の処

分及び決算の審査 

第10日 ９月18日 水 
決 算 

特別委員会 
議 場 午前10時 

平成２４年度一般会計及び特別会計

決算の審査、水道事業会計利益の処

分及び決算の審査 

第11日 ９月19日 木 休      会 本会議準備のため 

第12日 ９月20日 金 本 会 議 議 場 午前10時 

決算特別委員長報告、討論、採決。

各常任委員長報告、質疑、討論、採

決。補正予算（６件）の質疑、討

論、採決。 

 

 

 

日程第３市長の行政報告 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第３市長の行政報告をお願い

いたします。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 おはようございます。 

  新庄まつりが終わりまして、いよいよ新庄に

も秋らしい日が近づいてまいりました。私にと

りましては、スポーツの秋、芸術の秋ではあり

ますが、一番怖い食欲の秋もありますので、何

とか乗り切りたいと、こういうふうに思ってお

ります。 

  それでは早速行政報告をさせていただきます。 

  初めに、市内立地企業の状況及び新庄中核工

業団地への新たな企業進出について御報告申し

上げます。 

  新庄横根山工業団地にあります山形航空電子

株式会社が建設を進めてまいりました第８期増

築工事がこのたび完成し、９月26日に竣工式が

行われます。同社は、スマートフォン等のコネ

クターを製造しており、受注が拡大していると

お聞きしております。これに伴い今年度新たに

正社員を雇用したということで、本地域の雇用

創出に大変寄与していただいております。 

  続きまして、新庄中核工業団地に対する新た

な企業進出について御報告申し上げます。 

  東京都に本社のある株式会社オールクリエー

ションがこのたび新庄中核工業団地に進出する

ことが決定しました。昨年度の福山通運に続く

県外企業の進出であります。同社は不動産事業

部や飲食事業部を持つ会社で、新庄中核工業団

地には飲食事業部が最上地域の良質な鶏肉を加

工する工場を建設いたします。 

  今回分譲いたしました用地は１区画で、面積

4,068平方メートルです。昨年度の３区画、こ

とし６月のバイタルネットの１区画に続く分譲

となり、この１年間で５区画の分譲となりまし

た。これで新庄中核工業団地における未分譲地
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は９区画、未分譲面積は21.2ヘクタールとなり

ます。また、７月に空き工場への進出による協

定を締結した山形メタルと合わせますとこの１

年で６社の企業が進出したこととなります。引

き続き企業誘致の推進を図り、雇用の場の確保

に努めてまいります。 

  次に、平成25年度新庄まつりの開催について

御報告させていただきます。 

  曜日配列に恵まれたことやＰＲ効果もあらわ

れ、ことしの新庄まつりの入り込み客数は昨年

と比べますと１万人の増加となる53万人となり

ました。250年祭で４日間開催した平成17年度

を除きますと最高の人出でございます。24日の

宵まつりは土曜日の夜ということもあり、通路

から人があふれる状況で、過去最高の21万人と

なりました。本まつりは、山車出発時に雨が降

ったということもあり、昨年より２万人減の18

万人でした。後まつりは、平日の月曜日となり

ましたが、東日本大震災復興記念と位置づけま

した燦踊祭が大好評で、昨年同様の14万人とな

りました。特に最上広域と沖縄中部広域25周年

記念事業の沖縄エイサーの参加がありましたが、

めったに見られない踊りということもあり、沿

道にはたくさんの人が押し寄せていただきまし

た。露店は終日人の流れが途切れず、どの露店

も夜遅くまで大変な盛況でありました。 

  テレビやラジオへの出演、県内の旅行会社の

招待、県外ツアーの実施など積極的に事業を展

開しましたが、交流人口増加のためには事業内

容の検討や新庄まつりの周知が必要と考えてお

り、今後とも新庄まつりの拡大に向け努力して

まいりたいと思っています。 

  以上２点、行政報告とさせていただきます。 

 

 

日程第４報告第７号新庄市土地開

発公社の経営状況の報告について 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第４報告第７号新庄市土地開

発公社の経営状況の報告についてを議題といた

します。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、報告第７号新庄市土地

開発公社の経営状況について御説明申し上げま

す。 

  この経営状況の報告は、地方自治法第243条

の３第２項の規定によりまして、議会に報告す

ることになっております。 

  平成24年度新庄市土地開発公社の決算でござ

います。この決算につきましては、去る５月17

日に公社監事による監査を行い、５月30日の理

事会におきまして御承認をいただいております。 

  平成24年度の事業につきましては、小檜室地

区において５区画の宅地造成、分譲を行い、う

ち２区画が売却されており、残る３区画につき

ましても引き続き分譲を進めていくこととして

おります。 

  平成24年度の損益につきましては、3,245万

2,249円の当期純損失となっております。これ

は当公社を被告とする訴訟の判決確定に伴いま

して、賠償金、訴訟費用並びに弁護士費用に

3,189万4,638円の支出があったためであります。 

  なお、お手元の決算書の１ページから９ペー

ジまでが事業報告及び決算の内容であり、10ペ

ージ以降につきましては決算附属明細表を記載

しておりますので、後ほどごらんいただきたい

と存じます。 

  以上で平成24年度新庄市土地開発公社の決算

についての報告とさせていただきます。どうぞ

よろしくお願い申し上げます。 

小嶋冨弥議長 本件は地方自治法第243条の３第

２項の規定による報告でありますので、御了承

願います。 
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日程第５報告第８号平成２４年度

新庄市健全化判断比率及び資金不

足比率の報告について 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第５報告第８号平成24年度新

庄市健全化判断比率及び資金不足比率の報告に

ついてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、次に報告第８号平成24

年度新庄市健全化判断比率及び資金不足比率に

ついて御報告申し上げます。 

  本比率につきましては、地方公共団体の財政

の健全化に関する法律に基づき、監査委員の意

見を付して議会に報告し、市民に対して公表す

ることとなっているものであります。 

  初めに、健全化判断比率についてであります

が、実質赤字比率、連結実質赤字比率は、前年

度同様、全ての会計が黒字決算でありましたの

で数値はございません。 

  実質公債費比率につきましては、前年度より

2.4ポイント改善の13.9％でございました。平

成21年度に早期健全化基準の25％、平成23年度

には起債の許可を要する基準の18％を下回るな

ど順調に改善されております。前年度の県内13

市の中では中位の比率となっておりましたので、

今年度も同程度の順位になるものと思われます。 

  将来負担比率につきましては、100.6％とな

り、前年度の116.6％より16.0ポイント改善し

ております。こちらの数値についても前年度は

県内13市の中では中位の比率となっておりまし

たので、今年度も同程度の順位になるものと思

われます。 

  次に、資金不足比率についてでありますが、

繰り出し基準に基づき一般会計から適正に繰り

出しを行っておりますので、全ての特別会計で

不足額はございませんでした。 

  算定結果は以上でございまして、財政再建プ

ランの効果により順調に改善されております。 

  以上で健全化判断比率及び資金不足比率の報

告とさせていただきます。 

  よろしくお願い申し上げます。 

小嶋冨弥議長 本件は地方公共団体の財政の健全

化に関する法律第３条第１項及び第22条第１項

の規定による報告でありますので、御了承願い

ます。 

 

 

日程第６諮問第２号人権擁護委員

の推薦につき意見を求めることに

ついて 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第６諮問第２号人権擁護委員

の推薦につき意見を求めることについてを議題

といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、諮問第２号人権擁護委

員の推薦につき意見を求めることについて御説

明申し上げます。 

  御提案申し上げますのは、平成25年12月31日

をもって任期満了となります本市の人権擁護委

員１名につきまして、山形地方法務局長より候

補者の推薦依頼がありましたので、その推薦に

当たり、人権擁護委員法第６条第３項の規定に

より議会の意見を求めるものであります。 

  推薦する方は、引き続きになりますが、松田

好功さんであります。参考といたしまして経歴

を添付しておりますが、人権擁護委員として人

格、識見から適任の方であると存じますので、
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御審議いただき、御意見を賜りますようよろし

くお願い申し上げます。 

小嶋冨弥議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました諮問第２号は、会

議規則第37条第３項の規定により委員会への付

託を省略したいと思います。これに御異議ござ

いませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

本件は委員会への付託を省略することに決しま

した。 

  お諮りいたします。 

  本件は人事案件でありますので、質疑、討論

を省略し、直ちに採決したいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

諮問第２号は直ちに採決することに決しました。 

  これより採決いたします。 

  諮問第２号人権擁護委員の推薦につき意見を

求めることについて、これに同意することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

諮問第２号はこれに同意することに決しました。 

 

 

日程第７議会案第７号地方税財源

の充実確保を求める意見書の提出

について 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第７議会案第７号地方税財源

の充実確保を求める意見書の提出についてを議

題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  清水清秋君。 

   （１２番清水清秋議員登壇） 

１２番（清水清秋議員） 議会案第７号地方税財

源の充実確保を求める意見書の提出について。

上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条第

１項の規定により提出します。平成25年９月９

日。新庄市議会議長小嶋冨弥殿。提出者、新庄

市議会議員清水清秋。賛成者、新庄市議会議員

奥山省三、下山准一であります。 

  意見書の内容を報告いたします。 

  地方税財源の充実確保を求める意見書。 

  地方財政は、社会保障関係費などの財政需要

の増加や地方税収の低迷等により、大変厳しい

状況が続いています。 

  こうした中、基礎自治体である市が住民サー

ビスやまちづくりを安定的に行うためには、地

方税財源の充実確保が不可欠であります。 

  よって、国においては下記事項を実現される

よう強く求めます。 

記 

 １．地方交付税の増額による一般財源総額の確

保について 

 （１）地方単独事業を含めた社会保障関係費の

増など地方の財政需要を地方財政計画に的確に

反映することにより、一般財源総額を確保する

こと。 

 （２）特に地方の固有財源である地方交付税に

ついては、本来の役割である財源保障機能・財

源調整機能が適切に発揮されるよう増額するこ

と。 

 （３）財源不足額については、臨時財政対策債

の発行等によることなく、地方交付税の法定率

の引き上げにより対応すること。 

 （４）依然として厳しい地域経済を活性化させ

る必要があることから、地方財政計画における

歳出特別枠を維持すること。 

 （５）地方公務員給与の引き下げを前提として

平成25年度地方交付税が削減されたが、地方の

固有財源である地方交付税を国の政策誘導手段

として用いることは避けること。 
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 ２．地方税源の充実確保等について 

 （１）地方が担う事務と責任に見合う税財源配

分を基本とし、当面、国と地方の税源配分を

「５：５」とすること。その際、地方消費税の

充実など、税源の偏在性が小さく、税収が安定

的な地方税体系を構築すること。 

 （２）個人住民税は、その充実確保を図るとと

もに、「地域社会の会費」という基本的な性格

を踏まえ、政策的な税額控除を導入しないこと。 

 （３）固定資産税は、市町村の基幹税目である

ことから、その安定的確保を図ること。特に、

償却資産の根幹をなしている「機械及び装置」

に対する課税等については、現行制度を堅持す

ること。 

 （４）法人住民税は、均等割の税率を引き上げ

ること。 

 （５）自動車重量税及び自動車取得税は、代替

財源を示さない限り、市町村への財源配分の仕

組みを合め現行制度を堅持すること。 

 （６）ゴルフ場利用税は、ゴルフ場所在の市町

村にとって貴重な税源となっていることから、

現行制度を堅持すること。 

 （７）地球温暖化対策において地方自治体が果

たしている役割を踏まえ、地球温暖化対策譲与

税を新たに創設するなど、地方税財源を確保す

る仕組みを構築すること。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書

を提出します。 

  提出先 

   内閣総理大臣 宛 

   財 務 大 臣 宛 

   総 務 大 臣 宛 

   内閣官房長官 宛 

   内閣府特命担当大臣 宛でございます。 

  以上で意見書の提出についての説明を終わり

ます。 

小嶋冨弥議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議会案第７号地方

税財源の充実確保を求める意見書の提出につい

ては、会議規則第37条第３項の規定により委員

会付託を省略したいと思います。これに御異議

ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第７号は委員会付託を省略することに決

しました。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  ただいまのところ討論の通告はありません。

討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議会案第７号地方税財源の充実確保を求める

意見書の提出については、提案のとおり決する

ことに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第７号は原案のとおり可決されました。 

 

 

  議案１２件一括上程 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第８議案第45号延滞金の割合

の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の

設定についてから日程第19議案第56号平成24年

度新庄市水道事業会計利益の処分及び決算の認

定についてまでの12件を会議規則第35条の規定
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により一括議題といたしたいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第45号延滞金の割合の見直しに伴う関係条

例の整備に関する条例の設定についてから議案

第56号平成24年度新庄市水道事業会計利益の処

分及び決算の認定についてまでの12件を一括議

題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第45号延滞金の割

合の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例

の設定について御説明申し上げます。 

  平成25年３月に公布された地方税法の一部を

改正する法律に伴う新庄市市税条例における延

滞金の割合を引き下げる改正につきましては、

本年６月議会にて御可決いただきましたが、市

税外収入等の関係する10条例につきましても市

税との均衡を図るために延滞金の割合の引き下

げを行うものであります。 

  改正内容といたしましては、市税条例と同様

の改正を行い、延滞金の割合を引き下げるもの

であります。また、施行期日についても市税条

例と同様に平成26年１月１日とするものであり

ます。 

  議案第46号新庄市子ども・子育て会議条例の

設定について御説明申し上げます。 

  本案は、昨年８月の子ども・子育て支援法の

制定を踏まえ、同法に掲げる事務を処理すると

ともに、市が実施する子ども・子育てに関する

施策について調査及び審議する機関として新庄

市子ども・子育て会議を設置する必要があるこ

とから提案するものであります。 

  子ども・子育て会議の主な役割としては、事

業計画の策定及び実施状況の点検、評価、見直

しを行うこととし、この会議の委員として学識

経験者、教育、保育、子育て支援の関係者、公

募で選ばれた市民などを予定しております。 

  少子化や核家族化が進む社会状況の中、子ど

も・子育て支援法では質の高い幼児期の教育、

保育の総合的な提供や、安心して子供を産み育

てられる支援策などを盛り込んだ事業計画を市

町村それぞれ策定することとされております。 

  計画期間は平成27年から平成31年までの５年

間とし、ことしから来年にかけてニーズ調査及

び計画策定作業を行いますが、今般提案させて

いただきます新庄市子ども・子育て会議の委員

初め多くの皆様の御意見をいただいた上で策定

したいと考えております。 

  次に、議案第47号市道路線の認定及び廃止に

ついて御説明申し上げます。 

  提案の理由といたしましては、道路網の整備

を図り市民福祉の増進に資するため、市道の路

線について認定し及び廃止する必要があるため

提案するものであります。 

  内容といたしましては、認定する路線が６路

線、廃止する路線が１路線であります。 

  初めに、認定する路線であります。金沢鉄砲

町線から金沢下モ田２号線までの４路線と栗田

１号線から栗田２号線までの２路線につきまし

ては、全て民間の宅地開発により整備された路

線であり、市に帰属された道路を認定するもの

であります。 

  次に、廃止する路線であります。下モ田３号

線につきましては、新規認定に伴い起終点の変

更が生じるため廃止するものであります。 

  以上、道路法第８条第２項及び第10条第３項

の規定により御提案申し上げます。 

  次に、議案第48号平成24年度新庄市一般会計

歳入歳出決算の認定についてから議案第55号平

成24年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計歳

入歳出決算の認定についてまでの８議案につき

ましては会計課長より、議案第56号平成24年度

新庄市水道事業会計利益の処分及び決算の認定
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については上下水道課長よりそれぞれ御説明申

し上げます。 

  なお、これら決算につきましては、監査委員

より配付されております決算審査意見書の提出

を受けておりますが、監査委員から承りました

意見については今後十分に留意いたしまして、

効率的な行政運営になお一層努力してまいる所

存であります。 

  私のほうからの説明を終わりますが、御審議

いただきまして御決定賜りますようよろしくお

願い申し上げます。 

小嶋冨弥議長 次に、議案第48号平成24年度新庄

市一般会計歳入歳出決算の認定についてから議

案第55号平成24年度新庄市後期高齢者医療事業

特別会計歳入歳出決算の認定についてまでの８

件を会計管理者兼会計課長近岡晃一君より説明

願います。 

  会計管理者兼会計課長近岡晃一君。 

   （近岡晃一会計管理者兼会計課長登壇） 

近岡晃一会計管理者兼会計課長 それでは、私の

ほうから議案第48号平成24年度新庄市一般会計

歳入歳出決算の認定についてから議案第55号平

成24年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計歳

入歳出決算の認定についてまでの８議案につい

て、お配りしております平成24年度歳入歳出決

算書をもとに御説明申し上げます。 

  初めに、歳入歳出決算書の45ページ、平成24

年度新庄市会計別歳入歳出決算総覧をお開き願

います。 

  一般会計と７つの特別会計の合計総額は、予

算現額が258億7,726万6,000円、収入済額が257

億2,561万7,463円、支出済額が247億1,949万

6,445円であります。予算現額に対しまして収

入率は99.41％、執行率は95.53％となりました。 

  次に、会計ごとの歳入歳出決算について御説

明申し上げます。 

  ４ページにお戻りください。 

  議案第48号一般会計ですが、４ページの１款

市税から６ページの21款市債までの歳入合計は、

収入済額が162億7,713万9,493円であり、予算

現額163億2,917万7,000円に対しまして収入率

は99.68％、調定額168億3,243万5,414円に対し

まして収納率は96.70％となりました。不納欠

損額は9,005万2,956円、収入未済額は４億

6,524万2,965円であります。不納欠損額の内訳

は、１款市税が8,822万8,096円、12款分担金及

び負担金が179万1,860円、20款諸収入が３万

3,000円となっています。収入未済額の内訳は、

１款市税が２億8,672万7,344円、12款分担金及

び負担金が1,512万7,425円、13款使用料及び手

数料が547万1,710円、14款国庫支出金が１億

5,622万7,000円、16款財産収入が６万9,967円、

20款諸収入が161万9,519円となっています。 

  なお、１款市税の収入済額は44億2,078万

4,828円であり、調定額47億9,574万268円に対

しまして収納率は92.18％となりました。 

  次に、８ページの１款議会費から10ページの

14款予備費までの歳出合計は支出済額が154億

6,150万2,617円であり、予算現額163億2,917万

7,000円に対しまして執行率は94.69％となりま

した。不用額は４億5,439万2,383円であります。 

  歳入総額から歳出総額を差し引いた歳入歳出

差引残額は８億1,563万6,876円となっておりま

すが、国の１次補正のおくれ、さきの東日本大

震災により被災した宮城県など３県での復興事

業の影響により、繰越明許費と事故繰越が生じ

ております。 

  282ページをお開きください。 

  実質収支に関する調書、一般会計の表中４、

翌年度へ繰り越すべき財源に記載しております

が、平成25年５月末の出納閉鎖時点において繰

越明許費繰越額が3,421万2,000円、事故繰越繰

越額が520万円となりましたので、それらを差

し引いた額、表中では５、実質収支額の欄、７

億7,622万4,876円が平成25年度への実質繰越額

となります。また、そのうちから２億円を財政
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調整基金に繰り入れしております。 

  12ページにお戻りください。 

  議案第49号国民健康保険事業特別会計ですが、

１款国民健康保険税から11款諸収入までの歳入

合計は、収入済額が42億1,750万5,125円であり、

予算現額に対しまして収入率は100.33％、調定

額に対しまして収納率は91.93％となりました。

そのうち１款国民健康保険税は、収入済額が11

億1,351万9,198円であり、調定額に対しまして

収納率は75.04％となりました。不納欠損額は

6,221万3,249円、収入未済額は３億811万228円

であります。 

  14ページの１款総務費から16ページの12款予

備費までの歳出合計は、支出済額が40億7,943

万2,877円であり、予算現額に対しまして執行

率は97.04％となりました。また、不納欠損額

は１億2,434万5,123円であります。歳入歳出差

引残額は１億3,807万2,248円であり、平成25年

度への繰り越しとなります。 

  次に、18ページから21ページまでの議案第50

号交通災害共済事業特別会計の歳入歳出であり

ますが、18ページの１款交通災害共済事業収入

から５款諸収入までの歳入合計は、収入済額と

調定額が同額の785万1,980円であり、予算現額

に対しまして収入率は89.18％、調定額に対し

まして収納率は100％となりました。不納欠損

額、収入未済額はございません。 

  20ページの１款事業費の歳出合計は、支出済

額が収入済額と同額の785万1,980円であり、予

算現額に対しまして執行率も収入率と同じ

89.18％となりました。不用額は95万3,020円で

あり、歳入歳出差引残額はございません。 

  次に、22ページから25ページまでの議案第51

号公共下水道事業特別会計の歳入歳出でありま

すが、22ページの１款分担金及び負担金から７

款市債までの歳入合計は、収入済額が15億

8,455万4,311円であり、予算現額に対しまして

収入率は99.20％、調定額に対しまして収納率

は98.67％となりました。不納欠損額は、下水

道使用料が35万2,406円、収入未済額は分担金

と受益者負担金が合わせて565万6,910円、下水

道使用料が1,528万9,822円で、合計で2,094万

6,732円であります。 

  24ページの１款総務費から３款公債費までの

歳出合計は、支出済額が15億8,298万1,446円で

あり、予算現額に対しまして執行率は99.10％

となりました。不用額は1,441万2,554円であり

ます。歳入歳出差引残額は157万2,865円であり、

平成25年度への繰り越しとなります。 

  次に、26ページから29ページまでの議案第52

号農業集落排水事業特別会計の歳入歳出であり

ますが、26ページの１款分担金及び負担金から

５款諸収入までの歳入合計は、収入済額が

8,525万6,527円であり、予算現額に対しまして

収入率は98.34％、調定額に対しまして収納率

は97.35％となりました。不納欠損額はござい

ません。収入未済額は、分担金が108万3,854円、

集落排水使用料が123万4,716円、合計で231万

8,570円であります。 

  28ページの１款農業集落排水事業費及び２款

公債費の歳出合計は、支出済額が収入済額と同

額の8,525万6,527円であり、予算現額に対する

執行率も収入率と同じく98.34％となりました。

不用額は144万3,473円であり、歳入歳出差引残

額はございません。 

  次に、30ページから33ページまでの議案第53

号営農飲雑用水事業特別会計の歳入歳出であり

ますが、30ページの１款分担金及び負担金から

５款諸収入までの歳入合計は、収入済額が

3,430万8,880円であり、予算現額に対しまして

収入率は99.92％、調定額に対しまして収納率

は99.48％となりました。不納欠損額はござい

ません。収入未済額は用水使用料の17万9,369

円であります。 

  32ページ、１款営農飲雑用水事業及び２款公

債費の歳出合計は、支出済額が収入済額と同額
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の3,430万8,880円であり、予算現額に対します

執行率も収入率と同じ99.92％となりました。

不用額は２万8,120円であり、歳入歳出差引残

額はございません。 

  次に、34ページから37ページまでの議案第54

号介護保険事業特別会計の歳入歳出であります

が、34ページの１款保険料から10款諸収入まで

の歳入合計は、収入済額が31億4,392万5,319円

であり、予算現額に対しまして収入率は

97.07％、調定額に対しまして収納率は99.53％

となりました。不納欠損額は保険料の380万

1,504円、収入未済額は保険料が1,093万6,430

円、負担金が1,357円、合計で1,093万7,787円

であります。 

  36ページの１款総務費から８款予備費までの

歳出合計は、支出済額が31億170万6,797円であ

り、予算現額に対しまして執行率は95.76％と

なりました。不用額は１億3,724万9,203円であ

ります。歳入歳出差引残額は4,221万8,522円で

あり、平成25年度への繰り越しとなります。 

  最後に、38ページから41ページまでの議案第

55号後期高齢者医療事業特別会計の歳入歳出で

ありますが、38ページの１款保険料から５款諸

収入までの歳入合計は、収入済額が３億7,507

万5,828円であり、予算現額に対しまして収入

率は99.20％、調定額に対しまして収納率は

99.46％となりました。不納欠損額は保険料で

30万470円、収入未済額は同じく保険料が174万

7,030円であります。 

  40ページ、１款総務費から４款諸支出金まで

の歳出合計は、支出済額が３億6,645万5,321円

であり、予算現額に対しまして執行率は

96.92％となりました。不用額は1,166万3,679

円であります。歳入歳出差引残額は962万507円

であり、平成25年度への繰り越しとなります。 

  以上、会計ごとの歳入歳出決算について説明

申し上げました。 

  なお、45ページには会計別歳入歳出決算総覧、

47ページから279ページには各会計の歳入歳出

決算事項別明細書、281ページから289ページに

は各会計の実質収支に関する調書、291ページ

以降には財産に関する調書を添付しております

のでごらんいただきたいと思います。 

  これで議案第48号から議案第55号までの平成

24年度一般会計並びに各特別会計の歳入歳出決

算の概要についての説明を終わりますが、十分

な御審議の上、御認定くださいますようよろし

くお願い申し上げます。 

小嶋冨弥議長 ただいま説明のありました議案第

48号平成24年度新庄市一般会計歳入歳出決算の

認定についてから議案第55号平成24年度新庄市

後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認

定についてまでの各決算について、監査委員の

報告をお願いいたします。 

  代表監査委員髙山孝治君。 

   （髙山孝治代表監査委員登壇） 

髙山孝治代表監査委員 それでは、お配りしてお

ります決算審査意見書により御報告いたします。 

  一般会計、特別会計決算審査意見書１ページ

をお開きいただきたいと存じます。 

  地方自治法の規定に基づき審査に付されまし

た一般会計、各特別会計の決算、財産に関する

調書及び各基金の運用状況について、山口吉靜

委員ともども審査をいたしましたので、その概

要と結果について御報告いたします。 

  審査の方法は、諸帳簿、書類などを照合調査

し、関係職員の説明を聴取するなどにより、法

令その他の規定に従って処理されているか、予

算の執行が適正であるかに主眼を置いて実施い

たしました。 

  なお、現金預金の残高確認、証書類の検査に

つきましては、別に地方自治法の規定に基づく

例月出納検査において実施をいたしました。 

  審査の結果でございます。 

  審査に付されました各会計の決算及び附属書

類は法令等の規定に準拠して作成されており、
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計数は正確であり、予算の執行についても全般

的に適正と認められました。また、各基金はそ

れぞれ設置の目的に沿って運用されており、決

算における計数は正確で、その執行は適正と認

められました。 

  決算審査の概要及び詳細は２ページから22ペ

ージにわたり記載してございます。その主要な

点は、22ページ、第６、むすびで言及してござ

いますので、こちらで説明をいたしたいと思い

ます。 

  22ページをお開きいただきたいと思います。 

  第６、むすびでございます。 

  平成24年度の一般会計及び各特別会計の総計

の決算額は、２ページの表にもございますが、

歳入が257億2,561万7,463円で、前年度に比べ

９億7,743万2,456円、3.9％の増、歳出は247億

1,949万6,445円で、９億880万9,829円、3.8％

の増となりました。その結果、実質収支は９億

6,670万9,018円の黒字で、単年度収支も7,422

万2,727円の黒字となりました。 

  市債残高は224億3,704万4,052円で、内訳は

一般会計138億7,997万75円、公共下水道事業特

別会計79億7,260万6,253円、農業集落排水事業

特別会計５億4,069万9,346円、営農飲雑用水事

業特別会計4,376万8,378円で、前年度より３億

8,069万1,716円、1.7％減少しております。市

の財政規模を下回るようになってまいりました。

しかしながら、今後大型プロジェクトでありま

す萩野小中一貫校、新庄中学校体育館の建設費

が発生します。一時的とはいえ減少幅は鈍るも

のと思われますが、注視していってもらいたい

と思います。 

  収入未済額は、一般会計では市税が２億

8,672万7,344円で、前年度に比べますと4,952

万4,762円、14.7％減少しました。保育所入所

負担金等が大きな割合を占める分担金及び負担

金、公営住宅使用料等が大きな割合を占める使

用料及び手数料の未済額は2,059万9,135円あり、

前年度より15万8,325円、0.8％減少しておりま

す。 

  特別会計では、国民健康保険税が３億811万

228円で、前年度に比べ1,215万9,597円、3.8％

の減少、公共下水道使用料が1,528万9,822円で、

224万5,364円、17.2％の増加、介護保険料は

1,093万6,430円で、88万8,870円、8.8％の増加、

後期高齢者保険料は174万7,030円で、71万

2,440円、68.9％の増加となっています。収入

未済額の圧縮につきましては、歳入確保のため

だけではなく、市民の受益者負担の公平性を高

める観点からも、口座振替や訪問徴収の実施に

加え、コンビニ収納など新たな対策を取り入れ

るとともに、改善に向けたより一層の努力を期

待するものであります。 

  平成20年４月１日から施行された地方公共団

体の財政の健全化に関する法律により算定した

実質公債費比率は、平成24年度決算では13.9％

となり、前年度の16.3％から2.4％改善され、

地方債を発行する際に県知事の許可を必要とし

ない18％以下となっております。しかしながら、

今後学校の建設や老朽化した施設の改修等によ

り実質公債費比率が再び悪化することも考えら

れますので、限られた財源をより有効に活用し、

引き続き健全な財政運営に努めていただきたい

と思います。 

  全国的な状況を見ますと、ことし８月の政府

月例報告では「景気は着実に持ち直しており、

自律的回復に向けた動きも見られる」と発表さ

れておりますが、いわゆるアベノミクスの地方

への波及効果や消費税増税の動向など、地方経

済を取り巻く環境は不透明感を払拭できないも

のとなっております。 

  また、本市においては、財政構造の弾力性を

あらわす指標である経常収支比率が90.3％とな

っております。前年度より2.4ポイント改善さ

れておりますが、依然として90％以上の高い水

準にあり、弾力性のない構造であることは否め
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ず、改善へのさらなる努力を期待したいと思い

ます。 

  このような状況の中で、本市の人口は減少傾

向が続いておりますが、第４次新庄市振興計画、

新庄市まちづくり総合計画に10年後の目標人口

として掲げられている「平成32年、３万7,000

人」を達成できるよう、市民の不安や不便の解

消に努め、健全な財政基盤の整備を図りつつ、

計画に掲げられた施策、各事業の着実な推進を

望むものであります。 

  次に、別冊の平成24年度新庄市財政健全化・

経営健全化審査意見書をごらんください。 

  財政健全化審査意見につきましては、実質赤

字及び連結実質赤字は生じておらず、健全な状

態であると認められます。先ほども申し上げま

したが、実質公債費比率は13.9％であり、早期

健全化基準25.0％と比較するとこれを下回って

おり、良好であります。 

  なお、前年度と比較しますと2.4ポイント改

善しております。 

  将来負担比率は100.6％となっており、早期

健全化基準である350％を下回り、良好であり

ます。 

  なお、前年度と比較すると16.0ポイントと大

きく改善しております。 

  次のページ、経営健全化審査意見につきまし

ては、公共下水道事業、農業集落排水事業、営

農飲雑用水の各特別会計とも資金不足は生じて

おらず、健全な状態にあると認められます。 

  以上が平成24年度一般会計及び特別会計の決

算審査の概要並びに健全化の意見でございます。

よろしくお願い申し上げます。 

小嶋冨弥議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午前１１時０４分 休憩 

     午前１１時１４分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

  次に、議案第56号平成24年度新庄市水道事業

会計利益の処分及び決算の認定についてを上下

水道課長髙橋 弘君より説明願います。 

  上下水道課長髙橋 弘君。 

   （髙橋 弘上下水道課長登壇） 

髙橋 弘上下水道課長 それでは、議案第56号平

成24年度新庄市水道事業会計利益の処分及び決

算の認定について御説明申し上げます。 

  決算書の２ページをお開き願います。 

  新庄市水道事業決算報告書により御説明申し

上げます。 

  最初に、⑴収益的収入及び支出でございます。

収入の第１款水道事業収益の予算額合計は10億

5,678万7,000円で、決算額は11億202万7,501円、

予算額に比べまして4,524万501円の増でござい

ます。次に、支出の第１款水道事業費用の予算

額合計は10億4,888万9,000円で、決算額は10億

1,891万3,124円、執行率は97.14％でございま

す。 

  続きまして、４ページをお開き願います。 

  ⑵資本的収入及び支出でございます。 

  収入の第１款資本的収入の予算額合計は

2,163万1,000円で、決算額は2,162万8,756円、

予算額に比べまして2,244円の減でございます。 

  次に、支出の第１款資本的支出の予算額合計

は４億1,802万9,000円、決算額は３億5,597万

3,381円で、執行率は85.16％でございます。そ

のうち第１項建設改良費は、工事の精査及び落

札減額等により6,176万3,568円が不用額となり

ました。 

  なお、資本的収入額が資本的支出額に不足す

る額３億3,434万4,625円は過年度損益勘定留保

資金等で補塡しております。 

  続きまして、６ページをお開き願います。 

  損益計算書について御説明申し上げます。 

  営業収益においては、昨年、夏の猛暑による

使用水量の増加により前年度比約1,368万円の
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増額となりましたが、営業外収益においては他

会計補助金の高料金対策費等の減額により前年

度比約3,468万円の減となっています。 

  費用においては、支払利息及び繰延勘定償却

等の減額により前年度比約2,133万円減少した

ことにより、経常利益は7,924万2,726円となっ

ています。また、当年度純利益は7,530万1,794

円、前年度繰越利益剰余金を加えた当年度未処

分利益剰余金は２億626万2,014円となっていま

す。 

  ７ページをごらんください。 

  剰余金計算書でございますが、利益剰余金と

して、１の減債積立金は⑵の前年度繰入額を繰

り入れ、当年度末残高は7,377万6,719円となっ

ています。 

  ２の建設改良積立金は、⑵の前年度繰入額を

繰り入れ、⑶の当年度処分額7,500万円を建設

改良事業に充当したことによるものであり、当

年度末残高は１億917万1,826円となっています。

したがいまして、積立金の合計は１億8,294万

8,548円となります。 

  続きまして、８ページをお開き願います。 

  資本剰余金として、これまでに資本として調

達いたしました国庫補助金や工事負担金等の内

訳でございます。平成25年度への繰越資本剰余

金は61億5,291万3,005円となっています。 

  続きまして、９ページをごらんください。 

  剰余金処分計算書（案）について御説明申し

上げます。 

  平成24年度未処分利益剰余金が２億626万

2,014円となっておりますので、⑴の減債積立

金へ1,100万円、⑵の建設改良積立金へ9,500万

円を積み立て、起債償還及び建設改良に充てる

こととし、残額の１億26万2,014円を平成25年

度へ繰り越すものでございます。 

  地方公営企業法の規定に基づき、利益の処分

についての議決をお願いするものでございます。 

  続きまして、10ページをお開き願います。 

  貸借対照表でございます。 

  資産の部として、固定資産、流動資産、繰延

勘定の資産の合計は150億3,449万5,307円とな

っています。 

  次に、11ページの負債の部でございますが、

負債合計で2,951万1,032円となります。また、

資本の部として、資本の合計は150億498万

4,275円となり、負債・資本合計は150億3,449

万5,307円となります。 

  以上、水道事業会計決算諸表についての説明

を申し上げました。 

  12ページ以降には決算附属書類を添付してお

りますので、後ほどごらんいただきたいと存じ

ます。 

  以上で平成24年度新庄市水道事業会計利益の

処分及び決算の認定について説明を終わらせて

いただきます。 

  御審議の上、御可決賜りますようよろしくお

願いいたします。 

小嶋冨弥議長 ただいま説明のありました議案第

56号平成24年度新庄市水道事業会計利益の処分

及び決算の認定について、監査委員の報告をお

願いいたします。 

  代表監査委員髙山孝治君。 

   （髙山孝治代表監査委員登壇） 

髙山孝治代表監査委員 それでは、同じようにお

配りしております水道事業会計の決算審査意見

書により御報告いたします。 

  １ページをお開き願います。 

  地方公営企業法の規定に基づき審査に付され

ました水道事業会計の決算について御報告申し

上げます。 

  審査の方法は、決算報告書、損益計算書、剰

余金計算書及び貸借対照表並びに事業報告書、

収益費用明細書、資本的収支明細書、固定資産

明細書、企業債明細書などを照合調査し、関係

職員の説明を受けるなどにより、法令その他の

規定に従って処理されているか、財務状況及び



- 30 - 

経営成績を適正に表示しているか、公共性と経

済性が確保されているかに主眼を置いて実施を

いたしました。 

  なお、現金預金の残高確認、証書類の検査に

つきましては、別に地方自治法の規定に基づく

例月出納検査において実施をいたしました。 

  審査の結果でございます。 

  審査に付されました決算書類及び附属書類は

地方公営企業関係法令の規定に基づいて作成さ

れており、経営成績及び財務状況を適正に表示

しており、計数も正確であり、適正な決算と認

めました。 

  決算審査の概要及び詳細は２ページから11ペ

ージに記載してございますが、その主要な点は

12ページ、７、むすびで言及しておりますので

こちらで説明をさせていただきます。 

  12ページをお開き願います。 

  平成24年度水道事業会計の決算審査の概要は

次のとおりであります。 

  給水状況を見ますと給水世帯は１万2,536世

帯で、前年度より112世帯増加しておりますが、

給水人口は３万5,235人で、前年度に比べ107人

減少しております。外国人登録を含めた平成25

年３月末の市内の人口３万8,308人に対する普

及率は92.0％となり、前年度より0.5ポイント

増加しております。また、総配水量のうち有収

水量の占める有収率は84.2％と、ここ数年同じ

割合で推移しておりますが、漏水対策等により

さらに向上しますよう努力をお願いしたいと思

います。 

  経営状況につきましては、収益的収支におい

て、前年度と比較しますと事業収益は上水道高

料金対策一般会計繰入金の減により2,099万

8,574円、2.0％減少し、事業費用は企業債支払

利息の減等により2,053万5,130円、2.1％減少

したことから、当年度純利益は7,530万1,794円

となり、前年度に比べて0.6％ほど減少してお

ります。県からの受水費３億5,545万6,740円は

前年度より190万5,893円上がっておりますが、

職員１人当たりの営業収益は１億3,261万1,000

円で、前年比1.5％の増となっております。 

  供給単価と給水原価の比較では、１立方メー

トル当たりの供給単価が271円84銭、同じく１

立方メートル当たりの給水原価は298円６銭で

あり、供給単価を給水原価が上回る差額は26円

22銭となっていますが、前年度の差額38円91銭

と比べると12円69銭縮減されております。 

  なお、過年度の未収金につきましては2,196

万9,742円となっており、前年度に比べて31万

円ほど少なくなっておりますが、負担の公平性

を確保するためにもさらなる未納解消に向け努

力をお願いするものであります。 

  資本的収支においては、前年度と比較すると

資本的収入は工事負担金、国庫補助金の減によ

り784万6,105円減少し、資本的支出は赤坂配水

池の増設による建設改良費の増により1,324万

2,767円、3.9％増加しました。 

  以上の結果、資本的収支差引不足額は前年度

より2,108万8,872円、6.7％増加した３億3,434

万4,625円となっており、この不足額は過年度

損益勘定留保資金及び建設改良積立金等により

補塡されております。 

  財政状況において、資産合計は流動資産の増

はあったものの、固定資産及び繰延勘定の減に

より前年度より１億262万7,024円、0.7％減少

しました。負債合計は未払金の減により前年度

より130万4,002円、4.2％減少し、資本合計は

借入資本金の減により、前年度より１億132万

3,022円、0.7％減少しました。 

  水道事業を取り巻く環境は、年々老朽化が進

む水道施設の修繕や更新、耐震化の推進など経

費の増嵩が見込まれる上、給水人口の減少や節

水意識の高まりなどにより給水収益の増加を図

ることはなかなか厳しい状況にありますが、新

庄市水道ビジョンに基づき長期的な視野に立っ

た事業計画のもとに安心安全な水道水の安定供
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給と安定的な水道事業の運営を望むものであり

ます。 

  最後に、別冊にあります経営健全化審査意見

書でありますが、資金不足は生じておらず、健

全な状態にあると認められます。 

  なお、県内各市の水道事業会計の内容につき

ましては、昨年まで意見書の末尾に表示してお

りましたが、各市町村とも決算議会前であるこ

とから、今年度以降の開示は取りやめておりま

すので、御了承願いたいと思います。 

  以上が平成24年度水道事業会計の決算審査の

概要並びに意見でございます。 

  よろしくお願い申し上げます。 

小嶋冨弥議長 これより、ただいま説明のありま

した平成24年度の各決算を除く議案第45号延滞

金の割合の見直しに伴う関係条例の整備に関す

る条例の設定についてから議案第47号市道路線

の認定及び廃止についてまでの３件について総

括質疑を行います。質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議案第45号で、延滞金

の割合の見直しということで、市長の説明では

延滞金の割合の引き下げであるということで、

市民にとってはいい内容なんだろうなというふ

うに思います。 

  具体的に、延滞金というのは、現在、６月議

会も含めておおむねこのような14.6％とか

7.3％というのが今度は引き下げでどのように

なるということなのか、わかりやすく丁寧に説

明していただければと思います。 

佐藤信行税務課長 議長、税務課長佐藤信行。 

小嶋冨弥議長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 それでは私のほうから、条例

の中身につきまして、担当課につきましては各

課に、複数の課にまたがるわけですけれども、

私のほうから御説明申し上げたいと思います。 

  今回の条例改正は６月の市税条例の改正に伴

うものでございまして、市税外収入等の延滞金

をこれまでの年利14.6％の部分を9.3％に引き

下げると。それから、納期限後１カ月の期間に

適用されます本則は7.3％でございますが、現

在、特例の4.3％というものを適用してござい

ます。この部分をさらに３％に引き下げるとい

うものでございます。 

  現行の本則14.6％の割合といいますのは昭和

25年度から採用されてございまして、昭和30年

度に一度10.95％に引き下げられましたけれど

も、昭和38年度に再び14.6％に引き上げられ、

以来一度も改正が行われておりません。この昭

和38年度の改正の際に、納期限後１カ月の期間

に限り本則7.3％という半分の割合が設定され

まして、この部分にさらに特例基準割合が導入

されたのが、さらにおくれまして平成11年度と

いうことでございます。 

  今回の改正でございますけれども、延滞金が

幾らペナルティーの意味合いを持つといっても、

昨今の低金利時代にありましては14.6％という

のは余りにも高過ぎるのではないかという声が

ございました。まず国税の延滞税を引き下げた

ものであります。また、納期限後１カ月の期間

に適用されます現行の特例4.3％という割合で

すけれども、これは基準割引率及び基準貸付利

率というもの、従来は公定歩合と呼ばれていた

ものでございます。これが現在0.3％になって

おりまして、これに４％を加算して4.3％に設

定しているものであります。 

  しかしながら、御承知かもしれませんが、日

銀が民間銀行に貸し付けを行うときに基準金利

として適用された、この公定歩合はかつて政府

日銀の金利政策上非常に重要な政策金利であっ

たわけですけれども、平成６年10月、民間銀行

の金利が完全自由化されまして、それ以来、政

策金利としての地位を大きく後退させてしまい

ました。これにかわって今回延滞金の特例基準

割合を設定する上で採用されたのが、改正文に
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ございますけれども、租税特別措置法第93条第

２項の規定により告示された割合、すなわち国

内銀行の貸出約定平均金利というものでござい

まして、これが現在１％になってございます。

この１％にさらに１％を加算した２％を特例基

準割合として採用いたしまして、延滞金の新た

な割合を設定するものであります。 

  本則14.6％の部分につきましては、特例基準

割合２％に7.3％を加えた9.3％、それから納期

限後１カ月の期間に関しては特例基準割合２％

にさらに１％を加えた３％に引き下げるという

ものでございます。 

  延滞金の新たな割合を決定するものでありま

すけれども、より市中金利に近い数字を使って

新たな割合を算出したということでございます

ので、御理解賜りたいと思います。 

  以上でございます。 

小嶋冨弥議長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、総括質疑を終結いたします。 

 

 

日程第２０決算特別委員会の設置 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第20決算特別委員会の設置を

議題といたします。 

  お諮りします。 

  議案第48号から議案第56号までの平成24年度

一般会計歳入歳出決算及び各特別会計歳入歳出

決算並びに水道事業会計利益の処分及び決算の

審査をするため、委員会条例第６条第１項の規

定により決算特別委員会を設置したいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

決算特別委員会を設置することに決しました。 

 

 

決算特別委員会委員の選任 

 

 

小嶋冨弥議長 これよりただいま設置されました

決算特別委員会委員の選任を行います。 

  決算特別委員会委員の選任につきましては、

委員会条例第８条第１項の規定により議長にお

いて全議員を指名したいと思います。これに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

全議員を決算特別委員会の委員に選任すること

に決しました。 

  なお、委員会条例第10条第１項の規定に基づ

き、本日の本会議終了後、この議場において決

算特別委員会を開催し、正副委員長の互選を行

っていただきますので、御参集のほどよろしく

お願い申し上げます。 

 

 

日程第２１議案、請願の決算特別

委員会、各常任委員会付託 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第21議案、請願の決算特別委

員会、各常任委員会付託を行います。 

  議案、請願の委員会付託につきましては、お

手元に配付しております付託案件表のとおり、

それぞれの所管の委員会に付託しますので、よ

ろしくお願い申し上げます。 
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平 成 ２ ５ 年 ９ 月 定 例 会 付 託 案 件 表 

 

付 託 委 員 会 名 件                名 

決 算 特 別 委 員 会 

   議案（９件） 

○議案第４８号平成２４年度新庄市一般会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

○議案第４９号平成２４年度新庄市国民健康保険事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

○議案第５０号平成２４年度新庄市交通災害共済事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

○議案第５１号平成２４年度新庄市公共下水道事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

○議案第５２号平成２４年度新庄市農業集落排水事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

○議案第５３号平成２４年度新庄市営農飲雑用水事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

○議案第５４号平成２４年度新庄市介護保険事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 

○議案第５５号平成２４年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計歳

入歳出決算の認定について 

○議案第５６号平成２４年度新庄市水道事業会計利益の処分及び決

算の認定について 

総 務 文 教 常 任 委 員 会 

請願（２件） 

議案（１件） 

○請願第４号新聞の軽減税率に関する請願書 

〇請願第５号消費税増税中止を求める意見書の提出を求める請願書 

○議案第４５号延滞金の割合の見直しに伴う関係条例の整備に関す

る条例の設定について 

産 業 厚 生 常 任 委 員 会 

議案（２件） 

○議案第４６号子ども・子育て会議条例の設定について 

○議案第４７号市道路線の認定及び廃止について 

 

 

 

議案６件一括上程 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第22議案第57号平成25年度新

庄市一般会計補正予算（第２号）から日程第27

議案第62号平成25年度新庄市水道事業会計補正

予算（第１号）までの補正予算６件につきまし

ては、会議規則第35条の規定により一括議題に

いたしたいと思います。これに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第57号平成25年度新庄市一般会計補正予算

（第２号）から議案第62号平成25年度新庄市水

道事業会計補正予算（第１号）までの補正予算

６件を一括議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 
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   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第57号から議案第

62号までの平成25年度新庄市一般会計、特別会

計及び水道事業会計の補正予算について御説明

申し上げます。 

  予算書１ページ、議案第57号一般会計補正予

算は、歳入歳出それぞれ１億5,460万円を追加

し、補正後の総額を154億346万6,000円とする

ものであります。 

  主な補正内容については、12ページからの歳

出を中心に御説明申し上げます。 

  まず、１款から10款を通して人件費に係る予

算の補正を計上しておりますが、４月の人事異

動等に伴う各款の調整に加え、地方交付税の減

額に合わせた地方公務員の給与削減に関する国

の要請に呼応した議員報酬並びに市長、副市長、

教育長の給与費、職員給与費の削減に係る減額

補正を計上し、削減額の全てを市有施設整備基

金に積み立てを行う増額補正を２款総務費に計

上しております。 

  また、６款農林水産事業費と８款土木費を中

心に、さきの豪雨により被害を受けた農業用施

設や道路、河川等の復旧に係る経費を計上する

とともに、各款を通して学校や保育所を初めと

する各種施設や道路、側溝、流雪溝などの維持

補修や機能強化に係る経費を計上しております。 

  ２款総務費におきましては、市内の防犯機能

強化のための街頭防犯カメラ整備に係る費用を

盛り込み、３款民生費の児童福祉費におきまし

ては子育て環境のさらなる充実のために各種サ

ービスの向上に資する経費や保育業務の担い手

拡充の経費などを計上し、４款衛生費におきま

しては風疹予防接種の導入に係る経費を計上し

ております。 

  ９款消防費におきましては、自主防災組織育

成に係る増額補正を盛り込み、10款教育費にお

きましては教育環境の充実や教育の場の安全確

保、施設の環境整備の充実を図るための経費を

盛り込んでおります。 

  続きまして、33ページの特別会計からですが、

議案第58号国民健康保険事業特別会計補正予算

から議案第61号介護保険事業特別会計補正予算

までの４特別会計及び議案第62号水道事業会計

補正予算につきましては、今年度下半期のそれ

ぞれの事業の執行に必要な補正を行うものであ

ります。 

  私からの説明は以上でありますが、各会計の

詳細につきましては財政課長及び上下水道課長

から説明させますので、御審議いただき、御決

定くださるようお願い申し上げます。 

小嶋冨弥議長 財政課長髙橋則雄君。 

   （髙橋則雄財政課長登壇） 

髙橋則雄財政課長 それでは、初めに議案第57号

一般会計補正予算（第２号）につきまして御説

明申し上げます。 

  予算書１ページをお開きください。 

  一般会計補正予算は、歳入歳出それぞれ１億

5,460万円を追加いたしまして、補正後の総額

は154億346万6,000円となります。各款各項の

補正予算額並びに補正後の額につきましては、

２ページからの第１表歳入歳出予算補正におい

て御確認いただきたいと思います。 

  次に、５ページ、第２表地方債補正について

でございますが、一本柳檜葉沢線整備事業の増

額補正に伴い、地方道路等整備事業債を450万

円の増額とするものであり、さらに普通交付税

の振りかえ措置として歳出補正の一部に充てま

す臨時財政対策債の4,798万7,000円の増額を盛

り込んでおります。 

  ８ページからの歳入について御説明いたしま

す。 

  初めに、14款国庫支出金でございますが、１

項国庫負担金につきましては、民生費国庫負担

金に乳幼児育成支援に資する母子生活支援施設

負担金112万4,000円並びに未熟児養育医療給付

費負担金96万9,000円の増額分を計上しており
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ます。 

  また、２項国庫補助金につきましては、民生

費国庫補助金に子育て支援交付金1,203万4,000

円の減額補正を計上しておりますが、今年度よ

り県補助金に移行したことに伴う減額措置であ

り、15款２項２目民生費県補助金にこれに振り

かわる安心子ども基金特別対策事業費補助金並

びに保育対策等促進事業費補助金の増額補正を

組んでおります。このほか、衛生費国庫補助金

に浄化槽設置整備事業の対象設置基数の減少分

を計上し、土木費国庫補助金に市道30号線の安

全対策に係る社会資本整備総合交付金の増額補

正を計上しております。 

  15款県支出金につきましては、まず１項県負

担金に関し民生費県負担金に乳幼児育成支援に

資する母子生活支援施設負担金並びに未熟児養

育医療給付費負担金の増額分を計上しておりま

す。 

  また、２項県補助金におきましては、２目民

生費県補助金の児童福祉費補助金に国の子育て

支援交付金に振りかわる保育対策等促進事業費

補助金1,371万6,000円並びに安心子ども基金特

別対策事業費補助金75万4,000円の増額を盛り

込んだほか、保育業務の担い手の処遇改善に資

する保育士等処遇改善臨時特例事業補助金328

万1,000円の増額を計上しております。 

  ３目衛生費県補助金につきましては、風疹予

防接種事業費補助金456万2,000円を増額してお

ります。 

  また、５目農林水産業費県補助金におきまし

ては、新規就農総合支援事業費補助金3,790万

4,000円並びに戸別所得補償経営安定推進事業

費1,017万6,000円を減額補正しておりますが、

これは県補助金内での補助メニューの変更に伴

うものであり、それぞれ青年就農給付金事業費

補助金3,020万2,000円並びに人・農地問題解決

推進事業費補助金に132万円、農地集積協力金

交付事業費補助金940万円の増額補正に振りか

えております。また、さきの豪雨により冠水被

害を受けた農作物への農薬及び肥料購入への支

援に資する農作物等災害対策事業費補助金81万

3,000円を盛り込んでおります。 

  ６目土木費県補助金におきましては、多くの

市民の皆様から利用していただいております住

宅リフォーム総合支援事業費補助金の拡充に向

けまして200万円を増額し、７目消防費県補助

金におきまして自主防災組織の育成に係る災害

に強い地域づくり市町村総合支援事業費補助金

50万円を計上しております。 

  ８目教育費県補助金におきましては、学校支

援地域本部事業費補助金の確定に伴う236万

5,000円の増額並びに新たに再生可能エネルギ

ー教育の振興へ向けた再生可能エネルギー教育

支援事業費補助金93万3,000円を盛り込んでお

ります。 

  次に10ページでございますが、３項県委託金

につきましては、６目教育費委託金にいじめ問

題の撲滅へ向けたいじめ対策等生徒指導推進事

業委託金109万円並びにいじめのない学校づく

り推進事業委託金80万円を新たに計上しており

ます。 

  また、17款寄附金につきましては、今年度好

調となっておりますふるさと納税寄附金につき

まして300万円の増額を盛り込んだほか、２名

の個人の方よりそれぞれ農林振興へ向けられた

寄附金150万円並びに児童福祉の向上へ向けら

れた寄附金３万円をいただいておりますが、そ

の御意向により歳出予算において６款２項１目

陣峰市民の森維持管理事業費並びに３款２項１

目わらすこ広場管理運営事業費に備品購入費の

予算を計上しております。 

  なお、このたびの補正における一般財源は18

款介護保険事業特別会計繰入金の26万2,000円

と11ページの19款繰越金の7,396万5,000円、21

款市債で臨時財政対策債の4,798万7,000円を充

てることといたします。 
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  続きまして、12ページからの歳出について御

説明させていただきます。 

  まず、１款議会費１項１目議会費でございま

すが、地方交付税の減額に合わせた地方公務員

の給与削減に関する国の要請に呼応した議員報

酬及び職員給与費の削減に伴う減額をするもの

でございます。 

  ２款以降の市長、副市長並びに教育長給与費、

職員給与費につきましても同様で、１款から10

款までを通じて当初予算において昨年度末退職

者と新規採用予定者の差額減分を２款１項１目

一般管理費において一括して減額措置したもの

の調整並びに４月の人事異動に伴う各款の調整

を含めて補正するものであります。地方交付税

の減額に合わせた地方公務員の給与削減に関す

る国の要請に呼応した削減につきましては、削

減分の全てとなる5,906万円を来年度以降実施

する予定の市有施設耐震化事業等に充当するこ

とを目的として、２款総務費１項４目財政管理

費におきまして市有施設整備基金に積み立てを

行う予算を盛り込んでおります。 

  ２款総務費６目財産管理費につきましては、

庁舎内のトイレの一部を洋式トイレに改修する

費用505万4,000円を計上するとともに、本庁舎

の外壁改修などを実施する費用を計上しており

ますが、洋式トイレへの改修につきましてはこ

のほかに４款１項６目公衆便所管理運営事業費

のほか公園、学校、社会教育施設等の一部にお

いてもその経費を盛り込んでおります。 

  また、13ページの７目企画費につきましては、

本年度好調となっておりますふるさと納税寄附

金の伸びに対応いたしましたまちづくり応援基

金積立金300万円の増額を計上し、11目市民生

活対策費につきましては市内の防犯機能強化へ

向けた街頭防犯カメラ整備に係る費用784万

4,000円を盛り込んでおります。 

  次に、16ページ後段からの３款民生費２項１

目児童福祉総務費に子ども・子育て支援事業計

画の策定に向けたニーズ調査に係る経費138万

円や増加傾向にある認可外保育施設の延長保育

等の支援に係る助成242万円、同じく増加傾向

にあります未熟児養育医療給付費318万1,000円

の増額を盛り込んだほか、アスベスト処理が必

要となった日新放課後児童クラブの開設改修費

に565万9,000円の増額を盛り込んでおります。 

  17ページの３目保育所費につきましては、民

間保育所の保育士等の処遇改善へ向けた助成に

係る経費328万1,000円を新たに盛り込んだほか、

診断により改修が必要となった保育所遊具の改

修経費や老朽化している保育所設備等の補修経

費について計上しております。 

  19ページの４款衛生費１項２目予防費につき

ましては、副作用の症状が発生している子宮頸

がん予防接種につきまして778万円の減額を盛

り込み、新たに先天性風疹症候群の発生予防の

ための抗体検査並びに予防接種に必要な経費と

して919万5,000円を増額計上しております。 

  20ページからの６款農林水産業費でございま

すが、１項３目農業振興費におきまして、この

たびの豪雨により冠水被害を受けた農作物への

農薬、肥料購入の支援に要する経費122万9,000

円を計上し、５目農地費に同じく豪雨により被

害を受けた農業用施設等の復旧に対する支援に

要する経費163万4,000円を計上しております。 

  22ページの７款商工費につきましては、１項

２目商工振興費に本市のイメージキャラクター

であります「かむてん」の着ぐるみを整備する

ための経費68万1,000円を計上しております。 

  23ページからの８款土木費につきましては、

２項２目道路維持費、24ページの３項２目河川

維持費と４項３目公園費、25ページの５項１目

住宅管理費、６項１目除排雪費におきまして、

このたびの豪雨や、さきの豪雪並びに老朽化等

により修繕が必要となった道路、河川、側溝、

公園施設、公営住宅設備、道路の消雪施設など

の修繕料を計上するとともに、４項１目都市計
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画総務費におきまして、多くの市民の皆様から

利用いただいております住宅リフォーム総合支

援事業費補助金200万円の増額を盛り込んでお

ります。また、６項２目雪総合対策費におきま

して、冬期間の流雪溝の水上がりが課題となっ

ている箇所への水上がり解消へ向けた経費の増

額補正を行っております。 

  26ページの９款消防費でございますが、１項

２目非常備消防費に自主防災組織育成支援のた

めの経費130万円を増額計上しております。 

  次に、10款教育費でございますが、まず27ペ

ージの１項３目教育指導費におきまして、県の

委託によりいじめ問題の撲滅へ向けたいじめ対

策等生徒指導推進事業費や、いじめのない学校

づくり推進事業に要する経費を盛り込んでおり

ます。また、２項及び３項の小中学校費におき

まして、トイレの洋式化や老朽化した屋根、外

壁の改修、学校設備の修繕など、子供たちが安

全で快適な充実した学校生活を過ごすことので

きる環境の拡充に向けた経費を盛り込んだほか、

３項２目教育振興費に県補助金を活用した再生

可能エネルギー教育の振興へ向けた教材の整備

に係る経費93万3,000円を盛り込んでおります。 

  29ページからの４項社会教育費につきまして

は、３目公民館費におきまして角沢地区の地域

ふれあい広場の運営経費のほか、テントなどの

備品購入に162万3,000円、公園エリア部分の整

備に向けた設計費用318万1,000円を計上してお

ります。 

  なお、社会教育施設の全般におきまして、老

朽化等による各施設の修繕などの費用を盛り込

んでおります。 

  以上で一般会計を終わりまして、特別会計に

入らせていただきます。 

  33ページをごらんいただきたいと思います。 

  議案第58号国民健康保険事業特別会計補正予

算（第１号）でございますが、歳入歳出おのお

の4,566万8,000円を追加し、補正後の予算総額

を41億7,962万円とするものでございます。 

  37ページをごらんいただきたいと思います。 

  歳入は、高額療養費システム用のパソコン並

びにプリンター更新に係る事務費繰入金と前年

度繰越金の増額、それから38ページの歳出は１

款における高額療養費システム用のパソコン等

の更新に係る費用並びに特定世帯・特定継続世

帯関係システム改修に係る費用の増額及び11款

には平成24年度の事業実績に基づく国への返還

金を計上しております。 

  次に、39ページをごらんいただきたいと思い

ます。 

  議案第59号公共下水道事業特別会計補正予算

（第１号）につきましては、歳入歳出おのおの

6,919万9,000円を減額し、補正後の予算総額を

13億6,994万9,000円とするものでございます。 

  44ページをごらんいただきたいと思います。 

  歳出は、職員給与費の減額のほか、社会資本

整備総合交付金の確定に伴う建設事業費の減額

を計上し、これに伴い43ページの歳入におきま

して、国の社会資本整備総合交付金と公共下水

道事業債、一般会計繰入金の減額を行うもので

あります。 

  なお、太田地区ＪＲ踏切部分の推進工事に伴

う工事負担金の増額を６款２項１目雑入に計上

しております。 

  45ページをごらんいただきたいと思います。 

  議案第60号農業集落排水事業特別会計補正予

算（第１号）につきましては、歳入歳出おのお

の45万7,000円を減額し、補正後の予算総額を

8,096万6,000円とするものでございます。 

  内容は、職員給与費の減額補正で、これに伴

い一般会計から繰入金を減額補正するものでご

ざいます。 

  最後に、49ページをごらんいただきたいと思

います。 

  議案第61号介護保険事業特別会計補正予算

（第１号）でございますが、歳入歳出それぞれ
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4,135万6,000円を追加し、補正後の予算総額を

31億9,676万円とするものでございます。 

  53ページをお開きください。 

  歳入は、主に職員給与費の減額に伴う介護給

付や地域支援事業に係る国県支出金及び介護給

付費支払基金交付金の減額のほか、前年度繰越

金の増額を計上し、地域ケア会議活用推進事業

費補助金を新たに計上しております。 

  55ページからの歳出でございますが、各款に

おける職員給与費の減額のほか、４款地域支援

事業費において国庫補助金を活用した地域ケア

会議活用推進事業に係る費用を新たに計上して

おります。また、５款基金積立金の給付費準備

基金積立金の増額や７款諸支出金の国庫及び支

払基金への返還金の増額補正を組んでおります。 

  以上で一般会計及び特別会計の補正予算案の

説明を終わります。 

  御審議をいただき御可決賜りますようよろし

くお願いします。 

小嶋冨弥議長 ただいまから１時まで休憩いたし

ます。 

 

     午後０時０４分 休憩 

     午後１時００分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

  上下水道課長髙橋 弘君。 

   （髙橋 弘上下水道課長登壇） 

髙橋 弘上下水道課長 それでは、議案第62号平

成25年度新庄市水道事業会計補正予算（第１

号）について御説明申し上げます。 

  補正予算書の１ページをお開き願います。 

  第２条、収益的支出の補正であります。 

  支出の第１款水道事業費用の既決予定額10億

2,830万6,000円から補正予定額693万4,000円を

減額し、10億2,137万2,000円とします。これは

４月の人事異動並びに地方交付税の減額に合わ

せた給与削減に関する国からの要請に呼応した

職員給与費の減額であります。 

  続きまして、２ページをお開きください。 

  第３条、資本的収入及び支出の補正でありま

す。 

  収入の第１款資本的収入の既決予定額7,738

万4,000円から補正予定額1,519万9,000円を減

額し、6,218万5,000円とします。内容につきま

しては、県指首野川河川改修事業によります十

日町地内河原橋のかけかえに伴う配水管移設事

業の完成が来年度となり、県からの工事負担金

が来年度に確定することになりますので、今年

度計上しておりました負担金を減額するもので

ございます。 

  支出の第１款資本的支出の既決予定額５億

4,296万5,000円から補正予定額１億716万7,000

円を増額し、６億5,013万2,000円とします。内

訳につきましては、新庄市上水道施設監視制御

設備更新工事において各施設の監視制御設備の

更新工事を同時に行うこととするため、工事請

負費を増額するものです。また、工法の精査等

により工事費が増加したため、太田地区配水管

布設工事負担金を増額するものであります。 

  なお、資本的収入額が資本的支出額に対して

不足する額５億8,794万7,000円は過年度損益勘

定留保資金等で補塡します。 

  続きまして、３ページをごらんください。 

  第４条、債務負担行為であります。ただいま

御説明申し上げました監視制御設備更新工事で

ありますが、一括発注し、効果的に工事をする

ため、工期を複数年で実施するものです。この

たびは期間を平成25年度から平成26年度までの

２カ年とし、限度額を２億7,240万円とする債

務負担行為を設定するものです。 

  次に、第５条、議会の議決を経なければ流用

することのできない経費として、職員給与費に

ついて既決予定額5,732万9,000円から693万

4,000円を減額し、5,039万5,000円とするもの

です。 
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  なお、４ページ以降に実施計画書及び債務負

担行為に関する調書を添付しておりますので、

後ほどごらんいただきたいと存じます。 

  以上で平成25年度新庄市水道事業会計補正予

算（第１号）について説明を終わらせていただ

きます。 

  御審議の上、御可決賜りますようよろしくお

願いいたします。 

小嶋冨弥議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました補正予算６件につ

きましては、会議規則第37条第３項の規定によ

り委員会への付託を省略したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第57号から議案第62号までの補正予算６件

については、委員会への付託を省略し、９月20

日、定例会最終日の本会議で審議をいたします。 

 

 

散      会 

 

 

小嶋冨弥議長 以上で本日の日程を終了いたしま

した。 

  あす９月10日月曜日午前10時より本会議を開

きますので、御参集願います。 

  本日は以上で散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後１時０５分 散会 
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平成２５年９月定例会会議録（第２号） 

 

 

平成２５年９月１０日 火曜日 午前１０時００分開議 

議 長 小 嶋 冨 弥     副議長 小 野 周 一 

 

 出 席 議 員（１８名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ２番   伊  藤     操  議員 

  ３番   髙  橋  富 美 子  議員     ４番   佐  藤  卓  也  議員 

  ５番   石  川  正  志  議員     ６番   佐  藤  義  一  議員 

  ７番   奥  山  省  三  議員     ８番   沼  澤  恵  一  議員 

  ９番   平  向  岩  雄  議員    １０番   小  野  周  一  議員 

 １１番   小  嶋  冨  弥  議員    １２番   清  水  清  秋  議員 

 １３番   小  関     淳  議員    １４番   遠  藤  敏  信  議員 

 １５番   新  田  道  尋  議員    １６番   下  山  准  一  議員 

 １７番   山  口  吉  靜  議員    １８番   森     儀  一  議員 

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 伊 藤 元 昭 

総 務 課 長 野 崎   勉  総 合 政 策 課 長 荒 川 正 一 

財 政 課 長 髙 橋 則 雄  税 務 課 長 佐 藤 信 行 

市 民 課 長 荒 澤 宏 二  成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 小 野   享 

子育て推進課長 
兼福祉事務所長 板 垣 秀 男  環 境 課 長 小 嶋 達 夫 

健 康 課 長 伊 藤 洋 一  農 林 課 長 齋 藤 彰 淑 

商 工 観 光 課 長 東海林   智  都 市 整 備 課 長 松 坂 聡 士 

上 下 水 道 課 長 髙 橋   弘  会 計 管 理 者   
兼 会 計 課 長 近 岡 晃 一 

教 育 委 員 長 山 村 明 德  教 育 長 武 田 一 夫 

教 育 次 長 
兼教育総務課長 柿 崎 憲 一  学 校 教 育 課 長 髙 橋 千 春 

社 会 教 育 課 長 森   隆 志  神 室 荘 長 伊 藤 忠 志 

監 査 委 員 髙 山 孝 治  監 査 委 員 会 
事 務 局 長 冨 樫 雄 二 
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選挙管理委員会 
委 員 長 矢 作 勝 彦  選挙管理委員会 

事 務 局 長 武 田 清 治 

農 業 委 員 会
事 務 局 長 浅 沼 玲 子    

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 高 木   勉  総 務 主 査 三 原   恵 

主 査 川 又 秀 昭  主 事 八 鍬 貴 征 

 

議 事 日 程 （第２号） 

平成２５年９月１０日 火曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 一 般 質 問 

１番 佐 藤 卓 也  議員 

２番 伊 藤   操  議員 

３番 佐 藤 義 一  議員 

４番 小 関   淳  議員 

 

本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件 

 

議事日程（第２号）に同じ 



- 43 - 

 

平成２５年９月定例会一般質問通告表（２日目） 

 

発言 
順序 質問者氏名 質 問 事 項 答 弁 者 

１ 佐 藤 卓 也 
１．新庄市エコロジーガーデン利用計画について 

２．観光戦略について 
市 長 

２ 伊 藤   操 

１．平成24年度の山形県介護労働実態調査の結果について 

２．次期介護保険制度改正に伴う、介護軽度者への対応に

ついて 

３．健康寿命延長のために 

市 長 

３ 佐 藤 義 一 
１．交流人口拡大に向けて 

２．空き家対策の進捗状況を問う 

市 長 

関 係 課 長 

４ 小 関   淳 

１．「街なかの暮らし総合エリア」構想について 

２．新庄まつりのゴミ対策について 

３．障害者が住みやすい市営住宅等の充実について 

市 長 
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開      議 

 

 

小嶋冨弥議長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名でございます。 

  農業委員会会長星川 豊君より欠席届が出て

おります。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第２号）によって進めます。 

 

 

日程第１一般質問 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第１一般質問。 

  これより一般質問を行います。 

  今期定例会の一般質問者は７名であります。

質問の順序は、配付しております一般質問通告

表のとおり決定しております。 

  なお、質問時間は、答弁を含め１人50分以内

といたします。 

  本日の質問者は４名であります。 

 

 

佐藤卓也議員の質問 

 

 

小嶋冨弥議長 それでは、最初に佐藤卓也君。 

   （４番佐藤卓也議員登壇）（拍手） 

４ 番（佐藤卓也議員） ９月定例会トップバッ

ターで一般質問いたします、市民公明クラブ佐

藤卓也でございます。市民の皆様と同じ目線か

ら、通告に従い順次質問させていただきます。

よろしくお願いいたします。 

  新庄市議会は、12月、議会基本条例の制定を

目指しております。「市民の多様な意見を反映

する市民とともに歩む議会」「議会の情報を市

民にわかりやすく説明する開かれた議会」を実

現することが大きなテーマとなっております。 

  それに先立ち、議会広報の充実をするため、

今定例会より議会のインターネット中継を開始

いたしました。これからは、御自宅のパソコン

から手軽に議会の様子をごらんいただくことが

できるようになります。また、市民プラザ１階

ホールでテレビモニターも設置しております。

議会の様子を皆さんで見ていただければと思っ

ております。多くの市民の皆様に議会と市政に

関心を持っていただけるよう努力してまいりま

すので、よろしくお願いいたします。 

  今回の一般質問は、市政運営の基本指針の重

点の１つである雇用・交流拡大プロジェクトの

中から、市民の皆様が特に関心のある交流拡大

事業、２つの主要事業についてお聞きいたしま

す。 

  まず初めに、１番目の質問です。 

  新庄市は、新庄市まちづくり総合計画の基本

構想に、市の将来像の実現を図ることを基本と

しております。自然や人との触れ合いの中で、

豊かさが実感できる場の実現を基本目標とし、

３つの柱として、「農業の振興」「観光交流」

「環境保全」を挙げております。 

  特に観光交流の場として平成24年６月に設立

した交流拡大プロジェクト実行委員会が実施し

ておりますキトキトマルシェが今、盛んに行わ

れております。ことしも５月から月１回のペー

スで開催され、藍染やアロマローション製作な

どといった体験ワークショップ、地元でとれ、

こだわってつくった農産物の販売、カフェ、移

動図書館など、さまざまな催し物があり、毎回

1,000名ほどの方が足を運び、日曜日をのんび

り過ごし、楽しんでおられます。このように、

たくさんの方々が今、エコロジーガーデンに訪

れております。 

  エコロジーガーデンは、このたび登録有形文
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化財に登録されました。この制度は、文化財を

幅広く次の世代に継承していくため、国や地方

公共団体の文化財制度を補完する制度でありま

す。登録有形文化財の登録となったエコロジー

ガーデンの建物内外の説明や、施設内を見学し

回遊できるような案内板などの設置がまだまだ

進んではおりません。また、訪れる方々に蚕糸

試験場や蚕糸研究の歴史を知っていただき、も

っと興味を持っていただくような展示設備も備

わっておりません。この進んでいない環境保全

の観点から、環境整備施策を今後どのように取

り組まれていくのか、そして人材育成を目的と

した実践の場と農を基点とした体験交流を主と

している北側エリアの利用計画を含め、どのよ

うに行われているのか、市としての考えをお尋

ねいたします。 

  また、歴史的産業遺産であり登録有形文化財

となったエコロジーガーデンの建物を皆さんで

共有し、市民や観光客、そして消費者や農業生

産者などの新たな交流の場として活用するため

に、大学や企業、その他産学官が一体となり取

り組む必要があります。施設の保護や活用を考

えながら、今後どのように産学官が連携し、そ

して支援していかれるのか、市としての考えを

お伺いいたします。 

  ２番目の質問です。 

  ことしも８月24日の宵まつり、25日の本まつ

り、26日の後まつりにたくさんの方が観覧、参

加していただきました。きのうの行政報告にも

ございましたが、新庄まつり委員会によります

と、人出については約53万人としており、過去

最高を更新し、今まで最多だった去年を１万人

上回っております。ふえた理由には、曜日が土

曜日から日曜日と週末に重なったこと、去年か

ら好評の26日後まつりに行われている燦踊祭も

要因ではないかと分析しております。 

  人や地域の交流を図り、地域経済を高め、市

民所得を向上させる経済力強化のための新庄ま

つり誘客100万人構想を実現可能にするため、

そしてさらなる交流人口を拡大するために、新

庄まつりをどのように観光ＰＲなさったのか、

お伺いいたします。 

  また、インターネットを利用した山車パレー

ドのライブ映像配信をことし市として初めて行

いました。どのような効果があったのか、お伺

いいたします。 

  また、フェイスブックやＳＮＳを利用した今

後の観光戦略をどのように行われようとしてい

るのか、市としてのお考えをお伺いいたします。 

  以上で壇上からの質問を終わります。御清聴

ありがとうございました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 おはようございます。 

  それでは、初めの佐藤卓也議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

  市のまちづくり総合計画の中の雇用・交流拡

大を取り上げていただきまして、その中から今

非常に利用が活発なエコロジーガーデンについ

て、今後どうなのかという御質問だというふう

に思っております。 

  エコロジーガーデンの第３期計画は、３つの

柱といたしまして、「地域農業の振興」「歴史文

化資源と景観の保全」に加え、「観光交流の拡

大」を掲げております。将来の建物の利活用を

見据えた施設全体の整備を行ってまいりますが、

今年度はインフラ整備といたしまして、高圧ケ

ーブル分電盤の修繕と、給水設備、給水管直結

修繕などを先行して行うこととしております。

建物の利活用に関しましては、地域の有機的な

農業の拠点として位置づけている施設ですので、

地域農産物をより付加価値あるものとして、広

く新庄の地を知っていただくための施策を打ち

出しております。 

  ３月29日、国の登録有形文化財として登録さ
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れ、施設の文化的価値が増しましたが、また、

今年度は認知度や関心を集めており、集客数が

増加しております。 

  御指摘のとおり、当該施設の価値を常設で紹

介するなど、建造物個別の説明が不足しておる

ことは認識しております。今後、回遊性を持っ

た案内の整備など、関係者と相談しながら進め

てまいりたいというふうに思っております。 

  また、８月には青山学院大学黒石研究室の学

生と市立明倫中学校３年生との共同フィールド

ワークが実現したところであります。生態調査

やパンフレット及び映像作成などの活動を通し

て成果が残され、施設の持つ魅力が若者目線で

一段と引き出され、また引き継がれていくもの

だというふうに思っております。 

  このたび、また、新庄建築家協会の御協力を

いただき、建物の利活用を見据えた施設整備に

向け、現地調査、図面起こしを依頼することと

しております。 

  また、施設の全体的な保全方法や歴史的建造

物としての調査などは、文化財登録に御尽力い

ただきました工学院大学後藤教授の指導を受け

ながら行うことなど、大学と地域の方々が参画

した施設整備となるよう実行してまいりたいと

考えております。 

  また、北側の利活用も含めてというような御

質問がございましたが、ことしより菜の花プロ

ジェクトということで、初めて菜の花を植えさ

せていただいて、新聞等の広報のおかげで多く

の皆さんが写真を撮りに来る、眺めるなど、一

時的なプロジェクトに終わっておりますので、

これが連携性のあるプロジェクトとして今後育

てていきたいというふうに思っております。 

  また、若者園芸塾「勇気塾」の生産物がまゆ

の郷等において販売されるなど、農業を基本と

した施設観光、また地域のその歴史文化を生か

した地域振興という複合的な形で今後とも進め

てまいりたいと。 

  以前にも御答弁申し上げましたが、あそこの

施設ができて七十数年になるわけですが、今後

100年、200年とつながっていく施設としての基

本的な整備を徐々に徐々に進めていくというよ

うな基本的な考えであることもぜひ御承知いた

だきたいというふうに思います。 

  次の、観光戦略100万人誘客構想実現のため

にさまざまなＰＲ活動を行っておりますが、ど

んなことかという御質問だと思います。 

  おかげさまで、御質問のとおり曜日配列に恵

まれまして、３日間としては過去最高の53万人

の人出となり、特に宵まつりは過去最高の21万

人の人出となりました。 

  どなたのお話を聞きましても、24日の晩は足

の踏み場もないぐらい人が大勢来られたと。特

に先頭を歩いていた私の感想といたしましては、

後ろの通路が歩けないので、前に座っている皆

さんの前を歩く人が大変多かったなという印象

がしております。 

  また、駅前のアビエスに入る前のモミの木の

モニュメントがあるわけですが、あそこの下に

座るというお客さんが大変多くおりました。一

般的に新庄まつりは一方しか見えませんので、

進行方向の左側に座るわけですが、駅に向かい

ますと、あそこが右側になると、見えない部分

に多くの人が座っていると、それほど初めての

方なんだろうなというようなことを如実に体験

し、見させていただいた。それほど初日の日は

大変多かったなというふうに思っております。 

  また、今回の100万人構想実現、交流拡大の

ために、１月に首都圏キャンペーンを実施し、

エージェント12社を訪問しております。６月に

は、県内及び宮城県、秋田県、隣県のキャンペ

ーンを行い、あとＪＲびゅうプラザ、観光協会、

道の駅などを訪問し、新庄まつりの認知度向上

に努めてまいりました。 

  チラシは３万枚を作成し、ポスターはＪＲ東

日本掲示を400枚と、官公庁、公共施設、旅行
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会社、道の駅などの一般用1,400枚を作成し、

広く配布いたしました。新庄まつりかわら版は、

市内全戸配布し、テレビＣＭにつきましては、

初めて６月３日の有料観覧席販売に合わせた県

内スポットコマーシャルを効果的に行い、県内

及び宮城県、秋田県、埼玉県での15秒コマーシ

ャルをまつり前日まで情報発信をいたしました。

さらに、山形・宮城・埼玉テレビの視聴率の高

い午後５時半から午後６時台の番組へ職員が生

出演し、新庄まつりの魅力をアピールさせてい

ただきました。 

  また、昨年に引き続き、佐藤運送様の協力を

得て、ラッピングトラック２台を追加し、計４

台により新庄と首都圏を週３回往復し、新庄ま

つりのＰＲに努めております。 

  あわせて、県内旅行エージェントの組織であ

る山形県旅行業協会役員の皆様を本まつりに初

めて招聘し、今後の旅行商品造成の促進を図っ

ております。 

  山車行列のライブ映像配信についてですが、

ゆめりあ屋上からの宵まつりの映像と民間業者

による期間中の映像を、世界的な動画共有サー

ビスでありますユーストリームを利用し、試行

的に行いました。本市ホームページ上での視聴

回数は3,000回を超えましたが、ユーストリー

ムのホームページからの視聴や録画の後日視聴

も可能ですので、回数はさらにふえると考えら

れます。実施方法を検証し、より効果的な手法

を検討し、新庄まつりのＰＲにつなげてまいり

ます。 

  また、ＳＮＳの特性を最も発揮できると考え

られる観光、イベント情報、交流事業などに関

することも、今後もフェイスブックを利用した

運用を継続してまいります。 

  今後、あらゆる広報媒体や効果的な広報手段

を選択しながら、新庄まつりの認知度向上にさ

らに努めてまいりたいと思います。 

  また、一方におきましては、大きな課題とい

たしまして、受け入れ体制の整備ということに

ついても今後検討させていただきたいというふ

うに思っております。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

４ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

小嶋冨弥議長 佐藤卓也君。 

４ 番（佐藤卓也議員） ありがとうございまし

た。 

  それでは、ちょうど今新庄まつりのお話が出

ましたので、その観光戦略についてお聞きいた

したいと思います。 

  今、実際市のホームページで新庄まつりの映

像を見ることができると市長はおっしゃいまし

たけれども、ことしの映像は見れないですよね。

それで間違いないですよね。そうすると、回数

がなかなか上がっていかなく、特に新庄市にい

る方はなかなかライブ映像を見れないとなって

おります。なれば、録画もしたほうがもっとよ

かったのではないでしょうか。そこら辺はどう

いうふうに……。検討する課題ではあるんでし

ょうけれども、そこら辺はどういうふうに考え

てますでしょうか、お願いいたします。 

野崎 勉総務課長 議長、野崎 勉。 

小嶋冨弥議長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 まつり期間中のライブ中継を

した画像でございます。これについては、実は

データを持ってございまして、今のところその

ユーストリームのページで公開しようか、その

準備を行っておりますし、またそのほか、ユー

チューブでございますとかニコニコ動画の映像

とか、いろいろございますが、そういった提供

する媒体を選びながら今後配信してまいりたい

というふうに今考えているところでございます。

以上です。 

４ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

小嶋冨弥議長 佐藤卓也君。 

４ 番（佐藤卓也議員） わかりました。 

  というのは、自分もホームページを見て、新
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庄まつりの映像を見たいなと思った一人でござ

います。なのに、見たら去年のしかなかった。

ちょっと寂しいですよね。 

  ですから、ことしのものも見たい、それが新

庄まつりのＰＲに、特に生の映像というんです

か、映像を見るのは観光ＰＲに対しては一つの

大きな手段だと思いますので、そこら辺をうま

く検討していただき、どこの媒体に流すのか、

しっかり検討していただいて、しっかりと観光

ＰＲをしていただきたいと思います。 

  特に、また同じところなんですけれども、観

光ＰＲするときに、人の玄関口は新庄駅でござ

います。情報の玄関口はどこかと言えば、ホー

ムページでございます。そのホームページのイ

ベントカレンダーのところには何も情報が上が

っていないのではないでしょうか。というのも、

ホームページを開きましてイベントカレンダー

を見ますと、何もイベントがない、そんな寂し

いことはありません。でも、実際ちゃんとクリ

ックしますと、中にはいっぱい載ってる。実際、

市民の方、ほかの方が見たら、どうでしょうか。

見てぱっと、新庄市にはこんなイベントがある、

こんなにお祭りがある、それをアピールするの

がホームページではないでしょうか。 

  ですから、ホームページも、イベントがある

ならしっかりと表面に載せて、クリックする、

それでわかるのではなく、見てすぐ、こんなイ

ベントがある、だったら行ってみよう、そんな

つくり方をするのが情報の玄関口、ホームペー

ジではないでしょうか。そこら辺はどうでしょ

うか。 

野崎 勉総務課長 議長、野崎 勉。 

小嶋冨弥議長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 確かにイベント欄のところに

は毎月そのイベントを情報として提供している

わけでございます。利用する課のところには少

し偏在している嫌いがございますので、例えば

観光情報が少し抜けているといったところもあ

ろうかと思います。そういった面については、

常日ごろ課長会等を通じまして、その利用拡大

について課長会で申し上げているところでござ

いますし、今後、もしそういうことであれば、

なおその観光情報については適切にその時宜を

逸しないように情報提供してまいりたいという

ふうに考えてございます。 

４ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

小嶋冨弥議長 佐藤卓也君。 

４ 番（佐藤卓也議員） ぜひとも、皆さんが見

てわかりやすい、そして利用しやすい、そして

来ていただけるようなホームページをしっかり

つくっていただきたいと思います。 

  次に、エコロジーガーデン利用計画のことに

ついてお聞きいたします。 

  まず、北側エリアのことについてお聞きいた

します。 

  先ほども市長の答弁にございましたが、菜の

花がことし春にたくさんきれいに植えられてお

りました。そういう情報がなかなか新聞でしか

見られないとなると、ちょっと寂しいことでし

ょうし、また、たくさんの方が、先ほども言い

ましたように1,000人近くの方が、そのキトキ

トマルシェという新しい民間の方がやっている

事業で来ていただいています。 

  でも、北側のほうにはなかなか足を運んでい

ただけない。だとすれば、北側エリアをもう少

しアピールするべきだと思いますが、そこら辺

は利用計画とともにどのようにやっていかれる

のか、もう一度お尋ねいたします。 

齋藤彰淑農林課長 議長、齋藤彰淑。 

小嶋冨弥議長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 お答えいたします。 

  北側エリア、約４ヘクタールございますが、

ここの活用につきましては、農業振興の拠点、

また農業公園としての活用を図るということが

基本的な利用の方向性でございます。この方向

性の中に３本のエコロジーガーデンの柱の中の
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１つとして農業振興がございまして、主に北側

エリアでの展開を想定してございます。 

  ３つの施策を掲げてございますが、現在のと

ころ、第３期計画である平成29年度までの事業

としましては、平成22年10月から開設しており

ます農業人材育成事業ということで勇気塾をし

てございます。また、有機循環型農業実践事業

ということで現在模索しているところは、今、

塾を開設している北側の圃場につきまして、さ

らに畑地化を進めながら、地域の有機の里「最

上」のシンボリックな拠点ということで、その

辺の活用を最上地域有機農業推進事業とタイア

ップして、いわゆる拓土塾ですが、こちらとの

連携をしていけないかというふうな活用方法な

ども考えてございます。 

  また、農業の体験交流というふうなことで、

農と食のつながり、学習交流の場としての収穫

体験ですとか、そういったこともできるように

……。昨年は、ちょうど北側を二分するように

舗装されている歩道がございますが、この右側

につきまして、約24アールについて畑地化を試

みたところ、相当大きな石がございまして、除

石作業に相当難儀したところなんですが、畑地

化をする前段として、菜の花の種をまいて、こ

としの春、見事に、背丈は短かったんですが、

そういうようなことで土壌改良、土を肥やすと

いうことと、いい景観を楽しんでいただきたい

というふうな目的で、菜の花を栽培したところ

でございます。 

  ＰＲにつきましては、やはりその辺試験的な

ことでございましたので、どのようになるかと

いうようなことで、なかなかその辺四苦八苦し

たところでございましたので、今後、そういっ

たことをより積極的に市民等に対してＰＲをし

ていきたいなというふうに考えてございますし、

３点目の施策の中に、安全・安心な食の発信と

いうことで、まゆの郷のことですとか、農産物

提供レストラン、あるいは新庄・最上ブランド

創造事業ということで、これにつきましては、

山形大学との連携により、食・農の匠事業で整

備した食品加工機材を用いたいわゆる加工食品

の芽出しとか、産業創出のための事業を展開し

たり、あるいは農業者、事業者との交流なども

図っていきたいというふうに考えてございます。 

  また、公園機能の整備ということで農業公園

構想がございますが、子供たちが集って遊べる

ような空間ということで、花壇や駐車場、トイ

レ、あるいは屋外の休憩施設なども絡めて、で

きるだけやはり北側のほうにも誘客できるよう

な施策をこの５年間で展開していきたいなとい

うふうに考えてございます。 

  いずれにしても、市道で北側と南側は分断さ

れておりますが、商工と農林とが連携をとりな

がら、うまくその誘客交流、農業振興に努めら

れるよう頑張ってまいりたいと思います。以上

です。 

４ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

小嶋冨弥議長 佐藤卓也君。 

４ 番（佐藤卓也議員） 北側エリアは農林課の

ほうで担当しております。ですので、今課長の

ほうからも積極的にＰＲしていくというお言葉

を聞きましたので、それはぜひ、すぐにでも行

動していただけるものと信じておりますので、

よろしくお願いいたします。 

  また、インフラ整備のことなんですけれども、

私も再三この議場でも言っております。しかし

ながら、なかなか進まないというんですかね、

どうしてもやっぱりいろんなことがあるのかな

と考えざるを得ません。 

  そこでなんですけれども、今回、多分課長の

ほうにも連絡が行ってるかと思いますが、工学

院の建築学部さんのほうから、連絡がもしかし

たら行ってるのかなと思うんですけれども、今

回その登録有形文化財にかかわっていただいた

後藤教授のほうから、大学と連携できないかと

いうお話が私のほうにも来ました。 
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  というのは、その建築デザイン学部のほうの

保存再生デザイン分野のほうで後藤研究室がご

ざいます。そこの方々は、やっぱり文化財を扱

ってまして、全国や、また海外のほうでも勉強

なさっている、その大学生の方が、今後、この

新庄市のエコロジーガーデンで勉強したい、研

究したいとおっしゃっています。そこで、せっ

かくこういう方々が声を上げているのですから、

一緒に取り組まれてはどうかなと私は思ってお

ります。そこら辺の考えはどういうふうに市と

して思っているのか、お答えいただければなと

思います。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 ただいまの御質問に対

してお答えいたします。 

  ３月に登録有形文化財の指定を受けましたけ

れども、今お話のありました後藤先生の御尽力

が大変大きくございます。非常に文化財に対す

る知識等が豊富ですので、今後とも後藤先生か

らいろいろな御指導をいただいて整備を進めて

いきたいというふうに考えております。 

  このエコロジーガーデンの中でも御指摘あり

ますように、産学官の連携といったものはぜひ

活用しながら、枠組みをつくりながら整備して

いきたいというふうに考えておりますので、そ

ういうお話も内々聞いておりますので、今後、

市としての方針を固めていきたいというふうに

考えております。 

４ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

小嶋冨弥議長 佐藤卓也君。 

４ 番（佐藤卓也議員） ぜひともこれは進めて

いただきたいと思います。 

  ここで、総務省が出してますけど、域学連携

というものがございます。この域学連携といい

ますのは、大学生と大学教員が地域の現場に入

り、地域の住民やＮＰＯなどとともに、地域の

課題解決または地域づくりに継続的に取り組み、

地域の活性化及び地域の人材育成に資する活動、

これが域学連携というものでございます。これ

も総務省でも一生懸命進めていることでござい

ます。こういうものを総務省も出しております

し、しかも工学院の方々がお声を出していただ

くということは非常に、先ほども言ったように

ありがたいことです。そして、これを進めるこ

とによって、地域づくり、まちづくりにも一緒

になっていきます。 

  となれば、今までになかった、さっきも言っ

た産学官、今までは黒石先生だったり、今度は

観光芸術祭のほうでも公益文化大学が来たりと

してますが、新たな大学がこの新庄のまちにや

ってくる、大学生がやってくるとなれば、違う

方向性が見えてくると思います。 

  ぜひともこれは進めていただきたいですし、

それを進めていただきたいとともに、これは市

が依頼しなければできないことでございます。

これは、市のほうにぜひとも依頼していただい

て、この研究、エコロジーガーデンの歴史・文

化をぜひとも皆さんに知ってもらうためにやっ

ていただきたいと思いますが、もう一度よろし

くお願いします。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 今御指摘ありましたよ

うに、市としてもそのような方向で考えている

ところでございますが、やはりあそこのフィー

ルド、10ヘクタールほどのフィールド、それか

ら建物というのは、いろんな可能性を秘めてい

るというふうに思います。先生だけではなく、

学生も含めた研究の場、研究の材料として活用

したいということでございますので、市として

も後藤先生の御指導をお願いしたいと思ってお

ります。 

  また、新庄建築家協会ですね、こちらのほう

とも今、現存の建物の図面を制作していただく

ための依頼をしております。その方々と学校の
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ほうとの、その後藤先生等との協力・連携をす

ることにより、地元の企業のほうのレベルアッ

プも図れるのではないか。それから、黒石先生

の中学校との交流もございますので、そういっ

た面でも市民の方々と、地域づくり、まちづく

りに役立つのではないかと考えているところで

す。 

４ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

小嶋冨弥議長 佐藤卓也君。 

４ 番（佐藤卓也議員） よろしくお願いいたし

ます。 

  また、インフラ整備のことについてお聞きい

たします。 

  先ほども言いましたとおり、キトキトマルシ

ェはかなりやっぱり人が、毎回1,000人ぐらい

来ているということなんですけれども、そうす

ると、あそこを回遊する案内板がやっぱり足り

ない、それは認識されていると思うんですけれ

ども、その案内板などはまだまだつくらないお

つもりなのか。でなければ、せっかく来ていた

だいた方が興味を持っていただけない、そんな

ことになってはいけないと思います。 

  ですから、その案内板などもやっぱり早急に

必要があると思いますし、また、樹木などはか

なり傷んでおります。私も議事録を起こしたと

ころ、これは23年９月のときにも樹木の傷みを

私のほうがこの議場で言いましたけれども、市

のほうも認識なさっている。でも、まだ正直言

って全然手はつけられていない。利用計画があ

っても、そこは早目にするべきだと思いますけ

れども、そこら辺をもうちょっと強化していた

だきたいというのがあります。ぜひともそこら

辺を早目に、案内板ないし樹木の整備をもっと

強めるべきではないでしょうか。そこら辺はど

うでしょうか。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 案内板につきましてで

すけれども、今年度、確かに案内板、説明板が

足りないというような認識は持ってございます

ので、数枚あるわけですけれども、あの広さの

中にあってはまだまだ足りないというふうに考

えております。 

  ですから、今年度、案内板を設置する予定で

すけれども、今後とも整備を図っていかなけれ

ばならない、数をふやしていかなければならな

いと思っておりますし、また、文化財の登録を

受けたわけですので、どういう施設なのかとか、

建物の紹介、施設の紹介も含めた説明板も必要

なのではないかということで考えております。 

  それから、樹木につきましてですけれども、

樹木も大切な財産だというふうに思っておりま

すので、長く後世に引き継がなければならない

というふうに考えております。 

  樹木に大変識見のございます先生のほうに御

依頼しまして、一覧表、リストをつくっており

ます。それをまずつくりましたので、それらを

活用しながら、樹木の保存等についても力を入

れていきたいというふうに思っております。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 議員から思いの募る質問、一方で

職員にセーブをかけているのが私だということ

も御理解なくお願いしたいなと。 

  ここ２年ぐらいなんですね。これまでの経過、

10年、譲り受けて12年ほどになるわけですけれ

ども、計画を立てて、ここ２年ぐらいなんです。

あえて、余り急ぐなというようなことを言って

いることも御理解いただきたい。 

  説明板も必要だというふうには理解しており

ます、認識しております。樹木の説明も。 

  ただ、今皆さん来られているものは、一つの

大きな五感で感じるような自然の体験のすばら

しさを私は感じてるんだと思うんです。そこに

キトキトマルシェの人たちが、この空間をみん

なで共有したいという気持ち、私はそれを大事
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にしたいというふうに思っております。 

  ですから、余り意図的に全てを誘導してしま

うということではなく、そこにいる方々がつく

り上げていく、そうしたこともじっと待たなく

ちゃいけないという思いでおります。 

  職員のほうから、急がなければならないとい

うことがありますが、もう少し……。まだあそ

このキトキトマルシェも本当に去年から始まっ

たばかりです。もう少し動きを大事にしていき

たいということもぜひ御理解いただきたい。 

  あの残っている自然の空間、あそこの五感で

味わっているということが私はあの施設のすば

らしさだというふうに思っておりますので、

徐々に──徐々にということは、そういう意味

ですので、その辺もぜひ御理解いただきたいな

というふうに思います。 

４ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

小嶋冨弥議長 佐藤卓也君。 

４ 番（佐藤卓也議員） 私も別にせかしている

わけではなくて、守るためにやらなければなら

ないことがたくさんあると言っているわけでご

ざいます。ただそのまましておけば朽ちるだけ

で、やっぱり進むためにはある程度手をかけな

ければいけない、守るためにはやるべきことが

たくさんあるというから、私もこういうことを

言わせていただいております。別にあそこにあ

れを建てろ、これを建てろと言っているわけで

はございません。ただ、あそこを守るためには

いろんなことをしなければならない、そこも私

は言ってるのでございまして、市長が言うよう

に、別にどんどんあれを建てろ、これを建てろ

というのではないことをここで私も伝えておき

ます。 

  また、先ほどの案内看板なんですけれども、

インバウンドの方々、外国人の方もあそこの空

間はかなりいいとおっしゃっていますし、やっ

ぱりその外国の方々に見ていただくような看板

というのは、見てわかるような看板ですよね。

今で言えばピクトグラムですか、絵文字という

やつですね。要はわかりやすく言えば、車椅子

のサインだったり禁煙のサインだったり、絵文

字、見てわかるようなサインが必要だと思いま

す。これからはインバウンドでいろんな方があ

そこの施設に来るとなれば、やっぱり見てわか

るようなものも必要だと思いますので、そうい

う掲示も必要だと思いますので、ぜひともこの

ピクトグラムというのもつくっていただきたい

と思います。 

  もしつくるのであれば、やっぱり新庄に有名

なというかデザイナーの方がおります。なかな

か知らない方もおりますけれども、その方がや

っぱり、今でいう、これ名前言っていいのかど

うかわからないんですけれども、某テレビ局の

「ビフォーアフター」のロゴだったりとか「朝

ズバッ！」のロゴだったりつくっている方が新

庄の方でございます。そういう方もいらっしゃ

いますので、そういう方も新庄のことを愛して

おります。ですから、そういう方が、声をかけ

ていただければ、いつでもそれに乗っていただ

けるというお声も聞いておりますので、そうい

う方もぜひ使っていただくなり活用していただ

ければ、もっといいのかなと私は思っています

ので、よろしくお願いいたします。 

  あと、最後になりますけれども、また新庄ま

つりに戻らせていただきますけれども、私も前

回、これもまたちょっと議事録を戻してきたん

ですけれども、新庄まつりのまつり塾が去年は

あったと思うんですけれども、ことしはなくな

りましたけれども、どうしてなくなったのでし

ょうか。せっかくのいい観光ＰＲだと思ったん

ですけれども、またことしもやるのかなと思っ

たら、そんな声が全然上がらなくて、まつり塾

はどこへ消えちゃったんでしょうか、よろしく

お願いいたします。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 
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東海林 智商工観光課長 ことしは、おっしゃい

ましたように、そういう取り組みはしてござい

ませんでした。認識はしておるわけですけれど

も、今は青山学院の学生さん等の参加等でやっ

ているところでございます。 

４ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

小嶋冨弥議長 佐藤卓也君。 

４ 番（佐藤卓也議員） 去年やったのに、また

ことしはやらないというのは、いかがなものか

なと思います。 

  前回の課長の答弁ですと、「今まではできな

かった体験型、参加型のお祭りをやるというの

は非常にいい」ということで去年は答弁いただ

きました。そして、ことしも、「できれば来年

も拡大してやりたい」と言っています。せっか

くやり始めて、そして今回も三浦さんが塾長と

してやっていただけるのかなと思って楽しみに

してたんですけれども、来なかった。これは非

常に寂しいことです。 

  せっかくやったのですから、これは継続して

いって、継続することがその地域にしっかり根

づくものだと思います。その場限りではなく、

継続した事業をしていただきたいと思いますが、

そこら辺はどうでしょうか。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 答弁がまずかったかな

と思うんですけれども、やはりことしは、先ほ

ど申しましたように、そういう取り組みをして

ございませんでしたけれども、やはりまつりを

長く伝えるためには、盛り上げるためには、そ

ういった参加型、体験型のまつり塾的なものは

非常に有効なものだというふうに認識してござ

いますので、今後、来年度ですね、また取り組

めるように検討してまいりたいと思います。 

４ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

小嶋冨弥議長 佐藤卓也君。 

４ 番（佐藤卓也議員） ぜひともよろしくお願

いいたします。せっかく新庄まつりを楽しみに

して、もしかしたらことしはやりたいという方

がいらっしゃったかもしれない。そういうこと

がないように、ぜひよろしくお願いします。 

  以上で私の質問を終わります。ありがとうご

ざいました。 

小嶋冨弥議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午前１０時４６分 休憩 

     午前１０時５６分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

伊藤 操議員の質問 

 

 

小嶋冨弥議長 次に、伊藤 操君。 

   （２番伊藤 操議員登壇）（拍手） 

２ 番（伊藤 操議員） おはようございます。 

  本会議２番目に質問させていただきます開成

の会の伊藤です。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

  新庄まつりも終わり、秋の気配が一段と色濃

くなり過ごすやすい気候となりました。ことし

の夏は猛暑や豪雨などに見舞われ、各地で甚大

な被害をもたらしたところもありました。被害

を受けた方々には心よりのお見舞いを申し上げ

るところです。 

  ことしの夏より「命を守る行動をとるよう

に」との緊急警告も配信され、改めて自然の脅

威を見せつけられたところです。最近では災害

は忘れぬうちにやってくるようです。常に防災

意識を持ち、迅速な対応ができるように心がけ

ている必要があると思われます。 

  それでは、通告に従いまして幾つかの質問を

させていただきます。 
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  まず初めに、平成24年に行われました山形県

介護労働実態調査の結果についてお伺いいたし

ます。 

  この調査は３つに分けられており、介護労働

者の就業実態、そして就業意識、それと事業所

における労働実態となっておりました。きめ細

かい個別データのほかに県内各市町村別のもの

もあり、如実に介護労働における今後の課題が

見てとれる内容でした。 

  新庄市については、他の自治体と比較して特

別に突出してどうということはないような結果

でしたが、以前から問題になっている介護職員

の離職の原因を探ることができそうな就業意識

調査のうち、現在の仕事の満足度12項目の中か

らお伺いいたします。 

  この調査は、全体的に見てそんなにおもしろ

いものではありませんが、唯一、職場の人間関

係、コミュニケーションという項目については、

35市町村中、新庄市は何と２番目という非常に

高いところに位置しておりました。職場での多

少の不満や問題は、職員同士が互いに励まし合

っているのだろうと推測され、新庄市内の介護

従事者のよい面が前面に出ておりました。これ

は大変喜ばしく、誇りにさえ思うことです。 

  しかし、県全体的に見ては、賃金、労働条件、

勤務体制、職場環境、人事評価などは、残念な

がら全てマイナスポイントでした。これは、国

の制度のあり方と各事業所の運営が大きくかか

わることではありますが、改善には自治体の強

力な指導が不可欠と思います。新庄市ではどの

ように捉えているのか、お伺いいたします。 

  次に、資格取得、キャリアアップについてお

伺いいたします。 

  介護福祉士、介護支援専門員の資格取得に向

けて、仕事をしながら勉強に励んでいる方が数

多く見られます。もともと勉強というものは個

人の熱意と努力によるものであり、結果を求め

るのであれば多少の無理もつきまとうものです。

しかし、それはわかるのですけれども、年々、

離職者がふえるのに介護事業は伸び、仕事は過

密になり、受験のための教育訓練の機会も少な

く、加えて勤務体制が学習を困難にするという

場合も多いという現状があります。加えて、

年々合格率が低くなっているとすれば、自治体

によるバックアップの必要も出てくると思いま

す。 

  平成27年度の試験より、介護福祉士において

は実務経験と年数をクリアするだけでは受験資

格を得ることができなくなりますが、実態調査

の結果を見ると、スキルアップのための研修は、

満足度が高い割には資格取得のための研修が少

なく、求める声が大きく出ております。介護支

援専門員の受験希望者も数多くおられます。支

援体制を強化すべきと思いますが、いかがでし

ょうか。 

  次に、少子高齢化に伴い、要介護者が年々増

加傾向にある中、施設や介護事業所では介護職

員の人材確保に難儀している現状があります。

介護というイメージがいま一つよくないようで

すが、私の経験上、実際に行ってみると、なか

なかとうとい仕事です。しかし、資格を所持し

ていても介護の仕事につかない方も多数おられ

ます。離職に関しては３年以内が最も多いと聞

きました。これからの高齢社会を支える介護の

担い手をふやす必要があると思います。どのよ

うにお考えなのか、お伺いいたします。 

  次に、次期介護保険制度改正に伴う、介護軽

度者への対応についてお伺いいたします。 

  これは、前回の議会におきましても類似した

質問をしておりますが、再度お伺いいたします。 

  新聞でもたびたび報じられておりますが、次

期改正では、給付の抑制と負担増が中心になっ

ております。費用は年々１兆円単位で増加して

いるとのことで、制度の見直しもやむを得ない

ものと思います。そこで、国では、要支援１・

２の軽度者向けの事業を介護保険から切り離し、
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市町村に段階的に移し、３年で完全移行の方針

だそうです。 

  財源は介護保険から充てられるようですが、

自己負担の増加も懸念され、家族支援の薄い世

帯では負担増は死活問題です。また、介護度が

より上がらないようにサービスが低下すること

も避けなければなりません。制度の改正前では

ありますが、混乱を来す前からの対策は十分に

こしたことはありません。むしろ国の制度より

先行するぐらいの意気込みが欲しいくらいです。

要支援者の通所施設、家事援助などの在宅支援、

ＮＰＯ、ボランティア等との連携の強化も課題

とは思いますが、安定したサービス提供につい

て、新庄市のお考えをお伺いいたします。 

  次に、介護予防に重点を置いている地域包括

支援センターの今後の取り組みはどのように変

わっていくのか、お伺いいたします。 

  過去にも地域包括支援センターについてお伺

いしましたが、今回は、要支援者の介護保険の

切り離しについて、地域支援事業の受け皿とし

て今後期待が高まるであろう当センターの改善

点など、お聞かせ願いたいと思います。 

  次に、健康寿命延長のための取り組みについ

てお伺いします。 

  寝たきりや認知症などの介護リスクを高めな

いために、市では保健師の訪問や出前講座、サ

ロン事業への支援などの事業を展開しておりま

すが、生活習慣病や運動機能向上に向けた事業

が市全域に情報として伝わっているのかどうか、

また、例えば行政による活動が地域活動として

地域の自立につながっていったのかどうか、お

伺いいたします。 

  続いて、公共施設の開放、運動指導員の拡充

について伺います。 

  健康寿命の延長は、高齢者のみならず、どの

ような世代にもかかわることで、身体の障害、

知的な障害を抱える人にも健康推進のための機

会は提供すべきですが、現状は、運動や体操を

したくても場所がない、また指導員にどのよう

な人がいるのかわからない、そういう声が多数

聞こえます。介護費用の抑制などで健康増進の

急務が叫ばれている中、使い勝手のよい公共施

設の開放、指導員の増員などは急務と思われま

すが、いかがでしょうか。 

  次に、休館日が設定してある施設の開放につ

いてお伺いいたします。 

  市民活動を積極的に後押しするには、市民プ

ラザや文化会館、わらすこ広場などの毎週の休

館日は考え直す必要があるのではないでしょう

か。例えば山形市では、とある公共施設では、

祝祭日のみ休館日とし利用者の便宜を優先する

ことで、さらに利用者が増加したという例があ

ります。本市でもこのような例を参考にすべき

と思いますが、いかがなものでしょうか。 

  最後に、健康推進委員についてお伺いいたし

ます。 

  委員として認定されてからは非常に歴史が古

いようです。その中でさまざまな活動があった

ように思われますが、残念ながら市民の認識と

しては、誰ですか、何をする人ですか、そうい

う声も聞こえます。一部の地域では活発な活動

で健康の推進に努めているところもあるかもし

れませんが、他方では、健康推進委員御本人が

何をすればいいのかよくわかっていない、そう

いうところも残念ながらありました。 

  高齢人口の増加に伴い、今後、健康推進委員

の活躍が健康寿命延長に大きく影響してくると

思います。現在の活動の状況、また今後の取り

組みなどを教えていただければよいと思います。 

  以上をもちまして壇上からの質問とさせてい

ただきます。御清聴に深く感謝申し上げます。

（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、伊藤市議の御質問にお
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答えさせていただきます。 

  24年度の山形県の介護労働実態調査について

でありますが、この実態調査につきましては、

県が、介護職員の不足が指摘される中で、県内

介護事業所、介護職員を対象に行った実態調査

であり、このほど公表されたものであります。 

  調査内容につきましては、御指摘のとおり、

事業所に対しまして採用、離職の状況、従業員

の過不足状況など、介護職員に対しては賃金等

の労働条件を中心とした調査となっております

が、県内1,118事業所、介護職員１万1,055名か

ら回答があり、うち新庄・最上地域では44事業

所、356名の回答数でありました。 

  介護職員の仕事の満足度に関する受けとめ方

ということでありますが、まず、一般的に介護

職全体の傾向として、高齢者福祉、介護に対す

る高い意識を持ち、働きがいのある職場として

介護関連の事業所に就職される方が多い傾向に

あります。しかし、業務内容に比較し他分野と

の賃金格差があることから離職率が高く、本調

査においても１年間で13.2％の離職率となって

おり、特に若年層の離職率が高い傾向にあると

お聞きしております。 

  このたびの調査結果では、山形県平均、新庄

市平均ともに同様の傾向が見受けられ、業務内

容、やりがいについては満足度が不満足度を大

きく上回りながらも、賃金、処遇、教育訓練に

関しては逆に不満足度がかなり上回っておりま

す。 

  ただ、一方では、離職の原因となりがちであ

る職場の環境、人間関係に関する満足度に関す

る設問では、市の満足度は県平均を上回るとい

う特徴も見受けられます。 

  これらを総合的に見ますと、新庄市の介護職

員の満足度の分析といたしましては、仕事のや

りがいや職場の人間関係の満足度は比較的高い

ものの、賃金を初めとする雇用条件に不満度が

高いという状況がうかがわれます。本地域にお

いては依然として厳しい雇用情勢が続いている

ものの、その中でも介護職場は一定の規模を保

っていると言えます。 

  しかし、これらの調査結果に見られる不満足

度の解消のためには、介護職全体の底上げと安

定した雇用の確保が必要であると思っておりま

す。 

  続きまして、介護職員のキャリアアップ、ス

キルアップといいますか、教育訓練に関する自

治体の支援体制と事業所における人材確保、離

職防止に向けた行政の支援に関する御質問でご

ざいますが、関連がございますので、一括して

お答えさせていただきます。 

  平成12年度に創設されました介護保険制度は、

市場機能、民間活力の活用が大きく進められ、

民間事業者やＮＰＯなど多様な参入による介護

サービスが提供されてまいりましたが、介護事

業は経費における人件費率が極めて高いため介

護給付が抑制傾向にある現状から、総じて賃金

は他業種に比べ低く抑えられる傾向があります。 

  このため、厚生労働省は介護職員の賃金改善

及び人材確保に向け、平成21年度より介護職員

処遇改善交付金を創設し、処遇改善に取り組む

事業所に対し職員１人当たり月額１万5,000円

を交付し、長期的な雇用定着と、能力、資格、

経験に応じた処遇を事業所に促しております。

これに加え、資格取得支援として、介護福祉士

試験の代替要員の確保や介護福祉士等就学資金

の貸し付けなどの事業を、県及び県社会福祉協

議会などを窓口として実施しております。 

  全国の介護職員数は平成22年度で133万人と

発足時の２倍以上に増加し、2025年には現行の

1.6倍の介護職員が必要と予測されております。 

  県内においても、9,000人多い２万4,000人と

推計されており、今後、毎年600人の増加が必

要であると試算されています。 

  山形県は、介護職のイメージアップ、雇用環

境の改善を図りながら介護職員不足を解消する
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ために、平成25年度の新規事業として介護職員

サポート事業に取り組んでおります。介護従事

者の育成・確保、介護従事者の定着、離職防止

などを視点として、年内にサポートプログラム

を策定するほか、民間団体からの公募による８

つの介護人材育成事業を採択しており、新庄管

内では、社会福祉法人かつろく会の介護現場に

おける人材養成講座が採択されております。 

  また、新庄市においては、学校法人最上広域

コア学園が、若者の定着と高齢者の生きがい創

造を目的とし、平成26年４月から新庄コアカレ

ッジとして介護福祉科を設置する予定となって

おります。当地域では、福祉系養成学校への進

学率の高まりがありながら、養成機関がなかっ

たために、他地域への進学を余儀なくされてお

りましたが、このたびの新庄・最上地域におけ

る養成学科の設置は、地元での介護職の確保や、

御質問にございます介護福祉士の資格取得の際

の実務者研修への対応など、さまざまな面に波

及効果があるものと期待しております。 

  高齢社会の進展の一方で人口減少社会を迎え

ており、新庄市におきましても、今後の労働力

人口の減少に対応した、質の高い介護サービス

を担う人材を安定的に確保していくことが必要

と認識しております。 

  県、事業者、養成教育機関、関係団体等で行

われる人材確保に関連する事業については、関

係機関による役割分担と連携により進められて

いるところでありますが、新庄市におきまして

も、介護人材の確保、定着の促進について、一

体的に取り組んでいく考えであります。 

  次に、次期介護保険制度改正に伴う介護軽度

者への対応についての御質問でございますが、

社会保険制度改革国民会議の報告を受け、８月

21日に閣議決定された社会保障制度改革プログ

ラム法案骨子において、介護保険の要支援向け

サービスは2015年度以降、市町村の事業に移行

させる方針が示されました。各市町村の準備状

況を見ながら、2015年度から約３年をかけて段

階的に進める方針が示されておりますが、現在、

社会保障審議会で本格的な議論が開始されたと

ころであります。 

  この背景には、高齢化が進む中、介護認定を

受ける方が増加し、それに伴いサービスを利用

する方も増加しており、結果として介護給付費

の増加が介護保険財源を圧迫していることから、

軽度認定者を介護保険とは別の財源を使って支

援し、介護度が高く、手厚い介護サービスを必

要とする方に重点化することにより、介護費用

が膨らむペースを抑えるのが狙いとされていま

す。 

  市町村の財政力により軽度認定者の方の受け

られるサービスに差が出るなどの地域格差が懸

念されておりますが、財源につきましては現行

の地域支援事業で対応し、従来どおり介護保険

制度の中でサービスを受けられるとの厚生労働

大臣の発言もございます。 

  いずれにしろ、今後の動向を見きわめながら

対応していくことになりますが、ボランティア

の育成等に関しては、社会福祉協議会、ＮＰＯ

と連携し、早期に進めていきたいと考えており

ます。 

  次に、地域包括支援センターの今後取り組み

についての御質問ですが、従来、軽度認定者へ

の介護保険サービス提供は、要介護状態になる

ことを予防するためのものでしたが、改革案で

は、軽度認定者に対する介護予防給付について

は、市町村が地域の実情に応じ、住民主体の取

り組みなどを積極的に活用しながら、柔軟かつ

効果的にサービスを提供できるよう受け皿を確

保しながら、新たな事業に段階的に移行するも

のとされております。 

  高齢者の実情に通じている市町村が軽度認定

者へのサービス提供を行い、地域の資源などを

活用し、包括的なケアを提供することとなりま

すが、地域包括ケアを実践するためには、地域
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包括支援センターの役割は大変重要となります。 

  現在、新庄市地域包括支援センターでは、地

域包括ケアシステムの構築に向け地域ケア会議

の立ち上げを目指しており、これにより医療と

介護の連携を進め、早期の認知症対応など、本

人の意向と生活実態に合わせた切れ目のない介

護サービスの提供を目指しております。 

  新庄市といたしましても、新庄市地域包括支

援センターとの連携を今まで以上に密にし、新

庄市の実情に合った地域包括ケアシステムの構

築を目指したいと考えております。 

  次に、健康寿命延長の御質問でありますが、

新庄市では、三大生活習慣病であるがん、脳血

管疾患、心疾患で死亡原因の約半数を占めてい

ます。中でも脳血管疾患による死亡者数は73人

と全国の死亡率の約２倍に及んでいます。死亡

に至らないまでも、多くの方が介護を余儀なく

されている実態があり、健康で自立した生活と

される健康寿命の延伸のためには、生活習慣病

を防ぐことが何より重要となります。 

  いきいき健康づくり新庄21の第１次計画では、

生活習慣病の予防に主眼を置き、食生活改善と

運動を重要課題として位置づけて取り組んでま

いりました。 

  食生活の改善では、家庭のみそ汁を持ち寄っ

ての塩分測定や標準みそ汁のつくり方など、減

塩の普及を中心に行ってまいりました。 

  また、運動面では、介護予防を目的に接骨師

会と共同で開催しております運動教室は、年々

受講者が増加しております。現在、２カ所合わ

せて52名が受講しております。今後に向けては、

より身近なところで一人でも多くの方に気軽に

参加いただけるよう、関係機関と協議してまい

りたいと考えております。 

  また、今年度は地域リーダーを育成するため

の地域リーダー講座を実施しております。「健

康づくりは地域から」という理念のもとに、健

康をテーマに開催しており、地域での健康づく

り活動が広がることを期待しております。 

  現在、いきいき健康づくり新庄21の第２次計

画の策定に当たり、市民アンケートを行ってお

ります。減塩を初めとした食生活の改善、運動

習慣の定着を目的に展開してまいりました各種

の事業により、市民の健康意識がどのように変

化したかや今現在の生活実態を把握できるもの

と考えております。このアンケート結果から課

題を抽出し、第２次計画に反映させるとともに、

健康寿命延伸のための取り組みにつなげてまい

りたいと考えております。 

  運動に関する健康寿命並びに施設に関するこ

とについては、教育長より答弁させますので、

よろしくお願いいたします。 

  最後に、健康福祉推進委員の活動状況であり

ますが、健康福祉推進委員は、平成６年の健康

福祉都市宣言制定時より各町内に設置をお願い

しており、現在、150の町内から選出していた

だき、町内においての健康福祉活動の推進のた

めのリーダーとして役割をお願いしております。 

  市から健康に関する情報提供をしながら、健

康教室や健康づくり講演会への参加を依頼する

とともに、地域の方々への声がけをお願いして

います。また、町内の方が健康福祉に関する相

談等が必要な場合には、地区担当の民生委員、

児童委員への連絡などの役割をお願いしている

ものです。 

  健康福祉推進委員の研修事業として、講師を

招いての講演会を開催し、昨年は東北公益文化

大学の教授による「地域における見守りについ

て」、本年度は６月に最上保健所長による「い

つまでも若々しく元気で」というテーマで、健

康寿命延長の内容の講演を実施したところです。 

  また、昨年度は、地域健康教室に関するアン

ケートを健康福祉推進委員の方々にお願いし、

希望する６町内に対して出前健康講座を実施い

たしました。 

  ますます少子高齢化が進むと見込まれる現代、
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健康や福祉についての関心が高まってきており

ます。健康づくりの基本は各個人及び各家庭で

あり、健康寿命延長のためには行政と地域との

連携が求められております。地域における健康

づくりを進めるため、今後とも健康福祉推進委

員が地域で活動しやすい環境づくりに努めてま

いりたいと思っております。 

  私からの答弁は以上とさせていただきます。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

小嶋冨弥議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 それでは、私のほうから、「健

康寿命延長のために」の中で、公共施設の開放

や運動指導員の拡大についての御質問にお答え

いたします。 

  市の各種体育施設や生涯学習施設で運動がで

きる部屋は、競技スポーツ、余暇を楽しまれる

運動、生涯学習のサークル活動などで利用され

ております。利用頻度の高い部屋については、

調整会議を実施しながら、各種団体から御利用

いただいている状態であり、これ以上の公共施

設の開放はなかなか難しい状況にあるかと思い

ます。 

  そのような中で、要支援者の方々が行うよう

なストレッチ体操や軽いリズム運動などの軽度

なスポーツであれば、地域の公民館などでも実

施することが可能ではないかと思います。地域

の公民館などにおいて軽度なスポーツを実施す

るのであれば、指導者を無料で派遣する新庄学

出前講座を御活用いただくこともできると思い

ます。対象の方の状況や目的に応じた支援を考

えてまいりますので、お気軽に相談いただきた

いと思います。 

  運動指導者の拡大については、市ではスポー

ツ推進委員を19名委嘱しており、その方々から

市のスポーツ振興の一翼を担っていただいてお

ります。今後、競技の特異性などから専門的な

知識を有する指導者も必要になるかと思われま

すので、利用状況を鑑みながら指導者の拡大に

ついて検討していきたいと思っております。 

  次に、生涯学習施設の休館日についてお答え

いたします。 

  伊藤議員の御指摘のとおり、市民プラザや文

化会館等については、休館日が少なければ、そ

れだけ市民団体や文化団体の施設利用の利便性

は向上いたします。 

  生涯学習施設は、御承知のとおり指定管理者

制度を活用しております。この制度では、さま

ざまな利用形態をとることが可能になります。

休館日を減らせるかどうかについては、施設の

メンテナンスや職員体制などを考慮しなければ

ならないと考えておりますので、指定管理者と

協議してまいりたいと思っております。以上で

ございます。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） 丁寧な答弁をいただき

まして、ありがとうございます。再度私のほう

から幾つか質問をさせていただきます。 

  この実態調査の件についてです。これは回答

率が、事業所のほうでおおむね60％、介護職員

のほうでは52％と比較的低い回答率で、回答し

づらいという質問もありました。私も介護福祉

士の資格所持者でありまして、このアンケート

の対象になっておりまして、このアンケート内

容を見まして、非常に時間がかかり、返事に困

惑するというような内容も幾つかありました。

その中でどのぐらいの信憑性が高いかというの

は、ちょっと私も疑問に思うところではありま

すが、その中でも、人手不足と賃金の低さとい

うことについては非常に喫緊な課題だと思いま

す。それは市でも認識していると思いまして、

改善には時間がかかる、そういうふうな認識は

わかります。 

  その中で、身体的な悩みによる離職率も高い

です。それは、職業病とも言える腰痛、それと

煩雑過ぎる書類というのもあります。その２つ
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について離職の原因というのも高いと認識され

るのですが、この点についてのサポートは自治

体では容易にできると思うんですが、その辺の

ところはどうなっているのかお伺いします。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、小

野 享。 

小嶋冨弥議長 成人福祉課長兼福祉事務所長小野

享君。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 県の介護

労働者の就業意識調査、就業実態調査に関する

御質問でございますけれども、今、離職の原因

として挙げられている、いわゆる身体的状況、

いわゆる具体的には腰痛が非常に多いかと思わ

れます。アンケート結果においても腰痛が非常

に大変だというふうな状況を訴えている方もい

らっしゃいますし、書類の部分については、全

体的な意識としてあるのかなというふうにはお

聞きしておりますが、基本的にまず腰痛等の職

場労働実態につきましては、基本的に現在、科

学的な介護を進めるというふうなところで、介

護のいわゆるテクニック、そういうふうな研修

も進められているところでございます。県のほ

うでも、そういう介護のいわゆるノウハウを介

護士のほうに伝授するというふうな講座も行わ

れておりますので、全体的にはなかなか受講す

ることができないというふうな状況もございま

すが、そういう対策も既に県並びに社会福祉協

議会のほうで取り組みは行っているというふう

なところでございます。 

  ですから、そういう機会を捉えながら、新庄

市としても紹介しながら進めさせていただきた

いというふうに思っております。 

  ただ、書類の問題につきましては、ある程度

書式が決まっておりまして、さらに事故の問題

とか、いわゆる緊急時、それからふだん情報伝

達をするというふうな必要性が非常に高い施設

もございます。というところでございますので、

当然その介護福祉士なりケアマネ担当の方々に

ついてはいろんな御負担をおかけしているとこ

ろではございますが、やはり必要な部分は必要

な部分として進めさせていただくということは

あるかと思いますが、もしそのような意見、意

識が多数あるとすれば、いろんな機会を捉えな

がらこちらとしても発言していきたいというふ

うには考えております。以上でございます。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） よくわかりました。 

  それでは、キャリアアップについてお伺いし

ます。 

  介護福祉士、ケアマネジャー双方資格を取っ

ても待遇が何も変わらない、そういう厳しい現

状があります。その中でも頑張って国家試験に

挑戦する、そういう方が多数おられます。しか

し、たび重なる制度の改正で、法律そのものが

くるくるくるくる変わっていくものですから、

勉強が追いついていかない。そして、事業所の

長においても、講師の役割で勉強するというの

は困難だ、そういうふうな事業所の事情もあり

ます。 

  その中で、ほかの市では、介護福祉士に関し

ては新庄市では整備を整えているようですけれ

ども、ケアマネジャーに対しては、模擬試験を

行い合格率のアップに努めているようなところ

があります。新庄市では、そういうふうな模擬

試験のような具体的な国家試験対策については、

どういうふうにお考えでしょうか。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、小

野 享。 

小嶋冨弥議長 成人福祉課長兼福祉事務所長小野

享君。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 キャリア

の問題が出ておりますが、１つ、事業主として、

いわゆるキャリアパスをどう捉えるかというこ

とが非常に大きな課題かと思います。キャリア

パスというのは、今言いましたように介護福祉
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士、それからケアマネ、いろんな資格があるわ

けですけれども、その職種に応じた適切な処遇

と、それからいわゆる待遇、それが確保される

ことが一つの大きな条件だというふうにされて

おります。 

  ですから、今回、国並びに県におきましても、

そのキャリアパスを改めて見直しして、制度が

変わるというふうなお話がございましたが、そ

ういう理念のもとに適切な資格と待遇、処遇を

この中でつくっていくというふうな方向性は確

立されているということで、まず御理解いただ

きたいと思います。 

  それから、社会福祉士に対する事前の試験と

いいますか、実施につきましては、私がお聞き

しておりますのは、県の社会福祉協議会におき

まして事前のテストを行うと。つまり一定の合

格ラインを上げるために、市内各市町村、希望

する方が結構いらっしゃるようですけれども、

事前にテストを行いながら本番に臨むというふ

うな制度は、私のほうでは県の社会福祉協議会

で行っているというふうなことはお聞きしてお

ります。以上でございます。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） 先ほども壇上で申しま

したが、勤務の体系が学習を困難にしておりま

して、ぜひ新庄市で開催してほしい、新庄市の

自治体でサポートしてほしいという声が多数寄

せられております。県で行っているのはわかる

のですが、市ではどうかと、もう一度お伺いい

たします。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、小

野 享。 

小嶋冨弥議長 成人福祉課長兼福祉事務所長小野

享君。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 確かに試

験の事前学習につきましては、山形市まで行っ

て行っていただいておるというふうな現状でご

ざいます。これは、県内においてはいわゆる条

件は全く同じでございますので、それを各市町

村でするかというふうな部分につきましては、

やはり市の判断が非常に大きくなるわけですが、

需要と効果としては、やはり大きいものはある

と思われます。ただ、その需要とその準備段階

の問題が非常にございますので、これについて

は一つの検討課題としては認識させていただき

たいと思います。 

  ただ、先ほどの市長の答弁でも申しましたよ

うに、こちらに、最上地域に新たに介護福祉科

ということで設置されるというふうな状況もご

ざいます。ですから、その流れの中でそういう

ふうな条件整備ができれば、我々としても、非

常に質の高い介護労働者が求められているとい

うふうな現状がございますので、考えていきた

いというふうなところでございます。以上でご

ざいます。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） 介護軽度者への対応に

ついてお伺いいたします。 

  要支援サービスの受給者は、介護保険全体で

約20％、費用は大体５％。国では給付を抑制す

ると言っていますが、５％の抑制では余り意味

がないのかなというのが私の個人的な見解です

けれども、むしろサービスを切られることで、

かえって重度化を招くという場合もあります。 

  平成18年度に予防中心とうたっておきながら、

今回は予防の切り捨てということで、私にとっ

ては、同じ介護労働者にとっても、随分な方向

転換で、いわば混乱は必至であると。 

  厚生労働省では「各自治体で、かゆいところ

に手が届くようなサービスを重点的に行うべき

だ」と言っておりまして、国でできないことを

市町村に丸投げなのではないかという、こうい

うふうに受けとめられることもありますが、投

げられる市町村に対しては、すごく大変だとは
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思います。 

  その受け皿について、ＮＰＯやボランティア

は、要支援者の見守りや生活支援などはできる

とは思うんですけれども、身体的な部分に対し

ては、先ほど市長の答弁にもありましたように、

ボランティアではちょっと不足する部分がある

と思います。技術や知識は、ＮＰＯ、ボランテ

ィア、そして近隣の区長、民生委員についても、

それぞれが必要なことだと思います。そのこと

についての受け皿はどのようになっているか、

お伺いします。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、小

野 享。 

小嶋冨弥議長 成人福祉課長兼福祉事務所長小野

享君。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 介護保険

制度改革の中での要支援者の切り離しというふ

うなことでの懸念の御質問でございます。 

  確かに介護保険制度の流れを見ますと、平成

12年度に発足しまして介護保険を進めてまいっ

たわけでございますが、給付のほうはある程度

中身が整ったというところがあったんですが、

肝心の介護予防なり健康づくりの面で落ちてい

るのではないかというふうな指摘がございまし

て、平成18年度からいわゆる地域支援事業とい

うことで、包括支援センターを中心としながら

介護予防を中心に取り組んできたわけです。 

  ただ、６年たちまして、なかなか進んでいる

のかというふうな部分につきましては、やっぱ

り疑念が多いというところがあるかと思います。

伊藤議員がおっしゃったように、国が進めてい

るにもかかわらず、なかなか地域で進まないと

いうふうなところもありまして、現在その問題

については指摘されているというふうな状況で

ございます。 

  ただ、制度の問題としては、１つ、その介護

予防を進めるという部分につきましては、地域

包括支援センターが今後中心になりますので、

その部分については、ある程度答弁の中でもお

答えしておりますように、地域ケア会議という

新しいシステムの中で、個別に対応した処遇が

図られるというふうなことは期待されるところ

でございます。 

  ただ、今回、要支援を切り離す前提として、

その受け皿にＮＰＯなりボランティアを活用す

るという構想がございます。ボランティアがど

こまでできるかという懸念をお持ちかと思いま

す。ただ、現実的にその要支援の給付のシステ

ムの中で、生活介護など、いわゆるホームヘル

プ部分につきましてはちょっと手厚いのではな

いかというふうな御意見から、要支援の給付メ

ニューを見直すというふうな形で、今回、要支

援１・２と要介護の取り扱いを変えていくとい

うふうな提起がされているところでございます。 

  ですから、現行の社会保障制度審議会の中で

も、この要支援者に対する給付メニューをどう

するかというところについては現在論議中とい

うことでございますので、全く今の要支援１・

２の方に対する給付メニューを、ボランティア、

それからＮＰＯ等に丸投げするかというふうな

ところにつきましては、基本的にはそういうこ

とはあり得ないのではないかというふうには思

っております。 

  やはり必要な部分については継続すると。た

だ、いろんな手段を使いながら全体的な介護保

険制度を維持していくという形の中で今回の要

支援制度の切り離しが出てきておるものですか

ら、非常に根本的な問題とはなりますが、必要

な部分についてはいわゆる給付を継続していく

というふうな考えで一応想定しているというふ

うには考えておりますので、今後の動向をまず

見ながら、新庄市としても対応していきたいと

考えております。以上でございます。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） 前向きな答弁をいただ
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きまして、期待しておりますので、よろしくお

願いいたします。 

  次に、運動指導についてお伺いいたします。 

  健康寿命の延長のためにはやはり運動は必要

だと思いますが、例えば自主防災組織のように

地域で健康づくりを定期的に行っている、そう

いう先進的な町内は新庄市に幾つかあると思う

のですが、その模範となるべき町内の数、そし

てどういう活動なのか、わかる範囲でいいです

ので、お答えいただきたいと思います。 

伊藤洋一健康課長 議長、伊藤洋一。 

小嶋冨弥議長 健康課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一健康課長 介護予防における運動指導と

いうことでございますが、地域で定期的に健康

づくりを行っている町内ということでは特には

把握してはおりません。しかしながら、伝え聞

いているところによりますと、何か介護を始め

る前段でもって、まずは体操してから始めると

いう町内がございます。今年度いろいろなとこ

ろで御挨拶をさせていただく中で、そうした町

内の取り組みを御紹介させていただきながら事

業に入るということを個人的には意識してやっ

ております。そうした町内の活動、実際調査は

しておりませんが、広めてまいりたいと考えて

おります。 

  また、今年度、地域リーダー講座ということ

も行っております。健康づくりをテーマにした

地域づくりということで総合政策課とタイアッ

プして行っているものでありますが、それにつ

いても、必ず休憩の折には健康の体操を行って

ということで取り組んでおります。 

  健康の重要性ということは私も再三再四議会

で答弁しております。認識もしておるつもりで

ありますので、なるべくこの取り組みが広がる

ように取り組んでまいりたいと思っております。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） そのリーダーを置くと

ありますが、これは具体的に健康推進委員とい

う方が行うのでしょうか。 

  今現在、総合政策課のほうで地域づくりのた

めに、健康推進委員、この方を活躍させようと

いう動きがあるようですけれども、その選任に

ついて、例えば区長が任命するのか、市でこう

いう活動をかつてやっていたこういう職業の方

をお願いするとか、そういう選任とか権限とか、

そういうものは具体的にあるのでしょうか、お

伺いします。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、小

野 享。 

小嶋冨弥議長 成人福祉課長兼福祉事務所長小野

享君。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 健康福祉

推進委員の位置づけ的な御質問でございますが、

基本的には、現在の健康福祉推進委員の選出方

法からまず御説明申し上げます。 

  現在、区長の任期とあわせまして、その区長

選出にあわせて、一緒に健康福祉推進委員を選

んでいただくというふうなシステムになってお

ります。ですから、基本的には二百何地区ござ

いますけれども、全部にお願いしているんです

が、現状としては150地域だというふうなとこ

ろでございます。 

  ですから、我々のお願いとしましては、健康

福祉推進委員の位置づけにつきましては、基本

的には地域の役員としてまず健康問題に関して

取り組んでいただけるような方を選任していた

だきたいというふうなことが前提でございます。

ですから、その町内において積極的に活動でき

る立場にまず置いていただきたいというところ

がございます。 

  ですから、現在、総合政策課のほうで進めて

おります福祉喚起に関するリーダーの養成につ

きましては、そういう意識も踏まえながら、い

ずれそういう福祉推進委員なり、いろんな面で

やっていただけるというふうな前提の講習でご
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ざいますけれども、現行の健康福祉推進委員の

選出方法、それからお願いの仕方としての位置

づけとしては、こういうような形でお願いして

いるというふうなところでございます。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） 前向きな回答をいただ

きまして、ありがとうございます。 

  新庄市の健康増進に向けて頑張っていただき

たいと思います。 

  これで終わります。ありがとうございました。 

小嶋冨弥議長 ただいまから１時まで休憩いたし

ます。 

 

     午前１１時４５分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

佐藤義一議員の質問 

 

 

小嶋冨弥議長 次に、佐藤義一君。 

   （６番佐藤義一議員登壇）（拍手） 

６番（佐藤義一議員） 御苦労さまです。絆の会

の佐藤義一であります。 

  質問する前にですけれども、先ほど会派室の

中で休憩時間に話し合われましたけれども、イ

ンターネット中継が始まったということであれ

ば、新庄市の花があるわけですから、ストック

あるいはトルコギキョウがありますから、この

辺に飾っていただいて、それがインターネット

で見られるようになれば、さらに新庄の宣伝に

なるかと思いますので、ちょっと余談ですけれ

ども、しゃべらせてもらいました。（拍手） 

  去る７月の七夕の深夜、彦星と織姫が来年の

再会を約束し合っていたであろうころに、私の

ごく近くで１つの小さな命が誕生いたしました。

同じ新庄市を故郷にすることになるこの小さな

命と出会ったときに、先にこの地に生きる者と

して、またこの地の土になる者としての責任を

改めて思います。 

  それでは、通告に従い質問させていただきま

す。 

  100万人の誘客を目指し、さまざまな政策を

とられイベントを開催されていることは私ども

も承知し参加もいたしておりますが、いま一つ

の努力をすることで、観光客の増加、市民の参

加が見込めるものではないでしょうか。 

  まず、春の風物詩と言ってよいカド焼きまつ

りですが、城跡でことしもきれいに咲いてくれ

たかと桜をめでながら、長かった冬を乗り越え

た自分への喜びと自然への感謝を持って楽しむ

ものだと思いますが、ことしは、その桜が鷽の

食害により見ることができませんでした。カド

焼きの会場で隣り合わせた東根から毎年のよう

に来ていると言われた方も、「ことしのカド焼

きまつりは寂しい」と話されておりました。 

  新庄の桜の名所は泉田の桜通り等あちこちに

ありますが、やはり新庄の桜はお城の桜、城跡

のお城の桜が一番だと思います。長く厳しかっ

た冬との闘いを克服した自分たちを誇れる者も

雪国に住まいする我々です。訪れる春に感謝し、

自分たちへの褒美として花見があるものと考え

られます。雪国の桜はとても美しく見えます。 

  何年か前は、鷽の食害を想定し、防除したこ

ともあると聞きました。新庄市民だけでなく、

桜をめでながらのカド焼きまつりを楽しみに新

庄に来ていただいている人のためにも、今後の

鷽の食害への対策をお尋ねいたします。 

  次に、新庄市最大のイベントであります新庄

まつりについてお尋ねと提案をいたします。 

  どこの町内も毎年の山車製作には、山車を絶

えさせないため苦労しながら、またプライドを

持って出品していただいております。文化財に
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指定されたことも大いに影響されているとは思

いますが、その製作状況をドキュメンタリータ

ッチでテレビ放映されたこともありましたこと

は周知されていることと思います。 

  商店街の空洞化、生活様式の多様性もありま

して、各町内における山車製作には人的、資金

的に大変な苦労をされていると聞きました。再

来年には260周年を数えるまでの歴史を刻んで

きた新庄まつりの山車製作に、出品町内に製作

費として大幅な助成をすべきと考えますが、い

かがでしょうか。 

  文化財の指定を受けたことは大変喜ばしいこ

とではありますが、それに伴う負担も当然発生

するわけであります。その文化財、歴史、伝統

を保護し、育てていかなければならないという

責務と使命があります。そこで、山車製作の助

成を１台につき100万円まで引き上げることへ

の提案をいたしたいと思います。 

  当然囃子も含めてでありますが、各町内、囃

子若連も人手不足で、ほかの地域からの有志に

手伝いや応援をもらっている状況とお聞きしま

す。同じような山車（やたい）まつりで似てい

ると言われる八戸の三社祭では、各町内への市

からの助成は１台当たり120万円であります。

そして、カドづけと言われる花もらいも認めら

れております。これは山車製作を行わない市民

も一緒に祭りをつくっているんだという意思表

示でありまして、ですから新庄まつりの花もら

いも一部で言われるように一概に悪いとは言え

ません。１台について100万円助成しても20台

で2,000万円であり、市の一般会計の0.13％に

しかなりません。特にことしは土日とまつりが

重なり、大変な人出になりましたことは喜ばし

いことですが、その割には土日休みの会社が多

く、各町内若連は御祝儀が例年より少なく、苦

労されたと聞いております。 

  あじさい商品券の活用も大事な政策とは理解

しますが、この助成は間違いなく新庄市内で生

かされる助成金だと思いますので、御検討いた

だきたいと思います。 

  次に、受け入れ体制について提案とお尋ねを

いたします。 

  新庄まつりに訪れていただく観光客の皆様全

員を収容することは市内全部の旅館・ホテルで

は不可能であります。市長は、以前の観光客誘

致対策の御答弁で「近隣の宿泊施設と連携し」

と答えられましたことがありましたが、24日の

宵まつりを見物してからでは、近いところでは

瀬見、赤倉などがありますが、相当遅い時間に

ホテル・旅館に到着することになります。それ

から風呂に入り、汗を流して、相当疲れる新庄

まつり見物になります。 

  その対策として、民泊という方法はとられな

いものかとお尋ねします。今は家族が少なく、

使用していない部屋が多数ある家屋も多いこと

かと思います。関東圏などへ新庄まつりのＰＲ

を行い、「歴史と伝統の新庄まつりにおいでく

ださい。ただし泊まるところはありません」で

は、見に行きたくても出かけてはこられません。 

  今回、東京オリンピック招致が決定しました

けれども、その一番の原因に挙げられるのが、

やっぱりおもてなしという気持ちだと思います。

滝川クリステルがＩＯＣの公用語である、英語

とフランス語ですけれども、フランス語でプレ

ゼンテーションをやったときに「お、も、て、

な、し」の心と訴えました。それが通じまして

東京招致の一因だったと聞いております。我々

も、「新庄においでください。泊まるところは

ありせん」ではなくて、「泊まるところもござ

います」というようなことで、おもてなしの心

を持てば、もっと観光客は来ていただけるので

ないかと思います。 

  私ごとで申しわけありませんが、新庄に帰っ

てきた昭和51年、平泉のまつりがありまして、

５月の連休でしたので義経の東下り行列を友人

３人で見に行きました。若かったせいもあり、



- 66 - 

車の中で寝てもよいと軽い気持ちで出かけ、３

人で酒を飲んでいるところ、観光客だと知った

店の人が民泊させてくれるところがあると紹介

され、お世話になったことがあり、いい方法だ

と感じたことがあります。ぜひ民泊を御検討い

ただきたいと提案させていただきます。 

  夏に帰郷することのない故郷を持たない関東

圏の人々に、新しいふるさとを提供していくこ

とも観光客誘致の方策と考えます。 

  民泊の協力体制ができれば、一度見えられた

人々は翌年も新庄まつりに出かけてこられると

思いますし、何も新庄まつりだけでなく、先ほ

ど申し上げましたカド焼きまつり、雪まつりと、

さまざまな誘客対策に対応できるかと思われま

す。 

  そして、たまにはこの逆のこともあるかと思

われます。新庄まつりで民泊した新庄の人たち

に「東京スカイツリーを見学においでになりま

せんか」等のことも考えられます。これこそ市

長の提案されます「人行きかうまちづくり」に

もつながるものと強く提案させていただきます。 

  最後に、空き家対策について質問させていた

だきます。 

  今週の臨時国会で空き家対策特別措置法案が

議員立法で提出される見通しですが、これは市

町村に立入調査権を与え、所有者への改善命令

を可能とするもののようですが、市町村に税務

調査を含めた実態調査を促すとのことですが、

この実態調査は新庄市にも到達しているのでし

ょうか。 

  また、空き家対策の進捗状況、特に所有者確

認、所有の維持確認、継続意思、改善の意思確

認、利活用への方策、納税状況等の質問をさせ

ていただき、壇上からの質問を終わらせていた

だきます。ありがとうございました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、佐藤市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  全てに通して大変貴重な御提案、御提言をい

ただいていること、感謝を申し上げたいなとい

うふうに思います。特には、交流人口拡大に向

けて、春から夏に向けて、１年にかけての施策

のあり方というようなことの御提案だというふ

うに思っております。 

  最上公園の桜の鷽によることしの残念な結果

に対してでありますが、10年以上前に、鷽の被

害を防止するために桜に薬剤を散布した経緯が

ありますが、その後、そうした手だてをしなく

とも10年ほど目立った被害がない状態が続いて

いたというようなことで、その状況を継続して

きたという実態がございます。 

  鷽の生態から見ますと、春に木の実や芽、時

には桜、梅、桃などのつぼみなどを食べ、繁殖

期に昆虫の幼虫やクモなどを食べると言われて

いると。ことしの冬は、３年にわたる豪雪に見

舞われ、山間部の樹木が雪に閉ざされてしまっ

たことで、鷽の食物がなくなってしまったこと

が大きな要因と考えられております。 

  問題となる駆除のための薬剤散布の効果につ

いて、各自治体に具体的な薬剤名等を含め問い

合わせ調査しましたところ、ことしはいずれも

効果が上がらず被害が大きく発生しているのが

実情であります。本市といたしましても、今後、

最上公園を中心に、散布計画を立てながら見守

っていきたいというふうに思っております。 

  また、鷽も桜も自然界の生き物であります関

係上、どのように共存できるかわかりませんが、

周囲の環境づくりも含め、引き続き見守りなが

ら研究、検討を重ねていきたいというふうに思

いますので、御理解のほどよろしくお願いした

いと思います。 

  次に、山車製作への大幅な助成というような

こと、八戸三社祭の例を出していただきました。

昨年、日本のお祭り全国ポスターコンクールの
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第１位が八戸三社祭というようなことで、当市

に昨年来られまして、その表彰式の後、宵まつ

りをごらんになられて帰ったわけですが、数日

しましてからメールで新庄まつりの分析を送っ

てきてくれました。たしかあそこの人口が二十

七、八、九万弱ぐらいのところで、参加人数が

１割程度というふうなこととか、それから新庄

まつりが人口４万人にちょっと欠けるぐらいで、

その１台の山車に携わる人数を掛けていくと、

新庄のほうの出入りのほうが多いというような

計算式を送ってくれまして、新庄の山車に感激

したというお話を得ています。 

  先ほど向こうは120万円、心意気の問題では

あるかと思いますが、財政規模も６倍ですか、

６倍ぐらいの財政規模があるということも一方

にあるかなというふうに思っております。 

  これにつきましては、確かに新庄まつり委員

会を通して山車と囃子のほうに……。この問題

につきましては、まつり委員会等にもお話等を

投げかけているわけですけれども、具体的な要

請、要望ということは現在のところございませ

ん。新庄市が何をしてくれるのかというような

状況だというふうに私は感じております。 

  今後の百年の大計の第３期計画、ことしから

10年間の計画を実行するというためのスタート

を切った年であります。まつり委員会の中で、

現状プラス、さらにどのような形のおまつりを

するのかという具体的な提案があって、それに

沿って財政的な負担も当然出てくるだろうとい

うふうに思っているわけであります。当然、ふ

やしてくれというような直接的な私への問いか

けはありますが、全てまつり委員会での決定事

項であるというようなことも御承知いただきた

いなというふうに思います。 

  まつり委員会を通して１つ課題を整理したの

が、山車の損傷したときの保険であります。そ

れぞれの町内が掛けているということで、いい

面もあるんですが、一斉に入ることによって全

ての傷害をカバーできるという利点もあるとい

うようなことをまつり委員会等のほうから要請

がありまして、昨年からアップし、その部分は

新庄市で保険というような部分で上積みしてい

る状況であります。 

  こんな状況でありますので、誘客拡大を目指

すにはその財源も当然必要だというふうに承知

しております。アビエス等での看板と企業の協

賛看板などあるわけですが、そうしたことの拡

大も視野に入れながら財源確保、また、市負担

金の見直し方策については、まつり委員会にお

ける山車連盟、囃子連盟、氏子総代会との協議

を進めてまいりたいというふうに思っておりま

す。 

  次に、観光客受け入れの収容能力の問題です。 

  きょう午前中の御質問にあったわけですが、

大きな課題としては、受け入れ体制の整備であ

るということであります。このことをさきに大

崎地方あるいは湯沢地方との連携、また県内に

おいては東根、天童方面までお客様が泊まって

いるわけですけれども、受け入れ可能な地域に

したいということで、外からこれまで攻めてき

たというような状況であります。いよいよ中の

整備もしなければいけないというような時期に

来ているというふうに思っております。 

  農家民泊につきましては、民泊制度、非常に

現状としてはグリーンツーリズムの関連規制緩

和がございまして、農林漁業体験民泊事業は非

常に容易な形で開設することが可能です。春の

シーズンにおけるプログラム、また秋のプログ

ラム、年間を通じたプログラムがありますと、

現状のままで開設することができるということ

が規制緩和でなってますが、一般家屋における

民泊の開設というのは、消防法、それから旅館

営業法というふうな位置づけ等の資格が必要に

なっています。そこまでの民宿ではない民泊と

いったことについては、紹介ができるかどうか、

広報あるいはホームページ等でそのお宅を紹介
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することができるかどうかというような、その

辺の法律的な裏側もちょっと調べなければいけ

ないというふうに思っております。 

  他の民宿形式のあり方であれば、今後、飯豊

町等で農家民泊をやってますが、一般民宿、一

般民泊をする場合の法律的なクリアについては、

もう少し勉強させていただきたいと思います。 

  今後、農家民宿・民泊の先進地、飯豊町であ

りますけれども、そこの実務研修も行わせる予

定でおります。 

  新庄のおまつりの特徴といいますのは、極端

に言いますと、半分がお客様、半分が地元出身

の皆さんだということで、それぞれのお宅に、

それぞれの多くの人数が宿泊しているというの

も現実的な状態ではあるというふうに……。特

には市内と市街地のコラボレーションのおまつ

りでもありますので、その辺も非常に今後の課

題としていきたいと。御提案の民泊については、

今後、着実に進められるように努力してまいり

たいというふうに思っております。 

  次に、空き家対策の進捗状況でありますが、

先ほど国の動向などもお示しいただきましたが、

初めに所有者確認の件ですが、昨年度実施した

空き家調査以降、新規に空き家対象になったも

のや、更地となったり利活用がなされて空き家

でなくなったものもありまして、現在、空き家

として把握している軒数は340軒です。 

  これらについて、登記情報等により、所有者

が把握されていない軒数は316軒です。所有者

が不明なものは24軒ですが、これらは、所有者

本人が住所地に住んでいなかったり、所有者本

人が死亡、子供もなく、かつ親兄弟が全員死亡

しているといったものであります。 

  次に、空き家の今後の維持についてですが、

所有者や相続人が判明している方について意向

調査を実施しております。その中で、今後の利

用等の意向についてお聞きしておりますので、

回答があったものについては、売却や賃貸、解

体などの方向性を示していただいたところであ

ります。通知して回答のなかったものについて

は再度通知しておりますが、平成25年８月31日

現在で、249人の方から回答をいただいており

ます。 

  また、空き家の活用についてですが、宅建業

協会と市とで公の空き家について今まで７回に

わたる判定会議を開催し、利活用可能な度合い

を４段階に分けてきたところであります。外観

調査ではありますが、把握している空き家340

軒のうち約４分の１に当たる78軒の空き家につ

いては、そのままで利活用可能というふうなこ

と、リフォームすれば利活用が可能なものを含

めると約半数の188軒が利活用可能であるとさ

れており、その利活用のあり方やシステムにつ

いて宅建業協会と協議しているところでありま

す。 

  その中では、コミュニティ施設などの公的な

利用も想定されますが、今後の立地条件や建物

構造、周辺市民の意向、資金等の課題もありま

すので、具体的な検討には至っておりません。 

  さらに、空き家の納税状況についてですが、

平成25年６月17日現在、家屋に係る固定資産税

の滞納件数は、空き家340軒中37件です。課税

に際しては、空き家であるなしにかかわらず、

所有者が死亡している場合は納税管理人を立て

ていただき、納税促進を図っているところであ

ります。 

  なお、国において空き家関連の新法が上程さ

れるとの報道がなされておりますが、具体的な

内容についての通知やそれに係る市への調査な

どはまだなされていないのが状況であります。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

６ 番（佐藤義一議員） 議長、佐藤義一。 

小嶋冨弥議長 佐藤義一君。 

６ 番（佐藤義一議員） 大変前向きな御答弁あ

りがとうございます。順番に従って再質問させ

ていただきます。 
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  鷽の被害について、たしか市長も御答弁なさ

れたとおり、10年ぐらい前に薬剤をして防除し

たと。そのときはうまくいったという話を聞い

ています。ただ、昨今では、鷽に対して薬が効

かないという話も私も聞いております。なかな

か適当な薬剤がなくて、これだという決め手は

ないと。 

  聞くところによりますと、中には、鷽が飛来

する時期に、実弾を撃って、要するに散弾銃の

バラバラだと思いますけれども、それを撃って

やってるという……それが果たしていいか悪い

かは別ですけれども。ただ、ガス鉄砲というの

も使い方もあると思います。 

  ですから、市民の感情として、市民に花見を

させないのかという声も聞かれたわけです。で

すから、市はこういうふうな努力をやってるん

だという納得をしていただくことも住民サービ

スだと思いますので、できれば来年から対策を

検討するという市長の御答弁に期待しまして、

まずそういうふうな方法もありますので、市民

が市役所はこういう対策をとってくれてるんだ

という、それを知らしめていただきたいという

ことで、まずその鷽については以上でやめます。 

  それから、新庄まつりですけれども、八戸を

比較で出したのがいいか悪いかは別にしても、

確かに税収が違うというのはわかります。ただ、

今現在、新庄の山車をつくる、山車を出す、人

形を借りる、あるいは衣装を使う、あるいは子

供たちにアイスクリームを食わせる、手当を払

ってあげる、あるいは囃子をしてくれる人方と

……かなり金がかかるわけです。１台設定する

のにどれぐらいのお金が必要なのか、幾らぐら

いだと把握してらっしゃいますでしょうか。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 山車を運営するに幾ら

ぐらいの経費がかかるかという御質問でござい

ますけれども、町内によって違うとは思います

が、約250万円前後ということでこちらのほう

では考えているところです。 

６ 番（佐藤義一議員） 議長、佐藤義一。 

小嶋冨弥議長 佐藤義一君。 

６ 番（佐藤義一議員） 町内の皆さんは、それ

をどうやって捻出されているかということにつ

いて、課長、どのように把握されておられます

か。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 町内から、これも町内

においてまちまちかと思いますが、町内からの

運行の負担ですね、それから確かに花もらいの

寄附、それからうちの予算のほうからまつり委

員会のほうに負担金が行ってるわけですけれど

も、その負担金の中から町内のほうに、山車に

ついて各連盟30万円、囃子のほうに各７万円と

いうことで運営されているというふうに思って

おります。 

６ 番（佐藤義一議員） 議長、佐藤義一。 

小嶋冨弥議長 佐藤義一君。 

６ 番（佐藤義一議員） 課長のおっしゃられる

とおり、250万ないし350万だというふうに私は

聞きました。 

  それで、やっぱり課長おっしゃるとおり、各

町内からの各１戸ごとから何千円とかと寄附を

いただいて、その中に「風流・新庄市」とかと

チラシをつくったときに、そのポスター、宣伝

料をもらうわけですよ。そういうのと、あと花

もらいでどうにかこうにかやってると。繰越金

を持ってる町内はほとんどないというふうに思

ってます、全部１年ぎり１年ぎりで。 

  ですから、来年こういうのをやりたい、こう

いう場面をつくりたい、いい山車をつくって、

みんなに見ていただきたいと思ったところで、

金が続かない、金がないという現実もあるわけ

です。それを今まで、じゃあ、市役所で100万

円出すからと言ったところで、それが期待でき
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ないということになれば、なかなか思い切って

できない。再来年、260年なわけです。どうし

てもやっぱり皆さんいいものをつくりたいとい

う意識があると思います。ですから、市が少し

出してくれるんだということですれば、もっと

いいもの、もっとお客様が喜ぶようなものとい

うのをつくるんじゃないかと思います。 

  確かに市長のおっしゃられるとおり、「規模

が違うんですよ、義一さん」と言われればそう

思いますけれども、でも、それなりに市も頑張

るんだと、行政も頑張るからみんなで頑張ろう

よという、そういう意味も込めて、もう一度助

成は、市民人口あるいは財政からいっても新庄

市のほうが係数が高いんだよとおっしゃらずに、

やっぱり金がさですので。0.13％ですよ、市長、

154億の。１％出せとは言いませんよ、１億

5,000万で。そういうふうな努力をしていただ

けませんでしょうかと、もう一度お尋ねいたし

ます。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 先ほど市長も申してい

ましたように、上乗せの額をつい最近している

という状況もございます。 

  それと、もう一つは、やはりまつり委員会そ

のもので財政強化を図る余地もあるのではない

かというふうに考えております。例えば観覧席

の利用料金の増、あるいは観覧席が足りないと

いうふうなことで相当御指摘を受けております。

ですので、例えばＪＲの広場の前とか、そうい

ったところで観覧席の増を図るなどということ

で、まつり委員会自体としての収入の増という

こともあわせて考えていかなければならないの

かなと思っております。 

６ 番（佐藤義一議員） 議長、佐藤義一。 

小嶋冨弥議長 佐藤義一君。 

６ 番（佐藤義一議員） 出せとは言えませんけ

れども、そういうお答えになるかと思います。 

  あと、それぞれの経済効果、例えばイベント

ありますよね。そのときの経済効果、新庄市内

における、あるいは近隣における経済効果とい

うのは計算していらっしゃいますか。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 経済効果について、ま

つりで幾らとかということでは検討は余りして

おりませんけれども、以前43万人ぐらいのとき

にしたということで聞いた金額はございますけ

れども、その後、余りそういう調査はしており

ません。一定の国内の旅行者が宿泊した場合は

およそ幾ら、それから日帰りの場合は幾らとい

うふうなことは、国のほうで試算している金額

はございます。例えば宿泊しますと１人当たり

５万円ぐらい使っているというようなことがあ

ります。ただ、先ほど来御指摘ありますように、

確かに新庄のほうでは、本市におきましては、

宿泊施設というのは余りありませんので、そこ

は経済効果を発揮できていないというふうなこ

とで私も考えております。 

  ですから、先ほど御指摘のありました民泊、

農家民泊ですね、そういったことも取り組んで

いかなきゃならないのかなというふうに考えて

いるところです。 

６ 番（佐藤義一議員） 議長、佐藤義一。 

小嶋冨弥議長 佐藤義一君。 

６ 番（佐藤義一議員） 経済効果はやっぱり調

査する必要があると思います。それでないと、

その助成の根拠が出てこないわけですよ。こう

いうイベントをやって、これだけの経済効果が

あるから、これだけの助成を出せるんだよとい

う行政理由ができるわけですよ。そういうのを

やっていって、ただ漠然と金出せと言うから、

そんな金ねえよって言われるだけですから、こ

れだけの経済効果があったんだとなれば、それ

でこれだけの助成を行うんですよってなれば、

市民だって納得するわけです。ただ漠然と金く
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れって言ってるわけでなくて、53万人も人が集

まったと。人が出てにぎわったということであ

れば、どれだけの経済効果があったんだってな

れば助成ができると思いますけれども、その辺、

課長、いかがですか。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 まつりに関してだけを

言えば、やはりまつりのときにお金を使うとい

うことになりますと、やっぱり露店から購入す

るということが主になると思うんですね。そう

しますと、露店の方は地元の方でない方が多い

わけですので、いわゆる地元の人たち、商業者

に対するお金というのは余り効果がないのかな

というふうには考えているところです。 

６ 番（佐藤義一議員） 議長、佐藤義一。 

小嶋冨弥議長 佐藤義一君。 

６ 番（佐藤義一議員） それはおっしゃるとお

りかもしれませんけど、課長、裏を返せば経済

効果は新庄には何もないよと言ってるのと同じ

ことですよ。確かに露天商は来ます。さまざま

な人が見えて、泊まりもしません。瀬見、赤倉

に泊まります、天童に泊まります。経済効果は

何もないと言ってることに等しくなりませんか。

やる気以前の問題ですよ、そしたら、課長。 

  いや、そういうふうに考えないでね、こうや

って市民が喜ぶんだという、それで流通がある

んだということ。じゃあ、その露天商の人方は

飯食わないんですか。自分でどこかの米持って

きて、その辺で食べるんですか、路上で。そん

なことはないでしょう。そういうことなんです

よ。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 ちょっと私も答弁して

から、偏った答弁をしてしまったなというふう

に反省しているところでございます。 

  確かに御指摘のとおりで、たくさんの人が来

るといった場合は、必ずどこかで経済効果があ

るわけで、その辺はやはりもう少し経済効果と

いうものを考えてみる必要があるのではないか

というふうに思っております。 

６ 番（佐藤義一議員） 議長、佐藤義一。 

小嶋冨弥議長 佐藤義一君。 

６ 番（佐藤義一議員） 余り助成金の話ばかり

してると時間がなくなりますので、次に移りま

す。課長、お願いしますね。 

  先ほどおもてなしという話をしましたけれど

も、例えば私も静岡から２人来まして、24日の

夜、ちょっと時間がなかったので駅前まで行け

かったんですけれども、大正町ですか、あそこ

から南十字路まで来て山車を見ましたけれども、

確かに市長もおっしゃられるとおり身動きがで

きないほどの人でした。それで、わあ、すごい

な、俺も何年来この人出見たなと思いましたけ

れども、その中で感じたのは、やっぱり子供連

れもいるわけですよ、いっぱい。子供のほうが

多いです。やっぱり困るのは、大人もそうです、

ビールなんか飲んでらっしゃる方もいらっしゃ

いますでしょうけれども、今回どのぐらい簡易

トイレは市内に設置されたんでしょうか。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 簡易トイレにつきまし

ては、５カ所で12台を設置したところでござい

ます。 

６ 番（佐藤義一議員） 議長、佐藤義一。 

小嶋冨弥議長 佐藤義一君。 

６ 番（佐藤義一議員） 大変トイレがなくて不

便したという声を数多く聞きました。 

  それで、臨時便が出ました、９時半ぐらいの、

山形方面に向かう。そのときに、駅のトイレが

非常に混雑して、「列車が出ますよ」という声

にせかされてトイレを我慢して列車に乗って、

列車の中でも並んだという話なんです。 

  さっき言ったように、おもてなしの心で客に
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接していくという立場であれば、やっぱりトイ

レはもう少し目立つようなところ、まさか駅前

にしろとは言いませんけれども、それをやっぱ

り知らしめて、トイレの看板、「こちらにトイ

レありますよ」というような看板をしてあげる

ことがおもてなしの心につながるかと思います

ので、来年はまた259年ですか、で、260年に向

けて、もっとやっぱり、もう一工夫ですね、さ

っき言ったように、もう一つの優しさ、おもて

なしの心を持っていただければ、もっともっと

利用しやすいんじゃないかと思います。 

  次に、本当はメーンにしたかった民泊につい

てちょっと時間をいただきたいと思います。 

  市長もおっしゃるとおりグリーンツーリズム

等であればそんな難しくはないと思いますけれ

ども、確かに民泊であれば、消防法、それから

保健所等は全部かかります。ただ、ショートス

テイという考え方であれば、そこまではいかな

いんじゃないかと思うんです。 

  さっき、市長は飯豊町の話をされましたけれ

ども、私は南陽市だったと記憶してるんですけ

れども、台湾からの観光客のステータスという

のは、日本に行って雪を見ることなんです。台

湾は雪降りませんので。最初、北海道がすごい

人気があって、ある一部の富裕層と言われる人

方が北海道まで飛ぶと。ただ、北海道までの経

費が非常に高いということで、今、東北あるい

は日本海側の雪の降る地方。その中で、冬の民

泊というのをやっているところがあります。た

しか私の記憶違いでなかったら南陽市だと思う

んですけれども、市長は飯豊だと話されました

ので、私の勘違いかと思うんですけれども。そ

ういうふうな民泊制度を、何かの障害があるか

らできないと諦めないで、障害を１つずつクリ

アしていくという方法で、絶対これから民泊が

必要だと。商工観光課長が収入源の１つとして

民泊ということで考えなきゃいけない時期に来

てるんだと今答弁されましたけれども。 

  そういうのを個人でやるには非常に難しいわ

けですよ。産直で物を売ってらっしゃるお母さ

ん方も全部衛生法等をクリアしてやってるわけ

ですけれども。ただ、民泊というのは個人では

なかなか難しい事業だと思います。行政として

取り組んでいって、それに参加できる、協力し

ていただける方を、それは行政と一緒になって

勉強して、そういう一つ一つの問題をクリアし

ていきましょうという方法はとれないものでし

ょうか。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 農家民泊でございます

けれども、まつりに限らず、インバウンドとい

うところから見ましても、やはり先ほど議員さ

んおっしゃいましたように、台湾の人方は雪と

いうものが珍しいので、結構おいでになるとい

うことでございまして、そのためにも農家民泊

というのは有効なのではないかと。都会という

よりも、田舎という感じに憧れて来る、日本に

来る台湾の方というのは富裕層の方ですので、

そういったところを「おしん」とかということ

も絡めて憧れているというふうに聞いておりま

す。 

  それで、今、県内ではやはり有名なのは飯豊

町でございまして、飯豊町ではそのインバウン

ドの方々を、雪を体験する、遊ぶといったとこ

ろで誘致を結構しているということです。そこ

は民泊制度を活用しているというふうに聞いて

おります。 

  やはり、なかなか取っかかりが難しいという

面があろうかと思います。やはり、人を泊める

ということに関してはなかなか難しいことでご

ざいますし、料理とか、そういったこともさま

ざま、何かハードルが高く感じてしまうのでは

ないかというふうに思います。 

  ただ、実際、飯豊町あたりに聞いてみますと、

最初１軒２軒やってみると、意外とそんなにハ
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ードルは高くないと、結構収入もあるというよ

うなことから、だんだん広まっていったという

ふうに聞いております。 

  うちのほうとしましても、本市としましても、

まず、１軒２軒をやってみたいと。そこでやっ

てみると、ハードルも高くないんじゃないかと、

私たちもやれるんじゃないかといったところを

期待しているわけでございます。 

  先ほど市長が申しましたように、飯豊町等に

研修をしながら、そこで見ながら、体験しなが

ら、その辺の可能性を探っていきたいというふ

うに考えているところです。 

６ 番（佐藤義一議員） 議長、佐藤義一。 

小嶋冨弥議長 佐藤義一君。 

６ 番（佐藤義一議員） どうもありがとうござ

いました。 

  さっき空き家のほうが大変私が想像した以上

に進捗状況が進んでいるということで、大変安

心しました。国においては空き家率が約13％に

到達して、さらにふえるだろうという中で、こ

れだけの進捗をしているというのは非常に感激

であります。 

  ただ、１つだけちょっとお尋ねしますけれど

も、空き家の中で上物と下物が違うというのが

ありますか。いわゆる土地の所有と家屋の所有

者が違うというのはありますでしょうか。 

小嶋達夫環境課長 議長、小嶋達夫。 

小嶋冨弥議長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 借地ということでなりますけ

れども、８月末現在の意向調査の回答によりま

すれば、16件が借地だというふうに回答を得て

おります。以上です。 

６ 番（佐藤義一議員） 議長、佐藤義一。 

小嶋冨弥議長 佐藤義一君。 

６ 番（佐藤義一議員） 借地……困りましたね。

借地がないって……よかったなと思ったんです

けれども、借地があった場合ですと、地上権の

権利と下物の権利が違うということで、地主は

言えないですよね、空き家になったら取り壊し

てくれとは。家賃払ってる分には。家賃の滞納

なってる借地はありますか。 

小嶋達夫環境課長 議長、小嶋達夫。 

小嶋冨弥議長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 借地にかかわる家賃の滞納分

については、直接のコンタクトはしておりませ

んので、そこの分の確認はできません。 

６ 番（佐藤義一議員） 議長、佐藤義一。 

小嶋冨弥議長 佐藤義一君。 

６ 番（佐藤義一議員） どうもありがとうござ

いました。そこまでいけばやっぱり大変ですか

ら、突っ込みませんので。 

  先ほど申し上げました山車に対する助成、民

泊制度の研修、やっていただくということで前

向きに答えいただきましたので、来年の３月の

予算書を非常に楽しみにして質問を終わります。

ありがとうございました。 

小嶋冨弥議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午後１時４４分 休憩 

     午後１時５４分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

小関 淳議員の質問 

 

 

小嶋冨弥議長 次に、小関 淳君。 

   （１３番小関 淳議員登壇）（拍手） 

１３番（小関 淳議員） それでは、本日最後の

質問をさせていただきます。前に質問した議員

の質問と重なる部分があるかと思いますが、新

庄市議会の会議規則にのっとって、そして私の

提出した通告書のとおりに質問をさせていただ

きたいと思います。 
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  ことしも新庄まつりが盛大に開催され、主催

者の発表では53万人の人出ということで、実に

多くの人が豪華絢爛な山車に胸を熱くし、壮大

な歴史絵巻を堪能したのではないかと思います。

そのまつり前後に、新庄中の生徒さんや多くの

市民の皆さんが舞台となる市街地を愛着と誇り

を持って清掃している姿がありました。 

  新庄中では、任意のボランティア活動として

参加者を募り、早朝にもかかわらず、約150名

の生徒が参加したそうです。そして、駅前から

市街地に何人かに分かれて、広がりながら懸命

に散らかっているごみを拾っていました。生徒

の皆さんと先生方には街なかで暮らす大人の一

人として心から感謝したいと思います。 

  そのまつりのメーン舞台となるのが駅前商店

街などの中心商店街です。年々華やかになって

いく新庄まつりとは裏腹に、残念ながら商店街

は年を追うごとに元気をなくしているというの

が現状ではないでしょうか。一体このエリアは

これから先どのような姿になっていくのか、そ

れを考えると本当に心配になってきます。 

  そのような思いを抱きながら、最初の質問で

ある「街なかの暮らし総合エリア」構想につい

て質問をいたします。 

  昨年６月定例会の一般質問で、中心市街地、

中心商店街の維持と再生について質問した際の

市長答弁の中に、街なかの暮らし総合エリアに

ついての発言がありました。それは、「中心商

店街は、郊外型店舗にはない魅力的な個性ある

商業を初めとして、高齢社会に必要な医療・福

祉機能や雪対策の充実による安全・安心の確保、

子育てしやすい環境づくりなど、多様な都市機

能が集積する利便性の高い居住空間として、高

齢者にも若い世代にも住みやすく魅力ある暮ら

しの場となるよう、環境を整備しながら地域の

取り組みを支援していく必要があると考えてい

る」という前向きな答弁でした。私は、方向性

から見ても、将来を見据えた実に前向きな考え

ではないかと、その後の動きにも期待をしてい

たわけでございます。 

  しかし、あれから１年以上が経過してしまっ

ています。あの前向きな答弁をどのような動き

として具現化を進めているのか、現在の進捗状

況を聞かせてください。 

  また、街なかの暮らし総合エリア構想のプロ

セスとして、駅前商店街や各商店街に広がりつ

つある空き地利用などについて協議会などを設

置し、官民関係者あわせた再生に向けた議論を

する必要があると考えますが、この点について

も市長の考えを聞かせてください。 

  そして、下田町の新しい大型商業施設のオー

プンが近づいてきております。このことによっ

て中心商店街の商店はさらに大きな打撃を受け

ると予想されています。 

  このような現状の中で、市長の考える「街な

かの暮らし総合エリア」を実現するためには、

具体的にどのような事業プロセスが必要と考え

ているのか聞かせてください。 

  次に、新庄まつりのごみ対策について質問を

いたします。 

  冒頭にも触れましたが、新庄まつりは、土日

開催ということもあり、多くの人出でにぎわい

ました。しかし、残念ながら例年気になるのが

メーン舞台となった中心商店街などの至るとこ

ろにあるごみの現状です。 

  25日から27日までの早朝、清掃業者の皆さん

が丁寧にごみを収集しており、出店エリア周辺

のごみはほとんど毎日きれいになっていました

が、商店街などの側溝や歩道の植え込みの中に

は、お客さんなどが飲み食いした容器が投げ捨

てられていたり差し込まれていたりしていまし

た。ことしの人出が53万人でこのような状態で

あれば、もし新庄まつり誘客100万人が実現し

たら一体どのような状態になるのでしょうか。

100万人の誘客を本気で目指すのであれば、ト

イレなどの対策とともにこのごみ対策は避けて
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は通れない重要な問題ではないかと思います。 

  そこで、昨年の反省点をことしはどのように

改善してまつりに臨んだのか、そして今回、改

善策の結果はどうだったのかを聞かせてくださ

い。さらに、来年の新庄まつりは、このごみの

問題をどのように解決していくつもりなのかも

聞かせてください。 

  最後に、障害者が住みやすい市営住宅等の充

実についての質問をします。 

  市営住宅などには、障害者のためにバリアフ

リー改修工事済みの住まいが確保されています。

しかし、下肢などに障害があり車椅子を使用す

る方々にとっては、玄関までのスロープは整備

されているものの、室内の浴室やトイレの大き

な段差など、介助者なしでは利用できないとい

う状態になっています。このような状態で暮ら

すわけですから、日々不便と負担を感じている

人も少なくないと思います。 

  先日、県内13市の中の数市に障害者用の市営

住宅について問い合わせてみたところ、国の明

確な基準などがないこともあるのか、どの市も

まだ積極的には取り組めていないようでした。

しかし、ようやく国もこの問題に着手し始め、

現在、厚生労働省が国土交通省と連携して、障

害者の住まいの場の確保についての取り組みを

進めているようです。既に新庄市にも通知は来

ていると思いますが、今後、市の福祉事務所と

都市整備課が連携して、どのように改善し、障

害者の住まいを充実させていくつもりなのかを

聞かせてください。 

  以上で壇上からの質問を終わります。（拍

手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、小関市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  昨年６月定例会の一般質問の際に発言しまし

た「街なか暮らし総合エリア」の現在の進捗状

況についてということでございますが、昨年11

月15日は、北本町通りに障害者の就労を支援す

るカフェレストラン「ＪｕＪｕマルシェ」がオ

ープンなどをしております。また、ことし８月

には、いこいの広場「いっぷく」、また信用金

庫の駅前支店のところにイメージキャラクター

「かむてん」の装飾をするなど、さまざまな新

しい発想で動きが出てきているところでありま

す。徐々にではありますが、地域の魅力をさら

に高めていこうとする関係者の方々が出てきて

いるというふうに感じております。 

  さらに、今年度は商店街の活性化事業として、

100円商店街のほか、講師を呼び、バルやまち

ゼミを本格的に行う予定であります。 

  このような事業を通じて商店街の方々に、大

型店舗ではなかなかできない商店街ならではの、

対面販売による、顔が見える、市民に親しみの

ある商店街となるよう情報提供をしてまいりた

いというふうに思っております。 

  その中の１つとして、議員から以前質問がご

ざいましたが、新庄市の有名なかむてんのキャ

ラクターの冨樫義博氏との接点等について、昨

年より努力を続けてきましたが、ようやくある

接点をいただくことができました。しかし、実

情が実情の中で、その活用については慎重にし

なければならないというのが現状であります。 

  その中にあって今、その冨樫義博氏のプロジ

ェクトが役所あるいは近隣の若い方々によって

立ち上げられております。その中で、11月２日

には、新たに新庄青年会議所がかむてんまつり

を今計画しているところであります。駅前から

大正町、また北本町、南本町、万場町まで含め

たストリートを生かした形でかむてんまつりを

行いたいと。私としては、そうした動き、市民

の中から、市民の皆様の中から、１つの情報提

供をきっかけに多くの動きがあるということ、

また、冨樫義博氏の財産というものは今後さら
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に磨きかけられていくものだというふうに思っ

ております。 

  現実的に、かむてんのキャラクターにつきま

しては、元集英社の副社長が、「20年前に新庄

市でいただいたものだ」というようなお話をさ

せていただきましたところ、「これは大きく化

けるかもしれない」というような御意見もいた

だいているところであります。それはなぜかと

いいますと、冨樫義博ファンというのは世界に

150万人いるというふうなお話もしていただい

たところであります。 

  街なかの暮らし総合エリア、この状況の中で

市民の皆様が一つ一つ挑戦していく姿には大変

感動しておりますし、それをぜひ支援していき

たいなというふうに思っております。 

  最後は、やはりその中で、ただ待つだけでは

なく、積極的な動きがあること、さらに親しみ

の商店街になるよう、さまざまな情報提供も加

えながら一緒に歩んでいきたいというふうに思

っております。 

  また、空き地利用のことがございましたが、

市内あちらこちらに空き地が出てきております。

そのことも承知しております。商店を畳んだ後

の空き地であるとか、あるいは誰も管理ができ

なくなってそのまま潰れてしまったような……。

景観、環境美化の観点から非常に留意すべきだ

というようなことは承知しておるわけですが、

行政が個人のものに対応するといったときには

大きな諸条件をつけなければならないと、諸条

件をつける場合には大きな財源も当然必要にな

ってくるというようなことであります。それは、

個人のものへの支出がもし伴うとすれば、大き

な大義名分が必要なわけです。それは公的な必

要性というものが十二分に説明されなければな

らないということがございますので、非常に放

置しておくのは忍びないところでありますが、

その諸状況が完全に整うと、あるいは整わせる

というようなことが今後必要だというふうに思

っています。 

  そのためには、商店街の関係者あるいは地域

の皆さんと時間をかけながら協議をし、そして

周りの方々が認める方策の中で善処していくと

いうことが大変大事だというふうに考えており

ます。 

  そうした意味で、この地域の皆さんが、先ほ

どの青年会議所の動きもそうですが、準備段階

からさまざま御提案いただいておりますので、

今後とも議論を進めていきたいなというふうに

思っております。 

  確かにまちの中、私は新庄のまちの中は決し

て負けてないというふうに常々思っております。

各地に行きますと、新庄の数倍シャッターとい

うふうな状況を何カ所も見させていただきまし

た。何とか今の状況をうまく回転できるような

形にしたいというふうに思っております。それ

らが街なかに交流人口などをふやすことによっ

て、また地域の皆さんも夢と希望が与えられる

ような、そういう好循環にやはりしていかなけ

ればならないんだろうというふうに思っており

ます。 

  一番最初に申し上げましたが、その中で北本

町にＪｕＪｕマルシェなどがオープンしたこと

は大変うれしく、重ねてうれしく思っていると

ころであります。 

  次に、新庄まつりのごみ対策でありますが、

日ごろよりごみに関して活動なさっている議員

のことですので、生の声を聞かせていただいて

いるわけですが、昨年より中心市街地の商店街

の５カ所に、分別回収できる、設置し、巡回し

ながらごみを回収してきましたが、昨年は３人

１組で収集を行ったところ、よそよりごみ箱に

投入されるごみの量が多く、収集が間に合わず

にあふれてしまった箇所もあるということで、

大変御迷惑をおかけした場合もありましたので、

ことしは、昨年の倍である３人１組の班を２班

準備し、常に巡回を行うことで収集速度を上げ
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て、ごみの回収を行ったところでございます。 

  昨年のようにごみ箱があふれるというような

状況にはならず、また、ごみ箱周辺にもごみが

散乱することなく、衛生環境を維持することが

できたなというふうに思っております。 

  御意見がありましたように、おまつりの後、

ロータリークラブや中学生、ＪＡ職員の皆様方

などから清掃活動をしていただき、本当に感謝

申し上げておきます。 

  このことは、清掃活動に伴う新庄まつりへの

愛着の強さ、来る人への、また終わってからの

感謝と、地域づくりに参加するという点でも、

大変評価すべきだなというふうに思っていると

ころであります。 

  先ほどの御質問の中にもありましたが、その

ごみ収集以外のところのごみをどうするのかと

いう課題があります。これは一言で言ってマナ

ーの問題だというふうに片づけられない部分も

ある、おまつりの責任ということもあるという

ふうに承知しております。しかし、ふだんから

こうしたことにならないようなことも含めて啓

蒙していく必要があるというふうに思っており

ます。それ以外のごみの収集、あるいはごみに

ついては、新たな対策を今後検討してまいりた

いというふうに思っております。 

  次に、３番目に、障害者が住みやすい市営住

宅等の充実について。 

  少子高齢社会が叫ばれる中で、お年寄りにな

りますと全ての皆様が障害者になるというふう

にも言われておるわけであります。 

  現在、市営住宅５団地362戸の管理供給を行

っておりますが、そのうち車椅子対応の障害者

タイプの住戸につきましては、３団地に合計８

戸を供給させていただいております。建設年度

や整備方針の違いなどもございますので、各団

地の仕様も異なっているのが現状であります。 

  議員御指摘のとおり御不便を強いられている

方もいらっしゃることは、管理者としまして把

握しているところであります。現在の入居者の

方以外にも、今後高齢化が進み、車椅子などの

利用者も増加することも考えていかなければな

らないと感じているところであります。 

  市といたしましても、まちづくり総合計画に

も掲げておりますとおり、高齢者や障害者が安

全に安心して暮らせる住宅の普及を促進してい

くことが必要であると考えておりますので、今

後、退去住宅の改修にあわせまして、車椅子対

応の住戸を計画的にふやすなどの方策を検討し

ていきたいというふうに考えております。 

  現状で入っている方を追い出して改修するこ

とはできませんので、住みかえなどを今進めさ

せていただいて、同意した方のときにはそこを

計画的に車椅子対応に改修すると、現場ではそ

ういうふうな考え方でいるところであります。 

  現在、住戸のミスマッチが発生している方に

ついても、今後発注する空き家と照らし合わせ、

できるだけ早期に改善されるよう努めてまいり

たいというふうに考えております。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） では、ちょっと順序が

逆になりますけど、障害者向けの市営住宅のほ

うからの再質問でよろしいですか。 

  先ほど非常に前向きな答弁をいただきました。

これから改善していくということで、本当にあ

りがたい言葉だと思います。 

  しかし、いろんな事情はあれ、そのスピード

がこれからは問題になってくると思います。本

当にもう既に入居なさっている方を追い出して

というわけにはいかないと思うので、出られた

ら速やかに対応して、本当に障害者がほとんど

負担ない空間の中で日常暮らせるようにしてい

ただければと思います。 

  先ほども申し上げましたように、毎回トイレ

に行くとき、毎日お風呂に入るとき、その十数
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センチの段差というのは障害を持った方にとっ

ては毎日がつらいわけですね。その辺を十分に

皆様の想像力を持って対応をしていただければ

と思います。 

  では、最初のほうに行きたいと思います。 

  「街なかの暮らし総合エリア」についてです

けれども、何度もこの件に関しては一般質問の

たびに質問をさせていただいています。そのた

びに少しずついい答弁はいただいているんです

が、今回も、私は決して街なかで開催されるイ

ベントを否定するわけではありません。むしろ

応援させていただいている、感謝も込めて応援

をさせていただいているわけでございます。 

  しかし、そのイベントというのは、皆さんも

おわかりのとおりピンポイントなんです。持続

はします、年に１回とかあるわけですから持続

はしますけれども、帯状になっていかないとい

うか。やっぱり年間を通して持続的につながっ

ていく政策が必要なんではないかという意味で、

私は「街なかの暮らし総合エリア」というもの

を評価させていただいているわけです。イベン

トも大切ですが、その土台となるものを何とか

しましょうよという話でございます。それをベ

ースにして聞いていただければと思います。 

  先ほど、総合エリアとはちょっとずれました

けれども、冨樫義博先生と接点ができたと、本

当に何か希望が持てるような市長の答弁があり

ました。やっぱりもっともっと前から一生懸命、

だめだと思わないで、諦めないで、どんどんど

んどん自分の思いを伝える工面をしていけば、

このように、集英社の副社長でしたか、ともお

話もできたし、「すごいことになるよ」という

ことも、そういうお言葉もいただいたというこ

とですよね。もうどんどん積極的に、仕事とい

うか、誇りを持って、もうそれこそ市役所の皆

さんは英知の集まりじゃないですか。そんなこ

とできねえって最初から言わないで、ぜひ前向

きにどんどん突っ込んで、無理だと思わないで、

諦めないで突っ込んでいただきたいと思います。

そうすれば、こういうふうに接点ができて可能

性も出るわけですよね。本当にうれしいなあと

心から思いました。 

  ここで質問に行くわけですけれども、先ほど、

やっぱり空き地というのは、皆さん駅前等を見

ていただくとわかると思いますけれども、それ

こそ雑草どころか木も生えている場所もあるわ

けです。本当に、先ほど市長も、景観、環境美

化の点で非常に厳しいところがあるという答弁

でしたけれども、やはりああいう場所を、たと

え民地とはいえ、ああいう場所をずっと何十年

も放っておく、その行政の姿勢というのも、交

流人口の拡大で外から来られる方々にも、ああ

いうエリアは非常に目につくんではないかと思

うわけです。 

  協議会を立ち上げてみてはいかがですか。そ

の点についてはどうでしょうか、私が言ったよ

うに。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 商店街の空き地、駅前

通りの空き地ということで、駅前通りに限らず、

商店街におきまして少しずつ、空き家、空き地、

空き店舗というんでしょうか、それも含めて出

てきているということは承知しているところで

ございまして、この対策を今考えているところ

でございます。 

  空き家につきましては、空き家の対策という

のが雪の倒壊の問題等もありまして少し進んで

おりまして、市としまして空き家等対策検討委

員会というものを設けておりまして、その中で

当然ながら現状の把握もしておりますが、それ

をどのように活用するかということも検討に入

っているところです。市の職員が主ではありま

すが、宅建業者といいますか、業者の方々も入

って、専門的な検討を今進めているところです。 

  空き地の御質問でございますので、空き地に
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関しましては、この空き家等対策検討委員会で

は、その空き地についてはちょっと想定してい

ない部分もございますので、今後、商店街の意

向も聞きながら進めていくということになりま

すが、空き地と空き家というのは関連性がある

わけですので、それらの中で一体的に検討しな

ければならないのではないかというふうに考え

ているところです。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） 本当に真剣に官民あわ

せて、まちをどうするのか、空き地をどうする

のかという議論を積極的にしていただければと

思います。 

  あと、また次の新庄まつりのごみ対策につい

てちょっと行ってみたいと思います。ちょっと

いろいろ前後しますけれども。 

  ごみというか、分別収集をしていると、５カ

所でやってると、コンシェルジュと言われる

方々も去年の倍にふやしたということで、非常

にいい効果が出たという答弁でございました。 

  ３日間の事業系ごみについては、最上広域の

エコプラザの数字では、24年度は事業系ごみは

３日間で45トン、ことしは42トンということで、

３トン分減っている。これがどうだとは言いま

せんけれども、ごみというのは、前も申し上げ

ましたように、非常に遠慮なく捨てる、ごみ箱

があればそこに捨てる、なくても捨てるという

世界ですから、これをぜひ反映すると、本当の、

本当に近い人出がわかるんじゃないかと思いま

す。余談ですけれども、そう思いました。ぜひ

お願いします。 

  あと、数年前、京都の祇園祭に行ってきたん

ですけれども、祇園祭では、段ボールでできた

スポンサーつきのごみ回収ボックス、それを、

ランダムではありますけれども、５メートル、

10メートル置きに交互にこう置いてあったわけ

です。きれいな段ボールで、そこにはコカコー

ラとかパナソニックとか、そういう大企業のマ

ークがありました。要するにそういう大きな企

業のイメージにとっても非常にプラスになるか

らそういうことを企業はやっていると思うんで

すけれども、ぜひ新庄まつりの際でも、コカコ

ーラとかそういうふうな企業さんと、特に外の、

新庄以外の企業さんと連携して、そういうボッ

クスを設置してみてはいかがかなと。非常にき

れいな段ボールで、すごくスマートな回収ボッ

クスでしたので、ぜひお願いしたいなと、そう

いうことも考えていただければ、もっともっと

きれいな新庄まつりになるんじゃないかなと思

うわけです。その辺、どうですか。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 まつりのごみの問題で

ございますけれども、先ほど申しましたように、

今年度は箇所数を、ごみ箱の設置箇所をふやし

まして、３人１組で常に回るというようなこと

で、昨年のようにごみがごみ箱からあふれると

いうことはなかったのではないかというふうな

ことで、これについては、そのごみ箱を設置し

たところでは大変有効な手段であったというふ

うに考えております。 

  ただ、議員の質問の中に、例えば植え込みと

か側溝の中にわざとといいますか差してあるご

みがあるというようなことでございますので、

いわゆる市のほうでまつりのときに回収してい

ないところの回収をどうするかという問題を今

後はやっぱり検討していかなければならないと

いうふうに思っております。 

  ただいまスポンサーの回収ボックスというお

話がございましたが、ごみ箱につきましても、

やはり場所をとる、先ほどのトイレと同じよう

な問題でございまして、なかなか借りられると

ころがないと、場所を確保するのが難しいとい

うところもあるわけです。通路に置くというこ

とになりますと、やはり通行人の邪魔になると
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いうこともありまして、今はごみ箱はその５カ

所に大きく置いているということなわけです。 

  ただ、こういうまつりとはいえ、ごみの放置

が大変多いということになれば、やはり御提案

いただいたような、そういった回収ボックス、

余り場所のとらないような回収ボックス的なも

のも、やはり今後は視野に入れなきゃならない

のではないかというふうに考えております。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） 何か前向きなような、

ちょっと前向きじゃないような答弁だったよう

な気もしますけれども、ごみの回収ボックスが

邪魔になるという考えの方も多いと思いますが、

祇園祭では邪魔だと言いながら蹴ったりなんか

している方、非常に混み合ってましたけれども、

そういうふうな対応をしている方はいませんで

した。 

  これ、なぜここに５メートル、10メートル置

きにあるのかなと、こうずうっとあるわけです

から、何でかなと思ったら、要するに近隣の店

と店の間、住宅と住宅の間にごみって捨てたく

なるんですよね、見えないところに。それをさ

せないんですよ、そこにごみがあるわけですか

ら、二、三歩歩けば次のごみ箱がある。そうい

うふうな効果があるわけです。それを近隣住民

の方が邪魔だと、商店の方が邪魔だと言うので

あれば、しっかり説明をなさって、そういうふ

うなまつりにしていくべきだと私は思います。 

  いずれにしても、スポンサーの方も非常にイ

メージがいいので、余りノーとは言われないと

私は思いますので、ぜひチャレンジを、諦めな

いで初めから決めないでチャレンジをして、ご

み回収の充実に努めていただければと思います。 

  それと、それに関連してですけれども、ずっ

とごみの話で申しわけないですけれども、前回

の市長答弁の中にもありましたけれども、ごみ

が落ちているまちというのは、やっぱりそこの

民度ともう直結しているというか、つながって

るわけですね。最上川なんか見るとわかります

けれども、七夕みたいな感じでごみが木になっ

てますよね。民度とつながってると思います。

余りごみの話ばっかりとかって言わないで答弁

していただければと思います。 

  自販機の横にあるはずの回収ボックスってあ

りますよね。あれは義務になっていますか、新

庄市では。 

小嶋達夫環境課長 議長、小嶋達夫。 

小嶋冨弥議長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 自動販売機の脇に設置されて

いるべきの回収ボックスですが、設置の義務は

ございません。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） 設置の義務はないとい

うことですけれども、全国のいろんな自治体で

ポイ捨て禁止条例とか環境美化条例とか、いろ

いろな名前で条例化しています。その条例の内

容の中には、自販機と回収ボックスはセットで

義務づけています。それに違反すればペナルテ

ィーがある自治体とないところがあります。し

かし、新庄市でもそういうふうなことをやっぱ

りやっていくということで、大分市民の意識、

商店主の意識、企業の意識も変わっていくんじ

ゃないですか。その辺はどうですか。 

小嶋達夫環境課長 議長、小嶋達夫。 

小嶋冨弥議長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 先ほど自動販売機の脇に使用

済みの回収ボックスの設置の義務はないという

ふうな説明を申し上げました。ただし、自動販

売機のメーカーで構成されております日本自動

販売機協会、こちらのほうから、自動販売機の

自主ガイドラインというものがありまして、自

主的に規制している部分がございます。その管

理する中身なんですが、「管理する自動販売機

の所有権にかかわらず、その自動販売機により
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飲食物をみずからの責任において販売する者は、

原則として自動販売機１台に１個の割合で自動

販売機脇及びその周辺に使用済み容器の回収ボ

ックスを設置し、回収ボックス内の使用済み容

器を適切に処理すること」ということが示され

ておりますので、その辺は参考にできるものと

いうふうに考えております。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） 本当ですね、その自販

機にかかわる全ての業者さんとか商店とかは、

責任ということをやっぱり意識して、やるよう

に市が指導していただければと思います。 

  あと、もう一つ、ごみで申しわけないですけ

れども、近隣住民のやっぱり家と家、先ほども

申し上げましたけれども、家と家、店と店の間

に、食べ残したものから缶からペットボトルか

ら、それこそビールのコップから、どんどん捨

てられている。それを誰が片づけていると思い

ますか。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 御質問の中にもありま

したように、ボランティアで中学生とかロータ

リークラブとかが片づけてくださるというか、

対応してくださっているということもお聞きし

ておりまして、大変ありがたいことだと思いま

す。 

  ただ、全てがそれで対応し切れてるとは限り

ませんので、それがきれいになっているという

ことは、やはり意識のある市民の方々の御協力

があるのかなというふうに想像しております。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） そうだと思います。商

店街は商店街の人も片づけていますけれども、

商店街から外れた住宅地になると、そこに住ん

でいらっしゃる方とか、あと町内会とか、そう

いう方々が片づけているわけです。流れがあっ

て、駅前と交差するように流れてますよね、旧

郷野目ビルですけれども、あそこの中の川の名

古屋敷のあたりの住民の方々ですけれども、そ

の方々は、まつり終わってから朝早く、あの周

辺、河川、飲み残しだ、何だ、そういうものの

ごみを片づけているわけですよね。 

  ですから、何度も申し上げますけれども、そ

のもととなる部分、要するにごみをどこに置く

のか捨てるのかというところをしっかりすれば、

相当の軽減ができるんじゃないかというところ

なわけです。全て含めてその辺を考えて、もと

のところ、もちろんごみを捨てないという啓蒙

も教育的に必要だと思います。そうじゃなくて、

まつりに来られた方がどこにごみを捨てるのか

という明確なサイン、動線を引いて、それをシ

ステム化していくことも、伝統ある、本当に魅

力的な、全国からも集められる可能性のある新

庄まつりをよりすばらしいものにしていくとい

う、その辺がしっかりしていると、もっとすば

らしいまつりになるんじゃないですか。ぜひ考

えてみてください。 

  大体そういうところですね。これで質問を終

わりたいと思います。 

 

 

散      会 

 

 

小嶋冨弥議長 以上で本日の日程を終了いたしま

したので、散会いたします。 

  あす11日午前10時より本会議を開きますので、

御参集願います。 

  本日は、皆さん御苦労さまでした。 

 

     午後２時４０分 散会 
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市 長 

関 係 課 長 
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開      議 

 

 

小嶋冨弥議長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名でございます。 

  欠席の通告者はありません。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第３号）によって進めます。 

 

 

日程第１一般質問 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第１一般質問。 

  これより２日目の一般質問を行います。 

  本日の質問者は３名であります。質問の順序

については、配付しております一般質問通告表

のとおり決定しております。 

  なお、質問時間は、質問、答弁を含め１人50

分以内といたします。 

 

 

山口吉靜議員の質問 

 

 

小嶋冨弥議長 それでは、最初に、山口吉靜君。 

   （１７番山口吉靜議員登壇）（拍手） 

１７番（山口吉靜議員） 皆様、おはようござい

ます。御苦労さまでございます。絆の会、山口

吉靜でございます。 

  きのうは、私ども絆の会の佐藤義一議員の要

請で早速お心遣いいただきまして、ありがとう

ございました。お礼申し上げます。 

  新庄まつり委員会は27日に、24日から３日間

繰り広げられ、行政報告にもありますように、

新庄まつりの人出状況をまとめた、全体の人出

は過去最高の昨年を１万人上回る53万人だった

そうであります。まつり委員会は、昨年に続き、

曜日配列に恵まれ、最終日の燦踊祭の集客効果

が大きかったそうであります。 

  次に、８日には、東京五輪開催について、

2020年、オリンピック開催が東京に決定しまし

た。東京は決選投票でイスタンブールを破り、

1964年以来２度目になる開催を決めました。ま

ことにおめでとうございます。経済効果７年間

で150兆円とも言われております。当市も経済

効果の一部を期待したいものであります。また、

インバウンド観光事業に本格的に取り組む必要

があります。 

  それでは、通告に従いまして、次の７点につ

いて一般質問をさせていただきます。 

  まず１点目は、集中豪雨の備えは万全かにつ

いて。 

  ことしも局地的集中豪雨が頻発し、住民のと

うとい生命や財産が失われる事態が報道されま

した。ゲリラ雷雨に対して備えができていると

答えている人は全国で14％で、ほとんどの人が

無防備状態と指摘されております。本市の対応

について、いかがかお伺いいたします。 

  次に、２点目は、本市の観光戦略の一端をお

伺いいたします。 

  昨日の観光戦略では、佐藤卓也議員、観光客

受け入れとして佐藤義一議員と重なる部分もあ

ると思いますが、よろしくお願いいたします。 

  観光関係者の発意や創意工夫を促しつつ、事

業を具体化し、観光戦略を推進していくことが

求められます。また、磨き上げを行った観光資

源を魅力的な商品としてつくり上げていくため、

観光客のニーズや意向の把握を目的としたモニ

ターツアーを開催、また、市内における観光案

内所などの発信強化、外国人観光客受け入れ体

制の整備・強化について、他市との将来のパー

トナーとしての考えなども含めて今後連携など

する考えはございますか、お伺いいたします。 
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  次に、３点目は商店街再生への道をどう考え

ておられるかについてお伺いいたします。 

  身近な商店は、郊外のショッピングセンター

に行けない高齢者らの暮らしを支えてきました。

市を何とかしたいというエネルギー、市の指導

でアイデアを出しながら、市民やお客が集まる

商店街再生への道をどう考えておられるのか。

一番のポイントは、商店街との連携、商店街に

お金が落ちる工夫を提示する、また市として商

工会議所と活性化についてどのような取り組み

をされているかについてお伺いいたします。 

  次に、４点目は本市の少子化対策と結婚活動

の支援策についてお伺いいたします。 

  かつて青年は、地域の青年活動を通じた出会

いや地域の世話好きのおじさん、おばさんの御

紹介、お見合いで配偶者を得ておりました。現

在は、過去に見るお見合いパーティーと異なり、

年代別や職業別などの限定的な取り組みやイベ

ントを中心とした男女のめぐり会いの提供が盛

んに行われております。結婚活動には定期的な

セミナーの開催などが必要と思います。受益者

負担も視野に入れた支援策についてお伺いいた

します。 

  次に、５点目は若者の流出の歯止めについて

お伺いいたします。 

  若者流出防止策としてどのような対策を考え

ておりますか、伺います。若者向けの市営住宅

の整備、住宅取得への支援制度、出産・子育て

支援、企業の人材確保を支援するとともに、若

者の地元企業への就職を手助けすることなどに

ついてお伺いいたします。 

  次に、６点目は住居表示についてであります。 

  住居表示を進めることは、まさに安全・安心

のまちをつくるために欠かせない問題だと認識

しております。住所の表示がわかりやすくなる

必要性、現在までの進捗状況、今後の計画など

についてもお尋ねいたします。 

  次に、最後ですが、７点目はアベノミクスが

市の経済に与える影響をどのように考えますか、

そして３本の矢のうち第３の矢の成長戦略が発

表され、企業支援革命のメニューができました

が、当市の産業に与える影響についてお伺いい

たします。 

  以上で壇上での私の質問を終わります。御清

聴ありがとうございました。本当によろしくお

願いします。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、山口市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  数多く御質問があるわけですが、それを一つ

一つ大きな新庄市の課題であるという認識のも

とに答弁させていただきたいというふうに思い

ます。 

  集中豪雨についての御質問でありますが、御

承知のとおり、６月から８月にかけて全国各地

で局地的な大雨による被害が発生し、本県にお

きましても、長井市、南陽市、大江町、白鷹町

などにおいて災害救助法の適用、西川町におい

ては激甚災害の指定がなされているところであ

ります。 

  本市の被害状況につきましては、７月臨時会

でも御報告申し上げておりますが、この豪雨の

中にあって人的被害や家屋損壊等の大きな被害

がなかったことは、不幸中の幸いと考えており

ます。 

  気象庁では８月30日から、従来の警報の発表

基準をはるかに超える豪雨や暴風雨、大雪など

が予想され、重大な災害の危険性が著しく高ま

っている場合、最大限の警戒を呼びかける特別

警報を新たに導入し、運用を開始しております。

この背景には、最近のゲリラ豪雨と称される局

地的な降雨に際し、従来の警報や情報が自治体

の速やかな避難勧告や住民の避難に結びつかな

かったこともあり、今後特別警報が発表された
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場合、住民一人一人が直ちに命を守る行動をと

るように示されております。 

  市といたしましては、今後とも、大雨、洪水、

強風等の情報に留意し、特別警報が発表された

場合は速やかに避難勧告や避難指示を発令し、

住民の安全を確保することを最優先とし、また、

最上川の増水による氾濫及び本合海地区におけ

る集落への浸水に備えた対応といたしましては、

これまで同様に地元消防団との連携及びポンプ

による内水排水により対応してまいりますが、

より速やかな対応ができるよう、排水ピットの

整備などについて国との協議を進めてまいりま

す。 

  また、今後は、職員の地域担当制を活用し、

豪雨時における市内河川やため池の点検を順次

進めてまいりたいと考えておりますので、御理

解くださるようお願いいたします。 

  次に、本市の観光戦略についてであります。 

  本市が持つさまざまな資源を有機的に四季を

通して発信するということがとても大事である

というふうに思っているわけです。 

  これまで主に、本市と友好都市である高萩市

と三鷹市を中心として、農産物や物産の販売を

通した観光交流を図ってまいりました。特に高

萩市とは観光ツアーや児童交流事業としてお互

い来訪を繰り返しており、相互の文化や伝統を

尊重し合う関係が構築されております。また、

広域圏で連携しております沖縄中部地域の沖縄

市においても、もがみ産業まつりへの物販招聘

と沖縄物産市への派遣など、相互物産交流を行

っております。 

  このような交流イベントにより物産の販売と

紹介は、当地にお越しいただいた際には、顔の

見える商品としてなじみ深く、購買力が格段に

ふえるようであります。市と商工会議所、観光

協会、最上物産協会で構成する物産振興会議で

は、物産の振興や販路拡大のため、仙台市のほ

か、東京都北区や世田谷区など、交流とイベン

ト先を広く求め、活動を繰り返しております。 

  また、緊急雇用事業、かむろの宝流通対策事

業が７月からスタートし、首都圏の商店街など

生活圏に入り込んだ移動対面販売を行う事業を

実施しております。本市の農産物や加工品など

地域の宝をより広く紹介していくことで、観光

交流や連携につなげてまいります。 

  また、新たな新庄のお土産品のアイデア募集

を行っているところであります。これまで寝て

いた資源を掘り起こし、新庄の新たな魅力にし

てまいりたいというふうに思っております。 

  商店街の再生、市の指導、アイデアというこ

とでありますが、ことし７月に商店街における

空き店舗及び交通量調査を完了しました。この

調査結果を分析しながら、今後商店街関係者及

び商工会議所と連携し、商店街活性化計画など

を作成していきたいと考えております。その中

で、具体的に市民や客が集まる商店街再生への

道について取り組まれなければならないと考え

ております。 

  次に、商店街活性化についての商工会議所と

の取り組みですが、市としては、空き店舗活用

事業などの商店街活性化事業に対して支援を行

っております。具体的には、新庄亀綾織後継者

育成も含めた亀綾織の機織伝承事業、商品販売

力強化事業や、街なか宝探しウォークラリーの

実施、いこいの場「ひとやすみ・いっぷく」と

の連携及び、各業種、各世代との意見交換を行

いながら、将来のあるべきまち、望まれるまち

の姿を整理していくために、市民の意見収集の

場としての懇談会を開催しております。 

  その他ホームページによる個店のＰＲを行っ

ており、新庄まちなか学校などを通じた商店街

の活性化に向けた取り組みを行っているところ

であります。 

  次に、本市の少子化対策と婚活についての御

質問でありますが、結婚活動の支援については、

全国各地でさまざまな男女の出会いを提供する



- 89 - 

イベントが行われています。安倍総理自身がこ

の問題も取り上げておりまして、日本全体の大

きな課題であるというようなことも言われてお

ります。 

  新庄における婚活は、職業や年代、趣味を限

定したイベントなどが話題を呼んでいるわけで

すが、当市といたしましても、最上８市町村の

民間と行政から構成される最上広域婚活実行委

員会に、人的、財政的な面から活動を支援して

おります。昨年度は計３回のイベントを実施し、

８組のカップルが生まれました。今年度も幾つ

かのイベントを計画しておりまして、年代別の

イベントとして８月23日に実施した30代限定の

婚活イベントは、男性17人、女性15人が参加し、

１組のカップルが生まれております。 

  御指摘のとおり、独身者の意識向上、スキル

アップは大切なことと考えておりますので、独

身者のスキルアップセミナーも計画していると

ころであります。今年度はイベントやセミナー

の実施だけでなく、情報発信を強化してまいり

ます。 

  最上広域婚活実行委員会のホームページを立

ち上げたほか、企業へのアンケート調査を行う

ことで、企業内の独身者の把握、ターゲットを

見据えた情報発信を計画しているところであり

ます。また、イベントを実施する中で参加者か

ら負担をいただいているわけですが、女性を中

心として参加者集めが非常に難しい状況にあり、

女性の負担を低く設定し、参加を促してもおり

ます。また、民間でも、職業別の取り組みや、

市内の飲食店を舞台とした出会いの場の創出と

いったイベントが行われています。 

  結婚活動の支援が少子化対策にも結びつくと

思いますので、民間の団体と連携、協働を図り

ながら、最上８市町村が協力し、結婚について

地域全体で支援する機運を醸成し、出会いの機

会を提供してまいりたいというふうに思ってお

ります。 

  若者の流出の歯止めについてということであ

りますが、若者の流出防止策として、若者向け

の市営住宅の整備、企業誘致の推進、雇用創出

などの対策であります。 

  初めに、若者向け市営住宅でありますが、本

市には現在、定住促進住宅として管理を行って

いる東山団地３・４号棟の２棟80戸がございま

す。この住宅は、平成21年度に国の機関である

雇用能力開発機構より譲渡を受け、当初より新

庄市への定住促進を目的に、民間のアパートよ

り若干安い家賃で入居していただいている住宅

でありますが、平成24年４月からは、年齢を問

わず単身でも入居ができるよう入居条件を緩和

し、若者単身者の入居も可能としております。

さらに今年の７月からは、子育て世帯への支援

の一環といたしまして、同居する子供の人数に

応じて家賃を安く設定する改正も行ったところ

であります。このように若い世代の住まいとし

てもお使いいただけるよう整備しておりますの

で、今後一層のＰＲを行い、若い方々の御活用

を期待するところであります。 

  また、若者の流出防止のためには働く場所の

確保は非常に重要であると考えております。そ

のために企業の誘致を推進し、雇用の創出に努

めていくことが重要であると考えております。 

  平成23年度から、企業誘致のワンストップ窓

口として商工観光課に新たに企業立地推進室を

設け、企業誘致や立地企業の支援に努めており

ます。特に今年度からは、企業が設備投資を行

い、新たに一定の常用雇用者を１年間雇用した

場合に、そのうちの市民の雇用者に対し奨励金

を交付する雇用奨励金制度を創設し、地元市民

の雇用拡大を図る企業を後押ししております。 

  また、優秀な若者を地元地域へ定着させると

ともに、本市の工業振興を図る取り組みも行っ

ており、昨年度から、本市在住の高校生が理工

系の大学に進学する際、無利子で奨学金を貸与

する奨学金制度や、大学進学を志望する最上地



- 90 - 

域の高校生を対象に、大学卒業後に地元企業を

就職先として選択してもらうことを目的とした

地元のものづくり企業訪問なども行っておりま

す。 

  近年、地元の企業志向が非常に多くなりつつ

あるというふうに感じております。このことに

ついても、企業立地推進室を立ち上げ、情報を

提供し、さまざまなものづくりの情報を提供す

る展示会などを設け、それらを各高校にその当

時の展示物を回し、さらには企業誘致推進室が

中心となりまして、関係高校等のインターンシ

ップに今、力を入れているところであります。 

  若者が高校時代あるいは中学時代に地元の企

業を知るということは、非常に身近な企業で、

戻ってきたいという若者をふやしていきたいと

いうことが徐々に功を奏しているのではないか

なというふうに思っております。 

  数日前、山形大学の副学長以下関係者が来ま

して、知の地域支援ということで、その地域に

合った支援のあり方ということで、新庄にサテ

ライトをつくりたいというふうな申し出がござ

いました。これは、正直申し上げまして真室川

と戸沢村が対象でありますが、その際に事務所

をお借りしたいということのお話がございまし

た。学校の１室等も市内にあればということで

すが、現実的には日新、新庄小学校、あるいは

沼田、その中学校区においては、子供の減少が

ほぼ横ばいということであります。周りの郡部

のほうはかなり減少しているわけですが、それ

は逆に言いますと新庄市に若者が多く移り住ん

でいるというようなこともあるのかなというふ

うに思っております。最上郡全体で取り組まな

ければならない問題ではありますが、最上８市

町村としては何とか猿羽根の山を越させないと

いうようなことで意識を統一しながら、若者の

定住を進めようというようなことを考えている

ところであります。 

  次に、住居表示についてでありますが、住居

表示につきましては、昭和41年から42年にかけ

て、当時の市街地について住居表示区域と定め、

住居表示を実施し、21の町が誕生しました。そ

の後、御存じのとおり、平成14年３月に、市街

地化が進んだ千門町、宮内地区について住居表

示を実施し、荒町、千門町の２つの町が新たに

加わり、現在23の町が住居表示区域となってお

ります。その時期に並行して、日の出町地区、

川西地区、松本・金沢地区の区長の皆様には、

住居表示の概要について説明を行った経緯がご

ざいますが、住居表示を行うに当たり、実施予

定区域が整備要件となる人口密度が１平方キロ

メートル当たり4,000人以上の人口集中地区で

あることはもとより、街区の形成状態や家屋の

連檐状況なども関連してくるものであり、財政

的にも相応の負担が生ずることとなります。 

  また、住居表示は住民の方々の利便性の向上

を目的として実施するものでありますが、住所

の表示が変わることにより、不動産登記関連の

手続や運転免許証等の住居変更など負担も伴い

ますので、地元の皆様の御理解と御協力が不可

欠であります。これらを踏まえ、地元から要望

ということが実施に当たっての一つの前提条件

になってまいります。 

  このことから、現時点では即事業実施とはな

りませんが、地域住民の皆様の利便性を考え、

皆様の御理解と御協力を前提として、関係の地

域との話し合いが前提になるということを御理

解いただきたいというふうに思います。 

  それから、アベノミクスの当市への効果につ

いてですが、アベノミクスにおいては公共投資

に力が注がれていますが、当地では、東北中央

自動車道や新庄酒田道路の整備が加速し、新庄

中核工業団地へ企業が進出してきており、雇用

対策への好影響を感じております。 

  また、アベノミクスでは成長による富の創出

がうたわれておりますが、民間投資の喚起によ

る成長力強化としては、最新設備や生産技術な
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どの導入を支援するために、出融資等の金融支

援や設備投資に係る費用の一部補助、国内への

設備投資を後押しするための税制措置などの対

策が、また、中小企業、小規模事業者の支援と

しては、ものづくり補助金や人材育成、経営改

善や資金繰り支援などの対策が講じられること

となっております。 

  当市においては、企業の進出が続いており、

また、このたび山形航空電子が増築工事を完成

させるなど企業の設備投資の動きが活発化して

きておりますので、今後の成長戦略におけるこ

のような企業支援策は、当市の産業にプラスの

影響を与えるものと思っております。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

小嶋冨弥議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） 御丁寧な御答弁、まこ

とにありがとうございました。 

  それでは、再質問をさせていただきます。 

  初めに、集中豪雨の備えは万全かについてで

ありますけれども、市報などで避難の準備とか、

そういうのを指導されていると思いますけれど

も、直接指導というか、市報だけじゃなくて、

何かこう、新庄市内で特に危険な場所というか、

例えば本合海の畑ですね、畑。この前の７月の

豪雨では国道まで水が上がってきて、見てると、

最上川の水が見る見る上がってきて、これもあ

と１日降ったら流されるんじゃないかというふ

うな感じで思いましたけれども、幸い最後の日

は雨がやんだので助かったわけですけれども。

聞くところによると、新庄市では本合海の畑が

一番、１カ所だけが危険だということなので、

ことしは非常に雨天が多いので、またさらに集

中豪雨も来るかもわかりませんので、その辺を

何とか人命救助のための対策を立てていただき

たいなと思うんですけれども、その辺いかがで

しょうか、お伺いいたします。 

小嶋達夫環境課長 議長、小嶋達夫。 

小嶋冨弥議長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 本合海・畑地区につきまして

は、７月の行政報告の中で一部説明をさせてい

ただいていたところでございます。当日の水に

対する警戒につきましては、新庄市消防団の担

当分団のほうで警戒を行いながら、地区の住民

の方の避難の意向を含めて確認をさせていただ

いておりました。全員が現状の中でそのような

形でやっておりましたので、全員が自宅でその

まま様子を見るということでおりましたので、

消防団を配置しながら、また土のう等により家

屋への浸水を防ぎながらということで実施をし

ておりました。 

  残念ながら、床上浸水１件ほどありました。

地盤から低いお宅については浸水してしまった

んですが、その後、水が引いた後に全部の世帯

について、薬剤散布用の薬剤、消毒用の薬剤を

配布しておりました。なお、浄化槽等の点検を

行いまして、安全を確認したということでござ

います。以上でございます。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

小嶋冨弥議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） どうも、よろしくお願

いいたします。とにかく、「家、流されるわ、

流されるわ」という電話が来るもんですから、

ひとつ早目に何か対策していただきたいと思い

ます。 

  次に、本市の観光戦略の一端についてであり

ますけれども、例えばコストリーダーシップ戦

略、これは同業他社よりも低コストを実現する

戦略であって、次に２番目としては差別化戦略、

これは他社製品にはない独自性を自社の製品や

サービスに盛り込みまして、業界の中で特異性

を模索する戦略であります。３番目として集中

戦略、これは市場の中の特定分野に集中して企

業の資源を投下し、特定の市場セグメント、い

わゆる売り上げが利益を示す会計方式を確保す

る方式であります。そして、修学旅行生、熟年
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世代、今度は外国人観光客、ビジネス団体客を

獲得することについて積極的に考えていただき

たいと思うんですけれども、その点についてお

伺いいたします。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 ただいまの御質問につ

いてお答えさせていただきます。 

  ただいま観光戦略の一環ということで、コス

トリーダーシップ戦略、差別化戦略、集中戦略

といったことで御指摘をいただきました。 

  本市の観光素材に戻しますと、他地域より優

位性を発揮できるものに、より磨きをかけるの

にどういうことかという御指摘かと思います。

本市におきましては、新庄まつり、雪などの観

光素材を活用し、体験型の観光を目指していき

たいと考えております。 

  それから、修学旅行などの団体旅行というこ

とでございますけれども、やはり経済効果を発

揮するためには団体旅行を積極的に受け入れて

いきたいと考えております。ただ、市内には宿

泊施設が少ないという状況もあります。最近は、

時間がゆったりし癒されるということで、農村

体験が注目されてきておりますので、農家民泊

などの開設に向けて努力してまいりたいと考え

ております。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

小嶋冨弥議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） どうもありがとうござ

いました。よろしくお願いいたします。 

  次に、商店街再生についてでありますけれど

も、商店街を活性化するために、その一つの手

段として、思い切って大型店を中心市街地に呼

び込もうという方法はいかがでしょうか、お伺

いいたします。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 中心商店街に大型店を

という御質問ですけれども、中心市街地はやっ

ぱり土地の値段が高いという問題があると思い

ます。また、交通アクセスや車の駐車場の問題

もありまして、現実にはなかなか難しい問題が

あるのではないかと考えているところでござい

ます。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

小嶋冨弥議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） どうもありがとうござ

いました。 

  次に、同じ商店街再生なんですけれども、商

店街の衰退の要因として、空き店舗の放置とか

そういった問題があると聞くわけですけれども、

その辺はどうでしょうか。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 空き店舗の活用に関し

てですけれども、現在、市の内部で空き家等対

策検討委員会を設置しております。空き家、空

き店舗の状況調査は当然のこととしまして、そ

の活用方策も検討している状況でございます。

市職員だけでなく、不動産関係の業者あるいは

商店街の方々の意見を聞きながら、その活用策

を検討しているところでございます。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

小嶋冨弥議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） よろしくお願いいたし

ます。 

  次に、住民参加の商店街づくりとして、農業

関係の団体とか福祉関係の団体、地域づくり団

体との連携をすることについて何か方法はない

んでしょうか、お伺いいたします。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 商店街づくりの活性化

でございますけれども、ことしから100円商店

街については全ての商店街で取り組むというふ

うなことで今計画が進んでおります。それから、
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まちゼミとかバルといった商店街活性化対策と

して有効と言われる方策を今やる予定としてお

ります。また、商店街が独自で補助事業を活用

しましてスタンプラリーをするということで計

画されております。ＮＰＯや大学とも連携を図

りながら、住民参加による商店街づくりが進ん

でいるものと考えておるところでございます。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

小嶋冨弥議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） どうもありがとうござ

いました。よろしくお願いします。 

  次に、本市の少子化対策と婚活の支援策につ

いてでありますけれども、これは多種多様な自

治体の婚活支援が必要であると思いますので、

その辺はどのように考えていますか、お伺いい

たします。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

小嶋冨弥議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 いわゆる婚活、全国的な

問題となっておりますが、少子化対策というよ

なことでも非常に有効な策というふうに言えま

すので、少子化対策の全般にわたりまして、こ

の部分も粘り強くというようなことが基本かな

と思います。１自治体だけでは非常にメリット

が薄いというような特徴もございますので、私

どものほうでは、市長が先ほど申し上げました

とおり、郡内８市町村でもって３年ほど前から

対応しているというようなところでございます

ので、その中で多様な案を出しながら、試行も

含めながら展開しているところでありまして、

今年度は市町村からの負担金を頂戴しながら、

これまでの反省を踏まえながら、新たな計画も

含めて前進しようと取り組んでいる最中でござ

います。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

小嶋冨弥議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） 今のあれですけれども、

新たな取り組みというのはどういうことですか、

例えば。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

小嶋冨弥議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 先ほど市長のほうからも

詳細に申し上げておりますように、女性がなか

なか参加しづらいというような環境がございま

す。パーティーをやっても、その負担金、なか

なか自分の名前、顔が出てくるというようなも

のに抵抗がありますので、そのようなものにつ

いて少し工夫をして、料金を下げたり、あるい

は出やすいようなパーティーの性質を変えたり

と。あと、男性が、結婚についての考え方とか、

あるいはパーティーのマナーとか、ちょっとス

キルアップをしないと、漫然とパーティーの中

への参加というようなことはちょっと難しいと

いう部分もありますので、その研修。あとは、

さらにその実行委員会ということで、８市町村、

自治体だけでなくて、民間のほうもさまざま入

っております。 

  先ほど申し上げましたように、反省も踏まえ

てということもありますので、スタッフ自体の

研修、こういうようなものも予定しております。

さらに、ホームページというところも改善を図

っていきたいというような予定を組んでおりま

す。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

小嶋冨弥議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） どうもありがとうござ

いました。 

  確かにいろいろ、そうですね。例えばこうい

うパーティー、テーブルマナーとかコミュニケ

ーションを学ぶ講座とか、あるいは料理や農作

業の体験、レクリエーションなど事業内容も多

種多様でありますので、男女の出会いの場を提

供、演出する交流事業、これがメーンに乗っか

ってるわけですけれども、男女が会える機会が

少ないという現代の若者の状況を踏まえたもの

というわけですが、こういったことを含めて、
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これが支援策だというのはないんでしょうか、

お伺いします。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

小嶋冨弥議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 これをすればというふう

なものはなかなかないと思いますが、例えば民

間のほうでは、それなりに独自に活動している

ほかに、民間のほうの放送番組なんかも少し前

から組んでいるものが非常に全国化していると

いうようなこともありますので、そこら辺もち

ょっと注視している部分ではございますが。 

  カップルのほう、先ほど８件というようなこ

とありましたが、ここの３年間合計しますと41

件ほどあるんです。ただ、そのカップルがその

先どう結びついているかというようなところも

検証をしないことには、空回りしてしまうとい

う部分もあるのかなという不安もあって、やは

り抜本策を見出していくというような形のもの

はなかなか……。 

  ただ、職業として、１つは、別の、発想を変

えて、特段同じような環境で結婚環境が少し整

っていないと思われるようなところの職種につ

いて研究して、そこと一緒に合同でやってみる

とか、あるいは隣接の庄内あるいは北郡のほう

との域間交流というようなものもやってみたい

というようなことも今後取り組みたいというと

ころを１つ課題としてございます。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

小嶋冨弥議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） どうもありがとうござ

いました。よろしくお願いいたします。 

  次に、若者の流出の歯止めについてでありま

すけれども、企業誘致の推進とか、中心市街地

活性化計画の具体化とか、少子化対策の充実な

ど、生活基盤の整備という点ではいかがでしょ

うか、お伺いいたします。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 中心市街地活性化計画

ということでございますけれども、これは、中

心市街地の活性化計画を策定し、それを実施し

た場合に国から補助金が交付されるというもの

でございますけれども、この要綱自体は、ある

程度の大きい規模の商店街を想定したものでご

ざいます。県内では山形市とか酒田市といった

ところが指定を受けておりますけれども、やは

り大規模な店舗をある程度有するところが計画

を策定している状況だと思います。 

  本市におきましては、なかなかそういったレ

ベルの計画を策定するというのは難しい状況な

のではないかというふうな認識をしております。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

小嶋冨弥議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） どうもありがとうござ

いました。 

  それから、同じ若者の流出の歯どめなんです

けれども、青年の結婚、Ｕターン促進といいま

すか、若者の人口の増加や定住により豊かで活

力あるまちづくりにするために、結婚の祝い金

とか出産祝い金、空き家情報バンク、移住後の

定住者のサポート及び地域住民の意識改革、都

市部との交流・連携の展開、自治区との連携、

他地区との定住要因等の情報交換などがよろし

いんじゃないかと想定されますけれども、その

点についてはいかがでしょうか、お伺いいたし

ます。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

小嶋冨弥議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 若者の人口流出につきま

しては、非常に大き過ぎる問題でございまして、

人口減少の歯どめ、定住化、この人口定住策と

いうようなものを促進することが非常に効果的

なものがあれば非常に申し分ないところではご

ざいますが、まちづくり総合計画にもあります

ように、多くのこの市の中の分野でさまざまな

形でこの対策を練っているというところでござ
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います。１つには子育て推進の面から、もう一

つは雇用の確保の面から。いずれにしても、若

者の流出に歯どめをかけるには非常に大きな策。

この策２つにつきましても、これまで続けてき

たものに対しまして今年度から新たに展開する

事業も加えてございます。さらに、この２つに

追加して、安全・安心なまちをつくるための策

とか、あるいはもう一つは、魅力あるまちづく

りのための策、こういうようなものも忘れては

いけない。この４点のほうから進めていくべき

定住促進なのかなと。 

  若者について見れば、特に雇用とかといった

面が非常に大きな課題になってきますので、さ

まざまな形を住宅の面からも含めて展開してい

るわけでございますけれども、今貴重な御提案、

各種の祝い金とか空き家情報バンク、あるいは

定住後の迎える我々のほうの意識改革等々まで

お話しいただきましたが、全国的に展開してい

る策として貴重なものがここにるる御提起され

ているというふうに思います。 

  先ほど申し上げました４つの面から展開して

いる中で、一部これも研究が入っているところ

もあります、あるいは研究されてきたという経

過のものもございます。これら含めて、今後も、

今ある策の中で連動して効果的に入れるべきか

どうかというふうなものの吟味はその都度今後

というようなことになろうかと思います。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

小嶋冨弥議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） どうもありがとうござ

いました。よろしくお願いいたします。 

  次に、住居表示についてお伺いしたいと思い

ます。 

  住居表示制度の必要性と住居表示の実施方法

については、どうなんでしょう。例えば同じ町

名でもかなり離れているところにあるとか、な

かなか謎なところがありますので、その点ので

すね、まとめるような何か実施方法はあるのか

どうなのかお伺いいたしたいと思います。 

荒澤宏二市民課長 議長、荒澤宏二。 

小嶋冨弥議長 市民課長荒澤宏二君。 

荒澤宏二市民課長 住居表示についての御質問で

ございます。 

  住居表示の必要性についてということで１点

目でございますが、住居表示区域、それ以外に

つきましては、土地の地番での住所表示という

ことで、住所を意識して区画整理をしている住

居表示とは性質が異なりますので、やはり議員

おっしゃるとおり住居表示を実施することによ

り住所がわかりやすくなりますので、当然必要

性はあると思われます。また、新庄市では、市

長答弁であったように、現在23の町が住居表示

区域となっております。また、新庄市の人口集

中地区におきましては、住居表示が実施された

区域以外の多くは土地区画整理事業に係る区域

で、土地の地番が街区方式に準ずる区画ごとに

振られておりまして、わかりやすくなっており

ます。東谷地田町、下田町、中道町、栄町、桧

町などであります。 

  それから、住居表示の実施についてでありま

すが、住居表示に関する法律で、住居表示の実

施につきましては、議会の議決を経て、市街地

につき区域を定め、当該区域における住居表示

の方法を定めなければならないとされておりま

す。市街地とは一般的に人口密度が１平方キロ

メートル当たり4,000人以上の人口集中地区、

いわゆるＤＩＤ地区であります。 

  住居表示の実施に当たっては、街区方式、そ

れから道路方式があり、新庄市では街区方式に

より住居表示を実施しております。 

  区域を合理的なものにするためには、河川、

道路、鉄道などの明確な施設によって区画しな

ければなりませんが、人口集中地区で住居表示

が実施されました区域や土地区画整理事業の区

域以外につきましては、それぞれその区域を明

確にできない部分があり、市長答弁でもありま
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したように、今すぐの実施ということではなく、

道路や家屋の建設状況などを見守りながら判断

していくべきと思っております。 

  それから、議員のおっしゃられました新庄市

内ですと、例えば五日町とか住居表示実施後に

その表示区域が２つに分かれるようなエリアも

ございますが、いわゆる住居表示の実施のため

の人口集中地区に今のところ入っておらないよ

うな状況もございますし、先ほど言いましたよ

うに、区画の区切りが明確になっていないとこ

ろもあって、今現在その道路や家屋の建設状況

を見守りながら判断していくということで考え

ております。以上でございます。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

小嶋冨弥議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） どうもありがとうござ

いました。よろしくお願いします。 

  最後に、アベノミクスについてですけれども、

一番おもしろいなと思ったんですけれども、時

間がもうないですね。じゃあこれはカットする

ことにいたします。また時があったら。 

  ７番目のアベノミクスの当市への効果、これ

は今回は省略いたします。 

  終わります。どうもありがとうございました。 

小嶋冨弥議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午前１０時５０分 休憩 

     午前１１時００分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

佐藤悦子議員の質問 

 

 

小嶋冨弥議長 次に、佐藤悦子君。 

   （１番佐藤悦子議員登壇）（拍手） 

１ 番（佐藤悦子議員） 日本共産党を代表いた

しまして一般質問をいたします。 

  議会運営委員長より申し入れもありましたの

で、表現を一部手直しさせていただきまして、

会議規則にのっとって質問いたします。 

  国の政治は、市民の暮らしだけでなく、地方

自治や地方財政をも左右します。したがって、

地方議員は市政だけでなく国の政治の動向に注

意を払っていくことが絶対に必要と考えます。

時の政権がどんな政治を進めようとしているの

か、進めようとしている政治が市民生活にどん

な影響を与えるか、地方財政にどんな影響をも

たらすのか、見定めることが大変重要だと考え

ているわけです。こうした目で国を見ることに

よって、市民の暮らしを守るために何が必要か、

厳しい地方財政の立て直しを進めていくために

何が必要かということが明確になってくるので

はないかと考えています。 

  とりわけ市政を預かる市長にとっては、こう

した目で国の政治を見ることなしにしっかりと

したかじ取りをすることは不可能だと思います

が、いかがでしょうか。 

  こうした立場から、昨年12月に誕生した安倍

政権が進めようとしている政治が市民生活や市

の財政の行方にどんな影響を与えるのか、また、

安倍政権が進めようとしている政治が国の形を

変えることにならないかということについて質

問します。 

  今、安倍政権は、国民の願いや声に応える政

治ではなく、財界、アメリカの要求に応えた政

治を強引に進めようとしています。１つは、来

年４月から実施しようとしている消費税増税が

市民生活や地域経済に与える影響、ひいては市

の財政に与える影響についてです。 

  市民の中で、遅滞はあってもアベノミクスで

賃金が上がったという声は聞かれません。年金

は下がり、仕事がない、あっても非正規や低賃

金で働かざるを得ない人がふえています。 
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  その一方で、税金などが上がり、灯油やガソ

リンの大幅値上げ、食料品の値上げ、電気料金

の値上げによって、市民はどの御家庭も節約を

強いられています。 

  お聞した声を披露させていただきますと、産

直を続けてきたある農家は「前のように売れな

くなった」と言っていました。また、ある方は

「家を出るとお金を使うので、家から外へは出

ないことにした」、こう言っていました。自営

業の方からは、「消費税分をお客さんに請求で

きない。税務署への消費税は身銭を切るしかな

い。税務署にようやく分納を認めてもらった。

これ以上増税になれば商売はやめるしかないか

もしれない」とのことでした。 

  このような中で来年４月から消費税増税が実

施されたら、市民生活は一層厳しくなり、市民

の懐が冷え込めば購買力が落ち込み、地域経済

は大きな打撃を受けることになり、ひいては税

収も落ち込み、好転してきた市の財政は再び悪

化することは避けられなくなるのではないかと

危惧するものです。今私が述べたことについて、

市長の見解をお尋ねいたします。 

  ２つは、安倍政権が、憲法９条のもとでは集

団的自衛権の行使はできないとする政府見解を

変え、日本を海外で武力行使できる国、戦争で

きる国に変えようとしていることについてです。 

  戦後の日本は、新しい憲法のもとで、二度と

戦争をしない国として歩み続け、世界の信頼を

勝ち得てきました。その結果、日本は外国人を

１人も殺すことなく、１人の日本人もとうとい

命を失うことはありませんでした。平和は安心

して暮らしていくための土台です。世界を見れ

ば、紛争が絶えません。しかし、武力の行使で

紛争は解決しません。そのことはこれまでの歴

史が証明しています。日本が世界の平和に貢献

する唯一の道は、憲法９条の精神で平和的・外

向的な努力を尽くすことだと考えます。市も平

和都市宣言に沿って同じ立場に立っていると思

います。ところが、安倍政権はこうした国の形

を変えようとしているのです。市長は、歴代の

政権が一貫して堅持してきた集団的自衛権行使

についての政府見解を変え、海外で武力行使が

できる国にしようとしていることについて、ど

のようにお考えかお尋ねいたします。 

  ３つは、６月14日に閣議決定した、いわゆる

「骨太の方針」、経済財政運営と改革の基本方

針、デフレ脱却、経済再生云々で、地方財政に

言及しております。地方財政計画で一般財源総

額の削減をしようとしている問題についてです。

一般財源総額とは自治体が自由に使い道を決め

ることができる財源で、地方税、地方交付税、

臨時財政対策債などの総額です。これを削減し

ようとしています。 

  その内容は、第１は、2008年のリーマンショ

ック以降に設けられた地方財政計画の歳出特別

枠や地方交付税の特別加算などについて、危機

対応モードから平時モードへの切りかえを進め

ていくとしていることです。 

  第２は、地方交付税において、新たに地域経

済の活性化に資する算定を行革努力と地域経済

活性化の成果の２つの観点から行うとして、地

方交付税の算定に行革努力の仕様を持ち込もう

としていることです。 

  こうしたやり方は、地方交付税を国の政策誘

導の手段として利用し、交付税は地方固有財源

という性格を踏みにじるものであり、全国の自

治体を一層の行革と住民サービス切り下げに駆

り立てるものではないでしょうか。地方自治を

守り、地方財政の財源を確保する立場から、市

長はこうしたやり方には反対との声を上げるべ

きときではないかと考えますが、市長の考えを

お尋ねいたします。 

  次に、国民健康保険制度についてです。 

  国民健康保険制度は、国民の生存権を守ると

ともに、健康を享受する権利を保障した憲法25

条に基づき、国民がひとしく医療を受けること
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ができるよう、国民皆保険を保障する社会保障

制度として誕生しました。このことは、国民健

康保険法の第１条で「この法律は、国民健康保

険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障

及び国民保険事業の向上に寄与することを目的

する」と規定していることからも明確です。 

  国民健康保険は、制度創設以来55年近く機能

してきました。しかし、国民健康保険制度が今、

大変な危機に直面しています。今、全国のほと

んどの自治体の国保会計が危機的な状況に陥っ

ています。その理由として、年金受給者や自営

業者、非正規労働者など被保険者の所得が下が

り続けていることや、所得に比べて保険税が高

過ぎるために国保税を払うことができず、滞納

する世帯がふえていることが挙げられます。し

かし、何といっても最大の原因は、国が国庫負

担を大幅に減らしたことです。 

  国は1984年に、国庫負担をそれまでの医療費

の２分の１から医療給付費の２分の１に変え、

大幅に減らしたのです。こうした中、自治体は、

被保険者の負担を少しでも軽くしようと一般会

計から繰り入れなどを行って努力をしてきまし

た。新庄市もその１つです。 

  ところが、安倍政権は、都道府県知事が今の

ままの都道府県単位化には反対だと声を上げて

いるにもかかわらず、既定方針どおり国民健康

保険の都道府県単位化への道を突き進んでいま

す。そこで、以下４点について質問いたします。 

  １つは、国民健康保険制度は、社会保障制度

の重要な柱です。国民の健康を享受できる権利

を保障するために、国民健康保険制度を国の責

任で守るべきだと考えます。しかし、国はその

責任を放棄し、社会保障制度ではなく受益者負

担を原則にした制度に変えようとしています。

都道府県単位化になれば、どうなるでしょう。

市町村が一般会計から繰り入れることができな

くなります。都道府県に財政力がない、その上、

国が国庫負担をふやさないとなれば、その結果

は、これからふえる医療費は全て受益者である

被保険者の保険税で賄うことにしかならないの

ではないでしょうか。国の狙いはまさにここに

あると言わなければなりません。こうしたこと

を招くことのないよう、知事会のように市長も

声を上げるべきではないかと思いますが、いか

がでしょうか、お尋ねいたします。 

  ２つ目は、高過ぎる国保税の引き下げについ

てお聞きいたします。 

  40歳から64歳までの夫婦と子供２人の国保税

を試算していただきました。資産なしの場合で

すが、年間所得100万円の場合、17万5,400円で

す。年間所得200万円の場合、39万600円です。

高過ぎるのではないでしょうか。本当に払える

とお考えなのでしょうか。引き下げて払いやす

くすべきではないでしょうか。 

  ３つ目は、市独自の減免制度の拡充について

お聞きします。 

  このたび勉強させていただきましたが、平成

21年度から減免基準が改められました。特に所

得が皆無となった場合、あるいはそれに準ずる

と認められる場合について減免規定があります

が、果たして適用になった方はおられたのでし

ょうか、お尋ねいたします。 

  ４つ目は、窓口の一部負担の減免の拡充につ

いてお尋ねいたします。 

  東大阪市では年間7,000件以上活用している

ようです。八尾市や広島市は年間3,000件近い

減免を実施しているそうです。新潟県村上市で

は、入院に加えて通院の負担金を免除あるいは

２分の１減額という要綱を定めて、使えるよう

になってまいりました。当市では現在、適用さ

れた方がおられたのでしょうか、状況をお聞き

いたします。 

  ３番目の質問です。全ての子供に主権者とし

ての基礎的学力を保障してほしい。これは全員

の皆さんの願いだと思います。そのために、次

の５点についてお尋ねさせていただきます。 
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  １つは、学力調査で成績が低い層の子供がふ

えているとのことです。文部科学省も、2003年

ＰＩＳＡ学力調査の結果から、上位層と下位層

の得点のばらつきが広がっていると分析してい

ました。また、成績は世界のトップクラスなの

に、日本は勉強嫌いが世界一になっているので

はないかということが研究者から指摘されてい

ます。この問題を分析調査したのは風間晴子国

際基督教大学教授で、「理科離れは理数系に固

有な問題ではなく、その根底には知の営み離れ

の蔓延という危機的状況がある」と指摘してお

ります。これは「大学の物理教育」1998年２月

号です。また、各地の授業を観察し続けている

佐藤 学東京大学教授は、「学びからの逃走」

という言葉で今日の子供たちの勉強嫌いの深刻

な実態を指摘しています。ここから必要な対策

は、内容をもっと精選するということが必要で

はないかと思います。また、教師をふやして必

要な子には補習できるようにさせること、また、

授業準備の時間を先生方に保障することではな

いでしょうか。市としてできることは、少人数

学級や小規模校を守ることが重要ではないかと

考えますが、いかがでしょうか。 

  ２つ目は、沼田小学校の改築について。教育

長はさきに、３小中学校を１つにする大規模な

小中一貫校も考えているように答弁なさってお

りましたが、私は、大規模な小中一貫校ではな

く、単独で住民の要望を真っすぐ受けて早期改

築に進むべきと思いますが、いかがでしょうか。 

  ３つ目は、小中一貫校による４・３・２体制

は問題があるのではないかということです。小

学５・６年生が小学校のリーダーとして活動す

ることが子供たちの人格形成にとって重要なこ

とであり、発達課題だと思います。児童会、運

動会、文化祭、卒業式などでの５・６年生の活

躍の場が４・３・２体制では失われてしまうの

ではないでしょうか。 

  ４つ目に、小中一貫校づくりを進めてきた東

京都品川区の状況ですが、15年間の調査で不登

校がふえております。さらに、2012年９月まで

に同学年の子供たちの中で３人の子供が自死す

るという痛ましいことが起きました。９月に亡

くなった子は、いじめによるものであることが

明確になりました。このようなことを見たとき

に、新庄市で拙速に小中一貫校を進めるのでは

なく、既に実施している他県の小中一貫校の状

況を詳しくつかみ、小規模校として残すことも

選択肢から外さず、徹底した議論を行うことが

必要なのではないでしょうか、お尋ねいたしま

す。 

  ５つ目に、小中一貫校づくりではなく、緩や

かな連携にとどめ、教師が子供と向き合える時

間を保障するべきだと考えます。いかがでしょ

うか、今後のあり方についてお尋ねいたしたい

と思います。 

  以上、壇上から質問を終わらせていただきま

す。よろしくお願いします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、佐藤市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  質問の初めに「安倍内閣の暴走」とあります

が、人の見方によってはいろいろあるんだなと

いうふうに思っております。日本のあり方を示

していきたいというリーダーシップというふう

に受けとめているわけですけれども。 

  その中で消費税の御質問でありますが、これ

につきましては賛否両論ございますが、引き上

げをどうするか判断するため、政府では８月末

に有識者や専門家による今後の経済財政動向等

についての集中点検会合を開催いたしました。

この会合では、消費税を容認する意見がある一

方、景気悪化を懸念する声、低所得者向けの対

策を求める声もあるようでありました。 

  地方における経済活動への影響がないか懸念
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しているところでありますが、社会保障の安定

財源確保や財政の健全化を進める必要もあり、

慎重に判断されることを期待しております。 

  政府が発表しました７月の物価・雇用・生産

に関する経済指標は「いずれも改善している」

と発表されましたが、今後の動向などを踏まえ、

10月上旬までに最終判断がされることと思いま

す。その結果については受けとめ、市政運営に

影響がないよう、必要な景気対策や低所得者へ

の対策がなされるよう求めてまいりたいと考え

ております。 

  また、消費税の引き上げ分については、社会

保障に関する経費に充てるものと使途を明確に

しておりますので、そのように期待しておりま

す。 

  次に、集団的自衛権の行使についてでござい

ますが、日本は唯一核の被爆国であり、絶える

ことのない地域紛争、戦争が根絶されることを

願い、新庄市では昭和59年３月、平和都市宣言

を採択いたしました。本年も、８月15日、市内

の小中高生がリード役となって平和都市宣言旗

の掲揚式を行い、戦争の悲惨な記憶を忘れるこ

となく、さらに若い世代へと真に平和な社会が

築かれることを希求する運動へとつなげること

ができたものと考えております。 

  御質問の集団的自衛権については、国際法上、

国家は集団的自衛権、すなわち自国と密接な関

係にある外国に対する武力攻撃を自国が直接攻

撃されたものとして実力をもって阻止する権利

を有しているものとされております。 

  我が国においては、平和憲法のもと、その行

使については極めて抑制的解釈をされており、

集団的自衛権を行使することは憲法上許されず、

我が国の自衛権が認められるのは、我が国に対

する武力攻撃があった場合に、個別的自衛権に

限定された対応で発動できるとしております。 

  しかし、近年、近隣諸国の行動を初め、日本

を取り巻く国際環境が厳しさを増す中、集団的

自衛権の憲法解釈を改めて見詰め直そうとして

いる旨の報道が見られるようになっております。 

  いずれにいたしましても、高度な国家的判断

に属するもので、国における防衛政策に関する

事項でもありますので、私としましては、平和

憲法の解釈及び憲法改正については、何より国

会において慎重に深く議論されるべきであり、

さらに広く日本国民の議論を経るべきであると

考えております。 

  次に、骨太の方針による地方交付税の削減に

ついてでございますが、デフレ脱却と日本経済

の再生を目指し、その経済再生が財政健全化を

促し、財政健全化の進展が経済再生の一段の進

展に寄与するという好循環を目指した経済財政

運営と改革の基本方針が、６月14日に閣議決定

されたところであります。 

  この基本方針において、地方財政については、

地方の安定的な財政運営に必要な一般財源の総

額を確保しながらも、リーマンショック後の経

済危機への対応モードから危機以前のいわゆる

平時モードへの切りかえを進めていく必要があ

るとされており、交付税を算定する際に、危機

対応として上乗せしている部分の見直しが今後

図られていくものと思われます。 

  また、地方財政を健全化し自立を促進するた

めに、地方税収を初めとする歳入の充実を図り、

あわせて国の取り組みと歩調を合わせた歳出抑

制のための行財政改革などを促すこととされて

おり、地方交付税においてもその行財政改革の

努力と地域経済活性化の成果を交付税の算定に

反映させるというものであります。 

  このような方針のもと地方交付税は抑制され

ていくものと思われますが、地方財政はいまだ

にリーマンショック後の経済危機の影響を引き

ずっている状況にあり、また、行財政改革にお

いても既に国に先んじ取り組んでいる状況の中

で、地方財政の根幹をなす地方交付税が抑制さ

れることは、地方財政運営に大きな影響を与え
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るものと考えております。地方交付税の抑制に

つきましては、今後の国の動向を注視していく

とともに、市長会を初めとする地方６団体にお

ける協議を深めるなど、その連携を深め、協調

した行動を進めてまいることが適正であると考

えております。 

  次に、国民健康保険の県単位化に関する御質

問でありますが、去る８月６日に、国の社会保

障制度改革国民会議による報告書が取りまとめ

られました。これは、国民健康保険を含む社会

保障制度の今後のあるべき姿を示したものとな

っております。国民健康保険制度については、

財政上の構造問題を解決することを前提条件と

しつつ、都道府県がその運営主体となること、

また、運営に当たっては都道府県と市町村との

間で適切な役割分担を行うことが必要であると

の報告がなされております。 

  この報告により、国民健康保険運営の都道府

県単位化には一定の道筋がついたものと考えて

おりますが、財政上の構造問題の解決方法、都

道府県と市町村との具体的な役割分担のあり方

など不透明な部分も多いことから、今後も国の

制度改正の動向に注視し、さまざまな機会を捉

え、国への支援要望を行ってまいりたいと考え

ております。 

  次に、国民健康保険税の引き下げ等に関する

御質問でありますが、他市の例に漏れず、本市

の国民健康保険財政は非常に厳しい状況であり

ます。平成23年度には給付基金を全額取り崩す

とともに、平成24年度には保険税の税率改正を

行いました。また、平成23年度には4,804万円、

平成24年度には8,118万円の一般会計からの法

定外繰り入れを行い、運営を行っております。 

  このような状況の中、国の財政支援の具体的

なスケジュールが示されていないことなどを勘

案しますと、今後も厳しい国保財政運営が見込

まれますので、議員御指摘の税の引き下げ及び

独自減免制度の拡充については、現段階では困

難であると考えております。 

  次に、窓口負担の軽減制度の拡充についての

御質問でありますが、市では、昨年７月に要綱

を制定し、災害その他の事由により一時的に生

活が困窮した世帯について、収入が生活保護基

準額以下であることなどを要件に、入院療養の

一部負担金を免除する措置を講じております。

本年８月には、生活保護費のうち生活扶助につ

いて引き下げの改正が行われておりますが、こ

の要綱においては、引き下げの影響を排除し、

従前の生活保護基準と同等の基準により免除の

判定を行う旨の改正を行っております。本年８

月末現在で申請の実績はございませんが、今後

も、広報紙を初め多様な媒体で本制度の周知に

努めるとともに、必要により制度の見直しを行

っていきたいと考えております。 

  子供に関することにつきましては、これから

の全ての答弁は教育長に答弁させますので、私

からは壇上からの答弁を以上とさせていただき

ます。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

小嶋冨弥議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 それでは、私のほうから、全て

の子供に基礎学力を保障してほしいというふう

な質問の内容で５点ほど御質問がありました。 

  まず、第１点目の少人数学級や小規模学校を

守ることが重要ではないかというような御質問

に対してお答え申し上げます。 

  2009年に世界で実施されたところのＯＥＣＤ

国際学力調査、いわゆるＰＩＳＡ調査では、日

本の高校１年生の読解力、科学的な力は３カ国

の上位グループにあり、数学的な力は、これら

２教科より若干低いがＯＥＣＤ平均より高得点

グループにあるという結果でした。2000年実施

の第１回目と比較して2003年の２回目に成績が

下がり、ＰＩＳＡショックなどと騒がれたとき

と比較し回復傾向にあると言えます。 

  しかし、「授業が楽しみ」「興味がある」など
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の学習に主体的に取り組む意欲・態度の調査ポ

イント、佐藤議員は「勉強嫌い」というふうな

表現をしておりましたけれども、これについて

は、世界一低くはありませんが、ＯＥＣＤ平均

よりも低い数字となっております。 

  新庄市の子供たちには、学力も含めた知・

徳・体のバランスのとれた生きる力をつけたい

と教職員が日々の教育活動に努めているところ

です。特に学力向上のためには、楽しく、わか

る授業を行うことのできる指導力向上のための

指導研修をどの学校でも大切にして、これに取

り組んでいます。また、そのための時間を創出

するために、ゆとり創造運動に取り組み、行事

などの精選などにより、子供と向き合う教育活

動の環境整備を進めているところであります。 

  ここ数年のゆとり創造運動の成果を見ると、

時間外勤務などの改善が若干ですが見られてい

ます。また、学習指導では、一方的な教え込み

の一斉指導ではなく、佐藤議員の質問にも出て

きましたけれども、佐藤 学先生などが進めて

おります、子供同士の学び合いを取り入れた指

導方法の研究に力を入れる学校がふえてきてい

ます。このような指導方法が充実することで、

子供にとって学びがいがあり、わかる、楽しい

授業、そして力のつく授業になることができる

ものと考えております。 

  また、現在、１クラス当たりの子供数を減ら

すためのいわゆる教員定数の改善が進まない実

態がありますが、県の加配措置に加え、学校の

自助努力を行いながら、教科によっては１クラ

スを２つのクラスに分けて少人数にして指導す

ることや、複数の教員で指導するチーム・ティ

ーチングなどを実施する少人数指導を取り入れ

て行っております。 

  しかし、子供一人一人に細やかな指導ができ

る小規模学級のよさは認めながらも、現在は、

集団の中で多様な考え方に触れる機会を持ち、

学び合いを進め、自分の考えを深めたり広めた

りする指導方法の実践研究を大事にして実践を

進め、成果を上げている学校がふえていますの

で、これを可能にするにはある程度の学級規模

が望ましいと捉えております。 

  ２点目の沼田小学校について、萩野学園のよ

うな形で小中一貫教育校というような部分は考

えないでほしいというふうな御質問でございま

したけれども、平成17年に策定された新庄市長

期教育プラン「もみの木プラン」に基づいて、

新庄市は平成18年度から小中連携、21年度から

それを深めた小中一貫教育というような部分に

取り組んでおります。その成果として平成27年

に開校する萩野学園があるというふうことでご

ざいます。 

  そういったことをベースにしますと、本市の

教育分野の柱に小中一貫教育を据えているとい

うようなことを考えますと、各中学校区でのこ

の実践というような部分について、この視点で

の研究も沼田小学校の改築には加える必要があ

るのではないかというふうに６月の議会でも答

弁申し上げましたけれども、決定しているわけ

ではございませんけれども、そういうふうに加

える必要があるというふうに考えております。 

  いずれにいたしましても、現在進めている萩

野地区小中一貫教育校建設事業が数年度に完了

いたしますので、その後の学校施設整備につい

ての実施時期を的確に捉え、遅滞なく進めてい

く上でも、学校、保護者、地域の皆さんの御意

見をいただき、調整を図りながら計画的に進め

てまいりたいというふうに考えております。 

  ３点目の４・３・２体制についての御批判的

な御質問でございましたけれども、これについ

てお答え申し上げます。 

  全国の小中一貫教育においては、その取り組

みの中で、児童生徒の発達の状況等を踏まえ、

小学校６年間と中学校３年間の合わせて９年間

の教育課程を４・３・２や５・２・２等に便宜

的に区分し直して、区分ごとに教育活動の目標
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を設定するといった取り組みを行うことが普通

となっております。 

  また、ことし１月に京都において小中一貫教

育全国サミットが開催され、その席上、文部科

学省の初等中等教育局長布村幸彦氏は、子供の

発達と学校生活の状況に触れ、データに基づき

ながら子供の身体的な発達が二、三年早まって

いることや、中学校１年生での学習や生活への

不適応が増加することなどの説明があり、この

ような状況を踏まえた対応の必要性に言及して

おります。 

  新庄市で取り組もうとしている４・３・２の

ブロック制に分けて指導する考え方もこの指摘

を踏まえた対応になります。特に、小５、小６、

中１の３つの学年を含む中期を思春期の始まる

時期、自尊感情の低下が見られる時期、生徒指

導上の問題行動の芽が出始める時期であると捉

えて、この期間に他学年との交流学習などによ

り特に丁寧に指導することで、子供たちの低下

しがちな自尊感情を育み、意欲を持たせること

で変化の激しい中期の指導を充実させ、小中学

校のスムーズな連携・接続を図るものでありま

す。 

  また、これまでのいわゆる６・３制を基本に

考えたときには、小学校の上級生である五、六

年生のリーダー的素養を育てるなどに配慮して

指導を行ってきていますが、４・３・２のブロ

ック制ではそれぞれのブロックの最上級学年を

リーダーとして期待して育てる考え方なので、

４のブロックでの小学校４年生、３のブロック

での中学１年生、そして２のブロック及び９年

間全体のリーダーとして中学３年生のときに存

在感を持たせ、リーダーシップを育てる考え方

です。４・３・２制では、五、六年生の活躍の

場がないということでは決してないと考えてお

ります。小学校６年間と中学校３年間を合わせ

た９年間の見通しを持って、４・３・２の各ブ

ロックの到達目標を明確に持って、子供を育て

ていくという考え方を大事にしているところで

あります。 

  この考え方については、基本計画の策定委員

長であった山形大学大学院の江間史明教授の御

指導もいただいているものであります。 

  ４点目の品川区で起きた事故についての見解、

あるいは大規模校で小中一貫教育づくりを進め

るのは不登校をふやすような原因になるのでは

ないかというような、そういうような御質問で

ありますけれども、品川区でのいじめによる子

供の事故、不登校数の増加と小中一貫教育の因

果関係について、品川区の教育行政の責任はど

うなのかという趣旨の御質問でありますが、事

実とか因果関係とかが把握できないことでもあ

り、他自治体の責任について言及することにな

りますので、見解を述べることは差し控えたい

と思います。 

  また、大規模校への小中一貫教育校の導入に

ついての御心配ですが、昨年の中央教育審議会

初等中等教育分科会学校段階間の連携接続等に

関する作業部会では、大規模校を含む小中一貫

教育の成果について、品川区、東京都三鷹市、

広島県呉市、奈良県奈良市などでの不登校出現

率の減少、中学生の規範意識の向上、学力の向

上などの成果が報告されております。 

  また、昨年２回にわたり北部地区の保護者代

表等が先進校視察を行った川崎市立はるひ野小

中学校では、小中合わせて1,300名、学級数45

の施設一体型の大規模小中一貫教育校でした。

その報告によれば、「施設一体型なので、小学

生と中学生が自然にまじり合うように交流がで

きている」「生徒指導も落ちついていて、小学

生も中学生もいい表情で学習している」。さら

には、はるひ野校の校長からは、「心の教育を

各活動を貫く大切なものと考えている。中から

見ると、子供が１つの家族のように思えるほど

仲がいい」との紹介があったとのことでした。 

  運営には、大規模校なりの配慮は必要なので
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しょうが、小中一貫教育校は、規模の大小にか

かわらず期待する成果を上げることができると

捉えているところであります。 

  ５点目に、緩やかな連携にとどめたらどうか

というような御質問でございましたけれども、

小中連携教育とは、小中学校が互いに情報交換、

交流することを通じ、小学校から中学校教育へ

の円滑な接続を目指すさまざまな教育であり、

小中一貫教育とは、小中連携のうち小中学校が

９年間を通じた教育課程を編成し、それに基づ

き行う系統的な教育であると文科省では捉えて

おります。 

  小中間の情報交換や交流を主とする小中連携

教育は、確かに小中一貫教育に比較し教員にと

っての負担は少し軽いかもしれません。しかし、

新庄市の子供たちを県内外で活躍できる「いの

ち輝くたくましい新庄っ子」に育てるためには、

小中連携教育をさらに進化させ、先進的な事例

も参考にしながら、９年間で計画的かつ系統的

に教育活動を行う小中一貫教育を推進していく

必要があるとの認識でこれまで取り組んできて

いるところであります。 

  平成27年４月開校の小中一貫教育校萩野学園

は、施設的にも新庄市が目指す小中一貫教育校

の教育内容の実践を保障する施設であります。

文字どおり小中学校の施設が一体化しているこ

とで、自然な小中学生の交流が進み、教職員の

連携も図れます。交流の移動時間や打ち合わせ

の時間のロスなどが減少し、教職員の負担を軽

減することにもつながるものと考えます。 

  これと並行して、学校運営にかかわるソフト

の面におきましても、９年間で子供が育つ教育

課程、行事、校内組織や分掌などについて、地

域や保護者の代表者及び北部地区の全教職員を

中心に準備を進めているところです。開校後の

運用に係る教職員の負担については、子供たち

に成果があらわれる指導体制を追求しながら、

教職員に過大な負担を強いるのではなく、持続

可能であることの視点も検討に加え準備を進め

ているところであります。 

  それまでの準備、開校直後などは、特に教職

員の負担は少なくないと思われますが、教職員

一人一人が県内初の施設一体型小中一貫校であ

る萩野学園の目指す姿を共有しながら、生きる

力を持った子供が育つ、県内外に誇れる学校を

つくりたいと準備を進めているところでありま

す。 

  以上でございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 丁寧なお答えありがと

うございました。 

  では、再質問ということで、国民健康保険税

の減免についてですが、財政が厳しいというこ

とで、今後も厳しいと思われるので、引き下げ

は困難だというお話でしたけれども、減免のこ

とについては、減免制度を使っている方がない

というか、国保税減免、申請減免で、なかなか

ないということなんです。ないこともあるよう

なんですが、その理由はどういうふうに考えて

おられるんでしょうか。 

佐藤信行税務課長 議長、佐藤信行。 

小嶋冨弥議長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 国民健康保険税の減免規定に

ついてですが、それを適用されているケースに

ついてです。 

  平成21年度以降でございますけれども、減免

規定の適用になったケース、その中で所得が皆

無になったり、あるいはそれに準じる状態にな

ったケースの件数を申し上げますと、平成23年

度に８件ございました。このうちの６件が東日

本大震災の被災者に対する減免でございました

けれども、残り２件につきましては、自営業の

方でございまして、病気による廃業のため所得

が激減したケースでございました。所得皆無、

生活困難を理由とした国保税の減免が行われた
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のはこのときだけでしたが、実績が多いという

わけではございませんけれども、少ないながら

も全くないわけではないという状態でございま

す。 

  その少ない理由というふうなことでございま

すけれども、減免申請を出した場合に、その審

査をいたします。審査をいたします際に、いろ

いろその方の家計の状況であるとか、あるいは

預金の状況であるとか、そういったものを調査

する必要がございます。そういうところで、こ

れをよしとしない方も中にはございまして、そ

ういう方については、減免申請による納税の緩

和ではなくて、ほかの納税の緩和制度を使って

対応するということもやってございます。具体

的に言いますと、執行停止というふうな方法で

あったり、あるいは換価の猶予というような方

法であったりすることがございます。 

  こうしたやり方のほうがいい場合もございま

すので、特別御本人がどうしても減免申請だと

いうようなことであれば別ですけれども、そう

でなければ私どものほうではほかの対応も模索

しているところでございまして、そういった点

で件数が少なくなるということはあろうかと思

います。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） お聞きして、規定がつ

くられたことによって使える方が出たというこ

とで、大変ありがたいことだったなというふう

に感じさせられました。 

  しかし、申請する段階でしにくいということ

はないのかなというふうに感じられます。とい

うのは、納期限内に申請するというのが新庄市

の場合だと思います。それを旭川では、納期限

内でなく、１月以降申請できるということで、

はっきりと去年とことしの所得が違うというこ

とがわかるのが１月過ぎだと思うんですが、そ

ういうことで減免申請しやすくしてるというか、

そういうことがあって画期的だと全国で言われ

ておりますが、そういったことも学んで、申請

しやすいように改善を図る必要があるかなと思

いますが、どうでしょうか。 

佐藤信行税務課長 議長、佐藤信行。 

小嶋冨弥議長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 ただいま旭川市の事例を御紹

介いただきまして、そのような方法はいかがか

というふうなお話でしたけれども、旭川市では

確かに、年を越してから、１月初めから３月末

までの期間を申請期間としてございます。これ

は、前年の所得とその次の年の所得との落差が

どの程度であるかということをはっきり確定す

るためにそのようにしているのだと私は思って

おりますけれども、実際、ほかの自治体の状況

等を鑑みますと、市町村税の実務提要というの

がございまして、そちらのほうでは、減免申請

というのは納期が到来する前のものを対象とす

るんだと、納期が既にもう到来してしまったも

のについては減免申請の対象にはできないよと

いうふうなことでございます。その辺のことが

ございまして、大体一般的にそのように、新庄

市の場合は納期限の７日前までにというふうな

ことでございます。 

  旭川市の場合、これをどういうふうにやって

いるのかというのは確認してございませんけれ

ども、恐らく納期を過ぎてもいいよということ

は絶対あり得ませんので、納期が過ぎてからで

も申請できるようにするためには、徴収の猶予

というふうな制度がございます。これでつない

でそちらのほうに移すというふうなことであろ

うかと思いますけれども、新庄市の場合も、徴

収の猶予及び減免申請については、審査会を開

いて判定するというふうな方法になってござい

ます。以上です。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 次に、窓口の一部負担
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の減免拡充について、制度見直しをしたいとい

う答えがありましたが、内容はどのように考え

ていますか。 

伊藤洋一健康課長 議長、伊藤洋一。 

小嶋冨弥議長 健康課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一健康課長 国保の一部負担金の減免の関

係でありますが、生活保護基準が引き下げられ

たことによりまして、その影響を排除するため、

生活保護基準が引き下げられましたが、引き下

げられる前の基準に戻して判断をするという改

正を行っております。以上です。 

小嶋冨弥議長 ただいまから１時まで休憩いたし

ます。 

 

     午前１１時５０分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

髙橋富美子議員の質問 

 

 

小嶋冨弥議長 次に、髙橋富美子君。 

   （３番髙橋富美子議員登壇）（拍手） 

３ 番（髙橋富美子議員） ９月定例会最後の一

般質問をさせていただきます。市民・公明クラ

ブの髙橋富美子です。市民の小さな声が市政に

反映することを願い、通告に従い質問させてい

ただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

  １点目は、こころの病の早期発見についてで

す。 

  こころの病の早期発見のツールとして、「こ

ころの体温計」の導入についてお伺いいたしま

す。 

  現在の社会はストレスが多く、こころの病に

苦しんでいる方が増加しております。昨年１年

間の自殺者数は全国で２万7,858人、15年ぶり

に３万人を下回ったものの、依然多くの人がみ

ずから命を絶っています。県内では新庄・最上

地域が最も多いと言われております。 

  新庄市においては、悩みを抱える本人・家族

を対象に、こころの健康相談、精神科医による

講演、セミナーなど積極的に取り組まれている

ことがうかがわれます。このような機会に相談

や講演会に参加できる方はまだよいほうであり、

助けを必要としていながら声を上げられず、相

談になかなか来られない方をどうするかであり

ます。ストレスに気づかないうちに重症化して

いく傾向もあり、いかにして悩んでいる方々を

支援していくかが大きな課題であります。 

  そこで、携帯電話やパソコンから誰でも簡単

に自分のストレスなどをチェックできるような

取り組みが必要ではないかと思われます。メン

タルヘルスチェックシステム「こころの体温

計」は、自分の心の状態、ストレスなどを確認

するもので、人間関係、居住環境、睡眠、心身

状態など11の質問に答えると、ストレスや悩み

の度合いといった診断結果がキャラクターの変

化で示されます。金魚鉢のイラストで描かれ、

ストレスが強いと赤い金魚がけがをした状態に

なり、対人関係で悩みがあると一緒に泳ぐ黒い

金魚が攻撃的になる。社会的ストレスは金魚鉢

をのぞく猫で表現され、家庭環境に問題がある

と金魚鉢にひびが入り、気持ちが落ち込んでい

ると水が濁ります。このように利用者は心理状

態を視覚的に確認することができます。また、

身近な人の心の状態をチェックする家族モード

や育児ストレス度などを調べる赤ちゃんママモ

ードもあることから、それぞれの結果判定の画

面で市や県の相談窓口や専門病院などの連絡先

を紹介するようなものです。こころの病の早期

発見ツールとして、自分でメンタルヘルスチェ

ックができる「こころの体温計」を市のホーム

ページに掲載して、こころの病の早期発見、自

殺予防対策のために導入すべきと思いますが、
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どのようにお考えでしょうか、お伺いいたしま

す。 

  ２点目に、不育症対策についてお伺いいたし

ます。 

  不育症は、妊娠が困難な不妊症とは異なり、

妊娠はするが流産や死産を繰り返す症状で、厚

生労働省は「２回連続した流産・死産があれば

不育症と診断する」と定義しています。また、

患者数は全国で140万人に上ると言われ、不育

症患者は妊娠経験者の約４％ぐらいと言われて

いることから、新庄市に当てはめると、年間

260人前後の新生児が誕生していることから、

約10人前後の赤ちゃんが不育症のために生まれ

てくることができない状態にあると思います。 

  原因については、染色体異常、子宮形態の異

常、血液が固まりやすく胎児に栄養が行き届か

ないことが挙げられますが、多くは不明とされ

ています。 

  しかし、一方で、適正な検査や治療を行えば、

８割程度の患者が出産可能となることもわかっ

ているようです。症状によって保険適用外の治

療もあり、数十万円から時には100万円を超え

る場合もあるようです。高額な検査費用と治療

薬を要するために、出産を諦めるケースも出て

くると伺っております。 

  一般に、不妊症の認知度は高く、補助制度も

充実していますが、不育症の認知度は非常に低

いのではないかと考えます。子供が欲しいと不

育症に悩む夫婦のために支援していくべきと思

います。不育症を多くの市民に知っていただき、

子供を授かりにくい家庭への支援のためにも、

市報などで特集を組んで周知することができな

いのか、また、専門的な病院なども一緒に紹介

できないか、そして気軽に相談できる体制づく

り、カウンセリングの充実を図るべきであると

思いますが、いかがでしょうか。また、保険適

用外の部分もあることから、高額な検査費用や

治療費に悩む方への経済的な支援のために補助

制度ができないか、お伺いいたします。 

  ３点目に、買い物弱者・交通弱者対策につい

てお伺いいたします。 

  高齢化や人口の減少化などを背景とし、家か

ら歩いていける小売店が少なくなり、かといっ

て車の運転ができず、家族の支援も得られない

ことから、食料品など日常の買い物に困る高齢

者がふえています。経済産業省によると、全国

で買い物弱者は約600万人いると推計されてい

ます。たまには買い物をゆっくり楽しみたいと

いうような声を耳にします。また、高齢で運転

が大変そうでも、免許を返納すると足がなくな

るからと頑張って運転している姿からは、わび

しさが感じられます。事故が起きてからでは遅

過ぎます。路線バスも鉄道もなければタクシー

などを使うことになり、経済的にも負担となり

ます。買い物弱者・交通弱者に関して、どのよ

うにお考えでしょうか。新庄市まちづくり総合

計画にあるデマンド交通システムの導入の現状

とあわせて、今後の計画についてお伺いいたし

ます。 

  ４点目に、投票環境の改善についてお伺いい

たします。 

  期日前投票をされた高齢者や障害者の方から、

「投票所の独特の雰囲気の中で宣誓書に記入す

る際、緊張して記入に時間がかかってしまっ

た」との声がありました。事前に宣誓書を書け

ないものかと思っていたところ、三鷹市や土佐

市での取り組みが新聞に掲載してありました。

期日前投票を行う有権者の利便性を向上させる

ため、市選挙管理委員会からはがきで郵送する

「投票所入場券」の裏面に「期日前投票宣誓

書」を印刷しています。これにより、期日前投

票を行う人は事前に宣誓書を書くことができる

ので、投票所で必要事項に書き込む負担が少な

くなり、投票の円滑化につながっているとの記

事でした。新庄市においても、期日前投票宣誓

書を投票所入場券の裏面に印刷し、受け付けの
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簡素化を図るべきではないか。 

  また、投票日において、高齢者や障害者の方

への配慮として、外履きのまま入場できるよう、

可能な限り投票所環境を改善すべきと考えます

が、いかがでしょうか。 

  最後に、救急医療情報キットの無料配布につ

いてお伺いいたします。 

  救急医療情報キットは、救急連絡先やかかり

つけ医療機関、服薬内容、持病などの医療情報

を容器に入れ、自宅の冷蔵庫に保管しておくも

のです。玄関と冷蔵庫のドアに情報キットのあ

ることを示すステッカーを張ることにより、救

急隊員が駆けつけた際に、必要に応じて冷蔵庫

を開け、救急情報を確認でき、万一の場合に備

えることを目的としています。安心して暮らせ

る地域づくりを推進するために、ひとり暮らし

の高齢の方、高齢者のみの世帯の方、健康に不

安を抱えている方に無料で配布してはどうか。 

  平成23年９月定例会においても同じ質問をさ

せていただきました。その際、市長より「もう

少し当地域の実情に合った方法、また、やすら

ぎ電話の効果なども含めて今後検証してまいり

たい」との答弁をいただきました。その後、ど

のように検証されたのかをお伺いいたします。 

  以上で壇上からの質問を終わらせていただき

ます。ありがとうございました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、髙橋市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  初めに、こころの病の早期発見についてお答

えします。 

  新庄市の自殺者は平成24年には11人おり、死

亡率では県平均を若干下回っておりますが、横

ばい状態、おっしゃるとおり県内では高い地域

に入っているというふうに感じております。 

  自殺予防の対策としては、悩みを抱えている

方をいかに早期に気づくことができるかが重要

な課題であり、その対策として各種の相談事業

を行っております。 

  精神科医や臨床心理士によるこころの相談会

は月１回実施しており、平成24年度の相談件数

は23件でありました。相談内容はアルコール依

存、統合失調症、出産後の鬱や、青壮年期のひ

きこもりなど多種多様で、件数も年々増加して

おります。また、司法書士による夜間の多重債

務相談は８件ございました。保健師による相談

は随時行っており、実相談者数は79人を数えて

おります。 

  また、これらの取り組みに加え、昨年度から

ゲートキーパー養成講座を開催しております。

ゲートキーパーとは、悩んでいる人に気づき、

声をかけ、必要な支援につなげ、見守る人のこ

とです。これらの取り組みは、つらさを話せる

相談相手が身近にいるという地域づくりを目指

すものです。メンタルヘルスへの関心も高く、

今年度は延べ103人の受講者があり、アンケー

トには自殺者を出さないように前向きに取り組

んでいきたいという思いが多く寄せられており

ます。一人でも多くの方にこころの病について

理解を深めてもらい、身近な方への支援の出発

点となっていただけるよう、継続して取り組ん

でまいりたいと考えております。 

  ストレスの度合いを知るツールといたしまし

ては、議員御指摘の「こころの体温計」は、東

海大学医学部で開発され、パソコンや携帯電話

から質問に答えることで、ストレス度をツール

で気軽に取り組める利点があります。 

  市といたしましては、さらにメンタルヘルス

に関心を持っていただくため、「こころの体温

計」のほか、厚生労働省で作成した「こころの

耳」というポータルサイトもあわせてホームペ

ージ等で紹介するとともに、市民の大切な命が

自殺によって失われることのないように、関係

機関と連携をとりながら心の健康づくりについ
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て啓発してまいりたいと考えております。 

  次に、不育症対策についてお答えします。 

  大変認識不足で、不育症というこのことにつ

いて質問があって、なるほどなというようなこ

と、御指摘ありがとうございました。 

  このことについては、妊娠はするけど、流産

などを繰り返して、結果的に子供が授からない

場合を不育症と呼ぶと、一般的に２回続いた流

産・死産があれば不育症と診断されると聞いて

おります。厚生労働省研究班によると、流産の

原因の半数が胎児の染色体異常で、それ以外の

要因として子宮の形が悪い子宮形態異常や甲状

腺の異常などがあります。原因がわからなかっ

た人でも、何ら治療を施さなくても次回の妊娠

で出産する場合もあり、原因が明らかな場合は

治療によって出産できる確率が高まると言われ

ております。 

  市といたしましては、不育症に関する情報を

周知し、流産を繰り返すことで子供を持つこと

を諦めていた方々が専門の医療機関で検査や治

療を受けられるよう、取り組んでまいりたいと

思っております。 

  不育症の検査や治療の費用につきましては、

ほとんど保険適用とされておりますが、場合に

よっては保険が適用されない治療もあるようで

あります。治療費等に対する補助制度は、県内

では村山市と長井市が実施しております。全国

的にも制度を設けている自治体が見受けられま

すが、内容はさまざまだというふうに聞いてお

ります。 

  今年度新たに特定不妊治療への助成をさせて

いただいた年でもありますので、今後、不育症

についても、治療費の現状や先進自治体の制度

について研究課題とさせていただきたいと思い

ます。 

  次に、買い物弱者・交通弱者対策についての

御質問ですが、少子高齢社会におきまして、ま

た核家族化による孤立する高齢者が年々ふえて

きているというような状況、そんな現状におき

ましては、民間の路線バスやタクシー運送にあ

わせ、市営路線バスとしての「かむてんバス」

が現在は地域の足として利用されているところ

であります。また、一部民間病院のバス運行や

福祉有償運送サービスも利用されております。 

  買い物弱者については、民間事業者による宅

配サービスや移動販売等を利用されている事例

もございます。 

  過去に行政の取り組みとして、平成22年から

23年度の山形県委託事業として、新庄ＴＣＭ株

式会社が事業主体となり買い物代行サービス事

業を行い、一般市民や福祉事務所へのＰＲなど

を図りましたが、利用者が少なく、採算性が合

わないため事業継続には至りませんでした。そ

のときに「実際に商品を手にとって選びたい」

との声が多く寄せられ、そのような結果も勘案

すると、高齢者を中心とした買い物弱者は、み

ずからが買い物をすることで楽しみを得ている

のだと思われます。また、高齢者だけでなく、

買い物をすることによって認知症の防止になる

というような結果も出ているというふうに承知

しているところであります。 

  地域公共交通を維持・活性化するためには、

利用者を初めとした地域主体、行政、交通事業

者などが連携し、地域公共交通を地域のニーズ

に合致したものにしていく必要があります。 

  新庄市まちづくり総合計画の施策である機能

的交通体系の確立を達成するための一つの手段

としてデマンド交通システムの導入を掲げてい

ますが、今後の計画といたしましては、「かむ

てんバス」のあり方も含め、他自治体において

行っているボランティアグループによる送迎シ

ステムなどのデマンド交通システム以外のさま

ざまな交通施策を参考に、本市の地理的特徴、

市民の利便性や高齢運転者の交通事故を減らす

目的での運転免許証の自主返納の促進などを考

慮するとともに、運営上において持続可能な交
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通システムをどう構築していくか。 

  現在、かむてんバス、土内線、それから芦沢

線が運行しているわけでありますが、相互乗り

入れというような形でかなりの方が定期的に利

用しているという実績がございます。そうした

ことも含め、さらに停留所をふやす、定期便を

出すというようなことも含めて、今後研究し、

実施していく方向で取りまとめていきたいとい

うふうに考えております。 

  投票環境の改善については、選挙管理委員の

事務局長より答弁をお願いいたします。 

  最後の救急医療キットの無料配布についてで

ありますが、平成22年11月、長井市が県内で初

めて導入しております。救急医療情報キットは、

緊急時に救急隊や病院が迅速に救命救急活動を

行えるようにするため、必要な情報、例えば持

病、かかりつけの病院、常服薬、緊急連絡先な

どを容器に入れ、わかりやすい場所に備えてお

くものでありますが、前回の御質問以降、県内

でも庄内町、大石田町、河北町が新たに導入し

ております。 

  高齢者向けのキットではありますが、配布対

象者や条件などは各自治体さまざまであり、ま

た効果につきましては、実際に活用されている

ケースはあるものの、詳しくは検証されており

ませんでした。また、キットに便乗した悪徳商

法や緊急連絡先等個人情報の取り扱いが課題と

なっております。 

  現在、新庄市では、高齢者の緊急時の通報対

策として「やすらぎ電話」を導入しております

が、当面、救急医療情報キットにかわるものと

して高齢者みずからが万が一の場合に備えてい

ただく方法などを市報や民生委員を通じて情報

提供させていただきながら、今後も需要や効果

について検証を続けていきたいと思っています。 

  現場のほうでは、一つの考え方といたしまし

て、子供たちに、敬老の日に合わせて「長生き

してください」というような声をかけながら、

冷蔵庫の脇にテープで張れるような簡易なキッ

トの作成などもどうだろうと考えているところ

であります。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

矢作勝彦選挙管理委員会委員長 議長、矢作勝彦。 

小嶋冨弥議長 選挙管理委員会委員長矢作勝彦君。 

矢作勝彦選挙管理委員会委員長 選挙に関するこ

とでありますので、まず私のほうからお答えさ

せていただきまして、再質問がありましたら、

事務局長さんのほうで御答弁しますので、よろ

しくお願いします。 

  １点目の期日前投票制度は、投票日の当日、

投票所で投票できない方が、その旨を宣誓する

ことで投票できる制度であります。入場券の裏

面に宣誓書の様式を印刷した場合、事前に記入

することが可能なことから、その信憑性の低下

やなりすまし等の不正が生じるおそれがあるた

め、新庄市では現時点では入場券の裏面に印刷

する考えはございませんが、県内で一、二市ぐ

らいやっている市がありますが、それなりの課

題もあるようですので、今後とも県内各市町村

の取り組み状況を調査してまいりたいと考えて

おります。 

  また、今回執行されました参議院議員通常選

挙における期日前投票において、受付では事務

効率と選挙人の負担を考え、聞き取り内容は本

人の確認と投票日当日に行けない理由のみを確

認しております。理由を聞き出す際も、簡単な

聞き取りをし、選挙人が不快にならないよう配

慮しております。その上で宣誓書に氏名を記入

していただいております。 

  期日前投票の終盤では混み合う状況もありま

すが、実際の平常ペースではおおむね１分程度

で、名前だけ記入してもらいますので１分程度

でございます。 

  選挙は、公平・公正の上、厳粛に執行される

ことから、若干事務従事者も選挙人も緊張する

ようですが、期日前投票日に気軽にお越しいた
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だけるような雰囲気づくりに努めてまいりたい

と考えております。 

  ２点目でございますが、新庄市における投票

所の数は、期日前投票所を含めまして33カ所あ

ります。うち、外履きのままで入場できる投票

所は、御案内のとおり市民プラザ、下水道庁舎、

雪の里情報館と期日前の選挙管理委員会の４カ

所ありますけれども、その他につきましては、

ほとんどが畳敷きの公民館や学校施設であるた

め、外履きを履いたまま入場できるような対策

を講じることは大変難しいかなというふうなこ

とで考えております。 

  高齢者や障害者への配慮といたしまして、車

椅子を投票所の大きいところ七、八カ所ぐらい

に配置しまして、あわせて選挙の事務従事者の

中で人的介助を行っております。また、各投票

所には老眼鏡とか文鎮等を配置しておりますが、

今後とも投票所環境を整備してまいるとともに、

こうした方々が、大変な方々は期日前の投票を

利用していただければ外履きのまま来られます

ので、ひとつその辺を活用していただくよう、

さらに啓蒙してまいりたいというふうに考えて

おります。以上です。 

３ 番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

小嶋冨弥議長 髙橋富美子君。 

３ 番（髙橋富美子議員） 大変ありがとうござ

いました。それでは、再質問をさせていただき

ます。 

  初めに、こころの病の早期発見についてです

が、先ほど市長より本当に前向きな答弁をいた

だきまして、ありがとうございました。 

  その中で、ちょっとセミナーのこととかで聞

いてみたいんですけれども、今までも何回かさ

れて、今まで取り組まれてきましたけれども、

数年参加者はふえている状況です。ただ、勤務

されている方は、日中はやっぱり参加できない

わけですので、講演会の時間帯など配慮が必要

なのではないかと思うのですが、その点はいか

がでしょうか。 

伊藤洋一健康課長 議長、伊藤洋一。 

小嶋冨弥議長 健康課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一健康課長 セミナーというのは、ゲート

キーパーの養成講座ということでよろしいんで

しょうか。時間帯としましては日中に行ってい

るわけではございますが、ゲートキーパーとい

うものの目的は、周りの方が心に不安を持つ方

に気づくための養成講座でございます。という

目的でございます。ですので、ふだんの見守り

の中で、こころの病に侵されている方々を見つ

けようということでございます。 

  平日の日中に実施しているということでござ

いますが、御要望があれば夜間ということも検

討する必要があるかなと思っておりますが、な

るべくこのゲートキーパーという数をふやして、

なるべく見つけられる方々をふやしていくとい

うことが目的でございますので、今後も時間帯

の変更は一つの方法であるというふうに考えま

して、検討していきたいと思います。以上です。 

３ 番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

小嶋冨弥議長 髙橋富美子君。 

３ 番（髙橋富美子議員） わかりました。 

  それでは、そのゲートキーパーなんですけれ

ども、民生委員の方も常日ごろの見回りとかで、

本当に身近でいろいろ活動されているわけです

けれども、民生委員の方でもいろいろなそうい

う……受講されている方もいらっしゃると思う

んですけれども、そのゲートキーパーの養成講

座などにも民生委員の方の出席とかはあるんで

しょうか。 

伊藤洋一健康課長 議長、伊藤洋一。 

小嶋冨弥議長 健康課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一健康課長 参加者についての詳しい構成

については、今のところ資料を持ってきており

ませんが、民生委員、区長さんを初め御案内は

差し上げております。以上です。 

３ 番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 
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小嶋冨弥議長 髙橋富美子君。 

３ 番（髙橋富美子議員） 先ほどこころの体温

計の話をさせてもらった中で、昨年４月に天童

市で初めてこの取り組みを行ったということで、

４月の開始から約10カ月間で利用アクセスが13

万件を超えたと新聞報道がありました。内訳と

しては、市民の利用が７割、それから市外の利

用者が３割、年代別では30代から40代、次に20

代、また50代と、こう幅広く利用されていると

のことなんです。 

  それで、これはパソコンとか携帯を持ってい

る方がやるわけですけれども、やはり高齢の方

になりますと、なかなかパソコンをお持ちであ

る方は少ないのかなというふうに思います。そ

こで、やはりこのゲートキーパーの活躍、もう

悩みを抱える人に声をかけたり話を聞いたり、

自殺を未然に防ぐこのゲートキーパーの役割は

やっぱりますます期待されると思いますので、

今後、啓蒙のほうをよろしくお願いしたいと思

います。 

  そしてまた、この10日から16日は自殺予防週

間ともなっておりますので、本当に私たち一人

一人が気配りをしながら、本当に自殺のないよ

うにしていきたいなと思っております。 

  次に、不育症対策についてであります。 

  先ほど市長のほうから答弁いただきまして、

詳しいことをお伺いしたんですけれども、実際、

新庄市において不育症の相談とか今まではあり

ましたか、お伺いします。 

伊藤洋一健康課長 議長、伊藤洋一。 

小嶋冨弥議長 健康課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一健康課長 先ほど市長の答弁にもありま

したが、不育症という言葉自体を聞くのも私も

初めてでございました。保健師のほうでもいろ

いろな相談を受けているわけですが、不育症と

いうことに関しては今まで御相談がなかったか

と思っております。 

３ 番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

小嶋冨弥議長 髙橋富美子君。 

３ 番（髙橋富美子議員） それでは、早速やっ

ぱり市報等で特集を組んでいただいて、本当に

啓発に取り組んでいただきたいと思います。 

  続きまして、買い物弱者・交通弱者について

質問させていただきます。 

  先ほど答弁あったんですけれども、かむてん

バスのお話がありました。本当に停留所がない

ところが多数ありますので、検証していただい

て、何とかかむてんバスのほうも利用拡大に取

り組んでいっていただきたいなと思うのが１点。 

  それから、現在、65歳以上の方が26.9％と新

庄ではなっております。これからますます高齢

化が進むと思うんです。それで、先ほど買い物

の取り組みとかさまざま聞いたんですけれども、

やはり新庄市独自でこのようなという、本当に

身近にできるようなことがあれば、教えていた

だきたいと思います。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

小嶋冨弥議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 買い物弱者ということで

最初お話がありました。デマンド交通も入りま

たけれども、これにつきましては、買い物だけ

でなくて、通勤、通学、通院というふうなこと

で、デマンド交通の中ではこの３つの大きな理

由でもって対策を練っているというのが、この

県下７市13町村導入しているデマンド交通の目

的であろうと思います。 

  片や、新庄の場合のように、生活路線バスと

して２路線、19年度から確保しておりますが、

このように市町村運営の生活路線バス、これは

25市町村ございまして、35市町村の中では34の

市町村がいずれかの形の中で自治体の公共交通

の体系の中に組んでいるというようなところが

事実でございます。 

  新庄市の場合も、区長と市長のまちづくり会

議の中でも、この弱者対策についての公共交通

というような問題も指摘がされ始めております。
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私どものほうでも、小中一貫校のスクールバス

との兼ね合いの関係の研究も含め研究を始めて

おりますが、公共交通体系全体の中でどのよう

な形を構築していけるのか、デマンド交通の新

たな導入、先ほど市長が申し上げましたとおり、

生活路線バスの拡充といったところも含めまし

て、片やもう一つ、さまざまな形の中に、集落

の中に送迎ボランティア組織をつくって、そこ

に市のほうで初期導入経費として支援している

というようなケースもございます。このような

ことも視察も含めて見聞していきながら、どの

形が持続可能で安定した形の足の確保という形

につながっていくのか、これを少し時間をかけ

ながらやっていく必要があろうかなというふう

に思ってございます。 

  したがいまして、具体的にはこれこれという

ようなものも１つは今言える段階ではありませ

んけれども、そのような考え方でございます。 

  停留所のほうの御指摘もありましたが、これ

につきましては、今の路線バスの中で見直しを

図っていくべきかなというようなことを思って

おります。 

  スクールバスとの兼ね合いの中で、小中一貫

校との改善が今、目の前に来ておりますので、

このようなことも含めながら考えてまいりたい

というふうに思っております。 

３ 番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

小嶋冨弥議長 髙橋富美子君。 

３ 番（髙橋富美子議員） 不安が多いと、やっ

ぱりますます問題になってくるので、なるべく

早く検証していただきたいなと思います。 

  ４点目に、次に、投票環境の改善について、

先ほどお話ありましたけれども、信憑性に欠け

る、さまざまありましたけれども、これからま

すますやっぱりそういう緊張する方とかも、た

かが１分と言われますけれども、やっぱりね。

当日行けないので期日前に行っているわけです

ので、その辺も考慮してもらいたいなと思うん

ですが、再度お伺いします。 

武田清治選挙管理委員会事務局長 議長、武田清

治。 

小嶋冨弥議長 選挙管理委員会事務局長武田清治

君。 

武田清治選挙管理委員会事務局長 期日前投票の

交付では、入場券に印刷してあるバーコードで

選挙人情報を読み取りまして、本人確認の上、

理由を聞き取り、プリンターから打ち出される

宣誓書に署名だけしてもらうわけですが、入場

券に印刷となりますと、住所、氏名など全て記

載してもらうことになります。その場合、本人

確認のほか、記載事項の点検照査や確認など、

受け付けに要する時間が現在よりかかってしま

うことになります。また、書いてこない人が相

当数予想されますので、受け付け以前に専用の

記載台を設けるなり、場合によっては記載事項

の記入を指導する人員配置も考慮する必要も出

てきます。そうしたことから、現在の署名だけ

してもらう方法が選挙人に一番負担が少なく、

受け付けにかかる時間も少なくて済み、合理的

であると考えておりますので、現在行っている

方法を当面継続する考えでありますが、先ほど

委員長が申し上げましたとおり、現実には県内

でも入場券に印刷している市町村もあるわけで

すので、その辺の動向を注意深く見守っていき

たいというふうに考えておりますので、よろし

くお願いいたします。 

３ 番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

小嶋冨弥議長 髙橋富美子君。 

３ 番（髙橋富美子議員） わかりました。本当

に県内の動向を見てもらって、ぜひ参考にさせ

てもらえばいいかなと思います。 

  あと、投票日の外履きのままということで、

市民プラザ初め４カ所では実施されているとい

うことです。畳の部屋もあるということも私も

わかっておりますけれども、例えば大きな学校

施設とかで、もし可能な限りというか投票所に
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外履きのまま入場できるようになれば、高齢者

の方もスムーズに入っていかれるのじゃないか

なと思うわけです。その点も再度お願いします。 

武田清治選挙管理委員会事務局長 議長、武田清

治。 

小嶋冨弥議長 選挙管理委員会事務局長武田清治

君。 

武田清治選挙管理委員会事務局長 学校施設にい

ろいろ対策を講じるとなりますと、実際は限ら

れた選挙事務従事者の中でその対策を講じなけ

ればならないと。初め、こうシートなんかを敷

く方法も考えられるわけですけれども、それを

敷くことはできても、実際今度は後片づけとな

りますと、次に開票がすぐ待っております。実

際の人員としては少ない職員の中で投票事務を

やり、また開票事務をしなければならない。そ

して、その結果も急いで開票所に投票箱──投

票録ですね、それも送致しなければならないと

いうふうなことで、なかなか現実的には難しい

問題もあるかと思います。 

  それで、私どものほうとして、高齢者や障害

者に対しましては、先ほど委員長のほうからお

話し申し上げましたとおり、そういった設備を

現在行っておりますので、それらの更新とか、

また少ない場合には補充というものを中心に整

備をしてまいりたいと思います。 

  また、そのほかいろいろな設備がございます

ので、そういった新しい設備なんかも投票管理

者、または地区の区長さんなりと相談しながら

整備をしてまいりたい、そしてできることから

やっていきたいというふうに考えておりますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

３ 番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

小嶋冨弥議長 髙橋富美子君。 

３ 番（髙橋富美子議員） わかりました。 

  それでは、最後に、救急医療情報キットの無

料配布について再度質問いたします。 

  先ほどやすらぎ電話の効果ということもあり

まして、ちょっと調べてみましたら、やすらぎ

電話の加入者は144台でしたか、設置なってい

るようです、これは去年のだと思いますけども。

それで、そのときのひとり暮らしの方は865名

となるんですかね。それで、ことしの25年度の

ひとり暮らしの老人世帯を見たら1,417世帯と

ありました。すごいふえているんですが。それ

で、このときに、ことし何台設置されたかはち

ょっと私わからないんですけれども、例えば去

年にしてみても、865人に対して144台の設置台

数、これはやっぱり個人の意向によるので、こ

ちらからということはないとは思うんですけれ

ども、ちょっと不安な数ではないかなと思った

んです。それで、その点を踏まえながら、やっ

ぱり救急医療情報キットが大切ではないかと思

ったところでした。その辺いかがでしょうか。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、小

野 享。 

小嶋冨弥議長 成人福祉課長兼福祉事務所長小野 

享君。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 救急医療

情報キットに関しての御質問でございます。 

  救急医療に関する高齢者の対策として貴重な

情報提供ありがとうございます。 

  ２年前に情報提供いただきまして、そのとき

の答弁では、現在やすらぎ電話を導入中だとい

うふうなことでお答えしておりました。その後

も状況としては、新たに災害時の要援護者に対

する取り組み等も含めまして、高齢者対策、見

守り対策を進めてきておるわけでございますけ

れども、ただいまやすらぎ電話の状況と、それ

から高齢者世帯の状況、数字が大分差があると

いうふうなところでの御不安、御意見をいただ

いております。 

  現状としましては、やすらぎ電話につきまし

ては、毎年広報に載せておりまして、こういう

状況の方はぜひお使いいただきたいということ

で、いわゆる上限は設けておりません。希望が
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あれば全て対応するというふうな状況にしてお

ります。 

  さらに、民生委員の方々にもこのやすらぎ電

話の制度があるというふうなことについては御

周知しておりますので、ひとり暮らしで、いろ

いろちょっと危惧されるというふうな状況の方

については、民生委員の方を通じて紹介いただ

くというふうなケースもございます。 

  「新庄の福祉」のほうにも記載しておるんで

すが、やすらぎ電話、昨年、24年度の状況とし

ては、いわゆる通報件数、個人の家庭から自分

でということになりますが、救急のほうに電話

があったケースが82件ございました。それはコ

ールセンターにまず電話が行くわけですけれど

も。そのうち、コールセンターのほうで、これ

はいわゆる救急のほうに対応が必要だと判断さ

れたケースが13件ございました。したがって、

その中で13件、毎年十五、六件前後そういうケ

ースがございますが、実際救急がすぐその場に

駆けつける、そして救急のほうから協力員とい

う方がいらっしゃいまして、すぐうちの近くの

方が駆けつけて、その方を介抱するなり、もし

くは救急車に搬入する手助けをしていただくと

いうふうな制度になっております。 

  ですから、やすらぎ電話自体は、非常に簡潔、

さらに効果のある制度だというふうに思ってお

ります。実際効果も出ておるというふうに認識

しております。 

  ただ、その普及の度合いにつきましては、先

ほど申しましたように、広報及びいろんな形で

周知しておるところでございますが、やはり完

璧というところはございませんので、将来的に

はその救急医療情報キットのような、いわゆる

本来は自分がふだんから情報を備えておって、

その救急隊員に提供できるような状況をつくっ

ておけばよろしいわけですから、そういうふう

な意識づけも含めて今後取り組んでいきたいと

いうふうに考えております。 

３ 番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

小嶋冨弥議長 髙橋富美子君。 

３ 番（髙橋富美子議員） わかりました。 

  先ほど市長からも、冷蔵庫の脇に子供さんた

ちが長生きをしてくださいねみたいなメッセー

ジを入れながら、そういうのもという話もして

いただきましたので、本当に新庄に見合った、

ぜひこれからの導入をしていっていただきたい

なと思います。本当に市民がいつでも安心して

暮らせるまちづくりをこれからもしていただき

たいなと思います。 

  これで質問を終わります。ありがとうござい

ました。 

小嶋冨弥議長 以上で今期定例会の一般質問を終

了いたします。 

 

 

散      会 

 

 

小嶋冨弥議長 お諮りします。今期定例会の本会

議をあす９月12日から９月19日まで休会したい

と思います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

今期定例会の本会議をあす９月12日から９月19

日まで休会し、９月20日午前10時から本会議を

再開いたしますので、御参集よろしくお願い申

し上げます。 

  本日は以上で散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後１時４６分 散会 

 



- 117 - 

平成２５年９月定例会会議録（第４号） 

 

 

平成２５年９月２０日 金曜日 午前１０時００分開議 

議 長 小 嶋 冨 弥     副議長 小 野 周 一 

 

 出 席 議 員（１８名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ２番   伊  藤     操  議員 

  ３番   髙  橋  富 美 子  議員     ４番   佐  藤  卓  也  議員 

  ５番   石  川  正  志  議員     ６番   佐  藤  義  一  議員 

  ７番   奥  山  省  三  議員     ８番   沼  澤  恵  一  議員 

  ９番   平  向  岩  雄  議員    １０番   小  野  周  一  議員 

 １１番   小  嶋  冨  弥  議員    １２番   清  水  清  秋  議員 

 １３番   小  関     淳  議員    １４番   遠  藤  敏  信  議員 

 １５番   新  田  道  尋  議員    １６番   下  山  准  一  議員 

 １７番   山  口  吉  靜  議員    １８番   森     儀  一  議員 

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 伊 藤 元 昭 

総 務 課 長 野 崎   勉  総 合 政 策 課 長 荒 川 正 一 

財 政 課 長 髙 橋 則 雄  税 務 課 長 佐 藤 信 行 

市 民 課 長 荒 澤 宏 二  成 人 福 祉 課 長
兼福祉事務所長 小 野   享 

子育て推進課長 
兼福祉事務所長 板 垣 秀 男  環 境 課 長 小 嶋 達 夫 

健 康 課 長 伊 藤 洋 一  農 林 課 長 齋 藤 彰 淑 

商 工 観 光 課 長 東海林   智  都 市 整 備 課 長 松 坂 聡 士 

上 下 水 道 課 長 髙 橋   弘  会 計 管 理 者
兼 会 計 課 長 近 岡 晃 一 

教 育 委 員 長 山 村 明 德  教 育 長 武 田 一 夫 

教 育 次 長 
兼教育総務課長 柿 崎 憲 一  学 校 教 育 課 長 髙 橋 千 春 

社 会 教 育 課 長 森   孝 治  
 

神 室 荘 長 伊 藤 忠 志 

監 査 委 員 髙 山 孝 治  監 査 委 員
事 務 局 長 冨 樫 雄 二 
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選挙管理委員会
委 員 長 矢 作 勝 彦  選挙管理委員会

事 務 局 長 武 田 清 治 

農 業 委 員 会 
会 長 星 川   豊  農 業 委 員 会

事 務 局 長 浅 沼 玲 子 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 高 木   勉  総 務 主 査 三 原   恵 

主 査 川 又 秀 昭  主 事 八 鍬 貴 征 

 

議 事 日 程 （第４号） 

平成２５年９月２０日 金曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 請願第４号の取り下げの件について 

    （決算特別委員長報告） 

日程第 ２ 議案第４８号平成２４年度新庄市一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ３ 議案第４９号平成２４年度新庄市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ４ 議案第５０号平成２４年度新庄市交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ５ 議案第５１号平成２４年度新庄市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ６ 議案第５２号平成２４年度新庄市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ７ 議案第５３号平成２４年度新庄市営農飲雑用水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ８ 議案第５４号平成２４年度新庄市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ９ 議案第５５号平成２４年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

日程第１０ 議案第５６号平成２４年度新庄市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 

 

    （総務文教常任委員長報告） 

日程第１２ 請願第５号消費税増税中止を求める意見書の提出を求める請願書 

日程第１３ 議案第４５号延滞金の割合の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の設定について 

 

    （産業厚生常任委員長報告） 

日程第１４ 議案第４６号新庄市子ども・子育て会議条例の設定についてから 

日程第１５ 議案第４７号市道路線の認定及び廃止について 

日程第１６ 平成２５年請願第３号ＴＰＰへの参加に反対する請願 

 

日程第１７ 議案第５７号平成２５年度新庄市一般会計補正予算（第２号） 

日程第１８ 議案第５８号平成２５年度新庄市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第１９ 議案第５９号平成２５年度新庄市公共下水道事業特別会計補正予算（第１号） 
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日程第２０ 議案第６０号平成２５年度新庄市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第２１ 議案第６１号平成２５年度新庄市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第２２ 議案第６２号平成２５年度新庄市水道事業会計補正予算（第１号） 

 

本日の会議に付した事件 

 

議事日程（第４号）に同じ 
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開      議 

 

 

小嶋冨弥議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名でございます。欠

席通告者はありません。 

  それではこれより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第４号）によって進めます。 

 

 

日程第１請願第４号の取り下げの 

件について 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第１請願第４号の取り下げの

件についてを議題といたします。 

  お諮りします。請願第４号新聞の軽減税率に

関する請願書については、請願者から取り下げ

たいとの申し出がありますので、これを許可す

ることに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

請願第４号の取り下げを許可することに決定い

たしました。 

  ただいまの議決により、日程第11に記載の請

願第４号を削除します。 

 

 

決算特別委員長報告 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第２議案第48号平成24年度新

庄市一般会計歳入歳出決算の認定についてから

日程第10議案第56号平成24年度新庄市水道事業

会計利益の処分及び決算の認定についてまでの

９件を一括議題といたします。 

  本件に関し決算特別委員長の報告を求めます。 

  決算特別委員長 髙橋富美子君。 

   （髙橋富美子決算特別委員長登壇） 

髙橋富美子決算特別委員長 おはようございます。 

  決算特別委員会における審査の経過と結果に

ついて報告いたします。 

  決算特別委員会は全議員をもって構成されて

おりますので、要点のみの御報告とさせていた

だきます。 

  それでは御報告申し上げます。 

  決算特別委員会に付託された案件は、議案第

48号平成24年度新庄市一般会計歳入歳出決算の

認定についてから議案第56号平成24年度新庄市

水道事業会計利益の処分及び決算の認定につい

てまでの計９件であります。審査につきまして

は、９月17日と18日の両日にわたり活発な審議

が行われたところであります。 

  初めに、議案第48号平成24年度新庄市一般会

計歳入歳出決算の認定については、各委員の質

疑の後、佐藤悦子委員より認定することに反対

の討論、佐藤卓也委員より認定することに賛成

の討論があり、起立採決の結果、賛成多数で認

定すべきものと決しました。 

  次に、議案第50号平成24年度新庄市交通災害

共済事業特別会計歳入歳出決算の認定について、

議案第51号平成24年度新庄市公共下水道事業特

別会計歳入歳出決算の認定について、議案第52

号平成24年度新庄市農業集落排水事業特別会計

歳入歳出決算の認定について、議案第53号平成

24年度新庄市営農飲雑用水事業特別会計歳入歳

出決算の認定についての４件は、質疑、討論は

なく、採決の結果、全員異議なく認定すべきも

のと決しました。 

  また、議案第49号平成24年度新庄市国民健康

保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、

議案第54号平成24年度新庄市介護保険事業特別

会計歳入歳出決算の認定について、議案第55号

平成24年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計
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歳入歳出決算の認定についての３件は、質疑の

後、討論はなく、採決の結果、賛成多数で認定

すべきものと決しました。 

  議案第56号平成24年度新庄市水道事業会計利

益の処分及び決算の認定については、質疑の後、

討論はなく、賛成多数で可決及び認定すべきも

のと決しました。 

  以上、決算特別委員会に付託された案件、議

案第48号平成24年度新庄市一般会計歳入歳出決

算の認定についてから議案第55号平成24年度新

庄市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算

の認定についてまでの８件については、いずれ

も認定すべきものと決し、議案第56号平成24年

度新庄市水道事業会計利益の処分及び決算の認

定については、可決及び認定すべきものと決し

ました。 

  議長よりよろしくお取り計らいくださいます

ようお願い申し上げ、決算特別委員会における

審査の経過と結果についての報告といたします。 

小嶋冨弥議長 お諮りいたします。 

  決算特別委員会は全議員をもって構成されて

おり、質疑、討論は終わっておりますので、直

ちに採決したいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  まず初めに、委員長報告のうち賛成多数で認

定すべきものとした件の４件について採決いた

します。 

  議案第48号平成24年度新庄市一般会計歳入歳

出決算の認定については、委員長の報告のとお

り決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

小嶋冨弥議長 起立多数であります。よって、議

案第48号は委員長の報告のとおり認定すること

に決しました。 

  次に、議案第49号平成24年度新庄市国民健康

保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について

採決いたします。 

  議案第49号は委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

小嶋冨弥議長 起立多数であります。よって、議

案第49号は委員長の報告のとおり認定すること

に決しました。 

  次に、議案第54号平成24年度新庄市介護保険

事業特別会計歳入歳出決算の認定について採決

をいたします。 

  議案第54号は委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

小嶋冨弥議長 起立多数であります。よって、議

案第54号は委員長の報告のとおり認定すること

に決しました。 

  次に、議案第55号平成24年度新庄市後期高齢

者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て採決いたします。 

  議案第55号は委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

小嶋冨弥議長 起立多数であります。よって、議

案第55号は委員長の報告のとおり認定すること

に決しました。 

  次に、全員異議なく認定すべきと決した議案

第50号平成24年度新庄市交通災害共済事業特別

会計歳入歳出決算の認定について、議案第51号

平成24年度新庄市公共下水道事業特別会計歳入

歳出決算の認定について、議案第52号平成24年

度新庄市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決

算の認定について、議案第53号平成24年度新庄

市営農飲雑用水事業特別会計歳入歳出決算の認

定についての４件は、全員異議なく認定すべき

ものと決しました。議案第56号平成24年度新庄

市水道事業会計利益の処分及び決算の認定につ

いては、委員長の報告のとおり決することに御
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異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第50号、議案第51号、議案第52号、議案第

53号の４件は、委員長の報告のとおり認定し、

議案第56号は委員長報告のとおり可決及び認定

することに決しました。 

 

 

総務文教常任委員長報告 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第12請願第５号消費税増税中

止を求める意見書の提出を求める請願書及び日

程第13議案第45号延滞金の割合の見直しに伴う

関係条例の整備に関する条例の設定についてま

での２件を一括議題といたします。 

  本件に関し総務文教常任委員長の報告を求め

ます。 

  総務文教常任委員長石川正志君。 

   （石川正志総務文教常任委員長登壇） 

石川正志総務文教常任委員長 私から総務文教常

任委員会の審査の経過と結果について御報告申

し上げます。 

  当委員会に付託されました案件は、議案１件、

請願２件であります。審査のため、９月13日午

前10時より議員協議会室において委員８名全員

出席のもと、担当課の職員の出席を求め審査を

行いました。 

  初めに、議案第45号延滞金の割合の見直しに

伴う関係条例の整備に関する条例の設定につい

ては、担当課職員の出席を求め審査を行いまし

た。 

  審査に入り、委員から、今まで年率14.6％に

該当したものはあるかとの質疑があり、担当課

より、特に延滞金の発生というものはないとい

う説明でした。 

  そのほか質疑はなく、この議案に関して採決

した結果、議案第45号については全員異議なく

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、請願第４号新聞の軽減税率に関する請

願書ですが、本日請願の取り下げが議決されま

したので報告は省略させていただきます。 

  請願第５号消費税増税中止を求める意見書の

提出を求める請願書については、紹介委員の出

席を求め、審査を行いました。 

  紹介議員より請願の趣旨説明があり、来年の

４月から消費税が８％、それからしばらくして

10％に消費税が引き上げられると言われている。

前に３％から５％に上げたときよりも、１人当

たりの年収が70万円ぐらい下がっていると言わ

れている今、消費税を上げないようにすべきで

あるとの内容でした。 

  審査に入り、委員から、消費税を増税しない

として、社会保障の財源のかわりになるものは

あるのかといった質問があり、紹介議員より、

税制改正を行い、支払い能力のある富裕層、大

企業に税金を多く払ってもらうという説明であ

りました。 

  この請願に関し採決した結果、請願第５号消

費税増税中止を求める意見書の提出を求める請

願書は、賛成少数により不採択すべきものと決

しました。 

  以上で総務文教常任委員会に付託されました

案件の審査の経過と結果について報告を終わり

ます。よろしくお願い申し上げます。 

小嶋冨弥議長 ただいまの委員長報告に対して質

疑に入ります。 

  初めに、請願第５号消費税増税中止を求める

意見書の提出を求める請願書について、質疑あ

りませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 
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   （「あります」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 佐藤議員、賛成ですか、反対です

か。 

   （「賛成です」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 それでは賛成討論、佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 請願第５号消費税増税

中止を求める意見書の提出を求める請願書に、

私は賛成討論を行います。 

  政府は、社会保障と税の一体改革関連法に基

づいて、消費税を来年４月から８％に、再来年

の10月から10％に増税することを目指していま

す。安倍首相は、現在の景気動向を踏まえ、学

識経験者や経済界など60人から、４月からの増

税実施についてヒアリングを行い、10月にも増

税実施の判断を行おうとしております。 

  消費税は、子供から高齢者まで、収入のある

なし、所得の多い少ないにかかわらず、同じ税

率の税金を支払わされる応能負担の原則に反す

る逆進性の強い税金であり、所得の低い人たち

に大変な負担を強いる最も不公平な税金です。 

  政府は、アベノミクスによって直近の経済指

標などから雇用や景気が好転していると言って

いますが、潤っているのはごく一部の大企業と

富裕層だけです。国民の多くは、景気がよくな

っているとは実感していません。収入がふえな

いのに、負担だけがふえているのが現実ですか

ら当然であります。 

  こうした中で、来年４月に消費税増税を強行

すれば、多くの国民の懐は冷え込み、価格に転

嫁できない中小零細企業は一層厳しい経営を強

いられることになるのは明らかです。その結果、

景気の後退を招き、さらなる財政危機に陥るこ

とになることは疑いありません。今求められて

いるのは、来年４月からの消費税増税の実施で

はなく、増税をきっぱりと中止することだと確

信します。 

  私たち日本共産党は、消費税に頼らなくても

社会保障を再生・充実させるという対案を持ち、

広く国民に公約として示しております。すなわ

ち不要不急の無駄を削り、行き過ぎた大企業と

富裕層への優遇税制を改め、応能負担を原則と

した税制改革を行い、働く人に賃金の引き上げ

と安定した雇用を保障することによって、経済

も財政も立て直すということです。多くの市民

き皆さんとともに、増税を中止させるために奮

闘することを表明して、請願への賛成討論を終

わります。御清聴ありがとうございました。 

小嶋冨弥議長 ほかに討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 ほかに討論なしと認めます。よっ

て、討論を終結し、直ちに採決したいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  暫時休憩します。 

 

     午前１０時２１分 休憩 

     午前１０時２２分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

  請願第５号消費税増税中止を求める意見書の

提出を求める請願書については、委員長報告は

不採択でありますが、請願第５号については原

案のとおり採択することに賛成の諸君の起立を

求めます。 

   （賛成者起立） 

小嶋冨弥議長 起立少数であります。よって、請

願第５号は不採択となることに決しました。 

  次に、議案第45号延滞金の割合の見直しに伴

う関係条例の整備に関する条例の設定について、

質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、
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質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第45号延滞金の割合の見直しに伴う関係

条例の整備に関する条例の設定については、委

員長の報告のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 議御異議なしと認めます。よって、

議案第45号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

 

 

産業厚生常任委員長報告 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第14議案第46号新庄市子ど

も・子育て会議条例の設定についてから日程第

16平成25年請願第３号ＴＰＰへの参加に反対す

る請願までの３件を一括議題といたします。 

  本件に関し産業厚生常任委員長の報告を求め

ます。 

  産業厚生常任委員長奥山省三君。 

   （奥山省三産業厚生常任委員長登壇） 

奥山省三産業厚生常任委員長 産業厚生常任委員

会の審査の経過と結果について報告申し上げま

す。 

  当委員会に付託されました案件は、議案２件、

継続審査の請願１件であります。審査のため、

９月12日午前10時より議員協議会室において委

員９名全員出席のもと、担当課の職員の出席を

求め審査を行いました。 

  初めに、議案第46号新庄市子ども・子育て会

議条例の設定については、子育て推進課から補

足説明を受けた後、審査を行いました。 

  子育て推進課の説明では、この条例は、子ど

も・子育て支援法の規定に基づき、子ども・子

育て支援事業計画に関して意見を述べるなど、

上位法に定められた役割を担うため、子ども・

子育て会議を設置するものとの説明がありまし

た。 

  審査に入り、委員から、飯豊町議会で同様の

条例案を執行部が取り下げた件についての説明

を求められ、子育て推進課からは、本条例につ

いては上位法に基づく会議の設置条例というこ

とで、飯豊町で議論となった町の子供たちの子

育てをどうしていくかのという目的が条例にな

いという意見が出されたことについては、担当

課からは、この条例にそのような目的を規定す

べきではなく、これについては、平成27年度か

ら計画期間となる子ども・子育て支援事業計画

の中でさまざまな方針を決定していくものとの

説明がありました。この条例は、あくまでも上

位法に沿った形で、子ども・子育て会議という

ものを設置するための条例だという説明であり

ました。 

  また、委員から、会議のメンバーの選任につ

いての質問があり、子育て推進課からは、幼稚

園、認証保育所、民間保育所、学校など、子育

てにかかわるさまざまな団体の方々や保護者の

方、市の職員など、バランスよく選任していき

たいといった説明がありました。 

  その他質問ありましたが、採決の結果、議案

第46号については全員異議なく原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  次に、議案第47号市道路線の認定及び廃止に

ついては、都市整備課から補足説明を受けた後、

審査を行いました。 

  都市整備課の説明では、いずれの路線も民間
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の宅地開発に伴う道路について、市に寄贈を受

けたことなどにより市道の認定をするものとの

説明がありました。 

  審査に入り、委員から、市道が延長になる分

の除排雪経費と除排雪場所についての質問があ

り、都市整備課からは、栗田１号線、２号線に

ついては、これまでも生活道路として除雪して

いたものが市道除雪に振りかわるだけなので経

費は要しないということ。下田地区については

費用積算は難しいけれども、除雪スペースにつ

いては十分確保できるとの説明がありました。 

  その他質問ありましたが、採決の結果、議案

第47号については全員異議なく原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  次に、平成25年請願第３号ＴＰＰへの参加に

反対する請願について審査を行いました。 

  審査において、委員から、事前交渉が始まっ

ているが、日本側の主張が通る見込みがなく押

されっ放しであり、今後さらに厳しい要求を突

きつけられる懸念もあるためＴＰＰには反対す

べきという意見がある一方で、ある委員からは、

請願の趣旨が政府ではなく自民党に対してのも

のとなっている。請願のタイトルだけで賛成・

反対を議論するのではなく、新庄市議会として

意見書を出すのなら、文章の内容に踏み込んで

審査すべきであるという反対意見が出されまし

た。 

  この意見に対して、さらにある委員からは、

政府・与党と自民党はイコールと考えて、ＴＰ

Ｐは国益にそぐわない部分が多くあるので反対

すべきといった意見が出されました。 

  また、ＴＰＰ参加について不利益をこうむる

部分を国が補償するのであれば、根本的には反

対するものではないといった意見なども出され

ました。 

  その他意見が出されましたが、採決の結果、

平成25年請願第３号については、全員多数で原

案のとおり採択すべきものと決しました。 

  以上で産業厚生常任委員会に付託されました

案件の審査の経過と結果についての報告を終わ

ります。よろしくお願い申し上げます。 

小嶋冨弥議長 ただいまの委員長報告に対して質

疑に入ります。 

  初めに、議案第46号新庄市子ども・子育て会

議条例の設定について、質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第46号新庄市子ども・子育て会議条例の

設定については、委員長報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第46号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第47号市道路線の認定及び廃止に

ついて、質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第47号市道路線の認定及び廃止について

は、委員長報告のとおり決することに御異議あ

りませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第47号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、平成25年請願第3号ＴＰＰへの参加に

反対する請願について質疑ありませんか。 

１０番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

小嶋冨弥議長 小野周一君。 

１０番（小野周一議員） 今の委員長の報告によ

りますと、請願趣旨に対して賛成の意見、反対

の意見あったようにお聞きしました。しかしな

がら、全員賛成というそういう言葉で述べられ

たんですけれども、委員長の私見的な考えでそ

う述べられたか、そのようにお伺いします。 

奥山省三産業厚生常任委員長 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 産業厚生常任委員長奥山省三君。 

奥山省三産業厚生常任委員長 済みません、失礼

しました。「賛成多数」というふうに訂正いた

します。 

小嶋冨弥議長 よろしいですか。 

１０番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

小嶋冨弥議長 小野周一君。 

１０番（小野周一議員） 正式な申し入れを受け

て訂正なさるわけですね。 

小嶋冨弥議長 それでよろしいですか、委員長。 

（「はい」の声あり） 

  そのように取り計らいたいと思いますので、

御了承お願いいたします。 

  ほかに質疑ありませんか。 

１２番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

小嶋冨弥議長 清水清秋君。 

１２番（清水清秋議員） 委員長報告は今聞いた

わけですが、私この前のＴＰＰに関しての請願

に対して、御意見、質問したことを審査された

というか議論されたということがちょっと受け

取れなかったものだからお聞きしたいのですが、

１つは、一番国益をことごとく明け渡した件に

関して継続審査するということで、そのことの

内容をきちんと検討していただきたいと。検討

しますと委員長が答えております。このことに

ついて、国益をことごとく明け渡したという内

容、どういうふうな物事と捉えてなされたのか、

その辺をもう少し詳しくお聞かせいただきたい

と思います。 

奥山省三産業厚生常任委員長 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 産業厚生常任委員長奥山省三君。 

奥山省三産業厚生常任委員長 清水委員の質問で

すけれども、国益をことごとく明け渡したとい

う点については、それについては質疑ありませ

んでした。 

１２番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

小嶋冨弥議長 清水清秋君。 

１２番（清水清秋議員） 何回も繰り返したくな

いんですが、前議会のとき委員長に質問した際、

継続審査となったことにおいて、「次の委員会

で検討いたします」と議事録にあるわけで、そ

ういうふうなことをお聞きしたわけですが、そ

ういう国益をことごとく明け渡したという文言

から見れば、あらゆることを日本の……、この

ＴＰＰに参加する物事、国益が出てこないとい

うような文言の使い方、こういうことに対して

もう少し慎重に検討してもらうということがこ

の前の委員長報告であるわけですから、なぜさ

れなかったのか。委員長が委員会のときに、こ

ういうことが事前に質問ありましたというふう

なことは委員会にかけられたのか、その辺をお

聞かせいただきたいと思います。 

奥山省三産業厚生常任委員長 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 産業厚生常任委員長奥山省三君。 

奥山省三産業厚生常任委員長 委員の中には、さ

っき申し上げましたように文章の内容に踏み込
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んで審査すべきであるという意見も出されてお

りますけれども、事務局の説明では、請願の文

章の内容に関しては、こちらで訂正というか、

それはできないということですので、その文章

の内容までは審査としては、反対意見はあった

んですけれども、そういうふうに文章の内容ま

でには踏み込んではいかなかったということで

ございます。 

１２番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

小嶋冨弥議長 清水清秋君。 

１２番（清水清秋議員） 委員長、会議記録に載

って私は聞かせてもらっているんだけれども、

そういうことを約束している会議記録があるわ

けです。約束というか、そういうふうに答弁し

ているものがあるんです。いいですか。そうい

う会議記録にのっとって委員長が答弁した内容、

「検討します」「よろしくお願いします」、そう

いうことなんです。これは、今回の委員会でき

ちっと議論してもらう、するべきだったものと

私は思うわけであります。それをなさらないと

いうことは、審査も当然不十分と言わざるを得

ない。 

  そういう中で、賛成多数、そういう運びは委

員会の運び方としては私は認めるわけにはいか

ない。きちっと国益があるかないか、この文章、

この請願書では、ことごとく明け渡したという

ことは何もないということに等しいわけですが、

その内容というのはどういうものがどういう形

でどういうふうになるかということを私は議論

してもらいたいということなんです。そういう

ふうな審査がなされない。どうも委員会の審査

は不十分だと言わざるを得ない。 

  これに対して、もうこれ以上質問できないわ

けですが、なぜそうなったのか、どうも理解に

苦しむわけであります。きちっと「次の継続審

査において検討します」と、委員長が前回の私

の質問に対して答えているわけです。これをど

う受けとめて、こういうふうな審査の結果の報

告をなされたのか、私は納得がいかない。この

ことに対して、もうこれ以上、もう一回はでき

ないわけですから、このことに対して委員長は

どういうふうに受けとめられるのかお聞かせい

ただきたいと思います。 

奥山省三産業厚生常任委員長 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 産業厚生常任委員長奥山省三君。 

奥山省三産業厚生常任委員長 先ほども申し上げ

ましたように、請願の文章の内容までについて

は、例えば請願をこちらから政府のほうに、こ

の案件が採択された場合ですけれども、意見書

として出す場合ですけれども、その請願の内容

についての文章について変更ができないという

内容です。 

  ただ、先ほど申し上げましたように、皆さん

で話しましていろいろな意見は出ましたけれど

も、先ほど申し上げましたように出ましたけれ

ども、検討というか、国益に関してのみの質疑

というか、それに関しては出なかったのが本当

の話であって、ただ、皆さんの意見としては、

この案件は採択するというか意見書を提出する

ということになったわけです。ただ、清水議員

が言う内容につきましては、皆さんからそうい

う意見が出なかったというのが本当の事実でご

ざいます。 

小嶋冨弥議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「議長」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論の発言を許します。石川議員、

賛成ですか反対ですか。（「採択に反対です」の

声あり） 

  原案に反対討論として石川正志君。 

５ 番（石川正志議員） それでは、本請願の採

択に反対の立場から討論をさせていただきます



- 128 - 

ので、よろしくお願いいたします。 

  まずは、請願というものは、憲法及び地方自

治法によって広く国民に認められている権利で

す。このため、市議会での請願審査においては

十分な調査と慎重な議論を踏まえ、採択するべ

きか否かを決めなくてはなりません。 

  これはどういうことかといえば、請願の表題

「ＴＰＰ参加反対」などのタイトルだけで可否

を判断せずに、請願者が提出してきた請願書自

体の内容が妥当か、または文章表現が適切かど

うかなどといったことを慎重に審査しなければ

ならないと考えます。このようなことを鑑みま

すと、今回の請願第３号の文章には、事実と異

なる部分が見受けられる上、政府・与党に対す

る誹謗中傷も含まれたものとなっております。

仮にこの請願が本会議において可決されること

になれば、このような内容で新庄市議会の意見

書を作成し、新庄市議会の機関意思として政府

関係機関に提出されることになるわけです。新

庄市議会の意思決定となるのです。 

  議員の皆さん、私はこの反対討論を通じて皆

さんに訴えます。繰り返しになりますが、議会

における請願審査は、単にタイトルだけで判断

してはいけません。請願書自体の内容や文章表

現まで踏み込んで、その可否を判断すべきであ

ります。私は、この請願が原案どおり採択され、

この趣旨内容で新庄市議会の意見書として提出

されることに反対です。 

  具体的に申し上げれば、これはＴＰＰ参加反

対の意見書の提出を求める請願でありますので、

この内容での意見書提出に反対するものであり

まして、決してＴＰＰ参加について新庄市議会

として可否あるいは意思決定をしているわけで

はないのです。 

  産業厚生常任委員会の皆さん、私は皆さんが

真剣に話し合われた結果をないがしろにするわ

けではありません。しかしながら、この請願書

の内容で意見書となり、新庄市議会の機関意思

となることは容認できません。採決の際は、た

だいま申し上げました点をいま一度考慮の上、

適切な判断をお願いしたいと思います。一人で

も多くの議員の良識を信じ、反対討論を終わり

ます。ありがとうございました。 

小嶋冨弥議長 ほかに討論ありませんか。 

   （「あります」と呼ぶ者あり） 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 原案に賛成討論として佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） ただいま反対討論をお

聞きしましたが、私は内容がよく伝わりません

でした。それで、準備はしていませんでしたけ

れども、この請願を採択すべきだという立場か

ら、請願に賛成の討論を行いたいと思います。 

  事実と異なる部分があると先ほどの反対する

話の中にありましたが、どこが事実と異なるの

か。また、政府・与党への誹謗中傷が含まれる

とおっしゃっておりましたが、誹謗中傷という

のは事実と異なるということなどで、違うこと

をでっち上げて言うことだと思うのですが、ど

こが違うのか、それが全く明らかにされません

でした。 

  私は、この請願のＴＰＰ参加をしないという

この請願の……。 

小嶋冨弥議長 佐藤議員、討論を賛成の立場で述

べてください。 

１ 番（佐藤悦子議員） 請願を出すべきだと思

います。新庄市の基幹産業は農業だと言われて

おります。確かに農業に従事する人口は少ない

かもしれません。しかし、新庄市で農業をやっ

ている方々が本当に安心して続けられる、子供

たちに継げと言えるような農業になる、そうな

るためにはやはりＴＰＰに参加しないで、自国

の米やその他つくられるものが、自分たちの関

税などをちゃんと決めて輸入をふやさないよう

にしていく、これが私は大事だと思います。 

  かつて日本では、戦後間もなく80％近い自給

率がありました。それが自由化で輸入が広げら
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れた結果、今、自給率は39％を切ろうとしてい

ます。ＴＰＰに参加すれば関税がなくなるわけ

ですから、撤廃されていくわけですから、自給

率は５％になっていくとも言われています。そ

れで本当に子供たちに安心な食べ物を保障でき

るんでしょうか。 

  食の安全という点で、ＴＰＰに参加すること

は、食の安全が守られなくなってしまいます。

なぜかといえば、今アメリカなどでは、日本で

は許されていない農薬や食品添加物が何十倍に

も多く使われております。日本では許されてい

ないものがたくさんあるんです。それが自由化

になってどんどん入るようになれば、中国の日

本で許されない農薬がついていたホウレンソウ

の問題が出たり、給食に使われていたといって

大問題になりましたが、そういったことがずっ

と続いていくわけです。子供たちの食の安全を

守るためにも、私はＴＰＰには参加すべきでは

ないと思います。 

  また、医療の安全という点でも、私はＴＰＰ

に参加すべきでないと思っています。医療の安

全ということで請願に書いてありますので見て

ください。書いてあります。国民皆保険が、Ｔ

ＰＰに参加すればなくなります。そして、アメ

リカのようになってしまうということです。 

小嶋冨弥議長 佐藤議員、含意に沿って手短に結

論を申し上げないと議事進行できませんので。 

１ 番（佐藤悦子議員） ＴＰＰには参加すべき

でないと。ということで、国民の命と安全を守

る立場から、ＴＰＰに参加するなというこの請

願を通すべきだと思います。 

  以上、賛成の討論を終わります。 

小嶋冨弥議長 ほかに討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  平成25年請願第3号ＴＰＰへの参加に反対す

る請願については、反対討論がありましたので

起立採決いたします。 

  平成25年請願第３号について、原案のとおり

認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

小嶋冨弥議長 起立少数であります。よって、平

成25年請願第３号は不採択とすることに決しま

した。 

  ただいまから10分間休憩いたします。 

 

     午前１０時５５分 休憩 

     午前１１時０５分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日程第１７議案第５７号平成２５

年度新庄市一般会計補正予算（第

２号） 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第17議案第57号平成25年度新

庄市一般会計補正予算（第２号）を議題といた

します。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 13ページの２の11で、

街頭防犯カメラ整備業務委託料770万2,000円に

ついてお聞きします。 

  設置する場所と数はどういうところなのでし

ょうか。また、不特定多数の人の肖像を個人識

別可能な精度で連続して撮影し、録画し配信を



- 130 - 

行う大量の監視カメラは、プライバシー権など

の保障の観点から見過ごせない問題とも言われ

ております。そこで、監視カメラの設置場所に

は、録画していること、目的とか設置者、連絡

先を明示しなければならないと思うわけですが、

その点はどうなんでしょうか。 

  また、画像の提供利用についてなんですが、

画像情報を設置目的以外に利用しないという立

場でおられるのか。不要になれば直ちに消去す

るということも考えておられるのか。そこで生

じた犯罪に関する画像以外、令状によらない任

意に捜査機関に提供しないと言えるのか。本人

による、写された本人です、開示請求に応じる

姿勢はあるのか、まずお聞きします。 

  次に、12ページの２の６旧乳幼児保育所用地

測量49万2,000円が出ていますが、今後の利用

方法はどのようにお考えなのかお願いします。 

  次に、17ページの３の３保育所費、修繕料

490万円の内容はどういうものでしょうか。 

  25ページの８の２、修繕料470万円が水上が

り対策と言われました。その地区はどこでしょ

うか。 

  27ページの10の１、修繕料778万3,000円とあ

りますが、この内容についてお願いします。 

小嶋達夫環境課長 議長、小嶋達夫。 

小嶋冨弥議長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 防犯カメラについての御質問

でございます。場所と数ということでございま

すが、現在のところ想定しております場所につ

いては、ＪＲ新庄駅の西側及び南十字路の交差

点付近を検討しております。 

  それから、議員さんのおっしゃられました防

犯カメラの設置の有無に係る表示でございます

が、防犯カメラの設置ということでの表示は検

討したいというふうに考えております。 

  それから、メモリーですね、録画のメモリー

については、ある程度メモリー機能のあるもの

として想定はしております。その後に画像の録

画したものの公開ということになるわけでござ

いますが、現在のところ録画したものについて

の使用の目的としましては、犯罪発生時の捜査

に係る分の画像、それから例えば災害が発生し

たときの現状の確認等でございます。南本町十

字路につきましては、さまざまなイベント等あ

りますので、個人の識別ができないような状況

になろうかと思いますがか、そういうものも検

討の範囲ではございます。 

  それから、令状と開示請求ということでござ

いますが、この件については個人情報等ありま

すので、詰めた設置の方法で設置していきたい

というふうに考えております。以上でございま

す。 

髙橋則雄財政課長 議長、髙橋則雄。 

小嶋冨弥議長 財政課長髙橋則雄君。 

髙橋則雄財政課長 財政課の財産管理費に関して

の御質問でございます。 

  旧乳幼児保育所用地測量業務委託料49万

2,000円でございますが、乳幼児保育所につい

ては昨年度解体完了いたしまして、その後、利

用の方向について検討した結果、売り払いとい

うことになっております。それで、ただいまそ

の処分について手続を行っているところでござ

います。最初に測量いたしまして、その後鑑定、

それから値段の決定というふうに進めていきた

いと思っております。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 議長、

板垣秀男。 

小嶋冨弥議長 子育て推進課長兼福祉事務所長板

垣秀男君。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 17ペー

ジの保育所運営事業費の修繕料の御質問でござ

います。 

  修繕料490万円ございますが、この内訳とい

たしましては、保育所の遊具の修繕、これは毎

年点検を行っておりますが、その点検でもって

危険だと言われたところの修繕に97万円ほどか
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かります。 

  それから、中部保育所ですが、中部保育所の

屋根の改修修繕、それに200万円ちょいです。

それから、あわせて中部保育所の地下タンクが

あるんですが、その地下タンクの改修修繕に

180万円ほどというふうなことでございます。 

松坂聡士都市整備課長 議長、松坂聡士。 

小嶋冨弥議長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 流雪溝関係でございます。

８款土木費、２雪総合対策費、25ページでござ

いますけれども、それの修繕470万円の内訳で

ございます。主に水上がり対策に伴った修繕、

これが４カ所ほど、それから河川に設置する水

位計が１カ所、あとグレーチング等の修繕でご

ざいます。合わせまして470万円ほどでござい

ます。以上でございます。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 議長、柿崎憲

一。 

小嶋冨弥議長 教育次長兼教育総務課長柿崎憲一

君。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 27ページの小

学校管理費の修繕料でございますけれども、新

庄小学校給食室のピット内給油管配管の改修

147万円、それから北辰小学校の地下タンク注

入管配管の修繕115万5,000円、あと洋式便所へ

の改修というようなことで４校でございますけ

れども、合わせて246万円というようなことで、

全体としては18件の修繕料でございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 今、防犯カメラについ

て、場所が駅の西と南十字路交差点付近という

ことで考えておられるということでした。犯罪

防止ということなんですが、これが本当に犯罪

多発地帯というふうに見ておられるのか、それ

から予防効果が具体的に期待できるのか。それ

をお聞きしたいと思います。 

  監視カメラが、個人のプライバシー権などの

保障が行われているか。監督する機関として、

行政とは独立した第三者機関を設置して、市に

対する調査権限（勧告、是正、命令）等の権限

を付与すべきではないかと考えますが、その点

についてどうお考えか、再度お聞きします。 

小嶋達夫環境課長 議長、小嶋達夫。 

小嶋冨弥議長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 それでは、防犯カメラの設置

箇所についてでございますが、犯罪地帯なのか

ということでございますが、犯罪地帯だからと

いうことではなくて、防犯カメラを設置するこ

とによりまして犯罪の抑止効果、これらは大変

効果があるものというふうに聞いております。

新庄市、新庄最上地区の玄関となりますＪＲの

西口に設定をするということで、犯罪力の抑止

効果、相当なものが期待できるだろうというふ

うな考えに基づいております。 

  それから、第三者機関ですが、現在、防犯カ

メラに係る肖像権についての第三者機関という

ことは想定しておりませんが、なお研究したい

というふうに考えております。 

  それから、もう一つは何でしたでしょうか。

（「よろしいです」の声あり）いいですか。 

  以上でございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 今、犯罪の抑止効果と

いうことでありましたが、本当に期待できるの

かと疑問があります。というのは、イギリスで

防犯カメラをたくさん設置しているということ

で有名なようです。それを、イギリスの議会で

経済効果を見たりして話し合いがされたようで

す。そこで言われたことは、暴力犯罪は防げな

い、効果なしということです。もう一つは、小

さなひったくりみたいなものとか自転車泥棒と

か、そういうものについてみたいな小さいなも

のについては散らばるそうです。そこから別の

ところに。 
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  そして、経済的な問題では、イギリスで１年

間、2008年に１年間1,000台のカメラでどのぐ

らい軽犯罪検挙ができたか調べたら、１年間24

時間稼働させ1,000台のカメラを使ったので、

１件の犯罪検挙率しかなかったと報告されてお

ります。ここで770万円という大変な金額を使

うわけですが、しかし、犯罪検挙率については

ほとんど効果がないというか、そういう結果が

イギリス議会で言われているようです。 

  むしろそれよりも、関係がない、犯罪とは関

係ない一般の人たちが、肖像、自分の知らない

間に、本人が知らない間に写され、撮影、録音

されたりして、これをいつ誰がどのような目的

で利用するか、本人がコントロールできないと

も言われています。公道において、公権力の行

使として、写真撮影について個人の私生活上の

自由の一つとして、何人も、その承諾なしに、

みだりにその容貌や姿を撮影されない自由が保

障されています。 

  しかも、デジタル画像映像は、写真よりも複

製の作成や検索、利用がはるかに容易であると

言われています。はるかに写真よりもプライバ

シー侵害の危険が深刻だと言われています。こ

れは、結局、個人から見れば、そこに自分が行

ったかもしれないということを知らされること

になるわけで、移動の自由を萎縮させられると

言われています。また、表現、思想、良心の自

由、こういったことも侵害されると言われてい

ます。危険性が非常に大きいと言われています。 

  私は、カメラ設置よりも有効な防犯対策があ

るのではないかと思います。例えば、ひったく

りとかそういうのが多発する場所がある、ある

いは時間帯があるということがあれば、住民に

広報するとか、その間は警察に回ってもらうよ

うにするとか、そのほうがはるかにお金がかか

らず、しかもプライバシー権を侵害せずという

ふうに思うわけなんです。そういったことにつ

いてどうお考えなのか、再度お聞かせいただき

たいと思います。 

  それから、水上がり対策、都市整備課長から

４カ所ということでしたが、この４カ所の場所

を教えていただきたいと思います。 

小嶋達夫環境課長 議長、小嶋達夫。 

小嶋冨弥議長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 ただいま検挙率に対しての効

果がないのではないかということでございまし

たが、ＪＲ新庄駅につきましては、青少年等の

指導者たち、あるいは学校関係者さまざまな方

たちが、市内に通学しております生徒、それか

らお客さんに対してもですが、犯罪が起きない

ようにということで、さまざまな啓蒙の場所と

して活動しておられます。そういった中で、犯

罪が起きないという状況は大変ありがたいわけ

ですけれども、抑止効果をさらに高めるという

ことでの話の中でございます。 

  万が一発生したときには、市民の安全・安心、

それから利益を守るということで、防犯カメラ

のデータを活用するというときはあるかもしれ

ませんけれども、あくまでも犯罪の抑止でござ

います。そこら辺を御理解いただきたいという

ふうに思います。 

  データに関しては、不特定多数が触れるよう

な管理ということで検討しているところではご

ざいません。きちんとした新庄市が責任を持っ

て、市民の観光あるいは通学の窓口となってお

ります、多数人が出入りする場所の管理をした

いと、犯罪が起きないようにしたいということ

でございますので、御理解をいただきたいと思

います。 

松坂聡士都市整備課長 議長、松坂聡士。 

小嶋冨弥議長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 水上がり箇所の解消でご

ざいます修繕、その場所でございます。４カ所

とございまして、城西町、番場町、あとは宮内、

梨ノ木、金沢新町というふうな形で４カ所ほど

予定してございます。 
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小嶋冨弥議長 ほかに質疑ありませんか。 

５ 番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

小嶋冨弥議長 石川正志君。 

５ 番（石川正志議員） ２点ほど考えておった

んですが、今の方が25ページの雪総合対策費に

ついては質問されたので、私からは１つだけお

伺いいたします。 

  補正予算書で全体的に見られる学校初め都市

公園までの公衆トイレの洋式化というのがござ

いましたが、各担当課からの説明よりも、むし

ろ新庄市として洋式化をどういうふうに今回捉

えた補正であったのか、その１点だけお伺いい

たします。 

髙橋則雄財政課長 議長、髙橋則雄。 

小嶋冨弥議長 財政課長髙橋則雄君。 

髙橋則雄財政課長 トイレの洋式化についてでご

ざいますけれども、近年、洋式でないと用を足

せない子供あるいは大人の方もいらっしゃいま

す。そこで、公共施設について洋式化が進んで

ないという部分がございますので、今回補正に

上げさせていただいたわけですけれども、まだ

まだ整備はこれからでございますので、計画的

に行っていきたいと思います。 

１０番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

小嶋冨弥議長 小野周一君。 

１０番（小野周一議員） 私から３点ほどお聞き

します。 

  20ページの農林水産業費の農業振興費の農作

物等災害対策事業費補助金、次に21ページの農

地費の一般土地改良事業補助金、最後に、飛び

まして30ページの教育費の重文旧矢作家住宅管

理事業費についてお聞きします。 

  まず最初に、農業振興費なんですけれども、

この項目122万9,000円ほど計上されておるわけ

ですけれども、この使い道についてお聞きした

いと思います。 

  回数あるから、次に農地費についても説明お

願いします。 

齋藤彰淑農林課長 議長、齋藤彰淑。 

小嶋冨弥議長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 初めに、20ページの農業振興

費の中の農作物等災害対策事業補助金ですが、

この内容につきましては、先般７月８日、それ

から７月17日から18日にかけての大雨によりま

して、市内本合海初め畑、吉沢、芦沢、角沢、

鳥越等の地区におきまして、冠水被害が約100

ヘクタールほど発生しました。その対応としま

して、県の補助率３分の１、市のかさ上げ６分

の１が義務づけられておりまして、肥料、農薬

等の補助ということになります。10アール当た

り2,500円の平均単価でもって、肥料散布、農

薬に当たられた方々に対しまして、これから助

成したいというふうな内容のものでございます。 

  それから、21ページの一般土地改良事業補助

金でございますが、この事業につきましても、

この７月の大雨によりまして、市内23カ所ほど

の地域におきまして農地に土砂が流入したり、

あるいは農道が決壊したり、あるいは山地から

土砂が崩落しまして水路をふさいだというふう

なケースがございました。この中、総額約

1,600万円ほどの災害査定金額でございますが、

この中で、現在、市の一般土地改良事業の補助

金の中において、災害復旧を補助でもって対応

したいというふうな、13の地区におきまして

30％の復旧補助をするものでございます。以上

です。 

森 隆志社会教育課長 議長、森 隆志。 

小嶋冨弥議長 社会教育課長森 隆志君。 

森 隆志社会教育課長 矢作家住宅の修繕料の御

質問でございますけれども、内容につきまして

は、昨年の雪によりましてカヤ屋根、これらの

一部が破損したことによる修繕でございます。 

１０番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

小嶋冨弥議長 小野周一君。 

１０番（小野周一議員） 最初の農業振興費なん

ですけれども、これについては、私は新庄市農
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協なんですけれども、恐らくこれ各農協にそう

いう被害調査依頼をなされての、このような県

と市が出して、そして10アール当たり2,500円

の補助金を出しますよと、そういう結果になっ

たんですけれども、面積的にどのくらいあるの

か。割るとわかるんですけれども、萩野農協、

新庄農協どのくらいあるのか、それ伺いたいと

思います。 

  次に、農地費、全体で23カ所被害に遭われた

と、被害になられたと。新庄市、本当に被害の

少ない地域ではあるんですけれども、そのうち

23カ所のうち13カ所が土地改良事業補助金で該

当になられたという今課長から説明あったんで

すけれども、恐らくこれは、去年はこういう関

係の補助金はありませんでしたよね。というこ

とは被害がなかったわけなんですけれども、今

問題になっているのは、恐らく土木事業でもそ

うなんですけれども、非常に資材費とか、そう

いう業者に頼んだ場合、今までの工事では地元

でできる状態ではないという話を聞いておりま

す。そういった場合、３割が役所の負担で、７

割が地元負担なんですけれども、地元では何と

かこれを要綱の見直しはないのかという話を聞

きます。恐らくことしも13カ所がこのようにな

ったと思うのですけれども、22年度でも同じよ

うな補助金を受けられた地区があると思います。

ということは、補助率が少ないものですから、

完全にまで直すことができないというのが実態

であります。原課で要綱の見直しというのは考

えているのか。いないとすれば、今後どのよう

になさるのかお聞きしたいと思います。 

  あと、矢作家の20万円なんですけれども、昨

年の豪雪により屋根の被害を受けられて、その

ための補正だという課長の説明があったんです

けれども、これ今回の矢作家の補正予算ばかり

でなくて、これも関係者の話なんですけれども、

屋根を修理する職人は今いません。新庄市で１

人ですか。前は宮城県から来たという話も聞い

ているんですけれども、どうせ直すんだったら、

修理するんだとなったら小出しにしないで、例

えば２年計画にするとかって、計画性のある修

繕をしてもらいたいという声であります。それ

だけカヤ屋根を直す職人はいないわけです。本

当にね。そう考えた場合に、小出しに直すので

はなくて、２年で直す、３年で直す、そういう

計画というのを持っていないのか、お聞きした

いと思います。 

齋藤彰淑農林課長 議長、齋藤彰淑。 

小嶋冨弥議長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 初めに、農作物等災害対策事

業の中身の面積の件でございますが、先ほど申

しました本合海地区におきましては50ヘクター

ル、それから畑地区においては36ヘクタール、

吉沢が１ヘクタール、芦沢が10ヘクタール、角

沢２ヘクタール、鳥越山崎が１ヘクタールとい

うことで、合計100ヘクタールの箇所において

確認しているところでございます。 

  それから、いわゆる災害復旧事業についての

新たな補助制度というか、復旧対策事業の考え

はないのかというふうなことでございますが、

現在、残念ながら県内13市の中でもこの点につ

いては非常に問題視しておりまして、つまり新

庄市の場合ですと、一般土地改良事業の補助メ

ニューの中で、市長が特に認めるという特認事

業の30％で災害復旧対策事業を現在やっている

ところでございます。一般的に土地改良という

ものは、現在のゼロベースからより作業効率を

高めたり、あるいは収益を高めたいから土地改

良をやりたいというようなことでの内容でござ

いまして、その場合やはり30％が適当かなとは

思うのですが、やはり災害復旧となりますと、

現状の資産がゼロベースからマイナスになるわ

けですから、この部分をゼロに引き上げる、そ

ういった復旧対策事業でございますので、原課

としましては30％は低いのかなというふうに考

えております。 
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  ちなみに、国の災害復旧事業が発動になるに

は、災害地域指定を受けて異常な天然現象が発

生した場合、例えば降雨ですとか洪水、暴風、

こういったもののそれぞれの基準があるわけな

んですが、一定のそういった天然現象が見られ

た場合は国の災害復旧事業が発動になります。

この場合は、農地の場合は50％、それから農業

用施設においては65％の補助が適用になります。

さらに、激甚災害に指定されますと、さらにそ

の補助のかさ上げがあるというふうな事情を鑑

みれば、今後、県内13市等の情報交換もしなが

ら、いつ訪れるかわからない災害復旧に対して

は、それなりの独立した対策事業を整備しまし

て対応したいというふうな考えを持っています

が、いずれにしても予算の伴うことでございま

すので、これは庁内の中で協議していきたいと

いうふうな考えでございます。 

  それから、先ほど被害があった箇所、私間違

って23カ所と申し上げましたが、箇所数が27カ

所の誤りでございましたので訂正させていただ

きます。よろしくお願いします。 

森 隆志社会教育課長 議長、森 隆志。 

小嶋冨弥議長 社会教育課長森 隆志君。 

森 隆志社会教育課長 矢作家住宅のカヤ屋根の

改修、全面改修も含めての御意見だと思います。

確かに議員おっしゃるように、新庄市内におき

ましてはカヤ屋根職人はお一人でございます。

矢作家だけでなく、いわゆる瑞雲院、お霊屋に

なりますけれども、こちらのカヤ屋根のほうも

市のほうで携わっております。全面改修となり

ますと、それ相応の事業費もかかってきます。

その点もあわせまして、全面的な改修というと

ころも今後将来的には必要になってくるのかな

と、大きな課題だなというふうには捉えており

ます。社会教育施設の老朽化も含めまして、文

化財の保護、こちらも総合的に計画を組んで何

とか考えていきたいなというふうには考えてお

りますので、御理解よろしくお願いいたします。 

１０番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

小嶋冨弥議長 小野周一君。 

１０番（小野周一議員） ３回目ですね、本当に

前向きな答弁ありがとうございました。農地の

災害、恐らく原課の課長もその災害の現場は回

っていると思うのですけれども、土地改良区に

受益地以外からなっていないところが多いので

す。ある程度土地改良区の受益者になったら、

農道なりそういう排水路なり整備されています

から被害が非常に少ないわけです。おととしの

被害なりことしの被害を見てみましても、土地

改良区の受益地以外のところにあるわけです。

鉄砲水が来たりなにしたりして。 

  そういうふうに考えた場合、もう少し補助率

を上げていただかなければ、今の農業の後継者

不足なり、星川農業委員会会長もいますけれど

も、耕作放棄地が非常に多いわけです。そうい

う方面は。ということは、市道ではなくて法定

外の道路であったり、自分たちが常に歩いてい

るから自分たちがそれは直しているところはあ

るんですけれども、お金がかかるからもういい

やと言って、道路が行けないから、橋が落ちて

行けないから農地が耕作放棄地になっている場

所が非常に多いのです。自分で本当は畑なり田

んぼをしたくても、そこまで行く道路が壊れて

いて、その道路を直す補助率が低いためにお金

がその地元で出せなくて、おのずと耕作放棄地

になっている場所が多いということを、十分に

もう一回パトロールしていただきまして、原課

で財政的に大変楽でないと思うのですけれども、

その補助率を上げていただきますようにお願い

いたしまして、私の質問とします。 

小嶋冨弥議長 ほかにありませんか。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） それでは、私から幾つ

か質問させていただきます。 

  まず、予算書10ページのいじめ対策等生徒指
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導推進事業委託金及びいじめのない学校づくり

推進事業委託金そのことについてと、17ページ、

認可外保育施設乳幼児育成支援事業費補助金、

それとその下、保育士等処遇改善臨時特例事業

費補助金、それと、最後に19ページ、子宮頸が

ん予防接種業務委託料、この件について質問い

たします。 

髙橋千春学校教育課長 議長、髙橋千春。 

小嶋冨弥議長 学校教育課長髙橋千春君。 

髙橋千春学校教育課長 ただいま10ページの15・

３・６の教育費委託金のいじめ対策等生徒指導

推進事業委託金109万円と、それから、いじめ

のない学校づくり推進事業委託金80万円につい

て御質問いただきました。 

  この事業は、まず、いじめ対策等生徒指導推

進事業委託金ですけれども、これは国の事業で

ありまして、いじめ問題を初めとする生徒指導

上の諸問題に対して、子供たちの社会的な資質

を大きく捉えて、その能力を高めることで、い

ろいろないじめだけではなく、不登校とかそれ

ぞれの問題行動等も含めてですけれども、そう

いうふうなケースを少なくしていくというふう

な事業であります。これは、今年度からという

ことではなくて、昨年度までも同様の事業が名

前を変えてされてきているところであります。 

  それから、２つ目のいじめのない学校づくり

推進事業委託金80万円ですが、これは県単の、

県での事業になります。これは新規の事業であ

りまして、名前のとおりいじめ問題に特化して

対応のための予算ということで、県内４ブロッ

クのところに１つずつ、１地区ずつ指定されて

いるところです。新庄・最上は本市新庄市がこ

の事業を委託しました。いわゆるいじめの対応

を、地域との連携の取り組みの中で対応してい

くと。いじめを発生させないような、そういう

ふうな取り組み体制をつくっていくというよう

なところを主とした事業であります。この事業

を取り組むことで、その取り組みの内容を県内

各市に発信していくと。県内のそういうふうな

問題行動といじめ等のところを少なくしていく

というふうな事業であります。以上です。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 議長、

板垣秀男。 

小嶋冨弥議長 子育て推進課長兼福祉事務所長板

垣秀男君。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 認可外

保育施設の乳幼児育成支援事業費補助金につい

ての御質問にお答えします。 

  これは継続事業でございまして、今回補正を

させていただく部分につきましては、基本補助、

それから職員の研修の代替費の補助、それから

多子世帯軽減の補助でございます。これは県の

補助金をいただいておる事業でございまして、

基本的には県２分の１というふうな事業であり

ます。毎年、年度当初以降に各認可外保育施設

のほうから申請をいただいて、この補助金を策

定するものですから、この時期になったという

ことであります。 

  もう１点、同じ17ページの保育士等処遇改善

臨時特例事業であります。こちらにつきまして

は今年度新たに出てきました事業でありまして、

中身としましては、保育士の人材確保を推進す

るというようなことの目的でありまして、民間

の認可保育所、そちらのほうで保育士の処遇を

改善する事業を行うというふうな場合に補助を

するというふうなことであります。こちらは、

県の10分の10事業であります。認可保育所とい

うふうなことで、なおかつ民間というふうなこ

とでありますので、今回につきましては新庄市

内の２カ所の私立の保育所が該当してございま

す。以上であります。 

伊藤洋一健康課長 議長、伊藤洋一。 

小嶋冨弥議長 健康課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一健康課長 子宮頸がん予防接種の減額の

件かと思います。子宮頸がんの予防接種につき

ましては、４月から定期接種ということで事業
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を進めてまいりましたが、副反応が多い、副作

用が顕著に見られるということがありまして、

６月14日から積極的な勧奨を控えるということ

でなっておりました。まだ定期接種の旗をおろ

したわけではございませんので、接種する方は

それで構わないわけですが、積極的な勧奨を差

し控えるといったことになったものですから、

減額措置をしたものでございます。以上でござ

います。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） 保育士の処遇改善の措

置ですけれども、これ県からの歳入と同じ金額

となっております。これは、新庄市内の現状を

見て、認可保育所の状況に合っているのかどう

か、ニーズに対応できる金額なのかお伺いしま

す。 

  それと、子宮頸がんですけれども、新庄市に

おいては実例があったのかどうかお伺いいたし

ます。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 議長、

板垣秀男。 

小嶋冨弥議長 子育て推進課長兼福祉事務所長板

垣秀男君。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 処遇改

善の御質問であります。この処遇改善の臨時特

例補助金につきましての算定の方法なんですけ

れども、基本的には４月１日現在と10月１日現

在の児童数が基本になります。その施設で預か

っていただいていらっしゃる児童の数が基本に

なります。それにプラスすることの保育士、そ

れから事務職員も入るんですが、その方々の勤

続年数加算というものがあります。その勤続年

数加算というものを足したもので算定するとい

うふうなことが基本になってございます。 

  それで、２カ所の私立の保育所のほうから御

申請をいただいた内容でありますけれども、１

カ所の保育所につきましては一時金対応、それ

からもう一カ所の保育所については基本給、そ

れからさまざまな手当の増額というようなこと

で対応するというふうに聞いてございます。 

  それが、何といいますか、正当な賃金といい

ますか、そういったものになるのかというふう

なことでありますけれども、最低賃金というふ

うなことから考えますと、新庄市の嘱託職員の

保育士がいらっしゃるんですが、その基準程度

の改善にはなるというふうに考えてございます。

以上です。 

伊藤洋一健康課長 議長、伊藤洋一。 

小嶋冨弥議長 健康課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一健康課長 子宮頸がんワクチンの副作用

に関する新庄市での実例ということでございま

すが、今のところはございません。 

２番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２番（伊藤 操議員） 予防接種の縮小ですけれ

ども、予防接種が縮小しても発症率のリスクは

変わらないと思うのです。そのことにより、定

期検診であり学校関係への啓蒙活動なり、この

予算のスライドというのはできないとは思うの

ですけれども、今後はそのような予算を組むと

いう方法での考えはあるのでしょうか。 

伊藤洋一健康課長 議長、伊藤洋一。 

小嶋冨弥議長 健康課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一健康課長 この予算から直接学校という

ことはできないんですが、リスクというのは当

然もちろん同様にあるわけでございますので、

そうした啓蒙活動についてはこれから取り組ん

でまいる所存でございます。よろしくお願いし

ます。 

小嶋冨弥議長 ほかにありませんか。 

１８番（森 儀一議員） 議長、森 儀一。 

小嶋冨弥議長 森 儀一君。 

１８番（森 儀一議員） それでは、私のほうか

ら簡単に、25ページの都市計画費の中の土木費

ですか、これの除排雪費の中の道路の除排雪業
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務費、これについて少し詳しくお聞きしたいと

思います。これ排雪作業でこのように出てきた

のか、それとも雪捨て場の雪が随分多かった、

これの処理とかそういう除雪費ですか、その辺

ちょっと詳しく。 

松坂聡士都市整備課長 議長、松坂聡士。 

小嶋冨弥議長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 25ページ、土木費、除排

雪費でございますけれども、これにつきまして

はいわゆる降雪前の準備段階といたしまして、

消雪関係、特に消雪の板の修繕とか、あとそれ

から消雪パイプの更新、そのようなことでござ

います。あとそれから工事請負費、これにつき

ましても消雪関係でございまして、それの消雪

ポンプというふうな形の工事でございます。以

上、降雪前に行います修繕等が主な内容でござ

います。 

１８番（森 儀一議員） 議長、森 儀一。 

小嶋冨弥議長 森 儀一君。 

１８番（森 儀一議員） わかりました。 

  実は、昨年の雪捨て場のほうですけれども、

物すごくあそこのところの入り口が悪くて、そ

して道路でもつくっていただく、道路の設置で

もする予算かなと思っておりました。あそこで

今工事みたいなのをやっておりますけれども、

あれはこの補正予算と関係ないのですか。 

  そして、あそこに雪が随分積もると、昨年は

よかったのですが、ことし反対側のほうに今度

あれだけの商店が来ますと出入り口が大変だと

思います。議会の報告会の中でも、その問題が

随分出ました。あそこに、下田と違って排雪と

いうか雪投げ場を設けたんだけれども、反対側

のほうにあれだけの大型店が来て危なくないか

やって、大変だなやっていうことを言いました

けれども、その点、市ではどのようなことを考

えていますか。 

松坂聡士都市整備課長 議長、松坂聡士。 

小嶋冨弥議長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 今、議員のおっしゃられ

ましたとおり、去年と多分今年度については、

宅地造成の関係で道路もできたというふうなこ

とで、交通は多少なりとも変わってくると思い

ます。そのため私どものほうでは、去年の大雪

も踏まえまして、いわゆる交通関係ですね、渋

滞をさせないような形の出入り口、例えば一方

通行の出入り口、出入りと、それから出るほう

と入るほうを別にするとか、あとそれから交差

点付近を避けました出入り口等を考えまして、

その辺は今後関係機関、県等にいろいろ打ち合

わせしながら進めてまいりたいというふうに思

います。以上です。 

４ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

小嶋冨弥議長 佐藤卓也君。 

４ 番（佐藤卓也議員） 済みません、私から２

点ほどお伺いいたします。 

  20ページ、６款１項３目農業振興費、エコロ

ジーガーデン推進事業のところなんですけれど

も、ページ数と言うと21ページになりますけれ

ども、ここに現状調査業務委託料68万3,000円

が上がっていますので、そこら辺の詳しい内容

をよろしくお願いいたします。 

  続きまして、22ページ、７款商工費１項商工

費２目商工振興費の「かむてん」着ぐるみなん

ですけれども、新しく市で購入するということ

なので、そこら辺、購入するだけなのか、購入

してこれからの使い道はどういうふうにするの

かも一緒にお聞きいたします。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 最初に、21ページにな

ります。６款３目になります。農林振興費の中

のエコロジーガーデンの関係で、施設整備管理

に係る現状調査業務委託料68万3,000円でござ

いますけれども、エコロジーガーデンの施設に

関する図面につきましては、あそこを国から取

得した段階で平面図は一応つくっておりますが、
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職員がつくった図面でございまして精度に欠け

る部分もあるわけでございます。それから、立

面図がないということで、このたび平面図と立

面図を新たに業務委託しましてつくろうという

考えでございますが、相手先は新庄建築家協会

というところがございまして、そちらのほうで

自分たちの研修も兼ねて図面をつくりたいとい

う申し出がございますので、そちらのほうと勉

強しながら業務を発注したいというふうに考え

ているものでございます。 

  それから、２点目の22ページ、７款１項２目

商工振興費の備品購入費68万1,000円でござい

ますけれども、これは御質問のとおり「かむて

ん」の着ぐるみ１体を購入するということで予

算化をしているものでございます。「かむて

ん」につきましては現在１体ございますけれど

も、平成９年にできたものでございまして、つ

くったところが新庄チンドン団でございまして、

市のものではございません。イベントをすると

きには、それを借りて活用しているわけでござ

いますが、何せ古くなっておりますので、イベ

ントが重なる場合もございますので、市として

「かむてん」の着ぐるみを１体持ちたいという

考えでございます。 

４ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

小嶋冨弥議長 佐藤卓也君。 

４ 番（佐藤卓也議員） 済みません、21ページ

のエコロジーガーデンのところなんですけれど

も、これはなかなか補正する場合、最初の段階

でそういう計画があったのかなかったのか。わ

ざわざ補正するまでもなく、これは必要だと思

いますので、そこら辺がそういう計画が最初に

なかったのかをお伺いします。 

  それと、研究のためというのですけれども、

あそこは一般質問でも言っていますように、登

録有形文化財になりました土地なんですけれど

も、その方々があそこを調査するときに果たし

てそれで十分なのか。また、同じ再調査をする、

要は文化財になったところをその方がまた調査

してよいのか、そこら辺をどういうふうに踏ま

えているのかもお聞きいたします。 

  また、22ページの「かむてん」の着ぐるみを

つくることなんですけれども、古くなったとい

うこと、また、そして新庄市では持っていない

ということなんですけれども、先ほども言った

んですけれども、これから利用するときどうい

うふうに今後利用するかも一緒に計画なさって

いてやるのか、それも含めての備品購入だけだ

と思うのですけれども、後々のことを考えてつ

くる場合にどういう……、同じようにつくるの

か、それともかわいくつくったりするのか、そ

ういう考えがあったりするのか。 

  要は、例を言いますと、朝日町の桃色ウサヒ

ですか、ああいう形でもってＰＲも一緒にする

わけですから、そういうことも一緒に、つくる

んですからそういうことも踏まえて考えなけれ

ばいけないでしょうし、そういうことも考えて

やっていくための着ぐるみをつくることなのか

を２つお伺いいたします。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 最初に、エコロジーガ

ーデンの調査業務委託料の件でございますけれ

ども、先ほど申しましたように、当初は職員が、

現況に合った図面がないということで、まずは

図面落としをしたところでございますけれども、

さまざまな不備、もう少し詳しいものが欲しい

ということと、形状も今は少し変わっている部

分もございます。今後活用していく場合に、耐

震性の問題とかそういった問題が出てくると思

いますので、耐震の診断調査等をする場合にも

きちっとした図面がないとできないということ

がございますので、図面が必要であるというふ

うなことで判断したわけですけれども、それが

文化財的にどうかというような価値という点か

らの調査というのは、この段階では考えてはお
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りません。現在の施設を平面図と立面図にその

まま図化するという業務で考えているものでご

ざいます。 

  それから、22ページの「かむてん」の着ぐる

みの件ですけれども、これは、御承知のとおり

冨樫義博さんのデザインに基づく「かむてん」

でございまして、今現在、そのデザインに忠実

につくっているものでございます。ですから、

これを変えるというようなことは考えておりま

せん。今と同じものをできるだけ忠実に再現し

たいということで考えているところです。 

４ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

小嶋冨弥議長 佐藤卓也君。 

４ 番（佐藤卓也議員） それでは、今、平成９

年にある着ぐるみなんですけれども、それは借

りるときレンタル料が多分必要になってくるわ

けです。そうすると、市がつくれば今度助成も

ありますし、そこら辺の整合性を今度どういう

ふうにとられるか、着ぐるみが出たことによっ

て整合性はどのようにとられるのかもお聞きい

たします。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 着ぐるみの、現在は市

以外の方が所有しているものですから、それを

市が借りる場合につきましては、一般の方が借

りる場合は１回につき１万円というふうに聞い

ております。ただ、市が借りる場合は、公共的

ということで無償で借りさせていただいており

ます。 

  新たにつくった場合の借り賃はどうかという

ことでございますけれども、バランスの問題も

ございますので、少し考えさせていただきたい

と思います。 

小嶋冨弥議長 ほかに質疑ありませんか。 

  ただいまから１時まで休憩いたします。 

 

     午後０時０１分 休憩 

     午後１時００分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

  ほかに質疑ありませんか。 

１２番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

小嶋冨弥議長 清水清秋君。 

１２番（清水清秋議員） 私のほうから、３つほ

どお聞かせいただきたいと思います。 

  １つは、26ページの９款水防活動事業費69万

5,000円、先ほどの議員からも農業の災害で水

上がりの状況というか、水上がりのこのたびの

水害等も含まれた答弁いただいたんですが、水

害というか水防そういうものに関して、本合海

地区が非常に水に関しての災害が多いわけで、

特に田んぼなんか50町歩、30町歩、これはみん

な全部八向地区、本合海のほう。大変災害、水

防活動に対しては大変行政に難儀をかけている

ということで、地元議員としてもそのことに対

して感謝申し上げたいと思います。 

  その中で、今回の水防活動費の中で、当消防

団なんかは特にその任務に当たっていると。本

合海16分団消防団が、いろいろと昼夜通して待

機をしたり、いろいろなまた災害を最小限度に

とどめようと頑張っておられる姿も目の当たり

にしてきました。そういう中で、家屋にも水上

がりになったところもあるのですが、最小限度

にとめられたのかなというような感じでおりま

す。こういう状況は、毎年そういう災害に遭う

ところが決まっているのです。そういうことに

対して前も質問したことがあるんですが、こう

いう事態に対して、今後こういう活動事業費だ

けの対策で果たしていいのかなというのが疑問

にあるわけです。そういうことに対しても、今

後の対応をどういうふうに考えているのか、お

聞かせいただきたい。 

  次、20ページの農林水産業費、先ほどこれも

関連するんですが、農作物災害対策事業補助金、

これに関して今回の災害を特に見てみますと、
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当然作物等も災害を受けている中で、施設です

ね、施設というか用水路、排水路、そういうふ

うなところに被害があって作物に影響を与えて

いるという状況も、八向地区、畑地区において

も出ている。この問題の中身どうなのかという

と、排水路、用水路にかかわらず災害を受けた

場合、今回は恐らくここにも入っているかと思

いますが、農林課のほうで対応していただいた

ものもある。しかしながら、用水路、排水路は

法定外公共物の部分が数ある。これは、農林課

サイドでも都市整備課サイドでもそれなりの把

握はしているかと思います。この法定外公共物

が、そういうふうな災害で影響を受けた場合、

その受益者がきちっとわかっていればいいんで

す。受益者が。用水路のほうから仕入れている

とか、いろいろなものが出てくるんですが、そ

ういうふうな場合は受益者がそれ相当に、先ほ

ど小野周一議員も補助制度のことで質問したん

ですが、受益者がきちっとわかっていれば、ま

だその方々と話し合いしながら対策をとれる。

しかしながら、受益者が曖昧な法人、個人と数

あるんです。こういうところに災害が起きた場

合どういう対処をするかというと、農林施設、

用水路とか排水路の場合は本当に苦慮している。

ほか農林サイドの場合ばかりでなくて、都市整

備課でも当然関連するものもそれ相当あるわけ

ですから、それらに対応できる対策、市でどう

いうふうにとられているのかなというのが物す

ごく疑問視された。今回の災害で勉強させられ

ました。この辺の今後の対策も当然なんですが、

その辺きちっと、法的な公共物の管理委託は県

のほうから行政に来ている。その管理体制、今

のままでいいのかなというのが物すごく疑問に

あったわけです。 

小嶋冨弥議長 申し上げますけれども、もう少し

簡素化で発言していただきたいと思います。 

１２番（清水清秋議員） 少し説明しないとわか

らないかなと思って。どういう対策を今後講じ

られようとするのかお聞かせいただきたい。 

  あと18ページの３款民生費、災害被災者対応

費13万8,000円、これは返還するというような

予算なんだけれども、今現状、新庄市にどうい

うふうな被災者がいて、どういうふうな対応を

なされているか。また、いろいろな救援物資も、

あの災害、大地震が起きたときいろいろな救援

物資もいただいている。そういうふうなものが

どういうふうに活用されたのか。今はどういう

ふうな状況であるのかもお聞かせいただければ

と。よろしくお願いします。 

小嶋達夫環境課長 議長、小嶋達夫。 

小嶋冨弥議長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 水防活動費の中身と今後の対

応ということでの御質問でございます。 

  このたびの補正でお願いしております部分に

ついては、７月18日、19日分の災害対応におけ

る消耗品。消耗品につきましては、土のうを使

いまして、その土のうの数の補充分でございま

す。 

  それから、使用料及び賃借料につきましては、

本合海の最上川の内側にあります内水排水、こ

のたびポンプ４台ほど使いまして、当初予算を

使って対応しておりましたので、その補充分、

これから秋雨前線等がありますので、その辺も

含めて対応分ということでの予算をお願いして

おります。 

  それから、原材料費につきましては、緊急の

ときの土のうですね、それを今回原材料で使う

というふうなことでのお願いをしております。

というのは、土のうの保管場所について、無尽

蔵に蓄えできるような場所ということは確保で

きておりませんので、そちらのほうの土のうが

なくなった時点で洗い砂を活用するということ

での今回の予算のお願いをしております。 

  今後の対応ということでございます。議員さ

んおっしゃられている畑の場所ですけれども、

あそこにつきましては、今回の水上がりのとき
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にも安否確認等を含めましていろいろ相談させ

ていただいたり、避難についての動向を確認し

ております。生命・財産を確保する、安全に守

るということからしますと、住んでいる方々の

安否確認をして、その後の意向を確認するとい

うことで私どものほうでは対応していきたいと

いうふうに考えております。 

  本合海のほうの内水排水につきましては、た

だいま国のほうで排水ピット用の地盤を検討し

ておりますので、中身としましては、内水排水

用の発電機の場所をあらかじめ確保できるとい

うことでの相談をしていただいているようでご

ざいます。その辺は、私どものほうで協議させ

ていただきながらということになりますので、

中身を精査して地元との話を詰めながら、より

よい方法に進めていきたいなというふうに考え

ております。以上でございます。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一君。 

小嶋冨弥議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 法定外公共物に関連する

御質問がございました。おっしゃられるように、

受益者が明確にわかるような場合につきまして

は、善後策につきましては、非常に相談をしや

すいというような部分が、あるいは支援という

ような形のもとで持っていきやすいと思います。 

  これまでも緊急性が高い場合につきましては、

財政当局のほうとの兼ね合いの中で、まずはど

うするべき、あるいはどうしたらいいかという

ような形の方策を練ってきたわけでございます

けれども、この雨が、昨年、ことしということ

で非常に多くなってきている中で、問題が少し

ずつ顕在化してきているというようなこともあ

りまして、例えば農業用水路として使っておっ

た部分が今使われなくなっているとか、そうい

うような形で受益が非常に不明瞭になってきて

いる部分が出てきておるものが結構ございます。 

  法定外公共物の中で、それが問題視される部

分が少し目立ってきておるというところもあり

ますので、今までの対応のやり方をもう一回考

え直して対処しようということで、実は関係５

課でもってこの間協議をいたしまして、副市長

をトップとしてその組織をつくってございます。

ただ、基本的には受益がはっきりしておる、あ

るいははっきりしておったというようなところ

につきましては、担当課がわかるわけですので

そちらのほうで、あるいはそれが複数２課、３

課にわたる場合には連携してというような形に

なりますが、それも進め方がいま一つ難しさが

あるとか、あるいは進めるそのタッグを組む方

策の中で見きわめが必要だというようなものに

つきましては、庁内組織でもって即座の検討を

はめて、改善策を方向づけしようというような

取り決めはこの間したしたところでございます。 

  緊急性が高いものにつきましては、まずは現

場確認というようなことでもって、法定外公共

物の特徴からして、今後どういうふうな形に持

っていかなければいけないかというような微妙

な問題も出てきますので、そのようなものはま

た持ち帰る中で、協議をすべきところは協議す

るというような形になる場合もありますし、す

ぐ現場で対応できるものもあるというようなこ

とで、判断はそのケース・ケースというような

ことになろうかと思いますが、そのような形で

今庁内では改善の方向で動いているというよう

なことでございます。 

野崎 勉総務課長 議長、野崎 勉。 

小嶋冨弥議長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 私のほうからは、災害被災者

対応費の13万8,000円、まず、そちらのほうの

説明でございますが、これについては、昨年度

の事業で福島県が募集しました、福島県地域づ

くり総合支援事業というものを福島県が募集し

ておりました。それに新庄市とＮＰＯもがみ、

共同でその事業に応募して採択された事業でご

ざいます。事業内容といたしましては、市内に

在住している被災者の方々へのいろいろな情報
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提供、生活相談、それと新庄市の地域に関する

紹介、そういったものを事業展開してまいりま

した。その中の事業費の一部に、事業確定とと

もに事業にそぐわないものが生じたというよう

なことで、福島県の補助の確定から13万8,000

円の返還が生じたというようなことで、今年度

福島県に返還するものでございます。 

  それとあわせて、本市のほうに避難されてい

る方の状況でございますが、今現在、新庄市に

は、８月末現在でございますが、22世帯52名の

避難者の方がおられます。岩手県から１世帯１

名、宮城県から３世帯７名、福島県から19世帯

44名の方がいらっしゃいます。それぞれ被災か

ら２年を経過して、生活もそろそろ新庄市のほ

うでの生活がなじんできている状況で、仕事を

されていながら通常の生活を送りたいと。もち

ろん最終的には地元に帰りたいという思いの中

で、今現在新庄市の中で生活しておるわけです。

そういったことで、平穏な生活を送りたいとい

うのが一番の今の被災者の方々の心情ではない

かというふうに思っています。そうは言いなが

らも、今現在、新庄市に住んでおるわけでござ

いますので、例えば新庄の市報でございますと

かいろいろなイベント情報等につきましては、

我々のほうから情報提供させていただき、また、

その都度相談があれば相談を受けるというふう

な格好の今支援の方法になってございます。以

上です。 

１２番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

小嶋冨弥議長 清水清秋君。 

１２番（清水清秋議員） 総務課長、やはり被災

して新庄市に移住して今生活しておられる方が

そのぐらいいるというようなことで、これから

も新庄市で生活せざるを得ない状況下において

は、できるだけというか、安心した生活環境で

過ごせるような状況を確保してやっていただき

たいなと思います。よろしくひとつお願いしま

す。 

  あと環境課長、水防、水の災害において本当

に大変難儀かけているわけなんですが、今言っ

た排水ピット、ようやく国のほうで動き出した。

恐らくきょうあたり地元で説明会あるというこ

とも聞いていたんだけれども、国でああいうふ

うに動き出してきた。これは新庄市でも、それ

は国が動き出したことに対して、あそこの災害

を守るという物事で動き出しているわけですか

ら、ぜひひとつ、どういう状況に進展するかは

まだ予断を許さないというか、まだ中身はわか

らないんだけれども、ひとつぜひ地元の声を聞

いていただいて、そして国のほうと連携をでき

るだけとれる体制をとっていただかないと、国

で来たことに対して、あとは自治体でお願いし

ますみたいな話になると、いやうちのところで

はできないからというような物事にならないよ

うにひとつ、できるだけ国に要望して国でやっ

てもらえるような方向で話をしてもらえれば、

これにこしたことはないんですが、ぜひそうい

うふうな方向で、ひとつ新庄市が俺のところで

そんなことできないからと、国でやってくれや

ということではなくて、新庄市のできる限りの

対応はしていかないと、国だって新庄市が何も

そういう体制づくりができなかったら投げられ

るばかりだから、ぜひひとつその辺も肝に銘じ

て、せっかく国が動き出したことに対して慎重

に事を運んでいただければありがたいなと思い

ます。よろしくひとつお願いしたいと思います。 

  あと農林課長、これ農林課長ではないな。そ

ういうふうな災害、小野周一議員も言われたん

だけれども、災害が起きたときとか、そういう

ふうなものを整備して、法定外公共物、災害が

起きたばかりでなくて、整備したりとかいろい

ろな状況が今あるわけです。そうした場合、今

のさっき言ったのは、俺は農業関係の被害を受

けたことを例に出して言ったんだけれども、そ

うすると農林課が担当だべというような物事で

す。今そういう縦割りだけではできないような
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状況がいっぱいあるんです。はっきり言って。

わかっていると思うんだけれども。都市整備課

だってわかっている。そういうときに、そうし

た連携した対策、課長も言ったんだけれども、

体制づくりはきちっとして、そして対応してい

くということがこれから問われるわけです。 

  今それらの対応の仕方は曖昧なところがいっ

ぱいあるみたいな感じがするものだから、そう

いうことを一つ一つきちっと、ある担当部署、

これは農林の施設だから担当は農林課だべとい

うのではなくて、例えば排水路。排水路なんか

本当に困っている市民の方々が結構いるのです。

それではどこが対応するんだとなると、これは

道路の雨水も入ってくる、生活環境の雑排水み

たいなものも入ってくる、そういうふうな排水

路が結構ある。こうなってくると誰が担当部署

なんだといっても、はっきり市民の方々はわか

らない。そういうふうな複雑化している状況が

ある。それに対応できる市の対策室、対応でき

る協議機関とかをもって当たられるようにして

もらわないと、本当に相談する人が大変なんで

す。相談して話をどこで聞いてもらったらいい

か。ぜひひとつ、今そういうふうな方向で取り

組み出したというような話もしたんだけれども、

ひとつできるだけ早くというか、促進してもら

って対応していただきたい。これ縦割りだけで

はだめだということはわかっているんだと思う。

そういうことを含めて、ある関係課で連携した

対策を講じてもらえるようにお願いしたいと思

います。答弁は要らない。これからやることに

対して、余り何だかんだ、とやかく言ってもあ

れだべから、これで終わりたいと思います。ど

うもありがとうございました。 

小嶋冨弥議長 ほかに質疑ありませんか。 

１５番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 

小嶋冨弥議長 新田道尋君。 

１５番（新田道尋議員） １点だけ質問いたしま

す。内容というよりも、私、予算の流れ、進行

についてこの際お伺いしたいというふうに思い

ます。一般会計の一番最後のほうで、これをち

ょっと引き合いに出してお伺いをしたい。 

  31ページの最後のほうですけれども、10款教

育費４項の12目に市民スキー場の修繕料146万

2,000円というふうに載っています。当初予算

でも修繕料、中身は違うと思うのですが、426

万円でしたか載っていまして、私がお伺いした

いのは、これ一気に当初に載せられない状態だ

ったかなというふうなことで、中身が予算措置

できなかったということで９月になったか、そ

れともこの修繕料というのは新年度に入ってか

ら発生して、これも冬期間を迎えて、冬季を迎

える前に修繕しなければならなくなったかとい

うふうなこと。どういうふうな内容であるか、

なぜ９月に補正で出てきたか、そこら辺をお聞

かせ願いたい。 

  同じように、その下のほうのセミナーハウス

のほうでも同じようにしてあるわけです。これ

も、セミナーは当初予算で790何万だかという

ふうな修繕料というのが入っていました。これ

また116万3,000円ですか、こういうふうに小刻

みに上がってきているということは、財源上、

財源不足で当初ではできなかったから後回しに

なって、財政でちょっと待てよと、もう少し様

子を見てからと言われてなったか、その辺だけ

お伺いしたい。 

森 隆志社会教育課長 議長、森 隆志。 

小嶋冨弥議長 社会教育課長森 隆志君。 

森 隆志社会教育課長 初めに、市民スキー場の

修繕料について御回答いたします。これにつき

ましては、当初予算で想定していなかった、冬、

これからの開業に向けて点検した結果、不都合

が生じた部分の補正でございます。内容といた

しましては、リフトの支柱ライナーという、い

わゆるリフトの支柱があるわけですけれども、

それが若干傾いているということで、そのライ

ナーの調整を行うものでございます。あと、滑
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車のほう、折り返しのほうの滑車の部分も、こ

れについても塗装を行う、さびがきているとい

うことで塗装を行わなければならないというふ

な内容で、今後、開業に当たりまして必要にな

ってきた修繕でございます。 

  あと、セミナーハウスにつきましては、当初

で790万円ほどの修繕料を盛り込んでおります

けれども、このたびの補正につきましては、体

育館、こちらのほう、利用者のほうから体育館

が滑るといった話がかなり出ております。けが

をされても、非常に安全面からいきまして、体

育館のウレタン塗装を行うといった内容でござ

います。 

１５番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 

小嶋冨弥議長 新田道尋君。 

１５番（新田道尋議員） 社会教育課長のお話を

聞きますと、急に原因が出てきたということで

ないように私受け取ったのですが、修理、滑車

の保全、それから支柱関係も、これは徐々に出

てきているということでなくて、一気に本当は

判明せねばならない要件だと思うのです。セミ

ナーハウスにしても、滑るなんていうのは今始

まったことではないので、前々からそういうふ

うな現象が起きているはずなんです。ですから、

そういうふうな気配りを、自分の担当の部署は

押さえておかないと、ただ、財政問題上でこれ

は後回しだとなるんだったらこれはやむを得な

いけれども、その辺を見過ごしているようであ

っては、管理者としてはまずいのではないかと

いうふうに私思うものですから、その流れとい

うことで、当初がどうであったかということを

お伺いしたわけです。どうかその辺を十分気を

つけながら職務に当たっていただきたいという

ふに思います。終わります。 

小嶋冨弥議長 質疑ありませんか。。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第57号平成25年度新庄市一般会計補正予

算（第２号）は、原案のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第57号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第１８議案第５８号平成２５

年度新庄市国民健康保険事業特別

会計補正予算（第１号） 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第18議案第58号平成25年度新

庄市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１

号）を議題といたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 特に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第58号平成25年度新庄市国民健康保険事

業特別会計補正予算（第１号）は、原案のとお

り決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第58号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第１９議案第５９号平成２５

年度新庄市公共下水道事業特別会

計補正予算（第１号） 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第19議案第59号平成25年度新

庄市公共下水道事業特別会計補正予算（第１

号）を議題といたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第59号平成25年度新庄市公共下水道事業

特別会計補正予算（第１号）は、原案のとおり

決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第59号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２０議案第６０号平成２５

年度新庄市農業集落排水事業特別

会計補正予算（第１号） 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第20議案第60号平成25年度新

庄市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１

号）を議題といたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  よって、これより採決いたします。 

  議案第60号平成25年度新庄市農業集落排水事

業特別会計補正予算（第１号）は、原案のとお

り決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第60号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２１議案第６１号平成２５

年度新庄市介護保険事業特別会計

補正予算（第１号） 
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小嶋冨弥議長 日程第21議案第61号平成25年度新

庄市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

を議題といたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第61号平成25年度新庄市介護保険事業特

別会計補正予算（第１号）は、原案のとおり決

することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第61号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２２議案第６２号平成２５

年度新庄市水道事業会計補正予算

（第１号） 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第22議案第62号平成25年度新

庄市水道事業会計補正予算（第１号）を議題と

いたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第62号平成25年度新庄市水道事業会計補

正予算（第１号）は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第62号は原案のとおり可決されました。 

 

 

閉      会 

 

 

小嶋冨弥議長 ここで市長より御挨拶がございま

す。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 本定例会、まことにありがとうご

ざいました。 

  特には決算委員会ということで、決算委員長、

初めて女性の髙橋富美子さんがなられたと。大

変新鮮さがあり、てきぱきとした決算委員会を

させていただたきまして本当にありがとうござ

いました。御苦労さまでした。 

  また、この議会等において議員の皆さんから

審議いただきました御意見、御提案等につきま

しては、しっかりと受けとめまして、今後の予

算編成等に取り組んでまいる所存であります。 
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  また、今議会からインターネット中継という

ようなことで、市民の関心も議会に大変寄せら

れてくるのではないかなというふうに思います。

議員の皆様方におかれましては、市民の声を十

分に集めて、議会にまた届けていただければ大

変ありがたいというふうに思っております。 

  ９月、実りの秋が近づいてきておるわけです

が、この会期中に台風18号が全国各地において

被害をもたらしたわけでありますが、当新庄市

におきましては数少ないといいますか、ほとん

ど被害がなかったということで大変喜んでいる

ところであります。 

  今後、ますます朝晩寒くなりますので、議員

の皆様におかれましても健康に十二分に留意さ

れ、市政の発展に御協力いただければ大変あり

がたく思います。 

  今後、もがみ大産業まつり、味覚まつり、そ

ばまつりと続きますが、議員の皆様方の御協力

を何とぞよろしくお願い申し上げまして、９月

定例会の御礼の挨拶とさせていただきます。あ

りがとうございました。 

小嶋冨弥議長 以上をもちまして、平成25年９月

定例会の日程を全て終了いたしましたので、閉

会といたします。 

  大変御苦労さまでした。 

 

     午後１時３９分 閉会 

 

 

   新庄市議会議長  小 嶋 冨 弥 

 

   会議録署名議員  佐 藤 悦 子 

 

    〃    〃   森   儀 一 
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決算特別委員会記録（第１号） 

 

 

平成２５年９月９日 月曜日 午後１時０７分開議 

 委員長 髙 橋 富 美 子     副委員長 小 関   淳 

 

 出 席 委 員（１８名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  委員     ２番   伊  藤     操  委員 

  ３番   髙  橋  富 美 子  委員     ４番   佐  藤  卓  也  委員 

  ５番   石  川  正  志  委員     ６番   佐  藤  義  一  委員 

  ７番   奥  山  省  三  委員     ８番   沼  澤  恵  一  委員 

  ９番   平  向  岩  雄  委員    １０番   小  野  周  一  委員 

 １１番   小  嶋  冨  弥  委員    １２番   清  水  清  秋  委員 

 １３番   小  関     淳  委員    １４番   遠  藤  敏  信  委員 

 １５番   新  田  道  尋  委員    １６番   下  山  准  一  委員 

 １７番   山  口  吉  靜  委員    １８番   森     儀  一  委員 

 

 欠 席 委 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 伊 藤 元 昭 

総 務 課 長 野 崎   勉  総 合 政 策 課 長 荒 川 正 一 

財 政 課 長 髙 橋 則 雄  税 務 課 長 佐 藤 信 行 

市 民 課 長 荒 澤 宏 二  成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 小 野   享 

子育て推進課長 
兼福祉事務所長 板 垣 秀 男  環 境 課 長 小 嶋 達 夫 

健 康 課 長 伊 藤 洋 一  農 林 課 長 齋 藤 彰 淑 

商 工 観 光 課 長 東海林   智  都 市 整 備 課 長 松 坂 聡 士 

上 下 水 道 課 長 髙 橋   弘  会 計 管 理 者   
兼 会 計 課 長 近 岡 晃 一 

教 育 委 員 長 山 村 明 德  教 育 長 武 田 一 夫 

教 育 次 長 
兼教育総務課長 柿 崎 憲 一  学 校 教 育 課 長 髙 橋 千 春 

社 会 教 育 課 長 森   隆 志  神 室 荘 長 伊 藤 忠 志 

監 査 委 員 髙 山 孝 治  監 査 委 員 
事 務 局 長 冨 樫 雄 二 
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選挙管理委員会 
委 員 長 矢 作 勝 彦  選挙管理委員会 

事 務 局 長 武 田 清 治 

農 業 委 員 会 
会 長 星 川   豊  農 業 委 員 会 

事 務 局 長 浅 沼 玲 子 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 高 木   勉  総 務 主 査 三 原   恵 

主 査 川 又 秀 昭  主 事 八 鍬 貴 征 

 

本日の会議に付した事件 

 

委員長の互選 

副委員長の互選 
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開      議 

 

 

山口吉靜臨時委員長 ただいまから委員会条例第

10条第１項の規定に基づき決算特別委員会を開

き、委員長の互選を行います。 

  なお、委員会条例第10条第２項の規定により、

委員長が互選されるまでの間、私、山口吉靜が

臨時に委員長の職務を行いますので、よろしく

お願いいたします。 

  ただいまの出席委員は18名です。 

  これより決算特別委員会を開きます。 

 

 

委員長の互選 

 

 

山口吉靜臨時委員長 これより委員会条例第９条

第２項の規定により委員長の互選を行います。 

  お諮りいたします。 

  委員長の互選の方法につきましては、会議規

則第126条第５項の規定により指名推選による

こととし、臨時委員長において指名したいと思

います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜臨時委員長 御異議なしと認めます。よ

って、臨時委員長において指名することに決し

ました。 

  委員長に髙橋富美子委員を指名いたします。 

  ただいま指名いたしました髙橋富美子委員を

委員長の当選人と定めることに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜臨時委員長 御異議なしと認めます。よ

って、髙橋富美子委員が委員長に当選されまし

た。 

  それでは委員長と交代いたします。御協力あ

りがとうございました。 

   （臨時委員長退席、委員長着席） 

髙橋富美子委員長 ただいま決算特別委員長に当

選いたしました髙橋富美子でございます。皆様

の御協力をどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

副委員長の互選 

 

 

髙橋富美子委員長 これより委員会条例第９条第

２項の規定により副委員長の互選を行います。 

  お諮りいたします。 

  副委員長の互選の方法につきましては、会議

規則第126条第５項の規定により指名推選によ

ることとし、委員長において指名いたしたいと

思います。これに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子委員長 御異議なしと認めます。よっ

て、委員長において指名することに決しました。 

  副委員長に小関 淳委員を指名いたします。 

  ただいま指名いたしました小関 淳委員を副

委員長の当選人と定めることに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子委員長 御異議なしと認めます。よっ

て、ただいま指名いたしました小関 淳委員が

副委員長に当選されました。 

  小関 淳副委員長、よろしくお願いいたしま

す。 

 

 

散      会 

 

 

髙橋富美子委員長 それでは、９月17日火曜日午

前10時より決算特別委員会を本議場において開

催いたしますので御参集願います。 
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  本日は以上で散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後１時１２分 散会 
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決算特別委員会記録（第２号） 

 

 

平成２５年９月１７日 火曜日 午前１０時００分開議 

委員長 髙 橋 富美子     副委員長 小 関   淳 

 

 出 席 委 員（１８名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  委員     ２番   伊  藤     操  委員 

  ３番   髙  橋  富 美 子  委員     ４番   佐  藤  卓  也  委員 

  ５番   石  川  正  志  委員     ６番   佐  藤  義  一  委員 

  ７番   奥  山  省  三  委員     ８番   沼  澤  恵  一  委員 

  ９番   平  向  岩  雄  委員    １０番   小  野  周  一  委員 

 １１番   小  嶋  冨  弥  委員    １２番   清  水  清  秋  委員 

 １３番   小  関     淳  委員    １４番   遠  藤  敏  信  委員 

 １５番   新  田  道  尋  委員    １６番   下  山  准  一  委員 

 １７番   山  口  吉  靜  委員    １８番   森     儀  一  委員 

 

 欠 席 委 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 伊 藤 元 昭 

総 務 課 長 野 崎   勉  総 合 政 策 課 長 荒 川 正 一 

財 政 課 長 髙 橋 則 雄  税 務 課 長 佐 藤 信 行 

市 民 課 長 荒 澤 宏 二  成 人 福 祉 課 長
兼福祉事務所長 小 野   享 

子育て推進課長
兼福祉事務所長 板 垣 秀 男  環 境 課 長 小 嶋 達 夫 

健 康 課 長 伊 藤 洋 一  農 林 課 長 齋 藤 彰 淑 

商 工 観 光 課 長 東海林   智  都 市 整 備 課 長 松 坂 聡 士 

上 下 水 道 課 長 髙 橋   弘  会 計 管 理 者
兼 会 計 課 長 近 岡 晃 一 

教 育 委 員 長 山 村 明 德  教 育 長 武 田 一 夫 

教 育 次 長
兼教育総務課長 柿 崎 憲 一  学 校 教 育 課 長 髙 橋 千 春 

社 会 教 育 課 森   隆 志  神 室 荘 長 伊 藤 忠 志 

 
監 査 委 員 髙 山 孝 治  監 査 委 員

事 務 局 長 冨 樫 雄 二 
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選挙管理委員会
委 員 長 矢 作 勝 彦  選挙管理委員会

事 務 局 長 武 田 清 治 

農 業 委 員 会
会 長 星 川   豊  農 業 委 員 会

事 務 局 長 浅 沼 玲 子 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 高 木   勉  総 務 主 査 三 原   恵 

主 査 川 又 秀 昭  主 事 八 鍬 貴 征 

 

本日の会議に付した事件 

 

議案第４８号平成２４年度新庄市一般会計歳入歳出決算の認定について 
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開      議 

 

 

髙橋富美子委員長 おはようございます。 

  ただいまの出席委員は18名です。 

  これより決算特別委員会を開きます。 

  本特別委員会に付託されました案件は、議案

第48号平成24年度新庄市一般会計歳入歳出決算

の認定についてから議案第56号平成24年度新庄

市水道事業会計利益の処分及び決算の認定につ

いてまでの９件であります。 

  審査に入る前に、審査及び本委員会の進行に

関しての主な留意点を申し上げます。 

  会議は、おおむね１時間ごとに10分間の休憩

をとりながら進めてまいります。質問は、決算

に関する資料の名称とページ数、款項目、事業

名などを具体的に示してから質問されるようお

願いします。また、会議規則第116条第１項に、

発言は全て簡明にするものとして、議題外にわ

たり、またはその範囲を超えてはならないと規

定しておりますので、これを遵守願います。 

  以上、ただいま申し上げました点につきまし

て、特段の御理解と御協力をお願いいたしまし

て、ただいまから審査に入ります。 

 

 

議案第４８号平成２４年度新庄市

一般会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

 

 

髙橋富美子委員長 初めに、議案第48号平成24年

度新庄市一般会計歳入歳出決算の認定について

を議題といたします。 

  一般会計の審査につきましては、歳入と歳出

を分けて質疑に入ります。質疑は、答弁を含め

歳入と歳出それぞれ１人30分以内といたします。 

  それでは質疑に入ります。 

  一般会計の歳入について質疑ありませんか。 

５ 番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

髙橋富美子委員長 石川正志委員。 

５ 番（石川正志委員） おはようございます。 

  それでは、私のほうから一般会計歳入の件で、

３件ほどお伺いしたいと思いますので。 

  初めに、51ページ、１款市税１項市民税の中

から、個人所得滞納繰越分と固定資産税滞納繰

越分をお聞きします。 

  続きまして、決算書57ページ、12款分担金及

び負担金の中から、中段にございます保育所入

所負担金、続きまして、決算書59ページ、13款

使用料及び手数料の中から、住宅使用料をお伺

いいたします。 

  初めに、決算書51ページ、市税、市民税のう

ちの住民税、市民税の個人所得滞納繰越分と決

算書にはありますように、収入未済額で滞納分

としては6,900万円、不納欠損額が1,800万円と、

同じく固定資産税部分の滞納繰越分ということ

で１億3,400万円、不納欠損額4,600万円とござ

います。 

  定例会初日に監査委員の説明の中で、前年度、

つまり23年度と比較して幾分か改善が見られる

という意見書がございましたが、いずれにしろ

私にとってはちょっと大きい数字であるなとい

うふうに捉えております。 

  収入未済額ということで、未納、納められづ

らいという社会背景は承知しておりますけれど

も、おくれている税の、市民の皆様から頂戴す

るときにどのような御苦労をされたのかお伺い

します。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

髙橋富美子委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 それでは、私のほうからお答

えさせていただきます。 

  石川委員のほうからは、個人市民税、固定資

産税の滞納繰越分を例にとりまして、改善は見
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られるけれども、まだまだ非常に大きいものが

あるということで、その辺の問題がございます。

その背景として、どの程度の活動をしておるの

かというふうなお尋ねでございました。 

  私どもは、収入未済額、それから不納欠損額、

これがふえるということはまことに痛恨のきわ

みでございまして、これを圧縮すると、一気に

圧縮するというのは非常に難しいことですので、

年々圧縮していくということが大切であろうと

いうふうに思ってございます。日々の仕事の営

みというのも、それを目標にしてやっていると

言っても過言ではございません。 

  そこで、具体的なところでございますけれど

も、最終的に不納欠損になる場合には、２つの

道がございます。１つは、いわゆる消滅時効と

いうものでございまして、５年後には納税義務

がなくなってしまうというものです。それから、

もう一つが執行停止というものでございまして、

これについてはいろいろ差し押さえする財産が

ないであるとか、そういった理由がある場合に

は、執行停止３年継続でもって納税義務が消滅

するというものでございます。 

  その執行停止から派生するものとして、どう

考えてもこれは徴収できないということが明ら

かである場合には、直ちに消滅させるというこ

ともあるわけですが、これは極めてまれな例で

ございます。ですから、基本的には先ほど申し

上げました２つの方向から不納欠損になるとい

うことになろうかと思われます。 

  そこで、私ども税務課におきましては、滞納

初期の段階では、文書や電話による催告、また

は訪問によりまして納税相談を行いまして、滞

納となった原因、家計の状況を聞き取りいたし

まして、分納計画を決定いたします。この段階

で、滞納者の個々の事情に応じまして、今後の

滞納整理の基本的な方向性を定めることになり

ます。 

  分納計画が全く履行されなかったり、あるい

は何度呼びかけても納税相談に応じなかったり

する者には財産調査を行い、差し押さえを目指

すというのが当然のことであります。 

  分納による全額完納が見込める場合は完納路

線、それが困難な場合は執行停止路線というこ

とになりますけれども、執行停止路線といって

もすぐに執行停止の判断を下すわけではなく、

当面は分納を続けながら、執行停止ではなくて、

あくまでも完納のほうに切りかえられるような

準備を常に怠りなくやっておくということが大

切であると思っています。 

  ただ、実際にはその逆方向もございますので、

その辺が難しいところではございますけれども、

そこで執行停止の判断でありますけれども、こ

れがなかなか判断に迷うことが多くございまし

て、なかなか執行停止に踏み切れないというこ

とが多くございます。 

  そういった結果、あの５年の消滅時効で不納

欠損となるケースが非常に多いわけでございま

すけれども、この消滅時効による場合ですと、

どうしても徴収担当者が何の働きかけもしてこ

なかったのではないかというように見られがち

でございます。 

  しかしながら、実際は新たな滞納を生まない

ということを基本に据えまして、現年度課税分

の完納を先に納めていただく、これを優先する

ということでやっております。その上で、それ

が完納された後、滞納繰越分に充当するという、

そういう優先順位をつけて実施してございまし

て、ただそういうふうなことを進めながらも、

滞納繰越分までにはなかなか届かないと、場合

によっては現年度の課税分でさえも完納に至ら

ないというケースも実際にはございます。それ

でいながら、家計の状態が好転するという可能

性も否定できないという場合がございますので、

そういう場合は、本当に執行停止の判断に踏み

切るのが難しいと。そうこうしているうちに５

年の消滅時効を迎えてしまうというケースが非
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常に多いということです。その結果が数字にな

ってあらわれているものと思っております。 

  徴収の担当者としては、さまざまな手段を駆

使いたしまして、収納率の引き上げを図ると。

経済的に特に厳しい納税者に対しては、執行停

止の判断を早目に行うのが重要だというように

感じております。 

  そのために、納税室では今、主観的な判断で

執行停止を行うのではなくて、より客観的な判

断で行えるように、執行停止の基準づくりを進

めてございまして、不納欠損や収入未済の縮減

に取り組んでいるということでございます。 

  不納欠損自体は非常に重く受けとめるべき問

題でございます。委員おっしゃるとおり、まだ

まだ多いというところがございます。そういう

ところをよく認識いたしまして、今後も改善に

努めていきたいと思いますので、よろしく御理

解をいただきますようお願いしたいと思います。

以上です。 

５ 番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

髙橋富美子委員長 石川正志委員。 

５ 番（石川正志委員） 丁寧な説明をいただき

ましてありがとうございます。徴収の中で現年

度のほうを優先してやられるということは、前

定例会において、市税の条例改正ということの

中で伺っておりました。 

  ちょっと今、市民の方々で傍聴されている方

もいらっしゃるということで、私の表現が適正

なものかどうかわかりませんが、市民の方々か

らとってみれば、納めている方とそうでない方

がおられるというのは、これは税の公平性に関

し、あくまで矛盾するものであると捉えると、

大体の方は、税金なんていうものは極力安いほ

うがいいわけで、できればないほうがいいわけ

なのですが、そうしないと、でも市政が運営で

きないと。大体お支払いになられる方、納税者、

市民の方々は、非常に余裕があって出している

わけじゃないと。生活の中でも、自分の生活を

少し抑えつつ、それでも納税の義務を果たして

いらっしゃる方がおられる中で、大多数の方が

おられる中で、税の公平性の観点から申し上げ

て、一部の方がお支払いいただけない状態にあ

ったと。暮らしぶりまでは税務課のほうで承知

しているかどうかはわかりませんが、きっちり

完納されている方とそうでない方の暮らしぶり、

まさか納税できなかった方のほうの暮らしぶり

がいいなんていうことはないですよね。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

髙橋富美子委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 市民、ほかの納期限まで納め

ていただいている方との公平感というところか

らのお話でございましたけれども、納めている

方でも決して余裕があって納めているわけじゃ

ないと。いろいろやりくりしながら納めていた

だいているというふうに、私どもは認識してご

ざいます。 

  そこで、未納になっている方の所得階層とい

うふうなことのお話になるわけですが、これは

私どもが日々活用しております税務システムが、

必ずしもその所得階層をきちんと出すような仕

組みになってございませんので、非常にお答え

が適切なものができるかどうかわからないので

すが、大体市民税の場合ですと、所得階層の低

い部分に１つのピークがございます。それから、

比較的余裕のあるというような、所得100万か

ら300万未満ぐらいまでの階層ですが、そこの

ところにもピークがございます。 

  これはほかの税目に比べまして、そこのとこ

ろのピークというのはさほど大きなものではご

ざいませんで、やはり所得の低い層、この層の

未納が多いということになろうかと思います。

以上でございます。 

５ 番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

髙橋富美子委員長 石川正志委員。 

５ 番（石川正志委員） わかりました。 

  続きまして、２点目、決算書の57ページ中段
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にございますが、負担金ということで、保育所

入所負担金、これも残念ながら未済あるいは徴

収漏れがあったと。額は先ほどの市民税、固定

資産税から見ればいかほどなのですが、これも

同じような観点で、やはりどうしても新庄市の

場合の負担金ということで、公平性を保つとい

うのは大原則でございますので、お支払いいた

だけない方にはどのような対策をとってこられ

たのかお伺いいたします。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

板垣秀男。 

髙橋富美子委員長 子育て推進課長兼福祉事務所

長板垣秀男君。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 保育所

入所者負担金、利用者負担金の御質問でござい

ます。保育所の利用者負担金につきましては、

昨年度よりは若干収納率は上がってございます。

当然それに合わせまして未済のほうも若干は減

っておるのですけれども、まだまだ足りないと

いうふうなことがあります。 

  収納率につきましては、昨年度よりは0.8ポ

イント上がっているのですが、ただ滞納繰越分

ということでまだかなり残りがあります。滞納

繰越分についても、24年度、ちょっと力を入れ

させていただきまして、前年度よりは６ポイン

トほど上がってはおるのですが、まだまだ収入

未済が多いというようなことであります。 

  滞納繰越分、それから現年度分に合わせまし

て、まずは皆様方に、未納のある方にはいわゆ

る督促状の送付、それから督促状をもって納め

ていただけない方につきましては催告、これは

電話、文書、両方やってございます。その催告

にも応じていただけない方につきましては、電

話での催告、それから訪問もしくは来ていただ

いて面談をして、その納めていただけない理由、

そういったものを把握しつつ、納付に結びつく

ように努力はしてございますが、なかなかまだ

その部分で足りないというようなことは御指摘

のとおりかと思います。 

  あわせまして、児童手当、そちらのほうから

のいわゆる特別徴収と申しますか、制度的には

ございます。その制度を利用させていただきま

して、対象となる方に御協力をいただいて納め

ていただいてというふうな部分もございますが、

そのあたりにつきましても今後取り組んでまい

りたいというふうに思います。以上であります。 

５ 番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

髙橋富美子委員長 石川正志委員。 

５ 番（石川正志委員） わかりました。 

  続きまして、３点目、最後になりますけれど

も、決算書59ページ、使用料ということでの公

営住宅の家賃、これもこれまでの発言をしてき

ましたけれども、２点と同じような部分がある

ということで、どのように捉えていらっしゃる

のかお伺いいたします。 

松坂聡士都市整備課長 委員長、松坂聡士。 

髙橋富美子委員長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 公営住宅の家賃につきま

して、住宅の使用料につきましてですけれども、

大きく分けまして公営住宅家賃と、あともう一

つは定住促進住宅の家賃というふうな二通りで

ございます。 

  その中で、公営住宅家賃、５団地あるわけで

すけれども、その中でいわゆる現年度分の滞納

というふうな形になりますと98％ほどになって

ございます。先ほどの市税の納入と同じように、

やはり現年度分を重点的にお支払い願いまして、

そこから今度滞納繰越分というふうな形に移行

するわけですけれども、その段階で、早い段階

で手を打っておけば滞納繰越分に落ちるという

ことはなるべく避けるというふうなことでござ

いまして、そういうふうな手だてをしているわ

けでございます。 

  それで、いろんなきっかけで滞納が起こるわ

けですけれども、やはり人間というのは金額が

かさみますと、どうしても意識が薄くなるとい
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うふうなことでございまして、年度を越してし

まう滞納者が増加しないような形で対応してま

いりたいというふうに思っているわけでござい

ます。 

  それで、家賃のおくれぎみの方に関しまして

は、納期限の余り時間をあけないうちに、こち

らから訪問とか電話連絡、納め忘れがないよう

な形で指導しているところでございます。 

  ただし、どうしても残念ながら滞納繰り越し

になってしまったというふうな方については、

連帯保証人を通じまして支払い指導を求めると

か、あとそれから小まめに連絡と、あと訪問を

行って、毎年、毎月、少しずつでも上乗せして

いただいた支払い計画を出していただいて納入

を進めるというふうな形で、とにかく本人と会

って話をして計画を立てて支払いをしていただ

くというふうなことで、こちらのほうではいき

たいというふうに考えております。 

  なお、ほかの市町村を調べてみますと、やは

り、滞納といいますか、収納率そのものについ

ては、やはり96％ほどになってございます。若

干新庄市ではいいのでございますけれども、た

だしやはりそのままにしておきますと、またふ

えてございますので、その辺はしっかりと対応

してまいりたいというふうに考えてございます。 

５ 番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

髙橋富美子委員長 石川正志委員。 

５ 番（石川正志委員） わかりやすい説明をあ

りがとうございました。いずれにしろ、先ほど

も申し上げましたけれども、大原則として税の

公平性と。同じところに住みながら家賃をお支

払いになられる方とそうでない方がいらっしゃ

ると。同じ保育所に入所されながら負担金を払

う方と払わない方がいらっしゃるというのは、

非常に正直者がばかを見るというようなことで

はないようにぜひお願いいたします。具体的な

方策も今お伺いしていますので、平成25年度の

決算書はもう少し数字が上がることを祈りなが

ら質問を終わります。 

髙橋富美子委員長 ほかにありませんか。 

１５番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

髙橋富美子委員長 新田道尋委員。 

１５番（新田道尋委員） ただいま石川委員のほ

うから質問があったのですが、別の角度から内

容を少し詰めて質問させていただきたい。 

  同じ市税の、50ページの市税の中の一番上の

欄、不納欠損並びに収入未済額の関連で御質問

を申し上げたいと思います。 

  全体的には監査委員の意見書にもあるように、

抜粋してよくなったものと、また逆に未済額が

ふえたものというふうなこと、二、三摘出して

結びの中に記載されてありますが、この市税は

前年度から見ればよくなっている。マイナス

14.7％改善されている。金額にして4,952万

4,762円が改善されたという監査報告でありま

す。 

  この未収は、まだまだこれからいただける可

能性を秘めたものということで出ているわけで

ございますが、残念ながら毎年不納欠損という

形でこの中からまたあらわれてくるということ

であります。 

  皆さんも御承知と思いますが、二、三日前に、

固定資産税の未納20年間というふうな見出しで

新聞に載っていました。また、これはテレビで

も出てきました。関心を持ちまして、内容はど

うかなというふうに見てみましたところ、なぜ

20年間も徴収できなかったかというところに大

きな問題があるわけで、見ますと、両者にその

原因があることが判明するのですが、その20年

になる前のスタートがこれは間違っているんじ

ゃないかと。徴税方法の間違いであったという

ふうなこと、一口で言えば言えるんじゃないか

というふうに思います。 

  なぜそのときに税金をもらうことができなく

て、20年後に判明しました。それで、これから

納付書を発行する。誰が考えてもちょっとおか



 - 160 -

しい、矛盾点があるわけでございますね。 

  我が新庄市は、その内容、不納欠損、毎年大

体同じような金額の不納欠損というのが出てく

るのですけれども、未済の中から生まれた不納

欠損、大変大きい金額で、24年度は8,822万

8,096円というふうな欠損額が処理されたわけ

です。大変大きな。この欠損を合わせますと、

１億4,500万円、大体、今計算したのですが、

そのぐらい合計であるわけで、これがあるとな

いとでは大変大きな違いがあります。 

  新庄市の一番のまちづくりの問題点である除

雪の問題、この金がそんなことはならないので

すけれども、あれば、このぐらいの金があれば、

市民に迷惑をかけないで過ごしやすい冬という

ものを送ることができるということになるわけ

で、非常に大事な大事なその税金だと私は思っ

て見ています。 

  それで、この20年未納なんていうことになら

ないような、大変担当者には難儀をかけるわけ

ですけれども、していかなきゃならない。徴税

方法に誤りがないかどうか、もう１回検証する

必要があるんじゃないかと。 

  繰り返し繰り返し、24年度だけでなく、毎回、

毎年これはあるわけですから、何らかの方法を

もってその時効にならない、６年目だから不納

欠損処理するというふうな単純なその処理方法

でなくて、その前に、経過すれば年を追うごと

によって金額が大きくなって、納税者から見れ

ばだんだんだんだん負担が重くなって、どうに

もならなくなってくるわけですね。最初の初年

度の１年目が納められないのですから、２年度

も納められるということは、可能性としては低

くなってきます。 

  そんなことで、監査委員にちょっとお伺いし

たいのですが、全体的にはおおむねいいだろう

というふうな監査の報告があります。悪化した

ものは、これは改善する努力をお願いしたいと

いうふうな文言に毎回なっています。 

  この不納欠損を処理された、24年度の8,800

万円は果たして処理するのに適当であったかど

うか。適当という言葉はまずいと思うし、やむ

を得ないということが出てくると思うのですが、

その新聞に騒がれた、そういうふうな請求をし

ていなかったと。請求するほうが間違っていた

というふうなことで不納欠損処理をしなければ

ならないということがあるかどうか、監査の時

点でそれが見つけられるかどうかわかりません

が、どんな見方をされたか、まず監査委員から

お伺いしたい。 

髙山孝治監査委員 委員長、髙山孝治。 

髙橋富美子委員長 監査委員髙山孝治君。 

髙山孝治監査委員 申し上げます。 

  私も、何ていいますか、本業は税理士をやっ

ておりまして、その前は国税機関におきまして

徴税をやっておりました。当然に不納欠損に至

るまでには手順というのがございまして、先ほ

ど税務課長のほうからも話がありましたけれど

も、滞納発生から段階を踏んで処理を進めてい

くというふうなことでございますが、どちらか

といいますと、地方税の場合ですと、国税より

もどうしても後から課税をされるというふうな

法律上の規定がございます。 

  その関係で、いざ滞納になりました、さあ、

着手しましょうと、滞納処分に着手しましょう

という段階になりますと、既にもう国税だけで

なく、いわゆる一般の抵当権とか、そういった

債権に基づく担保権がもう設定しておりまして、

もう既にその時点でなかなか難しい状態になっ

ているというふうなところがございます。 

  余談ではございますが、私のこの監査委員、

就任して当初、税務課のほうで納税の研修です

か、滞納処分研修をやったことがございます。

その際に私が常々申し上げましたことは、消滅

時効ではなく執行停止だと。とにかく一生懸命

滞納処分をしたのだけれども、最終的には先ほ

ど申し上げましたような状況でもってできなか
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ったというふうな状態でなければ、これは納得

できないよというふうな形でもって研修をした

ことがございます。 

  新田委員おっしゃるように、やはりそういっ

た目線で、市民の目線でやはり対処していくこ

とがベターではないかと思います。 

  こちらにつきましても、不納欠損の内容、や

はり拝見しました。破産とかいろんな例がござ

いました。債務が累積しましてどうにもならな

い状態になったというふうなところをやはりか

いま見まして、このような結果に審査意見とし

て出したわけでございます。以上でございます。 

１５番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

髙橋富美子委員長 新田道尋委員。 

１５番（新田道尋委員） ありがとうございまし

た。 

  担当の課長に、税務課長にお伺いしますが、

今いろいろと監査委員からもケースをお伺いし

ましたのですが、要するにその徴税をおろそか

にすると、ああいった長年の不納者が出てくる

ということにはなるわけですね。その不納欠損

した8,800万円というのは、これは１個１個、

１件１件、その判明できるかどうか、その辺を

お伺いします。どういうふうな理由で滞納にな

ったか。５年過ぎて６年目だから不納欠損とい

うふうな流れでしょうから、今24年度で残った

未済金額の中にも全部説明できるかどうか。１

件１件。そういうふうな処理を、取り扱いを税

務課がなされているかどうか、お伺いします。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

髙橋富美子委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 不納欠損の１件１件について

その具体的な中身がわかるようになっているか

というふうなお話でございます。 

  税務システム上なのですが、それを把握でき

るようになっているということは、詳しいとこ

ろはございません。ただ、基本的なところとし

まして、執行停止に至る理由でございますが、

この部分の原因は統計上出るようになっており

ます。具体的な一つ一つのケースについては、

個別の調書を確認してということになっており

ますが、そのような意味では把握することはで

きるというふうなことでございます。以上です。 

１５番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

髙橋富美子委員長 新田道尋委員。 

１５番（新田道尋委員） これは参考にしながら、

やはり今後のその徴税というものを考えていく

必要があるということで、今回私は質問申し上

げてあるわけですから、この固定資産税の滞納、

長期の滞納というのは、要するにどこで間違っ

たかと。一番先に、防止するには所有権を移転

すれば何にも問題はなかった。何かの理由で移

転ができなかったのだと思うのですが、それが

もう一つ移転しなくても、徴税側は課税対象者

の変更届を提出させることによってできるわけ

でしょう。所有権が変わらんということ。納税

者は変更できます。私もやっていますから、今。

その手続をやれば、またこの滞納というふうな

問題が出なかったわけで、と私は思って見てい

ます。 

  ですから、どっちかといえば、やはりいただ

くほうのその事務的処理がおろそかになってい

たというふうに私は捉えました。できることを

やらなかった。20年間もほっぽらかしておいた、

ということになるわけで、納税側より私は徴収

側に大きなミスがあった、事務処理のですね、

手続のミスがあったというふうに私はこの件は

見ました。 

  そんなことがないように、ですから24年度で

未済になった金額、またその中から不納欠損が

出てくるわけでしょう。処理しなくてはならな

いものが必ず出てくるわけですよ。だんだんだ

んだん、５年間もたてば難しくなってくる。そ

れが順送りで毎年度、毎年度不納欠損の処理を

していくというふうな流れになっていると思う

のです。 
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  ですから、初年度でそうならないような対応

をしっかりとやっていく必要があるんじゃない

かというふうに私は思うのです。大変担当課だ

け、いろいろと注文申し上げて難儀かけるので

すが、やはり一番大事な部分なんですね。税収

というのは。ほかには、利益団体でないのだか

ら利益なんて出せないので、税金を市民からい

ただくしか方法がないわけですよ。そして、財

政運営をきちっとやっていくには、一番の基幹

となる収入に当たるわけですから、やはり担当

一課だけに任せるということでなくて、全体で、

我々も含めて、一緒になって滞納がないような

方法を考えていかなきゃならないんじゃないか

と、私は思っているところです。 

  そんなことで、今後も落ちのないように、後

でこういうふうな問題にならないように手順を

きっちり決めて、落ち度のない行政運営をこれ

からもやっていただきたいというふうに思いま

す。以上です。 

髙橋富美子委員長 ほかにありませんか。 

１４番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

髙橋富美子委員長 遠藤敏信委員。 

１４番（遠藤敏信委員） 前のお二方の質問に関

連してですけれども、改めて確認の意味で御質

問いたします。 

  決算審査意見書に付されています税及び税外

収入年度別未納状況調べという、31ページです。

これの滞納繰越分というふうなものを見ますと、

平成18年度以前というものから現年度分、平成

24年度分までの比較がなされております。 

  平成23年度、397件、1,534万円というふうな

ものから、平成24年度分は465件、1,852万

9,000円というふうにふえております。また、

固定資産税についても、平成23年度510件から、

未納額としては若干減っていますけれども、件

数は554件にふえています。同じく税外収入の

中で、保育所入所負担金33件から37件というふ

うに件数がふえております。 

  先ほど石川委員もおっしゃっておりましたけ

れども、税外収入というふうなことで、公営住

宅の家賃、定住促進住宅家賃につきましては、

平成23年度の滞納繰り越し12件、124万2,400円

から倍加して、24件、168万4,200円というふう

に、件数がふえております。これをどう捉える

かというふうなことをお伺いしたいと思います。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

髙橋富美子委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 意見書の31ページでございま

す。市税につきましては、個人市民税と固定資

産税を例にとりまして、滞納繰越分の件数が平

成23年度と現年度、平成24年度でございますけ

れども、これを比較しますと、現年度のほうが

ふえているというふうなお話でございました。 

  市税の収納率を申し上げますと、個人市民税

におきましても、固定資産税におきましても、

ここ最近、収納率を毎年引き上げしてございま

す。そのために、例年よりは未納額、これは調

定額によって左右されますけれども、あるいは

件数といったものが少なくなるというのが当然

のことかというふうに思われますけれども、そ

れでも現年度分でこれだけの件数が残ったとい

うことでございます。 

  これにつきましては、年度が改まるところで

滞納繰り越しということになってございまして、

今年度、平成25年度におきましては、平成23年

度の下に滞納繰越分として加わるものでござい

ます。現年度分の納付率を高めることによって、

滞納繰越分も当然、にも力を入れることができ

るようになっていくわけですので、年度が下っ

ていく、古くなるものに従って、件数が少なく

なっていくというのが本来普通の姿ではないか

と思いますが、年によっては滞納繰越額が大き

いときなどはそのようになっていないケースも

ございます。そのように捉えておりますが、い

かがでしょうか。 

  申しわけございません、言い忘れましたけれ
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ども、この表自体が、不納欠損した後に残った

未納というふうなことになってございますので、

不納欠損は含んでおりません。ということです。 

１４番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

髙橋富美子委員長 遠藤敏信委員。 

１４番（遠藤敏信委員） 不納欠損を処理した後

の未納、滞納繰越分というふうなことですね。

はい、わかりました。 

  2008年にリーマンショックがあって、非常に

社会的に景気が落ち込んだというふうなことで、

その波を新庄市、地方経済ももろに受けたとい

うふうなことは、皆さん御承知のとおりだと思

いますけれども、最近、景気が好転しつつある

というふうな雰囲気というか、そういうふうな

ものがありますけれども、まだまだ新庄を初め

地域的には回復していないというふうなことで、

何とか何とかその辺に明るい話題だけじゃなく

て、地域を盛り上げていくような施策を講じて

いただきたいというふうに思います。 

  あと、成果表の６ページなのですけれども、

ここに、２、広聴広報というふうな項目がござ

います。広報紙の有料広告掲載というふうなこ

とで、成果としての記載がございます。掲載事

業所数22事業所、有料広告収入126万円とあり

ますけれども、この掲載するに当たっての要件

というか、そういうふうなことはどういうふう

なものがあるのですか。 

野崎 勉総務課長 委員長、野崎 勉。 

髙橋富美子委員長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 平成24年度の広告掲載料の件

でございますが、126万円の収入がございまし

た。その掲載に当たっての基準、これにつきま

しては、この有料広告掲載がどういった目的で

やっているかというふうなことになろうかと思

います。一番の目的は、広報という媒体を使い

まして、民間の活動のＰＲの場として提供して

いきたいと。そのことによって市内の事業活動

を活発化させてまいりたいということでござい

ますし、もう１点は収入を得ることによって広

報経費の軽減を図りたい、この２点で行ってお

ります。 

  そういったことからいたしまして、広報基準

として私どものほうで、これはだめですという

ものを特段その成文として持っているわけでは

ございませんが、当然、市の広報媒体を使うわ

けでございますので、市民の方の目に触れて困

るようなもの、もしくは社会的に批判を受ける

ようなもの、そういったものについては事前に

チェックをさせていただきまして御遠慮願うと

いうこともございます。 

  そういったことで、社会的な批判を浴びるよ

うなものでないもの、もしくは法令に反するよ

うなものでない、そういったものについては、

原則先に申し込みをいただいたものから順に掲

載させていただいているというのが現状でござ

います。以上です。 

１４番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

髙橋富美子委員長 遠藤敏信委員。 

１４番（遠藤敏信委員） 例えばですけれども、

お知らせ版の中にあった広告の中で、いや、そ

の前に、市民の広報紙ですので、新庄市に事業

所があるとか、例えば本店がどこかにあっても

営業所が新庄市にあるという業者を対象にすべ

きじゃないかというふうなことを思うのですけ

れども、その辺はどうなのですか。ほかの、新

庄市ではない事業所の広告が目に入ったもので

すから質問するわけです。 

野崎 勉総務課長 委員長、野崎 勉。 

髙橋富美子委員長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 広報のほうに広告枠といたし

ましては、半枠で４つほど設けてございます。

その枠が全て埋まるという前提の中でございま

すと、市内業者を優先するというのは当然のこ

とになろうかと思います。 

  ただ、今のところそこまで至っていないとい

う中で、市内の業者を優先するということも前
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提でもございますが、まだまだその枠がある限

り、余裕の中では、市外業者であっても掲載さ

せていただいているというのが現状でございま

す。 

１４番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

髙橋富美子委員長 遠藤敏信委員。 

１４番（遠藤敏信委員） 市内を優先したいとい

うわけですけれども、埋まらない場合は市内の

業者に限らないというふうなことですか。はい、

わかりました。以上です。 

髙橋富美子委員長 ほかにありませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

髙橋富美子委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 成果表の16ページです

が、１、市民税で、その（２）に平成24年度の

税制改正及び主な取り組みというのであります。

年少扶養控除の廃止での項がありますが、その

年少扶養控除の廃止による増税世帯や額はいか

ほどなのか。 

  また、②で特定扶養控除の範囲の変更という

ことで、ここに16歳以上19歳未満が抜けている

ということを初めて知ったわけですが、そこら

辺のいる世帯はどういうことなのか。増税だっ

たのか。お願いします。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

髙橋富美子委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 16ページの24年度における税

制改正の部分でございますが、扶養控除が廃止

されたことに伴います24年度課税の影響という

ことでちょっとお話しさせていただきます。 

  当初予算を組む段階で、一般扶養控除、これ

は16歳未満の年少扶養控除のことでございます

けれども、ここの部分については5,200万円ほ

どの増収になるというふうに、市税のサイドか

らの話になりますけれども、見込んでございま

した。 

  それから、特定扶養控除、16歳から19歳未満

の部分が階層が変わるというふうなことですけ

れども、ここのところで500万円ほどの増収が

見込めるというふうなことでなってございまし

た。 

  これにつきましては、年収400万円、所得金

額266万円、高校生１人、中学生１人というふ

うな世帯のケースを例にとって御説明いたしま

すと、年少扶養控除の廃止でもって所得税が１

万9,000円、市県民税が３万3,000円、締めて５

万2,000円のアップということになります。 

  それから、特定扶養控除のほうで所得税が１

万2,500円、市県民税のほうで１万2,000円とい

うふうなことになってございまして、合計２万

4,500円、この高校生１人、中学生１人のこと

を考えますと、合計で１世帯当たり７万6,500

円の増税になるということでございますが、市

が徴収いたしております市民税、県民税、これ

に絞って考えますと４万5,000円というふうに

なってございます。以上でございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

髙橋富美子委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 市県民税に限って言う

と、４万5,000円の増税になると。所得税や市

県民税を合わせると７万6,500円の増税という

ことでした。これに対して、市民の側の声や反

応などはどうだったでしょうか。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

髙橋富美子委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 これに対する市民の方からの

声というふうなことでございますが、ちょっと

手元に資料がございませんので、後ほどお答え

させていただきたいと思います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

髙橋富美子委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） では、次ですが、成果

表の19ページに国民健康保険税のことが書いて

あります。ここで税率の引き上げが行われたと

いうことで、24年度増税になっております。そ

の影響や市民の声はどうだったのか。また、こ
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こでは収入未済は減っているわけなのですが、

それの対策もたくさんあったと思いますが、そ

れからみんな一緒かもしれませんので、21ペー

ジの４には介護保険料があります。これも24年

度に、成果表です、24年度に改定があったとあ

ります。それの影響などありましたらお願いし

まして、収入未済のほうは大幅に、8.8％増だ

ったようです。あわせて、22ページには、成果

表ですが、後期高齢者医療保険料も引き上げと

いうふうにありました。この、一緒に集めてい

るのかなと思いますので……。 

髙橋富美子委員長 委員長よりお願いします。平

成24年度一般会計の審査です。そのことをよ

く踏まえて質問の趣旨を明確にしてください。

佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 特別会計で聞かねばな

らないのか、それとも、私は納税というか、税

務課として活動ということで、一般会計かなと、

職員の仕事が、人件費などを考えると一般会計

かなと考えると、そこら辺でお聞きした上で、

一般会計からの支出ということもあるかなと考

えながらお聞きするのですが、そういう関連か

ら、収納対策としてどうだったかとお聞きした

かったのですが、どうですか。 

髙橋富美子委員長 特別会計の際に質問をお願い

いたします。佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） この歳入の中で、先ほ

ど来、委員の皆さんから、税及び税外収入の未

納についてどのように対策するかという御意見

があったことに関連して考えてはどうかと思う

のですが、減免ということを収入、先ほどの税

務課長のお話の中で、市県民税の納められない

方の状況を見ると、ピークがやはり低所得だと

いうのを感じられるというお話もありました。 

  それを考えたときに、税や税外収入全体にお

いて、低所得対策ということで減免などを強化

する必要がないのかなと。私は税のお金がない

人たちを救う、また職員もそこで苦悩している

ことだと思いますので、減免制度など、それぞ

れについて拡充する必要はないのかということ

でお考えをお聞きします。 

髙橋富美子委員長 ただいまから10分間休憩いた

します。 

 

     午前１０時５９分 休憩 

     午前１１時０９分 開議 

 

髙橋富美子委員長 休憩を解いて再開いたします。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

髙橋富美子委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 まず、先ほど資料が手元にな

くてお答えできなかった年少扶養控除等の廃止

に伴う市民税の負担増、これに対する納税者の

側からの声というふうなことでございますが、

電話によるもの、窓口においでになったもの、

それから申告があったものということで、合わ

せまして、普通徴収の場合ですから、直接税額

を見る機会が多いものでして、これが335件、

前年度の実績ですと185件でございました。そ

れから、特別徴収のほうでも御意見をいただい

てございますけれども、これが電話、窓口合わ

せて297件でございました。 

  声としましては、前の年よりも税額が上がっ

たというようなことでなぜなのかというふうな

ことが中心でございますけれども、それに対す

るいろいろ説明いたしますと、大体、ああそう

か、控除が外れたのかというふうなことでわか

っていただけるというふうなケースがございま

す。そのほか、やはりいろいろ技術的な問題で

あるとか、そういったふうな問い合わせもござ

いまして、そういった件数になってございます。 

  それから、市税の減免についてでございます

けれども、これにつきましては、条例に基づい

て粛々と進めさせていただきたいというふうに

思っております。以上でございます。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、
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板垣秀男。 

髙橋富美子委員長 子育て推進課長兼福祉事務所

長板垣秀男君。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 保育料

の減免についてでございます。 

  保育料の減免につきましても、税務課長から

お話のあったとおり、条例にのっとってやって

おるわけなのですけれども、昨年度、24年度は

その減免の相談はございませんでした。 

  今年度、今御相談をいただいている分があり

ます。その分につきましては、当該児童が１カ

月以上にわたって通所できない、病気によるも

のだと思うのですけれども、それでもって御相

談が１件ございます。そちらにつきましては、

条例の内容にのっとりまして減免に該当すると

いうことであれば、減免に対応していきたいと

いうふうに考えてございます。以上です。 

髙橋富美子委員長 ほかにありませんか。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

髙橋富美子委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） では、私から１点だけ

お願いします。31ページ、これは何の31ページ

かというと、これは決算審査意見書の31ページ

でございます。 

  前に委員の皆さんからいろいろ未納の部分で

質問があったと思いますが、私も１つ気になっ

た数字の流れがありますので、そこの部分につ

いてだけ質問させていただきます。 

  31ページの下段のほう、一般会計の税外収入

の公営住宅家賃、定住促進住宅家賃というとこ

ろの平成19年のところは空白ですが、20、21、

22、23と、件数も金額も、ごらんになってわか

ると思いますけれども、なかなかすごい勢いで

ふえているところがわかりますよね。平成18年

度以前で142万7,500円となっているところが、

24年だけで168万4,200円、前年度は124万2,400

円、その22年は４万5,000円なのです。すごい

数字の上がり方ですけれども、この数字の増加

の状態をどういうふうに捉えているのでしょう

か。 

松坂聡士都市整備課長 委員長、松坂聡士。 

髙橋富美子委員長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 今の御質問ですけれども、

31ページ、税外収入、23年度12件、現年度分24

件というふうな形ですけれども、多分これにつ

きまして調べましたところ、24年度については

20人ほどございまして、延べ65カ月ほど、120

万円ほどになっています。これが公営住宅のほ

うでございまして、定住住宅については５人ほ

ど、11カ月というふうな形になっています。合

わせまして168万円というふうな数字でござい

ます。 

  やはり家賃収入につきましては、公営住宅に

つきましては、収入、低所得者が割と多いとい

うふうなことでございまして、いわゆる年度途

中、病気、あるいはいわゆる雇用関係、それが

非常に反映しているというふうに感じていると

ころでございます。 

  また、定住促進住宅につきましては、子育て

世代を中心とした減額措置を始めましたばかり

でございますので、その影響がまだ反映されて

いないというふうな形でございます。 

  いずれにしましても、現年度分、これの解消

に向けて努力していきたいというふうに考えて

おるところは、先ほども申し上げましたとおり

でございますけれども、やはり非常に低所得者

に関しての雇用情勢、あとそれからいわゆる一

般的な社会情勢が結構反映されているというふ

うに思うわけです。これに向けては、やはりそ

の方、その方それぞれ個人ごとがございますの

で、きめ細やかに面談をしながら計画的な納入

を進めていただくというふうな形で、滞納のほ

うに回さないようになるべく現年度でできる限

り努力していただくというふうな方策が必要か

と思います。 

  なお、先ほども申し上げましたとおり、連帯
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保証人という制度もございますので、やはりそ

の方に相談申し上げまして、計画的な納入をし

ていただくというふうなことも考えてございま

す。そういうふうなことで御理解をお願いした

いと思います。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

髙橋富美子委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） わかりました。わかり

ましたけれども、面談と先ほどおっしゃいまし

たね。今まで面談は積極的になさってきたわけ

でしょうか。 

松坂聡士都市整備課長 委員長、松坂聡士。 

髙橋富美子委員長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 個別それぞれ理由がござ

いまして、例えば面談についても納入、いわゆ

る家賃についての相談事、あるいは居住に関す

る設備の面での面談、面談といいますか、相談

というふうな形もございます。それにつきまし

ては、連絡いただいてこちらで訪問する場合も

ございますし、入居者の方が市のほうにおいで

になって相談しているというふうなこともござ

います。時と場合によっていろいろでございま

すけれども、そのようなことでございまして、

必ず相談がございましたら、私どもの職員のほ

うは対応していきたいというふうに思います。

今までも同じようにやっていきたいというふう

に考えてございます。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

髙橋富美子委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） 面談というのは、先方

から役所のほうに出向いてこられるわけですか。

それとも、役所のほうから先方のほうに行かれ

るわけですか。出向いていかれるのは大体どれ

ぐらいの割合なのでしょうか。 

松坂聡士都市整備課長 委員長、松坂聡士。 

髙橋富美子委員長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 回数的にはちょっと把握

はしてございませんけれども、やはりいわゆる

住宅それぞれ補助員というふうな形がございま

す。いわゆる各団地にそれぞれ管理補助員とい

うふうな形で役目を担っている方がございまし

て、その方を通しての相談とか、あとそれから

その方がこういう人がいるよというふうな話で

あれば、その方のほうにこちらから出向いてい

くというふうなこともございます。その辺につ

いては臨機応変に対応したいというふうに思い

ます。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

髙橋富美子委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） やはり先ほど課長もお

っしゃいましたように、社会情勢が非常に厳し

いと。この地域の景気も上向きじゃないと。本

当に入居なさっている方の状況というのは、か

なり厳しい方もいらっしゃるんじゃないかと思

いますので、きめ細かに状況を把握していただ

いて、適正な、減免措置みたいなものもござい

ますよね、そういうものも利用しながら、市民

のために対応していただければと思いますが、

いかがでしょうか。 

松坂聡士都市整備課長 委員長、松坂聡士。 

髙橋富美子委員長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 その件は、やはり委員も

おっしゃいましたとおり、私どもも同じ考えで

ございます。やはり利用していただいている方、

あと入居されている方それぞれ個々違いますも

のですから、その辺についてはやはり相談でき

るような窓口といいますか、それは開放してい

きたいというふうに考えてございます。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

髙橋富美子委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） ありがとうございます。

今おっしゃっていただいたように、今後より一

層充実させていただければと。そうして、市民

の状況をより的確に把握していただければと思

います。よろしくお願いします。 

  あと、この資料なのですが、この資料の数字
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を見ると明らかに未納額がふえていると。ほか

の項目よりも非常に顕著であると。これはどな

たが見てもわかると思うのですが、この同じ意

見書の22ページ、結びになりますと、８行目か

らですか、収入未済額はというところでずっと

書いてありますが、ここにはこういう顕著な部

分というのは記載されていない。むしろ公営住

宅使用料等が大きな割合を占める使用料及び手

数料の収入未済額も合わせて2,059万9,135円と

書いてあって、前年度より15万8,325円、0.8％

減少している。こういう記載になっているわけ

ですよね。本当に資料をしっかり添付されて、

こういう数字も載って私も気づいたわけなので

すけれども、この結びには成果が上がっている

ということになっているのですけれども、こう

いう記載については、どういうふうな意図でこ

ういう記載になったのかを答えていただければ

と思います。 

髙山孝治監査委員 委員長、髙山孝治。 

髙橋富美子委員長 監査委員髙山孝治君。 

髙山孝治監査委員 まず、結びのほうの記載とい

うこともございますけれども、31ページの数字

の件でございますが、ふえているというのは、

これはその前年まで、例えば20年、21年度、22

年度、税外収入欄の真ん中のところ、公営住宅

の関係、この古いほうが少ないというのは、24

年度末において、今まで一生懸命になって徴収

というか、努力してこられたというふうなもの

でもって減っているわけでございまして、その

下の新しい年度につきましては、これから頑張

って減らしていくというふうなことでございま

すので、そういった面を結びの面でもあらわし

ているというふうなことでございまして、その

辺のところを御理解いただきたいなと、むしろ

これは私が言うべきじゃないのでしょうけれど

も、そのように私のほうでは理解しております。

以上です。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

髙橋富美子委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） これは毎年ふえている

という数字ではないということですね。 

髙山孝治監査委員 委員長、髙山孝治。 

髙橋富美子委員長 監査委員髙山孝治君。 

髙山孝治監査委員 申し上げましたけれども、こ

れはあくまでも平成24年度末時点での数字でご

ざいますので、ですから先ほど申し上げました

けれども、20、21、22というのは頑張って減っ

てきたんだということですね。ですから、22年

度、23年度については、これからまたさらに頑

張って減らしていくと。望むところはもちろん

ゼロですけれども、このようにやがてはさらに

減っていくというふうなところを私のほうでは

分析しております。以上です。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

髙橋富美子委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） では、私も数字を一生

懸命見ながら監視をさせていただきたいと思い

ます。終わります。 

髙橋富美子委員長 ほかにありませんか。 

４ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

髙橋富美子委員長 佐藤卓也委員。 

４ 番（佐藤卓也委員） 私のほうから、まず決

算書のほう、51ページになります。 

  １款市税１項のところですけれども、まず、

先ほどいろんな委員の方からも指摘されており

ますが、収入未済額が約5,000万円ぐらい減少

しており、不納欠損額が570万円アップしてお

ります。その要因をどのように分析しています

か、お聞きいたします。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

髙橋富美子委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 収入未済額が減少して不納欠

損額がふえているというふうなことでございま

す。その理由でございますけれども、まず不納

欠損のほうから申し上げますと、春の、昨年３

月の予算委員会の場でもお話し申し上げたとこ
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ろなのですが、24年の、先ほどお話もありまし

たけれども、年少扶養控除……大変失礼いたし

ました。今回不納欠損となったので一番主要な

ものは、平成19年度の個人市民税でございまし

た。ほかのものについては不納欠損額が減って

ございますけれども、この平成19年度の市民税

だけ、個人市民税ですが、これだけがふえてい

るというふうなことでございます。 

  御存じの方もおられるかもしれませんが、平

成19年度といいますと、３兆円規模の税源移譲

が行われた年でございました。そのために、前

年よりも大幅に調定額がふえまして、さらにこ

れが個人の負担増にもつながっておりましたの

で、恐らく収納率は落ちる可能性があるなとい

うふうな予測をしておったわけなのですが、そ

のとおり0.66％ほど収納率が落ちてございまし

た。そのために、これは新庄市だけでなくて、

全県的、全国的な傾向でございまして、山形県

でもそのための特別な対策本部を設けたという

くらいでございます。 

  それについて、その後、一生懸命解消のため

に努力したわけではございますけれども、その

ときの金額が５年間にわたって残って、回収を

したにもかかわらず一定の額が残ってしまった

というようなことで、これが不納欠損になった

というようなことになってございます。 

  それから、収入未済でございますけれども、

これは全体的な収納率の向上によって図られた

ものであろうと思っております。特に市民税に

おいて、特別徴収が非常に普及してきたという

ようなことで、現在、新庄市では、ことしの７

月１日現在で89％まで特別徴収の割合が高まっ

てございます。これは全県的にもトップクラス

に位置するわけなのですが、これによって非常

に市民税の収入が容易になったというふうなこ

とがございます。 

  そういったこともございまして、あわせて徴

収の努力と相まって収入未済が減少したという

ふうに捉えております。以上です。 

４ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

髙橋富美子委員長 佐藤卓也委員。 

４ 番（佐藤卓也委員） 説明書のほうの16ペー

ジのほうも一緒にお願いいたします。 

  先ほども課長がおっしゃられたとおり、特別

徴収制度の強化が書かれております。これはど

のような強化だったのかも一緒にお尋ねいたし

ます。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

髙橋富美子委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 市民税の特別徴収についての

お答えでございますけれども、これの努力は、

平成18年度とかそのあたりからもう全県的に始

まってはおるのですが、本格的にはここ数年で

ございます。私ども新庄市におきましては、平

成23年度において、従業員10人以上の事業所を

特別徴収事務所として指定してございます。そ

れから、平成24年度につきましては、従業員３

人以上の事業所を特別徴収事業所というふうに

指定してございます。年度を越えまして今年度

ですけれども、これも従業員１名以上、ただし

給与収入が93万円以上の課税される方というふ

うなことでございますけれども、そういった事

業所について指定をしてございまして、一部に

御協力いただけないところがあるのではありま

すけれども、この間、急速に特別徴収の比率が

高まって、89％までなったというようなことで

ございます。 

４ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

髙橋富美子委員長 佐藤卓也委員。 

４ 番（佐藤卓也委員） そういった意味でも、

徴収は上がっているということはいいことです

し、先ほどたくさんの委員の方からも公平性と

いうことは叫ばれておりますので、そこら辺を

しっかり評価していただいて、さらにやってい

ただければなと思っております。 

  また、同じこの説明書の26ページ、納税関係
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のところですが、25年度は納税相談員を２名か

ら４名に増員して収納率向上を図ったとありま

すけれども、今の課長の説明ですと、ここのと

ころがちょっとなかなか出てこなくて、２名か

ら４名へ上がったということの費用対効果もご

ざいますけれども、そこら辺はどういうふうに

考えていらっしゃるのかをよろしくお願いいた

します。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

髙橋富美子委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 納税相談員を平成24年度から

２名ではなくて、さらに２名ふやして、合計４

名の体制で臨んだというふうなことでございま

して、佐藤委員からおっしゃられましたけれど

も、当然それの効果も大変絶大であったという

ふうに私どもは考えております。 

  そこで、その指標をはかる際に、私どもが一

番この方たちに何を期待したかといいますと、

先ほど来、いろいろ言われておりますが、滞納

になる初期の段階、ごく最初の段階で対策をと

るというところに、特別この方たちの活躍の場

があろうと思っております。といいますと、督

促状、納期まで納められる場合は督促状が発せ

られるわけですが、督促状を発しても、10日以

内に納まらない場合は、税法上は差し押さえを

しなければならないというような状態になるわ

けです。ただ、実際にはそこまでやりませんの

で、その段階では、その前にいろいろ催促をす

るわけです。それで、今回４名体制になったこ

とによりまして、約束の日よりも１週間過ぎれ

ば、もう一斉に催告書を送る、あるいは電話催

告をする、あるいは会えない、連絡がない場合

は訪問するということで、約束の日を基準にし

て考えれば１週間というごくわずかな期間でも

って、もうおくれを見逃さないということで臨

んでおります。 

  それから、訪問徴収というようなことですが、

これは必ずしも２名が４名になったからといっ

て、徴収額が倍になるというものではございま

せん。しかしながら、先ほどお話ししたように、

催告の回転を速めるといったこと等の効果もあ

わせますと、非常に効果があるのかなというふ

うに思っております。 

  ちなみに回収額が、済みません、用意はして

いるのですが、すぐになかなか出せない状態で

ございまして。 

髙橋富美子委員長 暫時休憩いたします。 

 

     午前１１時３６分 休憩 

     午前１１時３７分 開議 

 

髙橋富美子委員長 休憩を解いて再開いたします。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

髙橋富美子委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 大変失礼いたしました。 

  納税相談員が平成24年度において、訪問によ

って徴収した金額、件数でございますけれども、

訪問件数は24年度中670件、金額にしまして

1,092万9,490円という金額です。これは先ほど

来申しましたように、前年度より飛躍的に伸び

たというものではございませんけれども、職員

が訪問して徴収するケースも合わせますと、合

計で1,630万円ほどの金額の徴収をしてござい

ます。 

  そういったことで、トータルに納税相談の機

会、あるいは催告の、言葉は余りよくないです

けれども、水際作戦を強化するという意味では

非常に有効なのかなというふうに思っておりま

す。以上です。 

４ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

髙橋富美子委員長 佐藤卓也委員。 

４ 番（佐藤卓也委員） 収納率が上がるという

ことはとてもいいことですし、払っていただけ

る方も相談に乗ることによって、どういうやり

方があるのかなということの勉強になるし、そ

の納税の能力が上がるということはとてもいい
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ことだと思いますので、こういうことをしっか

りとしていただいて、収納率を上げていただく

努力を建言させていただいて、公平性と財源確

保を確実にやっていただきたいと思います。 

  次に、決算書の73ページです。73ページ、17

款１項２目ふるさと納税に対してちょっと質問

いたしたいと思います。 

  ふるさと納税なのですけれども、23年度は

305万円だったと思います。それがことしに至

っては470万円ほど上がっております。これに

対しては、やはりふるさとを思う気持ちが特に

高く、やはり納税していただくのかなと思って

おりますけれども、そこら辺はどうして上がっ

たとか、そこら辺をどういうふうに分析なさっ

ているのかお聞きいたします。 

  説明書の９ページになりますけれども、そこ

ら辺も書いておりますので、そこら辺も一緒に

よろしくお願いいたします。 

荒川正一総合政策課長 委員長、荒川正一。 

髙橋富美子委員長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 ふるさと納税というよう

なことでございます。 

  御指摘のとおり非常に伸び率がありまして、

23年度比でまいりますと1.54倍というような金

額になってございます。件数のほうも2.9倍と

いうことで、この件数の伸びが大きいのが非常

に喜ばしいかなというように思っているところ

でございますが、22年度をちょっと見ますと、

金額は23年度よりは少し高かったのですが、や

や23年度は少し落ちたというような形になって

ございますけれども、24年度が飛躍的に伸びた

と。件数がまず伸びたことが要因かなというよ

うに思います。 

  件数が2.9倍で寄附金が1.5倍というような形

になりますので、その寄附金の件数が伸びたと

ころが大きな要因というようなことになろうか

と思いますけれども、１つは、全国的にこの制

度の浸透化がありまして、ふるさと、いわゆる

出身者だけにかかわらず、多くの方々が多くの

ところに寄附をされておるというようなことの

傾向が特に25年度もこのような傾向が続いてお

ります。 

  今般の９月補正にも上程させてもらっており

ますけれども、そのような傾向があらわれてい

るところでございますが、原因といたしまして

は、全国的にその制度の浸透が図られていると

いう部分と、あと共通していることかと思いま

すけれども、我が市を分析しますと、これまで

寄附をしていただいた方々に対してダイレクト

メールなんかを差し上げて、市の紹介を差し上

げたり、あとはその都度、都度、申し込みされ

た方々につきましても、イベント情報とか特産

品情報を含め紹介しておるというふうなことで

ございます。 

  あと、さらには新庄市の場合は、お土産品と

いうことで御礼を込めまして特産品を行ってお

るわけですけれども、この充実化を図っている

ということで、特産品の数をふやし、また冨樫

義博さんの名前を入れたものということで工夫

も施しているというような形、こういうのが一

つ一つが積み重なって、県内の中でも上位の割

合に入っているというような結果につながって

いるものというふうに思っております。 

４ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

髙橋富美子委員長 佐藤卓也委員。 

４ 番（佐藤卓也委員） 私もこのふるさと納税

に対してはちょっと関心を持っていまして、と

いうのは、テレビでもかなりこのふるさと納税

を取り上げておりまして、最上、ほかの町村の

方でも取り上げてですか、これはいっぱい売っ

ているわけですね。このふるさと納税を理解し

ていただくのには、やはりさっき課長もおっし

ゃったとおり、この特産物というのはかなり影

響されているのかなと思います。今、山形県で

いいますと、つや姫がやはりおいしいよ、それ

をやはりいただきたいがためになさる方もいら
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っしゃるとお聞きしております。 

  となれば、こういうことはやはりしっかりと

お土産に対しても紹介する意味、そしてまたこ

こに対するイベントの催事、特に新庄まつりな

んかもそうでしょうし、またさっきも課長もお

っしゃられました、冨樫義博さんのかむてんで

すか、絵なんかも一緒に送られてＰＲするとい

うことも一つの策だと思いますけれども、こう

いうこともさらに充実することによって、ふる

さと納税をしっかりする、ふるさと納税の制度

をしっかり理解していただいて、新庄市にたく

さん寄附していただく方をふやしていくことが

必要だと思いますけれども、そこら辺の強化を

どのように、25年度に対してもそうなのですけ

れども、今後どのようにやっていかれるのかも

もう一度お聞きいたします。 

荒川正一総合政策課長 委員長、荒川正一。 

髙橋富美子委員長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 委員おっしゃるとおり、

そのような形の方向づけで私たちのほうも研究

しておるところでございまして、単にふるさと

の方々へのその思いにということではなくて、

ひとつ市を全国的にアピールしていくというよ

うなことを含めて考えておりますので、例えば

24年度ですと一番お礼品で多かったのは、希望

制になっておりますので、47％の方々が新庄産

米を希望されると。35％の方が山形牛と。ほぼ

この２つで８割を満たしている形になりますの

で、この辺の希望がどんなものを背負っている

のかというようなことも含めながら、さらにこ

れに乗じて新庄市のアピールをどういうような

形でしていいのか、していくのかというような

ことも研究するのに非常に値する部分であろう

かと思いますので、皆様方からもアイデアをい

ただきながら考えてまいりたいと思います。 

４ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

髙橋富美子委員長 佐藤卓也委員。 

４ 番（佐藤卓也委員） 新庄のいいところをＰ

Ｒしていただき、これは余談ですけれども、せ

っかく米が47％、新庄米が欲しいという方がい

らっしゃれば、そこにかむてんをつける、そう

いったアイデアもあるでしょうし、そういった

アイデアを、皆さんのアイデアを聞きながら、

このふるさと納税の制度をもっと活用していた

だいて、新庄市に寄附が来やすいような形をつ

くっていただければなと思っております。以上

です。 

髙橋富美子委員長 ほかにありませんか。 

１２番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

髙橋富美子委員長 清水清秋委員。 

１２番（清水清秋委員） 私のほうから１点お聞

きしておきたいと思います。 

  監査委員の総括の講評もお聞きしたわけです

が、この24年度、納入がその年より改善された

と。これはやはり努力のたまものだというふう

に私も思います。 

  そうした中でですが、非常に……。 

髙橋富美子委員長 清水委員に申し上げます。質

問の際は、ページ数、款項目、事業名などをお

願いいたします。 

１２番（清水清秋委員） 納入していただくため

には、特に市税に関して、市税の中の固定資産

税、それは４ページ、固定資産税並びに都市計

画税に関しての未済額、そして不納欠損がある

わけなのですが、当然未済額が発生してくれば、

滞納して不納欠損につながっていくと。特に固

定資産税、この特に所有権者、土地とか、所有

権者が管内に居住していれば、それなりの税の

納付書なんかを送付して納入してもらうという

ような手だては当然とっているかと思います。

しかし、県外とか、管内から出てよその土地に

居住しているというような例がかなりあるかな

と思います。 

  というのは、農業委員会、農地なんか既にも

う県外におられる方が土地を所有しているとい

うような案件が、それ相当年々ふえている、農
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業委員会の案件としてふえてきている状況もあ

るわけで、そういうのを鑑みまして、そういう

ふうな県外居住者が、特に不納欠損等になって

くると、県外でやはり納入してもらうのはかな

り難儀していると思うのです。そういうふうな、

わかればですけれども、わかればひとつこの不

納欠損、そういうようなものに対して、わかれ

ば、当管内に居住している所有者、あるいは県

内におられる方の不納欠損がどういう割合であ

るか。この辺わかれば。その辺のあれは別に調

査、調査というか、あれしていないとなればそ

れまでなのですが、どうですか。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

髙橋富美子委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 固定資産税の不納欠損になる

場合のその県外、県外といいますか、新庄市、

この最上管内以外の地域の方の割合ということ

でございますけれども、それについてはちょっ

と把握してございません。 

１２番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

髙橋富美子委員長 清水清秋委員。 

１２番（清水清秋委員） そこまでしていないと。

ということは、心配しているのは、やはり県外

の土地の所有者とか建物の所有者、そういうの

が滞納したりすれば、やはり納入書を送付した

だけになるかなという感じもするんですよ。当

管内を出れば、直接出向いていったり、納入し

てくださいということで行っているかと思うの

ですが、県外になるとどういう対応しているの

かなという、こう心配になったものだから、そ

の辺の対応はどういうふうになされていますか。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

髙橋富美子委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 県外にお住まいの固定資産税

の納税義務者についてでございますけれども、

特別私どものほうで、新庄市近辺でないという

ことで苦労しているというふうな感覚はござい

ません。 

  といいますのも、大体の場合は郵便振替でも

って、郵便振り込みでもって、納付書を送る際

に郵便振り込み用紙もお送りするのですが、そ

れでほとんどの方は納めていただいていると。

それから、それで入らない場合、当然未納とい

うケースで市内にお住まいの方の場合でも対応

は同じになるわけですが、まず連絡をとってど

ういう状況で納められないのかということを把

握することから始めまして、いろいろ交渉を進

めてまいります。それが進んで分納ということ

になるかもしれませんし、あるいは短期に完納

ということになるかもしれません。それをさら

に超えて、なかなか深刻な状態になっていると

いうふうな場合は、これは差し押さえを積極的

にやるようにしてございます。こちらにいない

方の差し押さえといいますと、なかなか難しい

というふうに思われがちですけれども、最近は、

まずはその方の実態調査を地元の自治体のほう

に行いまして、いろいろ未納であるとか、債権、

債務関係がわかるような情報がもしあれば、そ

れをお聞きすると。その上で、その地域の銀行

等に調査をかけますと、言葉は悪いですけれど

も、網にかかるというふうなことがございます。

そういったものを遠隔地ではございますけれど

も、預金の差し押さえをしたりということも最

近はやってございます。 

  そういうことも考えますと、たとえ新庄にお

住まいでない方であっても、なかなか納めてい

ただけない、納めることができるのに納めてい

ただけない方については厳しい対応が可能だと

いうふうに思っております。以上です。 

１２番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

髙橋富美子委員長 清水清秋委員。 

１２番（清水清秋委員） これはちょっと前置き

で、やはり県外者が必ず滞納しているという捉

え方でなくて、そういう方もおられるんじゃな

いかということでの質問になりますので、そう

いうふうに捉えていただきたいと。 
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  やはり県外者がそういうふうな滞納とか、滞

ってきた場合、やはり納入書を送付してやるだ

けでも、今言った、何年か納入してもらわねば

差し押さえとか、そういうふうな手段は法的に

できることはわかるのだけれども、やはり納入

していただく際、１回、２回こう、出向いて話

をしたりしているかと思うんですよ。だから、

そこら辺、県外とか遠方にいる方に対しては、

なかなかそういう手だても厳しいんじゃないか

ということで、滞納がそんなにあるんじゃない

かと心配を俺はしているのだけれども、その辺

の対応のあり方というのは、やはりこれからも

検討して、所有権者に行って話したり、本当は

できればいいのだけれども、それをしないで、

それで滞納した後、不納欠損処理という物事が

何か進んでいるのではないかなという感じが。

その辺は今、法的な物事だけのことで不納欠損

に進まれているのか。その辺お聞きしたい。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

髙橋富美子委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 ただいまのお話でございます

けれども、仮に県外にお住まいの方であっても、

電話等で連絡がつく場合というのは結構ござい

ます。それから、先ほど申し上げました実態調

査をかけることによって、勤め先がわかったり

することがございますので、御自宅に連絡がと

れない場合であっても、職場がわかればそれで

連絡がとれるということは幾らもございます。 

  そういったことから、確かに市内にお住まい

の方のようにしょっちゅうお会いしたり連絡を

とったりというふうにできない難しい面はある

のでございますけれども、できるだけ頻繁に連

絡をとって納税をお勧めするというふうなこと

で対応しておりまして、最終的に不納欠損にな

るというケースがもちろん今まではあったわけ

です。その点は市内に納税義務者がいらっしゃ

る場合でも、市外にいらっしゃる場合でも、特

別にとりたてて違いがあるというふうなことは

ございません。 

  そういったことで、私どもとしましては、確

かになかなかお話しできない、お話しする機会

が少ないということがございますので、その辺、

納税相談員の力もかりながら回数をふやしてい

きたいというふうに考えております。以上です。 

１２番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

髙橋富美子委員長 清水清秋委員。 

１２番（清水清秋委員） 今後もそういうふうな

納入をしていただく方が県外とか、いろんなと

ころへ移動していかれる件数が多くなってくる

と考えられます。やはりそうしたものの対応が、

非常に行政としての対応が難しいというか、難

儀してくるという状況も出てくるかと思います

が、ぜひ今まで質問した委員の皆さんへ町長よ

り、税の公平性を保ってもらうと、これが基本

であるわけですから、そのことを踏まえるとす

ると、やはりそういうふうな大変な状況もある

ということは、我々にもわかるんですよ、そう

いうふうな、先ほど言った農地なんか半端じゃ

ないですよね。もう所有権が異動していって。

そういうふうな案件、農業委員会だってかなり

の大変な作業をしていると思います。 

  そういうことを踏まえ、今後やはりひとつで

きるだけ、どういう、いかなる場合でも、不納

欠損というものの発生を少なくして、税の納入

の向上を図っていただきたいと思います。終わ

ります。 

髙橋富美子委員長 ただいまから１時まで休憩い

たします。 

 

     午前１１時５７分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

髙橋富美子委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  なお、副市長より、都合により欠席届が出て

おります。 

  それでは、一般会計歳入についてほかにあり
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ませんか。 

１８番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

髙橋富美子委員長 森 儀一委員。 

１８番（森 儀一委員） それでは、私のほうか

らお聞きいたします。歳入歳出決算書の歳入の

部の59ページ、使用料及び手数料でございます。 

  使用料の５目土木使用料の道路占用料ですか、

これはどの、どういう場所を言っているのか。

そして、大変多く新庄市であるということ、そ

の下の法定外公共物占用料のほうでございます。

法定外というのは、これは新庄市内で随分ある

と聞いておりますけれども、この歳入にかかわ

っているのは、どの地区、あるいはどのところ

を言っているのか、まず最初にお聞きしたいと

思います。 

松坂聡士都市整備課長 委員長、松坂聡士。 

髙橋富美子委員長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 それでは、お答え申し上

げます。 

  土木使用料、道路橋梁使用料、その中の道路

占用料について御説明申し上げます。 

  道路占用料につきましては、主に電柱類、Ｎ

ＴＴ東日本、あとそれから東北電力の電力柱、

あとそれから共架の電線類というふうな形でご

ざいます。あと、それからもう一つ、都市ガス

の埋設管、あとその他でございますけれども、

電柱に巻かれている広告、あとそれから工事に

伴いました足場、あとはお祭り関係等で申請ご

ざいます露店というふうな形になってございま

す。 

  主にこれは、主流でございまして、全体的に

見ますと、電柱関係で８割ほど占めてございま

す。箇所数といいますか、路線数についてはほ

とんど、ほぼ市道路線全路線で占用というふう

な形がされてございます。 

  あと、もう１点、法定外公共物占用使用料、

これにつきましては、主に水路の通路として水

路にふたかけした部分、占用的にその部分につ

いて通行するというふうな形の部分、これが全

体的に218件ほどございます。そのような関係

で、このような道路占用料と、それから法定外

公共物占用料というふうなものでなってござい

ます。以上でございます。 

１８番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

髙橋富美子委員長 森 儀一委員。 

１８番（森 儀一委員） 法定外と公共物と言い

ましたけれども、これは道路だけでなく水路、

道路、水路、そしてそのほかにも何かあるので

すか。それとも、道路と水路を主に言っている

のが法定外なのか。 

  それから、例えば地区でこういう水路を補修

したい、あるいは道路を補修したいなんていう

場合の、この法定外の中に入って、法定外の水

路あるいは道路になりますと、手続というもの

は市役所でできるのか。それとも県単位になる

のか。その辺をちょっとお願いしたいのですけ

れども。 

松坂聡士都市整備課長 委員長、松坂聡士。 

髙橋富美子委員長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 法定外につきましては、

市の都市計画課、私どものほうで取り扱ってご

ざいます。それで、法定外公共物につきまして

は、水路、あと道路というふうな形になります。

例えばここで言っている占用につきましては、

ただいわゆるその利用者が限定される場合とい

うふうな形になります。例えば地区で水路を入

れるとかという場合につきましては、占用とい

うふうな形はないというふうに理解しておりま

す。 

  あと、それから手続関係につきましては、こ

ちらのほうに法定外公共物の申請ございますの

で、占用でなくて工事の申請でございますので、

それをしていただければよいかというふうに思

っております。 

１８番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

髙橋富美子委員長 森 儀一委員。 
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１８番（森 儀一委員） これは法定外という、

市で認めているというか、そういう道路、水路

はたくさんあると聞いておりますけれども、こ

れはあれですか、市で何カ所とか、そういうも

のを把握しているのですか。それとも、やって

みて出てきたというのが法定外なのか。この辺。 

松坂聡士都市整備課長 委員長、松坂聡士。 

髙橋富美子委員長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 法定外につきましては、

以前国のほうから一括で市、市といいますか、

地方公共団体のほうへ、市のほうへよこされた

ものでございまして、全体的な把握につきまし

ては、その時点で地番と、それから図面等がご

ざいます。やはり箇所数が相当な箇所数でござ

います。それで、こちらでも申請等来ますと、

そこを確認しまして、あとそれから、例えば境

界立会というふうな形で申請願えれば、こちら

のほうで法定外の境界立会等も行っているよう

な状況でございます。 

  全体的には、やはり箇所数が相当な数でござ

いますので、来た時点でいろいろお聞きしなが

ら、その場所を確認しながら行っているような

状況でございます。 

１８番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

髙橋富美子委員長 森 儀一委員。 

１８番（森 儀一委員） 法定外については、例

えば地区でそういう申請をした場合には、例え

ば改良区のも水路に入っている、あるいは道路

が地区でも入っている、市道も入っているとい

う、その辺でなかなか市にお願いしても、例え

ばですよ、手続が面倒になってやっていただけ

ないなんていうことをちょっと聞いたときがあ

りますが、そういうところは今までもなかった

ですか。それとも、この参入については、ほと

んど電柱とかそういうものは手続上は、地区は、

要望かなんかそういうものでは面倒でないか、

そういうことをちょっと。 

松坂聡士都市整備課長 委員長、松坂聡士。 

髙橋富美子委員長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 手続については、やはり

条例にのっとりましてしているところでござい

ますけれども、やはり申請といいますか、工事

自体につきましては、こちらのほうにおいでに

なっていろいろ聞きながら、御相談を受けなが

らやっていくというふうな形だと思います。 

  あと、それから手続関係で、例えば利用者が、

何と申しますか、本来管理そのものについては

使用者がしていただくのが一番というふうな形

でとってございまして、利用している方々がや

っていただくというふうなのが一番だというふ

うに考えてございます。 

１８番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

髙橋富美子委員長 森 儀一委員。 

１８番（森 儀一委員） どうもありがとうござ

います。 

  次に、同じ59ページのすぐ中段のところで、

都市計画使用料の中で、福田運動広場使用料と

出ておりますけれども、これは福田工業団地の

中の運動広場と認識してよいのでしょうか。 

森 隆志社会教育課長 委員長、森 隆志。 

髙橋富美子委員長 社会教育課長森 隆志君。 

森 隆志社会教育課長 福田運動広場につきまし

ては、福田工業団地内にある運動広場でござい

ます。 

１８番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

髙橋富美子委員長 森 儀一委員。 

１８番（森 儀一委員） この広場のすぐ近くに

公園があります。その公園もエリアに入れたこ

の使用料ですか。それとも、公園は自由に入っ

て使ってもいいということなのか。 

  それから、あの運動公園もさまざまなスポー

ツが利用していると思いますけれども、一番多

いスポーツはどんなスポーツか。 

  それから、夜間と昼間で使用料とかそういう

ものは違うと思いますが、夜間の利用というの

はあるものか。その辺ちょっとお願いします。 
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森 隆志社会教育課長 委員長、森 隆志。 

髙橋富美子委員長 社会教育課長森 隆志君。 

森 隆志社会教育課長 福田運動広場につきまし

ては、いわゆる福田グラウンド、成果表の126

ページにいわゆる使用料の内訳が出てございま

すけれども、福田グラウンド、それからテニス

コート、この２つがございます。それで、グラ

ウンドにつきましては夜間照明がついておりま

すので、こちらは夜間の利用もございます。以

上でございます。 

  あと、いわゆる公園部分につきましては、都

市公園になっております。 

１８番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

髙橋富美子委員長 森 儀一委員。 

１８番（森 儀一委員） じゃあまずグラウンド

に対しては、これは新庄市内の人が多いか、そ

れとも郡部、誰でも使用されているのかという

ことをお聞きいたします。 

  そして、また先ほどどんな種目が多いと聞い

たのだけれども、ちょっと言ってもらえなかっ

たのだけれども、実は９月の14日に、新庄最上

地区の社会人野球大会が開催されまして、大変

若い人たちの熱戦、楽しく思って私も拝見させ

ていただきました。それで、使用料が安くてこ

このところはいいのよと、みんな口々に言って

やっておりました。ことしは何か一チームふえ

たと言って、大変あの球場を利用しながら社会

人の野球の人たちが一生懸命やっているように

思われましたが、ただあのバックネット裏のほ

うに、日よけもなす雨よけもなす、台風の接近

でこれは降っているけれどもどうすっぺやなん

て言いながらやっていましたけれども、ああい

うところに、何年も前からあの状態なものです

から、工業団地も今度は少し明るい兆しが見え

てきた中で、環境整備する中でも、ああいうと

ころにちょっと日よけ、雨よけみたいな、つく

ればいいなと皆さんが言っておりますので、そ

ういう計画とかそういうものはないのかという

ことをお聞きしたいのですけれども。 

森 隆志社会教育課長 委員長、森 隆志。 

髙橋富美子委員長 社会教育課長森 隆志君。 

森 隆志社会教育課長 福田グラウンドにつきま

しては、野球の利用が大半でございます。 

  郡内、市内、利用者につきましては、ちょっ

と今資料手元にないので、後ほどお答えしたい

と思います。 

  あと、確かにベンチにつきましても、いわゆ

る屋外施設というか、そういった東山の野球場

と違って、本当にベンチだけというふうな形に

なってございます。それにつきましては、いわ

ゆる雨天の利用はかなり厳しいのかなというふ

うには感じております。 

  今後の計画でございますけれども、今のとこ

ろいわゆるベンチとか、そういうふうなものを

建設するような予定はございません。以上でご

ざいます。 

髙橋富美子委員長 ほかにありませんか。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

髙橋富美子委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） それでは、私から、簡

単な質問になると思いますが、１つだけお伺い

します。 

  たばこ税についてです。決算書50ページの事

項別明細書に１款４項にございます。 

  たばこについては、私も４年ぐらい前までで

すか、愛煙家として一生懸命吸わせていただき

ました。当時ですと、大体税収が３億1,000万

円ないし2,000万円ぐらいだったかなと思われ

ますが、今回の決算を見ますと３億6,000万円

という額になっております。本当に本市におい

ては、非常に貴重な財源ではないのかなという

ふうに思います。 

  この貴重な財源の徴収の方法についてお伺い

したいと思います。どのようにされていますで

しょうか。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 



 - 178 -

髙橋富美子委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 たばこ税の徴収方法というこ

とでございますけれども、これにつきましては、

消費者がたばこを購入して、その中に税金が含

まれておるわけでございますけれども、例えば

日本たばこ産業でありますとか、あるいはその

他輸入たばこの業者であるとか、そういったと

ころを通じて申告納付により市町村の消費量に

応じて納められるというふうになってございま

す。以上でございます。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

髙橋富美子委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） 国産のたばこは日本た

ばこ産業から納められると、こういうことです

が、地元で買えば地元に税金が落ちると、これ

は昔も今も変わりないと思うのですが、この日

本たばこ産業で、ここの新庄で売れた分という

のはきちっと把握されて、その中から新庄市の

ほうに税金を回してもらうと、こういう形にな

りますか。どうでしょう。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

髙橋富美子委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 たばこ税の申告をして納めて

いただいておる業者ですが、これは日本たばこ

産業も含めまして６社ございます。その中で日

本たばこ産業が最大の比率を占めてございまし

て、50％以上ですね、そのぐらいの比率を占め

てございます。よろしいでしょうか。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

髙橋富美子委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） そうしますと、こうい

うことも該当してきますか、例えば量販店の、

大手スーパー、ここでも結構売られております。

それで、これは前に聞いたときは全部本社のほ

うに行って、それで本社のほうが、このたばこ

産業になるのかわかりませんが、こちらのほう

に、何ていいますか、申請というとおかしいか

もしれませんが、売り上げを報告し、というふ

うに、こう聞いているのですけれども、新庄で

売れたものは新庄に税金として返していただく

というものがきちっとなっているかどうかとい

うことが心配なのです。この辺はもう間違いな

く仕分けされて税金が還元されていると、こう

いうふうに理解してよろしいのでしょうか。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

髙橋富美子委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 新庄市内で販売されたものに

ついては、市たばこ税の全額が本市に申告納付

されます。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

髙橋富美子委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） 最後に、先ほど佐藤卓

也委員から質問ありました市民税の特別徴収、

これはきのう、おとといの新聞に個人住民税の

給与天引きということで大きく山新に掲載され

ておりました。 

  これを見ますと、新庄市は、89％の実施率と

いうことで、県内２番目だというふうに載って

おります。これは先ほど来の税務課長の答弁に

もありましたとおり、しっかりと努力をされて、

それでこの２番目の税率まで上り詰めたんじゃ

ないのかなと、こういうふうに思います。今後

100％を目指していくのでしょうけれども、こ

の新聞を見ますと、100％にはなり得ないと書

かれていますが、できるだけ100％に近く今後

とも努力していただけるようお願いしまして、

終わります。 

髙橋富美子委員長 ほかにありませんか。 

   (「なし」と呼ぶ者あり) 

髙橋富美子委員長 ほかに質疑なしと認めます。

よって、歳入について質疑を終結します。 

  次に、一般会計の歳出について質疑ありませ

んか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

髙橋富美子委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 成果表に基づいてです
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が、８ページの２の（２）で、市バスの運行に

ついてです。２つ路線がありまして、それぞれ

利用者の人数を調べたところ、去年、23年の決

算よりも減っております。利用減少の理由と、

今後の利用拡大の方法についてはどのように考

えておられるでしょうか。 

  ２つ目は、成果の39ページの声の広報です。

７世帯ということで、23年度と同じになってい

ます。でも、市民の状況を考えますと、高齢化

に伴って読めない人がふえているのではないか

なと感じます。字を読めない方もおられます。

声による情報提供を広げるべきではないかなと

感じているのですが、そういった努力はなさっ

たのか、お願いします。 

  ３つ目まで、済みませんが、３つ目は、44ペ

ージで、そこの成果ですが、低栄養改善プログ

ラムを徳洲会に委託してやっているということ

ですが、23年度も24年度も実施がなかったよう

に見ております。これはなぜだと考えておられ

るのか、まずお願いします。 

荒川正一総合政策課長 委員長、荒川正一。 

髙橋富美子委員長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 市営バスの件でございま

す。ここにございますように、２路線合計しま

すと、利用者数8,001人という形になりますが、

昨年度から見ますと13％の減というようなこと

になります。 

  その中で、２路線別に８ページに掲載してご

ざいますが、共通して言えますことは、大きな

原因をつくっているのは、一時的には、年齢層、

区分から見ますと、障害者の方が目立つ原因と

いうような形になります。ただ、障害者の方は

年々、その年に応じまして上がり下がりがあり

ますので、一概にこれが原因だというようなこ

とは特定できないものかなと。土日、年末年始

の休みを除いて運行しておりますので、１人２

人が活用しないというようなことになっていま

すれば、非常にこの人数への影響は大きいとい

うようなことがあります。 

  １つ考えられるのは、障害者の方の県立病院

への通院件数、これが左右しているのではない

かというように思われます。 

  今後につきましては、先ほど申し上げました

ように上がり下がりがあります。ただ、言える

ことは、27年度、北部小中一貫校によりまして、

萩野小への現在の小学生が減るというような形

になれば、人数的には大きく左右してくるとい

うような形になりますので、生活交通路線とい

うようなこともありますから、通院を主としな

がらも、買い物等を含めて足を確保していくと

いうものは安定的に必要であろうというふうに

思いますので、その視点から見て、今後、その

ほかの地域との兼ね合いも含めまして考える中

で、浸透を図っていくというのが一番必要であ

るとともに、安全性を確保していく、信頼性を

確保していくというようなことが一番のＰＲな

のかなというふうに思ってございます。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

小野 享。 

髙橋富美子委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長

小野 享君。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 39ページ

の声の広報発行事業に関しての御質問でござい

ますが、この事業につきましては、障害者の社

会参加促進事業という名称の補助金の中で行っ

ているという事業でございます。成果の中にも

ございますように、重度の視覚障害者を対象と

して行っているというふうになっております。 

  したがって、現行の枠の中では、この補助金

の中で佐藤委員の御質問にあったように、いわ

ゆる枠を広げて高齢者、それからいろんな補助

をされている方に対する広まりという部分につ

いては、まだちょっと非常に厳しいものがある

かというふうに思っております。 

  ただ、実際、御意見のとおり、今後の高齢社

会というふうな状況の中で、声の広報なりいろ
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んな施策が新庄市として広める手段を確保して

いくということは非常に重要なことでございま

すので、そういう声もお聞きしながら進めてい

きたいというふうに思っております。 

  続きまして、44ページの介護予防事業の中の

低栄養改善プログラムでございますが、大変申

しわけございませんが、ちょっとわかりにくく

なっておりますが、この介護予防事業に関しま

しては、介護保険特別会計の中で実施しており

ますので、介護保険特別会計の中でお答えした

いというふうに思います。以上でございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

髙橋富美子委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 最初に、市バスについ

てなのですが、市民の声としては、まず運転手

の接客不足があると。ありがとうございます、

とまります、わかりました、というような、そ

ういう丁寧な言葉がない態度といいますか、そ

れはちょっと乗りづらいという声もあります。 

  それから、価格として、金沢から乗っても

300円とかという話もありまして、私も乗った

ことがないので大変失礼ですけれども、100円

ぐらいだったら乗りやすいのになという声もあ

りましたので、やはり交通弱者と言われる方が

利用しやすいような値段というのを考えてもい

いんじゃないかなと思うのです。 

  あと、芦沢線のほうかな、県病から芦沢とい

うことですけれども、増便があればなという声

もありました。もう１時間か１時間半ぐらい、

あと多目に、もう１本あればいいかなという声

がありました。 

  また、金沢温泉とか、山屋セミナーハウスに

も使えたらいいなと、こう回ってくれたらいい

なという声もありました。 

  そんなふうに利用者の声をもう１回集めて、

利用がふえるようになさってはどうかと思いま

すが、どうでしょうか。 

  それから、次の質問です。成果42ページで、

老人福祉電話貸与事業が、平成23年の決算のと

きにあったのですけれども、５台あったのが、

私も気づかないで大変申しわけなかったのです

けれども、24年にはなくなっておりました。こ

れをちょっと考えてみたのですけれども、固定

電話のよさが本当はあるのではないか。携帯電

話が普及されているからというのも理由がわか

りますけれども、どうも高齢者は携帯電話にち

ょっと苦手というような方もいらっしゃって、

固定電話が単純でいいということ。また、利用

料が安いのではないかということからも、５台

とはいえ、低所得の高齢者に電話貸与というの

は、私は復活するべきでないかなと、これを見

ながら、23年度と比べながら考えたのですが、

どうでしょうか。 

  それから、次に49ページのわらすこ広場につ

いて。利用者がこれも減っております。減った

理由はどのように考えておられるでしょうか。 

  次に、成果の64ページに、１でごみの処理量

というのが出ております。ここに、ごみの処理

量をこう比べてみましたら、平成22年には減量

して、以来、23年、24年と増加してきておりま

す。この原因と対策をどのように考えておられ

るでしょうか。まずそこまでお願いします。 

荒川正一総合政策課長 委員長、荒川正一。 

髙橋富美子委員長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 市営バスの件につきまし

て、いろいろとありがとうございます。先ほど、

最初は運転手の苦情というようなことがござい

ましたが、19年度から始まっているこの事業と

いうことで、20年度あたりまでは運転手に関し

ますそういう苦情が寄せられたことがございま

すが、その後は大きな運転手に関する苦情とい

うものは、私どものほうでは聞き及んでござい

ません。 

  逆に、乗客が乗客に対する苦情というふうな

ものなどはちょっと昨年、記憶に新しいところ

かなというふうに思いますが、さまざまな形の
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中でこれからステップアップしなきゃいけない、

地域公共交通でございますので、その体系の構

築のために、いずれさまざまな市民の方々、例

えばアンケート、あるいは関係業者の方々との

協議を重ねることが必要かなというふうに思っ

てございます。 

  あと、料金のほうがありましたけれども、芦

沢線のほうかと思いますが、300円と400円の体

系というようなことをつくっております。新庄

地区と角沢地区というようなところで分けてお

りまして、まず新庄地区のほうは、県立新庄病

院前から野際団地というようなところを一くく

りにして、ここでの区間での乗降、あるいは角

沢地区内での乗降の場合は300円、新庄地区と

角沢地区にまたがる場合の乗降については400

円というような形になりますが、ちなみに土内

線は300円と500円の料金体系と。 

  25市町村の中で、生活交通路線を引いている

県内の状況でございますが、300円もしくは400

円、500円というのは、一番多い体系というよ

うな形として、こちらのほうでは認識してござ

います。 

  100円というのは中学生以下、あるいは身障

手帳等の手帳保持者の介護者に限定されており

まして、そういうような特例をつけてございま

すので、料金につきましても、今後のステップ

アップにつながる形の中で、さまざま御意見を

頂戴いたしたいというふうに思ってございます。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

小野 享。 

髙橋富美子委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長

小野 享君。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 老人福祉

電話貸与事業に関しての御質問でございます。 

  昨年までの主要施策には記載しておりました

が、今回からないということで、対象者がいな

くなったのかというふうな危惧でございますが、

この前、お配りしております新庄市の福祉の中

の22ページの中には、老人福祉電話貸与事業と

いうことで継続して掲載させていただいており

ます。また、１名減っておりますが、４台今回

も貸与させていただいているということでござ

います。 

  今回、いわゆる支出を伴わないという関係か

ら、主要施策のここからは外させていただいて

おりますが、新庄の福祉には記載しているとい

うことで御報告させていただきたいと思います。

以上でございます。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

板垣秀男。 

髙橋富美子委員長 子育て推進課長兼福祉事務所

長板垣秀男君。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 わらす

こ広場の利用者の件のことでございます。ちな

みに23年度につきましては、年間で５万1,088

名の利用者がございました。開館日数につきま

しては312日ということになってございます。

24年度ですけれども、年間の利用日数が４万

8,073人、開館の日数が23年度に比べて１日少

ない311日でございます。 

  年間の利用者を比べますと、23年度から24年

度にかけて3,015人減っているということであ

ります。ただ、１日当たりに直しますと、23年

度が１日当たり164名平均だったのですけれど

も、24年度につきましては155名ということで

あります。１日９名減っているというようなこ

とでございまして、それほど原因としては大き

なものではないのかなというふうに考えてござ

います。以上です。 

小嶋達夫環境課長 委員長、小嶋達夫。 

髙橋富美子委員長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 ごみ処理の量ということでの

御意見でございますが、平成22年、23年、24年

と、生活系のごみの処理量、それから64ページ

の下のほうになりますが、事業系のごみの処理

量で、あわせて65ページの一番上ですけれども、



 - 182 -

資源ごみ、こちらのごみの量も総体的にふえて

おります。このごみの量、新庄市にとどまりま

せんで、広域全体のごみの量がこの年度からふ

えております。 

  １つは、考えますに、テレビ等の地デジ化、

これに伴って家電製品の買いかえ、交換が多く

出てきたのかなと。あわせて、それの梱包材、

そういうものが相当出たのだろうなと思います。

その辺は生活系、事業系にかかわらずふえてい

るということで、ある程度説明はできるかなと

いうふうに考えております。 

  ごみの量の減量化ということですけれども、

今現在、新庄市では金属資源とか、紙類とか、

ごみの中から資源物をできるだけ資源に回して

いただいて、ごみの量を減らそうということで

やっております。１つは、リサイクルにこにこ

運動ということで、町内会の子供たち、あるい

は敬老会を活動されています資源回収業者、こ

ちらの方の活動を促進させたいというふうに考

えています。 

  いかんせん子供の数が減っております。それ

から、高齢者の方もなかなかそういう活動がで

きないということで、ちょっと今、工夫をして

何とかごみから資源に回せるようにということ

で考えております。 

  説明としては以上でございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

髙橋富美子委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） わらすこ広場の利用人

数が減っている理由として、わからないような

内容の話でしたけれども、私なりには、利用料

が無料で東根とか天童だと聞いておりますが、

子供のそういうわらすこ広場のようないい広場

が無料で遊べる、子供が遊べる場がいいのがで

きていると、設置されているということから、

無料というだけで、子育ての方があちらが子育

てしやすいなんて言っているのです。そういう

意味では、せっかくわらすこはいいものだと私

も思っておりますので、利用しやすいように、

東根市では無料と聞いているし、そういうのも

考えると、100円という、わずかに見えるかも

しれませんが、今収入が減っている若い世代の

中では、100円でも200円でもやはり行きづらく

なるか、ならないか、ちょっとそのせいになり

そうなのです。そういう意味で、できれば利用

をふやしてもらうためにも考える必要はないか

なということで、もう１回お願いしたいと思い

ます。 

  次に、ごみの処理量についてなのですが、新

庄市の平成24年度のリサイクル率というのは、

私なりに23.7％かなと、そこの数字から見て考

えたのですけれども、それでよろしいのか。こ

れを拡大するということで、資源化に、何をど

のように資源化していくかということで、もっ

とリサイクル率をぐんと上げていくことによっ

て、ごみ焼却場などの延命にもつながるだろう

し、資源化率をどう上げていくか、あと最高は、

鹿児島県志布志市では76.3％です。それまでは

いかなくても、市としてもう少し頑張る、もっ

と資源にしてごみをふやさない、減らす、その

対策はどのようにお考えか、お願いします。 

  それから、45ページの老人福祉センター運営

助成事業というのが成果であるのですが、ここ

で利用者数が23年と24年を比べたら、791人も

減っておりました。これはどうしてなのか。ど

う考えるのか、お願いしたいと思います。 

  それから、106ページの６の（２）地産地消

ということで、地元の野菜などがどのぐらい使

われたかというのが、キロ数が載っております。

そうすると、こういう数字というのはすばらし

いと思っておりますが、23年度と比べたときに、

28.5％、地産地消の野菜の利用が減っておりま

す。これはどうしてなのか。縮小してしまって

いるのはなぜなのか、お願いします。 

  それから、110ページに標準学力検査という

のがあります。ここで24年度、23年度に比べて
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隔年だったのを全ての学年に広げたようですが、

どうしてなのかということで、お願いします。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

板垣秀男。 

髙橋富美子委員長 子育て推進課長兼福祉事務所

長板垣秀男君。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 わらす

こ広場の利用料無料化というふうなことであり

ますけれども、委員おっしゃるとおり、今１日

利用で100円、一月利用で500円というようなこ

とでお願いをしてございます。これが高いか安

いかということになりますと、また利用者様、

御父兄の方々の御意見等を聞いていかなきゃい

けないなというふうに思います。27年度から始

まります子ども・子育て支援の新システム、そ

ちらのほうで子ども・子育て関係の計画をまた

改めてつくっていく中でニーズ調査等を行いま

すので、またその中でもこういった利用料の件

についても検討していきたいというふうに考え

ます。以上です。 

小嶋達夫環境課長 委員長、小嶋達夫。 

髙橋富美子委員長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 先ほどのごみの資源化率とい

うことで、23.7％という数字、委員のほうから

お話がありましたけれども、重量比で数字上は

そういう形になろうかと思いますが、現在、新

庄市では資源回収業者に直接、新庄市内の方、

金属資源物であるとか、紙類であるとか、そう

いうものを直接お持ちいただくような御案内を

しております。 

  ステーションから回収するもの、それから直

接持ってきていただくもの、あるいはにこにこ

リサイクル運動の中で回収するものということ

で区分されるかと思いますが、直接持っていく

分については、こちらのほうでカウントしてお

りませんので、先ほどの鹿児島の数値には及ば

ないとは思いますが、もう少し上に行っている

のではないかなというふうに感じます。 

  それから、資源化率を上げる方策としまして、

現在ですと、燃やせるごみですと、紙とかプラ

スチックとか、それから生ごみとかというふう

な、こういうふうなごみの区分で分けられるわ

けですけれども、それぞれに新庄市、いろいろ

とごみの種類に応じてリサイクルできるような

手だてを講じてはいるのですが、なおそれを市

民の方が利用しやすいように、出しやすいよう

にといいますか、回収をされやすいような方法

を御案内したいなというふうに考えております。 

  それから、燃やせないごみですが、こちらの

ほうは先ほどの直接業者に持っていくというこ

とでお願いをしております中に、金属資源物と

いうことがあります。金物類については、直接

持ってきていただければ、燃やせないごみの袋

に入れなくても処理できるということで、そち

らのほうも御利用いただいております。それか

ら、瓶とか陶器類、瀬戸物類、そういうものに

ついてはもう既にステーションの中で回収して

いただいております。 

  さらに、現在スーパーの店頭でも、資源物に

ついての回収をしておりますが、そちらのほう

も、今後もなおスーパー御利用の方にごみの減

量化と資源化について啓蒙を進めたいというふ

うに考えております。以上でございます。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

小野 享。 

髙橋富美子委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長

小野 享君。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 成果表45

ページの老人福祉センター運営事業に関しまし

て、利用者が減っているというふうな御指摘を

いただきました。 

  実際、昨年度、延べの利用人数にしますと、

１万2,731人でございましたので、今年度は１

万1,941人、率といたしますと93.79、大体４％

程度減少されたというふうなことでございます。

１日の平均利用者数につきましても、前年度が
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42名という形が、24年度は39名まで、３人ほど

ですけれども落ちたという状況でございます。

この理由としましては、行事別の利用状況とい

うのがございまして、いわゆる主催事業が昨年

度、24年度は減ったということでございます。

特に将棋教室とか生け花教室、特に将棋教室に

つきましては800人程度来ていただいておった。

それから、生け花教室につきましても150名ほ

ど、それから懐メロ教室というのもございまし

て、この方々も198名ほど、これらの主催事業

が24年度は開催されなかった。ちょっと理由は

確認しておりませんが、そういう減った状況も

ございます。 

  ただ、一方、介護予防対策教室のように400

名程度の規模から523名というふうに人数をふ

やしている教室もあるというふうな推移で、た

だ老人センター全体の利用としてはやはり減っ

ているというふうなことは事実でございますの

で、せっかく我々のほうで社会福祉協議会のほ

うに委託しながらこの事業を運営しております

が、やはり利用率が多くなるように、事務局と

話し合いながら進めていきたいというふうに思

っております。以上でございます。 

髙橋千春学校教育課長 委員長、髙橋千春。 

髙橋富美子委員長 学校教育課長髙橋千春君。 

髙橋千春学校教育課長 ２つ御質問いただきまし

た。 

  まず、１点目ですが、成果表の106ページの

給食にかかわる地産地消の野菜の割合が減った

理由というようなことをお尋ねいただきました。

確かに23年度の野菜のところの県産と地場産を

合わせて23年度は38％ございました。それから、

24年度が野菜について県産と地場産を合わせて

34％ということで、４％、野菜に限っては減っ

ております。 

  その理由ということなのですが、その理由に

ついては、ちょっと残念ながら把握しておりま

せん。減ったということなのですが、22年度並

みになっているのかなというふうに捉えている

ところです。 

  それから、もう１点目、学力テストの実施に

ついて御質問いただきました。成果表は109ペ

ージ、110ページのところです。小学校につい

ては2011年度は、算数のところの２年生、４年

生、６年生という実施だったわけですが、それ

を昨年度、2012年度については国語と、それか

ら算数について、２、４、６学年を実施してお

ります。これはなかなか隔学年となると、子供

たちの実態の把握、あるいはそれを、把握を生

かして指導に生かすというようなところで、な

かなかちょっとデータ的に足りないというよう

なことで、この全学年の実施ということをお願

いして実施したものです。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

髙橋富美子委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 地産地消が縮小してい

るというのは、私は、直営の調理師が１名減っ

ていることともあわせて、手づくりなどが減っ

て加工などがふえているのではないだろうかと

想像するものがあります。調理の民間委託とい

うのが、地産地消の縮小などにつながっていな

いのか、食としての教育というのが後退してい

ることにならないのかなと思うのですが、どう

でしょうか。 

髙橋千春学校教育課長 委員長、髙橋千春。 

髙橋富美子委員長 学校教育課長髙橋千春君。 

髙橋千春学校教育課長 直営を減らして調理師の

委託のところをふやしたがために、いわゆる地

産地消のその割合が減っているのではないかと

いうような御質問だったわけですが、いわゆる

委託のところも含めて、直営も含めて、献立を

検討するのは、市のほうの献立検討会というよ

うなところで検討しておりまして、それぞれ委

託業者が決めたり、あるいは直営のところで決

めたりというようなことではございません。 

  したがって、委託であろうが、直営であろう
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が、献立検討会を毎月行っております。そこの

栄養士さんとか、市の職員も含めて検討してお

りますので、そういうことはないのではないか

というふうに捉えているところです。以上です。 

髙橋富美子委員長 ほかに質疑ありませんか。 

２ 番（伊藤 操委員） 委員長、伊藤 操。 

髙橋富美子委員長 伊藤 操委員。 

２ 番（伊藤 操委員） それでは、私から少し

質問させていただきます。ただいま佐藤委員か

らもありましたわらすこ広場についてお伺いい

たします。 

  わらすこ広場の管理運営事業費がおおむね

2,200万円です。それで、佐藤委員からも利用

者の減少についての質問がありました。昨年に

比べまして、市内の利用者がおおむね１年間で

3,000人減少していまして、郡内の利用者がふ

えているという状況です。管理運営事業費がそ

のぐらいの経費をかけておって、市内利用が

3,000人減っているというのは、運営のほうに

何か課題とかが残っているのではないでしょう

か。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

板垣秀男。 

髙橋富美子委員長 子育て推進課長兼福祉事務所

長板垣秀男君。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 わらす

こ広場の管理の件でございます。 

  全体の予算としましては2,200万円というこ

とでありますが、そのうちの大部分がわらすこ

広場の賃借料1,800万円でございます。それ以

外に受け付けと管理業務というふうなことで、

お二方雇用させていただいておりまして、その

方々の賃金として200万円弱、それが大きな内

容になってございます。あとは施設管理の委託

等、例えば清掃業務でありますとか、それから

遊具の備品購入、そういったものもございます。 

  御指摘のとおり、23年度と24年度を比べまし

て、市内の子供の利用が3,000人近く減ってご

ざいます。それに比べまして、郡内、郡外から

の利用の方がふえる傾向にあるというようなこ

ともございます。 

  郡外の利用者の方のほうのお話を聞いてみま

すと、尾花沢とか、あちらのほうからもいらっ

しゃっていただいているというような状況がご

ざいます。わらすこ広場がなかなか使いやすい

というふうな、御自分の地元に比べてというこ

とだと思うのですが、そういった御意見の方も

ございまして、ほかの市町村にお住まいの方か

ら見ても、わらすこ広場のよさというものはあ

るのかなというふうに考えます。 

  ただ、実際問題としまして、市の利用者の方

が減っていると。大変申しわけないのですが、

その減った原因というのは、いまいちはっきり

と把握はしてございません。ただ、やはりわら

すこ広場も長期間になりまして、さまざまな遊

具、かなり破損がございます。昨年度、それか

ら今年度、遊具の更新ですとか、そういったも

のを行っておりまして、環境整備について努力

をしておるというようなことでございまして、

あとはわらすこワンダーランドですとか、その

実施事業、いろんなことを仕掛けております。

そういったところで、例えば遊びの広場とか、

そういったものも定期的に行っているというよ

うなことで、利用者の拡大について努力してい

るというふうなことで御理解いただきたいと思

います。 

２ 番（伊藤 操委員） 委員長、伊藤 操。 

髙橋富美子委員長 伊藤 操委員。 

２ 番（伊藤 操委員） 利用者の中には、利用

年齢を引き上げてほしい、そういう声も聞こえ

ます。そのことについてはどのようにお考えで

しょうか。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

板垣秀男。 

髙橋富美子委員長 子育て推進課長兼福祉事務所

長板垣秀男君。 
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板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 利用者

の利用年齢でございます。今のところ、ゼロ歳

から、それから小学校３年生までを基本にお願

いしておるのですけれども、ごらんになってい

ただいた方はわかるかと思うのですが、その場

所に、わらすこ広場に置いてあります遊具、割

と低学年向きの遊具が主でございます。やはり

ゼロ歳、１歳、２歳未満児の子供と、それから

体格のよくなった大きな子供といいますか、学

年の高い子供、御一緒に遊ぶとちょっと危険性

もあるというふうなことで、今小学校３年生ま

でに限らせていただいておるというようなこと

なのですけれども、そういった御希望もあると

いうようなことを踏まえまして、例えばその遊

び場をうまく分けられないかとか、うまい利用

ができないかというようなことも今後考えてい

きたいと思います。 

２ 番（伊藤 操委員） 委員長、伊藤 操。 

髙橋富美子委員長 伊藤 操委員。 

２ 番（伊藤 操委員） 利用者の意見を踏まえ

て努力してほしいと思います。 

  続きまして、成果に関する説明書の55ページ

です。神室荘についてお伺いいたします。 

  現在の状況、入所利用が多様化してあること、

そして認知症、病弱者が増加傾向にある。それ

と、静養室に特老待機者が常時いらっしゃると

のことです。 

  昨年と一昨年の神室荘の状況を見ましたとこ

ろ、現在の状況と成果がほとんど同じでありま

した。世の中がこのように変動する中で、神室

荘は随分安定しているなとは思うのですけれど

も、このぐらいの課題がはっきり見えているの

でしたら、これに対してどのような改善策を講

じたのかお伺いいたします。 

伊藤忠志神室荘長 委員長、伊藤忠志。 

髙橋富美子委員長 神室荘長伊藤忠志君。 

伊藤忠志神室荘長 それでは、お答えいたします。 

  一応神室荘、皆さん御存じのとおり、養護老

人ホームということで、市町村から措置された

方をお預かりしているということがまず前提に

あります。世の中高齢化が進んで高齢者がふえ

ているわけですけれども、措置されている方に

ついては、ある程度一定といいますか、そんな

に変わっていません。現在も100名定員であり

ますけれども、きょう現在では92名ということ

で、特養と比べて待機者が多くいるとか、そう

いう施設ではまずございませんので、その点ま

ずひとつ御理解いただきたいと思います。 

  あと、その状況なのですけれども、一応先ほ

ど言いましたように、養護施設ですので、特老

と違いますので、いろいろ要介護の人がどんど

んふえているという状況ではございませんけれ

ども、基本的には65歳以上で環境上、経済上、

なかなか１人で生活できない人をお預かりして

いるわけでありますけれども、その中で状況と

してはそんなに大きな変化はございません。 

  ただ、昔から比べれば、元気な人がだんだん

少なくなって、介護度がついている人が多くて、

特養なのか養護なのか、実際のところ難しい場

面にという状況にもありますけれども、大体４

割程度が介護認定を受けている方ということで、

昔から、前ですと何か自分たちでやぐらを組ん

で盆踊りなんかやったそうなのですけれども、

そういう元気は確かに現在入っている方にござ

いませんけれども、日常的ないろいろ掃除とか、

神室荘の草むしりとか、そういう協力をしてく

ださる方はまだいらっしゃいますので、そうい

う状況の中でやっております。 

  それで、先ほどから何回も繰り返しています

けれども、養護老人ホームなものですから、そ

の特老化ではないわけですので、その中で介護

度３以上になりましたら、特別養護老人ホーム、

特養のほうにお入りいただくということでお願

いはしております。やはりなかなか24時間看護

師がいるわけでもないし、職員もそういう配置

になっておりませんので、やはり介護度３ぐら
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いが神室荘で見られる限界かなと思っておりま

すので、介護度３以上になった方については特

養等の申し込みをお願いしています。ただ、特

養の場合、なかなか待機の状況がありますので、

その間は神室荘でお預かりするというスタンス

で、今事業に取り組んでいるところでございま

すので、御理解を賜りたいと思います。以上で

す。 

髙橋富美子委員長 ただいまから10分間休憩いた

します。 

 

     午後２時００分 休憩 

     午後２時１０分 開議 

 

髙橋富美子委員長 休憩を解いて再開いたします。 

２ 番（伊藤 操委員） 委員長、伊藤 操。 

髙橋富美子委員長 伊藤 操委員。 

２ 番（伊藤 操委員） 神室荘についての状況

はよくわかりました。しかし、今国では、社会

保障費の抑制に向けての議論が重ねられており

ます。その中で、神室荘においても、生活指導

の困難さや認知症や病弱者がふえている、そう

いうことに対しての対策が必要と思います。そ

ういうことを早急に行わないと、職員に対して

も疲弊する方が増加するのではないかという懸

念があります。そのことについて、職員の皆さ

んは利用者に対してどのような対策を今後講じ

ていかれるのかお伺いいたします。 

伊藤忠志神室荘長 委員長、伊藤忠志。 

髙橋富美子委員長 神室荘長伊藤忠志君。 

伊藤忠志神室荘長 それでは、今の質問について

お答えします。 

  確かに入荘者の３分の１を超える人が精神疾

患を持っているということで、非常に、これは

県内に12養護老人ホームがあるのですけれども、

どこも同じような状況だということを聞いてお

ります。それで、その通院等にかかって、今ま

で職員が送り迎えで年に、２カ月に１回とか３

カ月に１回、定期通院していたわけですけれど

も、それで非常に職員の負担も大きいものです

から、24年度から明和病院の先生に来ていただ

いて、この成果表の24ページの６のところに施

設内診察とありますけれども、内科はここの先

生で、下の下段のほうに精神科ということで、

年４回でありますけれども、昨年度から来てい

ただいて、まず職員の負担を減らすということ

と、あと１つは、支援員という形で直接入所者

と接している人を昨年１名ふやしました。そう

いうことでしているということと、あとやはり

委員がおっしゃるバーンアウトが一番怖いわけ

ですので、職員のメンタルヘルスということで、

やはり職員のストレスが非常にたまってきてい

るというのはわかりますので、そういうメンタ

ルヘルスケアのセミナーなんかも毎年定期的に

して、その講師の先生もどんどん吐き出しなさ

いと、言えないこともどんどんこの場では言っ

てくださいということで、やはりそういうメン

タルヘルスの部分を含めて、職員の対応をお願

いしているところでございます。 

  あと、皆さんかなり積極的でありまして、神

室荘としてはヘルパー２級ということで、先ほ

ども申したように、特養の施設でないものです

から、その程度の技能があれば大丈夫かなと思

っているのですけれども、皆さん意欲的で、介

護福祉士の資格を取られたり、ケアマネジャー

の資格を取られたりということで、非常に一生

懸命取り組んでおりますので、そういう部分に

ついては我々としても後押しできる部分につい

てはさまざまな、計数的なものは難しいわけで

すけれども、機会とか研修とか、そういう面で

の機会はなるべく積極的に支援するように努め

ております。以上でございます。 

２ 番（伊藤 操委員） 委員長、伊藤 操。 

髙橋富美子委員長 伊藤 操委員。 

２ 番（伊藤 操委員） わかりました。来年の

成果表には、ぜひとも毎年同じような文面では
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なく、そのようなことを書いていただければ、

私も非常に助かると思いますので、よろしくお

願いします。 

  続きまして、成果表の111ページ、男女共同

参画社会推進事業、この中で研修フォーラム34

回とありました。この男女共同参画社会の推進

事業の成果かどうかはちょっとわからないので

すけれども、民生委員の男女比がおおむね半々

に近いような状況になってきていて、改善の傾

向にあるとは思うのですが、そのほかにこの推

進事業において成果が出たとは、具体的に何か

あるでしょうか。 

森 隆志社会教育課長 委員長、森 隆志。 

髙橋富美子委員長 社会教育課長森 隆志君。 

森 隆志社会教育課長 男女共同参画推進事業で

すけれども、具体的にこれに基づいた事業を行

っているものではございません。いわゆる県の

ほうから啓蒙のための周知、その活動の協力を

行っているというふうな現状でございます。 

２ 番（伊藤 操委員） 委員長、伊藤 操。 

髙橋富美子委員長 伊藤 操委員。 

２ 番（伊藤 操委員） 今県の事業と聞きまし

たけれども、新庄市においても、審議会や議会

とか、執行部の構成に対しても女性の進出とい

うのが、いま一つ足りないと思います。 

  けさの山形新聞においても、山形県はそうい

うので低下しているというニュースが載ってお

りました。そのことに対して市ではどのように

認識しておられますか。 

野崎 勉総務課長 委員長、野崎 勉。 

髙橋富美子委員長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 各種審議会附属機関等での女

性の登用についてというお尋ねだと思います。 

  平成十五、六年のころだったと思いますけれ

ども、確かに審議会等への女性参加率３割を目

指して運動してきた経緯がございます。その中

で、３割まではいかないまでも、その近い数字

ぐらいまではいっているのかなというふうに思

いますし、一方では、審議会等の委員を選任す

る際に、公募という方法もとったりしてござい

ます。そうした兼ね合いもございまして、若干

もしかすると女性の登用率が、若干最近減りか

げんなのかなというところはあろうかと思いま

す。 

  ただ、今後においても、やはり男女共同参画

社会の実現という面からも、また市の組織とい

たしましても、男女ともに、その持てる力を十

分に発揮して地域社会のますますのその発展、

そういったものに力を生かしていただきたいと

いう思いは一緒でございますので、今後ともそ

ういった面に力を込めていきたいというふうに

思います。以上です。 

２ 番（伊藤 操委員） 委員長、伊藤 操。 

髙橋富美子委員長 伊藤 操委員。 

２ 番（伊藤 操委員） わかりました。どうぞ

よろしくお願いします。 

  では、続きまして、成果表の120ページ、総

合型地域スポーツクラブ運営支援事業です。今

健康の取り組みが急務と叫ばれている中、私も

健康寿命の延伸のために幾度か一般質問でも質

問したのですけれども、昨年度より会員数が25

名増加、この数字に対してどのように感じてお

りますか。 

森 隆志社会教育課長 委員長、森 隆志。 

髙橋富美子委員長 社会教育課長森 隆志君。 

森 隆志社会教育課長 地域スポーツクラブにつ

きましては、確かに成果表に書いてありますよ

うに、会員数が前年度より25名増加しておりま

す。ただ、具体的に、運営的には非常にきつい

状態でございまして、ここに書いてありますよ

うに、470名のいわゆる通常の会員、これでは

運営がかなり厳しいといった現状がございます。 

  実際、26年、来年度まで整う助成がございま

す。その助成金をもって運営に充てているとい

った現状がございますので、その後、今後やは

り会員数をいかにふやしていくか、それで安定
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的な運営ができるようになるかというふうな部

分が非常に課題だというふうには認識してござ

います。 

２ 番（伊藤 操委員） 委員長、伊藤 操。 

髙橋富美子委員長 伊藤 操委員。 

２ 番（伊藤 操委員） 運営が大変なのはわか

ります。しかし、その会員の中からいろんな種

目をふやしてほしい、いろいろな場所をもっと

提供してほしい、そういうふうな声も実際あり

ます。殊に高齢者の場合は、介護予防の健康体

操の類いをもうちょっとしてほしいのですけれ

ども、会場がない、指導者が不足している、そ

ういう声が非常に大きく実際あります。私はこ

のたびのことでもプラザや文化会館を開放でき

ないかというのも、このことに関連してなので

すけれども、もし休館日を設定せず、慢性的に

このスポーツ21を優先的にプラザとかで休館日

を開放するということがあれば、そういうニー

ズには応えることができると思うのですけれど

も、そのことについてはどのようにお考えでし

ょうか。 

森 隆志社会教育課長 委員長、森 隆志。 

髙橋富美子委員長 社会教育課長森 隆志君。 

森 隆志社会教育課長 確かにいきいき健康クラ

ブ、それから健康教室等、いわゆる健康面にお

けるスポーツクラブの意味というものは非常に

大きいかなというふうには感じておりますが、

委員御指摘のいわゆる市民プラザとか、休館日

を開放してというふうな御意見もいただいたと

ころでございますけれども、このたびの一般質

問でもございましたように、指定管理者になっ

てございますので、その辺指定管理者等も、い

わゆる人員配置等いろいろな問題がございます

ので、その辺可能かどうか今後詰めていきたい

というふうには考えております。 

２ 番（伊藤 操委員） 委員長、伊藤 操。 

髙橋富美子委員長 伊藤 操委員。 

２ 番（伊藤 操委員） それでは、指定管理の

関係があって難しいというのはわかりますが、

それでは今、新庄市のわらすこ広場の上に、５

階に民間のスポーツクラブがあります。そこの

施設を借りられないかどうか、そういうふうな

動きはかつてあったのでしょうか。 

髙橋富美子委員長 済みません、本委員会は平成

24年度の決算についての審査でありますので、

質疑の際はそのことを踏まえて、質問の趣旨

を明確に発言してください。 

２ 番（伊藤 操委員） 委員長、伊藤 操。 

髙橋富美子委員長 伊藤 操委員。 

２ 番（伊藤 操委員） 訂正してもう一度お答

えいただきたいと思います。その25名増加し

たこの数字は、再度質問するようですけれど

も、私はクラブ運営支援事業としては非常に

低い数字だと思います。このことで目標とな

る数値の設定とかはあったのでしょうか。 

森 隆志社会教育課長 委員長、森 隆志。 

髙橋富美子委員長 社会教育課長森 隆志君。 

森 隆志社会教育課長 運営面におきましては、

やはり500名を超える会員数がいなければ、い

わゆる運営というものはかなり厳しいという

ふうな認識がございます。 

  目標数といいますと、そういった500名を超

える会員をふやしていくといった目標値はご

ざいますけれども、前年度より25名増加した

というふうなことで、ちなみに今年度逆にま

た減っているような状況がございます。やは

りその辺の周知活動も含めまして、今後取り

組んでいかなければならないというふうには

感じておるところでございます。以上です。 

２ 番（伊藤 操委員） 委員長、伊藤 操。 

髙橋富美子委員長 伊藤 操委員。 

２ 番（伊藤 操委員） わかりました。ぜひよ

ろしくお願いします。 

  続きまして、123ページ、市民体力テストに

ついてお伺いいたします。 

  この件についてもかつて質問したことがある
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のですけれども、この市民体力テストという

のは、新庄市民の状況を非常に詳しく把握す

ることができる事業だと思います。県からの

依頼された事業とはわかっておりますけれど

も、この事業を新庄市の市民の健康増進に向

けて、今後どのような展開で広めていくとい

うか、把握した上で、これから健康増進に向

けた、どのような広がりをしているのか、し

ていないのか、それをお伺いいたします。 

森 隆志社会教育課長 委員長、森 隆志。 

髙橋富美子委員長 社会教育課長森 隆志君。 

森 隆志社会教育課長 市民体力テストについて

の御質問でございますけれども、確かにここ

に書いてありますように、非常に参加人数が

少ないというふうな現実がございます。実際、

県を通じて国のほうにデータを送る作業でご

ざいます。市としましては、市の体育協会、

こちらのほうにいわゆる委託というふうな形

で行っておりますけれども、やはりいろいろ

なデータをとる意味でも、やはり参加人数と

いうものがかなり必要かなというふうには感

じておりますので、やはりこれにつきまして

も、いろいろ周知活動を行って市民にできる

だけ参加していただくように、今後取り組ん

でいきたいというふうに感じております。以

上です。 

髙橋富美子委員長 ほかにありませんか。 

５ 番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

髙橋富美子委員長 石川正志委員。 

５ 番（石川正志委員） よろしくお願いいたし

ます。 

  歳出に関しましては大きく分けて、決算書

137ページ、６款農林水産業費第１項農業費の

うち農業振興費、もう一つの大きなテーマです

が、決算書169ページ、10款教育費第２項小学

校費のうち教育振興費、同じく関連ですが、

173ページの同中学校の教育振興費でございま

す。 

  決算書をもとに質問するよりも、いただいた

主要施策の成果に関する説明書をもとにしたほ

うが質問しやすいので、初めに教育費のところ

からいきたいというふうに思います。 

  成果表106ページ、学校教育課の事業でござ

いますが、５番、補助事業等の交付状況という

ところで、（１）小中の、恐らくこれは小学校

であればスポーツ少年団、中学校であれば中体

連等への補助というふうに認識しておりますが、

（１）の中で、通常奨励費を支給することで、

学校教育におけるスポーツ活動費及び芸術文化

活動の振興につなげることができたとございま

すが、詳細をお伺いできますか。 

髙橋千春学校教育課長 委員長、髙橋千春。 

髙橋富美子委員長 学校教育課長髙橋千春君。 

髙橋千春学校教育課長 それでは、大会奨励費の

成果というか、内訳についてですが、雑駁とい

うか、あわせて紹介させていただきますが、ま

ず昨年度ですが、小学校、中学校、それから東

北大会、全国大会、それから個人、団体、皆含

めてですが、23年度は44件、72万4,000円奨励

費が出ております。24年度は同じように含めて

ですが、55件、86万2,000円出ております。件

数にして11件ほどふえているわけで、内訳とし

てはやはり柔道とか、それから空手とか、バド

ミントンとか、あるいは小学校の文化部の合唱

の団体とか、そういうふうなところの伸びが見

られております。このいわゆる大会の奨励費、

22年度のものを23年度に若干また上げていただ

いたのですが、その成果が出ているのではない

かというふうに私どものほうでは捉えていると

ころです。以上です。 

５ 番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

髙橋富美子委員長 石川正志委員。 

５ 番（石川正志委員） 先日ちょっと、私もわ

からなかったのでお問い合わせしたのですが、

交付要件に従って交付されていると伺いました。

例えば全国大会、東北大会もそうですが、47都
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道府県を回っているわけですよね。そのときに、

例えば隣県の宮城に子供さん方が行ったとき、

あるいは九州、北海道のような、沖縄はさらに

高いのですが、そちらに行かれたときの交付額

の差と申しますか、その辺、あればお伺いした

いのですが。 

髙橋千春学校教育課長 委員長、髙橋千春。 

髙橋富美子委員長 学校教育課長髙橋千春君。 

髙橋千春学校教育課長 いわゆる大会の会場とか

によってこの奨励金が違うのかというようなと

ころの問い合わせをいただいたのですが、これ

は同じ、一律です。東北大会と全国大会の差は

ありますけれども、地元山形県で東北大会、全

国大会があっても、九州とか北海道にあっても、

これは同じ金額になっております。 

  ちなみに今年度、新聞にも載りました、市長

のほうにも御挨拶に来ていただいたのですが、

全国大会、萩野中の子供が全国で３位になった

のですが、この会場が三重県の伊勢市でした。

選手は２名行ったのですが、柔道ですので、ク

ラスも違いますので、それに合わせて打ち込み

相手も２人ついて行ったわけですが、合計で宿

泊費とか交通費を含めて38万円くらいかかった

というようなことでした。ただ、このいわゆる

出場の奨励費、前ですと補助金という形で実費

に応じた金額を支給していたのですが、あくま

でも出場の奨励費ということの支給ですので、

この萩野中のお二人の生徒さんに対しての支給

は、奨励費が１万5,000円掛ける２名、それか

ら宿泊費が2,000円の２人の３泊まで上限があ

りますので、ということで４万2,000円支給さ

せていただいたところです。そういうふうに差

はかなり大きいものがあるなというふうに捉え

ております。 

５ 番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

髙橋富美子委員長 石川正志委員。 

５ 番（石川正志委員） 次に、質問の題材とし

ようとしておりました新庄市の某中学校の子供

が今回、全中において３位になったと。全体的

にスポーツ少年団でありますとか、中学校の中

体連、部活動ですね、スポーツ少年団や部活動

と、それを新庄市としてどこまで面倒を見なき

ゃならないかという、これから話にもなってく

るのかなと思いますけれども、日常のスポーツ

少年団、あるいは部活動に関しては、当然やる

方とやらない方がいらっしゃるという中で、日

ごろのトレーニングと練習試合等は各家庭の負

担で賄うべきと考えられるのですが、この事項

の、東北大会以上ですから、そうすると非常に

出場が、どの子供にも充てられるわけじゃなく

て、当然地区予選、あるいは県大会を勝ち抜い

た団体もしくは個人が出場するわけです。どう

も新庄市何々小学校、スポ少の場合はそうはい

かないのですが、中体連ですと、このたびは萩

野中ということで、いずれにしろ、新庄市の子

供が予選を勝ち抜いた中の代表者として東北大

会、全国大会に行かれると。 

  そうすると、今具体的な金額までお示しいた

だきましたが、基本的な考えとして、実費、旅

費あるいは宿泊費と、今お伺いしましたけれど

も、その辺は新庄市として負担するというよう

な、これからの考えはお持ちではないのかどう

かをお伺いします。 

髙橋千春学校教育課長 委員長、髙橋千春。 

髙橋富美子委員長 学校教育課長髙橋千春君。 

髙橋千春学校教育課長 今後のこの大会奨励費の

位置づけというか、方向性について御質問をい

ただきました。 

  今、先ほどの御質問に答えてちょっとお話し

させていただいたのですが、かつて市のほうも、

いわゆる実績に応じて補助金という形で支給す

ることができておりました。60年にこの補助金

の規約というか、規定ができていたのですが、

平成10年度に予算の中でという縛りはあるので

すが、100％だったものを50％というようなと

ころで支給をしていたと。その後、市の財政再
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建の方向の中で、ちょっと補助金としての支給

が難しくなったということで、現在のような奨

励金の扱いになったというふうに捉えておりま

す。 

  今後ということなのですが、財政の状況を見

ながらというようなことで、もちろん現在、限

られた経営資源のところを、本当に教育予算の

ほうに重点的に配付・配分いただいているとこ

ろ、大変ありがたいところはあるのですが、い

わゆる前のように補助金のような形の予算的な

位置づけがしていいのかどうかというようなと

ころも含めて、検討をしていきたいなというふ

うに思っております。多分そういうふうな補助

金の位置づけで支給という形になると、もう桁

がまた一桁違うような支出の状況になるのでは

ないかなというふうに思っておりますので、そ

こら辺検討していきたいなと思っております。

よろしくお願いします。 

５ 番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

髙橋富美子委員長 石川正志委員。 

５ 番（石川正志委員） 丁寧な説明ですが、こ

れ以上質問しますと一般質問になってしまいま

すので、その辺十分に、誰しもが行けるわけじ

ゃない。新庄市の代表で行かれると。スポーツ

少年団を初め、中学校の部活動ということで、

家庭の負担も考慮に入れ、なかなか競技人口が

ふえてこないという実情もございますので、そ

の辺教育費というのは、今小中一貫という学校

建設という大きな事業もございまして、財政面

というのは十分、甚だ私も理解して質問してい

るわけですが、できるだけ前向きな御検討をい

ただければというふうに思います。 

  それでは、同じく成果表に基づきまして、ペ

ージ数74ページから82ページまで、県単の創意

工夫を初め、活力ある園芸という項目まで、県

単の補助事業が掲載されてございますが、申請

件数は何件あって、実数、採択され事業化され

たものの件数、数字を教えていただければとい

うふうに思います。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

髙橋富美子委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 お答えいたします。 

  74ページから82ページまでの県単事業の採択

についての確認でございますが、ここに記載し

ています成果に関する説明書の件数イコール申

請件数ということで、全て採択を受けておりま

す。以上です。 

５ 番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

髙橋富美子委員長 石川正志委員。 

５ 番（石川正志委員） 内容を見てみますと、

24年度に限りなのですが、創意工夫であれば、

農林水産物の加工、あるいは作業効率を図るた

めの機械導入であるというふうに捉えることが

できますが、24年に限ったことではなくて、こ

の事業をやって県単の補助事業ということで、

これまで採択され事業化された中の、その事業

に対する検証、経過を検証されたのかどうか。

なぜこのような質問をしますかと申しますと、

計画を事業者はして、採択までに至るのですが、

当時の経営見直しという中で、どうしても今例

えば肥料費で肥料、化学肥料でありますとか、

当然原料価格も上がってきていると。あとは、

畜産に限れば餌代の高騰というものが非常にあ

るわけでございます。当初の予定よりも事業が

無事にというか、予定どおり進んでいないのか

なという予想がありますので、その辺のところ

をお伺いします。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

髙橋富美子委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 例えば農林水産業創意工夫プ

ロジェクトですと、平成21年度からスタートし

て、現在に至っているわけなのですが、これま

での採択された件数が23年度末ではこの表以外

のものを言いますが、22件ございました。事業

費ベースで３億ほど投下しておりますが、この

中で評価を丸、三角、バツというふうに評価さ
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せていただきますと、16件が丸、５件が三角、

１件がバツというふうな、残念ながらそういっ

た評価をさせてもらっています。 

  また、創意工夫に限らず、例えば82ページに

ございますような、活力ある園芸産地創出支援

事業、これについてもそれぞれ計画対比の実績

を毎年求めてございます。その中で、やはり経

営努力で改善できる部分と、あるいは最近の円

安、あるいは購入飼料の高騰、あるいは原油高

の高騰というようなことで、非常に当初見込み

どおりに進めていけない部分も確かにございま

す。そういった外的な要因、内的な要因、さま

ざまございますが、その辺はできる限りＪＡと

タイアップしながら、どういった作型を持って

いくかとか、あるいは別な形の支援があるかど

うかというふうなことも、今後具体的に協議し

ていくような支援体制をとっていかなければな

らないなというふうに感じているところでござ

います。以上です。 

５ 番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

髙橋富美子委員長 石川正志委員。 

５ 番（石川正志委員） ありがとうございます。 

  同じく成果表からなのですが、76ページ、大

きい番号の４番ということで、研究・検査稲わ

ら、これは書いてあるとおり、原発事故に伴っ

て畜産農家、牛が食べる稲わらの安全性という

ことでなっている事業かとは思うのですが、詳

細をお伺いします。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

髙橋富美子委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 この事業につきましては、東

北地方太平洋沖巨大地震の影響によりまして、

東京電力福島第一原発が事故に遭ったわけでご

ざいますが、その当時、太平洋側から集めまし

た稲わらについて、放射性物質を基準値以上含

んでいるというふうなことがありまして、山形

県としては緊急に県内の飼料用稲わらの自給率

を100％に高めたいというふうなことから発生

した事業でございまして、10アール当たり、対

前年比でふえた面積に対して6,000円の交付と

いうようなことでございます。これは耕種農家

と畜産農家の連携のもとに、畜産農家が耕種農

家の稲わらを回収して、それを餌等に使うとい

うふうな事業でございます。実績としては、こ

こにございますように、５団体の採択がござい

まして、面積にしまして39.6ヘクタールほどの

稲わらを回収して、畜産農家に供給されたとい

うふうな事業でございます。 

５ 番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

髙橋富美子委員長 石川正志委員。 

５ 番（石川正志委員） ただいま課長のほうか

ら耕畜連携ということで、起こすほうと畜産の

連携ということで、この事業は稲わらであると

か、当然水田と畜産と。もう一つ耕畜連携の事

業あったかと思うのですが、24年度の実施した

事業を教えていただければ助かります。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

髙橋富美子委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 お手元の成果に関する説明書

の78ページをお開きいただきますと、農業者戸

別所得補償制度の状況ということで、これの

（２）の水田活用所得補償交付金、これの②耕

畜連携という、いわゆる転作の加算金がござい

ます。多分委員が御指摘の内容はこの件だと思

いますが、１番目のわら利用につきましては、

例えば圃場に飼料用米を植えた場合、上の飼料

用米そのものにつきましては、飼料会社のほう

へ契約出荷というふうになるわけなのですが、

この下の部分のわらの部分につきましては、畜

産農家との堆肥の交換というようなことで、そ

ういうふうな事業をやった場合に、わらを生産

した農家に対して、10アール当たり１万3,000

円加算しますよというふうな事業でございます。 

  それから、水田放牧を飛ばして、次の資源循

環、これにつきましては、耕種農家が飼料作物、

あるいはホールクロップサイレージなどを栽培
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して、これと畜産農家の堆肥を交換するという

ふうなシステムでございます。この事業につき

ましても10アール当たり１万3,000円の交付と

なりますが、その作業に当たる賃金につきまし

ては、最低３カ年間を契約期間とした耕種農家

と畜産農家とのいわゆるその利用供給契約書を

締結しましたので、この中で契約した金額で、

その作業賃金が支払われると、そのような耕畜

連携の事業もございます。以上です。 

５ 番（石川正志委員） 委員長、石川正志。 

髙橋富美子委員長 石川正志委員。 

５ 番（石川正志委員） 詳しい説明をいただき

まして、ありがとうございます。 

  今、農林課長とやりとりした中身は、繰り返

しになりますが、水田と畜産の連携であるとい

うふうに捉えることができます。しかも、不幸

ながら起きてしまった原発事故に対して、稲わ

らがある程度県産の安全なもので対応されてい

ると。そうすると、畜産農家が出す産業廃棄物、

これは有効的に使えば堆肥ということになるの

ですが、堆肥の安全性はある程度担保されてい

るというような流れになろうかとは思います。 

  それで、ちょっと別件になりますが、県単位

の補助事業に関して、新庄市のかさ上げ部分と

いうことで、以前質問した経緯がございまして、

25年度、今年度に関しては、園芸部分に限って

出していただいているということで、農家も非

常に助かっているのかなというふうに思います。 

  新庄市は園芸部門に対して、これから集中的

に産出額が上がるという見通しで、集中的に補

助していくという姿勢ではございますが、同じ

耕畜連携ということで捉えるならば、水田も大

事なのですが、これからは園芸部門と畜産の連

携が必要なのかなという考え方で今おります。

当然、例えば今集中的にふえておりますネギで

ありますとかニラは、当然家畜にとっては餌に

はなりづらいのかなと思うのですが、反面、安

全性の保たれた堆肥は逆に、ネギ、ニラの農家

にとっては非常にいい土壌改良材になるという

ふうに思っておりますが、一方で、成果表85ペ

ージ、２番目にございますバイオマス堆肥、推

進費関係の中で、地域循環型堆肥製造事業、事

業規模で決算書で500万何がしだったかとは思

いますが、この事業に関しましては、これまで

の決算委員会の中で、その効果がいかがだった

のかという同僚委員の質問もございましたが、

この地域循環型堆肥製造事業、これらの効果と

申しますか、どんな成果があってというのは、

今お答えできますか。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

髙橋富美子委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 地域循環型堆肥製造事業効果

というふうなことの御質問ですが、振り返るに、

この事業につきましては、平成11年度、環境保

全型農業推進事業として、一番最初は牛ふん処

理からスタートしたと聞いてございます。その

後、平成16年度にバイオマス、いわゆる生ごみ

を堆肥化する事業に変更してございまして、そ

の後、拡大をして最終的には市全域の生ごみを

堆肥化する、そういうふうなプランがあったわ

けなのですが、余りにもリスクが大きいという

ふうな判断のもとで、平成18年度末には市全体

の生ごみ堆肥化事業計画については、財政事情

等も含めまして休止したというふうなことでご

ざいます。 

  平成22年に、今後どうするかというふうな検

討会を庁内で立ち上げまして、さまざま話をし

ていく中で、農業団体とのお話し合いも持って

ございます。その中の意見を二、三挙げますと、

においが、心地よくないにおいがするとか、ご

みに入っている異物が多過ぎるとか、何年もや

っていて改善していないのはなぜかというふう

な、そのようなこと、一方では、いい堆肥なら

高くてもむしろ使わせていただきたいというふ

うな意見もございます。 

  また、今御指摘があったように、作物残渣、
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今はニラとかウルイとか、そういった野菜農家

から出る残渣などを堆肥化するような農業寄り

の事業にシフトしてもらえないかというふうな、

そういった意見ですとか、またこの事業がなく

なった場合、困る人がいるのかどうかとか、さ

まざまその意見が出てございます。まずは生ご

み堆肥使用というシールを張って付加価値をつ

けて販売しようとしたときに、そのイメージダ

ウンしたというようなことで、有機というシー

ルであればいいのですが、生ごみ堆肥というふ

うなシールですと、非常に消費者からそのイメ

ージが悪いというふうなことが出たり、あるい

はハウスなんかに入れれば、その塩分が濃縮し

ていくというふうな、そういったさまざまな問

題がございました。 

  しかしながら、出口の問題というふうなこと

で、平成23年度からは、学校給食とタイアップ

しまして、まゆの郷の会員の野菜生産農家とタ

イアップしまして、ここから出る堆肥、約120

トンございますが、このうち学校給食に108ト

ンほど提供しまして、そこからとれる野菜を学

校給食に回すというふうな、いわゆるその入り

口と出口の回る部分について、今しているよう

な状況でございます。 

  学校給食のアンケートでは、減農薬に当然な

るわけですから、安全・安心で子供たちにＰＲ

できるんじゃないかとか、地元でとれた野菜が

学校に提供されてうれしいとか、あるいは子供

たちに地元の野菜のおいしさをわかってもらえ

てとてもうれしい、これは食育につながってい

くのではないかというふうな見方をされる生産

農家の方もございます。 

  いろいろ賛否両論あるわけでございますが、

いい面、悪い面ございますが、現在、環境課の

実績ですと、580戸から、と市の公共施設から

回収しているというふうな生ごみですが、今後

の方向性については、さらにどうしていくかと

いう部分はもう少し詰めて判断していきたいし、

農林課としては先ほど言われた出口の部分で

500万円使っていますので、それをどうするか

という部分も選択肢の中にはあるのかなという

ふうな感じを持っています。 

  ただ、現在含まれている生産堆肥の中にはチ

ップが多いとか、いろいろ意見もございますの

で、現在その食と農と環境を考える新庄市民の

会というところとタイアップしまして、そちら

のほうで機械を借りていただいて、その共同作

業でふるいをかけていこうじゃないか、その中

でチップを取ったり、その中に入っている異物

を除いたりしようじゃないかというふうな取り

組みをこれからまたやろうかなというふうなこ

ともしてございます。以上でございます。 

小嶋達夫環境課長 委員長、小嶋達夫。 

髙橋富美子委員長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 地域循環型生ごみのことです

けれども、先ほど農林課長のほうから出口とい

うことでしたが、入り口のほうの生ごみ収集、

先ほど農林課長が申し上げましたように、成果

表66ページのほうに記載しておりますが、この

ように580世帯、143トン、こちらを収集してお

りました。経費についても500万円弱の費用で

収集をしています。概要としては以上でござい

ます。 

髙橋富美子委員長 ほかに質疑ありませんか。 

１５番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

髙橋富美子委員長 新田道尋委員。 

１５番（新田道尋委員） それでは、二、三質問

させていただきます。 

  147ページ、商工関係の商工振興費が、７款

１項１目、147ページ、上から７行目に、中心

市街地の活性化調査業務委託、その下のまちな

か活性化サポート業務委託、これの内容、どん

な結果が出たか、調査の結果、内容、成果表に

載っていませんので、ここでお知らせをいただ

きたい。 

  それから、149ページの４目のインバウンド
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誘致キャンペーンの実行委員会負担金346万

5,000円については、成果表の90ページには載

っていますが、派遣したほうと、また招請した

ほうと分けて金額でお知らせをいただきたい。

どのぐらいかかったか。この中でですね。割り

振りをお知らせいただきたい。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

髙橋富美子委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 それでは、商工関係で

の御質問でございますけれども、まず決算書

147ページ、中心市街地活性化調査業務委託料

でございますけれども、この事業は緊急雇用対

策事業でございます。次のまちなか活性化サポ

ート業務委託料もそうでございますけれども、

中心市街地活性化、最初の件につきましては、

委託先は特定非営利法人ＡＭＰに委託したもの

でございまして、今までの、全国100円商店街

を新庄が発祥しているわけですけれども、それ

らの件数が非常に全国に広がっております。こ

れらの商店街の100円商店街の調査、それから

全国100円商店街サミットを開催したというの

が成果でございます。 

  それから、まちなか活性化サポート事業でご

ざいますけれども、これも緊急雇用対策事業で

ございまして、委託先は新庄のＴＣＭ株式会社

でございます。駅前商店街に憩いの場いっぷく

がございますけれども、各個店を循環して、ホ

ームページを作成しＰＲを図ったというもので

ございます。 

  それから、インバウンド事業ですけれども、

インバウンド事業の歳入と歳出を振り分けてと

いう御指摘だったと思いますので……失礼しま

した。ちょっと混同しておりまして。行ったほ

うといたしましては、国の事業のビジット・ジ

ャパンという事業ございますので、これのほう

で台湾のほうに展覧会等がございましたので、

そちらのほうに参加しております。 

  それで、特に昨年は、台湾のほうに訪問しま

して、囃子若連のほうが参加しました。３会場

で台北の国際旅行博、キャラバン・イン・タイ

ペイ、北海道・東北からのメッセージなどで囃

子を披露したということがございます。 

  それから、受け入れしたということにつきま

しては、主なところでは、新庄まつりに８月23

日から26日まで、これは新庄だけではないので

すが、東北のへそということで、湯沢市、それ

から大崎市を含めましたへその、東北の中心的

な観光ルートの開発を目指しまして、台湾の放

送、新聞社、あるいはエージェントなどが参っ

たというところが主なところでございます。 

１５番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

髙橋富美子委員長 新田道尋委員。 

１５番（新田道尋委員） その内容でなくて、内

容は私わかるのです、知っているんですよ。金

額で振り分けていただきたいというように申し

上げたのです。どこにどのぐらいの金を使った

かという、この347万円、これの内容ですね。

振り分けをしてみたいんですよ。どういうふう

なことになっているかね。それで、今後の対策

というのが、そこから生まれてくるわけですか

ら、何かこれは検討していかねばならないわけ

ですから、それを知りたい。 

  それから、そのどこにどれを委託したという

ことでなくて、これもただ100円商店街の全国

サミットをした、それで761万520円使ったと、

これだけでは、これは、これを突っ込んだ意味

が何もないわけですよ。何かが生まれてこなけ

りゃならないわけですね。事業としては。だか

ら、そういうものは成果表に載せなきゃならな

いと私は思うのですが、何にもどっちも載って

いないので、私が質問したわけですね。ＴＣＭ

に頼んだんだ、委託したんだと言うけれども、

327万1,000円がどういうふうに生きてきたかが、

これは問題だと私は思って、それで質問したわ

けですから、回答できなければ後でまた聞きま

すけれども、そういうことで、できたら、答え
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が出るようだったら言ってください。 

髙橋富美子委員長 ただいまから10分間休憩いた

します。 

 

     午後３時０１分 休憩 

     午後３時１１分 開議 

 

髙橋富美子委員長 休憩を解いて再開いたします。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

髙橋富美子委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 まず、２点ございまし

たけれども、最初にインバウンド事業について

お答えしたいと思います。 

  インバウンド事業の実行委員会の決算でござ

いますけれども、総額は465万円ほどでござい

ます。市から負担金をいただきましたのは346

万5,000円でございますが、これに個人負担金、

参加者負担金が52万円ほどございます。それか

ら、県からの補助金、観光協会、国際観光協議

会推進協議会等から60万円をいただいておりま

して、繰越金等を含めまして465万3,000円とい

う金額になっております。 

  支出のほうでございますけれども、台湾の観

光博、ＩＴＦの参加費に220万円ほどでござい

ます。それから、観光関係者の招聘事業として

75万7,000円、受け入れ体制整備事業として62

万8,000円、その他事務費等でございまして、

歳出総額としまして432万円ほどでございます。 

  それから、100円商店街の関係でございます

けれども、100円商店街のサミットを開催しま

したのは、味覚まつりとあわせまして、同じ日

に開催いたしました。全国から約200人ほどの

参加がございまして、二泊三日ほどの滞在をし

てくださったわけでございます。その辺で味覚

まつりもごらんいただいて、参加をしていただ

いたということで、経済効果があったかと思い

ます。 

  それから、こういうサミットをした効果とい

たしまして、今年度でございますけれども、

100円商店街、南本町商店街だけでこれまで扱

っておりました、開催しておりましたけれども、

25年度は全商店街で開催するというようなこと

と、それから商店街自体が国の補助金をいただ

いて、スタンプラリーなどの事業をするといっ

た方向につながっているのかなというふうに考

えております。 

１５番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

髙橋富美子委員長 新田道尋委員。 

１５番（新田道尋委員） 大ざっぱな内容でござ

いますけれども、私が知りたいのは、この700

万円と300万円、1,000万円、1,080万円もこれ

に使っているわけで、大変高額なその予算をと

ったわけで、これが生かされているかどうか、

我々は監視する義務があると思うのです。それ

で、どういうふうな使い方をされたか、これが

一番内容として私は必要であるということです。

どんなことをしたかということでなくて、どう

いうふうな使い方をしたか。それによって、そ

の金額が生かされているかどうか。これが私ら

が決算で市にする一番重要な内容だと私は思う

ので、できる限りその金額的なもの、全部金額

でお示しをいただきたい。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

髙橋富美子委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 最初に、中心市街地活

性化事業でございますけれども、これにつきま

しては、人件費が463万円ほどでございます。

それ以外は100円商店街の全国サミットの開催

費などでございます。 

  それから、まちなか活性化サポート業務委託

料でございますけれども、これが327万円ほど

でございますが、うち427万円が人件費でござ

います。 

  それから、先ほど申しました、各個店を循環

した……。まちなか活性化サポート業務委託料

が327万円でございまして、決算額が、そのう
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ち247万円が人件費でございます。そのほかに、

個店を循環して調査費、それからホームページ

の作成等を行いましたので、その事業費という

ことでございます。 

１５番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

髙橋富美子委員長 新田道尋委員。 

１５番（新田道尋委員） 今大ざっぱな金額で報

告があったのですが、これですと、課長が今言

ったように、ほとんどが人間にかかわる予算の

執行ということで、行ったり来たりの旅費を出

しているというふうにしかとれないんですね。

各地から新庄に来て、この味覚まつりなり、

100円商店街の大会、サミットをやって、何が

新庄に残ったかということなんですよね。これ

をどうやって、じゃあ残ったものを生かしてい

くか、今後につなげていくか、こうでなければ、

これをやった意味が全くないわけですよ。ただ

金を突っ込んだということにして終わってしま

うわけです。ＴＣＭに委託した事業では247万

円、327万円のうち、人間に使っている人件費

だということで、果たして目的を果たしている

かどうかということを言わざるを得ない。残っ

たものは何ですか。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

髙橋富美子委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 この２事業につきまし

ては、緊急雇用の事業でございます。人を雇用

するということが主な事業でございます。要す

るに、職を失っている方々がたくさんいるので、

その方々を雇用するということが大きな目標で

ございます。ただ、さまざまな今後の事業に生

かしていくということが要件でございますので、

その条件に合ったものとして人を雇用したとい

うことでございます。ですから、先ほど申しま

したように、例えば中心市街地活性化事業では

760万円ほどですけれども、うち460万円ほどは

人件費と申しましたように、いわゆる賃金を支

払ったというところでございます。 

  先ほどの中でも申しましたように、中心活性

化事業につきましては、たくさんの方々におい

でいただいて、100円商店街の全国サミットを

開いたと。それが市内全域の商店街、あるいは

商店街としてのスタンプラリー等の事業に結び

ついているということが大きな成果ではないか

と考えます。 

１５番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

髙橋富美子委員長 新田道尋委員。 

１５番（新田道尋委員） これだけをやっている

と時間がなくなるのでやめますけれども、今課

長が説明した人件費だと。目的はその緊急雇用

の、その補助金の消化をすればいいんだと、こ

れじゃないと私は思うんですよね。市の一般財

源を使っていない方を使っているのでしょう。

やはり投下したものは生かしていかなきゃなら

ないと私は基本的に思うんですよね。それを利

用してもいいのですけれども、せっかくもらっ

た補助金を有効に利用して、将来先にやはりつ

ないでいくという方向を、最初から、当初から

考えて事業をやっていくということでないと、

全く死んだ予算の執行というふうになってくる

わけですね。これで終わり、１回きりだとなれ

ば、何も効果が出てこないのであれば、何にも

ならない使い方をしたということにならざるを

得ないので、今後十分検討して新庄の将来をよ

く考えながら事業を遂行していただきたいとい

うふうに思います。これはこれで終わります。 

  次に、成果表の42ページに老人福祉というこ

とで記載されてありますけれども、ここの中に

ひとり暮らし、在宅要援護老人世帯状況という

ことで、ここに載っていますね。ひとり暮らし

の老人世帯を864、それから老人夫婦、年寄り

の夫婦が805、ここを合わせて1,670世帯という

大変なその状況が今示されております。それで、

調査によってはまたその空き家なんかもかなり

毎年ふえてきているというふうな新庄市の状況

です。 



 - 199 -

  私がここを申し上げたのは何でかといいます

と、私らは毎年、毎回、年老いてから新庄に住

めなくなるという声がうんと最近多く出てきて

いるんですね。というのは、何かといえば、言

わなくてもおわかりと思うのですが、雪の問題

ですね。これからやがてやってきます降雪とい

うものが、年寄りの、老人の生活を阻害してい

るということです。これは大変新庄市のこれか

らの活性化事業にも大きく作用するわけですか

ら、この問題を解決しないと、だんだんだんだ

ん予想どおりの人口減ということにつながって

くる。それで、この1,670世帯をどうやってこ

れから扱っていくかということになると思うん

ですよね。ですから、これをやらないと新庄の

活性化はあり得ない。解決しない限りは将来見

込めないというように私は感じています。 

  それで、これは福祉のほうもあるし、みんな

関係してくるわけですね。除雪を受けるほうも、

市のほうも、健康から何からみんな絡んでくる。

商工観光課だってみんな影響があるわけだ、ど

の課も影響あるということで、一番これに関係

ある福祉だと思うのですが、除雪のほうだと思

うのですが、課長の、どうですか、この除雪の

何か方法、老人世帯の除雪をどうやってこれか

らやっていくというような試案がありますか。

あったら教えてください。 

松坂聡士都市整備課長 委員長、松坂聡士。 

髙橋富美子委員長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 毎年雪については非常に

市民の方々から御不便をおかけしていると。特

に高齢化社会におきましては、毎日の苦情とい

いますか、問い合わせ等について、非常にこち

らのほうに連絡をよこしていただく方が多いと

いうふうに感じております。 

  それで、除雪に関しましては、やはり高齢者

及び身体障害者等を含めまして、民間の業者さ

んが除雪を行うわけですけれども、家の前に雪

を置かれると非常に大変だというふうなことで

ございまして、そのことにつきましては、福祉

事務所から一応データをお借りしまして、排除

者ということで、雪の置き場所といいますか、

家の前に置かれると非常に困ると、生活するに

も非常に困る方につきましては、こちらのほう

で委託業者に連絡しまして配慮していただいて

おるというふうなところでございます。 

  あとは、除雪に関しまして、福祉部門でもそ

うなのですけれども、地域支援事業冬季生活支

援事業というふうな形で、そういうふうな事業

及び身体障害者除雪サービス事業というふうな

形については、福祉部門で制度を行っておるわ

けでございます。いずれにいたしましても、非

常に高齢化が進んでいる今日、やはり一番問題

になるのは置いていった雪の処理というふうな

ことが非常に問題になっておるところでござい

ます。 

  それについては、やはり排雪も含めまして、

今まで以上に排雪について細かくちょっとやら

なければならないというふうに考えているとこ

ろでございます。除雪機械そのものについても、

やはり更新というふうなこともございますので、

その辺を含めて対策とか、細かな意見等を聴取

しながらやっていきたいというふうに思ってい

るところでございます。 

１５番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

髙橋富美子委員長 新田道尋委員。 

１５番（新田道尋委員） これは、雪は毎年やっ

てくるわけでございますけれども、とにかくこ

の新庄は、将来をよく考えた場合には、この問

題をないがしろにしてはこのまちはあり得ない

というふうに思います。数字から見ても、毎年

500人前後の人口減というふうなデータが出て

いるわけで、これを何とかしてとめていく政策

を打たなければならないと私は思います。私ら

も議会の報告会をやりますと、間違いなく、何

回となく、その雪の問題で私どもは質問されま

すが、執行側でないために、拝聴するのみで終
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わってしまって、何とかしなきゃならないとい

うふうには、皆さんが思っていると思うのです。

でも、どうすればいいかというのは、今具体的

には持ち合わせないわけで、私どもも考えがな

いわけで、これはみんなが知恵を絞って、宣言

している無雪都市に向かって努力していかねば

ならないというふうに思います。 

  こんなことから、庁内でよく検討されまして、

私どももそのうち御意見、御注文申し上げます

から、もっと住みよい冬というものを目指して、

お互いに協力していかなきゃならないんじゃな

いかというふうに思っているところでございま

す。 

  この問題は、今すぐ立って回答できることで

はありませんので、何とか早いうちに解決して、

老人ばかりでなくて、人口減というのはほとん

ど雪の問題で新庄を去るのです。間違いないの

です、これはね。もう９割はそうだと私はにら

んでいます。この間も、年とって雪いじりはで

きなくなったから、子供のところに行くんだわ

というふうなことで、東根に行ったというふう

なことを聞いています。東根だけでなく仙台に

行った人も隣にいますけれども、よく見ると、

我慢して新庄にいる人は、ひとり暮らしもさっ

き言った数字の示すように、我慢していてくれ

ている人もいるんですよ。冬になれば、私は自

主的に自分の周囲の老人宅、ひとり暮らしの宅

は除雪をしてあげておりますけれども、とても

１人だけでは手が回らない、これだけの世帯が

あれば。それをどうやってやれば、みんなでや

ればいいか、それぞれの立場において一生懸命

やっているのは見えていますけれども、まだ足

らないんですよね。これだけやはり悩んでいる

ということは、それを繰り上げて我々はやらな

きゃならないんじゃないかというふうに思いま

す。 

  それから、あと健康問題、ちょっと質問させ

ていただきます。これは成果表の60ページにが

んの検診ということで載っていますが、受診率

を見ますと、対象者から見て、20％台というか

なり低い数字。これは何回やってもこんな数字

しか出てこないんですね、毎年度。これを受診

率を上げていかないと、この事業の本当の効果

というのは見えてこないので、これだけの数字

じゃね。ここを上げていくことによって効果が

てきめんに私は上がってくるというふうに思っ

ています。率が、この受診率が上がれば上がる

ほど、何に影響してくるか、私が言わなくとも

皆さんおわかりと思うのですが、隣の61ページ

のがんの検診推進事業、ここも同じように、計

画された対象数のパーセントをいくと、29.2、

一番上、子宮頸がんでね、乳がんが40.65でま

あ上がっているのですが、下に行って大腸にな

れば、また22.64というように下がってきます

ね。これを何とかして上げていかなきゃならな

い。 

  私がちょっと気に食わないのは、こういう対

象人数がわかっているのに、これを全部足すと、

３件を足すと4,665人という対象人数になるの

ですが、予算が240万円しか上げていない。頭

から二十何％ですか、六、七％しか見ていない

というのは、どうも解せないんですね。100％

の予算を立てなきゃならないんじゃないですか。

じゃあ来たときどうするのですか。100％、あ

り得ないけれどもね。100なんていうのはなら

ないけれども、そういうふうに、でも努力して

いかなきゃならないわけですよ。せっかくいい

事業をやるのだから。 

  そして、前にも申し上げたように、飛び飛び

５年置きというのは、ちょっとこれもまたおか

しいですね。がんは５年間大きくならないとい

うことはないですよ。１年間のうちだって、何

でもない人が１年のうちでがんになったという

人はいっぱいいるのだから、こんなに間隔を置

いたら、せっかくこれで投じた事業の効果のあ

れが、意味がなくなってくるわけですよね。あ
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と５年待たないと次の検査できないなんてなれ

ばですよ。 

  ですから私は年齢制限を解いて、やりたい人

はやれというふうにしたほうがいいんじゃない

かと思うのです。そして、もっと徹底して検査

を受けるようにしていかないと、みんなこれも

またいろんなものに影響してくるんですよね。

最後には介護のほうまで影響してきますよ。が

んだけでなくていろんな検診、総合健診をやら

ないと、自分の体をしっかり覚えさせることに

よって病気を防げるはずなのだから、がんでな

くほかの検査ももっとＰＲして、市民が全員が

受けられるように私は持っていくべきだという

ふうに思っていますけれども、課長はどんな考

えですか。 

伊藤洋一健康課長 委員長、伊藤洋一。 

髙橋富美子委員長 健康課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一健康課長 がん検診と言わず、多分特定

健診の受診率の内容も話されているものだと思

います。確かにがん検診、非常に率が低い。上

がったという成果を書きながら、例えば４％、

数％の上昇にしかなっておりません。非常に低

い数字だということは、新田委員からも重々、

予算委員会、決算委員会のたびに言われており

ます。我々も上げたいということでは努力して

いるということでありますが、努力の足りない

というところもあるのかもしれません。 

  初めに、がん検診につきましては、この間、

最上の……。 

髙橋富美子委員長 時間です。 

  ほかに質疑ありませんか。 

６ 番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

髙橋富美子委員長 佐藤義一委員。 

６ 番（佐藤義一委員） 一般質問にならないよ

うに手短にやりますので、よろしくお願いしま

す。 

  最初に、成果表のですけれども、73ページ、

４番の若者園芸実践塾事業につきまして792万

5,000円の予算を計上してやっておるわけです。

ほとんどが塾長の、あとその塾生の賃金だと思

いますけれども、販売金額の中で158万1,771円

とございますが、これはまゆの郷での販売のこ

とを言っていらっしゃるのでしょうか。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

髙橋富美子委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 この販売額は、まゆの郷にも

販売してございますし、ＪＡ系統にも出荷して

ございます。以上です。 

６ 番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

髙橋富美子委員長 佐藤義一委員。 

６ 番（佐藤義一委員） やはり時間が押してい

るものですから、少し焦って。 

  大変長い時間をかけて実践塾をやってきたわ

けです。卒塾生が結構いらっしゃいます。その

卒塾生の中には、ハウスをいただいて自分のう

ちでやっていくという方もいらっしゃいました。

そういう卒塾生のその後の追跡調査等は、課長、

していらっしゃいますか。というのは、例えば

あそこでトルコギキョウを勉強したと。実践を

やったと。それで、それから何年かたっても、

実際にそれをまた生産して販売していらっしゃ

るという実績調査はやっていらっしゃいますか。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

髙橋富美子委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 ２年ほど前に、市民評価会議

にこの勇気塾、いわゆる若者園芸実践塾につい

て御質問があったときに、過去10カ年取り組ん

だ約40名の塾生がございましたが、そのときに

調査したときには30、ちょっと今手持ち資料が

ございませんが、三十数名、着実に営農してご

ざいました。以上です。 

６ 番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

髙橋富美子委員長 佐藤義一委員。 

６ 番（佐藤義一委員） 私から申し上げるまで

もなく、その反収率ですね。いわゆる収穫率、

収入率ですか、確かに田んぼの水稲よりは５倍
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ないし６倍、優秀な方であればもっと上げると

いう方もいらっしゃるわけです。それでやはり

園芸に力を入れていって、稲作だけではなかな

か食っていけないという状況があるわけです。

園芸に力を入れようという、それは農家そのも

のも自覚を持っていますし、行政としてもそう

やっていかないと大変ですよと、水稲だけ単作

だけでは食べていけないですよという、それだ

け園芸に対しての力をてこ入れをしてきたわけ

です。 

  それをまず前提として、成果表の80ページ、

その前に質問されました石川委員や、それから

新田委員とちょっとダブる部分があるかもしれ

ませんけれども、バイオマス推進費関連、関係

でこれは514万3,000円の予算を執行しています。

果たしてさっき課長、石川委員の質問に対して

の答弁の中で、果たして本当に成果が見えるの

かという疑問を持っています。私も感じていま

す。それで、この予算をもっと効果的に確実視

される園芸と畜産と連携されるというお考えは

ございませんでしょうか、今後。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

髙橋富美子委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 堆肥につきましては、やはり

農業の基本かなというふうにまずは私はそう思

ってございます。今後ＪＡとのお話の中で、特

にＪＡ新庄もがみの管内でございますが、この

３年間でアスパラガスを24ヘクタール拡大して

いくというふうな計画がございます。年々８ヘ

クタールずつ拡大していくというふうな計画で

すが、特に当新庄市管内にある北部営農センタ

ーのほうでは、そのうち３カ年で９ヘクタール

ですか、３ヘクタールずつ９ヘクタール伸ばし

ていくというふうな計画を持っています。 

  御存じのように、アスパラガスというものは

非常に畑の豚というふうに、表現は悪いのです

が、幾ら堆肥を投入してもいいような、そうい

った作物で、裏を返せばそのぐらい堆肥を投入

しないといいアスパラが出ないというふうな作

物でございます。 

  それとあわせて、先ほど来、石川委員からも

質問ございましたけれども、いわゆる畜産農家

と耕種農家、とりわけこれまでの事業について

は稲わら関係で、特に稲作農家との連携でござ

いましたが、今後、園芸作物、特に野菜栽培に

つきましてそういった計画もございますから、

耕種農家と畜産農家との連携の中で、いかに、

行政としては農業経営に携わることはできませ

んので、どのような方向性を持って行政として

支援できるか、その辺のあたりをその耕種農家、

畜産農家、あるいはＪＡとの話し合いの中で、

行政として担えることなどをいろいろ模索しな

がら、方向づけをしていきたいなというふうに

考えてございます。 

６ 番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

髙橋富美子委員長 佐藤義一委員。 

６ 番（佐藤義一委員） 今、畜産農家が大変苦

労され、何年か前ですけれども、その堆肥の管

理について法規制が厳しくなりまして、完全に

地下に浸透しない、コンクリート板にしろと、

屋根もかけなさいと。それで、なかなか堆積す

るわけですよ。それで、やはり処分に困るとい

う畜産農家も中にはいらっしゃるかと思います。 

  そういうところで、やはり園芸農家と、課長

がおっしゃったとおり、アスパラガスだけでな

くて、ニラ、ネギというのは、新庄は力を入れ

ていますけれども、ニラも堆肥マルチというぐ

らい、堆肥で全部ニラの周りを、マルチを備え

るのですけれども、堆肥で囲っていくと。そう

することによって、ニラの育成がよくなる、非

常に強いニラができる。 

  そういう状況の中で、園芸に力を入れている

ということは、経営に参加できないというのは

わかりますけれども、そのパイプ、いわゆる園

芸農家と畜産農家のパイプを行政、農林課が主

体でやっていくということは可能だと思います
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ので、これからはやはり園芸という、これだけ

毎年、園芸塾で五百何十万の予算をつけて、そ

れでなおかつ畜産農家との連携をやっていくと

いうことをやっていただければいいと思います

ので、まず今後、課長からそういう答弁をいた

だきましたので、よろしくお願いいたします。 

  続きまして、成果表の103ページ、安全・安

心通学プラン推進事業でございますが、この中

にその安全な通学手段の確保方法について関係

機関と連携し、通学路の点検や危険箇所の把握

に努め、防犯安全対策を図ったと。13カ所やっ

ています。これらは関係機関という中に出てき

ますけれども、道路管理者、これは市役所兼国

土なのでしょうけれども、警察が５カ所、学校

が実施８カ所、こういうやつを具体的にどうい

うふうなことをやったのか教えていただけます

でしょうか。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 委員長、柿崎

憲一。 

髙橋富美子委員長 教育次長兼教育総務課長柿崎

憲一君。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 実施した対策

でございますが、まず学校による対策８カ所、

これにつきましては、学校の先生方による児童

生徒への通学路の変更確認指導、さらに部分的

には、右側通行ですけれども、左側通行したほ

うが安全だというようなことで、そのような指

導を行っております。 

  また、多くは横断歩道の横断の仕方、これら

の指導を行っています。 

  さらに、国道、県道、市道の道路管理者によ

る対策でございますが、道路における車道外側

線の拡幅、それからいわゆる右折・左折する場

合の回るときのポストコーンの設置等々、あと

は横断指導線といいまして、いわゆる横断歩道

ではないのですが、それに準じるような、ここ

に横断者がいるよと確認できるような、そうい

う指導線の設置、また減速のためのドットライ

ンの設置等々、道路管理者による対策を行って

おります。 

  警察による対策につきましては、やはり公安

関係というふうなことになりますので、取り締

まりの強化等が主になるかと思います。また、

横断歩道の明示等々も対策の１つに掲げられて

おります。 

  以上、全体で13カ所ほどでございますけれど

も、以上のような対策を昨年度は施したところ

でございます。 

６ 番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

髙橋富美子委員長 佐藤義一委員。 

６ 番（佐藤義一委員） 私だけでなくて、私、

特にうちの前は学校なものですから、よく話を

されるのですけれども、これは一般質問で石川

議員あたりから言われていますけれども、やは

り警察とかそういうことだけでなくて、その保

護者、その地域の保護者との話し合いを持って

いくべきだと思います。いわゆる子供の目線と

大人の目線が違いますので、子供にとって危険

で、大人にとっては危険でないかもしれないけ

れども、子供にとっては危険だということはあ

ります。 

  例えば新しい道路ができましたと。市道が。

そうした場合に、全然気づかないわけですよ。

それで、もう新しい道路はきれいですから飛ば

します。80キロぐらいで。そこは小学生の子供

たちが横断する道路もあります。そういうよう

なやはり危険な箇所ということの把握を大人は

しています。でも、子供たちは通って歩くと。 

  あと１つ、具体的にちょっと場所を言いませ

んけれども、国土交通省の新庄出張所の所長と

いう人が１回電話くれたんですよ。国道13号線

にかかる横断歩道があると。ところが、それは

小学校高学年とか、小学校は自転車通学はだめ

ですけれども、中学生ぐらいがその横断歩道が

階段ですので、自転車でその国道を突っ切って

しまうと。非常に危険だということで、その横
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断歩道に自転車が通れるような設置をしますと。

25年度予算でしますという話で電話をもらった

のですけれども、全然なっていないです。そう

いう話が果たして学校の通学路の安全という中

で、その把握をしていらっしゃるかお尋ねいた

します。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 委員長、柿崎

憲一。 

髙橋富美子委員長 教育次長兼教育総務課長柿崎

憲一君。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 今の佐藤委員

からお話があった内容につきましては、いわゆ

る13号の北辰小学校に通うところの横断歩道橋

であると思います。これにつきましては、地元

のほうから要望が昨年出されまして、国交省の

ほうに市のほうから要望をあわせて出したとこ

ろでございます。国のほうの予算の関係があり

ますので、その辺のところの執行の状況につい

ては一応確認はしているのですけれども、年度

内にはどうにかというふうなことで、以前はお

聞きしておりました。私もあそこを通りますの

で、なかなか着手しないなというふうなことで

ちょっと気をもんでいるところなのですけれど

も、再度国のほうには確認してまいりたいとい

うふうに思っています。そんなことでよろしく

御理解お願いしたいと思います。 

６ 番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

髙橋富美子委員長 佐藤義一委員。 

６ 番（佐藤義一委員） あと、その通学路の中

で、国道、県道のバッティングするところがあ

るわけですよ。冬の除雪でその所長と話するこ

とがあったのですけれども、雪庇が出てきます

ね、除雪していく中で。こっちが市道、こっち

が国道と。そうするとだんだん雪がたまってき

て出てこられなくなると。ここで事故があった

ときに、子供たちはそこを通学していると。そ

ういうので最初やってもらえないかということ

で、優先順位としては国道がということで私は

思っているのですが、それでよろしいのでしょ

うか。除雪の場合、通学路ですけれども、市道

と国道がバッティングするところがあると。交

差するところがあると。それは市道が除雪する

ものではないだろうと思いますけれども、その

辺は私の解釈でよろしいのでしょうか。 

松坂聡士都市整備課長 委員長、松坂聡士。 

髙橋富美子委員長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 除雪の優先順位でありま

すけれども、原則的には後から交差点に除雪を

したものが処理するというふうな形になってい

ます。ただし、国道、県道の場合ですと、日中

でも常に除雪するわけです。その場合につきま

しては、やはり市のほうは朝１回だとすれば、

その後に行ったほうが処理をしていただくとい

うふうなことだと思います。 

  ただし、そういうふうな交差点部分、あと横

断歩道部分ですけれども、機械で除雪できない

部分につきましては、私どものほうで通学路に

関しまして歩道、あと横断歩道ですね、見通し

の悪いところはというところにつきましては、

委託をかけまして人力で除雪を行っているとい

うふうなことでございます。 

６ 番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

髙橋富美子委員長 佐藤義一委員。 

６ 番（佐藤義一委員） 大変ありがとうござい

ました。小さな子供たちですので、安全を確保

していただきたいと思います。 

  では、成果表の115ページ、図書館ですけれ

ども、余談になりますけれども、私も図書館を

利用させてもらっています。毎週約２冊ほど借

りていまして、この前４月に子供たちの前で、

新庄市の図書館から一番本を借りた人になりた

いということで、毎週２冊借りて読んでいます。

図書館のその司書の方も大変対応がよくて、子

供たちに本を読むのだけれども、どういうのが

いいだろうかということで相談に行ったりして、

高学年だったらこういうのがいいんじゃないで
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すかとか、実は５、６年生に、「領内安全新庄

まつり」という新庄まつりの由来の話を２週続

けてしました。そして、子供たちが、ほお、新

庄まつりってそういうことだったのですかとい

う反応を示してくれまして、大変うれしかった

のですけれども、あれだけの設備があって、あ

れだけの親切な図書館司書がいて、何で入場者

数が減っていらっしゃるのでしょうかとお尋ね

します。 

森 隆志社会教育課長 委員長、森 隆志。 

髙橋富美子委員長 社会教育課長森 隆志君。 

森 隆志社会教育課長 図書館の利用者、来館者

数が確かに昨年度比3,602名減ってございます。

図書館の来館者数につきましては、21年度をピ

ークに年々減っておるようでございます。 

  原因につきましては、これが原因だというふ

うな部分は、はっきりした部分はございません。

ただ、今指定管理者になりまして運営している

わけでございますけれども、対応面につきまし

ても、今委員おっしゃったようになかなかいい

対応をしていただいております。 

  その中で、御指摘の来館者数が減っていると、

その辺の事情につきましても、これからいろい

ろ原因を調べながら、できるだけ来館者をふや

していければなというふうには考えております。 

  ただ、21年度の16万人をピークに……失礼い

たしました。貸し出し冊数及び来館者につきま

しては、21年度をピークにやはり減っている状

況にございます。そこら辺の事情もこちらのほ

うと把握しながら、いろいろ聞き取りをしなが

ら考えて検討してまいりたいというふうに考え

ております。よろしくお願いいたします。 

６ 番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

髙橋富美子委員長 佐藤義一委員。 

６ 番（佐藤義一委員） 先月の末でしたか、今

月の初めでしたか、クラゲがいましたね。加茂

水族館の。そういうふうに玄関に加茂水族館の

クラゲを展示していました。そういうふうにア

ピールはしているわけですよ。皆さん、子供た

ち来てくださいと。わざわざ加茂まで行かなく

ても、加茂水族館のクラゲがいますよと。見ら

れますよと。その次の週は、僕たちは加茂水族

館から市に遊びに来ましたみたいなフレーズで

書いてあったのです。それだけ努力していらっ

しゃるわけです。それをやはり行政がもう少し

バックアップして、図書館を使おうとかという

方法でやっていけば、やはり基本は呼びかけで

すので、本を読むこと自体がやはり勉強ですの

で、その辺の努力をこれからも続けていただき

たいと思います。そうすれば、21年がピークだ

と言わないで、25年度からぐんぐん伸びている

という評価になるかと思いますので、よろしく

お願いします。 

  最後になります。決算書の147ページ、一般

質問でもさせていただきましたけれども、観光

費の中で、下から４行目、新庄まつり運営事業

負担金1,464万円、これの内訳を教えていただ

けますか。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

髙橋富美子委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 どうも大変失礼いたし

ました。歳入のほうでございますけれども、ト

ータルで2,000万円ほどになっております。歳

出。失礼しました。歳入でございますけれども

……。 

  市からの負担金としましては1,464万円でご

ざいますけれども、歳入といたしましては、観

覧席料とか手数料とかもございますので、約

2,000万円になっております。 

  歳出のほうですけれども、まつりの委員会の

ほうに1,020万円、いわゆる山車の運営費、囃

子の運営費、それから環境整備、椅子、フェン

スの設置などでございます。それから、観覧席

の運営事業費、今申しました椅子等の設置費等

で426万円ほどでございます。あとは、警備の

関係で367万円、観光宣伝費に70万円などとな
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っております。 

６ 番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

髙橋富美子委員長 佐藤義一委員。 

６ 番（佐藤義一委員） 課長、今のでは数字が

合わないですよ。やっと合って、委員会にして

20万円、それからその会場設備に420万円、そ

れらもすると、これだけで1,440万円超えます

よ。私が聞いているのは、1,464万円の内訳が

どういうふうに使われているのかということを

お尋ねしているわけですので。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

髙橋富美子委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 先ほど申しましたよう

に、負担金だけが全てまつり委員会の決算では

ございませんで……。その負担金先は全て、全

額がまつり委員会に対する負担金でございます。 

６ 番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

髙橋富美子委員長 佐藤義一委員。 

６ 番（佐藤義一委員） それはわざわざここに

立たなくても、これを見ればわかるんですよ。

実行委員会に行っているというのは。それがど

ういうふうに、例えばさっき課長は途中でやめ

られましたけれども、山車のほうに何ぼ行って

いる、あるいは山車、囃子に何ぼ行っている、

それを聞きたいわけですよ。ぜひお願いします。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

髙橋富美子委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 大変失礼しました。山

車のほうには30万円、それから囃子のほうには

６万円、それぞれ各若連のほうに行っておりま

す。 

６ 番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

髙橋富美子委員長 佐藤義一委員。 

６ 番（佐藤義一委員） 課長、それでは数字が

合わないべ。山車に30万円、20台で600万円だ

よ。それで、囃子に６万円やって120万円だ。

半分にもならない。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

髙橋富美子委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 まず、まつり委員会の

歳入歳出につきましては、市の負担金だけで運

営しているわけではないわけです。ですから、

観覧席料等の事業収入もございますので、

1,460万円は主に山車、それから囃子、観覧席

運営等には回りますけれども、その他の収入も

ございますので、トータルとして2,000万円ほ

どの決算になっていますので、市からの1,400

万円の負担金につきましては、主には山車、囃

子、観覧席の運営費等に充当されているという

ことでございます。 

６ 番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

髙橋富美子委員長 佐藤義一委員。 

６ 番（佐藤義一委員） まつり実行委員会の歳

入歳出を聞いているわけでなくて、新庄市一般

会計の中の商工費の観光費の中の1,464万円の

使い道をお尋ねしているわけですので、負担金

として出しているわけですから。わかりますか。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

髙橋富美子委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 新庄まつり実行委員会

のほうに負担しているわけでございまして、そ

の使い道は、市としては、先ほどから申してい

るように、山車とか囃子とか、それから観覧席

の運営費に支出しているものと考えております。

ただ、先ほどから申していますように、それが

全ての収入ではございませんので、そこを御理

解いただきたいと思います。 

６ 番（佐藤義一委員） 委員長、佐藤義一。 

髙橋富美子委員長 佐藤義一委員。 

６ 番（佐藤義一委員） 前ぶれもなく質問を振

りまして、課長もびっくりなされたことかと思

いますけれども、大変どうもお世話さまでした。

来年はこの数字がよくなっているものと期待し

て終わります。 
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散      会 

 

 

髙橋富美子委員長 以上をもちまして、本日の審

査を終了いたします。 

  次の決算特別委員会は９月18日水曜日午前10

時より再開いたしますので、御参集願います。 

  本日はこれで散会いたします。 

  どうも御苦労さまでした。 

 

     午後４時０３分 散会 
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決算特別委員会記録（第３号） 

 

 

平成２５年９月１８日 水曜日 午前１０時００分開議 

委員長 髙 橋 富美子     副委員長 小 関   淳 

 

 出 席 委 員（１８名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  委員     ２番   伊  藤     操  委員 

  ３番   髙  橋  富 美 子  委員     ４番   佐  藤  卓  也  委員 

  ５番   石  川  正  志  委員     ６番   佐  藤  義  一  委員 

  ７番   奥  山  省  三  委員     ８番   沼  澤  恵  一  委員 

  ９番   平  向  岩  雄  委員    １０番   小  野  周  一  委員 

 １１番   小  嶋  冨  弥  委員    １２番   清  水  清  秋  委員 

 １３番   小  関     淳  委員    １４番   遠  藤  敏  信  委員 

 １５番   新  田  道  尋  委員    １６番   下  山  准  一  委員 

 １７番   山  口  吉  靜  委員    １８番   森     儀  一  委員 

 

 欠 席 委 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 伊 藤 元 昭 

総 務 課 長 野 崎   勉  総 合 政 策 課 長 荒 川 正 一 

財 政 課 長 髙 橋 則 雄  税 務 課 長 佐 藤 信 行 

市 民 課 長 荒 澤 宏 二  成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 小 野   享 

子育て推進課長 
兼福祉事務所長 板 垣 秀 男  環 境 課 長 小 嶋 達 夫 

健 康 課 長 伊 藤 洋 一  農 林 課 長 齋 藤 彰 淑 

商 工 観 光 課 長 東海林   智  都 市 整 備 課 長 松 坂 聡 士 

上 下 水 道 課 長 髙 橋   弘  会 計 管 理 者   
兼 会 計 課 長 近 岡 晃 一 

教 育 委 員 長 山 村 明 德  教 育 長 武 田 一 夫 

教 育 次 長 
兼教育総務課長 柿 崎 憲 一  学 校 教 育 課 長 髙 橋 千 春 

社 会 教 育 課 長 森   隆 志  神 室 荘 長 伊 藤 忠 志 

監 査 委 員 髙 山 孝 治  監 査 委 員 
事 務 局 長 冨 樫 雄 二 
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選挙管理委員会 
委 員 長 矢 作 勝 彦  選挙管理委員会 

事 務 局 長 武 田 清 治 

農 業 委 員 会 
会 長 星 川   豊  農 業 委 員 会 

事 務 局 長 浅 沼 玲 子 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 高 木   勉  総 務 主 査 三 原   恵 

主 査 川 又 秀 昭  主 事 八 鍬 貴 征 

 

本日の会議に付した事件  

 

議案第４８号平成２４年度新庄市一般会計歳入歳出決算の認定について 

議案第４９号平成２４年度新庄市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第５０号平成２４年度新庄市交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第５１号平成２４年度新庄市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第５２号平成２４年度新庄市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第５３号平成２４年度新庄市営農飲雑用水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第５４号平成２４年度新庄市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第５５号平成２４年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第５６号平成２４年度新庄市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 
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開      議 

 

 

髙橋富美子委員長 ただいまの出席委員は18名で

す。 

  これより９月17日に引き続き決算特別委員会

を開きます。 

  初めに、審査に入る前に、９月17日の初日に

も申し上げましたが、再度確認のため審査及び

本委員会の進行に関しての主な留意点を申し上

げます。 

  会議は、おおむね１時間ごとに10分間の休憩

をとりながら進めてまいります。質疑は答弁を

含め１人30分以内といたします。質問の際は、

決算に関する資料の名称とページ数、款項目、

事業名などを具体的に示してから質問されるよ

うお願いします。また、会議規則第116条第１

項に、発言は全て簡明にするものとして、議題

外にわたりまたはその範囲を超えてはならない

と規定しておりますので、これを遵守願います。

また、昨日の決算委員会では一般質問と思われ

る質疑が散見されました。あくまでも平成24年

度の決算審査でありますので、御注意願います。 

  以上、ただいま申し上げました点について特

段の御理解と御協力をお願いいたしまして、た

だいまから審査に入ります。 

 

 

議案第４８号平成２４年度新庄市

一般会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

 

 

髙橋富美子委員長 初日の審査に引き続き、議案

第48号平成24年度新庄市一般会計歳入歳出決算

の認定についてを議題といたします。 

  それでは、一般会計の歳出に関し質疑ありま

せんか。 

４ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

髙橋富美子委員長 佐藤卓也委員。 

４ 番（佐藤卓也委員） 特段の御配慮ありがと

うございます。 

  私のほうから若干質問させていただきます。 

  決算書116ページ、３款２項１目、また179ペ

ージ、10款４項６目、ページ数147ページ、７

款１項３目を中心に質問させていただきたいと

思います。 

  まず最初に、116ページ、３款２項１目児童

福祉総務費からお尋ねいたします。参考資料と

して成果表の46ページを参考にさせていただき

たいと思います。 

  この児童福祉総務費なんですけれども、児童

福祉、保育所に関してなんですが、この成果表

にもあるとおり、施設の老朽化に伴い幼児保育

所が廃止になりました。そのために南部保育所

と新庄幼稚園の未熟児の施設増設を行っており

ます。その中で適正な定員管理を行っていると

なっております。そして、参考資料の乳幼児の

概況といたしまして、保育の定員が595人とな

っております。でも実際には待機している方が

おるという状況もこのときにはあったのでしょ

うか、なかったのでしょうか。というのは、定

数がこんなにあるのに、待機している方が実際

おるという報告もあります。それは24年度にお

いてあったのかなかったのか、どのような報告

がなされているのか、まずお聞きしたいと思い

ます。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

板垣秀男。 

髙橋富美子委員長 子育て推進課長兼福祉事務所

長板垣秀男君。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 保育所

の待機児童の件でございます。 

  主要施策の成果に関する説明書46ページにあ

るとおりなんですが、４月１日現在、保育所の
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定員595名に対しまして４月１日の段階で562名

というふうなことでございます。これはあくま

でも４月１日現在の定員の定数でございます。

特に３歳未満児なんですけれども、４月１日以

降、例えば出産等産休明けでお勤めになるため

に保育所を利用されたいと、そういった利用が

年度途中にございます。９月１日現在で昨年度

10数名の申し込みがございました。保育所の定

員についてはまだ受け入れ可能だと、全体で考

えて可能だというふうな状況ではあるんですけ

れども、未満児に関しましては保育定員がほぼ

満たされているというふうなことで、未満児に

関して年度途中で待機が出るというふうな状況

がございました。以上であります。 

４ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

髙橋富美子委員長 佐藤卓也委員。 

４ 番（佐藤卓也委員） そういう方がおられる

のであれば、そのことも想定して施設をつくる

べきだったのではないか、そこら辺をどういう

ふうに考えていますか。よろしくお願いします。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

板垣秀男。 

髙橋富美子委員長 子育て推進課長兼福祉事務所

長板垣秀男君。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 確かに

未満児の入所ニーズはございます。いわゆる公

立保育所、それから私立の保育所に関しまして

はこちらのほうで管理運用させていただいてい

るわけなんですけれども、それ以外に認可外保

育所というものがございます。認可外保育所に

関しましても未満児の受け入れ等を行っていた

だいておるというふうな状況でありまして、確

かに保育料等の関係で認可外よりは認可を望ま

れるというふうな親御さんも多うございますが、

認可保育所と認可外保育所それぞれの定員のバ

ランスを考えて入所定員の判断をしていきたい

というふうに考えてございます。 

４ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

髙橋富美子委員長 佐藤卓也委員。 

４ 番（佐藤卓也委員） だとすれば、そこら辺

の連携は、認可外保育所または普通の市立の保

育所との連携はどのようにとられているのか、

これはちょっと予算と関係ないかもしれないで

すけれども、そこはかなり重要なことなので、

ぜひよろしくお願いいたします。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 委員長、

板垣秀男。 

髙橋富美子委員長 子育て推進課長兼福祉事務所

長板垣秀男君。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 保育所

の入所申し込みがあった段階で、まず初めに保

護者の方からどこに入所されたいかというふう

な御希望を聞くわけなんですが、そこでいわゆ

る認可保育所のほうで調整をさせていただいて、

それが難しいとなった場合に関しては認可外保

育所のほうに御連絡を差し上げて、その空き状

況を確認した上で保護者の方にお勧めするとい

うような調整はしてございます。以上です。 

４ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

髙橋富美子委員長 佐藤卓也委員。 

４ 番（佐藤卓也委員） この成果表にも書かれ

ているように、多様な保育のニーズに対応する

ためと書いておりますので、そこら辺は多様な

ニーズがあるという現実もございますので、ぜ

ひ踏まえていただきたいと思います。 

  また、余談ではございますけれども、25年度

の待機児童は現在おります。それは課長も知っ

ていると思いますので、そこら辺の対応をしっ

かりしていただいて、それを解決することによ

って保育所の運営もきちっとなるでしょうし、

女性の方が働きやすく、そして皆さんが、女性

が社会に進出しやすくなる世の中になっていき

ますので、そこら辺をしっかり踏まえていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

  次に、決算表179ページの10款４項６目文化
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財保護費についてお尋ねします。 

  そこの謝金がございますけれども、謝金の内

容をよろしくお願いいたします。 

森 隆志社会教育課長 委員長、森 隆志。 

髙橋富美子委員長 社会教育課長森 隆志君。 

森 隆志社会教育課長 謝金の内容でございます

けれども、これにつきましては文化財の巡回指

導、県の巡回指導がございます。それに市のほ

うの文化財保護審議委員が一緒に同行いたしま

す。その謝金でございます。 

４ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

髙橋富美子委員長 佐藤卓也委員。 

４ 番（佐藤卓也委員） ここのところには、今

回エコロジーガーデンが登録有形文化財になり

ましたけれども、そこら辺の謝金は入ってない

でしょうか。よろしくお願いします。 

森 隆志社会教育課長 委員長、森 隆志。 

髙橋富美子委員長 社会教育課長森 隆志君。 

森 隆志社会教育課長 この24年度の謝金につき

ましては、エコロジーガーデンは含まれてござ

いません。 

４ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

髙橋富美子委員長 佐藤卓也委員。 

４ 番（佐藤卓也委員） この謝金というのは、

今回は10万円とついていますけれども、この文

化財が登録なるためにそういう予算がつくとな

っているんでしょうか、それともほかに予備費

みたいなのがあってつくのでしょうか、よろし

くお願いします。 

森 隆志社会教育課長 委員長、森 隆志。 

髙橋富美子委員長 社会教育課長森 隆志君。 

森 隆志社会教育課長 文化財保護管理事業費の

謝金につきましては、先ほど申し上げましたよ

うに、県の巡回指導がございます。年に四、五

回ございます。それに伴いまして市の文化財保

護審議委員が一応同行するといった形になって

ございますので、その謝金、25年度につきまし

てもそういった予算の組み方をしてございます。 

４ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

髙橋富美子委員長 佐藤卓也委員。 

４ 番（佐藤卓也委員） どうしてこういう話を

するかといいますと、今回も25年度にエコロジ

ーガーデンが新しく登録有形文化財になりまし

た。また今度なればなんですけれども、雪の里

情報館ももしかしたらなるという場合に、そう

いう方が新庄に来られる、教授の方が来られた

り、研究員の方が来られるといった場合にはや

はりそれなりの謝金が必要でしょうし、必要な

のかなと思っております。そういった場合に、

かなり必要なものなので、ここら辺の予算組み

をしっかりしていただいて、なるべく登録有形

文化財になるような施策が必要なのかなと思っ

ております。 

  その参考といたしまして、成果表の117ペー

ジにも書いております、ここにもエコロジーガ

ーデンのことも書いてありますので、そこら辺

も課のほうでもしっかり押さえていただき、し

っかりとした取り組みをしていただきたいと思

います。 

  言い忘れましたが、決算表181ページ、次の

ページになりますけれども、10款４項８目ふる

さと歴史センターについてお聞きいたします。 

  そこの専門員報酬99万6,000円の内容につい

てよろしくお願いいたします。 

森 隆志社会教育課長 委員長、森 隆志。 

髙橋富美子委員長 社会教育課長森 隆志君。 

森 隆志社会教育課長 ふるさと歴史センター管

理事業費の専門員報酬でございますけれども、

これにつきましては歴史資料等の整理というこ

とで、お一方、嘱託でお願いしているところで

ございます。 

４ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

髙橋富美子委員長 佐藤卓也委員。 

４ 番（佐藤卓也委員） 専門員報酬はお一人と

おっしゃいましたけれども、果たして１人でよ

ろしいのでしょうか。というのは、歴史センタ
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ーにはまだまだいろんな資料もございますし、

またあそこはデータ化はまだされてないわけで

すよね、一品一品が。それをするためにあの膨

大な数をお一人でやるというのはかなりの難儀

であるでしょうし、ましてや年99万6,000円で

やられるというのは非常に、はっきり言って不

可能なのではないでしょうか。だとすれば、こ

こをもう少ししっかりとした体制をとってまだ

まだやるべきものだと思いますが、そこら辺は

どのように、これが適正であるのか、それとも

もう少しふやしたいと思っているのか、そこら

辺はどういうふうに考えているでしょうか。 

森 隆志社会教育課長 委員長、森 隆志。 

髙橋富美子委員長 社会教育課長森 隆志君。 

森 隆志社会教育課長 24年度の専門員報酬につ

きましては、先ほど申し上げましたように歴史

資料についての調査を行っていただきました。

ちなみに、25年度につきましては民具資料、こ

ちらの調査を今実施しております。データ化に

つきましても、25年度からデータ化するような

形で今実施しておりますけれども、歴史資料に

つきましてはある程度の資料整理ができたのか

なというふうな形で、今度は民具整理のほうに

移行していると。なかなか資料が膨大なもので

すから、そういったことで時間がかかりますけ

れども、人が大勢かかれば当然時間短縮という

ことに物理的にはなるんですけれども、なかな

か専門的な知識を持った方がいないということ

で、今は民俗資料については専門的な方につい

てお願いしているということの内容でございま

す。 

４ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

髙橋富美子委員長 佐藤卓也委員。 

４ 番（佐藤卓也委員） あそこには新庄の宝が

たくさん埋まっていますし、まだまだ皆さん見

ていない方がいらっしゃいます。そのような資

料を早くデータ化し、そして管理するために、

放っておけばやはり悪くなってきたり傷んだり

しますよね。そういうことがないように、あそ

こにも絵画だったりたくさんあるわけですから、

そういうことを放っておくという言い方は失礼

かもしれないですけれども、早く研究していた

だいて、皆さんに見ていただいて、新庄の宝を

大事にしていただきたいと思いますので、そこ

ら辺をしっかり、臨時で雇われているからこの

ような報酬になっていると思いますけれども、

そこら辺の強化を25年度もしっかりしていただ

いて、そこら辺をよろしくお願いいたします。 

  次に、147ページ、７款１項３目観光費につ

いてお尋ねいたします。 

  きのうも佐藤委員からいろんなお話が出て、

なかなかスムーズにいかなかったんですけれど

も、私は別の点から伺いたいと思います。 

  ここに新庄まつり運営事業費負担金がござい

ますけれども、その中には新庄ふるさと歴史セ

ンター最優秀展示山車選考の費用が入っている

のか入っていないのか、よろしくお願いします。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

髙橋富美子委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 ふるさと歴史センター

の優秀展示山車の選考につきましては、まつり

委員会の中に選考委員会を持っております。で

すから、まつり委員会が運営していることにな

りますので、市から運営事業費負担金として

1,464万円支出されていますが、それも経費に

当たっているというふうに考えております。 

４ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

髙橋富美子委員長 佐藤卓也委員。 

４ 番（佐藤卓也委員） その中に入っていると

いうことでよろしいんですよね。管理していま

すからということでよろしいんですね。だとす

れば、この選考の仕方はどのようになっている

のか、要は選考の目的はどういうふうになって

いるのかお聞きいたします。 

森 隆志社会教育課長 委員長、森 隆志。 

髙橋富美子委員長 社会教育課長森 隆志君。 



 - 215 - 

森 隆志社会教育課長 ふるさと歴史センターの

優秀山車の展示につきましての御質問でござい

ますので、私のほうから答弁させていただきた

いと思います。 

  ふるさと歴史センターにつきましては、毎年

26日の午前中で締め切りまして、11時までで締

め切りまして、それで選考会を行っております。

先ほど商工課長のほうからまつり委員会への負

担金、この中での経費ということで、経費につ

いてはほとんど選考には経費がかかっていると

いうふうな形ではないかと思います。 

  選考の仕方としましては、歌舞伎部門と物語

部門の２つ、これにつきましては若連20団体、

それから有識者ということで20名、この40名で

選考を行っております。点数制でございまして、

１位が５点、２位が３点、３位が２点といった

形で、それで投票していただくと。その合計点

の歌舞伎部門でトップになった町内が優秀山車

として選考されると。物語につきましても同様

の形で選考しております。 

  ちなみに、ゆめりあのほうにも１台展示して

おります。これにつきましては、最上広域のほ

うで選考している、いわゆる若連のほうが投票

しまして、最上広域が主管としまして選定して

いるといった状況でございます。 

４ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

髙橋富美子委員長 佐藤卓也委員。 

４ 番（佐藤卓也委員） これは選考するに当た

り、目的は何のために、選考の目的は何でしょ

うか。 

森 隆志社会教育課長 委員長、森 隆志。 

髙橋富美子委員長 社会教育課長森 隆志君。 

森 隆志社会教育課長 選考の理由でございます

けれども、あくまでもふるさと歴史センターに

立派な山車を飾っていただくと。歴史センター

を訪れた観光客に新庄のお祭りの山車を見てい

ただくといった目的が主でございます。 

４ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

髙橋富美子委員長 佐藤卓也委員。 

４ 番（佐藤卓也委員） 観光客のために見せる

というのが目的だということでしょうけれども、

若連の方のベースアップにもこれは一役買って

いるのかなと思っております。にもかかわらず

この選考方法がちょっと曖昧なのかなと思って

います、基準なり。だとすれば、先ほどおっし

ゃいましたように、委員は40名の方がいらっし

ゃるということですよね、選考委員の方が。そ

の方はどちらで審査しているんですか。普通、

審査する場合って１カ所で見るんじゃないです

かね。そういう場所は決まってないんですかね。

私とすれば、ゆめりあに山車が来るわけですよ

ね。そこで見るのが、選考委員の方がいらっし

ゃるのかなと思ったら、選考委員の方の席もな

ければ、勝手に見てください、そんな選考があ

っていいのですか。それは公平性は保てるんで

すか。まして山車の方はどのくらい人の山車を

見ているんですか。そういうことを感じたこと

はないんですか。 

森 隆志社会教育課長 委員長、森 隆志。 

髙橋富美子委員長 社会教育課長森 隆志君。 

森 隆志社会教育課長 山車の選考につきまして

は、いろいろやり方が変わってきたといった経

過がございます。初めはいわゆるアビエスで巡

行する際に観客の投票で行ったというふうな経

過もございました。ただ、そういったやり方に

ついては、山車の中身を知らない方、見ばえだ

けで選んでよいものかといった議論もありまし

て、いろいろな形で今の形におさまったと。御

指摘のアビエスで見ている選考委員がいないと

いった御指摘もございますけれども、アビエス

で見る際は私どものほうで席を準備しまして、

アビエスの席をとっていただきたいという選考

委員がおりましたらそのような形で対応させて

いただいております。また、ほかの選考委員に

つきましては、自分の見たい場所で見ると。20

台全ての山車を見ていただくといった形で実施
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しております。そのような形で御理解いただき

たいと思います。 

４ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

髙橋富美子委員長 佐藤卓也委員。 

４ 番（佐藤卓也委員） だとすれば、そんなや

り方では多分不公平は増すばかりだと思います。

そんなやり方をやっていたら260周年迎えられ

るんですかね。というのは、もう少しそういう

やり方を改めるべきではないんでしょうか。好

きなところで勝手に見る。だったら夜見る方も

いれば昼見る方もいる、場所によるけれども雨

降っている方も、雨降っているんだったら雨降

っているなりの見方があるでしょうし、そこら

辺の仕方をもっとはっきりしなければ不公平が

出ると思います。というか、もう不公平は出て

いると思います。それを改めなければ、このこ

とはいかないんでしょうかね。前にも一部の新

聞のもので自分も板東彦三郎先生にお会いした

ときそういう指摘がなされていました。歌舞伎

役者の方……。 

髙橋富美子委員長 佐藤委員に申し上げます。た

だいまの発言は決算審査の範囲を超えています

ので、注意いたします。 

４ 番（佐藤卓也委員） そういう意見があると

いうことを考えてくださって、よろしくお願い

いたします。 

  次に、決算書149ページ、同じ観光費の中の

真ん中ぐらいにあります新庄雪まつり実行委員

会のことについてお伺いします。 

  この金額は、新庄青年会議所が主体となって

いるところに負担金なさっていると思うんです

けれども、この80万円はどのように使われてい

るかというお話は聞いているんでしょうか、よ

ろしくお願いいたします。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

髙橋富美子委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 補助金の実績報告書を

いただいておりますので、開催に関する経費、

さまざまな人件費とか機械の借り上げ等に使わ

れているというふうに聞いております。 

４ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

髙橋富美子委員長 佐藤卓也委員。 

４ 番（佐藤卓也委員） 雪まつり、新庄市のま

ちづくり総合計画でもその雪まつりに対して観

光客を10万人呼ぼうという計画がなされていま

す。その中でこれから事業をやっていこうとし

たとき、その80万円でどのようにやっていくか

というのは、課長の目から見てどのような感想

を持っているでしょうか、24年度に対してです

けれども。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

髙橋富美子委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 一応実施主体は青年会

議所さんになっていただいておりますので、会

議所さんのほうから80万円の申請をいただいて

交付しているわけでございます。規模的にとい

いますか、運営経費としてやはり苦しいという

ことであれば、そういう申請になるのかなとい

うふうに思います。 

４ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

髙橋富美子委員長 佐藤卓也委員。 

４ 番（佐藤卓也委員） 新庄は雪と祭りの里と

言っていますし、その中でもほかのところにな

いものは雪だと思います。新庄の祭りでも春か

らいけばカド焼きまつり、新庄の夏は新庄まつ

り、秋は味覚まつり、そして冬といえば雪まつ

りだと思います。その中の雪まつりのそこを10

万人目指すとなれば、市も一緒にやっていくべ

きだと思っていますし、振興計画にものってい

ます。だとすれば、今後この体制を人員の助け

であったり、その補助金の額であったりという

のもこれらはどういうふうになさっていくべき

か、よろしくお願いいたします。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

髙橋富美子委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 確かに新庄の観光資源
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といたしましても雪という問題につきましては

今後活用していくべきものだというふうに考え

ております。その雪まつりというものももう少

しスケールアップしたいという考えはございま

す。運営の企画等につきましては青年会議所さ

んが主体となって考えていただいておりますの

で、市は当然連携しながらやっておりますので、

いろいろな企画等について一緒に協議しながら

進めていきたいと考えております。 

４ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

髙橋富美子委員長 佐藤卓也委員。 

４ 番（佐藤卓也委員） ぜひとも今年度を踏ま

えて、いろんな祭りがありますので、しっかり

取り組んでいただきたいと思います。 

  私からは以上です。 

髙橋富美子委員長 ほかにありませんか。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

髙橋富美子委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） 私から、決算書91ペー

ジの職員研修事業費、そして147ページ、中心

市街地活性化調査業務委託料ほか、次に149ペ

ージ、市インバウンド誘致キャンペーン実行委

員会負担金、次に181ページ、ふるさと歴史セ

ンター管理事業費、次に185ページ、10款４項

の市民スキー場管理運営事業費などについてこ

れから質問をさせていただきたいと思います。 

  最初に、91ページの２款１項のところ、職員

研修費、数年前までは職員研修費が50万円とか

60万円だったんですけれども、去年で183万円、

そして今年度の予算では200万円を超えており

ます。本当に職員の資質向上というか、本当に

職員能力のアップというのは今後一番重要にな

ってくる部分だということを御理解いただいて

この数字になっているかと思います。本当にあ

りがたいなと。できればもう少しふやしていた

だいて、内容なども充実させていただければと

思います。そういう方向にあるんだと思って質

問をさせていただきますが、よその自治体で今

市民参加、市民協働という言葉のもとに市民参

加が叫ばれております。ほかの自治体でも一生

懸命模索が続いているという状況なんですけれ

ども、よその自治体、ある自治体では公開職員

研修会、公開講座みたいなものを設けて、市民

と一緒に新庄市を考えて、新庄市の福祉向上を

目指していこうという動きがありますが、そう

いうふうな考えはありますか。 

髙橋富美子委員長 決算の審査ではなく一般質問

の内容になっておりますので、再度注意いたし

ます。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

髙橋富美子委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） 職員研修の内容はどの

ように、成果表にも載っていますけれども、ど

のように充実していたかを詳しく教えてくださ

い。 

野崎 勉総務課長 委員長、野崎 勉。 

髙橋富美子委員長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 職員研修に関する御質問でご

ざいます。平成24年度の職員研修につきまして

は、御案内のとおり、それまでよりも相当予算

的にも充実したものとなってございます。なか

んずく昨年新規に行いました研修事業等ござい

まして、例えばメンタルヘルス研修会、そうい

った今まさに行うべき事項についての研修事項

なども取り入れております。また、昨年、久々

に職員の自主提案研修事業というふうなものも

我々のほうで提案させていただきまして、職員

有志の方から５つほどの提案をいただいて、２

つほど採用させていただき、それが今でも事務

事業等に反映させていただいているというふう

な状況で、その点に関しては研修担当としても

大変喜ばしい状況であるというふうに感じてお

ります。 

  そのほか、先ほど協働のお話もございました

が、協働につきましても県の研修所等を通じま

して協働に関する研修についても職員を派遣研
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修してございます。 

  そういった中で、今後ともいろんな機関等を

通じた研修の充実を図ってまいりたいというふ

うに考えているところでございます。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

髙橋富美子委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） いい方向性を感じまし

たので、ぜひその方向でお願いしたいと思いま

す。 

  147ページの中心市街地活性化調査業務委託

料、きのうも新田委員のほうから質問がありま

したけれども、ここにあと農商工連携特産品開

発サポート業務委託料とか商業地域空き店舗等

調査業務委託料、その下の商業地域空き店舗等

出店事業補助金、これの結果というか、そうい

うものをそれぞれ教えてください。結果です。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

髙橋富美子委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 まず１点目の中心市街

地活性化調査業務委託料ですけれども、これは

きのうも答弁させていただきましたけれども、

全国100円商店街の調査、それから100円商店街

の全国サミットを新庄で開催するということで、

県内外から200人の参加をいただいたというこ

とでございます。 

  それから、農商工連携特産品開発サポートに

つきましては、新庄商工会議所に委託した、こ

れも緊急雇用事業でございまして、これは駅前

の「いっぷく」というところで商品の開発等を

行ったものです。成果といたしまして、「はい

っとう」という焼酎を開発したということでご

ざいます。 

  それから、商業地域空き店舗等出店事業費補

助金の50万円でございますけれども、これにつ

きましては空き店舗を活用した店を開店したと

きに補助金として市が交付するものでございま

して、３分の１を限度に交付しております。24

年度につきましてはＮＰＯ福祉サポートセンタ

ー山形、いわゆる「ＪｕＪｕマルシェ」の開店

に対する補助金でございます。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

髙橋富美子委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） きのうも同じような回

答だったんですけれども、その結果まちはどう

なったのかということ、あえて結果という言葉

で、まちにどういう影響をもらたしたのかとい

うところが聞きたかったんですけれども、もう

一度。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

髙橋富美子委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 やはり商店街のにぎや

かさを醸成できたというふうに考えております。

全国100円サミットにつきましては大々的な事

業でありましたし、味覚まつりと一緒であった

ということで、効果はあったと思います。 

  それから、駅前の「いっぷく」ですけれども、

やはりこれまでああいう施設がなかったわけで

ございまして、あそこで語り部なんかの実施も

しましたし、まちのサロン的な場所としまして

有効活用されているのかなと。今も商工会議所

で運営しておりますので、大変有効な施設だな

と思っております。 

  あとは「ＪｕＪｕマルシェ」の開店ですけれ

ども、やはりあそこの開店によりまして非常に

にぎわっておりますので、存在意義は大変大き

い、商店街にとっては大変有益な施設であると

いうふうに考えております。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

髙橋富美子委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） 私はいろんな折に申し

上げていますが、100円商店街とか味覚まつり

とか、そういうイベントに対してイベントを否

定するものではありません。むしろ積極的にや

っていただくこと、そういうことも必要かとは

思います。しかし、一番大切なのは基礎となる

商店街がしっかりしていくこと、そこなんだと
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思います。きのうの新田委員の質問の中の説明

では、人件費で463万円も、委託料として人件

費がその中に463万円となっている。それも必

要な数字なのかとは思いますが、果たしてそれ

でいいのかというところを私は今後突き詰めて

いただいて、真剣にまちがどういう基礎をつく

って、持続可能で継続的なまちになるのかとい

うことを考えながらやっていただければと思い

ます。 

  次に、149ページで、成果表にもありました

ね、91ページ、またこれも新田委員の質問とダ

ブるんですけれども、私はちょっとまた別の角

度から確認をさせてもらいたいと思います。 

  新田委員の質問への回答の中身は、新庄まつ

りに誘客をしていこうという中身だったような

気がしますけれども、それ以外の意味はあるん

ですか。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

髙橋富美子委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 新庄の地域を観光とし

て何を売りにするかという問題でございますけ

れども、やはり今のところは一番メジャーな分

といいますか、市としてアピールできるものは

やはり新庄まつりということでございます。そ

れで、台湾の方々も新庄の祭りというものは大

変に興味を持っております。それとあわせて、

露店が出ますけれども、夜の市というものに大

変台湾の方々は興味を持っております。ですの

で、新庄まつりということを特に取材に来てい

るということでございますけれども、これは新

庄だけで呼んだのではなくて、東北のへそとい

うことで、宮城の大崎、秋田の雄勝とこの最上

地域を取材したわけです。商品の確認をしてい

ったわけですね、観光資源の。その中で新庄で

は特に祭りの時期でもあったということもある

んですけれども、祭りを取材に来たということ

でございます。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

髙橋富美子委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） 祭りに別に特化してこ

れからあるというわけではなくて、祭りが一番

メーンになるということで祭りを見ていただい

たとか、そういったものの予算だったというこ

とですね。 

  それならそれでいいんですけれども、そもそ

も、もう一度聞きたいんですけれども、そもそ

もなぜ台湾なのかと。まずは日本じゃないのか

と、日本のお客様を満足させるようなことじゃ

ないかなと、そういう方向性じゃないかと。な

ぜ台湾なのか。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

髙橋富美子委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 今はインバウンド事業

というものは非常にどこの自治体もたくさん力

を入れております。国土交通省が力を入れてお

りますビジット・ジャパンでも外国の観光客を

1,000万人にしようということで、国際的に売

りといいますか、招聘しているわけです。その

中で、県内に関しましては、来ている外国人の

お客様の中で台湾が８割ぐらいのお客さんを占

めています。これはやはり冬の雪、それから田

舎的な風景といいますか、それから「おしん」

といった商品が呼んでいるものでございまして、

台湾が多くを占めていると。新庄としても台湾

が好む観光資源に合っているということで台湾

に力を入れているいう状況でございます。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

髙橋富美子委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） わかりました。インバ

ウンド観光というのは非常にシビアな世界だと

思いますので、それも頭に置いていただいて、

まず基盤を整備、観光客が来て満足をするよう

な基盤の整備を進める方向で予算もたっぷりつ

けて本気でやっていただければと思います。 

  次に、181ページのふるさと歴史センター管

理事業費の部分ですけれども、近岡善治郎先生
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及び奥山峰石先生の作品を所蔵なさっているわ

けです。保管の仕方、万が一何かあったりする

と大変なことになると思うんですけれども、保

管の仕方をどのようにしているかということ、

ちょっと聞かせてください。 

森 隆志社会教育課長 委員長、森 隆志。 

髙橋富美子委員長 社会教育課長森 隆志君。 

森 隆志社会教育課長 ふるさと歴史センターの

近岡先生と奥山峰石先生の作品の保管の仕方で

ございますけれども、２階のいわゆる特別収蔵

庫、こちらのほうで保管してございます。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

髙橋富美子委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） 保管しているのは私も

存じているんです。どのような保管の仕方、も

し何かがあった場合とか、何かがないように保

管していただければと思うんですけれども、ど

のように保管しているか、具体的に。 

森 隆志社会教育課長 委員長、森 隆志。 

髙橋富美子委員長 社会教育課長森 隆志君。 

森 隆志社会教育課長 保管の仕方でございます

けれども、いわゆる特別収蔵庫、これについて

は鍵をかけて、入り口の鍵、特別収蔵庫に入る

ための鍵、そんな形で二重の鍵で保管してござ

います。当然のことながら一般の方の出入り禁

止区域という形で対応させていただいておりま

す。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

髙橋富美子委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） 厳重にやっていただい

ているわけですね。何でこういうことを聞くか

といいますと、前に一度、収蔵品がなくなって、

数日たって戻ってきたという、よくわけのわか

らないようなことがありましたよね。そういう

ことができないようにしっかりやっていただけ

ればと思います。 

  次に行きます。185ページ、市民スキー場管

理運営事業費のところです。24年度の稼働日数

というか、売り上げは出ていますので、稼働日

数はどれぐらいでしたか。 

森 隆志社会教育課長 委員長、森 隆志。 

髙橋富美子委員長 社会教育課長森 隆志君。 

森 隆志社会教育課長 市民スキー場の稼働につ

いてお答えいたします。 

  何日かというのはちょっと把握してございま

せんけれども、成果表の124ページ、この中の

市民スキー場開放日ということで、平成24年12

月24日にオープンしてございます。翌年３月３

日が最終日ということで、約２カ月ほどの稼働

日になってございます。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

髙橋富美子委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） ２カ月ということです

けれども、多分１カ月ちょっとか１カ月半ぐら

いだと思うんですけれども、124ページにも載

っていますが、非常にいろんな整備のための修

繕費が他の施設よりも突出しているわけですね。

これからもこういう修繕費がかさんでくると思

いますが、どういうふうに考えていらっしゃい

ますか。 

森 隆志社会教育課長 委員長、森 隆志。 

髙橋富美子委員長 社会教育課長森 隆志君。 

森 隆志社会教育課長 委員より修繕費の御指摘

でございますけれども、やはりスキー場につき

ましては利用者の安全、これが第一番でござい

ます。そのために必要な部分の修繕は今後とも

ぜひ行っていきたいと考えております。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

髙橋富美子委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） これから老朽化も進み

ますし、どんどん修繕費がかさんでくると思い

ます。何度も言いますけれども、神室スキー場、

赤倉スキー場というのがそれこそ近くにあるわ

けで、最上広域全体で考えていただいて、いい

方向性をもって決断していただければと思いま

す。 
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  あと、一般質問じゃないかとかいろいろ言わ

れましたけれども、私個人としては、本当に大

切なものは目に見えないので、しかし数字は目

に見える。しかし、その数字の裏側には職員の

皆様の姿勢とか思いとかが見える。そういう意

味で確認をさせていただいたわけでございます。

今後、見えない部分の思いとかモチベーション

を一層前面に出していただいて、市政に頑張っ

ていただきたいと思います。終わります。 

髙橋富美子委員長 ほかにありませんか。 

１８番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

髙橋富美子委員長 森 儀一委員。 

１８番（森 儀一委員） それでは私のほうから、

155ページ、８款土木費４項都市計画費、都市

計画総務費の中の住宅リフォーム総合支援事業

補助金について質問いたします。次に、159ペ

ージ、これも土木費、住宅整備費でございます。

この中の公営住宅整備事業費の松本団地の除却

工事請負費、これについてお聞きいたします。

３点目は、182ページの教育費、社会教育費の

中の体育施設費でございます。その中の市民野

球場スコアボード改修工事費について、この３

点についてまずお伺いしますので、担当課長、

よろしくお願いしたいと思います。 

  それでは、158ページの都市計画総務管理費

の中の住宅リフォーム総合支援事業補助金でご

ざいます。成果に関する説明書では補助金のう

ちの168件、これは住宅リフォーム総合支援事

業の中の一般分と出ております。４件は住宅リ

フォームの中の耐震改修分と出ておりますが、

もう少し詳しくお聞かせください。また、県か

らも補助されているとお聞きしております。ま

た、成果に関する説明書では一般分とあります

が、ほかに地区公民館や集会所などにも適用で

きるのか、これの耐震改修もあわせてお聞きし

たいと思います。また、25年度はどのような進

捗になっているのかも、もし聞けたらお願いし

たいと思います。以上です。 

松坂聡士都市整備課長 委員長、松坂聡士。 

髙橋富美子委員長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 それでは、私のほうから

リフォーム補助金について御説明申し上げます。 

  主要施策の94ページになりますけれども、建

築関係ということで、７．都市計画総務事業費

ということで、住宅リフォーム総合支援事業一

般分。一般分につきましては、リフォームを行

った場合、個人の10％または20万円の少ない額

というふうな形で申請に基づいてしているわけ

でございます。それからもう一つ、下の部分、

耐震改修分というふうなことでございまして、

これについては耐震に伴った工事をした場合、

費用の２分の１または120万円の少ない額とい

うふうなことでございます。 

  いずれにいたしましても、この補助金、非常

に人気がございまして、決算でも報告してある

とおり、24年度は168件、一般分でございます

けれども、あと耐震分については４件というふ

うな形になってございます。一般分につきまし

て、これの内訳でございますけれども、財源に

つきましては、一般分についての財源について

は100％県の補助金をいただいております。耐

震分、これにつきましては県の補助金が半分で

ございます、２分の１。あと国と市がそれぞれ

半分ずつで４分の１ずつというふうな形になっ

ていまして、いわゆる一般分につきましては全

て県の補助金で賄っているわけなんで、非常に

この部分については使い勝手がいいというふう

な形で、私どもも勧めているわけでございます。 

  それで、一番大事なのが、この補助金を使い

ましてどのぐらいの成果が上がったというふう

なことでございますけれども、去年だけで３億

6,000万円ほどの工事費、対象工事になってお

りまして、その分民間レベルでの需要が拡大し

たというふうな形でございます。特にこの制度

につきましては県産製品、木材ですね、それを

使用したことによっても点数が上がりますので、
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県の産業についても貢献したというふうに理解

してございます。 

  それから、先ほどの公民館等について、例え

ばできないかというふうな部分につきましてで

ございますけれども、住宅リフォーム補助金で

ございますけれども、これはやはり自分が住む

ための住宅というふうな形で制限がございます

ので、その辺については残念ながら対象にでき

ないというふうなことでございます。以上、御

説明申し上げましたとおりでございます。 

髙橋富美子委員長 ただいまから10分間休憩いた

します。 

 

    午前１１時００分 休憩 

    午前１１時１０分 開議 

 

髙橋富美子委員長 休憩を解いて再開いたします。 

１８番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

髙橋富美子委員長 森 儀一委員。 

１８番（森 儀一委員） そのとおりです、課長。

市民の皆さんや大工さん方が、それから工務店

の皆さんが大変喜んで、そしてこの事業に対し

て「いいことだな」と喜んでいる声が聞こえて

きます。そんな中で、これをどう受けとめてい

るかということを１つと、さっき手を挙げたの

は、25年度はどのようになっているかというこ

とを聞くのを忘れて手を挙げたんですが、その

辺ひとつ。 

松坂聡士都市整備課長 委員長、松坂聡士。 

髙橋富美子委員長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 先ほど言い忘れました点

でございますけれども、今年度も実施してござ

いまして、やはり問い合わせ等が去年よりも多

少多くなってございます。今年度は24年度より

も多くなるというふうな形で予想しております。 

  なお、耐震分につきましては、まだ若干余裕

がありますので、その辺は前年度ぐらいかなと

いうふうには予想されておりますけれども、そ

の辺人気ある事業なのでふえるというふうな形

で考えてございます。 

  それから、来年度以降につきましても、やは

りこの補助金は新庄市だけではなくて県内非常

に人気のある補助金ですので、これについても

県のほうにも働きかけて継続していただくよう

にお願いしたいところでございます。 

  以上でございます。 

１８番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

髙橋富美子委員長 森 儀一委員。 

１８番（森 儀一委員） この事業に対しての周

知ですか、それからＰＲというものはどのよう

な方法でやっておりますか。そして、年に何回

ぐらい周知というか、ＰＲしているか、その辺。 

松坂聡士都市整備課長 委員長、松坂聡士。 

髙橋富美子委員長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 ＰＲの方法でございます

けれども、市報等をフルに活用する方法、それ

からホームページを活用する方法、あとやはり

業界の方々、非常に関心がございまして、口コ

ミ等進んでおります。それから、一般の市民の

方々も、隣の家で改修をやっていて、話の中で

こういう補助金を使ったというふうなこともご

ざいます。そのような形で広まっていったとい

うふうに理解しております。 

１８番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

髙橋富美子委員長 森 儀一委員。 

１８番（森 儀一委員） これは県のほうから

丸々来るということでございますので、新庄市

も大工さんも潤うと思いますので、ぜひ継続し

ていけるように、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

  次に、159ページの土木費、住宅整備事業の

中の公営住宅整備事業の中で松本団地除却工事

請負費についてお聞きいたします。 

  成果に関する説明書では５棟20戸完成したと

いうこと、何回も私は質問してお聞きしており

ますが、跡地利用はまず道路の整備が先行だと
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何回も言われておりますけれども、道路の整備

の進捗状況などをお聞かせください。そして、

あわせて跡地利用の計画なども進んでいるもの

ならお聞かせしていただきたいと思います。 

松坂聡士都市整備課長 委員長、松坂聡士。 

髙橋富美子委員長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 主要施策の96ページ、住

宅整備事業でございますけれども、これにつき

ましては松本団地の除却工事というふうなこと

でございます。これについては、平成23年度よ

り撤去の工事を行いまして、24年度２カ年で実

施したものでございます。現在、建物に付随す

る埋設物等の処分も終わりまして、整地が完了

してございまして、周りに柵を設置して普通財

産として現在管理を行っているというふうなと

ころでございます。 

  それの跡地利用に伴いまして、これをする上

で重要なのが道路というふうなことでございま

して、道路整備、これをいかに進めていくかと

いうふうなことでございまして、跡地利用の方

策を考える上では道路はなくてはならないもの

というふうに感じてございます。そのことから、

今年度より新庄神室産業高校前の道路から、こ

れは市道中島緑町線でございますけれども、そ

こから国道47号の南バイパスの横断部分、いわ

ゆるボックスの横断部分ですけれども、あそこ

までの道路を整備する計画でございまして、今

年度より道路の測量設計を実施してございます。

全体といたしましては、幅が9.5メートルの道

路、延長が510メートルというふうなことで計

画してございまして、事業年度が25年から28年

までの４カ年計画で現在計画してございます。

事業費は１億1,000万円ほどかかるかと見通し

ております。 

  道路整備につきましては、これは国の社会資

本整備総合交付金事業、これが該当なりますの

で、補助率10分の5.5というふうな有利な補助

金でございますので、それを利用するような形

で整備を進めていきたいというふうに考えてご

ざいます。 

  跡地利用につきましては、やはり今後この利

用計画については全庁的に協議されていくとい

うふうに考えてございますので、そのような形

で進んでいくというふうに思います。 

  以上でございます。 

１８番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

髙橋富美子委員長 森 儀一委員。 

１８番（森 儀一委員） 大変わかりやすい答弁

で、質問する必要ないくらいわかりました。こ

の周辺は大きく見渡しますと日新小中学校、最

上学園、東高等学校とか神室産業高校、本当に

文教施設が多いところでございますので、地区

の皆さんもこういう文教施設の多い地区だとい

うことで誇りを持っておりますので、跡地利用

の際にはよき跡地利用ということで、判断を誤

らないようにお願い申し上げます。 

  以上で住宅に関連した質問は終わります。 

  次に、182ページの10款教育費の社会教育費

の中で、体育施設費の市民球場スコアボード改

修工事の件についてお伺いしますけれども、改

修後のスコアボードを使用して６月には山形県

のスポーツ少年団の軟式野球交流大会がこけら

落とし大会ということで、６月８日と９日に行

われて、山新にも掲載されておりますが、また

東北の総体が７月に行われたり、中学校、高校

生、一般の方々もシーズンを通して大きな大会

を行っているようですが、野球愛好家だけでな

く、応援に来てくださった、また観戦に駆けつ

けた関係者が、明るくてきれいで、そして名前

まで表示されるということで、非常によかった

という喜びの声が多々聞こえてまいります。本

当によかったなと思われますが、市としてはど

のように評価しているか。 

森 隆志社会教育課長 委員長、森 隆志。 

髙橋富美子委員長 社会教育課長森 隆志君。 

森 隆志社会教育課長 市民球場のスコアボード
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のことでございますけれども、御承知のように、

平成24年、25年、２カ年の事業のおよそ7,000

万円ほどの事業でございます。ことし５月20日

に完成しまして、先ほど委員おっしゃられまし

たように、スポーツ少年団の県大会、これが６

月８日、９日、これが実質的なこけら落としと

いうふうになりました。いろいろ野球関係者の

お話なんかも伺いますと、フルカラーといいま

すか、オールカラーに表示なりますので、非常

にきれいだと。高輝度のＬＥＤでございますの

で、明るいといった、なかなかの評判がありま

す。市としましても、このような形で多くの事

業費をつぎ込んだ事業でございますので、関係

者、利用者からそのような声を聞かせていただ

いて、非常にやりがい、やってよかったなとい

うふうに感じておるところでございます。 

１８番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

髙橋富美子委員長 森 儀一委員。 

１８番（森 儀一委員） 観戦に訪れた方が、す

ばらしいなと、このような球場、私たちも欲し

いなということを県内外からの人たちも、新庄

市民はもちろんでございますが、言っておりま

すので、これは先ほど孫の大会に行ってきたと

いう小嶋議長も「いや別の球場さ行ったみたい

だ」なんて言って、本当にびっくりしてきたと

語って、本当によかったなと思うところでござ

いますが、これは大変よかったなと思っている

ところでございます。観戦者の中に、これにま

た球速計ですか、球をはかる施設をすればなお

最高だけどもなと思っておりますが、この球速

計というのは設置すると幾らかかるんですか、

そしてこれからする気はないのか、ちょっと。 

髙橋富美子委員長 ただいまの質問は一般質問の

ような気もしますので、決算の審査の範囲を超

えています。お願いします。 

１８番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

髙橋富美子委員長 森 儀一委員。 

１８番（森 儀一委員） 再三の注意にもかかわ

らず大変失礼いたしました。 

  非常に褒めておいて急にちょっと悪いんです

が、成果に関する説明書の126ページ、使用料

の中で野球場の使用料が前年度より33万円です

か、大きく減になっている、この要因をひとつ

お願いします。 

森 隆志社会教育課長 委員長、森 隆志。 

髙橋富美子委員長 社会教育課長森 隆志君。 

森 隆志社会教育課長 野球場の使用料でござい

ますけれども、昨年度比33万7,880円の減とな

ってございます。この原因としまして、やはり

７月、９月、非常に暑かったという部分、それ

からピッチングマシン等が故障しておりました。

その関係で室内設備、これの利用料が減になっ

たといったところが前年度比33万7,000円の減

というふうに見ております。以上です。 

１８番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

髙橋富美子委員長 森 儀一委員。 

１８番（森 儀一委員） わかりました。スコア

ボードもきれいになったことですし、利用者も

多くなると思います。何といってもやはり国際

ルールの中で子供たちにスポーツをやらせると

いうことが大事だと思いますので、大変これは

よかったなと、このように思っております。 

  関係者の話によりますと、東日本の大会や天

皇杯ですか、全国大会が山形県米沢、そして新

庄の会場で５年後ぐらいには行われるというこ

とをお聞きしましたので、これからも球場を利

用されると思いますが、頑張っていただきたい

と、このように思います。 

  以上で終わります。 

髙橋富美子委員長 ほかにありませんか。 

１０番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

髙橋富美子委員長 小野周一委員。 

１０番（小野周一委員） 私から何点か質問させ

ていただきます。 

  まず最初に、決算のページ数の132ページ、

６款１項１目農業委員会費、次にページ数137
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ページの６款農林水産業費１項３目地域循環型

堆肥製造事業費についてまずお聞きしたいと思

います。 

  成果表の69ページを見ますと、農業委員会の

農地関係事務処理状況について、農地法第３条

による賃借権の設定の件数等がありますけれど

も、23件の設定期間の平均年数ですか、何年に

なっているのか、まずお聞きしたいと思います。 

浅沼玲子農業委員会事務局長 委員長、浅沼玲子。 

髙橋富美子委員長 農業委員会事務局長浅沼玲子

君。 

浅沼玲子農業委員会事務局長 ただいまの質問に

お答えいたします。 

  主要施策の69ページの説明書の中では、農地

法第３条の規定による許可件数でありますけれ

ども、109件となっておりますが、そのうち農

地法第３条による賃借権の設定の件数につきま

しては23件でございます。賃借権の期間につき

ましては、設定された年数を平均しますと約５

年間となります。 

１０番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

髙橋富美子委員長 小野周一委員。 

１０番（小野周一委員） 実は、今、担い手なり

いろいろな関係で、集積で農地を集められる農

家が多いわけなんですけれども、しかしそれ以

外、３条で契約される方が多々あるわけなんで

す。私、懸念いたしますのは、平均で５年間と

いう設置期間があったんですけれども、この３

条というのは、私から言うのも何ですが、貸し

借りのどちらかから契約満了時に通知がなけれ

ば、期間のない、定めのない契約に移行するわ

けですけれども、そうなった場合どのような状

況になるのかお聞きしたいと思います。 

浅沼玲子農業委員会事務局長 委員長、浅沼玲子。 

髙橋富美子委員長 農業委員会事務局長浅沼玲子

君。 

浅沼玲子農業委員会事務局長 先ほど小野委員の

ほうからお話ありましたけれども、農地法３条

の賃借権設定につきましては、賃借権の耕作を

保護するという法律になっております。このよ

うなことから特別の規定が設けられておりまし

て、例えば先ほど言いました農地等の賃貸借で

期間の定めがある場合には、原則として当事者

が期間満了の１年前から６カ月前までの間に相

手方に対して更新しない旨の通知をしないとき

は従前の賃貸借と同一の条件でさらに賃貸借し

たものとみなされる、これはいわゆる法定更新

になりますけれども。更新しない旨の通知をす

る場合あるいは賃借権を解除し、または解約の

申し入れをする場合など賃借権を終了させると

きには県知事の許可を受けなければならないと

いった規定などがあります。 

  これらの制限があることから、一般的に農地

は貸したら返してもらえないというようなこと

が言われているかと思われます。このために、

貸し手が安心して貸せるように農地法の一部が

緩和されております。具体的には、農用地利用

集積計画によって賃借権が設定された場合につ

いては、法定更新の規定の例外として期間が満

了すると更新の拒絶をしなくても賃借権が終了

するといったようなことなど特例が設けられて

おります。 

  農用地利用集積計画については市町村が計画

を立てるものであるために、事後におきまして

法律上の問題が生じないように、期間が満了と

なったものについては再設定をするかどうか、

その意向を確認することとしておりますので、

市より関係者に対し通知を行っております。し

かしながら、農地法第３条における賃借権の設

定につきましては個人間の権利の設定でありま

すので、先ほども申し上げましたけれども、農

地法では借り人の耕作を保護しているという法

律でありますので、あくまでも当事者の合意の

もとでの権利の設定あるいは解約といった申請

になるということから、行政側から期間満了に

ついての通知をするというのは考えにくいので
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はないかと思われます。以上です。 

１０番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

髙橋富美子委員長 小野周一委員。 

１０番（小野周一委員） ３条以外に集積のこと

まで説明していただきまして、ありがとうござ

います。 

  実は、私が心配しているのは、今回の23件の

設定期間の平均が５年間ですよね。普通一般で

農家であれば、契約する時点ではそれはわかる

んですけれども、普通５年間、いつ自分が相手

方と契約したか恐らくほとんどの方が忘れるん

じゃないかと思うんですね。そうなった場合、

忘れた場合、先ほど局長が言ったとおり、権利

がつくわけですよね、小作権利が。幾ら農地法

上そういう法的にいろいろ守られても、問題が

起きてからいろいろ騒ぐんじゃなくて、新庄市

農業委員会として、３条で契約した場合、双方

に契約満了時、お互いに通知がなければ小作権

利が発生しますよという、そのくらいの配慮が

欲しいなという意味でこのような質問をさせて

いただいたわけでございますので、どうか農業

委員会の中においてもこういう話をしてほしい

なと思います。 

  次に、139ページの地域循環型堆肥製造事業

なんですけれども、きのうも石川委員なり佐藤

委員からいろいろお話あったんですけれども、

私は別の角度から質問したいと思います。 

  実は、成果表を見てもこの事業に対する成果

そのものは余り述べられておりませんけれども、

きのうも課長のほうからこの事業は平成11年度

から始まったとお聞きしましたけれども、その

間、名を変えて、今年度もやったんですけれど

も、去年まで14年間、この堆肥製造をやってい

るんですけれども、本当に成果というものが上

がったんでしょうか。まして去年は施設整備事

業で約１億9,000万円ほどの事業費がかかって

いるんですけれども、その辺、費用対効果なり

成果をどのように感じているのか、課長の答弁

をお願いしたいと思います。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

髙橋富美子委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 昨日もお答えしましたが、平

成11年から確かにこの事業が始まって、当時は

畜産農家の牛ふんから始まって平成16年から生

ごみを活用した堆肥製造という形に切りかえて

ございます。生ごみを堆肥化した当初は出口の

部分で、生ごみを出していただいた市民の方に

堆肥を提供するという形で、資源が循環しない

形を平成22年度まで行われてきています。 

  平成22年度の外部評価会議では実施方法とか

堆肥の成分とか今後の展望などいろいろ賛否両

論出ておりまして、当面の課題としましては、

農林課としましては出口の部分、ここをいかに

回すかということで、庁内の検討を踏まえた結

果、現在は学校給食、こちらに地元の野菜を提

供する、食材提供と食育を絡めた事業というこ

とで、平成23年度から切りかえてございます。

生産している農家の生ごみ堆肥に対する評価も

いろいろあり、さらには学校給食での食育とい

う点での評価もあり、いろいろ評価する視点か

らすれば、確かに外部評価で言われているとお

り賛否両論の意見があることを受けとめてござ

います。 

  また、関係農業団体とのお話の中でも、きの

うもお話ししましたが、作物残渣を活用した堆

肥化、今はニラ、ネギ、ウルイとか、さまざま

今生産拡大しまして、特にネギについては20ヘ

クタールに及ぶ勢いで生産拡大して、この残渣

処理についても困ってございます。そのような

いろんな角度からこの堆肥化のことについては

まさに岐路に立ってございますので、今後はど

うしていくかということはやはり入り口の部分、

出口の部分を含めて考えていかなきゃならない

と思います。確かに資源循環型を否定するわけ

ではなく、この事業を進めながらも、さらに予

算が許せばそういった作物残渣の堆肥化という
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ことも考えていきたいですし、これまでの評価

としましては、やはり23年度から出口の部分で

学校給食を絡めてやってきた一定の成果はある

のではないかというふうにも私個人としては評

価しているところでございます。以上です。 

１０番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

髙橋富美子委員長 小野周一委員。 

１０番（小野周一委員） ありがとうございまし

た。原課の課長としては悩んでいるなという感

じがします。 

  そこで再度お聞きしますけれども、今まで２

億円近いお金をかけてこの14年間来たわけです

よね。この議会においてもいろいろな討論がな

されました。やはり14年、15年も２億円のそう

いうお金をかけてきたら、そろそろ結果を出し

てもいい時期に来ているんじゃないかと私は思

います。きのうも両名の委員が耕畜連携のほう

に持っていったらどうかというお話がありまし

た。このようなお金を使っているとすれば、新

庄市全体の農業に対する、やはり循環型の環境

保全型の農業のほうに仕向けていく、そういう

役割も行政サイドとしてはあるのではないかと

私は思います。 

  そして、一番私は気になったんですけれども、

23年から食育の関係で学校にそういう野菜を提

供しているまゆの郷の生産農家の方にこの堆肥

を提供しているという実績があります。この堆

肥の成分を今までの検定を見ますと、これはあ

くまでも土壌改良材ですよという報告でしたよ

ね。その辺どのように考えているのか。今まで

２億円近くお金をかけて、そして単年度で500

万円ぐらいのお金をかけてやっていて、新庄の

生ごみ堆肥はすばらしいんですよ、これを使っ

て安心安全で本当においしい野菜を提供してい

るんですよということを本当に自信を持って答

弁できますか。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

髙橋富美子委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 学校給食のアンケートの中で

は、子供たちに地元の野菜を食べてもらい、お

いしさをわかってもらえて非常にうれしいとか、

あるいは減農薬ということで安全である、ある

いは地元の野菜を知るという意味では学校給食

という視点からすれば一定の評価をされるのか

なというふうに感じております。 

  また、堆肥の成分については、成分検査をし

て販売となれば、相当の費用をかけて販売をし

なければならないという観点から、あくまでも

土づくりの一環、いわゆる土壌改良材というス

タンスは変わらないのかなと思います。肥料と

いう成分よりも、土を膨軟化する、いわゆる固

相と液相と気相のバランスを保ちながら、そこ

で優良菌が繁殖して植物の根にいいような環境

をつくってくれると。そういう意味では堆肥は

基本的には土壌改良材ではないかなというふう

に受けとめております。 

  まゆの郷の会員の利用農家のこの堆肥に対す

るアンケート調査の中でも、土がやわらかくな

ったような気がするとか、病気にかかりにくく

なったとか、野菜に甘みが出て非常に肉厚にな

ったとかというふうな評価もございます。これ

は堆肥の特徴でありますので、堆肥をつくる原

料が何であってもそのような一定の効果はある

というふうに認識してございます。以上です。 

１０番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

髙橋富美子委員長 小野周一委員。 

１０番（小野周一委員） 次に、99ページの２款

総務費１項13目の市営バス運転・管理業務委託

料と、同じく165ページ、10款教育費１項２目

のスクールバス運行・整備管理業務委託料につ

いてお聞きします。 

  この２つの事業の成果については、成果表に

いろいろ書かれているんですけれども、交通弱

者の交通手段の一つであり、児童の安心安全の

ための交通手段ということで、この２つの事業

がのっとって実施されているわけでございます
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けれども、私が聞きたいのは、これはあくまで

もこの事業は民間に委託する場合は財務規則に

よる随意契約によって契約するわけですよね。

その辺ちょっとお聞きしたいと思います。 

荒川正一総合政策課長 委員長、荒川正一。 

髙橋富美子委員長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 市営バスの委託関係の部

分の契約につきましては、委員おっしゃられた

とおり、財務規則にのっとって手続を進めてお

ります。 

１０番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

髙橋富美子委員長 小野周一委員。 

１０番（小野周一委員） 実は、当初予算に盛ら

れているお金と決算で盛られているお金、余り

にも差があり過ぎる。といいますのは、財務規

則の随意契約の中で、契約担当者は随意契約に

よろうとするときはあらかじめ第100条の提案

に準じて予定価格を定めなければならないとい

うことが記載されています。であれば、この２

つの委託料の予定価格はどのくらいに担当者は

設定なされているのかお聞きしたいと思います。 

荒川正一総合政策課長 委員長、荒川正一。 

髙橋富美子委員長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 当初予算が市営バスの場

合につきましては委託料200万円、税込みでご

ざいますけれども、この金額の中での設定とい

うふうなことになりますけれども、予定価格と

いうふうな形になってきますとこの予算額をも

って設定しているという形にしております。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 委員長、柿崎

憲一。 

髙橋富美子委員長 教育次長兼教育総務課長柿崎

憲一君。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 スクールバス

の運行・整備管理業務委託についてでございま

すけれども、今、総合政策課長のほうから答弁

があったわけですけれども、こちらのほうも契

約のやり方としては、いわゆる当初予算の範囲

内でございますが、契約の形態としては運行１

時間当たりの単価契約についての見積もりを徴

取して、その中で一番安く出したところと契約

するというふうな形にしております。 

  なお、予定価格というふうな視点でございま

すが、これについては直営でやっております

日々雇用の運転手さん、この１時間当たりの単

価に、あと日常的な運行整備管理費、約10％で

すが、これを上乗せしまして、その範囲内で見

積もっていただいた額で契約すると、その中で

一番最低の価格で契約するというふうなことに

なっています。 

  なお、当初予算と決算の違いですけれども、

この部分につきましては実際の運行時間が少な

いというふうな部分と、予定していた単価より

も安く済んでいると、その２つの要因で少なく

なったと、そういうふうな状況でございます。 

１０番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

髙橋富美子委員長 小野周一委員。 

１０番（小野周一委員） 私もこの中身について

初めて聞いたんですけれども、当初予算イコー

ルそれが予定価格であって、そしてここに見積

書があるんですけれども、これによりますと予

算内で最低の見積額を提示された方を決定して

います。この決算の決定額というか、載せられ

ている金額を見ますと非常に安い金額ですよね。

市営バスの場合は当初予算200万円に対して177

万4,000円何がし、スクールバスに対しては200

万2,000円に対して135万5,000円何がし。本当

にこれが市民の安心安全な交通手段を民間の業

者に、任せるという言葉は悪いんですけれども、

した場合、本当に安ければいいんですか、本当

に、安ければ。７割くらいですよね、このスク

ールバスに関しては。やはり適正な、安心安全

な交通手段を望むとすれば、適正な決定される

お金であってしかるべきだと思うんですけれど

も、事務局サイドとしては安ければ、幾らでも

安ければいいんですか。それを歯どめをかける
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手だてというのは、総合政策課ですか、どのよ

うな手だてを行っているかお聞きしたいと思い

ます。 

荒川正一総合政策課長 委員長、荒川正一。 

髙橋富美子委員長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 基本的な姿勢と考え方を

申し上げれば、成果書にありますように、市営

バスの場合は交通弱者対策とともに公共交通の

空白地帯を埋めていくと。したがって、今後と

も続く形の事業でございますので、どのような

形が適しているのかというのは今２路線が走っ

ているままで今後とも続く大きな課題でござい

ます。 

  19年度から始めた当初から見れば、19年度か

ら23年度までの５年間は入札が成立しておりま

して、そこで５年間の中で４業者が落札という

ことで契約を結んでおりますけれども、24年度

は、25年度もそうですけれども、入札が成立し

なかったというようなことで、その空白地帯を

埋め、かつ弱者対策として本当に市営バスの目

的を達成してもらえるのかどうかというところ

の中身で仕様書を作成しておりまして、その中

身でもって見積もりいただく。いただいた方々

の中で安いところという選抜ではなくて、やは

り目的を達成するに値する業者なのかどうかと

いうようなところにつきまして、やはり実績が

一番大きいと思います。４年間の入札までの実

績の中で、さらにそれが瑕疵がなく、今後とも

進めていけるというふうな期待のもとに見積も

り業者の中で最低価格のところにというような

ところでのそごはないということを確認して遂

行しているというような形の姿勢でございます。 

１０番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

髙橋富美子委員長 小野周一委員。 

１０番（小野周一委員） 最後になりますけれど

も、185ページの10款教育費４項13目、山屋セ

ミナーハウスのプール解体工事の請負費につい

てお聞きします。 

  これについて、実は昨年、これも24年の当初

予算に500万円というお金が計上されて認めら

れたわけなんですけれども、しかしこの発注す

る時期が非常に遅い。これに倣ってほかの課の

ほうも当初予算で決定された事業が遅いのか。

このプールに関しては９月、10月ごろ恐らく解

体したと思うんですけれども、その辺おくれた

理由というか、どうなんですか、これ。 

  そして、もう一つあるんですけれども、当初

予算500万円に対して決算額が499万1,700円で

すよね。この金額の云々は言わないですけれど

も、その２点お願いしたいと思います。 

森 隆志社会教育課長 委員長、森 隆志。 

髙橋富美子委員長 社会教育課長森 隆志君。 

森 隆志社会教育課長 山屋セミナーハウスのプ

ール解体工事についての御質問でございますけ

れども、発注が確かにおくれた、秋口になって

しまったということでございます。おくれた理

由としましては、どのような形で解体してどの

ような形にするかの検討、あとは理由にはなら

ないかと思いますけれども、他の事業との兼ね

合いもいろいろございましたので、このような

形でおくれてしまったという結果になってしま

いました。 

  もう１点の500万円の予算に対して決算額が

499万1,700円ということでございますけれども、

一旦、当初予定としましてはプールを解体して

地ならし、そのような工事の内容でございまし

た。ただ、今後の利用形態を考えまして、砕石

を敷いて駐車場として利用しようということで

変更契約してございます。その分を合わせまし

てこの決算額にございます499万1,700円になっ

たという内容でございます。それに伴いまして

電柱の移転等も出てきて、それも合わせて施工

したというふうな内容でございます。 

髙橋富美子委員長 ほかにありませんか。 

１２番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

髙橋富美子委員長 清水清秋委員。 
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１２番（清水清秋委員） お昼も近くなったので、

まず１問だけ質問させていただきます。 

  先ほど森委員からは非常に執行部の方に称賛

の声が出て、どうもやりづらいなという感じで

おります。そうした中で、１つ、忘れないうち、

社会教育課長、随分頑張ってきょうは答弁して

もらっているんだけれども、１つだけ。 

  恐らく、どこを見ても陸上競技場のほうが決

算書に１つも出てない。どこで質問したらいい

かなとずっと見ていたんだけれども、これは指

定管理者、施設振興公社、管理業務、これ委託

していると思うんですが、違いますか。 

森 隆志社会教育課長 委員長、森 隆志。 

髙橋富美子委員長 社会教育課長森 隆志君。 

森 隆志社会教育課長 陸上競技場につきまして

は、委員御指摘のように指定管理者、新庄市施

設振興公社のほうで管理してございます。 

１２番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

髙橋富美子委員長 清水清秋委員。 

１２番（清水清秋委員） そうすると、管理とい

うことは、何ページだ、決算書のこれは財産管

理なのか、違うか。社会教育費の体育施設、

183ページ、体育施設の施設管理業務委託料、

これに入っているんですか、陸上協議場の管理

は。じゃその中で質問させていただきます。 

  今、陸上競技場の使われ方、どういうふうな

形で使われているのか。そしてまた、話を聞き

ますと、中体連も、当然高体連、そういうもの

もあそこの陸上競技場は使われてないと。使っ

ても意味がないというか、記録がとれないとい

うような状況にある施設だと思っています。そ

う受けとめて間違いありませんか。 

森 隆志社会教育課長 委員長、森 隆志。 

髙橋富美子委員長 社会教育課長森 隆志君。 

森 隆志社会教育課長 現在の陸上競技場の利用

の状況でございますけれども、中学校の中体連、

小学校の小体連、それに伴います練習、１週間、

10日程度前から練習で活用していると。あわせ

まして、スポーツクラブのほうの陸上教室、そ

れから一般の社会人につきまして陸上練習等々

で活用している状況でございます。 

  もう１点、高校の高体連の御質問も出ました

けれども、確かに現在、高体連の陸上大会は東

山の陸上競技場では実施してございません。今

現在は山形のあかねヶ丘とか庄内のほうに行っ

て、全天候型の設備のある陸上競技場で大会を

行っているといった現状がございます。 

１２番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

髙橋富美子委員長 清水清秋委員。 

１２番（清水清秋委員） そういう状況であると。

市の陸上競技場が練習場だと。そういう状況下

である、非常に残念。何でも施設は、これは年

数とれば老朽化なってくることは間違いない。

あの陸上競技場はかなり年数がたっている。恐

らく俺の記憶では10年、記録もとれない状況下

にあるかと思います。課長ともきのう話をした

ばかりなので、その辺もある程度はつかんでの

話なんですが、そういう中で、市長、ああいう

陸上競技場、あのままでいいわけがない。どう

いうふうな、今後のあの陸上を活用するために、

これ以上言うと一般質問になってしまいますか

ら、あの状況でいいか悪いか。いいわけがない

と思うんだけれども、それに市長はどういう考

えを持っているかお聞かせいただきたい。 

髙橋富美子委員長 ただいまから１時まで休憩い

たします。 

 

    午後０時００分 休憩 

    午後１時００分 開議 

 

髙橋富美子委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  なお、副市長より欠席届が出ております。 

森 隆志社会教育課長 委員長、森 隆志。 

髙橋富美子委員長 社会教育課長森 隆志君。 

森 隆志社会教育課長 陸上競技場の改修につき

ましてお答え申し上げます。 
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  陸上競技場の改修につきましては、市といた

しましても重要な課題というふうに認識してご

ざいます。51年10月に三種公認として竣工して

以来、23年には四種公認というふうな形に格下

げにはなりましたけれども、現在そんな形に至

っているわけでございます。ただ、51年に陸上

競技場が竣工しておりますけれども、体育館に

つきましては昭和46年、５年以上前に建てられ

た建物ということで、昭和50年代に結構体育施

設を建設してございます。そういった全て老朽

化している施設でございますので、その辺総合

的に課題として捉え、計画的に改修してまいり

たいというふうには考えておりますので、御理

解のほどよろしくお願いいたします。 

１２番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

髙橋富美子委員長 清水清秋委員。 

１２番（清水清秋委員） 課長から答弁もらって

もこのぐらいだべなと思うんだけれども、やは

り第四種しか、そういう形しか使えないという

陸上競技場では新庄の体育施設としてはいかが

なもんだかなということで、市長、ぜひひとつ、

今、課長、いろいろ体育施設関係なんか心配し

ているわけですよ。ぜひ一つ一つ準備していか

ないと、一気に畳みかけたらどうなるんですか、

これ。そういうことを懸念されるわけだから質

問させていただいた。ああいう状況では好まし

くない。ましてやこれからの新庄市の中学生、

高校生が、あの陸上競技場は名前だけで、何も

用を足さないんだと言われるようじゃうまくな

いなと。そういうことが懸念されるわけで質問

させていただきました。まずひとつ、これは一

つ一つじっくり検討していただいて、やはり整

備していくのが当たり前だと私は思いますので、

よろしくひとつお願いしたいと思います。 

  成果表の92ページの企業誘致対策事業の中で、

事業内容の④高校生ものづくり企業魅力体験見

学会。内容、神室産業高校、新庄南高の生徒が

参加して18名、市内の製造企業３社を訪問。こ

ういう形で、これは恐らく高校生を対象にした

新庄管内の企業、優秀な企業であるかはちょっ

とわからないんですが、そういうところを見学

して雇用の場につなげようとしているんじゃな

いかと私は思います。まずはその下のほうの大

きい11番の工業振興など人材育成、これらにも

市長が力を入れている人材育成、これもやはり

地元の企業に雇用の確保、そういうふうな事業

で進めているのかなと思うわけであります。 

  先般、うちの会派で福田山工業団地２社ほど

視察に行ってきました。その中でいろいろ工場

長とか社長と話しさせていただいたんですが、

地元の高校生というか、企業に見学、視察はど

うですかという話の中で、余り見えないんだと

いう話がされました。そういう観点からすると、

福田山工業団地のかなりの、私も初めて行った

会社で、かなりの何ていうかな、高度な技術、

高度な製品をつくってやっている会社がある。

１台5,000万円もする機械を１人で３台、４台

と操作している。そういう高度な機能を持った

機械を設備してあそこでそれなりの生産をして

いる、商品を生産している。こういう会社があ

ると私は思ってなかったんですが、そういうと

ころ、やはり地元のこれから就職活動いろんな

形で高校生がやっている中で、ああいう会社を

訪問していただいて、そして説明を聞いたりや

ってもらわないと、東高なんか私は行ったり、

何人か委員もいるんだけれども、お話ししても、

仕事場がないというんじゃない、やはり地元の

企業の中を知らな過ぎるような状況であると私

は思います。ああいうふうに会社の責任者が高

校生は余り見えないというふうな状況の中で、

新庄にこういう会社があるんだよというような

ものがどういうふうにして伝わっているのか、

どういうふうに伝えているのか。これからあそ

こに就職する、工業団地あるいは横根山の地元

の人なんていうのは募集しているでしょう。私

は知らな過ぎるんじゃないかなと。そういうふ
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うな今ある状況下で、商工観光課長、そういう

ふうな各企業を訪問して視察していただいて、

そういうふうな手だてを商工観光課のほうでも

やってもらったら就職の場が見つかるような気

がするんですが、その辺の考えをちょっと。 

東海林 智商工観光課長 委員長、東海林 智。 

髙橋富美子委員長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 ただいまは地域の高校

生等の雇用の場の確保ということで、いろいろ

意見をいただきまして、ありがとうございます。 

  委員おっしゃるとおり、高校生等の見学会に

ついてはもう少し機会をふやしていって、思っ

たよりと言うとあれですけれども、かなり高度

な技術を駆使して生産を伸ばしている企業がた

くさんありますので、もう少し高校生の見学の

機会等をふやしていきたいと思っております。 

  今年度からということにはなるんですけれど

も、企業の紹介をゆめりあの中で展示しながら

会社の概要とかそういったものを得意な製造品

等を紹介しております。パネルを使って紹介し

ておりますけれども、これはゆめりあだけに置

いていては余り周知ならないということで、特

定の人にしか目に触れないということで、今年

度は各高校を巡回しながらそのパネルで企業の

紹介をしております。そういった取り組みも行

っておりますので、もう少し積極的にＰＲして

いきたいというふうに考えております。 

１２番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

髙橋富美子委員長 清水清秋委員。 

１２番（清水清秋委員） そういうふうにしても

らって、やはり優秀な企業が数多く工業団地に

入所してもらっているわけですから、知らない

で就職場がないという状況はできるだけなくす

るようにして、なくするというか、啓蒙してい

ただいて、その一役を、役所も行政も入って就

職の場、雇用の場を確保、幾らかでも促進でき

るようにやっていただければありがたいです。

特に、この決算書に入っている神室産業高校さ

ん、南高さん、ほかにも東高さん、北高さん、

管内にあるわけですから、管内の高校が全校そ

ろってというか、全校が参加しているような状

況下であればなおいいわけでありますので、そ

の方向でひとつお願いしたいと思います。 

  次に、161ページ、これ決算書、８款の雪総

合対策費、その中の生活道路除排雪事業補助金

220万円ですか、どのぐらいの件数があったの

か。そしてまた、どのぐらい要望、要望あった

のに全部対応できたのか、その辺もお聞きした

いと思います。 

  そしてまたこの中で、流雪溝の事業はいろい

ろやっているわけでありますが、管理費がちょ

っと見えてこないんだね、管理。大変な難儀し

て管理している、職員が管理しているから金が

かからないといえば予算は計上してないかもし

れないですが、この管理体制、どういうふうに

やられているのか、その辺も聞いておきたい。 

松坂聡士都市整備課長 委員長、松坂聡士。 

髙橋富美子委員長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 生活道路に関する排雪の

補助金でございますけれども、これにつきまし

ては８件が24年度ございまして、22万2,000円

というふうな形になっております。ちょうど年

度途中といいますか、降雪なってからＰＲ活動

を開始したわけですけれども、その辺で今後の

課題としてはやはりＰＲをもうちょっと進めて

いって皆さんに利用していただけるような形に

していきたいと考えてございます。その反省点

を踏まえまして、今年度、生活道路の除雪の申

請時に合わせて、全申請者に対しましてこうい

うふうなＰＲ活動、排雪の補助金がありますよ

というふうなことを周知してまいりたいという

ふうに考えてございます。 

  それから、希望につきましては、金額それぞ

れ多くかかっている、少なくかかっている、い

ろいろございます。その辺については事前にこ

の制度が始まる前に一応アンケート調査を行い
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まして、その金額について決めたわけでござい

ますけれども、まだ初年度というふうな形でご

ざいます。実績を踏まえまして、その金額とか

そういうものにつきましてはいろいろ要望とか

をお聞きして意見を聴取しまして、必要であれ

ば改正等も行っていきたいというふうに考えて

ございます。今の段階では利用者といいますか、

ふえるというふうな形にしております。 

  もう一つ、流雪溝の関係でございます。流雪

溝につきましては、現在、中山常葉町のほうを

流雪溝として整備してございます。最上川用水

の導入につきましての管理費につきましては改

良区等に委託しておりまして、その中でやって

いただいているというふうなことでございます。

ただし、側溝等の流雪溝の管理費、管理体制と

いうふうな形につきましては、非常に私どもも

苦慮しておりまして、間違えれば水上がりにな

ったり、使い方によっては低いところに水上が

りが生じるというふうなことがございますので、

その辺については改修をしながら進めてまいり

たいというふうに考えてございます。管理その

ものについての体制については、残念ながら利

用する前に町内会と進めましてやっていくとい

うふうな形、それで今年度あたりにつきまして

は町内会と話を持ちまして整備といいますか、

使い方等を私どものほうと地区のほうで約束事

を決めまして一緒になって管理をしていくとい

うふうな形で進めたいというふうに考えてござ

います。以上でございます。 

１２番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

髙橋富美子委員長 清水清秋委員。 

１２番（清水清秋委員） 課長、これはやはり流

雪溝に関しての管理、要は町内ごとに組合、そ

ういうようなものを設立しながらやっていくと

いうのもいいことなんだけれども、なしてこう

いうこと、市の職員がそういうふうな流雪溝が

詰まったとか水上がりになったというと、夜、

夜中でも対応してけってんだよね。こういう状

況を聞いているもんだから、大変だなと思って。

そして次の日また仕事、これ半端じゃないと思

うんだよね。そういう状況下はやはり職員だっ

て大変だし、そういう状況を何とか解決、クリ

アしていく。ということはどういうことかとい

うこと。私の提案ぎみなことを言うかもしれな

いけれども、施設振興公社あたりに、そういう

ところに管理を委託、これ町内で組合をつくっ

てもらったって管理100％でいくわけないなよ、

これ。スムーズに流れるようにしてくれと言っ

たって絶対いかない。緊急にそういうふうにな

った場合はどこかやはり、市職員が夜中も起き

ていって対応すねんねようじゃ。そして危険き

わまりないなよね、あれ。水上がりなってから

側溝に入っていって流さねんねったら大変な業

務、仕事なの、これは。そういうことを考える

と、やはり業務委託というか、これはあってし

かるべきじゃないかという感じがして質問させ

てもらったわけです。その辺もひとつ検討して

いただければと思います。 

  あと最後になるかもしれない。これ本当は、

農林課の課長、成果表の97ページの小泉地区体

験農園管理運営事業、これ決算だから聞くんだ

けれども、ここで体験農園、非常にいいこと、

市民に体験農園させてもらっているわけですが、

この事業、これどこか委託しているわけだね、

小泉地区の人だか、いいんだけど。去年ちょっ

と失敗したのがあったわけだ。ここでつくって

いるいろいろソバとか大根、大根は全滅だった

わけだ。そうだよね。こういうだめだったらだ

めだったでやむを得ないのは、これだめになっ

たものまた振り返ったって。どういうふうな原

因だかわかればお聞かせいただきたいなと。そ

ういう状況でいって、そこに行って、体験農園

に行って収穫、市民の方々が行って、いざとっ

たら全部腐れてたと。そういう状況が聞こえて

きたもんだから、この辺どんげだったかなとい

うのが、原因何か追及してわかったことがあっ
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たらお聞かせいただきたい。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

髙橋富美子委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 平成11年以来、体験農園を開

設して管理委託をしている組合の方も初めての

経験ということでお話ししておりました。症状

としましては、大根の中心部が芯枯れ病的な症

状が発生しまして、お金をいただいて収穫体験

するには至らないというふうな判断のもとに即

時申し込み者の方に電話で収穫できないという

ふうな旨を急遽連絡しました。原因については、

これは推測ではございますが、多分播種時期が

若干早まったことによって、９月が高温であっ

たというふうなこと等の関係から中心部が腐敗

症的な症状が出たものというふうに推測してい

るところでございます。 

１２番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

髙橋富美子委員長 清水清秋委員。 

１２番（清水清秋委員） 原因がわかれば対策の

しようもあるわけで、よかったなと思います。

そういうことを二度と繰り返さないように、３

反歩もつくっているわけですから、それを期待

して収穫に行っている市民の方々もいますから、

その辺の期待を裏切らないように、ひとつお願

いしたいと。 

  この中で、一つ数字、これ俺の見方がおかし

いのがちょっとあるけれども、決算書では管理

委託料が197万9,550円、成果表では管理委託料

が180万円、これどういうふうに見ればいいか

なと思っていたんだけれども、これどういうふ

うな、数字の差があるけれども、この差10何万

何がしだか、成果表と決算書の業務委託料の数

字がちょっと違うみたい、どういうふうに見れ

ばいいのか。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

髙橋富美子委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 成果に関する説明書の72ペー

ジに記載しています管理委託料につきましては、

これは体験農園そのものの管理委託をしている

組合にお願いしている料金が180万円というこ

とでございまして、決算書の197万9,550円との

差額につきましては、杢蔵四季の家の浄化槽の

点検管理業務委託料等を含めた形の委託料がこ

こに含まれているため、この差額が出ていると

いうことでございます。 

１２番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

髙橋富美子委員長 清水清秋委員。 

１２番（清水清秋委員） 一方は組合、決算書の

管理業務委託料、これが少し数字が多くなって

いるわけですね。この差額は、今言った、どこ

へ払われている委託料、この数字の差額の分、

もう一回。 

齋藤彰淑農林課長 委員長、齋藤彰淑。 

髙橋富美子委員長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 杢蔵四季の家のトイレ等の浄

化槽等の点検業務委託料を含めた形で決算書に

は載ってございますので、そのようなことでご

ざいます。 

１２番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

髙橋富美子委員長 清水清秋委員。 

１２番（清水清秋委員） わかりました。そうい

う数字の内容だということで、わかりました。

こういう体験農園、本当に市民にとっては非常

にありがたいというか、広大な面積をソバ、い

ろんなみそづくりとかやっているわけで、ひと

つ期待を裏切らないようにやってもらいたい。 

  時間もないようですので、そういうふうなこ

とをお願いをしながら私の質問を終わらせてい

ただきます。ありがとうございました。 

髙橋富美子委員長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子委員長 ほかに質疑なしと認めます。

よって、歳出についての質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。討論の通告があり

ますので、討論の発言を許可します。 

  初めに、認定に反対討論として佐藤悦子委員。 
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   （１番佐藤悦子委員登壇） 

１ 番（佐藤悦子委員） 平成24年度一般会計決

算の認定に反対討論を行います。 

  最初に、評価している点についてですが、実

質公債費比率13.9％に改善されたことです。そ

の理由は、広域事務組合の公債費などが減った

ことが大きいようです。また、国民健康保険へ

の法定外繰り入れで増税の幅を抑えたこと、ま

た国民健康保険税の市独自減免があり、東日本

大震災被災者の減免や、廃業などによって所得

が減った方への減免もあったとお聞きしました。

また、市民の仕事をふやす住宅リフォーム助成

事業費が約２倍にふえていること、また今あり

ましたが、生活道路の排雪への補助が行われた

ことなど、大変関係各位には敬意を表したいと

思います。 

  反対の理由ですが、１番には、年金も下がり、

長引く不況で家計が低迷している市民にとって

増税、負担増があったということです。市独自

のものとしては、国民健康保険税、介護保険料

です。広域連合による後期高齢者医療保険料の

引き上げ、国による年少扶養控除の廃止や特定

扶養控除の範囲の変更による住民税の増税もあ

りました。こうした増税に対して市民からは普

通納付の方で335人、給料天引きなどの特例納

付の方で297人から疑問の声が寄せられたとの

ことでした。また、税や税外負担金の未納の方

が納めたくても納められない低所得世帯に未納

の方が多いということでした。経済的に厳しい

方へ手を差し伸べるのが政治ではないかと私は

思います。使える減免制度への改善も必要だと

思います。私は税などの引き上げ、負担増の会

計決算には反対してまいります。 

  ２つ目に、学校給食などの民間委託や保育所

の民営化、指定管理制度は、働く人の貧困化を

招くということです。民間委託や指定管理を市

の直営に戻すことも検討すべきではないかと考

えます。これらの仕事は市民や子供の命を守っ

ています。働く人の待遇改善は市民や子供の命

を守ることにつながります。学校給食の地産地

消が24年度は重量総数で前年比マイナス28.5％

でした。地産地消の割合で見ると34％で、前年

比マイナス４％との数字も示されました。食の

教育として地産地消を50％にするよう目指して

頑張っていただきたいと思います。献立作成は

市の栄養士ですが、調理師が手間暇かけられな

いとなれば使えないわけですし、野菜を育てる

農家の状況を常につかむ姿勢が重要だと思いま

す。かけ橋となる専門の職員の配置も必要では

ないかと私は思っています。 

  ３番目に、定員管理の問題です。正職員数を

もっとふやすべきではないかと考えます。20人

の退職者に対して新規採用が15人で、平成25年

４月１日では293人となっております。一方、

嘱託職員は98人、日々雇用職員は87人、臨時職

員をふやして仕事をカバーして人件費の抑制を

しているということです。実は仕事はあるとい

うことです。行財政改革の計画では、正採用職

員を平成25年には300人以下としていました。

退職者が計画を上回っています。仕事量はふえ

ているのに人が減り、責任が重くなり、長時間

労働などで心身を壊す状態になっているのでは

ないかと心配されます。臨時職員では家族を持

つ展望を持ちにくいです。正職員をふやして安

定して働けるようにすべきだと思います。公務

を支えているのは人です。その専門性は担い手

である労働者の知識、経験として蓄積されます。

そして、職場内訓練などを通して長期に蓄積さ

れていくもので、あえてそれを中断させるのは

税金の無駄遣いと思います。公務の質を維持向

上させるためには、その担い手が誇りを持って

安心して働き続けることのできる賃金と労働条

件を保障すべきであると思っております。 

  ４番目は、小中一貫教育の推進と標準学力テ

スト拡大の問題です。小中一貫教育ではなく、

緩やかな連携にとどめるべきだと思います。小
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中一貫校での４・３・２体制では小学校高学年

としての活動が保障できません。４年生ではリ

ーダーとしての活動ができないと、これは私が

この前政務調査費を生かして山本由美先生に二

度目に新庄に来ていただきましたが、またこの

ような指摘がされておりました。大規模な小中

一貫校づくりを進めた品川区では、15年間で不

登校がふえ、いじめがあると子供から訴えがあ

ったんですが、先生が忙し過ぎて十分な対応が

できなくて、結果、同学年で３人も子供の自死

事件が起きています。いじめなど問題があれば、

先生方、子供、保護者のみんなで知恵を集め、

時間をかけて話し合うことが必要です。小中一

貫校の教育効果は検証されていません。 

  標準学力テストは到達度をはかるのではなく、

偏差値で他との比較をし、競争をあおるもので

はないかと私は思っています。小学校２年以降

全学年実施に拡大されたことは、先生と子供を

縛り、テスト対策中心のつまらない学校に追い

やるものになるのではないかととても心配です。

授業改善や、おくれた子供への補習に役立つ行

政の仕事こと必要ではないかと私は思います。

子供と先生がじっくりとかかわれる環境づくり

に力を入れていただきたいと思います。到達度

をはかり、子供を励ますものであってほしいと

思います。子供たちが学校が楽しいと言って喜

んで行くような学校になってもらいたいと心か

ら思っております。 

  ５番目に、好転した財政は、市の会計を温め、

市民の家計を温める施策に生かすべきだと考え

ます。国保税や介護保険料の引き下げ、利用料

の減免制度の充実、福祉制度の復活、住宅リフ

ォームのさらなる拡充などを進めていただきた

いと思います。また、わらすこ広場の利用料や

老人福祉センターの利用料、市バスの料金につ

いて、引き下げなどで子育て世代や高齢者に少

しでも温かい施策の充実を望んでおります。 

  また、広域事務組合では焼却炉の長寿命化計

画をつくろうとしておるということを聞きまし

た。ごみ問題は将来の環境と命、そして資源問

題を引き起こすものです。持続可能な地域を子

供に残す課題として、ごみを出さない社会の仕

組みづくりが求められています。生ごみを燃や

すのではなく、全量資源化する方向で検討すべ

きだと思います。ごみの資源化率７年連続日本

一の鹿児島県志布志市では76.3％というリサイ

クル率でした。全世帯の生ごみ堆肥化、布、衣

服、シュレッダーの紙、小規模家電、ビニール、

プラスチック類、はしや竹など、電球、蛍光管

などまでも、新庄市ではごみに扱っているよう

なものでありましたが、資源化を大きく進めて

おります。市民との協働を進めて、燃やさない、

埋めない、子供たちに持続可能な地域を残すよ

うに頑張っていただきたいということをお願い

いたしまして、反対討論を終わらせていただき

ます。 

髙橋富美子委員長 認定に賛成討論として、佐藤

卓也委員。 

   （４番佐藤卓也委員登壇） 

４ 番（佐藤卓也委員） 議案第48号平成24年度

新庄市一般会計歳入歳出決算の認定につきまし

て、賛成討論を行います。 

  本市の財政につきましては、平成16年度から

スタートした財政再建計画とそれを受け継いだ

財政再建プランに基づき、私ども議会といたし

ましても一丸となってその健全化を進めてまい

りました。平成19年に地方公共団体の財政の健

全化に関する法律が公布された当初は、財政再

建によって早期健全化団体からの脱却がいつ果

たせるかということで注目を集めておりました

が、21年度決算においてその脱却を果たしてか

らは脱却後における健全化の度合いということ

に視点が変わってきております。 

  このたびの決算の結果を見てみますと、財政

再建に対して早くから市を挙げての取り組みを

続けてきた結果が実質公債費比率や将来負担比



 - 237 - 

率の大きな改善にあらわれてきていると思いま

す。決算総額については、前年度の比較におい

て歳入歳出ともに伸びております。これは、新

庄中学校体育館改築を初めとする小中学校耐震

改修事業の実施や小中一貫教育校建設事業の本

格化、そして記録的な豪雪に伴う凍上災害の復

旧事業の実施が主な要因となっているものと思

われます。 

  なお、歳出面においては、財政の硬直化の原

因とされてきた義務的経費のうち人件費の職員

給は退職者不補充などにより減少し、公債費比

率についても起債の継続的な抑制により減少し

ていることから、財政健全化の土台はますます

しっかりと築かれているものと評価されるとこ

ろでございます。 

  また、子供の医療費負担の軽減化を初めとす

る地域の子育て支援を中心とした福祉施策の展

開や、健診や予防接種費用の負担軽減化を初め

とする市民健康対策の展開は、市民が安心して

暮らせるまちづくりを進めるために極めて重要

なものでありました。そのほか農業関係におけ

る園芸や畜産などの経営基盤の育成と確立に資

する事業展開や商工観光関係における交流人口

の拡大と中心商店街を初めとする市内経済活性

化のための取り組み、そして教育においては小

中一貫教育の推進や施設環境整備など幅広い分

野で事業の展開が図られております。さらに、

思い起こせば、この冬は３年連続というこれま

でに記憶のない豪雪でありましたが、除排雪業

務など効果的に実施をしていただきました。こ

のように、喫緊に対応しなければならない多く

のことも含めながら、平成24年度も実効性の高

い経費として支出されたものと思います。 

  このように、平成24年度決算は財政の再建計

画のもとでの最終段階に入っている中で、これ

までの市を挙げての継続的な努力が大きな結果

としてあらわれ、今後の安定した財政健全化へ

のきっかけとなる決算としての大変意義深いも

のであると思います。 

  しかしながら、国においては地方交付税を抑

制していくという方針を示しており、加えて市

税収入の行き先が不透明な状況の中で、今後の

財政運営においては歳入の確保が大きな課題に

なっているものと思われます。二度と同じ轍を

踏まぬよう健全な財政の運営に細心の注意を払

うとともに、的確な企画、そして的確な執行に

よって市勢の発展、そして市民生活向上の期待

に応えられることを切に願い、今般決算の賛成

討論といたします。ありがとうございました。 

髙橋富美子委員長 ほかに討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子委員長 ほかに討論なしと認めます。

よって、討論を終結いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第48号平成24年度新庄市一般会計歳入歳

出決算の認定については、反対討論がありまし

たので起立採決いたします。 

  議案第48号について、原案のとおり認定する

ことに賛成の委員の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

髙橋富美子委員長 起立多数であります。よって、

議案第48号は原案のとおり認定すべきものと決

しました。 

 

 

議案第４９号平成２４年度新庄市

国民健康保険事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

 

 

髙橋富美子委員長 次に、議案第49号平成24年度

新庄市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

の認定についてを議題とします。 

  なお、本件を含む特別会計につきましては、

歳入と歳出を一括して質疑を行います。質疑あ

りませんか。 
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１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

髙橋富美子委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 成果の19ページの１の

国民健康保険税についてです。 

  24年度、国民健康保険税が引き上げになりま

した。これについての市民の反応や影響はどの

ように見ておられるでしょうか。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

髙橋富美子委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 平成24年度の国民健康保険税

についての市民からの反応ということでござい

ますけれども、普通徴収について納付書を発送

されたのは昨年７月の半ばでございます。その

後９日間、電話なりあるいはおいでになって窓

口での御相談というふうな件数を数えておきま

したけれども、それによりますと331件おいで

になりました。これは電話と窓口での対応の合

計数ということでございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

髙橋富美子委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 国民健康保険税が高過

ぎるのではないかと私は一般質問でも言いまし

たが、例えば４人世帯で100万円の所得、夫婦

40歳から60歳で17万円だったかと思いますが、

また200万円の所得の場合で36万円だったかと

思っておりますが、その国民保険税、資産なし

の世帯なんです。それについてどう感じられる

か、本当に納められると思っておられるかお聞

きします。 

髙橋富美子委員長 佐藤委員に申し上げます。た

だいまの発言は決算審査の範囲を超えておりま

すので、注意いたします。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

髙橋富美子委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 国民健康保険税は、税

金の中でも最も市民にとって重いというふうに

市民の方では一番上げられているもので、決算

を見ても未納の方が一番多い税になっています。

そういうところを見て、市独自減免ということ

がどのような状況なのか、24年度について、前

もお聞きしましたが、もう一度お聞きします。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

髙橋富美子委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 市の独自減免ということでご

ざいますけれども、この間の一般質問の際にも

御説明いたしましたけれども、平成24年度につ

きましては、所得皆無、生活困難を理由とした

減免申請はございませんでした。 

  それで、国民健康保険税の負担感の問題でご

ざいますけれども、これにつきましては私ども

もかなり大変であろうなという世帯は結構ござ

います。とはいいましても、やはりこれは被保

険者全てについて言えるわけでございまして、

大抵の方はいろいろやりくりしながらこれを納

めていただいているんであろうというふうに私

どもは推測してございます。でなければ、普通

徴収だけでも90％を超えるような収納率という

のは実現できないと思っておりますので、ぜひ

御理解賜りたいと思います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

髙橋富美子委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 私の勘違いだったのか、

もう一度お聞きしますけれども、所得皆無ある

いはそれに準ずる生活困難の世帯の申請はなか

ったんですか。あったように聞いたように思う

んですが、違いますか。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

髙橋富美子委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 所得皆無、生活困難を理由と

した減免の申請は、24年度はございませんでし

たけれども、平成23年度に東日本大震災の被災

者の方とは別に２名おったと、２件あったとい

うことでございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

髙橋富美子委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） わかりました。その国
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民健康保険税とかかわって、未納、滞納世帯と

もかかわって、成果の132ページの５の（２）、

資格証や短期証の発行の数が載っております。

この方々は税の未納、滞納という方々になって

おりますが、それぞれどういう世帯の状況と見

ておられるのか、お願いしたいと思います。 

伊藤洋一健康課長 委員長、伊藤洋一。 

髙橋富美子委員長 健康課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一健康課長 資格証明書、短期証の交付世

帯については、確かに税の未納がある方に限ら

れておりますが、それぞれいろいろ状況はござ

います。仕事、そういったのが病気で行かれな

くなった方もおれば、そういう方が多い。借金

を背負っている方というのも多いように思って

おりますが、その中で短期証については少しず

つでも納めていただいている方、そういう方も

いらっしゃいます。ただ、８割ということで目

標を掲げてそれに届かなかった方に対して短期

証を交付しているということでありますので、

その中でも少しずつでもありながら納めていた

だいている方もいらっしゃるというふうな状況

でございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

髙橋富美子委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 資格証の方々はどのよ

うな方々になっておられるでしょうか。 

伊藤洋一健康課長 委員長、伊藤洋一。 

髙橋富美子委員長 健康課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一健康課長 資格証の方につきましては、

年度の保険証の更新の時期に未納のある方々に

対して状況をお伺いすることをやっております。

ただ、それについて何の音沙汰もないという方

が主に資格証になっております。弁明書を提出

された方については、１件１件審査の上、資格

証をやるべきか、短期証または一般証というこ

とについて一つ一つ状況を調べまして、判定し

ながら交付しているということでございますの

で、資格証明書の方についてはこちらから状況

をお伺いしたいといった要請に対して何の返答

もない方がほとんどでございます。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

髙橋富美子委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 市民の立場になって考

えてみますと、病気だったり、失業だったり、

それから借金が多くて首が回らない状態という

中で、税金を納めろというのが来て、弁明書も

書いてくれと来ても、返事を書けないでそのま

まにしてしまっている、そしてだんだんだんだ

ん苦しくなっていく、そういう方が目に見える

ような気がして、そういう方に対して会うとい

うか、直接、そこに郵送などをできるんであれ

ばいらっしゃるわけですから、会ってお聞きす

る、相談するという態勢が重要なような気がす

るんですが、その点はどうなんでしょうか。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

髙橋富美子委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 なかなか国民健康保険税の納

付が厳しい方についての対応ということでござ

いますけれども、私どものほうでも、昨日のお

話にも通じるんですけれども、いろいろな方法

でもってそういう方々との接触を持つように努

力しております。特に、国民健康保険税の滞納

につきましては、この影響が極めて大きい。た

だいまお話に出ました短期証であるとか資格証

明書ということで、直接御本人たちの不利益に

つながる部分が非常に大きいというふうに私ど

もは考えております。したがって、お会いして

いろいろお話しするに当たってもその点を常に

意識に入れておきまして、分納を進めるのが基

本でございますが、分納に当たりましても、特

に資格証間近だと、あるいは今現在資格証状態

であるというような方につきましてはその状態

を脱するような分納、それから資格証ではない

けれども短期証があると、その状態を脱するこ

とができるというような分納というふうなこと

で私どもも皆さんとお話を申し上げて、そうい
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うふうに勧めるようにしてございます。 

  以上でございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

髙橋富美子委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 大変温かい立場で頑張

ってくださっているんだなということを感じて

おります。しかし、ないものはないという場合

もありまして、そういう方のためにも、ない場

合には減免してあげるしかないのではないだろ

うかなと私は思いますし、減免制度を充実させ

て、どうしてもないという方などは救う手だて

みたいのはないのでしょうか。 

伊藤洋一健康課長 委員長、伊藤洋一。 

髙橋富美子委員長 健康課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一健康課長 短期証の方については、ただ

期間が短いというだけで、保険証を使える状況

にあります。ただ、資格証明書の方については

一旦10割を支払っていただくことが必要になり

ますので、大変厳しいかと思いますが、もしそ

ういった方については短期証への切りかえは随

時、臨機応変に行っているというつもりでおり

ます。また、その方については納付の約束が守

られればそのまま短期継続という場合もござい

ます。また、約束を破られたような方について

はまた資格証明書に戻る場合もありますが、病

気になった場合にはそういった臨機応変な対応

をとっているということでございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

髙橋富美子委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 病気になった場合には

保険証を出してくださるということで、それも

本当にありがたいなと思います。目の前でそう

いうふうに対応してくださっている職員の姿を

私も見たことがありまして、本当にありがたい

ことだと思っております。病気になっても医者

に行かれない、お金がないために行かれないと

いう方がそれで救われるというふうにも感じま

すし、そういう立場で病気になった場合にはま

ず保険証を持って行ってくれというふうに言っ

てもらうというのが大事だと思っております。

ぜひお願いします。 

  保険証はあるかもしれませんが、それでも医

者代がないために医者に行かれないという方々

がおられます。一部負担金の免除、徴収猶予を

規定した要綱があるわけなんですが、それは適

用がないというふうに聞いておりますが、なぜ

なのか。これだけ税金を納められない方々、金

額大きくなっている中で、医者に行かれない人

が出るというのはもっと出るだろうというふう

に考えられるんですが、なぜ適用がないのか、

その点についてお願いします。 

髙橋富美子委員長 佐藤悦子委員に再度注意しま

す。決算の審査ではなく一般質問の内容になっ

ていますので、注意します。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

髙橋富美子委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 先ほどの成果19ページ

の１・１の国保税についてなんですが、社会保

険に加入しておられた方が国民健康保険に加入

するという方がおられるわけですが、その中で

非自発的退職者として申請した方、そして減免

を受けられた方はどのぐらいおられるか、把握

しておられたらお願いしたいと思います。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

髙橋富美子委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 非自発的失業のケースでござ

いますけれども、平成24年度末におきまして49

件、金額にいたしまして424万1,200円になって

ございます。ちなみに、平成25年度当初におき

ましては39世帯が発生してございます。 

  以上です。 

髙橋富美子委員長 ただいまから10分間休憩いた

します。 

 

    午後２時００分 休憩 

    午後２時１０分 開議 
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髙橋富美子委員長 休憩を解いて再開いたします。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

髙橋富美子委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 今、税務課長からお答

えいただきました。社会保険加入者だった人が

非自発的退職ということで国保に加入した方が

49件あって減額を受けたということで、大変よ

かったなと思っております。この周知の仕方と

いうのは、24年度はどのようになさっていたん

でしょうか。これは市独自減免のあり方につい

ても同じように私は周知して、少しでも使える

方がふえるようにしていただきたいなと思うん

ですが、どうなんでしょうか。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

髙橋富美子委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 ただいまの非自発的失業者に

対する軽減というふうなことの周知方法という

ことで言いますと、平成24年度の国民健康保険

税のお知らせという文章を、各種制度をコンパ

クトにまとめたものでございますけれども、そ

れを納付書に同封いたしまして皆さんに周知を

図っております。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

髙橋富美子委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 簡明な答弁ありがとう

ございます。市独自減免の規定も、要綱か規定

もありますので、そういったこともお知らせに

は入っているんでしょうか。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

髙橋富美子委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 大変失礼いたしました。先ほ

どお話しになりました所得が急激に下がったこ

とによる減免、そういった制度のことをおっし

ゃっているんだと思うんですが、これについて

はこれまで必ずしも十分とは言えません。それ

で、平成21年３月の定例会におきまして私ども

のほうで提案申し上げて、議会でもって決めて

いただいた制度でもございますので、この機会

に制度の趣旨を第一に考えまして、一番効果的

な時期に周知を図れればいいなというふうに思

ってございます。 

髙橋富美子委員長 ほかに質疑ありませんか。 

１５番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

髙橋富美子委員長 新田道尋委員。 

１５番（新田道尋委員） １つだけ質問いたしま

す。 

  191ページ、１款の収入未済額と不納欠損、

これは市税のほうで同じようなことを申し上げ

て、質問申し上げたんですが、気にはなったん

ですが、今まで余り重く私自身は感じてこなか

った。ところが、今回よく全会計を合計します

と未済額が６億3,000万円に上ると。そのうち

で不納欠損が１億5,400万円、４分の１が欠損

になってきているんですね。これもまた監査委

員の意見書というのを余り気にしないで、まあ

まあこういうもんかなというふうなことで、さ

っと目を通してきたんですけれども、今回よく

この件と照らし合わせて見てみますと、やはり

監査委員もその辺が言いたいんじゃないかなと

いうふうな気がして、結びのところを見ますと

スタートが市債残高はまだ224億円あるんだよ

と。それから次に来るのが収入未済額、これは

改善されたところと、また逆にふえたところが

あるということで、注釈として出している。に

もかかわらず実質公債費比率は13.9になった、

大変結構であるというふうな言い方。経常収支

比率は90.3、全体的には前から見れば好転して

いるんだよと。ただし、これでもまだまだこの

数字からいけば弾力性がないから、さらなる努

力を求めたいというふうな監査の意見です。こ

の中に重要なことは未済額を減らすことであろ

うと、減らしなさいよというふうな警鐘を打っ

ているというふうに私は感じました。この未済

が全部不納欠損になるわけでないんですが、今

４分の１と申しましたが、毎年そういうような
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数字を繰り返してやっているわけです。ですか

ら、いかにこの未済額、次に不納欠損を減らす

ということが財政にどのぐらい影響してくるか

ということを見ておかなければならないんじゃ

ないかなというふうに思って、大変重要な大き

な数字だなというふうに今回特に感じたわけで

御質問申し上げたい。 

  執行部のほうは、担当課、毎年４月になると

入れかえがありまして、同じ課に居続けるとい

うことは、これはないわけで、この辺の未収の

部分、未済額の処理というものをどういうふう

な方法をとってこれを継承しているか、次にバ

トンタッチしているかというふうになります。

長年徴収できなかったという方もかなりの人数

おるわけで、これをやはり次の人にバトン、ス

ムーズにできるような体制が果たして課内でな

っているかどうか。一般会計でも申し上げまし

たとおり、何年間も納付書を発行しないで、し

ても徴収ならないというふうなことであっては

ならないわけで、その辺の処理を、健康課だけ

ではなくて、多くの課がこういうふうな場面に

あっているわけで、また課がかわればそのポス

トに行ったときにはまた困るわけ。健康課だけ

言ってもしようがないんですが、この際ですの

で、健康課ではどういうふうな扱いをなされて

おるか。要するに、納めないんだから普通言う

ブラックリストというものになろうかとは思う

んですが、そういうのがあるかどうか。誰が見

てもわかるように、こんな理由でこの人は納め

られないんだよと言い続けた、それも１年では

全部ないわけで、４年も５年も、６年目には不

納欠損なるわけですから、その辺の扱いを健康

課ではどういうふうになされているか。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

髙橋富美子委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 国民健康保険税の徴収のこと

でございますので、税務課のほうから申し上げ

ます。 

  収入未済の大きさ、不納欠損の大きさ、それ

ぞれ平成24年度につきましては幾分減らすこと

ができたわけですけれども、確かにそのとおり

でございまして、これは特に現年度分でござい

ますと５月末が出納閉鎖になってございますの

で、そこまでの期間、つまり委員おっしゃるよ

うな人事異動の期間を挟んでその時期に向かう

時期が非常に重要でございます。その点で、異

動なった場合、新しい職員にどういうふうにし

てその辺の技術を承継するのかというふうなこ

とが非常に重要になってきておりまして、その

点については初心者向けのマニュアルがござい

まして、そういったものを学習会でやったり、

それから一番大切なのは個々の滞納している

方々の記録でございます。これが何年も昔から

のものがデータとして残ってございまして、新

しい職員についてはその内容をよく確認して次

の方向に臨むと。次の方向に臨むその方向もそ

のケースの場合は定まっているということも

多々ございますので、そういう場合はそのとお

りに進めるということで、新しい人は結構なれ

るのに時間かかりますけれども、さほどの困難

はなくスムーズに移行できているというふうに

思ってございます。 

１５番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

髙橋富美子委員長 新田道尋委員。 

１５番（新田道尋委員） 監査には一部しか載っ

てないんですが、この収入未済並びに不納欠損

というふうなものに関係してくる課というのは

やはり市税を初め国保、下水道、農落集排水、

営農飲雑用飲水、介護というふうに、各課多岐

にわたって生まれてくるわけで、ほとんど関係

しない課がないぐらいに多く科目があるわけで、

私はとりあえず関係する課が連絡対策協議会み

たいなものを庁内につくって、どういった方法

で未収を減らしていくか、不納欠損に渡らない

ような方法がないかというようなことを、私は

しているかどうか知らないんですが、やってい
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ればそれでいいんですが、研究、検討していた

だきたいと思うんですが、その辺、庁内にその

組織があるかどうか、その辺。 

髙橋則雄財政課長 委員長、髙橋則雄。 

髙橋富美子委員長 財政課長髙橋則雄君。 

髙橋則雄財政課長 滞納にかかわらず収入全般に

わたって関係する課の課長が集まる歳入確保対

策委員会というのがございます。そこで滞納な

り収入未済あるいは使用料の値上げ、値下げな

どの検討をしております。 

１５番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

髙橋富美子委員長 新田道尋委員。 

１５番（新田道尋委員） 財政課長の話では対策

会があると、会を持っているんだということで

はあっても、なかなかその数字が縮まっていか

ないというのが現実じゃないかというふうに思

います。それで、方法が、甘いとは申し上げま

せんが、何かちょっとずれているところがある

んじゃないかと。マンネリ化、方法に対して同

じことを繰り返すということになってないかど

うか、もっといい方法がないか、その辺を追求

していくべきだと。そうでないとこの数字がい

つまでたっても同じようなもの、毎年度毎年度

出てくるわけで、それが大きなウエートを、た

だいま申し上げたように響いてくるということ

は誰が見ても言えると思うので、大変貴重な財

源を毎年失っているわけで、何とかこれをすべ

きだと私は思いますけれども、今後何かいい方

法がありますか。このままでいきますか。考え

があるとしたら、また方法を協議会の中で提案

してみたいというふうな考えがあったらばお知

らせいただきたい。 

髙橋則雄財政課長 委員長、髙橋則雄。 

髙橋富美子委員長 財政課長髙橋則雄君。 

髙橋則雄財政課長 財政課所管の歳入確保対策委

員会は毎年１回開催しております。その都度、

課題があればその中で協議をして解決に向けて

検討していくというふうにしております。 

髙橋富美子委員長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子委員長 ほかに質疑なしと認めます。

よって、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第49号平成24年度新庄市国民健康保険事

業特別会計歳入歳出決算の認定については、原

案のとおり認定することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子委員長 御異議がありますので、起立

採決いたします。 

  議案第49号については、原案のとおり認定す

ることに賛成の委員の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

髙橋富美子委員長 起立多数であります。よって、

議案第49号は原案のとおり認定すべきものと決

しました。 

 

 

議案第５０号平成２４年度新庄市

交通災害共済事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

 

 

髙橋富美子委員長 続きまして、議案第50号平成

24年度新庄市交通災害共済事業特別会計歳入歳

出決算の認定についてを議題といたします。 

  本件について質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子委員長 別に質疑なしと認めます。よ
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って、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第50号平成24年度新庄市交通災害共済事

業特別会計歳入歳出決算の認定については、原

案のとおり認定することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子委員長 御異議なしと認めます。よっ

て、議案第50号は原案のとおり認定すべきもの

と決しました。 

 

 

議案第５１号平成２４年度新庄市

公共下水道事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 

 

 

髙橋富美子委員長 次に、議案第51号平成24年度

新庄市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の

認定についてを議題といたします。 

  本件について質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子委員長 別に質疑なしと認めます。よ

って、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第51号平成24年度新庄市公共下水道事業

特別会計歳入歳出決算の認定については、原案

のとおり認定することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子委員長 御異議なしと認めます。よっ

て、議案第51号は原案のとおり認定すべきもの

と決しました。 

 

 

議案第５２号平成２４年度新庄市

農業集落排水事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

 

 

髙橋富美子委員長 次に、議案第52号平成24年度

新庄市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算

の認定についてを議題といたします。 

  本件について質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子委員長 別に質疑なしと認めます。よ

って、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第52号平成24年度新庄市農業集落排水事

業特別会計歳入歳出決算の認定については、原

案のとおり認定することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子委員長 御異議なしと認めます。よっ

て、議案第52号は原案のとおり認定すべきもの
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と決しました。 

 

 

議案第５３号平成２４年度新庄市

営農飲雑用水事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

 

 

髙橋富美子委員長 次に、議案第53号平成24年度

新庄市営農飲雑用水事業特別会計歳入歳出決算

の認定についてを議題といたします。 

  本件について質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子委員長 別に質疑なしと認めます。よ

って、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第53号平成24年度新庄市営農飲雑用水事

業特別会計歳入歳出決算の認定については、原

案のとおり認定することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子委員長 御異議なしと認めます。よっ

て、議案第53号は原案のとおり認定すべきもの

と決しました。 

 

 

議案第５４号平成２４年度新庄市

介護保険事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

 

 

髙橋富美子委員長 次に、議案第54号平成24年度

新庄市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認

定についてを議題といたします。 

  本件について質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

髙橋富美子委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 成果の21ページの４、

介護保険料の引き上げがあったということにつ

いてですが、市民の声や影響はどうだったか、

お願いいたします。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

髙橋富美子委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 申しわけございませんが、こ

の点については把握してございません。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

髙橋富美子委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 保険料の第２段階が２

万4,700円から３万800円に上がっております。

全て大体皆上がったわけなんですが、特に保険

料第２段階というのは年収で言いますと、記憶

違いかわかりませんが、80万円以下ということ

で、非常に低所得の少ない年金、年金そのもの

みんな低いですけれども、一番低いかもしれな

い方々が第２段階でおられます。その方々の介

護保険料がもっと減免受けられるようにできな

いのかなと考えるところです。それについて答

えられればお願いします。 

  あと決算の249ページの１の１の１で収入未

済が現年及び滞納分ということで出ております。

この現年及び滞納分の未納の方々の人数は何人

ぐらいで、どのような方々なのか、対策はどの

ように考えておられるのか、お願いします。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

髙橋富美子委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 第２段階の例をとられてお話

がございましたけれども、今回第２段階に限ら

ず全ての段階でそれぞれ少しずつ引き上げがな

ってございます。 
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  未納の方々のお話ですけれども、平成24年度

の未納ですけれども、普通徴収の方となります

が、合計いたしますと199名ございます。その

方々がどういう状態の方々かというお話ですけ

れども、今、委員からおっしゃられたように、

普通徴収の方の割合というのがあるわけです、

それぞれの段階ごとの。それに比較しますと総

体的に滞納になっている方が多いなというふう

な段階を申しますと、今、委員がおっしゃられ

た第２段階、これが多いと思います。それから

その次の第３段階、このあたりが普通徴収の賦

課の分布ですけれども、滞納者に限らず賦課の

分布と比べまして滞納となっている方が多いと

いうふうなことが言えるかと思います。あとも

う一段階多くなっているのが第６段階、基準と

なっている段階でございますけれども、この部

分も多いというふうになっています。全体とし

て賦課されている方々が多いのは第２段階、そ

れから第７段階あたりが多くなっておりますが、

その中でも比較しますと滞納の方が多いところ

といいますと今申し上げた第２、第３、第６と

いったところでございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

髙橋富美子委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 特別徴収ということで

年金から天引きされる方々も確かに本当につら

いことだと思います。第２段階の方々だと特別

徴収ということで引かれる方がほとんどですの

で、苦しいことだろうと思います。さらに、普

通徴収になるというのは特に年金が低い方でな

いのかなと思うんです。特別徴収できない年金

ということでいきますと、この普通徴収になる

方の第２段階の年金というのはおよそどのぐら

いの金額なのか、お願いします。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

髙橋富美子委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 第２段階の方の年金というこ

とでございますけれども、まずこの第２段階と

いうのは世帯全員が市民税非課税であるという

ことが前提になっておりまして、前年の合計所

得、課税年金収入額が80万円以下の人というふ

うなことになってございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

髙橋富美子委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 年金が80万円以下で、

そこから天引きされるにしても、あるいは普通

徴収、自分で納付書で納めるようになるにして

も、本当に厳しい状況、納めるだけで、保険料

を出すだけで大変な年金だと思います。そうい

う方が介護度２になったりして自宅で介護保険

を利用しなきゃいけない状態になったときに、

利用料が十分に払えるんだろうかなと考えたと

きに、やはり現実には抑えざるを得ないという

ことがあると聞いております。それを考えたと

きに、保険料を納めることに対しても減免が必

要だろうし、また利用料についても抑えられる

か、どちらかとか、介護をまともに受けて頑張

って生きていくと考えている方に介護を受けら

れるようにするためにも、市独自の保険料減免

や利用料減免が必要になんでないかなというふ

うに私は思うんですが、どう考えられるか、答

えられればお願いします。 

髙橋富美子委員長 佐藤委員に再度注意いたしま

す。決算の審査ではなく一般質問の内容になっ

ていますので、注意いたします。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

髙橋富美子委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 別の質問をいたします。 

  成果の44ページ、３の介護予防、（２）低栄

養改善プログラム、ここで24年度実施なしとい

うことがありましたが、本当になかったのか、

お願いします。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

小野 享。 

髙橋富美子委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長

小野 享君。 
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小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 成果表の

44ページの低栄養改善プログラムに関しての御

質問でございますが、決算書に基づきますと

265ページの二次予防事業費、備考の欄であり

ますが、この部分の中の支出項目になります。

介護予防事業につきましては、ここに記載のと

おり一次予防事業費、下の段にございますが、

その上の二次予防事業費ということで、一次予

防については健康な方々、二次予防については、

主要施策にもありますように、これからおそれ

がある方、運動機能が低下しているとか、いろ

んな条件の方を抽出して、健康診断時に抽出す

るということになりますが、昨年度ですと400

名ちょっとの方、対象者がいらっしゃいます。

その方々に対して、ここにあるメニュー（１）

から（３）までのプログラムが介護予防として

妥当かどうかということを包括支援センターの

保健師のほうで個人と面接しながら選定すると

いう仕組みになっております。基本的には運動

機能向上プログラム、体の機能を補完するとい

うふうな運動中心のものが中心なんですが、そ

のほかに低栄養改善プログラム、栄養が偏って

いる方、それから口腔機能、口の中のいろんな

清掃等の援助が必要な方、それぞれ選定しなが

らやっているという状況でございますので、結

果的に申せば（２）の低栄養改善プログラムに

つきましては23年度、24年度については該当者

がいなかったというふうなことでございます。

結果的には大変結構なことなんですが、そうい

う状況の中で介護予防事業を行っているという

ことで御理解をお願いしたいと思います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

髙橋富美子委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） よくわからないんです

けれども、結果的によかったのかということで、

必要な方がいらっしゃらなかったということな

んでしょうかね。介護予防というふうに考えた

ときに、別の施策も介護予防として考える必要

があるんじゃないかなと私は思いますので、誰

もやる人がいないんであれば、もっと高齢者が

喜ぶような、介護予防に本当になるようなもの

をメニューとして考える必要があるんじゃない

かと思うんです。それはどうか、それについて

どうでしょうか。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

小野 享。 

髙橋富美子委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長

小野 享君。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 介護予防

といいましても、今言いました決算書の265ペ

ージにありますように、一次予防、それから二

次予防、２つに分かれております。基本的に二

次予防であれば、衰えた運動機能、それから栄

養の問題とか具体的に解決できるわけでござい

ますけれども、一般的な介護予防という観点で

ありますと一次予防事業の中の地域活動組織育

成支援事業というのがございますが、いわゆる

ふれあいサロンということで、高齢者の方々が

集まって、基本的に引きこもり等を防止しなが

らいろんな情報交換をして介護状態にならない

ようにするというふうなお互いの励ましも含め

ましたサロンを行っているというふうな状況で

ございます。 

  二次予防としては主要施策にありますような

対策を行っているところでございますが、その

効果という面から見ると、平成18年度から導入

されたというふうな事業でございまして、現在

各市町村で検証中というふうな状況でございま

す。ですから、これらいわゆる一般的なプログ

ラムということで新庄市は実施しておりますが、

任意事業として別途のプログラムを採用してい

る団体もございます。これからいろんな情報を

仕入れながら、効果的な介護予防、包括センタ

ーを中心に現在行っているという関係でござい

ますので、そういう意見をお聞きしながら今後

進めていきたいというふうに考えております。 
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  以上でございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

髙橋富美子委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） わかりました。それ以

上は余り言わないようにということですので、

別のに行きます。 

  成果146ページの４の施設介護サービス受給

者数、平成25年度３月末ということで、①とし

て介護老人福祉施設238人、前年比102.1％、②

として介護老人保健施設179人、112.6％という

ことで、私としては①が特別養護老人ホームか

なと思ったんですが、その特別養護老人ホーム

の待機者というのは24年度どうだったのでしょ

うか、対策もあったらお願いします。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

小野 享。 

髙橋富美子委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長

小野 享君。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 まず成果

表146ページの施設介護サービス受給者数の中

の介護老人福祉施設の対象でございますが、委

員御指摘のとおり養護老人ホームも含まれてお

ります。さらに、現在、認知症関係のグループ

ホーム、この施設もこの中に含まれております

ので、程度の高い方、介護度の高い方が特別養

護老人ホームに入っておられる方、要介護１、

２という方につきましては主に認知症のグルー

プホーム対象者かなというふうには類推してお

ります。 

  今、養護老人ホームの待機者の御質問をいた

だいておりますが、この前も御回答しておりま

すが、平成24年度当初の第５期の介護保険事業

計画を策定した段階におきまして見積もってお

りました待機者につきましては、おおむね100

名程度だろうということで考えております。あ

くまでも介護度が高く、自宅で介護を受けてい

る方という条件つきでございます。１年経過し

ているというふうな状況がございますので、大

体20名ぐらいふえているのではないかというふ

うな部分はございますが、おおむね100名前後

という形で待機者が現在いるのではないかとい

うふうな推計をしております。ということもご

ざいますので、新庄市の第５期の介護保険事業

計画におきましては24年度から26年度を計画期

間としておりますが、この中で特別養護老人ホ

ーム80床を計画していると、待機者の解消に向

けてはそういう計画を持っているということで

報告させていただきます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

髙橋富美子委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） ただいま特別養護老人

ホームを計画中ということでして、私も聞いて、

進むんだろうなと期待しているところなんです

けれども、なかなか進まないとも聞いておりま

すが、そういうことについては24年度あったか

どうか、進まないという話はあるか、ないか、

計画どおり進む状況なのか、お願いします。 

髙橋富美子委員長 佐藤委員に再度委員長よりお

願いします。先ほど来何度も注意しております

が、平成24年度決算の審査です。そのことをよ

く踏まえて質問の趣旨を明確にしてください。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

髙橋富美子委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 次に、先ほどの介護老

人保健施設の179人の状況についてなんですが、

低所得の世帯のために利用料を払えなくなって

いる世帯はあったかなかったか、お願いします。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

小野 享。 

髙橋富美子委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長

小野 享君。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 ただいま

介護老人保健施設ということで御質問いただい

ておりますが、基本的に介護老人福祉施設、い

わゆる特別養護老人ホーム、それから介護老人

保健施設、介護を中心とする施設でございます
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が、特定施設ということで、これらの施設に入

所されている方につきましては、収入が少ない

方については、例えば簡単に申しますと負担額

が４万円かかるところは３万円が免除されると

いいますか、減額されるという措置がございま

す。通常これらの施設に入所される方につきま

しては世帯分離を行いながらそちらの施設に入

所するという関係で、個人の所得で全て要件が

判定されるということになりますので、おおむ

ねこれらの施設を利用される方の８割程度はこ

の制度を利用されて、利用料の軽減が図られて

いるというふうな状況でございます。ですから

基本的には未納もしくは払えないというふうな

状況は我々のところにはお聞きしておりません

が、ただそれでもやはり払えないというふうな

状況の方はいらっしゃいます。ただしそういう

方につきましてもそれぞれ御相談を受けながら、

いろんな援助の形もありますし、福祉制度の総

体的な中で援助を行いながら入所を継続させる

というふうな取り組みをケアマネジャー通じて

施設の職員も通じながらやっているというふう

な現状でございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

髙橋富美子委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 大変貴重な話を聞かせ

ていただいたと思います。 

  次に、成果148ページ、ここに成果として小

規模多機能型居宅介護事業２カ所設置と書いて

あります。どのような施設で、特別養護老人ホ

ーム待機者などが活用できるのかできないのか、

お願いします。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 委員長、

小野 享。 

髙橋富美子委員長 成人福祉課長兼福祉事務所長

小野 享君。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 148ペー

ジの地域密着型サービスである小規模多機能型

居宅介護事業所というふうな表現になっており

ますが、基本的には今まで例えばデイサービス、

ショートステイ、それからホームヘルパー、そ

れぞれを個別の事業所で分けながら介護のサー

ビスを受けていた方が多かったわけです。事業

所それぞれに分けるというふうなケースがござ

いましたが、この小規模多機能型というふうな

表現になっておりますように１つの施設で、例

えば有料老人ホームが基本なんですが、その中

でデイサービス、ショートステイ、ホームヘル

プも受けられるという施設に、新しく平成17年

度からなんですが、採用されまして、現在国と

してはこの施設を重点的に整備しているという

状況でございます。ですから、新庄市としても

第５期の介護事業計画の中におきましてこの２

カ所を設置するというふうな計画を立てており

ましたので、今回設置させていただいたという

ことでございますが、今お話しのように、特別

養護老人ホーム、介護度４、５まで行きますと

なかなか小規模多機能型施設とは施設が違うと

いう形になりますので、先ほどの御質問にあっ

たような待機者の解消という部分ではちょっと

機能が違う、むしろ現行の介護を受けている方

の利便を高めるというふうな施設ということで

御理解いただきたいと思います。 

髙橋富美子委員長 ほかにございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子委員長 ほかに質疑なしと認めます。

よって、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第54号平成24年度新庄市介護保険事業特
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別会計歳入歳出決算の認定については、原案の

とおり認定することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子委員長 御異議がありますので、起立

採決いたします。 

  議案第54号については、原案のとおり認定す

ることに賛成の委員の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

髙橋富美子委員長 起立多数であります。よって、

議案第54号は原案のとおり認定すべきものと決

しました。 

 

 

議案第５５号平成２４年度新庄市

後期高齢者医療事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

 

 

髙橋富美子委員長 次に、議案第55号平成24年度

新庄市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決

算の認定についてを議題といたします。 

  本件について質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

髙橋富美子委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 成果の22ページの５に

後期高齢者保険料があります。ここでも引き上

げがありました。その結果として収入未済額が

合計186万円余りになっています。この未納者

の年金の状況はどのように見ておられるのか、

対策はどのように考えておられるんでしょうか。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

髙橋富美子委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 未納者の年金の状況というこ

とでございますけれども、その点については把

握してございません。 

  それから、未納者の方の分布という点ではそ

れぞれの軽減ごとの割合は把握できます。合計

49名の方でしたが、一般の方が19名、２割軽減

の方が７名、５割軽減の方が３名、8.5割軽減

の方が11名、９割軽減が９名ということでござ

いました。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

髙橋富美子委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） この後期高齢者保険料

の未納のことについて、山形県では差し押さえ

をやったように聞いております。40件とかお聞

きしたように覚えておりますが、わかっていれ

ばお願いしたいということと、当市では差し押

さえとかやったのかどうか、また短期証とか資

格証とか滞納者に対しての処分などがあったの

か、お願いしたいと思います。 

佐藤信行税務課長 委員長、佐藤信行。 

髙橋富美子委員長 税務課長佐藤信行君。 

佐藤信行税務課長 滞納者に対する差し押さえと

いうことでございますけれども、本市では行っ

ておりません。 

伊藤洋一健康課長 委員長、伊藤洋一。 

髙橋富美子委員長 健康課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一健康課長 短期・資格の交付ということ

でございますが、資格証明書は交付しておりま

せん。短期保険証については、直近の現在で言

いますと７月末現在で26名の方に短期保険証を

交付しております。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

髙橋富美子委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 差し押さえがなかった

ということで、ほっといたしました。県で40数

件あってという話で、払えない方々は月１万

5,000円以下の年金の方々だとお聞きしており

ます。そういう低い年金の方々が年金天引きさ

れずに普通に納付書で納めることになって、も

ともと少な過ぎるような年金ですので、やはり

払えないというふうになっているんだろうなと

想像するところであります。そういう意味で、

そういう方々に差し押さえをしないというのは

よかったなと思っていますし、資格証も発行し
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ないということで、続けていただきたいと思い

ます。できれば短期証についてもやめていただ

けないかななんて思うんですけれども、だめで

しょうか。 

伊藤洋一健康課長 委員長、伊藤洋一。 

髙橋富美子委員長 健康課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一健康課長 後期高齢者の医療保険につき

ましては、保険者は後期高齢者医療広域連合と

いうことになっております。しかしながら、短

期証の交付についてはこちらの意見を最大限認

めていただくような形になっておると思ってお

ります。しかしながら、改めて未納の方であり

ますので、その方の内容を精査しまして、26名

の方に短期証を交付しているという状況でござ

います。しかしながら、短期証といいましても

期間が短いだけで、保険給付を受ける分には全

然影響ありませんので、できれば未納を少しず

つ納めていただいて、一般の保険証になってい

ただくのがベストだと考えております。 

髙橋富美子委員長 ただいまから10分間休憩いた

します。 

 

    午後３時００分 休憩 

    午後３時１０分 開議 

 

髙橋富美子委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子委員長 ほかに質疑なしと認めます。

よって、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第55号平成24年度新庄市後期高齢者医療

事業特別会計歳入歳出決算の認定については、

原案のとおり認定することに御異議ありません

か。 

   （「異議あり」「異議なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子委員長 御異議がありますので起立採

決いたします。 

  議案第55号については、原案のとおり認定す

ることに賛成の委員の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

髙橋富美子委員長 起立多数であります。よって、

議案第55号は認定すべきものと決しました。 

 

 

議案第５６号平成２４年度新庄市

水道事業会計利益の処分及び決算

の認定について 

 

 

髙橋富美子委員長 次に、議案第56号平成24年度

新庄市水道事業会計利益の処分及び決算の認定

についてを議題といたします。 

  本件について質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

髙橋富美子委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 決算の10ページの２の

（１）現金預金についてです。 

  現金預金が13億4,726万4,401円となっており

ます。これを水道料金の引き下げなどに充てる

こともできるのではないかと私は思うんですが、

今後の見通しについてお聞かせいただきたいと

思います。 

髙橋 弘上下水道課長 委員長、髙橋 弘。 

髙橋富美子委員長 上下水道課長髙橋 弘君。 

髙橋 弘上下水道課長 この現金預金につきまし

ては、施設の整備等の資金として積み立ててき

た減価償却費等が主な経費でございます。した
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がいまして、それは施設整備等、またその施設

を建設するために借りました企業債償還、そう

いった経費に充てていきたいと考えております。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

髙橋富美子委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 決算の30ページから31

ページにかけて企業債が載ってあります。合計

で28億4,909万4,164円となっています。この利

息だけで１億円も払って、毎年というか、この

24年度は払っているようです。その利息節約の

ためということで、せめてまず４％以上のもの

の借りかえは、企業債償還ということで課長も

おっしゃっているようですし、借りかえ償還、

返すというか、そういうことで利息節約なども

考えれば、払って借りかえ、借りかえというん

でしょうか、それとも払うというか、企業債を

償還する、そういうのにも大いに充てて、利息

支払いなどを節約できたのではないかと思いま

すが、どうですか。 

髙橋 弘上下水道課長 委員長、髙橋 弘。 

髙橋富美子委員長 上下水道課長髙橋 弘君。 

髙橋 弘上下水道課長 これまで借りかえ制度、

いわゆる公的資金保証金免除繰り上げ制度とい

うのは金利５％以上でございました。当市水道

事業においても借りかえをやっております。そ

の借りかえ制度につきましては24年度で終了と

いうことになっておりますので、本市といたし

ましては25年度以降についてもこの保証金免除

等々の制度を加えた地方債制度の改善という要

望を県の市長会のほうに提案してございます。

また、県の市長会におきましては国等関係機関

のほうに要望したと聞いております。今後とも

あらゆる機会を捉えまして要望していきたいと

考えているところでございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

髙橋富美子委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） そのほか次に使える考

えとしては、施設整備のためと先ほど課長のほ

うからありました。そういう意味では、老朽管

の布設がえとよく言われますが、そういったと

ころにもっと積極的に充てて、安全安心の向上

に、そしてまた仕事を必要だと思っている業者

の皆さんに景気回復も含めて仕事をどんどんし

てもらうというふうな、私はいい考えだと思う

んです。それが税収としても入ってくるわけで

すし、布設がえに力を入れていただきたい、も

っと入れるべきではなかったかなと思うんです

が、どうでしょうか。 

髙橋 弘上下水道課長 委員長、髙橋 弘。 

髙橋富美子委員長 上下水道課長髙橋 弘君。 

髙橋 弘上下水道課長 当市水道事業におきまし

ては水道ビジョンというのを作成いたしており

ます。その中で、今後10年間、向こう10年間で

すが、老朽管の更新、配水池築造、監視制御シ

ステムの更新等々建設改良工事に約55億円の経

費がかかると試算しております。いずれにいた

しましても計画的に工事を進めてまいりたいと

考えているところでございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

髙橋富美子委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 大変いいことだと思い

ますし、市民に安全安心な水道をということで

頑張っていただきたいなと思う次第です。それ

につけても、55億円のお金を使うに当たって、

多分新庄市の水道会計だけではないと思うんで

す。今10億円しかないので、これでは全然足り

ないわけで、55億円のことをやるに当たっては

補助などがさまざま考えられるわけなんですが、

そういうことも含めてこの10億円の現金預金は

10年後にはどのようになる予定なのか、13億で

すね、13億の現金預金は見通しとしては、財政

的な見通しとしてはどのような状況を見通され

るのか、10年後ですね、お聞かせいただきたい

と思います。 

髙橋富美子委員長 佐藤委員に申し上げます。た

だいまの発言は決算審査の範囲を超えています
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ので、注意いたします。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

髙橋富美子委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 課長のお話もわかりま

した。決算、これをやるに当たってそういった

ところもぜひ今後考えていただきまして、市民

に、景気低迷、不況とかっていうことで経済的

に苦しんでいる市民が多いわけですので、少し

でも水道料引き下げあるいは基本料金などの市

民の節約なさっている方に引き下げというか、

そういうことも村山市でやったと聞いています

し、そういう形で市民を応援するような内容に

も考えていただきたいということで、質問を終

わります。 

髙橋富美子委員長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子委員長 ほかに質疑なしと認めます。

よって、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第56号平成24年度新庄市水道事業会計利

益の処分及び決算の認定については、原案のと

おり可決及び認定することに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

髙橋富美子委員長 御異議なしと認めます。よっ

て、議案第56号は原案のとおり可決及び認定す

べきものと決しました。 

 

 

閉      議 

 

 

髙橋富美子委員長 以上をもちまして、本決算特

別委員会に付託されました全ての案件について

の審査を終了いたしました。 

  ここで、決算特別委員長として御挨拶申し上

げます。 

  平成24年度決算の認定等９件の審査につきま

しては、ふなれな議事進行にもかかわらず、各

委員の活発な質疑のもとに審査を終了すること

ができました。委員の皆様、執行部の皆様の御

協力に感謝申し上げます。 

  執行部におかれましては、本委員会において

出された意見等につきましては十分精査されま

して、今後の市政運営、行財政運営、事務事業

の執行に最大限生かされるよう要望いたします。 

  それでは、これをもちまして決算特別委員会

を閉会いたします。 

  大変御苦労さまでした。 

 

     午後３時００分 閉議 

 

 

    決算特別委員会委員長 髙橋富美子 
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平成２５年１２月定例会会議録（第１号） 

 

 

平成２５年１２月６日 金曜日 午前１０時００分開会 

議 長 小 嶋 冨 弥     副議長 小 野 周 一 

 

 出 席 議 員（１８名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ２番   伊  藤     操  議員 

  ３番   髙  橋  富 美 子  議員     ４番   佐  藤  卓  也  議員 

  ５番   石  川  正  志  議員     ６番   佐  藤  義  一  議員 

  ７番   奥  山  省  三  議員     ８番   沼  澤  恵  一  議員 

  ９番   平  向  岩  雄  議員    １０番   小  野  周  一  議員 

 １１番   小  嶋  冨  弥  議員    １２番   清  水  清  秋  議員 

 １３番   小  関     淳  議員    １４番   遠  藤  敏  信  議員 

 １５番   新  田  道  尋  議員    １６番   下  山  准  一  議員 

 １７番   山  口  吉  靜  議員    １８番   森     儀  一  議員 

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 伊 藤 元 昭 

総 務 課 長 野 崎   勉  総 合 政 策 課 長 荒 川 正 一 

財 政 課 長 髙 橋 則 雄  税 務 課 長 佐 藤 信 行 

市 民 課 長 荒 澤 宏 二  成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 小 野   享 

子育て推進課長 
兼福祉事務所長 板 垣 秀 男  環 境 課 長 小 嶋 達 夫 

健 康 課 長 伊 藤 洋 一  農 林 課 長 齋 藤 彰 淑 

商 工 観 光 課 長 東海林   智  都 市 整 備 課 長 松 坂 聡 士 

上 下 水 道 課 長 髙 橋   弘  会 計 管 理 者   
兼 会 計 課 長 近 岡 晃 一 

教 育 委 員 長 山 村 明 德  教 育 長 武 田 一 夫 

教 育 次 長 
兼教育総務課長 柿 崎 憲 一  学 校 教 育 課 長 髙 橋 千 春 

社 会 教 育 課 長 森   隆 志  神 室 荘 長 伊 藤 忠 志 

監 査 委 員 髙 山 孝 治  監 査 委 員 
事 務 局 長 冨 樫 雄 二 
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選挙管理委員会 
委 員 長 矢 作 勝 彦  選挙管理委員会 

事 務 局 長 武 田 清 治 

農 業 委 員 会 
事 務 局 長 浅 沼 玲 子    

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 高 木   勉  総 務 主 査 三 原   恵 

主 査 川 又 秀 昭  主 事 八 鍬 貴 征 

 

議 事 日 程 （第１号） 

平成２５年１２月６日 金曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 会議録署名議員指名 

日程第 ２ 会期決定 

日程第 ３ 市長の行政報告 

日程第 ４ 議会案第８号新庄市議会基本条例の設定について 

日程第 ５ 議会案第９号新庄市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第 ６ 議案６３号財産の取得について 

 

（一括上程、提案説明、総括質疑） 

日程第 ７ 議案第６４号新庄市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の設定につ

いて 

日程第 ８ 議案第６５号新庄市公衆便所条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第 ９ 議案第６６号新庄市防災会議条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１０ 議案第６７号新庄市本合海児童センターの管理を行わせる指定管理者の指定について 

日程第１１ 議案、請願の各常任委員会付託 

 

   （一括上程、提案説明） 

日程第１２ 議案第６８号平成２５年度新庄市一般会計補正予算（第３号） 

日程第１３ 議案第６９号平成２５年度新庄市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第１４ 議案第７０号平成２５年度新庄市交通災害共済事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第１５ 議案第７１号平成２５年度新庄市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第１６ 議案第７２号平成２５年度新庄市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第１７ 議案第７３号平成２５年度新庄市営農飲雑用水事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第１８ 議案第７４号平成２５年度新庄市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第１９ 議案第７５号平成２５年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第２０ 議案第７６号平成２５年度新庄市水道事業会計補正予算（第２号） 
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本日の会議に付した事件 

 

議事日程（第１号）に同じ 
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開      会 

 

 

小嶋冨弥議長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名でございます。 

  なお、農業委員会会長星川 豊君より欠席届

が出されております。 

  それでは、これより平成25年12月新庄市議会

定例会を開会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程によって進めます。 

 

 

日程第１会議録署名議員指名 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第１会議録署名議員の指名を

行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定に

より、議長において伊藤 操君、山口吉靜君の

両名を指名いたします。 

 

 

日程第２会 期 決 定 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第２会期決定を議題といたし

ます。 

  議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長小関 淳君。 

   （小関 淳議会運営委員長登壇） 

小関 淳議会運営委員長 おはようございます。 

  それでは、議会運営委員会における協議の経

過と結果について御報告いたします。 

  去る11月29日午前10時から、議員協議会室に

おいて議会運営委員６名出席のもと、執行部か

ら副市長、関係課長並びに議会事務局職員の出

席を求め議会運営委員会を開催し、本日招集さ

れました平成25年12月定例会の運営について協

議をいたしたところであります。 

  初めに、執行部から招集日を含め、提出議案

等についての説明を受け、協議を行った結果、

会期につきましては、お手元に配付してありま

す平成25年12月定例会日程表のとおり、本日か

ら12月17日までの12日間に決定いたしました。

また、会期中の日程につきましても日程表のと

おり決定いたしましたので、よろしくお願い申

し上げます。 

  なお、このたび提出されます案件は、議案５

件、議会案２件、補正予算９件、請願１件の計

17件であります。 

  案件の取り扱いにつきましては、議会案２件

及び議案第63号につきまして提案説明をいただ

き、委員会への付託を省略して、本日の本会議

において審議をお願いいたします。議案第64号

から議案第67号までの議案４件につきましては、

本日の本会議に上程、提案説明の後、総括質疑

を受け、各常任委員会に付託し、審査をしてい

ただきます。補正予算９件につきましては、本

日は提案説明のみにとどめ、委員会への付託を

省略して12月17日最終日の本会議において審議

をお願いいたします。 

  次に、一般質問についてでありますが、今期

定例会の一般質問通告者は８名であります。よ

って、１日目４名、２日目４名に行っていただ

きます。なお、質問時間は、質問、答弁を含め

て１人50分以内といたします。質問者並びに答

弁者の御協力を特にお願いいたします。 

  以上、議会運営委員会における協議の経過と

結果について御報告といたします。 

小嶋冨弥議長 お諮りいたします。 

  今期定例会の会期は、ただいま議会運営委員

長から報告のありましたとおり、本日から12月

17日までの12日間にしたいと思います。これに
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御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

会期は12月６日から12月17日までの12日間と決

しました。 

 

 

平 成 ２ ５ 年 １ ２ 月 定 例 会 日 程 表 

 

会 期 月 日 曜 会 議 別 場 所 開議時間 摘      要 

第１日 12月６日 金 本 会 議 議 場 午前10時 

開会。行政報告。議会案（２件）の

上程、提案説明、質疑、討論、採

決。議案（１件）の上程、提案説

明、質疑、討論、採決。議案（４

件）の一括上程、提案説明、総括質

疑。議案、請願の常任委員会付託。

補正予算（９件）の一括上程、提案

説明。 

第２日 12月７日 土 
休       会  

第３日 12月８日 日 

第４日 12月９日 月 本 会 議 議 場 午前10時 

一般質問 

 伊藤 操、奥山省三、小関 淳、

髙橋富美子の各議員 

第５日 12月10日 火 本 会 議 議 場 午前10時 

一般質問 

 石川正志、佐藤悦子、沼澤恵一、

山口吉靜の各議員 

第６日 12月11日 水 常任委員会 

総 務 文 教 

（議員協議

会室） 

午前10時 付託議案の審査 

第７日 12月12日 木 常任委員会 

産 業 厚 生

（議員協議

会室） 

午前10時 付託議案の審査 

第８日 12月13日 金 休       会 本会議準備のため 

第９日 12月14日 土 
休       会  

第10日 12月15日 日 

第11日 12月16日 月 休       会 本会議準備のため 

第12日 12月17日 火 本 会 議 議 場 午前10時 

常任委員長報告、質疑、討論、採

決。補正予算（９件）の質疑、討

論、採決。 

 



- 6 - 

日程第３市長の行政報告 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第３市長の行政報告をお願い

いたします。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 おはようございます。 

  12月定例会、よろしくお願いいたします。雪

があす、あさって模様ですが、なるべく降らな

いでいただければなと思っております。 

  それでは、早速でありますが、行政報告をさ

せていただきます。 

  初めに、日新放課後児童クラブの開所につい

てであります。 

  日新学童保育所は、新庄東高等学校の旧東蜂

寮を改修し運営してまいりましたが、建物本体

の建築年が昭和47年と古く、老朽化も進んだこ

と、日新小学校から離れていることなどから、

移転先として旧県立新庄農業高等学校星芒寮の

土地と建物の一部を県から無償貸与いただき、

本年８月から改修工事を進めてまいりました。

改修工事は11月25日に完了し、施設の名称を日

新放課後児童クラブと改称し、12月２日に開所

式を行い、利用を開始したところであります。 

  新たな施設は耐震施設であり、また日新小学

校に隣接していることから、施設の安全性や児

童の通所時の安全確保を図ることができました。

また、保護者が安心して利用できる環境を整備

することに、子育てと仕事の両立に寄与するこ

とができたと考えております。 

  次に、市内企業とトヨタ自動車東日本との１

次下請契約締結について御報告いたします。 

  市では市内立地企業の支援や企業誘致につな

がる情報交換の場として、首都圏にある親会社

等の役員の方々を招いた首都圏情報交換会を開

催しております。11月中旬に開催しました情報

交換会の席上、株式会社マスコエンジニアリン

グの役員の方からトヨタ自動車東日本株式会社

の１次下請として東北400社の中から選ばれ、

10月に納入第１便の出発式を行ったという報告

を受けました。12月２日に知事より同社がトヨ

タ自動車東日本株式会社との１次下請契約締結

をした旨の正式発表がありました。 

  世界的な自動車メーカーであるトヨタグルー

プは、東北を中京圏、九州に次ぐ重要な生産拠

点と位置づけております。昨年７月には宮城県

大衡村に新会社のトヨタ自動車東日本が設立さ

れ、東北での部品調達率を高める方針が掲げら

れていたところですが、今般その１次下請契約

第１号に本市の企業がその技術力や経営力を高

く評価されて選ばれたものであります。 

  同社が納入するのは、ハイブリッドカーアク

アのオイルゲージに使用される金型プレス加工

により製造された部品で、今月から本格的な納

入が始まりました。また、今後の実績によって、

納入する部品の種類や取引金額がさらに拡大さ

れる可能性があると伺っております。 

  このように今後第４次振興計画の目標指標で

ある製造品出荷額の増加に寄与することが期待

されるほか、地域経済へのさまざまな波及効果

が見込まれるところでございますので、市とい

たしましてもできる限りの支援を行っていきた

いと考えております。 

  次に、台湾誘客プロモーション新庄・最上地

域訪問団による新北市新荘区訪問等について御

報告申し上げます。 

  11月７日から10日まで最上地域の３市町村長、

最上総合支庁長、観光事業者、行政担当者によ

る20名の訪問団を結成し、第35回記念新庄市民

号参加者とともに台湾を訪問いたしました。 

  新北市新荘区での昼食交流会では、新荘区長

を初め新北市幹部の方にも御出席を賜り、指人

形劇などの伝統芸能を披露していただくなど盛

大な歓迎を受け、総勢100名を超える方々がお

互いの理解を深め交流を図ることができました。 
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  また、台湾の旅行関係者を招いた観光説明会

及び商談会では24社35名の方に御参加いただき、

台湾語による地域紹介、ＤＶＤや資料に基づき

最上地域の魅力をアピールいたしました。 

  台湾の方にとっては最上地域はまだまだ知名

度の低い地域でありますが、インバウンド事業

の効果として、本年の上半期だけで市内の外国

人旅行者の宿泊数が68人あり、既に前年の実績

を上回っております。さらに、10月末の台湾か

らの県内空港へのチャーター運航便に伴い、市

内宿泊数が70人、立ち寄って市内で食事した方

が123人となっており、12月末にも台湾から30

人の食事予約が入っている状況であります。 

  また、今回の商談会により市内事業者へ台湾

旅行者の送迎依頼の予約が入ったとの話も聞い

ており、着実に成果を上げておりますので、今

後も情報発信に努め、インバウンド誘客に向け

最上地域一体となって取り組んでまいりたいと

考えております。 

  以上、行政報告とさせていただきます。 

 

 

議会案２件一括上程 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第４議会案第８号新庄市議会

基本条例の設定について及び日程第５議会案第

９号新庄市議会委員会条例の一部を改正する条

例の制定についての２件を一括議題といたしま

す。 

  本件に関し、提出者の説明を求めます。 

  議会改革特別委員長小関 淳君。 

   （小関 淳議会改革特別委員長登壇） 

小関 淳議会改革特別委員長 議会案第８号新庄

市議会基本条例の設定について御説明申し上げ

ます。 

  この議会基本条例は、議会及び議員の活動原

則など議会に関する基本的事項を定めるもので

ございます。 

  ここで議会提出に至るまでの経緯を申し上げ

ます。 

  まず、平成22年２月16日に、平向岩雄元議長

の要請を受けて設置された議会改革活性化検討

会の報告の中で、議会基本条例を制定すべきと

の報告がなされ、これを受け平成23年６月定例

会で委員８名から成る議会改革特別委員会が設

置されました。 

  本委員会は、現在まで延べ25回にわたり会議

を開いてまいりました。また、その間先進地で

ある酒田市への行政視察や３回にわたる議会改

革の議員研修会を実施するとともに条例案の作

成や条例制定に先立っての議会報告会開催など

を精力的に行ってまいりました。 

  また、条例素案作成後は市民説明会やパブリ

ックコメントを実施するなどしながら十分な議

論を行ってまいりました。今回提出いたしまし

た条例の内容は、これらの結果をもとに作成を

したものであります。 

  以上が議会案提出に至る経緯でございます。 

  次に、提案いたします条例の概要について御

説明申し上げます。 

  本条例案は、前文、本文25条、附則で構成さ

れております。 

  前文は、本条例制定の背景と趣旨をうたって

おります。 

  本文のうち特筆すべき主な点を申し上げます。 

  まず、第１条の目的について。市民とともに

歩む議会、市民に開かれた議会を目指すことに

より市民が安心して生活できる豊かなまちづく

りに貢献することを目的に掲げています。 

  第３条では議会の活動原則を、第４条では議

員の活動原則を規定しております。 

  第６条では、市民参加及び市民との連携につ

いて定めております。特に、第２項では全ての

会議を原則公開とすることにしております。 

  第７条では、議会報告会を行うことについて



- 8 - 

定めておりますが、別に定める実施要領におい

て年２回、３月と９月の各定例会の報告を行う

こととしております。 

  続いて、第８条では議員と市長との関係を規

定しておりますが、第３項で市長等に議員の質

問に対しての論点、争点を明確にするための反

問を認めております。 

  次に、第11条の議決事件ですが、基本構想が

地方自治法の議決事件より外れたことから、こ

の条例において基本構想を議会の議決事件とす

ることについて定めております。 

  第12条では、自由討議による合意形成を規定

し、議員相互の自由な討議により議論を尽くし

て合意形成に努めることを定めています。 

  また、第13条では議会としての合意形成を図

るための政策討論会を開催することとしていま

す。 

  次に、第15条ですが、議会の政務活動の状況

を年１回以上公表することを定めております。 

  次の第16条では、今後も議会改革を継続的に

推進していくため、推進委員会を設置する旨を

定めております。 

  第22条では議員定数について、23条では議員

報酬について規定しており、いずれも専門的知

見などを十分に活用しながら市政の現状及び課

題、並びに将来の予測及び展望を十分考慮した

ものであることを定めております。 

  第24条では、本条例に対する議会の最高規範

的位置づけを規定しております。 

  以上が本提出議案の概要であります。施行月

日は平成26年１月１日とするものであります。 

  続きまして、議会案第９号新庄市議会委員会

条例の一部を改正する条例の制定について御説

明申し上げます。 

  本案は、議会基本条例において全ての会議を

公開とすることから、委員会条例の傍聴の取り

扱いについて必要な改正を行うものでございま

す。 

  具体的には、これまでは委員長の許可を得た

者が傍聴することができることになっていたも

のを許可なく傍聴することができるように改正

するものでございます。施行月日は議会基本条

例の施行月日と合わせて平成26年１月１日とす

るものでございます。 

  最後に申し上げますが、分権と自治の時代に

おける地方議会は、それぞれの議会が自分たち

の議会をどういう議会にしていくか、またどう

いう議員であるべきかをしっかりと決めていか

なければ、市民の負託に応えていくことはでき

ないと考えます。それを明文化しまとめたもの

が、この議会基本条例案であります。 

  この条例案は、議会改革特別委員会の委員全

員が議論を戦わせつくり上げたものであります

が、この条例に魂を入れ、生きた条例にするた

めには、これから全議員の協力が必要となりま

す。議員の皆様におかれましては、議会基本条

例の制定に御賛同賜りますようお願い申し上げ

ますとともに、今後の議会がこの新しい条例の

もと、より開かれた議会、市民の負託に的確に

応える議会となることを期待しつつ提案説明と

させていただきます。 

  以上、よろしくお願い申し上げます。 

小嶋冨弥議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議会案第８号新庄

市議会基本条例の設定について及び議会案第９

号新庄市議会委員会条例の一部を改正する条例

の制定については、会議規則第37条第２項の規

定により委員会付託を省略したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第８号及び第９号は委員会付託を省略す

ることに決しました。 

  これより質疑に入ります。 

  初めに、議会案第８号新庄市議会基本条例の

設定について質疑ありませんか。 
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１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） ３点について質問いた

します。 

  まず１点目は、まずこの議会の活動の原則に、

執行部をチェックするという議会の重要な役割

が入っておりません。これは議会の二元代表制

ということを考えても重要なことだと考えます。

その意味で、執行部をチェックするという内容

の文言をはっきりと明記すべきではないかと思

うのですがどうかという点です。 

  ２つ目は、会派というところに、会派に属し

ない議員を議会活動として合意形成に努める会

議に参加させない内容となっているという点で

す。これは、多様な市民の意見を的確に把握し、

市政に反映させるための運営に努めるというこ

の条例の趣旨にもむしろ反する内容が盛り込ま

れていると思いますが、その点についてどう考

えておられるかお聞きします。 

  ３点目は反問権を認める内容になっていると

いうことです。反問権を認めるということは、

議員の議会での発言を委縮させることを狙って

いるのではないかと私は考えますが、どう考え

て、あるいは議論されたのか。お願いします。 

小関 淳議会改革特別委員長 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 議会改革特別委員長小関 淳君。 

小関 淳議会改革特別委員長 佐藤議員の質問に

お答えしたいと思います。 

  今まで議員懇談会等々で何度も説明をしてま

いりました。議会は執行部に対するチェック機

能であるからそういう文言を入れてはどうかと

いうことですが、それについては皆さんおわか

りだと思いますが、この前文、あとは１から25

条まで全てをよく読んでいただければ、このチ

ェック機能としてどういう責任を議会が果たし

ていくのかということが盛り込まれています。

そういうことでチェック機能については、あえ

てというわけではありませんが、文言にする必

要はなかったかと。そういうことであります。 

  会派につきましても、いろいろ議論がありま

したが、前と同じ答えでございます。 

  反問についてですが、議員の質問が委縮する

ということでありますが、そういうことは想定

しておりません。明確な答弁をいただくために、

論点等をはっきりさせていく。そういう意味で

の反問でございます。御理解をよろしくお願い

いたします。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 最初のチェック機能と

いう文言については、前文及び本文に内容が盛

り込まれているとおっしゃっていますが、私が

何度読んでもその文章は出ておりません。 

  また、２つ目の会派に属しない議員の扱いに

ついてですが、前と同じという答えでは答えに

なっていないように思います。 

  この条例をつくる理由は、多様な市民の意見

を的確に把握して市政に反映させるための運営

に努める。これは私は正しいことだと思います。

そのためにも、市民の代表として選ばれた議員、

政策が一致した人がいないから一人議員であっ

たりするわけです。２人以上でなければ会派と

して認めないという今の状態であるので、２人

以上の会派でない議員、たった１人でいる議員、

今であれば現在２人おりますが、それぞれ考え

方、政策が違いますから一人議員です。その意

見を合意形成の場の会議に入れないというのは、

少数切り捨てではないのか。どう考えるのか、

答えてください。 

  また、そういう反問については、議員の発言

を委縮させることにつながるのではないかとい

うことに対して、そういうことは想定していな

い。明確な答弁を求めるための反問なんだと言

っておりますが、きのう村山市議会で市長が反

問権を使いました。どういう内容だったかとい

いますと、質問は集中改革プランについて前市
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長がそれに沿ってちゃんとやってきたと思うと。

新しい市長はそれを変えていくんだというが、

どこが悪いと考えているのか聞いたそうです。

それに対して市長は、反問してよいかと言いな

がら、今までのプランのどこがよかったのか。

このように反問してきたそうです。これは、判

断が難しいと思います。議長にとっては。それ

には議員としては、どのような反問が来るかわ

からないで質問しておりますから、準備してい

ないかもしれません。答えられなかったそうで

す。そのまま次に市長は第２の反問をしてきた

そうです。そのまま議長はとめることもできず、

その議員は質問時間が終わってしまったわけで

す。その後に議会運営委員会が開かれたそうで

す。あの反問はよかったのかとか、どういうふ

うに対するかという話し合いがされたそうです。 

  でも、議員は委縮したまま発言は終わってし

まったんです。市長は答えないまま、答えたく

ない、あるいは答えがなかったのかもしれない。

答えられなかったのかもしれません。だから反

問を使ったんだと思います。 

  答えたくない、答えられないときに反問権を

使えば、めちゃくちゃになって議論にならない

んです。議論が進まなくなるんです。言い合い

だけで終わってしまうんです。二元代表制とし

ての議員が、市長にチェックするためにあるこ

の議会が反問を認めたら、チェックができなく

なる。言い合いで終わってしまう。議員は委縮

してしまう。そういうことをもたらしてしまう。

私は、きのうの村山市議会の様子を聞いて改め

て思いました。反問権を認めてはならない。想

定していないとおっしゃいましたが、実際に起

きております。どう考えますか。 

小関 淳議会改革特別委員長 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 議会改革特別委員長小関 淳君。 

小関 淳議会改革特別委員長 そうですね。会派

ということについては、切り捨てではないかと

いうことですが、そういう見方もあるかと思い

ます。 

  しかし、現状として議会改革を現在進めてい

るわけでございます。基本条例制定後も不断の

努力を重ねながら議会改革を推進していくこと

も明文化されております。今この基本条例の制

定を土台として、会派についてもいろいろなこ

とも改革を進めていく。そのプロセスの中での

基本条例制定であるということを理解いただけ

ればと思います。 

  反問についてですが、村山市議会の市長の反

問について今おっしゃっていたわけですけれど

も、ここは新庄市議会であります。新庄市議会

の中で、執行部と議会が緊張感を持って進めて

いく。市民のための、市民の福祉向上のために

議会を進めていく。そういうことを込めて文章

にしているわけでございます。新庄市議会の誇

りを持って、村山市議会とは違うということを

頭に胸に置きながら最高の議会を目指していき

たいと考えておりますので、その辺も御理解い

ただきたいと思います。議員が委縮するという

ことはないと信じております。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 最後の反問についてな

んですが、市長に対してはほとんど一般質問な

どの場合は、こちらからどういう質問をするか

ということは文書にして提出するわけです。で

すから、十分に執行部は準備すると思うんです。

それに対して反問を認めるならば、反問する執

行部からも議員に対して、私は例えば市長の立

場でこういう質問をしたいと思っていますがと

いうふうに、形で明文にして反問を出すように

させることも私は必要ではないかなという気が

するんです。そういうことを質問の趣旨を提出

することを義務づけるべきではないかなと思う

んです。反問ということを本当に認めるのであ

れば。 

  また、反問についてのやりとりにかかった時
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間、回数というのは、議員の時間が削られるわ

けです。それを保障するために持ち時間を延長

する必要があると思うんです。反問を使ってや

る場合は。そういう意味では、反問が出たら休

憩時間に、休憩をとってその反問についてやっ

ぱりやりとり、時間をちゃんと保障すると、そ

ういったことも私は必要でないかなと思うんで

す。そうでないと、例えば一般質問50分、それ

が予定した質問ができないまま反問でそれが終

わってしまうことも十分考えられます。終わっ

てしまってから議会運営委員会が開かれても議

員の大切な時間はもう戻せないんです。 

  市民の声を議会に届ける。これが議員の役目

ですから、その時間が保障されるようにそうい

う運営ができるのか。反問が出たら直ちに休憩、

こういうことができるのか、お聞きします。 

小関 淳議会改革特別委員長 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 議会改革特別委員長小関 淳君。 

小関 淳議会改革特別委員長 反問についてです

けれども、時間がということですが、それにつ

いては基本条例の案の内容とはまた別に会議規

則、申し合わせ事項、そういうもので決めてい

くものであると思います。基本条例というのは、

国でいえば憲法、議会でいえばその憲法のよう

なものだと御理解いただければと思います。こ

れを土台にして議会を改革していく、さらに改

革していくと、その土台なのだということを御

理解いただいて御納得いただければと思います。 

小嶋冨弥議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 ほかになしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

   （「あります」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 佐藤議員、賛成ですか、反対です

か。 

   （「反対です」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論の発言を許可します。 

  原案に反対として佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 12月議会議会案第８号

新庄市議会基本条例の設定について、反対討論

を行います。 

  反対の理由は３点です。 

  第１は、議会の活動の原則に市長等の事務の

執行について、監視し評価する責任を認識して

活動する。例えばこういう文言が抜けていると

いうことです。条例案の中に、二元代表制にお

ける議会の機能を十分に発揮させるということ

が書いてありましたけれども、私は、その立場

に立つからこそ、その立場をはっきりさせるた

めにも、執行部をチェックするという議会の重

要な役割ははっきりと明文化させる必要がある

と考えております。それが抜けております。 

  第２に、会派に属しない議員を議会活動とし

て合意形成に努める会議に参加させない内容と

なっているということです。条例案の中に、多

様な市民の意見を的確に把握し市政に反映させ

るための運営に努めるということが載っており

ますが、こういう議会の活動原則に反する内容

が含まれている点です。現在は会派に属しない

議員は２名です。４名になったこともあったり、

１名だったりしております。政策で同一理念を

共有していない場合は、２人以上で会派と認め

ているという今の状況の中では、会派と名乗れ

ません。私のように選挙で日本共産党とはっき

り党派を述べて当選した議員が、会派として認

められない。そういう議会になっています。１

人であっても党派であり、会派であり、市民の

声を代表した議員です。この条例案は、市民の

多様な意見を市政に反映させるために選ばれた

議員を少数だからという理由で切り捨てる内容

となっています。 

  ３つ目は、この条例案では執行部に議員の質

問に対して論点及び争点を明確にするための反

問をすることができるとしておりますが、これ

は問題です。ここであえて反問という異質な言
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葉をなぜ使うのか理解できません。反問などと

いう言葉は使う必要も入れる必要もないという

ことです。今までも執行部が議員の質問の意味

がわからないとき、理解できないときはこうい

う意味の質問かと思いますがと断りながら返し

てきました。これでどうして悪いのか。この返

してきたことは、反問というものではありませ

ん。今まで執行部が議員に反問することは禁止

されてまいりました。           

             執行部の膨大な情

報を持っていることに比べて一市民代表である

議員の持つ情報量は少ない。反問権を認めたら、

議員は質問を委縮させられてしまうから。  

         。 

  この条例案では、市長などがこれ以外の趣旨

の反問を行ったと議長が判断した場合、議会運

営委員会で協議するとありますが、直ちにを入

れない限り、質問を委縮させられた議員の質問

が終わった後では議会運営委員会を開いても何

の効果もありません。反問権を認めることは、

議員の議会での発言を委縮させることにつなが

ってしまいます。現にきのう村山市議会で反問

権が行使されて、議員はそれに答えることがで

きないまま、準備もできませんでしたから終わ

っています。このような議会運営になっていい

のか。私はその点を考えたときに、基本条例、

これは今決めないで十分に練って、全員一致し

た基本条例になるようにすべきだと思います。 

  反対討論を終わります。 

小嶋冨弥議長 ほかに討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 ほかに討論なしと認めます。よっ

て、討論を終結し、直ちに採決したいと思いま

す。 

  議会案第８号新庄市議会基本条例の設定につ

いては、反対討論がありましたので、起立採決

いたします。 

  議会案第８号について、原案のとおりに決す

ることに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

小嶋冨弥議長 起立多数であります。よって、議

会案第８号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議会案第９号新庄市議会委員会条例の

一部を改正する条例の制定について質疑ありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 質疑なしと認めます。 

  ただいまのところ討論の通告はありません。

討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議会案第９号新庄市議会委員会条例の一部を

改正する条例の制定については、原案のとおり

決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第９号は原案のとおり可決されました。 

  以上をもちまして、平成23年６月定例会で設

置されました議会改革特別委員会の調査を全て

終了したいと思います。これに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議会改革特別委員会の調査は全て終了しました

ので、特別委員会は消滅することになります。

小関委員長を初め委員の皆様には大変長い間、

御苦労さまでした。 

 

 

日程第６議案第６３号財産の取得

について 
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小嶋冨弥議長 日程第６議案第63号財産の取得に

ついてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第63号財産の取得

について御説明申し上げます。 

  中小企業基盤整備機構が行う新庄中核工業団

地の産業用地の造成、管理、譲渡業務について、

中小企業基盤整備機構法の規定により平成26年

３月31日で終了することとなっていることから、

同機構から新庄中核工業団地の未分譲地につい

て一括して譲渡したいとの申し入れがありまし

た。 

  市としては、企業誘致を積極的に推進し、市

の産業振興や雇用拡大に寄与するため一括購入

するものとし、議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定

により議決を求めるものであります。 

  取得する土地は、新庄中核工業団地の未分譲

地21万2172.51平方メートルで、新庄市大字福

田字福田山711番20ほか16筆であります。取得

価格は２億800万円でございます。契約の相手

方は、独立行政法人中小企業基盤整備機構理事

長高田坦史氏であります。 

  以上、御審議をいただき御決定くださるよう

お願い申し上げます。 

小嶋冨弥議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議案第63号財産の

取得については、会議規則第37条第３項の規定

により委員会付託を省略したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第63号は、委員会付託を省略することに決

しました。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 売れ残った土地なわけ

です。これから買おうとしている土地というの

は。そういう意味でこれからも売れ残る可能性

のある土地かもしれないという心配があると思

うんです。塩漬けの土地という形で行政が持つ

土地が売ることもできないまま市の何というん

でしょうか、無駄なものになってしまっている

という話を聞いたことがあります。そういう意

味で、そうなっては困るなと思うんです。それ

で、売れ残った土地が出た場合、どのように考

えていったらいいと考えているのか、その展望

をお願いします。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 御質問にお答えさせて

いただきます。 

  まず、表現として売れ残った土地ということ

ではございますけれども、まだ分譲が進んでい

る途中でございますので、その過程の中でまだ

全部が完売したというわけではないという状態

から未分譲地が残っているということでござい

ます。 

  また、売れ残ったらどうするかということで

はございますけれども、ただいま最近分譲が大

変進んでおります。この１年で６社ほどが進出

していただいておりますし、また引き合いがあ

る土地が大変参っている状況でございます。売

れ残るということを想定するのではなく、全て

売ると、分譲して工場を配置するという決意で

この土地を購入したいと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） そのつもりで頑張って

いただきたいと思います。しかし、それでも売
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れ残る可能性があるとも感じるわけなんです。

そういったとき、もし売り切る年数というか、

何年ぐらいでやる気なのか、あるいは売れ残っ

たと判断できるかもしれないのは何年ぐらいと

見ているのか。そういう予想があったらお願い

します。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 何年という年限を示し

てほしいということではございますが、これは

いろいろな努力をしてなるべく早く分譲したい

という気持ちでございますので、確実に何年と

いう年限を示すことは難しいと考えております。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 私としては、全部売れ

て工場になって市民の働く場になっていただき

たいと本当に思っております。同じ気持ちです。

しかし、それでも売れないかもしれない。今の

世界的な不景気、日本の不景気、消費税増税、

ＴＰＰ、こういった経済環境を考えたときに、

売れなかったらどうするというのはやっぱりあ

るような気がするんです。そういうときは、私

は再生可能エネルギーを市民とともに立ち上げ

ると、こういう立場で使うことも考えてはいい

のではないかなと思うのですが、どうでしょう

か。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 あらゆる手段を尽くし

まして分譲を開始していきたいと思っておりま

すので、その点は御理解いただきたいと思いま

す。 

  再生可能エネルギーということですが、その

会社がそういう会社であれば、いわゆる土地を

買っていただいて操業開始していただくのであ

れば、再生可能エネルギーだからというそうい

った限定をするわけではございません。工場を

建設していただいて、雇用していただけるので

あれば、ほかに迷惑、環境等の問題等が発生し

ないのであれば、分譲は可能かと考えておりま

す。 

小嶋冨弥議長 ほかにありませんか。 

１２番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

小嶋冨弥議長 清水清秋君。 

１２番（清水清秋議員） 私からちょっと確認の

意味もありますので、お聞きしたいと思います。 

  この取得価格２億800万円、この価格に至っ

た要因というか、これはどういうことを鑑みて

こういう価格がつくのは。この前の議運でも当

初の相手方との交渉というか、話し合いより

2,100万円ほど減少されたという話も聞きまし

たが、この価格の設定された内容をちょっとお

聞かせいただきたいと。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 価格の設定につきまし

ては、機構で国土交通省が定めております開発

法という評価に基づきまして価格が決定されて

おります。 

  議員がおっしゃいました２億2,900万円とい

う価格につきましては、当初８月に全員協議会

を開催しまして御説明したときの価格かと思い

ます。８月の時点では10区画残っておりまして、

２億2,900万円ということで御説明いたしまし

たが、その後９月に入りまして、１区画を分譲

することができました。要するに、10区画から

１区画減りまして９画となりまして、その１区

画分が除かれまして、今提示されているのが２

億800万円という価格でございます。 

１２番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

小嶋冨弥議長 清水清秋君。 

１２番（清水清秋議員） 我々、当市だけでなく

て県内では米沢の八幡原というところもこのよ

うな状況で行われていると聞いておりますが、

この議案は財産の取得に関してでありますが、
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分譲規定とかこれから譲渡する、そういう分譲

の今までの規定とかそういうものが変わるのか

変わらないのか、その辺まず、それだけちょっ

と。内容はともかくとして今までのままでの分

譲、産業振興を図るという企業誘致のためだけ

の物事と捉えていいのか、その辺を聞かせてい

ただきたい。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 これまでは土地の所有

者はその機構でございますけれども、現実的に

は新庄市も積極的に企業誘致にかかわって、む

しろ市のほうが積極的に分譲のための企業誘致

を行ってきたという状況がございます。 

  今度は、確かに新庄市のものになりますと、

それ一層の企業誘致の努力をするわけでござい

まして、これまでと内容的には同じ、むしろも

っと積極的に行うということでございます。 

小嶋冨弥議長 ほかにありませんか。。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 ほかになしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第63号財産の取得については、原案のと

おりに決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第63号は原案のとおり可決されました。 

  ただいまから10分間休憩いたします。 

 

     午前１１時００分 休憩 

     午前１１時１０分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

議案４件一括上程 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第７議案第64号新庄市一般職

の職員の給与に関する条例等の一部を改正する

条例の設定についてから日程第10議案第67号新

庄市本合海児童センターの管理を行わせる指定

管理者の指定についてまでの４件を会議規則第

35条の規定により一括議題にいたしたいと思い

ます。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第64号新庄市一般職の職員の給与に関する

条例等の一部を改正する条例の設定についてか

ら議案第67号新庄市本合海児童センターの管理

を行わせる指定管理者の指定についてまでの４

件を一括議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第64号新庄市一般

職の職員の給与に関する条例等の一部を改正す

る条例の設定について御説明をさせていただき

ます。 

  本案は、本市一般職及び企業職の職員の手当

に関する改正について提案するものであります。 

  具体的には、大規模災害からの復興に関する

法律に規定する災害派遣手当の支給について必

要な改正を行うものであります。同法は、東日

本大震災を踏まえ、大規模な災害からの復興に

向けた取り組みの推進を図り、住民が安心して

豊かな生活を営むことができる地域社会の実現
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に寄与することを目的に平成25年６月交付され

たものであります。 

  現在、災害復旧事業などのため自治体が他の

自治体などから職員の派遣を受けた場合に、災

害派遣手当を支給することはできますが、今回

の改正により、その後の復興計画の策定など復

興事業を目的として職員の派遣を受けた場合に

も当該手当を支給することができるようになり

ます。なお、あわせて条項の整備を行うもので

あります。 

  次に、議案第65号新庄市公衆便所条例の一部

を改正する条例の制定について御説明申し上げ

ます。 

  本案は、旧八向運動広場に新たな公衆便所を

設置するため必要な改正を行うものであります。 

  現在、旧八向運動広場については、小中学生

や高校生のスポ少や部活動の練習場として、ま

た地域住民の交流の場として広く利用されてお

りますが、便所が未整備であったため利用者の

方々には御不便をおかけしておりました。 

  このため、施設利用者及び地域住民の利便性

を図るため旧八向運動広場内に新たに公衆便所

を設置しようとするものであります。 

  次に、議案第66号新庄市防災会議条例の一部

を改正する条例の制定について御説明申し上げ

ます。 

  本案は、災害対策基本法の一部が改正された

ことに伴い、地方防災会議の役割及び組織の見

直しを図るため必要な改正を行うものでありま

す。 

  改正内容につきましては、防災に関する重要

事項の諮問機関としての機能を新たに追加し、

また地域防災計画にさまざまな意見を反映でき

るように、委員の要件として新たに自主防災組

織を構成する者または学識経験のある者を追加

し、改正するものであります。あわせて文言の

整備を行うものであります。 

  次に、議案第67号新庄市本合海児童センター

の管理を行わせる指定管理者の指定について御

説明申し上げます。 

  本合海児童センターは、平成19年より指定管

理者による管理を開始し、平成21年に指定管理

者の再指定を行い運営をしてまいりましたが、

平成26年３月31日で指定期間が満了することに

伴い、引き続き指定管理者に管理させるために

指定するものであります。 

  本合海児童センターは、地域との連携を図り、

地域に密着した特色ある施設運営を行っており、

保護者からも高い評価をいただいていることか

ら、指定管理者の候補選定に当たっては、公募

によらず地元で組織した管理委員会を指定管理

者として引き続き指定いたしたく御提案申し上

げます。指定管理者となる団体は、本合海児童

センター管理委員会委員長木村賢一氏、指定期

間は平成26年４月１日から平成31年３月31日ま

での５年間とするものであります。 

  以上、御審議の上、御決定くださるようお願

い申し上げます。。 

小嶋冨弥議長 それでは、これよりただいま説明

のありました議案４件について総括質疑を行い

ます。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

総括質疑を終結いたします。 

 

 

日程第１１議案、請願の各常任委

員会付託 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第11議案、請願の各常任委員

会付託を行います。 

議案の委員会付託につきましては、お手元に

配付しております付託案件表により、それぞれ

の所管の委員会に付託したいと思いますので、

よろしくお願いいたします。
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平 成 ２ ５ 年 １ ２ 月定 例 会 付 託 案 件表 

 

付 託 委 員 会 名 件                名 

総 務 文 教 常 任 委 員 会 

   議案（１件） 

   請願（１件） 

○議案第６４号新庄市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を

改正する条例の設定について 

○請願第６号新聞の軽減税率に関する請願書 

産 業 厚 生 常 任 委 員 会 

議案（３件） 

○議案第６５号新庄市公衆便所条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

○議案第６６号新庄市防災会議条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

○議案第６７号新庄市本合海児童センターの管理を行わせる指定管

理者の指定について 

 

 

議案９件一括上程 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第12議案第68号平成25年度新

庄市一般会計補正予算（第３号）から日程第20

議案第76号平成25年度新庄市水道事業会計補正

予算（第２号）についてまでの補正予算９件に

つきましては、会議規則第35条の規定により一

括議題にしたいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第68号平成25年度新庄市一般会計補正予算

（第３号）から議案第76号平成25年度新庄市水

道事業会計補正予算（第２号）についてまでの

補正予算９件を一括議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第68号から議案第

76号までの平成25年度新庄市一般会計、特別会

計及び水道事業会計補正予算について御説明申

し上げます。 

  予算書１ページ、議案第68号一般会計補正予

算は、歳入歳出それぞれ６億2,674万円を追加

し、補正後の総額を160億3,020万6,000円とす

るものであります。 

  10ページからの歳入についてでありますが、

14款国庫支出金に萩野地区小中一貫教育校建設

に係る公立学校施設整備負担金と学校施設環境

改善交付金の増額分を計上し、これに伴った市

債の減額を21款に計上しております。また、中

核工業団地に進出する企業への融資財源として

21款市債に地域総合整備資金貸付事業債を計上

しておりますが、今年度の市債の発行総額を抑

制するために他事業の交付税措置のない市債を

減額し、その部分に地域の元気臨時交付金を充

当させる補正を計上しております。 

  次に、歳出予算の主な補正内容について御説

明申し上げます。 

  15ページ、３款民生費についてでありますが、

障害者自立支援給付費や生活保護費において、

対象者の増加などにより扶助費を中心に増額す

るものであります。 
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  次に、20ページの７款商工費については、中

核工業団地に進出する企業への融資として産業

立地促進資金融資制度貸付金と地域総合整備資

金貸付金を計上しております。 

  また、24ページの10款教育費においては、企

業２社より御寄附いただきました寄附金をもと

に、学校施設等への備品購入に係る経費を盛り

込むとともに、電気料の値上げや燃料費の高騰

に伴う学校や社会教育施設の燃料費、光熱水費

の増額を盛り込んでおります。 

  以上、一般会計に続きまして29ページからの

特別会計でありますが、議案第69号国民健康保

険事業特別会計補正予算から議案第76号水道事

業会計補正予算までにつきましても、それぞれ

必要な所要額を補正するものであります。 

  私からの説明は以上でありますが、各会計の

詳細につきましては、財政課長及び上下水道課

長から説明させますので、御審議の上、御決定

賜りますようお願いいたします。 

小嶋冨弥議長 財政課長髙橋則雄君。 

   （髙橋則雄財政課長登壇） 

髙橋則雄財政課長 それでは、初めに議案第68号

一般会計補正予算（第３号）につきまして御説

明申し上げます。 

  １ページをお開きください。 

  一般会計補正予算は、歳入歳出それぞれ６億

2,674万円を追加し、補正後の総額は160億

3,020万6,000円となります。 

  各款、各項の補正予算額並びに補正後の額に

つきましては、２ページからの第１表、歳入歳

出予算補正で御確認いただきたいと思います。 

  次に、５ページの第２表債務負担行為でござ

いますが、このたびの議会に上程いたしました

財産の取得に係る中核工業団地の未分譲用地の

取得経費２億1,372万2,000円について、平成25

年度から30年度までの期間で債務負担行為を追

加するものでございます。 

  次に、６ページの第３表の地方債補正でござ

いますが、中核工業団地に進出する企業への融

資財源となる地域総合整備資金貸付債の追加と

起債対象事業の見直しに伴う県営土地改良事業

債の増額、国交付金に係る地方道路等整備事業

債と流雪溝整備事業債の減額、また国庫補助金

等の増額に伴う小中一貫教育校建設事業債の減

額を行うとともに、今年度の市債発行総額を抑

制するために地方交付税措置の見込めない７本

について減額を行うものでございます。 

  次に、10ページからの歳入につきまして御説

明いたします。 

  初めに、14款国庫支出金につきましては、ま

ず１項１目民生費国庫負担金におきまして、障

害者自立支援給付の拡充による負担金を増額す

るとともに、生活保護費の増加に伴う負担金を

増額しております。 

  また、１項２目教育費国庫負担金並びに２項

５目教育費国庫補助金につきましては、小中一

貫教育校建設事業における実勢単価を考慮した

補助単価のかさ上げによる増額補正を組み込ん

でおります。 

  また、２項４目土木費国庫補助金につきまし

ては、国の社会資本整備総合交付金の減額措置

を行うとともに、２項６目総務費国庫補助金に

地域の元気臨時交付金9,959万5,000円を新たに

盛り込んでおります。 

  15款県支出金につきましても、社会福祉費の

増額を中心とした民生費に対する負担金の増額

や、緊急雇用創出事業臨時特例基金事業、緊急

県産稲わら確保対策事業などの歳出面における

増額補正に対応した増額を図るものでございま

す。 

  次に、12ページ中段の財政調整基金繰入金で

ございますが、小中一貫教育校建設事業におけ

る補助単価のかさ上げによる国庫支出金の増額

に伴って一般財源が減額となったことにより、

当初予算で一般財源部分に充当しておりました

財政調整基金繰入金を減額とするものでござい
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ます。 

  次に、20款諸収入につきましては、産業立地

促進資金融資制度貸付金元金収入6,666万6,000

円のほか、最上広域からの24年度分分担金の精

算による返戻金など、雑入に3,868万5,000円を

盛り込んでおります。 

  続きまして、14ページからの歳出につきまし

て御説明します。 

  主な補正といたしましては、まず16ページの

３款民生費でございますが、歳入のところでも

述べましたように、１項４目障害者自立支援費

におきまして、国、県支出金を用いながら障害

者自立支援給付事業費の伸びに対応する補正を

組んでおります。 

  また、２項児童福祉費につきましては、１目

児童福祉総務費におきまして、子ども・子育て

支援の新制度に伴うシステム改修に係る経費を

盛り込み、17ページの３項生活保護費におきま

しては、対象者の増加に対応した扶助費の増加

を盛り込んでおります。 

  18ページの４款衛生費１項７目斎場費におき

ましては、災害等の緊急時に対応した斎場への

非常用発電機の設置に係る経費を盛り込んでお

ります。 

  次に、19ページからの６款農林水産業費１項

４目畜産業費におきましては、緊急県産稲わら

確保対策に係る経費を新たに盛り込んだほか、

５目農地費に県の堤沢ため池等整備事業に対す

る負担金の増額補正を盛り込んでおります。 

  また、20ページからの７款商工費につきまし

ては、１項商工費において県の緊急雇用創出事

業臨時特例基金事業費補助金を活用した事業の

展開を図るほか、中核工業団地に進出する企業

へ対する産業立地促進資金融資制度貸付と地域

総合整備資金貸付に係る経費を盛り込んでおり

ます。 

  次に、21ページからの８款土木費でございま

すが、まず２項３目道路新設改良費におきまし

ては、歳入でも触れましたが、国の社会資本整

備総合交付金を活用した泉田二枚橋線などの道

路整備事業について交付金の内示などを踏まえ

て減額補正とするとともに、23ページの６項２

目雪総合対策費におきまして、沖の町・中山町

地区流雪溝整備事業でも減額補正を計上してお

ります。 

  また、６項１目除排雪費につきましては、当

初予算で組んでおりました除排雪車借上料につ

いて、さきの記録的な大雪の始末のために、４

月に支出せざるを得なかった経費に相当する分

を補塡する予算として計上したものでございま

す。 

  最後に、24ページからの10款教育費１項１目

事務局費におきましては、市内に立地する企業

及びその本社から御寄附をいただいた寄附金を

もとに、学校等の施設に備品購入費としてプロ

ジェクター、タブレットを整備する経費を盛り

込んでおります。 

  また、２項小学校費から４項社会教育費にか

けましては、電気料の値上げや石油燃料等の高

等に伴い、学校や社会教育施設の全般にわたり

燃料費や光熱費の増額を盛り込んでおります。 

  以上で一般会計を終わりまして、29ページか

らの特別会計に入らせていただきます。 

  まず初めに、議案第69号国民健康保険事業特

別会計補正予算（第２号）でございますが、歳

入歳出それぞれ7,067万3,000円を追加し、補正

後の予算総額を42億5,029万3,000円とするもの

でございます。 

  33ページをごらんいただきたいと思います。 

  歳入は、前期高齢者交付金と前年度繰越金の

増額でありまして、主な歳出は、34ページの２

款保険給付費におきまして一般被保険者療養給

付費と一般被保険者高額療養費の増額を図るも

のでございます。 

  次に、37ページをお開きください。 

  議案第70号交通災害共済事業特別会計補正予
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算（第１号）でございますが、歳入歳出それぞ

れ209万5,000円を追加し、補正後の予算額を

904万7,000円とするものでございます。 

  補正の内容は、昨年度と同様に増加傾向を示

しております交通災害共済見舞金の支出増加に

対応するもので、財源といたしましては、交通

災害共済基金繰入金を充てることといたします。 

  次に、41ページをお開きください。 

  議案第71号公共下水道事業特別会計補正予算

（第２号）でございますが、歳入歳出それぞれ

150万円を追加し、補正後の予算総額を13億

7,144万9,000円とするものでございます。 

  電気料の値上げに伴いまして光熱費の増額が

必要になったことによる予算措置となり、一般

会計からの繰入金及び消費税還付金を財源とし

ております。 

  続きまして、45ページをお開きください。 

  議案第72号農業集落排水事業特別会計補正予

算（第２号）でございますが、歳入歳出それぞ

れ80万円を追加し、補正後の予算総額を8,176

万6,000円とするものでございます。 

  電気料の値上げに伴い光熱費の増額が必要に

なったことによる予算措置となり、一般会計か

らの繰入金を財源としております。 

  続いて、49ページを開いていただきたいと思

います。 

  議案第73号営農飲雑用水事業特別会計補正予

算（第１号）については、歳入歳出それぞれ37

万7,000円を追加し、補正後の予算総額を3,082

万7,000円とするものでございます。 

  補正の内容は、山屋地区の管路を改修する経

費の計上であり、一般会計からの繰入金を財源

としております。 

  次に、53ページ、議案第74号介護保険事業特

別会計補正予算（第２号）でございますが、歳

入歳出それぞれ１億9,771万9,000円を追加し、

補正後の予算総額を33億9,447万9,000円とする

ものでございます。 

  56ページの歳入につきましては、歳出に計上

された各サービス項目の事業費の増減に基づき

その財源の整理を行ったもので、国、県支出金

のほか、一般会計・基金繰入金に及びます。 

  一方、58ページからの歳出の計上については、

主に２款保険給付費のいわゆる居宅介護や地域

密着型介護等の介護サービス等諸費となります。 

  最後に61ページでございますが、議案第75号

後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１

号）でございます。歳入歳出それぞれ362万円

を増額し、補正後の予算総額を３億8,499万円

とするもので、内容は歳入の前年度繰越金を財

源といたしまして、後期高齢者医療広域連合納

付金を増額補正とするものでございます。 

  以上で、一般会計及び特別会計の補正予算案

の説明を終わります。 

  御審議をいただき御可決賜りますようよろし

くお願いします。 

小嶋冨弥議長 上下水道課長髙橋 弘君。 

   （髙橋 弘上下水道課長登壇） 

髙橋 弘上下水道課長 それでは、議案第76号平

成25年度新庄市水道事業会計補正予算（第２

号）について御説明申し上げます。 

  補正予算書の１ページをお開き願います。 

  第２条収益的支出の補正であります。 

  支出の第１款、水道事業費用の既決予定額10

億2,137万2,000円から補正予定額290万3,000円

を増額し、10億2,427万5,000円とするものでご

ざいます。 

  主な内容といたしまして、第１項営業費用で

電気料金の改定に伴う動力費及び料金調定シス

テムの変更による委託料等を増額するものでご

ざいます。 

  続きまして、２ページをお開きください。 

  第３条資本的収入及び支出の補正であります。 

  収入の第１款資本的収入の既決予定額6,218

万5,000円から補正予定額170万8,000円を増額

し、6,389万3,000円とするものでございます。 
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  内容につきましては、第３項出資金の増額で

指野配水池更新に伴う安全対策費として繰り出

し基準に基づき一般会計から出資していただく

ものであります。 

  続きまして、支出の第１款資本的支出の既決

予定額６億5,013万2,000円から補正予定額508

万2,000円を増額し、６億5,521万4,000円とす

るものでございます。 

  内容につきましては、第２項開発費で既設埋

設管の現状を解析し、今後の整備更新を効率的

に進めるため増額するものでございます。 

  なお、資本的収入が資本的支出額に対し不足

する額５億9,132万1,000円は、過年度損益勘定

留保資金等で補塡します。 

  次に、第４条議会の議決を経なければ流用す

ることのできない経費の補正でございます。 

  職員給与費について既決予定額5,039万5,000

円から11万5,000円を増額し、5,051万円とする

ものでございます。 

  なお、３ページ以降に実施計画を添付してお

りますので、後ほどごらんいただきたいと存じ

ます。 

  以上、平成25年度新庄市水道事業会計補正予

算（第２号）について御説明申し上げました。 

  御審議の上、御可決賜りますようよろしくお

願いいたします。 

小嶋冨弥議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました補正予算９件につ

きましては、会議規則第37条第３項の規定によ

り委員会への付託を省略したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第68号から議案第76号の補正予算９件につ

きましては、委員会への付託を省略し、12月17

日、定例会最終日の本会議において審議をいた

します。 

 

 

散      会 

 

 

小嶋冨弥議長 以上で本日の日程を終了いたしま

した。 

  ７日、８日は休会であります。12月９日月曜

日午前10時より本会議を開きますので、御参集

お願い申し上げます。 

  本日は以上で散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

     午前１１時４０分 散会 
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平成２５年１２月定例会会議録（第２号） 

 

 

平成２５年１２月９日 月曜日 午前１０時００分開議 

議 長 小 嶋 冨 弥     副議長 小 野 周 一 

 

 出 席 議 員（１８名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ２番   伊  藤     操  議員 

  ３番   髙  橋  富 美 子  議員     ４番   佐  藤  卓  也  議員 

  ５番   石  川  正  志  議員     ６番   佐  藤  義  一  議員 

  ７番   奥  山  省  三  議員     ８番   沼  澤  恵  一  議員 

  ９番   平  向  岩  雄  議員    １０番   小  野  周  一  議員 

 １１番   小  嶋  冨  弥  議員    １２番   清  水  清  秋  議員 

 １３番   小  関     淳  議員    １４番   遠  藤  敏  信  議員 

 １５番   新  田  道  尋  議員    １６番   下  山  准  一  議員 

 １７番   山  口  吉  靜  議員    １８番   森     儀  一  議員 

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 伊 藤 元 昭 

総 務 課 長 野 崎   勉  総 合 政 策 課 長 荒 川 正 一 

財 政 課 長 髙 橋 則 雄  税 務 課 長 佐 藤 信 行 

市 民 課 長 荒 澤 宏 二  成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 小 野   享 

子育て推進課長 
兼福祉事務所長 板 垣 秀 男  環 境 課 長 小 嶋 達 夫 

健 康 課 長 伊 藤 洋 一  農 林 課 長 齋 藤 彰 淑 

商 工 観 光 課 長 東海林   智  都 市 整 備 課 長 松 坂 聡 士 

上 下 水 道 課 長 髙 橋   弘  会 計 管 理 者   
兼 会 計 課 長 近 岡 晃 一 

教 育 委 員 長 山 村 明 德  教 育 長 武 田 一 夫 

教 育 次 長 
兼教育総務課長 柿 崎 憲 一  学 校 教 育 課 長 髙 橋 千 春 

社 会 教 育 課 長 森   隆 志  神 室 荘 長 伊 藤 忠 志 

監 査 委 員 髙 山 孝 治  監 査 委 員 
事 務 局 長 冨 樫 雄 二 
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選挙管理委員会 
委 員 長 矢 作 勝 彦  選挙管理委員会 

事 務 局 長 武 田 清 治 

農 業 委 員 会 
事 務 局 長 浅 沼 玲 子    

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 高 木   勉  総 務 主 査 三 原   恵 

主 査 川 又 秀 昭  主 事 八 鍬 貴 征 

 

議 事 日 程 （第２号） 

平成２５年１２月９日 月曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 一 般 質 問 

１番 伊 藤   操  議員 

２番 奥 山 省 三  議員 

３番 小 関   淳  議員 

４番 髙 橋 富美子  議員 

 

本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件 

 

議事日程（第２号）に同じ 
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平成２５年１２月定例会一般質問通告表（１日目） 

 

発言 
順序 質問者氏名 質 問 事 項 答 弁 者 

１ 伊 藤   操 
１．要援護者宅の除雪支援について 

２．県推薦の介護予防体操について 
市 長 

２ 奥 山 省 三 

１．職員の地域担当制について 

２．定住促進について 

３．観光案内について 

市 長 
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開      議 

 

 

小嶋冨弥議長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名でございます。 

  欠席通告者はありません。 

  なお、農業委員会会長星川 豊君より欠席届

が出ております。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第２号）によって進めます。 

 

 

日程第１一般質問 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第１一般質問。 

  これより一般質問を行います。 

  今期定例会の一般質問者は８名であります。

質問の順序は、配付しております一般質問通告

表のとおり決定しております。 

  なお、質問時間は、答弁を含め１人50分以内

といたします。 

  本日の質問者は４名であります。 

 

 

伊藤 操議員の質問 

 

 

小嶋冨弥議長 それでは、最初に伊藤 操君。 

   （２番伊藤 操議員登壇）（拍手） 

２ 番（伊藤 操議員） おはようございます。

最初に質問させていただきます。開成の会の伊

藤です。どうぞよろしくお願いいたします。 

  いよいよ冬将軍の足音が聞こえる季節となり

ました。豪雪地域に暮らす人々にとりましては、

雪は余りありがたいものではありませんが、雪

という漢字は空から降ってくる雨が地上におり

た際にほうきで掃くことができるものに変わっ

たというものであり、雨冠の下の片仮名のヨと

いう字はほうきを意味するものだそうです。 

  ことしの雪もうわさでは例年どおりと言われ

ております。積雪２メートルと言われる量を掃

くには一体どんなほうきを用意すればよいのや

ら非常に悩むところですが、雪に閉ざされるこ

の季節、市内の皆様が災害をこうむらないよう

にと願うところです。 

  それでは、通告に従いまして私から幾つかの

質問をさせていただきます。 

  まず初めに、冒頭で申し上げました雪に関し

て、特に要援護者宅の除雪支援についてお伺い

いたします。 

  近年、高齢化が進み、新庄市内におきまして

も高齢者の独居や高齢者夫婦のみの世帯が増加

しております。痛みや病気を抱えての生活を余

儀なくされている方も多く、冬期間の除雪には

殊のほか大変な思いをしております。肉体的な

懸念もさることながら、雪が軒先に落ちる音を

聞くたびに家がつぶれるのではないかと心配で

夜も眠れない、そういう精神的苦痛を訴える方

も多数おられます。 

  新庄市内の降雪量にはどの地域も、例えば泉

田とか升形であってもほとんど差があるわけで

はないのですが、住まいの立地条件や道路の条

件、その地域の支援体制などで大きな差が見受

けられます。地域の支え合いが基本になるとは

いえ、自分の家の除雪に追われて近隣の要援護

者宅の除雪の手伝いまでは手が回らない、そう

いう声も聞こえます。 

  このような場合、頼れるのはやはり行政支援

だと思います。そこで、この現状を踏まえ、要

援護者宅に必要とされる支援を市ではどのよう

に受けとめ整えていこうとしているのかお伺い

いたします。 

  次に、昨年も行われていた除雪ボランティア
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についてお伺いいたします。 

  新庄市社会福祉協議会におきまして除雪ボラ

ンティアの募集があり、積極的な活動があった

と聞きました。しかし、市民の中には、その存

在を知らない、頼み方がわからない、必要なと

きにタイムリーな支援を受けられない、そうい

う声も事実多数ありました。要援護者宅の冬期

間の安全を図るには、ボランティアの存在は欠

かせません。そこで、今年度はどのような活動

を考えているのでしょうか。 

  市では除雪機の貸し出しを行っているようで

すが、そのほかにボランティア人員はどの程度

確保するのか。連絡体制はどのように行うのか。

備品は持ち出しなのか準備するのか。保険には

加入するのか。昨年度の改善すべき点として何

が挙げられ、それをどのように克服していくの

かお伺いいたします。 

  続きまして、除雪に関する市職員の地域担当

性の役割についてお伺いいたします。 

  この制度は、市の職員が各地域を担当して区

長と連携をとり地域と行政をつなぐパイプとし

ての役割を果たし、地域の活性化の一翼を担う

ものと認識しています。冬期間においては除雪

困難世帯の把握に努め、またその改善策を探っ

て実行してほしい、そう願うところであります

が、実際はどのような活動になっているのでし

ょうか。 

  制度としては非常によいことだと思いますが、

活動が見えてこないということは非常に残念に

思います。また、地域によっては区長が輪番制

になっており、地域の実情を深く認識できない

という問題を抱えたところも多数あります。そ

のような中で、担当職員は豪雪における要援護

者の支援という課題に区長とどのように連携し

て向き合っていくのかお伺いいたします。 

  次に、県推薦の介護予防についてお伺いいた

します。 

  平成18年に県では介護保険の予防に重点を置

いた政策の一環として、花の山形しゃんしゃん

体操を考案し県内に広く啓発いたしました。し

かし、県の思惑とは裏腹にほとんどどこでもそ

れを見かけるということはありませんでした。 

  近年、高齢化が進み、介護費用が膨れ上がり

健康寿命の延長の必要が叫ばれる中、再びその

健康体操が注目されるようになりました。全国

的に市町村単位でその地域の特色を生かした地

域住民になじみが深い何とか音頭のようなもの、

新庄市ではそば音頭がそれに該当すると思うの

ですけれども、筋肉トレーニングやストレッチ

を取り入れた踊りを開発しているものが多くあ

り、本県のように県の単位で作成されるのは珍

しいと思います。 

  ことし10月、実に７年ぶりに花の山形しゃん

しゃん体操の新しいバージョンが県と県立保健

医療大学の協力で開発され、完成いたしました。

現在はテレビやインターネットで配信されてお

ります。介護予防にはとても効果的であり、ま

た介護費用の抑制という目的も少なからずあり

ます。これは県とともに普及すべきと思います。 

  介護リスクの高い高齢者が、みずから在宅で

映像を見ながら一人で体操を行うということは

まずあり得ないと思います。動きや強度のレク

チャーが必要な場合もあります。ほかの地域で

は、既にこの体操の普及に力を入れて実践して

いるところも出てきております。本市でも県の

この健康体操を有効に活用すべきと思いますが、

いかがなものでしょうか。 

  最後に、健康体操普及員についてお伺いいた

します。 

  前回、ゆめりあを会場にして新庄最上全体の

普及員育成研修が開催されました。おおむね40

名が受講し、認定証を受け取っております。し

かし、その後は何のフォローアップもなされず

活動は低迷し、この体操が広く知れ渡ることは

ありませんでした。前回の体操は確かに音楽が

早くて動きも複雑でやりにくい、そういう苦情
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が高齢者から多数寄せられたという事実もあり

ました。 

  今回の新しいものにおきましては安全を考慮

した効率のよいものに仕上がっています。市の

保健師が研修を受けてきておりますが、それを

今後どのように生かしていくのでしょうか。普

及員の要請、保健師による地域での指導もしく

は地域の健康推進員との連携など、方法は多岐

にわたりあると思うのですが、県のこの事業に

乗ることで健康寿命の延長、介護費用の抑制、

明るい地域づくりと一石三鳥を狙うというのは

いかがなものでしょうか。お伺いいたします。 

  以上で壇上からの質問を終わります。御清聴

に深く感謝申し上げます。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 おはようございます。 

  それでは、伊藤市議の御質問にお答えいたし

ます。 

  初めに、雪は雨にほうきの字を書いたものだ

と、本当にほうきで掃ける程度の雪であればい

いなと思いますが、行政は除雪を放棄しないよ

うに粘り強くやっていきたいと思いますのでよ

ろしくお願いしたいと思います。 

  さて、高齢者世帯に対する除雪の支援につい

ての御質問でありますが、現在市では高齢者世

帯冬期生活支援事業で対応しております。 

  親族や近隣からの労力及び金銭的援助を受け

ることができず、自立での除雪作業が困難な低

所得高齢者世帯の雪おろしと玄関前除雪につい

て支援するもので、倒壊のおそれがある場合な

ど冬期間の生活に支障を来す場合に支援するも

のであります。昨年度は、山形県雪対策総合交

付金を活用し、従来年３回までの雪おろし回数

を年４回にふやし支援を強化しております。 

  昨年度の実績は雪おろし延べ140世帯、玄関

前除雪67世帯に対し支援を行っております。 

  次に、除雪ボランティアに関する御質問です

が、ボランティアの事務局は新庄市社会福祉協

議会となっており、市の高齢者世帯冬期生活支

援事業の対象にならない世帯を対象としており

ます。ボランティアの方々にはボランティア活

動保険に加入していただき、作業に必要な備品

も準備しております。また、市が所有する簡易

除雪機の貸し出しは雪に強い安全安心な雪国生

活を構築するため、１日から５日程度または一

冬を通して町内会等に貸し出しております。 

  ボランティア保険への加入と運転手の確保が

条件であり、長期の貸し出しについては除雪機

の保管場所の確保などが必要となってきており

ます。今年度も、除雪ボランティアにつきまし

ては御協力いただける企業、団体、個人ボラン

ティアの方々の御協力を得ながら実施する予定

でありますが、社会福祉協議会との間で情報交

換を行い効果的な除雪支援につなげていく体制

を確認しております。 

  除雪ボランティアの今後の取り組みとして、

民生委員や介護サービス事業所に対し制度の周

知を図り、地域での見守り、除雪支援の必要な

高齢者を早期に把握する体制を整え、冬期間の

生活不安の解消に努めてまいります。 

  次に、職員地域担当制に関する御質問であり

ますが、職員地域担当制の趣旨は職員が地域に

出向き区長とコミュニケーションを図りながら

地域と行政がお互いに協力して地域について考

えていく、すなわち地域と行政が協働を推進す

ることを目的とした取り組みと考えております。 

  要援護者につきましては、災害時要援護者台

帳の配付を行い、災害時の対応、日常の見守り、

声がけについて地域内で検討いただくなど、危

機管理や福祉支援に関する活動を行っておりま

す。 

  本年４月に、職員地域担当制を活用して３年

連続の豪雪に対する地域におけるおのおのの対

応策や対応できなかった課題を広くお聞きする
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ため、区長との面談調査を実施いたしました。

地域から寄せられた意見や課題は職員間で共有

を図るとともに、地域別に課題などの傾向を確

認し、今後の施策に生かしてまいりたいと考え

ていますが、豪雪時においてはこれまでも職員

のボランティア除雪隊を組織し除雪の緊急対応

を行ったこともございますので、今後とも必要

に応じた職員の対応を行うことが大切であると

考えております。 

  そのためには、地域担当職員と区長が日ごろ

からコミュニケーションを図り、地域担当職員

が担当地域の地理的特性をよく理解することな

ど職員地域担当制の認識を職員が研修などを通

じて深めることが重要で、これが雪の問題を初

めとする地域諸問題の解決の一助となると考え

ておりますので、今後そのような方向で進めて

まいりたいと考えております。 

  次に、介護予防体操の普及、啓発についての

御質問でありますが、高齢化が進展する中で介

護を必要としない元気高齢者をつくることは大

変重要な課題であります。 

  本市の介護予防を目的とした主な取り組み状

況ですが、県接骨師会と地区公民館の共催事業

として運動機能向上を目的とした教室を開催し

ております。この教室は５月から11月までの半

年間にわたる計12回のコースで、初回と最終回

に個人ごとの体力測定を行い、評価しておりま

す。教室前後で撮影する２方向からの写真を比

較しますと、その姿勢の改善に目をみはるもの

があり、効果が実感できるものとなっておりま

す。 

  このように、地区の公民館で開催するメリッ

トといたしまして、同じ地域で暮らす顔なじみ

の仲間とともに一緒に気軽に楽しく続けて参加

できるところにあり、今のところわくわく新庄

と萩野地区公民館の２カ所で開催しております。 

  また、これとは別に各地域での出前健康講座

や地域ふれあいサロンにおきましても健康づく

りや疾病予防、転倒防止対策などの講話に合わ

せて、楽しく体を動かす体操や手足の運動を実

施しており、さらに健康福祉推進員との協働に

よる健康講座の開催も進めておるところでござ

います。 

  御質問の花の山形しゃんしゃん体操の活用に

ついてでありますが、今のところ市民への実技

指導は行っておらず、体操に対する反響は得ら

れていませんが、来年度の出前講座のメニュー

に取り入れ、対象者の年齢構成や体力、能力を

勘案しながら無理のない範囲で普及させていき

たいと考えております。 

  また、運動をいかに継続するかが鍵と言えま

す。その意味では、現在県で作成しております

絵入りのパンフレットや普及版のＤＶＤを活用

するなどの工夫も必要と思っております。普及

に当たっては、市の保健師のみならず高齢者と

接する機会の多い関係機関も含めた体制で周知

に努めてまいりたいと考えております。 

  市では、現在第２次新庄市健康づくり推進計

画を策定中であり、健康寿命の延伸がメーンテ

ーマであります。自立した生活を長く続けてい

ただくためには心身の機能の向上のみならず、

身近なところで楽しく参加するための拠点づく

りが必要であります。そのため、介護予防を含

めた運動習慣の定着を図るために、地域の協力

を得ながら関係する機関、庁内各課と連携を図

り、継続的な取り組みが行えるよう計画に盛り

込んでまいりたいと考えております。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） 丁寧な答弁をいただき

ましたが、再度質問させていただきます。ちょ

っと細いところまでの質問ですけれども、よろ

しくお願いします。 

  冬期間において、早朝暗いうちから自分のう

ちの周りを一生懸命除雪をするわけですけれど
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も、どこの家庭でも。やっと終わったと思った

途端に２時間後ぐらいに除雪の車が来て大量に

雪の塊を置いていく。そういう場合に一般家庭

でしたら片づけることは可能ですけれども、要

援護者宅におきましては片づけることができな

い。そして、最悪の場合は玄関にそれを置いて

いかれるものですから、外に出ることができな

くなった、そういう声も実際聞こえておりまし

た。 

  そのためには、一生懸命市でも業者において

も改善策を整えておると思うんですけれども、

なかなか改善されたということが聞こえません。

確かに、雪の量は毎年違うものですし、その日

によっても違います。そこで業者のオペレータ

ーの腕の差もあると思うんですけれども、例え

ば要援護者宅において雪の塊を置いた場合にそ

の業者が後でまた間口に対応できる、そういう

体制とか連絡体制は今後は整える予定はないん

でしょうか。 

松坂聡士都市整備課長 議長、松坂聡士。 

小嶋冨弥議長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 おはようございます。 

  今、御質問のございました要援護者宅に置い

ていく雪についてということでございます。早

朝除雪を行いますと、やはり雪が脇のほうに置

かれて非常に市民の方が苦労されているという

ことでございます。 

  要援護者宅の入り口についての雪については

福祉担当課から依頼がございまして、毎年除雪

時要配慮利用名簿というものを提出していただ

いております。その名簿に基づきまして、こち

らのほうから除雪のオペレーターに入り口付近

に雪を置かないよう配慮してくださいというこ

とで毎年行っております。そのようなことも、

今年度もまたこれからも続けていく予定でござ

います。その場合、福祉事務所を通しまして私

どもに要請していただきたいと考えております

ので、よろしくお願いいたします。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） その日によって状態が

違うわけですよね。置かれた場合に、例えばそ

のお宅からある関係機関に連絡が行ったらすぐ

改善のために地域とかボランティアと連携して

対応してくれるという、そういう体制は整って

いるんでしょうか。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、小

野 享。 

小嶋冨弥議長 成人福祉課長兼福祉事務所長小野 

享君。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 おはよう

ございます。 

  ただいま、日常的な案件と別にそれぞれ状況

に応じてボランティアなりが派遣できるかとい

うことの御質問でございます。 

  基本的に、我々では先ほど市長の答弁にござ

いましたように、玄関前除雪についてはそうい

う除雪の状況を見ながら対応していただいてお

ります。週２回、さらには状況にもよりますが、

そういう部分では我々のほうで支援事業を御利

用いただいている方についてはそういうところ

を配慮しながら進めていただいているのかなと

思っております。 

  ただ、それ以外の方についてはなかなか除雪

ボランティア、社会福祉協議会で現在導入して

おります制度でございますが、土日を原則とし

た活動としておりますので、日常的に朝置かれ

た場合の対応ということについては支援事業以

外の方についてはなかなか現状では難しいのか

なと思っております。それが一つの課題として

我々としては捉えております。以上でございま

す。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） よくわかるんですけれ

ども、例えば緊急自動車、消防車や救急車、も
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しくは施設の送迎の車などが入れない、そうい

う場合がありましたら、人身、命にかかわるこ

とですので、その体制を強化してほしいと思い

ます。 

  そこで、雪は新庄市より少ないんですけれど

も、村山市では山形新聞にも載りましたが、人

のお宅の間口に配慮したきめ細かな除雪、これ

の計画を立てています。村山市は新庄市より積

雪量は半分ぐらいだと思うんですけれども、雪

の量が少ないから間口に対応できるんではなく

て、新庄市は豪雪地帯ということで村山市以上

の間口に配慮したきめ細かい対応というのが必

要だと思うんです。そのことでも、まず村山市

ではそういう計画を立てました。新庄市では、

その計画自体が、まだ話を伺ったところ漠然と

しているようにしか私には聞こえませんでした。

間口体制というのをしっかり整えていただきた

いと思うんですが、その計画自体の策定とかは

考えていないんでしょうか。 

松坂聡士都市整備課長 議長、松坂聡士。 

小嶋冨弥議長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 雪の問題については、非

常に皆さん方、御苦労されております。 

  私のほうの課でも、いろいろ市民の方が一番

生活しやすいようということを考慮してござい

ますけれども、やはり雪について脇のほうに置

かれた雪もしくは道路で通行が困難になったと

いうことでございますと、こちらで排雪作業と

いうことをやってございます。 

  そのため、排雪につきましては計画的に行う

ものでございますけれども、やはりそういう援

護者、もしくは緊急時の対応につきましてはこ

ちらできめ細やかな排雪ということを踏まえま

して、していきたいと思います。そのようなこ

とでございまして、排雪について力を入れてい

きたいと考えてございます。以上でございます。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） では、よろしくお願い

したいと思います。 

  続きまして、除雪ボランティアについてお伺

いいたします。 

  市のボランティア体制はよくわかりました。

そこで、県で昨年山形除雪志隊、これは県の事

業ですけれども、新庄市の、このボランティア

団体の登録などはどのようになっているんでし

ょうか。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、小

野 享。 

小嶋冨弥議長 成人福祉課長兼福祉事務所長小野 

享君。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 ただいま、

県で実施しております山形除雪志隊に関しての

登録という件でお聞きされているわけですが、

基本的には昨年度からの事業ということもござ

いますので、昨年度については活用はございま

せん。 

  ただ、今回そういう情報も入ってきておりま

すし、今後のボランティアの取り組み、基本的

にはこのボランティアに、山形除雪志隊につき

ましては一定の広範囲の地域を対象とした場合

のボランティア派遣と理解しておりますが、現

行新庄市の社会福祉協議会で実施しております

ボランティア制度につきましては単体の、個々

の世帯の応援という形になります。ですから、

そういう事業の整合性をとりながら活用できる

ものは活用していきたいと成人福祉課としても

思っております。ですから、事業の内容を精査

させていただいて、なるべくそういう広範囲に

広めるようなできることがあればぜひ活用して

いきたいものだと思っております。以上でござ

います。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） これも山形新聞の記事

なんですけれども、昨年は尾花沢市と舟形町の
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５カ所で77人の出動とありました。その中で懸

念されるのが市町村単位の受け入れ体制と聞い

ております。その受け入れ体制の整備なんです

けれども、それをどのようにしていくのかお伺

いできますか。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、小

野 享。 

小嶋冨弥議長 成人福祉課長兼福祉事務所長小野 

享君。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 ボランテ

ィアの受け入れに対する体制の整備という御質

問でございます。 

  現行で社会福祉協議会が実施しております昨

年の除雪ボランティアの実績でございますが、

昨年15世帯、延べ28回、そして参加者は217名

という状況でございます。来ていただきました

ボランティアの方々は個人、郵便局なり企業の

方々、そして学生ボランティアの方もおいでい

ただいたということでございます。 

  尾花沢市のお話が出ましたが、私もホームペ

ージなど見せていただきましたが、全体で600

名近い動員数があったということで、小規模の

受け入れ体制では実施できないなとは見せてい

ただいたところです。 

  ですから、除雪ボランティアがどこまで担当

するかという考え方については一つの考え方が

あるわけですけれども、例えば尾花沢市の場合

ですと、ある一定の地区を対象としたボランテ

ィア、かなり広範囲な地域を対象としておりま

す。先ほど申しましたように新庄市の場合は単

体の支援という状況でございますので、その辺

の整合性をとりながら大規模に受け入れること

が必要かどうかというところも一つの判断基準

になってまいりますので、いわゆる今申しまし

た山形除雪志隊なり尾花沢市の例も参考にさせ

ていただきながら有効かつ効果的なボランティ

ア対策を組んでいきたいというところについて

は、新庄市と社会福祉協議会の中で協議してお

りますので、よろしくお願いしたいと思います。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） きめ細かな対応をよろ

しくお願いします。 

  では、続きまして地域担当制についてお伺い

します。 

  壇上でも申し上げましたが、今区長が輪番制

になっておりまして、地域の実情の把握に困難

を来していると思います。そういう中で担当職

員は本当に大変だとは思うんですけれども、行

政と区長の連携でモデル地域とされるところは

実際あるのですか。できれば、その実情をお伺

いしたいと思います。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

小嶋冨弥議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 おはようございます。よ

ろしくお願いします。 

  地域担当の件でございますが、例えば雪に関

する部分ということで、モデル的なものとして

今構築されてきているということは明確なもの

としては私どもでは把握してございませんが、

今活動している最中、組み立てられているとこ

ろがまあまあありますので、今こちらと連携を

図りながら地域の中で地域づくりを進めている、

その中で聞いたりする問題なども含めて課題視

して取り組んでいるところもございますので、

それと有機的なかかわりを持ってパートナーシ

ップのもとにその有機関係のところも進めてい

るところでございます。 

  １つ大きなモデルがつくられれば、それを出

しながらいきたいところではございますが、そ

の地域、町内ごとに抱えている雪の問題に対す

るものも特質がございますので、それごとにモ

デル的なものができればいいかなとは思います。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） 大変な実情はよくわか
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るのですけれども、例えばある地域で毎回同じ

ところに同じ課題、水上がりなんですけれども、

そういう場合区長に連絡しても解決しなかった。

そこで行政に問い合わせてもその場限りの対応

はしてくれるんですけれども、継続的な対応が

できなかった、そういう事実がありました。そ

ういう場合にこそ、地域担当制が生かされれば

いいと思います。 

  その中で、地域においてもこの制度を余り周

知されていないとか、認知度が低い、そういう

問題もあります。ましてや、地域の危機に対し

ては一番活躍できるような制度だと思うんです。

認知というか周知に、まず最初困難を来すと思

うんですけれども、まず地域住民の方が個別に

対応してくれるものなのかという誤解まで生じ

ているということがあります。地域担当制を生

かすために今後どのように周知というか啓発と

いうか、そういうことをやっていくのか、雪に

関連してもなんですけれども、全体的に見てど

ういう方向で持っていくのか、道筋だけでもお

伺いできればと思います。よろしくお願いしま

す。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

小嶋冨弥議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 地域担当制の総括的な部

分でございますが、今後の方向性のことで少し

お話しさせてもらいたいと思いますけれども、

導入後５年を経過しようというときに、11月で

経過したわけなんですが、今年度内部で研修を

やっておりました。 

  その中で、やはり成果は成果ということで非

常に多く出ている部分がありまして、一つはや

はり団体としての統一的な行動が結構実を結ん

でいるということでこの５年間で12回の行動が

ありまして、東日本大震災の情報収集提供関連

を初めとしまして、県立新庄病院の要望書、署

名活動とかあるいは空き家実態調査、あるいは

昨年までの豪雪に伴っての聞き取り調査とか、

次につながるための非常に大きな成果が出てお

りまして、市に対して意見を言いやすいような

仕組み、体制づくりに一部貢献していると思い

ます。 

  さらに、職員側も市民本来の目線であるいは

考え方で業務を進めるべきであろうというとこ

ろが意識づけされてきておりますし、地域の方

においても行政だけでなくて我々ができるとこ

ろは我々の範囲内でやっていこうという動きが

出てきております。さまざまな面で成果が出て

きておりますので、県内の中で半分まで導入を

しているところはないんですけれども、新庄市

におきましてはこれまでの行政リード型の行政

サービスというものにはやはりちょっと無理が

生じるのではないかということで、地域の力を

かりながら一緒に進めていくということは非常

に有用だと考えておりますので、制度を見直し

ながら全体的な方向性は継続、進展させていき

たいとは思ってございます。 

  その中で課題として出てくるところの一部が、

今議員がおっしゃられたように地域の部分の問

題がなきにしもあらずということもありますの

で、例えば区長総会、あるいはその他の研修の

中で折に触れてこの有用性を訴えて理解してい

ただくということが必要かなと思います。 

  導入当初は区長方のほうから、そんなに定期

的に来なくていいとか、あるいはその情報があ

る都度で結構だとかという声が上がりましたけ

れども、やはり職員の個別活動ができ得るなら

ば非常に日ごろからの福祉への支援とかあるい

は危機に対する管理という面で生かせることが

できますので、まずは地区に一人一人担当者が

行って理解をしていただくために、つなげてい

くためにもこの制度の検証を、皆様方、職員に

もよく伝えて理解してもらって前に進める方向

づけでまずは職員からも固めてもらいたい。地

域と市の両方で対応していくことが今後の見直

し問題だろうと思っております。 
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２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） よろしくお願いしたい

と思います。 

  市内に住む人にとっては雪というのは一番大

変な部分ですので、行政が一生懸命やっていた

だければ助かると思いますのでお願いしたいと

思います。 

  続きましては、健康体操についてお伺いいた

します。 

  壇上でも申し上げましたが、市内においては

市の保健師、この方々が研修を受けてきており

ます。運動指導員の方が行けばベストだったと

思うんですけれども、医療関係に強い保健師が

来いということで、この体操をどのように保健

師は評価していたのかお伺いいたします。 

伊藤洋一健康課長 議長、伊藤洋一。 

小嶋冨弥議長 健康課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一健康課長 しゃんしゃん体操の実技と理

論について、半日コース、２日間受講してまい

りました。 

  前の体操については非常にスピードも速くて

大変なところもあったようでございますが、今

回の体操について職員の率直な考え、意見とし

ましては、まだ高齢者の割にはテンポが速いか

なという感想でありました。動きもたしか６種

類ぐらいの違ったバージョンがありますので、

そうしたことも覚えるのにはやや難しいかなと

いう感想がございました。以上です。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） では、その保健師の感

想を踏まえて、県の推奨する体操を市では独自

で例えば音楽を変えるとか動きを簡素化すると

か、そういう変化を持たせて取り組むんでしょ

うか。先ほど、市長答弁の中で出前講座のメニ

ューに入れたい、そういうこともありましたの

で、そのことについてはどのような取り組みを

なさるつもりなのか伺いたいと思います。 

伊藤洋一健康課長 議長、伊藤洋一。 

小嶋冨弥議長 健康課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一健康課長 ことし３月の議員の質問に対

してお答えしたものでありますが、前の体操は

非常に速くて覚えづらいと、そうしたことで、

ふれあいサロン等で実演はしたんですが、なか

なか体操の種類も多くて覚えられないという声

が多くあったので、簡単な体操に変えたという

答弁をさせてもらいました。 

  出前講座につきましては、２通り考えてはお

るんですが、１つはしゃんしゃん体操というネ

ーミングですかね、介護予防というと若い人が

なかなか取っつきにくいということがございま

す。しかしながら、こういったことは比較的若

いうちから始めていただけばそれなりの効果は

あるわけですので、今ＣＭ等で知事も宣伝して

おりますので、そういった効果を狙って出前講

座にも名前として出していきたいということが

ございます。 

  また、先ほど保健師の感想を申し上げました

が、まだ高齢者にとっては速いのかなという感

想もございましたので、全てそのとおりにやる

のではなく、部分的に完成をしながら出前講座

や社会福祉協議会で行っておりますサロン等で

活用してまいったらいいのではないかというこ

とで健康課の中では話をしております。以上で

す。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） 前向きな動きがあるよ

うでありがたいと思うんですけれども、やはり

高齢者の体操の指導ということで壇上でも申し

上げましたけれども、強度とかいろんなリスク

管理、これも必要だと思うんです。 

  普及員、前回はゆめりあで行って新庄最上で

は40名が受講していまして、実は県全体では

500名です。７年前で全体で500名で新庄最上で
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40名で高齢化がさらに進んでいますので、その

体制は新庄市の健康課の中でお話ししていると

いう場合では間に合わないのではないかと思い

ます。そこで、前回の40名を上回る普及員の育

成と地域において健康推進員という方がおられ

ますので、その方への指導研修とかも必要だと

思うんです。担当課でだけお話をされても普及

というのはなかなか難しいと思うんですよね。 

  そこで前回のような養成講座を広く進めて、

地域にスライドさせて末広がりに拡大していく

というのが理想的だと思うんですけれども、健

康課ではどのような普及方法を考えているので

しょうか。 

伊藤洋一健康課長 議長、伊藤洋一。 

小嶋冨弥議長 健康課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一健康課長 花の山形しゃんしゃん体操と

いうことで、花笠音頭というのは県全体の県を

代表する音源かなとは思っておりますが、それ

もまた地域によっては別の見方があるのかと思

っております。 

  ただいま、議員がおっしゃったことについて

は需要と供給の関係かなということもあるのか

なと思います。覚えたいという声があって教え

ましょうということがあるんだと思います。そ

れについては、花笠音頭に乗って行う体操とい

うことでもありますので、花笠音頭に対する温

度差、各地で違ってくる部分もあるのかなと思

っております。山形市とか上山市、また尾花沢

市、村山市については花笠音頭というと非常に

身近に感じる音ではないかなと思っております

が、それについては市町村について温度差があ

るのかなと思っております。 

  しかしながら、こうした介護予防体操、全県

的に取り組んでまいりたいということで県でも

力を入れて取り組んでいるわけでございますの

で、新庄市ではそれに対する市民の評価という

声もまだ把握していない状況ではございます。

そうしたことから、４月に入ってから出前講座

のメニューに載せまして、また出前講座等の中

に取り入れながら、その声が大きくなってきた

と感じたら取り組んで、また強化してまいりた

いと、また、社会福祉協議会でもサロン等開い

ておるわけでございますので、そうした関係の

方と意見を交換しながら取り組んでまいりたい

と思っておるところでございます。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） 前向きな動きがあるよ

うで助かります。 

  私は、介護予防にポイントを合わせて質問い

たしますけれども、今高齢化が進んで介護保険

料や医療費が非常に膨れ上がってきております。

これは全国的なものです。その中で、やはり健

康寿命を延ばすことで民生費の抑制につながる

という狙いが、私は個人的に余り好きではない

ですけれども、事実国でも県でも市でもそうい

う抑制策が必要だと思います。その中の本当の

一部のことですけれども、このことをぜひ拡大

しまして、例えば健康寿命が、女性ですと85歳

の平均寿命に対して13年分が引かれます。男性

の場合は７年分が引かれます。その13年と７年

の分を少しでも短縮することで介護保険や医療

費の抑制につながりますので、全力を挙げてや

ってほしいと思います。 

  どうもありがとうございました。以上で終わ

ります。 

小嶋冨弥議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午前１０時４８分 休憩 

     午前１０時５８分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

奥山省三議員の質問 
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小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

   （７番奥山省三議員登壇）（拍手） 

７ 番（奥山省三議員） おはようございます。 

  開成の会の奥山です。通告に従いまして、一

般質問を行います。 

  まず、先ほどの伊藤議員と重複する部分もあ

ると思いますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

  職員の地域担当制についてです。地域担当制

は地域住民と行政のパイプ役と私は考えていま

すけれども、そうではないのでしょうか。住民

との対話の交流を通じ、住民の意向を市政に反

映させて職員の意識を住民本位の行政に転換さ

せることが目的だと私は思いますが、それはど

のように感じているのでしょうか。自分のまち

の実態すら知らずに市民サービスはできないと

思います。震災の有事などばかりではなくて、

もう少し常に地域住民との接点を持てばよいと

思いますけれども、どのようにお考えですか。 

  この間の議会報告会でも市民の方から地域職

員担当制というのはどういうことなんだと聞か

れましたけれども、私もはっきりした答えを申

し上げにくいというか、はっきりした答えは出

せませんでした。その辺のところも説明をお願

いしたいと思います。 

  今後、この制度をどのように住民サービスに

対応していくのかも改めてお聞きいたします。 

  また、どのように検証されているのかも含め

てお伺いします。 

  ２番目に定住促進です。ことしも新庄まつり

を初め、いろいろなイベントがありました。ま

ずその集客数についてお聞きしたいと思います。 

  それから、そのイベントの波及効果について

どのように考えているのかもお聞きします。以

前に比べて交流人口が増加しているように感じ

られますけれども、定住人口が着実に進行して

いる中、現状をどのように分析しているのか、

お聞きします。 

  交流人口の増加が定住人口の増加につながれ

ばよいのですけれども、今後どのような対策を

考えているのかあわせてお聞きします。 

  他市町村、郡部などは定住促進につきまして

行政というか自治体独自の支援策を考えて実行

しているところもあるようですけれども、当市

としてはそのような考えはないのかをお聞きし

たいと思います。 

  それから３番目、観光案内ですけれども、当

市の史跡や観光の案内について他市町村と比較

して少ないように思いますが、どのようにお考

えでしょうか。 

  史跡までの交通手段の案内にしても、駅など

にすぐにわかりやすいようになっていないと思

います。それもどのようにお考えなのかお聞き

したいと思います。今、インバウンド事業も行

っていますけれども、台湾との交流を図ってい

るわけですけれども、例えば台湾語の案内板な

ども必要になってくるのではないかと思います

けれども、今後どのように観光に対して対応し

ていくのかお聞きしたいと思います。 

  以上、よろしくお願いします。壇上より質問

を終わります。ありがとうございます。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、奥山市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  初めに、職員の地域担当制に関する御質問で

ありますが、議員が申されたとおり先ほど伊藤

市議にお答えした部分と重なるかもしれません

が、よろしくお願いしたいと思います。 

  近年、少子高齢社会の中、複雑化した住民の

ニーズや多様化した地域の課題に対しより効率

的、効果的に公共サービスの提供を行うための

手法として、地域と行政との協働が必要不可欠
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な時代となりました。 

  職員の地域担当制は、職員が地域に出向き、

区長と相互に情報交換を行うとともに地域課題

の解決に向けた話し合いを重ねながら地域発展

の方向を模索していくという、この協働の手法

を念頭につくられた制度であり、試行期間を経

て平成20年11月から本格実施、本年で６年目と

なりました。 

  この間、東日本大震災時の地域情報の収集や

関連するお知らせの配布、要援護者に対する災

害時の対応を検討していただくための災害時要

援護者台帳の配布など危機管理や福祉支援に関

する活動を行い、昨年７月には区長との連携に

よる空き家の実態調査を実施し、基礎資料を作

成することで空き家等の適正管理の促進に関す

る条例制定に結びつけることができました。 

  また、本年４月には３年連続の豪雪により浮

き彫りになった道路除排雪や敷地内の雪処理、

空き家に関する各地域の対応策や対応し切れな

かったことなど、地域担当職員が区長との面談

調査を行いました。その結果、緊急を要するも

のは担当課で対応し、職員間での情報の共有化

を行うとともに、地域別に課題などの傾向を確

認することができました。 

  さらに、地域に出向いて地域の方々と直接話

を行うまちづくりミーティングにつきましても、

平成21年９月から実施し、平成24年度末までに

延べ56回、137地区で実施していただきました。

その進め方につきましては地域の方々と地域担

当職員が協力して日程調整や会場設営、当日の

司会進行や記録を分担し、円滑かつ建設的な話

し合いの場となるようにしております。 

  なお、職員地域担当制では定期的な訪問形式

はとっておりませんが、これは試行期間におい

て区長より、市からの情報提供は必要が生じた

都度に行うべきで地域の情報についても定期的

な訪問は必要ないとの意見がかなり多かったこ

とによるものであります。 

  制度の検証につきましては、制度の成果とし

て導入以前に比べれば住民と役所との距離感を

縮めることにつながり、職員と住民が相互理解

と信頼関係構築の促進役を図ることや、職員と

して市民の目線に立った考え方、行動を養うこ

と、また、市民ニーズを的確に把握しなければ

ならないことなどについて認識することができ

ました。さらに、地域住民がまちづくりの主体

であるという意識が次第に強くなってきたこと

も感じられるところであります。 

  一方、課題といたしましては地域担当職員の

役割の中で地域資源の発掘や活用面での取り組

み、危機管理、福祉支援と結びつけた職員地域

担当制の活動がまだ職員に十分理解されていな

いことが挙げられ、結果として地区ごとの個別

活動がまだまだ不十分と思われます。したがい

まして、今後この制度の必要性を十分に認識の

上、地域と行政との協働を推進するためのより

効果的な制度となるよう改善を図ってまいりた

いと考えております。 

  次に、定住促進についてでありますが、こと

しの新庄まつりの集客数でありますが、曜日配

列に恵まれたことなどにより３日間で昨年を１

万人上回る過去最高の53万人でありました。味

覚まつりは開催会場を１つ減らし、３商店街で

開催しましたが、天候に恵まれたことや新企画

もあり昨年を4,000人上回る過去最高の３万

5,000人となりました。そばまつりは、昨年を

200人上回る1,100人となっており、春まつりを

加えた集客数は60万人を超えております。 

  イベントの開催は人の動きを生み出し消費を

拡大する経済効果がありますので、定住人口の

減少による消費規模の減少を、観光による交流

人口の増加によりカバーできるように強化、拡

大に取り組んでまいります。また、イベント開

催の相乗効果といたしまして、市民が主体とな

って新しい企画の萌芽も始まっており、商店街

が合同となって開催しましたかむてんスタンプ
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ラリーやイス１グランプリなどが実施され、全

国的にも紹介され、市民参加の観点からも歓迎

すべきことと考えております。 

  全国的に人口減少している中で、新庄まつり

を初めとした観光資源の魅力を発信し、都市と

の多様な交流を図ることが市にとっては活力の

あるまちづくりにつながり、観光客にとっては

新庄市の住みやすさ、生活の便利さを実感して

もらうことができると考えております。イベン

ト開催を含めた地道な交流を重ね、新庄ファン

をふやし、リピーターを獲得した先に定住人口

の増加があると考えております。平成26年度は

山形デスティネーションキャンペーンや東北六

魂祭、育樹祭も開催されますので、今後も交流

人口の拡大に結びつくよう効果的な誘客戦略を

展開してまいりたいと考えております。 

  次に、定住促進支援制度についての御質問で

ありますが、今後の少子高齢社会の進展による

人口減少をいかに少なくしていくかという視点

が必要であると考えております。直面すること

として、雇用や子育て、生活環境に係る支援が

考えられ、本市といたしましても企業立地等雇

用促進奨励金、空き店舗等出店支援事業などに

よる雇用の場や企業機会の拡大等働く場の創出、

第３子以降の児童の保育料減免やわらすこ広場

などでの子育てしやすい環境の創出、児童の数

に応じた定住促進住宅の家賃の減免など居住環

境の整備などへの支援、また、最上婚活実行委

員会への支援などを行っておりますが、市民が

新庄市に住み続けたい、新庄市に移り住みたい

という方をふやすためには当地域の最大の課題

であります雪対策にも力を入れていかなければ

なりません。また、本市においては近年全国的

に課題となっている地震や風水害等の災害に強

いまちであることも過去の歴史から本市の強み

となっているものの、さらなる安全安心なまち

づくりは基礎になるべきところであります。 

  しかし、何より市民が元気に生き生きと生活

し、新庄の魅力を発信していくことが大切だと

考えております。そのためには、自然、歴史、

文化などを基盤とした交流事業も発展していく

ことが必要であります。また、町内会等地域コ

ミュニティの活性化も重要な要素と考えており

ます。 

  こうしたことにより、本市におけるまちづく

り総合計画の３つの重点プロジェクトである雇

用交流の拡大、安全安心の充実、子育て、人づ

くりを戦略的に実施していくことが定住促進に

つながるものと考えております。 

  全国的にも、定住支援という名のもとに移住

者への助成金や奨励金、減免など独自の優遇制

度を展開している市町村もあることは承知して

おりますが、そうした施策が一時的でなく持続

的な効果を生み出すかということを考慮に入れ

ながら、人口減少社会に対応した定住促進策を

図ってまいりたいと考えております。 

  次に、観光案内等についてでありますが、案

内板が他と比べて少ないということの御質問で

ありますが、当市における案内標識ですが、こ

れまでも文化財標識や国や県の標識との整合性

をとりながら主要道や公共施設などを中心に順

次整備を進めてきております。また、当市を訪

れる観光客の方々は当市だけでなく最上地域内

の観光スポットを一緒に回遊されることが多い

のが現状となっております。そのため、地域内

の全ての観光施設、名所旧跡を網羅した観光案

内板を最上広域事務組合と一体となって整備い

たします。各市町村に交通手段も表示した大き

な案内板を掲げ、観光客の方にとって、次の目

的地に移動しやすい環境づくりに努めてまいり

ます。 

  また、台湾からの旅行者の方はほとんどが団

体旅行であり、受け入れる市内の観光施設や宿

泊施設ではパンフレットや館内案内を台湾語表

記にするなどの対応をしております。今後は、

さまざまな国から旅行者に対応できるように新
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庄駅を拠点にした観光案内やサインの整備を進

めていきたいと考えております。街なかの景観

にも配慮した多国語言語の表記や最上地域統一

したデザインの整備計画も含めて検討してまい

りたいと考えております。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 再質問ですけれども、

地域担当制ですけれども、職員の研修というか

地域担当、６年前から始まったわけですけれど

も、研修とかそういうのはどういうふうにして

いるのか、その点をお聞きしたいと思います。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

小嶋冨弥議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 研修ということでござい

ますが、全体研修ということに関しましては新

規採用職員を中心といたしまして今年度の場合

は春、秋ということで２回行っております。 

  統一的な全職員の行動ということに関しまし

ては、実態といたしましてはその都度必要とさ

れるべきときに説明会という形で行っておりま

す。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 新規の採用とか、あと

全体、必要なときとありましたけれども、市の

職員で協働に対する関心があるのかないのか私

はわかりませんけれども、少し疑問に思います

けれども、積極性に欠けるのではないかと感じ

ます。その点もう少し地域に出かけていって市

長でなくても外に出ていくというか、それをし

なければ地域の人は、例えば地域の人は誰が担

当だかも区長でさえわからない状況に今なって

いると思うんです。だから、その辺も広報で知

らせる必要があると思いますけれどもその点ど

うでしょうか。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

小嶋冨弥議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 先ほど、伊藤議員のとき

にも少し触れさせてもらいましたが、検証した

中で今議員がおっしゃるような部分も一部鑑み

ることができます。ただ、全体がそのような消

極的だということではありませんで、やはり一

つの成果として市役所が非常に身近になったと

いうところもひとつ感じるところでございまし

て、市への声を上げる体制づくり、仕組みに１

つ加わったというところからして区長方と職員

との間の中で連絡をとれる、コミュニケーショ

ンをとれるやり方、あるいはそのとり方という

ものについてこれが構築されている部分もあり

ますので、今後につきましてはその不十分であ

るとされる部分についてその改善の方法を検討

している。それについては検証の結果を、その

有用性について職員でもう１回確認していく必

要もあるということでございます。そのために

はパートナーシップでございますので、区長方

にもやはり折に触れて理解を深めてもらってこ

の制度を有用な活用の方向にさらに発展してい

けるようにしなければならないと思ってござい

ますので、その積極性という面については制度

全体ということになろうかなと思います。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） ちょっとお聞きします

けれども、今地域担当制の職員というのは何名

いるのか。それから選出方法というか、それは

どのようにやっているのか、その点をお聞きし

たいと思います。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

小嶋冨弥議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 この制度は先ほど市長が

申し上げましたとおり全職員が対応している全

地域への担当ということでございまして、291

名全職員が40班に分けて213地区に区分、40班

に区分した形の中で配置しているということで
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ございます。配置の基本は、自分が住んでいる

ところについては自分の町内を担当するという

ことを基本としながらも、213町内に291名の職

員が１人ずつ網羅されているかというと、そう

はなってございませんので、地区ごとに大きな

くくりを設けているということもございます。

あるいは、そうでない場合は全くその地区の中

でいない場合などにつきましては複数おられる

地区の中から選抜して、そちらに入ってもらっ

ているということもございます。基本は、やは

り危機管理、福祉支援により結びつきやすいよ

うに地理的特性を踏まえることのできる、そこ

に在住している職員がその町内にはまるという

ことを基本としてございます。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 213地区というか、自

分が居住している地区というか全部には行って

いないみたいな話ですけれども、一応全地区に

配置するというか全地区から職員が出ているわ

けではないですから、できれば全地区に平等に

配置するというのが一応基本だと思います。 

  その辺は、この間もさっきも言いましたけれ

ども、議会報告会で誰が自分のところになって

いるかもわからない、そんなのはおかしくない

かとある区長から言われましたけれども、そう

いう点は、例えば年に１回ぐらい広報で担当だ

ということを知らせていないとしか考えざるを

得ないんですけれども、その辺広報で新しく職

員の名前を上げて載せるような考えはないので

しょうか。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

小嶋冨弥議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 先ほどの質問で少しまず

かったところがあるかと思いますけれども、全

地区213地区に291人が全て配置されております。

配置されていない地区町内はございません。 

  したがいまして、例えば25年度当初におきま

しては人事異動もございます。新規採用あるい

は退職の入れかえがありますので、新しい職員

が配置される地区もございます。あるいは、前

年の春に交代した区長もおられますので、顔つ

なぎということもありまして、自己紹介も兼ね

まして電話番号なんかも連絡しやすいように伝

えられるようにということの中で御挨拶にお伺

いして、ことしの場合は３年連続の豪雪につい

ての聞き取り確認も行ったところでございます。 

  そのような形の中で、顔と顔を見合わせなが

ら少し語りをしながら自分がこの担当ですとい

うことで４月に参ったわけでございますが、非

常に年度当初に行ったというのは、ことしのそ

の後活動は有意義だったなと思います。これま

でもお伺いしたときには名前と電話番号という

ことで２人１組でということを基本とはしてい

ながらも２人セットで動けるというのもなかな

かないものですから、１人で活動してきている

というところも実態なわけですけれども、１つ

は本市としては顔をちゃんとつないでその一つ

一つの積み重ねが地域をより知ることになって

いき、有事への連絡のやり方等の仕組みに発展

するのかなと考えておりますので、広報等の媒

体を使うのではなくて、そのような形で足を運

んで連絡先あるいは連絡手段等をお話しすると

いうのが本質であろうと思っております。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 任期とかは２年とか３

年とあるのでしょうか。その職員が退職すれば

いなくなるわけですから、それは別の人がやる、

そういうときにやはり顔つなぎで顔を出すこと

も必要だと思います。私も今区長をやっていま

すけれども、全然顔が見えないし、有事のとき

に１回、震災のときだけしか来ていませんので、

本当に有事のときに活動できるのか、疑問に思

いますけれども、もう少し何ていうか、職員の

研修を含めて地域担当制、動きが見えるように
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してほしいと思いますけれども、その辺どうで

しょうか。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

小嶋冨弥議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 まず、任期ということで

ございますけれども、これについては規定とい

うのはありません。基本としますのは、先ほど

申し上げましたとおり自分が在住するところを

担当とするということをまず基本として、あと

はならしていくという形の調整が入ってござい

ますので、その調整の中で何年間もこの地区を

担当してきたけれども、今年度は動いたという

こともあろうかと思います。それは全体調整の

中でこちらで有効になるようにということで配

慮する中で動く部分でございますので任期につ

いては以上でございますが、なかなか区長との

連絡がとれない場合もございます。あるいは、

連絡をまだ定期的な訪問も必要はないからと言

われている部分もまだございます。先ほども言

われましたように当番制で１年交代でやってい

る区長のところの町内も非常に多くございます。

また、これが多くなってございます。これは自

治組織でございますので、行政とのパートナー

シップということになっても理解につなげてい

くのが非常に難しいと思います。 

  しかしながら、これは全体として進めてまい

りたいということがそれぞれの地域みずからが

地域振興ということを目途とするところへの地

域支援の一部でもございますので、区長総会、

もしくは折に触れてこのようなことを制度の中

身、有用性というものについて理解を深めてい

く、浸透を図っていくということを継続するし

かないのかなとは思います。 

  この継続の仕方については工夫も必要なんで

しょうけれども、職員を通じてまずは訪問して

顔をつないで言葉を交わしていく、このような

コミュニケーションの積み重ねが地域を知るこ

ととなり、緊急時への対応と結びついていくの

だろうと思います。ここで不足しているものに

ついては、前に進めるための改善なんかも今検

討しているところでございますので、よろしく

お願いしたいと思います。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 今の話ですとこの制度

そのまま、これ以上どうこうするというか、そ

のようには私は受けとめられませんでしたけれ

ども、この制度をもう少しうまく活用してやは

り市民のニーズというか地域のニーズに応えて

地域の活性化につなげていくというか、そうし

てほしいと思いますけれども、質問の内容で検

証というか、それはどういうふうにされている

か、もう１回確認したいと思います。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

小嶋冨弥議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 検証につきましては、内

部で今行った結果ということで、今年度に入り

ましてから検証に入っていったわけでございま

すけれども、その背景にあるものがやはり全国

例に漏れず、新庄市も同じような形の中で行政

の経営資源というものも限界もございますので、

地域の力をかりながら地域とのパートナーシッ

プの中で地域づくりを行っていく、これが有用

であろうということで、経過としては改善を施

しながら、これを続けてまいりたいということ

でございます。 

  県内では半分まで行っていない導入の市町村

の数でございますが、全国的には結構トレンド

としては導入しておるというところでございま

すので、さまざまな中身が各市町村でございま

すが、それも研究しながらやっていきたいとい

うことが結果でございます。 

  成果といたしましては、先ほども少し触れま

したが、直に市職員がそれぞれの全部出ていく、

町内へ出ていくということで話をしやすくなっ

た、いわゆるルートが１つふえたということで、
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市役所がこの制度の狙いである身近に感じても

らうことができているのではないかというのが

１つ。もう一つは、何はともあれ市職員が市民

本位の目線で行政を考えなきゃいけないんだと

いう意識が増してきたことを感じることです。

３つ目につきましては、地域におきましても自

分の地域は地域で自分のところで守ってやれる

ところはやる。一緒にやっていきたいところは

行政と一緒にやっていくとしたいわゆる主体的

な意識が非常に多くなってきているというとこ

ろ、これに対する地域支援というものについて

は今後私どものさらなる課題だろうと思ってお

ります。 

  このような成果を踏まえて、一部先ほど来奥

山議員が触れられているように少し積極的では

ないのかなと見られている部分がございました

ら、それは個別的な活動の中でもう少し工夫を

しながら行けるのではないかという改善の方向

づけを検討して具体化策を練っているところで

ございます。改良を重ねて制度を継続してまい

りたいと思います。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） できれば、改善してい

くという話でしたので、市民から職員の顔が見

得るような、そのような制度に改善してほしい

と私は思いますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

  次に、定住促進でございますけれども、先ほ

ど市長の答弁ですと定住促進、奨励金制度につ

いては考えがないようですけれども、他市町村

ではその辺をやっている部分もありますけれど

も、それについては全くこれからやる考えはな

いのかもう一度確認したいと思います。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

小嶋冨弥議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 定住促進策についてのお

話でございますが、例えば結婚祝い金とか出産

祝い金とか新築祝い金なども工夫しているとこ

ろもあるかと思います。あるいは住宅家賃の軽

減とかさまざま、その地域性に合わせた形の中

で全国的な展開があるのも承知しております。 

  その中で、新庄市におきましても例えば家賃

軽減あるいはその他子育て支援の環境整備を含

めながら医療関係のほうで便宜を計らったり、

あるいはもう一方で働くことも必要ですので、

経済的なバックということで場の確保というと

ころについて企業側あるいは就職される方の側

への支援も広く行っております。安全なまちで

あること、先ほど来出ております雪対策、これ

を中心といたしまして防災面でのまちづくり、

ソフト・ハード面、これもしっかりやることも

一番重要なことかもしれません。 

  これに加えて、やはり魅力あるまちでなけれ

ば長続きしていてもらえないという部分もあろ

うかと思います。今のこの人口減少の中で一足

飛びに定住促進ということに結びつかないかも

しれませんが、まずは維持をしたいあるいは少

ないところを歯どめをかけていきたいというこ

とに関しまして、議員と同じような考えである

とは思うんですけれども、一時的なあるいはテ

クニカルなものを導入してこれをすぐやめると

いったことではなくて、持続可能な行動をきち

っと見きわめてこれを入れるときは入れる、あ

るいは住宅家賃軽減などは子育て世代に対して

入れているような制度も始まっておりますので、

平成25年度当初予算あるいは補正予算の中で総

合的なそのような人口定住促進というものの策

といえば総合的に推し進める形の中でこれは事

業を張りつけておりますので、総合力でもって

推していくのが本旨であろうと考えております。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） ただいまの話を聞けば、

奨励金とかそれは考えていないようですので、

ただ若者も今仕事がない、そういう奨励制度も
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ない、若者が他の市町村に出ていってしまうと

思うんです。やはり少しでも、一過性のものか

もしれませんけれども、もうちょっと何か少し

引きつけるような奨励制度を、例えば住宅取得

を100万円援助するとか固定資産税を免除する

とかありますけれども、ちょっと他市と比べる

と新庄市は劣っている。さらに雪があるという

のでほかに住むところを求めて外に出ていくと

いうか、そういうふうになっていると思うんで

す。だから、その辺をもう少し考えてほしいと

いうか、施策として何か考えがないのかもう１

回お伺いいたします。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

小嶋冨弥議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 先ほど申し上げましたが、

やはり入り口的な施策では長く持続的な効用は

果たせないのではないかと思います。抜本的に

複層的に考えた策が講じられない限り、これは

安全安心なあるいは魅力あるというものにつな

がらないと思います。 

  例えば、子育て支援で申し上げますと、今年

度の場合につきましては子育て家庭への医療面

での助成もありますし、居住面での家賃負担軽

減もございます。保育環境でいけば保育料の免

除、あるいは施設を整備して学童保育所のオー

プンを今回見たところでございますが、教育環

境面でも個別学習面等で細やかな配慮もしてお

るところでございまして、子供子育て関連３法

におきましてはその支援事業計画の準備も進め

ております。また、雇用の創出の対策としまし

ても工業団地の企業誘致、これが盛んに今行わ

れていることは御承知のとおりだと思いますが、

これをさらに進めていくという方向づけは今回

の機構の部分の取得というところにもあらわれ

ておりまして、雇用主側につきましても促進支

援策もありますし、新規就労に結びつくことを

期して奨励金というものも用意しております。

ジョブマッチングも継続しておりますし、補正

におきましては６次産業化というところの入り

口に立っております。 

  このようなことは、新庄市の特性を捉えて今

まで歩んできたことを無駄にしないで今後につ

ながるための策であろうかと思います。入り口

としてのそういうさまざまな減免等を幾ら結び

つけてもこれはどうなのかと。私たちが市民総

意でつくり上げてきたまちづくり総合計画を着

実に進める上で、総合力こそが一番大事なもの

であろうと思っておりますので、平成26年度に

つきましてもこれらをよく進めて、あるいはお

くれているものはこれを見直してということで、

予算編成でも申し合わせしておりますので、そ

の辺の方向づけにつきましても御理解いただき

たいと思います。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 今少子高齢化の中で人

口が減少しているわけでございますけれども、

定住人口を維持するというか、その維持の確保

だけはこれから頑張って努めていってほしいと

思いますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

  ３番目の観光の関係ですけれども、案内板と

かそういうのは私も少ないように思いますけれ

ども、トイレとかそういう受け入れ体制の整備

がなっていないと思うんです。その辺はどう考

えているのか。話を聞きますと、新庄市にはほ

とんど泊まらないで全部湯野浜温泉か天童に泊

まるという話ですけれども、これは外国の方で

すけれども、その辺の受け入れ体制の整備につ

いてどのように考えているのかお聞きしたいと

思います。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 案内看板等について御

質問がございました。 

  観光施設の案内看板についてはおよそ本市で
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も案内看板を設置していると思いますので、ほ

かの市から比べて少ないということではないよ

うに感じております。市長の答弁にもございま

したけれども、今後最上広域市町村圏事務組合

で各市町村に大きな全体を網羅する案内板を設

置するということでございますので、市町村の

意見を取り入れながらそういう取り組みを進め

ていきたいと思っております。 

  それから、外国の方の泊まりが少ないのでは

ないかということですけれども、市長の行政報

告にもございましたように、インバウンド事業

でかなりのお客さんが見えるようになってきて

おります。宿泊につきましても昨年をずっと上

回る台湾の方が泊まっております。ただ、やは

り通過型の方が多いようですので、その辺につ

いては温泉施設がないというところもございま

すので、今後は農家民宿、民泊などの対応を考

えていきたいと考えております。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 伺いますけれども、台

湾の方が一番観光客は多いと思いますけれども、

今１年にどのぐらいの人が来ているのか、来て

いる時期はいつなのか、主に何を見てどこで食

事をしているのか、できればわかれば教えてほ

しいと思います。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 今年度の全体はまだわ

からないのでございますけれども、上半期で宿

泊した方々は市内に宿泊した方々は68人でござ

います。それから、宿泊はしないけれども昼食

をとったとかそういう方々は既に200名ほどに

なっておりまして、また12月末にも台湾から食

事の予約が入っているというところでございま

す。 

  大体、最上地域の場合ですと75％ほどの方々

が台湾の方がお見えになっておりまして、自然

とか紅葉狩りとかあるいは雪といったものに非

常に魅力を感じているようでございます。ただ、

やはり先ほど申しましたように温泉施設が少な

いということもございまして最上川の舟下りと

かそれ以外の地域に流れていくというのが現状

でございますので、この辺をどのように宿泊も

含めた対策をどうするかということを今検討し

ているところでございます。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） この間、最上川舟下り

の船頭さんと会ったんですけれども、お話を聞

いたら台湾の方はことし800名ぐらい来ている

という話でした。「ほとんど新庄は行かないよ、

新庄は行っても何もないから通り過ぎるだけ

だ」と。だからもう少し新庄もその辺、さっき

から話がありますけれども、最上地域の広域の

ルートで観光と一体化するとかモデル的なルー

トをつくるとかいろんなことを考えてこれから

やっていかないと、通過するだけで銀山温泉で

さえあそこは泊まらない、天童と湯野浜だけだ

と言っていましたので、その辺のところをもう

少しインバウンド事業に対して一生懸命やって

いってもらえるなら、やはり受け入れ体制の整

備をしていかないと大変だと思いますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。以上で終わり

ます。 

小嶋冨弥議長 ただいまから１時まで休憩いたし

ます。 

 

     午前１１時４４分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

小関 淳議員の質問 

 



- 45 - 

 

小嶋冨弥議長 次に、小関 淳君。 

   （１３番小関 淳議員登壇）（拍手） 

１３番（小関 淳議員） 12月定例会３番目の一

般質問をします。 

  新聞やテレビではアベノミクス効果で景気は

上向いているというニュースが流れていますが、

残念ながら地方経済は全国的にその恩恵を受け

ていないようです。果たして本当に地方経済が

潤うような流れになるのだろうかと、暗くどん

よりとした不安を抱かずにはいられません。た

だ、強く感じるのは、かつての高度経済成長期

のような活況を期待してはいけないということ

です。 

  先日、国債などの発行による国の借金が

1,000兆円を超えたというニュースがありまし

た。ということは、国際的にも日本は必ず何ら

かの実効的な返済策を講じなければならない状

況に今度こそ追い込まれていきます。そうなれ

ば、当然自治体の大切な財源となる地方交付税

などにも大きく影響することは間違いないはず

です。 

  我が新庄市は、平成18年に借金の度合いを示

す実質公債費比率が30.1％と全国的に話題にな

るほどの数字でした。しかし、その後に財政再

建は順調に進められ、平成24年度では13.9％と

他の自治体とほとんど変わらないレベルの財政

状況になっています。その一方で、今なお厳し

い財政再建中ということもあり、市民ニーズに

対応したサービスの提供をしてきた市民文化会

館や体育館などの公共施設が年月を経て劣化し、

その改修などもなかなか進まない状況が続いて

います。 

  そこで最初に、公共施設の建物や設備等の現

状と今後の整備などの方向性についての質問を

いたします。 

  公共施設といっても、今回は道路や水路など

ではなく市民がふだん利用している福祉施設や

生涯学習施設、体育施設などに関連した質問を

したいと思います。 

  先日、それらの施設を数カ所回ってみました。

管理運営を任されている指定管理者の皆さんの

日々の努力や利用者、市民ボランティアなどの

協力によって施設内は非常に大切にされ、実に

きれいに利用されておりました。しかし、どん

なに大切にきれいに利用しているとしても、年

を重ねればその建物は古くなり設備なども次第

に利用者ニーズに合わない内容になってくるの

は当然のことです。 

  例えば、体育施設の中には公式大会が開催で

きない陸上競技場があり、柔道の畳が劣化し稽

古でのけがの心配のある武道館もあります。全

国でも体育館やプールなどのさまざまな公共施

設で経年劣化などによる事故が起き始めていま

す。財政が依然として厳しいという状況は理解

できますが、特に未来を生きる子供たちや学生

たちが多く利用する施設の充実は後回しにして

はならないと思います。 

  このような現状は、全国の自治体のほとんど

が頭を抱える大きな社会問題となっています。

他の自治体では、公共施設をコストとストック

などさまざまな面から見直しをかけ、市民を交

えて協議し、改修や廃止などの方向性を決定す

るという公共施設マネジメントというシステム

を導入し成果を上げているところも出てきてい

ます。 

  そこで、新庄市では公共施設の現状を現在ど

のような手法で把握しているのかを聞かせてく

ださい。また、今後縮小していくだろう財政の

中でどのようなシステムを用いて改修や再整備

を進めていこうとしているのかを聞かせてくだ

さい。 

  次に、実務課題解決のための職員による事例

視察についての質問をいたします。 

  平成22年に人材育成基本方針を策定する際に

行われた職員意識調査の中に、能力向上に取り
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組む必要性を感じている職員が８割以上いると

いうデータがありました。これは、市政の将来

にとって大変貴重な数字です。それを反映して

か、職員研修については予算や内容的にも充実

しつつある状態であると認識しています。実際

に外部研修などに参加した職員からは、実に意

義ある研修だったという声も聞こえてきます。 

  先月に会派で視察した北海道ニセコ町では今

年度一般会計予算が約43億円で、職員研修費に

は約730万円もの予算をつけています。町の職

員数は88名、新庄市の３分の１にも満たない職

員数です。それなのに研修費は新庄市の３倍以

上となっています。繰り返します。職員数が３

分の１以下なのに研修費が３倍以上です。 

  ちなみに、新庄市の今年度一般会計予算が約

150億円で職員研修費は約200万円、数年前まで

はたしか50万円前後だと思います。この数字の

違いは財政再建中だったからという理由だけな

のでしょうか。 

  決算シートなどで比較しても決してニセコ町

が財政的に潤っているわけではありません。そ

れでも、職員力と組織力を1,719ある自治体の

中で最高のレベルにしてニセコ町は生き残ると、

そのために多くの予算をかけている、そういう

ことだそうです。 

  新庄市はニセコ町と市政の方向性において本

質的な部分の重要な何かが違っているのではな

いかと思わずにはいられませんでした。 

  今回の視察ではこれからの混迷する時代、山

のようにある地域課題に職員が果敢に立ち向か

いどのように住民福祉の向上につなげていくの

か、それはしっかりした職員採用システムと現

役職員の資質向上の個の課題解決力の強化、組

織力の強化であるという明確で強い意志を確認

してくることができました。 

  もちろん、金額の多寡で全てをはかることは

できません。しかし、そう遠くない将来には、

育成などに予算をかける自治体と無駄だと予算

をかけない自治体とでは組織全体での能力差が

歴然としてくるのではないでしょうか。 

  職員育成のこととは多少ずれますが、例えば

小中一貫校建設事業や戸籍電算化事業などの大

規模プロジェクトの際には、職員が先進地視察

を行い有効な成果につながったと思います。そ

れらのような大きな事業以外の業務については、

視察などは現在タイムリーに行われているので

しょうか。もし行われていないのならば、充実

しつつあるさまざまな研修制度と並行させなが

ら、多様な実務課題を柔軟にかつ的確に解決し

ていくための職員による先進事例視察などは常

時行えるようにしておくべきです。そのために

は、柔軟に対応できる体制づくりや予算の確保

などが必要と考えますが、市長の考えを聞かせ

てください。 

  また、今後職員からの視察要求にはどのよう

なシステムでどう対応していくのかも聞かせて

ください。これらの全ては質の高い市民生活と

市民福祉の向上につながっていきます。 

  「星の王子さま」という児童文学のある場面

で、キツネが王子様に「心で見なくちゃ物事は

よく見えないってことさ、肝心なことは目に見

えないんだよ」と教えるシーンがあります。つ

まり、なかなか見えにくくはかることのできな

いようなものにこそ本当に大切なことが含まれ

ているんだと言っているんだと思います。 

  人材育成や先進地視察に多くの予算をかける

ことは、なかなか周囲の理解は得られないかも

しれません。しかし、先ほども申し上げました

ようにほとんどの職員が市民のためにより向上

したいという意思を示しています。ぜひ、明確

な強い意志を持ってそれらを充実させてほしい

と思います。 

  以上で壇上からの質問を終わります。（拍

手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 
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   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、小関議員の御質問にお

答えさせていただきたいと思います。 

  御質問は公共施設の現状と今後の方向性とい

うことでありますが、本市では現在平成24年３

月に策定いたしました市有建築物耐震化実施計

画に基づき耐震診断を実施しております。平成

24年度は先行して実施しております学校施設の

ほかに、保育所、児童館と住民生活の場である

市営住宅の診断を実施し、必要な耐震性能を満

たしていない施設につきましては改修工事を行

い、耐震性の向上を図ってまいりました。 

  本年度は、本庁舎を初め社会教育施設や体育

施設について耐震診断を実施、現在診断結果の

取りまとめを行い公表の準備をさせていただい

ているところでございます。本市では当面施設

管理について市民の安全確保を最大の目標と掲

げ、市有施設の耐震化を早期かつ着実に実施す

ることとしており、その推進に努めてまいる所

存でございます。 

  また、全国的にも高度成長期につくられた橋

やトンネルなどの社会インフラを初め、自治体

が管理する公共施設などの老朽化が課題となっ

ており、その対策として政府より長寿命化基本

計画案が示されたところであります。このよう

な国の動向を見ながら今後の市有施設のあり方

について検討を進めてまいりたいと思います。 

  御提案の市民マネジメントの導入についてで

ありますが、大変参考になる考え方であります

ので、これなども参考にさせていただきたいと

思います。施設につきましては、耐震、短期的

なもの、中期的なもの、長期的なものと分けて

今後の整備に取り組んでいく所存であります。

市民の考え方なども入れながら反映できたらい

いなと思っております。 

  それに先んじまして、体育施設の耐震化が出

ておりますので、この会期中に担当の課より皆

さんに御説明させていただきたいと思っており

ます。 

  次に、実務課題解決のための職員の事例視察

等について、職員の研修体制でありますが、実

務課題解決のための先進地視察関係の御質問に

つきましては、議員の御意見のとおり研修や先

進地視察などを通して人材をしていくことは行

政を運営していく上で最も大切なことだと考え

ております。このため、人材育成基本方針、人

材育成推進プランを作成し、この基本方針によ

り毎年職員の研修計画を立案し、体系的に研修

を進めているところであります。 

  御指摘のとおり、実務上の問題を解決し行政

を進めるためには座学だけでは十分でなく、職

員が先進自治体などの事例に直接触れ体験する

ことによって身につくものが大きいと考えてお

ります。 

  このようなことから、ここ数年、特に派遣研

修の拡充を図っており、電通への派遣研修も３

年目を迎えているところであります。この研修

は、電通が持っている幅広い人的ネットワーク

を活用しながら地域が持っているさまざまな課

題を解決するための人材育成を目的としている

ものであります。また、千葉県にある通称市町

村アカデミーあるいは東北自治研修所、県市町

村職員研修所などにも計画的に職員を派遣して

おりますが、特に市町村アカデミーでの研修は

大学教授などを講師陣とする中央研修所ならで

はの質の高いものであり、課題研究のグループ

討議では意見交換やグループのプレゼンなどに

おいて全国各地の職員と交流を持つなどいろい

ろな考え方を吸収できる貴重な機会となってお

ります。 

  さらには、年明け１月には技師職員を首都圏

の専門研修機関に派遣し、新しい技術的な知識

を習得させる予定でおります。また、昨年から

職員が取り組む自主的な研修研究活動について

その費用の一部を助成しておりますが、事業に

関する先進地の視察、亀綾織に関するイベント
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の企画実施など多種多様な活動が展開されてい

るところであります。職員は助成を受けるため

企画書の作成やプレゼンを行い、さらに取り組

み成果について庁内での報告会も開催しており

ます。これらの活動が職員の実務課題解決能力

の向上につながっており、また周囲の職員にも

よい影響を与えているものと感じております。 

  議員御質問の視察等の取り組みといたしまし

ては、インバウンド誘致研修といたしまして新

庄市民を台湾の旅に担当課以外の若手職員が随

行し、業務に従事しながらインバウンド誘致に

かかわる実務のノウハウを学んできたところで

あります。 

  また、10月に開催された第１回戸沢サミット

ｉｎ高萩にも職員が参加するなど視察研修を実

施しているところであります。 

  なお、これらの先進地視察に必要な経費につ

いてはその必要性を十分に検討した上で予算を

措置する体制になっておりますが、これら先進

地視察から実務研修などを活用しながら地域の

課題解決に向けてより効果的な手法を探ってい

きたいと考えております。今後におきましても、

まちづくり総合計画を着実に推進すべくさまざ

まな行政課題に対応できる職員の育成に取り組

んでまいります。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） 大変前向きな答弁をい

ただきましてありがとうございます。二、三再

質問をさせていただきたいと思います。 

  まず、公共施設のマネジメントを、そういう

システムを導入してはどうかというところでご

ざいます。先ほども申し上げましたように、全

国的に頭を抱えている問題なわけです。先ほど、

市長からは市民を交えてそういうシステムを導

入しながら取り組んでいきたいという答弁があ

りました。その点では非常にありがたいと思っ

ております。 

  具体的なところで大変申しわけないんですが、

市民文化会館が昭和56年に建っているわけです。

築32年ぐらいですか。体育館は47インターハイ

の前の年ですから、46年、築42年もたっている

わけです。大体公共施設のあれは30年とか40年

とか50年とかいう耐用年数というか、そういう

ものが設定されているようですけれども、やは

り全国で天井が崩落したのなんだのという事故

が結構起きてきています。先日も金山のある施

設でもそういうことがあったかと思います。早

急にそういうものに対応してほしいんですが、

そういう体制としては、先ほど市長からもなる

べく早くやる体制ではいるということですけれ

ども、どれぐらいの早急さというか、それを聞

かせてください。 

松坂聡士都市整備課長 議長、松坂聡士。 

小嶋冨弥議長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 今の議員の御質問でござ

いますけれども、まず耐震化の関係することと

理解してお答えしたいと思います。 

  耐震化の市有地施設耐震化計画というものに

つきましては、平成７年に阪神大震災によりま

して制定され、建築物の耐震改良の促進に関す

る法律ということで示されたわけでございます。 

  その中で、本市にいたしましても施設そのも

のについて診断を行うということがございます。

対象とするものにつきましては、昭和56年５月

31日以前に建築されたものという形で設定をし

まして、それぞれ耐震診断を行っているという

ところでございます。 

  その中で、特に先ほど議員から話がございま

した文化会館等につきましてはやはり築も相当

古いということでございまして、耐震診断を経

ましてそれに基づいて耐震改修ということで今

後実施されるということで、その検討をこれか

ら行うということでございます。それで全体の

ものにつきましてそれぞれ検討しまして、その
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結果をもとにして計画を立てていきたいと考え

てございます。以上でございます。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） 都市整備課長から答弁

いただいたんですが、そういう方向性でよろし

いかと思います。ただ、先ほども私の一般質問

の中身にありましたようにコストとストックの

そういう面、あとはさまざまな稼働状況とかそ

ういうものを含めた全ての面で議論をしていか

なければならないのではないかということを申

し上げたかったんです。 

  さまざまな公有財産管理活用方針策定会議と

か市民評価会議、事務事業の評価とか、さまざ

まな今課長が説明なさったような耐震化のこと

とかいろんな部署で行っているわけです。私と

しては、それをトータルで市民を交えていろん

な方面から議論をしていくというか見直しを図

っていく必要があるのではないかと。市民を交

えるというのは前の質問でもありましたけれど

も、市民協働という点でも非常に重要な効果を

生むのではないかということですが、そういう

ことに関してどう考えますか。 

野崎 勉総務課長 議長、野崎 勉。 

小嶋冨弥議長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 議員からは、耐震化に限らず

施設全体のあり方についての検討についてはど

うお考えかという御質問であろうと思います。 

  確かに、まず今やろうとしておりますことは

地震、このたびの大震災を踏まえまして耐震化

というものをどうしても先行して急がなくちゃ

ならない、これをまず早急に進める必要がある

んじゃないかということで、まずは耐震化につ

いて計画的に進めていきたいというのが第一優

先順位と考えてございます。 

  その後に、議員御指摘のように市有施設全体

にわたってどうあるべきか、その方向性を探っ

ていくべき方向性というものは、まさに御指摘

のとおり私どももその必要性を感じているとこ

ろでございます。ちなみに、国では先月29日に

長寿命化計画案というものがまとめられ公表さ

れております。これによりますと2016年までに

市町村に対しても全体的な施設の維持管理体制

や中長期的なコースの見通しを示した行動計画

を策定することということが発表されてござい

ます。その計画に従って2020年ごろまでに必要

な措置を講じなさいという、今の国の指針のよ

うでございます。 

  それを考えますと、我々といたしましてもこ

のスケジューリングが具体的にどうなるのかを

今後よく見きわめながら対応していかなければ

いけない。その中で議員御指摘のように市民マ

ネジメントという考え方をどうやって取り入れ

ていけばいいのか、どういう場面でいけばいい

のかというのは具体的に検討の段階で精査して

まいりたいと考えてございます。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） 国の長寿命化計画案と

いうのが示されているということですけれども、

2020年までに云々ということでしたけれども、

先ほども申し上げましたように、全国のいろん

な施設で事故が起きています、実際。利用なさ

るのは市民の安全をという話も市長の中に、最

優先にしているということもあったわけです。

国の動きを待ちながらというのは遅い感じはし

ませんか。 

野崎 勉総務課長 議長、野崎 勉。 

小嶋冨弥議長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 国の長寿命化基本計画案は先

月29日に発表されたばかりということを申し上

げましたが、この中では地方に求められている

計画策定が2016年度までということでございま

す。これをやろうといたしますと、2014年度、

2015年度と具体的に進めていかないと、全体的

な検討バランスがとれないのではないかと考え
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ております。その上で予算措置等全体的なバラ

ンスを見きわめた上で検討するということにな

りますと、国がこういうことを示したとはいえ、

現実的には多少計画までに時間がかかると思っ

てございますし、我々が今考えていることと国

の制度、こういったものを利用しながら、もし

かすると補助金ということもこの計画の中にご

ざいますので、利用できるものは利用して進め

ていきたいと考えているところでございます。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） 課長がおっしゃるのも

わからないでもないんですが、私はやはり緊急

性を要するんじゃないかと思うわけです。 

  施設から恐らくこの辺が壊れているとかこの

辺が修繕が必要だとか、そういうことが上がっ

てくるはずです。上がってくるはずですよね。

それを一々修繕するあるいは改修するとかいう

ことをしてしまうと、要するに大きな状態で捉

えてやらないとコスト的に非常に重なっていっ

たりして余計なコストがかかってしまうんじゃ

ないかということを私は言いたいわけです。そ

うならないように、利用者である市民を交えて

早急に議論する場を設けてはどうなのかという

ことです。そして、市民を交えて検証していく

んです。最終的にこの施設は廃止だとか市民を

交えて決定していくようなものをぜひ設置して

いただけないかな、それが市民協働ということ

じゃないかなと私は思うわけでございます。そ

ういう市民とともにいろいろ協議していく場、

公共施設をどうするのかという方向性をつける

場というのを今後設置しようか、設けようかと

いう気はありますか。 

野崎 勉総務課長 議長、野崎 勉。 

小嶋冨弥議長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 市民を交えた検討体制という

ものにつきましては、先ほど市長から御答弁申

し上げましたとおりその方向性については大変

参考になるべきものだということでございます。

したがいまして、どのような体制がいいのか、

どういうものをお願いすればいいのかというと

ころもございますので、その方向性は方向性と

して具体的にどういう検討の進め方をするのか

という検討と一緒に検討してまいる課題ではな

いかと思っております。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） ぜひ、タイムリーに前

向きに検討していただければと思います。 

  では、次の質問に入っていきたいと思います。

職員研修のところでは非常に、市町村アカデミ

ー等を利用しながら一生懸命研修を進めながら

職員の資質向上を図っているという先ほどの御

答弁でしたけれども、先ほど一般質問の中身で

言いました一般会計の規模が43億円のニセコ町

と、そこは職員数が88名。職員研修費が730万

円。その状況と新庄市の状況を比較してどのよ

うに感じますか。 

野崎 勉総務課長 議長、野崎 勉。 

小嶋冨弥議長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 ただいま御紹介いただいたニ

セコ町の予算規模の例でございますが、率直に

申し上げまして金額的には大きい金額をお使い

だなとは感じてございます。ただ、新庄市の予

算の中でも研修費という名目であるのは200万

円を少し超えたぐらいの金額になってございま

す。 

  御指摘のとおり、この10年ぐらい少しずつ上

がってきながらやっと200万円を超える程度ま

でに来たということでございますが、ニセコ町

との比較の中でどうだということになりますと、

どのようなものを研修費に加えているか、予算

の編成の仕方というものの違いがございますで

しょうし、またその研修の中身についても例え

ば我々はいろんな補助を受けながら、実質的に

お金をかけずに効果をなるべく大きくとりたい
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という方法をとってございます。ニセコ町が外

部の講師の方を呼んできたり、お金のかけよう

というところも違ってくるんだろうと思います

が、いずれにいたしましても我々としては今あ

る研修の中で少しでも効果を大きく出せるよう

な研修を工夫していっているわけでございます

ので、この点については予算規模の比較はあれ、

思いは一緒だと思いますし、効果もそれなりの

効果を上げているものと理解してございます。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） 多少、ちょっと意地悪

っぽい質問でした。 

  本当に金額の多寡ではないということはわか

ります。ただ、ニセコ町でもお金をかけないで

さまざまな研修をしていることは言わせていた

だきたいと思います。とにかく、研修、要する

に職員の資質を高めるためにさまざまなことを

やっているわけなんです、実際。お金のかけ方

が違うということですが、私も予算書を見まし

たけれども、似ています。ただ、金額が３倍以

上になっているわけでございます。 

  ニセコ町では職員研修費プラス各課の旅費と

いうのがあるわけですね。先進地視察するため

の、職員が、それも充実しています。しかし、

充実はしていますが、その旅費が足りないとい

うケースも出てくるそうです。山積みしている

地域課題を解決するためにはどんどんいろんな

先進地に視察に行くわけですね。そうするとニ

セコ町では職員研修費をそちらに回すというか、

それはいいことか悪いことかはわかりませんが、

課題解決のためにはそういうことをしているわ

けです。そういうことに関してはどのように感

じますか。 

野崎 勉総務課長 議長、野崎 勉。 

小嶋冨弥議長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 総務課でやってございます統

一的な研修のほかに、各課で必要な事業に伴っ

ての先進地研修、視察等の旅費の手当はどうし

ているんだろうというお話かと思います。 

  確かに、各課の各事業において必要な先進地

の視察というのは当然あるんだろうと思います。

その中でも県内でございますと先進地に行く場

合、公用車を使い経費がかかりませんので、日

程をとりながら随時各課が必要なところに必要

な先進地研修を行っているものと思っています。

県外に行く場合につきましては、事業費の中で

予算措置なり旅費として組み込まれているもの

と思います。必要なものについては予算査定の

段階で議論を重ねながら必要なものは必要なも

のとして予算措置されてございますし、仮にど

うしても必要なものであるということになれば、

それは補正対応で賄っているというが新庄市の

実態であると考えております。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） 対応はしているという

ことですね。柔軟な対応はしているということ

でよろしいですね。 

  そういう課長の答えでしたけれども、職員か

ら聞こえてくるのは、なかなかここに行く旅費

をと要求した際に首を縦に振ってくれないとい

う現実があると実際聞いております。そういう

現実はありますか。 

野崎 勉総務課長 議長、野崎 勉。 

小嶋冨弥議長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 必要な予算につきましては、

その必要性について十分な説明をしながら一番

少ない経費で最大の効果を生むための議論を重

ねていってやっと予算化ということになってお

ります。そういうふうに進めていくのが予算の

編成であろうと思います。その中で事業査定を

する際にもしかすると優先度からして低いとい

う判断で落ちるものもあるのかなとは思います。 

  ただ、いずれにいたしましても十分にあるか

ら、潤沢にあるから行けという使い方ではなく
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て、その時々の必要性に応じて必要なものにつ

いて十分な議論、協議を重ねて予算化していく

ということがまず第一の出発点ではなかろうか

と考えてございます。以上でございます。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） むげに断るということ

はしていないということでよろしいですね。こ

れからも、やはり一生懸命な職員がいっぱいい

らっしゃいますので、職員の話を十分に聞いて

頑張って対応していただければと思います。 

  先ほど、課長が最少の経費で最大の効果、そ

れは当然自治体としての当然のことですが、で

きれば最大の効果を生むために何をしていくか。

最少から始まると例えば建物などの場合は経費

のことばかり優先されてちょっと半端な施設に

なってしまったりするので、住民が最大の効果、

最大のサービスを受けるためにはどうするのか

ということから始めていただければ施設なども

より充実してくるのではないかと思います。ど

うですか、そういう、最少の経費で最大の効果

じゃなくて、最大の効果を生むためにという。 

伊藤元昭副市長 議長、伊藤元昭。 

小嶋冨弥議長 副市長伊藤元昭君。 

伊藤元昭副市長 職員研修に関連した御質問かな

と思います。 

  小関議員がおっしゃるように先進地視察が重

要ではないかと、おっしゃるとおりだと思いま

す。昔から百聞は一見にしかずという言葉がご

ざいます。そのとおり、すぐれているところを

勉強させていただきながら新庄市としてもより

すぐれた施策を行っていくというのがこれは極

めて当然とおっしゃるとおりと私も思います。 

  御案内のとおり、研修といいますのは専門用

語になりますけれども、態度の変容、要するに

研修を受けた職員の気づきが必要だということ

が研修の一番大きい狙いの一つになっています。

そういう意味からも、微力ですけれども、年々

当市の研修費用も増額させていただいていると

いうのは御理解いただいているとおりだと思い

ます。 

  そういう中で、公共福祉に我々は、その増進

に寄与していくという大きい狙いがあるわけで

すが、建物のリニューアル等も含めてやはり少

ない経費の中でより効率的に最大の効果を上げ

ていくというのは当然なことだという認識はし

ております。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） わかりました。 

  とにかく、市民の福祉向上に努めていきたい、

努力したいという、ほとんどの職員の皆さんが

そう感じているということですので、ぜひその

気持ちを支える土台をしっかりしてつくり上げ

てほしいと思います。 

  そして最後に、ニセコ町の片山町長がどうい

うことを言っているかということをある記事で

見ましたので、読ませていただきます。 

  地方自治体職員に、少なくとも霞が関の官僚

以上の能力がないと国の政策に飲み込まれる。

国の法律がおかしければ変えさせるくらいの職

員の質が求められるし、補助金がだめだったら

ニセコ町にとってプラスになるような補助金を

つくらせるような職員を育てていかないとニセ

コ町は生き残れない。 

  こういう覚悟を持ってニセコ町の片山町長は

職員研修費を充実させています。ぜひ、新庄市

もそのようにやっていただければと思います。

終わります。 

小嶋冨弥議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午後１時４８分 休憩 

     午後１時５８分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 
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髙橋富美子議員の質問 

 

 

小嶋冨弥議長 次に、髙橋富美子君。 

   （３番髙橋富美子議員登壇）（拍手） 

３ 番（髙橋富美子議員） 市民・公明クラブの

髙橋富美子です。本日最後の一般質問をさせて

いただきます。それでは通告に従い一般質問さ

せていただきます。よろしくお願いします。 

  初めに、安心安全なまちづくりについてお伺

いいたします。 

  １点目は、本市における自主防災組織の進捗

状況と課題についてお伺いいたします。 

  阪神大震災では、救出された人の約８割が消

防や警察ではなく家族や近所の人の手で助けら

れたとされ、この教訓を受け地域の共助のかな

めとして自主防災組織が各地域につくられたと

あります。東日本大震災でも、活動が盛んな組

織は安否確認や避難所運営で重大な役割を果た

したと記されており、地域の連帯感が被害を防

ぐ大きな力になることを実感します。 

  今後、地震が高い確率で発生すると評価され

ている山形盆地断層帯や新庄盆地断層帯の活断

層を抱えています。新庄盆地断層帯を震源とし

た地震が発生した場合の被害想定が出ておりま

した。これは平成10年山形県地震対策基礎調査

からのものですが、冬場の早朝に発生した場合

地震の規模はマグニチュード7.0、最上の最大

震度６強、新庄市における死者数35名、重軽傷

者数498名、建物全壊481棟、建物半壊1,272棟、

避難者数2,689名と想定されており、30年以内

の発生確率は５％以下と記されております。 

  いつ起こるかもしれないこの災害、また梅雨

前線に伴う大雨、相次ぐ台風接近などにより甚

大な被害が各地に起こっております。いつ起こ

るかわからない自然の猛威、災害から自分の家

族や命を守るためには、一人一人が災害発生に

備えふだんから十分な対策を講じておかなけれ

ばなりません。 

  災害が発生した場合には、防災関係機関が総

力を挙げて防災活動に取り組みますが、大きな

災害になるほど道路の寸断や火災など被害は多

種多様にわたり、関係機関のみの活動では十分

に対処できないとも言われております。災害の

拡大を防ぐには、自分や家族の力だけでは限界

があり、不安や混乱を招き危険を伴う場合があ

ります。そんなときに隣近所の人たちが集まっ

てお互いに協力しながら防災活動に取り組むこ

とが大きな力となります。災害発生時はもちろ

ん、日ごろから地域の皆さんが一緒になって防

災活動に取り組むために自主防災組織の必要性

をますます強く感じるところです。 

  本市における自主防災組織率が県内最低と耳

にするたび不安になります。自主防災組織の進

捗状況と課題等をどのように把握され、組織率

の向上に向けての方策についてお伺いいたしま

す。 

  ２点目に、地域防災計画の見直し及び大規模

災害のマニュアルはなされているのかをお伺い

いたします。 

  ３点目に、雪害などの自然対策、災害対策と

してどのような課題を持ちどのように対応して

いるのかお伺いいたします。 

  人々の日常生活を一瞬にして危機に陥れる脅

威がさまざまな形でもたらされる自然災害、地

震、地すべり、津波、台風、竜巻、そして雪害

などで大きな被害が国内外で発生しています。

想像を絶するような甚大な被害が生じており、

自然のすさまじさ、自然に対する人間の無力さ

を見せつけられます。また、３年続きの豪雪は

市民にとって大きな不安の一つです。自然災害

の対策と課題について、あわせて今年度の具体

策について新たな方策などをお伺いしたいと思

います。 
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  ４点目に、防災会議における女性委員の登用

についての進捗状況についてお伺いいたします。 

  3.11東日本大震災から1,000日が過ぎました。

一日も早い復興を祈らずにはいられません。公

明党においては、東日本大震災発生後党内に女

性防災会議を立ち上げ、女性の視点から既存の

災害対策を見直してまいりました。2011年10月、

被災３県を除く全国の女性議員が、658自治体

において防災行政総点検を実施し、この結果を

もとに緊急提言を取りまとめ、昨年６月、地方

防災会議に女性委員の参画を促す災害対策基本

法改正を実現しました。防災対策に女性の視点

を取り入れることにより地域における生活者の

多様な視点を反映した現実的かつ具体的な対策

が実現し、地域の防災力アップが期待できます。

また、災害時の担い手として女性が積極的に登

用されることにより、性差等に配慮したきめの

細やかな被災者支援が期待できます。 

  本年３月の定例会においても同じ質問をいた

しました。市長より、委員の構成などについて

「現在役職だけの枠にとどまらず幅広い範囲か

ら、特に女性の視点を生かした防災対策は大変

重要なことでありますので、条例の改正を踏ま

えた積極的な登用を考えております」との力強

い答弁をいただいております。その後の進捗状

況について伺います。 

  ５点目に、市営住宅に手すりを設置してはど

うかお伺いいたします。 

  市内には５つの市営団地があります。北新町

団地は昭和52年度、53年度に入居開始、築三十

五、六年がたちます。４階建てで１号棟２号棟

ともに手すりはないようでした。玉の木団地は

昭和48年から51年、56年に入居が開始。こちら

も築32年から40年。こちらは５号棟の１階と２

階のみ１カ所ずつ手すりが取りつけてありまし

た。話を伺ったところでは、足が不自由になり

役所で取りつけてもらったとのことでした。野

際団地の１号棟は昭和54年に入居開始。４階建

て、こちらも４階に１カ所だけ手すりがありま

した。やはり同じ階に住む方も足が不自由とな

り役所にお願いしたとのことでした。手すりを

つけてもらって本当に助かりましたとうれしそ

うに話してくれました。４階は見晴らしがよく

最高と40代で入居された方も、現在70代となり、

階段の上りおりはつらそうですと同じ団地に住

む方の声でした。まして、荷物を持って上がる

のは本当に大変です。手すりを全ての階に取り

つけてはいかがでしょうか。訪問される方も安

心できると思います。本当に小さなことかもし

れませんが、人に優しいまちづくりの一歩なの

ではないでしょうか。 

  続きまして、教育行政についてお伺いいたし

ます。 

  １点目は、ハローブック事業をより充実する

ためにブックスタートが効果があると思います

が、どのようにお考えでしょうか。 

  赤ちゃんと絵本を一緒に楽しもう、お母さん

と赤ちゃんとが絵本で喜びを分かち合おうとい

う呼びかけで1992年にイギリスでブックスター

トが始まりました。日本では2002年から全国各

地に広がり、本市においては翌年2003年より健

康課、福祉事務所、生涯学習課の３課の連携に

よりハローブック事業がスタートしました。 

  新庄市ハローブックは絵本に興味を持つ赤ち

ゃんがいることを知ってもらい、親子で楽しん

でもらう運動です。具体的には４カ月健診と２

歳児歯科健診の待ち時間に図書館職員、子育て

支援センターの先生、図書館ボランティアが絵

本の読み聞かせを行い絵本の楽しさをお伝えし

ます。また、お子さんの図書館利用カードの作

成や図書館から持ってきた絵本の貸し出しが行

われています。絵本は親が赤ちゃんに優しい言

葉で語りかけ、心を通わせるひとときをつくっ

てくれます。 

  この事業が始まって10年、初めてハローブッ

クに出会い絵本を手にした赤ちゃんももう10歳
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です。絵本を通した温かい親子関係は、子供の

心の発育、そして親の心の安定にもつながって

いるのではないでしょうか。どこよりも先駆け

てのハローブック事業をスタートできたことは

新庄市の誇りです。 

  先日、私も４カ月健診にお邪魔してハローブ

ック事業のお手伝いをほんの少しさせていただ

きました。二十数名の赤ちゃんとともにお母さ

ん、おばあちゃん、お父さんが健診に付き添わ

れておりました。健診の合間を縫って一組一組

にハローブックのことを丁寧に伝え、穏やかな

語らいの後絵本を開き読み聞かせが始まります。

生まれて４カ月の赤ちゃんが絵本をじっと見つ

め、声に反応し手足いっぱいで表現してくれま

す。お母さんが栄養指導を受けている間、お父

さんにハローブックの話をし、読み聞かせをし

た後、どうぞお子さんに読んでみてくださいと

絵本を手渡しました。すると、赤ちゃんがうれ

しそうに手足をばたばたするのです。しっかり

家で読み聞かせをしているとのこと、さすがイ

クメンと思いました。この日は３人のお父さん

が付き添われていましたが、みんなほのぼのと

して私も幸せな気分になりました。 

  多くの方の御努力があり、ハローブック事業

が定着してまいりました。これからはブックサ

ービスの一環でもある絵本を一緒に贈呈するこ

とで、大好きな人と絵本を開くきっかけづくり

とさらに深い思い出ができると感じます。 

  このような取り組みについての本市のお考え

をお伺いいたします。 

  ２点目に、地域コーディネーターが配置され、

成果と課題をどのように整理されているのかお

伺いいたします。 

  昨年度から、小中学校における学校図書館の

整備及び機能の充実と学校と地域の連携体制の

構築を図るため、学校支援地域ホーム事業とし

て各学校に地域コーディネーターが配置されま

した。これまでの学校図書館支援センター事業

を引き継ぎ、学校図書館のさらなる充実を図る

ことは読書好きな児童生徒をふやすとともに学

力の向上にも結びつきます。また、地域住民の

学校支援ボランティア活動の窓口となって学校

と地域の連携体制の構築を図ることにより、教

員の負担を軽減するとともに地域の協力力の向

上に資することも期待できると目的が記されて

おります。 

  平成18年度に、文科省の補助により学校図書

館支援センター事業に本市が取り組むことによ

り、研究協力校５校に初めて学校図書館員が配

置されたと伺いました。それまでは、新庄最上

の小中学校では学校図書館に職員が配置されて

おらず、鍵がかかっている図書館もあったとの

ことです。この事業を３年間継続できたことに

より、図書館がきれいに整頓され、環境が整い

各学校とも読書量がふえ、中には３年間で貸し

出し冊数が約6.5倍にふえた学校もありました。 

  そして、平成21年度からの３年間は学校図書

館員、学校図書館支援員を合わせて11名が市内

各校に配置され、学校図書館を活用した教育、

図書館業務のさらなる充実が図られたと思いま

す。そして、昨年度より地域コーディネーター

として市内の全小中学校に14名が配置されまし

た。これまでの成果とまた課題等について今後

の方策等をお聞かせください。 

  ３点目は、子供読書活動推進計画の策定状況

についてお伺いいたします。 

  昨年９月定例会において、教育長より協力団

体と連携しながら策定に向けて全体的な骨子を

計画し順次取り組んでまいりますとの答弁をい

ただきました。その後の進捗状況等についてお

伺いいたします。 

  ４点目は、学校図書館の整備充実についてお

伺いいたします。２点目の質問と重複する点も

あるかと思いますが、よろしくお願いいたしま

す。 

  学校図書館は、読書センターまた学習情報セ
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ンターとして子供たちの育ちを支える重要な拠

点となっております。本市の学校図書館の整備

状況は現在どのようになっているのでしょうか。

また、平成27年度開校の萩野学園の学校図書館

運営に向けてはどのような準備をなされている

のでしょうか。あわせてお伺いいたします。 

  以上で壇上からの質問を終わります。ありが

とうございました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、髙橋議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

  自主防災組織、新庄市が低いということで大

変懸念しておられるということでございます。

まちづくり総合計画におきまして、安全・安心

充実プロジェクトの重点施策として自主防災組

織を位置づけておりますが、市報の特集記事に

おいて既に結成している地区を先進事例として

紹介するとともに、結成に向けて取り組んでい

る地区や未結成の地区に対しては出前講座の開

催などを通して組織の役割や必要性について啓

蒙に努めているところでございます。 

  しかし、組織結成に至らなかった現状につき

ましては、組織化の段取りや役職の選任、事業

計画の作成などがふなれな事務的作業として懸

念されたり、消防団があるから改めて組織化す

る必要はないと考えているところもあるように

感じております。 

  このような背景を踏まえまして、ことし３月

に、難しいことをやるのではなく、まずは両隣

の安否確認や災害発生時に配慮すべき要支援者

の確認、地区内の危険箇所の点検など、まずは

できることからという呼びかけを各地区の総会

時期に合わせて行っております。また、今年度

は４月の区長総会の場で、災害時に一時避難地

となる地域公民館などにおける災害対策資機材

や必要備品物品の整備を支援するための自主防

災組織育成事業についても、県の補助事業を活

用して市の補助率や補助金額の上限を拡大し本

事業の周知を図っております。今年度は既に４

地区が新たに組織を立ち上げるとともに、桧町

を加えた５地区が本事業を活用して防災資機材

等の整備を行っております。 

  しかしながら、組織率は25.9％と依然低い状

況にありますので、共助である自主防災組織を

地域に広めていくことが市全体の防災力を高め

ることにつながっていくことから今後も新たに

結成した地区の取り組み状況などを未結成地区

の参考になるよう広報紙により紹介していくと

ともに、引き続き各地区の総会時期に組織の必

要性や補助事業の活用について周知を図るなど

さまざまな機会を捉えて組織化の必要性を呼び

かけてまいりたいと考えておりますので、御理

解くださるようお願いします。 

  次に、地域防災計画の見直しと大規模災害マ

ニュアルについての御質問でございますが、国

におきましては、東日本大震災を教訓として防

災対策の強化を図るため大規模災害時における

対応の円滑化や迅速化など緊急性の高いものに

ついて、平成24年６月に災害対策基本法を改正

しております。また、県におきましては、平成

24年３月に原子力災害対策の追加、津波災害対

策の充実などを主な修正点として地域防災計画

の見直しを図っているところであります。 

  このような状況を踏まえ、市におきましても

地域防災計画の見直し作業を進めてまいりまし

た。概要といたしましては、行政における防災

体制の強化や地域防災力の向上、情報収集、伝

達方法の充実、災害時要援護者への対応、燃料

電力等のライフラインの確保などに加えて、隣

接県などにおける大規模災害発生時の広域支援

対応や原子力災害対策の追加などについてであ

ります。 

  災害発生時におきましては、この地域防災計

画を効率的に運用しながら防災活動を実施する
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こととなりますが、それぞれの対策について関

係機関との調整を図りシミュレーションを行い

ながら実効性を確保することが重要となってい

ます。 

  そのため、市におきましても大規模災害時職

員行動を作成し、素早い職員の参集配置を行い、

初期活動がとれるようにマニュアル化しており

ます。これまで進めてまいりました地域防災計

画の見直しとあわせて、最終段階として関係機

関との具体的な調整を図り、その成果を具体的

に年度中に皆様に御提示申し上げますので、御

理解賜りますようお願い申し上げます。 

  次に、雪害などの自然災害対策としてどのよ

うな課題を持ち、どのように対応していくのか

という御質問でありますが、これまで申し上げ

ておりますようにどんな災害におきましても自

分の身は自分で守るための環境をつくっていく

自助が最も大切であり、次に必要となるのは地

域の状況を把握して安否確認など隣同士の声が

けを行い互いに助け合う共助、そして、３番目

に公助として行政が状況に応じて速やかに避難

誘導や避難所施設の受け入れ態勢を整備し、自

助・共助・公助という順番を市民の皆様と共有

していく必要があると考えております。 

  ただし、積雪期におきましては他の季節に比

べより大きな被害を及ぼすことが予想され、交

通、電力、通信の確保に加えて雪崩防止対策や

住民生活の安全確保などが課題となっておりま

す。 

  県の山形盆地断層帯被害想定調査では、震度

６強の地震が発生した場合冬期夕方と夏期昼間

を比較しますと、建物全壊は約45％、半壊が約

22％の増、死者は約70％、負傷者は約45％増加

するという被害想定が出されております。 

  積雪期の地震被害を軽減するには、国県市及

び防災関係機関における総合的な雪対策を推進

する必要性があり、道路除排雪体制の強化や積

雪寒冷期に適した施設整備、要援護世帯に対す

る助成などを行う一方で、緊急活動体制として

冬期緊急道路確保路線網などの整備や通信、雪

上交通手段の確保、さらには避難所の寒冷対策

や資機材等の整備を計画的に実施していく必要

性があります。 

  平成25年度におきましては、市内５つの中学

校にそれぞれ１カ所、市が優先的に開設を予定

する拠点避難所の設置を想定し、避難者の不安

を解消するための明かり、寒さ対策のための石

油ストーブや毛布を整備し、避難者の安全と安

心を確保したいと考えておりますので、御理解

くださるようお願い申し上げます。 

  次に、防災会議における女性委員の登用につ

いての御質問でありますが、今定例会におきま

して防災会議条例の改正についての議案を上程

しております。災害対策基本法が改正されたこ

とに伴い、防災会議の所掌事務及び委員の要件

について改正するものでございますが、東日本

大震災において女性や高齢者などの視点が必ず

しも十分でなかったとの指摘を踏まえたもので

あり、新たに自主防災組織の代表者や学識経験

者、そのほか市長が特に必要と認める者に委嘱

できるようにした条文を盛り込むことで、より

多様な分野の方々からの参画を得ることを目的

として改正するものであります。 

  防災会議につきましては、来年１月の開催を

予定しておりますが、女性の視点から具体的な

提案をしていただけるよう現在準備を進めてい

るところでありますので、よろしくお願い申し

上げます。 

  次に、安心安全のまちづくり、市営住宅への

手すりの設置についてでありますが、高齢化社

会が進み、本市の市営住宅につきましても例外

なく高齢の入居者数も年々増加している状況と

なっております。 

  御指摘のとおり、入居者の方からも階段への

手すり設置の要望が出ており、これまでは個別

に設置したケースもあり、現在の市営住宅17棟
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のうち、５棟が建設当時から全て設置されてお

り、そのほか５棟については途中の階まで部分

的に設置してきた団地もございます。 

  第４次新庄市振興計画新庄市まちづくり総合

計画でも障害者や高齢者が安全に安心して暮ら

せる住宅の普及を促進していくと考えておりま

すとおり、今後ますます増加する高齢者にも配

慮し、安心して安全に生活できる空間の提供を

目指し、住宅改修項目の優先度を検証し、計画

的に設置できるよう進めてまいりたいと考えて

おりますので、よろしくお願いいたします。 

  教育行政のハローブックとブックスタートに

ついては私から、その次の図書館に関する地域

コーディネーター関係については教育長から答

弁させるのでよろしくお願いいたします。 

  ここで、イクメンの話が出てきましたが、私

がそうだったかというとそうでなかったなとい

う反省のもとに答弁させていただきたいと思い

ます。 

  ハローブック事業とブックスタート事業につ

いてでありますが、現在実施しておりますハロ

ーブック事業につきましては、乳幼児期から絵

本に親しみ、絵本を介して親子の触れ合いの時

を持ち、情操豊かな子供に育つように平成15年

度より４カ月健診時に実施しています。平成19

年度には２歳児歯科健診時にも拡大し、実施し

ており、図書館から絵本を持参し、絵本を介し

た子育てのよさについて保護者に説明しており

ます。 

  また、補完事業として週２回乳幼児を対象と

した読み聞かせを開催しております。このよう

な事業により、最近ではベビーカーでの親子連

れの来館者が多くなり、読み聞かせの参加者も

ふえてきております。 

  しかしながら、健診時では時間が限られてい

たり、絵本に興味を示さない保護者もいること

から、新庄市に生まれた全ての子供に絵本を贈

り、親子が本に親しむ環境をつくることが必要

であると考えております。また、今年度策定す

る新庄市子供読書活動推進計画の策定委員会で

もブックスタート事業の重要性は議論されてお

り、実施に当たってはハローブック事業を発展

させた形を考えているところであります。 

  私からの答弁は以上とさせていただきます。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

小嶋冨弥議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 それでは、私から教育行政につ

いての２点目、地域コーディネーターの成果と

課題についてお答えいたします。 

  新庄市の地域コーディネーターについては、

設置目的及びそれに至る経過については議員が

おっしゃるとおりであります。新庄市で平成18

年度から行われているわけですけれども、その

ときからこれまでの学校図書館充実の取り組み

を踏まえての地域コーディネーター学校配置の

成果についてですが、どの学校でも子供が手に

したくなるような図書館になり、本の貸し出し

数が倍増化し、読書好きな子供が増加している

ことが第一に挙げられます。これはこの４月に

実施された全国学力学習状況調査の生活状況の

結果にもあらわれ、新庄市の６年生の読書好き

は77.2％、中学校３年生は79.9％にも上ってお

り、これは全国平均の値よりも小学校６年で約

５％、中学校３年で約10％高い数字となってお

ります。 

  また、地域コーディネーターが担任のよい相

談役になり、学校図書館の本の授業への活用が

推進されておりますし、市内全校で朝読書が行

われ、中学校を含め落ちついた雰囲気の中で一

日のスタートが切れております。 

  さらには、地域コーディネーターを窓口とし

て読み聞かせや学校図書館整備に地域人材を活

用し、学校支援のボランティアの発掘と連携に

つなげているなどの成果があらわれております。

このように地域コーディネーター配置の事業経

過は非常に高いものがあると捉えております。 
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  次に、課題という点ではこのように地域コー

ディネーターはある種の専門性が求められる職

種でありますので、図書館員としての職務能力

の向上、さらには学校と地域ボランティアをつ

なぐ窓口としての地域コーディネーター業務に

関して研修を充実していくことが求められてい

ると考えております。 

  教育行政３点目の子供読書活動推進計画の策

定状況についてお答え申し上げます。 

  山形県内の市町村の子供読書活動推進計画の

策定は、平成23年度に策定された第２次山形県

子供読書活動推進計画を踏まえて、平成27年度

中を目途に策定の努力義務が課せられておりま

す。 

  本市での子供読書活動推進につきましては、

第４次まちづくり総合計画において心の教育の

充実として読書活動推進により子供たちの豊か

な感性と情操を育むことを重点施策として位置

づけて、学校家庭、地域が連携しながら進めて

きているところであります。 

  これまで積み上げてきております実践の成果

を踏まえながら、今年度、新庄市子供の読書活

動推進計画策定委員会を組織し、関係組織、機

関からの８名の委員に加え、最上教育事務所の

読書指導担当指導主事をお迎えし、新庄市子供

読書活動推進計画の策定に当たってきたところ

です。大まかな策定作業はこの10月で終了し、

現在細部の調整を行っている段階です。平成25

年度中には学校、関係機関にお示しすることが

できる運びとなっております。 

  この新庄市子供読書活動推進計画は、第１部

総論、第２部各論、第３部資料編の３部構成と

なっており、第２部の各論では家庭における乳

幼児の取り組み、保育所、幼稚園における取り

組み、小学生への取り組み、中学生への取り組

み、高校生などへの取り組みについてと、18歳

以下の子供全てを対象に公立私立を含めた機関

での読書活動推進ための取り組みについて記載

されているものです。 

  このように、新庄市子供読書推進計画策定の

めどがつきましたが、その完成がゴールではな

く、次年度からはこの推進計画に記されている

ところの触れ合い、学び合い、心をつなぐまち

のもと、心の教育の充実を図りながら一人一人

の子供の感性を磨き、表現力を豊かなものにし、

生きる力を育むことを目的とするという目的達

成に向けて、これまでの読書活動充実のための

市の実践を生かしながらこの推進計画の実践化

に努めていく必要があると考えているところで

す。 

  教育行政の４点目、学校図書館の整備充実に

ついてお答えいたします。 

  まず初めに、学校図書館の活用の充実という

面においてですが、今後も学校図書館員として

の職務を担う地域コーディネーターの配置とそ

の職務能力の向上のための研修を進めていく必

要があります。学校図書館に図書館員がいて、

図書館を活用しやすいように整備し、休み時間

や放課後に子供たちの来館を迎えてくれる体制

は学校の読書活動の推進に劇的によい変化を与

えることは新庄市のこれまでの実践が物語って

います。今後も、学校図書館充実のための方策

の中核に据えていくことになると考えています。 

  さらには、平成27年４月開校の萩野学園の図

書館も、普通の図書館機能に加えて学習情報セ

ンターとしての機能を盛り込むよう計画が進ん

でおり、整備された図書をもとに図書館での調

べ学習などの授業が可能な施設となる計画です

ので、今後の新庄市の学校図書館のモデルにな

るものと期待されております。 

  また、市内小中学校の学校図書館の整備状況

についてですが、平成24年度末における直近の

調査では図書館図書標準の達成状況では小中学

校全体では82.6％となっております。図書は10

年を経過したものは更新したほうがよいという

考え方もあり、廃棄する本も年々ありますので、
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図書費に比例して蔵書数がふえるというもので

はありませんが、今後も市内全校が図書標準を

超えて図書の配置ができるよう、図書整備機能

の充実にも引き続き努めていきたいと思います。 

  いずれにいたしましても、今年度策定される

見込みとなった新庄市子供読書活動推進計画に

基づいて学校にいる全ての子供がいろいろな機

会に学校図書館を中心としたあらゆる場所にお

いて、読書や読書を活用した学習が今後さらに

なされるよう積極的にそのための環境整備を推

進していきたいと考えているところであります。

以上です。 

３ 番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

小嶋冨弥議長 髙橋富美子君。 

３ 番（髙橋富美子議員） 大変に事細かな答弁

をいただきましてありがとうございました。そ

れでは、少し再質問をさせていただきたいと思

います。 

  １点目の自主防災組織の進捗状況について市

長から答弁がありました。本当に進んではいる

なと思ったところなのですが、出前講座という

話がありましたが、月にどのくらいの出前講座

でなされているのでしょうか。お伺いします。 

小嶋達夫環境課長 議長、小嶋達夫。 

小嶋冨弥議長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 出前講座の開催の回数という

ことで御質問でございます。 

  平成24年度につきましては出前講座７地区、

これを４回にわたって行っております。それか

ら平成25年度、こちらにつきましては４町内実

施しております。回数としては以上のような状

況でございます。 

３ 番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

小嶋冨弥議長 髙橋富美子君。 

３ 番（髙橋富美子議員） その出前講座を受け

てこれから自主防災組織の立ち上げに向かわれ

ると思うんですが、私の町内でも先日何回か公

民館において行ったり、また総合支庁の主催で

防災ワークショップというのでしょうか、うち

の町内でフィールドワークというのが行われま

して、私も初めて参加をさせていただきました。

災害時をイメージしながら町内を散策するもの

でしたが、本当にブロック塀とかマンホールの

ふたとか地震の際には思わぬ危険が思わぬとこ

ろで起きるんだなということを新たに感じたと

ころであります。 

  そういうことにおいて、いろんなところでこ

ういうフィールドワークなどの啓発にも力を入

れていただいているとは思うのですが、これか

らさらにそういう取り組みについてどんな手だ

てというか、方策があるのかをお願いしたいと

思います。 

小嶋達夫環境課長 議長、小嶋達夫。 

小嶋冨弥議長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 防災ワークショップについて

ということでございます。 

  自主防災組織の出前講座、これを含めまして

真っすぐに自主防災組織結成というところに行

きますのはなかなか例がございませんで、自分

たちの地区の危険箇所を確認しながら、それに

よって自分たちの身の安全をどういうふうにす

るかということを検討する、まさにワークショ

ップ、これらを指導しながらやっていきたいと

考えております。防災の出前講座を踏まえてワ

ークショップを行って、地元の危険箇所を確認

していただきながら、自助・共助、それから最

終的には公助ということで防災に努めていきた

いと考えております。以上です。 

３ 番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

小嶋冨弥議長 髙橋富美子君。 

３ 番（髙橋富美子議員） ありがとうございま

す。 

  それでは、災害時なんですが、例えば日中と

いいますと、男性の方は仕事でいなかったりと

いうことで本当に女性の役割が非常に大きなも

のとなるのかなと思います。その点について、
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女性の役割というものについてはどのようにお

考えでしょうか。 

小嶋達夫環境課長 議長、小嶋達夫。 

小嶋冨弥議長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 自主防災組織の中での女性の

考え方というか、位置関係ということだと思い

ますけれども、自主防災組織自体、町内会の役

員の編成とかそういう構成図がありますので、

その中に女性を登用していただいて意見を集約

して活動していただきたいと考えます。以上で

す。 

３ 番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

小嶋冨弥議長 髙橋富美子君。 

３ 番（髙橋富美子議員） ありがとうございま

した。地域防災の見直しとか本当になされてい

るということで少し安心したというか、これか

らに期待をするところであります。 

  それで、自然災害においても自助・共助・公

助という部分で市長からもお話がありました。

その中で、昨年度ですか、ことしからですか、

中学校５カ所に毛布とかストーブとか備蓄も配

備されたわけなんですけれども、少ないんじゃ

ないかなと思うんですが、その点今後はどのよ

うにお考えですか。 

小嶋達夫環境課長 議長、小嶋達夫。 

小嶋冨弥議長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 避難所にかかわる備品等の整

備ということであろうかと思いますけれども、

差し当たりということではありますが、まずは

冬期間の安全、高齢者の安心のためにというこ

とでの明かり、照明ですね、発電機、それから

暖房用のストーブ、毛布ということでの検討を

しております。備品については逐次充実させた

いなと考えております。以上です。 

３ 番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

小嶋冨弥議長 髙橋富美子君。 

３ 番（髙橋富美子議員） なお一層、設置に向

けて御努力をお願いしたいと思います。 

  防災会議においては、本当に今回条例改正と

いうことで今まで叫んできたことが形になるの

かなと思い、大変感謝をしております。よろし

くお願いしたいと思います。 

  市営住宅の手すりについても優先順位を決め

て計画的にという話がありましたので、これも

本当に高齢者の方、市民が大変喜ばれることに

なるのかなと思いました。よろしくお願いしま

す。 

  あとは、ハローブックの件ですが、10年たっ

て定着してきておりますが、ブックスタートは

絵本を普及する運動だけではなくてお母さんの

幸せを願う運動であり、お母さんと赤ちゃんに

言葉と愛を届ける運動だとあります。少子化で

本市においてはお子さんの数が年々減っていま

して、年間250名前後でしょうか、今の赤ちゃ

んの誕生。１冊1,000円の絵本をプレゼントし

たとして25万円くらいです。子育て環境を充実

し、子供の健やかな成長を支援するための費用

なので決して高くはないと思います。先ほどの

お話にありましたけれども、最少の費用で最大

の効果とあらわれてくるんじゃないかなと感じ

ました。１冊の絵本が親と子のきずなを深くし

ます。それはあってはならないネグレクトとか

の虐待の防止とかにもつながるんじゃないかな

と私は感じております。この点再度お伺いした

いと思います。 

森 隆志社会教育課長 議長、森 隆志。 

小嶋冨弥議長 社会教育課長森 隆志君。 

森 隆志社会教育課長 ブックスタートにつきま

しては、先ほど市長も御答弁申し上げましたよ

うに、子供読書活動推進計画を今策定しており

ます。この中で非常にブックスタートについて

重要だと、必要性の声が出ております。計画の

中でも実施する方向での計画になろうかと思い

ます。それを踏まえて実施する方向で検討して

まいりたいと思いますので、ひとつ御理解のほ

どをよろしくお願いいたします。 
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３ 番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

小嶋冨弥議長 髙橋富美子君。 

３ 番（髙橋富美子議員） 本当に前向きな答弁

でありがとうございます。 

  最後に、地域コーディネーターが配置され、

先ほど成果と課題ということでさまざま教育長

からお話をいただきまして、本当にすばらしい

成果が年々出ているなと感じてはおります。こ

れからの研修という話も今あったわけなんです

が、現在の段階では今地域コーディネーターさ

んの研修とかは図られてはいないのでしょうか。 

髙橋千春学校教育課長 議長、髙橋千春。 

小嶋冨弥議長 学校教育課長髙橋千春君。 

髙橋千春学校教育課長 地域コーディネーターの

現在のところの研修の状況という御質問をいた

だきました。 

  現在もコーディネーターの研修は実施してお

ります。さらにというところで、先ほど教育長

から答弁があったところです。例えば、市の研

修としては年２回地域コーディネーターを集め

ての研修を行っております。５月と２月に行っ

ているんですが、それぞれ学校の実践を共有し

ながらどんなことが必要なのか、どういうとこ

ろが足りないのかというところの研修がまず１

点あると思います。それはいわゆる地域のボラ

ンティアを学校に取り入れる窓口としての地域

コーディネーターの職務としての研修もござい

ますし、あるいは図書館の担当職員としての研

修もございます。 

  研修の２点目としては、市で設定していると

いうわけではないんですが、それぞれの地域コ

ーディネーターがいわゆる力のある経験のある

地域コーディネーターのところに行って、もち

ろん校長先生方もお互いの了解をいただきなが

ら、具体的に研修を行うということがあります。 

  ３点目は、県の学校支援地域本部事業のとこ

ろでやっている地域コーディネーターとしての

研修です。これは年１回なんですが、新庄市と

しては14名全員、山形で行っているんですが、

研修に参加してもらっています。例えば、先進

的な、今年度ですと庄内町のコーディネーター

の実践の紹介などがあったようですが、伝達講

習にかかわるところ、それから地域コーディネ

ーター相互の情報交換にかかわるところ、それ

から今年度は日大文理学部の佐藤先生という先

生から、地域連携で学校を変えるというところ

の地域コーディネーターとしての研修を行って

いるところです。 

  これも教育長からありましたけれども、なか

なか専門的な部分のスキル、考え方も必要です

ので、研修をさらに充実して子供たちに返すこ

とができるように今考えているところです。以

上です。 

３ 番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

小嶋冨弥議長 髙橋富美子君。 

３ 番（髙橋富美子議員） さまざまな研修はさ

れているということですが、地域コーディネー

ターであるために学校図書館の充実に対しての

学校間の温度差等はないのでしょうか。 

  また、これまで以上に充実させるためには学

校訪問とか学校の図書館と人を支援し結ぶ環境

整備、図書資源の有効活用や情報提供研修など

を行うための学校図書館コーディネーター支援

員の存在が必要かなと思うのですが、この点い

かがでしょうか。 

髙橋千春学校教育課長 議長、髙橋千春。 

小嶋冨弥議長 学校教育課長髙橋千春君。 

髙橋千春学校教育課長 学校間のそういった取り

組みで温度差がないのかという御質問でした。 

  そういうことが実際ないようにということで

研修を積んでいるところではあります。ただ、

支援、コーディネーターも実は今年度１つの学

校に１名ずつ配置になっているんですが、その

うちの２名は新しい方が入っているところもあ

ります。あるいはそのほかの残りの12名のとこ

ろでもいわゆる図書館司書としての資格を持っ
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ているからということで支援員としての技量と

いうんですか、経験、そういうところのアンバ

ランスなところは実際あるのかなと思っていま

す。そういうところもなるべくなくすようにと

いうところで研修を行っているところです。 

  加えて、学校訪問等でというお話もありまし

たけれども、例えば学校から要請訪問で要請が

あった時に指導主事が授業だけでなくて図書館

にも顔を出す。あるいは教育長訪問も年３回実

施させている中でもコーディネーターの様子と

かも見ますし、あるいは定例の教育委員会でも

２年間で全部の学校を回る予定を組んでいるわ

けですが、そのときにも委員の方々も図書館に

顔を出して、図書館の様子とか地域コーディネ

ーターとしての働き等見せていただいて校長先

生に感想を伝えるということもあります。そう

いうところで、進めてきているところです。 

  以前の事業ですと、市立図書館にコーディネ

ーターのような立場の方を配置することができ

たんですが、なかなか今14名ということでぎり

ぎりですので、そこまでのところは現在できて

いない状態です。以上です。 

 

 

散      会 

 

 

小嶋冨弥議長 以上で本日の日程を終了いたしま

したので、散会といたします。 

  あす10日午前10時より本会議を開きますので、

御参集のほどお願い申し上げます。 

  本日は、御苦労さまでした。 

 

     午後２時４８分 散会 
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平成２５年１２月定例会一般質問通告表（２日目） 

 

発言 
順序 質問者氏名 質 問 事 項 答 弁 者 

１ 石 川 正 志 
１．雪処理に関する条例について 

２．事務事業評価と事業の見直しについて 
市 長 

２ 佐 藤 悦 子 

１．福祉灯油の実施であたたかい市政を 

２．介護保険の改悪の影響について 

３．公共交通の課題について 

４．生活保護費削減が、市民生活に大きく影響する。市と

しての対応をどう考えるか。 

５．市民に開かれた行政を 

市 長 

 

３ 

 

沼 澤 恵 一 
１．流雪溝整備と新田川への消流水増量対策について 
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市 長 

教育委員長 
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開      議 

 

 

小嶋冨弥議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名でございます。 

  欠席通告者はありません。 

  なお、監査委員髙山孝治君より欠席届が出て

おります。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第３号）によって進めます。 

 

 

日程第１一般質問 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第１一般質問。 

  本日の質問者は４名であります。 

  これより２日目の一般質問を行います。 

 

 

石川正志議員の質問 

 

 

小嶋冨弥議長 それでは、最初に、石川正志君。 

   （５番石川正志議員登壇）（拍手） 

５ 番（石川正志議員） 皆様、おはようござい

ます。議席番号５番、絆の会の石川でございま

す。 

  それでは、発言通告書に基づきまして質問さ

せていただきます。初めに、雪処理にかかわる

条例について議論していきたいと思います。 

  通告書には条例を制定していただきたいとい

う思いから５つの項目を設けました。 

  まず、１つ目の必要性に関してですが、過去

３年連続の大雪に見舞われるなど雪との共生は

新庄市の宿命と言えます。また、職員定数や財

政状況を考慮すると、多様化していく市民のニ

ーズに対して全て行政が応えていくのは不可能

なことであると思います。 

  これらの状況を踏まえ、新庄市の雪処理に関

する施策を強化または円滑に進めるには、市と

市民、さらに事業者それぞれ３者相互間での協

働するための約束が必要と思われますが、市長

はどうお考えかお伺いいたします。 

  ２番目になります。ここでは行政は道路交通

の確保すなわち市道の除排雪の責務になります

が、民地の排雪は市民の責務と考えております

が、これら明確な区分はされているのか状況を

伺います。 

  ３番目としまして、周辺に対し著しく迷惑を

かけることになる道路や水路への投雪が認めら

れた場合、誰が注意勧告するのかといった質問

でございます。 

  平成16年に制定された青森市の青森市市民と

ともに進める雪処理条例第６条では、通行障害

や水上がりなどの原因となる行為をした者に対

し、当該規定を守るようまたは必要な措置を講

じるよう市長が勧告することができるとうたっ

ております。 

  新庄市では、市報やホームページで市民の皆

様に除排雪の協力をお願いする旨の周知がされ

ているようですが、まだまだ全ての方の協力が

得られていないため、残念ながら水上がり事故

等発生しているのが現実です。結果として、被

害を拡大させないため、緊急に時間外で職員が

対応しているとのことですが、このようなこと

が除排雪費用の余分な出費となり、きちんとル

ールを守って除排雪をしている市民との公平性

が保てません。市長の考えをお伺いいたします。 

  ４番目になります。ここでは雪に強い都市計

画に沿った住宅が建設されているのかといった

質問です。住宅建築にかかわり建築申請の窓口

は市町村と伺っておりますが、建蔽率などの敷

地内の雪の堆積場所があるのか及び無落雪住宅
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かどうか市で審査できているかどうか現状を教

えてください。 

  建設会社に問い合わせたところ、屋根の勾配

を工夫することにより敷地内で雪を堆雪させる

設計や木造建築でも積雪２メートルまで耐えら

れる無落雪住宅があるそうです。このような住

宅建築を推奨することで、雪に強いまちづくり

ができると思いますが、行政の指導や支援は必

要であるか市長の見解をお伺いいたします。 

  雪処理条例に関する最後の質問です。前段で

も申し上げましたが、市民のニーズが多様化す

る中、行政が全て対応するのは不可能であると

考えております。市と市民それぞれが納得した

上での約束のもと、自発的な互助の雪処理を促

すことができるのかといった質問です。 

  新庄市では、既に都市整備課と福祉事務所が

連携したハンディキャップがある高齢世帯への

屋根の雪おろしや玄関前の除雪に対する支援、

町内会への除雪機の貸与などきめの細かい対応

をしており、市民の皆様からも喜ばれていると

承知しております。しかしながら、これから私

たち新庄市も超高齢化社会を迎えることになり、

自力での除排雪が困難な方々がふえることが予

想されます。 

  先ほど引用いたしました青森市の条例の中で、

第３条では市民の責務として、これは努力規定

ではありますが、地域の高齢世帯や障害者世帯

のうち特に援護を必要とする世帯への雪処理に

対する支援を定めております。同時に、これも

また努力規定ではございますが、それら市民の

動きに伴い市の支援も盛り込まれているようで

ございます。 

  このような状況を踏まえ、新庄市として町内

会や地域の雪処理に関し自助及び互助の体制を

どのように構築していくのか。同時に市の支援

としてどんなことが可能であるのかお伺いいた

します。 

  以上、５項目にわたり、新庄市における雪処

理に関する条例制定の必要性に関し質問してま

いりました。３年連続の大雪で、市民が除排雪

で大変な難儀をしていること、流雪溝など雪処

理にかかわるインフラ整備の進捗率がいまだに

低いことなど、現状で条例による縛りをかける

ことは市長としても市民に対し心苦しいことは

推察されます。しかしながら、雪問題が定住促

進に大きな影を落としている状況を考えると、

雪問題を直視し、市民や事業者と議論しながら

共通の約束をし、雪処理のため新たな第一歩を

踏み出すことが得策と考えられますので、前向

きな御答弁をいただきますようお願いいたしま

す。 

  次に、大きな項目２点目としまして、事務事

業の見直しについて質問いたします。 

  新庄市では、平成15年から行財政をより効率

的にすることなどを目的に事務事業の評価を行

っておりますが、これまで休廃止あるいは事業

の縮小に至った過去５年間の件数はいかほどか

お伺いいたします。 

  また、議会における決算委員会などで事業の

成果、有効性などの観点から見直してはどうか

といった事務事業に関し、今後どのような改善

を図っていくのか、市長の考えをお聞かせくだ

さい。 

  以上で壇上での私の質問を終わります。御清

聴ありがとうございました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、石川市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  今回は、雪条例、雪に関する条例の必要性に

ついての御質問であります。素直に申し上げま

して、大変ありがたい提案であると思っており

ます。 

  答弁の前にそういうことを申し上げ、大変失

礼なわけですけれども、まちは誰のものかとい
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うことを常に私はテーマとしております。最近

の傾向として、社会の大きな流れの少子高齢化

ということもあり、全てが行政にということが、

雪だけではなくほかの面でも多く感じているな

と思っております。その辺の切り口をというこ

とを提案していただいたと思っております。 

  ここ数年、３年、最深積雪が２メートルを超

えるということで辟易しているということ、新

庄だけはないという言い方はしてきていますが、

やはりそこに住む方にとってはその積雪という

のは大変重荷になっているということは重々承

知をしているところであります。というところ

で、これまで以上の雪対策をしなければならな

いという覚悟を決めているところであります。 

  特に、市民の皆さんと行政が一体となった除

排雪の確立ということは雪に強いまちづくりを

形成する上で重要な要素だと思っております。

新庄市の課題は雪だということは、長年多くの

市民、またこの議会でも取り上げられてきたと

承知しております。そういう意味で条例に関し

て他の条例、他の地域の条例なども見合わせな

がら、そしてまた多くの皆さんの御意見をいた

だきながら導入について判断をしてまいりたい

と思っております。 

  ２点目の、市と市民の役割が明確であるかと

いうことでありますが、先ほど申し上げたとお

り非常に難儀な時代になってきておりますので、

自分一人で事が済まないとなれば当然行政の大

きな力をかりたいというのも素直な思いである

と思っています。 

  そういう意味で、冬期間の道路交通の確保は

市の大きな責務だと考えておりまして、市道に

おきましては緊急車両の交通の確保のみならず

通勤通学や広く経済活動など市民活動全般に支

障が及ばないよう除雪事業を行っているところ

であります。 

  また、要件に合致した生活道路の除雪につき

ましても市民生活への影響を最小限にするため

実施しております。毎年、市報により除雪の協

力依頼として大きく２つのことをお願いしてお

ります。１つ目は除雪により玄関先へ置かれた

雪の処理のお願い、２つ目は消雪道路上や除雪

後の道路上へ自宅内の雪を出さないというお願

いを行っております。しかし、自宅内の雪処理

に困り、道路上に雪を出される方もおりますの

で、今後も冬期間の交通確保のため市民の皆様

の理解と協力が得られるよう、市報及びパトロ

ールなどを通して除雪のルールを守っていただ

くよう周知を図ってまいりたいと考えておりま

す。 

  ３点目の雪処理におけるマナー違反に対する

勧告はできているかとの質問ですが、これまで

も道路中央に設置された消雪施設への投雪や流

雪溝への過度な投雪が原因の水上がりを多く確

認しております。 

  その対策には、さきに申し上げました市報な

どにおける雪処理マナーの周知や市内パトロー

ルによる抑制を図ってまいります。また、支障

事案の原因者には確認時に適切な利用をその都

度お願いしております。今後もこれら対策を継

続しつつ、市民と行政が雪処理に関する問題・

課題についてさらに協力できる体制を整えてま

いりたいと思っております。 

  ４点目の、雪に強い都市計画に沿った住宅が

建設されているかという御質問でありますが、

現在の建築確認申請の受け付け窓口につきまし

ては、行政と民間の審査機関の２種類があり、

建築主の意向でどちらに申請してもよいことと

されております。いずれにいたしましても、都

市計画法や建築基準法に沿った内容で審査を行

っていますので、建蔽率などの基準は守られて

いると認識しております。 

  ただし、建築基準法につきましては、全国一

律の最低守らなければならない基準であるため

に雪に関する細かな規定については含まれてお

りません。そのため、住宅の設計につきまして
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は設計士や工務店、建築主の長年の雪の経験に

委ねられている部分が多いものと感じておりま

す。しかし、ここ３年間の大雪で２メートルを

超える積雪となったことで、敷地内だけでは処

理されない状況が市内各地で数多く見られます。

このことを踏まえましても、屋根雪の堆雪スペ

ースの確保や無落雪屋根の必要性など、敷地空

間と雪に対する計画がとても重要であること改

めて認識させられます。 

  議員の御提案のとおり、雪に強く冬も暖かく

経済的な住宅づくりを推奨し、普及啓蒙するこ

とは、人々の冬の負担を軽減しゆとりを持って

生活できることで雪に負けない明るいまちづく

りや人づくりにつながっていく契機となるもの

と考えております。そのためにも、長年先人た

ちが培ってきた雪国の知恵とモラルを継承し、

隣り合う住民同士の助け合いや譲り合いなどを

基盤として雪が原因となる危険やトラブルを発

生させない家づくりへの誘導に関しましては、

規制や制度の必要性を含め、市民の皆さんの御

意見を聞きながら方策を探ってまいりたいと考

えております。 

  また、克雪住宅の建設や改修に対する支援に

ついてでありますが、県事業ではありますが、

持ち家の利子補給制度やリフォーム補助金など

が準備されております。新築の場合で最大118

万円の負担軽減が可能でありますので、これら

の事業の活用について積極的にＰＲに努め、多

くの方へ周知を図っていきたいと考えておりま

す。 

  ５点目の各町内における協力体制についてで

ありますが、高齢社会での雪処理問題は特に切

実な問題であります。積雪期の除雪、排雪、屋

根の雪おろしは高齢者や自力で除排雪が困難な

方にとって大変な作業となっております。 

  各町内会等で行っている自発的な取り組みに

対する現在の支援制度といたしましては、雪に

強いまちづくり事業、生活道路排雪事業、簡易

除雪機貸与事業の制度があります。なお、福祉

関連の地域支援事業、冬期生活支援事業や身体

障害者世帯除雪サービスもありますので、これ

らのサービスを継続しながら多くの方々に知っ

ていただくよう進めてまいりたいと考えており

ます。 

  議員おっしゃるとおり、超高齢化社会の中で

どういう支援を自分でできるところは自分で、

どうしてもできないところは行政という市民同

士の共有な認識がとても必要だと考えています。

そのために、このたびの提案を今後の政策の中

にぜひ生かさせていただきたいと考えておりま

す。 

  また、次の事務事業の見直しについてであり

ますが、行政評価は市が行う行政活動について

当初期待したとおりの成果が上がっているかと

いう観点から客観的に評価や分析を行うもので、

効果的かつ効率的な市政運営の実現と行政の説

明責任を果たすことなどを目的としています。

財政状況が厳しくなる中でさまざまな行政サー

ビスに対応していかなければならないため、経

営という視点で行政活動の見直し、改善を進め

るとともに、行政活動の結果どのような状態に

なったのか、成果を重視する行政運営の仕組み

に取り組んでおります。 

  初めに、行政評価における事務事業の休廃止、

縮小に至った事業についてですが、過去５年間

において休廃止・終了が46事業、縮小・統合が

20事業あります。また、近年は事業内容を見直

す改善と評価された事務事業が多くなっており、

その数は55事業に上っております。 

  行政評価の手法についてですが、行政内部で

の各施策、事務事業についての評価だけでなく

市民や議会などの意見などに配慮し、昨年度か

らは市民評価委員による事務事業等の評価を本

格実施しております。 

  そうした評価結果は、事務事業の見直しや予

算編成などの財政運営、振興計画などの進行管
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理に活用しており、また市報やホームページに

おいて市民の皆様にお知らせし御意見をいただ

くことにより、市民の皆様の立場に立った開か

れた市政運営を進めているところであります。 

  行政評価によって、職員が担当事業の課題を

洗い出し、改善策を検討し実行するといったサ

イクルを絶やさず、事業成果の向上に効果的に

反映させられるよう今後も継続してまいりたい

と考えております。 

  壇上からの答弁を以上とさせていただきます。 

５ 番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

小嶋冨弥議長 石川正志君。 

５ 番（石川正志議員） 非常に前向きな御答弁

を賜りまして、市民を代表する私たちも一安心

したということでございます。雪処理条例に関

して数点確認したい点がございますので、再質

問させていただきます。 

  まず初めに、引用した部分の青森市での条例

というところの一部を紹介いたしましたが、都

市整備課として、先行の市町村、青森市を初め

いろんなところが雪処理にかかわる条例を制定

されてございますが、青森市の場合条例を設置

したことによる効果、もし把握してございまし

たら御紹介していただければと思いますが。 

松坂聡士都市整備課長 議長、松坂聡士。 

小嶋冨弥議長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 ただいま御質問がござい

ました青森市の件でございます。まず最初に、

条例制定につきましては、県内につきましては

今のところ制定したところはございません。た

だし、県内につきましては先ほど議員が紹介い

ただきました青森市、秋田県横手市、北陸地方

では新潟県十日町市、魚沼市とございます。 

  特に、お示しいただきました青森市に関して

ですけれども、電話によりお聞きしたところで

すけれども、平成10年、12年の豪雪時、このと

きが一番ひどかったらしいんですけれども、そ

の当時不法な路上駐車が原因で除雪が困難にな

った、そしてそれを契機として条例の制定を行

ったという形で聞いてございます。現在までに、

勧告という項目がこの中でうたわれておりまし

て、勧告につきましては一度も出したことはご

ざいません、ないということでございます。シ

ーズン初めの広報紙などにより注意喚起を行っ

て不法な雪処理の抑制に努めていると伺ってお

ります。 

  条例制定につきましては、平成17年に制定し

ておりまして勧告という項目はございますけれ

ども、今のところその勧告に値する対象者を特

定するということには至っておりませんという

ことで勧告は出していないという状況でござい

ます。 

  それから、横手市等でございますけれども、

横手市についてはいわゆる勧告という項目はご

ざいません。そのようなことで青森市について

は伺ってございます。以上でございます。 

５ 番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

小嶋冨弥議長 石川正志君。 

５ 番（石川正志議員） あとは、市民の自主的

な観点、つまり協働促進ということで新庄市の

場合、例えば流雪溝の利用にかかわりまして各

利用組合がございますけれども、それぞれの流

雪溝の水系ごとということでそれぞれの流雪溝

組合がそれぞれ協議しながらうまく物事が進ん

でいる、運んでいる。例えば、松本堰をめぐる

鉄砲町というような件も耳に入ってきてござい

ますが、それらの詳細などお伺いすることがで

きますか。 

松坂聡士都市整備課長 議長、松坂聡士。 

小嶋冨弥議長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 今、お話にありました流

雪溝にかかわる話し合いなんですけれども、今

回初めての事例でございまして、毎年開かれて

おります区長と市長のまちづくり会議において、

地元の区長から水系ごとの調整をできる会議を

何か開催してもらえないかという要請がござい
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ました。そして、こちらも非常に住民、町内会

がそういう積極的な意見を出してきております。

それを生かしまして８町内の区長の参加と、市

の関連部署から参加いたしまして冬期の松本堰

を利用するあり方と清掃活動について協議が持

たれております。 

  今後、関連町内と市が一体となって課題に取

り組むということでございまして、このような

ケース、今後ふえてくるかと思います。そうい

うことでございますと、私どものほうも行政と

しても何らかの形でお手伝いできると感じてご

ざいますので、こういう町内がふえてくること

を非常に楽しみにしております。以上でござい

ます。 

５ 番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

小嶋冨弥議長 石川正志君。 

５ 番（石川正志議員） 非常にいい事例を紹介

していただきましたが、協働という観点で住民

が主体となって行政が後押しをすると、市長の

答弁にもございましたけれども、これからまさ

にどうやって進めていくのかなという中で、こ

のような自主的な事例をどうやって皆さんに広

げていくのかという観点からの質問ですが、毎

年正月過ぎに年賀の会がございまして、そこで

の表彰というのがございますが、その辺のとこ

ろ、例えば行政がわずかに手をかしただけで住

民みずからがそれぞれの問題を解決してくれる

という表彰などはいかがお考えかお伺いいたし

ます。 

野崎 勉総務課長 議長、野崎 勉。 

小嶋冨弥議長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 先進的な取り組みに対する表

彰について考えがあるかという御質問だと思い

ます。 

  表彰に関しましては、市としては今のところ

あじさい表彰規定というのがございまして、こ

のあじさい表彰規定によって表彰させていただ

いております。このたびのこういった例が、あ

じさい表彰規定の表彰事項に該当するのかどう

かというところを見きわめながら検討してまい

りたいと思います。以上です。 

５ 番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

小嶋冨弥議長 石川正志君。 

５ 番（石川正志議員） 本当に前向きな、全体

的な答弁を承ったと思いました。市民の生活向

上のための条例制定に関しましては議会もその

機能を有してございますので、今後必要な情報

を提供いただきながら、また会派等の視察を通

して私たちも今後勉強していきたいなというこ

とで、この件に関しましての質問をまとめさせ

ていただきます。 

  大きな項目の２つ目、事務事業の見直しとい

うことについて再質問させていただきますが、

これまで決算委員会などで壇上からの質問でも

申し上げましたが、例を挙げて非常に恐縮でご

ざいますが、例えば体験農園管理運営事業、こ

れは農林ですね。例えば、平成24年度総合政策

課の中の実施施策評価によれば貢献度は低、優

先度は三角となってございます。ところが、予

算配分は現状維持となっております。また、同

じこれも恐縮ですが農林課の事業ですが、地域

循環型堆肥製造事業など、10年以上続けてきた

事業ですが、成果はいかほどかといった決算委

員会の場面でも委員から出ておられるものがあ

りますが、税の使い方の公益性あるいは有効性

の観点から、これらの事業は完全に民間に移行

してその部分の予算は農林本来の目的でありま

す農林業を元気にするというところに、例えば

言いかえれば新庄市の農業における産出額の増

加に結びつく部分に振り分けてはいかがかと思

うのですが、その辺のお考えはいかがですか。 

齋藤彰淑農林課長 議長、齋藤彰淑。 

小嶋冨弥議長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 今、新聞紙上でも相当にぎわ

してございます。農政の大転換期を今迎えよう

としております。特に米政策については、稲作



- 74 - 

を主体としてこれまで取り組んできた本市農業

にとっては、非常に大きな転換がこれから迫ら

れてくるものだと。その中でまだ中身について

は未知の部分がございまして、これからアンテ

ナを高くして情報収集に努めて、ただいまあり

ました限られた行政の取捨、これを効率的にか

つ有効的に今後の農林行政を進めていかなけれ

ばならない、そういった視点に立ってございま

す。 

  ただいまの議員の御指摘で、例ということで

体験農園管理運営事業について触れますと、こ

の農園は平成12年農業体験を通して農業への理

解、余暇活動の充実、そして農村社会の活性化

を図るという目的で開園しましたが、近年体験

者数の減少とか体験者の固定化、または安く野

菜を手に入れる手段ではないかという、そうい

った批判もないわけではございません。また、

費用対効果、大雨時の土砂の流出とかいろんな

課題がございまして、利用者の視点あるいは周

辺住民、行政、そしてそれを見る市民と、それ

ぞれの立場からその評価については分かれると

ころではございますが、開園以来13年を経過し

ているということで、ただいまお話がありまし

た10年を一つの区切りと考えれば補助事業とし

ての処分制限残存期間という課題は残りますの

で、当面についてはそば打ち体験と栽培体験、

これについては少し残しながらも馬鈴薯収穫体

験あるいは大根収穫体験等については終了した

いという考えを持ってございます。 

  また、地域循環型堆肥製造事業、これについ

ては平成11年当初は牛ふん処理という形でスタ

ートしておりますが、平成16年からは生ごみを

堆肥化する事業ということで展開してまいりま

した。いろんな御指摘がありまして、平成22年

度におきましていろんな面から検証、検討を加

えて、その結果としては循環型社会、食育とい

う観点から再構築を試みた上で継続実施するこ

ととするけれども、関係団体等の協力体制が整

わない場合は無理に進めるべきではないという

方向が示されておりまして、平成23年度から地

域資源循環、学校給食への地産地消、食育とい

う視点で出口の部分を変更してございます。 

  それから、ことしで３年目ということでござ

いますので、今後はコストの面も含めてただい

ま申し上げました視点でもって、さらにより深

く多面的に検証を進めて判断してまいりたいと

思ってございます。 

  いずれにしても、事業当初の目的、時代の要

請、農政を取り巻く情勢の変化に伴いまして行

政評価であるＰＤＣＡサイクルをうまく回して、

スクラップ・アンド・ビルド、選択と集中を図

りながらこれからの農政の転換期に対応した農

林行政を進めてまいりたいとこのように考えて

おります。以上です。 

５ 番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

小嶋冨弥議長 石川正志君。 

５ 番（石川正志議員） 丁寧な説明を頂戴しま

した。 

  細かな事務事業の予算ということについては

３月定例会において予算審議という場で改めて

私としても確認させていただきたいと思います。 

  今、答弁の中で課長もお触れになりましたが、

これから５年間の農政の大転換ということで国

政を批判するわけじゃないですが、余りにもタ

イミングの問題と、現場サイドまで伝わるまで

まだ新庄市も十分にどうなるかと推計できない

ような状態の中でございますので、当然現場、

例えば農業サイドでは非常に今困惑していると

いう状況でございまして、当然当面は県の意向

を確認しながら新庄市の場合どういった影響が

あるのかという試算もこれからと思います。 

  ５年かけてということですから、非常にその

部分に関して限られた農林課の人材で支障を来

すようなことがないようにやられるとは思いま

すけれども、やはりその辺もう少し、自分の持

っておられる事業をできれば切れることなら切
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って、そちらにシフトしていかないと間に合わ

ないのかなという認識も私はございますので、

今、でも前向きな御答弁を頂戴しましたので、

その辺のところは、繰り返しになりますが３月

定例会の予算審議というところで議論していき

たいと思います。 

  あと、これは通告外で、農水の情報提供が11

月26日にあったということで、通告日には間に

合わなかったという事実がありまして、議長、

お許しいただきたいのですが、定例会において

も現状を把握しておられる程度で常任委員会へ

の説明が予定されてございますが、情報が明ら

かになり次第議員全員の周知ということでここ

はお願いなんです。つまり助成金の額が新庄市

の農業に所得が非常に助成金の多寡によってど

ういう配分をされるかということは、結局は農

業の収入イコール市税、市全体へのことにも直

結しますので、状況を把握次第、議会への丁寧

な説明をお願い申し上げまして一般質問を終わ

ります。 

小嶋冨弥議長 今から10分間休憩いたします。 

 

     午前１０時３９分 休憩 

     午前１０時４９分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

佐藤悦子議員の質問 

 

 

小嶋冨弥議長 次に、佐藤悦子君。 

   （１番佐藤悦子議員登壇）（拍手） 

１ 番（佐藤悦子議員） 日本共産党を代表して

一般質問申し上げます。 

  安倍内閣は国民の知る権利を奪う秘密保護法

を強行採決しました。さらに今、公約を破って

のＴＰＰの推進、大企業への大盤振る舞いの一

方で庶民への消費税増税、社会保障の改悪、沖

縄の米軍基地強化、原発推進、そして労働者の

賃上げの必要を認めておりますが、やっている

のは賃下げ政策の推進です。どれをとっても、

国民の願いとは逆行するものであることが時間

の経過とともに明らかになっております。 

  アメリカ言いなり、財界中心という自民党型

政治から国民を向いた政治への転換が必要だと

思います。悪政からどう住民を守るのか、私な

りの提案を行わせていただきます。 

  １番に、福祉灯油の実施であたたかい市政を

ということです。 

  冬の生活に欠かせないのが灯油です。ところ

が、灯油の店頭価格は11月13日現在、18リット

ルで1,760円です。昨年同じ時期に比べて約209

円も上がっています。配達の場合は1,800円台

です。また、小麦、食用油、大豆製品、電気料

金の値上げなどが始まり、暮らしを直撃してい

ます。 

  一方、低所得者、経済的弱者の収入は厳しい

状況を強いられています。８月からの生活保護

費基準の引き下げに加え、10月分からの年金の

引き下げ、ひとり親家庭の受給する児童扶養手

当も引き下げられました。特に、年金暮らしの

高齢者からは年金が月４万5,000円、国民健康

保険、介護保険料が引かれると月額３万6,000

円、「これから３年かけて2.5％の減額だ、将来

は生活保護を受けるしかない、不安です」との

ことでした。暖房をつける時間を減らしている、

こたつにすっぽり入って寒さをしのいでいる、

などの声が上がるなど、健康悪化や社会的孤立

につながる深刻な実態があります。そこで低所

得者、経済的弱者のために灯油購入助成のため

の福祉灯油を市として実施してはどうでしょう

か。また、国や県に対して福祉灯油を実施する

よう要請してはどうでしょうか。 

  原油高騰の原因は投機マネーの流入にありま

す。投機マネーの流入の規制強化と灯油の適正
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価格の安定供給に政府が責任を持つ原油行政の

構築が必要だと私は考えております。 

  第２に、介護保険の改悪の影響についてお聞

きします。 

  11月、厚生労働省から社会保険審議会介護保

険部会で介護保険の大改悪が示されました。１

つは、要支援者の方の訪問介護、ホームヘルプ

と通所介護（デイサービス）を市町村の地域支

援事業に移し、事業費に上限を設けるなど利用

を抑え込む。②として特養ホームの入所は要介

護３以上に限定。特養以外での生活が著しく困

難な場合は例外として入所を認める内容もある

ようですが。③としては一定の所得の方は利用

料２割負担へ引き上げるなどというものです。 

  市民への影響をどう見ておられるかお聞かせ

ください。負担増、介護度の重度化、介護難民

の増加につながるのではないかと私は見ており

ます。 

  ３番目に、公共交通の課題についてお聞きし

ます。 

  ①として、萩野学園の開校に伴ってスクール

バスが配置されます。市営バスとしては、子供

の利用が3,000人余りあるんですが、これが減

ることになると言われています。公共交通は、

車を運転できない高齢者や障害者など交通弱者

にとってなくてはならないものです。温暖化防

止のためにも車依存から脱却する社会構造が必

要だと思います。私たち市議会議員としても、

例えば議会のときには歩く、自転車、バス利用

などで通勤してみるなどの実践が必要だと思い

ます。さらに、市職員の通勤に車依存から脱却

させ公共交通の利用を広げるように誘導できな

いでしょうか。公共交通を充実させることは歩

くという健康づくり、また中心商店街中心のま

ちづくりにつながるということがこの前の新潟

県の視察から私も教えられました。 

  ②として、家族や周りの人に頼らずに自立し

て移動できる交通手段の公共交通の存在は重要

です。しかし、料金が高いために車での送迎が

ふえたりして、休廃止の傾向があります。路線

継続のために補助をどう考えておられるのか。

通行回数をふやすことや低床型への改善で乗り

やすくするなども必要でないかと思いますが、

いかがでしょうか。 

  ③として、廃止されたバス路線があるわけで

すが、そういったところを中心にデマンド式交

通を導入してはいかがでしょうか。 

  ④として、さらにそこでも足りないわけです。

福祉タクシー券を高齢者や軽度障害者に拡大し

て快適で便利な交通手段、車、これをもっと活

用しやすくしてやる必要があると思うのですが、

いかがでしょうか。 

  ４番目に、生活保護費削減が市民生活に大き

く影響します。市としての対応はどう考えるか

お聞きします。 

  ８月支給分から実施された生活保護費の削減

は全ての世帯が影響を受けます。減額が完了す

る３年後、１世帯平均約７％減です。多人数世

帯への影響額は大きいものがあります。市内最

大９人世帯がおられるそうですが、期末一時扶

助は９万9,630円だったのが２万9,220円に激減

とお聞きしました。引き下げはやめてほしいと

いうのが市民の声です。８月からの今年度減額

予定額は幾らでしょうか。また、来年度からの

減額予定額は幾らと見ておられるでしょうか。 

  ②として、生活保護基準の引き下げは生活保

護受給者だけでなく関係してまいります。帯広

市では51事業に影響があると見ていました。当

市では幾つの事業に影響が及ぶと見ておられる

のか、またその利用者数はいかほどと見ておら

れるのでしょうか。 

  ③として、生活困難な住民への行政サービス

を保障するために、国に財源手当てを求めると

ともに、市独自に対応すべきとも考えます。ど

うでしょうか。 

  ５番目の質問として、市民に開かれた行政に
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ついてお聞きします。 

  市民は知ってこそ行動ができます。知らせる

活動の情報公開は国民主権を支える重要な柱で

す。議会質疑のインターネット公開は大変好評

です。議会審議を見ている市民がよりわかりや

すいように、予算決算を含む全ての議案を議会

前にネット公開してはどうでしょうか。 

  以上、壇上から質問を終わります。よろしく

お願いします。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、佐藤市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  初めに、福祉灯油に関する質問についてであ

りますが、この冬の灯油価格は昨年に比べ１割

増しで推移している状況とお聞きしております。

今後の灯油価格の動向には今年の冬の気候によ

る需要の伸びが大きな要素となるため、今後の

動向はまだ不明であり、現時点では市単独の給

付は想定しておりません。 

  今後の価格の動向によっては国県の緊急対策

として検討される可能性もありますので、その

時点で判断してまいりたいと考えております。 

  原油高騰の原因及び原油行政のあり方に関し

ては、佐藤議員の御意見のほかにもさまざまな

立場での考え方が示されており、現時点で地方

自治体として考えを申し上げる立場にはないと

考えております。 

  国県に対しましては、必要に応じて市長会等

関係団体と連携しながら市民生活の安定に向け

た取り組みを図ってまいります。 

  続きまして、今後の介護保険制度についての

御質問でありますが、現在厚生労働省の諮問機

関である社会保障審議会の中で今後の介護保険

制度のあり方などについて議論がなされており

ます。要支援者に対する在宅サービスの見直し

については、介護給付という全国一律のサービ

スから各地域の実情に応じた地域支援事業に見

直すことが検討されております。 

  平成25年10月末現在の新庄市における全体の

要介護認定者数は1,993人になっております。

そのうち、要支援認定者数は417人で、認定者

全体の20.9％でございますが、全国平均27.5％、

県平均22.8％と比較して少ない割合となってお

ります。また、サービスの利用状況は要支援者

417人のうち68.6％の286人がデイサービスやホ

ームヘルプサービスなどの居宅介護サービスを

受給しております。 

  次に、費用負担率の見直しに関してでありま

すが、一定以上所得者の高額介護サービス費の

限度額の見直し検討もなされているため、一概

に利用者負担増の影響について算出できる状況

にはありません。なお、平成25年４月１日現在

の新庄市の第１号被保険者数は、１万400人で

あります。そのうち、課税対象年金収入280万

円以上の人は576人と全体の5.5％程度となって

おります。 

  最後に、施設サービスの見直しについてです

が、新庄市の被保険者のうち平成25年10月末現

在で特別養護老人ホームに入所している利用者

は238人で、要介護２以下の利用者は19名と全

体の８％となっております。これまで申し上げ

た介護保険法の改正内容については検討段階で

ございますので、市としては今後の動向を見な

がら対処していく考えでございます。 

  次に、市職員が通勤する際に市営バスなどを

利用したらどうかという御質問でありますが、

市営バスを初めとする公共交通機関の利用拡大

につきましては市としても重要な施策であると

認識しております。 

  このことと市職員の通勤手段との兼ね合いと

いうことになろうかと思いますが、職員の通勤

については全員通勤届を提出することとなって

おり、その距離や通勤手段の区分に応じて、例

えばバスやＪＲの通勤であれば定期の実費分を
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支給しております。職員の通勤方法については

職員の健康状態、免許の有無、車の所有状況な

どそれぞれ事情が違うわけですけれども、これ

らを反映した合理的な通勤手段でまた合理的な

経路で通勤することが原則となっております。 

  現在、市営バスは２路線運行しておりますが、

いずれも通学または通院に利用されている方が

多い状況で、職員の通勤時間帯と違いもありま

すことから地区を特定するなどして特定の職員

に交通手段を限定するというのは大変難しいと

考えております。 

  次に、公共交通に関してですが、平成25年度

の県内の生活交通路線は286路線あり、そのう

ち最上地域は41路線あります。最上地域を種別

で分けた場合、乗り合いバス事業者の運行して

いる路線は金山線３路線を結ぶ５路線で、８市

町村が運行している路線は36路線となり、その

うち新庄市内を運行している路線は乗り合いバ

ス事業者の運行は５路線で新庄市市営の路線は

２路線、鮭川村営バスが１路線という現状です。

なお、当市の路線においては現在のところ路線

の休廃止、便数の減少の動きはないようであり

ます。 

  御質問の補助についてですが、乗り合いバス

事業者への補助については乗り合いバス事業者

が運行する市内の生活交通路線５路線中、山形

県バス対策協議会で作成した山形県地域間幹線

系統確保維持計画にのっとった４路線へ国と県

の協調補助が行われており、実質上路線の赤字

分をおのおの約３割ずつの補助を行っているた

め、本市からのさらなる支援は考えておりませ

ん。路線継続できるよう、また利用者が路線を

継続して利用いただけるよう、同協議会で生活

交通路線の維持に向けてこの計画を作成してお

ります。 

  全国的な少子高齢社会の進行といったことか

ら、新庄市でも交通弱者が増加することが予想

されるため、生活の足となる地域の公共交通の

維持確保は重要な施策だと捉えております。運

行回数増や低床型への改善、デマンド式の交通

システムの導入による利便性向上に加え、最上

地域における連携や地域住民独自の取り組みに

よる公共交通システムの交通構築のために、ま

ずは地域のニーズを把握した上で、この地域に

合った持続可能な具体化策に係る研究を進めて

まいりたいと考えております。 

  次に、福祉タクシー券についての御質問です

が、当市の交付対象者はいわゆる重度障害をお

持ちの方々で身体障害者手帳２級以上、療育手

帳Ａ及び精神福祉手帳１級の交付を受けている

方々となっております。該当する方々には年間

12枚から15枚の福祉タクシー券を交付しており、

過去３年間の平均使用率は65％という状況であ

ります。補助対象の拡大については、他の交通

機関が実施している障害者向け優遇制度や市が

実施しております他の福祉サービスとあわせ総

合的に判断してまいりたいと考えております。 

  次に、生活保護制度の改正に関する御質問で

ありますが、このたび生活保護制度の改正は生

活保護基準の改正と現在大きな問題となってお

ります就労支援対策及び不適正受給対策を重点

として進められております。生活扶助額は、低

所得世帯との消費水準との均衡を図りながら見

直され、基準額の改正幅が10％以内となるよう

調整された上で今後３年かけて改正されます。 

  被保護世帯に対する影響でございますが、光

熱水費の多人数世帯での人数加算の取り扱いが

見直されたことから、一般的に被保護者の半数

を占める高齢者世帯や少人数世帯に関しては影

響幅が小さく、多人数世帯の場合には減額の影

響が大きくなっております。 

  新庄市の場合、８月支給額は７月と比べた場

合16万9,000円の減額となっており、率にして

1.1％、被保護者１人当たりでは636円の減額と

いう状況であります。生活扶助費は、生活基準

額に加え就労収入の増減や一時的な経費への扶
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助などさまざまな要素が勘案されて支給額が決

定されますので、平成26年度の生活保護費に関

しましてはこのたびの制度改正の全体を踏まえ

ながら予算措置を行う考えであります。 

  また、生活扶助費の基準改定の影響を受ける

事業といたしましては、制度自体または制度の

運用の中で生活保護受給の有無、生活保護基準、

住民税課税の有無を参照する制度となりますが、

市がかかわる事業としては49事業程度と見込ん

でおり、これらの制度を利用している市民は延

べ約２万4,000人という状況であります。 

  生活困難者に対する住民サービスの保証につ

いては、従来から全国市長会を通じて国に対す

る要望活動を行っておりますが、このたび全国

市長会は平成26年度の国の予算編成における保

健福祉施策に関して生活困窮者が十分な支援を

受けることができるような体制と財源の確保を

提言しております。あわせて、従来から要望し

ております生活保護費の全額国庫負担も含め、

これらの要望活動に連携してまいります。 

  次に、開かれた行政をということで、議案や

予算書など議会開会前にインターネットに公開

したらばどうかという御質問でありますが、市

といたしましても開かれた行政を目指しており

ますので、さまざまな情報を速やかに市民に公

開していくことについては積極的に行うべきで

あると考えております。このため、議案書や予

算書などの関係資料も含め、直接お問い合わせ

いただいた市民の方には、ページなどをお示し

しながら公開しているところであります。 

  議案の公開する時期についてでありますが、

議会に提案し、初めて議案となると捉えており、

議会開会前の公開については難しいと考えてお

りますので、御理解のほどよろしくお願いした

いと思います。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 最後の市民に開かれた

行政についてですが、議会開会前は無理という

ことですが、議会が始まった日からはできると

いうことですか。 

野崎 勉総務課長 議長、野崎 勉。 

小嶋冨弥議長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 議案につきましては、議会初

日に本会議の中で議案の取り扱いが協議されま

して初めてその議案を審議するという日程に組

み込まれるものと思っております。したがいま

して、先ほど市長が答弁申し上げましたとおり、

議会初日に提案された時点で、それは既に公開

が可能になる情報だと思っておりますし、これ

までもインターネットは別としましても直接事

務室においでになっていただいて開示を求めら

れた場合については、丁寧に説明しながら開示

申し上げ御理解を求めていたところでございま

す。以上です。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） では、開示の方向でよ

ろしくお願いしたいと思います。 

  次に、４番目についてですが、生活保護費の

関係ですが、受給世帯がふえる傾向があるので、

単純には比べられないかもしれません。しかし、

200世帯として１世帯平均約5,000円ぐらい、３

年後に減るかなと考えたときに、年間６万円平

均ですけれども、そうすると1,200万円、新庄

市内に、本当は生活に直接使われているので全

額ほとんど地域に回るお金なんですが、そのお

金が回らなくなるのだと思うんです。そういう

意味で、生活保護受給世帯のそのもの以上にま

た地域経済に与えるマイナスは大きい、小さく

ないと私は思いますが、そのことについてどう

考えますか。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、小

野 享。 

小嶋冨弥議長 成人福祉課長兼福祉事務所長小野 
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享君。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 生活保護

費の基準改定が地域経済に及ぼす影響というこ

とでございますが、ただいま市長答弁の中で７

月と８月を比べた数字で16万円程度減額された

という回答をしておりますが、この16万円とい

う額につきましてはいわゆる生活扶助単体を見

た基準額の改定に伴う影響額でございます。こ

のたびの改正及び生活保護制度の運用の取り扱

いに関しましては、生活保護基準の改正、それ

から一番大きなものは就労収入に占めます就労

控除の取り扱いが大きく変わりました。 

  具体的に申しますと、今まで10万円の収入が

あった方がそのうち7,000円ぐらいしか控除と

いうことで除外する制度がございませんでした

が、１万5,000円に引き上げたということでご

ざいます。ですから、いわゆる就労世帯につい

てはその控除額部分が非常に大きいという現状

もございまして、実際の支給額につきましては

いわゆる８月の生活保護費の支給額としては全

体としては７月を上回っているという状況でご

ざいます。 

  ですから、このたびの生活保護制度の改正に

つきましては、自立更生に向けました制度改正

になっているというところもまず御理解いただ

きたいと思います。生活保護基準の改定自体は、

低所得者世帯の水準に合わせたという改定にな

っておりますが、さらに含めていわゆる自立更

生に向けた運用の改正を行っているという関係

で、このたびの支給額については単純に減額と

なるとは我々としては思っておりません。将来

的にも、就労収入から自立に向けて貯金額も今

回は認めるという要望の取り扱いにもなってお

ります。したがって、その部分も本人の収入に

なる、いずれは地域経済に出ていくという形に

もなりますので、そういう総合的な中で地域経

済については影響はないという言い方はできま

せんが、それほど大きな影響はないのかなと思

っております。以上です。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 生活保護基準の引き下

げにかかわってなんですが、これは生活保護受

給者関係だけではなくて、もしかしたらそれ以

上に厳しい生活をしているかもしれない住民税

非課税世帯の、それらの方々にもこれから大き

な影響を与えていくだろうということが予想さ

れております。それらが新庄市では49事業くら

いかなと言われておりまして、関係する市民も

その関係する、そこに当てはまるかもしれない

市民はもっと少ないかもしれませんが、受けら

れた福祉制度が受けられないかもしれない。そ

ういう方々がふえてくることが生活困窮世帯と

思われる方々に影響が及んでくるように思われ

ます。 

  そういったことのないように、今まで同じ収

入で福祉を受けられたのに受けられなくなった

というときのダメージは非常に大きいものがあ

ると思うんです。そういう意味で、そういう

方々がないように手当てをしていただきたいし、

そういうことを受け入れる、周知してそういう

ときには対応できるという周知も必要だと思い

ますが、その点どうでしょうか。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、小

野 享。 

小嶋冨弥議長 成人福祉課長兼福祉事務所長小野 

享君。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 生活扶助

基準の見直しに伴い、ほかの制度に生じる影響

ということが今結構お話に問題にされておりま

すが、ひとつ生活保護基準を参照している制度、

それから生活保護受給の有無を参照している制

度がございますが、基本的にはその旨の制度に

つきましては国及び県、そして市町村に対しま

しては佐藤議員のおっしゃるように従前の取り

扱い、いわゆる今まで受けていた方が大きな変
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化がないにもかかわらず適用されないというこ

とについては極力避けるようにという通知は、

我々のほうにも来ております。 

  ですから、大きな意味において今回の生活保

護基準の改正につきましてはそれほど影響は受

けないだろうと思っておりますし、さらに一番

大きな影響となります住民税の非課税限度額の

取り扱いでありますが、従前ですと平成26年度

の税制改正の中で検討されていくというお話が

ございました。この前、11月末の新聞報道によ

りますと、個人住民税の取り扱いにつきまして

は来年度の個人住民税の非課税限度額を据え置

く方向で調整に入っているという情報も入って

おります。 

  したがって、これについては12月中旬にまと

められます14年度の税制改正大綱に盛り込まれ

るという予定でございますので、我々例えば介

護保険制度におきましては住民税の非課税世帯

が一番大きな割合を占めますが、その限度額を

決めるのにラインが動いていくという部分の影

響についてはかなり少なくなるだろうと考えて

おります。 

  いずれにしましても、その制度改正において

市民生活に大きな影響がないように事業として

それぞれ取り組んでいくということで政府の通

知もしくはそれぞれの事業で確認している現状

だというところで御理解いただきたいと思いま

す。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 影響がないようによろ

しくお願いします。影響がないように声を上げ

ていただきたいと思います。 

  次に、３番目の公共交通の課題についてなん

ですが、最初に市職員の通勤のことで、通勤手

当支給者が正職員のうち140人ほどおられると

お聞きしました。仕事場は市役所です。始まり

の時間も一定しております。ですから、帰りの

時間ということもあるかもしれませんが、それ

はなるべく合わせるように、残業のないように

お互いにやるような方向で考えながらできるん

じゃないかなと私は思うんです。 

  例えば、５人、月20日、１年間市営バスを使

ったと仮定しますと2,400人の利用増となりま

す。市職員の健康や交通弱者である市民の市営

バスの運行、温暖化ガス排出を抑制という点か

ら見て一石三鳥ではないかなと私は思います。

そうやって市職員にばかりあれこれと言うのは

申しわけないような気もしますが、そういう誘

導といいますか、そういう方向で市民にも一般

健常者も温暖化を抑えるためにもバスを利用し

ていこうじゃないかと、そうして本当に車を利

用できない方が交通手段をなくすことのないよ

うに健常者の中から努力していくような姿勢が

私は必要でないかなと思うんです。 

  そういうことを職員の方にもお話ししていた

だきながら、できれば優遇措置もつけて誘導し

ていくということはできないでしょうか。 

野崎 勉総務課長 議長、野崎 勉。 

小嶋冨弥議長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 市の職員の通勤のあり方につ

いての御提案であります。 

  先ほど、市長の答弁にもございましたとおり、

本市の市営バスは芦沢線と土内線の２路線がご

ざいます。確かに、議員御指摘のように、朝に

つきましては少なくとも土内線についてはそこ

の北本町のところに８時ちょっと過ぎぐらいに

到着しますので、これを登庁時に使うことは可

能だということになるわけですが、その反面、

帰りの時間でございますが、土内線に関しては

午後１時、もう一つが午後３時の２路線でござ

います。これらにつきましてはそのとおりであ

りますと、遠いところを歩いて帰る羽目になっ

てしまうということになってございますので、

どうしてもそれを強要するわけにはいかない。 

  かといって、バスの時間を変えますと、これ
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はもともとこの交通弱者のための市営バスの路

線でございます。通勤、通学のための路線でご

ざいますので、朝早くまたはそれぞれの地域に

応じた時間帯に応じてその時間を通っておるわ

けでございますので、市職員の退庁時に合わせ

たバス路線を組むということにはまたできない

ということもございます。 

  そうしたことを総合的に考えますと、やはり

今の時点で職員に対してバスを積極的にある地

区を特定して使えということにつきましては、

市長答弁のとおり、なかなか難しい状況ではな

いかと考えております。以上です。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 退庁時の時間に合わな

いというのは、今の現状ではそうだなという気

がいたします。 

  考えてみると、高校生もおられると思うんで

す。高校生が今現状では帰りがその時間では間

に合わないということから、ほとんどの高校生

が結局どうなっているか想像すると、親による

帰りの車による送迎になってしまっていると思

います。そうならないように考えるには、高校

生も含めて使える市役所が終わった５時半とか

６時とか、そういうのが１本あっても、高校生

も使えるように御案内して、私はそうすること

で親の負担が少し軽減になるかもしれない、そ

して市バスをより利用する、ＣＯ２の排出を抑

えるなんていうことで、私はより現実的にそう

いうこともあっていいんじゃないかなという気

がするんですが、どうでしょうか。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

小嶋冨弥議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 今の御質問につきまして

は、これまでもさまざまな方面からの要望とい

うものがあった場合には行政を通す形もありな

がら、例えば乗り合い事業者に行きまして要望

などを行い説明をきちんとさせてもらいながら

それが実際のダイヤ変更や増便とかといったも

のにつながった経過もございますので、一つは

そういうルートも考えられるのかなと思います。 

  そのようなイメージで今議員御指摘のような

イメージの中で、一つ一つ重ねられればそのよ

うな併用も今後は可能かなとは思います。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） よろしくお願いしたい

と思います。 

  次に、デマンド関係なんですが、川西町の

2010年５月12日の広報でデマンドタクシーとい

う乗り合いタクシーを実施しているということ

がありました。利用者登録と事前電話予約など

が必要で、町内全域をエリアとして町内どこで

も乗りおり自由、町内どこまでも500円、障害

のある方は250円で目的地まで送迎ということ

で大変ありがたいと評判のようです。県の補助

も２分の１ということで財政的にも軽減でやっ

ている、軽減を図るように努力しているようで

す。こういうのを参考にしてぜひ一日も早くと

思うんですけれども、どうでしょうか。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

小嶋冨弥議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 今、県内の中でバス利用

者が相対的に減少傾向を見ております。人口減

少の中で交通弱者というものが減少とともに減

っていくというものではございませんで、喫緊

の課題ということは全国、県内、各自治体で思

っているところでございまして、ただしその中

で１つ重要なのは持続をしていかなければ、こ

れは市民に対する責任をとっているということ

にならないだろうと。行政として長続きするシ

ステムをということが税の有効活用ということ

でもありますので、長く持ちこたえていけるよ

うなシステム、そのようなためには地域に合っ

たシステムというものを地域のそれぞれの階層

の皆さんが育てていく。それを維持していくん
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だという、協働というか分担というか、そのよ

うな背景をもとにつくり上げていかなければい

けないと思います。 

  これが、行政が運営すれば100％全て経費的

にフォローすると言えることはできないわけで

すから、それをみんなで維持していく、あるい

は増収も考えていくというところまで踏み込ん

だ形で持っていかなければ、持ちこたえるよう

なシステムにはならないと思いますので、その

地域に合った、あるいはそれを今度システム化

していく場合はどのような形で構築していくか

ということが重要になりますので、喫緊の課題

でありながら重要な施策でありますので、丁寧

に進めてまいるということが必要であろうと思

います。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） よろしくお願いします。 

  次に、通院のためタクシーを使わざるを得な

いある方が急に落ち込んでしまいました。どう

したのかと聞いてみたら、「タクシー代の負担

で生活が行き詰まってしまった」とのことでし

た。一方、タクシー会社の経営も厳しいと聞い

ております。交通弱者がタクシーを利用しやす

いように福祉タクシー券の拡大が必要だと思い

ますが、総合的に判断していくということもあ

りましたが、もう一度お聞きしたいと思います。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、小

野 享。 

小嶋冨弥議長 成人福祉課長兼福祉事務所長小野 

享君。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 福祉タク

シー券の対象範囲の拡大という御質問でござい

ますが、対象範囲並びに給付枚数につきまして

は、新庄市として全県的に見た場合必ずしも多

いほうではないと認識しております。ただ、そ

の現在の福祉タクシー券の取り扱いにつきまし

ては、先ほど市長答弁にもございましたように

全体の福祉サービス、それらの調整を図りなが

ら現行の制度をとっているということをまず御

理解いただきたいと思います。 

  ですから、ほかの制度、それから今御質問に

ありましたようなデマンド交通、総合的な交通

政策の中で交通弱者に対する施策を図っていく

べきだと我々としては思っております。ですか

ら、単体として福祉タクシー券がどうだという

ことに関しましては、現状としては全体的なバ

ランスを考えて、現状のままということしかお

答えできませんが、将来的にはやはり今お答え

したような中で改善を図っていく部分もあれば

ぜひやっていきたいとは思っております。以上

です。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 将来的に改善をお願い

したいなと思います。 

  次に、介護保険の改悪の影響についてであり

ます。要支援１、２の方、現在417人そして286

人の方がサービスを利用なさっているというこ

とです。これが地域支援事業になっていったと

きに受け皿の確保、人材の確保、新庄市では可

能だと考えていますか。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、小

野 享。 

小嶋冨弥議長 成人福祉課長兼福祉事務所長小野 

享君。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 今回の介

護保険制度改正の中において、いわゆる要支援

者対策をどう進めるかという御質問かと思われ

ます。 

  現状として、当初の提起されました要支援者

の取り扱いが、昨今の社会保障審議会介護保険

部会における取り扱いの中においても若干取り

扱いが異なってきているということはございま

す。１つは要支援者に関しては完全に当初地域

支援事業に移行するという制度の構築でござい
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ましたが、現状の中ではサービスの一定程度を

分けながら地域支援事業に移行する部分、もし

くはサービスを残す部分、残してはどうかとい

う取り扱いが取り沙汰されているというところ

でございます。さらに、地域支援事業に移るメ

ニューにつきましても、本当に市町村で受け入

れが可能かどうかという一番大きな部分で論議

がなされているというところでございます。 

  ですから、現状としましては１年後から実施

という形になりますが、具体的には平成26年度

の中でそれぞれ検討されていくということにな

ると思います。 

  ということですので、基本的には新庄市地域

に密着した、地域に合った制度の運用を考えて

いくという考えではございますが、現状では詳

しい部分、先ほど申しましたように取り扱いが

明確に判明していないという現状でございます

ので、改正に応じた対応をしていくという考え

であることのみお答えいたします。以上でござ

います。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 実は、全国的に市町村

にアンケートをとったところがありまして、見

ましたら市町村で無理という声を上げている市

町村が多いようなんです。お金の面からも、実

は厚生労働省は現在の介護保険の総費用に比べ

て2025年には何倍にもなると想定して何とか要

支援を減らすといって、要支援の金額を、見込

まれるのが１兆円ですが、2,000億円に削減す

ると言っております。つまり今で当てはめてみ

れば５分の１のお金しか使えないようにすると

いう中身のようです。 

  そうした場合、どうなるかと考えますとサー

ビスが提供できない、されない場合があったり、

利用者が個人負担でサービスを受けるしかなく

なる、10割負担ですね。そういうこともあるだ

ろうし、またサービスがあっても今と比較して

５分の１のサービスしか受けられない予算にな

るということで、事業所としては安い単価で働

く人の賃金を下げて、今でも続かないという働

く人たちの状況があるのにそういう単価で引き

受けざるを得ないということで、介護関係の経

営、あるいは業者の経営あるいは労働者の賃金

にも大打撃となる内容ではないかと思いますが、

その点についてどうでしょうか。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、小

野 享。 

小嶋冨弥議長 成人福祉課長兼福祉事務所長小野 

享君。 

小野 享成人福祉課長兼福祉事務所長 確かに、

このたびの介護保険制度の改革につきましては

平成18年当時に包括支援センターが導入された

とき以来の大規模な改革だろうと思っておりま

す。 

  この改革に伴っていろんな影響が生じるわけ

ですが、やはり一番の大きな課題としては給付

と負担のバランスを図っていくという目的が今

回の大きな改正の中身になっているということ

はまず御理解いただきたいと思っています。 

  その影響が介護の現場にどう影響していくか

ということでございますが、介護労働者の介護

に従事する方の雇用の条件、それから介護職員

自体の確保につきましては別メニューとしてこ

れから取り組んでいくと、現行でも取り組んで

おりますが、さらにいわゆる報酬的なものも含

めまして対応していきたいという現状の介護保

険部会の内容になっておりますので、必ずしも

単純に厳しいという状況になるのかなとは思っ

ております。ですから、全体的な介護保険制度

の改革の中で保険と給付のバランス、そして介

護保険事業の円滑な推進を図っていくという立

場で現状で検討されているということをまず御

理解いただきたいと思います。 

小嶋冨弥議長 ただいまから１時まで休憩いたし

ます。 
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     午前１１時４０分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

沼澤恵一議員の質問 

 

 

小嶋冨弥議長 次に、沼澤恵一君。 

   （８番沼澤恵一議員登壇）（拍手） 

８ 番（沼澤恵一議員） 午後一番手、開成の会

の沼澤です。一般質問、久しぶりとなりました

が、よろしくお願いいたします。 

  きのうときょうにわたり、雪対策と災害に関

し、３人の同僚議員から質問がありました。私

の質問はどちらにもダブる内容かと思いますが、

既に通告いたしておりますので、順次進めてま

いります。 

  初めの１つ目は、流雪溝整備と新田川への消

流水増量対策についてであります。 

  ことし２月の積雪は２メートル４センチに達

し、観測史上３番目を記録。この大雪も３年続

きとなりました。昨年度の道路除排雪費は今回

の補正戻しを入れまして９億円を超え、雪対策

費10億円台と過去最高となりました。本市の除

排雪費は、大雪を想定せず平年並みで少な目の

予算組みを余儀なくされ、いよいよ大雪のとき

その都度かき集めて補正を繰り返し、何とかし

のいでいくという財政担当の苦労が見えるよう

です。 

  しかし、市民は財政圧迫の事情は知りつつも、

長い冬の間、白い悪魔と言われる雪から身を守

り住環境が幾らかでも改善し、住みやすさを求

めております。このような観点から今回は大き

く２つに絞り質問をさせていただきます。 

  まず、その１点目として流雪溝の整備につい

てであります。 

  第２次新庄市雪総合対策基本計画は平成16年

３月に策定されております。中でも流雪溝整備

事業計画図にあります短期長期着工区域とか色

分けされておりますが、現在該当する住宅地の

整備進捗はどうなっているのか。また、全体の

事業計画では34億円と試算しておりますが、残

された今後の整備費総額はいかほどになるので

しょうか。 

  次に、今後の進め方についてであります。取

ってつけたような予算措置ではなく、整備の完

成めどをしっかり計画し公表することが大切か

と思います。それには年度別計画を立て、市民

の意向をしっかり酌み取り、公平な整備の仕方

を示すべきと考えますが、いかがでしょうか。 

  次に、２点目として新田川への消流水増量対

策についてであります。数年に及ぶ試験通水を

終え、今日最上川からくみ上げた水を市街地河

川に補水し活用できるようになりました。しか

し、大雪でも全くできないのが新田川です。こ

の件に関しては、再三にわたり質問を繰り返し

しておりますが、再度この川の実態をまとめて

申し上げます。 

  新田川を水源とする地域は中村、梨の木、金

沢新町を経由し、日の出町、末広町、上下金沢

町と他河川より広範囲に及びます。厳寒期には

水温がゼロから２度と低く、水量も極端に減り、

消雪能力を失います。このような実態から、第

２次雪対策基本計画では優先順位１番に事業化

し整備を進めると明記しております。 

  この件につきましては、平成22年12月、私の

一般質問を最後に今日に至っております。この

３年間、市は県とどのように調整し進められた

のか、現在の進捗と今後の県との取り組み方に

ついて伺います。 

  次に、２つ目として災害時における備えは十

分かについてであります。 

  最近の自然災害は多様化いたしております。
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短時間に集中する雨や雪をゲリラ豪雨とかどか

雪とか、かつて使われなかった言葉での表現で

す。まれにしかなかった竜巻も頻繁に発生し、

猛威を振るっております。それに加え、台風ま

でが季節外れの遅くまで何度も上陸し、甚大な

被害を及ぼしております。新庄盆地断層帯も判

明し、本市、また周辺で起こり得る震度とその

確率までもが明らかになりました。 

  本市は、雪害があっても人命を巻き込んだ大

きな自然災害はほとんど経験しておりません。

新庄には自然災害はないとする定説では危険で

す。最近の異常気象を鑑みた場合、いつ何が起

きてもおかしくないと感じております。私たち

の備えは十分なのか、その一部を検証し、質問

をさせていただきます。 

  まず、その１点として、災害は多種多様の要

因が重なって起きる場合が多いと言われており

ます。被災した場合、正確な情報の収集です。

次に、収集した情報を分析、集積し、該当地域

にいち早く伝達することが一番大切とされてお

りますが、本市の場合どのように行われ、今後

どのように行うのか。 

  少し古い話ですが、新潟中越地震時、県のア

ンケート10項目のうち、本市は情報の収集伝達

体制が１番目に重視と回答いたしております。 

  次に、２点目として、災害対策基本法に基づ

く避難勧告や避難指示の発令は難しい判断を伴

うと言われております。しかし、過去の災害時

必要であったが出せなかったという反省が多く

ありました。最近の伊豆大島の台風被災時の初

期に町が避難勧告を出さなかったことが被害を

大きくしたのではないかとも報じております。

あわせて、この大島の場合、役場トップ２人が

不在だったことも重なったようです。本市にお

いて発令のタイミングと発令者不在時の体制を

お聞かせください。 

  次に、３点目として、有事の場合被災した住

民に生活必需品の供給が重要となります。本市

の場合、必需品の全てを流通備蓄に頼るとされ

ておりますが、実際どのように調達し配分する

のか。また、どのような体制をつくり救援活動

につなげるのかをお聞かせください。さらに、

災害弱者用の水、食料は公的備蓄と防災計画に

ありますが、実態はどのようにされているので

しょうか。 

  次に、４点目として、初めの質問にありまし

た情報伝達と関連しますが、特定地域が被災し

た場合の情報速報についてであります。洪水、

地すべりや土石流、土砂災害の危険地域をそれ

ぞれ特定しているわけですので、該当する地区

住民にそれぞれ緊急事態、または予測を直ちに

伝達できる方法は定点式拡声装置、すなわち防

災無線ではないかと思います。この危険地域は

市役所より遠隔地が多く、情報伝達には相当の

時間を要しますので、地区民の安心のため緊急

を知らしめる防災無線の設置が有効と考えます

が、見解はいかがでしょうか。 

  次に、５点目として、地震に風水害と多様な

災害に加え本市は多雪地帯ですので、もし大雪

時に発生しますとその被害は甚大になるおそれ

があります。それから、積雪時の被害想定をき

ちんと行い、現地調査を踏まえたハザードマッ

プがあれば避難時の移動がスムーズにできると

思います。雪のない伊豆大島の場合においてマ

ップがあったことにより自主避難時にすこぶる

役に立ち重要だったと報じております。本市に

おいては、平成20年作成の洪水ハザードマップ

とその２年後の簡単な地震防災マップ以外は見

当たりませんでした。なるべく早く作成すべき

と思いますが、いかがでしょうか。 

  質問最後の６点目として、平成13年作成の新

庄市地域防災計画は阪神淡路大震災などを踏ま

え全面的に修正したとありました。それ以後、

本日まで新潟中越地震や東日本大震災などの大

きな災害がありました。本市においては、いず

れも大きな被害がなかったことが幸いです。し
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かしながら、地震以外にも多様な自然災害があ

ります。前段で申し上げましたように、地球温

暖化と言われております異常気象による災害の

前兆が年々変わってきているように感じます。

また、市民の防災意識が多様化していることに

も配慮し、市民ニーズを受け入れた安心安全の

防災計画が望まれていると思います。 

  足かけ13年を過ぎた防災計画を改めてひもと

きますと、小さなことですが、役所名や市役所

内の課の名称を含め、役職名の変更も多くあり

ました。修正見直しの時期と思いますが、いか

がでしょうか。 

  最後に、昨年は12月定例会初日の７日から雪

となりました。その雪はそのまま降り続き、雪

の多い冬となりました。これから来る冬本番は

幾らかでも雪が少なく平穏でありますよう願う

ところであります。 

  以上をもちまして壇上からの質問を終わりま

す。御清聴ありがとうございました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、沼澤議員の御質問にお

答えさせていただきたいと思います。 

  初めに、流雪溝の整備状況についての御質問

でありますが、御指摘の第２次新庄市総合雪対

策基本計画では平成16年度までの流雪溝整備済

み延長43.9キロメートル、残延長48キロメート

ル、完成年次を平成39年とする長期の計画とい

たしました。その後、末広町、大町、住吉町な

どにおいて、計4.1キロメートルの整備を進め

ております。したがいまして、現時点における

整備済み延長がトータル48キロメートルとなり、

これを全延長の91.9キロメートルで割った進捗

率につきましては52.2％となっております。 

  予定される事業費においては、残延長43.9キ

ロメートルに直近の平均的単価を乗じて算出し

ますと翌年度以降約35億円が必要となります。

このように、現時点においても非常に大きな事

業費が見込まれており、全体の完成年次を詳細

に確定させることはなかなか難しい状況にあり

ますので、何とぞ御理解のほどお願い申し上げ

ます。 

  しかし、今後整備するところについては早目

に市民に周知しながら公平公正な形で進めるこ

とも考えておりますので、よろしくお願いいた

します。 

  次に、新田川への増量対策についての御質問

ですが、議員からは再三にわたり新田川への活

用の御質問をいただいていることを承知してお

るところであります。それを受けまして、これ

までさきの計画では最上川の水を市内へ取り込

む手段といたしまして、県の河川事業である消

流雪用水導入事業により案としてまいりました。

同時に上金沢末広地区における導水につきまし

ても、最上川の水と新田川の自流を合わせて導

水する計画としておりました。そのため、これ

まで新田川の流量観測など３年の基礎資料が必

要だということで、ここまで資料を積み上げて

まいりました。 

  結果的には、新田川の自流利用可能水量が乏

しく、全量を最上川に委ねる計画に変更せざる

を得なくなりました。そのため、これまで河川

事業における取水の必需要件であった河川から

の取水が見込めないということが流量調査の結

果判断が出ましたので、受益地に近づけた取水

の可能性について検討してきたところでありま

す。 

  今般、県市共同の道路事業による導水整備案

が提案され、また現在県との調整を具体的に進

めておりますことから、この手法によって流雪

溝への導水を図っていきたいと今進めているこ

とを御理解賜りたいと思います。この手法の有

効性が確認されれば、順次この手法をもって他

の地域にも同様の手法で道路事業等による導水

事業を図ってまいりたいと考えておりますので、
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よろしくお願いいたします。 

  次に、災害時における備えは十分かとの御質

問でございました。 

  議員がおっしゃるとおり、新庄は災害が少な

いと言われておりますが、確かに近年の異常気

象による自然災害はいつどこで何が起きてもお

かしくなく、新庄市内で起こらないとは限りま

せん。本年７月には最上川の増水により本合

海・畑地区において河川の氾濫による床上床下

浸水といった被害もございました。 

  このときもそうでしたが、各種の警報等が発

表された場合、気象台等の防災関係機関より逐

次水位や雨量、今後の見込みなどといった情報

を収集し、またパトロールなどを通じ職員が出

向き、状況把握や情報収集、応急対策措置等を

実施しております。さらに地元の区長さんを初

め危険が及ぶおそれがあると思われる世帯一軒

一軒を訪問し、状況の説明、情報の伝達を行っ

ております。災害の種別による差はあるかと思

われますが、まずは第一報として緊急速報エリ

アメールを活用し、その後広報車等により職員

が現地に出向き、住民の方の協力を得ながら情

報の伝達を行うこととなります。 

  次に、避難勧告、避難指示のタイミングにつ

いてでございますが、災害対策基本法及び新庄

市地域防災計画では、市長は災害が発生し、ま

たは発生するおそれがある場合において、住民

の生命身体に危険を及ぼすと認められたときに

避難勧告避難指示をすることができるとされて

おり、近年では平成18年７月28日の豪雨災害時

に前波地区３世帯11名、本合海山崎地区６世帯

21名に避難指示を発令した経緯がございます。 

  いずれも、住民やパトロール警戒職員からの

情報を得て、現場からの状況報告のもと、今後

の気象状況も勘案し土砂崩れによる危険が迫り

得る状況にあると判断し、避難指示を発令しま

した。 

  結果としては、土砂崩れによる大規模な被害

や人的な被害はありませんでしたが、避難指示

を出した判断は正しかったものと考えておりま

す。 

  避難勧告や避難指示の発令については逐一現

地や現場担当より状況報告を受けて判断するこ

とになりますが、仮に市長不在の場合であって

もその代行者として副市長や災害対策本部員の

判断により発令もしますし、災害対策基本法や

地域防災計画において市長のほか県知事や警察

官、自衛官が避難指示等を実施することができ

るともしております。 

  次に、生活必需品供給体制のことであります

が、備蓄に関しまして地域防災計画では、災害

が発生した場合に被災者の生活を確保するため

必要な食糧、飲料水及び生活必需品などの物資

の備蓄を図るとともに、迅速かつ確実な調達が

可能な体制を確保しておくものとされており、

これらの物資の調達については関係業者等との

協定に基づき要請し行われることとされており

ます。そして、被災者に対する供給については、

避難所での状況報告を受け、数量の把握や必要

とされる物資サービスを提供することとしてお

ります。また、在宅者等の災害弱者に対しては

優先的に配分するよう努めてまいります。 

  現在、災害に関しての備蓄については非常用

発電機や災害用トイレなど計画的に整備するこ

とを基本としております。まずもって、備蓄は

自助の観点から市民の方や市内の企業、関係機

関の方に対し発災直後の３日間程度の生活がで

きるよう、物資の確保や地域で助け合うことの

重要性を呼びかけてまいります。市としての対

応は必要な災害弱者の情報を収集し、これをも

とに優先的に配分調整するなど柔軟に対応して

まいりたいと考えております。 

  次に、一斉拡声を行える防災行政無線の設置

に関する質問でございます。 

  御承知のとおり、新庄市では昭和58年に整備

した移動系と言われる車載型や可搬型の防災行
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政無線のみの配備であり、基地局である市役所

より市内各地域へ一斉放送が行える同報系の無

線の整備はされておりません。 

  同報系の防災行政無線については、非常時に

特に津波災害のおそれのある沿岸地域では大変

重要とされ、海岸付近の自治体では整備が進ん

でおりますが、内陸地域においては整備が進ん

でいないのが実情であります。これは屋外拡声

支局と言われるラッパの設置位置や数、近年の

住宅の高気密化という実態、豪雨時や積雪期に

は聞き取りにくいといったさまざまな課題があ

ります。 

  市といたしましては、現状では洪水や豪雨と

いった災害時にはパトロールによる現場からの

状況報告などを通じ、携帯電話の緊急速報エリ

アメールや職員の戸別訪問、さらには車載型拡

声器の充実を図り、住民の方に情報を伝達して

まいります。 

  しかし、今後複数の伝達方法が必要とされて

いるということも承知しておりますので、防災

無線については十分研究をさせていただきたい

と思います。 

  次に、冬期における被害想定に合わせたハザ

ードマップについての質問でございますが、市

では平成20年９月に新庄市洪水避難地図として

最上川、升形川、指首野川、泉田川及び大以良

川が大雨によって増水して堤防の決壊や越水が

発生した場合に予想される浸水区域や浸水深、

洪水発生時の心構え、収容避難所などを示した

洪水ハザードマップを作成、平成22年５月には

「地震防災マップ（ゆれやすさマップ）」とし

て今後発生が予想される地震によって住んでい

る地域でどれだけの揺れが予想されるかを示し

た地震ハザードマップを作成し、いずれも全戸

に配布しております。 

  これらのハザードマップについては、あくま

でも全市的に考えられる基本的な事項を掲載さ

せていただいているにとどまっている状況にあ

ります。災害はいつどこで起こるかわかりませ

ん。議員がおっしゃるよう、新庄では積雪期に

おける避難誘導体制については特に考慮すべき

案件でもあります。冬期間ならずとも、塀が崩

れて通れない、水路があふれて危険であるとい

った地域の実情により避難経路については考え

なければなりません。一方で、その実情につい

てはやはり地域の方々が一番詳しいと思われま

すので、今後も自主防災組織やその立ち上げを

検討している町内の方々と一緒に、地域の現状

を酌んだ地域の防災ハザードマップづくりを進

めてまいりたいと考えております。 

  最後に、地域防災計画の修正、見直しについ

ての御質問ですが、新庄市の地域防災計画につ

いては、平成13年に作成され、その後十数年が

経過し、この間東日本大震災のようにまれに見

る大規模災害も発生し、また昨日の髙橋議員の

御質問にもお答えしましたように国や県におい

ても随時見直しが図られており、市におきまし

てもこのような状況を踏まえ、現在見直し作業

を進めてまいりました。 

  概要につきましては、重複いたしますが、行

政における防災体制の強化や地域防災力の向上、

情報収集、伝達方法の充実、災害時要援護者へ

の対応、燃料、電力等のライフラインの確保な

ど多様な災害に対応するため全編の見直しであ

ります。 

  市民の方の防災に関する意識も多様化してお

り、災害の発生を未然に防ぎ切ることは難しい

ものがあり、災害対策のあらゆる分野で被害の

軽減を図る減災の考え方を基本とし、自助・共

助・公助のそれぞれの役割と連携を踏まえ、市

といたしましては、災害対策本部機能の充実強

化と、防災施設、資機材等の整備に努めるほか、

防災対策の基本である市民一人一人がみずから

の身の安全をみずからが守ることを周知しなが

ら、今後も市民の防災意識や知識の高揚を図り

安全安心なまちづくりを推し進めてまいりたい
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と考えております。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

８ 番（沼澤恵一議員） 議長、沼澤恵一。 

小嶋冨弥議長 沼澤恵一君。 

８ 番（沼澤恵一議員） 御答弁ありがとうござ

いました。それでは、再質問をさせていただき

ます。 

  ただいまの説明を聞きまして、まず最初に流

雪溝の整備ですが、平成39年まで、これから随

分長い期間があるわけですけれども、これに向

かって計画どおり進めていきたいというお話を

お聞きした気がします。 

  残された事業費というか工事費が35億円ぐら

い必要だということだったと思います。ただ、

残された14年間、もしその14年間を計画年度を

変えないで進もうとすれば年間約２億円近くの

整備費が必要になるんじゃないでしょうか。で

すので、この計画そのもの、一旦見直す必要が

あるんじゃないかと思います。39年にこだわら

ずして、事業費が恐らく毎年２億円近くの事業

費を出すということを考える段階では、無理か

なと思います。 

  この辺どうでしょうか。担当課としては、以

前にも年次計画は見直しますというと答弁して

おりますので、その関係、もし答えられました

らお願いします。 

松坂聡士都市整備課長 議長、松坂聡士。 

小嶋冨弥議長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 今、議員から御指摘があ

りましたものでございますけれども、やはり流

雪溝整備というものについては相当長い期間、

市街地の区域もありますものですから、非常に

長い期間設定されております。短期計画につき

ましては平成16年から26年、長期計画につきま

しては平成27年から39年という形でトータル的

に39年まで非常に長い事業ということでござい

ます。その中でやはり見直し時期ということは

いずれ生じると感じてございます。 

  計画区域等基本的には変わりはないんでござ

いますけれども、水量不足を補う手法、その手

法が多少変わる。それから、先ほど市長の答弁

にもありましたけれども、河川事業から道路事

業への手法が変わったということ。それから、

いわゆるその手法そのものを見まして今後の対

策も必要になってくるということになりますと、

既存水量、それから補水水量の例えば反復利用

ということも検討なされてくると感じておりま

す。そのことを加えまして今回の手法について

現在協議中でございますので、その辺をある程

度見越した上で基本計画等の見直しにつきまし

て議論を重ねていきたいと考えてございます。

以上でございます。 

８ 番（沼澤恵一議員） 議長、沼澤恵一。 

小嶋冨弥議長 沼澤恵一君。 

８ 番（沼澤恵一議員） そうですね。しっかり

と検討してください。 

  いつまでもこういう数字を引っ張り込むと、

やはり行政の信頼感というのは市民から失うよ

うな気がします。言っていることが毎回変わる

んじゃないですかと、そこが一番困りますので、

しっかり検討し見直しするのであれば見直しを

きちっとしてもらうとお願いしたいと思います。 

  次に、新田川への増量対策、これは何ていい

ますか、私が議員になって間もなくから雪対策

を含めた中で一貫して申し上げてまいりました。 

  平成23年に、ちょうど３年前に実施設計を組

みたいということで補正予算を計上したはずで

す。それは可決されていますが、430万円です

ね。これは実施設計というよりも調査的なこと

が多かったのかなと今思います。 

  この内容について、これは市費、要するに市

の予算100％ということで県から求められて調

査に入ってコンサルタントにかけたと聞いてお

りますけれども、このデータをもって平成23年、

県はどういう反応を示して新庄市に対してこの

事業をということを、何か先ほどの市長の話で



- 91 - 

すと３年間今まで調査をしてきたような話もあ

ったんですが、その辺よくわからないのでもう

一度説明してください。 

松坂聡士都市整備課長 議長、松坂聡士。 

小嶋冨弥議長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 今、議員からおっしゃら

れたものでございますけれども、平成22年度で

ございます。鳥越地区消流雪用水導入事業構想

設計業務委託というものでございます。やはり、

平成22年度補正予算で計上したもので、工事を

委託、設計業務委託したものでございます。 

  この内容といたしましてはポンプ場の構想に

あります計画、パイプラインの計画、構想とい

う形になってございます。いろいろ県との打ち

合わせを行っている段階におきまして構想はど

ういうものであるかという具体的なものを示し

た上で、県のほうで次の段階に移るということ

でございます。 

  そのために、この構想を示してその後に県に

つきましてそれではじゃあ新田川の流量観測を

行いましょうということになったわけでござい

ます。そのようなことでこの構想をもとにしま

して新庄市は将来構想を持っていますよと、そ

れを示すことによって県ではそれでは流量調査

で調査してみましょうということの契機になっ

たと感じてございます。以上でございます。 

８ 番（沼澤恵一議員） 議長、沼澤恵一。 

小嶋冨弥議長 沼澤恵一君。 

８ 番（沼澤恵一議員） 平成23年３月までに、

要するに、平成22年度事業でこの成果品を上げ

たということは承知しております。それはさて

おいても、この流れがよくわからないんです。 

  こういうふうに過去に上げております。それ

から、平成21年12月議会、私は議会報、要する

に議会だよりを見てお話をしております。この

ときは平成23年度に実施設計を策定すると言明

しております。平成26年度の完成に向け調整を

すると、こう議会だよりには載っております。 

  翌年平成22年12月議会、議会だよりは111号

になります。これはちょうど３年前ですね。県

事業として採択するに年度内にいろいろな調査

が必要になりということは先ほどの補正予算で

調査をすると、市に調査してくれと県から言わ

れたと、これも聞いております。そのときの議

会の答弁としましても、平成26年度まで完成で

きるように調整してまいりますと、このように

答弁しているんですね。これは議会報にきちっ

と載っていますので、多分うそではないと思い

ます。 

  この２年間において平成26年、完成の調整は

ついていますけれども、ここで言っている完成

というのは追水ができる、補水ができる全体の

工事の完成だと私は捉えておりました。なかな

かその都度変わるものですから、私もつかめな

くていたんでですけれども、この３年間でかな

り進展したんじゃないかとすごい期待を持って

おりました。 

  実は、こういうことが先ほど申し上げました

ことが議会だよりに載っておりますので、関係

する受益者の市民というのは住民というのは、

もう26年、来年じゃないですか、どのぐらい、

何かをしているんですかとまで聞かれることが

あります。正直言ってちょっと困っております

が、執行部側が発言したものがそのまま議会だ

よりに載ります。それを正直に受け取るのが市

民に当たり前のことでありまして、これらの補

足の説明というのは私もできないわけですね。 

  こういうことはやはり何らかの形で市民に伝

えないと誤解をそのまま抱え込んでしまってい

る、引きずり込んでいくと。最後にいやまた３

年かかる、５年かかる。県が何も言いませんで

した、県からまた何かを言われました。それで

は、信頼を全部失うとなりませんか。どうです

か。 

  確かに、県だって予算もないし、言っていま

した、予算も大変ですと。国からの補助金の引
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っ張り込みもあるようです。新庄市はその点に

ついては全部県におんぶにだっこしたいと、こ

ういう気持ちもあってこれは当たり前だと思い

ます。だが、市民に対する、住民に対するこう

いう形の説明というのがないと先ほど申し上げ

ましたとおり、せっかく期待して待っていたの

に何やとならないかと、私は思います。どうで

すか、その辺は。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 沼澤議員の御心配は当然のことだ

と思っております。 

  この問題については大変気にかけておりまし

て、平成26年度完成に向けて現場の調整を図っ

てきたところであります。河川事業ということ

で進めるということで、その際はゼロ100とい

うことが当初の話であったということをもって

協議を進めてきた。河川事業におきまして河川

水量、自水流量があるかないかということの３

年間の調査が必要だということを言われました。

しかし、それでは遅いということで、現場で県

の協議を進めて最終的には市の水利権を県の河

川を通して流すことはできない。なぜそれを先

に言ってくれなかったかという思いであるわけ

ですけれども、これが総合支庁から県の河川局

に行きましたら法律的といいますか、慣例的に

全国で市のくみ上げた最上川の用水を運ぶ手段

がないと、大変悔しい思いをしているわけです

けれども、しかしそれではゼロか100かの以前

に問題が進まないということで、県と新たな手

法を提案させていただきました。それでは、直

接最上川のくんでいる導水管からの取り入れを

提案させていただきたいということで担当が急

遽ことし春から協議をし、その際は河川事業で

はできないので、市の水利権のある水を逆に県

の側溝に流すことは構わないということで道路

事業でしたほうがいいだろうということを提案

し、県の道路担当もそれなら構わないというこ

とで今その具体的な協議に入ったということで

ございます。 

  また、県の言いわけをするわけではございま

せんが県の担当も実は肘折の希望大橋のことで、

現場に十数名が張りつけということで、正直申

し上げまして春から進めてまいりましたが、一

段落ついた先日に協議に乗ってもらったところ

であります。 

  その中で私も総合支庁との話し合いの中でこ

の手法の割合の問題、さらには分担の問題、こ

れから協議しなくちゃならないことが若干残っ

ております。基本的には道路事業で通水させる

ということまで協議させていただいたところで

あります。金額等については今後さらに詰めな

ければならないところでありますが、先ほど私

の答弁にもありましたように、この手法が一つ

確立されれば他の地域にも検証の上この手法で

進めていきたいという答弁をさせていただいた

ところであります。 

  そういう意味で、これまで再三にわたり延ば

し延ばししているのではないかということの御

疑念があるかと思いますが、これまで県との協

議を進めた結果がそういう結果で道路でやると

判断し、それで進めるということまで決まった、

確実にこれは決まったということだけは答弁さ

せていただきたいと思います。よろしく御理解

のほどお願いいたします。 

８ 番（沼澤恵一議員） 議長、沼澤恵一。 

小嶋冨弥議長 沼澤恵一君。 

８ 番（沼澤恵一議員） この３年間で、大胆な

変更というか変わったととらざるを得ないと思

います。まさか、道路側溝を使っての導入なん

ていうのは私も想定もしていないし、今までそ

んなことは一度もありませんでした。 

  そういう変化は、県と市との打ち合わせの中

であるいは調査した結果で生まれてきたんでし

ょうけれども、こういうことを何らかの形で市

民住民に伝達してほしいです。これは強く要望
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しておきます。 

  例えば、市報でも結構ですし、私どもの議会

だよりには当然このことは私の一般質問の内容

として載せていただきますけれども、市側も変

わったこととこれからこういうふうに進めてい

きますという熱意を、きちんと市民住民側に伝

えるということをやってほしい。いかがですか。

やりますか。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 大変長らくお待たせしたというこ

とで、いずれ市報等でお知らせしなければなら

ないということでございました。この間の協議

の内容が確定していなかったということで、お

知らせできなかったということも御理解賜りた

いなと思います。 

  今後の導水事業については、こういう手法に

より一つ一つ検証しながら拡充していきたいと

いうことは必ず広報でお知らせしてまいりたい

と思いますので、ぜひ御理解のほどお願いした

いと思います。 

８ 番（沼澤恵一議員） 議長、沼澤恵一。 

小嶋冨弥議長 沼澤恵一君。 

８ 番（沼澤恵一議員） では、この件はひとつ

よろしくお願いいたします。 

  時間もありませんので、次に災害時における

備えの中の１つですが、限られた時間で申しわ

けありませんが、災害のときの公的備蓄。私が

言いたいのは水と食料は市が備蓄しますよと、

防災計画にはこう書かれております。実際はや

っていないように、先ほど市長の答弁でお聞き

しましたが、これは最低限度しておく必要があ

るんじゃないかと思います。そんなにお金のか

かることでもないし、例えばの話ですけれども、

特別養護老人ホームですと１週間分きちんとと

ってあるそうです。決して無駄のないようにそ

れは使う。ああいう施設だから使い道ははっき

りしていて使いやすいんですけれども、市で備

蓄しても捨ててしまうとかしなくても何らかの

方法で補うのができるんじゃないかと思うんで

すが、この辺もう一度検討されませんか。どう

ですか。 

小嶋達夫環境課長 議長、小嶋達夫。 

小嶋冨弥議長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 災害時の備蓄品ということで

の御質問でございます。 

  先ほど、市長答弁で申し上げておりましたが、

避難された方々の各所の情報収集、これを踏ま

えて各所の備蓄品対応ということになろうかと

思います。流通備蓄ということで主体として市

では考えております。阪神淡路大震災のときに

も３日間で支援物資が流通してきた、さきの東

日本大震災のときにも間を置かずして支援物資

が入ってきたという状況がございます。 

  市としましては、自助・共助・公助という形

で避難所に特に災害弱者という方が入ってくる

わけでございますが、災害弱者の必要とする物

資、食料については各種種別があろうかと思い

ます。その辺を種々選択しまして寄せられる流

通備蓄あるいは支援、それからそれらの条件等

踏まえて適正配置をしたいと考えております。 

  現実的には、避難所に配置するような食料品

等の備蓄についての保管場所、保管状態の確保

等については相当の課題があろうかと思います。

市としましては、アルファ米という食料があり

ますけれども、これについては配置をしたいと

考えておりますので、食料についてはその辺を

今後検討したいと考えております。 

  まずもって避難所で配置したいのは簡易トイ

レと水パックと考えておりますので、その辺、

御理解をいただきたいと思います。 

８ 番（沼澤恵一議員） 議長、沼澤恵一。 

小嶋冨弥議長 沼澤恵一君。 

８ 番（沼澤恵一議員） 少ししかないんですけ

れども、もう１点。 

  最初に質問いたしました勧告とか指示関係で
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す。災害時のですね。説明では本部長は市長で

すけれども、不在の場合は副市長、副本部長と

なるわけですね。ところが、その２人がいなか

った場合はどうなるのかということが明確に防

災計画にはありません。 

  大島の場合も２人いなかったわけですね。教

育長がその代行をしたと伝わっておりますけれ

ども、本市の場合どうなりますか。 

小嶋達夫環境課長 議長、小嶋達夫。 

小嶋冨弥議長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 災害対策本部の本部長、それ

から副本部長の不在時ということで、本部の本

部指揮をどなたがとるかという質問だと思いま

す。 

  災害対策本部条例の中で、本部長市長、副本

部長副市長としておりますが、災害対策本部運

営規定、こちらの４条に本部員の指名というと

ころがあります。そちらの、本部員の指名につ

きまして例に倣いますと教育長、総務課長、環

境課長という順で指名されていますので、準用

できるかと思います。 

  なお、本部長不在あるいは指名する人がいな

いという場合でも、被災状況やその状況によっ

て連絡等がつけばそれはそれなりに対応できる

ものと考えておりますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

小嶋冨弥議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午後１時５０分 休憩 

     午後２時００分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

山口吉靜議員の質問 

 

 

小嶋冨弥議長 次に、山口吉靜君。 

   （１７番山口吉靜議員登壇）（拍手） 

１７番（山口吉靜議員） 皆様、御苦労さまでご

ざいます。本日最後となりました絆の会、山口

吉靜でございます。 

  それでは、発言通告に従いまして次の４点に

ついて一般質問をさせていただきます。 

  まず１点目は、教育力向上についてでありま

す。 

  全国学力テストについてお伺いいたします。

学力日本一、過疎の村、秋田市から約80キロ、

秋田県の東南端にある人口わずか2,800人余り

の東成瀬村、村に１校ずつしかない小学校と中

学校が学力日本一の秋田県内でもトップクラス

の成績を誇る。2008年に県知事が記者会見で中

学の成績が県内一と明かしたことから一躍注目

を集めました。村のバックアップも強力で、村

の年間予算約30億円のうち教育に約５億5,000

万円を投じており、子供は村の宝、総合の力を

つけて送り出したいから教育に金銭は惜しまな

い、鶴飼 孝教育長。村には民間の学習塾がな

いため、中学校向け英語塾を村営で開設してお

ります。もちろん無料です。新たに学習塾を開

くことも検討しております。生徒数が60人弱の

中学校には巨大な体育館や卓球場など豪華な設

備もあります。 

  市として東成瀬村を参考にして、全国学力日

本一を目指し達成し成績が向上すれば、全国か

ら多くの方が視察に来られ、市の活性化にもな

ります。市として教育分野にさらにどのように

力を入れていくかについてお伺いいたします。 

  次に、２点目は複式学級の現状でありますが、

今過疎化少子化の流れの中で極少人数学級、複

式学級は急増し、それに伴い学校経営、教育過

程、学習指導において多くの課題と困難に直面

しております。そうした課題や困難を抱えつつ

も、私たちの先輩は英知を出し合い実践研究を

進め多くの課題を乗り越える先進的な取り組み
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を行ってきております。しかし、保護者の間に

は、複式学級では成績が下がるという声もある

ようですが、この点どうなのでしょうか。また、

複式学級に対して、市としてどのような支援を

されるのかについてお伺いいたします。 

  次に、３点目は学習指導要領についてお伺い

いたします。 

  小中学校学習指導要領は、社会の変化や子供

たちの現状を踏まえおおむね10年に１度改訂さ

れてきました。教師が子供たちと向き合う時間

の確保など、今回の学習指導要領はどのような

改訂がなされたかについてお伺いいたします。 

  次に、４点目は市で推進している小中一貫教

育のさらなる充実について新庄市ではどのよう

な方策があるのか、これまでの経緯も含めまし

てお伺いいたします。 

  以上で、壇上での質問を終わります。御清聴

まことにありがとうございました。御答弁よろ

しくお願いします。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、山口議員の御質問にお

答えいたします。 

  全般的には私が答える場面はないような気が

しておりますが、教育の中でありますが、小中

一貫校のさらなる充実についてということにつ

いて、今後の施設のあり方等も含めて答えさせ

ていただきたいと思います。 

  新庄市では、新庄市長期教育プランいのち輝

く新庄もみの木プラン21により、平成18年度か

ら市内中学校区ごとに小中連携を、平成20年度

からはさらにこれを一歩進めた小中一貫教育を

推進してきております。これは、中学校区ごと

の複数ある小中学校を１つの学校と考えて、小

中９年間で生きる力を持った命、たくましい新

庄っ子を育てようというものであります。 

  この小中一貫教育を推進するために、新庄市

では新庄中校区をスタートに２年ずつの小中一

貫教育の市委嘱研究を行い、特色ある創意を生

かした実践研究を行ってきていると聞いており

ます。 

  平成22年３月には、新庄市小中一貫教育基本

方針が策定され、小中一貫教育の実践を整備し

ながら今後の新庄市の小中一貫教育の方向性が

示されました。さらには、市の小中一貫教育の

パイロットスクールとしての意味合いを持つ施

設一体型小中一貫教育校萩野学園開校に向けて、

当該の北部地区関係者だけでなく市を挙げて準

備を進めているところであります。 

  今後、新庄市の小中一貫教育をさらに推進し

充実させるためには、各中学校区の１校１校が

実のある連携した取り組みを充実していく必要

があります。その取り組みを支える組織として、

この７月のシンポジウムにおいては中学校区ご

との小中一貫教育推進協議会を年度内に設置す

るということが確認されたとお聞きしていると

ころであります。 

  これは各中学校区の実践を地域に発信し、理

解していただき、保護者や地域の方からも小中

９年間のスタンスで学校を支えていただくこと

や、さらにはその地域に根差したよりよい小中

一貫教育の推進を図ろうとするものです。 

  今後、長期的な施設設備、そのもととなる学

校改築の整備、さまざまな施設整備なども考慮

に入れながら、市としては学校、関係の組織及

び市民の御理解と御協力をいただき、その充実

になるよう取り組んでまいりたいと考えており

ますので、よろしくお願いいたします。 

  他の質問につきましては教育長から答弁いた

しますのでよろしくお願いいたします。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

小嶋冨弥議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 それでは、私から教育力の向上

の件についてお答え申し上げます。 

  第４次振興計画の教育分野で、ふれあい、学
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び合い、心をつなぐまちなど５つの基本目標を

設定し教育施策を進めてきているところです。

市の財政もやや改善の兆しが見え始めたところ

とはいえ、厳しい状況は今後も続くものと見込

まれますし、そういう中で限られた経営資源を

選択と集中により教育分野にはハード及びソフ

ト面での予算化に特段の配慮をいただくことが

できています。また、市民の皆様から新庄の将

来を担う市内外で活躍する人づくりについて大

きな期待を寄せていただいていると感じており

ます。 

  具体的には、教育委員会３課がそれぞれ担当

する課題を踏まえながら連携して人づくりに努

めております。学力向上にかかわる部門では、

平成５年度以降取り組んでいる心の教育の充実

に加えて、平成18年度からは小中一貫教育を学

校教育充実の手だてとして取り組んできており

ます。 

  小中学校が教育目標や指導方針を共有しなが

ら９年間の見通しを持って子供を育てるという

ものですが、これによっていじめや不登校数が

改善の傾向にあり、安定した生徒指導が推進さ

れてきております。 

  また、小中の教員が教科の目標や指導方法、

子供への指導の履歴を共有しながら学習指導を

行うことで高い学力や豊かな心、たくましい体

が育つという狙いを持って取り組んできており

ます。 

  今年度、悉皆で実施された全国学力・学習状

況調査の結果については、さきの９月議会でも

説明したところでありますけれども、市内の６

年生と中学３年生が対象でありましたが、国語

Ａなどはほぼ全国平均並みでありましたが国語

Ｂや算数・数学は現時点では若干これに及ばな

い成績でありました。 

  市校長会でも、市全体の成績の状況や対策に

ついて子供の学び合う授業づくりを実践するこ

となどの授業改善の大切さなどを共有し、学力

向上に努めるべく確認したところであります。 

  続いて、複式学級についてですが、初めに新

庄市小中学校の複式学級の実態ですが、平成25

年度においては小中合わせると151学級中、複

式学級は昭和小、本合海小、升形小の３校で６

つの複式学級があります。この３校のうち、昭

和小学校の３つの複式学級は平成27年４月に開

校する萩野学園への統合により解消されること

になっております。 

  次に、複式学級児童の成績についてですが、

学級数が少ないため、その結果が特定されてし

まうこともあり、詳しくは申し上げられません

が、ＮＲＴ学力診断テストによれば全国平均を

下回る学級があることも事実ですが、おおむね

市内の他の学級と同様の成績の傾向にあると言

えます。 

  当該の学校では、このような子供の実態と学

校での取り組みをさらに詳しく保護者や地区の

方に説明をすることで保護者の不安を解消して

おり、子供のよりよい成長のために、家庭から

もさらに理解と協力をいただけるものと思われ

ます。 

  市教育委員会としては、小規模の学級に対し

ては急な学級減の緩和措置としての市個別学習

指導員の配置や地域コーディネーターの事業支

援への有効活用などの奨励により学校を支援し

てきているところでございます。 

  ３点目の学習指導要領等についてであります

けれども、学校教育においては全国的に一定の

教育水準を確保し、全国どこの学校においても

同水準の教育を受ける機会を国民に保障するこ

とが要請されます。このため、学校において編

成実施される教育課程について国において一定

の大綱的な基準を設けていますが、これが文部

科学省が告示する学習指導要領となっています。 

  議員がおっしゃるとおり、この学習指導要領

は10年をめどに改訂され、現行の学習指導要領

は平成20年３月に公布されました。移行期を経
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て、小学校は平成23年度から、中学校は平成24

年度から完全実施されております。 

  御質問いただきました現行の学習指導要領の

改訂の内容についてですが、今回の改訂の背景

となっているのは、知識基盤社会の到来、グロ

ーバル化の進展などの急速な社会の変化の中、

幅広い知識と柔軟な思考力に基づく判断力や、

他者と切磋琢磨しつつ異なる文化や歴史に立脚

する人々との共存など変化に対応する能力が求

められている点であります。 

  改訂の基本方針としては３つを掲げておりま

す。 

  １つ目は、教育基本法の改正で明確になった

教育の理念を踏まえて教育内容を見直すこと。

２つ目は、知識技能の基礎、基本の習得と思考

力、判断力、表現力、学ぶ意欲の３つの要素を

育成すること。３つ目が道徳教育や体育などの

充実により豊かな心や健やかな体を育成するこ

とです。 

  これ以前の学習指導要領同様に、生きる力の

育成は変わっておりませんが、体験から感じ取

ったことを言葉で表現させたり、観察等で捉え

た事実を言葉で正確に伝えたり、また概念法則

などを解釈し言葉で説明する等、体験と言葉を

つなげる学習活動を取り組んでいくことが求め

られております。それに伴い、当然授業も変化

しており、言葉を通して考える、言葉を使った

コミュニケーション活動により思考力や判断力、

表現力を発展させる授業実践が日々積み上げら

れております。 

  市内の各校でも学び合いやコミュニケーショ

ンをテーマに授業研究を進めております。こと

し10月18日に八向中学校区で開催した市委嘱小

中一貫教育公開研究発表会においても、研究主

題「仲間とともに学び合い、夢に向かって努力

できる子どもの育成 ～協同的な学びとキャリ

ア教育の取組みを中心に～」と題して、およそ

２年間の研究についての発表を行い、大きな成

果を上げることができました。また、他の学校

区においても大学教授などを招聘し、コミュニ

ケーションを伴う授業づくりの研究を積極的に

進めております。今後とも、言語活動を重視し

た授業を進めることで、学習指導要領の目指し

ている生きる力の育成を図るよう学校指導を行

っていく所存でありますので、よろしくお願い

申し上げます。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

小嶋冨弥議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） 今の、４番目のあれは

ありましたかね。ああ、そうか、どうも失礼し

ました。 

  それでは、詳細な御答弁、まことにありがと

うございました。再質問をさせていただきます。

一問一答方式になると思いますけれども。 

  まず、教育力向上についてでありますけれど

も、教育向上とは子供は率直で明るく活動的で

す。学力向上の具体的な方策をどう考え、学校

を指導していくかについて伺います。 

  そして、今の子供は新しい情報機器を利用し

情報を得ることも得意であります。しかし、学

力が低下している、基本的生活が身についてい

ないなど集団生活におけるルールやマナーを守

れないなど子供の成長に不安を持つ人が多く、

さまざまな問題を抱えていることは事実であり

ます。このような中、学力向上対策についてお

伺いいたします。 

髙橋千春学校教育課長 議長、髙橋千春。 

小嶋冨弥議長 学校教育課長髙橋千春君。 

髙橋千春学校教育課長 学力向上策について御質

問をいただきました。 

  向上策についてお話しする前に、学力の捉え

方ということをまずお話しする必要があるのか

なと思います。 

  教育長の答弁の中にもあったわけですけれど

も、以前ですと知識の量とかそういうところが

一番大事にされてきているところだったんです
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が、現在それはもちろんなんですけれども、活

用して考える力、もちろん学ぶ意欲等も含めて

ですけれども、重視されているところです。そ

のような学力を育成するために、これも教育長

の答弁にあったわけですけれども、いい授業を

することで子供たちに力をつけていくしかない

のかなと思います。 

  一番は今、市で、学校で大事にしているのは

やはり子供同士がお互いに自分の考えとか相手

の考えを聞きながら学び合うということで、知

識の量だけでなくてさっき申し上げました考え

る力とかあるいはコミュニケーションの力をつ

けていくということを狙っているところです。

そのために、大学の先生を呼んだり、あるいは

市の指導主事が行政訪問で出かけたときにいろ

いろ指導したりということでそういう力をつけ

ようと考えているところです。 

  そういうところの取り組みを頑張っていると

ころは既に成果が見え始めているところもござ

いますので、小中一貫の９年間のスタンスで小

学校、中学校が同じ手法をとることでそういう

力をつけていきたいなと思っているところです。

以上です。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

小嶋冨弥議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） どうもありがとうござ

いました。 

  次に、複式学級とはどのような仕組みで授業

をしているかについてお伺いいたします。 

  少人数複式であることのメリット、デメリッ

トを明確にして不利な部分を克服し、有利な部

分を最大限生かすことができるよう、授業や学

級経営の工夫を図っていかなければなりません。

複式学級にもよさと課題があると思われますが、

複式学級のメリットとデメリットをどう捉えて

いるかについてお伺いいたします。 

  また、複式学級について市は今後どう経営を

考えておられますかについてお伺いいたします。 

髙橋千春学校教育課長 議長、髙橋千春。 

小嶋冨弥議長 学校教育課長髙橋千春君。 

髙橋千春学校教育課長 たくさん御質問をいただ

きました。 

  複式学級について具体的に授業をどうしてい

るかということなんですが、複式学級というの

は１つの教室に２つの学年、３つ入るときもあ

りますけれども、２つの学年がいる状態です。

小学校ですと１年生を除く、２年生から６年生

までのところで２つ学級を合わせて17を超さな

いと１つの学級で勉強しなくちゃならないとい

うところです。したがって、２年生が８名、３

年生が８名というと16名いるんだけれども複式

学級で勉強しなくてはならないという状態です。 

  その授業の進め方なんですけれども、本当に

いろいろ苦労していろいろ方法をとってきたわ

けですけれども、基本的に大きく２つやり方が

あると思います。 

  １つは、２つの学年を授業の段階がつかむ段

階、見通す段階、調べる段階、まとめる段階と

いうことで進めていくんですが、それを片方の

学年はその順番でやってもう片方は一段階ずら

していく。そういうことで、片方のつかむ段階

の授業をしているときに、片方は例えば前の時

間の復習をしている。そういうことで先生が片

方の学年の直接授業をして今度は次の学年に行

くということで、行ったり来たりするという、

わたりと言いますが、そういう授業の仕方をし

ているところが１つあります。 

  もう一つは、２学年一緒の教材を使って授業

をするということがあります。例えば道徳とか

体育とか音楽などは、違う学年なんだけれども

同じ教材を使って勉強する。そして、２年間で

予定した内容を勉強するというところも大きく

２つあると思います。授業をする先生が大変な

のかなというところはあると思います。 

  それからメリット、デメリットのところなん

ですが、メリットの部分ですけれども、少人数
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であるということが一番のメリットであると思

います。そのために先生が細やかな指導を行う

ことができるということがあると思います。 

  メリットの２つ目としては、自習をして、片

方が片方に先生が直接指導しているときにもう

片方の学年は自分たちで勉強しているという形

になりますので、自分たちで勉強しているとき

に、自分で解決する力を自力解決という力と言

いますが、そういう力がつくということがメリ

ットの２つ目なのかなと思います。 

  もっとメリットのところはあると思いますが、

デメリットのところではやはり先生が指導する

力が、物理的なことをいえば半分ということが

あると思います。半分ずつ指導する形ですので、

45分のところがあれば極端に言えば20分、25分

とか直接指導を受ける時間が半分になるという

ことがあると思います。 

  それから、これも教育長の答弁にあったわけ

ですが、今市内の学校で大事にしているところ

が自分の考えを伝えながらあるいはほかのいろ

んな考えを聞きながら調整しながら勉強してい

くというところがあるわけなので、そのいろん

な考えというところが限られてくる、そういう

ところで学び合いというところが若干弱くなる

のかなと思います。そういうところがメリット、

デメリットなのかなと思います。 

  もう一つが、市としての今後のことの御質問

もいただきました。今、複式学級を持つ学校は

３つあるわけですが、いろいろ工夫しながら通

常の学級と同じくらいの成果を上げているとこ

ろなんですが、その今後のあり方ということで

は今申し上げたように、あるいは９月議会のと

ときに小規模学校についての御質問があったと

きに教育長からの答弁もあったんですが、いわ

ゆる一人一人に細やかな指導ができるというよ

さはあるんですけれども、現在は学び合いとい

うところを大事にしていますので、自分の考え

を説明する、聞く、そしてコミュニケーション

の力をつけていくというところが大事と考えて

いますので、ある程度の規模は必要だと今考え

ております。そういうところの基本的な考え方

に立って、今後どうしていくかということでは、

これも答弁にあったわけですが、小中の推進協

議会、中学校区ごとに設置になります。その推

進協議会で保護者の方、地区の方の御意見をい

ろいろ出していただきながら今後のあり方につ

いては検討していく形になると思います。以上

です。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

小嶋冨弥議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） どうもありがとうござ

いました。 

  次に、都道府県教委は市町村教委の同意を得

た場合、市町村名または学校名を明らかにして

学力テスト結果を公表できるとなっております

けれども、そのことについてお伺いいたします。 

髙橋千春学校教育課長 議長、髙橋千春。 

小嶋冨弥議長 学校教育課長髙橋千春君。 

髙橋千春学校教育課長 状況調査の公表について

です。 

  議員おっしゃるとおり、文科省のほうで今年

度まで市町村が学校別の成績を公開することは

基本的に禁止しておったわけですけれども、最

近出た実施の要領によって来年度から発表も可

能というところの指示が来ております。 

  文科省が公表を認めた背景には、新聞等を見

ますと地方から市町村から説明責任を果たした

いという要望があったからということがありま

した。新庄市では実は来年度どうするかという

文科省の調査が７月ころでしたか来ております。

それには現時点では新庄市はそれぞれの個々の

学校の成績を公表する考えはないと返事はして

いるところです。ただ、全然説明責任を果たし

ていないかということでなく、議会とかそれぞ

れの学校ごとに保護者とか地区のほうに配慮し

ながらそういう説明は、何点とかそういう具体
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的な数字ではないんですが、大まかなところで

説明もしてきているので、説明責任というとこ

ろは果たしているのかなと思っているところで

す。以上です。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

小嶋冨弥議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） どうもありがとうござ

いました。 

  次に、保護者や地域住民に説明責任を果たす

ことが重要である一方、序列化とか過度な競争

が生じないように配慮の必要があると思われま

すが、その点の御所見をお伺いいたします。 

髙橋千春学校教育課長 議長、髙橋千春。 

小嶋冨弥議長 学校教育課長髙橋千春君。 

髙橋千春学校教育課長 これも御指摘のとおりで、

学校別の細かい平均正答率とか公表されますと

本当に過度な競争というか序列化につながるお

それもございます。そういうところで、重々そ

の辺は配慮していく必要があるのかなと思いま

す。 

  かつて何十年前でしょうか、昭和30年代ころ

でしょうか。学力テストが過熱して、点数をと

らせるための指導があちこちで横行したお話も

あります。あるいは今回も学校の教員が自分の

クラスの間違ったところをちょっと指摘して書

き直させるなんていうところがありましたので、

そういうところ、過度な競争にならないように

指導する必要があるんでないかなと思っている

ところです。以上です。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

小嶋冨弥議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） どうもありがとうござ

いました。 

  次に、児童生徒の個人情報保護あるいは学校

や地域の実情に応じた必要な配慮を行うことに

ついてお伺いいたします。 

髙橋千春学校教育課長 議長、髙橋千春。 

小嶋冨弥議長 学校教育課長髙橋千春君。 

髙橋千春学校教育課長 生徒個々の個人情報に配

慮するということで、今までのところと共通す

るところがあるわけですけれども、例えばこう

いうことがあると思います。 

  新庄市でも配慮していることなんですが、例

えば学級の規模がすごく少なくて１学年２人と

か３人しかいないとなったときに、新庄では今

大まかなところを公表してほしいということを

言っているんですが、そういう中でも１学年１

人、２人しかいないとなったときに学校の成績

を公表するということがイコール誰それ君、誰

それさんの成績になってしまうというところが

あります。そういうときにはもちろん子供さん

の保護者に説明するのはいいんだけれども、そ

れをうちの学校はこういう成績でしたというと

ころを学校とか地区に説明するということはし

なくてもいいということもあわせて指示してお

りますので、配慮が必要だということの御質問

だと思います。よろしくお願いします。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

小嶋冨弥議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） どうもありがとうござ

いました。同じような質問で。 

  次に、小中学校新学習指導要領についてです

けれども、中学校教員による小学校への乗り入

れ指導ですが、市はどう進めるというのかお伺

いいたします。 

  また、免許についてもあわせてお願いします。 

  小中の授業交流で相手先に出向いた先生の後、

補充の先生は加配されるのかについてもあわせ

てお伺いいたします。 

小嶋冨弥議長 山口議員に申し上げます。質問の

通告から外れておりますので、質問の際はその

ことを踏まえて質問の趣旨を明確にして発言を

お願いしたいと思います。 

髙橋千春学校教育課長 議長、髙橋千春。 

小嶋冨弥議長 学校教育課長髙橋千春君。 

髙橋千春学校教育課長 指導要領というところの
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質問ですが、交流のところ、小中一貫のところ

で実施しておりますので、そこに関連した質問

かなと考えて受け取っております。 

  ほとんどの中学校区で新庄市は乗り入れ授業

をしているところです。いろんな狙いを持って

いるんですが、乗り入れそのものは大きくは中

学校の教員が小学校に行くときなどは、専門の

力を持った先生が小学校の授業をすることでそ

の教科のおもしろさを感じさせるとか、あるい

は小学校の先生が中学校に行くときには、中高

もそうなんですが、小学校・中学校の子供とか

あるいは指導の方法とかを理解するところの狙

いを持ちながら進めているところです。 

  ただ、議員の御質問にありましたように、後

補充というのは配置することはできませんし、

県とかの加配もありませんので、例えば中学校

の教員が小学校に行くというときには空き時間

で行ったりということになります。もちろん自

習はさせませんけれども、そういうことで負担

ということもありますので、本当に限られた時

間しか行っていないところです。それこそ、新

庄中あたりは頑張っているところですが、それ

でも年間で10時間も行っていないと思います。

そういう時間を、交流をしているところです。 

  免許のところもありましたが、免許も中学校

の教員が小学校に行く、小学校の教員が中学校

に行って授業をするといったときに、１人で授

業をするわけではなくて、ちゃんとその学級の

先生がいてお手伝いのような授業ですので、免

許のほうはその免許がなくても大丈夫だと、現

時点ではなっております。 

  これについては、普通の施設分離型ですと大

変なところ、無理がかかるところが若干あるわ

けですが、萩野ですと一つ屋根の下に小学校・

中学校がありますので、そこをさらに移動の時

間もかかりませんし、小学校の先生が中学校に

来ている間、補完で中学校が行くということで、

もっと時数も無理がかからない状態でふやすこ

とができるのかなと思っているところです。以

上です。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

小嶋冨弥議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） どうもありがとうござ

いました。 

  似たような質問なんですけれども、次に授業

数の増に伴いまして教師の増員対策については

どのようにされているかお伺いいたします。 

小嶋冨弥議長 山口議員、ちょっと外れていませ

んか、この通告から。答えますか。答えます。 

髙橋千春学校教育課長 議長、髙橋千春。 

小嶋冨弥議長 学校教育課長髙橋千春君。 

髙橋千春学校教育課長 先ほど申し上げたように、

加配は残念ながらありません。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

小嶋冨弥議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） どうも、いろいろとダ

ブったみたいで申しわけないです。 

  次に、学習指導要領の改訂ポイントなどにつ

いて保護者へはどのような周知をされているか

についてお伺いいたします。 

  また、指導要領についてですが、前の指導要

領との違いについてもあわせてお伺いいたしま

す。 

髙橋千春学校教育課長 議長、髙橋千春。 

小嶋冨弥議長 学校教育課長髙橋千春君。 

髙橋千春学校教育課長 保護者にどう通知してい

るかということなんですが、市としては保護者

用に周知はしていない状況です。ただ、文科省

で指導要領が新しくなるときに保護者用にリー

フレットというかパンフレットが、Ａ３判の裏

表のもの４ページ分くらいのものが一人一人の

お子さんに渡っておりますので、そこが保護者

への周知となるのかなと思います。 

  それから、前の指導要領と今の指導要領の違

いということは大きくは教育長からありました。

細かいところでは、例えば国語、算数・数学、
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理科、社会の時数がふえているとか、あるいは

昨年も議会で御質問もありましたけれども、武

道が必修になっているとか、そういうところの

細かいところの変更点はあると思います。以上

です。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

小嶋冨弥議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） どうもありがとうござ

いました。 

  では、いろいろありますが、最後に１つお伺

いいたします。  

  学習指導要領の導入に伴って国あるいは県の

予算措置などの支援はありましたかについてお

伺いいたします。これで最後にいたします。 

髙橋千春学校教育課長 議長、髙橋千春。 

小嶋冨弥議長 学校教育課長髙橋千春君。 

髙橋千春学校教育課長 新しい指導要領の導入に

かかわる予算等の措置支援ということの御質問

ですけれども、一番学校現場にとって必要だと

思っている定数の見直しということは、文科省

では要望しているわけですが、財務省では認め

ていただいていないということです。ただ、あ

とは教科書の新しい改訂とかそういう周辺のと

ころの措置はいただいているところです。以上

です。 

小嶋冨弥議長 よろしいですか。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

小嶋冨弥議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） 再質問を終わりました。

どうもありがとうございました。 

小嶋冨弥議長 以上で今期定例会の一般質問を終

了いたします。 

 

 

散      会 

 

 

小嶋冨弥議長 お諮りします。 

  今期定例会の本会議をあす12月11日から12月

16日まで休会したいと思います。これに御異議

ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

今期定例会の本会議をあす12月11日から12月16

日まで休会し、12月17日午前10時より本会議を

開会いたしますので、御参集のほどお願い申し

上げます。 

  本日は以上で散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後２時４５分 散会 
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平成２５年１２月定例会会議録（第４号） 

 

 

平成２５年１２月１７日 火曜日 午前１０時００分開議 

議 長 小 嶋 冨 弥     副議長 小 野 周 一 

 

 出 席 議 員（１８名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ２番   伊  藤     操  議員 

  ３番   髙  橋  富 美 子  議員     ４番   佐  藤  卓  也  議員 

  ５番   石  川  正  志  議員     ６番   佐  藤  義  一  議員 

  ７番   奥  山  省  三  議員     ８番   沼  澤  恵  一  議員 

  ９番   平  向  岩  雄  議員    １０番   小  野  周  一  議員 

 １１番   小  嶋  冨  弥  議員    １２番   清  水  清  秋  議員 

 １３番   小  関     淳  議員    １４番   遠  藤  敏  信  議員 

 １５番   新  田  道  尋  議員    １６番   下  山  准  一  議員 

 １７番   山  口  吉  靜  議員    １８番   森     儀  一  議員 

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 伊 藤 元 昭 

総 務 課 長 野 崎   勉  総 合 政 策 課 長 荒 川 正 一 

財 政 課 長 髙 橋 則 雄  税 務 課 長 佐 藤 信 行 

市 民 課 長 荒 澤 宏 二  成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 小 野   享 

子育て推進課長 
兼福祉事務所長 板 垣 秀 男  環 境 課 長 小 嶋 達 夫 

健 康 課 長 伊 藤 洋 一  農 林 課 長 齋 藤 彰 淑 

商 工 観 光 課 長 東海林   智  都 市 整 備 課 長 松 坂 聡 士 

上 下 水 道 課 長 髙 橋   弘  会 計 管 理 者   
兼 会 計 課 長 近 岡 晃 一 

教 育 委 員 長 山 村 明 德  教 育 長 武 田 一 夫 

教 育 次 長 
兼教育総務課長 柿 崎 憲 一  学 校 教 育 課 長 髙 橋 千 春 

社 会 教 育 課 長 森   隆 志  神 室 荘 長 伊 藤 忠 志 

監 査 委 員 髙 山 孝 治  監 査 委 員 
事 務 局 長 冨 樫 雄 二 
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選挙管理委員会 
委 員 長 矢 作 勝 彦  選挙管理委員会 

事 務 局 長 武 田 清 治 

農 業 委 員 会 
会 長 星 川   豊  農 業 委 員 会

事 務 局 長 浅 沼 玲 子 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 高 木   勉  総 務 主 査 三 原   恵 

主 査 川 又 秀 昭  主 事 八 鍬 貴 征 

 

議 事 日 程 （第４号） 

平成２５年１２月１７日 火曜日 午前１０時００分開議 

 

   （総務文教常任委員長報告）  

日程第 １ 議案第６４号新庄市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の設定につ

いて 

日程第 ２ 請願第６号新聞の軽減税率に関する請願書 

 

   （産業厚生常任委員長報告） 

日程第 ３ 議案第６５号新庄市公衆便所条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第 ４ 議案第６６号新庄市防災会議条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第 ５ 議案第６７号新庄市本合海児童センターの管理を行わせる指定管理者の指定について 

 

日程第 ６ 議案第６８号平成２５年度新庄市一般会計補正予算（第３号） 

日程第 ７ 議案第６９号平成２５年度新庄市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第 ８ 議案第７０号平成２５年度新庄市交通災害共済事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第 ９ 議案第７１号平成２５年度新庄市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第１０ 議案第７２号平成２５年度新庄市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第１１ 議案第７３号平成２５年度新庄市営農飲雑用水事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第１２ 議案第７４号平成２５年度新庄市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第１３ 議案第７５号平成２５年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第１４ 議案第７６号平成２５年度新庄市水道事業会計補正予算（第２号） 

 

本日の会議に付した事件 

 

議事日程（第４号）に同じ 
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開      議 

 

 

小嶋冨弥議長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名でございます。 

  それでは、これより本日の会議を開きます。 

  議事日程に入る前にお諮りいたします。 

  佐藤悦子君から12月６日の会議における発言

について、お手元に配付しておりますとおり発

言取り消し申出書に記載した部分を取り消した

い旨の申し出がありました。この取り消しを許

可することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

佐藤悦子君からの発言の取り消しの申し出を許

可することに決しました。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第４号）によって進めます。 

 

 

総務文教常任委員長報告 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第１議案第64号新庄市一般職

の職員の給与に関する条例等の一部を改正する

条例の設定について及び日程第２請願第６号新

聞の軽減税率に関する請願書の２件を一括議題

といたします。 

  本件に関し総務文教常任委員長の報告を求め

ます。 

  総務文教常任委員長石川正志君。 

   （石川正志総務文教常任委員長登壇） 

石川正志総務文教常任委員長 おはようございま

す。私から総務文教常任委員会の審査の経過と

結果について御報告申し上げます。 

  当委員会に付託されました案件は、議案１件、

請願１件であります。審査のため、12月11日午

前10時より議員協議会室において委員８名全員

出席のもと、担当課の職員の出席を求め審査を

行いました。 

  議案第64号新庄市一般職の職員の給与に関す

る条例等の一部を改正する条例の設定について

は、担当課職員の出席を求め審査を行いました。 

  審査に入り、委員からの質疑はなく、この議

案に関して採決した結果、議案第64号について

は全員異議なく原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

  次に、請願第６号新聞の軽減税率に関する請

願書については、紹介議員及び税務課職員の出

席を求め審査を行いました。 

  紹介議員より請願の趣旨説明があり、来年４

月からの消費税増税によって各家庭の経済的負

担が増し、民主主義を支える社会基盤である新

聞の購読を中止する家庭がふえることを懸念し

ている、国民の知的レベルや社会への関心が低

下することにより、日本の将来は危ういものに

なる、また先進地他国では軽減税率を適用して

いる、複数税率の導入と新聞への軽減税率適用

の実現のため、意見書を提出していただきたい

との内容でした。 

  審査に入り、委員から、誰かが納めなければ

国が成り立たなくなる、ある程度は消費税に賛

同して少しずつ出し合っていくべきだと思うの

で、この請願は芳しくないという意見がありま

した。 

  また、委員から、知に触れるという行為は非

常に大切な行為である、一番最初に新聞に手を

つけるべきだとは思わないが、複数税率を導入

する意味でもまずは先例を切っていただくとい

う意味では必要ではないかという意見がありま

した。 

  また、委員から、生活弱者をどう救済するの

かが大事、ある程度国の動向を見て判断すべき

なので、継続審査とするべきという意見があり、

継続審査とすることに関して採決した結果、請
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願第６号新聞の軽減税率に関する請願書は、賛

成多数で継続審査すべきものと決しました。 

  以上で総務文教常任委員会に付託されました

案件の審査の経過と結果についての報告を終わ

ります。よろしくお願い申し上げます。 

小嶋冨弥議長 初めに、議案第64号新庄市一般職

の職員の給与に関する条例等の一部を改正する

条例の設定について質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第64号新庄市一般職の職員の給与に関す

る条例等の一部を改正する条例の設定について

は、委員長報告のとおり決することに御異議あ

りませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第64号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、請願第６号新聞の軽減税率に関する請

願書について質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。

佐藤悦子君、賛成ですか、反対ですか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 反対討論、佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 請願第６号新聞の軽減

税率に関する請願書について反対討論を行いま

す。 

  政府は社会保障と税の一体改革関連法に基づ

いて消費税を来年４月から現行の５％を８％に、

再来年10月からはさらに２％引き上げて10％に

増税することを目指しています。 

  消費税は、子供から高齢者まで収入のあるな

し、所得の多い少ないにかかわらず同じ税率の

税金を支払わされるものです。応能負担の原則

に反する逆進性の強い税金です。所得の低い人

たちに大変な負担を強いる最も不公平な税金で

す。 

  政府は、アベノミクスによって直近の経済指

標などから雇用や景気が好転していると言って

いますが、潤っているのはごく一部の大企業と

富裕層だけです。国民の多くは景気がよくなっ

ているとは実感していません。収入はふえない

のに負担だけがふえているのが現実ですから、

当然です。 

  こうした中で、来年４月に消費税増税を強行

すれば多くの国民の懐は冷え込みます。価格に

転嫁できない中小零細企業は一層厳しい経営を

強いられることになることは明らかです。その

結果、景気の後退を招き、さらなる財政危機に

陥ることになるのは疑いありません。今、求め

られていることは、来年４月からの消費税増税

の実施ではなく増税をきっぱりと中止すること

だと確信します。 

  日本共産党は、消費税に頼らなくてもやって

いけるという道を提案しています。不要不急の

無駄を削り、行き過ぎた大企業と富裕層に対す

る優遇税制を改め応能負担を原則とした税制改

革によって社会保障を再生充実させ、経済も財

政も立て直すという対案です。これを広く国民

に公約として示しています。 

  この請願は、来年４月からの消費税増税実施
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を前提とした請願であり、賛成することはでき

ません。もちろん、新聞販売店が消費税増税に

よって大きな打撃を受けることは明らかであり、

請願を出した気持ちはよくわかります。しかし、

消費税増税で生活や経営が脅かされるのは大多

数の国民であり、中小零細企業です。したがっ

て、大多数の国民の利益のためにも経済や財政

の立て直しのためにも、来年４月からの増税の

中止こそ必要です。多くの市民の皆さんととも

に増税を中止させるために奮闘することを表明

し、請願への反対討論を終わります。 

小嶋冨弥議長 佐藤議員。趣旨が皆さんわからな

いから、委員長報告に対しての討論でなかった

んですか。だから、委員長は委員会では継続し

たんだよということで報告なさっているわけだ

から、それに対して賛成か反対の討論だと通る

んですけれども、佐藤議員の個人の見解では議

論がかみ合わないのでないですか。委員長報告

が継続だに対して、あなたは、賛成反対そのも

のは委員長報告に対しての討論を求めているわ

けですので、ちょっと論点がかみ合わないじゃ

ないですか、視点が違うんじゃないですかとい

うことを申し上げたんです。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 委員長報告は継続であ

りましたが、継続には反対ですということです。 

小嶋冨弥議長 暫時休憩します。 

 

     午前１０時１３分 休憩 

     午前１０時１４分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

  ただいまの佐藤議員の討論は認めません。 

  よって討論を終結いたしまして直ちに採決し

たいと思います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  請願第６号新聞の軽減税率に関する請願書は、

総務文教常任委員長より継続審査の申し出が出

されておりますので、継続審査といたしたいと

思います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議がありますので、起立採決

いたします。 

  請願６号については委員長報告のとおりに決

することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

小嶋冨弥議長 起立多数であります。よって、請

願第６号は委員長報告のとおり継続審査となり

ます。 

 

 

産業厚生常任委員長報告 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第３議案第65号新庄市公衆便

所条例の一部を改正する条例の制定についてか

ら日程第５議案第67号新庄市本合海児童センタ

ーの管理を行わせる指定管理者の指定について

までの議案３件を一括議題といたします。 

  本件に関し産業厚生常任委員長の報告を求め

ます。 

  産業厚生常任委員長奥山省三君。 

   （奥山省三産業厚生常任委員長登壇） 

奥山省三産業厚生常任委員長 それでは、産業厚

生常任委員会の審査の経過と結果について御報

告申し上げます。 

  当委員会に付託されました案件は、議案３件

であります。審査のため、12月12日午前10時よ

り議員協議会室において委員９名全員出席のも

と、担当課の職員の出席を求め審査を行いまし

た。 

  初めに、議案第65号新庄市公衆便所条例の一

部を改正する条例の制定については、環境課か
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ら補足説明を受けた後、審査を行いました。 

  環境課の説明では、旧八向運動広場の施設利

用者や見学者が多いことから新たに公衆便所を

設置して利便性の向上を図るものとの説明があ

りました。 

  審査に入り、委員からの質疑はなく、採決の

結果、議案第65号については全員異議なく原案

のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第66号新庄市防災会議条例の一部

を改正する条例の制定については、環境課から

補足説明を受けた後、審査を行いました。 

  環境課の説明では、災害対策基本法の一部を

改正する法律が施行されたことに伴い、地方防

災会議の役割及び組織の見直しが図られたため、

条文の改正を行うとの説明がありました。 

  審査に入り、委員から、防災会議の女性の登

用について市長は特に認める者という部分にそ

の考えも含まれているのかという質問があり、

担当課からはそのとおりである旨の回答があり

ました。 

  その他質疑がありましたが、採決の結果、議

案第66号については全員異議なく原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  次に、議案67号新庄市本合海児童センターの

管理を行わせる指定管理者の指定については、

子育て推進課から補足説明を受けた後、審査を

行いました。 

  子育て推進課の説明では、平成26年４月１日

から平成31年３月31日までの５年間、地域に密

着した形での運営を行っていただくということ

で、公募によらないで地元で組織する本合海児

童センター管理委員会に指定管理をお願いする

ものとの説明がありました。 

  審査に入り、委員からの質疑はなく、採決の

結果、議案第67号については全員異議なく原案

のとおり可決すべきものと決しました。 

  以上で産業厚生常任委員会に付託されました

案件の審査の経過と結果についての報告を終わ

ります。よろしくお願い申し上げます。 

小嶋冨弥議長 ただいまの産業厚生常任委員長報

告に対して質疑に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  初めに、議案第65号新庄市公衆便所条例の一

部を改正する条例の制定については、委員長報

告のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第65号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第66号新庄市防災会議条例の一部

を改正する条例の制定については、委員長報告

のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第66号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第67号新庄市本合海児童センター

の管理を行わせる指定管理者の指定については、

委員長報告のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第67号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 
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日程第６議案第６８号平成２５年

度新庄市一般会計補正予算（第３

号） 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第６議案第68号平成25年度新

庄市一般会計補正予算（第３号）を議題といた

します。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

１４番（遠藤敏信議員） 議長、遠藤敏信。 

小嶋冨弥議長 遠藤敏信君。 

１４番（遠藤敏信議員） １つ確認しておきたい

ことがありますので御質問いたします。 

  23ページ、８款６項１目除排雪車借上料

3,819万7,000円とありますけれども、初日の説

明では平成25年４月稼働した分の補正というこ

とでしたけれども、確認の意味でもう一度これ

について御答弁お願いしたいと思います。 

松坂聡士都市整備課長 議長、松坂聡士。 

小嶋冨弥議長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 おはようございます。 

  それでは、今の御質問に回答したいと思いま

す。 

  23ページになります。除排雪車借上料という

ことで、これにつきましては平成25年４月に支

出した分ということでございます。 

１４番（遠藤敏信議員） 議長、遠藤敏信。 

小嶋冨弥議長 遠藤敏信君。 

１４番（遠藤敏信議員） ただいま開催している

のは、12月議会であります。４月に稼働した分

ということで、平成25年度に入ってからの費用

だということはわかりますけれども、その間６

月議会もあったわけです。９月議会もあったわ

けです。これは平成24年度の決算委員会もそこ

で繰り広げたわけですけれども、25年度分の除

雪が始まっている段階で24年の補正が出てくる

というのは事務的に遅いんじゃないかと、事務

処理が遅いんじゃないかということを感じるん

ですけれども、いかがでしょうか。 

松坂聡士都市整備課長 議長、松坂聡士。 

小嶋冨弥議長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 除雪費につきましては、

その年のいわゆる長期予報とかそういうものを

確認した上で除雪計画に反映させるということ

でございます。そのため、長期予報を考慮した

上で12月補正に上げたということでございます。 

１４番（遠藤敏信議員） 議長、遠藤敏信。 

小嶋冨弥議長 遠藤敏信君。 

１４番（遠藤敏信議員） 勘違いもあったようで

わかりました。 

小嶋冨弥議長 ほかにありませんか。 

５ 番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

小嶋冨弥議長 石川正志君。 

５ 番（石川正志議員） 私からは光熱水費の補

正ということで、東北電力の電気料金の改正が

主な要因かとは存じますが、補正予算書24ペー

ジ、25ページになりますが、10款教育費の中で

補正額が学校管理費として683万1,000円と、25

ページには402万9,000円補正になっています。

額が大きいので、単にこれは料金改正に伴った

こういった補正なのか、あるいは電気料をそも

そももともと使ってきてしまったためなのか確

認させていただきたいと思います。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 議長、柿崎憲

一。 

小嶋冨弥議長 教育次長兼教育総務課長柿崎憲一

君。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 学校管理費の

光熱水費の部分でございますけれども、今議員

からございましたようにことし９月から東北電

力の電気料金が改定になりました。新庄市の小

中学校の改定率でございますが、平均で

11.02％改定されております。 
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  それから、ここ数年非常に大雪が続いており

まして、また寒冬ということもございまして、

冬分の電気料について必要な部分、リスクも含

めてその辺のところを今回補正に計上したとこ

ろでございます。11.02％分と今後の変動分、

約10％分上乗せしまして今回補正予算を計上さ

せていただいたということでございます。 

５ 番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

小嶋冨弥議長 石川正志君。 

５ 番（石川正志議員） わかりました。 

  あとは、そのほかの社会教育施設ということ

で委託管理費の中に含まれていると思いますが、

同様な答弁が返ってくるのかなと存じますが、

確認のために。 

森 隆志社会教育課長 議長、森 隆志。 

小嶋冨弥議長 社会教育課長森 隆志君。 

森 隆志社会教育課長 社会教育施設につきまし

ても指定管理料の増額ということで電気料の増

額を行ってございます。 

  平均しますと各施設約13％くらいの影響が出

ているということで、その分の補正をさせてい

ただいたところでございます。 

５ 番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

小嶋冨弥議長 石川正志君。 

５ 番（石川正志議員） 森課長、恐縮ですがお

教えいただきたいのが１つありまして、公共施

設への太陽パネルの設置ということで、プラザ

等がある程度経過しておりまして、そちらの電

気料、自分で自給できるという観点から、当初

の狙いどおり10％程度の電気は自分で賄えると

設置するとき伺ったんですが、その辺のところ、

検証されてございますか。 

森 隆志社会教育課長 議長、森 隆志。 

小嶋冨弥議長 社会教育課長森 隆志君。 

森 隆志社会教育課長 市民プラザの太陽光発電

でございますけれども、15キロワットを発電す

るといった設計のもとで実施してございます。

一応、全体の10％という当初の予定ではござい

ましたけれども、昨年のデータを見ますと約

７％ほどの充電というか、それでその分を日中

補っているという形になります。以上です。 

小嶋冨弥議長 ほかに質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 12ページ、18の１の財

政調整基金ですが、基金繰入金がマイナス

4,800万円となっています。この財政調整基金

の状況は今現在どうなっているのか、またほか

の基金の状況なども全体として幾らになってい

るのかということをお願いします。 

  それから、12ページ、19の１の前年度繰越金

が２億円増の４億6,759万2,000円となっており

ます。この要因はどのようにお考えになってお

られるのか。 

  ３つ目ですけれども、ただいま石川議員から

も電気料金の施設、学校とか社会教育施設の値

上げの話がございました。その全体で保育所な

ども含めて電気料及び灯油代の値上げも最初の

説明にあったように思いますが、電気料は約

11％から13％負担増になっているという話でし

たが、灯油のほうは灯油値上がりによる影響な

どは全体で支出全体ではどのぐらいの増額にな

ったと見ておられるのかお伺いいたします。 

髙橋則雄財政課長 議長、髙橋則雄。 

小嶋冨弥議長 財政課長髙橋則雄君。 

髙橋則雄財政課長 財政調整基金の現在の状況に

ついてということでございますけれども、平成

25年３月31日現在では15億4,432万円ほどでご

ざいます。それで、剰余金処分ということで２

億円積み増ししまして、それに利子を加えます

と17億4,400万円ほどになります。 

  今年度、当初予算で財政調整基金より繰入予

定額が３億4,000万円ございます。それから、

今回その繰入金を戻す処理が4,800万円という

ことで、それを足し引きしますと、平成25年12

月現在で14億5,200万円ほどになっております。 
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  次に、ほかの基金ということでございますけ

れども、市有施設整備基金というのがございま

す。これについては平成24年度末で２億5,000

万円ほどございます。９月補正におきまして、

人件費削減措置分ということで積み増ししてお

ります額が5,900万円ほどございます。それを

合わせますと３億900万円ほどになります。 

  以上が基金の状況でございます。 

  続きまして、繰越金の額ということでござい

ますけれども、昨年度も大雪という状況の中で

特別交付税が例年より多く来たということと、

雪関係の補助金というものもございました、そ

の分について若干ふえたということでその分が

前年度繰り越しとなってございます。 

  光熱水費の燃料代につきましては値上げにな

っておりますけれども、どの程度これからその

分ふえるのかはわからない状況ですけれども、

節約を訴えるという形でなるべく抑えていきた

いなということを考えております。以上でござ

います。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 私なりに感じるのは、

国からの特別交付金とか雪補助とかアベノミク

スのいろんな補助金の影響かと思いますが、対

策の影響かと思いますが、基金などが地方に今

現在ややゆとりがある状況になってきているよ

うな気がいたします。一方、施設などの燃料費

とか電気代とかふえているというのは施設、市

だけではなくて市民生活に大きな影響を与えて

いることだなと私は感じるわけです。 

  そういう意味で、今現在少しゆとりがある財

政を、格差が広がって低所得の方々が負担がふ

えているという中で、市長としては市民への手

当て、私は具体的には福祉灯油か水道料を下げ

るとかその他あると思いますが、あるいは国民

健康保険への特別繰り入れかと思いますが、市

長としては財政状況についてどう今考えておら

れるかお聞きします。 

小嶋冨弥議長 補正予算だから、どの項目に当て

はまるか答弁できないですよ、そういう質問を

されては。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） ただいま財政課長から、

基金の現在の状況、それから繰越金がふえてい

る状況をお聞きしました。これを見たときに市

民生活に使えるお金としてあるのではないかと

いう質問です。だめでしょうか。 

小嶋冨弥議長 論点が合わないから補正予算に関

しての質疑をやらないと進んでいきませんので、

それは答弁はしなくても結構です。３回終わり

ですので。 

  ほかにございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第68号平成25年度新庄市一般会計補正予

算（第３号）は、原案のとおりに決することに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第68号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第７議案第６９号平成２５年

度新庄市国民健康保険事業特別会
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計補正予算（第２号） 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第７議案第69号平成25年度新

庄市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２

号）を議題といたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第69号平成25年度新庄市国民健康保険事

業特別会計補正予算（第２号）は、原案のとお

りに決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第69号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第８議案第７０号平成２５年

度新庄市交通災害共済事業特別会

計補正予算（第１号） 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第８議案第70号平成25年度新

庄市交通災害共済事業特別会計補正予算（第１

号）を議題といたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑ござ

いませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第70号平成25年度新庄市交通災害共済事

業特別会計補正予算（第１号）は、原案のとお

りに決することに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第70号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第９議案第７１号平成２５年

度新庄市公共下水道事業特別会計

補正予算（第２号） 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第９議案第71号平成25年度新

庄市公共下水道事業特別会計補正予算（第２

号）を議題といたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑ござ

いませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別になしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 
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   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第71号平成25年度新庄市公共下水道事業

特別会計補正予算（第２号）は、原案のとおり

に決することに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第71号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第１０議案第７２号平成２５

年度新庄市農業集落排水事業特別

会計補正予算（第２号） 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第10議案第72号平成25年度新

庄市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２

号）を議題といたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑ござ

いませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第72号平成25年度新庄市農業集落排水事

業特別会計補正予算（第２号）は、原案のとお

り決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第72号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第１１議案第７３号平成２５

年度新庄市営農飲雑用水事業特別

会計補正予算（第１号） 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第11議案第73号平成25年度新

庄市営農飲雑用水事業特別会計補正予算（第１

号）を議題といたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。御

異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第73号平成25年度新庄市営農飲雑用水事

業特別会計補正予算（第１号）は、原案のとお

り決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第73号は原案のとおり可決されました。 
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日程第１２議案第７４号平成２５

年度新庄市介護保険事業特別会計

補正予算（第２号） 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第12議案第74号平成25年度新

庄市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

を議題といたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑ござ

いませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第74号平成25年度新庄市介護保険事業特

別会計補正予算（第２号）は、原案のとおりに

決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第74号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第１３議案第７５号平成２５

年度新庄市後期高齢者医療事業特

別会計補正予算（第１号） 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第13議案第75号平成25年度新

庄市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第

１号）を議題といたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑ござ

いませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第75号平成25年度新庄市後期高齢者医療

事業特別会計補正予算（第１号）は、原案のと

おり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第75号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第１４議案第７６号平成２５

年度新庄市水道事業会計補正予算

（第２号） 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第14議案第76号平成25年度新

庄市水道事業会計補正予算（第２号）を議題と

いたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑ござ

いませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、
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質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第76号平成25年度新庄市水道事業会計補

正予算（第２号）は、原案のとおり決すること

に御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第76号は原案のとおり可決されました。 

 

 

閉      会 

 

 

小嶋冨弥議長 ここで市長より御挨拶がございま

す。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 12月議会の慎重審議、まことにあ

りがとうございました。 

  このたびの議会におきまして議会基本条例と

いうことが制定されましたこと、新庄市議会に、

また新たな一歩を踏み出す大きな基礎ができた

のではないかという思いでおります。大いに期

待しているところであります。 

  また、今回の12月議会におきまして財産取得

ということで中核工業団地を一括購入すること

に御同意賜りまして本当にありがとうございま

した。 

  この期間、12月に入りまして県知事より団地

内企業がトヨタ東日本社の第１次サプライにな

ったと大変朗報もいただいたところでございま

す。その後の進展の中では他の企業との口座開

設が進んでいる、また、将来的には地元の企業

の中にさらなる２次請、下請のものがふえてく

るであろうという報告も聞いているところであ

ります。そうしたときに工業団地を一括購入し、

さらなる団地の活性化に向けた一歩を踏み出す

ことができるのではないかなと思っているとこ

ろであります。 

  残すところ、あと２週間余りとなりました。

ことしの一文字が輪ということで、オリンピッ

クの五輪にかけていることもあると聞いており

ます。またはきずなというお互いに輪を大切に

しようということも聞いております。また、知

恵を出す知恵の輪でもあるということがありま

すが、横にだけではなく縦にしますと車輪の輪

となるのではないかと思っております。新庄市

がこのたびの議会条例、また中核工業団地の一

括購入という新たな時代に向けてその車輪を転

がしていく、新たな前進へ向けていく大きな年

だなということを思っているところであります。 

  昨年も12月議会中に大雪が降り、そのまま根

雪となり、ことしも同様な形となっております

が、市民の安心安全に向けた万全の体制で臨ん

でいきたいと思っております。 

  年末に当たりまして寒くなります。議員の皆

様におかれましても新年に向けてくれぐれも風

邪など引かぬような形で新しい年を迎えたいと

思っております。このたびの12月議会の慎重審

議、まことにありがとうございました。 

小嶋冨弥議長 以上をもちまして、平成25年12月

定例会の日程を全て終了いたしましたので、閉

会といたします。 

  大変御苦労さまでございました。 

 

     午前１０時５２分 閉会 
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   新庄市議会議長  小 嶋 冨 弥 

 

   会議録署名議員  伊 藤   操 

 

    〃    〃   山 口 吉 靜 

 




